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献
　
呈

　
の

　
辞

一

献
　
呈

　
の

　
辞

令
和
二
年
九
月
二
一
日
、
敬
愛
す
る
喜
多
義
人
先
生
が
六
二
歳
と
い
う
若
さ
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
ご
病
気
の
こ
と
は
、
先

生
か
ら
直
接
お
伺
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
早
す
ぎ
る
ご
逝
去
で
し
た
。
大
学
院
以
来
、
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
た
先
輩
で

あ
る
先
生
が
、
他
界
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
大
変
悲
し
く
、
そ
し
て
と
て
も
寂
し
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

喜
多
先
生
は
、
昭
和
五
六
年
三
月
に
日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
ご
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期

課
程
、
昭
和
五
九
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
へ
ご
進
学
さ
れ
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
指
導
教
員
で
あ
っ
た
深
津
栄
一
教
授
の
も

と
で
研
究
者
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
に
専
任
講
師
と
し
て
本
学
部
に
ご
着
任
さ
れ
、
平
成

二
〇
年
一
〇
月
に
准
教
授
、
平
成
三
〇
年
四
月
か
ら
は
教
授
と
し
て
日
本
大
学
法
学
部
の
研
究
・
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

喜
多
先
生
は
、
国
際
法
を
ご
専
門
と
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
戦
時
国
際
法
の
問
題
を
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま

し
た
。
日
露
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
は
国
際
法
を
遵
守
し
た
と
称
賛
さ
れ
ま
し
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
日
本
は
捕
虜
や
文
民
を

非
人
道
的
に
取
り
扱
っ
た
と
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
非
難
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
、
先
生
の
問
題
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成
二
年
か
ら
平
成
一
二
年
前
半
ま
で
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
、
上
官
命
令
の
問
題
、
軍
隊
に
お
け
る
国
際
法

に
関
す
る
教
育
、
そ
し
て
戦
争
に
お
け
る
捕
虜
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
数
々
の
ご
論
文
を
、『
日
本
法
学
』
を
は
じ
め
と
し
た
紀
要
や

専
門
誌
に
ご
投
稿
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
六
年
に
ご
論
文
「
日
露
戦
争
の
捕
虜
問
題
と
国
際
法
」
が
学
会
誌
『
軍
事
史
学
』
に
、
平
成

一
八
年
に
ご
論
文
「
日
本
軍
人
の
捕
虜
に
関
す
る
国
際
法
知
識
」
が
『
法
学
紀
要
』
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
二
本
の
ご
論
文
は
、

平
成
一
六
年
か
ら
平
成
一
七
年
の
日
露
戦
争
百
周
年
に
あ
た
り
、
喜
多
先
生
の
問
題
意
識
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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九
月
）

二

平
成
二
〇
年
か
ら
、
喜
多
先
生
は
、
赤
十
字
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
、
赤
十
字
に
よ
る
救
護
活
動
に
特
化
し
た
ご
研
究
を
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
赤
十
字
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
則
り
、
戦
時
に
お
い
て
敵
味
方
の
差
別
な
く
犠
牲
者
を
救
護
す
る
民
間
団
体
で
す
が
、
日
本
赤
十

字
社
の
歴
史
的
な
史
料
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
駆
使
し
て
ご
論
文
を
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
三
〇
年
か
ら
令

和
元
年
に
か
け
て
は
、
西
南
戦
争
に
お
い
て
日
本
赤
十
字
社
が
博
愛
社
と
し
て
創
設
さ
れ
、
日
本
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
入
す
る
ま
で

の
約
一
〇
年
間
に
焦
点
を
あ
て
た
三
本
の
ご
論
文
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
二
年
に
『
日
本
法
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
ご
論
文
「
日
本
赤

十
字
社
と
災
害
救
護
」
が
先
生
の
最
後
の
ご
論
稿
と
な
り
ま
し
た
が
、
赤
十
字
の
救
護
活
動
に
つ
い
て
さ
ら
に
ご
研
究
さ
れ
た
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
分
野
で
先
生
の
ご
活
躍
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
と
て
も
残
念
に
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
喜
多
先
生
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
戦
時
国
際
法
を
研
究
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
学
会
活
動
に
つ
い

て
も
、
軍
事
史
学
会
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
わ
れ
ま
し
た
。
学
会
誌
『
軍
事
史
学
』
に
は
ご
論
文
を
多
数
ご
投
稿
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
中
で
も
平
成
一
三
年
に
掲
載
さ
れ
た
ご
論
文
「
英
軍
に
よ
る
降
伏
日
本
軍
人
の
取
扱
い
」
は
、
優
秀
論
文
に
与
え
ら
れ
る
阿

南
・
高
橋
学
術
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
二
三
年
か
ら
平
成
二
七
年
に
か
け
て
、
編
集
委
員
長
と
し
て
学
会
誌
『
軍
事

史
学
』
の
編
集
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。
令
和
二
年
に
先
生
が
軍
事
史
学
会
副
会
長
に
ご
就
任
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
先
生
の
学
会
へ
の
貢

献
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
証
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

喜
多
先
生
に
は
、
国
際
法
の
中
で
も
戦
時
国
際
法
と
関
連
し
た
多
数
の
ご
業
績
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
生
は
平
成
一
八
年
か
ら
平
成

一
九
年
に
か
け
て
捕
鯨
に
関
す
る
三
本
の
ご
論
文
を
『
日
本
法
学
』
に
ご
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
喜
多
先
生
が
和
歌
山
県
の
ご

出
身
で
あ
る
こ
と
に
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
和
歌
山
県
は
、
捕
鯨
が
盛
ん
な
地
で
あ
り
、
特
に
太
地
町
は
商
業
捕
鯨
が

禁
止
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
も
捕
鯨
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
喜
多
先
生
は
、
太
地
町
立
く
じ
ら
博
物
館
を
ご
訪
問
さ
れ
、
ま
た
東
京

に
あ
る
捕
鯨
関
連
団
体
を
ご
訪
問
し
て
、
捕
鯨
に
関
す
る
資
料
を
収
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
捕
鯨
反
対
国
と
日
本
の
間
に
は
深
い
溝
が
あ

り
ま
す
が
、
先
生
は
古
郷
和
歌
山
を
は
じ
め
と
し
て
日
本
が
行
っ
て
い
る
捕
鯨
の
国
際
法
上
の
正
当
性
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

献
　
呈

　
の

　
辞

三

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

喜
多
先
生
は
、
す
ぐ
れ
た
教
育
者
で
も
あ
り
、
多
く
の
学
生
の
教
育
指
導
を
な
さ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
ゼ
ミ
生
に
対
し
て
は
特
別

な
思
い
を
お
持
ち
で
、
ゼ
ミ
生
と
接
す
る
時
間
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
ゼ
ミ
生
と
折
に
触
れ
飲
み
会
を
行
い
、
交
流

を
図
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
喜
多
ゼ
ミ
で
は
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
先
生
は
花
火
が
大
好
き
だ
っ
た
た
め
、
夏

に
は
東
京
近
郊
で
開
催
さ
れ
る
花
火
大
会
の
席
取
り
を
し
て
、
ゼ
ミ
生
と
と
も
に
花
火
を
楽
し
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ゼ
ミ
の
夏

合
宿
で
は
、
毎
年
、
自
衛
隊
の
富
士
火
力
演
習
を
見
学
し
、
秋
に
は
横
須
賀
に
停
泊
中
の
海
上
自
衛
隊
の
潜
水
艦
の
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

喜
多
先
生
は
、
本
学
部
の
第
二
部
（
夜
間
部
）
に
深
い
思
い
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
同
僚
大
学
で
は
、
次
々
と
夜
間
部
を
閉
鎖
し

て
お
り
ま
す
が
、
先
生
は
「
日
大
は
第
二
部
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
い
う
信
念
の
も
と
、「
自
主
創
造
の
基
礎
」
の
授
業
で
は
、
必
ず
第
二

部
（
夜
間
部
）
を
ご
担
当
さ
れ
、
社
会
人
学
生
を
含
め
た
第
二
部
学
生
に
対
し
て
熱
心
に
教
育
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
先
生
の
講

義
は
第
二
部
学
生
に
大
変
人
気
が
あ
り
、
多
く
の
受
講
生
が
集
ま
り
ま
し
た
。

喜
多
先
生
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
日
本
大
学
法
学
部
の
教
育
・
研
究
に
ご
尽
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
先
生
の
ご
人
徳
を
慕
い
、
先
生
を

心
か
ら
敬
愛
す
る
先
生
方
か
ら
多
数
の
ご
論
文
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
謹
ん
で
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
こ
に
哀
悼
の
意
を
表
し
、
喜
多
先
生
の
御
魂
に
本
論
文
集
を
捧
げ
ま
す
。

令
和
三
年
九
月
吉
日

�

日
本
大
学
法
学
部
長

　
小

　
田

　
　
　
司
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故
喜
多
義
人
副
会
長
を
偲
ん
で

五

故
喜
多
義
人
副
会
長
を
偲
ん
で

喜
多
義
人
先
生
が
昨
年
九
月
二
〇
日
の
夜
（
二
一
日
午
前
〇
時
四
分
）
に
ご
逝
去
さ
れ
て
か
ら
、
早
く
も
九
ヶ
月
あ
ま
り
が
た
ち
ま
し
た
。

こ
の
間
、
軍
事
史
学
会
の
理
事
会
が
何
度
か
開
か
れ
ま
し
た
が
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
場
に
副
会
長
と
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
の
先
生
の
お
姿

は
な
く
、
い
つ
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
虚
し
さ
と
寂
寥
感
、
そ
し
て
喪
失
感
に
襲
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
般
、
先
生
の
追
悼
号
が
編
ま
れ
る

に
あ
た
り
、
軍
事
史
学
会
の
場
で
長
ら
く
ご
厚
誼
を
得
て
い
た
関
係
で
、
こ
う
し
て
追
悼
の
辞
を
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、

日
本
大
学
法
学
部
の
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
は
感
謝
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

軍
事
史
学
会
に
お
け
る
喜
多
先
生
と
の
お
つ
き
あ
い
が
深
ま
り
ま
し
た
の
は
、
私
が
学
会
誌
『
軍
事
史
学
』
の
編
集
委
員
長
を
務
め
て

い
た
際
に
、
編
集
委
員
、
編
集
副
委
員
長
を
お
願
い
し
て
い
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
の
で
、
お
よ
そ
一
五
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
か
と
思

い
ま
す
。
先
生
は
す
で
に
そ
れ
以
前
の
二
〇
〇
一
年
に
、「
英
軍
に
よ
る
降
伏
日
本
軍
人
の
取
扱
い
─
南
方
軍
終
戦
処
理
史
の
一
断
面
─
」

に
よ
っ
て
、
学
会
誌
掲
載
の
最
優
秀
論
文
に
贈
ら
れ
る
阿
南
・
高
橋
学
術
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、「
日
本
軍
の
国
際
法
認

識
と
捕
虜
の
取
扱
い
」（
平
間
洋
一
、
イ
ア
ン
・
ガ
ウ
、
波
多
野
澄
雄
編
『
日
英
交
流
史�1600-2000�3

─
軍
事
─
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

を
は
じ
め
と
す
る
旧
日
本
軍
の
国
際
法
教
育
や
捕
虜
の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
一
連
の
ご
研
究
で
著
名
な
方
で
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
お
名
前

は
存
じ
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
直
接
お
話
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
約
一
五
年
前
か
ら
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、

先
生
と
の
ご
交
誼
は
、
他
の
方
に
比
べ
れ
ば
短
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
私
自
身
は
、
先
生
と
は
か
な
り
濃
密
な
時
間
を
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
学
会
に
お
い
て
は
、
先

に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
編
集
委
員
長
と
編
集
副
委
員
長
と
し
て
タ
ッ
グ
を
組
み
、
現
在
の
学
会
誌
の
ス
タ
イ
ル
を
作
り
あ
げ
て
き
ま
し
た
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法
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八
十
七
巻
第
二
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（
二
〇
二
一
年
九
月
）

六

し
、
私
が
会
長
に
な
り
ま
し
た
あ
と
も
、
理
事
兼
編
集
委
員
長
、
そ
し
て
副
会
長
と
し
て
共
に
学
会
運
営
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
私
が
困
っ
た
と
き
に
ま
っ
さ
き
に
ご
相
談
し
、
お
助
け
い
た
だ
い
た
の
が
先
生
で
し
た
。

編
集
委
員
会
や
理
事
会
は
先
生
の
ご
尽
力
で
日
大
の
お
部
屋
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
（
大
会
も
開
催
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
）、
先
生
と
私
の
帰
り
道
が
、
幸
い
に
も
同
じ
方
向
で
し
た
の
で
、
道
す
が
ら
学
会
の
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
諸
々
の
お

話
を
し
ま
し
た
。
喜
多
先
生
も
私
も
飲
む
の
が
好
き
な
ほ
う
で
し
た
の
で
、
話
が
尽
き
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
「
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
い

き
ま
せ
ん
か
」
と
、
そ
の
ま
ま
後
楽
園
の
お
店
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
先
生
の
朴
訥
と
し
た
語
り
と
茶
目
っ
気

た
っ
ぷ
り
な
笑
顔
に
癒
さ
れ
な
が
ら
、
法
学
者
ら
し
い
明
晰
な
ご
考
察
を
お
聞
き
す
る
の
が
と
て
も
楽
し
い
時
間
で
し
た
。

学
会
以
外
の
場
で
も
、
先
生
と
は
日
本
赤
十
字
社
の
研
究
で
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
そ
の
分
野
に
疎
か
っ
た
私

に
と
っ
て
、
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
貴
重
な
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
現
在
や
は
り
日
本
大
学
法
学
部
に
お
ら
れ
る
国
際
法

が
ご
専
門
の
河
合
利
修
先
生
の
お
誘
い
で
、
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
が
所
蔵
し
て
い
る
戦
前
の
日
赤
関
係
文
書
を
も
と
に
共
同
研
究

を
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
小
菅
信
子
山
梨
学
院
大
学
教
授
も
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
や
が
て
『
日
本
赤
十
字
社

と
人
道
援
助
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
と
し
て
結
実
し
、
同
書
は
そ
の
後
、
当
該
分
野
に
関
心
を
抱
く
日
本
内
外
の
研
究
者
に

と
っ
て
の
必
読
書
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
実
り
の
多
い
、
非
常
に
楽
し
い
も
の
で
、
喜
多
先
生
と
の
良
き
思
い
出

で
す
。

そ
の
よ
う
な
学
会
活
動
等
の
関
係
で
何
度
か
先
生
の
研
究
室
に
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
飲
み

物
や
お
菓
子
類
を
い
つ
も
勧
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
本
来
そ
れ
ら
は
学
生
の
た
め
に
用
意
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
て
、
学
生

想
い
の
教
育
者
と
し
て
の
一
面
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

た
だ
先
生
と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
気
が
か
り
だ
っ
た
こ
と
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
眼
や
足
等
の
体
の
不
調

を
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。
病
気
が
治
っ
た
ら
、
い
つ
も
の
本
郷
の
お
店
で
飲
み
ま
し
ょ
う
、
と
仰
っ
て
い
ら
し
た

故
喜
多
義
人
副
会
長
を
偲
ん
で

七

の
で
す
が
、
学
会
の
会
議
兼
懇
親
会
の
場
で
も
あ
っ
た
そ
の
お
店
に
、
と
く
に
近
年
は
参
加
さ
れ
る
こ
と
が
ご
無
理
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
あ
ら
た
に
大
病
を
患
わ
れ
、
入
退
院
を
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

学
会
会
長
と
し
て
、
私
自
身
が
悔
や
ま
れ
ま
す
の
は
、
も
っ
と
早
く
に
副
会
長
を
お
願
い
し
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

喜
多
先
生
は
俺
が
お
れ
が
と
い
う
自
分
を
押
し
出
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
常
に
謙
虚
な
姿
勢
を
崩
さ
れ
な
い
方
で
し
た
の
で
、
い
い

タ
イ
ミ
ン
グ
を
み
は
か
ら
っ
て
理
事
会
に
提
案
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
適
切
な
時
期
を
見
誤
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
慙
愧
に
堪
え
ま
せ
ん
。

ま
た
個
人
的
に
は
、
故
郷
の
和
歌
山
に
お
い
で
に
な
り
ま
せ
ん
か
と
、
先
生
か
ら
は
た
び
た
び
お
誘
い
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
す
が
、

高
野
山
の
宿
坊
に
泊
ま
り
故
郷
を
ご
案
内
い
た
だ
く
と
い
う
約
束
は
果
た
せ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
誠
に
残
念
で
す
。

喜
多
先
生
は
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
研
究
者
と
し
て
も
教
育
者
と
し
て
も
ご
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
方
で
し
た
。
ま
た
、
ゆ

く
ゆ
く
は
学
会
の
ト
ッ
プ
に
な
ら
れ
る
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
先
生
は
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
大
役
を
お
引
き
う
け
で
き
る

よ
う
な
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
慎
み
深
い
言
葉
を
発
せ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

あ
る
と
き
何
気
な
い
会
話
の
な
か
で
、
私
も
な
じ
み
の
あ
る
山
梨
の
川
で
、
先
生
が
よ
く
釣
り
を
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
驚
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
忙
し
か
っ
た
現
世
か
ら
離
れ
、
先
生
は
今
で
は
ゆ
っ
く
り
と
渓
流
釣
り
を
楽
し
ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

喜
多
先
生
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
九
月
吉
日

�

軍
事
史
学
会
会
長

　
黒

　
沢

　
文

　
貴
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兼
懇
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れ
る
こ
と
が
ご
無
理
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
あ
ら
た
に
大
病
を
患
わ
れ
、
入
退
院
を
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

学
会
会
長
と
し
て
、
私
自
身
が
悔
や
ま
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は
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て
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ば
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す
。
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と
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で
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、
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ま
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に
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来
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
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者
と
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て
も
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と
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て
も
ご
活
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れ
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、
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は
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に
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と
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。
も
っ
と
も
先
生
は
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
大
役
を
お
引
き
う
け
で
き
る

よ
う
な
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
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に
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深
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言
葉
を
発
せ
ら
れ
て
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も
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れ
ま
せ
ん
が
。

あ
る
と
き
何
気
な
い
会
話
の
な
か
で
、
私
も
な
じ
み
の
あ
る
山
梨
の
川
で
、
先
生
が
よ
く
釣
り
を
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
驚
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
忙
し
か
っ
た
現
世
か
ら
離
れ
、
先
生
は
今
で
は
ゆ
っ
く
り
と
渓
流
釣
り
を
楽
し
ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

喜
多
先
生
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ
さ
い
。
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　喜
多
義
人
教
授

　略
歴



故

　喜
多
義
人
教
授

　略
歴



故
　
喜
多
義
人
教
授

　
略
歴

一
一

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
略
歴

生
年
月
日

一
九
五
八
年
一
一
月
一
八
日

【
学

　
　歴
】

一
九
八
一
年
三
月

　
日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
八
三
年
三
月

　
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了

一
九
八
七
年
三
月

　
カ
ナ
ダD

alhousie�L
aw

�S
chool

留
学
（
～
八
七
年
一
二
月
）

一
九
九
二
年
三
月

　
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学

【
職

　
　歴
】

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
八
年
九
月

　
日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
～
二
〇
一
八
年
三
月

　
日
本
大
学
法
学
部
准
教
授

二
〇
一
八
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月

　
　
日
本
大
学
法
学
部
教
授
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八
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年
三
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日
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学
大
学
院
法
学
研
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科
博
士
前
期
課
程
修
了

一
九
八
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年
三
月

　
カ
ナ
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aw

�S
chool

留
学
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～
八
七
年
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月
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一
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九
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年
三
月

　
日
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大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学

【
職

　
　歴
】

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
八
年
九
月

　
日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
～
二
〇
一
八
年
三
月

　
日
本
大
学
法
学
部
准
教
授

二
〇
一
八
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月

　
　
日
本
大
学
法
学
部
教
授



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
二

【
学
会
・
社
会
活
動
】

二
〇
一
〇
年
六
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月

　
　
軍
事
史
学
会
理
事

二
〇
二
〇
年
六
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月

　
　
軍
事
史
学
会
副
会
長

故

　喜
多
義
人
教
授

　主
要
業
績



故

　喜
多
義
人
教
授

　主
要
業
績



故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

一
五

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
編
著
）】

渡
部
茂
己
・
喜
多
義
人
編
『
国
際
法
』（
初
版
）
弘
文
堂

　
二
〇
一
一
年

【
学
術
論
文
（
単
著
）】

「
赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
─
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件
─
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
七
巻
六
号

　
一
九
八
九
年

「
国
際
法
上
の
免
責
事
由
と
し
て
の
「
上
官
命
令
」
の
問
題
─
学
説
の
検
討−

其
の
一
」『
日
本
法
学
』
五
八
巻
三
号

　
一
九
九
三
年

「
戦
争
犯
罪
人
裁
判
と
上
官
命
令
の
抗
弁
─
東
京
裁
判
の
場
合
─
（
深
津
栄
一
博
士
古
稀
特
別
記
念
号

　
国
際
法
の
政
治
的
基
礎
）」『
日
本
法

学
』
五
九
巻
二
号

　
一
九
九
三
年

「
戦
争
犯
罪
人
裁
判
と
上
官
命
令
の
抗
弁
─
ニ
ュ
─

ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
場
合
─
」『
日
本
法
学
』
六
〇
巻
二
号

　
一
九
九
四
年

「
国
際
法
上
の
免
責
事
由
と
し
て
の
「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
の
問
題
─
学
説
の
検
討−

（
二
）」『
日
本
法
学
』
六
一
巻
一
号

　
一
九
九
五
年

「
日
本
陸
軍
の
国
際
法
普
及
措
置
─
将
校
に
対
す
る
国
際
法
教
育
の
検
討
─
」『
日
本
法
学
』
六
三
巻
二
号

　
一
九
九
七
年

「
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
」『
防
衛
法
研
究
』
二
一
号

　
一
九
九
七
年

「
日
本
軍
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
原
因
に
関
す
る
一
考
察
─
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
捕
虜
の
違
法
な
取
扱
い
の
観
点
か
ら
─
」『
日
本
法

学
』
六
四
巻
三
号

　
一
九
九
八
年



故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

一
五

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
編
著
）】

渡
部
茂
己
・
喜
多
義
人
編
『
国
際
法
』（
初
版
）
弘
文
堂

　
二
〇
一
一
年

【
学
術
論
文
（
単
著
）】

「
赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
─
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件
─
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
八
七
巻
六
号

　
一
九
八
九
年

「
国
際
法
上
の
免
責
事
由
と
し
て
の
「
上
官
命
令
」
の
問
題
─
学
説
の
検
討−

其
の
一
」『
日
本
法
学
』
五
八
巻
三
号

　
一
九
九
三
年

「
戦
争
犯
罪
人
裁
判
と
上
官
命
令
の
抗
弁
─
東
京
裁
判
の
場
合
─
（
深
津
栄
一
博
士
古
稀
特
別
記
念
号

　
国
際
法
の
政
治
的
基
礎
）」『
日
本
法

学
』
五
九
巻
二
号

　
一
九
九
三
年

「
戦
争
犯
罪
人
裁
判
と
上
官
命
令
の
抗
弁
─
ニ
ュ
─

ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
場
合
─
」『
日
本
法
学
』
六
〇
巻
二
号

　
一
九
九
四
年

「
国
際
法
上
の
免
責
事
由
と
し
て
の
「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
の
問
題
─
学
説
の
検
討−

（
二
）」『
日
本
法
学
』
六
一
巻
一
号

　
一
九
九
五
年

「
日
本
陸
軍
の
国
際
法
普
及
措
置
─
将
校
に
対
す
る
国
際
法
教
育
の
検
討
─
」『
日
本
法
学
』
六
三
巻
二
号

　
一
九
九
七
年

「
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
」『
防
衛
法
研
究
』
二
一
号

　
一
九
九
七
年

「
日
本
軍
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
原
因
に
関
す
る
一
考
察
─
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
捕
虜
の
違
法
な
取
扱
い
の
観
点
か
ら
─
」『
日
本
法

学
』
六
四
巻
三
号

　
一
九
九
八
年



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
六

「
英
軍
に
よ
る
降
伏
日
本
軍
人
の
取
扱
い
─
南
方
軍
終
戦
処
理
史
の
一
断
面
─
」『
軍
事
史
学
』
三
五
巻
二
号

　
一
九
九
九
年

「
旧
陸
軍
の
国
際
法
教
育
（
２−

１
）
─
陸
軍
将
校
・
下
士
官
兵
に
対
す
る
国
際
法
普
及
措
置
の
検
討
─
」『
陸
戦
研
究
』
四
八
巻

五
五
八
号

　
二
〇
〇
〇
年

「
旧
陸
軍
の
国
際
法
教
育
（
２
・
完
）
─
陸
軍
将
校
・
下
士
官
兵
に
対
す
る
国
際
法
普
及
措
置
の
検
討
─
」『
陸
戦
研
究
』
四
八
巻

五
五
九
号

　
二
〇
〇
〇
年

「
国
際
社
会
に
お
け
る
少
数
者
保
護
制
度
の
展
開
」『
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
年
報
』
三
一
巻

　
二
〇
〇
一
年

「
日
本
陸
軍
と
命
令
服
従
関
係
（
２−

１
）」『
陸
戦
研
究
』
四
九
巻
五
七
二
号

　
二
〇
〇
一
年

「
日
本
陸
軍
と
命
令
服
従
関
係
（
２
・
完
）」『
陸
戦
研
究
』
四
九
巻
五
七
三
号

　
二
〇
〇
一
年

「
日
露
戦
争
の
捕
虜
問
題
と
国
際
法
」『
軍
事
史
学
』
四
〇
巻
二
号

　
二
〇
〇
四
年

「
日
本
軍
人
の
捕
虜
に
関
す
る
国
際
法
知
識
」『
法
学
紀
要
』
四
八
巻

　
二
〇
〇
六
年

「
鯨
類
資
源
の
管
理
と
国
際
法
─
国
際
捕
鯨
規
制
の
展
開
─
」『
日
本
法
学
』
七
一
巻
三
号

　
二
〇
〇
六
年

「
国
際
捕
鯨
委
員
会
と
商
業
捕
鯨
の
禁
止
」『
日
本
法
学
』
七
一
巻
四
号

　
二
〇
〇
六
年

「
商
業
捕
鯨
の
合
法
性
と
必
要
性
」『
日
本
法
学
』
七
三
巻
二
号

　
二
〇
〇
七
年

「
国
際
捕
鯨
問
題
と
日
本
」
粕
谷
進
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
集
委
員
会
『
現
代
日
本
の
法
と
政
治

　
粕
谷
先
生
古
稀
記
念
』
信
山
社

　

二
〇
〇
七
年

「
日
本
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
普
及
と
適
用
─
日
清
戦
争
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
敵
傷
病
者
救
護
を
中
心
と
し
て
─
」『
日
本

法
学
』
七
四
巻
二
号

　
二
〇
〇
八
年

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

一
七

「「
文
明
の
戦
争
」
と
し
て
の
日
清
戦
争
」「
病
院
船
の
活
躍
し
た
北
清
事
変
」「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国
間
の
日
露
戦
争
」「
昭
和
初

期
の
事
変
と
日
本
赤
十
字
社
」
黒
沢
文
貴
・
河
合
利
修
編
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』
東
京
大
学
出
版
会

　
二
〇
〇
九
年

「
北
清
事
変
と
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
事
業
」『
日
本
法
学
』
七
六
巻
二
号

　
二
〇
一
〇
年

「
日
露
戦
争
と
人
道
主
義
─
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討
─
」『
日
本
法
学
』
八
〇
巻
二
号

　
二
〇
一
四
年

「
西
南
戦
争
の
傷
病
者
救
護
と
博
愛
社
」『
日
本
法
学
』
八
四
巻
二
号

　
二
〇
一
八
年

「
西
南
戦
争
の
医
療
体
制
と
傷
病
者
救
護
」『
軍
事
史
学
』
五
四
巻
三
号

　
二
〇
一
八
年

「
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
─
博
愛
社
時
代
の
外
交
交
渉
記
録
か
ら
」『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
八
巻

　
二
〇
一
九
年

「
日
本
赤
十
字
社
と
災
害
救
護
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
四
号

　
二
〇
二
〇
年

【
学
術
論
文
（
共
著
）】

深
津
栄
一
・
喜
多
義
人
「「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
に
関
す
る
国
際
法
典
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
─
第
２
次
世
界
大
戦
以
前
の
作
業
─
」『
法

学
紀
要
』
三
四
巻

　
一
九
九
二
年

Y
oshito�K

ita,�E
tsuko�A

sam
i�y�C

arm
en�T

irado�R
obles.� ‘D

erecho�Internacional�P
úblico ’,�F

rancisco�B
arberán,�

K
iyohiko�K

uroda�y�F
um

inobu�O
kabe�coords.,� “Introducción�al�D

erecho�Japonés�A
ctual ”,�2013

【
学
会
発
表
】

「
日
本
軍
の
国
際
法
認
識
と
捕
虜
の
取
扱
い
」
軍
事
史
学
会

　
第
一
〇
四
回
定
例
報
告

　
一
九
九
八
年



故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

一
七

「「
文
明
の
戦
争
」
と
し
て
の
日
清
戦
争
」「
病
院
船
の
活
躍
し
た
北
清
事
変
」「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国
間
の
日
露
戦
争
」「
昭
和
初

期
の
事
変
と
日
本
赤
十
字
社
」
黒
沢
文
貴
・
河
合
利
修
編
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』
東
京
大
学
出
版
会

　
二
〇
〇
九
年

「
北
清
事
変
と
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
事
業
」『
日
本
法
学
』
七
六
巻
二
号

　
二
〇
一
〇
年

「
日
露
戦
争
と
人
道
主
義
─
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討
─
」『
日
本
法
学
』
八
〇
巻
二
号

　
二
〇
一
四
年

「
西
南
戦
争
の
傷
病
者
救
護
と
博
愛
社
」『
日
本
法
学
』
八
四
巻
二
号

　
二
〇
一
八
年

「
西
南
戦
争
の
医
療
体
制
と
傷
病
者
救
護
」『
軍
事
史
学
』
五
四
巻
三
号

　
二
〇
一
八
年

「
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
─
博
愛
社
時
代
の
外
交
交
渉
記
録
か
ら
」『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
八
巻

　
二
〇
一
九
年

「
日
本
赤
十
字
社
と
災
害
救
護
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
四
号

　
二
〇
二
〇
年

【
学
術
論
文
（
共
著
）】

深
津
栄
一
・
喜
多
義
人
「「
上
官
命
令
の
抗
弁
」
に
関
す
る
国
際
法
典
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
─
第
２
次
世
界
大
戦
以
前
の
作
業
─
」『
法

学
紀
要
』
三
四
巻

　
一
九
九
二
年

Y
oshito�K

ita,�E
tsuko�A

sam
i�y�C

arm
en�T

irado�R
obles.� ‘D

erecho�Internacional�P
úblico ’,�F

rancisco�B
arberán,�

K
iyohiko�K

uroda�y�F
um

inobu�O
kabe�coords.,� “Introducción�al�D

erecho�Japonés�A
ctual ”,�2013

【
学
会
発
表
】

「
日
本
軍
の
国
際
法
認
識
と
捕
虜
の
取
扱
い
」
軍
事
史
学
会

　
第
一
〇
四
回
定
例
報
告

　
一
九
九
八
年



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
八

「
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
戦
時
救
護
活
動
」
軍
事
史
学
会

　
平
成
二
一
年
度
研
究
大
会

　
二
〇
〇
九
年

【
受

　
　賞
】

二
〇
〇
一
年
六
月

　
軍
事
史
学
会

　
阿
南
・
高
橋
学
術
奨
励
賞
「
英
軍
に
よ
る
降
伏
日
本
軍
人
の
取
扱
い
─
南
方
軍
終
戦
処
理
史
の
一

断
面
─
」目

　
　次



目

　
　次



目

　
　次

二
一

献
呈
の
辞

故
喜
多
義
人
副
会
長
を
偲
ん
で

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
略
歴

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
主
要
業
績

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
淺

川

道

夫
�
�

三

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討

─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て

─
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
久
保

　
拓

　
也
�
�
三
三

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
�
�
�
�
�
�
�
�
�
笠

原

孝

太
�
�
五
七

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
河

合

利

修
�
�
八
五

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察

─
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

─
��
�
�
�
�
�
�
神

例

康

博
�
�
一
一
三

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て

─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に

─
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
末

澤

国

彦
�
�
一
四
五



目

　
　次

二
一

献
呈
の
辞

故
喜
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を
偲
ん
で

故
　
喜
多
義
人
教
授

　
略
歴

故
　
喜
多
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績
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�
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に
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る
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告
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純
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偽
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関
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博
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一
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錬
馬
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走
に
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け
る
馬
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合
法
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─
軍
馬
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保
護
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過
程
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澤

国
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五



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
二

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
髙

槗

雅

夫
�
�
一
七
五

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高

　
畑

　
英
一
郎
�
�
二
〇
七

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察

─
「
令
和
三
年
二
月
入
管
法
改
正
法
案
」
挫
折
の
背
景

─
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
瀧

川

修

吾
�
�
二
三
五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
中

村
　
　

進
�
�
二
六
五

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
長
谷
川

　
貞

　
之
�
�
三
一
一

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松

嶋

隆

弘
�
�
三
五
五

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松

島

雪

江
�
�
三
七
三

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献

─
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
手
が
か
り
に

─
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
渡

　
邉

　
容
一
郎
�
�
四
〇
一

「
抵
触
法
」
の
起
源
と
し
て
の
「
都
市
法
（
条
例
）
衝
突
理
論
」

（
森
論
文
を
中
心
と
し
て
）
と
Ｅ
Ｕ
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
渡

部

茂

己
�
�
四
五
六

目

　
　次

二
三

Ｍ
．サ
ン
デ
ル
の
「
腎
臓
売
買
否
認
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
宮

本

満

治
�
�
四
七
八

非
常
事
態
に
お
け
る
司
法
権
の
地
位
と
機
能

─
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
の
判
例
理
論
か
ら

─
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
東

裕
�
�
五
〇
四

サ
イ
バ
ー
戦
時
復
仇
の
課
題

─lex lata

とlex ferenda

と
の
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克
の
視
角
か
ら

─
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
田

中
　
　

誠
�
�
五
三
四

性
犯
罪
規
定
改
正
の
議
論
に
関
す
る
覚
書

─
暴
行
・
脅
迫
要
件
に
関
す
る
検
討
会
の
議
論
を
振
り
返
っ
て

─
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
上

野

幸

彦
�
�
五
六
〇

T
he Influence of C

hristian T
hom
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P

rivate L
aw

 S
ystem

 in K
ant ’s D

octrine of R
ight

��
�
�
�
�
�
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出
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孝
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八
四
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維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

三

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問

淺

　
　川

　
　道

　
　夫

は
じ
め
に

維
新
政
府
と
は
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
二
月
九
日
の
「
王
政
復
古
」
を
機
に
成
立
し
た
、
日
本
に
お
け
る
中
央
政
権
を
指
す
。

こ
の
政
権
は
、
公
議
政
体
論
を
掲
げ
た
「
朝
藩
体
制

（
１
）

」
と
い
う
べ
き
性
格
を
持
ち
、
天
皇
を
「
同
盟
列
藩
の
主
」
と
位
置
づ
け
、「
大
日

本
の
総
政
治
は
内
外
の
事
共
に
皆
同
盟
列
藩
の
会
議
を
経
て
後
有
司
の
奏
す
る
所
を
以
て
朕
之
を
決
す
可
し

（
２
）

」
と
の
施
政
方
針
を
標
榜
し

た
も
の
だ
っ
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
公
議
政
体
論
は
、
幕
末
維
新
の
政
権
争
奪
過
程
を
通
じ
「
幕
府
の
側
か
ら
も
、
ま
た
反

幕
府
の
側
か
ら
も
、
と
も
に
国
政
の
危
機
を
打
開
し
、
克
服
す
る
た
め
の
新
た
な
国
家
体
制
の
指
導
原
理

（
３
）

」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
維
新
政
府
は
列
藩
会
議
に
お
け
る
「
公
論
」
尊
重
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
政
復
古
後
も
向
背
の
定
ま
ら
な
い
諸
藩
の
糾

合
を
図
り
、
戊
辰
戦
争
を
足
掛
か
り
に
全
国
政
権
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

論

　説
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五
三
一
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四

か
く
て
維
新
政
府
は
、「
藩
か
ら
施
政
に
つ
い
て
の
参
考
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
と
藩
と
の
連
絡
を
保
つ
こ
と
を
目

的
（
４
）

」
に
、
西
欧
の
政
治
制
度
を
形
式
的
に
模
倣
す
る
こ
と
を
通
じ
、
諸
藩
か
ら
選
任
さ
れ
た
「
貢
士
（
の
ち
公
議
人
と
改
称
）」
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
列
藩
会
議
の
開
設
を
目
指
し
た
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
三
月
十
四
日
に
発
布
さ
れ
た
「
五
箇
条
御

誓
文
」
中
の
「
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ヘ
シ

（
５
）

」
と
い
う
綱
領
に
依
拠
し
な
が
ら
、
太
政
官
か
ら
下
さ
れ
る
議
事
策
問
に
対
し

て
貢
士
が
議
案
を
答
申
す
る
形
の
、
一
種
の
諮
問
機
関
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
当
初
「
議
政
官
下
局
」
と
し
て
開
設
さ
れ
た
列
藩
会
議

は
、「
貢
士
対
策
所
」
か
ら
「
公
議
所
」
へ
と
改
組
さ
れ
、
版
籍
奉
還
後
の
「
職
員
令
」
に
も
と
づ
く
官
制
改
革
を
経
て
「
集
議
院
」
と

な
っ
た
。
こ
の
間
、
府
藩
県
三
治
制
か
ら
府
藩
県
三
治
一
致
制
へ
向
け
た
体
制
改
革
に
よ
っ
て
、
個
別
領
有
制
に
も
と
づ
く
藩
の
独
自
性

が
希
薄
化
す
る
と
、
列
藩
会
議
の
役
割
そ
の
も
の
が
「
公
議
に
依
拠
し
て
、
輿
論
を
こ
れ
に
水
路
づ
け
よ
う
と
す
る
政
治
指
導
の
方
式

（
６
）

」

と
い
う
色
彩
を
強
く
打
ち
出
す
よ
う
に
な
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
維
新
政
府
が
列
藩
会
議
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
議
事
策
問
の
う
ち
、
兵
制
に
関
す
る
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
諸
藩

か
ら
の
答
申
を
分
析
し
、
諸
藩
軍
事
力
の
統
一
的
掌
握
と
直
轄
軍
編
制
に
向
け
た
輿
論
形
成
の
過
程
を
敷
衍
し
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
筆

者
が
一
九
九
六
年
に
『
政
治
経
済
史
学
』
第
三
五
六
号
へ
発
表
し
た
論
文
「
維
新
政
権
下
の
議
事
機
関
に
み
る
兵
制
論
の
位
相
」
を
ベ
ー

ス
に
、
そ
の
後
の
調
査
研
究
を
通
じ
て
得
た
新
た
な
知
見
を
交
え
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

一
、
維
新
政
府
の
政
治
体
制

王
政
復
古
の
政
変
に
よ
り
「
摂
関
幕
府
等
廃
絶
」
と
「
諸
事

　
神
武
創
業
之
始
ニ
原
」
づ
く
政
治
体
制
の
変
革

（
７
）

を
謳
っ
て
成
立
し
た
維

）
五
三
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

五

新
政
府
は
、「
太
政
官
始
追
々
可
被
為
興
候
間

（
８
）

」
の
暫
定
措
置
と
し
て
総
裁
・
議
定
・
参
与
か
ら
な
る
三
職
を
設
置
し
、
新
政
府
の
施
政

を
担
当
す
る
太
政
官
代
と
位
置
づ
け
た
。
三
職
の
人
的
構
成
を
み
る
と
、
総
裁
に
有
栖
川
熾
仁
親
王
、
議
定
に
は
五
人
の
公
家
と
薩
州
・

土
州
・
芸
州
・
尾
州
・
越
前
五
藩
の
藩
主
、
参
与
に
は
五
人
の
公
家
と
こ
れ
ら
五
藩
の
藩
士
三
人
ず
つ
が
「
徴
士
」
と
し
て
任
命
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
朝
廷
と
そ
の
藩
屏
た
る
有
力
諸
侯
を
直
結
し
、「
縉
紳
武
弁
堂
上
地
下
之
無
別
至
当
之
公
議
ヲ
竭

（
９
）

」
く
す
と
い

う
、
旧
来
の
幕
藩
体
制
に
代
る
新
た
な
封
建
秩
序
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
成
立
当
初
の
維
新
政
府
は
、
討
幕
派
と
佐
幕
的
公
議
政

体
派
と
の
雄
藩
連
合
的
な
妥
協
政
権
で
あ
っ
た
が
、
慶
応
四
年
一
月
に
勃
発
し
た
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
お
い
て
、
旧
幕
府
と
そ
れ
に
連
な

る
佐
幕
勢
力
が
軍
事
的
に
敗
退
し
た
こ
と
に
よ
り
、
討
幕
派
政
権
と
し
て
の
立
場
が
鮮
明
と
な
っ
た
。

維
新
政
府
は
同
年
一
月
七
日
、
徳
川
慶
喜
に
対
す
る
「
追
討
令
」
を
発
し
、
続
い
て
十
日
に
は
徳
川
慶
喜
（
前
将
軍
）・
松
平
容
保
（
会

津
藩
主
）・
松
平
定
敬
（
桑
名
藩
主
）・
松
平
頼
聡
（
高
松
藩
主
）・
久
松
定
昭
（
伊
予
松
山
藩
主
）・
板
倉
勝
静
（
備
中
松
山
藩
主
）・
大
河
内
正

質
（
大
多
喜
藩
主
）
ら
へ
の
官
位
剥
奪
・
京
都
藩
邸
没
収
と
い
っ
た
「
朝
敵
処
分
」
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
月
十
五
日
に
は
、
東
久

世
通
禧
を
勅
使
と
し
て
兵
庫
に
派
遣
し
、
各
国
公
使
あ
て
に
「
国
書
」
を
以
て
王
政
復
古
を
通
告
し
た
。
次
い
で
日
本
の
内
戦
に
対
す
る

不
介
入
要
請
が
諸
外
国
に
申
し
入
れ
ら
れ
、
一
月
二
十
五
日
に
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
メ
リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
・
プ
ロ
シ

ア
六
か
国
代
表
が
「
局
外
中
立
宣
言
」
を
布
告
し
た
こ
と
に
よ
り
、
維
新
政
府
は
「
交
戦
団
体
」
と
い
う
国
際
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、「
中
立
の
布
告
は
、
新
政
権
に
と
っ
て
は
、
旧
幕
府
と
対
等
の
地
位
を
国
際
的
に
承
認
さ
せ
た
の
に
ひ
き
か
え
、
徳
川

政
権
に
と
っ
て
は
、
正
当
政
府
か
ら
交
戦
団
体
に
格
下
げ
さ
れ
た

（
10
）

」
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
情
を
背
景
に
維
新
政
府
は
一
月
十
七
日
、
三
職
の
下
に
外
国
・
内
国
・
会
計
・
海
陸
軍
・
刑
法
・
制
度
・
神
祇
の
七
科
を

設
け
て
職
制
の
分
科
を
明
確
に
し
た
。
さ
ら
に
徴
士
・
貢
士
の
制
度
が
官
制
に
具
体
化
さ
れ
る
と
共
に
、
上
・
下
議
事
所
が
開
設
さ
れ

（
11
）

、

）
五
三
一
（
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六

列
藩
会
議
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
諸
藩
に
つ
い
て
は
、「
大
藩
四
十
万
石
以
上
、
中
藩
十
万
石
以
上
三
十
九
万
石
ニ
至

ル
、
小
藩
一
万
石
以
上
九
万
石
ニ
至
ル

（
12
）」

と
い
う
形
で
、
石
高
（
草
高
）
を
基
準
と
す
る
区
分
が
制
度
化
さ
れ
、
従
来
の
格
式
に
よ
る
序
列

が
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
徴
士
・
貢
士
に
関
し
て
、
三
職
七
科
の
官
制
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。

徴
士
、
無
定
員

諸
藩
士
、
及
ヒ
都
鄙
有
才
ノ
者
、
撰
挙
抜
擢
、
参
与
職
ニ
任
ス
、
下
ノ
議
事
所
ニ
在
リ
、
則
議
事
官
タ
リ
、
又
分
課
ニ
因
テ
、
其
課
ノ

掛
ト
ナ
ル
者
、
其
事
ヲ
専
務
ス
、

撰
挙
ノ
法
、
公
議
ニ
採
リ
抜
擢
セ
ラ
ル
、
則
徴
士
ニ
命
ス
、
在
職
四
年
ニ
シ
テ
退
ク
、
広
ク
賢
才
ニ
譲
ル
ヲ
要
ト
ス
、
若
其
人
、
当
器

尚
退
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ハ
、
又
四
年
ヲ
延
ヘ
、
在
職
八
年
ト
ス
、
衆
議
ニ
執
ル
ヘ
シ
、

貢
士
、
大
藩
三
員
、
中
藩
二
員
、
小
藩
一
員

諸
藩
士
、
其
主
ノ
撰
ニ
任
セ
、
下
ノ
議
事
所
ヘ
差
出
者
ヲ
貢
士
ト
ス
、
則
議
事
ニ
與
リ
、
輿
論
公
議
ヲ
執
ル
ヲ
旨
ト
ス
、
貢
士
、
定
員

有
テ
年
限
ナ
シ
、
其
主
ノ
進
退
ス
ル
所
ニ
任
ス
、
又
其
人
ノ
才
能
ニ
因
テ
、
徴
士
ニ
撰
挙
ス
ヘ
シ
、

次
い
で
二
月
三
日
、
職
制
が
三
職
八
局
制
に
改
組
さ
れ
た
際
、
徴
士
に
関
し
て
は
「
参
与
職
各
局
ノ
判
事
ニ
任
ス
、
又
其
一
官
ヲ
命
シ

テ
参
与
職
ニ
任
セ
サ
ル
者
ア
リ

（
14
）

」
と
さ
れ
、「
議
事
官
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
各
藩
、
徴
士
被

　
仰
付
候
者
ハ
、
奉

　

命
、
即
日
ヨ
リ
朝
臣
ト
相
心
得
、
勿
論
旧
藩
ニ
全
ク
関
係
混
合
無
之
御
趣
意
ニ
候
間
、
此
旨
厚
相
心
得
事

（
15
）

」
と
の
布
達
が
な
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
徴
士
は
選
出
母
体
で
あ
る
諸
藩
か
ら
身
分
的
に
分
離
さ
れ
、
維
新
政
府
の
官
僚
と
い
う
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま

）
五
三
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

七

た
貢
士
に
つ
い
て
も
、「
輿
論
公
議
ヲ
執
リ
候

　
御
趣
意
」
に
も
と
づ
き
「
国
々
国
論
ニ
モ
可
相
代
者
人
撰
有
之
差
出
候
」
こ
と
が
達
せ

ら
れ

（
16
）

、
諸
藩
の
意
見
を
列
藩
会
議
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
代
議
人
と
い
う
役
割
が
明
確
化
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
東
征
の
準
備
に

奔
走
し
て
い
た
維
新
政
府
が
、「
下
ノ
議
事
所
」
に
お
い
て
列
藩
会
議
を
招
集
し
た
形
跡
は
な
い
。
現
実
問
題
と
し
て
、
東
日
本
の
諸
藩

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
未
だ
維
新
政
府
の
施
政
下
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
公
議
政
治
を
開
催
す
る
政
治
的
環
境
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
中
、
維
新
政
府
に
と
っ
て
は
諸
藩
の
恭
順
を
進
め
て
施
政
圏
を
拡
大
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
お
り
、
二
月
九
日
に
「
東

征
大
総
督
」
へ
と
任
ぜ
ら
れ
た
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
、
十
五
日
に
は
天
皇
か
ら
錦
旗
と
節
刀
を
授
与
さ
れ
て
即
日
征
途
に
就
く
と
い
う

慌
た
だ
し
さ
で
、
京
都
か
ら
東
征
軍
を
進
発
さ
せ
た
。

東
征
軍
の
江
戸
入
城
に
先
立
つ
三
月
十
四
日
、
維
新
政
府
は
「
五
箇
条
御
誓
文
」
を
発
布
し
て
そ
の
政
治
綱
領
を
全
国
に
示
し
た
。
こ

の
布
達
は
、
誓
文
へ
の
署
名
を
通
じ
て
恭
順
し
た
諸
藩
に
対
し
、
朝
廷
と
の
臣
従
関
係
（
旧
幕
府
に
代
る
朝
廷
か
ら
の
本
領
安
堵
）
を
確
認

し
て
施
政
下
に
組
み
込
む
と
い
う
、「
朝
藩
体
制
」
構
築
に
向
け
た
維
新
政
府
の
政
治
姿
勢
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
東
征
軍

は
、
四
月
十
一
日
の
江
戸
城
無
血
開
城
を
経
て
江
戸
市
中
に
進
駐
し
た
。
し
か
し
彰
義
隊
を
結
成
し
た
旧
幕
臣
ら
が
上
野
東
叡
山
で
気
勢

を
上
げ
、
下
野
・
房
総
方
面
で
は
脱
走
し
た
旧
幕
軍
の
武
力
抵
抗
が
続
く
な
ど
、
維
新
政
府
は
江
戸
お
よ
び
関
東
周
辺
の
平
定
に
多
く
の

課
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
政
情
の
下
、
維
新
政
府
は
閏
四
月
二
十
一
日
に
「
天
下
ノ
権
力
、
総
テ
コ
レ
ヲ
太
政
官
ニ
帰

ス
（
17
）

」
旨
を
明
記
し
た
「
政
体
書
」
を
発
布
し
、
日
本
に
お
け
る
中
央
政
権
と
し
て
の
立
場
を
内
外
に
表
明
し
た
。
在
日
イ
ギ
リ
ス
公
使
館

の
書
記
で
あ
っ
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
（E

rnest S
atow

）
は
、
こ
の
「
政
体
書
」
をT

he June C
onstitution （

18
）

と
呼
ん
で
お
り
、
形

式
的
に
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
理
論
を
ト
レ
ー
ス
し
た

（
19
）

」
官
制
を
以
て
構
成
さ
れ
る
、
維
新
政
府
の
基
本
法
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

）
五
三
一
（
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面
で
は
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が
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に
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」
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を
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記
し
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を
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日
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に
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中
央
政
権
と
し
て
の
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に
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。
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で
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れ
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

八

も
と
も
と
「
政
体
書
」
に
お
け
る
官
制
は
、
王
政
復
古
と
い
う
大
義
名
分
の
下
、「
令
義
解
」
や
「
職
原
抄
」
に
も
と
づ
い
て
上
古
の

官
名
を
復
活
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
北
米
合
衆
国
ノ
制
度
ヲ
漢
訳
シ
タ
『
聯
邦
史
略
』
ト
イ
フ
書
物
ヲ
参
考

（
20
）

」
と
し
な
が

ら
、『
万
国
公
法
』
や
福
沢
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』
を
参
酌

（
21
）

す
る
こ
と
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
、
和
洋
折
衷
的
な
性
格
を
有

し
て
い
た
。
ち
な
み
に
「
政
体
」
の
称
呼
は
、『
聯
邦
史
略
』
中
の
「
迨
二
乾
隆
之
五
十
有
二
年
載
一
、
政
体
乃
定

（
22
）

」
と
い
う
文
言
か
ら
採

ら
れ
た
も
の
で
、
英
語
のC

onstitution

の
漢
訳
、
す
な
わ
ち
後
世
の
「
憲
法
」
に
相
当
す
る
訳
語
と
い
え
る
。
な
お
「
政
体
書
」
の
起

草
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ
た
『
聯
邦
史
略
』
は
、
ブ
リ
ッ
ジ
メ
ン
（E

.C
.B

ridgm
an

）
が
著
し
た
米
国
史
の
漢
訳
本
に
箕
作
阮
甫
が
訓
点

を
施
し
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
に
日
本
で
出
版
し
た
和
刻
本
で
あ
る
。
前
記
の
「
乾
隆
五
十
二
年
」
は
西
暦
一
八
七
八
年
に
相
当
す

る
こ
と
か
ら
、「
政
体
」
は
こ
の
年
に
制
定
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
維
新

政
府
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
体
制
を
「
政
体
」
の
規
範
と
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
政
体
律
令
取
調
御
用
掛
で
あ
っ
た
加
藤
弘
之
が
『
立
憲

政
体
略
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
23
）

。

此
政
体
（
著
者
注
・
共
和
政
体
を
さ
す
）
ヲ
立
ル
国
、
多
ク
ハ
元
来
自
主
ノ
数
邦
ヲ
合
シ
テ
一
国
ト
ナ
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
、
其
数
邦

ハ
上
下
同
治
ノ
国
ノ
州
県
ノ
如
キ
者
ニ
ア
ラ
ス
、
各
邦
必
ス
亦
政
府
ア
リ
テ
邦
内
ノ
政
ハ
都
テ
此
政
府
ニ
テ
施
行
シ
、
惟
全
国
ニ
関
係

ス
ル
事
ハ
全
国
ノ
大
政
府
ニ
テ
施
行
ス
、
蓋
シ
封
建
ノ
制
ト
大
ニ
相
類
ス
ル
所
ア
リ
テ
、
大
政
府
ハ
朝
廷
ノ
如
ク
、
自
主
ノ
各
邦
ハ
諸

侯
ノ
如
シ
、
是
故
ニ
封
建
ノ
国
ニ
テ
立
憲
政
体
ヲ
建
テ
ン
ニ
ハ
、
上
下
同
治
ノ
制
度
ヨ
リ
、
反
リ
テ
是
政
体
ノ
制
度
取
ル
所
多
カ
ラ
ン

と
も
あ
れ
、「
五
箇
条
御
誓
文
」
と
「
政
体
書
」
の
発
布
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
維
新
政
府
の
政
治
体
制
下
に
お
い
て
は
、「
地
方
ヲ
分
テ

）
五
四
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

九

府
藩
県
ト
為
シ
、
府
県
ニ
知
事
ヲ
置
キ
、
藩
ハ
姑
ク
其
旧
ニ
仍
ル

（
24
）

」
と
し
て
、
封
建
的
な
個
別
領
有
権
を
基
礎
と
す
る
政
治
体
、
す
な
わ

ち
藩
の
存
在
が
是
認
さ
れ
、
戊
辰
戦
争
を
背
景
に
「
封
建
諸
藩
の
一
種
の
連
邦

（
25
）

」
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
統
一
国
家

形
成
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
、
戊
辰
戦
争
期
に
お
け
る
兵
制
策
問

維
新
政
府
は
「
政
体
書
」
に
お
い
て
、「
太
政
官
ノ
権
力
ヲ
分
ツ
テ
立
法
、
行
政
、
司
法
ノ
三
権

（
26
）

」
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
立
法

府
に
相
当
す
る
の
は
上
下
二
局
か
ら
構
成
さ
れ
る
議
政
官
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
聯
邦
史
略
』
中
の
「
凡
立
法
権
柄
、
総
由
国
会

（C
ongress

）
中
、
元
老
（S

enate

）・
紳
董
（R

epresentatives

）
両
院
司
掌

（
27
）

」
と
い
う
記
載
に
も
と
づ
き
、
形
式
的
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会

の
上
下
両
院
に
な
ぞ
ら
え
て
開
設
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
列
藩
会
議
に
つ
い
て
は
、「
各
府
、
各
藩
、
各
県
、
皆
貢
士
ヲ
出
シ
、
議

員
ト
ス
、
議
事
ノ
制
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、
輿
論
公
議
ヲ
執
ル
所
以
ナ
リ

（
28
）

」
と
し
て
、
議
政
官
の
下
局
と
い
う
形
で
開
設
さ
れ
た
。
下
局
は

「
議
長
二
人
弁
事
兼
之
、
議
員
貢
士
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
実
質
的
役
割
は
「
議
員
承
上
局
命
所
議
」
と
あ
る
よ
う
に
、

上
局
か
ら
の
下
問
に
対
し
て
議
案
を
答
申
す
る
諮
問
機
関
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
下
局
が
取
扱
う
の
は
、「
租
税
之
章
程

　
駅
逓
之
章
程

　

造
貨
幣

　
定
権
量

　
與
外
国
結
新
約

　
内
外
通
章
程
拓
彊

　
宣
戦
講
和

　
水
陸
捕
拿

　
招
兵
聚
糧

　
定
兵
賦

　
築
城
砦
或
武
庫
於
藩
地

　

彼
藩
與
此
争
訟
」
な
ど
の
議
案
と
さ
れ
た

（
29
）

。
上
局
か
ら
の
下
問
は
、
閏
四
月
二
十
五
日
の
「
徳
川
慶
喜
ノ
処
分
、
及
ヒ
其
継
嗣
、
秩
禄
ノ

儀
（
30
）

」
に
続
い
て
、
閏
四
月
二
十
九
日
に
は
次
の
よ
う
な
議
事
策
問
が
示
さ
れ
た

（
31
）

。

）
五
四
五
（
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と
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れ
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司
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れ
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史
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司
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れ
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一
〇

一
軍
備
ハ
民
安
ヲ
保
ツ
所
以
、
兵
制
ヲ
定
メ
海
陸
軍
ヲ
興
ス
術
如
何

一
金
穀
ハ
用
度
ノ
第
一
庶
政
皆
是
ニ
依
テ
挙
ル
、
今
日
会
計
ノ
道
何
ヲ
以
テ
其
処
置
ア
ラ
ン

一
東
軍
未
成
功
人
身
猶
危
懼
ヲ
抱
ク
、
不
知
何
ヲ
以
テ
勦
滅
鎮
定
其
宜
キ
ヲ
得
ン

こ
れ
ら
の
下
問
に
対
す
る
答
申
は
五
十
八
件
が
確
認
さ
れ
て
お
り

（
32
）

、
そ
の
内
訳
は
五
十
二
藩
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
貢
士
に
よ
る
も
の

五
十
七
件
と
、「
梅
戸
養
元
」
名
で
出
さ
れ
た
も
の
一
件
か
ら
な
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
複
数
の
貢
士
を
有
す
る
大
中
藩
（
大
藩
三

員
・
中
藩
二
員
）
の
う
ち
、
一
藩
で
複
数
の
答
申
を
出
し
た
の
は
五
藩
十
件
、
貢
士
の
連
名
で
一
藩
一
件
の
答
申
と
し
た
の
は
五
藩
、
貢

士
一
名
が
答
申
一
件
を
出
し
た
の
は
四
藩
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
議
事
策
問
の
う
ち
の
第
一
問
が
兵
制
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
対
す
る
答
申
と
し
て
提
出
さ
れ
た
貢
士
意
見
書
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
見

込
な
し
と
す
る
答
申
が
十
件
（
宮
津
・
三
田
・
綾
部
・
山
家
・
上
田
・
膳
所
・
舞
鶴
・
唐
津
・
松
嶺
の
諸
藩
貢
士
と
梅
田
養
元
）、
内
容
が
観
念
的

で
具
体
性
の
な
い
答
申
が
二
件
（
森
・
西
大
路
藩
の
貢
士
）
あ
っ
た
。

こ
こ
で
貢
士
意
見
書
の
内
容
分
析
に
立
ち
入
る
前
に
、
当
時
の
維
新
政
府
の
下
で
軍
事
制
度
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
を
概

観
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
維
新
政
府
は
戊
辰
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
軍
務
を
統
括
す
る
た
め
の
臨
時
官
と
し
て
東
征
大
総
督
を
任

命
し
、
諸
藩
か
ら
動
員
し
た
士
卒
を
主
力
と
し
な
が
ら
東
征
軍
─
官
軍
─
を
編
成
し
た
。
天
皇
か
ら
「
征
東
軍
務
委
任
」
の
勅
語
と
共
に

錦
旗
・
節
刀
を
下
賜
さ
れ
た
東
征
大
総
督
は

（
33
）

、「
朝
敵
征
伐
」
と
い
う
戦
争
目
的
の
正
当
性
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
官
賊
の
名
分
を

掲
げ
て
一
八
八
藩
に
及
ぶ
諸
藩
の
兵
員
十
一
万
七
千
人
余
を
動
員
し
た

（
34
）

。
ま
た
維
新
政
府
は
、
旧
陸
援
隊
士
・
高
野
山
郷
士
・
十
津
川
郷

士
か
ら
な
る
親
兵
や
、
江
戸
入
城
後
に
旧
幕
府
か
ら
接
収
し
た
歩
兵
（
仏
式
伝
習
隊
）
の
ほ
か
、「
陸
軍
編
制
法
」
に
も
と
づ
い
て
新
規
編

）
五
四
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
一

制
さ
れ
た
「
徴
兵
」
隊
な
ど
、
総
数
三
千
人
程
度
の
直
轄
諸
隊
を
有
し
て
お
り

（
35
）

、
そ
の
一
部
を
東
征
に
参
加
さ
せ
た
。
東
征
大
総
督
に
は

天
皇
か
ら
兵
馬
大
権
が
委
任
さ
れ
る
こ
と
で
、
官
軍
を
統
率
す
る
た
め
の
権
威
が
付
与
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
質
的
な
統
制
力
に
つ
い

て
み
る
と
「
総
督
府
は
用
兵
作
戦
の
策
案
所
で
あ
り
、
総
督
は
、
各
藩
主
を
通
し
て
指
揮
を
と
る
に
す
ぎ

（
36
）

」
な
い
と
い
う
限
界
を
有
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
軍
事
力
運
用
の
実
状
に
つ
い
て
、
山
縣
有
朋
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る

（
37
）

。

抑
も
当
時
の
兵
た
る
や
、
決
し
て
徴
兵
制
度
の
後
の
兵
の
如
き
も
の
に
非
ず
。
朝
廷
に
直
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
御
親
兵
と
称
す

る
極
々
少
数
の
応
募
徴
兵
に
止
ま
り
、
其
他
は
悉
く
朝
廷
の
命
を
奉
じ
て
諸
藩
よ
り
北
越
へ
出
張
せ
し
め
た
る
も
の
に
て
、
是
れ
ら
兵

士
の
手
当
は
勿
論
、
弾
薬
糧
食
に
至
る
ま
で
も
、
総
て
其
藩
々
に
於
て
之
を
負
担
し
、
朝
廷
よ
り
は
参
謀
若
く
は
軍
監
の
如
き
、
朝
廷

に
て
任
命
せ
ら
れ
た
る
武
官
に
手
当
を
支
給
せ
ら
る
る
に
過
ぎ
ず
、
従
つ
て
各
藩
皆
な
夫
れ
夫
れ
の
指
揮
役
あ
り
、
之
を
統
一
し
て
一

定
せ
る
指
揮
命
令
の
下
に
動
か
し
む
る
が
如
き
、
今
日
よ
り
之
を
想
像
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
得
て
望
む
可
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
唯
薩
と

長
と
は
、
勤
王
討
幕
の
率
先
者
た
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
兵
力
も
他
の
諸
藩
に
比
し
て
、
多
数
に
し
て
且
つ
練
熟
な
り
し
を
以
て
、
自

ら
他
藩
の
兵
隊
を
指
揮
す
る
の
力
あ
り
、
作
戦
計
画
は
、
常
に
薩
長
の
会
議
所
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
、
総
督
府
は
西
園
寺
卿
の
時
に
も

勿
論
、
仁
和
寺
宮
の
時
に
於
て
も
、
殆
ん
ど
会
議
所
の
報
告
を
受
く
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
状
況
な
り
。

貢
士
の
意
見
書
を
見
る
と
、「
陸
軍
編
制
法
」
に
も
と
づ
く
諸
藩
か
ら
の
兵
員
差
出
し
と
、
維
新
政
府
直
轄
の
陸
軍
編
制
に
関
す
る
も

の
が
主
な
論
点
と
な
っ
て
お
り
、
海
軍
に
つ
い
て
は
建
艦
や
兵
員
素
材
の
観
点
か
ら
意
見
を
出
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
大
多
数

の
藩
の
間
で
は
、
軍
事
を
「
藩
屏
之
任
」
と
す
る
観
点
か
ら
「
諸
藩
ニ
被

　
命
各
々
之
国
力
ニ
随
ヒ
兵
制
ヲ
定
メ
陸
軍
海
軍
ヲ
編
成
シ
警

）
五
四
三
（
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さ
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兵
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し
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、
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れ
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と
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縣
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を
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一
二

衛
征
討
其
分
ニ
応
シ
出
兵
被

　
仰
付
候
ハ
バ
如
何
（
丸
岡
藩
貢
士
）」
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、「
万
乗
之

　
主
ハ

何
ソ
諸
藩
ノ
徴
兵
ヲ
待
タ
ン
ヤ
若
非
常
ノ
大
挙
ア
レ
ハ
速
ニ
諸
侯
伯
ニ
令
シ
テ
此
ヲ
制
ス
ヘ
シ
（
柳
本
藩
貢
士
）」
と
か
、「
天
下
之
諸
侯

其
領
国
分
限
ニ
応
シ
夫
々
ニ
遠
近
軍
役
被
仰
付
候
ハ
バ
自
然
之
節
之
御
軍
備
ニ
足
リ
可
申
（
高
田
藩
貢
士
）」
と
い
っ
た
、
藩
兵
の
存
在
意

義
を
強
調
す
る
意
見
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
見
込
み
な
し
の
答
申
に
つ
い
て
も
「
小
藩
一
国
ノ
霄
壌
ノ
義
更
ニ
管
見
モ
相
立
不
申
候

（
舞
鶴
藩
貢
士
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
維
新
政
府
＝
朝
廷
の
直
轄
兵
制
に
つ
い
て
、
府
藩
県
三
治
制
下
に
お
け
る
藩
と
い
う
立
場
か
ら
の
関

与
を
避
け
た
い
姿
勢
を
、
消
極
的
に
示
す
も
の
だ
っ
た
感
が
強
い
。

こ
こ
に
い
う
「
陸
軍
編
制
法
」
と
は
維
新
政
府
が
閏
四
月
二
十
日
、
諸
藩
に
対
し
草
高
一
万
石
に
付
十
人
（
当
分
の
内
三
人
）
の
「
徴

兵
」
差
出
し
と
年
額
三
百
両
の
上
納
を
命
じ
た
布
令
で
、
そ
れ
ら
は
「
京
畿
ニ
常
備
、
九
門
及
ヒ
畿
内
要
衝
之
固
所
其
兵
ヲ
以
テ
警
衛
」

す
る
も
の
と
さ
れ
た

（
38
）

。
ま
た
「
徴
兵
」
の
服
役
期
間
は
「
三
箇
年
ヲ
以
テ
定
限
」
と
さ
れ
、「
満
十
七
八
歳
ゟ
三
十
五
歳
此
迄
強
壮
ノ

者
」
を
選
定
す
べ
き
こ
と
や
、「
当
分
ノ
内
小
銃
幷
要
員
蒲
団
」
を
持
参
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た

（
39
）

。
兵
員
差
出
の
期
限
は
五
月

一
日
と
さ
れ
、
こ
の
期
間
に
召
集
さ
れ
た
二
十
八
藩
の
「
徴
兵
」
を
以
て
、
ま
ず
第
一
番
か
ら
第
六
番
に
至
る
六
隊
の
編
制
を
み
た

（
40
）

。
諸

藩
か
ら
差
出
さ
れ
た
兵
員
は
京
都
に
到
着
す
る
と
、
軍
務
官
か
ら
「
錦
章
及
戎
服
」
の
下
賜
と
「
陸
軍
局
法
度
」
の
申
し
渡
し
を
受
け
、

所
属
す
る
藩
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
番
隊
へ
編
入
さ
れ
た

（
41
）

。
兵
員
差
出
は
そ
の
後
も
続
き
、
九
月
に
は
三
十
二
番
隊
の
編
制
が
行
わ
れ
て
兵

数
も
二
〇
〇
〇
人
程
度
に
達
し
た
。
こ
れ
ら
「
徴
兵
」
隊
は
、
九
門
七
口
・
皇
居
・
大
宮
御
所
・
女
御
御
方
・
桂
離
宮
な
ど
の
警
備
を
主

な
任
務
と
し
た
が

（
42
）

、
第
一
・
五
・
七
・
八
・
十
二
番
隊
は
維
新
政
府
の
直
轄
部
隊
と
し
て
東
征
に
参
加
し
た
。

諸
藩
の
貢
士
が
「
陸
軍
編
制
法
」
に
も
と
づ
く
徴
兵
に
関
し
て
行
っ
た
答
申
を
み
る
と
、
肯
定
的
な
意
見
を
表
明
し
た
も
の
は
十
四
件
、

反
対
意
見
は
八
件
、
ほ
か
に
「
更
ニ
見
込
モ
無
御
座
候
（
三
田
藩
貢
士
）」
と
い
う
形
で
意
見
表
明
を
控
え
た
も
の
が
三
十
六
件
あ
っ
た
。

）
五
四
四
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
三

肯
定
意
見
に
つ
い
て
み
る
と
、「
当
時
之
徴
兵
至
極
時
宜
ヲ
得
候
（
人
吉
藩
貢
士
）」
と
か
「
至
当
之
儀
と
奉
存
候
（
金
沢
藩
貢
士
）」
と

い
っ
た
積
極
的
に
賛
成
を
示
す
も
の
か
ら
、「
一
時
之
御
権
度
（
秋
月
藩
貢
士
）」
あ
る
い
は
「
不
得
止
之
一
途
（
松
江
藩
貢
士
）」
と
し
て

時
限
的
措
置
と
み
る
も
の
ま
で
か
な
り
の
振
幅
が
あ
る
が
、
全
体
的
に
現
状
追
認
を
基
調
と
す
る
内
容
に
と
ど
ま
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は

否
め
な
い
。
ま
た
反
対
の
立
場
を
表
明
す
る
答
申
に
は
、「
長
モ
兵
士
モ
合
集
ニ
テ
人
情
難
団
結
（
亀
山
藩
貢
士
）」
と
の
意
見
を
は
じ
め

と
し
て
、「
陸
軍
編
制
ト
シ
テ
万
石
十
人
ト
御
定
メ
被
為
遊
候
是
藩
屏
ノ
職
掌
ニ
候
得
ハ
別
段
於

　
朝
廷
御
編
制
不
被
為
遊
ト
モ
宜
敷
様

奉
存
候
（
多
度
津
藩
貢
士
）」
と
か
、「
近
日
之
万
石
三
人
之
徴
兵
ニ
至
て
は
実
ニ
烏
合
之
衆
有
事
之
日
ニ
当
テ
用
立
間
敷
ト
不
堪
懸
念
ニ

仰
冀
ク
ハ
諸
国
ヨ
リ
未
参
著
無
之
前
廃
止
ニ
相
成
度
（
島
原
藩
貢
士
）」
と
い
っ
た
、「
陸
軍
編
制
法
」
そ
れ
自
体
の
撤
廃
を
訴
え
る
も
の

が
あ
っ
た
。
他
方
、
徴
兵
廃
止
の
対
案
と
し
て
「
貢
兵
ヲ
以
テ

　
天
朝
守
衛
ノ
兵
（
今
治
藩
貢
士
）」
と
す
る
意
見
や
、「
要
衝
ノ
処
ヘ
新

ニ
土
著
兵
ヲ
置
（
津
山
藩
貢
士
）」
く
こ
と
を
説
い
た
も
の
も
あ
り
、
戊
辰
戦
争
下
に
お
け
る
軍
役
の
負
担
軽
減
と
い
う
目
論
見
が
、
諸
藩

の
貢
士
意
見
書
に
反
映
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

戊
辰
戦
争
の
後
半
期
、
三
十
番
台
ま
で
編
制
さ
れ
て
い
た
「
徴
兵
」
隊
は
、
七
箇
大
隊
に
改
編
さ
れ
て
京
都
に
駐
屯
し
て
い
た
が
、
明

治
二
（
一
八
六
九
）
年
二
月
十
日
、「
即
今
東
北
平
定
ニ
付
更
ニ
兵
制
御
詮
議
振
モ
被
為
存
候
間
一
先
帰
休
候
様
被
仰
付
候
事

（
43
）

」
が
下
令
さ

れ
、
創
設
か
ら
十
カ
月
余
で
解
隊
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
決
定
は
、
戊
辰
戦
争
の
帰
趨
が
明
確
化
し
た
こ
と
に
よ
り
速
成
的

な
直
轄
部
隊
編
制
の
必
要
性
が
低
下
す
る
中
で
、
凱
旋
兵
の
処
遇
と
い
う
新
た
な
問
題
に
苦
慮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
維
新
政
府
の
立
場
と
、

相
次
ぐ
軍
役
負
担
に
「
難
渋
（
島
原
藩
貢
士
）」
す
る
諸
藩
の
輿
論
の
相
互
作
用
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
維
新
政
府
の
直
轄
軍
編
制
に
関
す
る
答
申
を
み
る
と
、
こ
れ
を
「
親
兵
・
禁
軍
・
禁
衛
兵
」
と
い
う
形
で
朝
廷
の
守
衛
に
あ
た

る
部
隊
と
捉
え
る
傾
向
が
強
く
、
内
容
的
に
は
「
京
師
ニ
被
召
置
緩
急
ノ
御
用
意
（
人
吉
藩
貢
士
）」
と
位
置
づ
け
、「
秩
禄
朝
廷
ヨ
リ
被

）
五
四
一
（
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も
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か
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が
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全
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に
現
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を
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と
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に
と
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も
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だ
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ま
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そ
れ
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体
の
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を
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え
る
も
の

が
あ
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た
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他
方
、
徴
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の
対
案
と
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て
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天
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が
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の
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意
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書
に
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子
が
う
か
が
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る
。
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争
の
後
半
期
、
三
十
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台
ま
で
編
制
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い
た
「
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」
隊
は
、
七
箇
大
隊
に
改
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さ
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て
京
都
に
駐
屯
し
て
い
た
が
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明
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二
（
一
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六
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、「
即
今
東
北
平
定
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更
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制
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議
振
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間
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様
被
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事
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で
解
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さ
れ
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と
と
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た
。
こ
う
し
た
決
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争
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趨
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化
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と
に
よ
り
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す
る
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す
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の
輿
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作
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が
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ら
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結
果
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る
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て
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の
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る
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と
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こ
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を
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親
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う
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で
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部
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、
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は
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け
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
四

下
置
洛
中
ニ
屯
集
日
々
練
兵
専
務
（
大
聖
寺
藩
貢
士
）」
と
す
る
意
見
が
目
立
っ
た
。
兵
員
素
材
に
つ
い
て
は
、「
陸
軍
編
制
法
」
に
も
と

づ
く
徴
兵
に
「
農
兵
（
大
村
藩
貢
士
）」
や
「
郷
兵
（
高
遠
藩
貢
士
）」
を
加
え
る
意
見
、「
貢
兵
（
今
治
藩
貢
士
）」
と
い
う
形
で
「
諸
藩
ヨ
リ

絶
倫
ノ
士
ヲ
貢
セ
シ
メ
其
地
ニ
於
テ
食
邑
ヲ
給
ヒ
教
練
演
武
以
不
慮
ニ
備
フ
（
小
倉
藩
貢
士
）」
と
す
る
意
見
、
新
た
に
「
土
兵
（
福
知
山

藩
貢
士
）」
を
召
募
し
て
「
耕
墾
ヲ
勧
メ
糧
食
ヲ
具
シ
杖
械
ヲ
貯
ヘ
団
練
使
ヲ
置
キ
陣
法
ヲ
教
ヘ
テ
海
陸
ノ
軍
備
ニ
充
（
津
山
藩
貢
士
）」
て

る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
反
面
、
国
家
的
規
模
で
の
軍
事
力
編
制
に
言
及
し
た
答
申
は
な
く
、
こ
れ
は
「
国
家
観
念
に
先
行
し
て
朝
廷

が
も
ち
出
さ
れ
、
そ
の
核
と
し
て
天
皇
が
強
調
さ
れ
る

（
44
）

」
と
い
う
政
治
基
盤
（
朝
藩
体
制
）
に
立
脚
す
る
維
新
政
府
に
対
し
、
国
家
権
力

の
下
で
の
軍
事
力
統
合
に
諸
藩
が
賛
意
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
消
極
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

海
軍
に
つ
い
て
は
、
幕
末
維
新
期
の
国
際
情
勢
を
背
景
に
「
方
今
ノ
急
務
（
多
度
津
藩
貢
士
）」
あ
る
い
は
「
軍
備
ハ
第
一
海
軍
ヲ
要
務

（
館
山
藩
貢
士
）」
と
す
る
認
識
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
戦
力
の
主
体
と
な
る
軍
艦
の
購
入
や
建
造
に
莫
大
な
費
用
と
高
度
な
技
術
を
要
す

る
た
め
、
そ
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
幕
末
期
か
ら
海
軍
編
制
に
着
手
し
て
い
た
福
井
藩
の
貢
士
意
見
書
を
み
る
と
、

「
海
軍
ノ
儀
ハ
軍
艦
ヲ
主
ト
仕
候
儀
ニ
御
座
候
間
先
ツ
諸
州
ニ
命
シ
テ
軍
艦
製
造
ノ
策
ヲ
御
建
被
遊
製
造
被

　
仰
付
候
て
其
上
諸
藩
船
戦

ニ
達
シ
候
者
ニ
因
テ
習
錬
被

　
仰
付
候
義
ト
奉
存
候
」
と
あ
る
。
軍
艦
に
関
し
て
は
、「
五
十
万
石
以
上
ノ
諸
侯
江
御
用
弁
ニ
相
成
候
御

艦
一
艘
宛
当
分
借
上
（
富
山
藩
貢
士
）」
と
か
、「
廿
万
石
一
艘
宛
最
蒸
気
船
緩
急
ニ
応
シ
船
将
教
頭
水
夫
相
揃
調
貢
（
小
松
藩
貢
士
）」
と

い
う
形
で
大
中
藩
に
建
造
さ
せ
る
案
の
ほ
か
、「
小
諸
侯
ニ
至
テ
ハ
共
和
戮
力
一
艘
ヲ
造
作
（
田
原
藩
貢
士
）」
も
し
く
は
「
其
国
力
ニ
従

ヒ
之
ヲ
課
ス
（
臼
杵
藩
貢
士
）」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
海
軍
之
儀
は
第
一
ニ
航
海
術
御
開
相
成
候
は
可
然
哉
ニ

奉
存
候
（
大
野
藩
貢
士
）」
と
し
て
技
術
教
育
の
先
行
を
提
唱
す
る
答
申
が
あ
り
、
海
軍
編
制
に
か
か
わ
る
幕
末
以
来
の
経
験
を
も
つ
金
沢

藩
で
は
、
次
の
よ
う
な
貢
士
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る

（
45
）

。
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一
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維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
五

海
軍
之
義
ハ
兵
庫
神
戸
ニ
操
練
所
御
開
創
候
て
縉
紳
公
卿
方
嫡
庶
子
を
始
諸
藩
国
臣
之
内
二
男
三
男
幷
厄
介
之
者
迄
も
強
壮
之
者
御
募

り
学
生
ニ
被

　
仰
付
候
段
天
下
江
御
布
告
ニ
相
成
右
学
生
ハ

　
朝
廷
ゟ
御
養
候
て
運
用
測
量
諸
術
を
始
相
学
候
様
相
成
教
師
ハ
諸
藩
国

臣
之
内
よ
り
熟
練
之
者
引
上
ケ
又
ハ
西
洋
人
共
御
雇
候
と
も
被
成
候
て
即
今
関
東
ゟ
御
取
上
之
船
艦
を
以
東
西
諸
国
江
航
行
し
実
際
之

学
習
致
し
其
内
学
業
成
就
之
者
ハ
其
器
ニ
応
し
船
将
等
ニ
も
被

　
仰
付
候
ハ
数
年
を
不
出
し
て
海
軍
精
練
ニ
至
り
可
申
と
奉
存
候

な
お
海
軍
の
兵
員
素
材
に
つ
い
て
は
、「
陸
軍
編
制
法
」
を
基
準
に
「
従
沿
海
之
藩
泳
游
ニ
長
ス
ル
ノ
士
ヲ
出
シ
（
柏
原
藩
貢
士
）」
こ

れ
に
充
て
る
と
す
る
意
見
、
同
じ
く
徴
兵
の
四
分
の
一
を
以
て
「
海
軍
ト
成
ス
（
大
村
藩
貢
士
）」
と
す
る
意
見
の
ほ
か
、「
海
岸
エ
土
著

之
兵
ヲ
被
差
置
（
人
吉
藩
貢
士
）」
と
す
る
意
見
や
、「
関
西
諸
道
ノ
諸
藩
ニ
詔
シ
テ
万
石
ニ
五
人
ノ
割
合
ヲ
以
テ
海
戦
ニ
熟
錬
セ
シ
精
鋭

強
悍
ノ
兵
ヲ
貢
セ
シ
メ
是
ヲ
以
テ
海
軍
ト
（
今
治
藩
貢
士
）」
す
る
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
ど
れ
も
実
効
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

全
般
的
に
議
政
官
下
局
に
お
け
る
諸
藩
貢
士
の
答
申
に
つ
い
て
は
、「
貢
士
の
選
と
し
て
各
藩
か
ら
出
て
来
た
の
は
、
多
く
は
二
流
三
流

の
人
物
で
し
か
も
太
平
の
打
続
き
た
る
各
藩
は
、
何
れ
も
人
材
に
乏
し
く
、
少
し
く
書
を
読
み
論
を
戦
は
し
得
る
も
の
は
、
儒
者
系
の
読

書
子
に
過
ぎ
な
か
つ
た
か
ら
、
実
務
に
迂
く
世
情
に
明
な
ら
ず
、
徒
ら
に
純
理
想
の
書
生
論
で
得
意
が
つ
た
も
の
も
多
か
つ
た

（
46
）

」
と
評
さ

れ
て
お
り
、
維
新
政
府
の
政
策
形
成
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

慶
応
四
年
五
月
二
十
四
日
、
維
新
政
府
は
「
貢
士
対
策
規
則
」
を
公
布
し
て
「
貢
士
対
策
所
」
を
開
設
し
、
当
分
の
間
「
菊
間
邸
」
を

議
場
と
し
て
「
毎
月
五
日

　
十
五
日

　
廿
五
日
」
を
貢
士
対
策
日
に
定
め
、
諸
藩
貢
士
の
出
仕
を
下
令
し
た

（
47
）

。
対
策
の
内
容
は
「
租
税
之

章
程
。
駅
逓
之
章
程
。
造
貨
幣
。
定
権
量
。
與
外
国
結
新
約
内
外
通
商
章
程
。
拓
彊
。
宣
戦
講
和
。
水
陸
捕
拿
。
招
兵
聚
糧
。
定
兵
賦
。

築
城
砦
或
武
庫
於
藩
地
。
彼
藩
與
此
藩
争
訟
」
と
さ
れ
、「
順
次
ニ
一
条
ツ
ツ
建
策
シ
テ
、
定
日
対
策
所
ヘ
持
参
」
す
る
も
の
と
さ
れ
た

（
48
）

。
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五
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一
六

こ
れ
に
よ
り
六
月
五
日
に
租
税
之
章
程
、
同
十
五
日
に
駅
逓
之
章
程
、
同
二
十
五
日
に
衣
服
之
制
、
七
月
五
日
に
造
貨
幣
対
策
、
同

二
十
五
日
に
定
権
量
対
策
に
つ
い
て
の
策
問
が
行
わ
れ
た
が
、
八
月
一
日
に
は
「
議
事
之
体
裁
御
改
正
ニ
付
、
毎
月
三
次
之
対
策
被
廃
候

事
（
49
）

」
が
下
令
さ
れ
、
貢
士
対
策
所
は
閉
鎖
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
五
月
二
十
七
日
に
は
従
来
の
諸
藩
留
守
居
役
に
代
る
「
公
務
人
」
を
新

設
し
、
貢
士
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
公
務
人
に
対
し
て
は
、「
国
論
ニ
可
代
モ
ノ
勿
論
之
儀
ニ
候
得
共

　
朝
廷
ニ
テ

ハ
公
務
人
即
貢
士
ニ
テ
、
其
藩
ニ
テ
ハ
可
代
国
論
職
分
タ
ル
ヘ
シ
」
と
し
て
「
終
始
朝
命
ヲ
奉
シ
、
振
起
」
す
る
役
割
が
課
さ
れ
て
い

た
（
50
）

。次
い
で
八
月
二
十
一
日
、
公
務
人
は
「
公
議
人
」
と
改
称
さ
れ
、「
其
職
ハ
即
議
員
ニ
シ
テ

　
朝
命
ヲ
奉
承
シ
、
藩
情
ヲ
達
ス
ル
ヲ
旨

ト
ス
」
べ
き
も
の
と
な
っ
た

（
51
）

。
さ
ら
に
九
月
十
九
日
に
は
「
議
事
体
裁
取
調
所
」
が
開
設
さ
れ
、
十
二
月
五
日
の
布
告
で
「
東
京
旧
姫
路

邸
ヲ
以
、
当
分
公
議
所
ト
御
定
相
成
、
来
春
ヨ
リ
開
議
致
候

（
52
）

」
こ
と
が
通
告
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
月
十
二
日
に
は
「
公
議
所
法
則
案
」

が
公
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
明
治
二
年
三
月
七
日
、
公
議
人
を
議
員
と
す
る
「
公
議
所
」
が
開
設
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
公
議
人
は

「
各
藩
一
人
ツ
ツ
、
執
政
参
与
之
内
ヨ
リ
一
名
致
撰
挙
可
差
出
事

（
53
）

」
と
さ
れ
、
そ
の
資
格
に
つ
い
て
も
「
年
齢
二
十
五
以
上
ノ
者
」
で

「
在
職
ノ
年
限
ヲ
四
年
ト
シ
、
二
年
毎
ニ
其
半
数
ヲ
改
選

（
54
）

」
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
た
。
公
議
所
は
「
毎
月
二
七
ノ
日
ヲ
以
テ
、
会
議
ノ

定
日

（
55
）

」
と
し
、
議
案
は
議
長
へ
の
書
面
提
出
を
経
て
会
議
に
上
程
さ
れ
、
採
決
は
「
議
長
諸
議
員
ノ
決
答
ヲ
悉
ク
集
メ
テ
点
検
シ
、
可
ト

ス
ル
者
五
分
三
以
上
ナ
レ
バ
、
衆
ニ
告
ケ
テ
可
ト
決
シ
、
直
ニ

　
天
裁
ヲ
乞
フ

（
56
）

」
も
の
と
さ
れ
た
。
公
議
所
に
提
出
さ
れ
た
議
案
は

六
十
六
件
あ
り
、
三
月
七
日
か
ら
六
月
七
日
の
三
か
月
間
に
号
外
一
件
を
含
め
て
十
九
件
の
議
案
が
審
議
に
付
さ
れ
、
う
ち
九
件
が
決
議

さ
れ
た
。

兵
制
に
つ
い
て
は
、
五
月
に
提
示
さ
れ
た
「
御
国
体
之
儀
ニ
付
問
題
四
条
」
と
い
う
策
問
に
対
す
る
答
議
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

）
五
四
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
七

廃
藩
に
よ
る
政
治
権
力
の
統
合
を
提
唱
し
た
「
御
国
制
改
正
ノ
議
」
に
お
い
て
は
、「
両
京
ノ
衛
兵
、
府
県
ノ
常
備
兵
上
士
下
士
ヲ
シ
テ
、

之
ニ
充
シ
ム
ベ
キ
事
」
や
「
要
港
ヘ
、
海
軍
局
一
ヶ
所
ヅ
ツ
、
設
ク
ベ
キ
事
」
と
い
っ
た
意
見
が
み
え
る
が

（
57
）

、
国
家
的
規
模
で
の
軍
事
力

創
出
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
中
央
政
府
の
直
轄
軍
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
諸
藩
の
存
続
を
主
張
す
る
「
封
建
議
」
に
お
い
て
、「
文
武
ノ

士
ヲ
高
ニ
応
ジ
テ
、
貢
出
セ
シ
メ
、
朝
臣
ト
ナ
シ
、
畿
内
ニ
住
セ
シ
メ
、
新
衛
兵
ト
ナ
ス

（
58
）

」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
各
藩
か
ら

は
「
諸
藩
ノ
高
ニ
応
ジ
、
土
地
ヲ
献
ゼ
シ
メ
、
海
陸
軍
ノ
備
ヲ
設
事
（
館
山
藩
公
議
人
）」
や
、「
陸
軍
ハ
各
藩
、
万
石
ニ
五
十
人
ノ
定
額

ヲ
立
テ
、
官
兵
ト
名
ケ
、
各
藩
ニ
予
備
シ
、
号
令
紀
律
一
ニ

　
朝
廷
ノ
制
度
ヲ
受
ケ
、
軍
資
ハ
各
藩
ヨ
リ
官
へ
貢
出
シ
、
官
ヨ
リ
之
ヲ
給

シ
、
両
京
及
ビ
諸
要
地
ノ
戍
兵
等
ニ
、
備
ル
事
（
柳
川
藩
公
議
人
）」、「
藩
主
二
十
名
ヅ
ツ
、
石
高
ニ
応
ジ
、
兵
員
ヲ
率
ヒ
テ
、
年
々
両
京

へ
更
番
ス
ル
事
（
福
本
藩
公
議
人
）」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、
海
軍
に
つ
い
て
も
「
諸
藩
ヲ
合
シ
テ
、
軍
艦
ヲ
備
ヘ
シ
ム
ル
事
（
富
山
藩

公
議
人
）」
と
い
っ
た
提
言
が
認
め
ら
れ
る

（
59
）

。
公
議
所
に
お
け
る
公
議
人
か
ら
の
答
議
は
、
全
般
的
に
実
効
性
に
乏
し
い
内
容
が
多
く
、

維
新
政
府
の
中
で
は
「
公
議
府
な
と
無
用
之
論
多
ク
未
今
日
之
御
国
体
ニ
ハ
適
シ
申
ま
し
く
候

（
60
）

」
と
い
う
形
で
、
そ
の
存
続
に
否
定
的
な

意
見
も
囁
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
、
版
籍
奉
還
後
の
兵
制
策
問

明
治
二
年
一
月
二
十
日
、
版
籍
奉
還
の
上
表
が
薩
長
土
肥
四
藩
主
の
連
名
で
差
出
さ
れ
る
と
、
ほ
か
の
諸
藩
か
ら
も
こ
れ
に
追
随
す
る

形
で
同
様
の
上
表
が
提
出
さ
れ
た
。
朝
廷
は
こ
れ
に
対
し
、「
東
京
御
再
幸
之
上
会
議
ヲ
経
公
論
被
為
竭
何
分
之

　
御
沙
汰
可
被
為
在

候
（
61
）

」
と
し
て
保
留
す
る
態
度
を
と
っ
た
が
、
公
議
所
に
お
け
る
「
御
国
体
之
儀
ニ
付
問
題
四
条
」
の
策
問
を
経
た
六
月
十
七
日
、「
深
ク

）
五
四
一
（



維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
七

廃
藩
に
よ
る
政
治
権
力
の
統
合
を
提
唱
し
た
「
御
国
制
改
正
ノ
議
」
に
お
い
て
は
、「
両
京
ノ
衛
兵
、
府
県
ノ
常
備
兵
上
士
下
士
ヲ
シ
テ
、

之
ニ
充
シ
ム
ベ
キ
事
」
や
「
要
港
ヘ
、
海
軍
局
一
ヶ
所
ヅ
ツ
、
設
ク
ベ
キ
事
」
と
い
っ
た
意
見
が
み
え
る
が

（
57
）

、
国
家
的
規
模
で
の
軍
事
力

創
出
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
中
央
政
府
の
直
轄
軍
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
諸
藩
の
存
続
を
主
張
す
る
「
封
建
議
」
に
お
い
て
、「
文
武
ノ

士
ヲ
高
ニ
応
ジ
テ
、
貢
出
セ
シ
メ
、
朝
臣
ト
ナ
シ
、
畿
内
ニ
住
セ
シ
メ
、
新
衛
兵
ト
ナ
ス

（
58
）

」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
各
藩
か
ら

は
「
諸
藩
ノ
高
ニ
応
ジ
、
土
地
ヲ
献
ゼ
シ
メ
、
海
陸
軍
ノ
備
ヲ
設
事
（
館
山
藩
公
議
人
）」
や
、「
陸
軍
ハ
各
藩
、
万
石
ニ
五
十
人
ノ
定
額

ヲ
立
テ
、
官
兵
ト
名
ケ
、
各
藩
ニ
予
備
シ
、
号
令
紀
律
一
ニ

　
朝
廷
ノ
制
度
ヲ
受
ケ
、
軍
資
ハ
各
藩
ヨ
リ
官
へ
貢
出
シ
、
官
ヨ
リ
之
ヲ
給

シ
、
両
京
及
ビ
諸
要
地
ノ
戍
兵
等
ニ
、
備
ル
事
（
柳
川
藩
公
議
人
）」、「
藩
主
二
十
名
ヅ
ツ
、
石
高
ニ
応
ジ
、
兵
員
ヲ
率
ヒ
テ
、
年
々
両
京

へ
更
番
ス
ル
事
（
福
本
藩
公
議
人
）」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、
海
軍
に
つ
い
て
も
「
諸
藩
ヲ
合
シ
テ
、
軍
艦
ヲ
備
ヘ
シ
ム
ル
事
（
富
山
藩

公
議
人
）」
と
い
っ
た
提
言
が
認
め
ら
れ
る

（
59
）

。
公
議
所
に
お
け
る
公
議
人
か
ら
の
答
議
は
、
全
般
的
に
実
効
性
に
乏
し
い
内
容
が
多
く
、

維
新
政
府
の
中
で
は
「
公
議
府
な
と
無
用
之
論
多
ク
未
今
日
之
御
国
体
ニ
ハ
適
シ
申
ま
し
く
候

（
60
）

」
と
い
う
形
で
、
そ
の
存
続
に
否
定
的
な

意
見
も
囁
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
、
版
籍
奉
還
後
の
兵
制
策
問

明
治
二
年
一
月
二
十
日
、
版
籍
奉
還
の
上
表
が
薩
長
土
肥
四
藩
主
の
連
名
で
差
出
さ
れ
る
と
、
ほ
か
の
諸
藩
か
ら
も
こ
れ
に
追
随
す
る

形
で
同
様
の
上
表
が
提
出
さ
れ
た
。
朝
廷
は
こ
れ
に
対
し
、「
東
京
御
再
幸
之
上
会
議
ヲ
経
公
論
被
為
竭
何
分
之

　
御
沙
汰
可
被
為
在

候
（
61
）

」
と
し
て
保
留
す
る
態
度
を
と
っ
た
が
、
公
議
所
に
お
け
る
「
御
国
体
之
儀
ニ
付
問
題
四
条
」
の
策
問
を
経
た
六
月
十
七
日
、「
深
ク

）
五
四
一
（
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法
学
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八
十
七
巻
第
二
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（
二
〇
二
一
年
九
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）

一
八

時
勢
ヲ
被
為
察
広
ク
公
議
ヲ
被
為
採
政
令
帰
一
之
思
召
ヲ
以
テ
言
上
之
通
被
聞
食
候

（
62
）

」
と
の
勅
許
を
下
し
、
上
表
を
提
出
し
な
か
っ
た
諸

藩
へ
も
版
籍
の
奉
還
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
個
別
領
有
制
を
背
景
に
封
建
的
な
政
治
体
と
し
て
存
立
し
て
い
た
諸
藩
は
、
維
新
政
府

の
下
で
国
家
を
構
成
す
る
地
方
行
政
体
へ
変
容
す
る
こ
と
と
な
り
、
封
建
領
主
で
あ
っ
た
藩
主
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
体
を
管
掌
す
る

「
知
藩
事
」
と
な
っ
た
。
次
い
で
七
月
八
日
に
は
「
職
員
令
」
に
も
と
づ
く
太
政
官
官
制
の
改
革
が
行
わ
れ
、
藩
の
職
制
を
府
県
に
倣
う

も
の
と
し
て
地
方
制
度
を
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
、
府
藩
県
三
治
一
致
に
向
け
た
施
策
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
府

藩
県
三
治
制
に
も
と
づ
く
封
建
制
度
は
名
目
上
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
旧
藩
主
が
知
藩
事
の
職
を
踏
襲
し
て
自
藩
の
内
政
に
携

わ
り
、
従
来
の
主
従
関
係
に
立
脚
し
た
藩
兵
組
織
を
保
有
す
る
な
ど
、
諸
藩
が
持
つ
私
領
と
し
て
の
性
格
を
払
拭
す
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。

こ
の
官
制
改
革
に
伴
っ
て
公
議
所
は
「
集
議
院
」
へ
と
改
組
さ
れ
、「
広
ク
衆
議
ヲ
諮
問
シ
国
家
治
案
ノ
大
基
ヲ
建
タ
マ
フ
御
心
ニ
体

シ
奉
リ
億
兆
心
力
ヲ
尽
ス
ノ
場
所

（
63
）

」
と
定
め
ら
れ
た
。
議
員
は
既
存
の
公
議
人
で
あ
り
、
そ
の
資
格
に
つ
い
て
も
「
公
議
所
法
則
案
」
に

示
さ
れ
た
も
の
と
大
差
な
か
っ
た
が
、「
議
案
ハ
太
政
官
ヨ
リ
下
ス
ヘ
シ
、
当
院
ヨ
リ
立
ツ
ル
議
案
ハ
太
政
官
ニ
白
シ
テ
公
議
ニ
付
ス
ヘ

シ
（
64
）

」
と
し
て
、
集
議
院
そ
の
も
の
が
太
政
官
管
下
の
諮
問
機
関
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
集
議
院
に
お
け
る
会
議
は
、
明
治

二
年
と
翌
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
、
九
件
の
議
案
が
審
議
に
付
さ
れ
た
。
兵
制
に
ま
つ
わ
る
議
案
は
、「
海

陸
二
軍
興
張
策
」
と
「
海
軍
教
場
」
に
関
す
る
も
の
の
二
件
が
あ
り
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
諸
藩
公
議
人
か
ら
の
答
議
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
海
陸
二
軍
の
興
張
策
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
年
九
月
十
九
日
に
太
政
官
か
ら
集
議
院
へ
の
下
問
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
海
陸
二

軍
ハ
国
家
ノ
重
事
方
今
ノ
急
務
ナ
リ
然
ル
ニ
兵
制
未
タ
立
ス
規
律
未
タ
定
ラ
ス
軍
艦
銃
器
未
タ
充
実
ニ
至
ラ
ス
内
外
ノ
守
備
俱
ニ
欠
ク
蓋

シ
騒
乱
ノ
余
用
度
ノ
足
ラ
サ
ル
ニ
依
レ
リ
而
今
二
軍
興
張
ノ
策
如
何

（
65
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
審
議
は
九
月
二
十
七

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

一
九

日
、「
御
答
議
ヲ
読
上
ル
者
三
十
人
、
討
議
ス
ル
者
二
人
」
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
三
十
六
件
に
わ
た
る
大
意
に
関
し
て
二
百
二
十
六
人

が
意
見
を
表
明
し
て
い
る

（
66
）

。
答
議
大
意
の
内
容
を
み
る
と
、
㊀
海
軍
・
陸
軍
何
れ
の
編
制
を
急
務
と
す
る
か
、
㊁
陸
軍
の
兵
式
を
何
れ
の

国
の
兵
制
に
倣
っ
て
統
一
す
る
か
、
㊂
維
新
政
府
直
轄
軍
の
兵
員
素
材
を
何
処
に
求
め
る
か
の
三
点
が
、
主
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
㊀
の
海
陸
軍
何
れ
の
編
制
を
優
先
す
る
か
に
関
し
て
は
、「
陸
軍
ハ
略
備
レ
リ
、
宜
ク
海
軍
ヲ
急
ト
ス
ヘ
シ
」
あ
る
い
は
「
海
軍

尤
モ
急
務
ナ
リ
」
と
す
る
意
見
が
最
多
で
五
十
二
人
、「
漸
ヲ
以
テ
海
軍
ヲ
興
張
ス
ル
」
と
い
う
意
見
が
三
人
、「
海
陸
二
軍
ハ
姑
ク
此
迄

ノ
侭
ニ
差
置
」
と
す
る
意
見
が
一
人
で
あ
っ
た
。
答
議
に
示
さ
れ
た
通
り
、
諸
藩
公
議
人
の
意
見
は
海
軍
編
制
を
急
務
と
す
る
も
の
が
圧

倒
的
多
数
で
、「
専
ラ
陸
軍
ヲ
編
制
」
す
べ
き
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
の
は
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
佐
幕
勢
力
の
武
力
平

定
か
ら
版
籍
奉
還
を
経
て
維
新
政
府
の
国
内
統
治
が
安
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
対
内
的
軍
備
と
し
て
の
陸
軍
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た

と
い
う
認
識
が
公
議
人
の
間
で
共
有
さ
れ
、
対
外
的
軍
備
と
し
て
の
海
軍
を
整
備
す
る
こ
と
に
輿
論
の
関
心
が
移
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
伴
い
、
海
軍
編
制
に
あ
た
っ
て
必
須
と
な
る
軍
艦
な
ど
の
戦
力
整
備
が
課
題
と
な
り
、
諸
藩
の
軍
役
と
い
う
形
で
こ
れ
を
賄
お
う

と
す
る
意
見
が
八
十
六
人
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、「
列
藩
ニ
命
シ
テ
軍
艦
機
械
を
備
ヘ
シ
メ
」
る
と
い
う
観
点
か
ら
、「
百

万
石
ニ
軍
艦
一
艘
」
あ
る
い
は
「
廿
万
石
ニ
一
艘
ヲ
備
シ
ム
ヘ
シ
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
ま
た
「
諸
藩
ヨ
リ
其
費
用
ヲ
弁
セ
シ
ム
」
と
し

て
「
用
度
ハ
諸
税
廿
分
一
ヲ
海
軍
ノ
費
ニ
充
ツ
ヘ
シ
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
「
農
商
ニ
命
シ
テ
戦
艦
ヲ
作
ラ
シ
メ
、
事
ア
ル
ト

キ
徴
シ
テ
用
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
、
商
船
を
兼
ね
た
軍
艦
の
建
造
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

次
に
㊁
の
兵
式
統
一
に
関
し
て
は
、
海
陸
軍
と
も
「
英
式
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
が
一
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
陸
軍
ハ
仏
式
、

海
軍
ハ
英
式
タ
ル
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
は
二
十
人
あ
り
、
ほ
か
に
「
英
仏
ノ
中
ヲ
取
捨
シ
テ
、
皇
国
式
ト
ス
ヘ
シ
」
と
の
意
見
が
十
八
人
、

漠
然
と
「
西
洋
式
」
の
摂
取
も
し
く
は
斟
酌
を
説
く
も
の
が
十
四
人
あ
っ
た
。
同
時
期
に
お
け
る
諸
藩
兵
の
間
で
は
、
主
に
英
蘭
仏
三
ヵ

）
五
一
五
（



維
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政
府
に
よ
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議
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と
兵
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一
九

日
、「
御
答
議
ヲ
読
上
ル
者
三
十
人
、
討
議
ス
ル
者
二
人
」
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
三
十
六
件
に
わ
た
る
大
意
に
関
し
て
二
百
二
十
六
人

が
意
見
を
表
明
し
て
い
る

（
66
）

。
答
議
大
意
の
内
容
を
み
る
と
、
㊀
海
軍
・
陸
軍
何
れ
の
編
制
を
急
務
と
す
る
か
、
㊁
陸
軍
の
兵
式
を
何
れ
の

国
の
兵
制
に
倣
っ
て
統
一
す
る
か
、
㊂
維
新
政
府
直
轄
軍
の
兵
員
素
材
を
何
処
に
求
め
る
か
の
三
点
が
、
主
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
㊀
の
海
陸
軍
何
れ
の
編
制
を
優
先
す
る
か
に
関
し
て
は
、「
陸
軍
ハ
略
備
レ
リ
、
宜
ク
海
軍
ヲ
急
ト
ス
ヘ
シ
」
あ
る
い
は
「
海
軍

尤
モ
急
務
ナ
リ
」
と
す
る
意
見
が
最
多
で
五
十
二
人
、「
漸
ヲ
以
テ
海
軍
ヲ
興
張
ス
ル
」
と
い
う
意
見
が
三
人
、「
海
陸
二
軍
ハ
姑
ク
此
迄

ノ
侭
ニ
差
置
」
と
す
る
意
見
が
一
人
で
あ
っ
た
。
答
議
に
示
さ
れ
た
通
り
、
諸
藩
公
議
人
の
意
見
は
海
軍
編
制
を
急
務
と
す
る
も
の
が
圧

倒
的
多
数
で
、「
専
ラ
陸
軍
ヲ
編
制
」
す
べ
き
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
の
は
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
佐
幕
勢
力
の
武
力
平

定
か
ら
版
籍
奉
還
を
経
て
維
新
政
府
の
国
内
統
治
が
安
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
対
内
的
軍
備
と
し
て
の
陸
軍
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た

と
い
う
認
識
が
公
議
人
の
間
で
共
有
さ
れ
、
対
外
的
軍
備
と
し
て
の
海
軍
を
整
備
す
る
こ
と
に
輿
論
の
関
心
が
移
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
伴
い
、
海
軍
編
制
に
あ
た
っ
て
必
須
と
な
る
軍
艦
な
ど
の
戦
力
整
備
が
課
題
と
な
り
、
諸
藩
の
軍
役
と
い
う
形
で
こ
れ
を
賄
お
う

と
す
る
意
見
が
八
十
六
人
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、「
列
藩
ニ
命
シ
テ
軍
艦
機
械
を
備
ヘ
シ
メ
」
る
と
い
う
観
点
か
ら
、「
百

万
石
ニ
軍
艦
一
艘
」
あ
る
い
は
「
廿
万
石
ニ
一
艘
ヲ
備
シ
ム
ヘ
シ
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
ま
た
「
諸
藩
ヨ
リ
其
費
用
ヲ
弁
セ
シ
ム
」
と
し

て
「
用
度
ハ
諸
税
廿
分
一
ヲ
海
軍
ノ
費
ニ
充
ツ
ヘ
シ
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
ほ
か
に
「
農
商
ニ
命
シ
テ
戦
艦
ヲ
作
ラ
シ
メ
、
事
ア
ル
ト

キ
徴
シ
テ
用
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
、
商
船
を
兼
ね
た
軍
艦
の
建
造
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

次
に
㊁
の
兵
式
統
一
に
関
し
て
は
、
海
陸
軍
と
も
「
英
式
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
が
一
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
陸
軍
ハ
仏
式
、

海
軍
ハ
英
式
タ
ル
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
は
二
十
人
あ
り
、
ほ
か
に
「
英
仏
ノ
中
ヲ
取
捨
シ
テ
、
皇
国
式
ト
ス
ヘ
シ
」
と
の
意
見
が
十
八
人
、

漠
然
と
「
西
洋
式
」
の
摂
取
も
し
く
は
斟
酌
を
説
く
も
の
が
十
四
人
あ
っ
た
。
同
時
期
に
お
け
る
諸
藩
兵
の
間
で
は
、
主
に
英
蘭
仏
三
ヵ

）
五
一
五
（
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二
〇

国
の
兵
式
が
混
在
し
て
お
り
、
明
治
三
年
の
駒
場
野
調
練
に
参
加
し
た
五
十
九
藩
の
藩
兵
と
六
隊
の
維
新
政
府
直
轄
部
隊
に
つ
い
て
み
る

と
、
英
式
三
十
六
件
・
蘭
式
十
二
件
・
仏
式
十
七
件
と
い
う
状
況
だ
っ
た

（
67
）

。
こ
の
集
計
を
集
議
院
に
お
け
る
答
議
内
容
と
照
合
し
て
み
る

と
、
諸
藩
公
議
人
の
意
見
は
必
ず
し
も
各
藩
で
採
用
さ
れ
て
い
た
兵
式
を
反
映
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

英
式
兵
制
を
採
用
し
て
い
る
藩
が
過
半
数
を
占
め
る
の
に
、
答
議
の
中
で
こ
れ
を
主
張
す
る
意
見
は
一
人
し
か
な
い
こ
と
。
陸
軍
は
仏
式

と
す
る
意
見
が
四
割
近
く
あ
る
の
に
、
実
際
に
仏
式
を
採
用
し
て
い
る
藩
は
二
割
半
程
度
し
か
な
い
こ
と
。
諸
藩
に
お
い
て
全
く
採
用
例

の
な
い
「
皇
国
式
」
に
つ
い
て
、
三
割
以
上
の
公
議
人
が
賛
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

英
式
兵
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
推
す
薩
摩
藩
と
仏
式
を
推
す
長
州
藩
と
の
間
に
意
見
対
立
が
あ
り
、「
薩
摩
で
は
英
吉
利
流
を
主
張

し
て
譲
ら
ず
、
桐
野
利
秋
な
ど
は
仏
蘭
西
式
の
方
で
も
百
人
の
兵
隊
を
出
せ
、
俺
の
方
か
ら
も
百
人
出
す
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
打
ち
あ
つ

て
見
よ
う
ま
で
怒
つ
た

（
68
）

」
と
の
逸
話
が
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
法
上
の
優
劣
か
ら
見
る
と
、
薩
摩
側
が
推
す
後
装
銃
段
階
の
英
式
と
、
長
州

側
が
推
す
前
装
施
条
銃
段
階
の
仏
式
で
は
、
英
式
の
優
位
が
明
ら
か
で
、
松
代
藩
な
ど
の
開
明
藩
で
は
「
仏
式
兵
制
は
も
う
ふ
る
い
、
薩

長
等
で
は
仏
式
を
英
式
に
改
め
て
い
る

（
69
）

」
等
の
認
識
が
も
た
れ
て
い
た
。
一
方
、
多
く
の
藩
が
採
用
し
て
い
た
英
式
は
前
装
施
条
銃
段
階

の
も
の
で
、
薩
摩
藩
が
首
唱
す
る
英
式
と
は
装
備
や
訓
練
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
。
同
時
期
に
諸
藩
が
保
有
し
て
い
た
小
銃
に
つ
い
て

み
る
と
、
総
計
三
十
七
万
四
〇
二
挺
の
う
ち
前
装
施
条
銃
が
八
割
余
の
二
十
九
万
九
二
四
八
挺
、
後
装
銃
が
一
割
に
も
満
た
な
い
二
万

九
一
九
六
挺
で

（
70
）

、
後
装
銃
段
階
の
英
式
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
大
幅
な
銃
器
の
換
装
が
諸
藩
に
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
銃
器
更
新
に
は
多
大
の
経
費
を
要
す
る
た
め
、
諸
藩
公
議
人
の
答
議
で
は
財
政
負
担
を
回
避
す
る
意
味
か
ら
も
、
英
式
採
用
に

消
極
的
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

長
州
藩
が
推
し
た
仏
式
兵
制
に
つ
い
て
は
、
旧
幕
府
に
よ
る
仏
式
伝
習
を
継
承
し
た
前
装
施
条
銃
段
階
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
や
、
訓
練

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
一

内
容
が
蘭
式
兵
制
と
類
似
し
て
い
て
転
換
が
容
易
だ
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
多
く
の
藩
の
賛
意
が
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
蘭
式
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
は
二
割
程
度
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
答
議
で
そ
の
採
用
を
主
張
す
る
公
議
人
は
一
人
も
な
く
、
結

果
的
に
そ
れ
ら
の
藩
が
仏
式
採
用
の
支
持
に
回
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
後
装
銃
段
階
の
仏
式
兵
制
に
関
し
て
は
、
関
連
す
る
「
仏

国
操
典
全
部
ヲ
翻
訳
刊
行

（
71
）

」
し
た
松
代
藩
で
採
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
後
装
銃
（
シ
ャ
ス
ポ
ー
銃
）
も
諸
藩

の
間
で
三
百
挺
程
度
し
か
保
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

（
72
）

。
こ
の
た
め
、
当
の
松
代
藩
に
お
い
て
さ
え
「
銃
器
は
皆
開
底
銃
を
使
用
せ
し
む
る

筈
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
不
足
の
為
に
止
む
な
く
中
短
ミ
ニ
エ
ー
銃
を
補
充
と
し
て
使
用

（
73
）

」
し
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。

十
八
人
の
公
議
人
が
賛
意
を
示
し
た
「
皇
国
式
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
時
の
日
本
に
は
独
自
の
兵
制
を
創
出
し
得
る
だ
け
の
軍
事
的

基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
、
版
籍
奉
還
後
の
復
古
的
思
潮
に
迎
合
し
た
守
旧
的
兵
制
と
位
置
付
け
る
向
き
も
あ
る
が
、
現
存
す
る
「
皇
式
御

流
儀
」
の
調
練
文
書
を
み
る
と
、
前
装
施
条
銃
段
階
の
英
式
兵
制
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
74
）

。
前
装
施
条
銃
段

階
の
教
範
を
比
較
し
て
み
る
と
、
英
式
は
仏
式
・
蘭
式
と
訓
練
内
容
に
多
く
の
異
同
が
あ
り
、
英
式
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
で
は
、
蘭
式

を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
の
よ
う
な
仏
式
へ
の
転
換
が
困
難
だ
っ
た
。
か
く
て
薩
摩
藩
の
首
唱
す
る
後
装
銃
段
階
の
英
式
と
は
異
な
り
、
前

装
施
条
銃
段
階
の
仏
式
と
も
内
容
を
異
に
す
る
観
点
か
ら
、「
英
仏
ノ
中
ヲ
取
捨
」
す
る
と
い
う
建
前
で
提
唱
さ
れ
た
の
が
皇
国
式
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
結
果
的
に
前
装
施
条
銃
段
階
の
英
式
兵
制
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
が
こ
れ
に
賛
意
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

維
新
政
府
の
直
轄
軍
編
制
に
あ
た
っ
て
兵
員
素
材
を
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
㊂
の
課
題
に
つ
い
て
は
、「
兵
員
ヲ
諸
藩
ヨ
リ
貢
出
セ

シ
メ
」
る
と
い
う
意
見
に
賛
同
す
る
公
議
人
が
圧
倒
的
多
数
の
六
十
一
人
を
占
め
、「
諸
藩
ノ
実
高
ヲ
検
シ
テ
、
兵
賦
ヲ
出
サ
シ
ム
」
と

の
施
策
、
す
な
わ
ち
石
高
に
応
じ
た
藩
兵
差
出
が
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
兵
農
ヲ
一
ニ
帰
シ
、
海
内
皆
兵

ト
為
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
に
賛
意
を
示
し
た
公
議
人
は
十
六
人
に
過
ぎ
ず
、
大
村
益
次
郎
ら
が
構
想
し
て
い
た
徴
兵
制
採
用
は
少
数
派

）
五
一
三
（
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式
兵
制
と
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似
し
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い
て
転
換
が
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だ
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た
こ
と
等
に
よ
り
、
多
く
の
藩
の
賛
意
が
得
ら
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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み
に
蘭
式
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
は
二
割
程
度
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
答
議
で
そ
の
採
用
を
主
張
す
る
公
議
人
は
一
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も
な
く
、
結

果
的
に
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れ
ら
の
藩
が
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採
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の
支
持
に
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た
も
の
と
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。
な
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後
装
銃
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制
に
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は
、
関
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る
「
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全
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刊
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」
し
た
松
代
藩
で
採
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
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す
る
後
装
銃
（
シ
ャ
ス
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ー
銃
）
も
諸
藩

の
間
で
三
百
挺
程
度
し
か
保
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

（
72
）

。
こ
の
た
め
、
当
の
松
代
藩
に
お
い
て
さ
え
「
銃
器
は
皆
開
底
銃
を
使
用
せ
し
む
る

筈
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
不
足
の
為
に
止
む
な
く
中
短
ミ
ニ
エ
ー
銃
を
補
充
と
し
て
使
用

（
73
）

」
し
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。

十
八
人
の
公
議
人
が
賛
意
を
示
し
た
「
皇
国
式
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
時
の
日
本
に
は
独
自
の
兵
制
を
創
出
し
得
る
だ
け
の
軍
事
的

基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
、
版
籍
奉
還
後
の
復
古
的
思
潮
に
迎
合
し
た
守
旧
的
兵
制
と
位
置
付
け
る
向
き
も
あ
る
が
、
現
存
す
る
「
皇
式
御

流
儀
」
の
調
練
文
書
を
み
る
と
、
前
装
施
条
銃
段
階
の
英
式
兵
制
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
74
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。
前
装
施
条
銃
段

階
の
教
範
を
比
較
し
て
み
る
と
、
英
式
は
仏
式
・
蘭
式
と
訓
練
内
容
に
多
く
の
異
同
が
あ
り
、
英
式
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
で
は
、
蘭
式

を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
の
よ
う
な
仏
式
へ
の
転
換
が
困
難
だ
っ
た
。
か
く
て
薩
摩
藩
の
首
唱
す
る
後
装
銃
段
階
の
英
式
と
は
異
な
り
、
前

装
施
条
銃
段
階
の
仏
式
と
も
内
容
を
異
に
す
る
観
点
か
ら
、「
英
仏
ノ
中
ヲ
取
捨
」
す
る
と
い
う
建
前
で
提
唱
さ
れ
た
の
が
皇
国
式
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
結
果
的
に
前
装
施
条
銃
段
階
の
英
式
兵
制
を
採
用
し
て
い
た
諸
藩
が
こ
れ
に
賛
意
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

維
新
政
府
の
直
轄
軍
編
制
に
あ
た
っ
て
兵
員
素
材
を
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
㊂
の
課
題
に
つ
い
て
は
、「
兵
員
ヲ
諸
藩
ヨ
リ
貢
出
セ

シ
メ
」
る
と
い
う
意
見
に
賛
同
す
る
公
議
人
が
圧
倒
的
多
数
の
六
十
一
人
を
占
め
、「
諸
藩
ノ
実
高
ヲ
検
シ
テ
、
兵
賦
ヲ
出
サ
シ
ム
」
と

の
施
策
、
す
な
わ
ち
石
高
に
応
じ
た
藩
兵
差
出
が
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
兵
農
ヲ
一
ニ
帰
シ
、
海
内
皆
兵

ト
為
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
に
賛
意
を
示
し
た
公
議
人
は
十
六
人
に
過
ぎ
ず
、
大
村
益
次
郎
ら
が
構
想
し
て
い
た
徴
兵
制
採
用
は
少
数
派

）
五
一
三
（
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二
二

意
見
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
な
お
各
藩
の
常
備
兵
に
つ
い
て
み
る
と
、「
陸
軍
ハ
万
石
百
人
ト
定
メ
」
る
意
見
に
賛
同
す
る
公
議
人
が

二
十
人
あ
り
、
こ
の
答
議
を
踏
ま
え
て
立
案
さ
れ
た
「
兵
部
省
前
途
之
大
綱
」
の
中
で
、
維
新
政
府
は
諸
藩
に
対
し
「
一
万
石
凡
百
人
ノ

兵
士
ヲ
養

（
75
）

」
う
と
い
う
指
針
を
示
し
て
い
る
。

兵
制
策
問
に
対
す
る
公
議
人
か
ら
の
答
議
を
み
る
と
、
海
軍
編
制
の
優
先
・
英
式
兵
制
に
よ
る
海
軍
整
備
・
藩
兵
に
基
盤
を
置
く
直
轄

軍
編
制
な
ど
、
陸
軍
を
仏
式
兵
制
と
す
る
こ
と
以
外
の
諸
案
件
に
関
し
て
、
大
久
保
利
通
ら
薩
摩
藩
の
主
張
に
諸
藩
の
支
持
が
集
ま
る
も

の
と
な
っ
た
。
同
時
期
の
維
新
政
府
内
部
で
は
、
徴
兵
制
の
採
用
に
向
け
た
大
村
益
次
郎
・
木
戸
孝
允
ら
の
建
軍
構
想
と
、
諸
藩
兵
の
存

在
を
前
提
に
直
轄
軍
編
制
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
大
久
保
利
通
・
岩
倉
具
視
ら
の
構
想
と
が
対
立
し
て
お
り
、
今
回
の
兵
制
策
問
そ
れ
自

体
、
大
村
が
刺
客
に
襲
わ
れ
て
重
傷
を
負
う
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
大
久
保
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
発
議
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
大

久
保
自
身
、
答
議
の
結
果
に
つ
い
て
「
近
来
ハ
基
則
モ
大
ニ
改
革
シ
少
ハ
実
論
ニ
帰
着
イ
タ
シ
追
々
之
処
ハ
随
分
有
益
相
成
可
申
候

（
76
）

」
と

評
し
て
お
り
、
公
議
を
通
じ
「
諸
藩
の
意
見
が
大
村
構
想
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

（
77
）

」
す
と
い
う
点
で
意
を
得
た
感
が
あ
っ
た
。

明
治
二
年
十
一
月
二
十
四
日
、
維
新
政
府
は
集
議
院
に
お
け
る
答
議
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
な
「
兵
部
省
前
途
之
大
綱
」
を
布
達
し
、
兵

制
問
題
に
関
す
る
当
面
の
指
針
を
示
し
た

（
78
）

。

皇
国
兵
式
一
定
之
儀
ハ
可
論
シ
テ
急
速
難
被
行
是
レ
ヲ
一
定
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
第
一
其
師
範
タ
ル
ヘ
キ
人
才
無
之
テ
ハ
幾
千
人
ノ
嚮
導
指

揮
難
届
因
テ
其
人
才
ヲ
取
立
候
ニ
ハ
学
校
ヲ
開
キ
兵
術
学
業
其
根
元
ヨ
リ
為
学
得
候
事
肝
要
也

　
但
即
今
語
学
所
其
一
ニ
候
得
ハ
猶
会
計
ノ
目
途
ヲ
立
盛
大
ニ
開
業
為
致
度
事

一
陸
軍
ハ
仏
式
ヲ
以
一
般
ノ
式
相
立
候
見
込
ニ
テ
即
今
於
大
阪
取
立
候
得
共
学
校
等
ヨ
リ
人
才
出
来
候
上
何
レ
皇
国
ノ
兵
式
別
ニ
相
立

）
五
一
四
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
三

候
事

一
藩
々
士
族
卒
族
禄
扶
持
至
当
ニ
相
擬
シ
一
万
石
凡
百
人
ノ
兵
士
ヲ
養
ヒ
五
十
人
他
ノ
衛
戍
ニ
備
ヘ
五
十
人
藩
屏
ノ
防
キ
ニ
備
へ
置
尤

時
変
ハ
此
例
ニ
ア
ラ
ス

　
但
此
百
人
ハ
現
在
ニ
テ
言
フ
精
ノ
精
ヲ
選
ハ
百
ニ
充
サ
ル
ヘ
シ
且
大
隊
司
令
藩
ヨ
リ
人
撰
申
出
ニ
随
ヒ
位
階
等
宣
下
ノ
事

一
三
都
其
他
辺
境
戍
兵
万
石
五
十
人
ヲ
以
諸
藩
交
番
規
則
相
立
度
事

一
海
軍
創
立
是
又
学
校
ヲ
建
人
才
取
立
度
事

　
但
即
今
於
築
地
学
校
取
立
候
得
共
会
計
ノ
目
途
ヲ
立
候
上
外
国
人
等
相
雇
諸
藩
士
ノ
内
ヨ
リ
人
員
ヲ
定
メ
生
徒
差
出
サ
セ
候
事

右
之
大
綱
追
々
盛
大
ニ
致
シ
候
儀
ハ
第
一
米
金
ノ
多
少
不
相
計
テ
ハ
不
相
叶
儀
故
兵
部
省
ヘ
ハ
一
年
ノ
米
金
若
干
ト
申
事
御
定
相
成
度
事

こ
の
「
大
綱
」
は
、
各
藩
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
軍
事
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
指
揮
官
教
育
や
兵
式
統
一
な
ど
に
関
す
る
兵

部
省
か
ら
の
指
導
を
通
じ
、
諸
藩
兵
を
維
新
政
府
が
統
括
し
て
い
く
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
、
併
せ
て
諸
藩
の
軍
役
に
よ
り
中
央
政
府

直
轄
軍
を
編
制
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
村
の
死
去
（
明
治
二
年
十
一
月
五
日
）
と
い
う
情
勢
急
変
を
背
景
に
、

維
新
政
府
の
中
で
燻
っ
て
い
た
建
軍
構
想
の
対
立
を
、
公
議
輿
論
と
い
う
大
義
名
分
の
下
に
弥
縫
す
る
も
の
と
な
っ
た
側
面
も
見
逃
せ
な

い
。
か
く
て
維
新
政
府
に
よ
る
諸
藩
軍
事
力
の
統
一
的
掌
握
は
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
中
に
発
せ
ら
れ
た
一
連
の
施
策
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
集
議
院
で
は
「
大
綱
」
発
布
の
前
日
、
海
軍
教
場
開
設
に
関
す
る
答
議
を
促
す
べ
く
「
海
軍
急
務
ノ
由
衆
議
ノ
趣
被

　
聴
召
候
、

方
今
用
度
多
端
ノ
場
合
ニ
有
之
、
且
人
才
最
モ
急
務
ニ
候
得
ハ
、
先
海
軍
教
場
ヨ
リ
可
被
為
開

　
叡
慮
ニ
候
、
就
テ
ハ
規
模
方
略
等
熟
議

）
五
一
一
（
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法
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八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四

ノ
上
、
一
定
ノ
見
込
モ
候
ハ
ゝ
、
可
申
上
候
事

（
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）

」
と
の
策
問
を
発
し
、
こ
れ
に
対
す
る
答
議
が
明
治
二
年
十
二
月
二
日
に
行
わ
れ
た
。
答

議
大
意
を
み
る
と
、「
外
国
人
ヲ
雇
ヒ
伝
習
ス
ヘ
シ
」
と
の
意
見
に
賛
同
す
る
公
議
人
が
最
多
の
百
十
五
人
、
そ
の
う
ち
十
九
人
は
「
英

人
ヲ
雇
フ
ベ
シ
」
と
の
提
案
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
「
旧
幕
臣
ノ
中
ニ
、
用
ユ
ヘ
キ
者
ア
ラ
ン
」
と
す
る
意
見
に
七
十
九
人
、「
箱
館

降
服
人
ヲ
寛
典
ニ
処
シ
、
之
ヲ
用
ヒ
テ
罪
ヲ
購
ハ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
の
意
見
に
三
十
二
人
が
賛
意
を
示
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
生
徒
に

つ
い
て
は
、「
藩
ヨ
リ
生
徒
ヲ
徴
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
に
四
十
九
人
、「
留
学
生
ヲ
遣
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
に
三
十
九
人
が
賛
同
し
て

お
り
、「
運
送
貿
易
ニ
船
ヲ
用
ヒ
テ
、
習
練
セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
す
る
意
見
に
も
六
人
の
賛
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
教
場
を
開
設
す
る
場
所

に
つ
い
て
は
、
東
京
（
三
十
一
人
）・
摂
海
（
三
十
人
）・
函
館
（
二
十
四
人
）・
長
崎
横
浜
新
潟
（
十
七
人
）・
羽
田
江
島
（
五
人
）・
浦
賀
（
一

人
）
の
順
で
支
持
が
あ
っ
た
。

維
新
政
府
の
「
海
軍
操
練
所
」
は
、
こ
の
答
議
に
先
立
つ
九
月
十
八
日
に
東
京
築
地
の
旧
広
島
藩
邸
に
開
設
さ
れ
て
お
り
、
諸
藩
か
ら

派
遣
さ
れ
る
貢
進
生
（
大
藩
五
人
・
中
藩
四
人
・
小
藩
三
人
）
と
自
費
通
学
生
の
入
校
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
年
十
一
月

五
日
の
「
海
軍
兵
学
寮
」
へ
の
改
組
を
経
て
、
教
官
へ
の
旧
幕
臣
登
用
・
英
人
教
官
の
雇
入
れ
・
英
米
二
ヵ
国
へ
の
留
学
生
派
遣
と
い
っ

た
案
件
が
実
現
さ
れ
、
維
新
政
府
は
海
軍
士
官
教
育
の
た
め
の
諸
制
度
を
整
備
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

明
治
二
年
九
月
七
日
～
十
二
月
二
十
七
日
と
、
明
治
三
年
五
月
二
十
八
日
～
九
月
十
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
開
院
さ
れ
た
集
議
院
は
、

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
維
新
政
府
が
策
問
と
い
う
形
で
施
政
を
諸
藩
の
輿
論
に
諮
ろ
う
と
し
た
、「
公
議
政

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
五

治
」
に
お
け
る
議
事
機
関
と
し
て
の
役
割
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
集
議
院
そ
れ
自
体
は
、
同
年
七
月
二
十
九
日
に
発
布
さ
れ
た

「
太
政
官
職
制
」
に
よ
り
左
院
の
下
部
組
織
に
組
み
込
ま
れ
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
六
月
二
十
四
日
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
が
、

公
議
政
体
を
構
成
し
て
い
た
藩
と
い
う
個
別
的
主
体
が
廃
藩
置
県
を
経
て
解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
機
能
は
大
き
く
変
容
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
議
事
機
関
の
推
移
に
つ
い
て
、『
自
由
党
史
』
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

（
80
）

。

公
議
所
既
に
変
じ
て
集
議
院
と
な
り
、
其
の
公
論
採
択
の
主
旨
に
至
て
は
、
毫
も
改
易
す
る
所
な
き
が
如
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
仔

細
に
検
討
す
れ
ば
、
議
政
官
の
廃
止
と
俱
に
、
議
政
権
は
既
に
委
縮
し
、
行
政
の
威
力
徒
ら
に
強
大
と
な
れ
る
の
傾
き
あ
り
、
何
と
な

れ
ば
集
議
院
は
其
名
目
に
於
て
公
議
所
の
後
を
襲
へ
り
と
雖
も
、
其
議
決
の
採
否
如
何
は
、
行
政
官
の
任
意
に
存
じ
、
復
た
前
日
の
議

政
官
の
権
力
超
絶
す
る
の
比
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
是
れ
も
亦
た
新
政
府
に
於
け
る
公
議
採
択
の
衰
漸
に
就
く
一
兆
な
り
。

斯
の
如
く
集
議
院
は
、
実
に
各
藩
を
代
表
す
べ
き
藩
選
議
院
と
し
て
、
議
権
狭
隘
を
極
め
、
定
制
粗
笨
に
病
み
、
遂
に
能
く
儼
然
と

し
て
、
他
の
司
法
、
行
政
に
対
す
る
立
法
府
を
以
て
自
命
す
る
を
得
ず
、
公
議
を
経
始
し
、
憲
政
の
藍
本
を
後
日
に
留
む
る
の
功
は
、

終
に
其
の
期
し
得
る
所
に
非
ざ
り
し
な
り
。
而
か
も
集
議
院
も
亦
明
治
四
年
八
月
十
四
日
、
左
院
の
設
け
成
り
た
る
に
よ
り
て
、
遂
に

廃
麁
に
帰
せ
り
。

王
政
復
古
か
ら
廃
藩
置
県
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
朝
藩
体
制
」
下
に
お
け
る
維
新
政
府
の
建
軍
構
想
は
、
諸
藩
の
輿
論
と
藩
兵
の
存
在
を

踏
ま
え
、「
海
陸
一
本
立
て
で
、
し
か
も
海
軍
を
先
に
立
て
て
い
る

（
81
）

」
形
と
な
っ
た
。
海
軍
優
先
の
施
策
が
と
ら
れ
た
の
は
、
国
家
主
権

の
下
で
の
対
外
的
軍
事
力
と
い
う
存
在
意
義
が
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
明
治
三
年
五
月
の
兵
部
省
に
よ
る
建

）
五
一
一
（
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漸
に
就
く
一
兆
な
り
。

斯
の
如
く
集
議
院
は
、
実
に
各
藩
を
代
表
す
べ
き
藩
選
議
院
と
し
て
、
議
権
狭
隘
を
極
め
、
定
制
粗
笨
に
病
み
、
遂
に
能
く
儼
然
と

し
て
、
他
の
司
法
、
行
政
に
対
す
る
立
法
府
を
以
て
自
命
す
る
を
得
ず
、
公
議
を
経
始
し
、
憲
政
の
藍
本
を
後
日
に
留
む
る
の
功
は
、

終
に
其
の
期
し
得
る
所
に
非
ざ
り
し
な
り
。
而
か
も
集
議
院
も
亦
明
治
四
年
八
月
十
四
日
、
左
院
の
設
け
成
り
た
る
に
よ
り
て
、
遂
に

廃
麁
に
帰
せ
り
。

王
政
復
古
か
ら
廃
藩
置
県
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
朝
藩
体
制
」
下
に
お
け
る
維
新
政
府
の
建
軍
構
想
は
、
諸
藩
の
輿
論
と
藩
兵
の
存
在
を

踏
ま
え
、「
海
陸
一
本
立
て
で
、
し
か
も
海
軍
を
先
に
立
て
て
い
る

（
81
）

」
形
と
な
っ
た
。
海
軍
優
先
の
施
策
が
と
ら
れ
た
の
は
、
国
家
主
権

の
下
で
の
対
外
的
軍
事
力
と
い
う
存
在
意
義
が
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
明
治
三
年
五
月
の
兵
部
省
に
よ
る
建

）
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六

白
「
海
軍
ヲ
創
立
ス
ヘ
キ
件
」
に
は
、「
海
軍
ハ
編
制
一
致
ニ
帰
シ
施
行
一
途
ニ
出
テ
テ
全
力
一
団
ヲ
成
ニ
非
サ
レ
ハ
外
寇
ヲ
防
禦
シ
全

国
ヲ
保
護
ス
ヘ
キ
強
力
ヲ
整
備
ス
ル
能
ワ
ス
因
テ
以
来
海
軍
ノ
儀
ハ
都
テ

　
朝
廷
ニ
於
テ
開
カ
セ
ラ
レ
諸
藩
ハ
石
高
ニ
応
シ
相
当
ノ
軍
賦

ヲ
納
ム
ル
ノ
法
ヲ
立
ツ
ヘ
シ

（
82
）

」
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
石
高
ニ
応
シ
相
当
ノ
軍
賦
ヲ
納
ム
ル
ノ
法
」
に
つ
い
て
は
、

同
年
九
月
二
十
五
日
に
公
布
さ
れ
た
「
藩
制
」
に
よ
り
、
現
石
の
九
％
と
規
定
さ
れ
た
海
陸
軍
資
の
う
ち
、「
其
半
ヲ
海
軍
資
ト
シ
テ
官

ニ
納
メ

（
83
）

」
る
も
の
と
さ
れ
た
。

諸
藩
の
保
有
す
る
陸
軍
兵
力
の
統
括
（
全
国
軍
制
化
）
に
つ
い
て
は
、「
兵
制
ハ
天
下
一
途
ニ
無
之
而
ハ
不
相
叶
」
と
の
観
点
か
ら
明
治

三
年
二
月
二
十
日
に
「
常
備
編
隊
規
則

（
84
）

」
を
発
布
し
、
基
幹
兵
種
と
な
る
歩
兵
を
草
高
一
万
石
に
付
一
小
隊
の
割
合
で
編
成
す
る
こ
と
、

兵
士
の
年
齢
を
十
八
～
三
十
七
歳
と
し
、
士
族
と
卒
族
以
外
か
ら
は
取
立
て
な
い
こ
と
、
兵
式
は
当
面
各
藩
が
従
来
採
用
し
て
い
た
も
の

を
用
い
る
こ
と
等
が
下
令
さ
れ
た
。
さ
ら
に
前
記
「
藩
制
」
に
も
と
づ
き
現
石
の
四
・
五
％
を
「
陸
軍
資

（
85
）

」
と
す
る
ほ
か
、
九
月
二
十
九

日
に
「
現
米
一
万
石
ニ
付

（
86
）

」
兵
員
六
十
人
（
一
小
隊
）
と
す
る
こ
と
が
下
達
さ
れ
て
お
り
、
十
月
二
十
日
に
は
「
海
軍
ハ
英
吉
利
式
、
陸

軍
ハ
仏
蘭
西
式

（
87
）

」
と
す
る
兵
式
統
一
の
布
告
が
、
ま
た
閏
十
月
二
十
日
に
は
各
藩
の
石
高
に
応
じ
た
大
阪
兵
学
寮
へ
の
生
徒
差
出
命
令
が

発
せ
ら
れ
た
。
次
い
で
「
各
藩
常
備
編
制
法
」
が
十
二
月
二
十
二
日
に
布
告
さ
れ
、
朝
廷
官
位
と
相
関
す
る
諸
藩
兵
の
階
級
統
一
が
行
わ

れ
た

（
88
）

。
一
方
、
維
新
政
府
直
轄
の
陸
軍
に
関
し
て
は
、
明
治
三
年
十
一
月
十
三
日
に
布
告
さ
れ
た
「
徴
兵
規
則
」
に
も
と
づ
く
士
庶
混
在
の
辛

未
徴
兵

（
89
）

と
、
翌
明
治
四
年
二
月
二
十
二
日
に
下
令
さ
れ
た
鹿
児
島
・
山
口
・
高
知
三
藩
の
献
兵
に
よ
る
御
親
兵

（
90
）

と
い
う
、
相
反
し
た
建
軍

構
想
に
も
と
づ
い
て
編
制
さ
れ
た
部
隊
が
大
阪
と
東
京
に
併
存
す
る
形
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
戊
辰
戦
争
を
経
て
兵
部
省
の
管
下
に
入
っ
た

六
個
大
隊
と
三
個
遊
軍
隊
か
ら
な
る
直
轄
諸
隊
も
存
在
し
て
お
り

（
91
）

、
そ
れ
ら
を
改
廃
・
止
揚
し
て
い
く
こ
と
が
廃
藩
置
県
後
の
国
軍
（
鎮

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
七

台
兵
と
近
衛
兵
）
建
設
に
向
け
た
課
題
と
な
る
。

註（
1
） 

福
島
正
夫
『
地
租
改
正
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
五
七
頁
。

（
2
） 

指
原
安
三
編
『
明
治
政
史

　
第
一
冊
』（
冨
山
房
、
一
八
九
三
年
）
五
三
～
五
四
頁
。

（
3
） 

衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史

　
議
会
制
度
編
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
二
頁
。

（
4
） 

内
田
健
三
編
『
日
本
議
会
史
１
』（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
八
頁
。

（
5
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
六
四
頁
。

（
6
） 

井
上
勲
『
王
政
復
古
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
四
八
頁
。

（
7
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』
六
頁
。

（
8
） 

同
右
、
六
頁
。

（
9
） 

同
右
、
六
頁
。

（
10
） 

石
井
孝
『
増
訂

　
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
七
八
二
～
七
八
三
頁
。

（
11
） 

文
部
省
編
『
維
新
史

　
第
五
巻
』（
文
部
省
、
一
九
四
一
年
）
五
二
一
～
五
二
二
頁
。

（
12
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
一
冊
』（
内
外
書
籍
、
一
九
三
〇
年
）
六
〇
八
頁
。

（
13
） 

同
右
、
六
〇
八
頁
。

（
14
） 

「
太
政
官
日
誌

　
第
二
」（
橋
本
博
編
『
改
訂

　
維
新
日
誌

　
第
一
巻
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
）
三
頁
。

（
15
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
二
冊
』
三
二
二
頁
。

（
16
） 

同
右
、
二
五
二
頁
。

（
17
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
四
冊
』
六
八
二
頁
。

（
18
） E

rnest S
atow

, A
 D

iplom
at in

 Japan 

（L
ondon : S

eeley,S
ervice,1921

）,p.377.

）
五
一
一
（



維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
七

台
兵
と
近
衛
兵
）
建
設
に
向
け
た
課
題
と
な
る
。

註（
1
） 
福
島
正
夫
『
地
租
改
正
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
五
七
頁
。

（
2
） 

指
原
安
三
編
『
明
治
政
史

　
第
一
冊
』（
冨
山
房
、
一
八
九
三
年
）
五
三
～
五
四
頁
。

（
3
） 

衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史

　
議
会
制
度
編
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
二
頁
。

（
4
） 

内
田
健
三
編
『
日
本
議
会
史
１
』（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
八
頁
。

（
5
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
六
四
頁
。

（
6
） 

井
上
勲
『
王
政
復
古
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
四
八
頁
。

（
7
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』
六
頁
。

（
8
） 

同
右
、
六
頁
。

（
9
） 

同
右
、
六
頁
。

（
10
） 

石
井
孝
『
増
訂

　
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
七
八
二
～
七
八
三
頁
。

（
11
） 

文
部
省
編
『
維
新
史

　
第
五
巻
』（
文
部
省
、
一
九
四
一
年
）
五
二
一
～
五
二
二
頁
。

（
12
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
一
冊
』（
内
外
書
籍
、
一
九
三
〇
年
）
六
〇
八
頁
。

（
13
） 

同
右
、
六
〇
八
頁
。

（
14
） 

「
太
政
官
日
誌

　
第
二
」（
橋
本
博
編
『
改
訂

　
維
新
日
誌

　
第
一
巻
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
）
三
頁
。

（
15
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
二
冊
』
三
二
二
頁
。

（
16
） 

同
右
、
二
五
二
頁
。

（
17
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
四
冊
』
六
八
二
頁
。

（
18
） E

rnest S
atow

, A
 D

iplom
at in

 Japan 

（L
ondon : S

eeley,S
ervice,1921

）,p.377.

）
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
八

（
19
） Ibid, p.381.

（
20
） 

福
岡
孝
弟
「
五
箇
条
御
誓
文
ト
政
体
書
ノ
由
来
ニ
就
イ
テ
」（
国
家
学
会
編
『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』
有
斐
閣
、
一
九
一
九
年
）
四
四
頁
。

（
21
） 
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史

　
上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
年
）
二
二
～
三
四
頁
。

（
22
） 
馬
邦
裨
治
撰
述
、
箕
作
阮
甫
訓
点
『
聯
邦
史
略

　
上
巻
』（
江
皀
館
、
一
八
六
四
年
）
二
五
丁
。

（
23
） 

加
藤
弘
之
『
立
憲
政
体
略
』（
上
州
屋
惣
七
、一
八
六
八
年
）
一
七
丁
。

（
24
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
版
『
明
治
史
要
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
五
四
頁
。

（
25
） 

井
上
清
『
日
本
近
代
史

　
上
巻
』（
合
同
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
四
四
頁
。

（
26
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
四
冊
』
六
八
二
頁
。

（
27
） 

馬
邦
裨
治
『
聯
邦
史
略

　
上
巻
』
二
五
丁
。

（
28
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
四
冊
』
六
八
三
頁
。

（
29
） 

同
右
、
六
八
三
～
六
八
四
頁
。

（
30
） 

同
右
、
八
頁
。

（
31
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』（
原
書
房
、
一
九
七
七
年
）
六
頁
。

（
32
） 

早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
中
御
門
家
文
書

　
下
巻
』（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
六
五
年
）
九
～
八
三
頁
。
以
下
、
本

稿
で
引
用
す
る
「
貢
士
意
見
書

　
明
治
元
年
五
月
」
の
内
容
は
、
全
て
同
書
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
各
々
そ
の
藩
名
の
み
を
記
す
。

（
33
） 

陸
軍
省
編
『
明
治
天
皇
御
伝
記
史
料

　
明
治
軍
事
史

　
上
巻
』（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）
六
頁
。

（
34
） 

「
各
藩
戦
功
録
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
35
） 

こ
れ
ら
諸
隊
に
つ
い
て
は
、
淺
川
道
夫
『
明
治
維
新
と
陸
軍
創
設
』（
錦
正
社
、
二
〇
一
三
年
）
九
～
一
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
36
） 

松
下
芳
夫
『
明
治
の
軍
隊
』（
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
）
八
頁
。

（
37
） 

山
縣
有
朋
『
越
の
山
風
』（
東
京
書
房
、
一
九
三
九
年
）
一
三
二
～
一
三
三
頁
。

（
38
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
五
頁
。

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
九

（
39
） 

同
右
、
五
～
六
頁
。

（
40
） 

桜
井
忠
温
編
『
国
防
大
事
典
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
四
一
六
頁
。

（
41
） 

「
長
野
県
史
料

　
十
一

　
旧
松
代
藩
兵
制
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
42
） 

太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
七
冊
』
五
一
五
・
七
九
二
頁
。

（
43
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
一
五
頁
。

（
44
） 

田
中
彰
『
体
系
・
日
本
歴
史
５

　
明
治
国
家
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
）
一
〇
九
頁
。

（
45
） 

「（
四
一
）
永
山
平
太
意
見
書
」（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
中
御
門
家
文
書

　
下
巻
』）
五
八
頁
。

（
46
） 

尾
佐
竹
猛
『
維
新
前
後
に
お
け
る
立
憲
思
想
』（
文
化
生
活
研
究
会
、
一
九
二
五
年
）
四
一
四
頁
。

（
47
） 

「
公
議
所
日
誌

　
前
編
上
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
）
一
二
八
頁
。

（
48
） 

同
右
、
一
二
～
一
二
八
頁
。

（
49
） 

同
右
、
一
二
九
頁
。

（
50
） 

同
右
、
一
二
七
頁
。

（
51
） 

同
右
、
一
二
九
頁
。

（
52
） 

「
公
議
所
日
誌

　
前
編
下
」
同
右
、
一
三
二
頁
。

（
53
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』
三
九
〇
頁
。

（
54
） 

「
公
議
所
法
則
案
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
三
頁
。

（
55
） 

同
右
、
三
頁
。

（
56
） 

同
右
、
三
頁
。

（
57
） 

「
公
議
所
日
誌

　
第
十
二
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
六
四
頁
。

（
58
） 

同
右
、
六
四
頁
。

（
59
） 

同
右
、
六
六
頁
。

）
五
一
五
（



維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

二
九

（
39
） 

同
右
、
五
～
六
頁
。

（
40
） 

桜
井
忠
温
編
『
国
防
大
事
典
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
四
一
六
頁
。

（
41
） 
「
長
野
県
史
料

　
十
一

　
旧
松
代
藩
兵
制
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
42
） 
太
政
官
編
『
復
古
記

　
第
七
冊
』
五
一
五
・
七
九
二
頁
。

（
43
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
一
五
頁
。

（
44
） 

田
中
彰
『
体
系
・
日
本
歴
史
５

　
明
治
国
家
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
）
一
〇
九
頁
。

（
45
） 

「（
四
一
）
永
山
平
太
意
見
書
」（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
中
御
門
家
文
書

　
下
巻
』）
五
八
頁
。

（
46
） 

尾
佐
竹
猛
『
維
新
前
後
に
お
け
る
立
憲
思
想
』（
文
化
生
活
研
究
会
、
一
九
二
五
年
）
四
一
四
頁
。

（
47
） 

「
公
議
所
日
誌

　
前
編
上
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
）
一
二
八
頁
。

（
48
） 

同
右
、
一
二
～
一
二
八
頁
。

（
49
） 

同
右
、
一
二
九
頁
。

（
50
） 

同
右
、
一
二
七
頁
。

（
51
） 

同
右
、
一
二
九
頁
。

（
52
） 

「
公
議
所
日
誌

　
前
編
下
」
同
右
、
一
三
二
頁
。

（
53
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
一
巻
』
三
九
〇
頁
。

（
54
） 

「
公
議
所
法
則
案
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
三
頁
。

（
55
） 

同
右
、
三
頁
。

（
56
） 

同
右
、
三
頁
。

（
57
） 

「
公
議
所
日
誌

　
第
十
二
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
六
四
頁
。

（
58
） 

同
右
、
六
四
頁
。

（
59
） 

同
右
、
六
六
頁
。

）
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇

（
60
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
文
書

　
三
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
一
九
七
頁
。

（
61
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
令
全
書

　
第
二
巻
』
四
二
頁
。

（
62
） 
同
右
、
二
二
一
頁
。

（
63
） 

「
集
議
院
規
則
」（
指
原
『
明
治
政
史

　
第
一
冊
』）
二
五
〇
頁
。

（
64
） 

同
右
、
二
五
〇
頁
。

（
65
） 

内
閣
官
房
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
一
八
頁
。

（
66
） 

「
集
議
院
日
誌

　
第
三
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
一
七
八
～
一
八
一
頁
。
以
下
、
本
文
中
で
引
用
す

る
諸
藩
公
議
人
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
同
史
料
を
典
拠
と
す
る
。

（
67
） 

『
明
治
三
年

　
駒
場
野
聯
隊
大
練
記
』（
復
刻
私
家
版
、
一
九
三
七
年
）。

（
68
） 

横
瀬
夜
雨
『
維
新
の
逸
話

　
太
政
官
時
代
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
八
年
）
一
二
六
頁
。

（
69
） 

大
平
喜
間
太
「
松
代
藩
兵
制
士
官
学
校
」（
松
代
小
学
校
編
『
松
代
藩
学
校
沿
革
史
』
松
代
小
学
校
、
一
九
五
三
年
）
四
三
頁
。

（
70
） 

南
坊
平
造
「
明
治
維
新
全
国
諸
藩
の
銃
砲
戦
力
」（『
軍
事
史
学
』
第
十
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
七
年
六
月
）
一
〇
二
頁
。

（
71
） 

「
陸
軍
教
育
史

　
明
治
別
記

　
第
一
巻
稿
」（
防
衛
研
究
所
図
書
館
蔵
）。

（
72
） 

陸
軍
省
調
製
『
兵
器
沿
革
史

　
第
一
輯
』（
陸
軍
省
、
一
九
一
三
年
）
六
一
頁
。

（
73
） 

大
平
喜
間
太
『
松
代
町
史

　
上
巻
』（
松
代
町
役
場
、
一
九
二
九
年
）
六
七
二
頁
。

（
74
） 

「
皇
式
御
流
儀

　
生
兵
教
練
号
令
詞
」（
写
本
、
明
治
二
年
）。

同
文
書
の
内
容
を
見
る
と
、
幕
末
に
蘭
語
のH

oofd

＝R
egts

を
翻
訳
・
成
立
し
て
い
た
「
頭
＝
右
」
の
号
令
が
、
英
語
のE

yes R
ight

を
直

訳
し
た
「
目
右
ニ
準
」
と
い
う
英
式
教
範
そ
の
ま
ま
の
形
で
使
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
赤
松
小
三
郎
・
浅
津
富
之
助
訳
『
英
国
歩
兵
練
法
』（
下
曽
根

稽
古
場
蔵
版
、
一
八
六
五
年
）
も
し
く
は
赤
松
小
三
郎
訳
『
重
訂
英
国
歩
兵
練
法
』（
薩
摩
藩
蔵
版
、
一
八
六
七
年
）
を
元
本
に
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

（
75
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
二
三
頁
。

）
五
一
一
（

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

三
一

（
76
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
文
書

　
三
』
二
八
八
頁
。

（
77
） 

篠
原
宏
『
陸
軍
創
設
史
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
三
年
）
二
八
八
頁
。

（
78
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
二
三
～
二
四
頁
。

（
79
） 

「
集
議
院
日
誌

　
第
七
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
一
九
五
頁
。

（
80
） 

宇
田
友
猪
・
和
田
三
郎
編
『
自
由
党
史

　
上
巻
』（
五
車
楼
、
一
九
一
〇
年
）
三
二
頁
。

（
81
） 

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
部
『
戦
史
叢
書
99

　
陸
軍
軍
戦
備
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
四
頁
。

（
82
） 

海
軍
省
編
『
海
軍
制
度
沿
革

　
巻
二
』（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
四
一
年
）
四
〇
頁
。

（
83
） 

指
原
『
明
治
政
史

　
第
二
冊
』
二
七
三
頁
。

（
84
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
二
五
頁
。

歩
兵
隊
の
編
制
規
模
に
つ
い
て
は
「
六
十
名
ヲ
以
テ
一
小
隊
、
二
小
隊
ヲ
以
テ
一
中
隊
、
五
中
隊
ヲ
以
テ
一
大
隊
」、
砲
兵
に
つ
い
て
は
「
砲
二

門
ヲ
以
テ
一
分
隊
、
三
分
隊
ヲ
以
テ
一
隊
」
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
85
） 

指
原
『
明
治
政
史

　
第
二
冊
』
二
七
三
頁
。

（
86
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
三
二
頁
。

（
87
） 

同
右
、
三
二
頁
。

（
88
） 

同
右
、
三
四
頁
。

（
89
） 

辛
未
徴
兵
の
編
制
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
辛
未
徴
兵
に
関
す
る
一
研
究
」（『
軍
事
史
学
』
第
三
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
六
月
）
を

参
照
。

（
90
） 

御
親
兵
の
編
制
構
想
に
つ
い
て
は
、
山
県
有
朋
「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
確
立
ノ
沿
革
」（
国
家
学
会
編
『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』
三
七
九
～

三
八
〇
頁
）
を
参
照
。

（
91
） 

こ
れ
ら
直
轄
諸
隊
は
、
次
の
よ
う
な
兵
員
素
材
に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

第
一
大
隊
・
第
二
大
隊

　
十
津
川
郷
士
、
諸
藩
の
浪
士
な
ど

）
五
一
三
（



維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
（
淺
川
）

三
一

（
76
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
文
書

　
三
』
二
八
八
頁
。

（
77
） 

篠
原
宏
『
陸
軍
創
設
史
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
三
年
）
二
八
八
頁
。

（
78
） 
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
二
三
～
二
四
頁
。

（
79
） 

「
集
議
院
日
誌

　
第
七
」（
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集

　
第
四
巻

　
憲
政
篇
』）
一
九
五
頁
。

（
80
） 

宇
田
友
猪
・
和
田
三
郎
編
『
自
由
党
史

　
上
巻
』（
五
車
楼
、
一
九
一
〇
年
）
三
二
頁
。

（
81
） 

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
部
『
戦
史
叢
書
99

　
陸
軍
軍
戦
備
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
四
頁
。

（
82
） 

海
軍
省
編
『
海
軍
制
度
沿
革

　
巻
二
』（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
四
一
年
）
四
〇
頁
。

（
83
） 

指
原
『
明
治
政
史

　
第
二
冊
』
二
七
三
頁
。

（
84
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
二
五
頁
。

歩
兵
隊
の
編
制
規
模
に
つ
い
て
は
「
六
十
名
ヲ
以
テ
一
小
隊
、
二
小
隊
ヲ
以
テ
一
中
隊
、
五
中
隊
ヲ
以
テ
一
大
隊
」、
砲
兵
に
つ
い
て
は
「
砲
二

門
ヲ
以
テ
一
分
隊
、
三
分
隊
ヲ
以
テ
一
隊
」
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
85
） 

指
原
『
明
治
政
史

　
第
二
冊
』
二
七
三
頁
。

（
86
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
45

　
兵
制
門
（
一
）』
三
二
頁
。

（
87
） 

同
右
、
三
二
頁
。

（
88
） 

同
右
、
三
四
頁
。

（
89
） 

辛
未
徴
兵
の
編
制
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
辛
未
徴
兵
に
関
す
る
一
研
究
」（『
軍
事
史
学
』
第
三
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
六
月
）
を

参
照
。

（
90
） 

御
親
兵
の
編
制
構
想
に
つ
い
て
は
、
山
県
有
朋
「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
確
立
ノ
沿
革
」（
国
家
学
会
編
『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』
三
七
九
～

三
八
〇
頁
）
を
参
照
。

（
91
） 

こ
れ
ら
直
轄
諸
隊
は
、
次
の
よ
う
な
兵
員
素
材
に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

第
一
大
隊
・
第
二
大
隊

　
十
津
川
郷
士
、
諸
藩
の
浪
士
な
ど

）
五
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
二

第
三
大
隊
・
第
四
大
隊

　
旧
幕
府
歩
兵
（
仏
式
伝
習
隊
）

第
五
大
隊

　
　
　
　
　
　
旧
田
安
兵

第
六
大
隊

　
　
　
　
　
　
旧
一
橋
兵

第
一
遊
軍
隊

　
　
　
　
　
旧
徴
兵
七
番
隊
（
赤
報
隊
）

第
二
遊
軍
隊

　
　
　
　
　
旧
二
番
親
兵
（
黒
谷
浪
士
隊
）

第
三
遊
軍
隊

　
　
　
　
　
旧
水
原
県
兵
（
北
辰
・
金
革
・
居
之
隊
）

）
五
一
四
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
三

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討

─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て

─大
久
保

　
　拓

　
　也

＜

目
次＞

一
　
は
じ
め
に

二
　
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由

三
　
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
と
解
散
事
由
の
検
討

四
　
結
び
に
代
え
て

論
　
説

）
五
六
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
三

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討

─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て

─大
久
保

　
　拓

　
　也

＜

目
次＞

一
　
は
じ
め
に

二
　
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由

三
　
東
京
地
判
令
和
元
年
八
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一
　
は
じ
め
に

株
式
会
社
の
解
散
の
訴
え
の
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
解
散
判
決
制
度
に
倣
い
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て
日
本
法

に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
四
〇
六
条
ノ
二

（
１
））。

解
散
の
訴
え
（
解
散
請
求
権
）
と
い
う
制
度
は
、
主
に
株
式
に
譲

渡
性
の
な
い
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
の
少
数
株
主
が
損
害
を
防
止
す
る
た
め
行
使
す
る
最
後
の
救
済
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
２
）

。

そ
も
そ
も
株
主
権
は
、
社
員
権
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
株
主
が
会
社
か
ら
直
接
経
済
的
な
利
益
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
自
益
権
と
、
会
社

の
経
営
に
参
与
す
る
権
利
で
あ
る
共
益
権
と
に
大
別
で
き
る
と
こ
ろ
、
株
式
会
社
の
解
散
請
求
権
は
共
益
権
に
分
類
さ
れ
る

（
３
）

。
も
っ
と

も
、
こ
の
請
求
権
は
、
解
散
判
決
の
結
果
、
会
社
の
清
算
を
経
て
、
株
主
に
自
益
権
で
あ
る
残
余
財
産
分
配
請
求
権
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、

会
社
の
解
体
と
い
う
非
常
手
段
に
よ
り
株
主
の
救
済
を
す
る
点
で
、
共
益
権
の
中
で
も
特
異
性
を
も
つ

（
４
）

。

会
社
解
散
の
訴
え
と
株
式
の
差
押
え
と
の
関
係
と
い
う
、
手
続
法
と
会
社
法
と
の
交
錯
領
域
に
つ
い
て
判
断
し
た
珍
し
い
事
例
と
し
て

東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
（
判
タ
一
四
六
九
号
二
四
九
頁
、
金
判
一
五
八
四
号
四
〇
頁

（
５
））

が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
会
社
解
散
の
訴
え

の
原
告
適
格
を
認
め
、
解
散
判
決
を
下
し
て
い
る
。

筆
者
は
同
判
例
に
つ
い
て
判
例
評
釈
（
以
下
、「
前
稿
」
と
い
う

（
６
））

で
検
討
し
た
が
、
判
例
評
釈
と
い
う
性
質
上
、
判
例
の
事
案
分
析
に

と
ど
ま
り
、
解
散
事
由
に
関
す
る
検
討
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
稿
を
踏
ま
え
、
同
判
例
を
素
材

に
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
前
稿
を
基
に
検
討
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
前
稿
の
記
述
と
内
容
的
に
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断

り
し
て
お
く
。

）
五
六
六
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
五

二
　
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由

ま
ず
、
二
で
は
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
関
す
る
規
制
の
概
要
と
解
散
事
由
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

１
．
会
社
の
解
散
の
訴
え

株
式
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
、
一
定
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
総
株
主
（
完
全
無
議
決
権
株
式
の
株
主
を
除
く
）
の
議
決
権
の
一
〇
分
の

一
（
定
款
で
引
下
げ
可
）
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
ま
た
は
発
行
済
株
式
（
自
己
株
式
を
除
く
）
の
一
〇
分
の
一
（
定
款
で
引
下
げ
可
）
以

上
の
数
の
株
式
を
有
す
る
株
主
は
、
訴
え
を
も
っ
て
株
式
会
社
の
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
制
度
で
あ
る
（
会
社
法

八
三
三
条
一
項

（
７
））。

解
散
請
求
が
認
め
ら
れ
る
「
一
定
の
事
由
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
解
散
事
由
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
か
つ
③
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。

解
散
事
由
①
は
、
株
式
会
社
が
業
務
の
執
行
に
お
い
て
著
し
く
困
難
な
状
況
に
至
り
、
当
該
株
式
会
社
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

損
害
が
生
じ
、
ま
た
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
で
あ
る
（
会
社
法
八
三
三
条
一
項
一
号
）。
解
散
事
由
②
は
、
株
式
会
社
の
財
産
の

管
理
ま
た
は
処
分
が
著
し
く
失
当
で
、
当
該
株
式
会
社
の
存
立
を
危
う
く
す
る
と
き
、
で
あ
る
（
会
社
法
八
三
三
条
一
項
二
号
）。

解
散
請
求
権
を
行
使
し
、
解
散
判
決
を
得
て
清
算
手
続
き
に
よ
り
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
は
、
解
散
決
議
（
株
主
総
会
の
特

別
決
議
（
会
社
法
四
七
一
条
三
号
、
三
〇
九
条
二
項
一
一
号
））
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
、
究
極
の
投
下
資
本
回
収
手

段
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
８
）

。
も
っ
と
も
、
会
社
法
八
三
三
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
、
通
説
は
、
会
社
の
存
在
そ
の
も
の
に
影
響
す
る
場

合
で
な
い
限
り
、
い
か
に
取
締
役
の
非
行
等
に
よ
っ
て
少
数
株
主
の
保
護
の
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
解
散
請
求
は
認
め
ら
れ
な

）
五
六
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
五

二
　
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由

ま
ず
、
二
で
は
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
関
す
る
規
制
の
概
要
と
解
散
事
由
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

１
．
会
社
の
解
散
の
訴
え

株
式
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
、
一
定
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
総
株
主
（
完
全
無
議
決
権
株
式
の
株
主
を
除
く
）
の
議
決
権
の
一
〇
分
の

一
（
定
款
で
引
下
げ
可
）
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
ま
た
は
発
行
済
株
式
（
自
己
株
式
を
除
く
）
の
一
〇
分
の
一
（
定
款
で
引
下
げ
可
）
以

上
の
数
の
株
式
を
有
す
る
株
主
は
、
訴
え
を
も
っ
て
株
式
会
社
の
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
制
度
で
あ
る
（
会
社
法

八
三
三
条
一
項

（
７
））。

解
散
請
求
が
認
め
ら
れ
る
「
一
定
の
事
由
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
解
散
事
由
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
か
つ
③
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。

解
散
事
由
①
は
、
株
式
会
社
が
業
務
の
執
行
に
お
い
て
著
し
く
困
難
な
状
況
に
至
り
、
当
該
株
式
会
社
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

損
害
が
生
じ
、
ま
た
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
で
あ
る
（
会
社
法
八
三
三
条
一
項
一
号
）。
解
散
事
由
②
は
、
株
式
会
社
の
財
産
の

管
理
ま
た
は
処
分
が
著
し
く
失
当
で
、
当
該
株
式
会
社
の
存
立
を
危
う
く
す
る
と
き
、
で
あ
る
（
会
社
法
八
三
三
条
一
項
二
号
）。

解
散
請
求
権
を
行
使
し
、
解
散
判
決
を
得
て
清
算
手
続
き
に
よ
り
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
は
、
解
散
決
議
（
株
主
総
会
の
特

別
決
議
（
会
社
法
四
七
一
条
三
号
、
三
〇
九
条
二
項
一
一
号
））
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
、
究
極
の
投
下
資
本
回
収
手

段
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
８
）

。
も
っ
と
も
、
会
社
法
八
三
三
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
、
通
説
は
、
会
社
の
存
在
そ
の
も
の
に
影
響
す
る
場

合
で
な
い
限
り
、
い
か
に
取
締
役
の
非
行
等
に
よ
っ
て
少
数
株
主
の
保
護
の
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
解
散
請
求
は
認
め
ら
れ
な

）
五
六
一
（
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三
六

い
と
解
し
て
い
る

（
９
）

。

２
．
解
散
事
由
に
関
す
る
規
制
の
概
要

次
に
、
一
で
述
べ
た
解
散
事
由
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
詳
述
す
る
。

⑴

　解
散
事
由
①

解
散
事
由
①
に
つ
い
て
は
、
単
に
取
締
役
間
に
分
裂
が
生
じ
て
業
務
に
停
滞
が
生
じ
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
が
、
対
立
す
る
株
主

が
二
分
の
一
ず
つ
の
株
式
を
有
し
て
お
り
、
取
締
役
の
改
選
す
ら
で
き
な
い
等
、
い
わ
ゆ
る
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、

会
社
が
業
務
の
執
行
に
お
い
て
著
し
く
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
こ
の
解
散
事
由
①
は
、
資
本
多
数
決
の
原
則

の
下
で
誰
も
支
配
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
資
本
多
数
決
の
原
則
で
は
解
決
不
可
能
で
あ
り
、

ど
ち
ら
に
紛
争
の
帰
責
事
由
が
あ
る
か
、
具
体
的
損
害
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
は
株
主
間
の
紛
争
に
関
与

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（
11
）

。

こ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
、
東
京
地
判
平
成
元
年
七
月
一
八
日
（
判
時
一
三
四
九
号
一
四
八
頁

（
12
））

の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
社
は
、
甲
家
と
乙
家
が

半
額
ず
つ
出
資
し
、
そ
の
経
営
お
よ
び
利
益
配
分
も
両
家
平
等
と
い
う
前
提
で
経
営
さ
れ
て
き
た
株
式
会
社
で
あ
る
。
甲
家
側
の
代
表
取

締
役
で
あ
っ
た
Ａ
の
死
後
、
乙
家
側
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｚ
が
Ａ
の
生
前
に
係
争
株
式
を
Ａ
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
の
で
乙
家
側
が
過
半
数

を
有
し
て
い
る
と
の
虚
偽
の
事
実
を
主
張
し
、
甲
家
側
を
Ｙ
社
の
経
営
か
ら
も
、
ま
た
、
Ｙ
社
の
経
営
に
よ
る
利
益
の
享
受
か
ら
も
排
除

）
五
六
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
七

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
Ｘ
ら
甲
家
側
の
乙
家
側
に
対
す
る
不
信
は
極
め
て
強
度
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
今
後
、

両
者
が
共
同
し
て
Ｙ
社
を
経
営
す
る
こ
と
は
到
底
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
甲
家
側
・
乙
家
側
が
Ｙ
社
の
株
式
を
五
割
ず
つ
保
有
し
て

い
る
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
の
選
任
に
よ
り
Ｙ
社
の
業
務
執
行
の
決
定
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
を
新
た
に

構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
Ｙ
社
は
、
業
務
の
執
行
上
、
著
し
い
難
局
に
逢
着
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ｙ
社

に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
会
社
の
解
散

を
認
め
た
。

次
に
、
東
京
高
判
平
成
三
年
一
〇
月
三
一
日
（
金
判
八
九
九
号
八
頁

（
13
））

は
、
有
限
会
社
に
お
い
て
、
取
締
役
が
二
名
い
る
が
、
両
名
の
対

立
は
根
深
く
、
意
見
の
一
致
を
見
る
余
地
は
な
い
上
、
社
員
は
そ
の
取
締
役
二
名
で
あ
り
、
か
つ
、
両
名
の
有
す
る
出
資
口
数
は
同
数
で

あ
る
か
ら
、
社
員
総
会
に
よ
る
意
思
決
定
も
で
き
な
い
か
ら
、
解
散
事
由
①
に
当
た
り
、
解
散
請
求
す
る
に
つ
き
や
む
を
え
な
い
事
由
が

あ
る
と
し
て
、
解
散
請
求
を
認
め
た
。

⑵

　解
散
事
由
②

解
散
事
由
②
は
、
会
社
財
産
の
流
用
等
経
済
的
不
公
正
の
事
例
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
支
配
権

を
取
得
し
て
い
る
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
あ
く
ま
で
資
本
多
数
決
に
よ
る
処
理
が
原
則
と
な
り
、
例
外
的
に
解
散
判
決
を

下
す
た
め
に
は
、
支
配
株
主
の
側
に
重
大
な
横
領
行
為
等
の
強
度
の
悪
性
の
あ
る
行
為
が
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る

（
15
）

。

こ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
、
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
五
月
一
二
日
（
判
タ
四
七
〇
号
一
九
五
頁

（
16
））

は
、
解
散
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
数
株
主

）
五
六
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
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（
大
久
保
）

三
七

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
Ｘ
ら
甲
家
側
の
乙
家
側
に
対
す
る
不
信
は
極
め
て
強
度
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
今
後
、

両
者
が
共
同
し
て
Ｙ
社
を
経
営
す
る
こ
と
は
到
底
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
甲
家
側
・
乙
家
側
が
Ｙ
社
の
株
式
を
五
割
ず
つ
保
有
し
て

い
る
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
の
選
任
に
よ
り
Ｙ
社
の
業
務
執
行
の
決
定
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
を
新
た
に

構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
Ｙ
社
は
、
業
務
の
執
行
上
、
著
し
い
難
局
に
逢
着
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ｙ
社

に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
会
社
の
解
散

を
認
め
た
。

次
に
、
東
京
高
判
平
成
三
年
一
〇
月
三
一
日
（
金
判
八
九
九
号
八
頁

（
13
））

は
、
有
限
会
社
に
お
い
て
、
取
締
役
が
二
名
い
る
が
、
両
名
の
対

立
は
根
深
く
、
意
見
の
一
致
を
見
る
余
地
は
な
い
上
、
社
員
は
そ
の
取
締
役
二
名
で
あ
り
、
か
つ
、
両
名
の
有
す
る
出
資
口
数
は
同
数
で

あ
る
か
ら
、
社
員
総
会
に
よ
る
意
思
決
定
も
で
き
な
い
か
ら
、
解
散
事
由
①
に
当
た
り
、
解
散
請
求
す
る
に
つ
き
や
む
を
え
な
い
事
由
が

あ
る
と
し
て
、
解
散
請
求
を
認
め
た
。

⑵

　解
散
事
由
②

解
散
事
由
②
は
、
会
社
財
産
の
流
用
等
経
済
的
不
公
正
の
事
例
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
支
配
権

を
取
得
し
て
い
る
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
あ
く
ま
で
資
本
多
数
決
に
よ
る
処
理
が
原
則
と
な
り
、
例
外
的
に
解
散
判
決
を

下
す
た
め
に
は
、
支
配
株
主
の
側
に
重
大
な
横
領
行
為
等
の
強
度
の
悪
性
の
あ
る
行
為
が
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る

（
15
）

。

こ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
、
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
五
月
一
二
日
（
判
タ
四
七
〇
号
一
九
五
頁

（
16
））

は
、
解
散
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
数
株
主

）
五
六
一
（



日
本
法
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　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
八

の
請
求
に
よ
り
、
判
決
に
よ
っ
て
会
社
を
解
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
企
業
の
継
続
が
株
主
の
共
同
利
益
を
害
す
る
き
わ
め
て
例

外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
休
眠
会
社
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
会
社
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
株
主
の
多
数
意
思
の

も
と
に
会
社
が
休
眠
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
会
社
決
算
上
は
債
務
超
過
の
状
態
に
は
な
く
て
も
、
会
社
を
休
眠
状
態

の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
会
社
の
業
務
体
制
の
欠
缺
を
意
味
し
、
会
社
財
産
の
管
理
方
法
と
し
て
は
著
し
く
失
当
と
い
え
る

か
ら
、
近
い
将
来
会
社
が
営
業
活
動
を
再
開
す
る
予
定
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
る
等
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限

り
、
解
散
事
由
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
五
月
一
九
日
（
金
判
八
二
三
号
三
三
頁

（
17
））

は
、
総
合
商
社
Ｘ
社
が
外
国
企
業
Ａ
の
製
品
を
輸
入
す

る
た
め
に
設
立
し
た
Ｙ
株
式
会
社
を
通
じ
て
国
内
の
独
占
販
売
契
約
を
締
結
し
て
い
た
が
、
同
契
約
が
解
除
さ
れ
た
た
め
Ｘ
社
が
Ｙ
社
の

解
散
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
解
散
事
由
②
は
取
締
役
が
会
社
財
産
に
つ
き
不
当
な
処
分
を
し
、
そ
れ
が
多
数
株
主
の
支
持
を
背
景
と

し
て
い
る
場
合
の
ご
と
く
、
会
社
の
誤
っ
た
経
営
ま
た
は
取
締
役
の
非
行
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
是
正
が
期
待
で
き
な
い
場
合

を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
契
約
の
解
除
は
こ
の
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
解
散
請
求
を
認
容
し
な
か
っ
た
。

⑶

　解
散
事
由
③

解
散
事
由
③
に
つ
い
て
は
、
会
社
を
解
散
す
る
以
外
に
は
会
社
の
正
常
な
運
営
、
し
た
が
っ
て
株
主
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
方
法

が
な
い
場
合
で
あ
り
、
解
散
が
い
わ
ば
最
後
の
手
段
で
あ
る
場
合
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。
な
お
、
解
散
と
い
う
結
果
を
得

る
こ
と
と
の
関
係
で
、
解
散
判
決
以
外
に
解
散
に
至
る
途
が
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
か
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
等
が
な
し
得
る
場
合

に
は
そ
ち
ら
に
よ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
解
散
決
議
が
絶
対
に
成
立
し
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
な
場
合
や
、
破
産
の
申
立

）
五
一
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
九

を
し
て
会
社
の
破
産
に
よ
り
解
散
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
得
る
場
合
で
も
良
い
と
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る

（
19
）

。

解
散
事
由
③
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
つ
い
て
、
東
京
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
（
金
判
一
〇
九
一
号
四
〇
頁

（
20
））

は
、
兄
弟
二
名
が

五
割
ず
つ
出
資
持
分
を
保
有
し
て
い
る
有
限
会
社
に
お
い
て
、
兄
弟
間
の
争
い
が
激
し
い
た
め
会
社
の
正
常
な
運
営
を
行
う
こ
と
が
著
し

く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
会
社
の
正
常
な
運
営
を
図
り
、
社
員
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
会
社
を
解
散
す
る
以
外
に
は
事
態
を

打
開
す
る
相
当
な
方
法
な
い
し
手
段
が
な
い
場
合
を
い
う
と
解
し
て
い
る
。

三
　
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
と
解
散
事
由
の
検
討

二
１
で
述
べ
た
よ
う
に
、
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
は
究
極
の
投
下
資
本
回
収
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
二

２
で
述
べ
た
よ
う
に
裁
判
例
を
み
る
と
、
解
散
事
由
に
該
当
す
る
事
例
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
解
散
事
由
に

該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
分
析
が
必
要
に
な
る
。
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
近
時
の
注
目
す
べ
き
裁
判
例

が
、
一
で
述
べ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
議
論
の
整
理
の
た
め
に
、
前
稿
の
議
論
を
参
考
に
し
つ

つ
、
事
案
の
概
要
お
よ
び
判
旨
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
．
事
案
の
概
要

ま
ず
、
当
事
者
の
整
理
で
あ
る
。
Ｘ
社
は
、
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
に
Ａ
に
よ
っ
て
Ａ
を
代
表
取
締
役
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
平

成
二
六
年
六
月
一
三
日
、
Ａ
が
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
Ｂ
が
そ
の
地
位
に
就
い
た
。

）
五
一
五
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

三
九

を
し
て
会
社
の
破
産
に
よ
り
解
散
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
得
る
場
合
で
も
良
い
と
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る

（
19
）

。

解
散
事
由
③
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
つ
い
て
、
東
京
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
（
金
判
一
〇
九
一
号
四
〇
頁

（
20
））

は
、
兄
弟
二
名
が

五
割
ず
つ
出
資
持
分
を
保
有
し
て
い
る
有
限
会
社
に
お
い
て
、
兄
弟
間
の
争
い
が
激
し
い
た
め
会
社
の
正
常
な
運
営
を
行
う
こ
と
が
著
し

く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
会
社
の
正
常
な
運
営
を
図
り
、
社
員
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
会
社
を
解
散
す
る
以
外
に
は
事
態
を

打
開
す
る
相
当
な
方
法
な
い
し
手
段
が
な
い
場
合
を
い
う
と
解
し
て
い
る
。

三
　
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
と
解
散
事
由
の
検
討

二
１
で
述
べ
た
よ
う
に
、
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
は
究
極
の
投
下
資
本
回
収
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
二

２
で
述
べ
た
よ
う
に
裁
判
例
を
み
る
と
、
解
散
事
由
に
該
当
す
る
事
例
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
解
散
事
由
に

該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
分
析
が
必
要
に
な
る
。
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
近
時
の
注
目
す
べ
き
裁
判
例

が
、
一
で
述
べ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
議
論
の
整
理
の
た
め
に
、
前
稿
の
議
論
を
参
考
に
し
つ

つ
、
事
案
の
概
要
お
よ
び
判
旨
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
．
事
案
の
概
要

ま
ず
、
当
事
者
の
整
理
で
あ
る
。
Ｘ
社
は
、
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
に
Ａ
に
よ
っ
て
Ａ
を
代
表
取
締
役
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
平

成
二
六
年
六
月
一
三
日
、
Ａ
が
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
Ｂ
が
そ
の
地
位
に
就
い
た
。

）
五
一
五
（
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十
七
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号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
〇

Ｙ
社
は
、
平
成
一
三
年
三
月
二
二
日
に
設
立
さ
れ
た
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
を
目
的
と
し
、
発
行
済
株
式
（
Ｙ
社
株
式
）
総
数

六
〇
株
の
特
例
有
限
会
社
で
あ
り
、
Ｃ
の
資
産
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
Ｃ
は
、
Ｙ
社
の
唯
一
の
取
締
役
で
あ
り
、
Ｙ
社
株
式
三
〇
株
を
保

有
し
て
い
る
。
他
方
Ｘ
社
は
、
Ｙ
社
株
式
三
〇
株
を
保
有
す
る
株
主
で
あ
る
（
以
下
、
Ｘ
社
が
保
有
す
る
Ｙ
社
株
式
を
「
本
件
株
式
」
と
い
う
）。

本
件
提
訴
に
至
る
経
緯
は＜

時
系
列
表＞

の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
訴
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
一
八
日

2016W
L
JP

C
A
01186004

）
で
、
東
京
地
裁
は
、
本
件
株
式
の
譲
渡
の
効
力
の
争
い
に
つ
い
て
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
株
式
三
〇
株
を
保
有
す
る

株
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
、
ま
た
Ｙ
社
は
Ｘ
社
に
対
し
そ
の
営
業
時
間
内
の
い
つ
に
て
も
平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で

の
会
計
帳
簿
ま
た
は
こ
れ
に
関
す
る
資
料
を
閲
覧
お
よ
び
謄
写
さ
せ
よ
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
Ｘ
社
の
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
二
日
到

達
の
内
容
証
明
郵
便
に
よ
る
平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
八
年
度
ま
で
の
会
計
帳
簿
の
閲
覧
お
よ
び
謄
写
等
請
求
に
対
し
て
、
Ｙ
社
は
、

確
定
し
た
前
訴
判
決
で
認
容
さ
れ
た
部
分
も
含
め
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
え
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
Ｘ
社
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
社
が
、
同
年
一
二
月
二
七
日
に
Ｙ
社
の
解
散
を
求
め
て
本
件
訴
訟
を
提
起
し

た
（
本
件
申
立
て
）。

本
件
申
立
て
後
の
Ｘ
社
・
Ｙ
社
の
対
応
も
本
件
の
整
理
に
必
要
な
範
囲
で
述
べ
て
お
く
。
Ｘ
社
は
、
裁
判
所
の
示
唆
を
受
け
て
、
平
成

三
〇
年
七
月
一
〇
日
、
Ｙ
社
に
対
し
本
件
株
式
に
つ
い
て
名
義
書
換
請
求
を
行
い
、
Ｙ
社
は
、
同
年
九
月
一
三
日
、
Ｘ
社
を
三
〇
株
の
株

主
で
あ
る
旨
の
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
え
を
し
た
。
Ｙ
社
は
、
同
年
一
二
月
五
日
に
お
い
て
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で

の
総
勘
定
元
帳
等
Ｙ
社
の
会
計
帳
簿
の
一
部
を
開
示
し
た
が
、
残
り
の
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
開
示
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、

Ｙ
社
は
、
平
成
三
〇
年
九
月
期
の
定
時
株
主
総
会
に
つ
い
て
、
Ｘ
社
に
対
し
、
招
集
通
知
を
送
付
し
て
い
な
い
。

）
五
一
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

四
一

＜時系列表＞

Ｘ社 Ｄ社 Ｙ社

平成 18 年 Ｄ社ＪＡＳＤＡＱ市場に
上場

平成 24 年 3 月 28 日 Ａを代表取締役として設立

9 月 1 日 Ｃが代表取締役に就任

12 月～

平成 25 年 1 月 25 日 前記合意に基づき、Ｄ株式
を 51 万株取得

3 月 1 日 Ｃ→Ｘ社（当時Ａが 1 人株
主・代表取締役）に対し、
本件株式を代金 150 万円で
譲渡

平成 26 年 6 月 13 日 Ａ代表取締役を辞任、Ｂ代
表取締役に就任

10 月 3 日 （前訴大阪地裁の審理）Ｃの
資産管理会社でＹ社の資産
の大部分はＤ株式である旨
主張

平成 28 年 1 月 18 日 （前訴判決）東京地裁（平成
26 年（ワ）第 29900 号およ
び同 29917 号事件）①Ｘ社
がＹ社株式 30 株を保有する
株主であることを確認、②
Ｙ社はＸ社に対し平成 24 年
度～平成 26 年度の会計帳
簿・資料の閲覧および謄写
を認める

6 月 8 日 Ｘ社：（前訴判決）控訴棄却
の判決

9 月 30 日 平成 28 年 9 月期に、Ｃに対
し役員報酬 540 万円支払

10 月 14 日 Ｄ株式 132 万株をＥ社に 23
億円余で譲渡

平成 29 年 5 月 9 日 （前訴判決）上告棄却・上告
不受理決定

9 月頃 平成 29 年 9 月期に、Ｃに対
し役員報酬 1620 万円支払 
い、役員退職慰労金引当金
11 億円余を計上

10 月 22 日 内容証明郵便により、会計
帳簿の閲覧および謄写等を
請求

株主名簿の名義書換えがな
いとして応じず

12 月 27 日 本件訴訟提起

Ａ・Ｃ間で、Ｄ社の経営サポートについて協議。Ｙ社がＤ株式を取得し、
ＡがＹ社株式の 50％を譲り受けることを合意

Ｄ社株式

本件株式

）
五
一
一
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本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
二

２
．
判
旨

次
に
、
裁
判
所
は
、
Ｙ
社
の
解
散
事
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
Ｘ
社
と
Ｃ
は
、
Ｙ
社
株
式
を
三
〇
株
ず
つ
保
有
し
…
、
Ｃ
が
前
記
の
よ
う
な
確
定
判
決
に
も
従
わ
な
い
態
度
を
示
し
て
Ｘ
社
が
株
主

と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
上
記
金
員
の
分
配
に
つ
い
て
判
断
す
る
前
提
と
な
る
管
理
状
況
を
Ｘ
社
が
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
か
ら
、
Ｙ
社
の
中
心
的
な
目
的
で
あ
る
Ｄ
株
式
か
ら
生
じ
た
利
益
の
分
配
を
行
う
た
め
に
必
要
な
決
算
の
承
認
や
利
益
の
配
当
な
ど
株

主
総
会
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
事
項
の
決
定
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
Ｃ
は
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
か
ら
何
ら
の
利
益
を
得

る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
の
に
、
役
員
報
酬
を
増
額
す
る
な
ど
し
て
Ｙ
社
か
ら
利
益
を
得
た
ほ
か
、
役
員
退
職
慰
労
金
引
当
金
を
約
一
一

億
円
計
上
す
る
な
ど
、
Ｙ
社
か
ら
多
額
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
お
り
…
、
Ｙ
社
に
お
い
て
、
仮
に
株
主
総
会
で
取
締
役
の
報
酬
の
決
定

を
取
締
役
に
委
任
す
る
決
議
が
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
唯
一
の
取
締
役
で
あ
る
Ｃ
が
自
由
に
自
己
の
報
酬
を
定
め
て
会
社
財
産
を
Ｃ
へ

移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
Ｙ
社
の
確
定
判
決
の
既
判
力
を
無
視
す
る
な
ど
の
Ｘ
社
へ
の
対
応
を
み
て
も
、
Ｘ
社
へ
の
利
益

の
移
転
を
防
ぐ
べ
く
、
Ｙ
社
の
資
産
を
Ｂ
へ
役
員
報
酬
な
い
し
退
職
慰
労
金
と
し
て
移
転
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｙ
社
株
式
を

Ｃ
と
Ｘ
社
で
五
〇
％
ず
つ
保
有
す
る
た
め
、
Ｙ
社
の
取
締
役
を
交
代
さ
せ
る
株
主
総
会
決
議
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仮
に
Ｃ
に
つ
い
て

解
任
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
任
取
締
役
を
選
任
す
る
株
主
総
会
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｃ
が
Ｙ
社
の
唯
一
の

取
締
役
で
あ
る
か
ら
…
、
業
務
執
行
が
可
能
な
状
態
を
作
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
解
散
の
訴
え
に
よ
る
ほ
か
現
状
を
打

開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

「
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
社
が
業
務
の
執
行
に
お
い
て
著
し
く
困
難
な
状
況
に
至
り
、
Ｙ
社
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
害
が
生
じ
、

又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
い
え
る
。」

）
五
一
一
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四
三

３
．
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
お
け
る
解
散
事
由
の
該
当
性

前
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
お
い
て
は
、
二
２
で
述
べ
た
⑴
解
散
事
由
①
と
⑶
解
散
事
由
③

に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
二
２
⑴
で
述
べ
た
解
散
事
由
①
は
、
対
立
す
る
株
主
が
二
分
の
一
ず
つ
の
株
式
を
有
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク

状
態
に
あ
る
場
合
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
事
例
は
多
く
、
近
時
の
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
八
年
二
月
一
日

（2016W
L
JP

C
A
02016001 （

21
））、

東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日2016W

L
JP

C
A
10198003

、
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
九
年
一
二

月
二
六
日
金
判
一
五
六
六
号
五
一
頁

（
22
）

等
が
あ
る
。

前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
も
、「
Ｘ
社
と
Ｃ
は
、
Ｙ
社
株
式
を
三
〇
株
ず
つ
保
有
し
…
Ｙ
社
の
中
心
的
な
目
的
で
あ
る
Ｄ

株
式
か
ら
生
じ
た
利
益
の
分
配
を
行
う
た
め
に
必
要
な
決
算
の
承
認
や
利
益
の
配
当
な
ど
株
主
総
会
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
事
項
の
決
定

が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
…
Ｘ
社
へ
の
利
益
の
移
転
を
防
ぐ
べ
く
、
Ｙ
社
の
資
産
を
Ｃ
へ
役
員
報
酬
な
い
し
退
職
慰
労
金
と

し
て
移
転
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｙ
社
株
式
を
Ｃ
と
Ｘ
社
で
五
〇
％
ず
つ
保
有
す
る
た
め
、
Ｙ
社
の
取
締
役
を
交
代
さ
せ
る
株

主
総
会
決
議
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
…
解
散
の
訴
え
に
よ
る
ほ
か
現
状
を
打
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
等
と
認
定
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
と
同
様
に
、
有
限
会
社
に
関
す
る
先
例
（
高
松
高
判
平
成
八
年
一
月
二
九
日
金

判
九
九
六
号
一
七
頁
）
に
お
い
て
も
、
社
員
が
持
分
を
半
数
ず
つ
保
有
し
て
い
る
有
限
会
社
に
つ
い
て
、
当
初
の
会
社
設
立
の
目
的
が
事
実

上
不
可
能
と
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
不
動
産
売
買
代
金
残
金
の
処
理
等
の
た
め
に
存
続
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
、
両
者
が
反
目
し
て
お
り

会
社
の
業
務
執
行
の
決
定
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
持
分
を
他
の
社
員
や
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
会
社
の
解
散
を
命
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
散
事
由
①
に
該
当
す
る
と
い
う
判
断
は
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
一
一
（
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．
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
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日
に
お
け
る
解
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事
由
の
該
当
性

前
稿
で
検
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し
た
と
お
り
、
前
掲
東
京
地
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令
和
元
年
八
月
三
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日
に
お
い
て
は
、
二
２
で
述
べ
た
⑴
解
散
事
由
①
と
⑶
解
散
事
由
③

に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
二
２
⑴
で
述
べ
た
解
散
事
由
①
は
、
対
立
す
る
株
主
が
二
分
の
一
ず
つ
の
株
式
を
有
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク

状
態
に
あ
る
場
合
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
事
例
は
多
く
、
近
時
の
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
八
年
二
月
一
日

（2016W
L
JP

C
A
02016001 （

21
））、

東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日2016W

L
JP

C
A
10198003

、
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
九
年
一
二

月
二
六
日
金
判
一
五
六
六
号
五
一
頁

（
22
）

等
が
あ
る
。

前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
も
、「
Ｘ
社
と
Ｃ
は
、
Ｙ
社
株
式
を
三
〇
株
ず
つ
保
有
し
…
Ｙ
社
の
中
心
的
な
目
的
で
あ
る
Ｄ

株
式
か
ら
生
じ
た
利
益
の
分
配
を
行
う
た
め
に
必
要
な
決
算
の
承
認
や
利
益
の
配
当
な
ど
株
主
総
会
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
事
項
の
決
定

が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
…
Ｘ
社
へ
の
利
益
の
移
転
を
防
ぐ
べ
く
、
Ｙ
社
の
資
産
を
Ｃ
へ
役
員
報
酬
な
い
し
退
職
慰
労
金
と

し
て
移
転
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｙ
社
株
式
を
Ｃ
と
Ｘ
社
で
五
〇
％
ず
つ
保
有
す
る
た
め
、
Ｙ
社
の
取
締
役
を
交
代
さ
せ
る
株

主
総
会
決
議
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
…
解
散
の
訴
え
に
よ
る
ほ
か
現
状
を
打
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
等
と
認
定
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
と
同
様
に
、
有
限
会
社
に
関
す
る
先
例
（
高
松
高
判
平
成
八
年
一
月
二
九
日
金

判
九
九
六
号
一
七
頁
）
に
お
い
て
も
、
社
員
が
持
分
を
半
数
ず
つ
保
有
し
て
い
る
有
限
会
社
に
つ
い
て
、
当
初
の
会
社
設
立
の
目
的
が
事
実

上
不
可
能
と
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
不
動
産
売
買
代
金
残
金
の
処
理
等
の
た
め
に
存
続
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
、
両
者
が
反
目
し
て
お
り

会
社
の
業
務
執
行
の
決
定
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
持
分
を
他
の
社
員
や
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
会
社
の
解
散
を
命
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
散
事
由
①
に
該
当
す
る
と
い
う
判
断
は
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
四

ま
た
、
二
２
⑶
で
前
述
し
た
解
散
事
由
③
は
、
会
社
を
解
散
す
る
以
外
に
は
事
態
を
打
開
す
る
相
当
な
方
法
な
い
し
手
段
が
な
い
場
合

を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
は
、「
Ｘ
社
を
株
主
と
し
て
取
り
扱
う
旨
の
主
張
に
つ
い
て
は
…
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ

て
遮
断
さ
れ
る
事
由
で
あ
る
の
に
、
Ｙ
社
は
…
確
定
判
決
の
既
判
力
を
無
視
し
て
ま
で
Ｘ
社
に
よ
る
株
主
権
の
行
使
を
拒
絶
し
よ
う
と
い

う
強
固
な
態
度
を
示
し
て
お
り
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
え
後
に
お
い
て
も
、
Ｘ
社
の
平
成
二
八
年
一
月
期
以
降
の
会
計
帳
簿
等
の
閲
覧

謄
写
に
応
じ
な
い
…
、
Ｘ
社
に
対
し
平
成
三
〇
年
九
月
期
の
定
時
株
主
総
会
の
招
集
通
知
を
送
付
し
な
い
…
な
ど
、
Ｘ
社
に
よ
る
株
主
権

の
行
使
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｙ
社
が
今
後
も
あ
ら
ゆ
る
理
由
を
付
け
て
Ｘ
社
に
よ
る
株
主
権
の
行
使
を
認
め
な
い
可

能
性
が
高
く
、
Ｙ
社
の
主
張
は
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

Ｙ
社
は
最
高
裁
で
確
定
し
た
前
訴
判
決
に
も
従
わ
ず
、
会
計
帳
簿
の
閲
覧
請
求
権
等
の
株
主
権
の
行
使
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
解
散
事
由
③
に
該
当
す
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
の
判
断
は
、
解
散
事
由
①
・
解
散
事
由
③
に
関
す
る
裁
判
例
・
学
説
の
傾
向
に

沿
う
も
の
で
あ
り
、
解
散
事
由
の
成
立
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
。

４
．
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
お
け
る
解
散
請
求
の
背
景
と
裁
判
所
の
判
断
の
当
否

３
で
は
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
の
解
散
事
由
の
該
当
性
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
同
判
決
で
は
判
決
文
に
直
接
書
か
れ

て
い
な
い
背
景
事
情
が
裁
判
所
の
判
断
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
稿
に
お
い
て
も
検
討
し
た
が
、
前
稿
は
判
例
評

釈
で
あ
っ
た
た
め
こ
の
点
に
関
し
て
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
背
景
事
情
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
検
討

）
五
一
六
（

会
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事
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（
大
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四
五

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴

　本
件
株
式
の
譲
渡

本
件
に
お
け
る
Ｘ
社
と
Ｙ
社
の
対
立
に
は
、
本
件
株
式
の
帰
属
を
め
ぐ
る
当
事
者
間
の
争
い
が
背
景
に
あ
る
。

前
訴
に
よ
れ
ば
、
本
件
株
式
が
Ｙ
社
か
ら
Ｘ
社
に
譲
渡
さ
れ
た
背
景
に
は
、
Ａ
と
Ｃ
と
の
間
の
次
の
合
意
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
Ａ
が
、
Ｃ
と
の
間
で
、
平
成
二
四
年
一
二
月
か
ら
平
成
二
五
年
一
月
二
五
日
ま
で
の
間
こ
ろ
、
Ｄ
社
の
経
営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
協
議
し
、
Ｙ
社
が
Ｄ
株
式
を
取
得
し
、
Ａ
が
Ｙ
社
株
式
の
五
〇
％
を
譲
り
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
、
そ
の
合
意

に
基
づ
き
、
Ｙ
社
は
、
同
日
、
Ｄ
株
式
を
五
一
万
株
取
得
し
、
Ｃ
は
、
同
年
三
月
一
日
、
Ｃ
が
当
時
一
人
株
主
で
あ
り
、
代
表
取
締
役
を

務
め
る
Ｘ
社
に
対
し
、
本
件
株
式
を
代
金
一
五
〇
万
円
で
譲
渡
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
合
意
と
は
、
本
件
譲
渡
の
際
、

「
Ｘ
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
Ａ
が
、
Ｃ
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
Ｄ
社
の
特
別
顧
問
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
Ｄ
社
の
企
業
価

値
・
株
式
価
値
を
向
上
さ
せ
て
、
平
成
二
六
年
一
二
月
末
ま
で
に
Ｄ
社
の
株
式
の
時
価
総
額
を
二
五
〇
億
円
超
に
し
た
上
、
そ
の
後
可
及

的
速
や
か
に
Ｄ
社
の
株
式
を
東
京
証
券
取
引
所
一
部
市
場
に
上
場
さ
せ
る
こ
と
」
を
停
止
条
件
と
す
る
旨
の
合
意
で
あ
り
、
前
訴
に
お
い

て
Ｙ
社
お
よ
び
Ｃ
が
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
一
八
日
）。
前
訴
に
お
い
て
は
こ
の
合
意
に
つ
い
て
本
件
株

式
に
つ
い
て
の
譲
渡
契
約
書
に
記
載
が
な
く
、
本
件
株
式
の
譲
渡
代
金
も
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
意
が
あ
っ
た
と
は
認
定

さ
れ
ず
、
本
件
株
式
は
Ｘ
社
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
Ａ
は
平
成
二
六
年
六
月
に
Ｘ
社
の
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
Ｂ
が
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
上
記
合
意
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｙ
社
が
Ｃ
の
資
産
管
理
会
社
で
あ
る
と
し
て
も
、
Ｃ
は
上

）
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す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴

　本
件
株
式
の
譲
渡

本
件
に
お
け
る
Ｘ
社
と
Ｙ
社
の
対
立
に
は
、
本
件
株
式
の
帰
属
を
め
ぐ
る
当
事
者
間
の
争
い
が
背
景
に
あ
る
。

前
訴
に
よ
れ
ば
、
本
件
株
式
が
Ｙ
社
か
ら
Ｘ
社
に
譲
渡
さ
れ
た
背
景
に
は
、
Ａ
と
Ｃ
と
の
間
の
次
の
合
意
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
Ａ
が
、
Ｃ
と
の
間
で
、
平
成
二
四
年
一
二
月
か
ら
平
成
二
五
年
一
月
二
五
日
ま
で
の
間
こ
ろ
、
Ｄ
社
の
経
営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
協
議
し
、
Ｙ
社
が
Ｄ
株
式
を
取
得
し
、
Ａ
が
Ｙ
社
株
式
の
五
〇
％
を
譲
り
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
、
そ
の
合
意

に
基
づ
き
、
Ｙ
社
は
、
同
日
、
Ｄ
株
式
を
五
一
万
株
取
得
し
、
Ｃ
は
、
同
年
三
月
一
日
、
Ｃ
が
当
時
一
人
株
主
で
あ
り
、
代
表
取
締
役
を

務
め
る
Ｘ
社
に
対
し
、
本
件
株
式
を
代
金
一
五
〇
万
円
で
譲
渡
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
合
意
と
は
、
本
件
譲
渡
の
際
、

「
Ｘ
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
Ａ
が
、
Ｃ
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
Ｄ
社
の
特
別
顧
問
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
Ｄ
社
の
企
業
価

値
・
株
式
価
値
を
向
上
さ
せ
て
、
平
成
二
六
年
一
二
月
末
ま
で
に
Ｄ
社
の
株
式
の
時
価
総
額
を
二
五
〇
億
円
超
に
し
た
上
、
そ
の
後
可
及

的
速
や
か
に
Ｄ
社
の
株
式
を
東
京
証
券
取
引
所
一
部
市
場
に
上
場
さ
せ
る
こ
と
」
を
停
止
条
件
と
す
る
旨
の
合
意
で
あ
り
、
前
訴
に
お
い

て
Ｙ
社
お
よ
び
Ｃ
が
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
東
京
地
判
平
成
二
八
年
一
月
一
八
日
）。
前
訴
に
お
い
て
は
こ
の
合
意
に
つ
い
て
本
件
株

式
に
つ
い
て
の
譲
渡
契
約
書
に
記
載
が
な
く
、
本
件
株
式
の
譲
渡
代
金
も
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
意
が
あ
っ
た
と
は
認
定

さ
れ
ず
、
本
件
株
式
は
Ｘ
社
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
Ａ
は
平
成
二
六
年
六
月
に
Ｘ
社
の
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
Ｂ
が
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
上
記
合
意
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｙ
社
が
Ｃ
の
資
産
管
理
会
社
で
あ
る
と
し
て
も
、
Ｃ
は
上

）
五
一
一
（
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場
会
社
で
あ
っ
た
Ｄ
社
の
代
表
取
締
役
社
長
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
社
の
株
式
の
譲
渡
と
い
う
重
要
事
項
に
つ
い
て
譲
渡
契
約

を
締
結
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
の
助
言
を
元
に
契
約
書
に
上
記
合
意
を
明
記
す
る
と
い
っ
た
対
応
を
と
っ
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
基
本
的
な
対
策
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
が
株
式
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
い
に
発
展
し
た
と
す

れ
ば
、
前
訴
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
は
妥
当
な
判
断
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑵

　株
式
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題

さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
前
訴
判
決
に
お
い
て
Ｘ
社
が
本
件
株
式
三
〇
株
を
保
有
す
る
株
主
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
確
定
判
決
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
従
わ
ず
、
Ｙ
社
が
Ｘ
社
を
株
主
と
し
て
認
め
な
い
態
度
を
と
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
東
京
地
判

令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
よ
れ
ば
、
本
件
訴
訟
提
起
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
七
日
）
後
に
、
平
成
三
〇
年
五
月
二
二
日
第
一
回
弁
論
準
備

手
続
期
日
に
お
い
て
裁
判
所
の
示
唆
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
社
は
よ
う
や
く
本
件
株
式
に
つ
い
て
名
義
書
換
え
を
行
う
こ
と
と
し
、
同

年
九
月
一
三
日
、
Ｘ
社
を
三
〇
株
の
株
主
で
あ
る
旨
の
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
え
を
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
社
は
、
平
成

三
〇
年
九
月
期
の
定
時
株
主
総
会
に
つ
い
て
、
Ｘ
社
に
対
し
、
招
集
通
知
を
送
付
し
て
い
な
い
等
、
前
訴
に
よ
る
確
定
判
決
の
既
判
力
を

無
視
す
る
態
度
を
と
っ
て
き
た
。
他
方
、
Ｃ
は
、
役
員
報
酬
を
増
額
す
る
な
ど
し
て
Ｙ
社
か
ら
多
額
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
株

主
で
あ
る
Ｘ
社
の
Ｃ
に
対
す
る
監
督
是
正
権
の
行
使
が
奏
功
し
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
、
Ｃ
の
態
度
や
Ｙ
社
側
の
対
応
そ
の
も
の
に
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
が
解
散
請
求
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
が
Ｙ
社
の
解
散
判
決
の

成
立
を
認
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｙ
社
側
の
対
応
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

）
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一
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四
七

⑶

　別
訴
無
視
の
問
題

⑵
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
が
Ｙ
社
に
対
し
解
散
事
由
が
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
判

断
に
至
る
背
景
に
は
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
の
株
主
で
あ
る
と
い
う
前
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
後
も
Ｘ
社
を
株
主
と
し
て
認
め
な
い
等
、
裁
判
所
の

別
訴
の
判
断
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
下
し
た
別
訴
の
判
断
に
従
わ
ず
に
事
業
活
動
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
か
ら
厳
し
い
判
断
が
示

さ
れ
る
事
例
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
裁
判
例
と
同
様
に
非
公
開
会
社
に
お
け
る
事
例
を
取
り
上
げ
、

裁
判
所
の
判
断
に
従
わ
な
い
行
動
を
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
て
き
た
か
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

㈠
　
差
止
仮
処
分
命
令
違
反
の
事
例

ま
ず
、
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
（
民
集
四
七
巻
一
〇
号
五
四
二
三
頁

（
23
））

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
定
款
に
株
式
譲
渡
制
限
の
定

め
を
置
く
上
告
人
会
社
が
取
締
役
会
に
お
い
て
第
三
者
割
当
の
方
法
で
訴
外
会
社
に
割
当
て
る
新
株
発
行
を
決
議
し
た
と
こ
ろ
、
被
上
告

人
株
主
が
、
新
株
発
行
差
止
め
の
仮
処
分
命
令
を
得
た
事
例
で
あ
る
。
仮
処
分
命
令
が
出
さ
れ
た
後
、
被
上
告
人
株
主
が
新
株
発
行
差
止

請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
告
人
会
社
は
、
新
株
発
行
を
行
い
、
訴
外
会
社
か
ら
払
込
期
日
に
新
株
払
込
金
の
支
払

を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
株
発
行
に
対
す
る
差
止
請
求
訴
訟
の
審
理
開
始
か
ら
一
年
余
り
後
に
な
っ
て
、
口
頭
弁
論
期
日

に
お
い
て
、
上
告
人
会
社
か
ら
本
件
新
株
発
行
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
新
株
発
行
差
止
請
求
は
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
っ
た
と
の

主
張
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
被
上
告
人
株
主
が
新
株
発
行
差
止
請
求
の
訴
え
を
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
に
変
更
す
る
旨
の
申
立
て
を
し
た

事
例
に
つ
い
て
、
原
審
（
大
阪
高
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
二
日
判
時
一
三
一
一
号
一
二
八
頁
）
は
、
新
株
発
行
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
却
下
し

）
五
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一
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四
七

⑶

　別
訴
無
視
の
問
題

⑵
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
が
Ｙ
社
に
対
し
解
散
事
由
が
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
判

断
に
至
る
背
景
に
は
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
の
株
主
で
あ
る
と
い
う
前
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
後
も
Ｘ
社
を
株
主
と
し
て
認
め
な
い
等
、
裁
判
所
の

別
訴
の
判
断
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
下
し
た
別
訴
の
判
断
に
従
わ
ず
に
事
業
活
動
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
か
ら
厳
し
い
判
断
が
示

さ
れ
る
事
例
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
裁
判
例
と
同
様
に
非
公
開
会
社
に
お
け
る
事
例
を
取
り
上
げ
、

裁
判
所
の
判
断
に
従
わ
な
い
行
動
を
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
て
き
た
か
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

㈠
　
差
止
仮
処
分
命
令
違
反
の
事
例

ま
ず
、
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
（
民
集
四
七
巻
一
〇
号
五
四
二
三
頁

（
23
））

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
定
款
に
株
式
譲
渡
制
限
の
定

め
を
置
く
上
告
人
会
社
が
取
締
役
会
に
お
い
て
第
三
者
割
当
の
方
法
で
訴
外
会
社
に
割
当
て
る
新
株
発
行
を
決
議
し
た
と
こ
ろ
、
被
上
告

人
株
主
が
、
新
株
発
行
差
止
め
の
仮
処
分
命
令
を
得
た
事
例
で
あ
る
。
仮
処
分
命
令
が
出
さ
れ
た
後
、
被
上
告
人
株
主
が
新
株
発
行
差
止

請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
告
人
会
社
は
、
新
株
発
行
を
行
い
、
訴
外
会
社
か
ら
払
込
期
日
に
新
株
払
込
金
の
支
払

を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
株
発
行
に
対
す
る
差
止
請
求
訴
訟
の
審
理
開
始
か
ら
一
年
余
り
後
に
な
っ
て
、
口
頭
弁
論
期
日

に
お
い
て
、
上
告
人
会
社
か
ら
本
件
新
株
発
行
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
新
株
発
行
差
止
請
求
は
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
っ
た
と
の

主
張
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
被
上
告
人
株
主
が
新
株
発
行
差
止
請
求
の
訴
え
を
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
に
変
更
す
る
旨
の
申
立
て
を
し
た

事
例
に
つ
い
て
、
原
審
（
大
阪
高
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
二
日
判
時
一
三
一
一
号
一
二
八
頁
）
は
、
新
株
発
行
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
却
下
し

）
五
一
一
（
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八

た
が
、
被
上
告
人
が
行
っ
た
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
へ
の
変
更
を
適
法
と
し
、
仮
処
分
命
令
違
反
の
新
株
発
行
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
被

上
告
人
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
商
法
〔
筆
者
註
：
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
。
以
下
同
じ
〕
二
八
〇
条
ノ
一
〇
〔
筆
者
註
：
会
社
法
二
一
〇
条
〕
に
基
づ
く
新
株
発

行
差
止
請
求
訴
訟
を
本
案
と
す
る
新
株
発
行
差
止
め
の
仮
処
分
命
令
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
右
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
て
新

株
発
行
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
右
仮
処
分
命
令
違
反
は
、
同
法
二
八
〇
条
ノ
一
五
〔
筆
者
註
：
会
社
法
八
二
八
条
一
項
二
号
〕
に
規
定
す

る
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
無
効
原
因
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
法
二
八
〇
条
ノ
一
〇
に
規
定
す
る
新
株

発
行
差
止
請
求
の
制
度
は
、
会
社
が
法
令
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
っ
て
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
に

よ
り
従
来
の
株
主
が
不
利
益
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
右
新
株
の
発
行
を
差
し
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
の
利
益
の
保
護

を
図
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
二
八
〇
条
ノ
三
ノ
二
〔
筆
者
註
：
公
開
会
社
に
つ
い
て
は
会
社
法
二
〇
一
条
三
項
・
四

項
〕
は
、
新
株
発
行
差
止
請
求
の
制
度
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、
払
込
期
日
の
二
週
間
前
に
新
株
の
発
行
に
関
す
る
事
項
を
公
告
し
、

又
は
株
主
に
通
知
す
る
こ
と
を
会
社
に
義
務
付
け
、
も
っ
て
株
主
に
新
株
発
行
差
止
め
の
仮
処
分
命
令
を
得
る
機
会
を
与
え
て
い
る
と
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
が
新
株
発
行
の
効
力
に
影
響
が
な
い
と
す
れ
ば
、
差
止
請
求
権
を
株
主
の

権
利
と
し
て
特
に
認
め
、
し
か
も
仮
処
分
命
令
を
得
る
機
会
を
株
主
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
止
請
求
権
の
実
効
性
を
担
保
し
よ
う
と

し
た
法
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
事
例
で
は
、
上
告
人
会
社
の
現
経
営
陣
を
支
持
す
る
株
主
と
反
対
す
る
株
主
の
激
し
い
対
立
が
続
い
て
い
た
中
で
行
わ
れ
た
新
株

発
行
差
止
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
た
新
株
発
行
に
つ
い
て
、
無
効
と
判
断
さ
れ
た
。

募
集
株
式
の
発
行
等
の
効
力
が
生
ず
る
と
差
止
め
は
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
力
発
生
前
に
、
株
主
は
、
会
社
を
債
務
者
と

）
五
一
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

四
九

し
て
差
止
請
求
権
を
被
保
全
権
利
と
す
る
募
集
株
式
の
発
行
等
の
差
止
仮
処
分
の
申
請
を
行
う
の
が
通
常
で
あ
る
（
民
事
保
全
法
二
三
条

二
項

（
24
））。

も
っ
と
も
、
仮
処
分
違
反
の
新
株
発
行
が
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
に
お
け
る
無
効
事
由
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
学
説
の

対
立
が
あ
る
が
、
無
効
原
因
に
な
る
と
す
る
無
効
説
が
有
力
で
あ
り

（
25
）

、
前
掲
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
の
多
数
意
見
も
無
効
説
に
立
つ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
例
で
争
わ
れ
た
新
株
発
行
差
止
請
求
は
、
英
米
法
の
差
止
命
令
（injunction

）
に
倣
い
昭
和
二
五
年
改
正
商
法
で

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
英
米
法
で
は
差
止
命
令
違
反
は
裁
判
所
侮
辱
と
し
て
制
裁
が
課
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
26
）

。
こ
の
裁
判
例

に
お
い
て
は
、
上
告
人
会
社
が
差
止
請
求
訴
訟
の
審
理
開
始
か
ら
一
年
余
り
後
に
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
た
新
株
発
行
の
事
実
を
主
張
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
新
株
発
行
差
止
請
求
の
実
効
性
を
失
わ
せ
る
主
張
を
す
る
こ
と
は
、
母
法
で
あ
る
英
米
法
に
照
ら
し
て
考
え
て
み

る
と
、
裁
判
所
侮
辱
的
な
主
張
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る

（
27
）

。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
差
止
仮
処
分
命
令
違
反
が
無
効
原
因
に
な
る
と
判
示
し
た
最
高
裁
の
判
断
は
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
お
い
て
も
会
社
側
が
前
訴
判
決
の
判
断
を
無
視
す

る
対
応
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
侮
辱
的
な
対
応
と
し
て
厳
し
い
評
価
が
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
非
公
開
会
社
に
お
け
る
提
訴
期
間
を
徒
過
し
た
新
株
発
行
無
効
の
訴
え

次
に
、
名
古
屋
地
判
平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
（
判
時
二
三
二
九
号
七
七
頁

（
28
））

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
も
、
非
公
開
会
社
の
事
例
で
あ
る
。

原
告
株
主
は
、
被
告
会
社
の
株
式
の
九
割
を
保
有
し
て
い
た
。
こ
の
株
式
の
帰
属
が
別
件
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
被

告
会
社
の
代
表
取
締
役
（
株
式
の
一
割
を
保
有
）
は
、
取
締
役
会
で
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
り
代
表
取
締
役
が
す
べ
て
引
受
け
る
新
株

株
式
を
行
い
、
新
株
発
行
に
係
る
登
記
も
行
わ
れ
た
。

）
五
一
五
（
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し
て
差
止
請
求
権
を
被
保
全
権
利
と
す
る
募
集
株
式
の
発
行
等
の
差
止
仮
処
分
の
申
請
を
行
う
の
が
通
常
で
あ
る
（
民
事
保
全
法
二
三
条

二
項

（
24
））。

も
っ
と
も
、
仮
処
分
違
反
の
新
株
発
行
が
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
に
お
け
る
無
効
事
由
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
学
説
の

対
立
が
あ
る
が
、
無
効
原
因
に
な
る
と
す
る
無
効
説
が
有
力
で
あ
り

（
25
）

、
前
掲
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
の
多
数
意
見
も
無
効
説
に
立
つ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
例
で
争
わ
れ
た
新
株
発
行
差
止
請
求
は
、
英
米
法
の
差
止
命
令
（injunction

）
に
倣
い
昭
和
二
五
年
改
正
商
法
で

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
英
米
法
で
は
差
止
命
令
違
反
は
裁
判
所
侮
辱
と
し
て
制
裁
が
課
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
26
）

。
こ
の
裁
判
例

に
お
い
て
は
、
上
告
人
会
社
が
差
止
請
求
訴
訟
の
審
理
開
始
か
ら
一
年
余
り
後
に
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
た
新
株
発
行
の
事
実
を
主
張
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
新
株
発
行
差
止
請
求
の
実
効
性
を
失
わ
せ
る
主
張
を
す
る
こ
と
は
、
母
法
で
あ
る
英
米
法
に
照
ら
し
て
考
え
て
み

る
と
、
裁
判
所
侮
辱
的
な
主
張
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る

（
27
）

。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
差
止
仮
処
分
命
令
違
反
が
無
効
原
因
に
な
る
と
判
示
し
た
最
高
裁
の
判
断
は
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
前
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東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
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に
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も
会
社
側
が
前
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の
判
断
を
無
視
す

る
対
応
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
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所
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辱
的
な
対
応
と
し
て
厳
し
い
評
価
が
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
非
公
開
会
社
に
お
け
る
提
訴
期
間
を
徒
過
し
た
新
株
発
行
無
効
の
訴
え

次
に
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名
古
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地
判
平
成
二
八
年
九
月
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〇
日
（
判
時
二
三
二
九
号
七
七
頁

（
28
））

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
も
、
非
公
開
会
社
の
事
例
で
あ
る
。

原
告
株
主
は
、
被
告
会
社
の
株
式
の
九
割
を
保
有
し
て
い
た
。
こ
の
株
式
の
帰
属
が
別
件
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
被

告
会
社
の
代
表
取
締
役
（
株
式
の
一
割
を
保
有
）
は
、
取
締
役
会
で
第
三
者
割
当
て
の
方
法
に
よ
り
代
表
取
締
役
が
す
べ
て
引
受
け
る
新
株

株
式
を
行
い
、
新
株
発
行
に
係
る
登
記
も
行
わ
れ
た
。

）
五
一
五
（
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五
〇

別
件
訴
訟
で
原
告
株
主
が
被
告
会
社
の
株
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
判
決
を
認
容
す
る
最
高
裁
決
定
が
確
定
し
た
後
に
な
っ
て
、
被

告
会
社
か
ら
、
新
株
発
行
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
新
株
発
行
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
原
告

株
主
が
、
新
株
発
行
の
無
効
お
よ
び
不
存
在
確
認
等
を
求
め
た
と
い
う
の
が
事
案
の
概
要
で
あ
る
。

名
古
屋
地
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
認
め
た
。
な
お
、
不
存
在
確
認
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
（
29
）

。「
被
告
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
被
告
代
表
取
締
役
は
、
原
告
株
主
を
被
告
会
社
の
株
主
か
ら
排
斥
す
る
意
図
の
下
、
原
告
株
主
に
知
ら

れ
る
こ
と
な
く
本
件
新
株
発
行
を
行
う
べ
く
、
原
告
株
主
が
こ
れ
を
察
知
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
た
め
の
隠
蔽
工
作
を
繰
り
返
し
て
い
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
…
」「
そ
し
て
、
被
告
会
社
は
、
株
式
の
譲
渡
制
限
を
し
て
い
る
会
社
で
あ
る
と
こ
ろ
…
、
本
件
新
株
発
行
に
よ

り
株
式
の
発
行
を
受
け
た
者
は
、
被
告
代
表
取
締
役
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
き
、
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
性
が

さ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
原
告
株
主
は
、
本
件
新
株
発
行
の
存
在
を
知
っ
た
…
日
…
か
ら
一
年
以
内
に
本
件
新
株
発
行
の
無

効
の
訴
え
を
提
起
し
て
お
り
…
、
訴
訟
提
起
が
不
当
に
遅
延
し
た
と
は
い
え
な
い
。」「
以
上
の
と
お
り
の
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て

は
、
信
義
則
上
、
原
告
株
主
が
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
所
定
の
提
訴
期
間
を
徒
過
し
て
提
起
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当

該
訴
え
は
、
適
法
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

新
株
株
式
の
発
行
に
法
的
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、
無
効
の
一
般
原
則
で
は
対
世
効
も
な
い
こ
と
等
か
ら
法
的
安
定
性
に
欠
け
る
た
め
、

新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
の
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
株
式
会
社
の
成
立
後
に
お
け
る
株
式
の
発
行
（
新
株
発
行
）
の
無
効

は
、
当
該
新
株
発
行
の
発
行
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
、
非
公
開
会
社
に
つ
い
て
は
一
年
以
内
に
、
訴
え
を
も
っ
て
の
み
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
会
社
法
八
二
八
条
一
項
二
号
括
弧
書

（
30
））。

新
株
発
行
の
効
力
が
生
じ
た
日
は
、
払
込
期
日
ま
で
に
払
い
込
み
が
あ
っ
た
新
株
に
つ

）
五
一
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
一

い
て
は
払
込
期
日
（
払
込
期
間
を
定
め
た
場
合
は
払
い
込
み
の
日
）
で
あ
り
、
新
株
引
受
人
は
そ
の
日
か
ら
株
主
と
な
る
（
同
法
二
〇
九
条
一

号
）。
こ
の
事
案
に
お
け
る
新
株
発
行
は
被
告
代
表
取
締
役
が
払
込
期
日
で
あ
る
平
成
二
四
年
六
月
四
日
に
所
定
の
払
込
み
を
し
た
の
に

対
し
、
原
告
株
主
が
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
起
し
た
の
は
同
二
六
年
六
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
案
で
は
、

非
公
開
会
社
で
あ
る
被
告
会
社
の
提
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
効
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
で
は
非
公
開
会
社
が
多
く
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
代
表
者
が
必
要
な
機
関
の
承
認
を
得
ず
に
自
ら
を
引
受
人
と
し
て
新

株
を
発
行
し
、
一
年
の
間
誰
に
も
気
付
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
株
主
が
法
的
瑕
疵
の
あ
る
新
株
発
行
の
存
在
を
認
識
で
き
な
い

と
い
う
事
態
は
起
こ
り
う
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
裁
判
例
で
は
、
①
被
告
会
社
は
、
原
告
株
主
を
排
斥
す
る
意
図
の
下
、
原
告
株
主
に
本
件
新
株
発
行
を
察
知
す
る
機
会

を
失
わ
せ
る
た
め
の
隠
蔽
工
作
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
、
②
原
告
株
主
は
、
本
件
新
株
発
行
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
本
件
新
株
発
行
の
事
実
を
想
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
、
③
被
告
会
社
は
非
公
開
会
社
で
あ
り
、
本
件
新
株
発
行
に
よ

り
株
式
の
発
行
を
受
け
た
者
は
被
告
代
表
取
締
役
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
さ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い

こ
と
、
ま
た
、
④
原
告
株
主
は
、
本
件
新
株
発
行
の
存
在
を
知
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
起
し
て
お

り
、
訴
訟
提
起
が
不
当
に
遅
延
し
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
等
の
理
由
を
挙
げ
て
、
信
義
則
上
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
は
適
法
と
判
示
す

る
。新

株
発
行
無
効
の
訴
え
は
無
効
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
関
係
を
長
期
間
不
安
定
の
状
態
に
置
か
な
い
た
め
に
提
訴
期
間

が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
趣
旨
、
非
公
開
会
社
で
あ
る
た
め
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
判
決
が
信

義
則
違
反
を
根
拠
に
提
訴
期
間
の
例
外
的
取
扱
い
を
認
め
た
の
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る

（
24
）

。
こ
の
裁
判
例
も
、
㈠
で
前
述
し
た
こ
と
と
同

）
五
一
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
一

い
て
は
払
込
期
日
（
払
込
期
間
を
定
め
た
場
合
は
払
い
込
み
の
日
）
で
あ
り
、
新
株
引
受
人
は
そ
の
日
か
ら
株
主
と
な
る
（
同
法
二
〇
九
条
一

号
）。
こ
の
事
案
に
お
け
る
新
株
発
行
は
被
告
代
表
取
締
役
が
払
込
期
日
で
あ
る
平
成
二
四
年
六
月
四
日
に
所
定
の
払
込
み
を
し
た
の
に

対
し
、
原
告
株
主
が
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
起
し
た
の
は
同
二
六
年
六
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
案
で
は
、

非
公
開
会
社
で
あ
る
被
告
会
社
の
提
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
効
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
で
は
非
公
開
会
社
が
多
く
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
代
表
者
が
必
要
な
機
関
の
承
認
を
得
ず
に
自
ら
を
引
受
人
と
し
て
新

株
を
発
行
し
、
一
年
の
間
誰
に
も
気
付
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
株
主
が
法
的
瑕
疵
の
あ
る
新
株
発
行
の
存
在
を
認
識
で
き
な
い

と
い
う
事
態
は
起
こ
り
う
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
裁
判
例
で
は
、
①
被
告
会
社
は
、
原
告
株
主
を
排
斥
す
る
意
図
の
下
、
原
告
株
主
に
本
件
新
株
発
行
を
察
知
す
る
機
会

を
失
わ
せ
る
た
め
の
隠
蔽
工
作
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
、
②
原
告
株
主
は
、
本
件
新
株
発
行
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
本
件
新
株
発
行
の
事
実
を
想
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
、
③
被
告
会
社
は
非
公
開
会
社
で
あ
り
、
本
件
新
株
発
行
に
よ

り
株
式
の
発
行
を
受
け
た
者
は
被
告
代
表
取
締
役
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
さ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い

こ
と
、
ま
た
、
④
原
告
株
主
は
、
本
件
新
株
発
行
の
存
在
を
知
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
本
件
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
を
提
起
し
て
お

り
、
訴
訟
提
起
が
不
当
に
遅
延
し
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
等
の
理
由
を
挙
げ
て
、
信
義
則
上
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
は
適
法
と
判
示
す

る
。新

株
発
行
無
効
の
訴
え
は
無
効
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
関
係
を
長
期
間
不
安
定
の
状
態
に
置
か
な
い
た
め
に
提
訴
期
間

が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
趣
旨
、
非
公
開
会
社
で
あ
る
た
め
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
判
決
が
信

義
則
違
反
を
根
拠
に
提
訴
期
間
の
例
外
的
取
扱
い
を
認
め
た
の
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る

（
24
）

。
こ
の
裁
判
例
も
、
㈠
で
前
述
し
た
こ
と
と
同

）
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

五
二

様
に
、
別
訴
を
無
視
し
た
会
社
に
よ
る
積
極
的
な
新
株
発
行
の
事
実
の
隠
蔽
を
し
た
事
例
で
あ
り
、
法
廷
侮
辱
的
対
応
が
な
さ
れ
た
事
例

と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

四
　
結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
考
察
し
た
前
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事

由
を
検
討
し
た
。
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
は
究
極
の
投
下
資
本
回
収
手
段
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
が
、
裁
判
例
で
は
、
会
社
の
存
在
そ
の
も
の
に
影
響
す
る
場
合
で
な
い
限
り
解
散
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
解
散
事
由
に
該
当
す

る
場
合
を
限
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
三
３
で
述
べ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
に
お
け
る
解
散
事
由
に
つ
い
て

は
、
対
立
す
る
株
主
が
二
分
の
一
ず
つ
の
株
式
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク
状
態
に
あ
り
（
解
散
事
由
①
）、
前
訴
に
お
け
る
裁

判
所
の
判
断
に
従
わ
ず
、
Ｘ
社
の
株
主
権
の
株
主
権
の
行
使
を
認
め
な
い
行
動
を
し
た
等
、
会
社
を
解
散
す
る
以
外
に
は
事
態
を
打
開
す

る
相
当
な
方
法
な
い
し
手
段
が
な
い
と
評
価
さ
れ
る
場
合
（
解
散
事
由
③
）
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
４
で
述
べ
た
解
散
請
求
の
背
景
に
鑑
み
て
も
、
裁
判
所
の
別
訴
の
判
断
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
法
廷
侮
辱
的

な
態
度
と
捉
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
解
散
事
由
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
近
時
も
こ
れ
を
認
容
す
る
裁
判
例

（
31
）

が
下
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
解
散
事
由
の
判
断
を
め
ぐ

る
今
後
の
裁
判
例
の
動
向
に
も
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
。

）
五
一
一
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
三

※
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
石
井
記
念
証
券
研
究
振
興
財
団
令
和
二
年
度
研
究
助
成
金
「
相
続
法
改
正
、
民
事
執
行
法
改
正
と
商
事
法
制

へ
の
影
響
」（
代
表 

松
嶋
隆
弘
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

大
隅
健
一
郎
＝
大
森
忠
夫
『
逐
條
改
正
會
社
法
解
説
（
増
補
第
三
版
）』（
一
九
五
二
年
）
五
三
一
～
五
三
四
頁
。

（
2
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
八
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
四
一
～
一
〇
四
二
頁
。

（
3
） 

田
中
亘
『
会
社
法
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
六
六
頁
。

（
4
） 

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法（
13
）
株
式
会
社
の
解
散
・
清
算
、
外
国
会
社
、
罰
則
』（
一
九
九
〇
年
）
二
三
頁
〔
谷
川
久
執
筆
〕）。

（
5
） 

差
押
え
・
仮
差
押
え
を
受
け
た
株
式
会
社
が
会
社
の
解
散
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇

日
は
、「
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
、
差
押
え
の
対
象
と
な
る
株
式
に
基
づ
く
投
下
資
本
回
収
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
訴
え
が
認

容
さ
れ
た
結
果
生
ず
る
権
利
に
は
差
押
え
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
す
る
と
、
換
価
な
い
し
満
足
と
い
う
目
的
に
沿
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
け
で
な
く
、
差
押
え
の
目
的
物
で
あ
る
株
式
を
消
滅
さ
せ
た
り
、
株
式
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
直
接
執
行
債
務
者
に
取
得
さ
せ
て
し
ま
う
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
換
価
な
い
し
満
足
の
準
備
と
い
う
目
的
を
阻
害
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
執
行
債
権
者
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
会
社
の
解
散
の
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
に
ま
で
差
押
え
の
効
力
を
及
ぼ
す
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
仮
差
押
え
の
目

的
は
、
債
務
者
の
財
産
の
現
状
を
保
存
し
て
金
銭
債
権
の
執
行
を
保
全
す
る
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
力
は
、
同
目
的
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て

の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
債
務
者
の
行
為
を
制
限
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
（
最
高
裁
…
昭
和
四
八
年
三
月
一
三
日
第
三

小
法
廷
判
決
・
民
集
第
二
七
巻
第
二
号
三
四
四
四
頁
参
照
）。
そ
う
す
る
と
、
仮
差
押
え
の
場
合
も
差
押
え
の
場
合
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
、
差
押
え
や
仮
差
押
え
が
あ
っ
て
も
、
原
告
適
格
を
失
わ
な
い
と
判
示
し
た
。
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
の
評
釈
と
し
て
、
弥

永
真
生
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
頁
。

（
6
） 

拙
稿
「
判
批
」
櫻
田
嘉
章
ほ
か
編
『
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
六
二
号
（
二
〇
二
一
（
上
））〔
令
和
二
年
度
判
例
評
論
〕』
法
律
時
報
別
冊

（
二
〇
二
一
年
）
九
四
頁
（
以
下
、「
前
稿
」
と
い
う
）。
本
稿
で
は
、
差
押
え
・
仮
差
押
え
を
受
け
た
株
式
会
社
が
会
社
の
解
散
の
訴
え
の
原
告
適

）
五
一
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
三

※
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
石
井
記
念
証
券
研
究
振
興
財
団
令
和
二
年
度
研
究
助
成
金
「
相
続
法
改
正
、
民
事
執
行
法
改
正
と
商
事
法
制

へ
の
影
響
」（
代
表 

松
嶋
隆
弘
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

大
隅
健
一
郎
＝
大
森
忠
夫
『
逐
條
改
正
會
社
法
解
説
（
増
補
第
三
版
）』（
一
九
五
二
年
）
五
三
一
～
五
三
四
頁
。

（
2
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
八
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
四
一
～
一
〇
四
二
頁
。

（
3
） 

田
中
亘
『
会
社
法
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
六
六
頁
。

（
4
） 

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法（
13
）
株
式
会
社
の
解
散
・
清
算
、
外
国
会
社
、
罰
則
』（
一
九
九
〇
年
）
二
三
頁
〔
谷
川
久
執
筆
〕）。

（
5
） 

差
押
え
・
仮
差
押
え
を
受
け
た
株
式
会
社
が
会
社
の
解
散
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇

日
は
、「
会
社
の
解
散
の
訴
え
は
、
差
押
え
の
対
象
と
な
る
株
式
に
基
づ
く
投
下
資
本
回
収
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
訴
え
が
認

容
さ
れ
た
結
果
生
ず
る
権
利
に
は
差
押
え
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
す
る
と
、
換
価
な
い
し
満
足
と
い
う
目
的
に
沿
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
け
で
な
く
、
差
押
え
の
目
的
物
で
あ
る
株
式
を
消
滅
さ
せ
た
り
、
株
式
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
直
接
執
行
債
務
者
に
取
得
さ
せ
て
し
ま
う
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
換
価
な
い
し
満
足
の
準
備
と
い
う
目
的
を
阻
害
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
執
行
債
権
者
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
会
社
の
解
散
の
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
に
ま
で
差
押
え
の
効
力
を
及
ぼ
す
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
仮
差
押
え
の
目

的
は
、
債
務
者
の
財
産
の
現
状
を
保
存
し
て
金
銭
債
権
の
執
行
を
保
全
す
る
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
力
は
、
同
目
的
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て

の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
債
務
者
の
行
為
を
制
限
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
（
最
高
裁
…
昭
和
四
八
年
三
月
一
三
日
第
三

小
法
廷
判
決
・
民
集
第
二
七
巻
第
二
号
三
四
四
四
頁
参
照
）。
そ
う
す
る
と
、
仮
差
押
え
の
場
合
も
差
押
え
の
場
合
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
、
差
押
え
や
仮
差
押
え
が
あ
っ
て
も
、
原
告
適
格
を
失
わ
な
い
と
判
示
し
た
。
前
掲
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
の
評
釈
と
し
て
、
弥

永
真
生
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
頁
。

（
6
） 

拙
稿
「
判
批
」
櫻
田
嘉
章
ほ
か
編
『
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
六
二
号
（
二
〇
二
一
（
上
））〔
令
和
二
年
度
判
例
評
論
〕』
法
律
時
報
別
冊

（
二
〇
二
一
年
）
九
四
頁
（
以
下
、「
前
稿
」
と
い
う
）。
本
稿
で
は
、
差
押
え
・
仮
差
押
え
を
受
け
た
株
式
会
社
が
会
社
の
解
散
の
訴
え
の
原
告
適

）
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

五
四

格
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
） 

権
利
の
濫
用
を
防
ぐ
た
め
（
大
隅
＝
大
森
・
前
掲
註（
１
）五
三
三
頁
）、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
で
は
総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇
分
の
一
以

上
を
有
す
る
株
主
と
さ
れ
て
い
た
が
、
会
社
の
解
散
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
議
決
権
の
行
使
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
こ
と
、
議
決
権
基
準
の
み

を
採
用
す
る
と
相
互
保
有
株
主
が
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
等
か
ら
、
同
年
改
正
会
社
法
で
は
、
提
訴
権
者
に
つ
き
、
総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇
分

の
一
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
ま
た
は
自
己
株
式
を
除
く
発
行
済
株
式
の
一
〇
分
の
一
以
上
の
数
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
改
正
し
た
（
相
澤

哲
＝
葉
玉
匡
美
「
新
会
社
法
の
解
説（
14
）　
外
国
会
社
・
雑
則
（
上
）」
商
事
一
七
五
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
四
頁
）。

（
8
） 

三
浦
治
『
基
本
テ
キ
ス
ト
会
社
法
（
第
二
版
）』（
二
〇
二
〇
年
）
二
七
三
頁
。

（
9
） 

酒
巻
俊
雄
「
会
社
解
散
請
求
権
の
法
理
」
早
稲
田
法
学
四
〇
巻
一
号
（
一
九
六
五
年
）
四
八
頁
、
青
竹
正
一
『
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
法
規
整
』

（
一
九
七
九
年
）
一
三
七
頁
。
そ
の
た
め
、
解
散
事
由
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
も
厳
格
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
10
） 

酒
巻
俊
雄
＝
龍
田
節
編
集
代
表
『
逐
条
解
説
会
社
法
（
九
巻
）』（
二
〇
一
六
年
）
一
五
三
頁
〔
河
内
隆
史
執
筆
〕、
松
嶋
隆
弘
＝
大
久
保
拓
也

編
『
商
事
法
講
義
一

　
会
社
法
』（
二
〇
二
〇
年
）
二
五
七
頁
〔
金
澤
大
祐
執
筆
〕。

（
11
） 

宍
戸
善
一
「
判
批
」
岩
原
紳
作
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
二
二
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
九
五
頁
。

（
12
） 

前
掲
東
京
地
判
平
成
元
年
七
月
一
八
日
の
評
釈
と
し
て
、
菊
地
雄
介
「
判
批
」
金
判
八
五
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
二
頁
、
宍
戸
善
一
「
判

批
」
ジ
ュ
リ
一
〇
〇
四
号
（
一
九
九
二
年
）
八
八
頁
。

（
13
） 

前
掲
東
京
高
判
平
成
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
評
釈
と
し
て
、
青
木
英
夫
「
判
批
」
金
判
九
〇
九
号
（
一
九
九
三
年
）
四
二
頁
、
川
端
正
文
「
判

批
」『
平
成
四
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
タ
八
二
一
号
（
一
九
九
三
年
）
一
九
八
頁
。

（
14
） 

龍
田
節
＝
前
田
雅
弘
『
会
社
法
大
要
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
七
年
）
四
六
九
頁
。

（
15
） 

宍
戸
・
前
掲
註（
11
）一
九
五
頁
。

（
16
） 

前
掲
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
五
月
一
二
日
の
評
釈
と
し
て
、
西
川
昭
「
判
批
」
金
判
六
七
八
号
（
一
九
八
三
年
）
四
二
頁
。

（
17
） 

前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
五
月
一
九
日
の
評
釈
と
し
て
、
太
田
剛
彦
「
判
批
」『
平
成
元
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
タ
七
三
五
号

（
一
九
九
〇
年
）
二
六
六
頁
。

）
五
一
六
（

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
五

（
18
） 

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
註（
４
）二
五
頁
〔
谷
川
執
筆
〕。

（
19
） 

奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
会
社
法
三
（
第
二
版
）』
別
冊
法
学
セ
ミ
二
三
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
八
六
頁
〔
小
林

量
執
筆
〕。

（
20
） 

前
掲
東
京
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
の
評
釈
と
し
て
、
西
川
昭
「
判
批
」
金
判
一
一
〇
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
頁
。

（
21
） 

前
掲
東
京
地
判
平
成
二
八
年
二
月
一
日
の
評
釈
と
し
て
、
宍
戸
善
一
「
判
批
」『
平
成
二
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
一
八
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
一
二
頁
。

（
22
） 

前
掲
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
の
評
釈
と
し
て
、
林
孝
宗
「
判
批
」
金
判
一
五
九
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
。

（
23
） 

前
掲
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
の
評
釈
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
令
和
元
年
会
社
法
改
正
前
の
学
説
の
状
況
を
詳
し
く
述
べ
る
砂
田
太

士
「
判
批
」
岩
原
紳
作
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
二
二
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
六
頁
と
、
拙
稿
「
判
批
」
神
作

裕
之
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
四
版
）』
近
刊
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
差
止
仮
処
分
に
関
す
る
理
論
的
な
分
析
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
商

法
上
の
差
止
仮
処
分
の
実
効
性
に
つ
い
て
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
頁
、
六
三
巻
二
号

（
一
九
九
七
年
）
二
七
七
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
頁
。

（
24
） 

こ
の
仮
処
分
に
よ
り
会
社
に
対
し
て
は
当
該
新
株
を
発
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
が
直
ち
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
新
堂

幸
司
「
仮
処
分
」
同
『
権
利
実
行
法
の
基
礎
』（
二
〇
〇
一
年
）
四
九
頁
。
こ
れ
は
、
本
案
の
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
実
現
し
た
の
と
同
様
の

結
果
を
債
権
者
に
得
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
満
足
的
仮
処
分
で
あ
る
。

（
25
） 

無
効
説
は
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
発
行
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
と
、
株
主
に
差
止
権
を
認
め
た
法
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
こ
と
、
仮
処
分
無
視
に
対
す
る
損
害
の
算
定
は
困
難
で
あ
る
か
ら
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
で
償
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
る
（
鈴

木
竹
雄
「
新
株
発
行
の
差
止
と
無
効
」
同
『
商
法
研
究
Ⅲ
』（
一
九
七
一
年
）
二
二
九
頁
、
田
中
誠
二
『
三
全
訂
会
社
法
詳
論
（
下
）』（
一
九
九
三

年
）
一
〇
〇
八
頁
、
小
林
量
「
仮
処
分
に
違
反
し
た
新
株
発
行
の
効
力
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
（
下
）」
商
事
一
三
四
九
号
（
一
九
九
四
年
）
二
〇

頁
、
伊
藤
靖
史
ほ
か
『
会
社
法
（
第
五
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
三
四
四
～
三
四
五
頁
〔
松
井
秀
征
〕）。

（
26
） 

大
橋
弘
「
判
解
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
平
成
五
年
度
（
下
））』（
一
九
九
六
年
）
一
〇
二
二
頁
、
一
〇
三
四
頁
。

）
五
一
一
（



会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
（
大
久
保
）

五
五

（
18
） 

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
註（
４
）二
五
頁
〔
谷
川
執
筆
〕。

（
19
） 

奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
会
社
法
三
（
第
二
版
）』
別
冊
法
学
セ
ミ
二
三
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
八
六
頁
〔
小
林

量
執
筆
〕。

（
20
） 
前
掲
東
京
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
の
評
釈
と
し
て
、
西
川
昭
「
判
批
」
金
判
一
一
〇
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
頁
。

（
21
） 

前
掲
東
京
地
判
平
成
二
八
年
二
月
一
日
の
評
釈
と
し
て
、
宍
戸
善
一
「
判
批
」『
平
成
二
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
一
八
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
一
二
頁
。

（
22
） 

前
掲
東
京
地
立
川
支
判
平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
の
評
釈
と
し
て
、
林
孝
宗
「
判
批
」
金
判
一
五
九
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
。

（
23
） 

前
掲
最
判
平
成
五
年
一
二
月
一
六
日
の
評
釈
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
令
和
元
年
会
社
法
改
正
前
の
学
説
の
状
況
を
詳
し
く
述
べ
る
砂
田
太

士
「
判
批
」
岩
原
紳
作
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
二
二
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
六
頁
と
、
拙
稿
「
判
批
」
神
作

裕
之
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
四
版
）』
近
刊
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
差
止
仮
処
分
に
関
す
る
理
論
的
な
分
析
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
商

法
上
の
差
止
仮
処
分
の
実
効
性
に
つ
い
て
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
頁
、
六
三
巻
二
号

（
一
九
九
七
年
）
二
七
七
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
頁
。

（
24
） 

こ
の
仮
処
分
に
よ
り
会
社
に
対
し
て
は
当
該
新
株
を
発
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
が
直
ち
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
新
堂

幸
司
「
仮
処
分
」
同
『
権
利
実
行
法
の
基
礎
』（
二
〇
〇
一
年
）
四
九
頁
。
こ
れ
は
、
本
案
の
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
実
現
し
た
の
と
同
様
の

結
果
を
債
権
者
に
得
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
満
足
的
仮
処
分
で
あ
る
。

（
25
） 

無
効
説
は
仮
処
分
命
令
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
発
行
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
と
、
株
主
に
差
止
権
を
認
め
た
法
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
こ
と
、
仮
処
分
無
視
に
対
す
る
損
害
の
算
定
は
困
難
で
あ
る
か
ら
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
で
償
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
る
（
鈴

木
竹
雄
「
新
株
発
行
の
差
止
と
無
効
」
同
『
商
法
研
究
Ⅲ
』（
一
九
七
一
年
）
二
二
九
頁
、
田
中
誠
二
『
三
全
訂
会
社
法
詳
論
（
下
）』（
一
九
九
三

年
）
一
〇
〇
八
頁
、
小
林
量
「
仮
処
分
に
違
反
し
た
新
株
発
行
の
効
力
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
（
下
）」
商
事
一
三
四
九
号
（
一
九
九
四
年
）
二
〇

頁
、
伊
藤
靖
史
ほ
か
『
会
社
法
（
第
五
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
三
四
四
～
三
四
五
頁
〔
松
井
秀
征
〕）。

（
26
） 

大
橋
弘
「
判
解
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
平
成
五
年
度
（
下
））』（
一
九
九
六
年
）
一
〇
二
二
頁
、
一
〇
三
四
頁
。

）
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

五
六

（
27
） 

松
嶋
隆
弘
『
税
理
士
も
知
っ
て
お
き
た
い

　
実
例
か
ら
学
ぶ

　
同
族
会
社
法
務
ト
ラ
ブ
ル
解
決
集
』（
二
〇
二
一
年
）
七
頁
。

（
28
） 

前
掲
名
古
屋
地
判
平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
吉
本
健
一
「
判
批
」
金
判
一
五
二
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
頁
、
齊
藤
真

紀
「
判
批
」『
平
成
二
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
一
五
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
〇
頁
、
田
中
亘
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
一
九
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
一
〇
頁
参
照
。

（
29
） 

裁
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
判
批
」
判
評
七
〇
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
四
頁
参
照
。

（
30
） 

林
孝
宗
「
判
批
」『
速
報
判
例
解
説－

新
・
判
例
解
説 W
atch

－

二
一
号
』
法
セ
増
刊
（
二
〇
一
七
年
）
一
三
九
頁
、
松
尾
健
一
「
判
批
」
法

教
四
四
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
六
頁
。

（
31
） 

東
京
地
判
令
和
二
年
二
月
一
九
日L

IC

・L
07531468

、
東
京
地
判
令
和
二
年
六
月
二
二
日L

IC

・L
07530744

。

）
五
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

五
七

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の

考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討

笠

　
　原

　
　孝

　
　太

は
じ
め
に

一
九
三
二
年
に
満
洲
国
が
建
国
さ
れ
て
以
来
、
満
ソ
国
境
線
上
で
は
数
多
く
の
小
競
り
合
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
境

紛
争
は
、
一
九
三
九
年
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
を
頂
点
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
一
九
四
一
年
四
月
の
日
ソ
中
立
条
約
締
結
ま
で
頻
発
し
て
い

た
。日

ソ
国
境
紛
争
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
こ
の
約
十
年
間
は
「
小
規
模
国
境
紛
争
期
」「
中
規
模
国
境
紛
争
期
」「
大
規
模
国
境
紛
争
期
」

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
１
）

。

論
　
説

）
九
八
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

五
七

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の

考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討

笠

　
　原

　
　孝

　
　太

は
じ
め
に

一
九
三
二
年
に
満
洲
国
が
建
国
さ
れ
て
以
来
、
満
ソ
国
境
線
上
で
は
数
多
く
の
小
競
り
合
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
境

紛
争
は
、
一
九
三
九
年
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
を
頂
点
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
一
九
四
一
年
四
月
の
日
ソ
中
立
条
約
締
結
ま
で
頻
発
し
て
い

た
。日

ソ
国
境
紛
争
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
こ
の
約
十
年
間
は
「
小
規
模
国
境
紛
争
期
」「
中
規
模
国
境
紛
争
期
」「
大
規
模
国
境
紛
争
期
」

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
１
）

。

論
　
説

）
九
八
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

五
八

一
九
三
二
年
か
ら
三
四
年
の
「
小
規
模
国
境
紛
争
期
」
は
、
ソ
連
側
偵
察
者
の
侵
入
や
原
住
民
の
連
行
な
ど
が
主
で
、
特
別
な
名
称
を

付
け
る
ほ
ど
の
事
件
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た

（
２
）

。

一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
の
「
中
規
模
国
境
紛
争
期
」
は
、
ソ
連
の
赤
軍
増
強
に
伴
い
、
威
力
偵
察
や
国
境
付
近
の
要
点
占
領
な
ど
、

積
極
的
な
動
き
が
表
面
化
し
た
時
期
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
東
部
国
境
で
発
生
し
た
楊
木
林
子
事
件
、
金
廠
溝
事
件
、
長
嶺
子
事
件
な

ど
が
有
名
で
あ
る

（
３
）

。

一
九
三
七
年
か
ら
四
〇
年
の
「
大
規
模
国
境
紛
争
期
」
は
、
日
ソ
ど
ち
ら
か
ま
た
は
双
方
に
よ
り
、
航
空
兵
力
や
機
械
化
兵
力
の
投
入

が
行
わ
れ
た
大
規
模
か
つ
計
画
的
な
近
代
武
力
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
大
規
模
国
境
紛
争
と
は
、
一
九
三
七
年
の
乾
岔
子

島
事
件
、
一
九
三
八
年
の
張
鼓
峰
事
件
、
一
九
三
九
年
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
で
あ
る

（
４
）

。

い
ず
れ
の
国
境
紛
争
も
研
究
対
象
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
影
響
の
大
き
さ
か
ら
、
大
規
模
国
境

紛
争
に
関
す
る
先
行
研
究
の
蓄
積
は
豊
富
で
あ
る
。
特
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
前
に
勃
発
し
た
こ
と
や
〝
紛

争
〟
と
い
う
言
葉
で
は
収
ま
ら
な
い
程
の
規
模
と
期
間
か
ら
、
数
多
く
の
研
究
が
多
角
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

張
鼓
峰
事
件
は
、
規
模
と
期
間
こ
そ
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
日
本
軍
が
「
初
め
て
近
代
戦
の
洗
礼
の
一
端
を
受
け

た
（
５
）

」
戦
い
と
称
さ
れ
る
な
ど
、
本
格
的
な
対
ソ
戦
を
経
験
し
た
紛
争
と
し
て
、
一
定
の
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。

一
方
で
乾
岔
子
島
事
件
は
、
同
じ
大
規
模
国
境
紛
争
に
分
類
さ
れ
な
が
ら
、
他
の
二
つ
の
国
境
紛
争
と
比
較
す
る
と
、
規
模
も
小
さ
く

注
目
度
も
低
い
。
近
年
、
乾
岔
子
島
事
件
を
再
検
討
す
る
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が

（
７
）

、
依
然
と
し
て
そ
の
数
は
少
な
く
、
不
明
確
な
部

分
が
多
い
。

本
論
文
で
は
、
乾
岔
子
島
事
件
の
本
格
的
な
再
検
討
の
第
一
歩
と
し
て
、
事
件
に
至
る
ま
で
の
条
約
及
び
協
定
の
考
察
か
ら
外
交
的
な
背

）
九
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

五
九

景
を
明
ら
か
に
し
、
国
境
紛
争
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

一
．
事
件
の
概
要
と
課
題
の
所
在

乾
岔
子
島
事
件
は
、
満
洲
国
と
ソ
連
の
国
境
と
な
っ
て
い
た

ア
ム
ー
ル
川
（
黒
龍
江
）
の
沿
岸
都
市
、
黒
河
の
下
流
に
浮
か

ぶ
乾
岔
子
島
と
金チ

ン

阿ア

穆ム

河ホ
ウ

島
を
舞
台
に
勃
発
し
た
満
ソ
国
境
紛

争
で
あ
り

（
８
）

、
他
の
大
規
模
国
境
紛
争
と
同
様
に
実
態
は
日
ソ
国

境
紛
争
で
あ
っ
た
。

当
時
、
ア
ム
ー
ル
川
の
航
路
は
上
下
航
と
も
乾
岔
子
島
及
び

金
阿
穆
河
島
の
北
側
を
通
っ
て
い
た
た
め
、
満
洲
国
及
び
日
本

は
両
島
を
共
に
満
洲
国
の
領
土
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た

（
９
）（

図

１
参
照
）。

一
九
三
七
年
六
月
十
九
日
午
前
四
時
頃
、
乾
岔
子
島
に
約

二
十
名
の
ソ
連
国
境
警
備
兵
が
上
陸
し
て
、
同
島
に
設
置
さ
れ

て
い
た
航
路
標
識
第
一
六
八
号
を
打
倒
し
て
、
満
洲
国
人
の
航

路
標
識
点
火
夫
と
採
金
夫
に
退
去
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
同
日
、

図 １　乾岔子島・金阿穆河島周辺及び満洲国の国境認識要図

出典：外務省情報部「乾岔子島事件と満蘇國境問題」『週報』（第 39 号，1937

年）19 頁を基に筆者作成。

）
九
一
九
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

五
九

景
を
明
ら
か
に
し
、
国
境
紛
争
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

一
．
事
件
の
概
要
と
課
題
の
所
在

乾
岔
子
島
事
件
は
、
満
洲
国
と
ソ
連
の
国
境
と
な
っ
て
い
た

ア
ム
ー
ル
川
（
黒
龍
江
）
の
沿
岸
都
市
、
黒
河
の
下
流
に
浮
か

ぶ
乾
岔
子
島
と
金チ

ン

阿ア

穆ム

河ホ
ウ

島
を
舞
台
に
勃
発
し
た
満
ソ
国
境
紛

争
で
あ
り

（
８
）

、
他
の
大
規
模
国
境
紛
争
と
同
様
に
実
態
は
日
ソ
国

境
紛
争
で
あ
っ
た
。

当
時
、
ア
ム
ー
ル
川
の
航
路
は
上
下
航
と
も
乾
岔
子
島
及
び

金
阿
穆
河
島
の
北
側
を
通
っ
て
い
た
た
め
、
満
洲
国
及
び
日
本

は
両
島
を
共
に
満
洲
国
の
領
土
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た

（
９
）（

図

１
参
照
）。

一
九
三
七
年
六
月
十
九
日
午
前
四
時
頃
、
乾
岔
子
島
に
約

二
十
名
の
ソ
連
国
境
警
備
兵
が
上
陸
し
て
、
同
島
に
設
置
さ
れ

て
い
た
航
路
標
識
第
一
六
八
号
を
打
倒
し
て
、
満
洲
国
人
の
航

路
標
識
点
火
夫
と
採
金
夫
に
退
去
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
同
日
、

図 １　乾岔子島・金阿穆河島周辺及び満洲国の国境認識要図

出典：外務省情報部「乾岔子島事件と満蘇國境問題」『週報』（第 39 号，1937

年）19 頁を基に筆者作成。

）
九
一
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

六
〇

乾
岔
子
島
の
上
流
に
位
置
す
る
金
阿
穆
河
島
に
も
約
四
十
名
の
ソ
連
国
境
警
備
兵
が
上
陸
し
、
同
じ
く
所
在
の
満
洲
国
人
に
退
去
を
命
じ

両
島
を
占
領
し
た

（
10
）

。

翌
六
月
二
十
日
早
朝
、
兵
力
十
七
名
の
満
洲
国
軍
の
部
隊
が
乾
岔
子
島
北
方
の
航
路
標
識
、
第
一
七
四
号
付
近
で
ソ
連
砲
艦
一
隻
か
ら

不
法
射
撃
を
受
け
、
交
射
す
る
に
至
っ
た
が
、
紛
争
拡
大
を
避
け
る
た
め
同
島
よ
り
撤
退
し
た

（
11
）

。

一
連
の
事
態
を
知
っ
た
関
東
軍
（
司
令
官
植
田
謙
吉
大
将
）
は
、
六
月
二
二
日
東
條
英
機
軍
参
謀
長
電
に
よ
り
中
央
部
に
報
告
す
る
と
と

も
に
、
第
一
師
団
に
対
し
有
力
な
一
部
を
現
地
に
派
遣
す
る
よ
う
命
じ
た
。
ま
た
満
洲
国
外
交
部
を
通
じ
、
哈
爾
賓
駐
在
の
ソ
連
総
領
事

に
対
し
て
申
し
入
れ
の
措
置
を
と
っ
た

（
12
）

。

し
か
し
六
月
二
三
日
に
は
、
ソ
連
の
汽
艦
、
汽
艇
、
警
備
船
十
数
隻
が
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
方
面
か
ら
下
航
し
て
、
金
阿
穆
河

島
北
側
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
フ
ス
キ
ー
水
路
を
封
鎖
し
た
た
め
事
態
は
著
し
く
緊
迫
し
た

（
13
）

。

六
月
二
四
日
、
参
謀
本
部
は
今
井
淸
次
長
電
を
も
っ
て
東
條
軍
参
謀
長
に
宛
て
て
「
満
洲
領
が
明
ら
か
な
領
土
が
、
ソ
軍
に
よ
っ
て
不

法
に
占
拠
さ
れ
る
こ
と
は
、
将
来
に
及
ぼ
す
影
響
が
重
大
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
と
も
適
宜
の
処
置
に
よ
っ
て
旧
態
の
保
持
に
努
め
ら

れ
た
し
」
と
指
示
し
、
強
い
態
度
に
出
る
こ
と
を
要
求
し
た

（
14
）

。

一
方
で
日
本
は
外
交
交
渉
に
よ
る
平
和
的
解
決
も
試
み
て
お
り
、
六
月
二
八
日
に
モ
ス
ク
ワ
の
重
光
葵
大
使
が
、
日
本
政
府
か
ら
の
訓

令
に
よ
り
、
ボ
リ
ス
・
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
外
務
人
民
委
員
代
理
と
会
見
し
、
目
下
の
事
態
に
対
す
る
深
い
関
心
と
ソ
連
側
の
不
法
行
為
の

是
正
を
申
し
入
れ
た

（
15
）

。

六
月
二
九
日
、
重
光
大
使
は
マ
ク
シ
ム
・
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
と
交
渉
を
重
ね
、
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
が
両
島
か

ら
の
派
遣
部
隊
撤
退
と
原
状
回
復
に
同
意
し
た

（
16
）

。
こ
れ
に
よ
り
平
和
的
な
事
態
収
束
の
道
筋
が
つ
い
た
か
に
思
わ
れ
た
。 ）

九
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

六
一

し
か
し
六
月
三
十
日
、
撤
退
を
約
束
し
た
は
ず
の
ソ
連
の
砲
艇
三
隻
が
、
両
島
の
南
水
道
に
侵
入
し
、
急
速
度
で
遡
行
し
つ
つ
満
洲
国

沿
岸
で
警
戒
中
だ
っ
た
日
本
軍
部
隊
に
対
し
射
撃
を
加
え
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
軍
の
歩
兵
砲
隊
は
、
こ
れ
ら
の
砲
艇
に
応
戦
し
て
砲
火

に
よ
り
一
隻
を
撃
沈
、
一
隻
に
損
傷
を
与
え
他
の
一
隻
を
遁
走
さ
せ
た
。
現
場
は
高
い
緊
張
に
包
ま
れ
た
が
、
そ
の
後
日
ソ
双
方
が
自
制

し
事
件
は
そ
れ
以
上
拡
大
し
な
か
っ
た

（
17
）

。

同
日
夜
半
、
重
光
大
使
は
ス
ト
モ
ニ
ャ
コ
フ
外
務
人
民
委
員
代
理
に
対
し
厳
重
抗
議
を
申
し
入
れ
、
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
と

の
速
や
か
な
る
直
接
会
談
を
求
め
た

（
18
）

。
そ
し
て
、
七
月
一
日
に
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
に
直
接
原
状
回
復
を
提
案
し
た

（
19
）

。

七
月
二
日
リ
ト
ヴ
ィ
ノ
フ
外
務
人
民
委
員
は
、
国
境
警
備
兵
並
び
に
同
島
周
辺
に
集
結
し
て
い
た
艦
艇
の
撤
退
を
約
束
し

（
20
）

、
七
月
三
日

か
ら
四
日
に
か
け
て
艦
艇
及
び
兵
力
の
撤
退
が
実
施
さ
れ
、
乾
岔
子
島
事
件
は
落
着
し
た

（
21
）

。

以
上
が
主
な
先
行
研
究
と
資
料
か
ら
な
る
乾
岔
子
島
事
件
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
を
ソ
連
国
境
警
備
兵
の
突
然
の
上
陸
に
よ
り

始
ま
っ
た
紛
争
と
捉
え
る
こ
と
は
短
絡
的
で
あ
る
。
こ
の
事
件
が
持
つ
国
境
河
川
上
の
紛
争
と
い
う
特
殊
な
性
質
を
考
慮
し
つ
つ
、
事
件

の
背
景
や
勃
発
ま
で
の
経
緯
を
検
討
し
な
け
れ
ば
、
事
件
像
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
。

公
刊
戦
史
で
あ
る
『
戦
史
叢
書
関
東
軍

　
』
で
は
、
乾
岔
子
島
事
件
の
記
述
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
ソ
軍
の
両
島
占
領
の
動
機
に
つ
い
て
、
当
時
日
本
側
で
は
、
ソ
連
が
水
路
協
定
破
棄
の
機
会
に
乾
岔
子
、
金
阿
穆
河
の
両
島
に
兵
を

進
め
、
璦
琿
、
北
京
の
両
条
約
に
よ
る
ソ
領
た
る
主
張
に
対
し
、
既
成
の
事
実
を
作
ろ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
向
き
が
多
か
っ
た

（
22
）

。」

や
は
り
、
満
ソ
国
境
河
川
上
の
紛
争
と
い
う
特
殊
性
と
条
約
を
含
め
た
全
体
的
背
景
の
考
察
無
く
し
て
、
乾
岔
子
島
事
件
の
再
検
討
を

〈1〉

）
九
一
一
（
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検
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再
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法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

六
二

進
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
．
条
約
に
よ
る
国
境
河
川

㈠
　
璦
琿
条
約
と
北
京
条
約

乾
岔
子
島
事
件
は
、
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
を
巡
る
国
境
紛
争
だ
っ
た
た
め
、
両
島
の
帰
属
が
満
洲
国
と
ソ
連
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
の

か
が
重
要
な
争
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
国
境
線
が
ア
ム
ー
ル
川
の
ど
こ
を
通
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題

を
理
解
す
る
た
め
に
関
係
す
る
条
約
を
考
察
す
る
。

か
つ
て
こ
の
地
域
の
問
題
の
当
事
者
で
あ
っ
た
、
帝
政
ロ
シ
ア
と
清
（
後
の
ソ
連
と
中
華
民
国
）
と
の
間
で
、
国
境
画
定
に
関
し
て
結
ば

れ
た
条
約
の
数
は
、
一
六
八
九
年
九
月
六
日
の
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
か
ら
、
一
九
二
九
年
十
二
月
二
二
日
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
議
定
書
ま
で

の
間
に
三
十
を
超
え
る
。
そ
の
内
、
後
の
満
洲
国
と
ソ
連
の
国
境
に
関
係
が
あ
る
条
約
は
十
五

（
23
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
一
八
五
八
年
の

璦
琿
条
約
は
、
ア
ム
ー
ル
川
に
「
国
境
河
川
」
と
い
う
役
割
を
与
え
た
基
礎
的
な
条
約
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
璦
琿
条
約
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

璦
琿
条
約
（
一
八
五
八
年
）

一
．
ア
ル
グ
ン
河
よ
り
松
花
江
海
口
に
至
る
黒
龍
江
松
花
江
の
左
岸
を

・
・
・

露
国
所
属
の
地

・
・
・
・
・
・

と
為
し

・
・
・

、
其
の
江
流
に
順
う
て
烏
蘇
里
河
に
至

る
有
ら
ゆ
る
地
は
両
国
間
に
明
定
せ
ら
れ
た
る
境
界
に
連
接
せ
る
間
曠
地
と
同
じ
き
を
以
て
、
両
国
の
共
管
地
と
為
す
。
黒
龍
江
松

）
九
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

六
三

花
江
烏
蘇
里
河
は
此
後
只
中
露
両
国
船
舶
の
航
行
を
許
し
其
の
他
外
国
船
舶
の
此
江
河
を
航
行
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
黒
龍
江
左
岸

精
奇
里
河
よ
り
以
南
豁ホ

ル
モ
ル
ジ
ン

爾
莫

津
屯
に
至
る
間
に
於
け
る
原
住
の
満
洲
人
等
は
従
来
の
如
く
各
々
其
居
住
せ
る
屯
中
に
永
遠
に
居
住

す
る
こ
と
を
許
し
仍な

お
満
洲
国
大
臣
官
員
を
し
て
管
理
せ
し
め
露
国
人
等
は
彼
等
と
相
和
好
し
侵
犯
す
る
こ
と
を
得
ず
（
傍
点
筆
者
）

一
．
両
国
所
属
の
人
は
相
互
に
平
和
的
態
度
を
と
り
烏
蘇
里
黒
龍
江
松
花
江
沿
岸
に
居
住
す
る
両
国
所
属
の
人
に
対
し
て
一
様
に
交
易

を
為
さ
し
め
官
員
等
は
両
岸
に
於
い
て
彼
此
両
国
の
貿
易
に
従
事
す
る
者
に
対
し
保
護
取
締
を
為
す

一
．
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
と
中
国
鎮
守
黒
龍
江
等
処
将
軍
奕え

き

山さ
ん

と
の
間
に
会
同
議
定
せ
る
条
項
は
永
遠
に
遵
行
し
変
更
す
る
を
得

ざ
る
旨
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
は
露
西
亜
文
字
満
洲
文
字
に
清
書
し
自
ら
之
に
署
名
し
中
国
将
軍
宗
室
奕
山
に
交
付
し
並
び
に
中

国
将
軍
宗
室
奕
山
は
満
洲
文
字
蒙
古
文
字
に
清
書
し
自
ら
之
に
署
名
し
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
に
交
付
し
又
此
の
文
に
依
り
て
清

書
し
両
国
境
界
上
の
人
等
に
曉
諭
す
べ
き
も
の
と
す

（
24
）

右
の
璦
琿
条
約
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
　
ア
ル
グ
ン
川
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
に
至
る
ま
で
の
左
岸
の
土
地
は
ロ
シ
ア
帝
国
に
属
す
る
（
右
岸
に
沿
っ
て
ウ
ス
リ
ー
川
に
至

る
ま
で
は
清
に
属
す
る
）。

⑵
　
ウ
ス
リ
ー
川
と
海
と
の
間
に
存
在
す
る
地
域
（
現
在
の
沿
海
州
南
側
）
は
、
両
国
の
国
境
確
定
を
み
る
ま
で
、
両
国
の
共
有
の
地
と

）
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一
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至
る
間
に
於
け
る
原
住
の
満
洲
人
等
は
従
来
の
如
く
各
々
其
居
住
せ
る
屯
中
に
永
遠
に
居
住

す
る
こ
と
を
許
し
仍な

お
満
洲
国
大
臣
官
員
を
し
て
管
理
せ
し
め
露
国
人
等
は
彼
等
と
相
和
好
し
侵
犯
す
る
こ
と
を
得
ず
（
傍
点
筆
者
）

一
．
両
国
所
属
の
人
は
相
互
に
平
和
的
態
度
を
と
り
烏
蘇
里
黒
龍
江
松
花
江
沿
岸
に
居
住
す
る
両
国
所
属
の
人
に
対
し
て
一
様
に
交
易

を
為
さ
し
め
官
員
等
は
両
岸
に
於
い
て
彼
此
両
国
の
貿
易
に
従
事
す
る
者
に
対
し
保
護
取
締
を
為
す

一
．
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
と
中
国
鎮
守
黒
龍
江
等
処
将
軍
奕え

き

山さ
ん

と
の
間
に
会
同
議
定
せ
る
条
項
は
永
遠
に
遵
行
し
変
更
す
る
を
得

ざ
る
旨
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
は
露
西
亜
文
字
満
洲
文
字
に
清
書
し
自
ら
之
に
署
名
し
中
国
将
軍
宗
室
奕
山
に
交
付
し
並
び
に
中

国
将
軍
宗
室
奕
山
は
満
洲
文
字
蒙
古
文
字
に
清
書
し
自
ら
之
に
署
名
し
露
国
州
総
督
ム
ラ
ビ
ヨ
フ
に
交
付
し
又
此
の
文
に
依
り
て
清

書
し
両
国
境
界
上
の
人
等
に
曉
諭
す
べ
き
も
の
と
す

（
24
）

右
の
璦
琿
条
約
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
　
ア
ル
グ
ン
川
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
に
至
る
ま
で
の
左
岸
の
土
地
は
ロ
シ
ア
帝
国
に
属
す
る
（
右
岸
に
沿
っ
て
ウ
ス
リ
ー
川
に
至

る
ま
で
は
清
に
属
す
る
）。

⑵
　
ウ
ス
リ
ー
川
と
海
と
の
間
に
存
在
す
る
地
域
（
現
在
の
沿
海
州
南
側
）
は
、
両
国
の
国
境
確
定
を
み
る
ま
で
、
両
国
の
共
有
の
地
と

）
九
一
一
（
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六
四

す
る
。

⑶
　
ア
ム
ー
ル
川
、
松
花
江
、
ウ
ス
リ
ー
川
で
の
両
国
の
航
行
を
認
め
、
第
三
国
の
航
行
は
禁
止
す
る
。

⑷
　
ゼ
ー
ア
川
か
ら
南
方
ホ
ル
モ
ル
ジ
ン
屯
に
至
る
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
、
い
わ
ゆ
る
江
東
六
十
四
屯
に
居
住
す
る
満
洲
住
民
は
永
遠
に

そ
の
旧
居
を
保
持
す
る

（
25
）

。

こ
う
し
て
、
か
つ
て
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
第
二
条
に
お
い
て
、
ス
タ
ノ
ブ
ォ
イ
山
脈
を
境
と
し
て
南
側
を
清
領
、
北
側
を
ロ
シ
ア
領
と

し
た
取
り
決
め
が
変
更
さ
れ
、
ア
ム
ー
ル
川
を
も
っ
て
そ
の
北
側
が
ロ
シ
ア
領
、
南
側
が
清
領
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
清
に
璦
琿
条
約
を
批
准
す
る
気
配
が
一
向
に
な
か
っ
た
た
め
、
北
京
駐
箚
ロ
シ
ア
公
使
ニ
コ
ラ
イ
・
イ
グ
ナ
チ
エ
フ

は
、
清
に
対
し
て
条
約
批
准
の
説
得
を
試
み
た

（
26
）

。

こ
の
試
み
は
す
ぐ
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
ア
ロ
ー
戦
争
で
英
仏
軍
が
北
京
に
侵
攻
し
た
際
に
、
逃
れ
よ
う
と
す
る
恭
親
王
（
愛
新

覚
羅
奕
訢
）
を
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
が
引
き
止
め
、
英
仏
の
間
を
斡
旋
し
て
恩
を
売
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
つ
い
に
璦
琿
条
約
を
確
認
さ
せ
る
と

と
も
に
、
新
た
に
北
京
条
約
の
締
結
に
も
成
功
し
た

（
27
）

。
そ
の
北
京
条
約
で
重
要
と
さ
れ
る
第
一
条
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

北
京
条
約
（
一
八
六
〇
年
）

第
一
条

　
一
千
八
百
五
十
八
年
五
月
十
六
日
即
ち
咸
豊
八
年
四
月
二
十
一
日
璦
琿
城
に
於
い
て
締
結
せ
る
和
約
の
第
一
条
を
詳
明
す

る
為
め
同
年
六
月
一
日
即
ち
五
月
三
日
天
津
地
方
に
於
い
て
締
結
せ
る
和
約
の
第
九
条
を
遵
照
し
左
の
如
く
議
定
す

此
の
後
両
国
の
東
部
国
境
は
什シ

勒ル

喀カ

、
額ア

爾ル

古グ

訥ン

両
河
の
会
流
す
る
処
よ
り
即
ち
黒
龍
江
に
順
い
て
下
行
し
該
江
の
烏
蘇
里
河
と
会

）
九
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

六
五

す
る
処
に
至
る
其
の
北
辺
の
地
は
露
国
に
属
し
其
の
南
辺
の
地
の
烏
蘇
里
河
口
に
至
る
迄
の
有
ら
ゆ
る
地
方
は
中
国
に
属
し
烏
蘇
里
河

口
よ
り
南
に
上
が
り
興
凱
湖
に
至
る
間
は
烏
蘇
里
及
松ソ

ン
ガ
チ
ャ

阿
察
二
河
を
以
て
両
国
の
境
界
と
為
し
其
の
二
河
の
東
辺
の
地
は
露
国
に
属
し

二
河
の
西
辺
の
地
は
中
国
に
属
し
松
阿
察
河
の
源
よ
り
両
国
の
国
境
は
興
凱
湖
を
踰
え
て
直
に
白
稜
河
に
至
り
白
稜
河
口
よ
り
山
嶺
に

順
い
て
瑚
布
図
河
口
に
至
り
更
に
瑚
布
図
河
口
よ
り
琿
春
河
と
海
と
の
中
間
の
嶺
に
順
い
図
們
江
口
に
至
る
其
の
東
は
皆
露
国
に
属
し

其
の
西
は
皆
中
国
に
属
し
両
国
の
境
界
は
図
們
江
に
接
す
る
処
に
於
い
て
該
江
口
よ
り
相
距
る
こ
と
二
十
支
里
に
過
ぎ
ず
尚
天
津
和
約

第
九
条
に
據
り
地
図
を
作
成
し
図
内
に
赤
色
を
以
て
境
界
を
分
か
ち
其
の
上
に
露
国
の
阿
巴
瓦
噶
達
耶
熱
皆
伊
亦
喀
拉
瑪
那
倭
怕
啦
薩

土
烏
等
の
字
母
を
書
し
以
て
詳
閲
に
便
易
な
ら
し
め
其
の
地
図
上
に
は
必
ず
両
国
の
大
臣
署
名
捺
印
し
て
證
と
為
す
こ
と
を
要
す

以
上
は
空
曠

・
・
・
・
・

の
地
に
就
き
て

・
・
・
・
・
・

言
え
る
も
の
に
し
て

・
・
・
・
・
・
・
・

若
し
中
国
人
の
居
住
せ
る
処
及
中
国
人
の
占
む
る
漁
猟
の
地
は
均
し
く
之
を
占
む

る
こ
と
を
得
ず
尚
従
来
の
如
く
中
国
人
の
漁
猟
を
許
可
す
べ
し
、
国
境
標
を
建
て
た
る
後
は
永
く
更
改
せ
ず
並
び
に
付
近
及
他
処
の
地

を
侵
占
せ
ざ
る
べ
き
も
の
と
す

（
28
）（

以
下
略
、
傍
点
筆
者
）。

右
の
北
京
条
約
第
一
条
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
　
露
清
両
国
の
東
方
に
お
け
る
国
境
線
は
、
シ
ル
カ
川
と
ア
ル
グ
ン
川
の
合
流
点
を
起
点
と
し
て
ア
ム
ー
ル
川
に
沿
い
、
ア
ム
ー
ル

川
と
ウ
ス
リ
ー
川
と
の
合
流
点
に
至
る
も
の
と
し
、
ア
ム
ー
ル
川
北
岸
は
ロ
シ
ア
領
、
南
岸
は
ウ
ス
リ
ー
川
と
の
合
流
点
ま
で
清
領

と
す
る
。

⑵
　
ウ
ス
リ
ー
川
の
合
流
点
か
ら
興
凱
湖
に
至
る
ま
で
は
、
ウ
ス
リ
ー
川
及
び
ソ
ン
ガ
チ
ャ
川
（
松
阿
察
河
）
を
以
っ
て
国
境
と
な
し
、

）
九
一
一
（
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す
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処
に
至
る
其
の
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辺
の
地
は
露
国
に
属
し
其
の
南
辺
の
地
の
烏
蘇
里
河
口
に
至
る
迄
の
有
ら
ゆ
る
地
方
は
中
国
に
属
し
烏
蘇
里
河

口
よ
り
南
に
上
が
り
興
凱
湖
に
至
る
間
は
烏
蘇
里
及
松ソ

ン
ガ
チ
ャ

阿
察
二
河
を
以
て
両
国
の
境
界
と
為
し
其
の
二
河
の
東
辺
の
地
は
露
国
に
属
し

二
河
の
西
辺
の
地
は
中
国
に
属
し
松
阿
察
河
の
源
よ
り
両
国
の
国
境
は
興
凱
湖
を
踰
え
て
直
に
白
稜
河
に
至
り
白
稜
河
口
よ
り
山
嶺
に

順
い
て
瑚
布
図
河
口
に
至
り
更
に
瑚
布
図
河
口
よ
り
琿
春
河
と
海
と
の
中
間
の
嶺
に
順
い
図
們
江
口
に
至
る
其
の
東
は
皆
露
国
に
属
し

其
の
西
は
皆
中
国
に
属
し
両
国
の
境
界
は
図
們
江
に
接
す
る
処
に
於
い
て
該
江
口
よ
り
相
距
る
こ
と
二
十
支
里
に
過
ぎ
ず
尚
天
津
和
約

第
九
条
に
據
り
地
図
を
作
成
し
図
内
に
赤
色
を
以
て
境
界
を
分
か
ち
其
の
上
に
露
国
の
阿
巴
瓦
噶
達
耶
熱
皆
伊
亦
喀
拉
瑪
那
倭
怕
啦
薩

土
烏
等
の
字
母
を
書
し
以
て
詳
閲
に
便
易
な
ら
し
め
其
の
地
図
上
に
は
必
ず
両
国
の
大
臣
署
名
捺
印
し
て
證
と
為
す
こ
と
を
要
す

以
上
は
空
曠

・
・
・
・
・

の
地
に
就
き
て

・
・
・
・
・
・

言
え
る
も
の
に
し
て

・
・
・
・
・
・
・
・

若
し
中
国
人
の
居
住
せ
る
処
及
中
国
人
の
占
む
る
漁
猟
の
地
は
均
し
く
之
を
占
む

る
こ
と
を
得
ず
尚
従
来
の
如
く
中
国
人
の
漁
猟
を
許
可
す
べ
し
、
国
境
標
を
建
て
た
る
後
は
永
く
更
改
せ
ず
並
び
に
付
近
及
他
処
の
地

を
侵
占
せ
ざ
る
べ
き
も
の
と
す

（
28
）（

以
下
略
、
傍
点
筆
者
）。

右
の
北
京
条
約
第
一
条
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
　
露
清
両
国
の
東
方
に
お
け
る
国
境
線
は
、
シ
ル
カ
川
と
ア
ル
グ
ン
川
の
合
流
点
を
起
点
と
し
て
ア
ム
ー
ル
川
に
沿
い
、
ア
ム
ー
ル

川
と
ウ
ス
リ
ー
川
と
の
合
流
点
に
至
る
も
の
と
し
、
ア
ム
ー
ル
川
北
岸
は
ロ
シ
ア
領
、
南
岸
は
ウ
ス
リ
ー
川
と
の
合
流
点
ま
で
清
領

と
す
る
。

⑵
　
ウ
ス
リ
ー
川
の
合
流
点
か
ら
興
凱
湖
に
至
る
ま
で
は
、
ウ
ス
リ
ー
川
及
び
ソ
ン
ガ
チ
ャ
川
（
松
阿
察
河
）
を
以
っ
て
国
境
と
な
し
、

）
九
一
一
（
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六
六

そ
の
東
岸
を
ロ
シ
ア
領
、
そ
の
西
岸
を
清
領
と
す
る
。
さ
ら
に
両
国
の
国
境
は
ソ
ン
ガ
チ
ャ
川
の
源
か
ら
興
凱
湖
を
横
切
り
、
ベ
レ

ン
ホ
ウ
川
に
至
り
、
山
脈
に
従
っ
て
豆
満
江
口
に
至
る
線
を
以
て
画
し
、
そ
の
線
の
東
方
は
ロ
シ
ア
、
西
方
は
清
国
に
属
す
る

（
29
）

。

⑶
　
清
国
人
（
満
洲
人
）
が
既
に
居
住
し
て
い
る
地
な
ら
び
に
、
彼
ら
が
占
有
し
て
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
地
は
、
ロ
シ
ア
が
占
有
せ

ず
に
引
き
続
き
活
動
が
許
可
さ
れ
る

（
30
）

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
全
て
に
関
係
す
る
興
味
深
い
点
は
、
北
京
条
約
第
一
条
の
後
段
に
「
以
上
は
空
曠
の
地
に
就
き
て
言
え
る
も
の
に
し

て
」
と
い
う
条
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
、
ア
ム
ー
ル
川
の
北
側
及
び
ウ
ス
リ
ー
川
、

ソ
ン
ガ
チ
ャ
川
か
ら
豆
満
江
ま
で
の
東
部
国
境
以
東
を
ロ
シ
ア
領
と
す
る
こ
と
は
、〝
空
曠
の
地
〟
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、〝
空
曠
で
な
い

地
〟
す
な
わ
ち
広
々
と
し
て
い
な
い
土
地
は
対
象
外
に
な
る
。

こ
の
〝
空
曠
〟
が
地
理
的
な
意
味
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
集
落
の
有
無
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
清
の
立
場
と
し
て
は
ア
ム
ー
ル

川
の
北
側
す
べ
て
が
無
条
件
で
ロ
シ
ア
領
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
極
め
て
重
要
な
文
言
が
、
ロ
シ
ア
語
文
で
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
31
）

。
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
条

文
の
該
当
箇
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Е
сли бы

 в вы
ш

еозначенны
х м

естах оказались поселения К
итайских подданны

х, то Р
усское 

П
равительство обязуется оставить их на тех ж

е местах, и дозволить по преж
нему заниматься ры

бны
ми и 

зверины
ми промы

слами. （
32
）

（
筆
者
試
訳
：
も
し
前
述
の
場
所
に
中
国
国
民
の
移
住
地
が
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
政
府
は
彼
ら
を
そ
の
場
に
残
し
、
従
来
通
り
漁
猟
に
従
事
す
る
こ
と
を

）
九
一
八
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

六
七

許
可
す
る
義
務
を
負
う
。）

ロ
シ
ア
語
で
も
既
に
清
国
人
が
居
住
し
て
い
る
地
や
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
場
に
留
ま
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

が
、
条
文
全
体
に
か
か
っ
て
い
た
〝
空
曠
の
地
〟
と
い
う
限
定
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
文
の
「
…
中
国
人
の
漁
猟
を
許
可
す
べ

し
」
の
主
語
が
ロ
シ
ア
政
府
（Русское П

равительство

）
に
な
っ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
漢
文
で
は
主
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
た

め
、
条
約
締
結
時
に
両
国
が
合
意
し
て
対
等
の
立
場
で
許
可
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ロ
シ
ア
語
文
の
よ
う
に
許
可
す

る
主
体
が
ロ
シ
ア
政
府
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
こ
で
「
中
国
国
民
」
す
な
わ
ち
清
国
の
住
民
が
生
活
し
て
い
た
と
し
て
も
ロ
シ
ア
の
領
土

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
33
）

。

こ
の
よ
う
に
漢
文
と
ロ
シ
ア
語
文
で
は
相
違
点
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
の
条
文
に
よ
っ
て
領
土
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
、
領
土
認
識

に
不
一
致
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
条
約
と
い
う
も
の
は
た
と
え
結
果
的
に
不
具
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
本
条
約
に
お
い
て
も
条
文
を
補
う
資
料
と
し
て
地
図
の
作
成
が
文
言
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
地
図
の
署
名
調
印
を
め
ぐ
っ
て
露
清
の
対
立
が
あ
っ
た
。
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
は
条
約
の
署
名
調
印
前
の
あ
る
日
に
お
い
て
、

自
身
が
署
名
し
た
ロ
シ
ア
側
の
地
図
（
東
西
両
界
全
図
）
を
恭
親
王
に
手
交
し
、
そ
れ
に
署
名
調
印
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
東
西
両
界
全

図
は
相
当
詳
細
な
地
図
で
は
あ
っ
た
が
、
恭
親
王
は
ロ
シ
ア
側
の
地
図
だ
け
に
よ
っ
て
分
境
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
主
張
し
、

清
側
の
地
図
も
使
用
し
て
ロ
シ
ア
と
共
同
調
査
を
行
い
、
境
界
が
明
確
に
な
っ
た
後
に
双
方
が
署
名
調
印
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
提
案
し
、

イ
グ
ナ
チ
エ
フ
も
こ
れ
を
承
諾
し
た

（
34
）

。
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六
八

一
八
六
一
年
四
月
露
清
両
国
の
国
境
委
員
が
ウ
ス
リ
ー
川
か
ら
豆
満
江
ま
で
の
実
地
踏
査
を
行
っ
た
。
そ
の
後
両
国
委
員
は
踏
査
結
果

に
意
見
の
一
致
を
見
た
た
め
、
同
年
五
月
に
ロ
シ
ア
と
清
は
新
た
に
興
凱
湖
界
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
興
凱
湖
界
約
締
結
の
際
、
清
側
代
表
が
持
参
し
た
地
図
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
清
側
は
、
こ
の
ま
ま

で
は
北
京
条
約
の
「
以
上
は
空
曠
の
地
に
就
き
て
言
え
る
も
の
に
し
て
」
と
い
う
、
清
に
と
っ
て
重
要
な
文
言
の
存
在
も
ロ
シ
ア
側
に
虚

説
扱
い
さ
れ
か
ね
な
い
と
憂
慮
し
、
そ
れ
ま
で
拒
否
し
て
き
た
東
西
両
界
全
図
へ
の
署
名
調
印
を
決
断
し
た
。

同
地
図
に
は
ア
ム
ー
ル
川
の
北
を
ロ
シ
ア
、
南
を
清
と
す
る
こ
と
を
地
図
に
表
す
た
め
に
ア
ム
ー
ル
川
に
赤
線
が
引
か
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
赤
線
は
ア
ム
ー
ル
川
上
の
主
要
な
中
州
の
大
部
分
を
ロ
シ
ア
領
に
取
り
込
む
よ
う
に
引
か
れ
て
お
り
、
や
は
り
ロ
シ
ア
側
に

有
利
な
地
図
で
あ
っ
た

（
35
）

。
そ
し
て
こ
の
地
図
が
、
後
の
乾
岔
子
島
事
件
を
め
ぐ
る
モ
ス
ク
ワ
で
の
外
交
交
渉
で
、
ソ
連
側
が
乾
岔
子
島
を

自
国
領
と
主
張
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。

㈡
　
黒
瞎
子
島
の
例
に
み
る
帝
政
ロ
シ
ア
に
よ
る
現
状
変
更

璦
琿
条
約
と
北
京
条
約
に
よ
っ
て
、
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
が
浮
か
ぶ
ア
ム
ー
ル
川
が
国
境
と
な
り
、
河
川
を
以
っ
て
領
土
を
隔
て

る
こ
と
が
決
定
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
文
の
文
言
の
解
釈
に
相
違
が
あ
っ
た
た
め
に
、
ア
ム
ー
ル
川
を
含
む
総

延
長
約
三
千
㎞
の
国
境
河
川
に
浮
か
ぶ
、
約
千
三
百
も
の
中
州
の
帰
属
問
題
が
発
生
し
た

（
36
）

。
そ
し
て
、
力
が
衰
え
て
い
く
清
の
隙
を
見

て
、
帝
政
ロ
シ
ア
が
と
っ
た
行
動
は
、
力
に
よ
る
現
状
変
更
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
で
ウ
ス
リ
ー
川
と
の
合
流

地
点
に
あ
る
黒コ

ク
カ
ク
ズ

瞎
子
島
（
ロ
シ
ア
語
名
：
カ
ザ
ケ
ウ
イ
ッ
チ
島
）
の
占
領
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。

こ
の
中
州
は
日
本
の
対
馬
ほ
ど
も
あ
る
広
大
な
面
積
を
有
す
る
上
に
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
の
眼
前
に
位
置
し
て
お
り
、
ソ
連
に
と
っ
て
は

）
一
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

六
九

戦
略
上
極
め
て
重
要
な
中
州
で
あ
っ
た
。
も
し
も
敵
対
国
が
黒
瞎
子
島
に
要
塞
を

構
築
し
、
砲
台
を
据
え
た
な
ら
ば
、
有
事
に
際
し
て
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
は
壊
滅
的
な

打
撃
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た

（
37
）

。

も
と
も
と
黒
瞎
子
島
は
清
の
綏ふ

遠え
ん

州
（
後
の
撫ふ

遠え
ん

県
）
の
管
轄
下
に
あ
り
、

一
九
〇
九
年
に
は
清
の
学
校
開
設
に
当
た
り
、
同
島
の
児
童
に
入
学
を
勧
誘
し
た

事
実
や
、
一
九
一
〇
年
に
清
国
人
と
ホ
ジ
ェ
ン
族
合
わ
せ
て
十
五
戸
が
島
内
で
開

墾
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た

（
38
）

。

し
か
し
、
帝
政
ロ
シ
ア
は
清
の
辺
境
に
お
け
る
統
治
能
力
の
低
下
に
乗
じ
て
、

一
八
八
六
年
頃
に
は
、
黒
瞎
子
島
に
設
置
さ
れ
て
い
た
界
標
を
遥
か
南
の
烏
蘇
鎮

ま
で
移
動
し
、
黒
瞎
子
島
の
南
側
を
流
れ
る
カ
ザ
ケ
ウ
イ
ッ
チ
水
道
こ
そ
が
国
境

河
川
だ
と
主
張
し
は
じ
め
て
い
た

（
39
）（

図
２
参
照
）。

帝
政
ロ
シ
ア
は
結
果
的
に
露
清
の
力
関
係
を
背
景
に
同
島
を
占
領
し
、
以
後
ロ

シ
ア
人
が
漁
や
草
苅
の
た
め
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
家
屋
や
船
渠
を
建
設

し
た
。
そ
し
て
辛
亥
革
命
及
び
ロ
シ
ア
革
命
後
の
一
九
一
八
年
に
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

政
府
が
中
華
民
国
の
船
舶
に
対
し
、
黒
瞎
子
島
北
側
水
路
（
ア
ム
ー
ル
川
本
流
）
の

航
行
を
禁
止
し
た
た
め
、
以
降
黒
瞎
子
島
の
北
側
水
路
の
航
行
が
で
き
な
く
な
っ

た
（
40
）

。
こ
の
時
中
華
民
国
は
ソ
連
の
占
領
を
黙
認
し
、
実
効
支
配
を
許
す
こ
と
に

図 2　黒瞎子島周辺要図

　　出典：Google map を基に筆者作成。
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七
〇

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ソ
連
は
ア
ム
ー
ル
川
の
中
州
を
占
領
す
る
こ
と
で
、
中
州
だ
け
で
な
く
河
川
の
本
流
で
あ
る
航
路
ま
で
も
支
配
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
三
二
年
に
満
洲
国
が
建
国
し
、
国
境
河
川
上
の
中
州
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
ソ
連
と
満
洲
国
の
問
題
に
移
行
し
た
。

㈢
　
満
洲
国
と
ソ
連
の
主
張

中
州
の
帰
属
に
つ
い
て
曖
昧
な
上
、
璦
琿
条
約
の
第
一
条
で
は
「
黒
龍
江
松
花
江
烏
蘇
里
河
は
此
後
只
中
露
両
国
船
舶
の
航
行
を
許

し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ア
ム
ー
ル
川
全
域
に
お
い
て
満
ソ
双
方
が
平
等
の
航
行
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
た
と
え
中
州
に
よ
っ
て
水
路

が
分
岐
し
て
も
、
満
ソ
い
ず
れ
も
ど
ち
ら
の
航
路
も
航
行
可
能
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
決
め
で
は
、
満
洲
国
と
ソ
連
に
中
州

の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

ソ
連
は
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
の
領
有
を
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
の
最
も
有
力
な
根
拠
は
、
前
述
の
北
京
条
約
付
属
地
図
で
あ
る
。

同
地
図
で
ア
ム
ー
ル
川
上
の
中
州
の
大
部
分
が
帝
政
ロ
シ
ア
に
取
り
込
む
よ
う
に
引
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ソ
連
は
こ
の
地
図
を
根
拠

に
中
州
の
領
有
を
主
張
し
た

（
41
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
主
張
に
は
地
図
上
の
赤
線
が
国
境
線
を
表
す
効
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
残
る
。
北
京
条
約
で

は
、
ア
ム
ー
ル
川
を
隔
て
て
露
清
を
分
つ
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
図
に
書
き
込
ま
れ
た
赤
線
は
、
ア
ム
ー
ル
川
が

両
国
の
境
界
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
意
味
す
る
の
み
で
、
国
境
線
の
位
置
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
中
州

の
帰
属
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
反
論
も
あ
っ
た

（
42
）

。
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乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
一

一
方
満
洲
国
は
、
璦
琿
条
約
に
基
づ
い
て
、
も
と
も
と
ス
タ
ノ
ブ
ォ
イ
山
脈
ま
で
あ
っ
た
清
の
領
土
を
帝
政
ロ
シ
ア
に
割
譲
し
た
と
い

う
割
譲
国
の
立
場
か
ら
、
ア
ム
ー
ル
川
に
つ
い
て
は
被
割
譲
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
側
川
岸
の
低
水
線
が
国
境
に
な
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

た
（
43
）

。
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
川
の
中
州
は
す
べ
て
満
洲
国
の
帰
属
に
な
る
が
、
ソ
連
の
合
意
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
一
方
的
か

つ
非
現
実
的
な
主
張
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

た
だ
し
満
洲
国
は
、
国
際
河
川
に
関
す
る
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
に
お
い
て
は
有
利
だ
っ
た
。
こ
れ
は
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
、
国

家
間
に
特
別
な
取
り
決
め
が
な
い
場
合
、
国
際
可
航
河
川
に
お
い
て
は
、
下
流
に
向
か
う
主
要
航
路
の
中
心
線
を
国
境
と
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
当
て
は
め
た
場
合
、
国
境
線
は
乾
岔
子
島
を
は
じ
め
ア
ム
ー
ル
川
の
主
要
な
中
州
の
北
側
を
通
る
た
め
、
満
洲

国
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る

（
44
）

。

実
際
に
日
本
で
は
、
こ
の
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
を
根
拠
と
し
て
、
国
境
線
が
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
の
北
側
に
位
置
し
て
い
た
と

主
張
す
る
資
料
も
あ
る

（
45
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
は
あ
く
ま
で
も
慣
行
上
の
原
則
で
し
か
な
い

（
46
）

。

も
う
一
つ
、
満
洲
国
は
、
中
州
の
実
行
支
配
と
い
う
点
で
も
優
位
性
を
保
持
し
て
い
た
。
い
つ
の
頃
か
ら
住
民
が
中
州
に
往
来
し
て
い

た
の
か
、
そ
の
起
源
は
明
確
で
は
な
い
が
、
少
な
く
て
も
北
京
条
約
締
結
前
に
は
、
清
側
の
住
民
が
ア
ム
ー
ル
川
の
全
て
の
中
州
を
生
活

の
た
め
に
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
47
）

。

北
京
条
約
の
第
一
条
末
段
に
は
「
若
し
中
国
人
の
居
住
せ
る
処
及
中
国
人
の
占
む
る
漁
猟
の
地
は
均
し
く
之
を
占
む
る
こ
と
を
得
ず
尚

従
来
の
如
く
中
国
人
の
漁
猟
を
許
可
す
べ
し
…
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
満
洲
国
は
中
州
に
対
し
て
住
民
の
利
用
及
び
占
領
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

満
洲
国
と
し
て
は
、
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
は
、
国
際
法
上
の
原
則
と
実
効
支
配
の
事
実
か
ら
自
国
領
と
認
識
し
て
お
り
、
ソ
連
の

）
一
一
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
一

一
方
満
洲
国
は
、
璦
琿
条
約
に
基
づ
い
て
、
も
と
も
と
ス
タ
ノ
ブ
ォ
イ
山
脈
ま
で
あ
っ
た
清
の
領
土
を
帝
政
ロ
シ
ア
に
割
譲
し
た
と
い

う
割
譲
国
の
立
場
か
ら
、
ア
ム
ー
ル
川
に
つ
い
て
は
被
割
譲
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
側
川
岸
の
低
水
線
が
国
境
に
な
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

た
（
43
）

。
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
川
の
中
州
は
す
べ
て
満
洲
国
の
帰
属
に
な
る
が
、
ソ
連
の
合
意
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
一
方
的
か

つ
非
現
実
的
な
主
張
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

た
だ
し
満
洲
国
は
、
国
際
河
川
に
関
す
る
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
に
お
い
て
は
有
利
だ
っ
た
。
こ
れ
は
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
、
国

家
間
に
特
別
な
取
り
決
め
が
な
い
場
合
、
国
際
可
航
河
川
に
お
い
て
は
、
下
流
に
向
か
う
主
要
航
路
の
中
心
線
を
国
境
と
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
当
て
は
め
た
場
合
、
国
境
線
は
乾
岔
子
島
を
は
じ
め
ア
ム
ー
ル
川
の
主
要
な
中
州
の
北
側
を
通
る
た
め
、
満
洲

国
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る

（
44
）

。

実
際
に
日
本
で
は
、
こ
の
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
を
根
拠
と
し
て
、
国
境
線
が
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
の
北
側
に
位
置
し
て
い
た
と

主
張
す
る
資
料
も
あ
る

（
45
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
タ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
原
則
は
あ
く
ま
で
も
慣
行
上
の
原
則
で
し
か
な
い

（
46
）

。

も
う
一
つ
、
満
洲
国
は
、
中
州
の
実
行
支
配
と
い
う
点
で
も
優
位
性
を
保
持
し
て
い
た
。
い
つ
の
頃
か
ら
住
民
が
中
州
に
往
来
し
て
い

た
の
か
、
そ
の
起
源
は
明
確
で
は
な
い
が
、
少
な
く
て
も
北
京
条
約
締
結
前
に
は
、
清
側
の
住
民
が
ア
ム
ー
ル
川
の
全
て
の
中
州
を
生
活

の
た
め
に
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
47
）

。

北
京
条
約
の
第
一
条
末
段
に
は
「
若
し
中
国
人
の
居
住
せ
る
処
及
中
国
人
の
占
む
る
漁
猟
の
地
は
均
し
く
之
を
占
む
る
こ
と
を
得
ず
尚

従
来
の
如
く
中
国
人
の
漁
猟
を
許
可
す
べ
し
…
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
満
洲
国
は
中
州
に
対
し
て
住
民
の
利
用
及
び
占
領
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

満
洲
国
と
し
て
は
、
乾
岔
子
島
と
金
阿
穆
河
島
は
、
国
際
法
上
の
原
則
と
実
効
支
配
の
事
実
か
ら
自
国
領
と
認
識
し
て
お
り
、
ソ
連
の

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

七
二

認
識
と
対
立
し
て
い
た
。

三
．
陸
境
と
水
路
を
め
ぐ
る
外
交
的
努
力
の
失
敗

㈠
　
国
境
委
員
会
の
中
断

こ
こ
ま
で
満
洲
国
と
ソ
連
の
国
境
を
め
ぐ
る
対
立
が
、
陸
境
だ
け
で
な
く
河
川
で
も
起
き
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の

問
題
を
平
和
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
行
わ
れ
て
い
た
。
両
国
に
よ
る
問
題
の
調
整
を
陸
境
と
河
川
に
分
け
て
考
察
す
る
。

陸
境
に
つ
い
て
は
何
度
か
国
境
画
定
、
紛
争
処
理
委
員
会
設
置
の
交
渉
が
日
満
ソ
間
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
最
初
は
一
九
三
三
年
で
、
頻

発
す
る
紛
争
を
防
止
及
び
処
理
す
る
た
め
に
日
満
ソ
委
員
会
の
設
置
が
議
題
に
上
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
は
、
同
年
六
月

に
北
鉄
買
収
交
渉
が
一
方
で
開
始
さ
れ
た
た
め
、
自
然
と
立
ち
消
え
に
な
っ
た

（
48
）

。

一
九
三
五
年
に
な
る
と
、
満
ソ
国
境
で
国
境
紛
争
が
頻
発
し
、
特
に
六
月
に
発
生
し
た
陽
子
林
事
件
は
、
密
山
方
面
の
空
気
を
相
当
緊

張
さ
せ
た
。

こ
の
事
件
の
後
、
日
ソ
間
で
は
国
境
紛
争
処
理
委
員
会
を
設
置
す
る
方
向
で
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
交

渉
窓
口
の
外
務
省
が
前
向
き
で
あ
っ
た
一
方
で
、
関
東
軍
は
国
境
委
員
会
の
成
立
を
日
本
帝
国
主
義
の
ソ
連
へ
の
屈
伏
と
主
張
し
、
国
境

の
画
定
に
よ
る
対
処
を
主
張
し
た
。
結
果
的
に
関
東
軍
の
反
対
も
あ
り
、
日
本
の
外
務
省
は
ソ
連
か
ら
提
示
さ
れ
た
委
員
会
の
協
定
案
に

対
し
て
回
答
を
行
わ
な
か
っ
た

（
49
）

。

そ
の
後
、
日
満
側
は
国
境
衝
突
事
件
の
大
部
分
は
、
国
境
線
不
明
確
あ
る
い
は
国
境
線
解
釈
の
相
違
か
ら
起
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

）
一
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
三

一
九
三
五
年
十
月
に
国
境
画
定
の
必
要
性
を
ソ
連
政
府
に
説
き
、
同
時
に
衝
突
が
頻
発
し
て
い
た
興
凱
湖
か
ら
豆
満
江
に
い
た
る
陸
境
の

画
定
を
慫
慂
し
た

（
50
）

。
こ
の
よ
う
に
国
境
委
員
会
を
設
置
す
る
と
い
う
当
初
の
外
交
方
針
が
、
関
東
軍
の
意
向
で
国
境
画
定
を
優
先
す
る
方

針
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
。

国
境
画
定
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
日
本
に
対
し
て
ソ
連
は
、
満
ソ
国
境
は
露
清
間
に
締
結
さ
れ
た
条
約
及
び
地
図
で
明
白
に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
し
て
、
国
境
画
定
を
回
避
す
る
態
度
を
取
っ
た

（
51
）

。

こ
う
し
て
国
境
画
定
問
題
に
対
す
る
日
ソ
の
見
解
は
当
初
か
ら
食
い
違
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
三
六
年
三
月
に
日
満
側
が
国

境
画
定
と
国
境
紛
争
処
理
の
両
委
員
会
を
並
行
的
に
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
て
、
ソ
連
側
に
対
し
て
興
凱
湖
よ
り
豆
満
江
に
至
る
陸
境
の

国
境
画
定
及
び
国
境
紛
争
処
理
両
委
員
会
の
設
置
を
提
議
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
年
四
月
、
ソ
連
側
が
興
凱
湖
以
南
に
お
い
て
両
委
員

会
が
機
能
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
た
め
、
七
月
に
日
満
側
よ
り
両
委
員
会
に
関
す
る
協
定
案
を
提
示
し
、
十
月
に
は
ソ
連
が
そ
の
対
案
を

提
示
し
た
。
こ
の
時
の
両
国
案
の
主
な
相
違
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
　
ソ
連
側
は
国
境
画
定
に
至
る
ま
で
暫
定
的
に
現
在
の
国
境
線
、
即
ち
ソ
連
側
の
主
張
す
る
国
境
線
を
日
満
側
が
遵
守
す
る
こ
と
を

主
張
し
た
一
方
で
、
日
満
側
は
双
方
の
主
張
が
相
違
す
る
地
点
を
中
立
的
地
帯
と
し
て
、
国
境
画
定
に
至
る
ま
で
こ
の
地
点
に
双
方
と
も

立
ち
入
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

⑵
　
国
境
紛
争
処
理
委
員
会
の
構
成
に
関
し
て
、
日
満
側
は
日
本
、
満
洲
国
、
ソ
連
の
三
単
位
で
構
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
数
の
委
員
を

出
す
こ
と
を
主
張
し
た
一
方
で
、
ソ
連
側
は
日
本
と
満
洲
国
を
一
単
位
と
し
て
、「
日
満
」
と
ソ
連
の
委
員
数
を
同
数
と
す
る
こ
と
を
主

張
し
た

（
52
）

。
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国

境
画
定
と
国
境
紛
争
処
理
の
両
委
員
会
を
並
行
的
に
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
て
、
ソ
連
側
に
対
し
て
興
凱
湖
よ
り
豆
満
江
に
至
る
陸
境
の

国
境
画
定
及
び
国
境
紛
争
処
理
両
委
員
会
の
設
置
を
提
議
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
年
四
月
、
ソ
連
側
が
興
凱
湖
以
南
に
お
い
て
両
委
員

会
が
機
能
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
た
め
、
七
月
に
日
満
側
よ
り
両
委
員
会
に
関
す
る
協
定
案
を
提
示
し
、
十
月
に
は
ソ
連
が
そ
の
対
案
を

提
示
し
た
。
こ
の
時
の
両
国
案
の
主
な
相
違
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
　
ソ
連
側
は
国
境
画
定
に
至
る
ま
で
暫
定
的
に
現
在
の
国
境
線
、
即
ち
ソ
連
側
の
主
張
す
る
国
境
線
を
日
満
側
が
遵
守
す
る
こ
と
を

主
張
し
た
一
方
で
、
日
満
側
は
双
方
の
主
張
が
相
違
す
る
地
点
を
中
立
的
地
帯
と
し
て
、
国
境
画
定
に
至
る
ま
で
こ
の
地
点
に
双
方
と
も

立
ち
入
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

⑵
　
国
境
紛
争
処
理
委
員
会
の
構
成
に
関
し
て
、
日
満
側
は
日
本
、
満
洲
国
、
ソ
連
の
三
単
位
で
構
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
数
の
委
員
を

出
す
こ
と
を
主
張
し
た
一
方
で
、
ソ
連
側
は
日
本
と
満
洲
国
を
一
単
位
と
し
て
、「
日
満
」
と
ソ
連
の
委
員
数
を
同
数
と
す
る
こ
と
を
主

張
し
た

（
52
）

。

）
一
一
一
（
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四

⑵
の
委
員
会
構
成
に
関
す
る
ソ
連
案
か
ら
、
こ
の
時
点
で
ソ
連
が
日
本
・
満
洲
国
・
ソ
連
の
三
か
国
の
枠
組
み
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
こ
れ
は
、
ソ
連
が
一
九
三
六
年
初
め
に
は
、
満
洲
国
に
対
す
る
外
交
関
係
を
縮
小
す
る
方
向
転
換
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
影
響

し
て
お
り
、
ソ
連
と
し
て
は
日
満
一
体
で
一
単
位
と
い
う
枠
組
み
が
譲
歩
の
限
界
で
あ
っ
た

（
53
）

。

し
か
し
、
そ
の
後
一
九
三
六
年
十
一
月
二
五
日
に
日
本
が
ド
イ
ツ
と
日
独
防
共
協
定
を
締
結
し
た
こ
と
で
、
ソ
連
の
強
い
反
感
を
買
い

一
連
の
交
渉
は
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
。

一
九
三
七
年
春
、
ソ
連
側
よ
り
国
境
委
員
会
設
置
問
題
を
再
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
旨
伝
達
さ
れ
た
た
め
、
日
満
側
は
前
の
主
張
を
幾

分
譲
歩
し
、
妥
協
し
て
委
員
数
に
於
い
て
日
満
合
わ
せ
て
ソ
連
と
同
数
に
な
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
表
明
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
ソ

連
側
は
従
来
の
と
お
り
、
現
存
国
境
線
遵
守
な
ど
自
説
に
固
持
し
て
譲
ら
ず
、
一
九
三
八
年
の
張
鼓
峰
事
件
ま
で
交
渉
は
中
断
す
る
こ
と

に
な
っ
た

（
54
）

。

㈡
　
水
路
協
定
の
破
棄

先
に
み
た
よ
う
に
、
満
洲
国
の
北
部
国
境
は
ア
ム
ー
ル
川
、
ウ
ス
リ
ー
川
、
ア
ル
グ
ン
川
を
は
じ
め
と
し
て
、
複
数
の
国
境
湖
川
に
よ

り
形
成
さ
れ
て
い
た
。

満
洲
国
建
国
以
前
の
こ
れ
ら
国
境
河
川
に
関
わ
る
具
体
的
な
協
定
と
し
て
は
、
一
九
二
三
年
に
中
華
民
国
代
表
の
黒
河
道
尹
と
ソ
連
代

表
の
ア
ム
ー
ル
船
舶
局
長
と
の
間
に
結
ば
れ
た
「
境
界
河
川
の
航
路
維
持
に
関
す
る
標
識
設
置
の
共
同
作
業
に
対
す
る
協
定
」
が
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
ソ
連
が
航
路
標
識
の
施
設
の
一
切
を
担
当
し
、
中
華
民
国
は
そ
の
施
設
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
だ
け
と
い
う
非
対

等
的
な
内
容
で
、
一
九
三
一
年
の
協
定
満
了
ま
で
続
い
た

（
55
）

。

）
一
一
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
五

そ
の
後
、
一
九
三
二
年
に
満
洲
国
が
誕
生
し
、
一
九
三
四
年
九
月
四
日
に
満
洲
国
は
前
記
協
定
を
踏
襲
せ
ず
に
、
満
ソ
対
等
の
立
場
で

新
協
定
を
締
結
し
た

（
56
）

。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
水
路
協
定
で
あ
る

（
57
）

。

こ
の
協
定
は
満
洲
国
哈
爾
賓
航
政
局
と
ソ
連
ア
ム
ー
ル
国
立
船
舶
局
と
の
間
に
結
ば
れ
た
航
路
状
況
改
善
に
関
す
る
協
定
で
あ
り
、
全

十
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
条
文
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
条

　 

双
方
船
舶
在
上
開
各
河
川
及
湖
内
無
礙
航
行
係
在
各
河
川
上
共
同
設
置
航
行
標
誌
之
水
路
範
囲
内
実
施
並
應
厳
守
経
双
方
承

認
而
附
於
本
協
定
内
之
航
行
章
程

第
二
条

　 

為
保
持
第
一
条
所
開
各
水
路
上
航
行
最
良
状
況
設
置
及
維
持
必
要
之
航
行
標
誌
並
遂
行
各
種
挖
底
清
底
等
共
同
作
業
之
工
作

起
見
双
方
組
設
混
合
技
術
委
員
会
（
以
下
略
）

第
五
条

　
凡
岸
上
設
置
航
行
標
誌
之
工
作
及
其
監
督
事
項
双
方
各
自
単
独
在
本
岸
実
施

　
　
　
水
路
上
挖
底
清
底
以
及
其
他
一
切
工
作
係
属
双
方
共
同
之
工
作

　
　
　
凡
共
同
工
作
上
之
各
種
費
用
衣
照
混
合
技
術
委
員
会
核
定
之
予
算
範
囲
由
双
方
共
同
開
支
平
均
分
担

（
58
）

つ
ま
り
、
第
一
条
で
は
「
満
ソ
双
方
の
船
舶
は
、
国
境
河
川
及
び
湖
（
興
凱
湖
）
で
自
由
に
航
行
で
き
、
す
べ
て
の
河
川
及
び
湖
に
航

行
標
識
を
設
置
す
る
」
こ
と
。
第
二
条
で
は
「
第
一
条
の
実
施
並
び
に
川
底
の
掘
削
や
清
掃
の
た
め
に
混
合
技
術
委
員
会
を
組
織
す
る
」

）
一
一
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
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る
条
約
及
び
協
定
の
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察
と
事
件
の
位
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け
の
検
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笠
原
）

七
五

そ
の
後
、
一
九
三
二
年
に
満
洲
国
が
誕
生
し
、
一
九
三
四
年
九
月
四
日
に
満
洲
国
は
前
記
協
定
を
踏
襲
せ
ず
に
、
満
ソ
対
等
の
立
場
で

新
協
定
を
締
結
し
た

（
56
）

。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
水
路
協
定
で
あ
る

（
57
）

。

こ
の
協
定
は
満
洲
国
哈
爾
賓
航
政
局
と
ソ
連
ア
ム
ー
ル
国
立
船
舶
局
と
の
間
に
結
ば
れ
た
航
路
状
況
改
善
に
関
す
る
協
定
で
あ
り
、
全

十
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
条
文
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
条

　 

双
方
船
舶
在
上
開
各
河
川
及
湖
内
無
礙
航
行
係
在
各
河
川
上
共
同
設
置
航
行
標
誌
之
水
路
範
囲
内
実
施
並
應
厳
守
経
双
方
承

認
而
附
於
本
協
定
内
之
航
行
章
程

第
二
条

　 

為
保
持
第
一
条
所
開
各
水
路
上
航
行
最
良
状
況
設
置
及
維
持
必
要
之
航
行
標
誌
並
遂
行
各
種
挖
底
清
底
等
共
同
作
業
之
工
作

起
見
双
方
組
設
混
合
技
術
委
員
会
（
以
下
略
）

第
五
条

　
凡
岸
上
設
置
航
行
標
誌
之
工
作
及
其
監
督
事
項
双
方
各
自
単
独
在
本
岸
実
施

　
　
　
水
路
上
挖
底
清
底
以
及
其
他
一
切
工
作
係
属
双
方
共
同
之
工
作

　
　
　
凡
共
同
工
作
上
之
各
種
費
用
衣
照
混
合
技
術
委
員
会
核
定
之
予
算
範
囲
由
双
方
共
同
開
支
平
均
分
担

（
58
）

つ
ま
り
、
第
一
条
で
は
「
満
ソ
双
方
の
船
舶
は
、
国
境
河
川
及
び
湖
（
興
凱
湖
）
で
自
由
に
航
行
で
き
、
す
べ
て
の
河
川
及
び
湖
に
航

行
標
識
を
設
置
す
る
」
こ
と
。
第
二
条
で
は
「
第
一
条
の
実
施
並
び
に
川
底
の
掘
削
や
清
掃
の
た
め
に
混
合
技
術
委
員
会
を
組
織
す
る
」

）
一
一
一
（
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こ
と
。
第
五
条
で
は
「
河
岸
上
に
航
行
標
識
を
設
置
す
る
工
事
及
び
そ
の
監
督
事
項
は
、
双
方
各
単
独
に
自
岸
に
於
い
て
実
施
す
る
」
こ

と
を
定
め
た
。

本
協
定
締
結
後
の
一
九
三
四
年
十
月
に
は
、
条
文
に
則
り
混
合
技
術
委
員
会
に
当
た
る
「
第
一
回
共
同
技
術
委
員
会
」
が
黒
河
に
て
開

催
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
洲
国
側
が
委
員
会
会
則
制
定
を
提
議
し
た
の
に
対
し
、
ソ
連
側
は
吃
水
が
深
い
河
川
砲
艇
の
通
行
を
便

利
に
す
る
た
め
に
河
川
の
共
同
除
石
作
業
を
提
議
し
た
た
め
、
意
見
が
対
立
し
物
別
れ
に
終
わ
っ
た

（
59
）

。

共
同
技
術
委
員
会
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
が
、
標
識
の
設
置
は
双
方
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
満
洲
国
側
は
金

阿
穆
河
島
に
航
路
標
識
第
一
五
九
、一
六
〇
、一
六
三
号
、
乾
岔
子
島
に
航
路
標
識
第
一
六
八
、一
六
九
号
を
設
置
し
た
（
図
１
参
照
）。
さ

ら
に
こ
れ
ら
標
識
の
管
理
の
た
め
、
両
島
に
は
満
洲
国
航
政
局
員
が
常
駐
し
て
管
理
に
当
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
当
初
よ

り
ソ
連
側
も
承
認
し
て
お
り
、
何
ら
問
題
が
提
起
さ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

（
60
）

。

そ
の
後
、
一
九
三
六
年
一
月
に
ソ
連
側
が
、
ニ
コ
リ
ス
ク
に
あ
る
浅
瀬
の
砂
利
除
去
作
業
を
実
施
し
た
い
と
申
し
出
た
た
め
、
満
洲
国

は
こ
の
件
の
審
議
に
当
た
り
、
ま
ず
共
同
技
術
委
員
会
の
会
則
を
決
定
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
ソ
連
の
同
意
を
得
て

一
九
三
六
年
五
月
三
一
日
よ
り
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
市
で
「
第
二
回
共
同
技
術
委
員
会
」
を
開
き
、
二
十
回
に
及
ぶ
会
合
を
重
ね

た
が
七
月
二
二
日
に
決
裂
し
た

（
61
）

。

決
裂
し
た
原
因
は
、
ソ
連
が
前
回
同
様
に
委
員
会
会
則
の
審
議
を
拒
否
し
、
自
国
側
の
利
益
に
な
る
作
業
の
審
議
を
強
要
し
た
こ
と
や
、

緊
急
作
業
箇
所
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
、
河
川
の
中
央
で
航
路
線
を
画
し
て
満
ソ
個
別
に
調
査
測
量
し
、
さ
ら
に
そ
の
線
を
超
え
て
相
手

側
の
岸
に
接
近
す
る
こ
と
の
禁
止
を
主
張
す
る
な
ど
、
一
方
的
な
主
張
を
持
ち
込
ん
だ
た
め
で
あ
っ
た

（
62
）

。

満
洲
国
と
し
て
は
、
水
路
協
定
の
第
一
条
で
合
意
し
た
国
境
河
川
の
自
由
航
行
に
反
す
る
ソ
連
の
主
張
は
認
め
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
第

）
一
一
八
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
七

二
回
共
同
技
術
委
員
会
も
決
裂
し
た

（
63
）

。

こ
の
出
来
事
は
、
そ
も
そ
も
国
境
線
が
河
川
の
ど
こ
を
通
る
の
か
合
意
で
き
て
い
な
い
状
態
で
は
、
そ
れ
ら
の
河
川
に
関
わ
る
い
か
な

る
重
要
事
項
の
取
り
決
め
も
形
成
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
九
三
七
年
一
月
、
ソ
連
側
が
砂
利
除
去
作
業
の
単
独
実
施
を
通
告
し
て
き
た
の
に
対
し
満
洲
国
側
が
反
対
す
る
と
、
ソ
連
は
同
年
三

月
二
一
日
に
除
去
作
業
を
両
国
委
員
会
で
協
議
し
た
い
旨
、
及
び
万
一
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
水
路
協
定
そ
の
も
の
を
破
棄
す
る
と
申

し
出
た

（
64
）

。

満
洲
国
側
は
突
然
提
案
さ
れ
た
「
両
国
委
員
会
」
な
る
組
織
で
は
な
く
、
正
式
な
「
満
ソ
共
同
技
術
委
員
会
」
で
の
協
議
を
望
ん
で
い

た
た
め
、
こ
の
申
し
出
を
一
蹴
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ソ
連
は
一
九
三
七
年
五
月
十
四
日
、
在
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
満
洲
国
領
事
館

を
通
じ
て
、
水
路
協
定
の
破
棄
を
通
告
す
る
に
至
っ
た

（
65
）

。

こ
う
し
て
満
ソ
国
境
紛
争
が
頻
発
す
る
中
で
、
陸
上
で
は
国
境
委
員
会
が
中
断
し
、
国
境
河
川
に
お
い
て
は
何
ら
協
定
が
存
在
し
な
い

と
い
う
極
め
て
不
安
定
な
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る

（
66
）

。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
考
察
の
焦
点
を
乾
岔
子
島
事
件
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
事
件
に
関
わ
る
条
約
や
協
定
に
当
て
た
。
こ
れ
に
よ
り
乾
岔
子
島

事
件
が
、
ア
ム
ー
ル
川
の
中
州
を
巡
っ
て
突
発
的
に
発
生
し
た
武
力
紛
争
と
い
う
、
従
来
の
極
め
て
形
式
的
な
評
価
を
改
め
る
こ
と
が
で

き
た
。

）
一
一
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
七

二
回
共
同
技
術
委
員
会
も
決
裂
し
た

（
63
）

。

こ
の
出
来
事
は
、
そ
も
そ
も
国
境
線
が
河
川
の
ど
こ
を
通
る
の
か
合
意
で
き
て
い
な
い
状
態
で
は
、
そ
れ
ら
の
河
川
に
関
わ
る
い
か
な

る
重
要
事
項
の
取
り
決
め
も
形
成
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
九
三
七
年
一
月
、
ソ
連
側
が
砂
利
除
去
作
業
の
単
独
実
施
を
通
告
し
て
き
た
の
に
対
し
満
洲
国
側
が
反
対
す
る
と
、
ソ
連
は
同
年
三

月
二
一
日
に
除
去
作
業
を
両
国
委
員
会
で
協
議
し
た
い
旨
、
及
び
万
一
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
水
路
協
定
そ
の
も
の
を
破
棄
す
る
と
申

し
出
た

（
64
）

。

満
洲
国
側
は
突
然
提
案
さ
れ
た
「
両
国
委
員
会
」
な
る
組
織
で
は
な
く
、
正
式
な
「
満
ソ
共
同
技
術
委
員
会
」
で
の
協
議
を
望
ん
で
い

た
た
め
、
こ
の
申
し
出
を
一
蹴
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ソ
連
は
一
九
三
七
年
五
月
十
四
日
、
在
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
満
洲
国
領
事
館

を
通
じ
て
、
水
路
協
定
の
破
棄
を
通
告
す
る
に
至
っ
た

（
65
）

。
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国
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争
が
頻
発
す
る
中
で
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は
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会
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、
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境
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に
お
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て
は
何
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が
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在
し
な
い

と
い
う
極
め
て
不
安
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な
状
態
に
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っ
た
の
で
あ
る

（
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）

。
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は
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の
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を
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そ
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も
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で
は
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く
、
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に
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わ
る
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約
や
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定
に
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た
。
こ
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に
よ
り
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岔
子
島
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件
が
、
ア
ム
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ル
川
の
中
州
を
巡
っ
て
突
発
的
に
発
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し
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武
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と
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、
従
来
の
極
め
て
形
式
的
な
評
価
を
改
め
る
こ
と
が
で

き
た
。

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

七
八

ま
ず
、
前
提
と
し
て
一
九
五
八
年
の
璦
琿
条
約
と
一
九
六
〇
年
の
北
京
条
約
に
よ
り
、
ア
ム
ー
ル
川
は
帝
政
ロ
シ
ア
と
清
を
隔
て
る
国

境
河
川
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
北
京
条
約
の
付
属
地
図
で
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
川
の
中
州
を
ロ
シ
ア
側
に
取
り
込
む
よ
う
に
赤
線
が
引

か
れ
て
い
た
た
め
、
後
に
ソ
連
が
領
有
を
主
張
す
る
根
拠
に
な
っ
た
。

一
方
で
多
く
の
中
州
は
歴
史
的
に
清
の
住
民
が
利
用
し
て
お
り
、
居
住
ま
た
は
占
有
し
て
い
る
地
の
活
動
が
条
約
で
許
さ
れ
る
な
ど
、

清
も
中
州
の
領
有
を
主
張
で
き
る
立
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
問
題
の
当
事
者
が
満
洲
国
と
ソ
連
に
変
わ
り
、
満
洲
国
に
対
す
る
責
任
か
ら
日
本
が
満
ソ
問
題
に
加
わ
っ
た
。

陸
境
で
は
、
当
時
紛
争
が
頻
発
し
て
い
た
満
ソ
東
部
国
境
に
つ
い
て
、
日
満
ソ
の
い
ず
れ
も
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
国
境
委
員
会

交
渉
が
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
で
国
境
河
川
で
は
交
渉
が
進
展
し
、
一
九
三
四
年
九
月
四
日
に
水
路
協
定
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
満
洲
国
が
「
自
岸
」
と

し
て
、
乾
岔
子
島
及
び
金
阿
穆
河
島
に
航
路
標
識
を
設
置
、
監
督
す
る
な
ど
中
州
の
帰
属
問
題
は
進
展
し
た
か
に
見
え
た
が
、
一
九
三
七

年
五
月
十
四
日
に
ソ
連
が
一
方
的
に
協
定
破
棄
を
通
告
し
た
。

水
路
協
定
を
破
棄
し
た
ソ
連
は
、
直
後
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
中
州
の
占
領
を
始
め
、
か
つ
て
の
黒
瞎
子
島
の
成
功
を
繰
り
返
す
か
の
よ

う
に
、
乾
岔
子
島
の
下
流
に
位
置
す
る
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
（
図
３
参
照
）
を
封
鎖
し
た

（
67
）

。

ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
は
、
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
の
要
塞
を
守
る
た
め
事
実
上
ソ
連
の
ア
ム
ー
ル
小
艦
隊
の
前
進
根
拠
地
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
ソ
連
は
、
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
の
眼
前
に
位
置
す
る
三
角
州
（
ロ
シ
ア
語
名
ポ
ル
デ
ン
ヌ
ィ
島
）
の
南
側
が
本
水
道
だ
と
主
張
し
、
北
側
の
ソ
連

側
水
路
の
通
航
を
禁
止
し
た

（
68
）

。

こ
れ
に
対
し
満
洲
国
は
、
璦
琿
条
約
及
び
北
京
条
約
に
定
め
る
河
川
航
行
の
自
由
に
反
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
一
九
三
七
年
五
月
十
九

）
一
九
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
九

日
に
江
防
艦
隊
の
砲
艦
を
出
動
さ
せ
、
封
鎖
さ
れ
た
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
を
強
行

突
破
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
五
月
三
一
日
に
水
路
は
再
び
開
か
れ
た

（
69
）

。
恐
ら
く
ソ

連
は
軍
事
力
で
劣
る
満
洲
国
と
の
力
関
係
と
、
黒
瞎
子
島
占
領
の
成
功
体
験
か

ら
、
こ
の
強
行
突
破
を
予
想
し
て
お
ら
ず
、
満
洲
国
の
予
期
せ
ぬ
強
硬
姿
勢
に

面
食
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

満
洲
国
側
の
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
突
破
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
か
月
後
の
、
六
月

十
九
日
ソ
連
国
境
警
備
兵
が
乾
岔
子
島
及
び
金
阿
穆
河
島
へ
上
陸
し
、
こ
こ
に

日
本
と
ソ
連
の
最
初
の
「
大
規
模
国
境
紛
争
」
で
あ
る
乾
岔
子
島
事
件
が
勃
発

し
た
。

乾
岔
子
島
事
件
は
ロ
シ
ア
で
の
史
料
調
査
が
難
航
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て

不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
が
条
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
中

州
の
領
有
を
意
識
し
て
い
た
中
で
、
直
前
に
ソ
連
が
水
路
協
定
破
棄
と
ポ
ヤ
ル

コ
ワ
水
道
の
封
鎖
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乾
岔
子
島
事
件
は
ソ
連
の
国
境

河
川
の
実
効
支
配
へ
の
野
心
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
紛
争
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
上
で
乾
岔
子
島
へ
の
上
陸
と
い
う
軍
事
作
戦
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
中
心

と
す
る
ソ
連
中
枢
の
決
定
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
地
方
的
な
決
定
だ
っ
た
の

図 3　乾岔子─ポヤルコワ周辺要図

出典：JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C01003640000（第 16-17 画像目）、

昭和 15 年 「陸満密大日記 第 15 冊」（防衛省防衛研究所）を基に筆者作成。

）
一
九
九
（



乾
岔
子
島
事
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約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
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位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

七
九

日
に
江
防
艦
隊
の
砲
艦
を
出
動
さ
せ
、
封
鎖
さ
れ
た
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
を
強
行

突
破
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
五
月
三
一
日
に
水
路
は
再
び
開
か
れ
た

（
69
）

。
恐
ら
く
ソ

連
は
軍
事
力
で
劣
る
満
洲
国
と
の
力
関
係
と
、
黒
瞎
子
島
占
領
の
成
功
体
験
か

ら
、
こ
の
強
行
突
破
を
予
想
し
て
お
ら
ず
、
満
洲
国
の
予
期
せ
ぬ
強
硬
姿
勢
に

面
食
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

満
洲
国
側
の
ポ
ヤ
ル
コ
ワ
水
道
突
破
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
か
月
後
の
、
六
月

十
九
日
ソ
連
国
境
警
備
兵
が
乾
岔
子
島
及
び
金
阿
穆
河
島
へ
上
陸
し
、
こ
こ
に

日
本
と
ソ
連
の
最
初
の
「
大
規
模
国
境
紛
争
」
で
あ
る
乾
岔
子
島
事
件
が
勃
発

し
た
。

乾
岔
子
島
事
件
は
ロ
シ
ア
で
の
史
料
調
査
が
難
航
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て

不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
が
条
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
中

州
の
領
有
を
意
識
し
て
い
た
中
で
、
直
前
に
ソ
連
が
水
路
協
定
破
棄
と
ポ
ヤ
ル

コ
ワ
水
道
の
封
鎖
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乾
岔
子
島
事
件
は
ソ
連
の
国
境

河
川
の
実
効
支
配
へ
の
野
心
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
紛
争
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
上
で
乾
岔
子
島
へ
の
上
陸
と
い
う
軍
事
作
戦
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
中
心

と
す
る
ソ
連
中
枢
の
決
定
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
地
方
的
な
決
定
だ
っ
た
の

図 3　乾岔子─ポヤルコワ周辺要図
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昭和 15 年 「陸満密大日記 第 15 冊」（防衛省防衛研究所）を基に筆者作成。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

八
〇

か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書
関
東
軍

　
対
ソ
戦
備
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
九
年
）（
以
下
、『
戦
史
叢
書
』

と
略
す
）
三
一
〇
─
三
一
一
頁
。

（
2
） 

同
右
、
三
一
〇
頁
。

（
3
） 

同
右
。

（
4
） 

同
右
、
三
一
〇
─
三
一
一
頁
。

（
5
） 

同
右
、
三
四
四
頁
。

（
6
） 

張
鼓
峰
事
件
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
『
も
う
一
つ
の
ノ
モ
ン
ハ
ン 

張
鼓
峯
事
件 

１
９
３
８
年
の
日
ソ
紛
争

の
考
察
』
岩
崎
博
一
・
岩
崎
俊
夫
訳
（
原
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
笠
原
孝
太
『
日
ソ
張
鼓
峯
事
件
史
』（
錦
正
社
、
二
〇
一
五
年
）、
宮
杉
浩
泰

「
張
鼓
峰
事
件
に
お
け
る
日
本
陸
軍
の
情
報
活
動
」『Intelligence

』（
第
十
三
号
）
な
ど
が
あ
る
。

（
7
） 

近
年
の
乾
岔
子
島
事
件
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
宮
杉
浩
泰
「
昭
和
戦
前
期
日
本
軍
の
対
ソ
情
報
活
動
」『
軍
事
史
学
』（
第
四
九
巻
、

第
一
号
）
九
六
─
一
一
四
頁
、
松
本
和
久
「
初
期
満
ソ
国
境
紛
争
の
発
生
と
展
開
（
１
９
３
５
─
１
９
３
７
） 

： 

国
境
委
員
会
設
置
交
渉
か
ら
武
力

処
理
思
想
へ
」『
境
界
研
究
』（
第
八
号
）
三
三
─
五
三
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
8
） 

外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」『
週
報
』（
第
三
九
号
、
一
九
三
七
年
）
十
八
頁
。

（
9
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
二
頁
。

（
10
） 

赤
松
祐
之
『
昭
和
十
二
年
の
国
際
情
勢
』（
日
本
国
際
協
会
、
一
九
三
九
年
）
四
三
頁
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
（
昭

和
十
二
─
十
六
年 

外
交
政
策
・
外
交
関
係
）』（
白
峰
社
、
二
〇
一
四
年
）
三
三
九
頁
、『
戦
史
叢
書
』
三
三
二
頁
。

（
11
） 

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
三
九
頁
。

（
12
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
三
頁
。

〈1〉

）
一
九
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

八
一

（
13
） 

赤
松
『
昭
和
十
二
年
の
国
際
情
勢
』
四
三
頁
。

（
14
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
三
頁
。

（
15
） 

外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」
十
八
、
二
〇
頁
。

（
16
） 

赤
松
『
昭
和
十
二
年
の
国
際
情
勢
』
四
八
頁
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
四
〇
頁
。

（
17
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
五
頁
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
四
〇
頁
。

（
18
） 

外
務
省
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
五
四
頁
。

（
19
） 

同
右
、
三
六
二
頁
。

（
20
） 

同
右
、
三
六
四
─
三
六
五
頁
。

（
21
） 

中
村
敏
『
満
ソ
国
境
紛
争
史
』（
改
造
社
、
一
九
三
九
年
）
二
四
八
頁
。

（
22
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
五
頁
。

（
23
） 

該
当
す
る
条
約
は
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
（
一
六
八
九
年
）、
布フ

拉ル

条
約
（
平
和
条
約
）（
一
七
二
七
年
）、
布
拉
条
約
（
阿
巴
該
図
界
約
）

（
一
七
二
七
年
）、
キ
ャ
フ
タ
条
約
（
一
七
二
七
年
）、
キ
ャ
フ
タ
条
約
追
加
条
約
（
一
七
六
八
年
）、
璦
琿
条
約
（
一
八
五
八
年
）、
天
津
条
約

（
一
八
五
八
年
）、
北
京
条
約
（
一
八
六
〇
年
）、
興
凱
湖
条
約
（
一
八
六
一
年
）、
北
京
条
約
追
加
条
款
（
一
八
六
一
年
）、
琿
春
界
約
（
一
八
八
六

年
）、
斉
斉
哈
爾
条
約
（
一
九
一
一
年
）、
諸
問
題
解
決
ノ
為
ノ
大
綱
ニ
関
ス
ル
協
定
（
一
九
二
四
年
）、
奉
露
協
定
（
一
九
二
四
年
）、
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
議
定
書
（
一
九
二
九
年
）
で
あ
る
。

（
24
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010034600

（
第
一
─
四
画
像
目
）、
満
ソ
国
境
関
係
条
約
集

　
１
６
８
９
年
～
１
９
２
４

年
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
25
） 

關
島
榮
「
満
蘇
國
境
條
約
考
」『
国
際
知
識
及
評
論
』（
第
十
七
巻
、
第
八
号
）
七
三
─
七
四
頁
、
田
中
直
吉
『
国
際
政
治
か
ら
見
た
日
支
の
抗

争
』（
立
命
館
出
版
部
、
一
九
三
七
年
）
一
五
一
頁
。

（
26
） 

關
島
「
満
蘇
國
境
條
約
考
」
七
四
頁
。

（
27
） 

同
右
。

）
一
九
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

八
一

（
13
） 

赤
松
『
昭
和
十
二
年
の
国
際
情
勢
』
四
三
頁
。

（
14
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
三
頁
。

（
15
） 
外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」
十
八
、
二
〇
頁
。

（
16
） 
赤
松
『
昭
和
十
二
年
の
国
際
情
勢
』
四
八
頁
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
四
〇
頁
。

（
17
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
五
頁
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
四
〇
頁
。

（
18
） 

外
務
省
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
五
四
頁
。

（
19
） 

同
右
、
三
六
二
頁
。

（
20
） 

同
右
、
三
六
四
─
三
六
五
頁
。

（
21
） 

中
村
敏
『
満
ソ
国
境
紛
争
史
』（
改
造
社
、
一
九
三
九
年
）
二
四
八
頁
。

（
22
） 

『
戦
史
叢
書
』
三
三
五
頁
。

（
23
） 

該
当
す
る
条
約
は
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
（
一
六
八
九
年
）、
布フ

拉ル

条
約
（
平
和
条
約
）（
一
七
二
七
年
）、
布
拉
条
約
（
阿
巴
該
図
界
約
）

（
一
七
二
七
年
）、
キ
ャ
フ
タ
条
約
（
一
七
二
七
年
）、
キ
ャ
フ
タ
条
約
追
加
条
約
（
一
七
六
八
年
）、
璦
琿
条
約
（
一
八
五
八
年
）、
天
津
条
約

（
一
八
五
八
年
）、
北
京
条
約
（
一
八
六
〇
年
）、
興
凱
湖
条
約
（
一
八
六
一
年
）、
北
京
条
約
追
加
条
款
（
一
八
六
一
年
）、
琿
春
界
約
（
一
八
八
六

年
）、
斉
斉
哈
爾
条
約
（
一
九
一
一
年
）、
諸
問
題
解
決
ノ
為
ノ
大
綱
ニ
関
ス
ル
協
定
（
一
九
二
四
年
）、
奉
露
協
定
（
一
九
二
四
年
）、
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
議
定
書
（
一
九
二
九
年
）
で
あ
る
。

（
24
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010034600

（
第
一
─
四
画
像
目
）、
満
ソ
国
境
関
係
条
約
集

　
１
６
８
９
年
～
１
９
２
４

年
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
25
） 

關
島
榮
「
満
蘇
國
境
條
約
考
」『
国
際
知
識
及
評
論
』（
第
十
七
巻
、
第
八
号
）
七
三
─
七
四
頁
、
田
中
直
吉
『
国
際
政
治
か
ら
見
た
日
支
の
抗

争
』（
立
命
館
出
版
部
、
一
九
三
七
年
）
一
五
一
頁
。

（
26
） 

關
島
「
満
蘇
國
境
條
約
考
」
七
四
頁
。

（
27
） 

同
右
。

）
一
九
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

八
二

（
28
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010034800

（
第
二
─
四
画
像
目
）、
満
ソ
国
境
関
係
条
約
集

　
１
６
８
９
年
～
１
９
２
４

年
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
29
） 
田
中
『
国
際
政
治
か
ら
見
た
日
支
の
抗
争
』
一
五
一
─
一
五
二
頁
。

（
30
） 
矢
野
『
清
朝
末
史
研
究
』（
大
和
書
院
、
一
九
四
四
年
）
二
四
二
頁
。

（
31
） 

同
右
、
一
八
三
頁
。

（
32
） JA

C
A

R
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010034800

（
第
四
画
像
目
）、
満
ソ
国
境
関
係
条
約
集

　
１
６
８
９
年
～
１
９
２
４
年

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
33
） 

矢
野
『
清
朝
末
史
研
究
』
二
四
五
頁
。

（
34
） 

同
右
、
一
八
七
─
一
八
八
頁
、
一
九
二
頁
。

（
35
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
五
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４
月
調

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
36
） 

平
竹
傳
三
『
實
地
踏
査 

ソ
聯
極
東
国
境
線
』（
櫻
木
書
房
、
一
九
四
一
年
）
九
六
頁
。

（
37
） 

同
右
、
九
三
頁
。

（
38
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033000

（
第
五
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４
月
調

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
39
） 

同
右
、
九
三
─
九
四
頁
。

（
40
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033000

（
第
一
─
二
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４

月
調
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
41
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
五
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４
月
調

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）、
外
務
省
『
日
本
外
交
文
書 

昭
和
期
Ⅲ
第
一
巻
』
三
四
一
─
三
四
二
頁
。

（
42
） 

矢
野
『
清
朝
末
史
研
究
』
二
一
七
─
二
一
八
頁
。

）
一
九
一
（

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

八
三

（
43
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
三
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４
月
調

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
44
） 

同
右
、（
第
四
─
五
画
像
目
）、
林
三
郎
『
関
東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
年
）
一
〇
六
頁
。

（
45
） 

例
え
ば
、
外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」
二
一
─
二
二
頁
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

（
46
） 

茂
森
唯
士
『
日
支
戦
争
よ
り
日
ソ
戦
争
へ
』（
一
九
三
七
年
、
高
山
書
院
）
二
一
一
頁
。

（
47
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
三
─
四
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４

月
調
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
48
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
蘇
通
信
社
、
一
九
三
九
年
）（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
五
頁
、
外
務
省
欧
亜
局
第
一

課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』（
巌
南
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
）
三
三
一
─
三
三
二
頁
。

（
49
） 

松
本
「
初
期
満
ソ
国
境
紛
争
の
発
生
と
展
開
（
１
９
３
５
─
１
９
３
７
）：
国
境
委
員
会
設
置
交
渉
か
ら
武
力
処
理
思
想
へ
」
四
二
頁
。

（
50
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
五
─
四
六
頁
。

（
51
） 

同
右
、
四
六
頁
。

（
52
） 

同
右
。

（
53
） 

松
本
「
初
期
満
ソ
国
境
紛
争
の
発
生
と
展
開
（
１
９
３
５
─
１
９
３
７
）：
国
境
委
員
会
設
置
交
渉
か
ら
武
力
処
理
思
想
へ
」
四
八
頁
。

（
54
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
六
頁
。

（
55
） 

同
右
、
四
八
頁
。

（
56
） 

外
務
省
欧
亜
局
第
一
課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』
三
八
五
頁
。

（
57
） 

水
路
協
定
の
正
式
名
称
は
「
満
洲
帝
国
哈
爾
濱
航
政
局
与
蘇
聯
邦
阿
穆
爾
国
立
江
輸
局
双
方
関
於
改
善
航
行
状
況
之
協
定
」
で
あ
る
。

JA
C

A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
01003024900

（
第
六
画
像
目
）、
昭
和
９
年 

「
陸
満
密
綴 

第
17
号
」 

自
昭
和
９
年
９
月
13
日 

至

昭
和
９
年
10
月
11
日
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
58
） 

同
右
、（
第
六
─
七
画
像
目
）。

）
一
九
一
（



乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
（
笠
原
）

八
三

（
43
） JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
三
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４
月
調

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
44
） 
同
右
、（
第
四
─
五
画
像
目
）、
林
三
郎
『
関
東
軍
と
極
東
ソ
連
軍
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
年
）
一
〇
六
頁
。

（
45
） 
例
え
ば
、
外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」
二
一
─
二
二
頁
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

（
46
） 

茂
森
唯
士
『
日
支
戦
争
よ
り
日
ソ
戦
争
へ
』（
一
九
三
七
年
、
高
山
書
院
）
二
一
一
頁
。

（
47
） JA

C
A

R
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
13010033100

（
第
三
─
四
画
像
目
）、
満
蘇
国
境
紛
争
地
帯
と
両
国
の
主
張

　
昭
和
15
年
４

月
調
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
48
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
蘇
通
信
社
、
一
九
三
九
年
）（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
五
頁
、
外
務
省
欧
亜
局
第
一

課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』（
巌
南
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
）
三
三
一
─
三
三
二
頁
。

（
49
） 

松
本
「
初
期
満
ソ
国
境
紛
争
の
発
生
と
展
開
（
１
９
３
５
─
１
９
３
７
）：
国
境
委
員
会
設
置
交
渉
か
ら
武
力
処
理
思
想
へ
」
四
二
頁
。

（
50
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 
一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
五
─
四
六
頁
。

（
51
） 

同
右
、
四
六
頁
。

（
52
） 

同
右
。

（
53
） 

松
本
「
初
期
満
ソ
国
境
紛
争
の
発
生
と
展
開
（
１
９
３
５
─
１
９
３
７
）：
国
境
委
員
会
設
置
交
渉
か
ら
武
力
処
理
思
想
へ
」
四
八
頁
。

（
54
） 

日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
六
頁
。

（
55
） 

同
右
、
四
八
頁
。

（
56
） 

外
務
省
欧
亜
局
第
一
課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』
三
八
五
頁
。

（
57
） 

水
路
協
定
の
正
式
名
称
は
「
満
洲
帝
国
哈
爾
濱
航
政
局
与
蘇
聯
邦
阿
穆
爾
国
立
江
輸
局
双
方
関
於
改
善
航
行
状
況
之
協
定
」
で
あ
る
。

JA
C

A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.C
01003024900

（
第
六
画
像
目
）、
昭
和
９
年 

「
陸
満
密
綴 

第
17
号
」 

自
昭
和
９
年
９
月
13
日 

至

昭
和
９
年
10
月
11
日
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
58
） 

同
右
、（
第
六
─
七
画
像
目
）。

）
一
九
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

八
四

（
59
） 

外
務
省
欧
亜
局
第
一
課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』
三
八
五
─
三
八
六
頁
、
日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の

部
）
四
八
頁
。

（
60
） 
外
務
省
情
報
部
「
乾
岔
子
島
事
件
と
満
蘇
國
境
問
題
」
二
二
頁
。

（
61
） 
日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
八
頁
。

（
62
） 

外
務
省
欧
亜
局
第
一
課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』
三
八
六
頁
、
日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
八

頁
。

（
63
） 

同
右
。

（
64
） 

「
満
ソ
水
路
協
定
ソ
聯
破
棄
す
」『
東
京
朝
日
新
聞
』（
昭
和
十
二
年
五
月
十
六
日
）。

（
65
） 

同
右
、
日
蘇
通
信
社
編
『
蘇
聯
邦
年
鑑 

一
九
三
九
年
版
』（
日
満
支
ソ
関
係
の
部
）
四
九
頁
。

（
66
） 

外
務
省
欧
亜
局
第
一
課
『
日
「
ソ
」
交
渉
史
』
三
八
六
頁
。

（
67
） 

嘉
治
隆
一
『
東
方
問
題
論
』（
東
宛
書
房
、
一
九
三
九
年
）
二
一
九
─
二
二
〇
頁
。

（
68
） 

大
路
浩
村
「
日
ソ
軍
衝
突
事
件
」『
東
洋
』（
一
九
三
七
年
八
月
号
）
一
五
六
頁
、
茂
森
『
日
支
戦
争
よ
り
日
ソ
戦
争
へ
』
二
〇
七
頁
、
嘉
治

『
東
方
問
題
論
』
二
二
〇
頁
。

（
69
） 

嘉
治
『
東
方
問
題
論
』
二
二
〇
頁
、「
大
黒
河
の
北
水
道
を
露
国
、
再
び
不
法
閉
鎖
」『
大
阪
毎
日
新
聞
』（
一
九
三
七
年
六
月
二
二
日
）。

■
本
論
文
は
、
令
和
三
年
度
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
研
究
費
個
人
研
究
費
の
成
果
に
依
る
。

■
喜
多
義
人
先
生
の
生
前
の
ご
厚
情
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
ご
功
績
を
偲
び
、
心
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

）
一
九
一
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

八
五

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮河

　
　
合
　
　
利
　
　
修

一
　
は
じ
め
に

故
喜
多
義
人
教
授
は
、
軍
隊
に
お
け
る
国
際
法
の
教
育
や
捕
虜
の
取
り
扱
い
、
赤
十
字
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
な
ど
戦
時
国
際
法
に
関

連
し
た
研
究
を
さ
れ
て
い
た
が
、
生
前
、「
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
は
軍
縮
を
目
的
と
し
た
会
議
だ
っ
た
」
と
い
う
発
言
を
二
、
三
度
さ

れ
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
」
に
研
究
の
軸
を
お
か
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
発
言
は
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
逝
去

後
、
蔵
書
を
整
理
し
て
い
る
と
、
な
か
に
外
務
省
編
纂
『
海
牙
万
国
平
和
会
議

　
日
本
外
交
文
書
』
と
三
枝
茂
智
『
国
際
軍
備
縮
小
問

題
』
が
あ
る
の
に
気
づ
い
た

（
１
）

。
今
と
な
っ
て
は
も
う
確
認
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
晩
年
心
血
を
注
が
れ
て
い
た
赤
十
字

の
研
究
が
ひ
と
段
落
し
た
ら
、
こ
の
会
議
あ
る
い
は
軍
縮
に
つ
い
て
研
究
を
し
よ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

事
情
か
ら
、
故
喜
多
教
授
追
悼
の
た
め
、
遺
さ
れ
た
蔵
書
を
使
用
し
つ
つ
、
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
（
以
下
、「
ハ
ー
グ
平
和
会
議
」「
平
和

論

　説

）
七
一
二
（
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八
五

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮河

　
　
合
　
　
利
　
　
修

一
　
は
じ
め
に

故
喜
多
義
人
教
授
は
、
軍
隊
に
お
け
る
国
際
法
の
教
育
や
捕
虜
の
取
り
扱
い
、
赤
十
字
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
な
ど
戦
時
国
際
法
に
関

連
し
た
研
究
を
さ
れ
て
い
た
が
、
生
前
、「
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
は
軍
縮
を
目
的
と
し
た
会
議
だ
っ
た
」
と
い
う
発
言
を
二
、
三
度
さ

れ
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
」
に
研
究
の
軸
を
お
か
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
発
言
は
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
逝
去

後
、
蔵
書
を
整
理
し
て
い
る
と
、
な
か
に
外
務
省
編
纂
『
海
牙
万
国
平
和
会
議

　
日
本
外
交
文
書
』
と
三
枝
茂
智
『
国
際
軍
備
縮
小
問

題
』
が
あ
る
の
に
気
づ
い
た

（
１
）

。
今
と
な
っ
て
は
も
う
確
認
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
晩
年
心
血
を
注
が
れ
て
い
た
赤
十
字

の
研
究
が
ひ
と
段
落
し
た
ら
、
こ
の
会
議
あ
る
い
は
軍
縮
に
つ
い
て
研
究
を
し
よ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

事
情
か
ら
、
故
喜
多
教
授
追
悼
の
た
め
、
遺
さ
れ
た
蔵
書
を
使
用
し
つ
つ
、
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
（
以
下
、「
ハ
ー
グ
平
和
会
議
」「
平
和

論

　説

）
七
一
二
（
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第
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（
二
〇
二
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年
九
月
）

八
六

会
議
」
あ
る
い
は
「
会
議
」
と
い
う
）
と
軍
縮
に
つ
い
て
書
く
こ
と
と
す
る
。

ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
二
回
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
会
議
は
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
提
唱
に
基
づ
き
、
一
八
九
九
年
五
月
一
八
日

か
ら
七
月
二
九
日
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
の
目
的
は
軍
縮
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
軍
縮
は
進
展
が
な
か
っ

た
も
の
の
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
戦
時
国
際
法
の
分
野
で
三
つ
の
条
約
、
す
な
わ
ち
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」、「
陸
戦
ノ

法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
お
よ
び
「
千
八
百
六
十
四
年
八
月
二
十
二
日
「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」

（
以
下
、「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」）
が
、
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
特
定
兵
器
を
禁
止
す
る
意
味
で
の
軍
縮
の
た
め

の
三
つ
の
宣
言
、
す
な
わ
ち
、「
軽
気
球
上
ヨ
リ
又
ハ
之
ニ
類
似
シ
タ
ル
新
ナ
ル
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
投
射
物
及
爆
裂
物
ヲ
投
下
ス
ル
コ
ト

ヲ
五
箇
年
間
禁
止
ス
ル
宣
言
」（
以
下
、「
軽
気
球
等
ヨ
リ
投
射
物
爆
裂
物
投
下
禁
止
ノ
宣
言
」）、「
窒
息
セ
シ
ム
ヘ
キ
瓦
斯
又
ハ
有
毒
質
ノ
瓦
斯

ヲ
散
布
ス
ル
ヲ
唯
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
ノ
使
用
ヲ
各
自
ニ
禁
止
ス
ル
宣
言
」（
以
下
、「
毒
質
瓦
斯
散
布
ヲ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
使
用
禁
止

ノ
宣
言
」）
お
よ
び
「
外
包
硬
固
ナ
ル
弾
丸
ニ
シ
テ
其
ノ
外
包
中
心
ノ
全
部
ヲ
蓋
包
セ
ス
若
ハ
其
ノ
外
包
二
截
刻
ヲ
施
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
キ

人
体
ニ
入
テ
容
易
ニ
開
展
シ
又
ハ
扁
平
ト
為
ル
ヘ
キ
弾
丸
ノ
使
用
ヲ
各
自
ニ
禁
止
ス
ル
宣
言
」（
以
下
、「
人
体
内
ニ
入
リ
容
易
ニ
開
展
シ
又
ハ

扁
平
ト
ナ
ル
ヘ
キ
弾
丸
使
用
禁
止
ノ
宣
言

（
２
）

」））
が
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

第
二
回
平
和
会
議
は
第
一
回
会
議
で
残
さ
れ
た
課
題
に
対
処
す
る
た
め
一
九
〇
七
年
六
月
一
五
日
か
ら
一
〇
月
一
八
日
ま
で
ハ
ー
グ
で

開
催
さ
れ
た
。
第
二
回
会
議
で
も
結
局
、
軍
縮
に
つ
い
て
は
進
展
は
な
か
っ
た
が
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
戦
時
国
際
法
の
分
野
で

一
三
も
の
条
約
が
採
択
さ
れ
る
と
い
う
成
果
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」「
契
約
負
債
回
収
ノ
為
ニ
ス
ル
兵

力
使
用
ノ
制
限
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
開
戦
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
陸
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
及
中

立
人
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
開
戦
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
敵
ノ
商
船
取
扱
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
商
船
ヲ
軍
艦
ニ
変
更
ス
ル
コ
ト
ニ
関
ス
ル

）
七
一
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

八
七

条
約
」「
触
発
自
動
海
底
水
雷
ノ
敷
設
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
戦
時
ニ
於
テ
海
軍
力
ヲ
以
テ
ス
ル
砲
撃
ニ
関
ス
ル
条
約
」「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条

約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」「
海
戦
ニ
於
ケ
ル
捕
獲
権
行
使
ノ
制
限
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
国
際
捕
獲
審
検
所
設
立
ニ
関
ス
ル
条

約
」「
海
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
で
あ
る
。
ま
た
、
宣
言
と
し
て
「
軽
気
球
上
ヨ
リ
投
射
物
及
爆
裂

物
ノ
投
下
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。

前
述
の
と
お
り
、
二
回
の
会
議
に
お
い
て
も
結
局
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
軍
縮
は
進
ま
な
か
っ
た
が
、
国
際
紛
争
の
解
決
と
戦
時
国
際

法
に
お
け
る
法
典
化
は
大
き
く
前
進
し
た
と
い
え
よ
う
。
戦
時
国
際
法
に
お
い
て
は
、「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
を
は
じ
め

と
す
る
ハ
ー
グ
諸
条
約
と
し
て
現
在
で
も
効
力
を
有
し
、
今
日
の
国
際
人
道
法
を
形
成
す
る
重
要
な
柱
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
人

道
法
の
関
係
条
約
で
今
日
ま
で
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
て
き
た
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
は
、
ま
さ
に
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
成
果
物
で
あ
る
「
陸
戦

ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
画
期
的
な
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
あ
っ
た
が
、
後
述
の
と
お
り
、
会
議
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
日
本
語
で
の
研
究
、
と
く
に

最
近
の
研
究
に
つ
い
て
は
非
常
に
少
な
い
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
目
的
で
あ
っ
た
軍
縮
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
失

敗
し
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、
今
日
、
日
本
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
近
年
ほ
と
ん
ど
「
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
」
感
の
あ
る
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
と
軍
縮
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

二
　
先
行
研
究
、
本
稿
の
概
要
、
用
語
の
定
義
と
本
稿
に
お
け
る
限
定

ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
会
議
か
ら
数
年
以
内
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
出
版
が
な
さ
れ
た
。
ス
コ
ッ
ト
（Jam

es 

B
row

n S
cott

）
は
ル
ー
ト
（E

lihu R
oot

）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
務
長
官
の
も
と
国
務
省
か
ら
第
二
回
平
和
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
国
際
法

）
七
一
二
（
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合
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七

条
約
」「
触
発
自
動
海
底
水
雷
ノ
敷
設
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
戦
時
ニ
於
テ
海
軍
力
ヲ
以
テ
ス
ル
砲
撃
ニ
関
ス
ル
条
約
」「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条

約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」「
海
戦
ニ
於
ケ
ル
捕
獲
権
行
使
ノ
制
限
ニ
関
ス
ル
条
約
」「
国
際
捕
獲
審
検
所
設
立
ニ
関
ス
ル
条

約
」「
海
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
で
あ
る
。
ま
た
、
宣
言
と
し
て
「
軽
気
球
上
ヨ
リ
投
射
物
及
爆
裂

物
ノ
投
下
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。

前
述
の
と
お
り
、
二
回
の
会
議
に
お
い
て
も
結
局
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
軍
縮
は
進
ま
な
か
っ
た
が
、
国
際
紛
争
の
解
決
と
戦
時
国
際

法
に
お
け
る
法
典
化
は
大
き
く
前
進
し
た
と
い
え
よ
う
。
戦
時
国
際
法
に
お
い
て
は
、「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
を
は
じ
め

と
す
る
ハ
ー
グ
諸
条
約
と
し
て
現
在
で
も
効
力
を
有
し
、
今
日
の
国
際
人
道
法
を
形
成
す
る
重
要
な
柱
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
人

道
法
の
関
係
条
約
で
今
日
ま
で
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
て
き
た
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
は
、
ま
さ
に
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
成
果
物
で
あ
る
「
陸
戦

ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
画
期
的
な
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
あ
っ
た
が
、
後
述
の
と
お
り
、
会
議
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
日
本
語
で
の
研
究
、
と
く
に

最
近
の
研
究
に
つ
い
て
は
非
常
に
少
な
い
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
目
的
で
あ
っ
た
軍
縮
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
失

敗
し
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、
今
日
、
日
本
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
近
年
ほ
と
ん
ど
「
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
」
感
の
あ
る
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
と
軍
縮
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

二
　
先
行
研
究
、
本
稿
の
概
要
、
用
語
の
定
義
と
本
稿
に
お
け
る
限
定

ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
会
議
か
ら
数
年
以
内
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
出
版
が
な
さ
れ
た
。
ス
コ
ッ
ト
（Jam

es 

B
row

n S
cott

）
は
ル
ー
ト
（E

lihu R
oot

）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
務
長
官
の
も
と
国
務
省
か
ら
第
二
回
平
和
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
国
際
法

）
七
一
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

八
八

の
学
識
と
一
次
資
料
を
駆
使
し
て
、
二
巻
か
ら
な
るT

h
e H

agu
e P

eace C
on

feren
ces of 1899 an

d
 1907

を
著
し
た

（
３
）

。
第
一
回
平
和

会
議
に
合
衆
国
代
表
と
し
て
参
加
し
た
ホ
ル
ス
（F

rederick W
. H

olls

）
は
、T

h
e P

eace C
on

feren
ce at th

e H
agu

e

の
な
か
で
、
一

次
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
会
議
の
過
程
を
詳
細
に
報
告
し
て
い
る

（
４
）

。
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
で
歴
史
家
で
あ
っ
た
ハ
ル
（W

illiam
 I. H

ull

）
も

第
二
回
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
が
、T

h
e T

w
o H

agu
e C

on
feren

ces an
d

 T
h

eir C
on

tribu
tion

s to 

In
tern

ation
al L

aw
の
な
か
で
、
会
議
の
進
行
に
焦
点
を
あ
て
て
叙
述
し
て
い
る

（
５
）

。

西
暦
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
は
、
平
和
会
議
百
周
年
を
記
念
し
た
出
版
物
が
発
刊
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、M

aartje A
bbenhuis

ら
が
編

集
し
たW

ar, P
eace an

d
 In

tern
ation

al O
rd

er?

で
は
、
国
際
法
を
含
め
て
学
際
的
な
観
点
か
ら
、
平
和
会
議
と
そ
れ
が
そ
の
後
の

国
際
法
や
国
際
政
治
な
ど
の
分
野
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
複
数
の
著
者
が
執
筆
し
て
い
る

（
６
）

。
ま
た
、A

m
erican

 Jou
rn

al of 

In
tern

ation
al L

aw

で
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
号
で
特
集
が
組
ま
れ
、
国
際
法
の
専
門
家
が
各
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
寄
稿
し
て
い
る

（
７
）

。
な

お
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
発
刊
す
るIn

tern
ation

al R
eview

 of th
e R

ed
 C

ross

で
は
、
第
一
回
平
和
会
議
か
ら
百
年
目
に
あ
た
る

一
九
九
九
年
に
百
周
年
に
関
す
る
記
事
とA

ndré D
urand

の
論
文
が
あ
る
の
み
で
あ
る

（
８
）

。

以
上
の
よ
う
に
英
語
を
中
心
と
し
た
欧
文
文
献
は
主
な
お
の
だ
け
で
も
豊
富
に
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に
比
較
す
る
と
日
本
で
出
版
さ
れ

た
文
献
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
次
資
料
と
し
て
は
、
前
述
の
『
日
本
外
交
文
書
』
二
巻
が
外
交
文
書
を
掲
載
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
和
会
議
が
開
催
さ
れ
た
後
、
比
較
的
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
例
え
ば
杉
村
陽
太
郎
『
海
牙
平
和
会
議
』
が
あ
っ

た
も
の
の

（
９
）

、
戦
後
に
な
る
と
平
和
会
議
そ
の
も
の
に
関
す
る
学
術
書
・
論
文
は
非
常
に
少
な
く
な
り
、
今
世
紀
に
入
る
と
皆
無
と
な
る
。

第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
百
周
年
を
記
念
し
て
、
中
村
洸
は
英
文
で
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
国
際
紛
争
の
平
和
的

解
決
に
限
定
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
藤
田
久
一
は
百
周
年
に
際
し
て
、
会
議
の
特
徴
を
『
学
士
会
会
報
』
に
ま
と
め
て
い
る

（
11
）

。
）
七
七
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

八
九

平
和
会
議
で
討
議
さ
れ
た
事
項
、
そ
し
て
採
択
さ
れ
た
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
論
文
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

軍
縮
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
平
和
会
議
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
展
せ
ず
、
条
約
も
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
か
、
近
年
の
軍
縮
法
の
文
献
で
も
平
和
会
議
へ
の
言
及
は
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
藤
田
久
一
は
『
軍
縮
の
国
際

法
』
の
な
か
で
会
議
に
つ
い
て
脚
注
も
含
め
て
四
頁
を
割
い
て
る
が
、
黒
沢
満
は
『
軍
縮
国
際
法
』
に
お
い
て
数
行
で
言
及
す
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た

（
12
）

。
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
、
中
村
洸
が
ハ
ー
グ
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
か

ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
動
き
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
は
む
し
ろ
注
目
に
値
す
る

（
13
）

。

戦
時
国
際
法
の
法
典
化
、
と
く
に
ハ
ー
グ
諸
条
約
と
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
江
藤
淳
一
が
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
に

関
連
し
て
、
第
一
回
平
和
会
議
に
言
及
し
て
い
る

（
14
）

。
兵
器
の
規
制
に
関
し
て
は
廣
瀬
和
子
が
核
兵
器
の
使
用
規
制
に
関
連
し
て
、
文
化
財

の
保
護
に
つ
い
て
は
立
松
美
也
子
が
第
一
回
お
よ
び
第
二
回
会
議
で
採
択
さ
れ
た
条
約
ま
た
は
宣
言
に
つ
い
て
参
照
し
て
い
る

（
15
）

。
和
仁
健

太
郎
は
中
立
法
に
関
連
し
て
、
と
く
に
中
立
条
約
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
を
採
択
し
た
二
回
の
会
議
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る

（
16
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
は
と
く
に
そ
こ
で
成
立
し
た
条
約
に
関
連
し
て
言
及
が
あ
る
こ
と
は
多
い
が
、
会
議
そ

の
も
の
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
会
議
と
軍
縮
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
論
文
は
、
と
く
に
近
年
の
日
本
に
お
い
て
は
皆
無
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
第
一
に
、
軍
縮
を
扱
っ
た
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
、
外
交
文
書
な
ど
を
使
用
し
な
が
ら
、
会

議
の
提
案
か
ら
条
約
の
採
択
と
批
准
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
と
く
に
会
議
に
お
け
る
軍
縮
に
関
す
る
議
論
と
軍
縮
の
失
敗
と

成
果
に
つ
い
て
、
一
次
資
料
を
利
用
し
つ
つ
、
関
係
論
文
も
ふ
ま
え
て
明
示
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
一
回
平
和
会
議
に
お
け
る
軍
縮

に
つ
い
て
、
平
和
会
議
の
意
義
も
考
慮
し
つ
つ
、
評
価
し
た
い
。

）
七
七
一
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

八
九

平
和
会
議
で
討
議
さ
れ
た
事
項
、
そ
し
て
採
択
さ
れ
た
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
論
文
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

軍
縮
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
平
和
会
議
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
展
せ
ず
、
条
約
も
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
か
、
近
年
の
軍
縮
法
の
文
献
で
も
平
和
会
議
へ
の
言
及
は
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
藤
田
久
一
は
『
軍
縮
の
国
際

法
』
の
な
か
で
会
議
に
つ
い
て
脚
注
も
含
め
て
四
頁
を
割
い
て
る
が
、
黒
沢
満
は
『
軍
縮
国
際
法
』
に
お
い
て
数
行
で
言
及
す
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た

（
12
）

。
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
、
中
村
洸
が
ハ
ー
グ
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
か

ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
動
き
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
は
む
し
ろ
注
目
に
値
す
る

（
13
）

。

戦
時
国
際
法
の
法
典
化
、
と
く
に
ハ
ー
グ
諸
条
約
と
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
江
藤
淳
一
が
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
に

関
連
し
て
、
第
一
回
平
和
会
議
に
言
及
し
て
い
る

（
14
）

。
兵
器
の
規
制
に
関
し
て
は
廣
瀬
和
子
が
核
兵
器
の
使
用
規
制
に
関
連
し
て
、
文
化
財

の
保
護
に
つ
い
て
は
立
松
美
也
子
が
第
一
回
お
よ
び
第
二
回
会
議
で
採
択
さ
れ
た
条
約
ま
た
は
宣
言
に
つ
い
て
参
照
し
て
い
る

（
15
）

。
和
仁
健

太
郎
は
中
立
法
に
関
連
し
て
、
と
く
に
中
立
条
約
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
を
採
択
し
た
二
回
の
会
議
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る

（
16
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
は
と
く
に
そ
こ
で
成
立
し
た
条
約
に
関
連
し
て
言
及
が
あ
る
こ
と
は
多
い
が
、
会
議
そ

の
も
の
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
会
議
と
軍
縮
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
論
文
は
、
と
く
に
近
年
の
日
本
に
お
い
て
は
皆
無
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
第
一
に
、
軍
縮
を
扱
っ
た
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
、
外
交
文
書
な
ど
を
使
用
し
な
が
ら
、
会

議
の
提
案
か
ら
条
約
の
採
択
と
批
准
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
と
く
に
会
議
に
お
け
る
軍
縮
に
関
す
る
議
論
と
軍
縮
の
失
敗
と

成
果
に
つ
い
て
、
一
次
資
料
を
利
用
し
つ
つ
、
関
係
論
文
も
ふ
ま
え
て
明
示
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
一
回
平
和
会
議
に
お
け
る
軍
縮

に
つ
い
て
、
平
和
会
議
の
意
義
も
考
慮
し
つ
つ
、
評
価
し
た
い
。

）
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

九
〇

本
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
軍
縮
の
定
義
を
黒
沢
満
『
現
代
軍
縮
国
際
法
』
の
内
容
か
ら
簡
略
に
説
明
す
る
。
軍
縮
（disarm

am
ent

）

に
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
定
義
は
な
い
が
、
伝
統
的
に
は
軍
備
を
縮
小
あ
る
い
は
制
限
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
軍
備
の

撤
廃
ま
で
を
も
意
味
せ
ず
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
で
扱
う

（
17
）

。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
軍
備
管
理
（arm

s control

）
と
い
う
用
語
が

使
用
さ
れ
る
頻
度
が
多
く
な
っ
た
が
、
本
論
文
は
主
に
一
九
世
紀
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
め

る
（
18
）

。
軍
縮
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
量
的
な
措
置
と
質
的
な
措
置
が
あ
る
。
量
的
な
措
置
は
、
伝
統
的
な
分
類
で
あ
り
、
㈠

撤
廃
ま
た
は
廃
棄
、
㈡
縮
小
ま
た
は
削
減
、
㈢
制
限
、
㈣
上
限
設
定
で
あ
る

（
19
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
質
的
な
措
置
は
「
軍
備
に
関
す
る
一
定

の
活
動
の
禁
止
（prohibition
）」
で
あ
る

（
20
）

。

次
に
、
本
稿
の
範
囲
を
限
定
す
る
。
ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
前
述
の
と
お
り
一
八
九
九
年
と
一
九
〇
七
年
の
二
回
開
催
さ
れ
た
が
、
両
方

の
会
議
の
概
要
を
説
明
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
膨
大
な
紙
面
を
費
や
し
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
、
会
議
の
議
事
に
焦
点
を
あ
て
た
出
版
物

の
頁
数
が
か
な
り
に
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

（
21
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
軍
縮
を
取
り
上
げ
た
第
一
回
平
和
会
議
に
つ
い

て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
回
平
和
会
議
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
、
右
に
関
連
し
て
、
第
一
回
平
和
会
議
は
総
会
議
だ
け
で
計
一
〇
回
あ
り
、
さ
ら
に
委
員
会
の
討
議
を
含
め
る
と
、
た
と
え
そ

の
概
略
で
あ
っ
て
も
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
議
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
の
提
案
か
ら
会

議
開
催
に
至
る
過
程
に
続
い
て
、
本
会
議
に
お
け
る
可
決
事
項
を
中
心
に
表
す
。
も
ち
ろ
ん
、
各
委
員
会
の
議
論
は
重
要
で
あ
る
こ
と
は

認
識
し
て
い
る
が
、
委
員
会
に
お
け
る
討
議
に
つ
い
て
は
本
稿
の
目
的
に
沿
っ
て
、
軍
縮
を
扱
っ
た
第
一
委
員
会
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

と
す
る
。

第
三
に
、
外
国
人
の
人
名
を
日
本
語
で
表
記
す
る
際
は
、
英
和
辞
書
に
記
載
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
選
ん
だ
が
、
そ
れ
が
難
し
い
場
合

）
七
七
七
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
一

は
、『
日
本
外
交
文
書
』
に
あ
る
と
お
り
と
し
た
。
ま
た
不
明
の
場
合
は
、
原
語
の
ま
ま
と
し
た
。

最
後
に
、
使
用
す
る
第
一
次
資
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、『
日
本
外
交
文
書
』
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
概
要

㈠

　第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
前
の
平
和
会
議

一
八
九
九
年
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
よ
り
以
前
に
も
、
大
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
参
加
す
る
会
議
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
に
お
い

て
は
ウ
ィ
ー
ン
会
議
、
パ
リ
会
議
、
ベ
ル
リ
ン
会
議
は
開
催
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
会
議
は
戦
争
の
終
了
後
に
開
催
さ
れ
た

い
わ
ば
講
和
会
議
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
目
的
は
講
和
条
約
の
締
結
で
あ
っ
た

（
22
）

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
会
議
が
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題

に
も
対
処
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
五
六
年
の
パ
リ
会
議
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
講
和
会
議
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
で

は
私
掠
船
の
禁
止
を
規
定
し
た
条
約
「
海
上
法
要
義
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
法
の
法
典
化
が
行
わ
れ
た

（
23
）

。

一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
平
時
に
お
い
て
会
議
が
開
催
さ
れ
、
普
遍
的
な
内
容
の
条
約
の
採
択

が
議
題
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た

（
24
）

。
す
な
わ
ち
、
陸
戦
に
お
け
る
傷
病
兵
の
保
護
の
た
め
の
条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
開
催
さ
れ
た
会
議
（
一
八
六
四
年
）、
不
必
要
な
苦
痛
を
も
た
ら
す
軽
量
の
炸
裂
弾
を
禁
止
す
る
た
め
の
条
約
の
締
結
を
目
的
と
し
た
セ

ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
（
一
八
六
八
年
）、
陸
戦
法
規
に
つ
い
て
討
議
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
（
一
八
七
四
年
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
会
議
は
当
時
の
ロ
シ
ア
皇
帝
で
あ
っ
た
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ル
二
世
の
個
人
的
な
発
案
で
開
催
さ
れ
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
前
例
と
も
な
っ
た

（
25
）

。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
国
際
会
議
の
流
れ
を
う
け
、
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

）
七
七
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
一

は
、『
日
本
外
交
文
書
』
に
あ
る
と
お
り
と
し
た
。
ま
た
不
明
の
場
合
は
、
原
語
の
ま
ま
と
し
た
。

最
後
に
、
使
用
す
る
第
一
次
資
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、『
日
本
外
交
文
書
』
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
概
要

㈠

　第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
前
の
平
和
会
議

一
八
九
九
年
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
よ
り
以
前
に
も
、
大
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
参
加
す
る
会
議
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
に
お
い

て
は
ウ
ィ
ー
ン
会
議
、
パ
リ
会
議
、
ベ
ル
リ
ン
会
議
は
開
催
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
会
議
は
戦
争
の
終
了
後
に
開
催
さ
れ
た

い
わ
ば
講
和
会
議
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
目
的
は
講
和
条
約
の
締
結
で
あ
っ
た

（
22
）

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
会
議
が
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題

に
も
対
処
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
五
六
年
の
パ
リ
会
議
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
講
和
会
議
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
で

は
私
掠
船
の
禁
止
を
規
定
し
た
条
約
「
海
上
法
要
義
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
法
の
法
典
化
が
行
わ
れ
た

（
23
）

。

一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
平
時
に
お
い
て
会
議
が
開
催
さ
れ
、
普
遍
的
な
内
容
の
条
約
の
採
択

が
議
題
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た

（
24
）

。
す
な
わ
ち
、
陸
戦
に
お
け
る
傷
病
兵
の
保
護
の
た
め
の
条
約
を
締
結
す
る
た
め
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
開
催
さ
れ
た
会
議
（
一
八
六
四
年
）、
不
必
要
な
苦
痛
を
も
た
ら
す
軽
量
の
炸
裂
弾
を
禁
止
す
る
た
め
の
条
約
の
締
結
を
目
的
と
し
た
セ

ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
（
一
八
六
八
年
）、
陸
戦
法
規
に
つ
い
て
討
議
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
（
一
八
七
四
年
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
会
議
は
当
時
の
ロ
シ
ア
皇
帝
で
あ
っ
た
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ル
二
世
の
個
人
的
な
発
案
で
開
催
さ
れ
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
前
例
と
も
な
っ
た

（
25
）

。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
国
際
会
議
の
流
れ
を
う
け
、
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

）
七
七
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

九
二

㈡

　第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議

一
八
九
九
年
の
第
一
回
平
和
会
議
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
発
案
で
、
ム
ラ
ヴ
ィ
エ
フ
外
務
大
臣
が
各
国
に
開
催
を
八
月

二
四
日
の
回
章
で
呼
び
か
け
た

（
26
）

。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
在
露
本
野
臨
時
代
理
公
使
が
大
隈
外
務
大
臣
に
宛
て
た
電
報
の
な
か
で
、
会

議
開
催
の
「
重
ナ
ル
理
由
」
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

平
和
ノ
維
持
ハ
最
近
二
十
ヶ
年
間
国
際
政
略
ノ
目
的
ナ
リ
ト
思
惟
セ
ラ
ル
、
然
ル
ニ
各
大
国
ハ
平
和
ノ
維
持
ヲ
口
実
ト
シ
テ
同
盟
ヲ

締
結
シ
軍
備
ヲ
拡
張
シ
尚
之
ヲ
拡
張
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
未
タ
其
奏
効
ヲ
見
ス
、
之
ニ
職
由
ス
ル
経
済
上
ノ
負
担
ハ
日
々
ニ
其
重
キ
ヲ
加

ヘ
公
共
ノ
昌
栄
ハ
其
根
底
ヨ
リ
損
害
セ
ラ
ル
、
此
状
態
ニ
シ
テ
存
続
ス
ル
ト
キ
ハ
終
ニ
各
大
国
ノ
共
ニ
避
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
災
害

ヲ
来
ス
ヘ
シ

露
国
外
務
大
臣
ハ
右
ノ
如
キ
会
議
ノ
直
チ
ニ
其
功
ヲ
奏
ス
ヘ
シ
ト
ハ
思
考
セ
ス
ト
雖
モ
将
来
ノ
為
メ
本
問
題
ヲ
解
釈
ス
ル
ノ
準
備
タ

ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス

（
27
）

各
国
が
軍
備
を
拡
張
し
て
い
る
が
、
経
済
上
の
負
担
も
大
き
く
、
そ
れ
に
よ
り
戦
争

（
28
）

を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
た
め
、
会
議
を
提
唱
し

て
い
る
が
、
こ
の
第
一
回
回
章
に
つ
い
て
は
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た

（
29
）

。
そ
し
て
各
国
か
ら
の
批
判
を
う
け
て
、
ム
ラ

ヴ
ィ
エ
フ
外
務
大
臣
は
第
二
回
回
章
を
発
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
会
議
の
目
的
を
「
一

　
陸
海
軍
備
ノ
拡
張
ヲ
防
止
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
至
急

ニ
講
究
ス
ル
コ
ト

　
現
今
ノ
如
キ
軍
備
拡
張
ノ
時
ニ
当
リ
テ
本
問
題
ハ
最
モ
急
速
ニ
之
ヲ
決
定
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ

　
二

　
外
交
上
ノ
範
囲

内
ニ
於
ケ
ル
平
和
的
方
法
ヲ
以
テ
交
戦
ヲ
予
防
シ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
之
ニ
関
ス
ル
討
議
ノ
途
ヲ
開
ク
コ
ト
」
と
し
、
さ
ら
に
こ
の
目
的
の

）
七
七
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
三

た
め
に
以
下
の
八
つ
の
議
題
を
示
し
た

（
30
）

。

第
一

　
或
ル
一
定
ノ
期
限
間
ハ
陸
海
軍
ノ
現
数
及
其
ノ
経
費
ノ
額
ヲ
増
加
セ
サ
ル
件
ニ
関
ス
ル
協
定
ヲ
為
シ
且
将
来
ニ
於
テ
現
今
ノ

兵
数
及
経
費
ヲ
減
少
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
方
法
ヲ
予
メ
講
究
ス
ル
コ
ト

第
二

　
陸
海
軍
ニ
於
テ
新
発
明
ノ
火
器
及
爆
裂
薬
若
ク
ハ
現
今
大
砲
及
小
銃
ニ
使
用
ス
ル
火
薬
ヨ
リ
一
層
強
烈
ナ
ル
新
火
薬
ノ
使
用

ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト

第
三

　
現
在
非
常
ナ
ル
強
力
ヲ
有
ス
ル
爆
裂
薬
ヲ
野
戦
ニ
使
用
ス
ル
ノ
制
限
ヲ
定
メ
且
気
球
ヨ
リ
弾
丸
若
ク
ハ
爆
裂
薬
ヲ
投
下
シ
又

ハ
他
ノ
類
似
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
投
ス
ル
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト

第
四

　
海
戦
ニ
於
テ
水
底
水
雷
艇
若
ク
ハ
潜
水
々
雷
艇
或
ハ
他
ノ
類
似
ノ
破
壊
器
ノ
使
用
ヲ
禁
シ
今
後
ハ
衝
角
附
軍
艦
ヲ
製
造
セ
サ

ル
コ
ト
ヲ
約
定
ス
ル
コ
ト

第
五

　
千
八
百
六
十
四
年
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
条
約
ノ
条
項
ヲ
千
八
百
六
十
八
年
追
加
条
約
ノ
基
礎
ニ
依
リ
海
戦
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト

第
六

　
前
項
同
一
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
海
戦
中
及
海
戦
後
ニ
於
テ
遭
難
者
救
助
ニ
従
事
ス
ル
船
舶
若
ク
ハ
端
艇
ニ
中
立
権
ヲ
許
与
ス
ル
コ

ト第
七

　
千
八
百
七
十
四
年
比
律
悉
〔
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
〕
ノ
万
国
会
議
ノ
成
案
ニ
シ
テ
今
日
ニ
至
ル
モ
未
タ
各
国
ノ
批
准
ヲ
経
サ
ル
戦

時
ノ
法
律
慣
例
ニ
関
ス
ル
宣
言
書
ヲ
改
正
ス
ル
コ
ト

第
八

　
国
ト
国
ト
ノ
交
戦
ヲ
予
防
ス
ル
目
的
ニ
於
ケ
ル
厚
意
幇
助
居
中
調
停
自
由
仲
裁
ノ
精
神
ヲ
共
諾
シ
之
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
方
法
ト

一
様
ノ
手
続
ヲ
協
定
ス
ル
コ
ト

（
31
）

）
七
七
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
三

た
め
に
以
下
の
八
つ
の
議
題
を
示
し
た

（
30
）

。

第
一

　
或
ル
一
定
ノ
期
限
間
ハ
陸
海
軍
ノ
現
数
及
其
ノ
経
費
ノ
額
ヲ
増
加
セ
サ
ル
件
ニ
関
ス
ル
協
定
ヲ
為
シ
且
将
来
ニ
於
テ
現
今
ノ

兵
数
及
経
費
ヲ
減
少
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
方
法
ヲ
予
メ
講
究
ス
ル
コ
ト

第
二

　
陸
海
軍
ニ
於
テ
新
発
明
ノ
火
器
及
爆
裂
薬
若
ク
ハ
現
今
大
砲
及
小
銃
ニ
使
用
ス
ル
火
薬
ヨ
リ
一
層
強
烈
ナ
ル
新
火
薬
ノ
使
用

ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト

第
三

　
現
在
非
常
ナ
ル
強
力
ヲ
有
ス
ル
爆
裂
薬
ヲ
野
戦
ニ
使
用
ス
ル
ノ
制
限
ヲ
定
メ
且
気
球
ヨ
リ
弾
丸
若
ク
ハ
爆
裂
薬
ヲ
投
下
シ
又

ハ
他
ノ
類
似
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
投
ス
ル
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト

第
四

　
海
戦
ニ
於
テ
水
底
水
雷
艇
若
ク
ハ
潜
水
々
雷
艇
或
ハ
他
ノ
類
似
ノ
破
壊
器
ノ
使
用
ヲ
禁
シ
今
後
ハ
衝
角
附
軍
艦
ヲ
製
造
セ
サ

ル
コ
ト
ヲ
約
定
ス
ル
コ
ト

第
五

　
千
八
百
六
十
四
年
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
条
約
ノ
条
項
ヲ
千
八
百
六
十
八
年
追
加
条
約
ノ
基
礎
ニ
依
リ
海
戦
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト

第
六

　
前
項
同
一
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
海
戦
中
及
海
戦
後
ニ
於
テ
遭
難
者
救
助
ニ
従
事
ス
ル
船
舶
若
ク
ハ
端
艇
ニ
中
立
権
ヲ
許
与
ス
ル
コ

ト第
七

　
千
八
百
七
十
四
年
比
律
悉
〔
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
〕
ノ
万
国
会
議
ノ
成
案
ニ
シ
テ
今
日
ニ
至
ル
モ
未
タ
各
国
ノ
批
准
ヲ
経
サ
ル
戦

時
ノ
法
律
慣
例
ニ
関
ス
ル
宣
言
書
ヲ
改
正
ス
ル
コ
ト

第
八

　
国
ト
国
ト
ノ
交
戦
ヲ
予
防
ス
ル
目
的
ニ
於
ケ
ル
厚
意
幇
助
居
中
調
停
自
由
仲
裁
ノ
精
神
ヲ
共
諾
シ
之
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
方
法
ト

一
様
ノ
手
続
ヲ
協
定
ス
ル
コ
ト

（
31
）

）
七
七
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

九
四

こ
れ
ら
議
題
の
う
ち
、
第
一
～
第
四
は
軍
縮
、
第
五
～
第
七
は
戦
時
国
際
法
、
第
八
は
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
関
し
て
で
あ
っ

た
（
32
）

。
こ
れ
で
会
議
の
目
的
が
明
確
に
な
り
、
と
く
に
会
議
の
当
初
の
目
的
で
あ
り
、
か
つ
問
題
と
な
っ
た
軍
縮
に
つ
い
て
は
第
一
議
題
で

「
或
ル
一
定
ノ
期
限
間
ハ
陸
海
軍
ノ
現
数
及
其
ノ
経
費
ノ
額
ヲ
増
加
セ
サ
ル
件
ニ
関
ス
ル
協
定
ヲ
為
」
す
と
し
、
兵
力
と
軍
事
費
を
増
加

さ
せ
な
い
こ
と
に
合
意
す
る
目
的
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た

（
33
）

。

第
一
回
総
会
議
は
一
八
九
九
年
五
月
一
八
日
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
誕
生
日
に
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
、
そ
の

後
、
同
年
七
月
二
九
日
の
第
一
〇
総
会
ま
で
、
一
〇
回
に
わ
た
り
総
会
が
開
催
さ
れ
た

（
34
）

。
参
加
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
ア
ジ
ア
か
ら
は
清
国
、
日
本
、
ペ
ル
シ
ャ
、
シ
ャ
ム
の
四
カ
国
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
メ
キ
シ
コ
の
二
カ
国
、

計
二
六
カ
国
が
参
加
す
る
国
際
会
議
と
な
っ
た

（
35
）

。
藤
田
が
評
し
た
よ
う
に
「
当
時
と
し
て
は
未
曽
有
の
「
世
界
的
」
大
会
議
」
と
な
っ
た

の
で
あ
る

（
36
）

。

第
一
回
総
会
議
と
第
二
回
総
会
議
（
五
月
二
〇
日
）
は
、
第
一
回
総
会
義
で
事
務
局
と
書
記
局
の
構
成
が
決
定
さ
れ
た
以
外
は
、
開
会

の
辞
（
第
一
回
）、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
お
よ
び
ロ
シ
ア
皇
帝
の
声
明
の
朗
読
（
第
二
回
）
な
ど
、
儀
礼
的
で
あ
っ
た

（
37
）

。
た
だ
し
、
第
一
回
総
会

議
に
お
い
て
は
平
和
会
議
の
議
長
に
ロ
シ
ア
第
一
委
員
の
ド
・
ス
タ
ー
ル
（D

e S
taal

）
を
選
出
し
た
。
ま
た
、
第
二
回
総
会
議
に
お
い

て
は
、
議
事
の
進
行
の
た
め
に
議
題
に
即
し
た
委
員
会
を
置
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
委
員
会
は
ロ
シ
ア
の
一
八
九
八
年

一
二
月
三
〇
日
付
第
二
回
回
章
の
う
ち
第
一
か
ら
第
四
ま
で
（
軍
縮
）、
第
二
委
員
会
は
第
五
か
ら
第
七
ま
で
（
戦
時
国
際
法
）、
第
三
委
員

会
は
第
八
（
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
）
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

（
38
）

。
第
三
回
総
会
議
は
一
八
九
九
年
五
月
二
三

日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
主
に
委
員
お
よ
び
委
員
会
の
事
務
局
が
選
出
さ
れ
た
が
、
第
一
委
員
会
議
長
は
ベ
ル
ギ
ー
の
ベ
ー
ル
ナ
ー

ル
ト
（A

.B
eernaert

）、
第
二
委
員
会
議
長
は
ロ
シ
ア
の
ド
・
マ
ル
テ
ン
ス
（de M

artens

）、
第
三
委
員
会
委
員
長
は
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル

）
七
七
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
五

ジ
ョ
ア
（L

éon B
ourgeois

）
に
決
定
し
た

（
39
）

。
以
上
、
第
二
回
と
第
三
回
総
会
議
で
各
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
と
委
員
が
決
定
さ
れ
、
以
降
、

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
で
平
和
会
議
の
議
題
が
議
論
さ
れ
た
。

第
四
回
総
会
議
は
第
三
回
総
会
議
か
ら
約
一
カ
月
後
の
六
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
第
二
委
員
会
で
討
議
さ
れ
た

「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
条
文
一
〇
カ
条
が
可
決
さ
れ
た

（
40
）

。
第
五
回

総
会
議
は
七
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
。
前
回
に
続
き
第
五
回
総
会
議
も
お
も
に
第
二
委
員
会
の
検
討
事
項
で
あ
る
戦
時
国
際
法
を
取
り

扱
っ
た
。
一
八
七
四
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
で
は
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
可
決
さ
れ
た
が
、
第
二
委
員
会
に
お
い
て

こ
れ
を
も
と
に
六
〇
条
か
ら
な
る
条
約
案
が
採
択
さ
れ
、
こ
れ
が
本
総
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た

（
41
）

。
ま
た
、
中
立
国
の
権
利
義
務
お
よ
び

防
御
の
な
い
港
湾
並
び
に
海
浜
の
市
府
、
村
落
を
軍
艦
か
ら
砲
撃
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
平
和
会
議
の
議
題
と
す
る
こ
と
と
し

た
（
42
）

。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
し
て
は
、
ス
イ
ス
政
府
が
近
い
将
来
に
条
約
の
改
正
を
発
議
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
、
可
決
し
た

（
43
）

。

第
六
回
総
会
議
は
七
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ
、
第
二
委
員
会
が
扱
う
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
し
て
報
告
も
あ
っ
た
が
、
大
部
分
は
第
一

委
員
会
が
取
り
扱
う
軍
縮
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
第
一
委
員
会
の
報
告
書
が
可
決
さ
れ
、
軍
備
の
縮
小
に
つ
い
て
は
事
実
上
否

決
さ
れ
た
も
の
の
、
特
定
兵
器
の
禁
止
を
定
め
た
宣
言
は
採
択
さ
れ
た

（
44
）

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
回
総
会
議
は
七
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
お
も
に
第
三
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
が
討
議
さ

れ
た
。
そ
し
て
同
委
員
会
の
報
告
書
が
可
決
さ
れ
、
ま
た
、
本
文
五
七
条
か
ら
な
る
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
が
採
択
さ
れ
た

（
45
）

。

第
八
回
総
会
議
は
七
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
、
こ
こ
で
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
と
「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海

戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」、
そ
し
て
三
つ
の
宣
言
の
前
文
と
総
則
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た

（
46
）

。
翌
日
七
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
総

会
議
で
は
、「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
の
前
文
と
総
則
が
可
決
さ
れ
た

（
47
）

。

）
七
七
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
五

ジ
ョ
ア
（L

éon B
ourgeois

）
に
決
定
し
た

（
39
）

。
以
上
、
第
二
回
と
第
三
回
総
会
議
で
各
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
と
委
員
が
決
定
さ
れ
、
以
降
、

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
で
平
和
会
議
の
議
題
が
議
論
さ
れ
た
。

第
四
回
総
会
議
は
第
三
回
総
会
議
か
ら
約
一
カ
月
後
の
六
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
第
二
委
員
会
で
討
議
さ
れ
た

「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
条
文
一
〇
カ
条
が
可
決
さ
れ
た

（
40
）

。
第
五
回

総
会
議
は
七
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
。
前
回
に
続
き
第
五
回
総
会
議
も
お
も
に
第
二
委
員
会
の
検
討
事
項
で
あ
る
戦
時
国
際
法
を
取
り

扱
っ
た
。
一
八
七
四
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
で
は
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
宣
言
」
が
可
決
さ
れ
た
が
、
第
二
委
員
会
に
お
い
て

こ
れ
を
も
と
に
六
〇
条
か
ら
な
る
条
約
案
が
採
択
さ
れ
、
こ
れ
が
本
総
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た

（
41
）

。
ま
た
、
中
立
国
の
権
利
義
務
お
よ
び

防
御
の
な
い
港
湾
並
び
に
海
浜
の
市
府
、
村
落
を
軍
艦
か
ら
砲
撃
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
平
和
会
議
の
議
題
と
す
る
こ
と
と
し

た
（
42
）

。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
し
て
は
、
ス
イ
ス
政
府
が
近
い
将
来
に
条
約
の
改
正
を
発
議
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
、
可
決
し
た

（
43
）

。

第
六
回
総
会
議
は
七
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ
、
第
二
委
員
会
が
扱
う
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
し
て
報
告
も
あ
っ
た
が
、
大
部
分
は
第
一

委
員
会
が
取
り
扱
う
軍
縮
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
第
一
委
員
会
の
報
告
書
が
可
決
さ
れ
、
軍
備
の
縮
小
に
つ
い
て
は
事
実
上
否

決
さ
れ
た
も
の
の
、
特
定
兵
器
の
禁
止
を
定
め
た
宣
言
は
採
択
さ
れ
た

（
44
）

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
回
総
会
議
は
七
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
お
も
に
第
三
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
が
討
議
さ

れ
た
。
そ
し
て
同
委
員
会
の
報
告
書
が
可
決
さ
れ
、
ま
た
、
本
文
五
七
条
か
ら
な
る
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
が
採
択
さ
れ
た

（
45
）

。

第
八
回
総
会
議
は
七
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
、
こ
こ
で
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
と
「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ
海

戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」、
そ
し
て
三
つ
の
宣
言
の
前
文
と
総
則
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た

（
46
）

。
翌
日
七
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
総

会
議
で
は
、「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
の
前
文
と
総
則
が
可
決
さ
れ
た

（
47
）

。

）
七
七
二
（
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九
六

第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
最
後
の
総
会
議
で
あ
り
、
閉
会
式
で
も
あ
っ
た
第
一
〇
回
総
会
議
は
、
七
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
。
会

議
は
一
〇
時
に
開
会
さ
れ
、
最
終
決
議
書
と
、
前
述
の
三
条
約
と
三
宣
言
の
調
印
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
い
っ
た
ん
中
断
し
、
一
五
時
に

再
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
調
印
表
が
朗
読
さ
れ
た
後
、
会
議
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
教
皇
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
書
簡
と
教

皇
か
ら
の
返
書
が
朗
読
さ
れ
、
そ
の
後
、
議
長
ド
・
ス
タ
ー
ル
の
演
説
な
ど
の
の
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
ド
・
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
の
演
説

を
も
っ
て
、「
満
場
大
喝
采
」
で
閉
会
し
た

（
48
）

。

第
一
〇
回
総
会
議
の
開
催
日
で
あ
る
七
月
二
九
日
に
調
印
さ
れ
た
「
万
国
平
和
会
議
最
終
決
議
書
」
に
は
、
ま
ず
参
加
各
国
の
委
員
の

リ
ス
ト
と
三
条
約
と
三
宣
言
の
採
択
が
示
さ
れ
た
後
、
軍
縮
に
関
す
る
決
議
が
掲
載
さ
れ
た

（
49
）

。
そ
し
て
、
六
分
野
に
お
い
て
今
後
の
進
展

あ
る
い
は
次
回
の
平
和
会
議
で
の
審
議
を
望
む
「
希
望
」
が
本
会
議
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
た

（
50
）

。
最
後
に
、
全
参
加
国
の
調
印
、

そ
し
て
そ
の
後
に
、
三
条
約
と
三
宣
言
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
た

（
51
）

。

条
約
は
順
調
に
批
准
さ
れ
、
一
八
九
九
年
九
月
四
日
の
時
点
で
批
准
書
を
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
寄
託
し
た
の
は
、「
国
際
紛
争
平
和
的
処

理
条
約
」
に
つ
い
て
は
一
七
カ
国
、「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
に
つ
い
て
は
一
五
カ
国
、「「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
ノ
原
則
ヲ

海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」
に
つ
い
て
は
一
七
カ
国
、「
軽
気
球
等
ヨ
リ
投
射
物
爆
裂
物
投
下
禁
止
ノ
宣
言
」
に
つ
い
て
は
一
六
カ
国
、「
毒

質
瓦
斯
散
布
ヲ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
使
用
禁
止
ノ
宣
言
」
に
つ
い
て
は
一
五
カ
国
、「
人
体
内
ニ
入
リ
容
易
ニ
開
展
シ
又
ハ
扁
平
ト
ナ
ル

ヘ
キ
弾
丸
使
用
禁
止
ノ
宣
言
」
に
つ
い
て
は
一
四
カ
国
と
、
二
六
カ
国
の
参
加
国
の
多
く
が
早
い
時
期
に
批
准
し
た
こ
と
が
わ
か
る

（
52
）

。

こ
の
よ
う
に
、
三
条
約
と
三
宣
言
が
最
終
的
に
平
和
会
議
で
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
藤
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
未

曾
有
」
で
あ
っ
た

（
53
）

。
以
上
が
、
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
概
要
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
会
議
の
当
初
の
目
的
で
あ
っ
た
軍
縮
に
つ
い

て
見
て
み
た
い
。

）
七
七
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
七

四
　
軍
縮

平
和
会
議
で
は
、
前
述
の
と
お
り
第
一
委
員
会
が
軍
縮
を
検
討
し
た
。
ロ
シ
ア
の
第
二
回
回
章
に
お
い
て
は
八
つ
の
具
体
的
な
提
案
が

な
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
第
一
か
ら
第
四
提
案
が
軍
縮
と
関
連
し
て
い
た
た
め
、
第
一
委
員
会
で
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以

下
、
ロ
シ
ア
が
当
初
提
案
し
た
軍
縮
と
、
特
定
の
武
器
の
禁
止
に
関
す
る
軍
縮
に
分
け
て
概
観
す
る
。

㈠

　軍
備
縮
小

一
八
九
九
年
六
月
二
三
日
、
第
一
委
員
会
の
会
合
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
陸
軍
委
員
の
ジ
リ
ン
ス
キ
ー
（G

ilinsky

）
大
佐
は
以
下
の
提

案
を
お
こ
な
っ
た
。

第
一
、
母
国
（
殖
民
地
ニ
対
シ
母
国
ト
云
フ
）
内
ノ
平
時
陸
軍
常
備
兵
員
ヲ
向
フ
五
ヵ
年
間
増
加
セ
ザ
ル
列
国
協
定
ヲ
締
結
ス
ル
事

第
二
、
右
ノ
協
定
ヲ
ム
ス
フ
ニ
至
ラ
ハ
可
成
各
国
ニ
其
殖
民
地
駐
屯
ノ
モ
ノ
ヲ
除
キ
平
時
陸
軍
常
備
兵
ノ
員
数
ヲ
一
定
ス
ル
事

第
三
、
同
年
期
間
実
際
ノ
陸
軍
予
算
額
ヲ
高
メ
サ
ル
コ
ト

（
54
）

ま
た
、
ロ
シ
ア
海
軍
委
員
の
シ
エ
ー
ヌ
（S

chéine

）
大
佐
は
海
軍
に
関
し
て
、
以
下
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。

三
年
間
海
軍
予
算
額
ヲ
高
メ
サ
ル
事
及
同
期
間
予
メ
左
ノ
事
項
ヲ
告
知
ス
ル
約
束
ヲ
以
テ
三
年
間
ノ
海
軍
予
算
額
ヲ
一
定
ス
ル
事
ヲ

）
七
七
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
七

四
　
軍
縮

平
和
会
議
で
は
、
前
述
の
と
お
り
第
一
委
員
会
が
軍
縮
を
検
討
し
た
。
ロ
シ
ア
の
第
二
回
回
章
に
お
い
て
は
八
つ
の
具
体
的
な
提
案
が

な
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
第
一
か
ら
第
四
提
案
が
軍
縮
と
関
連
し
て
い
た
た
め
、
第
一
委
員
会
で
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以

下
、
ロ
シ
ア
が
当
初
提
案
し
た
軍
縮
と
、
特
定
の
武
器
の
禁
止
に
関
す
る
軍
縮
に
分
け
て
概
観
す
る
。

㈠

　軍
備
縮
小

一
八
九
九
年
六
月
二
三
日
、
第
一
委
員
会
の
会
合
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
陸
軍
委
員
の
ジ
リ
ン
ス
キ
ー
（G

ilinsky

）
大
佐
は
以
下
の
提

案
を
お
こ
な
っ
た
。

第
一
、
母
国
（
殖
民
地
ニ
対
シ
母
国
ト
云
フ
）
内
ノ
平
時
陸
軍
常
備
兵
員
ヲ
向
フ
五
ヵ
年
間
増
加
セ
ザ
ル
列
国
協
定
ヲ
締
結
ス
ル
事

第
二
、
右
ノ
協
定
ヲ
ム
ス
フ
ニ
至
ラ
ハ
可
成
各
国
ニ
其
殖
民
地
駐
屯
ノ
モ
ノ
ヲ
除
キ
平
時
陸
軍
常
備
兵
ノ
員
数
ヲ
一
定
ス
ル
事

第
三
、
同
年
期
間
実
際
ノ
陸
軍
予
算
額
ヲ
高
メ
サ
ル
コ
ト

（
54
）

ま
た
、
ロ
シ
ア
海
軍
委
員
の
シ
エ
ー
ヌ
（S

chéine

）
大
佐
は
海
軍
に
関
し
て
、
以
下
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。

三
年
間
海
軍
予
算
額
ヲ
高
メ
サ
ル
事
及
同
期
間
予
メ
左
ノ
事
項
ヲ
告
知
ス
ル
約
束
ヲ
以
テ
三
年
間
ノ
海
軍
予
算
額
ヲ
一
定
ス
ル
事
ヲ

）
七
七
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

九
八

合
意
ス
ル
事

其
一
、
製
造
中
ニ
在
ル
軍
艦
ノ
噸
数

　
但
シ
船
艦
ノ
種
類
ヲ
詳
示
ス
ル
事
ヲ
要
セ
ズ

其
二
、
海
軍
士
官
及
水
平
ノ
員
数

其
三
、
砲
塞
、
造
船
所
、
武
庫
等
ノ
如
キ
軍
港
事
業
ノ
費
額

（
55
）

陸
軍
に
つ
い
て
は
五
年
間
の
兵
員
の
維
持
と
予
算
額
の
維
持
、
海
軍
に
お
い
て
は
三
年
間
の
予
算
額
の
維
持
と
い
う
、
斬
新
な
ロ
シ
ア

の
提
案
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
各
国
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
六
月
二
四
日
の
会
議
で
は
、
陸
軍
議
案
に
対
し
て
は
ド
イ
ツ
代
表
が
、

海
軍
議
案
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
代
表
な
ど
が
反
対
を
表
明
し
た
た
め
、
二
つ
の
案
を
審
査
委
員
に
付
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
56
）

。
な
お
、

日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た
阪
本
俊
篤
海
軍
大
佐
は
こ
の
会
議
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ホ
フ

（D
e G

ross de S
chw

arzhoff

）
大
佐
は
軍
備
過
重
が
む
し
ろ
人
民
の
資
産
を
富
ま
せ
、
ま
た
、
徴
兵
義
務
を
人
民
は
喜
ん
で
愛
国
的
義
務
と

し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
発
言
、「
軍
備
制
限
案
ヲ
其
精
神
ノ
根
本
ヨ
リ
破
砕
シ
去
リ
按
ヲ
シ
テ
顔
色
ナ
キ
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
」
と
い
う

（
57
）

。

坂
本
は
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ホ
フ
大
佐
の
演
説
は
「
平
和
会
議
ノ
精
神
ヲ
其
根
本
ヨ
リ
破
壊
シ
去
リ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
皇
帝
の
平
和

会
議
へ
の
賛
同
の
勅
語
に
も
矛
盾
し
て
い
る
と
、
厳
し
く
批
判
し
た

（
58
）

。

そ
し
て
、
審
査
委
員
会
が
審
査
し
た
結
果
、
ロ
シ
ア
の
提
案
を
受
理
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
結
論
に
達
し
、
六
月
三
〇
日
の
第
一

委
員
会
に
お
い
て
、
こ
の
報
告
は
ロ
シ
ア
を
除
き
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た

（
59
）

。
ま
た
、
海
軍
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
果
と

な
っ
た

（
60
）

。
会
議
の
委
員
で
あ
っ
た
日
本
の
林
薫
公
使
は
青
木
周
蔵
外
務
大
臣
へ
の
報
告
の
な
か
で
、「
要
ス
ル
ニ
露
国
政
府
ノ
軍
備
緊
縮

）
七
二
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
九

ノ
議
案
ニ
対
シ
テ
ハ
異
論
百
出
シ
テ
到
底
適
当
ノ
解
釈
望
ミ
難
ク
終
ニ
最
モ
婉
曲
ノ
言
辞
ヲ
附
シ
テ
否
認
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
リ
候
」
と
状
況

を
説
明
し
た

（
61
）

。

第
一
委
員
会
に
お
い
て
は
、
七
月
二
〇
日
に
第
一
委
員
会
報
告
書
が
可
決
さ
れ
た
が
、
陸
海
軍
の
兵
数
と
軍
事
予
算
を
一
定
に
す
る
件

に
つ
い
て
は
、
前
述
の
審
査
委
員
会
の
結
論
に
言
及
し
、
各
々
の
列
国
政
府
が
こ
れ
に
つ
い
て
「
考
究
」
を
始
め
る
こ
と
を
望
む
、
と
す

る
に
と
ど
ま
っ
た

（
62
）

。
も
っ
と
も
、
軍
備
の
制
限
に
つ
い
て
は
「
重
大
ナ
ル
注
意
ヲ
喚
起
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
ノ
観
念
」
が
第
一
委
員
会
で
著
し

い
活
動
を
お
こ
し
た
た
め
、「
本
委
員
会
ハ
現
今
世
界
ノ
重
累
タ
ル
軍
備
ノ
負
担
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
人
類
ノ
有
形
的
及
無
形
的
福

祉
ヲ
増
進
セ
ム
カ
為
メ
大
ニ
望
ム
ヘ
キ
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
」
と
い
う
決
議
を
全
会
一
致
で
本
会
議
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
た

（
63
）

。
そ
し

て
、
こ
れ
は
本
会
議
で
全
会
一
致
で
決
定
さ
れ
、
最
終
議
定
書
に
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
で
盛
り
込
ま
れ
た

（
64
）

。

最
後
に
、
海
軍
予
算
額
を
三
年
間
一
定
に
す
る
と
い
う
ロ
シ
ア
の
提
案
に
つ
い
て
も
、
各
国
が
研
究
す
る
こ
と
に
収
ま
っ
た

（
65
）

。

㈡

　特
定
兵
器
の
禁
止

第
一
委
員
会
に
お
い
て
は
、
七
月
二
〇
日
に
第
一
委
員
会
報
告
書
が
可
決
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
お
も
に
ロ
シ
ア
が
提
案
し
た
八
つ
の
議

題
の
う
ち
の
第
二
か
ら
第
四
提
案
、
す
な
わ
ち
特
定
の
兵
器
の
制
限
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た

（
66
）

。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
陸
軍
と
艦
隊
に

関
す
る
二
つ
の
分
科
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
審
査
は
以
下
の
三
点
に
帰
着
し
た

（
67
）

。
す
な
わ
ち
、
㈠
「
軽
気
球
上
ヨ
リ
又
ハ

之
ニ
類
似
シ
タ
ル
新
ナ
ル
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
投
射
物
及
爆
裂
物
ヲ
投
下
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
」（
た
だ
し
、
継
続
期
間
を
五
年
間
と
す

る
）、
㈡
「
窒
息
セ
シ
ム
ヘ
キ
瓦
斯
又
ハ
有
毒
質
ノ
瓦
斯
ヲ
散
布
ス
ル
ヲ
唯
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
ノ
使
用
ヲ
各
自
ニ
禁
止
ス
ル
コ
ト
」、

㈢
「
外
包
硬
固
ナ
ル
弾
丸
ニ
シ
テ
其
ノ
外
包
中
心
ノ
全
部
ヲ
蓋
包
セ
ス
若
ハ
其
ノ
外
包
二
截
刻
ヲ
施
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
人
体
ニ
入
テ
容

）
七
二
一
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

九
九

ノ
議
案
ニ
対
シ
テ
ハ
異
論
百
出
シ
テ
到
底
適
当
ノ
解
釈
望
ミ
難
ク
終
ニ
最
モ
婉
曲
ノ
言
辞
ヲ
附
シ
テ
否
認
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
リ
候
」
と
状
況

を
説
明
し
た

（
61
）

。

第
一
委
員
会
に
お
い
て
は
、
七
月
二
〇
日
に
第
一
委
員
会
報
告
書
が
可
決
さ
れ
た
が
、
陸
海
軍
の
兵
数
と
軍
事
予
算
を
一
定
に
す
る
件

に
つ
い
て
は
、
前
述
の
審
査
委
員
会
の
結
論
に
言
及
し
、
各
々
の
列
国
政
府
が
こ
れ
に
つ
い
て
「
考
究
」
を
始
め
る
こ
と
を
望
む
、
と
す

る
に
と
ど
ま
っ
た

（
62
）

。
も
っ
と
も
、
軍
備
の
制
限
に
つ
い
て
は
「
重
大
ナ
ル
注
意
ヲ
喚
起
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
ノ
観
念
」
が
第
一
委
員
会
で
著
し

い
活
動
を
お
こ
し
た
た
め
、「
本
委
員
会
ハ
現
今
世
界
ノ
重
累
タ
ル
軍
備
ノ
負
担
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
人
類
ノ
有
形
的
及
無
形
的
福

祉
ヲ
増
進
セ
ム
カ
為
メ
大
ニ
望
ム
ヘ
キ
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
」
と
い
う
決
議
を
全
会
一
致
で
本
会
議
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
た

（
63
）

。
そ
し

て
、
こ
れ
は
本
会
議
で
全
会
一
致
で
決
定
さ
れ
、
最
終
議
定
書
に
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
で
盛
り
込
ま
れ
た

（
64
）

。

最
後
に
、
海
軍
予
算
額
を
三
年
間
一
定
に
す
る
と
い
う
ロ
シ
ア
の
提
案
に
つ
い
て
も
、
各
国
が
研
究
す
る
こ
と
に
収
ま
っ
た

（
65
）

。

㈡

　特
定
兵
器
の
禁
止

第
一
委
員
会
に
お
い
て
は
、
七
月
二
〇
日
に
第
一
委
員
会
報
告
書
が
可
決
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
お
も
に
ロ
シ
ア
が
提
案
し
た
八
つ
の
議

題
の
う
ち
の
第
二
か
ら
第
四
提
案
、
す
な
わ
ち
特
定
の
兵
器
の
制
限
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た

（
66
）

。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
陸
軍
と
艦
隊
に

関
す
る
二
つ
の
分
科
会
が
結
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
審
査
は
以
下
の
三
点
に
帰
着
し
た

（
67
）

。
す
な
わ
ち
、
㈠
「
軽
気
球
上
ヨ
リ
又
ハ

之
ニ
類
似
シ
タ
ル
新
ナ
ル
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
投
射
物
及
爆
裂
物
ヲ
投
下
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
」（
た
だ
し
、
継
続
期
間
を
五
年
間
と
す

る
）、
㈡
「
窒
息
セ
シ
ム
ヘ
キ
瓦
斯
又
ハ
有
毒
質
ノ
瓦
斯
ヲ
散
布
ス
ル
ヲ
唯
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
ノ
使
用
ヲ
各
自
ニ
禁
止
ス
ル
コ
ト
」、

㈢
「
外
包
硬
固
ナ
ル
弾
丸
ニ
シ
テ
其
ノ
外
包
中
心
ノ
全
部
ヲ
蓋
包
セ
ス
若
ハ
其
ノ
外
包
二
截
刻
ヲ
施
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
人
体
ニ
入
テ
容

）
七
二
一
（
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本
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八
十
七
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（
二
〇
二
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年
九
月
）

一
〇
〇

易
ニ
開
展
シ
又
ハ
扁
平
ト
為
ル
ヘ
キ
弾
丸
ノ
使
用
ヲ
各
自
ニ
禁
止
ス
ル
コ
ト
」
で
あ
っ
た

（
68
）

。
第
一
委
員
会
は
㈠
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
、

㈡
に
つ
い
て
は
賛
成
一
七
、
反
対
二
（
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）、
㈢
に
つ
い
て
は
賛
成
一
六
、
反
対
二
（
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
）、
棄
権
一
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
で
可
決
し
、
本
会
議
に
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
と
く
に
小
銃
と
海
軍
用
の
大
砲
に
つ

い
て
は
、
各
国
が
問
題
を
研
究
し
、
次
回
の
平
和
会
議
で
こ
の
問
題
を
確
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
し
た

（
69
）

。

こ
の
報
告
書
を
う
け
て
第
六
回
総
会
議
で
は
、
㈠
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
㈡
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
イ

ギ
リ
ス
の
二
カ
国
の
反
対
を
除
き
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た

（
70
）

。
他
方
㈢
に
つ
い
て
は
、
反
対
と
賛
成
す
る
代
表
に
よ
る
議
論
の
応
酬
が

あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（W
illiam

 C
rozier

）
大
尉
は
、
一
八
六
八
年
の
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
宣
言
で

す
で
に
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
爆
裂
弾
を
禁
止
し
し
て
お
り
、
こ
の
提
案
は
こ
れ
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
修
正
案

を
提
出
し
た

（
71
）

。
ま
た
、「
ダ
ム
ダ
ム
弾
」
が
残
酷
な
兵
器
で
あ
る
と
い
う
証
拠
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
証
拠
が

明
白
に
示
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き
だ
が
、
も
し
証
拠
も
な
く
こ
れ
を
禁
止
し
た
ら
、「
国
民
ノ
激
昂
ヲ
招
」
く
で
あ
ろ
う
と
述

べ
た

（
72
）

。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ポ
ー
ン
ス
フ
ッ
ト
（S

ir Julian P
auncefote

）
も
右
の
修
正
案
に
賛
成
の
意
を
示

し
た

（
73
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ン
・
ベ
ー
ル
・
ポ
ー
ル
チ
ュ
ゲ
ー
ル
（J.C

.C
. D

en B
eer P

oortugael

）
は
、
㈢
の
提
案
は
ダ
ム
ダ
ム

弾
を
排
斥
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た

（
74
）

。
次
に
ロ
シ
ア
の
ジ
リ
ン
ス
キ
ー
大
佐
は
、
㈢
の
提
案
は
ダ
ム
ダ
ム
弾
を
明
記
せ
ず
、
ど
の

よ
う
な
種
類
の
兵
器
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
は
、
各
国
に
判
断
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
し
た

（
75
）

。
一
八
六
八
年
の
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル

グ
宣
言
は
既
存
の
兵
器
を
禁
止
し
た
の
で
あ
り
、
今
回
も
既
に
製
造
さ
れ
た
あ
る
種
の
弾
丸
の
使
用
を
禁
止
し
う
る
こ
と
を
望
み
、
将
来

発
明
さ
れ
る
兵
器
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
に
こ
れ
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た

（
76
）

。
そ
の
後
、
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
修
正
案
を
採
決
す
る

）
七
二
七
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
一

か
ど
う
か
で
委
員
の
間
で
応
酬
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
修
正
案
の
優
先
的
採
決
は
否
決
さ
れ
、
委
員
会
の
原
案
が
反
対
二
（
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
イ
ギ
リ
ス
）、
棄
権
一
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
を
除
き
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た

（
77
）

。

㈢

　軍
縮
に
関
す
る
評
価

軍
備
縮
小
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
上
述
の
と
お
り
第
一
委
員
会
は
、
第
六
総
会
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
陸
軍
の
兵
力

と
軍
事
予
算
を
五
年
間
凍
結
し
、
海
軍
の
予
算
額
に
つ
い
て
も
三
年
間
凍
結
す
る
と
い
う
ロ
シ
ア
の
提
案
は
採
用
さ
れ
ず
、
こ
れ
は
「
列

国
政
府
ノ
考
量
ニ
付
シ
列
国
政
府
ニ
於
テ
若
シ
之
ヲ
有
益
ナ
リ
ト
セ
ハ
其
ノ
他
ノ
提
議
ト
共
ニ
自
ラ
研
究
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
」
し
た

（
78
）

。
軍

備
縮
小
は
各
国
に
ゆ
だ
ね
た
形
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
件
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
明
白
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
第
一
回
平
和
会
議
に
お
け
る
軍
備
縮
小
に
関
し
て
何
人
か
の
意
見
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ヒ
ギ
ン
ズ
（A

. P
earson H

iggins

）

は
ま
ず
、
軍
備
そ
れ
自
体
が
戦
争
の
原
因
で
は
な
く
、
そ
れ
は
平
和
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た

（
79
）

。
国
家
が
感
じ
る
不
安
と
防

衛
力
の
増
強
は
、
道
徳
的
な
理
由
か
ら
生
じ
、
そ
れ
ら
は
国
際
的
な
信
頼
の
不
足
と
自
己
保
存
の
本
能
か
ら
生
じ
る

（
80
）

。
そ
し
て
、
軍
備
撤

廃
、
あ
る
い
は
軍
備
の
縮
小
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
実
行
し
た
国
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
し
な
い
国
も
あ
る
と
き
に
生
じ
る
恐
怖
が
あ
る

限
り
は
、
実
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る

（
81
）

。

ホ
ブ
ソ
ン
（R

ichm
ond P

eason H
obson

）
は
軍
備
縮
小
に
関
し
て
、「
侵
略
的
で
は
な
い
国
（nonaggressive nations

）」
は
む
し
ろ
軍
備
、

と
く
に
海
軍
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た

（
82
）

。
そ
し
て
、
当
時
の
状
況
で
は
軍
備
縮
小
は
「（
実
現
）
不
可
能
な
夢
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
提
唱
す
る
こ
と
は
平
和
の
た
め
に
は
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
と
し
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
は
第
一
回
平
和
会
議
に
お
い
て
こ

の
よ
う
な
「
悪
い
影
響
」
が
「
幸
運
に
も
」
認
識
さ
れ
た
た
め
、
第
二
回
平
和
会
議
に
お
い
て
は
「
軍
備
縮
小
の
扇
動
」
は
最
小
限
に
抑

）
七
二
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
一

か
ど
う
か
で
委
員
の
間
で
応
酬
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
修
正
案
の
優
先
的
採
決
は
否
決
さ
れ
、
委
員
会
の
原
案
が
反
対
二
（
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
イ
ギ
リ
ス
）、
棄
権
一
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
を
除
き
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た

（
77
）

。

㈢

　軍
縮
に
関
す
る
評
価

軍
備
縮
小
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
上
述
の
と
お
り
第
一
委
員
会
は
、
第
六
総
会
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
陸
軍
の
兵
力

と
軍
事
予
算
を
五
年
間
凍
結
し
、
海
軍
の
予
算
額
に
つ
い
て
も
三
年
間
凍
結
す
る
と
い
う
ロ
シ
ア
の
提
案
は
採
用
さ
れ
ず
、
こ
れ
は
「
列

国
政
府
ノ
考
量
ニ
付
シ
列
国
政
府
ニ
於
テ
若
シ
之
ヲ
有
益
ナ
リ
ト
セ
ハ
其
ノ
他
ノ
提
議
ト
共
ニ
自
ラ
研
究
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
」
し
た

（
78
）

。
軍

備
縮
小
は
各
国
に
ゆ
だ
ね
た
形
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
件
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
明
白
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
第
一
回
平
和
会
議
に
お
け
る
軍
備
縮
小
に
関
し
て
何
人
か
の
意
見
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ヒ
ギ
ン
ズ
（A

. P
earson H

iggins

）

は
ま
ず
、
軍
備
そ
れ
自
体
が
戦
争
の
原
因
で
は
な
く
、
そ
れ
は
平
和
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た

（
79
）

。
国
家
が
感
じ
る
不
安
と
防

衛
力
の
増
強
は
、
道
徳
的
な
理
由
か
ら
生
じ
、
そ
れ
ら
は
国
際
的
な
信
頼
の
不
足
と
自
己
保
存
の
本
能
か
ら
生
じ
る

（
80
）

。
そ
し
て
、
軍
備
撤

廃
、
あ
る
い
は
軍
備
の
縮
小
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
実
行
し
た
国
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
し
な
い
国
も
あ
る
と
き
に
生
じ
る
恐
怖
が
あ
る

限
り
は
、
実
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る

（
81
）

。

ホ
ブ
ソ
ン
（R
ichm

ond P
eason H

obson

）
は
軍
備
縮
小
に
関
し
て
、「
侵
略
的
で
は
な
い
国
（nonaggressive nations

）」
は
む
し
ろ
軍
備
、

と
く
に
海
軍
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た

（
82
）

。
そ
し
て
、
当
時
の
状
況
で
は
軍
備
縮
小
は
「（
実
現
）
不
可
能
な
夢
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
提
唱
す
る
こ
と
は
平
和
の
た
め
に
は
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
と
し
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
は
第
一
回
平
和
会
議
に
お
い
て
こ

の
よ
う
な
「
悪
い
影
響
」
が
「
幸
運
に
も
」
認
識
さ
れ
た
た
め
、
第
二
回
平
和
会
議
に
お
い
て
は
「
軍
備
縮
小
の
扇
動
」
は
最
小
限
に
抑

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
〇
二

え
ら
れ
た
と
主
張
し
た

（
83
）

。
た
し
か
に
ホ
ブ
ソ
ン
の
主
張
の
と
お
り
、
第
二
回
平
和
会
議
に
お
い
て
は
軍
備
縮
小
は
主
要
議
題
に
な
ら
ず
、

軍
縮
問
題
に
割
り
当
て
ら
れ
た
委
員
会
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
84
）

。

ウ
ェ
ッ
ブ
ス
タ
ー
（A

ndrew
 W

ebster

）
は
、
軍
備
縮
小
を
検
証
す
る
方
法
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
代
表
が
「
国
家
の
名
誉
」
を
、
ロ
シ

ア
代
表
が
条
約
締
約
国
の
「
信
義
誠
実
」
を
掲
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
効
果
的
な
検
証
方
法
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
85
）

。
ま
た
、
軍
備

縮
小
を
実
現
す
る
た
め
に
、
建
造
計
画
の
あ
る
軍
艦
の
ト
ン
数
を
公
表
す
る
な
ど
の
信
頼
構
築
手
段
を
と
お
し
て
情
報
を
交
換
す
る
と
い

う
提
案
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
「
驚
く
に
は
値
し
な
い
が
」
濫
用
と
主
権
の
侵
害
の
恐
れ
が
あ
る
と
さ
れ
、
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
86
）

。

以
上
の
意
見
か
ら
は
、
国
家
間
の
信
頼
の
構
築
が
難
し
い
の
は
当
然
と
し
て
、
信
頼
そ
の
も
の
が
非
常
に
難
し
い
、
あ
る
い
は
ほ
ぼ
不

可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
が
軍
備
縮
小
が
実
現
し
な
い
重
要
な
理
由
の
一
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ギ
ン
ズ
の
主

張
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
他
国
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
な
く
し
て
は
軍
備
縮
小
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
軍
事
的
に
弱

い
国
家
は
む
し
ろ
軍
拡
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
確
か
に
「
弱
小
国
」
に
し
て
み
れ
ば
、「
強
国
」
か
ら
侵
略
さ
れ
な
い
た

め
に
も
、
軍
備
を
整
備
す
る
こ
と
で
平
和
が
保
た
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ウ
ェ
ッ
ブ
ス
タ
ー
が
挙
げ
る
検
証
方
法
や
情
報
交
換
に

つ
い
て
も
、「
名
誉
」
や
「
信
義
誠
実
」
は
抽
象
的
で
あ
り
軍
備
縮
小
を
検
証
す
る
の
に
は
不
適
格
で
、
情
報
交
換
に
よ
る
信
頼
構
築
も

達
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
一
八
九
九
年
の
段
階
で
も
、
軍
備
縮
小
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
が

軍
備
縮
小
を
目
的
と
し
た
会
議
を
呼
び
か
け
、
そ
れ
に
よ
り
二
六
カ
国
が
集
ま
る
平
和
会
議
が
開
催
さ
れ
た
意
義
は
あ
ろ
う
。
軍
備
縮
小

は
早
い
段
階
で
「
骨
抜
き
」
に
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
参
加
各
国
の
代
表
は
、
全
般
的
に
は
軍
備
縮
小
に
好
意
的

で
あ
る
こ
と
は
、
最
終
決
議
書
の
な
か
に
あ
る
以
下
の
決
議
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

）
七
二
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
三

本
会
議
ハ
現
今
世
界
ノ
重
累
タ
ル
軍
備
ノ
負
担
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
人
類
ノ
有
形
的
及
無
形
的
福
祉
ヲ
増
進
セ
ム
カ
為
メ
大
ニ

望
ム
ヘ
キ
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム

（
87
）

前
述
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ホ
フ
大
佐
が
軍
拡
は
国
民
を
富
ま
せ
、
徴
兵
義
務
を
国
民
が
嬉
々
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
旨

の
発
言
を
し
た
が
、
こ
れ
は
極
端
な
例
で
あ
る
。
確
か
に
、
軍
備
縮
小
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
の
国
家
間
の
信
頼
関
係
は
な
か
っ
た
が
、
少

な
く
と
も
、
軍
縮
を
目
的
と
し
た
会
議
を
お
こ
な
う
共
通
の
認
識
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
中
心
と
し
た
「
文
明
国
」
が
共
有
す
る
価
値
観
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

（
88
）

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
と
く
に
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
し
て

み
る
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
不
平
等
の
そ
し
り
は
免
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

共
通
の
価
値
観
の
も
と
、
平
時
に
お
い
て
軍
縮
の
た
め
に
開
催
が
提
案
さ
れ
た
国
際
会
議
が
実
際
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
評

価
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
特
定
兵
器
の
禁
止
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
成
功
し
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
ス
タ
ー
は
特
定
兵
器
の
禁
止
に
つ
い
て
、

「
最
終
的
に
具
体
的
な
成
果
が
得
ら
れ
た
唯
一
の
分
野
」
と
評
し
て
い
る

（
89
）

。
三
つ
の
宣
言
の
う
ち
、「
軽
気
球
等
ヨ
リ
投
射
物
爆
裂
物
投
下

禁
止
ノ
宣
言
」
は
す
で
に
歴
史
的
な
文
書
と
な
っ
た
。「
毒
質
瓦
斯
散
布
ヲ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物
使
用
禁
止
ノ
宣
言
」
は
第
一
次
世
界
大

戦
に
毒
ガ
ス
の
使
用
を
防
げ
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
五
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
毒
ガ
ス
議
定
書
に
よ
り
、
毒
ガ
ス
兵
器
は
そ
れ
以
降
、
お
お
む

ね
使
用
さ
れ
ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
人
体
内
ニ
入
リ
容
易
ニ
開
展
シ
又
ハ
扁
平
ト
ナ
ル
ヘ
キ
弾
丸
使
用
禁
止
ノ
宣
言
」
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、「
ダ
ム
ダ
ム
弾
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
り
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
「
ダ
ム
ダ
ム
弾
」

を
禁
止
し
た
宣
言
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

（
90
）

。
軍
縮
は
一
般
的
に
、
軍
備
の
廃
絶
あ
る
い
は
縮
小
を
意
味
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か

）
七
二
二
（
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に
ド
イ
ツ
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シ
ュ
ワ
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ツ
ホ
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佐
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入
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縮
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縮
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法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
〇
四

も
し
れ
な
い
が
、
特
定
兵
器
の
禁
止
も
軍
縮
に
含
ま
れ
、
こ
の
分
野
で
は
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
特
定
兵

器
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
様
々
な
条
約
が
採
択
さ
れ
た
が
、
そ
の
嚆
矢
と
し
て
、
第
一
回
平
和
会
議
と
そ
の
成
果
物
で
あ
る
三

宣
言
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
続
い
て
、
一
九
〇
七
年
に
は
第
二
回
平
和
会
議
が
開
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
軍
備
縮
小
が
議
題
に
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、「
軍
事
上
ノ
負
担
」
が
「
著
シ
ク
増
加
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
鑑
ミ
列
国
政
府
ニ
於
テ
誠
意
ニ
本
問
題
ノ
考

究
ヲ
重
ネ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
切
ニ
希
望
ス
ル
旨
ヲ
宣
言
ス
」
と
い
う
決
議
が
採
択
さ
れ
た
が
、
実
効
性
に
は
乏
し
か
っ
た

（
91
）

。
第
二
回
平
和
会

議
が
終
了
し
た
七
年
後
、
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
会
議
の
参
加
国
ど
お
し
が
戦
う
状
況
が
数
年
間
続
い
た
。
ま
た
、

戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
様
々
な
手
段
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

（
92
）

。
第
三
回
平
和
会
議
も

結
局
開
催
さ
れ
ず
、
次
に
開
催
さ
れ
た
の
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
グ
平
和
会
議
が
大
戦
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
に
よ
り
第
一
次
世
界
大
戦
は
正
式
に
終
結
し
、
平
和
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
は
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
の
意
義
は
大
き
い
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
軍
縮
を
第
一
の
目
的
と
し
て
掲
げ
た
一
八
九
九
年
の
平
和
会
議
は
、
開
催
そ
の
も
の
に
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
軍
備

縮
小
を
可
能
に
さ
せ
る
よ
う
な
参
加
国
間
の
信
頼
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、
西
洋
中
心
の
文
明
に
基
づ
く
も
の
で

は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
軍
備
縮
小
に
理
解
を
示
す
共
通
の
価
値
観
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
今
日
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
軍
拡
が
大

き
な
問
題
と
な
り
、
ま
た
、
国
際
法
を
無
視
し
て
兵
器
開
発
を
進
め
、
あ
る
い
は
違
法
な
兵
器
を
保
持
す
る
国
家
や
団
体
が
存
在
し
て
い

）
七
二
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
五

る
（
93
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
世
界
的
に
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
九
世
紀
末
に

ハ
ー
グ
平
和
会
議
が
少
な
く
と
も
、
共
有
さ
れ
た
価
値
観
の
も
と
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
国
際
社
会
の
在
り
方
に
も
示
唆
を
与
え

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
は
特
定
兵
器
の
禁
止
が
実
現
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
様
々
な
兵
器

が
条
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
に
採
択
さ
れ
二
〇
二
一
年
に
発
効
し
た
「
核
兵
器
の
禁
止
に
関
す
る
条
約
」
に
至
っ
て
い
る
。

軍
備
縮
小
は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
て
も
、
特
定
兵
器
の
禁
止
に
よ
り
戦
争
の
惨
禍
を
減
ら
す
努
力
は
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一

回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
と
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
三
宣
言
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
二
回
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
が
ま
だ
多
数
あ
る
。
故
喜
多
教
授
が
残
さ
れ
た
宿
題
と
し

て
、
今
後
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

（
1
） 

外
務
省
編
纂
『
海
牙
万
国
平
和
会
議

　
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
第
二
巻
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
五
五
年
）。
以
下
、『
日
本
外
交
文

書
』
第
一
巻
ま
た
は
第
二
巻
と
す
る
。
三
枝
茂
智
『
国
際
軍
備
縮
小
問
題
』（
原
書
房
、
一
九
七
五
年
。
原
本
は
一
九
三
二
年
刊
行
）。
な
お
、
本
論

文
に
お
い
て
、
漢
字
は
す
べ
て
新
字
体
に
し
た
。

（
2
） 

宣
言
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
最
終
決
議
書
に
は
宣
言
書
㈠
、
宣
言
書
㈡
、
宣
言
書
㈢
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

正
式
名
称
は
批
准
案
に
あ
る
名
称
に
よ
っ
た
。「
一
七
四

　
明
治
三
十
三
年
八
月
三
日

　
青
木
外
務
大
臣
ヨ
リ
山
県
総
理
大
臣
宛

　
海
牙
平
和
会
議

三
条
約
三
宣
言
書
御
批
准
奏
請
ノ
件
竝
ニ
決
裁
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
八
五
一
─
八
五
二
頁
。
略
称
に
つ
い
て
は
、「
一
九
五

　
明
治
四
十

年
十
月
二
十
七
日

　
蘭
国
公
使
ヨ
リ
林
外
務
大
臣
宛

　
各
国
加
盟
通
知
ノ
件

　
附
属
書

　
一
八
九
九
年
七
月
二
十
九
日
平
和
会
議
三
条
約
三
宣
言
加

盟
一
覧
表
」、
同
右
、
八
八
〇
─
八
八
六
頁
、
八
八
一
頁
に
よ
っ
た
。

（
3
） Jam

es B
row
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cott, T

h
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っ
た
。「
一
七
四

　
明
治
三
十
三
年
八
月
三
日

　
青
木
外
務
大
臣
ヨ
リ
山
県
総
理
大
臣
宛

　
海
牙
平
和
会
議

三
条
約
三
宣
言
書
御
批
准
奏
請
ノ
件
竝
ニ
決
裁
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
八
五
一
─
八
五
二
頁
。
略
称
に
つ
い
て
は
、「
一
九
五

　
明
治
四
十

年
十
月
二
十
七
日

　
蘭
国
公
使
ヨ
リ
林
外
務
大
臣
宛

　
各
国
加
盟
通
知
ノ
件

　
附
属
書

　
一
八
九
九
年
七
月
二
十
九
日
平
和
会
議
三
条
約
三
宣
言
加

盟
一
覧
表
」、
同
右
、
八
八
〇
─
八
八
六
頁
、
八
八
一
頁
に
よ
っ
た
。

（
3
） Jam

es B
row

n S
cott, T

h
e H

agu
e P

eace C
on

feren
ces of 1899 an

d
 1907, V

ol. I-C
on

feren
ces an

d
 V

ol.II-D
ocu

m
en

ts w
ith

 a 

n
ew

 in
trod

u
ction

 for th
e G

arlan
d

 E
d

ition
 by W

arren
 F. K

u
eh

l 

（G
arland P

ublishing Inc., 1972

） （hereinafter, T
h

e H
agu

e 

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
〇
六

P
eace C

on
feren

ces

）. 

本
書
は
一
九
〇
九
年
にT

he Johns H
opkins P

ress

か
ら
出
版
さ
れ
た
。

（
4
） F

rederick W
. H

olls, T
h

e P
eace C

on
feren

ce at th
e H

agu
e an

d
 its B

earin
gs on

 In
tern

ation
al L

aw
 an

d
 P

olicy 

（T
he 

M
acm

illan C
om

pany, 1900

）.

（
5
） W

illiam
 I. H

ull, T
h

e T
w

o H
agu

e C
on

feren
ces an

d
 T

h
eir C

on
tribu

tion
s to In

tern
ation

al L
aw

 w
ith

 a n
ew

 in
trod

u
ction

 

for th
e G

arlan
d

 E
d

ibition
 by W

arren
 F. K

u
eh

l 

（G
arland P

ublishing Inc., 1972

）. 

本
書
は
一
九
〇
八
年
にG

inn and C
om

pany

か
ら

出
版
さ
れ
た
。

（
6
） M

aartje A
bbenhuis, C

hristopher E
rnst B

arber and A
nnalise R

. H
iggins 

（eds.

）, W
ar, P

eace an
d

 In
tern

ation
al O

rd
er?: 

T
h

e L
egacies of th

e H
agu

e C
on

feren
ces of 1899 an

d
 1907 

（R
outledge, 2017

）.

（
7
） G

eorge H
. A

ldrich and C
hristine M

. C
hinkin 

（eds.

）, “S
ym

posium
: T

he H
ague P

eace C
onferences ”, A

m
erican

 Jou
rn

al of 

In
tern

ation
al L

aw
, 2000, V

ol. 94, pp. 1-98.

（
8
） A

ndré D
urand, “L

e C
om

ité international de la C
roix-R

ouge à l ’époque de la prem
ière C

onférence de L
a H

aye 

（1899

）”, 

In
tern

ation
al R

eview
 of th

e R
ed

 C
ross, 1999, V

ol. 81, N
o. 834, pp.353-364. Jean-P

hilippe L
avoyer, “C

entenaire de la 

C
onférence internationale de la P

aix 

（L
a H

aye, 1899

）”, In
tern

ation
al R

eview
 of th

e R
ed

 C
ross, 1999, V

ol. 81, N
o. 835, 

pp.678-683.

（
9
） 

杉
村
陽
太
郎
『
海
牙
平
和
会
議
』（
国
際
連
盟
協
会
、
一
九
三
五
年
）。

（
10
） K

o N
akam

ura, “T
he C

onvention for the P
acific S

ettlem
ent of International D

isputes in H
istorical P

erspective-In 

C
om

m
em

oration of the C
entennial of the F

irst H
ague P

eace C
onference- ” Japan

ese A
n

n
u

al of In
tern

ation
al L

aw
, 2000, V

ol. 

43, 3-18.

（
11
） 

藤
田
久
一
「
ハ
ー
グ
「
万
国
平
和
会
議
」
百
周
年
に
思
う
こ
と
」『
学
士
会
会
報
』
第
八
二
四
号
、
一
九
九
九
年
七
月
、
四
─
八
頁
。

（
12
） 

藤
田
久
一
『
軍
縮
の
国
際
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
）。
黒
沢
満
『
軍
縮
国
際
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）。
な
お
、
黒
沢
は
二
回

の
会
議
に
つ
い
て
「
戦
時
国
際
法
と
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
分
野
で
は
い
く
つ
か
の
条
約
の
作
成
に
成
功
し
た
が
、
軍
縮
問
題
で
は
ま
っ
た
く
合
意

）
七
二
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
七

が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
黒
沢
、
四
頁
。

（
13
） K

o N
akam

ura, su
pra. note 10.

（
14
） 

江
藤
淳
一
「
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
─
百
年
の
軌
跡
」
村
瀬
信
也
・
真
山
全
編
『
武
力
紛
争
の
国
際
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
）、
五
八
─
八
四

頁
。

（
15
） 

廣
瀬
和
子
「
核
兵
器
の
使
用
規
制
─
原
爆
判
決
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
勧
告
的
意
見
ま
で
の
言
説
分
析
を
通
し
て
み
ら
れ
る
現
代
国
際
法
の
複
合
性
」

村
瀬
・
真
山
編
『
武
力
紛
争
の
国
際
法
』、
四
二
四
─
四
五
九
頁
。
立
松
美
也
子
「
武
力
紛
争
に
お
け
る
文
化
財
の
保
護
」
同
右
、
六
五
五
─

六
八
二
頁
。

（
16
） 

和
仁
健
太
郎
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
─
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利
と
そ
の
条
件
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）、

一
三
三
─
一
四
七
頁
。

（
17
） 

黒
沢
『
現
代
軍
縮
国
際
法
』、
五
─
六
頁
。

（
18
） 

軍
備
管
理
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
五
─
九
頁
。

（
19
） 

同
右
、
九
─
一
〇
頁
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ク
ツ
（V

agts

）
は
量
的
縮
小
（Q

uantitative L
im

itations

）
と
質
的
縮
小
（Q

ualitative 

L
im

itations

）
に
分
類
し
て
二
回
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
量
的
」
と
は
「
あ
る
種
類
の
兵
器
、
た
と
え
ば

軍
艦
、
核
弾
頭
お
よ
び
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
は
認
め
る
が
、
各
々
の
国
が
所
有
す
る
数
を
制
限
す
る
と
い
う
管
理
」
と
す
る
。D

etlev F
. 

V
agts, “T

he H
ague C

onventions and A
rm

s C
ontrol ”, A

m
erican

 Jou
rn

al of In
tern

ation
al L

aw
, 2000, V

ol. 94, pp.31-41, p.31.

（
20
） 

黒
沢
、
同
右
、
一
一
頁
。
右
の
フ
ァ
ー
ク
ツ
の
定
義
に
よ
る
と
、「
質
的
」
と
は
「
例
え
ば
炸
裂
弾
、
毒
ガ
ス
、
生
物
兵
器
な
ど
特
定
の
兵
器

の
使
用
禁
止
を
指
す
。」V

agts, ibid.

（
21
） 

た
と
え
ば
、S

cott, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces

は
、
第
一
巻
が
八
八
七
頁
、
第
二
巻
が
五
四
八
頁
か
ら
成
る
。

（
22
） S

cott, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, V
ol. I, p.7. 

ウ
ィ
ー
ン
会
議
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
、
パ
リ
会
議
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
、
ベ
ル
リ
ン

会
議
は
露
土
戦
争
の
後
に
開
催
さ
れ
た
。

（
23
） 

Ibid., pp. 7 and 17. 

な
お
通
称
、
パ
リ
宣
言
と
い
う
。

）
七
二
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
七

が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
黒
沢
、
四
頁
。

（
13
） K

o N
akam

ura, su
pra. note 10.

（
14
） 
江
藤
淳
一
「
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
─
百
年
の
軌
跡
」
村
瀬
信
也
・
真
山
全
編
『
武
力
紛
争
の
国
際
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
）、
五
八
─
八
四

頁
。

（
15
） 

廣
瀬
和
子
「
核
兵
器
の
使
用
規
制
─
原
爆
判
決
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
勧
告
的
意
見
ま
で
の
言
説
分
析
を
通
し
て
み
ら
れ
る
現
代
国
際
法
の
複
合
性
」

村
瀬
・
真
山
編
『
武
力
紛
争
の
国
際
法
』、
四
二
四
─
四
五
九
頁
。
立
松
美
也
子
「
武
力
紛
争
に
お
け
る
文
化
財
の
保
護
」
同
右
、
六
五
五
─

六
八
二
頁
。

（
16
） 

和
仁
健
太
郎
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
─
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利
と
そ
の
条
件
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）、

一
三
三
─
一
四
七
頁
。

（
17
） 

黒
沢
『
現
代
軍
縮
国
際
法
』、
五
─
六
頁
。

（
18
） 

軍
備
管
理
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
五
─
九
頁
。

（
19
） 

同
右
、
九
─
一
〇
頁
。
な
お
、
フ
ァ
ー
ク
ツ
（V

agts

）
は
量
的
縮
小
（Q

uantitative L
im

itations

）
と
質
的
縮
小
（Q

ualitative 

L
im

itations

）
に
分
類
し
て
二
回
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
量
的
」
と
は
「
あ
る
種
類
の
兵
器
、
た
と
え
ば

軍
艦
、
核
弾
頭
お
よ
び
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
は
認
め
る
が
、
各
々
の
国
が
所
有
す
る
数
を
制
限
す
る
と
い
う
管
理
」
と
す
る
。D

etlev F
. 

V
agts, “T

he H
ague C

onventions and A
rm

s C
ontrol ”, A

m
erican

 Jou
rn

al of In
tern

ation
al L

aw
, 2000, V

ol. 94, pp.31-41, p.31.

（
20
） 

黒
沢
、
同
右
、
一
一
頁
。
右
の
フ
ァ
ー
ク
ツ
の
定
義
に
よ
る
と
、「
質
的
」
と
は
「
例
え
ば
炸
裂
弾
、
毒
ガ
ス
、
生
物
兵
器
な
ど
特
定
の
兵
器

の
使
用
禁
止
を
指
す
。」V

agts, ibid.

（
21
） 

た
と
え
ば
、S

cott, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces

は
、
第
一
巻
が
八
八
七
頁
、
第
二
巻
が
五
四
八
頁
か
ら
成
る
。

（
22
） S

cott, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, V
ol. I, p.7. 

ウ
ィ
ー
ン
会
議
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
、
パ
リ
会
議
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
、
ベ
ル
リ
ン

会
議
は
露
土
戦
争
の
後
に
開
催
さ
れ
た
。

（
23
） 

Ibid., pp. 7 and 17. 

な
お
通
称
、
パ
リ
宣
言
と
い
う
。

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
〇
八

（
24
） 

Ibid. p. 8.
（
25
） 

Ibid., p. 23
（
26
） 
「
六
二

　
明
治
三
十
一
年
八
月
二
十
四
日

　
露
国
外
務
大
臣
ヨ
リ
露
国
駐
箚
林
公
使
宛
（
回
文
）
万
国
平
和
会
議
開
催
提
唱
竝
ニ
帝
国
全
権
任

命
ニ
関
ス
ル
件
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
三
─
七
五
頁
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
回
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
英
文
に
つ
い
て
は
、S

cott, T
h

e 

H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, V
ol. II, pp. 1-2

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
回
章
は
八
月
二
四
日
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
露
暦
で
は
八
月
一
二
日
で

あ
っ
た
。
ま
た
英
文
で
はR

escript

と
あ
り
、
通
常
、
勅
令
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
慣
例
に
し
た
が
い
、
回
章
と
す
る
。

（
27
） 

「
一

　
明
治
三
十
一
年
八
月
二
十
五
日

　
露
国
駐
箚
本
野
臨
時
代
理
公
使
ヨ
リ
大
隈
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）　
露
国
外
相
ヨ
リ
万
国
平
和
会
議
開

催
理
由
書
公
附
ノ
件
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
一
頁
。

（
28
） 

引
用
文
で
は
「
災
害
」
と
あ
る
が
、
英
文
で
はcataclysm

と
あ
り
、
前
後
の
文
脈
か
ら
戦
争
の
意
味
と
解
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。S

cott, 

T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, V
ol II, p. 2.

（
29
） 

三
枝
は
「
曖
昧
な
る
文
字
を
連
ね
、
感
傷
的
考
察
に
耽
り
、
一
度
は
過
度
の
軍
備
の
縮
小
（reduction of the excessive A

rm
am

ents.

）
を

云
為
し
、
一
度
は
軍
備
増
加
の
阻
止
（C

hecking these increasing A
rm

am
ents.

）
を
説
き
、
一
度
は
現
在
軍
備
の
斬
新
的
発
達
制
限

（lim
iting the progressive developm

ent of existing A
rm

am
ents.

）
の
利
益
を
各
国
民
に
確
保
せ
む
と
主
張
し
、
斯
の
如
き
重
大
意
義
あ
る

国
際
会
議
招
集
を
企
図
す
べ
く
、
そ
の
議
題
餘
り
に
漠
然
た
り
」
と
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。
三
枝
『
国
際
軍
備
縮
小
問
題
』、
五
九
頁
。

（
30
） 

「
三
四

　
明
治
三
十
二
年
一
月
十
日
（
十
二
月
三
十
日
）
露
国
外
相
「
ム
ラ
ヴ
ィ
エ
フ
」
ヨ
リ
露
国
駐
箚
林
公
使
宛

　
軍
備
縮
小
会
議
議
題
ニ

関
ス
ル
第
二
回
提
案
回
章
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
三
二
─
三
四
頁
。
な
お
、
以
下
の
脚
注
に
お
い
て
、『
日
本
外
交
文
書
』
の
文
書
で
既
出

の
も
の
に
は
、
文
書
の
名
称
は
省
略
し
、
文
書
番
号
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
文
書
が
複
数
の
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

構
成
し
て
い
る
文
書
名
を
明
記
し
た
ほ
う
が
よ
い
場
合
は
、
文
書
番
号
の
後
に
当
該
文
書
名
を
付
す
こ
と
と
す
る
。

（
31
） 

第
三
四
文
書
、
同
右
、
三
三
頁
。

（
32
） 

後
述
の
と
お
り
、
こ
の
議
題
の
区
分
に
従
っ
て
、
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。

（
33
） 

三
枝
は
「
第
二
回
廻
状
は
精
確
な
り
」
と
評
し
た
。
三
枝
『
国
際
軍
備
縮
小
問
題
』、
六
三
頁
。

）
七
二
二
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
九

（
34
） 

「
一
五
二

　
自
明
治
二
十
二
年
五
月
十
八
日
至
七
月
二
十
九
日

　
万
国
平
和
会
議
議
事
録
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
五
二
〇
─
七
八
二
頁
。

そ
の
う
ち
、「
一
、
目
録
」
五
二
〇
─
五
二
二
頁
は
総
会
議
の
概
略
を
示
し
て
い
る
。

（
35
） 

代
表
の
名
簿
に
つ
い
て
は
、「
九
七

　
明
治
三
十
二
年
五
月
二
日
蘭
国
駐
箚
西
臨
時
代
理
公
使
ヨ
リ
青
木
外
務
大
臣
宛

　
万
国
平
和
会
議
委
員

並
蘭
国
側
予
算
等
通
知
ノ
件

　
附
記

　
平
和
会
議
各
国
代
表
委
員
名
簿
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
一
一
二
─
一
二
三
頁
。
な
お
、C

aron
は

こ
の
会
議
は
基
本
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
文
明
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。C

aron, “W
ar and International 

A
djudication: R

eflections on the 1899 P
eace C

onference ”, A
m

erican
 Jou

rn
al of In

tern
ation

al L
aw

, 2000, V
ol. 94, pp. 4-30, p. 6.

（
36
） 

藤
田
「
ハ
ー
グ
「
万
国
平
和
会
議
」
百
周
年
に
思
う
こ
と
」、
五
頁
。

（
37
） 

第
一
五
二
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
の
う
ち
、「
二
、
第
一
回
総
会
議
」
五
三
一
─
五
四
〇
頁
お
よ
び
「
三
、
第
二
回
総
会
議
」

五
四
〇
─
五
四
四
頁
。
な
お
、『
日
本
外
交
文
書
』
の
記
述
に
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
で
は
な
く
、「
和
蘭
国
皇
帝
」
と
あ
る
。
五
四
〇
頁
。

（
38
） 

第
一
五
二
文
書
、「
三
、
第
二
回
総
会
議
」、
同
右
。

（
39
） 

第
一
五
二
文
書
、「
四
、
第
三
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
四
四
─
五
五
四
頁
。

（
40
） 

第
一
五
二
文
書
、「
五
、
第
四
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
五
四
─
五
七
五
頁
。

（
41
） 

第
一
五
二
文
書
、「
六
、
第
五
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
七
五
─
六
一
三
頁
、
と
く
に
五
七
六
頁
。

（
42
） 

同
右
。

（
43
） 

同
右
、
五
七
七
頁
。

（
44
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
一
三
─
六
二
八
頁
。

（
45
） 

第
一
五
二
文
書
、「
八
、
第
七
回
総
会
議
」、
同
右
、
六
二
八
─
七
五
九
頁
。

（
46
） 

第
一
五
二
文
書
、「
九
、
第
八
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
五
九
─
七
六
八
頁
。

（
47
） 

第
一
五
二
文
書
、「
一
〇
、
第
九
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
六
八
─
七
七
三
頁
。

（
48
） 

第
一
五
二
文
書
、「
一
一
、
第
一
〇
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
七
三
─
七
八
二
頁
。
な
お
、
バ
チ
カ
ン
の
参
加
に
つ
い
て
は
イ
タ
リ
ア
が
反
対
し

て
い
た
が
、
教
皇
の
道
徳
的
支
持
を
え
る
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
が
教
皇
に
書
簡
を
送
付
し
た
。 “F

rom
 the H

ague to the C
ape: T

he 

）
七
二
一
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
〇
九

（
34
） 

「
一
五
二

　
自
明
治
二
十
二
年
五
月
十
八
日
至
七
月
二
十
九
日

　
万
国
平
和
会
議
議
事
録
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
五
二
〇
─
七
八
二
頁
。

そ
の
う
ち
、「
一
、
目
録
」
五
二
〇
─
五
二
二
頁
は
総
会
議
の
概
略
を
示
し
て
い
る
。

（
35
） 
代
表
の
名
簿
に
つ
い
て
は
、「
九
七

　
明
治
三
十
二
年
五
月
二
日
蘭
国
駐
箚
西
臨
時
代
理
公
使
ヨ
リ
青
木
外
務
大
臣
宛

　
万
国
平
和
会
議
委
員

並
蘭
国
側
予
算
等
通
知
ノ
件

　
附
記

　
平
和
会
議
各
国
代
表
委
員
名
簿
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
一
一
二
─
一
二
三
頁
。
な
お
、C

aron

は

こ
の
会
議
は
基
本
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
文
明
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。C

aron, “W
ar and International 

A
djudication: R

eflections on the 1899 P
eace C

onference ”, A
m

erican
 Jou

rn
al of In

tern
ation

al L
aw

, 2000, V
ol. 94, pp. 4-30, p. 6.

（
36
） 

藤
田
「
ハ
ー
グ
「
万
国
平
和
会
議
」
百
周
年
に
思
う
こ
と
」、
五
頁
。

（
37
） 

第
一
五
二
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
の
う
ち
、「
二
、
第
一
回
総
会
議
」
五
三
一
─
五
四
〇
頁
お
よ
び
「
三
、
第
二
回
総
会
議
」

五
四
〇
─
五
四
四
頁
。
な
お
、『
日
本
外
交
文
書
』
の
記
述
に
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
で
は
な
く
、「
和
蘭
国
皇
帝
」
と
あ
る
。
五
四
〇
頁
。

（
38
） 

第
一
五
二
文
書
、「
三
、
第
二
回
総
会
議
」、
同
右
。

（
39
） 

第
一
五
二
文
書
、「
四
、
第
三
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
四
四
─
五
五
四
頁
。

（
40
） 

第
一
五
二
文
書
、「
五
、
第
四
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
五
四
─
五
七
五
頁
。

（
41
） 

第
一
五
二
文
書
、「
六
、
第
五
回
総
会
議
」、
同
右
、
五
七
五
─
六
一
三
頁
、
と
く
に
五
七
六
頁
。

（
42
） 

同
右
。

（
43
） 

同
右
、
五
七
七
頁
。

（
44
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
一
三
─
六
二
八
頁
。

（
45
） 

第
一
五
二
文
書
、「
八
、
第
七
回
総
会
議
」、
同
右
、
六
二
八
─
七
五
九
頁
。

（
46
） 

第
一
五
二
文
書
、「
九
、
第
八
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
五
九
─
七
六
八
頁
。

（
47
） 

第
一
五
二
文
書
、「
一
〇
、
第
九
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
六
八
─
七
七
三
頁
。

（
48
） 

第
一
五
二
文
書
、「
一
一
、
第
一
〇
回
総
会
議
」、
同
右
、
七
七
三
─
七
八
二
頁
。
な
お
、
バ
チ
カ
ン
の
参
加
に
つ
い
て
は
イ
タ
リ
ア
が
反
対
し

て
い
た
が
、
教
皇
の
道
徳
的
支
持
を
え
る
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
が
教
皇
に
書
簡
を
送
付
し
た
。 “F

rom
 the H

ague to the C
ape: T

he 

）
七
二
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
一
〇

P
eace C

onference and the S
outh A

frican W
ar ”, S

ou
th

 A
frican

 L
aw

 Jou
rn

al, 1901, V
ol. 18, pp. 337-362, p. 340.

（
49
） 

「
一
五
三

　
明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
九
日

　
平
和
会
議
最
終
決
議
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
八
三
─
八
二
七
頁
、
七
八
三
─
七
八
九

頁
。
最
終
議
定
書
は
条
約
で
は
な
く
、
会
議
の
成
果
の
ま
と
め
（resum

é

）
で
あ
っ
た
。A

. P
earce H

iggins, T
h

e H
agu

e P
eace 

C
on

feren
ces an

d
 O

th
er In

tern
ation

al C
on

feren
ces C

on
cern

in
g th

e L
aw

s an
d

 U
sages of W

ar T
exts of C

on
ven

tion
s w

ith
 

C
om

m
en

taries 

（hereinafter, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces

） （C
am

bridge U
niversity P

ress, 2014

）. 

本
書
は
一
九
〇
九
年
に

C
am

bridge U
niversity P

ress

か
ら
出
版
さ
れ
た
。

（
50
） 

第
一
五
三
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
八
九
─
七
九
〇
頁
。
な
お
、
第
一
の
希
望
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
で
、
第
二
～
六
の
希
望

は
「
若
干
ノ
棄
権
を
除
キ
全
会
一
致
」
で
可
決
さ
れ
た
。

（
51
） 

同
右
、
七
九
〇
─
八
二
七
頁
。

（
52
） 

「
一
七
六

　
明
治
三
十
三
年
十
月
六
日

　
蘭
国
駐
箚
珍
田
公
使
ヨ
リ
青
木
外
務
大
臣
宛

　
万
国
平
和
三
約
定
及
三
宣
言
批
准
書
寄
託
手
続
終
了

通
知
ノ
件
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
八
五
三
─
八
五
六
頁
。

（
53
） 

藤
田
「
ハ
ー
グ
「
万
国
平
和
会
議
」
百
周
年
に
思
う
こ
と
」、
六
頁
。

（
54
） 

「
一
三
八

　
明
治
三
十
二
年
七
月
三
日

　
在
蘭
林
公
使
ヨ
リ
青
木
外
務
大
臣
宛

　
軍
備
縮
小
案
廃
棄
ニ
関
シ
通
知
ノ
件
」『
日
本
外
交
文
書
』
第

一
巻
、
四
〇
六
─
四
〇
九
頁
、
四
〇
七
頁
。

（
55
） 

同
右
。

（
56
） 

同
右
、
四
〇
八
頁
。

（
57
） 

「
一
三
九

　
明
治
三
十
二
年
七
月
四
日

　
坂
本
海
軍
大
佐
ヨ
リ
山
本
海
軍
大
臣
宛

　
軍
備
縮
小
軍
器
制
限
ニ
関
ス
ル
討
議
ノ
件
㈢
」『
日
本
外
交

文
書
』
第
一
巻
、
四
一
八
─
四
三
四
頁
。
引
用
部
分
は
四
二
〇
頁
。

（
58
） 

同
右
、
四
三
三
頁
。

（
59
） 

第
一
三
八
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、 

四
〇
八
頁
。

（
60
） 

同
右
、
四
〇
九
頁
。

）
七
二
七
（

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
一
一

（
61
） 

同
右
。

（
62
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
二
五
─
六
二
八
頁
、
六
二
八
頁
。

（
63
） 

同
右
。

（
64
） 

第
一
五
三
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
八
九
頁
。

（
65
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」
同
右
、
六
二
八
頁
。

（
66
） 

同
右
、
六
二
五
─
六
二
八
頁
。

（
67
） 

同
右
、
六
二
六
頁
。

（
68
） 

同
右
。

（
69
） 

同
右
、
六
二
六
─
六
二
七
頁
。

（
70
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
一
四
頁
。

（
71
） 

同
右
、
六
一
四
─
六
一
五
頁
。

（
72
） 

同
右
、
六
一
七
頁
。

（
73
） 

同
右
、
六
一
八
頁
。

（
74
） 

同
右
、
六
一
八
─
六
一
九
頁
。

（
75
） 

同
右
、
六
一
九
頁
。

（
76
） 

同
右
、
六
一
九
─
六
二
〇
頁
。

（
77
） 

同
右
、
六
二
五
頁
。

（
78
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
二
七
─
六
二
八
頁
。

（
79
） H

iggins, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, p.77.

（
80
） 

Ibid.

（
81
） 

Ibid.

）
七
二
二
（



第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
（
河
合
）

一
一
一

（
61
） 

同
右
。

（
62
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
二
五
─
六
二
八
頁
、
六
二
八
頁
。

（
63
） 
同
右
。

（
64
） 
第
一
五
三
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
八
九
頁
。

（
65
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」
同
右
、
六
二
八
頁
。

（
66
） 

同
右
、
六
二
五
─
六
二
八
頁
。

（
67
） 

同
右
、
六
二
六
頁
。

（
68
） 

同
右
。

（
69
） 

同
右
、
六
二
六
─
六
二
七
頁
。

（
70
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
一
四
頁
。

（
71
） 

同
右
、
六
一
四
─
六
一
五
頁
。

（
72
） 

同
右
、
六
一
七
頁
。

（
73
） 

同
右
、
六
一
八
頁
。

（
74
） 

同
右
、
六
一
八
─
六
一
九
頁
。

（
75
） 

同
右
、
六
一
九
頁
。

（
76
） 

同
右
、
六
一
九
─
六
二
〇
頁
。

（
77
） 

同
右
、
六
二
五
頁
。

（
78
） 

第
一
五
二
文
書
、「
七
、
第
六
回
総
会
議

　
附
属
書

　
第
一
委
員
会
報
告
書
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
六
二
七
─
六
二
八
頁
。

（
79
） H

iggins, T
h

e H
agu

e P
eace C

on
feren

ces, p.77.

（
80
） 

Ibid.

（
81
） 

Ibid.

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
一
二

（
82
） R

ichm
ond P

earson H
obson, “D

isarm
am

ent ”, A
m

erican
 Jou

rn
al of In

tern
ation

al law
, 1908, pp. 743-757, p.755.

（
83
） 

Ibid.
（
84
） 

Ibid, p. 743.

（
85
） A

ndrew
 W

ebster, “R
econsidering disarm

am
ent at the H

ague P
eace C

onference of 1899, and after ”, A
bbenhuis, B

arber and 

H
iggins 

（eds.
）, W

ar, P
eace an

d
 In

tern
ation

al O
rd

er?, pp.69-85, p.76-77.

（
86
） 

Ibid., p.77.

（
87
） 

第
一
五
二
文
書
、『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
、
七
八
九
頁
。

（
88
） C

aron, su
pra. note 35, p.6.

（
89
） W

ebster, su
pra. note 85, p.77.

（
90
） 

黒
崎
将
広
・
坂
元
茂
樹
・
西
村
弓
・
石
垣
友
明
・
森
肇
志
・
真
山
全
・
酒
井
啓
亘
『
防
衛
実
務
国
際
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）【
八
一
六
】。

な
お
、
平
和
会
議
で
こ
の
宣
言
に
反
対
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
現
在
で
も
宣
言
を
批
准
し
て
い
な
い
。
同
右
。

（
91
） 

「
四
九
七

　
西
園
寺
総
理
大
臣
ヨ
リ
内
田
外
務
大
臣
宛

　
第
二
回
平
和
会
議
諸
条
約
御
批
准
奏
請
ノ
儀
御
裁
可
ノ
件
」『
日
本
外
交
文
書
』
第
二

巻
、
六
六
七
─
八
六
三
頁
の
う
ち
、「
附
属
書
二

　
右
諸
条
約
竝
ニ
最
終
決
議
書
及
希
望
条
項
」、
八
四
一
─
八
六
三
頁
、
八
五
三
頁
。

（
92
） C

aron, su
pra. note 35, p. 23.

（
93
） V

agts, su
pra. note 19, p. 41.

）
七
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
三

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察

─
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

─

神

　
　例

　
　康

　
　博

一
　
は
じ
め
に

租
税
ほ
脱
犯
は
、
納
税
義
務
を
負
う
者
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」（
ま
た
は
、
税
の
還
付
を
受
け
た
）
こ

と
を
内
容
と
す
る
犯
罪
で
あ
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
な
ど
）。
租
税
ほ
脱
犯
の
成
立
要
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、

「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
中
心
に
、
単
に
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
該

当
す
る
か
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
い
え
る
た
め
に
は
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
（
以
下
、
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
）
が
必
要
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
は
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
は
い
え
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ

論
　
説

）
五
四
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
三

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察

─
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

─

神

　
　例

　
　康

　
　博

一
　
は
じ
め
に

租
税
ほ
脱
犯
は
、
納
税
義
務
を
負
う
者
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」（
ま
た
は
、
税
の
還
付
を
受
け
た
）
こ

と
を
内
容
と
す
る
犯
罪
で
あ
る
（
所
得
税
法
二
三
八
条
一
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
な
ど
）。
租
税
ほ
脱
犯
の
成
立
要
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、

「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
中
心
に
、
単
に
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
該

当
す
る
か
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
い
え
る
た
め
に
は
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
（
以
下
、
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
）
が
必
要
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
は
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
は
い
え
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ

論
　
説

）
五
四
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
一
四

た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
判
例
・
実
務
上
決
着
は
つ
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
平
成
二
二
年
税
制
改
正
（
平
成
二
二
年
法
律
第
六
号
）
に
お
い
て
、
租
税
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
平
成
二
三
年
税
制
改
正
（
平
成
二
三
年
法
律
第
八
二
号
）
で
は
、
所
得
秘
匿
工
作
は
伴
わ
な
い
も
の
の
、
故
意
に
納
税
申
告
書
を

そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
こ
と
に
よ
り
税
を
免
れ
た
者
を
、
故
意
の
申
告
書
不
提
出
（
所
得
税
法
二
四
一
条
、
法
人
税
法
一
六
〇
条

な
ど
）
よ
り
も
重
く
処
罰
す
る
類
型
が
設
け
ら
れ
た
（
所
得
税
法
二
三
八
条
三
項
、
法
人
税
法
一
五
九
条
三
項
な
ど
）。
な
お
、
以
下
、
本
稿
で

は
、
故
意
に
納
税
申
告
書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
犯
罪
を
「
単
純
不
申
告
犯
」、
故
意
に
納
税
申
告

書
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
こ
と
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
内
容
と
す
る
犯
罪
を
「
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
」、「
偽
り

そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
内
容
と
す
る
犯
罪
す
な
わ
ち
租
税
ほ
脱
犯
の
う
ち
、
不
申
告
の
類
型
を
「
虚
偽

不
申
告
ほ
脱
犯
」、
過
少
申
告
の
類
型
を
「
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯

（
１
）

」、
両
者
を
合
わ
せ
て
「
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
不
申
告
を
「
単
純
不
申
告
」、
こ
れ
を
伴
う
不
申
告
を
「
虚
偽
不
申
告
」、
所
得
秘
匿

工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
を
「
単
純
過
少
申
告
」、
こ
れ
を
伴
う
過
少
申
告
を
「
虚
偽
過
少
申
告
」
と
呼
ぶ
。

単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
（
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
〇
〇
万
円
〔
情
状
に
よ
り
脱
税
額
〕
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
）
は
単

純
不
申
告
犯
（
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
（
一
〇
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
一
〇
〇
〇
万
円
〔
情

状
に
よ
り
脱
税
額
〕
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
）
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
新
設
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯

と
し
て
処
罰
で
き
る
可
罰
的
行
為
の
領
域
と
、
当
罰
的
な
租
税
債
権
侵
害
行
為
の
領
域
の
間
に
生
じ
た
処
罰
の
間
隙
を
埋
め
る
こ
と
を
期

待
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
悪
質
性
の
高
い
無
申
告
事
案
に
厳
正
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
」、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
単
純
不

申
告
犯
と
の
間
に
位
置
す
る
犯
罪
類
型
と
し
て
、
新
た
に
脱
税
犯
の
一
種
と
し
て
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
、
と
説
明
さ

）
五
四
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
五

れ
て
い
る

（
２
）

。
も
っ
と
も
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
新
設
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
理
論
的
課
題
を
同
時
に
生
じ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

そ
も
そ
も
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
つ
い
て
も
、
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
お
け
る
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
を
確
認
し
た
う
え
で
㈡
、
虚
偽

不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
実
行
行
為
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
を
検
討
し
㈢
、
そ
の
う
え
で
、
単

純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を

行
う
こ
と
と
し
た
い
㈣
。

二
　「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
判
例
理
論

ま
ず
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
に
関
す
る
判
例
の
展
開
を
確
認
し
て
お
こ
う

（
３
）

。
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
、「
偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
成
立
要
件
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
が
虚
偽
不
申
告
等

ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
４
）

。
問
題
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
で
あ
り
、
主
と
し
て
論
点
は
、
架

空
経
費
の
計
上
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
」（
以
下
、
単
に
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
を
伴
わ
な
い
単
純
不
申
告
、

単
純
過
少
申
告
を
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
捉
え
て
ほ
脱
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」

と
い
え
る
た
め
に
は
所
得
秘
匿
工
作
が
必
要
だ
と
し
た
場
合
、
所
得
秘
匿
工
作
も
実
行
行
為
そ
れ
自
体
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。

）
五
四
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
五

れ
て
い
る

（
２
）

。
も
っ
と
も
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
新
設
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
理
論
的
課
題
を
同
時
に
生
じ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

そ
も
そ
も
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
つ
い
て
も
、
な
お
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
お
け
る
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
を
確
認
し
た
う
え
で
㈡
、
虚
偽

不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
を
ど
の
よ
う
に
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し
、
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を
ど
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に
解
す
べ
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を
検
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㈢
、
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の
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で
、
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不
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と
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不
申
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ほ
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、
虚
偽
不
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告
等
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と
の
相
互
関
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を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を

行
う
こ
と
と
し
た
い
㈣
。

二
　「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
を
め
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る
判
例
理
論

ま
ず
、「
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不
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」
の
意
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に
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す
る
判
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の
展
開
を
確
認
し
て
お
こ
う

（
３
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。
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
、「
偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
成
立
要
件
と
す
る
。
そ
れ
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え
、「
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そ
の
他
不
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の
行
為
」
が
虚
偽
不
申
告
等

ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
４
）

。
問
題
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
で
あ
り
、
主
と
し
て
論
点
は
、
架

空
経
費
の
計
上
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
」（
以
下
、
単
に
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
を
伴
わ
な
い
単
純
不
申
告
、

単
純
過
少
申
告
を
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
捉
え
て
ほ
脱
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、「
偽
り
そ
の
他
不
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の
行
為
」

と
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え
る
た
め
に
は
所
得
秘
匿
工
作
が
必
要
だ
と
し
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場
合
、
所
得
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れ
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す
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で
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五
四
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
一
六

①
不
申
告

ま
ず
、
単
純
不
申
告
罪
が
存
在
せ
ず
「
詐
偽
そ
の
他
の
不
正
の
行
為
」
に
よ
り
「
所
得
税
を
免
れ
た
」
場
合
の
み
を
処
罰
し
て
い
た
旧

所
得
税
法
（
昭
和
一
五
年
法
律
第
二
四
号
）
六
九
条
一
項
の
所
得
税
ほ
脱
罪
の
成
否
に
関
し
、
単
純
不
申
告
が
「
詐
偽
そ
の
他
の
不
正
の
行

為
」
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
二
四
・
七
・
九
刑
集
三
巻
八
号
一
二
一
三
頁
は
、
旧
所
得
税
法
の
も
と
で
は
所
得
の
単
純
不
申

告
は
犯
罪
で
は
な
く
、「
現
行
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
四
二
号
：
筆
者
注
）
の
下
に
お
い
て
も
不
申
告
そ
の
も
の
を
犯
罪
と
す
る
明
文
規

定
は
な
い
の
み
な
ら
ず
不
申
告
を
犯
罪
と
す
る
趣
旨
は
現
行
法
上
何
処
に
も
現
わ
れ
て
い
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
同
罪
は
「
詐
欺
そ
の

他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
所
得
税
を
免
れ
た
行
為
を
処
罰
し
て
い
る
が
そ
れ
は
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
手
段
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
場
合
に

限
る
」
と
し
、
所
得
の
単
純
不
申
告
は
「
詐
偽
そ
の
他
の
不
正
の
行
為
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
の
法
改
正
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
七
二
号
）
に
よ
り
、
直
接
国
税
の
分
野
で
単
純
不
申
告
罪
の
規
定

が
新
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
判
例
も
同
様
に
解
し
た
。
例
え
ば
、
最
判
昭
和
三
八
・
二
・
一
二
刑
集
一
七
巻
三
号
一
八
三
頁
は
、「『
詐

偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
に
よ
り
所
得
税
を
免
れ
た
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
場
合

に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
所
得
税
逋
脱
の
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
単
に
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
と

い
う
消
極
的
な
行
為
だ
け
で
は
、
右
条
項
に
い
わ
ゆ
る
「
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判

示
し
て
い
る
（
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
三
八
・
四
・
九
刑
集
一
七
巻
三
号
二
〇
一
頁
）。
も
っ
と
も
、「
積
極
的
な
行
為
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
最
大
判
昭
和
四
二
・
一
一
・
八
刑
集
二
一
巻
九
号
一
一
九
七
頁
（
以
下
、
昭
和
四
二
年
判
決
と
い
う
）
は
、「
不
正
行

為
」
の
意
義
に
つ
い
て
、「
逋
脱
の
意
図
を
も
つ
て
、
そ
の
手
段
と
し
て
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
よ

）
五
四
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
七

う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
前
掲
の
諸
判
例

が
「
不
申
告
以
外
に
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
申
告
を
し
な
い

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
、
右
の
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
趣
旨

を
判
示
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
虚
偽
不
申
告
罪
の
成
立
に
は
「
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
」
す
な
わ
ち

「
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
」
を
伴
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

②
過
少
申
告

既
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
二
年
判
決
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
、「
不
正
行
為
」
と
は
「
逋
脱
の
意
図
を
も
つ
て
、
そ
の
手

段
と
し
て
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
い

う
」
と
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
も
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
単
純
過
少
申
告
は
「
不
正
の
行
為
」
に
当

た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
最
判
昭
和
四
八
・
三
・
二
〇
刑
集
二
七
巻
二
号
一
三
八
頁
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
行
う
こ
と
な
し
に
過
少
申
告
を
し

た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
昭
和
四
二
年
判
決
が
示
し
た
「
不
正
行
為
」
の
定
義
を
引
用
し
つ
つ
、「
か
か
る
工
作
を
伴
わ
な
い
単
な
る

所
得
不
申
告
は
、
右
『
不
正
の
行
為
』
に
あ
た
ら
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
真
実
の
所
得
を
隠
蔽
し
、
そ
れ
が
課
税
対
象
と
な
る

こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に
過
少
に
記
載
し
た
内
容
虚
偽
の
所
得
税
確
定
申
告
書
を
税
務
署
長
に
提
出
す
る
行
為

（
以
下
、
こ
れ
を
過
少
申
告
行
為
と
い
う
。）
自
体
、
単
な
る
所
得
不
申
告
の
不
作
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
…
…
右
大
法
廷
判
決
の
判

示
す
る
『
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
に
あ
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
昭
和
四
二
年
判
決
は
単
純
不

）
五
四
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
七

う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
前
掲
の
諸
判
例

が
「
不
申
告
以
外
に
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
申
告
を
し
な
い

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
、
右
の
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
趣
旨

を
判
示
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
虚
偽
不
申
告
罪
の
成
立
に
は
「
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
」
す
な
わ
ち

「
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
」
を
伴
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

②
過
少
申
告

既
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
二
年
判
決
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
、「
不
正
行
為
」
と
は
「
逋
脱
の
意
図
を
も
つ
て
、
そ
の
手

段
と
し
て
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
い

う
」
と
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
も
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
単
純
過
少
申
告
は
「
不
正
の
行
為
」
に
当

た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
最
判
昭
和
四
八
・
三
・
二
〇
刑
集
二
七
巻
二
号
一
三
八
頁
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
行
う
こ
と
な
し
に
過
少
申
告
を
し

た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
昭
和
四
二
年
判
決
が
示
し
た
「
不
正
行
為
」
の
定
義
を
引
用
し
つ
つ
、「
か
か
る
工
作
を
伴
わ
な
い
単
な
る

所
得
不
申
告
は
、
右
『
不
正
の
行
為
』
に
あ
た
ら
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
真
実
の
所
得
を
隠
蔽
し
、
そ
れ
が
課
税
対
象
と
な
る

こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に
過
少
に
記
載
し
た
内
容
虚
偽
の
所
得
税
確
定
申
告
書
を
税
務
署
長
に
提
出
す
る
行
為

（
以
下
、
こ
れ
を
過
少
申
告
行
為
と
い
う
。）
自
体
、
単
な
る
所
得
不
申
告
の
不
作
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
…
…
右
大
法
廷
判
決
の
判

示
す
る
『
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
に
あ
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
昭
和
四
二
年
判
決
は
単
純
不

）
五
四
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
一
八

申
告
が
「
不
正
の
行
為
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
ま
で
で
、
過
少
申
告
が
「
不
正
の
行
為
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
ま
で
判
示
し

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る

（
５
）

。

さ
ら
に
、
最
判
昭
和
六
三
・
九
・
二
刑
集
四
二
巻
七
号
九
七
五
頁
（
以
下
、
昭
和
六
三
年
判
決
と
い
う
）
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
し
た
う

え
で
所
得
金
額
を
過
少
に
記
載
し
た
法
人
税
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
事
案
に
つ
い
て

（
６
）

、「
真
実
の
所
得
を
秘
匿
し
、
所
得
金
額
を
こ
と

さ
ら
過
少
に
記
載
し
た
法
人
税
確
定
申
告
書
を
税
務
署
長
に
提
出
す
る
行
為
は
、
そ
れ
自
体
法
人
税
法
一
五
九
条
一
項
…
…
に
い
う
『
偽

り
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
に
当
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
提
出
行
為
そ
れ
自
体
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
当
た
る
と

判
示
し
て
い
る
。

③
小
括

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
お
け
る
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
は
こ
れ

に
あ
た
ら
ず
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
し
て
い
る

（
７
）

。
他
方
、
過
少
申
告
つ
い
て
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の

行
為
」
と
い
え
る
た
め
に
は
所
得
秘
匿
工
作
を
要
せ
ず
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
も
「
不
正
の
行
為
」
に
当
た
る
と
解
し

て
い
る
と
い
え
る
。

思
う
に
、
単
純
不
申
告
を
処
罰
し
な
が
ら
、
過
少
申
告
そ
の
も
の
を
処
罰
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
過
少

申
告
に
つ
い
て
は
、
過
少
申
告
自
体
を
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
と
し
て
処
罰
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
法
の
予
定
す
る
立
場
と
い

え
よ
う

（
８
）

。
そ
の
う
え
で
、
不
申
告
に
つ
い
て
は
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
け
れ
ば
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
該
当
し
な
い
の
に
対

し
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
有
無
を
問
わ
ず
過
少
申
告
行
為
自
体
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
該
当
す
る
と

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
一
九

解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
と
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
、

不
申
告
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
所
得
秘
匿
工
作
の
要
素
が
過
少
申
告
自
体
に
備
わ
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

視
点
で
見
る
と
、
昭
和
四
八
年
判
決
が
「
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に

0

0

0

0

0

過
少
に
記
載
し
た
内
容
虚
偽
の
所
得
税
確
定
申
告
書
を
税
務
署
長
に

提
出
す
る
行
為
（
以
下
、
こ
れ
を
過
少
申
告
行
為
と
い
う
。）」（
傍
点
は
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
通
説
的
理
解

（
９
）

と
は
異
な
り
、
過

少
申
告
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
不
要
と
す
る
旨
を
判
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
所
得
税
確
定
申
告
書
に
「
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に

過
少
に
記
載
」
す
る
行
為
を
所
得
秘
匿
工
作
と
捉
え
る
も
の
と
解
す
る
見
解
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
罪
と
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
罪
と
の
統

一
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
、
説
得
的
で
あ
る
と
思
わ
れ

（
10
）

る
（
11
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
判
例
は
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
も
所
得
秘
匿

工
作
を
要
求
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
方
が
説
明
方
法
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
12
）

。

も
っ
と
も
、
所
得
を
過
少
に
記
載
す
る
行
為
を
所
得
秘
匿
工
作
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
の
問
題
を
措
く
と
し
て
も
、
所
得
秘
匿
工
作
が
「
税

を
免
れ
た
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
と
の
関
係
で
い
か
な
る
理
論
的
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
成
二
二
年
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
単
純
不
申
告
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の

相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
、
租
税
罰
則
の
体
系
的
理
解
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
三
で
は
、

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
に
お
け
る
所
得
秘
匿
工
作
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯

の
実
行
行
為
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
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質
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関
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一
一
九

解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
と
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
、

不
申
告
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
所
得
秘
匿
工
作
の
要
素
が
過
少
申
告
自
体
に
備
わ
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

視
点
で
見
る
と
、
昭
和
四
八
年
判
決
が
「
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に

0

0

0

0

0

過
少
に
記
載
し
た
内
容
虚
偽
の
所
得
税
確
定
申
告
書
を
税
務
署
長
に

提
出
す
る
行
為
（
以
下
、
こ
れ
を
過
少
申
告
行
為
と
い
う
。）」（
傍
点
は
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
通
説
的
理
解

（
９
）

と
は
異
な
り
、
過

少
申
告
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
不
要
と
す
る
旨
を
判
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
所
得
税
確
定
申
告
書
に
「
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に

過
少
に
記
載
」
す
る
行
為
を
所
得
秘
匿
工
作
と
捉
え
る
も
の
と
解
す
る
見
解
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
罪
と
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
罪
と
の
統

一
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
、
説
得
的
で
あ
る
と
思
わ
れ

（
10
）

る
（
11
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
判
例
は
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
も
所
得
秘
匿

工
作
を
要
求
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
方
が
説
明
方
法
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
12
）

。

も
っ
と
も
、
所
得
を
過
少
に
記
載
す
る
行
為
を
所
得
秘
匿
工
作
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
の
問
題
を
措
く
と
し
て
も
、
所
得
秘
匿
工
作
が
「
税

を
免
れ
た
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
と
の
関
係
で
い
か
な
る
理
論
的
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
成
二
二
年
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
単
純
不
申
告
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の

相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
、
租
税
罰
則
の
体
系
的
理
解
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
三
で
は
、

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
に
お
け
る
所
得
秘
匿
工
作
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯

の
実
行
行
為
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

）
五
二
二
（
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三
　
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
と
所
得
秘
匿
工
作
の
理
論
的
意
義

①
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
─
制
度
的
法
益
と
そ
の
把
握
─

㈠
　
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
租
税
犯
の
一
般
刑
法
犯
に
対
す
る
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
た
時
代
を
経
て
、
板

倉
宏
が
、
近
代
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
納
税
義
務
の
本
質
と
納
税
者
の
均
衡
負
担
利
益
の
侵
害
と
を
基
礎
に
租
税
犯
の
反
倫
理
性
を
基

礎
づ
け
、「
国
家
的
法
益
た
る
課
税
権
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
を
先
駆
と
し
て

（
13
）

、
法
益
の
実
質
的
な
理
解
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な

理
解
が
示
さ
れ
て
き
た

（
14
）

。
表
現
の
相
違
が
論
者
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
法
益
の
内
実
に
ど
う
影
響
す
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
も

の
の
、
例
え
ば
、「
申
告
納
税
制
度
の
維
持
」
と
捉
え
る
見
解

（
15
）

、「
国
の
課
税
権
」
す
な
わ
ち
「
国
が
租
税
債
権
を
確
定
す
る
た
め
に
適
正

な
課
税
処
分
を
す
る
権
利
」
と
捉
え
る
見
解

（
16
）

、「
一
方
で
国
庫
収
入
を
保
護
法
益
と
す
る
が
、
他
方
で
申
告
納
税
制
度
自
体
を
も
保
護
法

益
と
す
る
」
と
捉
え
る
見
解

（
17
）

、「
租
税
債
権
と
い
う
国
家
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
犯
罪
」
で
あ
り
、「
本
質
的
に
財
産
犯
で
あ
る
」
と
す
る

見
解

（
18
）

、「
直
接
的
に
は
当
該
租
税
債
権
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
、
一
般
的
な
申
告
納
税
制
度
で
あ
る
」
と
す
る
見
解

（
19
）

、「
適
切
な
時
期
に

完
全
な
租
税
の
収
入
総
額
を
確
保
す
る
こ
と
に
関
す
る
公
の
利
益
」
と
捉
え
る
見
解

（
20
）

、「
租
税
債
権
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
実
現
す
る
こ

と
」
と
捉
え
る
見
解

（
21
）

、
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
を
含
め
た
租
税
犯
罪
は
、
租
税
制
度
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
観
念
さ
れ
る
犯
罪
で
あ
り
、
個
々
の

罰
則
規
定
は
制
度
的
法
益
の
保
護
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
の
保
護
法
益
は
、
大
な
り
小
な
り
、
租
税
制
度
の
維
持
と
関
係
し
て
い
る
。

制
度
的
な
法
益
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
解
が
抽
象
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
制
度
の
妥
当
性
を
前
提
と
し
て
、

制
度
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
利
益
・
機
能
を
保
護
す
る
も
の
な
の
か
、
法
益
の
内
実
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
法

）
五
二
五
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
二
一

益
を
段
階
的
ま
た
は
多
元
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
法
益
相
互
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
段
階
的
・
多
元
的
に
捉
え
ら
れ
る
複

数
の
法
益
が
同
時
に
侵
害
・
危
殆
化
さ
れ
な
い
と
可
罰
性
が
肯
定
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
法
定
刑
の
重
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
と
法
益
と
ど
う

相
関
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
罰
則
規
定
の
意
義
を
曖
昧
な
も
の
に
し
か
ね
な
い

（
22
）

。
法
益
を
一
元
的
に
把
握
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
内
実
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
益
と
し
て
の
妥
当
性
と
規
制
す
る
行
為
（
可
罰
的
と
さ
れ
る
行
為
）
の
妥
当
性
の
如
何

に
つ
い
て
、
刑
法
典
を
中
心
と
し
て
そ
の
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
罰
則
規
定
と
比
較
検
証
可
能
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る

（
23
）

。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
租
税
債
権
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
実
現
す
る
こ
と
」、「
適
切
な
時
期
に
完
全
な
租
税
の
収
入
総
額
を
確
保
す

る
こ
と
に
関
す
る
公
の
利
益
」、「
国
の
課
税
権

（
24
）

」
と
い
っ
た
理
解
の
下
で
把
握
さ
れ
る
法
益
に
は
、
租
税
債
権
そ
れ
自
体
、
租
税
債
権
の

実
現
に
向
け
た
税
務
当
局
の
手
続
き
的
利
益
、
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
納
税
者
の
信
頼
（
納
税
者
は
申
告
納
税
制
度
の
趣
旨
を
理
解
し
、
正

し
く
納
税
義
務
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
信
頼
）
な
ど
、
細
分
化
可
能
な
複
数
の
法
益
が
多
元
的
に
含
ま
れ
得
る
と
い
え
る
。
換
言

す
れ
ば
、「
租
税
債
権
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
実
現
す
る
こ
と
」、「
適
切
な
時
期
に
完
全
な
租
税
の
収
入
総
額
を
確
保
す
る
こ
と
に
関
す

る
公
の
利
益
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
法
益
は
、
租
税
法
罰
則
の
総
体
的
法
益
、
つ
ま
り
、
租
税
罰
則
全
体
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
法
益
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
租
税
法
罰
則
の
総
体
的
法
益
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
つ
つ
も
、
個
々
の
罰
則
の
保
護
法
益
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
な
る
細
分
化
、
具
体
化
が
求
め
ら
れ
よ
う

（
25
）

。

㈡
　
さ
て
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
成
立
要
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
が

「
免
れ
た
」
税
と
の
関
係
で
把
握
さ
れ
る
租
税
債
権
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
質
は
、
行
為
態
様

に
限
定
の
あ
る
侵
害
犯

（
26
）

と
解
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
所
得
秘
匿
工
作
が
租
税
債
権
の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
義

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
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す
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一

益
を
段
階
的
ま
た
は
多
元
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
法
益
相
互
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
段
階
的
・
多
元
的
に
捉
え
ら
れ
る
複

数
の
法
益
が
同
時
に
侵
害
・
危
殆
化
さ
れ
な
い
と
可
罰
性
が
肯
定
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
法
定
刑
の
重
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
と
法
益
と
ど
う

相
関
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
罰
則
規
定
の
意
義
を
曖
昧
な
も
の
に
し
か
ね
な
い

（
22
）

。
法
益
を
一
元
的
に
把
握
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
内
実
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
益
と
し
て
の
妥
当
性
と
規
制
す
る
行
為
（
可
罰
的
と
さ
れ
る
行
為
）
の
妥
当
性
の
如
何

に
つ
い
て
、
刑
法
典
を
中
心
と
し
て
そ
の
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
罰
則
規
定
と
比
較
検
証
可
能
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る

（
23
）

。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
租
税
債
権
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
実
現
す
る
こ
と
」、「
適
切
な
時
期
に
完
全
な
租
税
の
収
入
総
額
を
確
保
す

る
こ
と
に
関
す
る
公
の
利
益
」、「
国
の
課
税
権

（
24
）

」
と
い
っ
た
理
解
の
下
で
把
握
さ
れ
る
法
益
に
は
、
租
税
債
権
そ
れ
自
体
、
租
税
債
権
の

実
現
に
向
け
た
税
務
当
局
の
手
続
き
的
利
益
、
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
納
税
者
の
信
頼
（
納
税
者
は
申
告
納
税
制
度
の
趣
旨
を
理
解
し
、
正

し
く
納
税
義
務
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
信
頼
）
な
ど
、
細
分
化
可
能
な
複
数
の
法
益
が
多
元
的
に
含
ま
れ
得
る
と
い
え
る
。
換
言

す
れ
ば
、「
租
税
債
権
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
実
現
す
る
こ
と
」、「
適
切
な
時
期
に
完
全
な
租
税
の
収
入
総
額
を
確
保
す
る
こ
と
に
関
す

る
公
の
利
益
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
法
益
は
、
租
税
法
罰
則
の
総
体
的
法
益
、
つ
ま
り
、
租
税
罰
則
全
体
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
法
益
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
租
税
法
罰
則
の
総
体
的
法
益
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
つ
つ
も
、
個
々
の
罰
則
の
保
護
法
益
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
な
る
細
分
化
、
具
体
化
が
求
め
ら
れ
よ
う

（
25
）

。

㈡
　
さ
て
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
を
成
立
要
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
が

「
免
れ
た
」
税
と
の
関
係
で
把
握
さ
れ
る
租
税
債
権
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
質
は
、
行
為
態
様

に
限
定
の
あ
る
侵
害
犯

（
26
）

と
解
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
所
得
秘
匿
工
作
が
租
税
債
権
の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
義

）
五
二
二
（
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を
有
す
る
か
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

所
得
秘
匿
工
作
と
租
税
債
権
の
侵
害
・
危
殆
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
野
村
稔
は
、
所
得
秘
匿
工
作
は
不
申
告
の
租
税
ほ
脱

の
危
険
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
不
申
告
の
実
行
行
為
性
を
根
拠
づ
け
る
機
能
を
も
つ
と
し

（
27
）

、
単
純
不
申
告
は
租
税
債
権
と
の
関
係
で
は

抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
ほ
脱
結
果
と
は
直
接
的
因
果
関
係
を
も
た
ず
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
と
は
な
り
得
な
い
が
、

所
得
秘
匿
工
作
が
行
わ
れ
た
状
況
で
の
不
作
為
は
ほ
脱
の
具
体
的
危
険
性
を
有
し
、
ほ
脱
結
果
と
直
接
的
因
果
関
係
に
立
つ
も
の
と
考
え

ら
れ
る

（
28
）

、
と
す
る
。
ま
た
、
朝
山
芳
史
は
、
ほ
脱
犯
を
租
税
債
権
に
対
す
る
危
険
犯

（
29
）

と
捉
え
る
観
点
か
ら
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

為
」
を
、
租
税
債
権
を
侵
害
す
る
具
体
的
危
険
を
発
生
さ
せ
る
行
為
と
捉
え
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
30
）

。
す
な
わ
ち
、
事
前
の
所
得

秘
匿
行
為
は
、
ほ
脱
犯
と
い
う
「
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
が
発
生
す
る
前
の
段
階
で
の
危
険
を
発
生
す
る
一
種
の
予
備
行
為
」
と
み
る
こ

と
が
で
き
、
税
務
署
の
担
当
者
が
正
し
い
税
額
を
調
査
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
所
得
秘
匿
行
為
は
、
租
税
債
権
を
侵
害

す
る
危
険
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
有
し
て
い
る
が
、
所
得
秘
匿
行
為
の
段
階
で
は
、
そ
の
危
険
は
「
抽
象
的
危
険

（
31
）

」
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
、
虚
偽
過
少
申
告
の
段
階
に
至
る
と
、
具
体
的
危
険
へ
と
転
化
し
、
租
税
を
免
れ
る
と
い
う
結
果
の
発
生
を
も
た
ら
す
。
そ

の
う
え
で
、
朝
山
は
、
所
得
秘
匿
行
為
は
法
益
侵
害
の
危
険
性
を
相
当
程
度
有
す
る
予
備
行
為
で
あ
る
か
ら
立
法
論
と
し
て
は
処
罰
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
現
行
法
は
、「
申
告
制
度
と
結
び
付
い
た
危
険
」
を
処
罰
の
対
象
と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
直

接
結
び
付
く
と
は
限
ら
な
い
事
前
の
所
得
秘
匿
行
為
は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
、
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
田
原
卓
也
も
、

「
違
法
性
の
強
い
行
為
に
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、「
ほ
脱
犯
は
、
国
の
租
税
債
権
や
申
告
納
税
制
度
を
侵
害
す
る
行
為
の
中
で
も
、

行
為
や
手
段
に
お
い
て
特
に
反
倫
理
的
・
反
社
会
的
な
も
の
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
お
り
、
結
果
の
無
価
値
性
の
み
な
ら
ず
行
為
の
無
価

値
性
が
違
法
性
判
断
の
基
準
と
な
る

（
32
）

」
と
し
、「
所
得
秘
匿
工
作
は
、
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
さ
せ
る
構
成
要

）
五
二
四
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
二
三

件
的
状
況
を
作
出
す
る
も
の
」
と
し
た
う
え
で
、「
所
得
秘
匿
工
作
に
よ
り
構
成
要
件
的
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
不
申
告
は
、
ほ

脱
結
果
発
生
の
特
段
の
危
険
を
惹
起
す
る
行
為
と
な
る
」
と
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
秘
匿
工
作
の
実
行
行
為
性
を

否
定
し
つ
つ
、
そ
の
構
成
要
件
要
素
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る

（
33
）

。

た
し
か
に
、
所
得
秘
匿
工
作
が
租
税
債
権
と
い
う
法
益
に
対
す
る
侵
害
・
危
殆
化
を
高
め
る
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
虚
偽
不
申
告
等

ほ
脱
犯
は
、
過
少
申
告
・
不
申
告
と
い
う
租
税
債
権
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
う
ち
、
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
、
租
税
債
権
の
侵
害
・
危
殆

化
を
も
た
ら
す
、
よ
り
違
法
性
の
高
い
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
、
と
い
う
理
解
が
可
能
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で

は
納
税
者
の
申
告
に
基
づ
い
て
税
額
が
確
定
し
（
税
通
一
六
条
一
項
一
号
）、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結

果
が
生
じ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
（
税
通
三
五
条
一
項

（
34
））、

所
得
秘
匿
工
作
は
、
不
申
告
ま
た
は
過
少
申
告
に
よ
っ
て
「
免

れ
た
」
税
と
の
間
で
は
、
法
益
関
連
性
を
有
し
な
い
と
思
わ
れ
る

（
35
）

。
所
得
秘
匿
工
作
を
行
い
不
申
告
・
過
少
申
告
を
行
う
場
合
と
所
得
秘

匿
工
作
を
行
わ
ず
に
不
申
告
・
過
少
申
告
を
行
う
場
合
と
に
お
い
て
、「
税
を
免
れ
た
」
時
点
に
お
い
て
免
れ
た
税
額
に
相
違
は
な
く

（
36
）

、

例
え
ば
、
三
億
の
所
得
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
二
億
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
行
い
、
そ
の
後
二
億
を
申
告
し
た
と
い
う
場
合
、
ほ

脱
し
た
額
を
一
億
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
脱
結
果
と
因
果
性
を
有
す
る
行
為
は
、
二
億
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
行
っ
た
行
為
で

は
な
く
、
一
億
過
少
に
申
告
し
た
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

（
37
）

。「
税
を
免
れ
た
」
の
要
件
は
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
脱
結
果
と
の
関
係
で
租
税
債
権
を
侵
害
な
い
し
危
殆
化
す
る
行
為
は
、
所
得
を
秘
匿
す
る
行
為
（
所
得
秘
匿
工
作
）

で
は
な
く
、
申
告
し
な
い
行
為
お
よ
び
過
少
申
告
行
為
そ
れ
自
体
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
38
）

。

要
す
る
に
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、「
税
務
調
査
を
著
し
く
困
難
に
す
る
」（
東
京
高
判
平
成
二
・
一
〇
・
一
刑
集
四
八
巻
六
号
三
四
一
頁
）、

「
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
を
困
難
に
さ
せ
る
」（
最
決
平
成
六
・
九
・
一
三
刑
集
四
八
巻
六
号
二
八
九
頁
）
行
為
で
あ
っ
て
、「
ほ
脱
の
既

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
二
三

件
的
状
況
を
作
出
す
る
も
の
」
と
し
た
う
え
で
、「
所
得
秘
匿
工
作
に
よ
り
構
成
要
件
的
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
不
申
告
は
、
ほ

脱
結
果
発
生
の
特
段
の
危
険
を
惹
起
す
る
行
為
と
な
る
」
と
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
秘
匿
工
作
の
実
行
行
為
性
を

否
定
し
つ
つ
、
そ
の
構
成
要
件
要
素
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る

（
33
）

。

た
し
か
に
、
所
得
秘
匿
工
作
が
租
税
債
権
と
い
う
法
益
に
対
す
る
侵
害
・
危
殆
化
を
高
め
る
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
虚
偽
不
申
告
等

ほ
脱
犯
は
、
過
少
申
告
・
不
申
告
と
い
う
租
税
債
権
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
う
ち
、
所
得
秘
匿
工
作
と
い
う
、
租
税
債
権
の
侵
害
・
危
殆

化
を
も
た
ら
す
、
よ
り
違
法
性
の
高
い
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
、
と
い
う
理
解
が
可
能
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で

は
納
税
者
の
申
告
に
基
づ
い
て
税
額
が
確
定
し
（
税
通
一
六
条
一
項
一
号
）、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結

果
が
生
じ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
（
税
通
三
五
条
一
項

（
34
））、

所
得
秘
匿
工
作
は
、
不
申
告
ま
た
は
過
少
申
告
に
よ
っ
て
「
免

れ
た
」
税
と
の
間
で
は
、
法
益
関
連
性
を
有
し
な
い
と
思
わ
れ
る

（
35
）

。
所
得
秘
匿
工
作
を
行
い
不
申
告
・
過
少
申
告
を
行
う
場
合
と
所
得
秘

匿
工
作
を
行
わ
ず
に
不
申
告
・
過
少
申
告
を
行
う
場
合
と
に
お
い
て
、「
税
を
免
れ
た
」
時
点
に
お
い
て
免
れ
た
税
額
に
相
違
は
な
く

（
36
）

、

例
え
ば
、
三
億
の
所
得
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
二
億
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
行
い
、
そ
の
後
二
億
を
申
告
し
た
と
い
う
場
合
、
ほ

脱
し
た
額
を
一
億
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
脱
結
果
と
因
果
性
を
有
す
る
行
為
は
、
二
億
に
つ
い
て
所
得
秘
匿
工
作
を
行
っ
た
行
為
で

は
な
く
、
一
億
過
少
に
申
告
し
た
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

（
37
）

。「
税
を
免
れ
た
」
の
要
件
は
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
脱
結
果
と
の
関
係
で
租
税
債
権
を
侵
害
な
い
し
危
殆
化
す
る
行
為
は
、
所
得
を
秘
匿
す
る
行
為
（
所
得
秘
匿
工
作
）

で
は
な
く
、
申
告
し
な
い
行
為
お
よ
び
過
少
申
告
行
為
そ
れ
自
体
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
38
）

。

要
す
る
に
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、「
税
務
調
査
を
著
し
く
困
難
に
す
る
」（
東
京
高
判
平
成
二
・
一
〇
・
一
刑
集
四
八
巻
六
号
三
四
一
頁
）、

「
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
を
困
難
に
さ
せ
る
」（
最
決
平
成
六
・
九
・
一
三
刑
集
四
八
巻
六
号
二
八
九
頁
）
行
為
で
あ
っ
て
、「
ほ
脱
の
既

）
五
二
二
（
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四

遂
後
に
そ
の
違
法
状
態
を
修
正
す
る
こ
と
を
困
難
に
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い

（
39
）

」
の
で
あ
り
、
事
後
的
な
調
査
に
よ
り
正
確
な
税
の
賦
課
が
な

さ
れ
た
場
合
で
も
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い

（
40
）

。
そ
の
意
味
で
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、
申
告
期
限
後

に
行
わ
れ
る
税
務
調
査
に
備
え
る
た
め
の
証
拠
隠
滅
行
為
と
い
う
意
味
を
有
す
る
行
為
で
あ
り
、
ほ
脱
結
果
と
因
果
性
を
も
た
な
い
と
い

え
る

（
41
）

。
㈢

　
他
方
、
川
口
政
明
は
、
包
括
説
を
妥
当
で
あ
る
と
し
つ
つ
、「
申
告
に
よ
る
確
定
」
の
後
に
税
務
当
局
に
よ
る
「
調
査
に
よ
る
確

定
」
の
手
続
き
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
申
告
を
怠
る
行
為
」
の
み
な
ら
ず
「
調
査
を
偽
る
行
為
」
も
「
税
を
免
れ
る
行
為
」

と
し
て
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
申
告
に
よ
る
確
定
」
と
「
調
査
に
よ
る
確
定
」
と
い
う
二
つ
の
手
続
き
は
、

あ
る
時
点
を
境
と
し
て
前
者
か
ら
後
者
に
移
行
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
同
時
点
に
お
い
て
併
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
申
告
に
よ
る
確
定
」
に
対
し
て
は
、
全
部
又
は
一
部
を
申
告
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
税
を
免

れ
る
行
為
で
あ
り
、「
調
査
に
よ
る
確
定
」
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
虚
偽
過
少
申
告
を
捨
て
調
査
の
発
動
を
妨
げ
る
行
為
が
税
を
免
れ

る
行
為
と
な
る
。
そ
し
て
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
は
「
調
査
に
よ
る
確
定
」
に
対
し
税
を
免
れ
る
行
為
で
あ
る
。
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱

犯
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
行
為
の
中
に
「
申
告
を
怠
る
行
為
」
と
「
調
査
を
偽
る
行
為
」
の
二
種
類
の
「
税
を
免
れ
る
行
為
」
を
含
ま
れ

て
お
り
、
正
当
税
額
を
申
告
し
な
い
と
い
う
不
作
為
の
部
分
が
「
申
告
に
よ
る
確
定
」
に
対
し
て
「
税
を
免
れ
る
行
為
」
で
あ
り
、
過
少

申
告
を
し
た
と
い
う
作
為
の
部
分
が
「
調
査
に
よ
る
確
定
」
に
対
し
て
「
税
を
免
れ
る
行
為
」
で
あ
る

（
42
）

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
「
調
査
を
偽
る
行
為
」
を
租
税
債
権
と
の
関
係
で
実
行
行
為
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

に
つ
い
て
は
、「
税
を
免
れ
た
」
時
期
、
す
な
わ
ち
、
ほ
脱
犯
の
既
遂
時
期
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
二
五

申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
、「
納
付
す
べ
き
税
額
が
納
税
者
の
す
る
申
告
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
を
原
則
」
と
す
る
も
の
の
、「
そ
の
申

告
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
申
告
に
係
る
税
額
の
計
算
が
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
そ
の
他
当
該
税
額
が
税

務
署
長
又
は
税
関
長
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
場
合
」
に
は
、
納
付
す
べ
き
税
額
は
「
税
務
署
長
又
は
税
関
長
の
処
分
に
よ
り
確
定

す
る
」
こ
と
に
な
る
（
税
通
一
六
条
一
項
一
号
）。
そ
し
て
、
事
後
的
な
調
査
に
よ
り
税
額
が
確
定
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
定
納
期
限
の

経
過
に
よ
っ
て
は
、
未
だ
既
遂
に
達
し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
調
査
を
偽
る
行
為
」
を
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
と
因
果
関

係
を
有
す
る
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
犯
罪
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法

定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
成
立
す
る
犯
罪
と
の
関
係
で
、
そ
の
後
の
税
務
調
査
に
向
け
ら
れ
た
所
得
秘
匿
行
為
が
因
果
性
を
持
つ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
と
解
す
る
判
例
の
立
場
と
の
整
合
性
を
前
提

と
す
る
な
ら
ば
、「
調
査
を
偽
る
行
為
」
は
、「
納
期
を
免
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
既
遂
と
な
る
法
益
侵
害
と
の
関
係
で
は
、
因
果
性
を
持
た

ず
、
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈣
　
ま
た
、
滝
谷
英
幸
は
、
ほ
脱
犯
を
考
え
る
際
に
は
、
法
定
納
期
限
に
お
い
て
正
し
く
納
税
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
減
収
と
い

う
「
侵
害
犯
」
的
側
面
と
、
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
課
税
権
の
消
滅
と
い
う
事
態
（「
実
害
」）
に
向
け
た
「
危
険
犯
」
的
側
面
の
両
方

を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
法
定
納
期
限
に
「
実
害
」
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
は
税
務
当
局
に
よ
る
捕
捉
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
所
得
秘
匿
工
作
の
影
響
に
よ
り
こ
れ
が
奏
功
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、「
危
険
犯
」
的
側
面
も
法
定
納
期
限
の
経
過
時
に
認

め
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る

（
43
）

。
こ
の
見
解
が
、
所
得
秘
匿
工
作
を
法
定
納
期
限
後
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
課
税
権
の
消
滅
に
向
け
ら
れ

た
行
為
と
位
置
づ
け
、
税
務
当
局
に
よ
る
捕
捉
を
困
難
に
し
、「
実
害
」
発
生
の
危
険
を
高
め
る
行
為
と
し
て
、「
侵
害
犯
」
的
側
面
と
は

）
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二
二
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税
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一
二
五

申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
、「
納
付
す
べ
き
税
額
が
納
税
者
の
す
る
申
告
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
を
原
則
」
と
す
る
も
の
の
、「
そ
の
申

告
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
申
告
に
係
る
税
額
の
計
算
が
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
そ
の
他
当
該
税
額
が
税

務
署
長
又
は
税
関
長
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
場
合
」
に
は
、
納
付
す
べ
き
税
額
は
「
税
務
署
長
又
は
税
関
長
の
処
分
に
よ
り
確
定

す
る
」
こ
と
に
な
る
（
税
通
一
六
条
一
項
一
号
）。
そ
し
て
、
事
後
的
な
調
査
に
よ
り
税
額
が
確
定
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
定
納
期
限
の

経
過
に
よ
っ
て
は
、
未
だ
既
遂
に
達
し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
調
査
を
偽
る
行
為
」
を
「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
と
因
果
関

係
を
有
す
る
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
犯
罪
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法

定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
成
立
す
る
犯
罪
と
の
関
係
で
、
そ
の
後
の
税
務
調
査
に
向
け
ら
れ
た
所
得
秘
匿
行
為
が
因
果
性
を
持
つ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
と
解
す
る
判
例
の
立
場
と
の
整
合
性
を
前
提

と
す
る
な
ら
ば
、「
調
査
を
偽
る
行
為
」
は
、「
納
期
を
免
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
既
遂
と
な
る
法
益
侵
害
と
の
関
係
で
は
、
因
果
性
を
持
た

ず
、
実
行
行
為
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈣
　
ま
た
、
滝
谷
英
幸
は
、
ほ
脱
犯
を
考
え
る
際
に
は
、
法
定
納
期
限
に
お
い
て
正
し
く
納
税
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
減
収
と
い

う
「
侵
害
犯
」
的
側
面
と
、
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
課
税
権
の
消
滅
と
い
う
事
態
（「
実
害
」）
に
向
け
た
「
危
険
犯
」
的
側
面
の
両
方

を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
法
定
納
期
限
に
「
実
害
」
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
は
税
務
当
局
に
よ
る
捕
捉
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
所
得
秘
匿
工
作
の
影
響
に
よ
り
こ
れ
が
奏
功
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、「
危
険
犯
」
的
側
面
も
法
定
納
期
限
の
経
過
時
に
認

め
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る

（
43
）

。
こ
の
見
解
が
、
所
得
秘
匿
工
作
を
法
定
納
期
限
後
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
課
税
権
の
消
滅
に
向
け
ら
れ

た
行
為
と
位
置
づ
け
、
税
務
当
局
に
よ
る
捕
捉
を
困
難
に
し
、「
実
害
」
発
生
の
危
険
を
高
め
る
行
為
と
し
て
、「
侵
害
犯
」
的
側
面
と
は
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二
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一
二
六

別
の
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
点
は
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
評

価
す
る
限
り
、
法
益
と
し
て
は
、
課
税
権
の
実
現
に
向
け
た
収
税
官
吏
の
利
益
は
、「
免
れ
た
」
税
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
租
税
債
権

そ
の
も
の
と
は
別
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㈤
　
以
上
、
要
す
る
に
、
法
定
納
期
限
の
経
過
を
も
っ
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
要
件
を
充
足
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
ほ
脱
結
果

と
因
果
性
を
持
つ
行
為
は
、
あ
く
ま
で
不
申
告
・
過
少
申
告
で
あ
り
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、
ほ
脱
結
果
と
の
関
係
で
法
益
侵
害
性
を
基
礎

づ
け
た
り
高
め
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。
所
得
秘
匿
工
作
は
、
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
と
税
の
賦
課
徴
収
を
不

能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
さ
せ
る
状
況
を
作
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
後
の

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
税
額
の
確
定
に

向
け
た
税
務
当
局
に
よ
る
更
正
（
税
通
二
四
条
）・
決
定
（
税
通
二
五
条
）
の
手
続
き
を
妨
げ
る
行
為
で
あ
り
、
税
の
賦
課
徴
収
に
向
け
た
税

務
当
局
の
手
続
き
的
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う

（
44
）

。
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
と
こ
れ
を
伴
わ
な
い
不
申
告
と
に
お
い

て
、
違
い
が
あ
る
の
は
、
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
後
に
、
つ
ま
り
、
既
遂
結
果
が
生
じ
た
後
に
予
定
さ
れ
る
税
務

当
局
に
よ
る
税
額
の
確
定
に
向
け
た
手
続
き
を
侵
害
す
る
程
度
で
あ
り

（
45
）

、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
的
利
益
と
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
り
生

じ
る
ほ
脱
結
果
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
法
益
と
し
て
の
租
税
債
権
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
、

租
税
債
権
と
法
定
納
期
限
の
経
過
後
に
租
税
官
庁
に
よ
る
税
額
の
確
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
と
解
す
る

こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
先
に
述
べ
た
保
護
法
益
の
一
元
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
も
、
租
税
債
権
と
し

て
一
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
所
得
秘
匿
工
作
を
租
税
債
権
の
侵
害
・
危
殆
化
と
結
び
つ
け
て
理
解
し

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
二
七

よ
う
と
す
れ
ば
、「
税
を
免
れ
た
」
の
意
義
を
、
納
税
義
務
の
履
行
で
は
な
く
、
税
務
当
局
に
よ
る
二
次
的
な
税
額
の
確
定
と
の
関
係
で

捉
え
、
法
定
納
期
限
を
経
過
し
た
段
階
で
は
未
だ
「
税
を
免
れ
た
」
と
は
い
え
ず
、
税
務
当
局
に
よ
る
更
正
・
決
定
の
手
続
き
を
経
て
税

額
が
確
定
し
て
は
じ
め
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
と
「
税
を
免
れ
た
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
（
税
通
七
〇
条
参
照
）、
支
持
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
46
）

。
そ
も
そ

も
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
は
、
賦
課
課
税
方
式
の
も
と
で
の
規
定
形
式
を
申
告
納
税
方
式
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
こ

と
か
ら
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
と
因
果
性
を
持
た
な
い
行
為
を
成
立
要
件
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
47
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
論
的
見
地
か
ら
は
、
租
税
債
権
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
税

務
当
局
の
更
正
・
決
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
に
分
離
し
た
う
え
で
、
法
定
刑
の
重
さ
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

罰
則
規
定
と
し
て
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

（
48
）

。
し
か
し
、
現
行
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
虚
偽
不
申
告

等
ほ
脱
犯
は
、
租
税
債
権
と
い
う
財
産
的
利
益
と
税
務
当
局
の
更
正
・
決
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
と
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
と

解
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為

㈠
　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
に
つ
い
て
、
所
得
秘
匿
工
作
も
実
行
行
為
の
一
部
を

構
成
す
る
と
解
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
が
実
行
行
為
で
あ

る
と
す
る
見
解

（
49
）

、
不
申
告
、
過
少
申
告
が
実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
純
粋
制
限
説

（
50
））、

事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
、
過
少
申
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よ
う
と
す
れ
ば
、「
税
を
免
れ
た
」
の
意
義
を
、
納
税
義
務
の
履
行
で
は
な
く
、
税
務
当
局
に
よ
る
二
次
的
な
税
額
の
確
定
と
の
関
係
で

捉
え
、
法
定
納
期
限
を
経
過
し
た
段
階
で
は
未
だ
「
税
を
免
れ
た
」
と
は
い
え
ず
、
税
務
当
局
に
よ
る
更
正
・
決
定
の
手
続
き
を
経
て
税

額
が
確
定
し
て
は
じ
め
て
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
と
「
税
を
免
れ
た
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
（
税
通
七
〇
条
参
照
）、
支
持
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
46
）

。
そ
も
そ

も
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
は
、
賦
課
課
税
方
式
の
も
と
で
の
規
定
形
式
を
申
告
納
税
方
式
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
維
持
し
た
こ

と
か
ら
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
と
因
果
性
を
持
た
な
い
行
為
を
成
立
要
件
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
47
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
論
的
見
地
か
ら
は
、
租
税
債
権
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
税

務
当
局
の
更
正
・
決
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
に
分
離
し
た
う
え
で
、
法
定
刑
の
重
さ
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

罰
則
規
定
と
し
て
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

（
48
）

。
し
か
し
、
現
行
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
虚
偽
不
申
告

等
ほ
脱
犯
は
、
租
税
債
権
と
い
う
財
産
的
利
益
と
税
務
当
局
の
更
正
・
決
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
と
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
と

解
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為

㈠
　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
に
つ
い
て
、
所
得
秘
匿
工
作
も
実
行
行
為
の
一
部
を

構
成
す
る
と
解
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
が
実
行
行
為
で
あ

る
と
す
る
見
解

（
49
）

、
不
申
告
、
過
少
申
告
が
実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
純
粋
制
限
説

（
50
））、

事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
、
過
少
申

）
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一
二
八

告
の
双
方
が
実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
包
括
説

（
51
））、

虚
偽
不
申
告
逋
脱
罪
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
と
が
と

も
に
実
行
行
為
で
あ
る
が
、
虚
偽
過
少
申
告
逋
脱
罪
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
は
予
備
行
為
に
過
ぎ
ず
、
過
少
申
告
自
体
が

実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
制
限
説

（
52
））

が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
て
き
た
。
見
解
の
対
立
点
は
、
主
と
し
て
、
所
得
秘
匿
行
為
を
虚

偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
と
捉
え
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
い
え
る
。
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
、
純
粋
制
限
説
に
立
っ
て
い

る
と
い
え
る
。

㈡
　
こ
の
う
ち
、
包
括
説
に
対
し
て
は
、
事
前
の
所
得
秘
匿
行
為
に
よ
る
所
得
秘
匿
額
と
過
少
申
告
に
よ
る
所
得
秘
匿
額
に
差
異
が
あ

る
場
合
、
過
少
申
告
に
よ
る
秘
匿
額
を
も
っ
て
脱
税
額
の
計
算
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
所
得
秘
匿
工
作
を
実
行
行
為
と
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た

（
53
）

。
そ
し
て
、
純
粋
制
限
説
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益

を
租
税
債
権
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
納
税
者
の
申
告
に
基
づ
き
税
額
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
（
税
通

一
六
条
）、
申
告
納
税
制
度
に
お
い
て
租
税
債
権
を
侵
害
な
い
し
そ
の
危
険
を
惹
起
す
る
行
為
は
申
告
行
為
（
過
少
申
告
な
い
し
不
申
告
）
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
ほ
脱
結
果
と
の
関
係
で
も
、
秘
匿
さ
れ
た
税
額
で
は
な
く
、
免
れ
た
税
額
が
ほ
脱
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
偽

不
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
ほ
脱
結
果
に
対
し
て
直
接
的
な
因
果
関
係
を
も
つ
実
行
行
為
は
、
所
得
秘
匿
工
作
で
は
な
く
不
申
告
そ
れ
自
体

で
あ
り
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
も
、
正
当
税
額
よ
り
も
少
額
を
申
告
す
る
行
為
す
な
わ
ち
過
少
申
告
が
実
行
行
為
で
あ
る
と

主
張
さ
れ
る

（
54
）

。

た
し
か
に
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
を
租
税
債
権
と
一
元
的
に
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
妥
当
す
る
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
、
所
得
秘
匿
工
作
の
意
義
を
法
定
納
期
限
経
過
後
の
税
務
官
庁
に
よ
る
更
正
・
決
定
の
手
続
き
を
妨
げ
、
税
務
当
局

）
五
二
二
（
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す
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（
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例
）

一
二
九

に
よ
る
税
額
の
確
定
を
妨
げ
る
行
為
と
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
租
税
債
権
と
は
異
な
る
固
有
の
保
護
法
益
と
解
す
る
な
ら
ば
、

「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
有
す
る
行
為
を
過
少
申
告
な
い
し
不
申
告
そ
れ
自
体
と
捉
え
つ
つ
、
虚
偽
不
申
告

ほ
脱
犯
に
お
い
て
、
所
得
秘
匿
工
作
も
実
行
行
為
の
一
部
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
私
見
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

包
括
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

㈢
　
な
お
、
包
括
説
に
対
し
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
時
点
で
ほ
脱
の
故
意
が
な
く
後
に
ほ
脱
の
故
意
を
生
じ
た
場
合
や

（
55
）

、
共
犯
関
係

に
な
い
他
人
が
行
っ
た
所
得
秘
匿
工
作
の
結
果
を
納
税
者
が
利
用
し
た
場
合
、
ほ
脱
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
の
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
56
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
不
申
告
・
過
少
申
告
と
所
得
秘
匿
工
作
と
は
、
異
な
る
法
益
に
向
け
ら
れ
た
行

為
で
あ
り
、
先
後
関
係
は
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
成
立
を
肯
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る

（
57
）

。
こ
れ
に
対
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
単
独
正
犯
の
場
合
に
は
構
成
要
件
該
当
行
為
の
す
べ
て
を
行
為
者
が
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱

犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
に
つ
い
て
故
意
が
必
要
と
解

さ
れ
る
の
で

（
58
）

、
所
得
秘
匿
工
作
の
故
意
な
く
、
計
算
ミ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
秘
匿
工
作
と
同
じ
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
利
用

し
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
を
構
成
し
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
は
成
立
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
過
少

申
告
に
つ
い
て
は
、
過
少
な
額
を
記
載
す
る
行
為
が
所
得
秘
匿
工
作
と
評
価
さ
れ
る
の
で
、
記
載
行
為
に
先
行
す
る
所
得
秘
匿
工
作
に
故

意
が
な
い
場
合
で
も
、
記
載
行
為
時
に
額
の
過
少
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
る
。

）
五
二
二
（
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に
よ
る
税
額
の
確
定
を
妨
げ
る
行
為
と
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
租
税
債
権
と
は
異
な
る
固
有
の
保
護
法
益
と
解
す
る
な
ら
ば
、

「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
有
す
る
行
為
を
過
少
申
告
な
い
し
不
申
告
そ
れ
自
体
と
捉
え
つ
つ
、
虚
偽
不
申
告

ほ
脱
犯
に
お
い
て
、
所
得
秘
匿
工
作
も
実
行
行
為
の
一
部
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
私
見
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

包
括
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

㈢
　
な
お
、
包
括
説
に
対
し
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
時
点
で
ほ
脱
の
故
意
が
な
く
後
に
ほ
脱
の
故
意
を
生
じ
た
場
合
や

（
55
）

、
共
犯
関
係

に
な
い
他
人
が
行
っ
た
所
得
秘
匿
工
作
の
結
果
を
納
税
者
が
利
用
し
た
場
合
、
ほ
脱
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
の
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
56
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
不
申
告
・
過
少
申
告
と
所
得
秘
匿
工
作
と
は
、
異
な
る
法
益
に
向
け
ら
れ
た
行

為
で
あ
り
、
先
後
関
係
は
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
成
立
を
肯
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る

（
57
）

。
こ
れ
に
対
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
単
独
正
犯
の
場
合
に
は
構
成
要
件
該
当
行
為
の
す
べ
て
を
行
為
者
が
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱

犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
に
つ
い
て
故
意
が
必
要
と
解

さ
れ
る
の
で

（
58
）

、
所
得
秘
匿
工
作
の
故
意
な
く
、
計
算
ミ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
秘
匿
工
作
と
同
じ
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
利
用

し
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
を
構
成
し
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
は
成
立
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
過
少

申
告
に
つ
い
て
は
、
過
少
な
額
を
記
載
す
る
行
為
が
所
得
秘
匿
工
作
と
評
価
さ
れ
る
の
で
、
記
載
行
為
に
先
行
す
る
所
得
秘
匿
工
作
に
故

意
が
な
い
場
合
で
も
、
記
載
行
為
時
に
額
の
過
少
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
が
成
立
す
る
と
解
さ
れ
る
。

）
五
二
二
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三
〇

四
　
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

三
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
、
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
り
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
要
件
の
も
と
で
把
握
さ

れ
る
租
税
債
権
と
い
う
法
益
と
と
も
に
、
法
定
納
期
限
後
に
お
い
て
税
務
官
庁
が
更
正
・
決
定
の
手
続
き
を
経
て
税
額
を
確
定
す
る
租
税

官
庁
の
手
続
き
的
利
益
と
い
う
法
益
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
犯
罪
類
型
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
二
二
年
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
新
設
さ
れ
た
。
悪
質
性
の
高
い
不
申

告
に
対
処
し
処
罰
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申

告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。

①
単
純
不
申
告
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
関
係

ま
ず
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
創
設
が
単
純
不
申
告
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
理
解
に
与
え
た
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
こ
う
。

単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
創
設
さ
れ
る
前
、
単
純
不
申
告
犯
と
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、

単
純
不
申
告
犯
を
ほ
脱
犯
の
補
充
類
型
と
す
る
見
方
と
特
別
類
型
と
す
る
見
方
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

（
59
）

。
前
者
は
、
単
純
不
申
告
は
ほ

脱
犯
を
構
成
し
な
い
と
の
理
解
を
前
提
に
、
単
純
不
申
告
犯
を
し
て
、
単
な
る
不
申
告
の
み
で
処
罰
す
る
ほ
脱
犯
の
補
充
規
定
と
捉
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
単
純
不
申
告
も
ほ
脱
犯
を
構
成
す
る
と
し
つ
つ
、
単
純
不
申
告
の
場
合
を
特
に
軽
く
処
罰
す
る
の
が
単
純
不
申

告
犯
で
あ
る
と
捉
え
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
判
例
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
単
純
不
申
告
は
「
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
ら
ず
、

）
五
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租
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一
三
一

所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
の
み
が
「
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
の
理
解
は
補
充
規
定
と
す
る
理
解
に

整
合
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
単
純
不
申
告
に
つ
い
て
も
、
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
り
、
理
論
的
に
は
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
は
生
じ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
租
税
債
権
の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
つ
ま
り
租
税
請
求
権
の
正
常
な
行
使
を
阻
害
す
る
危
険
の
創
出
と
い
う
点
で
は
、
単
純
不

申
告
犯
に
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。
単
純
不
申
告
の
当
罰
性
に
つ
い
て
、
過
少
申
告
と
不
申
告
と
を
比
較
し
た
場
合
、「
過

少
申
告
の
場
合
、
税
務
当
局
は
、
提
出
さ
れ
た
申
告
書
記
載
の
内
容
を
前
提
に
し
て
売
上
・
収
入
の
一
部
の
除
外
事
実
又
は
経
費
の
架
空

性
を
立
証
す
る
こ
と
で
十
分
な
場
合
が
多
い
が
、
不
申
告
の
場
合
に
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ス
の
所
得
・
税

額
の
存
在
を
示
す
た
め
に
売
上
・
収
入
と
経
費
の
全
科
目
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
61
）

」
と
し
て
、
そ
の
大
き
さ
を
指
摘
す
る
見
解
も

主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
を
租
税
債
権
と
解
す
る
な
ら
ば
、
単
純
な
不
申
告
で
は
ほ
脱
犯
を
構
成
し
な
い

と
い
う
こ
と
自
体
、
理
由
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う

（
62
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
新
設
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
単
純
不
申
告
も

「
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
る
と
し
て
「
税
を
免
れ
た
」
か
ど
う
か
で
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
も
合

理
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
単
純
不
申
告
を
「
不
正
の
行
為
」
と
捉
え

る
と
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
と
が
区
別
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
単
純
不
申
告
を
「
不
正
の
行
為
」
と
解
す
る
余
地
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

②
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係

単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
は
、
と
も
に
、
申
告
書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
実
行
行
為
と
す
る
も

）
五
二
二
（
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一
三
一

所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
の
み
が
「
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
の
理
解
は
補
充
規
定
と
す
る
理
解
に

整
合
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
単
純
不
申
告
に
つ
い
て
も
、
法
定
納
期
限
の
経
過
に
よ
り
、
理
論
的
に
は
「
税
を
免
れ
た
」
と
い
う
結
果
は
生
じ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
租
税
債
権
の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
つ
ま
り
租
税
請
求
権
の
正
常
な
行
使
を
阻
害
す
る
危
険
の
創
出
と
い
う
点
で
は
、
単
純
不

申
告
犯
に
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
60
）

。
単
純
不
申
告
の
当
罰
性
に
つ
い
て
、
過
少
申
告
と
不
申
告
と
を
比
較
し
た
場
合
、「
過

少
申
告
の
場
合
、
税
務
当
局
は
、
提
出
さ
れ
た
申
告
書
記
載
の
内
容
を
前
提
に
し
て
売
上
・
収
入
の
一
部
の
除
外
事
実
又
は
経
費
の
架
空

性
を
立
証
す
る
こ
と
で
十
分
な
場
合
が
多
い
が
、
不
申
告
の
場
合
に
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ス
の
所
得
・
税

額
の
存
在
を
示
す
た
め
に
売
上
・
収
入
と
経
費
の
全
科
目
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
61
）

」
と
し
て
、
そ
の
大
き
さ
を
指
摘
す
る
見
解
も

主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
を
租
税
債
権
と
解
す
る
な
ら
ば
、
単
純
な
不
申
告
で
は
ほ
脱
犯
を
構
成
し
な
い

と
い
う
こ
と
自
体
、
理
由
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う

（
62
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
新
設
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
単
純
不
申
告
も

「
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
る
と
し
て
「
税
を
免
れ
た
」
か
ど
う
か
で
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
も
合

理
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
単
純
不
申
告
を
「
不
正
の
行
為
」
と
捉
え

る
と
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
と
が
区
別
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
単
純
不
申
告
を
「
不
正
の
行
為
」
と
解
す
る
余
地
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

②
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係

単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
は
、
と
も
に
、
申
告
書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
実
行
行
為
と
す
る
も

）
五
二
二
（
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の
で
あ
り
、「
税
を
免
れ
た
」
か
ど
う
か
で
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
単
純
不
申
告
犯
が
成
立
す
る
の
は
、
税
を
免
れ
て
い
な
い
か
、
そ

の
点
の
認
識
を
欠
く
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

（
63
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
両
罪
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
刑
法
に
お
け
る
暴
行
罪
と
傷
害
罪

と
の
関
係
理
解
の
よ
う
に
、
単
純
不
申
告
犯
を
未
遂
類
型
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
を
既
遂
類
型
と
捉
え
る
見
方
と
、
単
純
不
申
告
犯
を
基

本
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
を
結
果
的
加
重
犯
と
位
置
づ
け
る
見
方
と
が
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
両
者
を
未
遂
犯
・
既
遂
犯
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
定
刑
の
相
違
が
問
題
と
な
る
。
未
遂
犯
を
刑
の
任
意

的
減
軽
事
由
と
位
置
づ
け
、
既
遂
犯
と
同
様
の
法
定
刑
で
処
断
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
刑
法
の
立
場
を
踏
ま
え
る
と
、
法
定
刑
の
著
し

い
相
違
に
鑑
み
れ
ば
、
両
者
を
未
遂
犯
・
既
遂
犯
の
関
係
で
把
握
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
所
得
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
申
告
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
租
税
に
つ
い
て
は

（
64
）

、
暴
行
罪
が
傷
害
罪
の
未
遂
類
型
を
含
み
つ
つ
も
傷
害
の
危
険
の
な
い
行
為

も
暴
行
に
含
む
よ
う
に
、
単
純
不
申
告
犯
は
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
未
遂
類
型
と
と
も
に
、
租
税
債
権
に
対
す
る
危
殆
化
を
伴
わ
な
い

申
告
納
税
制
度
一
般
に
向
け
ら
れ
た
行
為
（
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
形
式
犯
）
も
含
む

（
65
）

と
捉
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
理
解
は
、
法
人
税
法
の
単
純
不
申
告
犯
（
法
人
税
法
一
六
〇
条
）
に
は
妥
当
し
て
も
、
所
得
税
法
や
相
続
税
法
の
単
純
不
申
告
犯

（
所
得
税
法
二
四
一
条
、
相
続
税
法
六
九
条
）
に
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
納
税
義
務
と
申
告
義
務
が
一
致
す
る
所
得
税
法
や
相
続
税
法
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
犯
を
基
本
犯
と
捉
え
、
単

純
不
申
告
ほ
脱
犯
を
単
純
不
申
告
犯
の
結
果
的
加
重
犯
と
捉
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
申
告
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ

つ
も
ほ
脱
の
故
意
は
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
し

（
66
）

、
単
純
不
申
告
を
租
税
債
権
に
対
す
る
危
害
行

為
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
単
純
不
申
告
犯
に
加
重
さ
れ
る
法
益
を
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
に
観
念
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
と
も

に
租
税
債
権
を
危
殆
化
す
る
行
為
と
捉
え
つ
つ
、
租
税
債
権
の
侵
害
が
生
じ
た
か
そ
の
危
険
が
生
じ
た
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に

）
五
二
四
（
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税
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一
三
三

な
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
者
を
基
本
犯
と
結
果
的
加
重
犯
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
少
な
く
と
も
所
得
税
法
や
相
続
税
法
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
は
、
未

遂
類
型
・
既
遂
類
型
と
捉
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
現
行
規
定
の
よ
う
に
、
単
純
不
申
告
犯
の
法
定
刑
を
単
純
不

申
告
ほ
脱
犯
に
比
し
て
著
し
く
低
く
設
定
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
純
不
申
告
犯
の
法
定
刑
が
低
す
ぎ
る
の
か
、

単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
が
重
す
ぎ
る
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
67
）

。

③
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係

次
に
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
か
。

両
罪
は
、「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
租
税
債
権
を
保
護
法
益
と
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、

両
者
の
違
い
は
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
有
無
で
あ
り
、
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
と
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著

し
く
困
難
に
さ
せ
る
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
に
対
す
る
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
加
重
処
罰
根
拠
は
、

も
っ
ぱ
ら
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
国
税
通
則
法
一
二
八
条
が
、
更
正
請
求
書
へ
の
虚
偽
記
載
（
一
項
）、
質
問
検
査
行
使
に
対
す
る
不
答
弁
や
偽
り
の
答

弁
等
（
二
項
）、
物
件
の
提
示
要
求
に
応
じ
ず
、
偽
り
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
を
提
出
す
る
な
ど
す
る
行
為
（
三
項
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一

年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
、
法
定
刑
の
加
重
の
幅
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る

（
68
）

。
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
対
す
る
法
定
刑
の
引
き
上
げ
に
際
し
て
は
、
他
の
経
済
犯
罪
の
懲
役
刑
の
上
限
が
一
〇
年
以

下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
と
と
も
に
、
詐
欺
罪
の
懲
役
刑
の
上
限
が
一
〇
年
以
下
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
が

（
69
）

、
虚
偽

）
五
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二
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一
三
三

な
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
者
を
基
本
犯
と
結
果
的
加
重
犯
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
少
な
く
と
も
所
得
税
法
や
相
続
税
法
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
は
、
未

遂
類
型
・
既
遂
類
型
と
捉
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
現
行
規
定
の
よ
う
に
、
単
純
不
申
告
犯
の
法
定
刑
を
単
純
不

申
告
ほ
脱
犯
に
比
し
て
著
し
く
低
く
設
定
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
純
不
申
告
犯
の
法
定
刑
が
低
す
ぎ
る
の
か
、

単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
が
重
す
ぎ
る
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
67
）

。

③
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係

次
に
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
か
。

両
罪
は
、「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
租
税
債
権
を
保
護
法
益
と
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、

両
者
の
違
い
は
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
の
有
無
で
あ
り
、
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
と
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著

し
く
困
難
に
さ
せ
る
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
に
対
す
る
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
加
重
処
罰
根
拠
は
、

も
っ
ぱ
ら
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
国
税
通
則
法
一
二
八
条
が
、
更
正
請
求
書
へ
の
虚
偽
記
載
（
一
項
）、
質
問
検
査
行
使
に
対
す
る
不
答
弁
や
偽
り
の
答

弁
等
（
二
項
）、
物
件
の
提
示
要
求
に
応
じ
ず
、
偽
り
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
を
提
出
す
る
な
ど
す
る
行
為
（
三
項
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一

年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
、
法
定
刑
の
加
重
の
幅
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る

（
68
）

。
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
に
対
す
る
法
定
刑
の
引
き
上
げ
に
際
し
て
は
、
他
の
経
済
犯
罪
の
懲
役
刑
の
上
限
が
一
〇
年
以

下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
と
と
も
に
、
詐
欺
罪
の
懲
役
刑
の
上
限
が
一
〇
年
以
下
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
が

（
69
）

、
虚
偽

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
三
四

不
申
告
等
ほ
脱
犯
を
詐
欺
罪
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り

（
70
）

、
む
し
ろ
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定

刑
の
関
係
理
解
を
前
提
に
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
及
び
国
税
通
則
法
一
二
八
条
の
法
定
刑
と
の
均
衡
が
問
題
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
結
論
を
整
理
し
て
お
く
。

「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
は
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
は
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
を
い
う
が
、
虚
偽
過
少
申
告

ほ
脱
犯
に
お
い
て
は
、
確
定
申
告
書
に
「
所
得
金
額
を
こ
と
さ
ら
に
過
少
に
記
載
」
す
る
行
為
が
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
に
対
応
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
判
例
は
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
に
お
い
て
も
所
得
秘
匿
工
作
を
要
求
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
方
が
説
明
方
法
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
㈡
。

も
っ
と
も
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、「
税
を
免
れ
た
」
こ
と
と
因
果
性
を
有
す
る
行
為
で
は
な
く
、
ほ
脱
結
果
（
法
益
と
し
て
の
租
税
債
権
）

と
の
関
係
で
法
益
侵
害
性
を
基
礎
づ
け
た
り
高
め
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ほ
脱
結
果
と
因
果
性
を
持
つ
行
為
は
、
あ
く
ま
で
不
申

告
・
過
少
申
告
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
所
得
秘
匿
工
作
は
、
税
額
の
確
定
に
向
け
た
税
務
当
局
に
よ
る
更
正
・
決
定
の
手
続
き
を
妨
げ
る
行

為
で
あ
り
、
税
の
賦
課
徴
収
に
向
け
た
税
務
当
局
の
手
続
き
的
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
的
利
益
と
、「
税

を
免
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
租
税
債
権
と
は
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
は
、
法
益
の

一
元
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
現
行
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
租
税
債
権
と
税
務
当
局
に
よ
る
納
税
義
務
の

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
五

確
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行

為
は
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
は
過
少
に
記
載
す
る
行
為
と
過
少
申
告
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
㈢
。

単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
よ
う
に
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
義
務
が
規
定
さ

れ
て
い
る
租
税
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
犯
は
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
未
遂
類
型
と
と
も
に
、
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
形
式
犯
も

含
む
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
得
税
法
や
相
続
税
法
の
よ
う
に
納
税
義
務
と
申
告
義
務
が
一
致
す
る
租
税
に
つ
い
て

は
、
両
者
は
法
益
を
同
じ
く
す
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
行
規
定
に
お
け
る
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
の
著
し

い
差
に
は
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
違

い
は
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
と
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
さ
せ
る
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
罪
間
の
法
定
刑
の
幅
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
㈣
。

＊
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号21K

01202

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）	

期
限
前
に
過
少
申
告
を
行
い
、
税
を
免
れ
る
類
型
の
ほ
か
、
期
限
後
に
虚
偽
過
少
申
告
書
、
虚
偽
修
正
申
告
書
を
提
出
し
て
税
を
免
れ
る
類
型

（
期
限
後
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
修
正
申
告
ほ
脱
犯
）、
税
務
職
員
の
調
査
に
対
し
虚
偽
答
弁
等
の
不
正
行
為
を
行
っ
て
税
を
免
れ
る
類
型

（
税
務
調
査
不
正
工
作
ほ
脱
犯
）
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
羽
渕
清
司
「
租
税
ほ
脱
犯
に
お
け
る
故
意
」
小
林
充
ほ
か
編
『
刑
事
事
実
認
定
（
上
）』

（
一
九
九
二
）
六
八
頁
参
照
。

（
2
）	

小
田
原
卓
也
「
近
年
の
租
税
罰
則
見
直
し
と
租
税
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
に
関
す
る
一
考
察
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号
（
二
〇
一
三
）
一
六
四
頁
。

（
3
）	

判
例
の
展
開
に
つ
い
て
、
香
城
敏
麿
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
六
三
年
度
』
三
一
九
頁
以
下
、
芝
原
邦
爾
『
経
済
刑
法

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
五

確
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
を
複
合
的
に
保
護
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行

為
は
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
は
過
少
に
記
載
す
る
行
為
と
過
少
申
告
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
㈢
。

単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
よ
う
に
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
義
務
が
規
定
さ

れ
て
い
る
租
税
に
つ
い
て
は
、
単
純
不
申
告
犯
は
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
未
遂
類
型
と
と
も
に
、
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
形
式
犯
も

含
む
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
得
税
法
や
相
続
税
法
の
よ
う
に
納
税
義
務
と
申
告
義
務
が
一
致
す
る
租
税
に
つ
い
て

は
、
両
者
は
法
益
を
同
じ
く
す
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
行
規
定
に
お
け
る
単
純
不
申
告
犯
と
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
法
定
刑
の
著
し

い
差
に
は
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
と
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
違

い
は
税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
と
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
さ
せ
る
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
罪
間
の
法
定
刑
の
幅
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
㈣
。

＊
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号21K

01202

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）	

期
限
前
に
過
少
申
告
を
行
い
、
税
を
免
れ
る
類
型
の
ほ
か
、
期
限
後
に
虚
偽
過
少
申
告
書
、
虚
偽
修
正
申
告
書
を
提
出
し
て
税
を
免
れ
る
類
型

（
期
限
後
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
修
正
申
告
ほ
脱
犯
）、
税
務
職
員
の
調
査
に
対
し
虚
偽
答
弁
等
の
不
正
行
為
を
行
っ
て
税
を
免
れ
る
類
型

（
税
務
調
査
不
正
工
作
ほ
脱
犯
）
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
羽
渕
清
司
「
租
税
ほ
脱
犯
に
お
け
る
故
意
」
小
林
充
ほ
か
編
『
刑
事
事
実
認
定
（
上
）』

（
一
九
九
二
）
六
八
頁
参
照
。

（
2
）	

小
田
原
卓
也
「
近
年
の
租
税
罰
則
見
直
し
と
租
税
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
に
関
す
る
一
考
察
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号
（
二
〇
一
三
）
一
六
四
頁
。

（
3
）	

判
例
の
展
開
に
つ
い
て
、
香
城
敏
麿
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
六
三
年
度
』
三
一
九
頁
以
下
、
芝
原
邦
爾
『
経
済
刑
法

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
三
六

研
究
（
下
）』（
二
〇
〇
五
）
八
七
一
頁
以
下
、
大
谷
部
光
代
「
租
税
法
に
お
け
る
逋
脱
犯
の
実
行
行
為
の
実
体
」
専
修
法
研
論
集
三
一
号

（
二
〇
〇
二
）
六
頁
以
下
参
照
。

（
4
）	
小
島
建
彦
「
租
税
法
」
伊
藤
榮
樹
ほ
か
編
『
注
釈
特
別
刑
法
第
五
巻
経
済
法
編
Ⅱ
』（
一
九
八
四
）
一
七
頁
、
芝
原
・
前
掲
注（
３
）八
五
五
頁
、

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
八
頁
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
「
税
を
免
れ
」
る
行
為
と
を
区
別
し
、
実
行
行
為

を
記
述
す
る
法
文
を
「
税
を
免
れ
た
」
に
求
め
る
反
対
説
が
あ
る
。
寺
西
輝
泰
「『
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
と
ほ
脱
の
結
果
」
ひ
ろ
ば
三
五
巻

一
号
（
一
九
八
二
）
五
四
頁
、
川
口
政
明
「
租
税
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
」
ひ
ろ
ば
三
五
巻
二
号
（
一
九
八
二
）
五
五
頁
、
渡
辺
咲
子
「
不
法
な
所
得

の
不
申
告
と
租
税
ほ
脱
犯
」
警
論
四
四
巻
八
号
（
一
九
九
一
）
五
七
頁
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）四
三
頁
。
も
っ
と
も
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
成

立
要
件
と
し
て
所
得
秘
匿
工
作
と
不
申
告
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
両
者
は
異
な
ら
な
い
。

（
5
）	

板
倉
宏
「
判
批
」『
昭
和
四
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
一
九
七
四
）
一
四
九
頁
参
照
。

（
6
）	

事
案
は
、
過
少
申
告
事
案
と
所
得
秘
匿
工
作
を
し
た
う
え
で
会
社
臨
時
特
別
税
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
か
つ
た
不
申
告
事
案
の
二
つ
か
ら
な

り
、
不
申
告
事
案
に
関
す
る
判
示
で
は
、「
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
の
行
為
」
が
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
当
た
る
と
し
て
、
単
純

不
申
告
は
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
あ
た
ら
な
い
旨
を
判
示
し
て
い
る
。

（
7
）	

そ
の
う
え
で
、
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
は
不
申
告
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
は
実
行
行
為
の
一
部
で
は
な
く
、

「
当
該
不
申
告
行
為
が
『
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
』
と
い
う
状
況
の
下
に
お
い
て
の
み
、
当
該
不
申
告
行
為
が
逋
脱
犯
の
実
行
行
為
と
し
て
の
定
型

性
を
帯
び
る
」（
東
京
高
判
平
成
三
・
一
〇
・
一
四
判
時
一
四
〇
六
号
一
二
二
頁
）
と
し
て
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
を
「
構
成
要
件
的
状
況
」
と
解

し
て
い
る
。

（
8
）	

板
倉
・
前
掲
注（
５
）一
四
八
頁
、
同
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
五
五
四
号
（
一
九
七
四
）
一
一
八
頁
参
照
。
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
は

虚
偽
過
少
申
告
逋
脱
罪
を
構
成
し
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
浅
田
和
茂
「
青
色
申
告
承
認
の
取
消
と
逋
脱
罪
の
成
否
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌

三
六
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
〇
）
三
五
九
頁
。

（
9
）	

例
え
ば
、
香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
四
頁
参
照
。

（
10
）	

大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）二
六
頁
、
小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
七
頁
参
照
。
小
田
原
は
、
昭
和
四
八
年
判
決
に
つ
い
て
、「
申
告
書
を
提
出
す

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
七

る
行
為
の
み
に
着
目
し
て
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
申
告
に
先
立
つ
虚
偽
過
少
の
申
告
書
の
作
成
行
為
と
そ
れ
を

提
出
す
る
申
告
行
為
を
一
体
と
し
て
『
過
少
申
告
行
為
』
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
」
と
し
、「
虚
偽
内
容
の
申
告
書
を
作
成
す
る
行
為
と
、
二

重
帳
簿
の
作
成
等
の
所
得
秘
匿
工
作
は
、
真
実
の
所
得
を
秘
匿
す
る
点
で
全
く
同
じ
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
、「
虚
偽
内
容
の
申
告
書
を
作
成
す
る
こ

と
は
、
所
得
を
秘
匿
す
る
工
作
と
し
て
よ
り
直
接
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
11
）	

「
こ
と
さ
ら
に
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
松
澤
智
「
逋
脱
犯
の
訴
追
・
公
判
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
租
税
九
号
（
一
九
八
一
）
六
二
頁
は
、「
所
得
秘

匿
行
為
を
伴
わ
な
い
虚
偽
過
少
申
告
に
お
い
て
は
、
故
意
の
内
容
と
し
て
未
必
の
故
意
で
は
足
り
ず
、
更
に
、
過
少
申
告
そ
れ
自
体
に
お
い
て
直
ち

に
不
正
の
行
為
と
な
る
の
で
は
な
く
、
外
形
的
に
み
て
不
正
行
為
と
み
ら
れ
る
要
素
が
そ
れ
に
伴
っ
て
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
下
級
審
裁
判

例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
五
五
・
二
・
二
九
判
タ
四
二
六
号
二
〇
九
頁
。

（
12
）	

少
な
く
と
も
、
現
行
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
過
少
申
告
と
こ
れ
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
13
）	

板
倉
宏
『
租
税
刑
法
の
基
本
問
題
（
増
補
）』（
一
九
六
六
）
八
五
頁
以
下
。

（
14
）	

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
に
関
す
る
近
似
の
包
括
的
な
研
究
と
し
て
、
中
村
邦
義
「
租
税
逋
脱
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
の
一
考

察
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
一
七
）
七
四
七
頁
以
下
。

（
15
）	

松
沢
智
『
租
税
処
罰
法
』（
一
九
九
九
）
一
四
頁
。
な
お
、
松
澤
・
前
掲
注（
11
）六
一
頁
は
、「
適
正
な
申
告
納
税
制
度
の
確
立
」
と
し
て
い
る
。

松
澤
は
、
国
家
の
課
徴
税
権
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
「
国
庫
説
」
と
名
付
け
、
こ
れ
に
対
し
、
適
正
な
申
告
納
税
制

度
を
確
立
し
刑
事
犯
と
し
て
の
責
任
主
義
を
基
調
と
す
る
考
え
方
を
「
責
任
説
」
と
名
付
け
た
う
え
で
、
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

（
16
）	

小
島
建
彦
「
直
税
法
違
反
事
件
の
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
二
四
輯
二
号
（
一
九
七
九
）
四
八
頁
、
安
達
敏
男
「
直
接
国
税
ほ
脱
事
件
の
総
合

的
検
討
（
一
）」
司
法
研
修
所
論
集
一
九
九
四
─
Ⅰ
（
一
九
九
四
）
一
〇
一
頁
、
芝
原
・
前
掲
注（
３
）八
五
三
頁
。
な
お
、
小
暮
得
雄
ほ
か
編
著

『
刑
法
講
義
各
論
─
現
代
型
犯
罪
の
体
系
的
位
置
づ
け
─
』（
一
九
八
八
）
五
九
五
頁
〔
神
山
敏
雄
〕
は
、
酒
を
密
造
す
る
場
合
な
ど
、
厳
格
な
租
税

請
求
権
が
発
生
し
な
い
段
階
で
も
租
税
収
入
の
確
保
を
侵
害
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
し
て
、
租
税
収
入
の
確
保
を
法
益
と
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

（
17
）	

野
村
稔
『
経
済
刑
法
の
論
点
』（
二
〇
〇
二
）
一
七
四
頁

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
七

る
行
為
の
み
に
着
目
し
て
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
申
告
に
先
立
つ
虚
偽
過
少
の
申
告
書
の
作
成
行
為
と
そ
れ
を

提
出
す
る
申
告
行
為
を
一
体
と
し
て
『
過
少
申
告
行
為
』
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
」
と
し
、「
虚
偽
内
容
の
申
告
書
を
作
成
す
る
行
為
と
、
二

重
帳
簿
の
作
成
等
の
所
得
秘
匿
工
作
は
、
真
実
の
所
得
を
秘
匿
す
る
点
で
全
く
同
じ
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
、「
虚
偽
内
容
の
申
告
書
を
作
成
す
る
こ

と
は
、
所
得
を
秘
匿
す
る
工
作
と
し
て
よ
り
直
接
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
11
）	

「
こ
と
さ
ら
に
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
松
澤
智
「
逋
脱
犯
の
訴
追
・
公
判
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
租
税
九
号
（
一
九
八
一
）
六
二
頁
は
、「
所
得
秘

匿
行
為
を
伴
わ
な
い
虚
偽
過
少
申
告
に
お
い
て
は
、
故
意
の
内
容
と
し
て
未
必
の
故
意
で
は
足
り
ず
、
更
に
、
過
少
申
告
そ
れ
自
体
に
お
い
て
直
ち

に
不
正
の
行
為
と
な
る
の
で
は
な
く
、
外
形
的
に
み
て
不
正
行
為
と
み
ら
れ
る
要
素
が
そ
れ
に
伴
っ
て
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
下
級
審
裁
判

例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
五
五
・
二
・
二
九
判
タ
四
二
六
号
二
〇
九
頁
。

（
12
）	

少
な
く
と
も
、
現
行
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
過
少
申
告
と
こ
れ
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
13
）	

板
倉
宏
『
租
税
刑
法
の
基
本
問
題
（
増
補
）』（
一
九
六
六
）
八
五
頁
以
下
。

（
14
）	

虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
保
護
法
益
に
関
す
る
近
似
の
包
括
的
な
研
究
と
し
て
、
中
村
邦
義
「
租
税
逋
脱
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
の
一
考

察
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
一
七
）
七
四
七
頁
以
下
。

（
15
）	

松
沢
智
『
租
税
処
罰
法
』（
一
九
九
九
）
一
四
頁
。
な
お
、
松
澤
・
前
掲
注（
11
）六
一
頁
は
、「
適
正
な
申
告
納
税
制
度
の
確
立
」
と
し
て
い
る
。

松
澤
は
、
国
家
の
課
徴
税
権
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
「
国
庫
説
」
と
名
付
け
、
こ
れ
に
対
し
、
適
正
な
申
告
納
税
制

度
を
確
立
し
刑
事
犯
と
し
て
の
責
任
主
義
を
基
調
と
す
る
考
え
方
を
「
責
任
説
」
と
名
付
け
た
う
え
で
、
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

（
16
）	

小
島
建
彦
「
直
税
法
違
反
事
件
の
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
二
四
輯
二
号
（
一
九
七
九
）
四
八
頁
、
安
達
敏
男
「
直
接
国
税
ほ
脱
事
件
の
総
合

的
検
討
（
一
）」
司
法
研
修
所
論
集
一
九
九
四
─
Ⅰ
（
一
九
九
四
）
一
〇
一
頁
、
芝
原
・
前
掲
注（
３
）八
五
三
頁
。
な
お
、
小
暮
得
雄
ほ
か
編
著

『
刑
法
講
義
各
論
─
現
代
型
犯
罪
の
体
系
的
位
置
づ
け
─
』（
一
九
八
八
）
五
九
五
頁
〔
神
山
敏
雄
〕
は
、
酒
を
密
造
す
る
場
合
な
ど
、
厳
格
な
租
税

請
求
権
が
発
生
し
な
い
段
階
で
も
租
税
収
入
の
確
保
を
侵
害
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
し
て
、
租
税
収
入
の
確
保
を
法
益
と
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

（
17
）	

野
村
稔
『
経
済
刑
法
の
論
点
』（
二
〇
〇
二
）
一
七
四
頁

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
三
八

（
18
）	

佐
藤
英
明
『
脱
税
と
制
裁
（
増
補
版
）』（
二
〇
一
八
）
二
八
六
頁
。

（
19
）	

朝
山
芳
史
「
租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
つ
い
て
─
詐
欺
罪
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
─
」『
植
村
立
郞
判
事
退
官
記
念
論
文
集
・
現
代
刑
事
法
の

諸
問
題
〔
第
一
巻
第
一
編
理
論
編
・
少
年
法
編
〕』（
二
〇
一
一
）
二
一
五
頁
。

（
20
）	
中
村
・
前
掲
注（
14
）七
五
八
頁
。

（
21
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
五
七
頁
。

（
22
）	

経
済
刑
法
の
法
益
理
解
に
お
け
る
段
階
的
法
益
論
、
多
元
的
法
益
論
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
経
済
刑
法
の
保
護
法
益
に
つ
い
て

─
制
度
依
存
型
経
済
犯
罪
に
お
け
る
制
度
的
法
益
と
個
人
的
法
益
の
関
係
─
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
⑧
』（
二
〇
一
五
）
一
一
一

頁
以
下
。

（
23
）	

刑
法
典
の
犯
罪
類
型
と
特
別
刑
法
罰
則
の
比
較
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
斉
藤
豊
治
ほ
か
編
『
新
経
済
刑
法
入
門
（
第
三
版
）』（
二
〇
二
〇
）

一
八
頁
〔
斉
藤
豊
治
〕
参
照
。

（
24
）	

課
税
権
の
内
実
に
つ
い
て
、
佐
藤
・
前
掲
注（
18
）二
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
25
）	

租
税
犯
罪
の
よ
う
な
技
術
的
性
格
が
強
い
犯
罪
類
型
に
お
い
て
、
保
護
法
益
論
の
よ
う
な
抽
象
論
に
解
釈
論
上
大
き
な
意
味
を
担
わ
せ
る
こ
と

へ
の
懸
念
（
島
田
聡
一
郎
「
租
税
犯
罪
」
山
口
厚
編
『
経
済
刑
法
』（
二
〇
一
二
）
一
五
八
頁
以
下
）
も
あ
る
と
は
い
え
、
個
々
の
罰
則
の
意
義
や

妥
当
性
を
立
法
論
的
視
点
も
含
め
理
論
的
に
検
証
す
る
た
め
の
共
通
言
語
と
し
て
は
、
法
益
に
代
わ
る
有
効
な
概
念
・
枠
組
み
が
な
い
の
も
確
か
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
26
）	

危
険
犯
と
捉
え
る
見
解
と
し
て
、
朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
〇
七
頁
。

（
27
）	

野
村
・
前
掲
注（
17
）一
七
五
頁
。

（
28
）	

野
村
・
前
掲
注（
17
）一
七
八
頁
。

（
29
）	

朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
〇
七
頁
は
、
法
定
納
期
限
の
徒
過
に
よ
っ
て
ほ
脱
犯
は
既
遂
に
達
す
る
と
解
す
る
納
期
説
の
考
え
方
に
依
り
つ
つ
、
法

定
納
期
限
ま
で
に
納
税
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
「
租
税
債
務
の
免
除
や
猶
予
、
あ
る
い
は
時
効
消
滅
と
い
っ
た
法
的
効
果
又
は
経
済

的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
租
税
債
権
自
体
を
法
的
あ
る
い
は
経
済
的
に
損
な
う
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
租
税
収

）
五
二
二
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
九

入
が
減
少
す
る
恐
れ
の
あ
る
状
態
を
も
た
ら
し
、
租
税
債
権
の
実
現
を
危
う
く
し
た
こ
と
を
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

「『
税
を
免
れ
た
』
と
は
、
行
政
法
的
に
は
、
納
税
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
刑
法
上
は
、
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
が
発
生
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
九
頁
。
し
か
し
、
中
村
・
前
掲
注（
14
）七
五
一
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
二
項
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
支
払
い
を
免
れ
、
猶
予
さ
れ
る
こ
と
で
「
財
産
上
の
利
益
」
を
得
た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

ほ
脱
犯
の
「
税
を
免
れ
た
」
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）	

朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
一
〇
頁
以
下
。

（
31
）	

朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
一
一
頁
は
、
こ
こ
で
い
う
「
抽
象
的
危
険
」
を
「『
税
を
免
れ
た
』
と
い
う
危
険
よ
り
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
を
指

し
、
法
律
が
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
具
体
的
危
険
に
至
る
前
段
階
の
危
険
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
32
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
五
八
頁
。

（
33
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
六
頁
。

（
34
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
参
照
。

（
35
）	

寺
西
・
前
掲
注（
４
）五
四
頁
、
佐
藤
英
明
「
判
批
」
警
研
六
一
巻
五
号
（
一
九
九
〇
）
五
五
頁
。
な
お
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）一
九
頁
は
、

単
純
不
申
告
は
ほ
脱
の
危
険
性
が
低
い
と
し
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
け
れ
ば
ほ
脱
犯
と
し
て
の
当
罰
性
を
認
め
な
い
が
、
疑
問
で
あ
る
。

（
36
）	

佐
藤
・
前
掲
注（
36
）五
四
頁
。
最
決
平
成
一
四
・
一
〇
・
一
五
刑
集
五
六
巻
八
号
五
二
二
頁
。

（
37
）	

香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
七
頁
参
照
。

（
38
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
行
行
為
を
記
述
す
る
法
文
を
「
税
を
免
れ
た
」
に
求
め
る
見
解
は
正
鵠
を
射
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
掲
注（
４
）の
文
献
を
参
照
。

（
39
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
六
頁
。
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）四
五
頁
。

（
40
）	

松
澤
・
前
掲
注（
11
）六
三
頁
。

（
41
）	

上
田
廣
一
「
判
批
」
研
修
五
二
九
号
（
一
九
九
二
）
二
七
頁
参
照
。

（
42
）	

川
口
・
前
掲
注（
４
）五
六
頁
。

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
三
九

入
が
減
少
す
る
恐
れ
の
あ
る
状
態
を
も
た
ら
し
、
租
税
債
権
の
実
現
を
危
う
く
し
た
こ
と
を
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

「『
税
を
免
れ
た
』
と
は
、
行
政
法
的
に
は
、
納
税
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
刑
法
上
は
、
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
が
発
生
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
九
頁
。
し
か
し
、
中
村
・
前
掲
注（
14
）七
五
一
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
二
項
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
支
払
い
を
免
れ
、
猶
予
さ
れ
る
こ
と
で
「
財
産
上
の
利
益
」
を
得
た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

ほ
脱
犯
の
「
税
を
免
れ
た
」
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）	

朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
一
〇
頁
以
下
。

（
31
）	

朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
一
一
頁
は
、
こ
こ
で
い
う
「
抽
象
的
危
険
」
を
「『
税
を
免
れ
た
』
と
い
う
危
険
よ
り
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
を
指

し
、
法
律
が
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
具
体
的
危
険
に
至
る
前
段
階
の
危
険
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
32
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
五
八
頁
。

（
33
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
六
頁
。

（
34
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
参
照
。

（
35
）	

寺
西
・
前
掲
注（
４
）五
四
頁
、
佐
藤
英
明
「
判
批
」
警
研
六
一
巻
五
号
（
一
九
九
〇
）
五
五
頁
。
な
お
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）一
九
頁
は
、

単
純
不
申
告
は
ほ
脱
の
危
険
性
が
低
い
と
し
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
け
れ
ば
ほ
脱
犯
と
し
て
の
当
罰
性
を
認
め
な
い
が
、
疑
問
で
あ
る
。

（
36
）	

佐
藤
・
前
掲
注（
36
）五
四
頁
。
最
決
平
成
一
四
・
一
〇
・
一
五
刑
集
五
六
巻
八
号
五
二
二
頁
。

（
37
）	

香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
七
頁
参
照
。

（
38
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
行
行
為
を
記
述
す
る
法
文
を
「
税
を
免
れ
た
」
に
求
め
る
見
解
は
正
鵠
を
射
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
掲
注（
４
）の
文
献
を
参
照
。

（
39
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
六
頁
。
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）四
五
頁
。

（
40
）	

松
澤
・
前
掲
注（
11
）六
三
頁
。

（
41
）	

上
田
廣
一
「
判
批
」
研
修
五
二
九
号
（
一
九
九
二
）
二
七
頁
参
照
。

（
42
）	

川
口
・
前
掲
注（
４
）五
六
頁
。

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
四
〇

（
43
）	

滝
谷
英
幸
「
租
税
逋
脱
犯
に
お
け
る
『
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
』
に
つ
い
て
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
六
三
号
（
二
〇
一
七
）

一
四
八
頁
以
下
。

（
44
）	
小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
六
頁
参
照
。
な
お
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）三
二
頁
は
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
単
な
る
過
少
申
告
と
い
う
概
念

が
な
い
、
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
過
少
申
告
が
す
べ
て
、
昭
和
四
二
年
判
決
が
い
う
「
税
の
賦
課
徴
収
を
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
な
ら
し

め
る
よ
う
な
な
ん
ら
か
の
偽
計
そ
の
他
の
工
作
」
に
該
当
し
、
虚
偽
過
少
申
告
ほ
脱
犯
を
構
成
す
る
と
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
八
年
判

決
に
対
す
る
板
倉
の
懸
念
（
板
倉
・
前
掲
注（
５
）一
四
九
頁
）
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
45
）	

税
務
当
局
に
よ
る
所
得
の
把
握
を
困
難
に
す
る
程
度
に
つ
い
て
、
島
田
・
前
掲
注（
26
）一
六
六
頁
は
、
い
っ
た
ん
税
務
調
査
が
な
さ
れ
た
後
に

つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
過
少
申
告
と
単
純
無
申
告
と
で
類
型
的
危
険
性
に
差
異
は
な
く
、
ま
た
、
過
少
申
告
と
所
得
秘
匿
工
作
を

伴
う
無
申
告
が
同
一
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
以
上
、
後
者
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
所
得
秘
匿
工
作
の
内
容
も
前
者
と
同
程
度
の
危
険
増
加
を
基
礎

づ
け
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
高
度
の
危
険
増
加
は
要
求
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
税
の
賦
課
・
徴
収
を
「
著
し

く
」
困
難
に
す
る
必
要
は
な
く
、
平
成
六
年
決
定
の
い
う
よ
う
に
、「
困
難
に
」
す
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る
。

（
46
）	

堀
田
力
「
租
税
ほ
脱
犯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
一
）」
曹
時
二
二
巻
二
号
（
一
九
七
〇
）
三
五
頁
は
、
ほ
脱
犯
の
法
益
は
租
税
債
務
が
法
の
期
待

ど
お
り
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
あ
り
、
租
税
債
権
の
確
定
は
租
税
債
権
実
現
の
た
め
の
要
件
い
す
ぎ
な
い
か
ら
、
ほ
脱
結
果
の
発
生
を
租
税
債
権
の
不

確
定
に
求
め
る
の
は
理
論
的
で
は
な
く
、
そ
の
不
実
現
と
い
う
実
害
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
正
当
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
47
）	

そ
れ
ゆ
え
、
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
の
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
を
刑
法
の
詐
欺
罪
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
京
藤
哲
久
「
判
批
」『
租
税
判
例
百
選
（
第
四
版
）』（
二
〇
〇
五
）
二
三
九
頁
、
朝
山
・
前
掲
注（
19
）二
一
〇
頁
参
照
。

詐
欺
罪
と
の
同
質
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
金
子
宏
『
租
税
法
（
第
二
三
版
）』（
二
〇
一
九
）
一
一
二
一
頁
、
佐
藤
・
前
掲
注（
18
）二
八
六
頁
。

（
48
）	

税
務
当
局
の
更
正
・
決
定
に
向
け
た
手
続
き
的
利
益
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
し
て
の
検
証
と
い
う
観
点
で
は
、
国
税
通
則
法
の
虚
偽
答
弁
罪
等

と
の
比
較
も
必
要
と
な
ろ
う
。

（
49
）	

浅
田
・
前
掲
注（
８
）三
五
九
頁
。
浅
田
は
自
説
を
「
逆
の
制
限
説
」
と
し
て
い
る
。

（
50
）	

香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
八
頁
以
下
、
渡
辺
・
前
掲
注（
４
）六
〇
頁
、
土
本
武
司
「
判
批
」
判
評
四
〇
四
（
判
時
一
四
二
七
）
号

）
五
二
五
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
四
一

（
一
九
九
二
）
二
〇
九
頁
。

（
51
）	

堀
田
・
前
掲
注（
47
）五
二
頁
以
下
、
川
口
・
前
掲
注（
４
）五
三
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲
注（
17
）一
七
六
頁
。

（
52
）	

田
中
二
郎
『
租
税
法
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
）
四
一
二
頁
。
さ
ら
に
、
河
村
澄
夫
「
税
法
違
反
事
件
の
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
四
輯
八
号

二
三
二
頁
以
下
。

（
53
）	

河
村
・
前
掲
注（
50
）二
三
二
頁
以
下
、
香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
七
頁
、
芝
原
・
前
掲
注（
３
）八
七
六
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
所
得
秘
匿
工
作
を

実
行
行
為
と
解
す
る
と
、
所
得
秘
匿
工
作
に
よ
り
免
れ
よ
う
と
し
た
税
額
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
堀
田
・
前
掲
注（
47
）五
〇
頁
参
照
。

（
54
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
55
）	

な
お
、
渡
辺
・
前
掲
注（
４
）六
九
頁
は
、「
不
申
告
ほ
脱
犯
に
い
う
不
正
工
作
は
、･･･

『
不
申
告
』
と
い
う
実
行
行
為
が
な
さ
れ
た
際
の
、
申

告
納
税
制
度
を
阻
害
し
、
徴
税
側
に
お
け
る
所
得
の
把
握
・
徴
税
の
実
施
を
困
難
な
ら
し
め
る
『
状
況
』
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
時
期

は
、
所
得
を
形
成
す
る
収
入
発
生
の
前
後
、
申
告
期
限
の
前
後
を
問
わ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
本

稿
で
言
う
意
味
で
の
包
括
説
の
立
場
か
ら
は
き
わ
め
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
消
火
妨
害
罪
に
つ
い
て
、
消
火
器
等
を
隠
匿
・
損
壊
し
た
後
に
火
災

が
生
じ
て
も
消
火
妨
害
罪
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
行
為
の
状
況
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
申
告
が
成
立
す
る
時
点
で
所
得
秘
匿
行
為

が
存
在
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）五
八
頁
。

（
56
）	

例
え
ば
、
滝
谷
・
前
掲
注（
43
）一
五
八
頁
参
照
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
行
為
を
、
納
税
義
務
を
基
礎
づ
け
る
先
行
行
為
と
捉
え
た
場

合
に
も
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
島
田
・
前
掲
注（
26
）一
七
二
頁
参
照
。

（
57
）	

京
藤
・
前
掲
注（
47
）二
三
九
頁
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
の
み
が
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
を
構
成
す
る
の
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
結
果

と
し
て
ほ
脱
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
因
果
関
係
が
必
要
だ
か
ら
で
は
な
い
と
し
て
、
所
得
秘
匿
工
作
は
不
申
告
以
前
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

少
な
く
と
も
、
不
申
告
と
同
時
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
、
過
少
に
記
載
す
る
行
為
が
先
行
す
る

の
で
、
順
序
が
逆
転
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
58
）	

故
意
の
要
否
に
つ
い
て
、
上
嶌
一
高
「
判
批
」『
租
税
判
例
百
選
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
一
）
二
二
五
頁
、
京
藤
・
前
掲
注（
47
）二
三
九
頁
、

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
四
一

（
一
九
九
二
）
二
〇
九
頁
。

（
51
）	

堀
田
・
前
掲
注（
47
）五
二
頁
以
下
、
川
口
・
前
掲
注（
４
）五
三
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲
注（
17
）一
七
六
頁
。

（
52
）	
田
中
二
郎
『
租
税
法
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
）
四
一
二
頁
。
さ
ら
に
、
河
村
澄
夫
「
税
法
違
反
事
件
の
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
四
輯
八
号

二
三
二
頁
以
下
。

（
53
）	

河
村
・
前
掲
注（
50
）二
三
二
頁
以
下
、
香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
七
頁
、
芝
原
・
前
掲
注（
３
）八
七
六
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
所
得
秘
匿
工
作
を

実
行
行
為
と
解
す
る
と
、
所
得
秘
匿
工
作
に
よ
り
免
れ
よ
う
と
し
た
税
額
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
堀
田
・
前
掲
注（
47
）五
〇
頁
参
照
。

（
54
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
55
）	

な
お
、
渡
辺
・
前
掲
注（
４
）六
九
頁
は
、「
不
申
告
ほ
脱
犯
に
い
う
不
正
工
作
は
、･･･

『
不
申
告
』
と
い
う
実
行
行
為
が
な
さ
れ
た
際
の
、
申

告
納
税
制
度
を
阻
害
し
、
徴
税
側
に
お
け
る
所
得
の
把
握
・
徴
税
の
実
施
を
困
難
な
ら
し
め
る
『
状
況
』
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
時
期

は
、
所
得
を
形
成
す
る
収
入
発
生
の
前
後
、
申
告
期
限
の
前
後
を
問
わ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
本

稿
で
言
う
意
味
で
の
包
括
説
の
立
場
か
ら
は
き
わ
め
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
消
火
妨
害
罪
に
つ
い
て
、
消
火
器
等
を
隠
匿
・
損
壊
し
た
後
に
火
災

が
生
じ
て
も
消
火
妨
害
罪
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
行
為
の
状
況
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
申
告
が
成
立
す
る
時
点
で
所
得
秘
匿
行
為

が
存
在
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）五
八
頁
。

（
56
）	

例
え
ば
、
滝
谷
・
前
掲
注（
43
）一
五
八
頁
参
照
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
所
得
秘
匿
行
為
を
、
納
税
義
務
を
基
礎
づ
け
る
先
行
行
為
と
捉
え
た
場

合
に
も
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
島
田
・
前
掲
注（
26
）一
七
二
頁
参
照
。

（
57
）	

京
藤
・
前
掲
注（
47
）二
三
九
頁
は
、
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
う
不
申
告
の
み
が
虚
偽
不
申
告
ほ
脱
犯
を
構
成
す
る
の
は
、
所
得
秘
匿
工
作
の
結
果

と
し
て
ほ
脱
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
因
果
関
係
が
必
要
だ
か
ら
で
は
な
い
と
し
て
、
所
得
秘
匿
工
作
は
不
申
告
以
前
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

少
な
く
と
も
、
不
申
告
と
同
時
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
過
少
申
告
に
つ
い
て
は
、
過
少
に
記
載
す
る
行
為
が
先
行
す
る

の
で
、
順
序
が
逆
転
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
58
）	

故
意
の
要
否
に
つ
い
て
、
上
嶌
一
高
「
判
批
」『
租
税
判
例
百
選
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
一
）
二
二
五
頁
、
京
藤
・
前
掲
注（
47
）二
三
九
頁
、

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
四
二

島
田
・
前
掲
注（
26
）一
七
四
頁
、
國
分
進
「
ほ
脱
犯
の
実
行
行
為
及
び
主
体
」
判
タ
一
四
五
八
号
（
二
〇
一
九
）
一
四
頁
参
照
。

（
59
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
、
香
城
・
前
掲
注（
３
）三
二
三
頁
。
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）一
二
頁
。

（
60
）	
過
少
申
告
と
は
異
な
り
単
純
不
申
告
に
つ
い
て
は
所
得
の
正
確
な
捕
捉
が
困
難
と
な
る
危
険
が
認
め
ら
れ
な
い
か
に
つ
い
て
、
芝
原
・
前
掲
注

（
３
）八
七
七
頁
、
島
田
・
前
掲
注（
26
）一
六
六
頁
参
照
。
大
谷
部
・
前
掲
注（
３
）一
九
頁
は
、
事
前
の
所
得
秘
匿
工
作
を
伴
わ
な
い
不
申
告
は
法
益

侵
害
の
危
険
性
が
な
い
と
す
る
。

（
61
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
二
頁
。

（
62
）	

「
単
純
不
申
告
は
、
悪
質
と
は
い
え
な
い
場
合
を
含
み
、
こ
れ
を
逋
脱
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
」（
香
城
・
前
掲
注

（
３
）三
二
五
頁
）
と
い
う
説
明
方
法
も
、
説
得
力
に
お
い
て
疑
わ
し
い
。

（
63
）	

島
田
・
前
掲
注（
26
）一
六
三
頁
。

（
64
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
九
頁
は
、
法
人
税
法
の
よ
う
に
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
申
告
義
務
が
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
課
税
所
得
の
存
在
を
意
味
し
な
い
と
し
て
、
単
純
不
申
告
罪
は
成
立
す
る
が
単
純
不
申
告
ほ
脱
罪
は

不
成
立
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
。

（
65
）	

小
田
原
・
前
掲
注（
２
）一
六
九
頁
は
、
単
純
不
申
告
犯
を
形
式
犯
と
捉
え
た
上
で
、「
広
く
申
告
納
税
制
度
一
般
を
侵
害
す
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
66
）	

京
藤
・
前
掲
注（
47
）二
三
九
頁
。

（
67
）	

単
純
不
申
告
犯
の
類
型
を
廃
止
す
べ
き
と
す
る
見
解
と
し
て
、
中
尾
真
和
「
単
純
無
申
告
逋
脱
罪
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
問
題
点
─
単
純
無
申

告
罪
と
の
間
に
お
け
る
構
成
要
件
の
重
な
り
合
い
─
」
金
沢
星
稜
大
学
論
集
五
四
巻
一
号
（
二
〇
二
〇
）
四
〇
頁
。
他
方
、
単
純
不
申
告
犯
と
単
純

不
申
告
ほ
脱
犯
と
の
実
質
的
な
区
別
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
の
新
設
を
問
題
視
す
る
見
解
と
し
て
、
伊
藤
秀
明

「
無
申
告
逋
脱
犯
の
諸
問
題
─
主
観
重
視
に
よ
る
処
罰
拡
大
の
危
険
性
─
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
六
二
号
（
二
〇
一
七
）
一
頁
以
下
。

（
68
）	

所
得
秘
匿
工
作
に
要
求
さ
れ
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
前
掲
注（
45
）参
照
。

（
69
）	

大
柳
久
幸
・
金
澤
節
男
「
租
税
罰
則
・
国
税
通
則
・
国
税
徴
収
関
係
の
改
正
」『
平
成
二
二
年
度
税
制
改
正
の
解
説
』
六
二
五
頁
（https://

）
五
二
四
（

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
四
三

w
arp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/w

w
w
.m

of.go.jp/tax_policy/tax_reform
/outline/fy2010/explanation/P

D
F
/16_

P
621_644.pdf

）

（
70
）	

前
掲
注（
48
）参
照
。

）
五
二
二
（



租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
（
神
例
）

一
四
三

w
arp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/w

w
w
.m

of.go.jp/tax_policy/tax_reform
/outline/fy2010/explanation/P

D
F
/16_

P
621_644.pdf

）

（
70
）	
前
掲
注（
48
）参
照
。

）
五
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
五

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て

─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に

─
末

　
　澤

　
　国

　
　彦

一
　
は
じ
め
に

現
行
の
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
で
は
、
競
馬
を
開
催
し
、
勝
馬
投
票
券
（
馬
券
）
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
日
本
中
央
競
馬
会
が
主
催
す
る
「
中
央
競
馬
」
と
都
道
府
県
ま
た
は
指
定
市
町
村
が
主
催
す
る
「
地
方
競
馬
」
と
い
う
「
一
国
二
制

度
の
競
馬
体
制

（
１
）

」
と
い
わ
れ
る
二
元
的
体
制
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
が
で
き
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
昭
和
十
四

（
一
九
三
九
）
年
に
制
定
さ
れ
た
軍
馬
資
源
保
護
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
制
定
で
あ
る
。

こ
の
軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
以
降
、
日
中
戦
争
が
長
期
化
、
全
面
化
し
て
い
く
中
で
軍
馬
の
不
足
、
脆
弱

論

　説

）
七
七
七
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
五

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て

─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に

─
末

　
　澤

　
　国

　
　彦

一
　
は
じ
め
に

現
行
の
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
で
は
、
競
馬
を
開
催
し
、
勝
馬
投
票
券
（
馬
券
）
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
日
本
中
央
競
馬
会
が
主
催
す
る
「
中
央
競
馬
」
と
都
道
府
県
ま
た
は
指
定
市
町
村
が
主
催
す
る
「
地
方
競
馬
」
と
い
う
「
一
国
二
制

度
の
競
馬
体
制

（
１
）

」
と
い
わ
れ
る
二
元
的
体
制
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
が
で
き
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
昭
和
十
四

（
一
九
三
九
）
年
に
制
定
さ
れ
た
軍
馬
資
源
保
護
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
制
定
で
あ
る
。

こ
の
軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
以
降
、
日
中
戦
争
が
長
期
化
、
全
面
化
し
て
い
く
中
で
軍
馬
の
不
足
、
脆
弱

論

　説

）
七
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
四
六

性
、
調
教
技
術
の
未
熟
等
が
顕
著
と
な
っ
た
た
め
、
戦
時
下
に
お
け
る
馬
の
統
制
強
化
を
目
的
と
し
て
、
国
家
総
動
員
法
（
昭
和
十
三
年

法
律
第
千
九
百
十
九
号
）
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
民
間
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
民
有
馬
を
軍
用
保
護
馬
に

指
定
し
、
飼
養
費
の
助
成
を
行
う
代
わ
り
に
一
定
の
鍛
錬
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
鍛
錬
の
成
果
を
示
す
場
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
地
方
競
馬
規
則
（
昭
和
二
年
農
林
内
務
省
令
）
で
地
方
長
官
の
認
可
で
開
催
さ
れ
て
い
た
地
方
競
馬
（
こ
れ
は
、
優
勝
馬
投
票
を
行
い

的
中
者
に
景
品
券
を
発
行
し
た
。）
を
廃
止
し
、
こ
れ
を
整
理
統
合
し
た
形
の
鍛
錬
馬
競
走
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
鍛
錬

馬
競
走
で
は
「
優
等
馬
票
」
と
呼
ば
れ
る
馬
券
の
発
行
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
競
馬
は
、
旧
競
馬
法
（
大
正

十
二
年
法
律
第
四
十
七
号
・
以
下
競
馬
法
と
は
こ
の
法
の
こ
と
を
指
す
。）
に
よ
っ
て
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
の
競
馬
法
改
正
（
昭
和
十
一
年

法
律
第
三
十
一
号
）
で
日
本
競
馬
会
に
統
合
さ
れ
た
十
一
の
競
馬
倶
楽
部
に
「
公
認
競
馬
」
と
い
う
形
で
馬
券
発
売
を
伴
う
競
馬
の
専
有

開
催
権
を
認
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
軍
馬
資
源
保
護
法
に
お
け
る
鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
発
行
の
合
法
化
に
よ
り
、
刑
法
の
賭

博
及
び
富
く
じ
に
関
す
る
罪
に
新
た
な
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
の
過
程
を
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
で
見
ら
れ
た
議
論
を
中
心
に
検

討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
馬
券
の
合
法
化
に
あ
た
り
、
軍
馬
確
保
の
必
要
性
・
緊
急
性
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
①
公

認
競
馬
で
必
要
と
さ
れ
る
馬
種
や
競
走
方
法
と
軍
馬
と
し
て
必
要
な
馬
種
や
競
走
方
法
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
、
②
競
馬
法
制
定
以

前
よ
り
馬
券
に
反
対
の
立
場
を
と
る
者
が
多
い
貴
族
院
を
ど
の
よ
う
に
納
得
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
二
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま
り
、

国
策
で
あ
る
軍
馬
の
確
保
と
国
法
で
あ
る
刑
法
に
さ
ら
な
る
例
外
規
定
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う

な
条
件
が
必
要
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
軍
馬
資
源
保
護
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
制
定
直
後
に
出
さ
れ
た
法
の
解
説

（
２
）

の
ほ
か
、
陸
軍
と
馬
政
と
の
関
連
か
ら
の
研
究

（
３
）

、
競
馬
と

）
七
七
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
七

い
う
収
益
事
業
の
観
点
か
ら
の
戦
前
戦
後
の
連
続
性
に
関
す
る
研
究

（
４
）

が
み
ら
れ
る
が
、
馬
券
の
合
法
化
と
い
う
観
点
に
関
す
る
研
究
は
皆

無
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
鍛
錬
馬
競
争
に
お
け
る
馬
券
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
明
治
期
の
馬
券
黙
許
時
代
か
ら
現
行
刑
法
制
定

に
伴
う
馬
券
の
禁
止

（
５
）

、
競
馬
法
の
制
定
に
伴
う
馬
券
の
合
法
化
の
研
究

（
６
）

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
意
義
が
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
７
）

。

二
　
軍
馬
資
源
保
護
法
制
定
ま
で
の
経
緯

㈠

　馬
政
の
変
遷

日
清
・
日
露
戦
争
に
お
い
て
日
本
軍
馬
の
劣
悪
性
に
直
面
し
た
日
本
政
府
は
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
四
月
、
明
治
天
皇
の
勅

諚
を
受
け

（
８
）

、
同
年
九
月
に
臨
時
馬
政
調
査
会
を
設
置
し
、
三
十
年
か
け
て
馬
匹
を
改
良
す
る
と
い
う
馬
政
第
一
次
計
画
を
立
案
し
た

（
９
）

。
そ

し
て
、
馬
匹
改
良
の
進
捗
状
況
を
監
督
す
る
た
め
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
五
月
、
馬
政
局
官
制
（
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
百
二
十
一

号
）
を
公
布
し

（
10
）

内
閣
総
理
大
臣
の
管
理
下
に
馬
政
局
を
設
け
て
長
官
・
次
官
を
配
置
し
た
。

馬
政
第
一
次
計
画
は
、
第
一
期
十
八
年
と
第
二
期
十
二
年
の
二
期
か
ら
な
っ
て
い
た
。
明
治
三
十
九
年
か
ら
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）

年
ま
で
の
第
一
期
計
画
で
は
、
全
国
総
馬
数
の
約
三
分
の
一
に
対
し
血
液
の
更
新
を
は
か
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
競

馬
会
の
奨
励
な
ど
産
馬
事
業
の
改
良
発
展
に
資
す
べ
き
諸
般
の
施
設
の
実
施
が
含
ま
れ
て
い
た
。
大
正
十
二
年
の
競
馬
法
の
制
定
は
、
馬

匹
改
良
に
必
須
の
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
馬
事
関
係
者
の
悲
願
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
馬
政
局
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）

年
勅
令
改
正
に
よ
り
陸
軍
省
に
移
管
さ
れ

（
11
）

、
さ
ら
に
大
正
十
二
年
四
月
、
お
り
か
ら
の
軍
縮
の
波
に
合
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
た

（
12
）

。
そ
し
て
馬

）
七
七
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
七

い
う
収
益
事
業
の
観
点
か
ら
の
戦
前
戦
後
の
連
続
性
に
関
す
る
研
究

（
４
）

が
み
ら
れ
る
が
、
馬
券
の
合
法
化
と
い
う
観
点
に
関
す
る
研
究
は
皆

無
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
鍛
錬
馬
競
争
に
お
け
る
馬
券
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
明
治
期
の
馬
券
黙
許
時
代
か
ら
現
行
刑
法
制
定

に
伴
う
馬
券
の
禁
止

（
５
）

、
競
馬
法
の
制
定
に
伴
う
馬
券
の
合
法
化
の
研
究

（
６
）

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
意
義
が
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
７
）

。

二
　
軍
馬
資
源
保
護
法
制
定
ま
で
の
経
緯

㈠

　馬
政
の
変
遷

日
清
・
日
露
戦
争
に
お
い
て
日
本
軍
馬
の
劣
悪
性
に
直
面
し
た
日
本
政
府
は
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
四
月
、
明
治
天
皇
の
勅

諚
を
受
け

（
８
）

、
同
年
九
月
に
臨
時
馬
政
調
査
会
を
設
置
し
、
三
十
年
か
け
て
馬
匹
を
改
良
す
る
と
い
う
馬
政
第
一
次
計
画
を
立
案
し
た

（
９
）

。
そ

し
て
、
馬
匹
改
良
の
進
捗
状
況
を
監
督
す
る
た
め
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
五
月
、
馬
政
局
官
制
（
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
百
二
十
一

号
）
を
公
布
し

（
10
）

内
閣
総
理
大
臣
の
管
理
下
に
馬
政
局
を
設
け
て
長
官
・
次
官
を
配
置
し
た
。

馬
政
第
一
次
計
画
は
、
第
一
期
十
八
年
と
第
二
期
十
二
年
の
二
期
か
ら
な
っ
て
い
た
。
明
治
三
十
九
年
か
ら
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）

年
ま
で
の
第
一
期
計
画
で
は
、
全
国
総
馬
数
の
約
三
分
の
一
に
対
し
血
液
の
更
新
を
は
か
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
競

馬
会
の
奨
励
な
ど
産
馬
事
業
の
改
良
発
展
に
資
す
べ
き
諸
般
の
施
設
の
実
施
が
含
ま
れ
て
い
た
。
大
正
十
二
年
の
競
馬
法
の
制
定
は
、
馬

匹
改
良
に
必
須
の
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
馬
事
関
係
者
の
悲
願
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
馬
政
局
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）

年
勅
令
改
正
に
よ
り
陸
軍
省
に
移
管
さ
れ

（
11
）

、
さ
ら
に
大
正
十
二
年
四
月
、
お
り
か
ら
の
軍
縮
の
波
に
合
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
た

（
12
）

。
そ
し
て
馬

）
七
七
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
四
八

政
は
、
農
商
務
省
畜
産
局
（
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
三
月
よ
り
農
林
省
畜
産
局
）
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
第
二
期
計
画
で
は
「
産
業
上
ノ
施
設
及
助
長
奨
励
ト
相
俟
チ
テ
馬
ノ
改
良
増
殖
ヲ
図
ル

ニ
存
シ
其
ノ
方
法
ハ
国
防
上
及
経
済
上
ノ
基
礎
ニ
立
脚
シ
テ
持
久
力
ノ
大
ニ
シ
テ
用
途
ノ
広
キ
馬
ヲ
得
ル
ヲ
主
旨

（
13
）

」
と
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
第
五
項
で
「
産
馬
ノ
方
針
ハ
馬
ノ
持
久
力
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
其
ノ
体
格
ハ
中
等
体
尺
者
ノ
使
用
ニ
適
セ
シ
ム
ル
ヲ
標
準
ト
シ
輓
用
型
中

間
種
ノ
多
数
ヲ
生
産
ス
ル
ヲ
主
眼
ト
ス

（
14
）

」
と
規
定
し
、
ア
ン
グ
ロ
ノ
ル
マ
ン
種
を
中
心
と
し
た
中
間
種
を
主
体
に
し
た
産
馬
の
方
針
が
立

て
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
経
済
産
業
の
省
庁
で
あ
る
農
商
務
省
に
と
っ
て
は
国
防
上
の
重
要
な
馬
匹
、
す
な
わ
ち
軍
馬
の
改
良
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
馬
産
の
振
興
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た

（
15
）

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
幅
広
い
馬
産
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た

（
16
）

。

一
方
、
馬
匹
改
良
の
柱
の
一
つ
と
さ
れ
る
競
馬
で
あ
る
が
、
馬
券
の
合
法
化
以
降
「
馬
事
思
想
の
普
及
」
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に

娯
楽
と
し
て
の
総
合
的
な
整
備
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
、
東
京
競
馬
倶
楽
部
に
よ
っ
て
東
京

優
駿
大
競
走
（
日
本
ダ
ー
ビ
ー
）
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、
各
公
認
競
馬
倶
楽
部
は
次
々
に
現
代
に
つ
な
が
る
大
レ
ー
ス
を
創
設
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
レ
ー
ス
開
催
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
馬
匹
は
、
軽
種
で
あ

る
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
種
が
中
心
で
あ
り
、
中
間
種
の
生
産
を
主
眼
と
す
る
国
策
と
は
矛
盾
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
競
馬
の
娯
楽
化

が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
の
購
買
価
格
が
上
昇
す
る
よ
う
に
な
り
、
生
産
者
も
高
く
売
れ
る
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
を
は
じ
め
と

し
た
軽
種
馬
生
産
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
ま
す
ま
す
フ
ァ
ン
の
要
望
に
応
え
よ
う
と
す
る
開
催
者
側
と
、
自
ら

の
行
い
た
い
競
馬
が
フ
ァ
ン
に
否
定
さ
れ
た
陸
軍
と
の
相
克

（
17
）

」
が
顕
著
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。

競
馬
を
監
督
す
る
農
林
省
は
、
陸
軍
の
要
求
に
応
え
る
べ
く
競
馬
倶
楽
部
側
に
い
わ
ゆ
る
「
三
大
要
求
」
を
常
に
行
っ
て
い
た
。
こ
の

「
三
大
要
求
」
と
は
、
軍
馬
と
し
て
の
馬
匹
の
育
成
・
改
良
に
必
要
な
三
要
素
で
あ
り
、
①
ア
ラ
ブ
系
馬
匹

（
18
）

の
推
奨
、
②
繋
駕
競
走

（
19
）

の
推

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
九

奨
、
③
速
歩
競
走

（
20
）

の
推
奨
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
競
走
は
、
ス
ピ
ー
ド
競
馬
を
望
む
競
馬
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
馬
券
の
購
買
意

欲
を
そ
ぐ
競
走
で
あ
り
、
当
然
の
如
く
馬
券
の
売
り
上
げ
は
伸
び
な
か
っ
た

（
21
）

。
そ
の
た
め
、
競
馬
倶
楽
部
側
に
と
っ
て
は
陸
軍
か
ら
の
意

向
を
受
け
た
農
林
省
か
ら
の
再
三
に
わ
た
る
通
牒
は
、
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
九
月
、
満
州
事
変
が
勃
発
す
る
と
、
軍
馬
は
平
時
保
管
馬
で
は
間
に
合
わ
ず
、
民
間
飼
養

馬
が
徴
発
さ
れ
て
戦
地
に
送
ら
れ
た
。
し
か
し
、
徴
発
馬
の
多
く
は
問
題
が
多
く
、
消
耗
率
は
平
時
保
管
馬
の
九
倍
に
達
す
る

（
22
）

と
言
わ
れ

る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
点
は
、
①
性
質
不
良
、
共
同
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
、
癖
馬
が
多
い
、
②
栄
養
不
良
、
体
力
が
弱
く
疲
労

し
や
す
い
、
③
騎
乗
・
輓
曳
・
速
歩
・
行
軍
を
し
て
い
な
い
の
で
故
障
が
多
い
、
④
野
外
繋
養
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
感
冒
に
な
り
や
す

い
、
⑤
馴
致
不
良
の
た
め
装
蹄
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
陸
軍
は
、
民
間
徴
発
馬
匹
の
改
良
の
必

要
性
を
強
く
認
識
し
、
陸
軍
の
意
見
を
馬
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
馬
政
に
関
係
す
る
部
署
に
陸
軍
軍
人
を
送
り
込
む
こ
と
が
必
要
と

な
っ
た

（
23
）

。
そ
し
て
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
七
月
、
馬
政
局
官
制
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
百
六
十
四
号
）
を
定
め
、
農
林
省
の
外
局
と
し

て
馬
政
局
を
復
活
さ
せ
た

（
24
）

。
馬
政
局
は
、
一
般
馬
政
を
執
行
す
る
中
枢
機
関
で
あ
る
が
、
軍
馬
資
源
に
関
し
て
は
、
陸
軍
省
軍
務
局
馬
政

課
と
緊
密
に
連
絡
を
保
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
ま
た
、
馬
政
局
の
次
長
は
農
林
大
臣
の
奏
請
に
よ
り
他
に
本
職
の
あ
る
陸
軍
将
官
の
中

か
ら
内
閣
で
補
し
、
事
務
官
の
う
ち
六
名
は
陸
軍
現
役
各
兵
科
佐
尉
官
か
ら
補
す
と
い
っ
た
よ
う
に
陸
軍
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
る
よ

う
な
体
制
と
な
っ
た
。

そ
し
て
昭
和
十
一
年
、
馬
政
第
二
次
計
画
が
三
十
年
計
画
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
の
馬
政
第
二
次
計
画
は
、
第
一
期
を
昭
和
十
一
年
か

ら
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
ま
で
の
十
箇
年
、
第
二
期
を
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
か
ら
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
ま
で
の
二
十
箇

年
と
し
、「
第
一
次
計
画
ヲ
承
継
シ
国
防
上
必
要
ナ
ル
有
能
馬
特
ニ
有
能
乗
輓
馬
ノ
充
実
ヲ
目
標
ト
シ
産
業
上
ノ
基
礎
ニ
立
脚
シ
経
済
ノ

）
七
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
四
九

奨
、
③
速
歩
競
走

（
20
）

の
推
奨
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
競
走
は
、
ス
ピ
ー
ド
競
馬
を
望
む
競
馬
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
馬
券
の
購
買
意

欲
を
そ
ぐ
競
走
で
あ
り
、
当
然
の
如
く
馬
券
の
売
り
上
げ
は
伸
び
な
か
っ
た

（
21
）

。
そ
の
た
め
、
競
馬
倶
楽
部
側
に
と
っ
て
は
陸
軍
か
ら
の
意

向
を
受
け
た
農
林
省
か
ら
の
再
三
に
わ
た
る
通
牒
は
、
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
九
月
、
満
州
事
変
が
勃
発
す
る
と
、
軍
馬
は
平
時
保
管
馬
で
は
間
に
合
わ
ず
、
民
間
飼
養

馬
が
徴
発
さ
れ
て
戦
地
に
送
ら
れ
た
。
し
か
し
、
徴
発
馬
の
多
く
は
問
題
が
多
く
、
消
耗
率
は
平
時
保
管
馬
の
九
倍
に
達
す
る

（
22
）

と
言
わ
れ

る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
点
は
、
①
性
質
不
良
、
共
同
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
、
癖
馬
が
多
い
、
②
栄
養
不
良
、
体
力
が
弱
く
疲
労

し
や
す
い
、
③
騎
乗
・
輓
曳
・
速
歩
・
行
軍
を
し
て
い
な
い
の
で
故
障
が
多
い
、
④
野
外
繋
養
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
感
冒
に
な
り
や
す

い
、
⑤
馴
致
不
良
の
た
め
装
蹄
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
陸
軍
は
、
民
間
徴
発
馬
匹
の
改
良
の
必

要
性
を
強
く
認
識
し
、
陸
軍
の
意
見
を
馬
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
馬
政
に
関
係
す
る
部
署
に
陸
軍
軍
人
を
送
り
込
む
こ
と
が
必
要
と

な
っ
た

（
23
）

。
そ
し
て
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
七
月
、
馬
政
局
官
制
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
百
六
十
四
号
）
を
定
め
、
農
林
省
の
外
局
と
し

て
馬
政
局
を
復
活
さ
せ
た

（
24
）

。
馬
政
局
は
、
一
般
馬
政
を
執
行
す
る
中
枢
機
関
で
あ
る
が
、
軍
馬
資
源
に
関
し
て
は
、
陸
軍
省
軍
務
局
馬
政

課
と
緊
密
に
連
絡
を
保
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
ま
た
、
馬
政
局
の
次
長
は
農
林
大
臣
の
奏
請
に
よ
り
他
に
本
職
の
あ
る
陸
軍
将
官
の
中

か
ら
内
閣
で
補
し
、
事
務
官
の
う
ち
六
名
は
陸
軍
現
役
各
兵
科
佐
尉
官
か
ら
補
す
と
い
っ
た
よ
う
に
陸
軍
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
る
よ

う
な
体
制
と
な
っ
た
。

そ
し
て
昭
和
十
一
年
、
馬
政
第
二
次
計
画
が
三
十
年
計
画
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
の
馬
政
第
二
次
計
画
は
、
第
一
期
を
昭
和
十
一
年
か

ら
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
ま
で
の
十
箇
年
、
第
二
期
を
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
か
ら
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
ま
で
の
二
十
箇

年
と
し
、「
第
一
次
計
画
ヲ
承
継
シ
国
防
上
必
要
ナ
ル
有
能
馬
特
ニ
有
能
乗
輓
馬
ノ
充
実
ヲ
目
標
ト
シ
産
業
上
ノ
基
礎
ニ
立
脚
シ
経
済
ノ

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
五
〇

実
情
ニ
即
シ
テ
適
切
ナ
ル
保
護
奨
励
ヲ
行
ヒ
馬
産
経
営
ノ
安
定
ヲ
図
リ
馬
ノ
資
源
ヲ
涵
養
充
実
セ
ン
ト
ス

（
25
）

」
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
計
画
に
基
づ
き
先
述
の
馬
政
局
の
復
活
や
昭
和
十
一
年
五
月
の
競
馬
法
改
正
に
よ
る
競
馬
倶
楽
部
の
日
本
競
馬
会
へ

の
統
合

（
26
）

が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
十
二
年
八
月
に
は
、
馬
の
役
種
を
乗
馬
、
輓
馬
、
重
輓
馬
及
び
小
格
輓
馬
の
四
種
に
区
分
し
地
域
的

に
役
種
区
分
に
基
づ
い
た
産
馬
方
針
を
定
め
た
。
さ
ら
に
こ
の
計
画
は
内
地
だ
け
で
な
く
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
に
お
い
て
も
同
様
の
方
針

を
確
立
さ
せ
る
だ
け
で
な
く

（
27
）

、
満
洲
国
馬
産
と
の
連
絡
協
調
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
二
年
七
月
、
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
内
地
よ
り
多
数
の
馬
が
徴
発
さ
れ
、
戦
地
に
送
ら
れ
た
が
、
そ
の
多
く

は
実
戦
に
不
向
き
な
馬
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
陸
軍
省
は
、
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
六
月
、「
馬
政
ニ

関
ス
ル
要
望
事
項
」
を
農
林
省
に
提
出
し
た

（
28
）

。
こ
の
中
に
「
競
馬
ハ
種
馬
又
ハ
軍
馬
タ
ル
ベ
キ
資
格
ヲ
有
ス
ル
馬
ニ
限
リ
之
ヲ
出
走
セ
シ

メ
最
モ
有
効
ニ
軍
馬
資
源
ノ
涵
養
ニ
寄
与
セ
シ
ム
ル
如
ク
実
施
シ
特
ニ
産
馬
ノ
方
針
ニ
基
キ
繊
細
菲
薄
ニ
シ
テ
過
悍
ナ
ル
馬
ノ
生
産
ヲ
誘

致
セ
シ
メ
サ
ル
如
ク
著
意
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
日
本
競
馬
会
が
行
う
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
中
心
の
競
馬
で
は
な
く
、
軍
馬
と
し

て
使
用
で
き
る
馬
に
よ
る
競
馬
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
陸
軍
省
の
要
望
は
、
板
垣
征
四
郎
陸
軍
大
臣
に
よ
り
閣
議
に

お
い
て
国
策
と
し
て
至
急
取
り
上
げ
る
べ
き
と
強
く
要
望
さ
れ
た
。
こ
の
陸
軍
省
の
要
望
を
受
け
て
、
第
二
次
馬
政
計
画
の
改
変
が
検
討

さ
れ
、
昭
和
十
三
年
九
月
、
内
地
馬
政
計
画
が
策
定
さ
れ
、
第
二
次
馬
政
計
画
は
廃
止
さ
れ
た

（
29
）

。

内
地
馬
政
計
画
は
、「
有
事
ニ
際
シ
軍
馬
ノ
供
給
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
努
メ
テ
産
業
ニ
及
ボ
ス
支
障
ヲ
軽
減
シ
広
義
国
防
上
ノ

要
求
ヲ
充
足
ス
ル
為
軍
所
要
ノ
有
能
馬
特
ニ
戦
列
部
隊
所
要
ノ
有
能
馬
ヲ
供
給
ス
ル
ヲ
主
眼
ト
シ

（
30
）

」
と
内
地
馬
政
は
軍
馬
生
産
を
第
一
義

に
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
馬
政
計
画
の
転
換
と
国
家
総
動
員
法
の
制
定
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
の
が

い
わ
ゆ
る
「
馬
政
関
係
三
法
」
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
は
軍
馬
資
源
保
護
法
の
ほ
か
、
馬
の
種
付
事
業
を
国
家
の
独
占

）
七
二
七
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
一

事
業
と
す
る
内
容
の
種
馬
統
制
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
と
戦
争
終
了
ま
で
の
間
、
公
認
競
馬
の
政
府
納
付
金
を
勝
馬
投
票
売

上
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
す
る
内
容
の
競
馬
法
ノ
臨
時
特
例
ニ
関
ス
ル
法
律
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
三
十
八

号
）
の
三
つ
で
あ
る
。

㈡

　地
方
競
馬
の
状
況

軍
馬
資
源
保
護
法
に
よ
る
鍛
錬
馬
競
争
の
実
施
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
地
方
競
馬
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
を
簡
単
に
見
て
お
く
必
要
が

あ
る

（
31
）

。
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
馬
券
の
禁
止
を
受
け
て
政
府
は
、
競
馬
規
程
（
明
治
四
十
一
年
閣
令
第
一
号
）
を
制
定
し

（
32
）

、
競
馬
規
程
に

適
う
競
馬
倶
楽
部
に
補
助
金
を
交
付
し
、
こ
こ
か
ら
賞
金
を
出
す
形
の
い
わ
ゆ
る
公
認
競
馬
で
競
馬
の
存
続
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治

四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
五
月
、
競
馬
規
程
が
改
正
（
明
治
四
十
三
年
閣
令
第
十
号
）
さ
れ
、
そ
の
二
十
三
条
に
「
産
牛
馬
組
合
法
ニ
依
ル
組

合
ハ
本
令
ニ
依
ラ
ス
地
方
長
官
東
京
ニ
在
リ
テ

ハ
警
視
総
監
ノ
許
可
ヲ
得
テ
競
馬
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

（
33
）

」
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
に
基

づ
き
、
政
府
は
馬
産
地
の
競
馬
に
奨
励
の
賞
金
を
与
え
た
。
こ
れ
が
地
方
競
馬
の
始
ま
り
で
あ
る
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
九
月
、
競

馬
規
程
の
改
正
（
大
正
十
年
陸
軍
省
令
第
二
十
二
号
）
に
よ
り

（
34
）

、
地
方
競
馬
の
主
催
者
は
、
各
地
の
畜
産
組
合
ま
た
は
そ
の
連
合
会
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
地
方
競
馬
は
全
国
各
地
に
ぞ
く
ぞ
く
と
設
立
さ
れ
た
。

大
正
十
二
年
の
競
馬
法
の
制
定
に
よ
り
、
日
本
の
競
馬
は
、「
勝
馬
投
票
券
を
発
売
す
る
競
馬
＝
競
馬
法
に
よ
る
競
馬
」
と
「
発
売
で

き
な
い
競
馬
＝
競
馬
規
程
に
よ
る
競
馬
」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
競
馬
法
に
よ
る
競
馬
（
公
認
競
馬
）
は
、
着
実
に
売
り
上
げ

を
伸
ば
し
て
い
っ
た
が
、
競
馬
規
程
に
よ
る
競
馬
（
地
方
競
馬
）
は
、
馬
券
の
発
売
が
で
き
な
い
た
め
、
経
営
の
不
振
が
続
く
こ
と
に

）
七
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
一

事
業
と
す
る
内
容
の
種
馬
統
制
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
と
戦
争
終
了
ま
で
の
間
、
公
認
競
馬
の
政
府
納
付
金
を
勝
馬
投
票
売

上
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
す
る
内
容
の
競
馬
法
ノ
臨
時
特
例
ニ
関
ス
ル
法
律
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
三
十
八

号
）
の
三
つ
で
あ
る
。

㈡

　地
方
競
馬
の
状
況

軍
馬
資
源
保
護
法
に
よ
る
鍛
錬
馬
競
争
の
実
施
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
地
方
競
馬
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
を
簡
単
に
見
て
お
く
必
要
が

あ
る

（
31
）

。
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
馬
券
の
禁
止
を
受
け
て
政
府
は
、
競
馬
規
程
（
明
治
四
十
一
年
閣
令
第
一
号
）
を
制
定
し

（
32
）

、
競
馬
規
程
に

適
う
競
馬
倶
楽
部
に
補
助
金
を
交
付
し
、
こ
こ
か
ら
賞
金
を
出
す
形
の
い
わ
ゆ
る
公
認
競
馬
で
競
馬
の
存
続
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治

四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
五
月
、
競
馬
規
程
が
改
正
（
明
治
四
十
三
年
閣
令
第
十
号
）
さ
れ
、
そ
の
二
十
三
条
に
「
産
牛
馬
組
合
法
ニ
依
ル
組

合
ハ
本
令
ニ
依
ラ
ス
地
方
長
官
東
京
ニ
在
リ
テ

ハ
警
視
総
監
ノ
許
可
ヲ
得
テ
競
馬
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

（
33
）

」
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
に
基

づ
き
、
政
府
は
馬
産
地
の
競
馬
に
奨
励
の
賞
金
を
与
え
た
。
こ
れ
が
地
方
競
馬
の
始
ま
り
で
あ
る
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
九
月
、
競

馬
規
程
の
改
正
（
大
正
十
年
陸
軍
省
令
第
二
十
二
号
）
に
よ
り

（
34
）

、
地
方
競
馬
の
主
催
者
は
、
各
地
の
畜
産
組
合
ま
た
は
そ
の
連
合
会
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
地
方
競
馬
は
全
国
各
地
に
ぞ
く
ぞ
く
と
設
立
さ
れ
た
。

大
正
十
二
年
の
競
馬
法
の
制
定
に
よ
り
、
日
本
の
競
馬
は
、「
勝
馬
投
票
券
を
発
売
す
る
競
馬
＝
競
馬
法
に
よ
る
競
馬
」
と
「
発
売
で

き
な
い
競
馬
＝
競
馬
規
程
に
よ
る
競
馬
」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
競
馬
法
に
よ
る
競
馬
（
公
認
競
馬
）
は
、
着
実
に
売
り
上
げ

を
伸
ば
し
て
い
っ
た
が
、
競
馬
規
程
に
よ
る
競
馬
（
地
方
競
馬
）
は
、
馬
券
の
発
売
が
で
き
な
い
た
め
、
経
営
の
不
振
が
続
く
こ
と
に

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
五
二

な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
静
岡
県
下
の
地
方
競
馬
で
優
勝
投
票
を
行
い
的
中
者
に
景
品
券
を
発
行
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
内
務
、
農
商
務
、
司
法
の
三
省
が
合
議
し
た
結
果
、
差
支
え
な
し
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
地
方
競
馬
で
は
景

品
福
引
付
き
競
馬
が
各
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
景
品
福
引
付
き
競
馬
は
、
人
気
を
博
し
増
加
し
て
い
っ
た
た
め
、
大
正

十
四
（
一
九
二
五
）
年
以
降
、
内
務
省
警
保
局
長
、
農
林
省
畜
産
局
長
は
連
名
で
地
方
長
官
あ
て
に
依
命
通
牒
を
発
し
て
取
締
に
乗
り
出

し
た
。
し
か
し
、
地
方
官
憲
の
取
締
は
緩
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
競
馬
を
厳
正
に
行
っ
て
射
倖
行
為
を
取
締
り
、
競
馬
本

来
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
八
月
、
地
方
競
馬
規
則
を
公
布
し

（
35
）

、
競
馬
規
程
を
廃
止
し
た
。

地
方
競
馬
規
則
は
、
①
地
方
競
馬
を
地
方
長
官
の
許
可
制
に
す
る
、
②
優
勝
馬
投
票
を
行
い
景
品
券
を
発
行
す
る
競
馬
と
そ
う
で
な
い

競
馬
に
分
け
る
、
③
優
勝
馬
投
票
券
付
き
入
場
券
は
一
人
一
枚
の
発
行
と
し
、
景
品
券
に
表
示
す
る
景
品
の
価
格
の
上
限
を
設
定
、
④
優

勝
馬
投
票
を
行
う
競
馬
場
の
数
の
限
定
、
な
ど
が
主
な
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
優
勝
馬
投
票
を
行
う
競
馬
は
、
公
認
競
馬
に
準
じ
た
一

定
の
基
準
と
手
続
に
よ
り
競
馬
を
施
行
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
方
競
馬
規
則
は
、
改
正
の
た
び
に
競
馬
場
の
増

設
が
認
め
ら
れ
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
に
は
沖
縄
を
除
く
全
国
に
百
十
六
か
所
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た

（
36
）

。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
競
馬
が
、
各
地
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
優
勝
馬
投
票
を
め
ぐ
る
弊
害
や
不
祥
事
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
①
優
勝
馬
投
票
券
付
き
入
場
券
を
一
人
に
複
数
枚
発
行
す
る
こ
と
の
黙
認
、
②
景
品
券
の
換
金
、
③
馬
主
、
騎
手
ら
に
よ
る
不

正
行
為
（
八
百
長
）
の
発
生
、
④
私
設
馬
券
の
発
行
（
ノ
ミ
行
為
）
の
問
題
、
⑤
各
道
府
県
に
よ
り
施
行
方
法
や
取
締
が
異
な
る
な
ど
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
弊
害
に
対
し
て
、
帝
国
馬
匹
協
会
を
中
心
に
自
主
的
な
規
制
を
行
う
こ
と
で
改
善
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
弊
害
の
発
生
の
遠
因
と
し
て
、
地
方
競
馬
は
省
令
で
規
制
さ
れ
て
い
る
「
準
公
認
競
馬
」
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
地
方
競

馬
関
係
者
を
中
心
に
地
方
競
馬
法
制
定
へ
向
け
て
政
府
に
対
し
て
働
き
か
け
を
す
る
動
き
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
三

こ
の
よ
う
な
中
、
第
二
次
馬
政
計
画
を
改
変
す
る
要
望
が
陸
軍
か
ら
出
さ
れ
、
政
府
も
こ
れ
に
応
じ
た
必
要
な
改
革
を
行
お
う
と
し
て

い
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
昭
和
十
三
年
三
月
に
馬
券
を
伴
う
競
馬
の
開
催
を
含
む
軍
用
候
補
馬
鍛
錬
法
案
が
、
議
員
立
法
で
第

七
十
三
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
こ
の
法
案
は
、
指
定
さ
れ
た
軍
用
候
補
馬
の
能
力
検
定
や
馬
事
思
想
普
及
の
た
め

に
畜
産
組
合
等
に
馬
券
発
行
を
伴
う
競
馬
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
方
競
馬
を
軍
用
候
補
馬
の
能
力
検
定
競

走
に
移
行
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
衆
議
院
で
は
可
決
さ
れ
た
も
の
の
貴
族
院
で
は
審
議
未
了
で
廃
案
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
が
軍
馬
資
源
保
護
法
制
定
へ
向
け
て
の
下
地
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

㈢

　軍
馬
資
源
保
護
法
の
内
容

軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
全
三
十
五
条
と
附
則
か
ら
な
る
法
律
で
あ
り
、「
馬
政
史
上
画
期
的
な
る
法
律
と
云
ふ
べ
く
所
謂
馬
の
徴
兵
検

査
で
あ
り
、
点
呼
で
あ
り
又
義
務
教
育
で
あ
る

（
38
）

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
は
、
国
防
上
特
に
必
要
と
さ
れ
る
馬
に
対
し
、
資
質
の
向
上
を
図
り
軍
馬
資
源
の
充
実
を
期
し
、
有
事
の
際
に
軍
馬
の
取
得
を

容
易
に
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
民
有
馬
を
検
定
し
て
軍
用
保
護
馬
に
指
定
し
、
そ

の
飼
養
管
理
を
十
分
に
さ
せ
る
た
め
に
飼
養
費
を
助
成
す
る
（
第
二
条
～
第
四
条
）。
ま
た
、
軍
用
保
護
馬
に
は
一
定
の
鍛
錬
を
行
わ
せ
て

軍
馬
に
必
要
な
能
力
を
充
実
さ
せ
る
（
第
五
条
）。
鍛
錬
に
は
普
通
鍛
錬
と
鍛
錬
競
技
の
二
種
類
を
置
き
（
第
六
条
）、
普
通
鍛
錬
は
地
方
長

官
の
命
令
で
実
施
さ
れ
た
（
第
七
条
）。

鍛
錬
競
技
は
、
優
等
馬
票
を
発
行
し
な
い
も
の
と
、
発
行
す
る
も
の
の
二
種
類
に
分
け
、
優
等
馬
票
を
発
行
す
る
も
の
を
鍛
錬
馬
競
走

と
呼
び
、
各
種
の
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
は
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
に
か
け
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た

（
39
）

。

）
七
二
二
（
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け
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こ
の
よ
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中
、
第
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次
馬
政
計
画
を
改
変
す
る
要
望
が
陸
軍
か
ら
出
さ
れ
、
政
府
も
こ
れ
に
応
じ
た
必
要
な
改
革
を
行
お
う
と
し
て

い
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
昭
和
十
三
年
三
月
に
馬
券
を
伴
う
競
馬
の
開
催
を
含
む
軍
用
候
補
馬
鍛
錬
法
案
が
、
議
員
立
法
で
第

七
十
三
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
こ
の
法
案
は
、
指
定
さ
れ
た
軍
用
候
補
馬
の
能
力
検
定
や
馬
事
思
想
普
及
の
た
め

に
畜
産
組
合
等
に
馬
券
発
行
を
伴
う
競
馬
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
方
競
馬
を
軍
用
候
補
馬
の
能
力
検
定
競

走
に
移
行
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
衆
議
院
で
は
可
決
さ
れ
た
も
の
の
貴
族
院
で
は
審
議
未
了
で
廃
案
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
が
軍
馬
資
源
保
護
法
制
定
へ
向
け
て
の
下
地
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

㈢

　軍
馬
資
源
保
護
法
の
内
容

軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
全
三
十
五
条
と
附
則
か
ら
な
る
法
律
で
あ
り
、「
馬
政
史
上
画
期
的
な
る
法
律
と
云
ふ
べ
く
所
謂
馬
の
徴
兵
検

査
で
あ
り
、
点
呼
で
あ
り
又
義
務
教
育
で
あ
る

（
38
）

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
は
、
国
防
上
特
に
必
要
と
さ
れ
る
馬
に
対
し
、
資
質
の
向
上
を
図
り
軍
馬
資
源
の
充
実
を
期
し
、
有
事
の
際
に
軍
馬
の
取
得
を

容
易
に
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
民
有
馬
を
検
定
し
て
軍
用
保
護
馬
に
指
定
し
、
そ

の
飼
養
管
理
を
十
分
に
さ
せ
る
た
め
に
飼
養
費
を
助
成
す
る
（
第
二
条
～
第
四
条
）。
ま
た
、
軍
用
保
護
馬
に
は
一
定
の
鍛
錬
を
行
わ
せ
て

軍
馬
に
必
要
な
能
力
を
充
実
さ
せ
る
（
第
五
条
）。
鍛
錬
に
は
普
通
鍛
錬
と
鍛
錬
競
技
の
二
種
類
を
置
き
（
第
六
条
）、
普
通
鍛
錬
は
地
方
長

官
の
命
令
で
実
施
さ
れ
た
（
第
七
条
）。

鍛
錬
競
技
は
、
優
等
馬
票
を
発
行
し
な
い
も
の
と
、
発
行
す
る
も
の
の
二
種
類
に
分
け
、
優
等
馬
票
を
発
行
す
る
も
の
を
鍛
錬
馬
競
走

と
呼
び
、
各
種
の
規
定
を
設
け
た
。
こ
れ
は
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
に
か
け
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た

（
39
）

。

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
五
四

第�

八
条

　
鍛
錬
競
技
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
北
海
道
、
府
県
、
畜
産
組
合
連
合
会
、
畜
産
組
合
其
ノ
他
政
府
ノ
指
定
ス
ル
団
体
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行

ハ
シ
ム

鍛
錬
競
技
ニ
シ
テ
優
等
馬
ノ
投
票
ニ
関
ス
ル
施
設
ヲ
伴
フ
モ
ノ
（
以
下
鍛
錬
馬
競
走
ト
称
ス
）
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
畜

産
組
合
連
合
会
又
ハ
道
府
県
ノ
区
域
ニ
依
ル
畜
産
組
合
其
ノ
他
政
府
ノ
指
定
ス
ル
法
人
ニ
シ
テ
鍛
錬
馬
場
ニ
付
政
府
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ

限
ル

鍛
錬
馬
競
走
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
鍛
錬
馬
場
ノ
数
ハ
一
府
県
一
箇
所
以
内
、
北
海
道
三
箇
所
以
内
ト
ス

鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
ハ
鍛
錬
馬
場
毎
ニ
年
二
回
以
内
ト
シ
其
ノ
期
間
ハ
毎
回
四
日
以
内
ト
ス

第�

九
条

　
鍛
錬
競
技
ニ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
地
方
長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル
軍
用
保
護
馬
ニ
非
ザ
レ
バ
出
場
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第�

十
条

　
鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
者
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
入
場
者
ヨ
リ
入
場
料
ヲ
徴
収
ス
ベ
シ

鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
者
ハ
鍛
錬
馬
場
ニ
於
テ
入
場
者
ニ
対
シ
額
面
金
額
三
円
以
下
ノ
優
等
馬
票
ヲ
額
面
金
額
ヲ
以
テ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

優
等
馬
票
ノ
発
行
ハ
鍛
錬
馬
競
走
一
競
技
ニ
付
一
人
一
枚
ヲ
限
リ
単
式
優
等
馬
票
及
複
式
優
等
馬
票
ヲ
発
行
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鍛
錬
馬
競
走
一

競
技
ニ
付
一
人
一
枚
ヲ
限
ル

優
等
馬
票
ハ
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

学
生
生
徒
又
ハ
未
成
年
者
ニ
対
シ
優
等
馬
票
ヲ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

当
該
鍛
錬
馬
競
走
ニ
於
ケ
ル
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
施
行
委
員
又
ハ
当
該
鍛
錬
馬
競
走
ニ
関
ス
ル
騎
乗
者
其
ノ
他
鍛
錬
馬
競
走
ノ
事
務
ニ
従
事
ス
ル

者
ニ
対
シ
亦
前
項
ニ
同
ジ

鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
者
ハ
優
等
馬
投
票
ノ
的
中
者
ニ
対
シ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当
該
競
技
ニ
付
テ
ノ
優
等
馬
票
ノ
発
行
ニ
依
リ
得
タ
ル
金
額

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
五

ヲ
超
エ
ザ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
払
戻
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
但
シ
其
ノ
金
額
ハ
優
等
馬
票
ノ
額
面
金
額
ノ
十
倍
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

優
等
馬
投
票
ノ
的
中
者
無
キ
場
合
ニ
於
ケ
ル
優
等
馬
票
ノ
発
行
ニ
依
リ
得
タ
ル
金
額
又
ハ
前
項
但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
優
等
馬
票
ヲ
購
買
シ
タ

ル
者
ニ
払
戻
ス
ベ
シ

前
二
項
ノ
払
戻
金
ノ
債
権
ハ
一
年
間
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
時
効
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス

第�

十
一
条

　
鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
者
優
等
馬
票
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
発
行
ニ
依
リ
得
タ
ル
金
額
ノ
百
分
ノ
二
十
五

以
内
ノ
金
額
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
者
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
納
付
金
ヲ
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
ニ
納
付
ス
ベ
シ

前
項
ノ
納
付
金
ハ
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
経
費
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

鍛
錬
馬
場
ノ
開
設
又
ハ
維
持
、
観
覧
、
優
等
馬
票
ノ
発
行
又
ハ
購
買
、
払
戻
金
又
ハ
賞
金
ノ
交
付
又
ハ
受
領
其
ノ
他
鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
又
ハ
開

催
ニ
関
シ
テ
ハ
地
方
税
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

こ
の
よ
う
に
、
鍛
錬
馬
競
走
の
出
走
馬
は
軍
用
保
護
馬
に
限
定
さ
れ
た

（
40
）

。
馬
場
の
数
が
一
府
県
一
箇
所
以
内
、
北
海
道
は
三
箇
所
以
内

と
制
限
さ
れ
、
そ
の
施
行
も
馬
場
ご
と
に
年
二
回
以
内
、
期
間
は
毎
回
四
日
以
内
、
競
技
回
数
は
一
日
に
つ
き
十
二
回
以
内
と
制
限
さ
れ

た
。
優
等
馬
票
に
つ
い
て
は
、
馬
券
の
上
限
金
額
が
三
円
以
下
に
な
っ
て
い
る
他
は
、
競
馬
法
と
同
じ
趣
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る

（
競
馬
法
の
勝
馬
投
票
券
の
上
限
金
額
は
二
十
円
で
あ
る
）。
ま
た
、
優
等
馬
票
に
関
す
る
罰
則
規
定
が
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
に
か
け

て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
競
馬
法
と
同
じ
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金
額
の
制
限
や
枚
数
制
限
に
違
反
し
て
優
等

馬
票
を
購
買
し
た
者
な
ど
に
対
す
る
罰
則
が
百
円
以
下
の
罰
金
刑
と
さ
れ
て
お
り
、
競
馬
法
の
罰
則
（
二
千
円
以
下
の
罰
金
刑
）
に
比
べ
て

法
定
刑
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
優
等
馬
票
の
額
面
金
額
が
勝
馬
投
票
券
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
と
思
わ

）
七
二
七
（
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五
六

れ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
は
、
鍛
錬
馬
競
走
の
施
行
者
に
対
し
鍛
錬
競
技
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
設
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
ほ
か
（
第
十
七
条
）、
鍛
錬
馬
競
走
の
施
行
者
・
役
員
・
執
行
委
員
が
法
令
に
違
反
し
公
益
を
害
す
る
恐
れ
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
鍛
錬
馬
競
走
の
停
止
や
優
等
馬
票
発
行
の
停
止
な
ど
が
で
き
た
（
第
十
八
条
）。

そ
し
て
、
鍛
錬
馬
競
走
主
催
者
の
中
央
機
関
と
し
て
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
が
設
立
さ
れ
た
。
中
央
会
は
、
鍛
錬
競
技
の
健
全
な
発

達
を
図
り
、
軍
用
保
護
馬
の
能
力
や
馴
致
の
向
上
に
資
す
る
と
同
時
に
軍
馬
の
資
質
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
特
殊
法
人
で
あ
っ
た
。
中
央
会
の
会
員
は
、
強
制
加
入
と
さ
れ
、
役
員
は
国
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
解
散
の
自
由
を
有
し
な
か
っ
た

（
第
十
二
条
～
第
十
七
条
）。
な
お
、
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
は
廃
止
さ
れ
る
地
方
競
馬
の
整
理
事
業
も
行
っ
た

（
41
）

。

軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
昭
和
十
四
年
七
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
施
行
に
先
立
っ
て
軍
馬
資
源
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第

四
百
二
十
八
号

（
42
））

と
軍
馬
資
源
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
四
年
農
林
陸
軍
省
令
第
一
号

（
43
））

が
公
布
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
軍
用
保
護
馬
検
定

の
詳
細
な
手
順
・
評
価
方
法
、
普
通
鍛
錬
の
方
法
、
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
の
組
織
・
権
限
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
鍛
錬
馬
競
走
に
つ

い
て
は
開
催
の
方
式
、
優
等
馬
票
の
発
行
方
式
の
ほ
か
、
道
府
県
を
越
え
た
出
走
を
禁
じ
る
と
い
っ
た
出
走
馬
の
出
場
区
域
の
限
定
が
定

め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
競
技
は
駈
歩
競
技
・
速
歩
競
技
・
障
碍
競
技
の
三
種
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
鍛
錬
に

関
す
る
審
査
は
能
力
、
馬
体
、
調
教
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
三
つ
の
総
合
順
位
に
よ
っ
て
成
績
順
位
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
審
査
委
員
、

発
走
委
員
、
投
票
委
員
に
は
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
か
ら
専
門
職
員
が
派
遣
さ
れ
て
こ
れ
に
あ
た
り
、
審
査
の
厳
正
を
期
し
た
。

こ
の
よ
う
に
軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
鍛
錬
馬
競
走
に
関
し
て
数
々
の
制
限
を
か
け
、
監
督
機
関
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
た
め
、「
農
林

大
臣
之
を
監
督
し
且
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
が
鍛
錬
馬
競
走
の
全
国
的
統
制
を
担
任
し
練
達
な
る
専
任
職
員
が
各
地
に
出
向
い
て
施
行

の
適
正
を
期
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
存
し
た
る
各
種
の
弊
害
は
将
来
発
生
の
余
地
な
き
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い

（
44
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

）
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二
二
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鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
七

軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
、
軽
種
を
中
心
と
し
た
競
馬
法
に
よ
る
公
認
競
馬
は
馬
匹
改
良
の
た
め
の
種
馬
選
定
の
競
馬
、
鍛
錬

馬
競
走
は
中
間
種
を
中
心
と
し
た
軍
馬
調
教
の
た
め
の
実
用
的
目
的
の
競
馬
と
軍
事
目
的
に
よ
っ
て
競
馬
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

三
　
軍
馬
資
源
保
護
法
を
め
ぐ
る
議
会
の
審
議

㈠

　衆
議
院
に
お
け
る
審
議

軍
馬
資
源
保
護
法
案
は
、
昭
和
十
四
年
二
月
五
日
、
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
に
政
府
よ
り
提
出
さ
れ
た
。
衆
議
院
で
は
同
日

提
出
の
種
馬
統
制
法
案
と
二
月
六
日
提
出
の
競
馬
法
ノ
臨
時
特
例
ニ
関
ス
ル
法
律
案
と
一
括
審
議
と
さ
れ
、
二
月
五
日
本
会
議
で
一
括
審

議
し
た
後
、
二
月
八
日
よ
り
十
三
回
に
わ
た
っ
て
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
。
委
員
長
は
日
本
競
馬
会
設
立
委
員
で
、
競
馬
法
制
定
時
の
特

別
委
員
会
の
委
員
で
も
あ
っ
た
東
武
が
務
め
、
委
員
の
多
く
は
畜
産
関
係
者
や
馬
産
地
選
出
の
議
員
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

審
議
の
多
く
は
馬
政
国
策
の
方
針
や
現
状
、
満
洲
国
馬
政
と
の
関
係
、
馬
の
取
引
価
格
の
問
題
、
馬
事
教
育
や
獣
医
師
養
成
な
ど
の
問
題

で
あ
っ
た
。

鍛
錬
馬
競
走
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
案
で
示
さ
れ
た
開
催
箇
所
、
開
催
日
数
、
優
等
馬
票
の
上
限
金
額
が
厳
し
す
ぎ
る
の
で
、
前
年
に
提

出
さ
れ
た
軍
用
候
補
馬
鍛
錬
法
案
に
示
さ
れ
た
程
度
に
緩
和
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
二
月
十
六
日
の
委
員
会
に
お
け
る
森
田
重
次
郎
議
員
の
質
問
に
対
す
る
松
阪
広
政
司
法
省
刑
事

局
長
、
安
藤
狂
四
郎
内
務
省
警
保
局
長
の
答
弁
で
あ
る
。
ま
ず
、
松
阪
刑
事
局
長
と
の
質
疑
応
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
45
）

。
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阪
刑
事
局
長
と
の
質
疑
応
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
45
）

。

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
五
八

○
森
田
委
員

　（
前
略
）
刑
事
局
長
ニ
対
シ
テ
、
外
ノ
方
ノ
委
員
会
ニ
御
出
席
ニ
ナ
ラ
レ
ル
サ
ウ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
ラ
、
簡
単
ニ
御
伺
致
シ
タ
イ
ト
思

ヒ
マ
ス
、
ソ
レ
ハ
軍
馬
資
源
保
護
法
ノ
中
ニ
、
競
技
ノ
競
走
ヲ
サ
セ
ル
場
面
ガ
ア
ル
ノ
デ
ス
ガ
、
是
ハ
一
ツ
ノ
競
馬
ナ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
所
ガ
此
ノ

競
馬
ノ
条
件
ガ
、
私
等
ノ
方
ノ
眼
カ
ラ
見
ル
ト
云
フ
ト
、
相
当
厳
格
ナ
制
限
ヲ
受
ケ
テ
行
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
果
シ
テ
此
ノ
通
リ
デ
競
馬

興
味
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
、
持
テ
ル
カ
ド
ウ
カ
、
其
ノ
結
果
競
馬
興
味
ガ
持
テ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ト
、
馬
ノ
値
モ
上
ラ
ナ
イ
、
馬
ノ
値
ガ

上
ラ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
生
産
ノ
方
ニ
直
グ
響
ク
、
斯
ウ
云
フ
考
ヘ
方
ニ
ナ
リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
此
ノ
競
馬
興
味
ヲ
持
タ
セ
ル
為
ニ
ハ
、
或
ル
点
マ
デ

之
ヲ
緩
和
シ
テ
戴
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ト
思
フ
、
司
法
省
ト
内
務
省
ノ
態
度
ガ
相
当
強
硬
ナ
ノ
デ
、
ソ
レ
デ
斯
ウ
云
フ
風
ナ
制
限
ニ
ナ
ッ
タ
ト
、

斯
ウ
聴
イ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
此
ノ
競
馬
ニ
対
シ
テ
一
体
司
法
省
ガ
ド
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
御
考
ヲ
御
持
チ
ニ
ナ
ッ
テ
居
ラ
ッ
シ
ャ
ル
カ
、
其

ノ
点
ヲ
一
ツ
…
…

○
松
阪
政
府
委
員

　（
前
略
）
競
馬
ノ
興
味
ヲ
唆
リ
之
ヲ
盛
ニ
ス
ル
ト
云
フ
上
カ
ラ
申
セ
ハ
、
之
ヲ
緩
和
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
モ
一
ノ
考
ヘ
方
ニ
ハ
相
違

ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
御
承
知
ノ
如
ク
此
ノ
競
技
ニ
対
シ
優
等
馬
票
ヲ
販
売
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
刑
法
上
ノ
立
場
カ
ラ
申
シ
マ
ス
ト
、
一
種

ノ
本
質
的
ニ
ハ
賭
博
行
為
或
ハ
富
籤
行
為
ニ
当
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
ヲ
本
法
ニ
於
テ
除
外
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
競
馬
ノ
賭
博
性

或
ハ
富
籤
タ
ル
ノ
規
定
ヲ
排
除
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
テ
社
会
風
教
上
ノ
立
場
カ
ラ
見
マ
ス
ト
云
フ
ト
、
相
当
ヤ
ハ
リ
厳
重
ナ
ル
制

限
ヲ
設
ケ
ル
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
風
教
ノ
維
持
上
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
日
ノ
社
会
情
勢
、
或
ハ
経
済
事
情
、
若
ク
ハ
貨
幣
価
値
ノ
点

カ
ラ
見
マ
ス
レ
バ
、
先
ヅ
ヤ
ハ
リ
三
円
程
度
、
或
ハ
一
人
一
枚
ニ
限
ル
ト
云
フ
点
ガ
、
最
モ
妥
当
デ
ア
ル
ト
司
法
当
局
デ
ハ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア

リ
マ
ス
、
之
ヲ
緩
和
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
余
リ
ニ
射
幸
心
ヲ
挑
発
ス
ル
ノ
危
険
ハ
ナ
イ
カ
、
馬
ノ
方
モ
大
切
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
社
会
風
教
ノ
維
持
ト

云
フ
コ
ト
モ
亦
大
切
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
是
等
ノ
点
ヲ
考
慮
致
シ
マ
シ
テ
、
此
ノ
辺
ヲ
以
テ
妥
当
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

続
い
て
出
席
し
た
安
藤
警
保
局
長
に
よ
る
森
田
議
員
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
46
）

。

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
五
九

○
安
藤
政
府
委
員

　
只
今
森
田
サ
ン
カ
ラ
ノ
御
質
問
ノ
第
一
点
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
先
刻
刑
事
局
長
カ
ラ
モ
縷
々
御
答
ヘ

申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
成
程
馬
産
ノ
奨
励
デ
ア
リ
マ
ス
ト
カ
、
馬
事
施
設
ノ
拡
充
デ
ア
リ
マ
ス
ト
カ
、
殊
ニ
現
下
ノ
事
情
ニ
鑑
ミ
テ
、
今
度
ノ
国

策
ヲ
立
テ
マ
ス
上
カ
ラ
考
ヘ
マ
ス
レ
バ
、
確
ニ
馬
券
ノ
発
売
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
相
当
考
慮
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
問
題
ト
思
ヒ
マ
ス
、
唯
又
一
面
国
家

風
教
ノ
上
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
此
ノ
点
モ
亦
国
民
生
活
ノ
上
カ
ラ
極
メ
テ
重
要
ナ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ノ
デ
、
此
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
司
法
省

ト
モ
私
共
十
分
協
議
ノ
上
、
サ
ウ
シ
テ
先
ヅ
現
在
ノ
状
況
カ
ラ
見
テ
、
馬
券
ノ
価
格
ヲ
大
体
三
円
位
ニ
ス
ル
コ
ト
位
ナ
所
デ
折
レ
合
フ
ノ
ガ
、
適
当

ヂ
ャ
ナ
イ
カ
、
結
局
是
ハ
程
度
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
ヤ
ハ
リ
現
在
ノ
状
況
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
其
ノ
程
度
ガ
適
当
ヂ
ャ
ナ
イ
カ
ト
云

フ
見
方
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
ナ
ッ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
、
法
案
に
示
さ
れ
た
鍛
錬
馬
競
走
の
制
限
は
、
農
林
・
内
務
・
司
法
の
三
省
で
馬
産
の
奨
励
と
社
会
風
教
の
維
持
の
面
を

十
分
に
協
議
し
た
結
論
で
あ
り
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
次
い
で
、
二
月
十
七
日
の
委
員
会
で
は
、
大
石
倫
治
議
員
が
馬
券
に

関
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る

（
47
）

。

○
大
石
委
員

　（
前
略
）
私
ハ
、
此
ノ
風
教
上
ノ
問
題
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
甚
ダ
不
思
議
ニ
思
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
日
本
ニ
於
ケ
ル
公
認

競
馬
ガ
実
施
セ
ラ
レ
マ
シ
テ
以
来
既
ニ
久
シ
ク
、
地
方
競
馬
ニ
シ
マ
シ
テ
モ
、
モ
ウ
十
年
ヲ
越
エ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
今
日
競
馬
ニ
対
ス
ル
投
票
ト
云

フ
コ
ト
ハ
、
殆
ド
国
民
ノ
常
識
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
、
之
ヲ
以
テ
風
教
ヲ
紊
ス
ト
カ
、
賭
博
類
似
ノ
コ
ト
ト
見
ル
ト
カ
、
射
幸
心
ヲ
誘
発
ス
ル
ト
カ
言
ッ

テ
、
問
題
ニ
ス
ル
時
機
ハ
疾
ウ
ニ
通
リ
越
シ
テ
居
ル
筈
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
日
尚
ホ
左
様
ナ
考
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
人
ガ
ア
ル
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
ソ
レ
ハ
甚

ダ
時
代
ヲ
知
ラ
ヌ
人
デ
ア
ル
、
勧
業
債
券
ニ
シ
テ
モ
三
千
円
、
五
千
円
ノ
当
リ
籤
ガ
ア
リ
、
或
ハ
今
度
ノ
軍
事
公
債
ヲ
売
ル
ニ
シ
テ
モ
、
ヤ
ハ
リ
五

百
円
、
千
円
ノ
当
リ
籤
ガ
ア
ル
、
ケ
レ
ド
モ
是
等
ノ
当
リ
籤
ヲ
以
テ
、
決
シ
テ
風
教
ニ
害
ガ
ア
リ
、
射
幸
心
ヲ
誘
発
ス
ル
ナ
ド
ト
ハ
誰
モ
思
ッ
テ
ハ

居
ラ
ナ
イ
、（
中
略
）
唯
習
慣
的
ニ
風
教
ヲ
害
ス
ル
デ
ナ
イ
カ
、
或
ハ
賭
博
類
似
デ
ナ
イ
カ
ト
見
ル
、（
中
略
）
競
馬
ガ
何
故
ニ
賭
博
類
似
デ
ア
ル
カ
、

）
七
二
二
（
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政
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委
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今
森
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カ
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ノ
御
質
問
ノ
第
一
点
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
先
刻
刑
事
局
長
カ
ラ
モ
縷
々
御
答
ヘ

申
上
ゲ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
成
程
馬
産
ノ
奨
励
デ
ア
リ
マ
ス
ト
カ
、
馬
事
施
設
ノ
拡
充
デ
ア
リ
マ
ス
ト
カ
、
殊
ニ
現
下
ノ
事
情
ニ
鑑
ミ
テ
、
今
度
ノ
国

策
ヲ
立
テ
マ
ス
上
カ
ラ
考
ヘ
マ
ス
レ
バ
、
確
ニ
馬
券
ノ
発
売
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
相
当
考
慮
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
問
題
ト
思
ヒ
マ
ス
、
唯
又
一
面
国
家

風
教
ノ
上
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
テ
、
此
ノ
点
モ
亦
国
民
生
活
ノ
上
カ
ラ
極
メ
テ
重
要
ナ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ノ
デ
、
此
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
司
法
省

ト
モ
私
共
十
分
協
議
ノ
上
、
サ
ウ
シ
テ
先
ヅ
現
在
ノ
状
況
カ
ラ
見
テ
、
馬
券
ノ
価
格
ヲ
大
体
三
円
位
ニ
ス
ル
コ
ト
位
ナ
所
デ
折
レ
合
フ
ノ
ガ
、
適
当

ヂ
ャ
ナ
イ
カ
、
結
局
是
ハ
程
度
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
ヤ
ハ
リ
現
在
ノ
状
況
カ
ラ
考
ヘ
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
其
ノ
程
度
ガ
適
当
ヂ
ャ
ナ
イ
カ
ト
云

フ
見
方
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
ナ
ッ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
、
法
案
に
示
さ
れ
た
鍛
錬
馬
競
走
の
制
限
は
、
農
林
・
内
務
・
司
法
の
三
省
で
馬
産
の
奨
励
と
社
会
風
教
の
維
持
の
面
を

十
分
に
協
議
し
た
結
論
で
あ
り
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
次
い
で
、
二
月
十
七
日
の
委
員
会
で
は
、
大
石
倫
治
議
員
が
馬
券
に

関
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る

（
47
）

。

○
大
石
委
員

　（
前
略
）
私
ハ
、
此
ノ
風
教
上
ノ
問
題
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
甚
ダ
不
思
議
ニ
思
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
日
本
ニ
於
ケ
ル
公
認

競
馬
ガ
実
施
セ
ラ
レ
マ
シ
テ
以
来
既
ニ
久
シ
ク
、
地
方
競
馬
ニ
シ
マ
シ
テ
モ
、
モ
ウ
十
年
ヲ
越
エ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
今
日
競
馬
ニ
対
ス
ル
投
票
ト
云

フ
コ
ト
ハ
、
殆
ド
国
民
ノ
常
識
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
、
之
ヲ
以
テ
風
教
ヲ
紊
ス
ト
カ
、
賭
博
類
似
ノ
コ
ト
ト
見
ル
ト
カ
、
射
幸
心
ヲ
誘
発
ス
ル
ト
カ
言
ッ

テ
、
問
題
ニ
ス
ル
時
機
ハ
疾
ウ
ニ
通
リ
越
シ
テ
居
ル
筈
デ
ア
リ
マ
ス
、
今
日
尚
ホ
左
様
ナ
考
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
人
ガ
ア
ル
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
ソ
レ
ハ
甚

ダ
時
代
ヲ
知
ラ
ヌ
人
デ
ア
ル
、
勧
業
債
券
ニ
シ
テ
モ
三
千
円
、
五
千
円
ノ
当
リ
籤
ガ
ア
リ
、
或
ハ
今
度
ノ
軍
事
公
債
ヲ
売
ル
ニ
シ
テ
モ
、
ヤ
ハ
リ
五

百
円
、
千
円
ノ
当
リ
籤
ガ
ア
ル
、
ケ
レ
ド
モ
是
等
ノ
当
リ
籤
ヲ
以
テ
、
決
シ
テ
風
教
ニ
害
ガ
ア
リ
、
射
幸
心
ヲ
誘
発
ス
ル
ナ
ド
ト
ハ
誰
モ
思
ッ
テ
ハ

居
ラ
ナ
イ
、（
中
略
）
唯
習
慣
的
ニ
風
教
ヲ
害
ス
ル
デ
ナ
イ
カ
、
或
ハ
賭
博
類
似
デ
ナ
イ
カ
ト
見
ル
、（
中
略
）
競
馬
ガ
何
故
ニ
賭
博
類
似
デ
ア
ル
カ
、

）
七
二
二
（



日
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法
学
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十
七
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第
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号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
六
〇

何
故
射
幸
心
ヲ
誘
発
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
吾
々
ニ
ハ
少
シ
モ
解
釈
ガ
付
カ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
馬
ハ
能
力
ヲ
チ
ャ
ン
ト
時
計
ヲ
以
テ
示
シ
テ
居

ル
、
ド
ノ
馬
ハ
ド
レ
ダ
ケ
ノ
能
力
ガ
ア
ル
カ
「
フ
ァ
ン
」
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
チ
ャ
ン
ト
計
算
シ
テ
居
ル
、（
中
略
）
賽
子
ヲ
転
ガ
ス
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ト
ハ

全
然
違
ヒ
マ
ス
、
或
ハ
運
ヲ
天
ニ
任
セ
テ
ヤ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
デ
ハ
決
シ
テ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ノ
如
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
風
教
ヲ
紊
ス
ト
カ
、

或
ハ
賭
博
類
似
ト
見
ル
ノ
ハ
官
僚
独
善
ト
云
フ
カ
何
ト
云
フ
カ
、
一
ツ
ノ
習
慣
ニ
シ
カ
過
ギ
ナ
イ
、
サ
ウ
云
フ
習
慣
ニ
依
ッ
テ
之
ヲ
曲
解
シ
テ
居
ル
、

サ
ウ
云
フ
建
前
カ
ラ
金
額
ヲ
制
限
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
是
ハ
吾
々
ノ
採
ラ
ザ
ル
所
デ
ア
ル
、
是
ハ
社
会
ノ
実
情
ヲ
無
視
シ
タ
コ
ト
デ
ア
ル
ト

私
ハ
思
フ
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
大
石
議
員
は
、
勧
業
債
券
や
軍
事
公
債
の
例
や
競
馬
は
知
的
推
理
を
行
う
も
の
で
賭
博
類
似
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
し
た
上
で
、
開
催
日
数
の
延
長
と
優
等
馬
票
の
上
限
金
額
を
引
き
上
げ
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
桜
内
幸
雄
農
林
大
臣
は

次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る

（
48
）

。

○
桜
内
国
務
大
臣

　（
前
略
）
軍
馬
ト
シ
テ
鍛
錬
シ
タ
馬
ノ
ミ
ヲ
出
場
サ
セ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
大
体
四
日
間
デ
宜
シ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
斯
ウ
云

フ
見
地
カ
ラ
四
日
ト
決
メ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
只
今
ノ
所
之
ヲ
六
日
ニ
修
正
ス
ル
ト
云
フ
意
見
ヲ
、
政
府
ニ
於
テ
ハ
持
ッ
テ
居
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
、
殊
ニ
六
日
間
継
続
シ
テ
一
般
ノ
「
フ
ァ
ン
」
ガ
競
馬
場
ニ
入
ッ
テ
、
始
終
其
ノ
方
ニ
参
ッ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
平
素
ノ
生
業
ノ
上
ニ
モ
多

少
ノ
差
障
リ
ガ
ア
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
モ
考
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）
東
京
附
近
デ
ア
ル
ト
カ
大
阪
附
近
デ
ア
ル
ト
カ
云

フ
方
面
デ
ハ
五
円
ト
云
フ
金
額
ハ
ソ
レ
程
ノ
金
額
デ
ナ
イ
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
併
シ
東
京
デ
ア
ル
ト
カ
大
阪
デ
ア
ル
ト
カ
、
サ
ウ
云
フ
方
面
ニ
於

テ
ハ
御
承
知
ノ
如
ク
日
本
競
馬
会
開
催
ノ
従
来
ノ
公
認
競
馬
場
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
先
ヅ
此
ノ
各
府
県
ニ
於
キ
マ
ス
ル
競
馬
場
ト
シ
テ
ハ
、

従
来
一
円
デ
ア
ッ
タ
ノ
ヲ
三
円
ニ
上
ゲ
ル
ト
云
フ
程
度
ガ
、
適
当
デ
ア
ラ
ウ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
今
日
直
チ
ニ
此
ノ
案
ヲ
修
正
シ
テ

五
円
ニ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
、
当
局
ニ
於
テ
ハ
考
ヘ
テ
居
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
後
略
）

）
七
二
七
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
一

ま
た
、
木
戸
幸
一
内
務
大
臣
は
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る

（
49
）

。

○
木
戸
国
務
大
臣

　（
前
略
）
競
馬
ニ
於
テ
馬
券
ヲ
売
ル
コ
ト
ハ
既
ニ
常
識
デ
ア
ル
、
是
ガ
射
幸
心
ヲ
唆
ル
モ
ノ
デ
ナ
イ
、
或
ハ
風
教
上
害
ガ
ナ
イ
ト

云
フ
御
意
見
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
其
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
私
共
ハ
必
ズ
シ
モ
サ
ウ
ト
モ
思
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
一
面
社
会
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、

一
体
競
馬
ヲ
馬
券
デ
ヤ
ル
ノ
ハ
宜
ク
ナ
イ
ヂ
ャ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
論
ガ
、
相
当
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
而
モ
只
今
御
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
是
ハ
国
策
上
重
要

ナ
点
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
ソ
レ
等
ヲ
総
テ
考
慮
致
シ
マ
シ
テ
、
大
体
只
今
農
林
大
臣
ヨ
リ
モ
御
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
地
方
ニ
於
ケ
ル
競
馬
ト
シ
テ
ハ
、
此

ノ
金
額
程
度
ガ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
之
ニ
依
ッ
テ
非
常
ニ
地
方
競
馬
ヲ
何
カ
悪
イ
コ
ト
デ
モ
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
カ
ラ
、
抑
ヘ
テ
行
ク
ト
云
フ

ヤ
ウ
ナ
観
念
ハ
、
内
務
省
ト
致
シ
テ
ハ
毛
頭
持
ッ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
唯
金
額
ノ
問
題
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
是
ハ
色
々
ノ
見
地
カ
ラ
三
省
ノ
事
務
当
局
間

ニ
於
テ
十
分
研
究
シ
タ
所
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
大
体
今
日
地
方
競
馬
ハ
此
ノ
程
度
デ
宜
イ
ダ
ラ
ウ
ト
私
共
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス

こ
の
よ
う
に
政
府
の
答
弁
は
、
軍
馬
の
確
保
と
い
う
国
策
遂
行
を
進
め
る
た
め
に
は
鍛
錬
馬
競
走
と
い
う
名
の
競
馬
を
行
い
、
馬
券
の

発
行
は
致
し
方
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
に
抵
触
す
る
行
為
な
の
で
無
制
限
に
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
射
幸
心
を
誘
発
し
な
い
よ
う
最

大
限
の
制
約
を
か
け
る
べ
く
検
討
し
た
結
果
が
法
案
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
八
百
長
に
関
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
こ
と
や
立
場
の
弱
い
騎
手
が
馬
主
等
に
脅
迫
さ
れ
て
八
百
長
に
手
を
染
め
る
こ
と
へ
の

対
策
に
つ
い
て
の
質
問
も
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
競
馬
法
で
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
一
般
の
刑
法
の
規
定
で
対
処
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
衆
議
院
で
は
、
鍛
錬
馬
競
技
全
般
に
対
し
て
地
方
税
を
課
す
と
い

う
政
府
の
方
針
に
対
し
て
、
競
馬
法
第
八
条
で
公
認
競
馬
は
非
課
税
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
鍛
錬
馬
競
技
全
般
に
対
し
非
課

税
に
す
る
と
い
う
内
容
の
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
追
加
修
正
し
た
。

衆
議
院
で
は
、
こ
の
追
加
修
正
さ
れ
た
法
案
が
三
月
三
日
、
委
員
会
で
可
決
さ
れ
、
三
月
五
日
に
本
会
議
で
可
決
さ
れ
貴
族
院
に
回
付

）
七
二
二
（
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云
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デ
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、
其
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
私
共
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ウ
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、
一
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ハ
、
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体
競
馬
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券
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ノ
ハ
宜
ク
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ガ
、
相
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ア
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デ
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、
而
モ
只
今
御
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ヤ
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、
是
ハ
国
策
上
重
要

ナ
点
デ
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リ
マ
ス
カ
ラ
、
ソ
レ
等
ヲ
総
テ
考
慮
致
シ
マ
シ
テ
、
大
体
只
今
農
林
大
臣
ヨ
リ
モ
御
話
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
地
方
ニ
於
ケ
ル
競
馬
ト
シ
テ
ハ
、
此

ノ
金
額
程
度
ガ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
之
ニ
依
ッ
テ
非
常
ニ
地
方
競
馬
ヲ
何
カ
悪
イ
コ
ト
デ
モ
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
カ
ラ
、
抑
ヘ
テ
行
ク
ト
云
フ

ヤ
ウ
ナ
観
念
ハ
、
内
務
省
ト
致
シ
テ
ハ
毛
頭
持
ッ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
唯
金
額
ノ
問
題
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
是
ハ
色
々
ノ
見
地
カ
ラ
三
省
ノ
事
務
当
局
間

ニ
於
テ
十
分
研
究
シ
タ
所
デ
ア
リ
マ
シ
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、
大
体
今
日
地
方
競
馬
ハ
此
ノ
程
度
デ
宜
イ
ダ
ラ
ウ
ト
私
共
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス

こ
の
よ
う
に
政
府
の
答
弁
は
、
軍
馬
の
確
保
と
い
う
国
策
遂
行
を
進
め
る
た
め
に
は
鍛
錬
馬
競
走
と
い
う
名
の
競
馬
を
行
い
、
馬
券
の

発
行
は
致
し
方
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
に
抵
触
す
る
行
為
な
の
で
無
制
限
に
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
射
幸
心
を
誘
発
し
な
い
よ
う
最

大
限
の
制
約
を
か
け
る
べ
く
検
討
し
た
結
果
が
法
案
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
八
百
長
に
関
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
こ
と
や
立
場
の
弱
い
騎
手
が
馬
主
等
に
脅
迫
さ
れ
て
八
百
長
に
手
を
染
め
る
こ
と
へ
の

対
策
に
つ
い
て
の
質
問
も
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
競
馬
法
で
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
一
般
の
刑
法
の
規
定
で
対
処
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
衆
議
院
で
は
、
鍛
錬
馬
競
技
全
般
に
対
し
て
地
方
税
を
課
す
と
い

う
政
府
の
方
針
に
対
し
て
、
競
馬
法
第
八
条
で
公
認
競
馬
は
非
課
税
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
鍛
錬
馬
競
技
全
般
に
対
し
非
課

税
に
す
る
と
い
う
内
容
の
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
を
追
加
修
正
し
た
。

衆
議
院
で
は
、
こ
の
追
加
修
正
さ
れ
た
法
案
が
三
月
三
日
、
委
員
会
で
可
決
さ
れ
、
三
月
五
日
に
本
会
議
で
可
決
さ
れ
貴
族
院
に
回
付

）
七
二
二
（
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一
六
二

さ
れ
た
。

㈡

　貴
族
院
で
の
審
議

貴
族
院
で
も
衆
議
院
と
同
様
に
「
馬
政
関
係
三
法
」
は
、
一
括
審
議
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
三
月
八
日
に
本
会
議
で
一
括
審
議
の
後
、
三

月
九
日
よ
り
十
一
回
に
わ
た
っ
て
特
別
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
た
。
貴
族
院
で
は
、
競
馬
法
審
議
の
際
に
も
「
最
大
の
難
関

（
50
）

」
と
言
わ

れ
た
よ
う
に
馬
券
に
対
す
る
根
強
い
反
対
論
が
あ
り
、
本
会
議
の
冒
頭
で
反
対
派
の
土
方
寧
議
員
に
よ
る
反
対
演
説
の
他
、
特
別
委
員
会

で
も
反
対
派
に
よ
る
長
時
間
に
わ
た
る
質
問
が
行
わ
れ
た
。
反
対
派
の
意
見
は
、
大
き
く
次
の
五
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
馬

券
は
明
ら
か
に
賭
博
で
あ
り
、
醇
風
美
俗
に
反
す
る
。
②
競
馬
法
で
公
認
さ
れ
て
い
る
十
一
箇
所
に
加
え
、
新
た
な
賭
博
場
を
全
国
に
増

や
す
こ
と
に
な
る
。
③
競
馬
は
馬
事
思
想
の
普
及
に
結
び
つ
か
な
い
し
、
子
供
へ
の
馬
事
思
想
教
育
に
馬
券
を
伴
う
競
馬
は
、
不
適
切
で

あ
る
。
④
軍
馬
資
源
保
護
法
は
、
従
来
地
方
競
馬
で
行
わ
れ
て
い
た
脱
法
行
為
の
追
認
に
な
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
土
方
議
員
の
「
馬
匹
改
良
ノ
為
ニ
ハ
競
馬
ガ
必
要
、
競
馬
ヲ
盛
ニ
ス
ル
為
ニ
ハ
馬
券
ノ
売
買
ヲ
許
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ

ヌ
ト
言
ヒ
マ
シ
テ
モ
、
人
心
ヲ
悪
化
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ナ
ラ
バ
比
較
ニ
ナ
ラ
ヌ
、
軽
重
顛
倒
シ
タ
話
デ
、
是
程
人
ヲ
馬
鹿
ニ
シ
タ
考
ハ
ナ

イ
ト
思
ヒ
マ
ス

（
51
）

」
と
い
う
発
言
や
曾
我
祐
邦
議
員
の
「
此
ノ
馬
券
ニ
基
ク
所
ノ
弊
害
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
、
是
ハ
モ
ウ
実
ニ
筆
紙
ニ
尽
シ
難
イ

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
或
ハ
家
庭
ニ
悲
惨
ヲ
来
シ
、
或
ハ
罪
人
ヲ
作
ル
、
国
家
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
馬
ヲ
作
ル
ト
云
フ
上
ニ
於
テ
、
モ
ッ
ト
サ

ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
不
良
ノ
金
ニ
頼
ル
コ
ト
デ
ナ
ク
テ
、
マ
ダ
美
シ
イ
ヤ
リ
方
デ
、
正
々
堂
々
ト
馬
政
計
画
ヲ
樹
テ
ル
コ
ト
ヲ
御
考
ヘ
ニ
何
故

ナ
ラ
ナ
イ
カ

（
52
）

」
や
「
戦
地
ニ
於
キ
マ
ス
ル
彼
等
ガ
今
度
地
方
競
馬
ガ
ナ
ク
ナ
ッ
テ
公
認
ノ
競
馬
ガ
十
何
箇
所
モ
出
来
ル
、
我
々
ノ
郷
土
ニ

モ
ソ
レ
ガ
出
来
タ
サ
ウ
ダ
、
我
々
ハ
斯
ウ
一
生
懸
命
ヤ
ッ
テ
居
ル
ノ
ニ
、
博
奕
ガ
斯
ウ
流
行
ッ
テ
ハ
、
我
々
ノ
良
風
美
俗
ヲ
蓄
ヘ
テ
居
ル

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
三

所
ノ
我
々
ノ
郷
土
ニ
於
テ
、
又
此
ノ
博
奕
熱
ガ
流
行
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
是
ハ
実
ニ
馬
鹿
気
タ
話
ダ

（
53
）

」
と
い
う
よ

う
な
発
言
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
次
田
大
三
郎
議
員
の
「
馬
券
ニ
付
テ
ハ
色
々
説
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
兎
ニ
角
是
ガ
一
ツ
ノ
賭
博
デ
ア

ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
疑
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
賭
博
ノ
範
囲
ヲ
今
松
村
君
ノ
御
述
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
通
リ
十
一
箇
所
ニ
限
定
ヲ
シ
テ
、
是

ハ
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
ル
ト
シ
テ
我
慢
シ
テ
、
公
認
競
馬
ヲ
許
シ
テ
居
ル
、
ソ
レ
ヲ
一
箇
所
デ
モ
増
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
十
一
箇
所

ヲ
十
二
箇
所
ニ
ス
ル
、
十
三
箇
所
ニ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
モ
、
恐
ラ
ク
貴
族
院
ハ
反
対
シ
テ
成
立
タ
ヌ
ダ
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
54
）

」

と
い
う
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
次
田
議
員
の
「
大
多
数
ハ
馬
ヲ
骰
子
ノ
代
リ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
骰
子
ヲ

転
バ
シ
テ
勝
負
ヲ
付
ケ
ル
、
其
ノ
博
奕
ノ
道
具
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
博
奕
ノ
道
具
ニ
対
シ
テ
親
シ
ミ
ヲ
持
チ
、
ソ
レ
ヲ
愛
シ
、

ソ
レ
ヲ
理
解
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
考
ヘ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ナ
ノ
デ
ス
、
ソ
レ
ニ
依
ッ
テ
公
認
競
馬
若
シ
ク
ハ
今
度
出
来
マ

ス
鍛
錬
馬
競
走
ニ
馬
券
、
馬
票
ヲ
発
行
シ
テ
、
ソ
レ
ニ
吸
付
ケ
ラ
レ
テ
見
ニ
参
リ
マ
ス
大
多
数
ノ
人
ノ
間
ニ
ハ
、
政
府
当
局
ノ
予
期
シ
テ

居
ラ
レ
ル
ガ
如
キ
馬
事
思
想
ノ
涵
養
ト
云
フ
ガ
如
キ
コ
ト
ハ
、
目
的
ヲ
達
シ
ナ
イ
モ
ノ
ダ
ト
私
ハ
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
55
）

」
と
い
う
発
言
や

「
仮
ニ
子
供
ニ
馬
ノ
コ
ト
ヲ
吹
キ
込
ム
コ
ト
ハ
非
常
ニ
有
要
デ
ア
ル
カ
ラ
五
円
出
シ
テ
宜
シ
イ
ト
シ
マ
シ
テ
モ
、
公
認
競
馬
ヘ
連
レ
テ

行
ッ
テ
、
ア
ス
コ
デ
紳
士
淑
女
若
シ
ク
ハ
紳
士
淑
女
ラ
シ
イ
顔
ヲ
シ
テ
居
ル
人
ガ
馬
券
ヲ
買
ッ
テ
、
血
眼
ニ
ナ
ッ
テ
ヤ
ッ
テ
居
ル
有
様
ヲ

子
供
ニ
見
セ
ル
気
ニ
ハ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
ナ
レ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
56
）

」
と
い
っ
た
発
言
で
あ
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
次
田
議
員
の
「
我
々
ハ
全

国
ニ
百
数
箇
所
ノ
地
方
競
馬
ガ
ア
ッ
テ
、
其
処
デ
賭
博
類
似
ノ
コ
ト
ガ
現
ニ
行
ハ
レ
テ
居
ル
、
其
ノ
コ
ト
ヲ
既
成
事
実
ナ
リ
ト
シ
テ
ソ
レ

デ
以
テ
我
我（

マ
マ
）ニ

、
此
ノ
鍛
錬
馬
競
走
ニ
優
等
馬
票
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ガ
改
善
ニ
ナ
ル
ノ
ダ
カ
ラ
賛
成
シ
ロ
ト
言
ハ
レ
テ
モ
、
我
々
ニ
サ
ウ
ハ

参
ラ
ヌ
ト
申
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
、（
中
略
）
私
ハ
今
日
国
民
ト
シ
テ
最
モ
重
キ
ヲ
置
イ
テ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ハ
、

国
憲
ヲ
重
ン
ジ
国
法
ニ
遵
フ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス

（
57
）

」
と
い
っ
た
発
言
で
あ
る
。

）
七
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
三

所
ノ
我
々
ノ
郷
土
ニ
於
テ
、
又
此
ノ
博
奕
熱
ガ
流
行
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
是
ハ
実
ニ
馬
鹿
気
タ
話
ダ

（
53
）

」
と
い
う
よ

う
な
発
言
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
次
田
大
三
郎
議
員
の
「
馬
券
ニ
付
テ
ハ
色
々
説
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
兎
ニ
角
是
ガ
一
ツ
ノ
賭
博
デ
ア

ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
疑
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
賭
博
ノ
範
囲
ヲ
今
松
村
君
ノ
御
述
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
通
リ
十
一
箇
所
ニ
限
定
ヲ
シ
テ
、
是

ハ
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
ル
ト
シ
テ
我
慢
シ
テ
、
公
認
競
馬
ヲ
許
シ
テ
居
ル
、
ソ
レ
ヲ
一
箇
所
デ
モ
増
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
十
一
箇
所

ヲ
十
二
箇
所
ニ
ス
ル
、
十
三
箇
所
ニ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
モ
、
恐
ラ
ク
貴
族
院
ハ
反
対
シ
テ
成
立
タ
ヌ
ダ
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
54
）

」

と
い
う
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
次
田
議
員
の
「
大
多
数
ハ
馬
ヲ
骰
子
ノ
代
リ
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
骰
子
ヲ

転
バ
シ
テ
勝
負
ヲ
付
ケ
ル
、
其
ノ
博
奕
ノ
道
具
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
博
奕
ノ
道
具
ニ
対
シ
テ
親
シ
ミ
ヲ
持
チ
、
ソ
レ
ヲ
愛
シ
、

ソ
レ
ヲ
理
解
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
考
ヘ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ナ
ノ
デ
ス
、
ソ
レ
ニ
依
ッ
テ
公
認
競
馬
若
シ
ク
ハ
今
度
出
来
マ

ス
鍛
錬
馬
競
走
ニ
馬
券
、
馬
票
ヲ
発
行
シ
テ
、
ソ
レ
ニ
吸
付
ケ
ラ
レ
テ
見
ニ
参
リ
マ
ス
大
多
数
ノ
人
ノ
間
ニ
ハ
、
政
府
当
局
ノ
予
期
シ
テ

居
ラ
レ
ル
ガ
如
キ
馬
事
思
想
ノ
涵
養
ト
云
フ
ガ
如
キ
コ
ト
ハ
、
目
的
ヲ
達
シ
ナ
イ
モ
ノ
ダ
ト
私
ハ
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
55
）

」
と
い
う
発
言
や

「
仮
ニ
子
供
ニ
馬
ノ
コ
ト
ヲ
吹
キ
込
ム
コ
ト
ハ
非
常
ニ
有
要
デ
ア
ル
カ
ラ
五
円
出
シ
テ
宜
シ
イ
ト
シ
マ
シ
テ
モ
、
公
認
競
馬
ヘ
連
レ
テ

行
ッ
テ
、
ア
ス
コ
デ
紳
士
淑
女
若
シ
ク
ハ
紳
士
淑
女
ラ
シ
イ
顔
ヲ
シ
テ
居
ル
人
ガ
馬
券
ヲ
買
ッ
テ
、
血
眼
ニ
ナ
ッ
テ
ヤ
ッ
テ
居
ル
有
様
ヲ

子
供
ニ
見
セ
ル
気
ニ
ハ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
ナ
レ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
56
）

」
と
い
っ
た
発
言
で
あ
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
次
田
議
員
の
「
我
々
ハ
全

国
ニ
百
数
箇
所
ノ
地
方
競
馬
ガ
ア
ッ
テ
、
其
処
デ
賭
博
類
似
ノ
コ
ト
ガ
現
ニ
行
ハ
レ
テ
居
ル
、
其
ノ
コ
ト
ヲ
既
成
事
実
ナ
リ
ト
シ
テ
ソ
レ

デ
以
テ
我
我（

マ
マ
）ニ

、
此
ノ
鍛
錬
馬
競
走
ニ
優
等
馬
票
ヲ
認
メ
ル
コ
ト
ガ
改
善
ニ
ナ
ル
ノ
ダ
カ
ラ
賛
成
シ
ロ
ト
言
ハ
レ
テ
モ
、
我
々
ニ
サ
ウ
ハ

参
ラ
ヌ
ト
申
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
、（
中
略
）
私
ハ
今
日
国
民
ト
シ
テ
最
モ
重
キ
ヲ
置
イ
テ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ハ
、

国
憲
ヲ
重
ン
ジ
国
法
ニ
遵
フ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス

（
57
）

」
と
い
っ
た
発
言
で
あ
る
。

）
七
二
二
（
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十
七
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（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
六
四

こ
う
い
っ
た
反
対
派
の
主
張
に
対
し
て
、
政
府
側
は
次
の
よ
う
な
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
桜
内
農
林
大
臣
の
「
新
ラ
シ

キ
茲
ニ
一
ツ
ノ
規
則
ノ
下
ニ
厳
重
ノ
取
締
監
督
ヲ
致
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
之
ヲ
執
行
サ
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
合
法
的
デ
ア
リ
、
又
社
会
風
教

ノ
上
カ
ラ
言
ヒ
マ
シ
テ
モ
、
キ
チ
ン
ト
シ
タ
取
締
ノ
下
ニ
於
テ
ヤ
リ
マ
ス
ナ
ラ
バ
大
シ
タ
害
ヲ
及
ボ
サ
ナ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
、
斯

ウ
云
フ
見
地
カ
ラ
此
ノ
法
案
ヲ
出
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
訳
デ
ア
リ
マ
ス

（
58
）

」
と
い
う
答
弁
や
荷
見
安
馬
政
局
長
官
の
「
今
度
ハ
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中

央
会
ヲ
設
ケ
テ
、
其
ノ
中
央
会
ヨ
リ
常
置
ノ
専
門
ノ
職
員
等
ヲ
置
キ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
地
方
ノ
鍛
錬
馬
競
走
ヲ
行
ヒ
マ
ス
ル
所
ニ
出
張

サ
セ
マ
シ
テ
、
其
ノ
鍛
錬
馬
競
走
ノ
施
行
ノ
適
正
ヲ
期
シ
マ
ス
ル
ト
共
ニ
統
制
ヲ
図
リ
、
尚
無
用
ノ
経
費
ヲ
要
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
弊
害

ヲ
除
去
シ
ヨ
ウ
ト
思
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
59
）

」
と
い
う
答
弁
を
行
い
、
法
で
十
分
な
規
制
と
監
督
を
行
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
は
除
去

で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
②
③
に
つ
い
て
は
、
中
村
明
人
陸
軍
中
将
の
「
此
ノ
競
馬
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
無
論
金
ヲ
賭
ケ
ル
ノ
デ

ア
ル
ガ
、
併
シ
其
ノ
賭
ケ
ル
其
ノ
人
ハ
、
其
ノ
馬
ノ
性
質
ナ
リ
馬
ノ
体
格
骨
量
、
其
ノ
馬
ニ
付
テ
ハ
モ
ウ
総
テ
厳
正
ニ
視
察
観
察
ヲ
シ
テ
、

（
中
略
）
起
リ
得
ル
所
ノ
森
羅
万
象
総
テ
ヲ
自
分
ノ
智
力
ノ
働
ク
限
ニ
於
テ
思
索
銓
衡
ヲ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
最
モ
真
剣
ナ
ル
態
度
ヲ
以
テ

茲
ニ
其
ノ
一
ツ
ノ
自
己
ノ
真
剣
サ
ヲ
現
ス
所
ノ
、
何
ト
申
シ
マ
ス
カ
利
害
関
係
ニ
於
テ
馬
券
ヲ
買
ヒ
、
前
申
シ
マ
シ
タ
ル
ヤ
ウ
ナ
、
而
モ

其
ノ
行
動
ガ
、
私
共
ノ
必
要
ト
ス
ル
点
ニ
モ
合
致
ス
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
之
ヲ
一
様
ニ
博
奕
ト
ハ
見
ヌ

（
60
）

」
と
い
う
答
弁

や
荷
見
長
官
の
「
兎
ニ
角
馬
券
ヲ
買
フ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
自
分
ノ
金
ヲ
出
シ
テ
行
ク
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
真
剣
ニ
馬
ノ
判
定
ヲ
ス
ル
、
判

定
ヲ
シ
マ
ス
為
ニ
ハ
馬
ニ
対
ス
ル
十
分
ノ
研
究
モ
ス
ル
、
研
究
致
シ
テ
居
ル
中
ニ
ハ
知
識
ガ
普
及
サ
レ
マ
シ
テ
、
馬
ニ
対
ス
ル
親
シ
ミ
モ

出
テ
来
ル
モ
ノ
ト
、
斯
様
ニ
私
ハ
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
競
馬
ヲ
ヤ
リ
マ
シ
テ
モ
馬
事
知
識
ノ
普
及
ニ
ハ
役
ニ
立
タ
ヌ
モ
ノ
ト

ハ
考
ヘ
テ
居
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
61
）

」
と
答
弁
し
、
競
馬
は
馬
を
十
分
に
研
究
す
る
知
的
推
理
が
働
き
、
こ
れ
が
馬
事
思
想
の
普
及
に
つ
な

が
る
と
主
張
し
て
い
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
荷
見
長
官
の
「
地
方
競
馬
ハ
内
務
、
農
林
両
省
令
ヲ
以
テ
認
メ
テ
居
ル
制
度
デ
ア
リ
マ
ス
、

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
五

併
シ
両
省
令
ト
雖
モ
私
ハ
国
法
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
其
ノ
法
ト
云
フ
意
味
ガ
、
法
律
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
デ
モ
私
ハ
法
規
デ
ア
ル
ト

考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

（
62
）

」
と
反
論
し
て
い
る
。

そ
し
て
三
月
十
七
日
の
特
別
委
員
会
で
、
注
目
す
べ
き
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
63
）

。

○
子
爵
曾
我
祐
邦
君

　（
前
略
）
若
シ
国
家
ガ
此
ノ
財
源
ヲ
得
テ
之
ニ
シ
ッ
カ
リ
ト
馬
政
案
ノ
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
タ
ナ
ラ
バ
、
地
方
ノ
鍛

錬
競
馬
ノ
如
キ
モ
ノ
モ
、
詰
リ
馬
券
ノ
如
キ
種
類
ノ
モ
ノ
ヲ
行
ハ
シ
メ
ズ
ニ
ヤ
ッ
テ
行
ク
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
ト

云
フ
コ
ト
、
若
シ
又
其
ノ
計
画
ガ
非
常
ニ
能
ク
行
ハ
レ
ル
時
ニ
至
ッ
テ
、
ソ
レ
ガ
遠
キ
将
来
ニ
於
テ
…
…
近
キ
将
来
ニ
ア
ル
カ
存
ジ
マ
セ
ヌ
ガ
、
公

認
競
馬
カ
ラ
博
奕
制
度
ヲ
止
メ
テ
行
ク
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
若
シ
馬
匹
計
画
ガ
十
分
ナ
ル
シ
ッ
カ
リ
シ
タ
基
礎
ノ
上
ニ
立
テ

ラ
レ
テ
、
国
家
ガ
之
ニ
相
当
ナ
金
ヲ
使
フ
ト
云
フ
ナ
ラ
バ
、
サ
ウ
云
フ
弊
害
ノ
存
在
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
、
又
賭
博
ノ
機
会
ヲ
支
ヘ
ル
ヤ
ウ
ナ
事

ハ
、
根
本
カ
ラ
御
廃
シ
ニ
ナ
ル
御
積
リ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
極
ク
簡
単
ニ
伺
ヒ
タ
イ

○
国
務
大
臣
（
桜
内
幸
雄
君
）　
若
シ
馬
政
計
画
ガ
非
常
ナ
大
キ
ナ
計
画
ニ
依
ッ
テ
立
チ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
国
民
ノ
思
想
、
国
民
ノ
関
心
ヲ
其
ノ
方

ニ
全
部
呼
ビ
集
メ
ル
方
法
ガ
適
当
ニ
考
ヘ
ラ
レ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
此
ノ
現
在
必
要
ナ
ル
所
ノ
軍
馬
及
内
地
ノ
種
牡
馬
ニ
付
キ
マ
シ
テ
万
全
ヲ
期
ス
ル
ノ

途
ガ
立
チ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
ソ
レ
ハ
此
ノ
地
方
鍛
錬
馬
ノ
如
キ
ハ
、
鍛
錬
馬
競
走
ノ
今
日
ノ
ヤ
ウ
ナ
計
画
ハ
、
是
ハ
私
廃
止
シ
テ
モ
差
支
ナ
イ
ト

思
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
公
認
競
馬
ニ
至
リ
マ
シ
テ
ハ
、
是
ハ
今
日
既
ニ
許
サ
レ
テ
公
認
サ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
問
題
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ

更
ニ
十
分
研
究
ヲ
致
シ
テ
見
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

○
子
爵
曾
我
祐
邦
君

　
能
ク
分
リ
マ
シ
タ
、
既
ニ
公
認
競
馬
ハ
法
律
ノ
許
ス
所
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
、
ダ
カ
ラ
新
タ
ニ
研
究
ス
ル
ト
仰
セ
ラ
レ
ル
ガ
、
此

ノ
公
認
競
馬
ノ
弊
害
ガ
矢
張
リ
風
教
上
ニ
及
ボ
サ
レ
テ
居
ル
コ
ト
ヲ
御
認
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
モ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
将
来
、
只
今
鍛
錬
競
馬
ニ
付

テ
色
々
理
屈
ヲ
御
立
テ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
、
公
認
競
馬
ニ
於
テ
行
ハ
レ
ル
時
ハ
同
ジ
弊
害
ヲ
御
認
ニ
ナ
ル
方
ガ
宜
イ
ト
思
召
ス

）
七
二
七
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
五

併
シ
両
省
令
ト
雖
モ
私
ハ
国
法
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、
其
ノ
法
ト
云
フ
意
味
ガ
、
法
律
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
デ
モ
私
ハ
法
規
デ
ア
ル
ト

考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

（
62
）

」
と
反
論
し
て
い
る
。

そ
し
て
三
月
十
七
日
の
特
別
委
員
会
で
、
注
目
す
べ
き
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
63
）

。

○
子
爵
曾
我
祐
邦
君

　（
前
略
）
若
シ
国
家
ガ
此
ノ
財
源
ヲ
得
テ
之
ニ
シ
ッ
カ
リ
ト
馬
政
案
ノ
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
タ
ナ
ラ
バ
、
地
方
ノ
鍛

錬
競
馬
ノ
如
キ
モ
ノ
モ
、
詰
リ
馬
券
ノ
如
キ
種
類
ノ
モ
ノ
ヲ
行
ハ
シ
メ
ズ
ニ
ヤ
ッ
テ
行
ク
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
ト

云
フ
コ
ト
、
若
シ
又
其
ノ
計
画
ガ
非
常
ニ
能
ク
行
ハ
レ
ル
時
ニ
至
ッ
テ
、
ソ
レ
ガ
遠
キ
将
来
ニ
於
テ
…
…
近
キ
将
来
ニ
ア
ル
カ
存
ジ
マ
セ
ヌ
ガ
、
公

認
競
馬
カ
ラ
博
奕
制
度
ヲ
止
メ
テ
行
ク
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
若
シ
馬
匹
計
画
ガ
十
分
ナ
ル
シ
ッ
カ
リ
シ
タ
基
礎
ノ
上
ニ
立
テ

ラ
レ
テ
、
国
家
ガ
之
ニ
相
当
ナ
金
ヲ
使
フ
ト
云
フ
ナ
ラ
バ
、
サ
ウ
云
フ
弊
害
ノ
存
在
シ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
、
又
賭
博
ノ
機
会
ヲ
支
ヘ
ル
ヤ
ウ
ナ
事

ハ
、
根
本
カ
ラ
御
廃
シ
ニ
ナ
ル
御
積
リ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
極
ク
簡
単
ニ
伺
ヒ
タ
イ

○
国
務
大
臣
（
桜
内
幸
雄
君
）　
若
シ
馬
政
計
画
ガ
非
常
ナ
大
キ
ナ
計
画
ニ
依
ッ
テ
立
チ
マ
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
国
民
ノ
思
想
、
国
民
ノ
関
心
ヲ
其
ノ
方

ニ
全
部
呼
ビ
集
メ
ル
方
法
ガ
適
当
ニ
考
ヘ
ラ
レ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
此
ノ
現
在
必
要
ナ
ル
所
ノ
軍
馬
及
内
地
ノ
種
牡
馬
ニ
付
キ
マ
シ
テ
万
全
ヲ
期
ス
ル
ノ

途
ガ
立
チ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
ソ
レ
ハ
此
ノ
地
方
鍛
錬
馬
ノ
如
キ
ハ
、
鍛
錬
馬
競
走
ノ
今
日
ノ
ヤ
ウ
ナ
計
画
ハ
、
是
ハ
私
廃
止
シ
テ
モ
差
支
ナ
イ
ト

思
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
公
認
競
馬
ニ
至
リ
マ
シ
テ
ハ
、
是
ハ
今
日
既
ニ
許
サ
レ
テ
公
認
サ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
問
題
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ

更
ニ
十
分
研
究
ヲ
致
シ
テ
見
タ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

○
子
爵
曾
我
祐
邦
君

　
能
ク
分
リ
マ
シ
タ
、
既
ニ
公
認
競
馬
ハ
法
律
ノ
許
ス
所
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
、
ダ
カ
ラ
新
タ
ニ
研
究
ス
ル
ト
仰
セ
ラ
レ
ル
ガ
、
此

ノ
公
認
競
馬
ノ
弊
害
ガ
矢
張
リ
風
教
上
ニ
及
ボ
サ
レ
テ
居
ル
コ
ト
ヲ
御
認
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
モ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
将
来
、
只
今
鍛
錬
競
馬
ニ
付

テ
色
々
理
屈
ヲ
御
立
テ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ト
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
、
公
認
競
馬
ニ
於
テ
行
ハ
レ
ル
時
ハ
同
ジ
弊
害
ヲ
御
認
ニ
ナ
ル
方
ガ
宜
イ
ト
思
召
ス

）
七
二
七
（
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六

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
公
認
競
馬
迄
モ
止
メ
テ
シ
マ
フ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
出
来
レ
バ
、
其
ノ
方
ガ
風
教
ノ
上
カ
ラ
宣
ク
ハ
ナ
イ
カ
、
斯
ウ
考
ヘ
マ
ス
ガ
如

何
デ
ア
リ
マ
セ
ウ

○
国
務
大
臣
（
桜
内
幸
雄
君
）　
曾
我
子
爵
ノ
御
意
見
モ
同
一
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
競
馬
ハ
差
支
ナ
イ
ト
云
フ
意
見
デ
ア
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
、
唯

問
題
ハ
馬
券
ノ
問
題
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
馬
券
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
一
利
一
害
ガ
伴
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
馬
券
ニ
代
ル
ベ
キ
、
即

チ
大
衆
ノ
関
心
ヲ
集
メ
得
ベ
キ
何
等
カ
方
法
ガ
付
キ
マ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
、
是
ハ
私
ハ
大
ニ
考
慮
ス
ベ
キ
問
題
ダ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

○
子
爵
曾
我
祐
邦
君

　
陸
軍
大
臣
ト
シ
テ
其
ノ
点
ハ
ド
ウ
御
考
ニ
ナ
リ
マ
ス
カ

○
国
務
大
臣
（
板
垣
征
四
郎
君
）　
農
林
大
臣
ノ
言
ハ
レ
タ
通
リ
デ
ア
リ
マ
ス

こ
の
よ
う
に
農
林
大
臣
と
陸
軍
大
臣
か
ら
馬
券
に
代
わ
る
国
民
の
関
心
を
呼
ぶ
方
策
が
現
れ
た
な
ら
ば
、
馬
券
の
廃
止
を
考
慮
す
る
余

地
が
あ
る
と
の
言
質
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
曾
我
議
員
は
賛
成
側
に
転
じ
る
こ
と
に
な
り
、
反
対
派
の
多
く
の
議
員
も
賛
成

に
回
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
田
議
員
は
、
こ
の
後
の
審
議
で
も
馬
券
の
弊
害
や
馬
券
は
馬
事
思
想
の
普
及
に
つ
な
が
ら
な
い
こ

と
を
強
く
訴
え
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
中
村
中
将
の
「
止
ム
ニ
止
マ
レ
ヌ
状
態
デ
、
ソ
レ
デ
此
ノ
馬
券
ヲ
許
シ
タ
競
走

ト
、
斯
ウ
云
フ
積
リ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

（
64
）

」
と
か
、
木
戸
内
務
大
臣
の
「
唯
今
回
ノ
法
案
ガ
所
謂
軍
馬
資
源
ノ
保
護
ト
云
フ
、
直
接
特
ニ
国
策

ニ
関
ス
ル
大
キ
ナ
問
題
ヲ
掲
ゲ
マ
シ
テ
、
新
タ
ナ
ル
統
制
ガ
出
来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
同
時
ニ
所
謂
興
行
馬
ノ
ヤ
ウ
ナ
従
来
ノ
弊
害
ハ
、

一
面
ニ
於
テ
除
去
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

（
65
）

」
と
い
っ
た
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

軍
馬
資
源
保
護
法
案
は
、
三
月
二
十
二
日
、
賛
成
多
数
で
衆
議
院
の
追
加
修
正
案
通
り
に
特
別
委
員
会
で
可
決
さ
れ
た
。
可
決
後
、
堀

切
善
次
郎
議
員
よ
り
附
帯
決
議
の
動
議
が
出
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
た

（
66
）

。

政
府
ハ
、
国
民
精
神
ノ
作
興
ヲ
最
モ
緊
要
ト
ス
ル
現
下
ノ
国
情
ニ
於
テ
、
馬
券
ノ
制
度
ガ
醇
風
美
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ニ
鑑
ミ
、
之
カ
施
行
ニ
付

）
七
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
七

テ
ハ
出
来
得
ル
限
リ
其
弊
ヲ
少
カ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
、
速
カ
ニ
他
ニ
適
当
ナ
ル
方
策
ヲ
得
ル
ニ
努
メ
テ
漸
次
之
ヲ
整
理
ス
ル
コ
ト
ト
シ
、
以
テ
馬
政

ノ
健
実
ナ
ル
発
達
ヲ
期
ス
ヘ
シ

そ
し
て
、
三
月
二
十
四
日
本
会
議
に
か
け
ら
れ
た
。
本
会
議
で
は
、
土
方
議
員
の
反
対
演
説
が
行
わ
れ
た
も
の
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
、
軍
馬
資
源
保
護
法
は
成
立
し
た
。

四
　
お
わ
り
に

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
の
問
題
は
、
大
陸
戦
に
必
要
な
強
靭
な
軍
馬
の
確
保
と
い
う
緊
急
性
の
高
い
国
策
と
軍
馬
育
成

の
た
め
に
は
射
倖
行
為
が
伴
う
馬
券
の
発
行
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
国
法
で
あ
る
刑
法
に
抵
触
す
る
行
為
の
両
者
を
い
か
に
両
立
さ
せ

る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
府
は
す
で
に
競
馬
法
で
公
認
競
馬
と
い
う
形
で
馬
券
の
発
行
を
合
法
化
さ
せ
て
い
る
た
め
、「
法

を
も
っ
て
厳
し
い
制
約
を
か
け
る
こ
と
で
馬
券
の
持
つ
弊
害
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
で
違
法
性
を
阻
却
し
て
可
能
に
な
る

（
67
）

」
と
考
え
、
競

馬
法
に
準
じ
た
内
容
の
法
案
を
立
案
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
衆
議
院
で
の
政
府
側
の
答
弁
内
容
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
衆
議
院
で
は
、
競
馬
・
畜
産
関
係
の
議
員
が
い
る
こ
と
か
ら
、
大
き
な
問
題
も
な
く
通
過
し
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
競
馬
法

自
体
に
好
意
的
で
は
な
い
貴
族
院
に
お
い
て
激
し
い
抵
抗
に
合
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
馬
券
に
代
わ

る
方
策
が
出
て
き
た
な
ら
ば
馬
券
の
廃
止
を
検
討
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
総
動
員
法

体
制
の
下
、
軍
馬
の
確
保
と
い
う
緊
急
性
の
高
い
国
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
軍
馬
資
源
保
護
法
の
成
立
を
達
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
貴
族
院
側
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
貴
族
院
側
も
将
来
的
に
馬

）
七
二
二
（
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、
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二
十
四
日
本
会
議
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け
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。
本
会
議
で
は
、
土
方
議
員
の
反
対
演
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が
行
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も
の
の
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多
数
で
可
決
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れ
、
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法
は
成
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し
た
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お
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に
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る
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の
問
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は
、
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陸
戦
に
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な
強
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な
軍
馬
の
確
保
と
い
う
緊
急
性
の
高
い
国
策
と
軍
馬
育
成

の
た
め
に
は
射
倖
行
為
が
伴
う
馬
券
の
発
行
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
国
法
で
あ
る
刑
法
に
抵
触
す
る
行
為
の
両
者
を
い
か
に
両
立
さ
せ

る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
政
府
は
す
で
に
競
馬
法
で
公
認
競
馬
と
い
う
形
で
馬
券
の
発
行
を
合
法
化
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せ
て
い
る
た
め
、「
法

を
も
っ
て
厳
し
い
制
約
を
か
け
る
こ
と
で
馬
券
の
持
つ
弊
害
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
で
違
法
性
を
阻
却
し
て
可
能
に
な
る
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」
と
考
え
、
競

馬
法
に
準
じ
た
内
容
の
法
案
を
立
案
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
衆
議
院
で
の
政
府
側
の
答
弁
内
容
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
衆
議
院
で
は
、
競
馬
・
畜
産
関
係
の
議
員
が
い
る
こ
と
か
ら
、
大
き
な
問
題
も
な
く
通
過
し
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
競
馬
法

自
体
に
好
意
的
で
は
な
い
貴
族
院
に
お
い
て
激
し
い
抵
抗
に
合
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
は
、
馬
券
に
代
わ

る
方
策
が
出
て
き
た
な
ら
ば
馬
券
の
廃
止
を
検
討
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
総
動
員
法

体
制
の
下
、
軍
馬
の
確
保
と
い
う
緊
急
性
の
高
い
国
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
軍
馬
資
源
保
護
法
の
成
立
を
達
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
貴
族
院
側
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
貴
族
院
側
も
将
来
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に
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一
六
八

券
の
廃
止
を
検
討
す
る
と
い
う
言
質
を
取
る
こ
と
で
、
反
対
派
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
軍
馬
の
確
保
と
い
う
国
策
遂
行
の
た
め
に
は
法
に
よ
っ
て
厳
し
い
制
約
を
か
け
る
こ
と
に
よ
り
刑
法
に
抵
触
す
る

馬
券
の
発
行
を
合
法
化
す
る
こ
と
は
、
戦
時
下
で
あ
り
緊
急
性
を
要
す
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う

結
論
に
導
く
こ
と
で
、
国
策
と
国
法
の
両
立
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

軍
馬
資
源
保
護
法
の
成
立
に
よ
り
、
鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
発
行
が
合
法
化
さ
れ
、
競
馬
法
に
次
い
で
新
た
な
例
外
規
定
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
鍛
錬
馬
競
走
の
創
設
に
よ
り
地
方
競
馬
が
廃
止
・
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

各
地
の
畜
産
組
合
主
催
の
競
馬
に
国
家
の
統
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
地
方
競
馬
の
事
実
上
の
脱
法
行

為
状
態
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、「
日
本
競
馬
会
と
鍛
錬
馬
競
走
（
地
方
競
馬
）
の
役
割
が
よ
り
明
確
に
分

離
、
固
定
化
さ
れ
、
結
果
的
に
見
れ
ば
、
日
本
の
競
馬
の
公
認
（
中
央
）、
地
方
と
い
う
二
重
（
多
重
）
構
造
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た

（
68
）

」
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
戦
後
の
競
馬
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
軍
馬
資
源
保
護
法
に
基
づ
く
鍛
錬
馬
競
走
で
あ
る
が
、
昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
の
春
か
ら
取
手
（
茨
城
県
）・
戸
塚
（
神
奈
川

県
）・
奈
良
（
奈
良
県
）・
園
田
（
兵
庫
県
）
の
四
か
所
で
開
催
さ
れ
、
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
別
府
（
大
分
県
）・
三
条

（
新
潟
県
）・
八
王
子
（
東
京
府
）・
長
岡
（
京
都
府
）・
大
宮
（
埼
玉
県
）・
柏
（
千
葉
県
）・
開
成
山
（
福
島
県
）・
小
月
（
山
口
県
）・
郡
元
（
鹿

児
島
県
）・
福
間
（
福
岡
県
）・
岩
見
沢
（
北
海
道
）
な
ど
に
開
設
さ
れ
、
相
次
い
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
69
）

。
し
か
し
、
戦
況
の
悪
化

に
伴
っ
て
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
度
一
杯
で
、
鍛
錬
馬
競
走
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
軍
馬
資
源
保
護
法
自
体
も

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
十
一
月
二
十
一
日
、「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ
受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
関
ス
ル
件
ニ
基
ク
軍
馬
資
源
保
護
法

廃
止
等
ニ
関
ス
ル
件
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
百
四
十
三
号
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た

（
70
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
優
等
馬
票

）
二
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
九

と
い
う
馬
券
の
発
行
は
、
そ
の
合
法
化
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）�

萩
野
寛
雄
「
競
馬
事
業
に
お
け
る
連
続
性
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
六
六
号
（
平
成
十
三
年
）
一
二
二
頁
。

（
2
）�

伊
藤
荘
之
助
「
軍
馬
資
源
保
護
法
と
種
馬
統
制
法
」
斯
民
三
四
編
四
号
（
昭
和
十
四
年
）
三
三
頁
以
下
、
菊
池
勇
夫
「
経
済
統
制
立
法
」
法
律

時
報
一
一
巻
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
一
七
頁
、
宮
澤
俊
義
「
軍
馬
資
源
保
護
法
」
我
妻
栄
編
『
第
七
十
回
帝
国
議
会
新
法
律
の
解
説
』（
昭
和
十
四

年
・
法
学
協
会
）
一
〇
七
頁
以
下
、
大
竹
武
七
郎
「
軍
馬
資
源
保
護
法
」
警
察
研
究
一
〇
巻
六
号
（
昭
和
十
四
年
）
二
三
頁
以
下
、
田
辺
勝
正
・
後

藤
駒
吉
・
野
村
岩
夫
『
時
局
下
に
お
け
る
農
村
経
済
法
規
の
解
説
』（
昭
和
十
四
年
・
雄
松
堂
書
店
）
二
一
八
頁
以
下
、
清
井
正
『
馬
政
計
画
関
係

法
規
解
説
』（
昭
和
十
五
年
・
週
刊
産
業
社
）
二
五
頁
以
下
、
橘
高
林
助
『
馬
政
学
』（
昭
和
十
六
年
・
文
永
堂
）
一
二
二
頁
以
下
、
武
揚
堂
編
集
部

編
『
馬
事
読
本
』（
昭
和
十
八
年
・
武
揚
堂
）
二
七
六
頁
以
下
な
ど
。

（
3
）�

武
市
銀
治
郎
『
富
国
強
馬
』（
平
成
十
一
年
・
講
談
社
）
一
九
〇
頁
以
下
、
杉
本
竜
「
日
本
陸
軍
と
馬
匹
問
題
─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
成
立
に

関
し
て
─
」
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
八
二
号
（
平
成
十
五
年
）
八
三
頁
以
下
。

（
4
）�

萩
野
・
前
掲
論
文
九
九
頁
以
下
。

（
5
）�

末
澤
国
彦
「
明
治
四
十
年
刑
法
の
制
定
と
馬
券
の
禁
止
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
令
和
二
年
）
二
九
一
頁
以
下
。

（
6
）�

末
澤
国
彦
「
大
正
十
二
年
・
競
馬
法
の
制
定
に
よ
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
三
巻
三
号
（
平
成
二
十
九
年
）
一
〇
五
頁
以
下
。

（
7
）�

な
お
、
資
料
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
体
に
つ
い
て
は
現
在
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
適
宜
改
め
た
。

（
8
）�

大
友
源
九
郎
『
馬
事
年
史
第
三
巻
』（
昭
和
二
十
三
年
・
日
本
競
馬
会
）
三
二
九
頁
。

（
9
）�

馬
政
第
一
次
計
画
の
詳
細
は
、
農
林
大
臣
官
房
総
務
課
編
『
農
林
行
政
史
第
三
巻
』（
昭
和
三
十
三
年
・
農
林
協
会
）
二
八
〇
頁
以
下
、
神
翁

顕
彰
会
編
『
続
日
本
馬
政
史

　
一
』（
昭
和
三
十
八
年
・
神
翁
顕
彰
会
）
四
頁
以
下
、
武
市
・
前
掲
書
九
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
）�

官
報
六
八
七
四
号
（
明
治
三
十
九
年
）
一
〇
〇
一
頁
。

（
11
）�

官
報
八
〇
九
九
号
（
明
治
四
十
三
年
）
五
〇
〇
頁
以
下
。

）
二
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
六
九

と
い
う
馬
券
の
発
行
は
、
そ
の
合
法
化
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）�
萩
野
寛
雄
「
競
馬
事
業
に
お
け
る
連
続
性
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
六
六
号
（
平
成
十
三
年
）
一
二
二
頁
。

（
2
）�

伊
藤
荘
之
助
「
軍
馬
資
源
保
護
法
と
種
馬
統
制
法
」
斯
民
三
四
編
四
号
（
昭
和
十
四
年
）
三
三
頁
以
下
、
菊
池
勇
夫
「
経
済
統
制
立
法
」
法
律

時
報
一
一
巻
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
一
七
頁
、
宮
澤
俊
義
「
軍
馬
資
源
保
護
法
」
我
妻
栄
編
『
第
七
十
回
帝
国
議
会
新
法
律
の
解
説
』（
昭
和
十
四

年
・
法
学
協
会
）
一
〇
七
頁
以
下
、
大
竹
武
七
郎
「
軍
馬
資
源
保
護
法
」
警
察
研
究
一
〇
巻
六
号
（
昭
和
十
四
年
）
二
三
頁
以
下
、
田
辺
勝
正
・
後

藤
駒
吉
・
野
村
岩
夫
『
時
局
下
に
お
け
る
農
村
経
済
法
規
の
解
説
』（
昭
和
十
四
年
・
雄
松
堂
書
店
）
二
一
八
頁
以
下
、
清
井
正
『
馬
政
計
画
関
係

法
規
解
説
』（
昭
和
十
五
年
・
週
刊
産
業
社
）
二
五
頁
以
下
、
橘
高
林
助
『
馬
政
学
』（
昭
和
十
六
年
・
文
永
堂
）
一
二
二
頁
以
下
、
武
揚
堂
編
集
部

編
『
馬
事
読
本
』（
昭
和
十
八
年
・
武
揚
堂
）
二
七
六
頁
以
下
な
ど
。

（
3
）�

武
市
銀
治
郎
『
富
国
強
馬
』（
平
成
十
一
年
・
講
談
社
）
一
九
〇
頁
以
下
、
杉
本
竜
「
日
本
陸
軍
と
馬
匹
問
題
─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
成
立
に

関
し
て
─
」
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
八
二
号
（
平
成
十
五
年
）
八
三
頁
以
下
。

（
4
）�

萩
野
・
前
掲
論
文
九
九
頁
以
下
。

（
5
）�

末
澤
国
彦
「
明
治
四
十
年
刑
法
の
制
定
と
馬
券
の
禁
止
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
令
和
二
年
）
二
九
一
頁
以
下
。

（
6
）�

末
澤
国
彦
「
大
正
十
二
年
・
競
馬
法
の
制
定
に
よ
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
三
巻
三
号
（
平
成
二
十
九
年
）
一
〇
五
頁
以
下
。

（
7
）�

な
お
、
資
料
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
体
に
つ
い
て
は
現
在
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
適
宜
改
め
た
。

（
8
）�

大
友
源
九
郎
『
馬
事
年
史
第
三
巻
』（
昭
和
二
十
三
年
・
日
本
競
馬
会
）
三
二
九
頁
。

（
9
）�

馬
政
第
一
次
計
画
の
詳
細
は
、
農
林
大
臣
官
房
総
務
課
編
『
農
林
行
政
史
第
三
巻
』（
昭
和
三
十
三
年
・
農
林
協
会
）
二
八
〇
頁
以
下
、
神
翁

顕
彰
会
編
『
続
日
本
馬
政
史

　
一
』（
昭
和
三
十
八
年
・
神
翁
顕
彰
会
）
四
頁
以
下
、
武
市
・
前
掲
書
九
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
）�

官
報
六
八
七
四
号
（
明
治
三
十
九
年
）
一
〇
〇
一
頁
。

（
11
）�

官
報
八
〇
九
九
号
（
明
治
四
十
三
年
）
五
〇
〇
頁
以
下
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
七
〇

（
12
）�

官
報
三
一
九
八
号
号
外
（
大
正
十
二
年
）
五
頁
。

（
13
）�

農
林
省
畜
産
局
編
『
馬
政
第
二
期
計
画
』（
大
正
十
三
年
・
農
林
省
畜
産
局
）
一
頁
。

（
14
）�
農
林
省
畜
産
局
編
・
前
掲
書
二
頁
。

（
15
）�
杉
本
・
前
掲
論
文
八
五
頁
。

（
16
）�

な
お
、
こ
の
時
期
の
軍
馬
需
要
の
変
化
と
陸
軍
と
農
林
省
畜
産
局
の
馬
政
方
針
に
つ
い
て
は
、
大
瀧
真
俊
「
戦
間
期
に
お
け
る
軍
馬
資
源
確
保

と
農
家
の
対
応
─
『
国
防
上
及
経
済
上
ノ
基
礎
ニ
立
脚
』
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
─
」
歴
史
と
経
済
二
〇
一
号
（
平
成
二
十
年
）
五
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
17
）�

杉
本
・
前
掲
論
文
九
一
頁
。

（
18
）�

日
本
で
は
、
ア
ラ
ブ
種
と
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
種
の
混
血
種
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
ア
ラ
ブ
種
が
多
く
生
産
さ
れ
た
。
ア
ン
グ
ロ
ア
ラ
ブ
種
は
、
頑
丈
さ

と
温
厚
な
気
性
、
そ
し
て
ス
ピ
ー
ド
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
品
種
で
あ
り
、
軍
馬
に
適
し
て
い
た
。

（
19
）�

騎
手
が
競
走
馬
の
う
し
ろ
に
あ
る
繋
駕
車
（
一
人
乗
り
の
二
輪
馬
車
）
に
乗
っ
て
競
走
を
す
る
も
の
。

（
20
）�

右
前
肢
が
出
る
と
同
時
に
、
左
後
肢
が
出
る
歩
様
で
行
な
わ
れ
る
競
馬
。
陸
上
競
技
で
い
え
ば
競
歩
に
あ
た
る
競
走
。

（
21
）�

詳
細
は
、
杉
本
・
前
掲
論
文
一
〇
〇
頁
を
参
照
。

（
22
）�

神
翁
顕
彰
会
編
・
前
掲
書
七
〇
五
頁
。

（
23
）�

詳
細
は
、
杉
本
・
前
掲
論
文
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
）�

官
報
二
八
五
二
号
（
昭
和
十
一
年
）
一
七
〇
頁
。

（
25
）�

農
林
省
編
『
馬
政
第
二
次
計
画
』（
昭
和
十
一
年
・
農
林
省
）
一
頁
。

（
26
）�

官
報
二
八
二
〇
号
（
昭
和
十
一
年
）
八
四
七
頁
以
下
。

（
27
）�

朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
の
馬
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
農
林
省
編
・
前
掲
書
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
28
）�

全
文
は
、
農
林
大
臣
官
房
総
務
課
編
・
前
掲
書
四
二
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）�

内
地
馬
政
計
画
策
定
直
後
の
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
四
日
の
支
那
事
変
軍
馬
祭
当
日
に
板
垣
征
四
郎
陸
軍
大
臣
と
有
馬
頼
寧
農
林
大
臣
が
、
軍

馬
の
状
況
と
改
良
の
必
要
性
を
訴
え
る
ラ
ジ
オ
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
軍
馬
の
改
良
が
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
国
策
で
あ
る
こ
と
が

）
二
二
七
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
七
一

わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
総
務
部
調
査
課
編
『
日
本
競
馬
史
第
六
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
日
本
中
央
競
馬
会
）
二
四
頁
以

下
を
参
照
。

（
30
）�

馬
政
局
編
『
内
地
馬
政
計
画
提
要
』（
昭
和
十
三
年
・
馬
政
局
）
三
頁
。

（
31
）�

詳
し
く
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
地
方
競
馬
全
国
協
会
）
一
二
頁
以
下
、
日
本
中
央
競
馬
会

総
務
部
調
査
課
編
・
前
掲
書
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
32
）�

官
報
七
六
一
八
号
（
明
治
四
十
一
年
）
三
一
五
頁
以
下
。

（
33
）�

官
報
八
六
一
三
号
（
明
治
四
十
三
年
）
一
八
三
頁
。

（
34
）�

官
報
二
七
四
七
号
（
大
正
十
年
）
六
一
三
頁
。

（
35
）�

官
報
二
〇
〇
号
（
昭
和
二
年
）
七
二
六
頁
以
下
。

（
36
）�

当
時
の
地
方
競
馬
開
催
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前
掲
書
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
37
）�

法
案
の
全
文
は
、「
第
七
十
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
十
九
号
」
官
報
号
外
（
昭
和
十
三
年
）
六
八
五
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、

提
出
者
の
一
人
、
土
田
荘
助
は
、
競
走
馬
の
生
産
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
38
）�

清
井
・
前
掲
書
二
五
頁
。

（
39
）�

官
報
三
六
七
四
号
（
昭
和
十
四
年
）
二
五
九
頁
。

（
40
）�

出
走
馬
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
間
種
が
主
体
と
な
り
、
騙
馬
（
去
勢
さ
れ
た
牡
馬
）
と
牝
馬
に
限
定
さ
れ
た
。

（
41
）�

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前
掲
書
九
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
42
）�

官
報
三
七
四
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
三
頁
以
下
。

（
43
）�

官
報
三
七
四
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
九
頁
以
下
。

（
44
）�

清
井
・
前
掲
書
五
六
頁
。

（
45
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」（
昭
和
十
四
年
）
二
頁
以
下
。

（
46
）�

前
掲
「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」
一
〇
頁
。

）
二
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
七
一

わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
総
務
部
調
査
課
編
『
日
本
競
馬
史
第
六
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
日
本
中
央
競
馬
会
）
二
四
頁
以

下
を
参
照
。

（
30
）�
馬
政
局
編
『
内
地
馬
政
計
画
提
要
』（
昭
和
十
三
年
・
馬
政
局
）
三
頁
。

（
31
）�
詳
し
く
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
地
方
競
馬
全
国
協
会
）
一
二
頁
以
下
、
日
本
中
央
競
馬
会

総
務
部
調
査
課
編
・
前
掲
書
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
32
）�

官
報
七
六
一
八
号
（
明
治
四
十
一
年
）
三
一
五
頁
以
下
。

（
33
）�

官
報
八
六
一
三
号
（
明
治
四
十
三
年
）
一
八
三
頁
。

（
34
）�

官
報
二
七
四
七
号
（
大
正
十
年
）
六
一
三
頁
。

（
35
）�

官
報
二
〇
〇
号
（
昭
和
二
年
）
七
二
六
頁
以
下
。

（
36
）�

当
時
の
地
方
競
馬
開
催
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前
掲
書
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
37
）�

法
案
の
全
文
は
、「
第
七
十
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
十
九
号
」
官
報
号
外
（
昭
和
十
三
年
）
六
八
五
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、

提
出
者
の
一
人
、
土
田
荘
助
は
、
競
走
馬
の
生
産
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
38
）�

清
井
・
前
掲
書
二
五
頁
。

（
39
）�

官
報
三
六
七
四
号
（
昭
和
十
四
年
）
二
五
九
頁
。

（
40
）�

出
走
馬
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
間
種
が
主
体
と
な
り
、
騙
馬
（
去
勢
さ
れ
た
牡
馬
）
と
牝
馬
に
限
定
さ
れ
た
。

（
41
）�

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前
掲
書
九
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
42
）�

官
報
三
七
四
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
三
頁
以
下
。

（
43
）�

官
報
三
七
四
五
号
（
昭
和
十
四
年
）
九
頁
以
下
。

（
44
）�

清
井
・
前
掲
書
五
六
頁
。

（
45
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」（
昭
和
十
四
年
）
二
頁
以
下
。

（
46
）�

前
掲
「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」
一
〇
頁
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
七
二

（
47
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」（
昭
和
十
四
年
）
六
頁
以
下
。

（
48
）�

前
掲
「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」
八
頁
。

（
49
）�
前
掲
「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
軍
馬
資
源
保
護
法
外
一
件
委
員
会
会
議
録
（
速
記
）
第
四
回
」
九
頁
。

（
50
）�
末
澤
・
前
掲
「
大
正
十
二
年
・
競
馬
法
の
制
定
に
よ
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
」
一
一
九
頁
。

（
51
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
十
九
号
」
官
報
号
外
（
昭
和
十
四
年
）
二
三
〇
頁
。

（
52
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
二
号
」（
昭
和
十
四
年
）
五
頁
。

（
53
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
八
号
」（
昭
和
十
四
年
）
三
頁
。

（
54
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
六
号
」（
昭
和
十
四
年
）
一
五
頁
。

（
55
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
七
号
」（
昭
和
十
四
年
）
六
頁
。

（
56
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
七
号
」
二
頁
以
下
。

（
57
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
七
号
」
六
頁
。

（
58
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
八
号
」
九
頁
。

（
59
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
六
号
」
一
六
頁
。

（
60
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」（
昭
和
十
四
年
）
五
頁
。

（
61
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
七
号
」
六
頁
。

（
62
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
七
号
」
七
頁
。

（
63
）�

前
掲
・「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
八
号
」
一
〇
頁
以
下
。

（
64
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
九
号
」（
昭
和
十
四
年
）
一
四
頁
。

（
65
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
十
号
」（
昭
和
十
四
年
）
八
頁
。

（
66
）�

「
第
七
十
四
回
帝
国
議
会
貴
族
院
軍
馬
資
源
保
護
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
十
一
号
」（
昭
和
十
四
年
）
三
頁
。

（
67
）�

末
澤
・
前
掲
「
大
正
十
二
年
・
競
馬
法
の
制
定
に
よ
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
」
一
三
五
頁
。

）
二
二
二
（

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
七
三

（
68
）�

立
川
健
治
『
地
方
競
馬
の
戦
後
史
─
始
ま
り
は
闇
・
富
山
を
中
心
に
─
』（
平
成
二
十
四
年
・
世
織
書
房
）
二
頁
。

（
69
）�

鍛
錬
馬
競
走
の
実
施
概
況
と
昭
和
十
五
年
度
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
神
翁
顕
彰
会
編
・
前
掲
書
八
三
六
頁
以
下
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前

掲
書
八
四
頁
以
下
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
70
）�

官
報
五
六
五
九
号
（
昭
和
二
十
年
）
一
六
三
頁
。

）
二
二
二
（



鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
七
三

（
68
）�

立
川
健
治
『
地
方
競
馬
の
戦
後
史
─
始
ま
り
は
闇
・
富
山
を
中
心
に
─
』（
平
成
二
十
四
年
・
世
織
書
房
）
二
頁
。

（
69
）�

鍛
錬
馬
競
走
の
実
施
概
況
と
昭
和
十
五
年
度
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
神
翁
顕
彰
会
編
・
前
掲
書
八
三
六
頁
以
下
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
・
前

掲
書
八
四
頁
以
下
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
70
）�
官
報
五
六
五
九
号
（
昭
和
二
十
年
）
一
六
三
頁
。

）
二
二
二
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
七
五

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割

髙

　
　槗

　
　雅

　
　夫

一
　
は
じ
め
に

二
　
行
政
委
員
会
制
度
の
意
義

三
　
行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会

四
　
農
業
委
員
会
法
改
正
と
機
構
法
改
正
に
よ
り
農
業
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割

五
　
む
す
び
に
か
え
て

一
　
は
じ
め
に

令
和
元
年
第
一
九
八
回
国
会
に
お
い
て
、「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
以
下
、「
機

論

　説

）
七
〇
三
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
七
五

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割

髙

　
　槗

　
　雅

　
　夫

一
　
は
じ
め
に

二
　
行
政
委
員
会
制
度
の
意
義

三
　
行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会

四
　
農
業
委
員
会
法
改
正
と
機
構
法
改
正
に
よ
り
農
業
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割

五
　
む
す
び
に
か
え
て

一
　
は
じ
め
に

令
和
元
年
第
一
九
八
回
国
会
に
お
い
て
、「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
以
下
、「
機

論

　説

）
七
〇
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
七
六

構
法
改
正
法
」
と
い
う
。
ま
た
、「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
機
構
法
」
と
い
う
。）
が
可
決
・
成
立
し
た
。
こ
の
機
構
法

改
正
法
に
よ
り
、
農
業
の
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
を
図
る
た
め
の
農
地
中
間
管
理
機
構
（
こ
の
農
地
中
間
管
理
機
構
は
、

一
般
的
に
「
農
地
集
積
バ
ン
ク
」
あ
る
い
は
単
に
「
農
地
バ
ン
ク
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
、「
機
構
」
と
い
う
。）
が
行
う
農

地
中
間
管
理
事
業
（
農
地
所
有
者
（
出
し
手
）
か
ら
借
り
受
け
た
農
地
を
、
借
受
希
望
者
（
受
け
手
）
へ
転
貸
す
る
）
に
関
連
し
て
、
機
構
と
農
業

委
員
会
・
農
業
協
同
組
合
・
土
地
改
良
区
等
と
の
連
携
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
委
員
会
で
あ
る
農
業
委
員
会
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の

で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
の
行
政
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
は
、「
教
育
委
員
会
制
度
の
見
直
し
な
ど
行
政
委
員
会
を
め
ぐ
る
議
論
が
行
政

学
の
領
域
で
は
さ
か
ん
に
な
さ
れ
た
が
、
行
政
法
学
の
関
心
は
大
き
く
な
く
、
首
長
制
と
行
政
委
員
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う

（
１
）

。」
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
行
政
法
学
に
お
い
て
各
委
員
会
の
重
要
性
等
の
検
討
が
十
分
な
さ

れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
国
レ
ベ
ル
で
は
、
行
政
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
、
こ
こ
一
〇
年
間
で
も
、
平
成
二
四

年
九
月
に
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
よ
り
環
境
省
の
外
局
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
、
平
成
二
八
年
一
月
に
個
人
情
報
保
護
委
員

会
設
置
法
に
よ
り
内
閣
府
の
外
局
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
、
令
和
二
年
一
月
に
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
に
よ
り
内
閣
府

の
外
局
と
し
て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
独
立
性
の
高
い
合
議
制
組
織
と
し
て
の
行
政
委

員
会
の
役
割
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る

（
２
）

」
と
言
え
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
農
業
委
員
会
制
度
は
、
平
成
二
七
年
第
一
八
九
回
国
会
で
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

案
」
が
可
決
・
成
立
さ
れ
、
農
業
委
員
会
法
に
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
農
業
委
員
会
の
あ
り
方
の
変
更
は
、
地
域
の
農
地
利
用

の
最
適
化
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
平
成
二
五
年
に
成
立
し
て
い
た
機
構
法
に
規
定
さ
れ
る
機
構
と
密
接
に
関
連
し
た
も
の
で
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〇
三
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行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
七
七

あ
る
。
そ
の
後
、
農
業
委
員
会
の
役
割
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
の
機
構
法
改
正
法
に
よ
り
、
農
業
者
そ
の
他
の
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
協

議
の
円
滑
な
実
施
に
協
力
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
機
構
法
改
正
法
成
立
ま
で
の
五

年
間
に
お
け
る
農
業
委
員
会
の
役
割
に
対
す
る
議
論
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
行
政
委
員
会
制
度
全
般
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
日
本
に
お
け

る
行
政
委
員
会
の
置
か
れ
て
き
た
目
的
・
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
、
執
行

機
関
の
多
元
主
義
、
中
で
も
長
と
行
政
委
員
会
と
の
関
係
を
考
え
る
。
そ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
農
業
委
員
会
の
役
割
の
可
能
性
に

つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
行
政
委
員
会
制
度
の
意
義

㈠

　概
要

行
政
委
員
会
は
、
日
本
で
は
学
問
上
の
用
語
で
あ
り
、
実
定
法
上
で
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
四
九
条
）、
国
家
行
政
組
織
法
（
三
条
）
に

い
う
「
委
員
会
」
に
該
当
す
る

（
３
）

。
国
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
行
政
委
員
会
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
合
議
体
で
あ
る
こ
と
、
自
ら
外
部
に
対

し
て
国
家
意
思
を
決
定
す
る

（
４
）

」
点
が
重
要
で
あ
り
、「
そ
の
権
能
の
行
使
の
特
徴
と
し
て
、
準
立
法
的
機
能
、
準
司
法
的
機
能
を
行
使
す

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
通
例

（
５
）

」
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
６
）

。

こ
こ
で
は
行
政
委
員
会
が
日
本
に
設
置
さ
れ
た
意
義
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
日
本
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
は
、
次
の
指
摘
に
あ
る

よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
十
分
な
定
着
を
見
る
こ
と
な
く
縮
小
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、「
戦

後
、
ア
メ
リ
カ
の
行
政
委
員
会
制
度
を
範
と
し
て
、
国
及
び
地
方
の
行
政
の
各
分
野
に
行
政
委
員
会
制
度
が
幅
広
く
導
入
さ
れ
た
。
…
…

）
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要
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は
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は
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（
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（
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に
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で
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が
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導
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
七
八

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
非
能
率
か
つ
不
経
済
で
あ
る
と
と
も
に
責
任
の
帰
属
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
っ
た
非

難
が
あ
り
、
行
政
機
構
の
整
理
簡
素
化
の
要
請
も
あ
っ
て
、
昭
和
二
六
年
の
い
わ
ゆ
る
政
令
諮
問
委
員
会
の
答
申
を
契
機
と
し
て
、
あ
る

い
は
廃
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
附
属
機
関
と
し
て
の
審
議
会
に
改
組
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
７
）

。」。
吉
田
茂
首
相
の
諮
問
に
応
え
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
こ
の
「
政
令
改
正
諮
問
の
た
め
の
委
員
会
（
略
称
、
政
令
諮
問
委
員
会
）」
の
答
申
で
は
、「
行
政
委
員
会
制
度
は
、
行
政
機
構
民

主
化
の
一
環
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
も
と
も
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
と
異
な
り
、
わ
が
国
の
社
会

経
済
の
実
際
が
必
ず
し
も
こ
れ
を
要
求
す
る
も
の
で
な
く
、
組
織
と
し
て
は
、
徒
ら
に
厖
大
化
し
、
能
動
的
に
行
政
目
的
を
追
求
す
る
事

務
に
つ
い
て
は
責
任
の
明
確
化
を
欠
き
、
能
率
的
な
事
務
処
理
の
目
的
を
達
し
難
い
か
ら
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
。
但
し

公
正
中
立
な
立
場
に
お
い
て
慎
重
な
判
断
を
必
要
と
す
る
受
動
的
な
事
務
を
主
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
整
理
簡
素
化
し
て
存

置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
８
）

。」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
の
組
織
に
つ
い
て
も
、
国
の
組
織
に
準
じ
、
で
き
る
だ
け
縮

小
簡
素
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
、「
選
挙
管
理
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
福
祉
事
務
所
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と

（
９
）

」

と
の
答
申
が
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
令
諮
問
委
員
会
答
申
に
見
ら
れ
る
、「
行
政
機
構
民
主
化
の
一
環
」
と
し
て
の
行
政
委
員
会
制
度
と
い
う
理
解
・
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
、
お
そ
ら
く
一
般
的
な
理
解
と
し
て
は
妥
当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
行
政
委
員
会
を
め
ぐ
る
当
時
の
学
説
を
紹
介
し
た
上

で
（
10
）

、「
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
の
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
行
政
委
員
会
ー
行
政
の
民
主
化
論
は
、
行
政
の
効
率
化
、
能
率
化
の
要
請
の
前

に
有
効
な
武
器
と
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
政
令
諮
問
委
員
会
答
申
の
示
す
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
論
理
の
強
靭
さ
は
と
も
か

く
、
行
政
委
員
会
に
行
政
の
民
主
化
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
当
時
の
学
界
、
実
務
界
に
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（
11
）

。」
と
す
る
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
政
委
員
会
制
度
と
行
政
の
民
主
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き

）
七
一
〇
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
七
九

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
行
政
委
員
会
制
度
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、

行
政
機
構
の
民
主
化
と
と
も
に
主
張
さ
れ
た
、「
政
党
の
政
治
的
支
配
か
ら
独
立
し
、
公
正
中
立
に
、
且
つ
能
率
的
に
、
行
政
の
運
営
を

期
す
る
た
め

（
12
）

」
と
い
う
行
政
委
員
会
設
置
の
目
的
に
着
目
し
、「
こ
の
よ
う
な
政
党
支
配
か
ら
の
中
立
に
着
目
し
た
行
政
委
員
会
の
機
能

的
把
握
は
、
そ
の
後
、
行
政
法
学
一
般
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
行
政
委
員
会
に
対
す
る
わ
が
国
行
政

法
学
の
把
握
は
、
そ
の
民
主
的
把
握
か
ら
、
技
術
的
機
能
的
把
握
の
二
段
階
を
経
て
、
理
論
化
、
歴
史
離
れ
の
度
合
い
を
深
め
て
行
く
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
行
政
委
員
会
は
特
別
の
行
政
分
野
に
お
け
る
特
別
の
行
政
組
織
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
固
定

化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
13
）

。」
と
の
指
摘
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
委
員
会
が
、「
特
別
の
行
政
分
野
に
お
け
る
特
別
の
行
政
組

織
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
の
行
政
委
員
会
の
存
在
意
義
・
設
置
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

㈡

　地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会

地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
行
政
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
教
育
委

員
会
、
監
査
委
員
等
の
よ
う
に
政
治
的
中
立
性
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
収
用
委
員
会
等
の
よ
う
に
外
部
の
学
識
経
験
者
の
専
門
的
知
識
に

基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
農
業
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
等
の
よ
う
に
利
害
関
係
人
の
参
加
が
求
め
ら
れ
る
場
合
等
が

挙
げ
ら
れ
る

（
14
）

。
ま
た
、
利
害
関
係
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
住
民
全
般
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
行
政
委
員
会
制
度
に
は
住
民
参
加
の
一
手
段

で
あ
る
と
い
う
色
彩
が
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
は
一
層
強
く
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
住
民
参
加
の
モ
ー
メ
ン
ト
を

強
調
す
る
と
、
こ
れ
ら
委
員
の
住
民
に
よ
る
直
接
公
選
制
が
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
15
）

。」
と
の
指
摘
は
、
住
民
に
身
近
な
地
方
公
共
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れ
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。
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支
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に
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つ
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的
に
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の
運
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期
す
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と
い
う
行
政
委
員
会
設
置
の
目
的
に
着
目
し
、「
こ
の
よ
う
な
政
党
支
配
か
ら
の
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に
着
目
し
た
行
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委
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会
の
機
能

的
把
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は
、
そ
の
後
、
行
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法
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一
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に
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透
し
て
い
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。
こ
こ
に
お
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て
、
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会
に
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す
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わ
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国
行
政

法
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の
把
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は
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そ
の
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主
的
把
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か
ら
、
技
術
的
機
能
的
把
握
の
二
段
階
を
経
て
、
理
論
化
、
歴
史
離
れ
の
度
合
い
を
深
め
て
行
く
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
行
政
委
員
会
は
特
別
の
行
政
分
野
に
お
け
る
特
別
の
行
政
組
織
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
固
定

化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
13
）

。」
と
の
指
摘
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
委
員
会
が
、「
特
別
の
行
政
分
野
に
お
け
る
特
別
の
行
政
組

織
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
の
行
政
委
員
会
の
存
在
意
義
・
設
置
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

㈡

　地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会

地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
行
政
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
教
育
委

員
会
、
監
査
委
員
等
の
よ
う
に
政
治
的
中
立
性
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
収
用
委
員
会
等
の
よ
う
に
外
部
の
学
識
経
験
者
の
専
門
的
知
識
に

基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
合
、
農
業
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
等
の
よ
う
に
利
害
関
係
人
の
参
加
が
求
め
ら
れ
る
場
合
等
が

挙
げ
ら
れ
る

（
14
）

。
ま
た
、
利
害
関
係
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
住
民
全
般
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
行
政
委
員
会
制
度
に
は
住
民
参
加
の
一
手
段

で
あ
る
と
い
う
色
彩
が
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で
は
一
層
強
く
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
住
民
参
加
の
モ
ー
メ
ン
ト
を

強
調
す
る
と
、
こ
れ
ら
委
員
の
住
民
に
よ
る
直
接
公
選
制
が
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
15
）

。」
と
の
指
摘
は
、
住
民
に
身
近
な
地
方
公
共

）
七
一
一
（
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一
八
〇

団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会
の
有
り
様
と
し
て
は
傾
聴
に
値
し
よ
う
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
は
、
執
行
機
関
の
多
元
主
義
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
上
、
長
の
み
な
ら
ず
行

政
委
員
会
も
執
行
機
関
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
執
行
機
関
と
し
て
の
委
員
会
・
委
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
置
か
れ
る
（
地
自
法
一
三
八
条
の
四
第
一
項
）。
こ
こ
で
は
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
長
と
行
政
委
員
会
と
の
関
係

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

執
行
機
関
は
、
条
例
、
予
算
そ
の
他
の
議
会
の
議
決
に
基
づ
く
事
務
及
び
法
令
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
基
づ
く
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
事
務
を
、
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
、
誠
実
に
管
理
し
及
び
執
行
す
る
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
（
地
自
法
一
三
八
条
の
二
）。

執
行
機
関
の
組
織
は
、
長
の
所
轄
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
と
権
限
を
有
す
る
執
行
機
関
に
よ
っ
て
、
系
統
的
に
こ

れ
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
自
法
一
三
八
条
の
三
第
一
項
）。
執
行
機
関
は
、
長
の
所
轄
の
下
に
、
執
行
機
関
相
互
の
連
絡
を
図
り
、

す
べ
て
、
一
体
と
し
て
、
行
政
機
能
を
発
揮
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
地
自
法
一
三
八
条
の
三
第
二
項
）、
長
は
、
執
行
機
関
相
互

の
間
に
そ
の
権
限
に
つ
き
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
調
整
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
自
法
一
三
八
条
の
三
第
三
項
）。

こ
こ
で
、「
長
の
所
轄
の
下
に
」
に
お
け
る
「
所
轄
」
と
は
、「
通
常
、
二
つ
の
機
関
の
間
に
お
い
て
、
一
方
が
上
級
の
機
関
で
あ
る
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
、
他
方
は
相
当
程
度
当
該
上
級
機
関
か
ら
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
こ
と
を
表
す
意
味
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る

（
16
）

」
と
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
一
三
八
条
の
三
に
い
う
「
所
轄
」
と
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
と
そ
の
他
の
個
々
の
執
行
機
関
と
の
関
係

を
表
す
意
味
も
さ
り
な
が
ら
、
他
の
執
行
機
関
の
す
べ
て
を
総
括
す
る
意
味
に
お
け
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
と
そ
の
他
の
執
行
機
関

と
の
関
係
を
表
す
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
執
行
機
関
の
総
括
的
な
代
表
者
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
の
長
の
地
位
を
示
し
て

い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
…
…
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
、
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
す
る
指
揮
監

）
七
一
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
一

督
権
の
よ
う
な
何
か
具
体
的
な
権
限
が
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

（
17
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
統
轄
し
、
こ
れ
を
代
表
す
る
（
地
自
法
一
四
七
条
）。
こ
こ
で
、「
統
轄
」
と
は
、「
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
の
事
務
の
全
般
に
つ
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
総
合
的
統
一
を
確
保
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

…
…
。「
統
轄
」
は
「
所
轄
」
と
は
異
な
り
、
単
に
各
執
行
機
関
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
総
合
調
整
的
な
管
理
的
機
能
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、
他
の
執
行
機
関
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
及
び
住
民
の
す
べ
て
を
含
め
て
、
当
該
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
こ
れ
を
統
御
し
、
そ
の
一

体
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
法
律
上
の
権
限
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、「
代
表
」
と
と
も

に
そ
の
地
位
の
性
格
を
表
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
18
）

」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
代
表
」
と
は
、「
狭
義
に
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
が
外
部
に
対
し
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
為
と
な
る
べ
き
各
般
の
行
為
を
行
い
う
る
権
限
を
い
い
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
の
行
っ
た
行
為
そ
の
も
の
が
、
法
律
上
直
ち
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
為
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、

本
条
の
「
代
表
」
は
そ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、「
統
轄
」
に
お
け
る
と
同
様
、
他
の
独
立
の
執
行
機
関
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
及
び

住
民
の
す
べ
て
を
含
め
て
、
お
よ
そ
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
し
て
、
集
約
的
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
立
場
を
表
す

こ
と
を
意
味
す
る

（
19
）

」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
管
理
し
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
（
地
自
法
一
四
八
条
）。
長
の
担
任
す
る
事
務
と
し

て
は
、
①
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
べ
き
事
件
に
つ
き
そ
の
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
②
予
算
を
調
製
し
、
及
び
こ
れ
を

執
行
す
る
こ
と
、
③
地
方
税
を
賦
課
徴
収
し
、
分
担
金
、
使
用
料
、
加
入
金
又
は
手
数
料
を
徴
収
し
、
及
び
過
料
を
科
す
る
こ
と
、
④
決

算
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
認
定
に
付
す
る
こ
と
、
⑤
会
計
を
監
督
す
る
こ
と
、
⑥
財
産
を
取
得
し
、
管
理
し
、
及
び
処
分
す
る

こ
と
、
⑦
公
の
施
設
を
設
置
し
、
管
理
し
、
及
び
廃
止
す
る
こ
と
、
⑧
証
書
及
び
公
文
書
類
を
保
管
す
る
こ
と
、
及
び
⑨
当
該
普
通
地
方

）
七
一
七
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
一

督
権
の
よ
う
な
何
か
具
体
的
な
権
限
が
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

（
17
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
統
轄
し
、
こ
れ
を
代
表
す
る
（
地
自
法
一
四
七
条
）。
こ
こ
で
、「
統
轄
」
と
は
、「
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
の
事
務
の
全
般
に
つ
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
総
合
的
統
一
を
確
保
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

…
…
。「
統
轄
」
は
「
所
轄
」
と
は
異
な
り
、
単
に
各
執
行
機
関
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
総
合
調
整
的
な
管
理
的
機
能
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、
他
の
執
行
機
関
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
及
び
住
民
の
す
べ
て
を
含
め
て
、
当
該
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
こ
れ
を
統
御
し
、
そ
の
一

体
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
法
律
上
の
権
限
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、「
代
表
」
と
と
も

に
そ
の
地
位
の
性
格
を
表
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
18
）

」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
代
表
」
と
は
、「
狭
義
に
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
が
外
部
に
対
し
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
為
と
な
る
べ
き
各
般
の
行
為
を
行
い
う
る
権
限
を
い
い
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
の
行
っ
た
行
為
そ
の
も
の
が
、
法
律
上
直
ち
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
為
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、

本
条
の
「
代
表
」
は
そ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、「
統
轄
」
に
お
け
る
と
同
様
、
他
の
独
立
の
執
行
機
関
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
及
び

住
民
の
す
べ
て
を
含
め
て
、
お
よ
そ
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
関
し
て
、
集
約
的
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
立
場
を
表
す

こ
と
を
意
味
す
る

（
19
）

」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
管
理
し
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
（
地
自
法
一
四
八
条
）。
長
の
担
任
す
る
事
務
と
し

て
は
、
①
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
べ
き
事
件
に
つ
き
そ
の
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
②
予
算
を
調
製
し
、
及
び
こ
れ
を

執
行
す
る
こ
と
、
③
地
方
税
を
賦
課
徴
収
し
、
分
担
金
、
使
用
料
、
加
入
金
又
は
手
数
料
を
徴
収
し
、
及
び
過
料
を
科
す
る
こ
と
、
④
決

算
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
認
定
に
付
す
る
こ
と
、
⑤
会
計
を
監
督
す
る
こ
と
、
⑥
財
産
を
取
得
し
、
管
理
し
、
及
び
処
分
す
る

こ
と
、
⑦
公
の
施
設
を
設
置
し
、
管
理
し
、
及
び
廃
止
す
る
こ
と
、
⑧
証
書
及
び
公
文
書
類
を
保
管
す
る
こ
と
、
及
び
⑨
当
該
普
通
地
方

）
七
一
七
（
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一
八
二

公
共
団
体
の
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
、
で
あ
る
（
地
自
法
一
四
九
条
）。
一
方
、
こ
の
長
の
権
限
に
対
応
し
て
、
委
員
会
・
委
員
に
は
、
法

律
に
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
以
下
の
権
限
は
有
し
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
普
通
地
方
公
共
団
体
の
予
算
を
調
製
し
、
及
び

こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
、
②
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
べ
き
事
件
に
つ
き
そ
の
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
、
③
地
方
税
を
賦

課
徴
収
し
、
分
担
金
若
し
く
は
加
入
金
を
徴
収
し
、
又
は
過
料
を
科
す
る
こ
と
、
及
び
④
普
通
地
方
公
共
団
体
の
決
算
を
議
会
の
認
定
に

付
す
る
こ
と
、
で
あ
る
（
地
自
法
一
八
〇
条
の
六
）。

長
と
委
員
会
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
、
執
行
機
関
の
多
元
主
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
執
行
機
関

の
多
元
主
義
は
し
か
し
、
各
執
行
機
関
が
無
秩
序
に
並
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
長
の
所
轄
の
下
に
、
一
体

と
し
て
、
行
政
権
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
自
治
法
上
に
も
期
待
さ
れ
て
い
る
（
法
一
三
八
条
の
三
）。
さ
ら
に
、
事
務
論
上
に
強
調
さ
れ
る

行
政
の
総
合
性
…
…
が
執
行
機
関
の
多
元
主
義
の
こ
れ
以
上
の
発
展
を
抑
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
…
…
執
行
機
関
の
多
元

主
義
は
、
首
長
主
義
と
緊
張
関
係
に
立
つ
。
そ
こ
で
、
自
治
行
政
の
総
合
性
の
要
請
が
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
調
と
結
合
す
る
こ

と
に
よ
り
、
必
ず
し
も
憲
法
上
の
明
確
な
根
拠
を
も
た
な
い
多
元
主
義
は
、
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
分
権
の
正
当
化

根
拠
の
中
に
、
権
力
の
分
散
の
観
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
多
元
主
義
の
縮
減
の
要
請
に
も
限
度
が
あ
る
と
解
さ
れ
る

（
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」。

ま
た
、「
首
長
へ
の
権
力
集
中
を
抑
止
す
る
行
政
委
員
会
制
は
，
立
憲
主
義
的
あ
る
い
は
法
治
主
義
的
仕
組
と
し
て
妥
当
性
を
も
つ
。

他
方
で
，
民
主
的
正
統
性
か
ら
す
る
と
，
行
政
委
員
会
は
長
に
比
べ
て
民
主
的
正
統
性
に
乏
し
い
。
国
の
行
政
委
員
会
の
独
立
の
正
当
性

に
つ
い
て
は
，
我
が
国
の
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
，
行
政
権
を
国
会
を
通
じ
て
国
民
の
民
主
的
統
制
の
下
に
置
く
べ
き
と
す
る
要
請
と
の

整
合
性
が
図
れ
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
，
首
長
制
の
下
で
は
，
執
行
機
関
の
民
主
的
正
統
性
の
調
達
は
議
会
を
通
じ
て

な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
方
，
地
方
の
行
政
委
員
会
の
場
合
は
，
本
来
で
あ
れ
ば
，
委
員
の
住
民
に
よ
る
公
選
に
よ
っ
て
民
主
的
正
統
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性
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
，
現
状
で
は
任
命
制
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
以
上
，
長
の
民
主
的
正
統
性
の
派
生
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う

（
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。」
と
さ
れ
、
民
主
的
正
統
性
の
観
点
か
ら
は
、
行
政
委
員
会
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
、
疑
問
が
投
げ

か
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
の
行
政
委
員
会
に
対
し
て
は
、
地
方
分
権
の
動
き
に
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

「
第
一
の
問
題
は
、
国
の
縦
割
り
行
政
の
浸
透
で
あ
る
。
行
政
委
員
会
の
ほ
と
ん
ど
は
設
置
や
権
限
が
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

地
方
自
治
体
独
自
の
判
断
で
設
置
す
る
の
は
困
難
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
、
法
定
の
行
政
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
法
に
も
と
づ
い

て
国
の
監
督
を
受
け
る
た
め
、
行
政
の
縦
割
り
構
造
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
国
の
行
政
を
補
完
す
る
立
場
に
置
か
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、

行
政
委
員
会
は
自
治
体
の
総
合
行
政
の
推
進
を
損
な
う
存
在
で
あ
る
と
す
る
首
長
サ
イ
ド
か
ら
の
批
判
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。

第
二
に
、
首
長
の
（
少
な
く
と
も
表
向
き
の
）
非
党
派
的
性
格
は
、
行
政
委
員
会
の
存
在
意
義
を
み
え
に
く
く
し
て
き
た
。
党
派
的
な
首

長
に
教
育
行
政
や
選
挙
管
理
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
常
識
的
に
考
え
て
も
不
適
切
だ
ろ
う
が
、
首
長
が
中
立
の
執
行
者
を
標
榜
し
て
い
る
か

ぎ
り
、
行
政
の
多
元
主
義
の
効
用
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
く
、
逆
に
効
率
性
を
害
す
る
と
い
う
側
面
だ
け
に
注
目
の
集
ま
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
因
は
、
い
ず
れ
も
変
化
の
波
に
さ
れ
さ
れ
て
い
る
。
地
方
分
権
の
進
展
は
、
縦
割
り
行
政
の
末
端
と
し

て
機
能
し
て
き
た
行
政
委
員
会
の
性
格
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
地
方
分
権
は
首
長
の
政
治
的
指

導
力
を
強
化
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。
公
選
制
を
根
拠
と
す
る
ア
メ
リ
カ
型
大
統
領
の
強
さ
と
イ
ギ
リ
ス
型
首
相
の
政
策
実
現
力
を
あ
わ

せ
も
つ
首
長
が
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
首
長
の
独
走
を
防
止
す
る
装
置
の
必
要
性
が
増
し
、
行
政
委
員

）
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に
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独
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現
実
に
は
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
行
政
委
員
会
は
、
長
と
の
関
係
に
お
い
て
充
実
・
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況

に
は
な
い
の
で
あ
り
、
今
後
の
制
度
設
計
も
含
め
て
検
討
が
求
め
ら
れ
る
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

三
　
行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会

そ
れ
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
置
か
れ
る
行
政
委
員
会
で
あ
る
農
業
委
員
会
の
意
義
等
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
農
業
委
員
会
に

つ
い
て
は
、
主
と
し
て
農
業
委
員
会
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
地
方
自
治
法
、
農
地
法
等
に
も
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
農
業
委
員
会
の
概
要
を
見
て
み
よ
う
。
農
業
委
員
会
は
、
執
行
機
関
と
し
て
市
町
村
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
原
則
、

必
置
機
関
と
さ
れ
る
（
地
自
法
一
八
〇
条
の
五
第
三
項
）。
た
だ
し
、
そ
の
区
域
内
に
農
地
の
な
い
市
町
村
に
は
、
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い

と
さ
れ
（
農
業
委
員
会
法
三
条
一
項
）、
そ
の
区
域
が
著
し
く
大
き
い
市
町
村
又
は
そ
の
区
域
内
の
農
地
面
積
が
著
し
く
大
き
い
市
町
村
で

政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
二
以
上
に
分
け
て
そ
の
各
区
域
に
農
業
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
（
同
条
二
項
）。

農
業
委
員
会
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
地
方
自
治
法
上
で
は
、
農
地
等
の
利
用
関
係
の
調
整
、
農
地
の
交
換
分
合
そ
の
他
農
地
に
関
す
る

事
務
を
執
行
す
る
と
さ
れ
る
（
地
自
法
二
〇
二
条
の
二
）。
農
業
委
員
会
法
六
条
に
所
掌
事
務
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
必

須
事
務
と
し
て
、
①
農
地
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
同
条
一
項
）、
及
び
②
そ
の
区
域
内
の
農
地
等
の

利
用
の
最
適
化
の
推
進
（
農
地
等
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
農
業
上
の
利
用
の
確
保
並
び
に
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ
る
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農
地
等
の
集
団
化
、
農
業
へ
の
新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す
る
者
の
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
農
地
等
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
を
い

う
。）
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
事
務
（
同
条
二
項
）
で
あ
る
。
ま
た
、
任
意
事
務
と
し
て
は
、
③
法
人
化
そ
の
他
農
業
経
営
の
合
理
化
に

関
す
る
事
項
（
同
条
三
項
一
号
）、
及
び
④
農
業
一
般
に
関
す
る
調
査
及
び
情
報
の
提
供
（
同
条
三
項
二
号
）
で
あ
る
。
①
の
農
地
法
等
に
よ

る
権
限
と
し
て
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
、
使

用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
若
し
く
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
か
か

る
許
可
権
限
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
農
地
法
三
条
）。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
②
の
「
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
」
が
、

平
成
二
七
年
の
農
業
委
員
会
法
改
正
で
は
、
農
業
委
員
会
の
担
う
事
務
の
重
点
化
と
し
て
、
最
も
重
要
な
事
務
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。農

業
委
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
農
業
委

員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関
し
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
町
村
長
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、

任
命
す
る
（
農
業
委
員
会
法
八
条
一
項
）。
市
町
村
長
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
業
者
、
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
と
と
も
に
、
委
員
に
な
ろ

う
と
す
る
者
の
募
集
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
）。
ま
た
、
市
町
村
長
は
、
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
一
三
条
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
八
条
五
項
）。
さ
ら

に
、
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関
し
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
六
項
）、
委

員
の
年
齢
、
性
別
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
七
項
）。

委
員
の
定
数
は
、
農
業
委
員
会
の
区
域
内
の
農
業
者
の
数
、
農
地
面
積
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条

）
七
一
三
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
五

農
地
等
の
集
団
化
、
農
業
へ
の
新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す
る
者
の
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
農
地
等
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
を
い

う
。）
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
事
務
（
同
条
二
項
）
で
あ
る
。
ま
た
、
任
意
事
務
と
し
て
は
、
③
法
人
化
そ
の
他
農
業
経
営
の
合
理
化
に

関
す
る
事
項
（
同
条
三
項
一
号
）、
及
び
④
農
業
一
般
に
関
す
る
調
査
及
び
情
報
の
提
供
（
同
条
三
項
二
号
）
で
あ
る
。
①
の
農
地
法
等
に
よ

る
権
限
と
し
て
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
、
使

用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
若
し
く
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
に
か
か

る
許
可
権
限
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
農
地
法
三
条
）。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
②
の
「
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
」
が
、

平
成
二
七
年
の
農
業
委
員
会
法
改
正
で
は
、
農
業
委
員
会
の
担
う
事
務
の
重
点
化
と
し
て
、
最
も
重
要
な
事
務
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。農

業
委
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
農
業
委

員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関
し
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
町
村
長
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、

任
命
す
る
（
農
業
委
員
会
法
八
条
一
項
）。
市
町
村
長
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
業
者
、
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
と
と
も
に
、
委
員
に
な
ろ

う
と
す
る
者
の
募
集
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
）。
ま
た
、
市
町
村
長
は
、
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
一
三
条
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
八
条
五
項
）。
さ
ら

に
、
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
関
し
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
六
項
）、
委

員
の
年
齢
、
性
別
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
七
項
）。

委
員
の
定
数
は
、
農
業
委
員
会
の
区
域
内
の
農
業
者
の
数
、
農
地
面
積
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条

）
七
一
三
（



日
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法
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巻
第
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号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
八
六

例
で
定
め
る
と
さ
れ
（
同
条
二
項
）、
任
期
は
三
年
で
あ
る
（
同
法
一
〇
条
）。

行
政
委
員
会
で
あ
る
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
「
利
害
関
係
人
の
直
接
参
加
の
要
請
が
大
き
い

（
23
）

」
と

さ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
①
農
地
法
に
基
づ
く
許
可
等
の
業
務
は
、
農
業
者
の
財
産
権
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
特

定
の
者
の
利
益
損
失
に
偏
る
こ
と
な
く
、
公
平
、
客
観
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
、
②
地
域
の
農
地
の
状
況
等
に
最
も
精
通
し
た
者
に
よ
る

合
議
体
と
し
て
的
確
な
判
断
を
行
う
こ
と
、
③
共
同
体
意
識
が
依
然
と
し
て
強
い
農
村
地
域
に
お
い
て
大
規
模
経
営
の
育
成
と
小
規
模
農

業
者
の
離
農
、
規
模
縮
小
と
い
う
農
業
者
間
で
相
反
す
る
利
害
を
反
発
を
招
く
こ
と
な
く
円
滑
に
調
整
し
、
地
域
内
の
農
地
に
係
わ
る
関

係
者
が
一
体
と
な
っ
て
土
地
利
用
調
整
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
④
当
事
者
間
の
み
の
調
整
を
回
避
す
る
こ
と
、
市
町
村

等
の
行
政
自
ら
が
直
接
、
地
域
に
入
り
権
利
調
整
を
推
進
す
る
方
式
に
比
べ
て
効
果
的
で
あ
る
こ
と
、
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

（
24
）

。

原
則
、
市
町
村
に
お
い
て
必
置
機
関
と
さ
れ
る
農
業
委
員
会
に
つ
い
て
、
日
本
の
農
業
の
置
か
れ
て
き
た
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ

の
存
在
意
義
に
つ
い
て
も
再
考
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
農
業
委
員
会
は
、「
戦
後
の
農
地
改
革
（
地
主
制
解
体
＝
自
作
農
創
設
）

の
成
果
を
固
定
化
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
と
解
説
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
中
心
と
な
っ
た
農
地
委
員
会
は
戦
前
の
一
九
三
八
年
に
創

設
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
こ
の
年
に
は
国
家
総
動
員
法
が
制
定
さ
れ
、
本
格
的
な
戦
時
統
制
経
済
が
始
ま
っ
た
。

農
地
委
員
会
は
農
地
の
権
利
調
整
を
通
じ
て
小
作
農
の
地
位
向
上
を
図
っ
た
が
、
農
民
の
生
産
意
欲
を
高
め
、
戦
時
下
の
食
糧
増
産
に
寄

与
さ
せ
る
意
図
も
あ
っ
た
。
…
…
高
度
経
済
成
長
下
に
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
が
続
き
、
国
民
の
食
生
活
も
多
様
化
す
る
な
か
、

六
一
年
に
制
定
さ
れ
た
農
業
基
本
法
は
コ
メ
か
ら
他
作
物
へ
の
「
選
択
的
拡
大
」
と
農
業
経
営
の
規
模
拡
大
を
掲
げ
た
。
そ
の
実
現
に
は

農
地
改
革
の
「
成
果
」
で
あ
る
一
農
家
一
ha
程
度
と
い
う
均
一
な
農
業
構
造
が
足
か
せ
と
な
る
。
こ
う
し
て
農
地
の
流
動
化
が
課
題
に
浮

上
し
た

（
25
）

。」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
初
の
、
小
作
農
の
地
位
向
上
、
食
糧
増
産
と
い
う
農
業
委
員
会
設
置
の
狙
い
が
、
農
地
の
流
動
化
と

）
七
一
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
七

い
う
課
題
解
決
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
後
述
の
農
業
委
員
会
法
の
改
正
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
わ
が
国
の
農
業
は
永
い
間
、
経
済
的
に
も
政
治
行
政
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。
そ
の
基
盤
で
あ
る

農
地
の
調
整
に
関
し
て
市
町
村
に
農
業
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
意
義
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
す
で
に
自
作
農
の
創
設

も
一
段
落
し
、
ま
た
、
農
業
も
総
合
的
、
か
つ
、
国
民
経
済
的
な
見
地
か
ら
振
興
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
農
業
委
員
会
は

廃
止
し
、
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
徴
し
た
上
で
、
市
町
村
長
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う

（
26
）

。」
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
次
の
よ
う
に
農
業
委
員
会
の
設
置
を
市
町
村
の
判
断
に
委
ね
る
旨
の
答
申
を
行
っ
た
。

農
業
委
員
会
は
、
農
地
の
権
利
移
動
の
許
可
等
法
令
業
務
の
処
理
件
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
な
ど
そ
の
役
割
が
変
化
し
て
お
り
、
地

域
に
よ
っ
て
は
事
務
の
大
半
が
事
務
局
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
な
ど
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
、
現
行
制
度
上
、
農
地
が
一
定
面
積
以
下
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
定
面
積

を
超
え
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
裁
量
を
認
め
ず
に
一
律
に
必
置
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
論
理
的
な
整
合
性
は
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
必
置
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
地
域
の
農
業
者
の
参
画
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
、
首
長
部
局
と
農
業
者
と
の
定
例
的
な
意

見
交
換
の
場
な
ど
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
必
ず
し
も
行
政
委
員
会
形
態
を
と
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
か
、
設
置
せ
ず
そ
の
事
務
を
市
町
村
長
が
行
う
か
を
選
択
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

（
27
）

。
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い
う
課
題
解
決
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
後
述
の
農
業
委
員
会
法
の
改
正
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
わ
が
国
の
農
業
は
永
い
間
、
経
済
的
に
も
政
治
行
政
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。
そ
の
基
盤
で
あ
る

農
地
の
調
整
に
関
し
て
市
町
村
に
農
業
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
意
義
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
す
で
に
自
作
農
の
創
設

も
一
段
落
し
、
ま
た
、
農
業
も
総
合
的
、
か
つ
、
国
民
経
済
的
な
見
地
か
ら
振
興
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
農
業
委
員
会
は

廃
止
し
、
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
徴
し
た
上
で
、
市
町
村
長
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う

（
26
）

。」
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
次
の
よ
う
に
農
業
委
員
会
の
設
置
を
市
町
村
の
判
断
に
委
ね
る
旨
の
答
申
を
行
っ
た
。

農
業
委
員
会
は
、
農
地
の
権
利
移
動
の
許
可
等
法
令
業
務
の
処
理
件
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
な
ど
そ
の
役
割
が
変
化
し
て
お
り
、
地

域
に
よ
っ
て
は
事
務
の
大
半
が
事
務
局
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
な
ど
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
、
現
行
制
度
上
、
農
地
が
一
定
面
積
以
下
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
定
面
積

を
超
え
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
裁
量
を
認
め
ず
に
一
律
に
必
置
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
論
理
的
な
整
合
性
は
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
必
置
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
地
域
の
農
業
者
の
参
画
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
、
首
長
部
局
と
農
業
者
と
の
定
例
的
な
意

見
交
換
の
場
な
ど
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
必
ず
し
も
行
政
委
員
会
形
態
を
と
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
か
、
設
置
せ
ず
そ
の
事
務
を
市
町
村
長
が
行
う
か
を
選
択
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

（
27
）

。
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同
様
に
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
第
三
次
勧
告
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
農
業
委
員
会
の
必
置
の
廃
止
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
地
域
住
民
に
よ
っ
て
直
接
に
選
挙
さ
れ
た
長
が
地
域
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
自
主

的
・
自
立
的
に
行
う
こ
と
を
基
本
に
し
て
い
る
。
こ
の
長
と
は
別
の
執
行
機
関
と
し
て
委
員
会
及
び
委
員
を
引
き
続
き
存
置
し
て
い

く
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
及
び
委
員
ご
と
に
、
そ
の
設
置
を
義
務
付
け
る
に
足
り
る
だ
け
の
確
た
る
根
拠
が
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
特
段
に
強
く
、
政
治
的
中
立
性
又
は
公
平
・
公
正
・
中
立
性
、
あ

る
い
は
専
門
技
術
的
又
は
利
害
調
整
的
な
視
点
か
ら
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
準
司
法
的
・
準
立
法
的
性
格
を
有

す
る
か
と
い
っ
た
、
制
度
創
設
時
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
理
由
が
今
日
も
な
お
妥
当
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

制
度
導
入
時
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
た
今
日
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
地
方
自
治
体
の
行
政
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
教
育
委
員
会
及
び
農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
置
を
全
国
画
一
的
に
義
務
付
け
る
に
足
り
る
だ
け
の

確
た
る
根
拠
を
見
出
し
が
た
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
、
制
度
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
運
用
の
実
態
を
見
る
と
、
委
員
会
が
行
う
農
地
の
権
利
移
動
の
許
可
等
の
処
理
件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
、
地
域
に
よ
っ
て

は
事
務
の
大
半
を
処
理
し
て
い
る
の
は
事
務
局
で
、
委
員
会
の
会
議
は
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
制
度
導
入
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
た
今
日
、
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
激
変
し
て
い
る
。
食
料
自
給
率
は
低
下
し
、

農
業
従
業
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
農
地
の
荒
廃
が
進
み
、
耕
作
放
棄
地
が
拡
大
し
、
農
地
管
理
の
あ
り
方
が
根
本
か

ら
問
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
簡
素
で
効
率
的
な
地
方
自
治
体
の
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
求
め
る
国
民
の
声
も
高
ま
っ
て
い

）
七
三
〇
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
九

る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
市
区
町
村
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
農
地
の
管
理
を
含
め
、
農
業
政
策
全
般
を
総
合
的
に
展
開
で
き

る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
業
委
員
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
全
国
画
一
的
に
定
め
る
の
で
は
な
く
市
区
町
村
の
自

由
度
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
地
域
の
農
業
者
の
参
画
の
要
請
は
、
審
議
会
等
の
活
用
や
農
業
者
と
の
意
見
交
換
等
の
代

替
措
置
を
も
っ
て
し
て
も
十
分
に
対
応
可
能
で
あ
る

（
28
）

。
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農
業
委
員
会
法
改
正
と
機
構
法
改
正
に
よ
り
農
業
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割
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　農
業
委
員
会
法
改
正

右
に
見
た
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
農
業
委
員
会
法
は
平
成
二
七
年
改
正
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
農
地
委
員
会
法
の
改
正
の
背
景
に

は
、
わ
が
国
の
農
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
方
策
と
し
て
、
農
地
利
用
の
非
効
率
性
解
消
の
た
め
に
農
地
の
集
約
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
農
地
が
効
率
的
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
原
因
は
、
戦
争
直
後
の
農
地
政
策
に
さ
か
の
ぼ
る
。

政
府
は
一
九
四
七
～
一
九
五
〇
年
に
農
地
改
革
を
実
施
し
、
…
…
農
家
の
生
産
意
欲
を
高
め
、
食
糧
不
足
を
解
消
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
技
術
革
新
に
よ
っ
て
米
の
生
産
過
剰
が
深
刻
化
し
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
食
料
安
全
保
障
の
観

点
か
ら
他
の
品
目
よ
り
も
手
厚
い
生
産
保
護
を
継
続
し
、
小
規
模
農
家
が
淘
汰
さ
れ
ず
農
地
の
集
約
が
進
ま
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

ま
た
、
一
九
五
二
年
に
制
定
さ
れ
た
農
地
法
は
、
自
作
農
主
義
に
基
づ
き
、
農
地
の
取
得
権
利
を
原
則
と
し
て
農
業
経
営
を
営
む
農
家

に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
農
業
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
都
道
府
県
知
事
な
ど
が
農
地
の
権
利
移
動
や
転
用
を
許
可
す
る
仕

組
み
を
設
け
た
。
し
か
し
、
地
元
の
農
家
を
選
挙
人
・
被
選
挙
人
と
し
て
主
た
る
構
成
員
を
選
出
す
る
農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
歴
史
的

）
七
三
一
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
八
九

る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
市
区
町
村
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
農
地
の
管
理
を
含
め
、
農
業
政
策
全
般
を
総
合
的
に
展
開
で
き

る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
業
委
員
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
全
国
画
一
的
に
定
め
る
の
で
は
な
く
市
区
町
村
の
自

由
度
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
地
域
の
農
業
者
の
参
画
の
要
請
は
、
審
議
会
等
の
活
用
や
農
業
者
と
の
意
見
交
換
等
の
代

替
措
置
を
も
っ
て
し
て
も
十
分
に
対
応
可
能
で
あ
る

（
28
）

。

四
　
農
業
委
員
会
法
改
正
と
機
構
法
改
正
に
よ
り
農
業
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割

㈠

　農
業
委
員
会
法
改
正

右
に
見
た
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
農
業
委
員
会
法
は
平
成
二
七
年
改
正
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
農
地
委
員
会
法
の
改
正
の
背
景
に

は
、
わ
が
国
の
農
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
方
策
と
し
て
、
農
地
利
用
の
非
効
率
性
解
消
の
た
め
に
農
地
の
集
約
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
農
地
が
効
率
的
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
原
因
は
、
戦
争
直
後
の
農
地
政
策
に
さ
か
の
ぼ
る
。

政
府
は
一
九
四
七
～
一
九
五
〇
年
に
農
地
改
革
を
実
施
し
、
…
…
農
家
の
生
産
意
欲
を
高
め
、
食
糧
不
足
を
解
消
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
技
術
革
新
に
よ
っ
て
米
の
生
産
過
剰
が
深
刻
化
し
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
食
料
安
全
保
障
の
観

点
か
ら
他
の
品
目
よ
り
も
手
厚
い
生
産
保
護
を
継
続
し
、
小
規
模
農
家
が
淘
汰
さ
れ
ず
農
地
の
集
約
が
進
ま
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

ま
た
、
一
九
五
二
年
に
制
定
さ
れ
た
農
地
法
は
、
自
作
農
主
義
に
基
づ
き
、
農
地
の
取
得
権
利
を
原
則
と
し
て
農
業
経
営
を
営
む
農
家

に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
農
業
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
都
道
府
県
知
事
な
ど
が
農
地
の
権
利
移
動
や
転
用
を
許
可
す
る
仕

組
み
を
設
け
た
。
し
か
し
、
地
元
の
農
家
を
選
挙
人
・
被
選
挙
人
と
し
て
主
た
る
構
成
員
を
選
出
す
る
農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
歴
史
的

）
七
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
九
〇

に
、
農
家
の
財
産
拡
大
に
寄
与
す
る
農
地
転
用
が
安
易
に
肯
定
さ
れ
る
一
方
で
、
新
規
参
入
者
に
よ
る
農
地
の
借
用
・
購
入
を
否
定
す
る

傾
向
が
強
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
農
地
所
有
者
は
自
ら
土
地
を
耕
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
転
用
期
待
や
先
祖
か
ら
受
け
継

い
だ
土
地
へ
の
愛
着
か
ら
農
地
を
他
者
に
委
ね
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
農
家
の
高
齢
化
に
伴
い
耕
作
放
棄
地
が
拡
大
し

た
（
29
）

。」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
農
地
の
集
約
化
に
対
し
て
農
業
委
員
会
が
十
分
機
能
を
発
揮
で
き
て
い
な
か
っ
た
状
況
が
問
題
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
農
業
委
員
会
の
あ
り
方
の
見
直
し
の
方
向
へ
と
進
む
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
成
二
六
年
五
月
一
四
日
の
規
制
改
革
会
議
農
業
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
「
農
業
改
革
に
関
す
る
意
見
」
で
は
、
農
業
委
員
会
の
実

務
的
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
に
、
農
業
委
員
会
の
見
直
し
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
①
農
業
委
員
会
の
選
挙
・
選
任
方
法
の
見
直
し
、

②
農
地
利
用
推
進
員
の
新
設
、
③
都
道
府
県
農
業
会
議
・
全
国
農
業
会
議
所
制
度
の
廃
止
、
④
情
報
公
開
等
、
⑤
遊
休
農
地
対
策
、
⑥
農

地
転
用
違
反
へ
の
対
応
、
⑦
農
地
権
利
移
動
の
在
り
方
の
見
直
し
、
⑧
行
政
庁
へ
の
建
議
等
の
業
務
の
見
直
し
、
⑨
農
振
地
域
等
に
お
け

る
転
用
制
度
の
見
直
し
、
⑩
転
用
利
益
の
地
域
の
農
業
へ
の
還
元
な
ど
の
方
向
が
挙
げ
ら
れ
、
農
業
委
員
会
法
改
正
に
つ
な
が
る
意
見
が

提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
30
）

。

平
成
二
六
年
六
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
規
制
改
革
実
施
計
画
」
で
は
、
農
業
分
野
に
お
け
る
規
制
改
革
の
観
点
と
重
点
事
項

と
し
て
、「
競
争
力
あ
る
農
業
、
魅
力
あ
る
農
業
を
創
り
、
農
業
の
成
長
産
業
化
を
実
現
す
る
た
め
、
農
地
中
間
管
理
機
構
の
創
設
を
、

国
民
の
期
待
に
応
え
る
農
業
改
革
の
第
一
歩
と
し
、
そ
の
上
で
、
農
業
委
員
会
、
農
地
を
所
有
で
き
る
法
人
（
農
業
生
産
法
人
）、
農
業
協

同
組
合
の
在
り
方
等
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
三
点
の
見
直
し
を
セ
ッ
ト
で
断
行
す
る

（
31
）

。」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
選
挙
・
選
任
方

法
の
見
直
し
と
し
て
、「
農
業
委
員
会
の
使
命
を
的
確
に
果
た
す
こ
と
の
で
き
る
適
切
な
人
物
が
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
実
に
委
員

に
就
任
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
選
挙
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
議
会
推
薦
・
団
体
推
薦
に
よ
る
選
任
制
度
も
廃
止
し
、
市
町
村
議

）
七
三
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
一

会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
町
村
長
の
選
任
委
員
に
一
元
化
す
る
。
そ
の
際
、
事
前
に
地
域
か
ら
の
推
薦
・
公
募
等
を
行
え
る
こ
と
と
す

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
市
町
村
長
は
、
農
業
委
員
の
過
半
は
認
定
農
業
者
の
中
か
ら
選
任
し
、
ま
た
、
利
害
関
係
が
な
く
公
正
に
判
断
で
き

る
者
を
必
ず
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
機
動
的
な
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
、
農
業
委
員
は
現
行
の
半
分
程
度
の
規
模
に
す
る
。
さ

ら
に
、
女
性
・
青
年
農
業
委
員
を
積
極
的
に
登
用
す
る
。
な
お
、
委
員
に
は
そ
の
職
務
の
的
確
な
遂
行
を
前
提
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
報
酬

を
支
払
う
よ
う
報
酬
水
準
の
引
上
げ
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る

（
32
）

。」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
新
設
と
し
て
、

「
農
業
委
員
会
の
指
揮
の
下
で
、
担
い
手
へ
の
集
積
・
集
約
化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
な
ど
各
地
域
に

お
け
る
農
地
利
用
の
最
適
化
や
担
い
手
の
育
成
・
発
展
の
支
援
を
推
進
す
る
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
（
仮
称
）
の
設
置
を
法
定
化
す

る
。
な
お
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
農
業
委
員
会
が
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
事
前
に
地
域
か
ら
の
推
薦
・
公
募
等
を
行

え
る
よ
う
に
す
る
。
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
数
を
選
任
し
、
報
酬
は
、
市
町
村
ご
と
に
一
定
の

ル
ー
ル
の
枠
内
で
支
給
す
る
こ
と
を
検
討
す
る

（
33
）

。」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
平
成
二
七
年
第
一
八
九
回
国
会
に
お
い
て
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」
が
可
決
・
成
立
さ
れ
、

農
業
委
員
会
法
に
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
農
業
委
員
会
法
に
関
わ
る
改
正
の
目
的
は
、「
農
業
委
員
会
が
、
そ
の
主
た
る
使
命

で
あ
る
、
農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
集
積･

集
約
化
、
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
）
を
よ
り
良
く
果
た
せ
る

よ
う
に
す
る
」
と
さ
れ
、
規
制
改
革
実
施
計
画
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
、
①
農
業
委
員
会
の
業
務
の
重
点
は
、
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
で
あ

る
こ
と
を
明
確
化
（
農
業
委
員
会
法
六
条
二
項
）、
②
地
域
の
農
業
を
リ
ー
ド
す
る
担
い
手
が
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
実
に
就
任
す
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
市
町
村
議
会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
町
村
長
の
任
命
制
に
変
更
（
同
法
八
条
～
九
条
）、
③
農
業
委
員
と
は
別
に
、

各
地
域
に
お
い
て
農
地
利
用
の
最
適
化
を
推
進
す
る
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
新
設
（
同
法
一
七
条
～
二
五
条
）、
等
が
主
た
る
改
正

）
七
三
七
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
一

会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
町
村
長
の
選
任
委
員
に
一
元
化
す
る
。
そ
の
際
、
事
前
に
地
域
か
ら
の
推
薦
・
公
募
等
を
行
え
る
こ
と
と
す

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
市
町
村
長
は
、
農
業
委
員
の
過
半
は
認
定
農
業
者
の
中
か
ら
選
任
し
、
ま
た
、
利
害
関
係
が
な
く
公
正
に
判
断
で
き

る
者
を
必
ず
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
機
動
的
な
対
応
を
可
能
と
す
る
た
め
、
農
業
委
員
は
現
行
の
半
分
程
度
の
規
模
に
す
る
。
さ

ら
に
、
女
性
・
青
年
農
業
委
員
を
積
極
的
に
登
用
す
る
。
な
お
、
委
員
に
は
そ
の
職
務
の
的
確
な
遂
行
を
前
提
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
報
酬

を
支
払
う
よ
う
報
酬
水
準
の
引
上
げ
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る

（
32
）

。」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
新
設
と
し
て
、
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農
業
委
員
会
の
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揮
の
下
で
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担
い
手
へ
の
集
積
・
集
約
化
、
耕
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放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
な
ど
各
地
域
に

お
け
る
農
地
利
用
の
最
適
化
や
担
い
手
の
育
成
・
発
展
の
支
援
を
推
進
す
る
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
（
仮
称
）
の
設
置
を
法
定
化
す

る
。
な
お
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
農
業
委
員
会
が
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
事
前
に
地
域
か
ら
の
推
薦
・
公
募
等
を
行

え
る
よ
う
に
す
る
。
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
数
を
選
任
し
、
報
酬
は
、
市
町
村
ご
と
に
一
定
の

ル
ー
ル
の
枠
内
で
支
給
す
る
こ
と
を
検
討
す
る

（
33
）

。」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
平
成
二
七
年
第
一
八
九
回
国
会
に
お
い
て
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」
が
可
決
・
成
立
さ
れ
、

農
業
委
員
会
法
に
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
農
業
委
員
会
法
に
関
わ
る
改
正
の
目
的
は
、「
農
業
委
員
会
が
、
そ
の
主
た
る
使
命

で
あ
る
、
農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
集
積･

集
約
化
、
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
）
を
よ
り
良
く
果
た
せ
る

よ
う
に
す
る
」
と
さ
れ
、
規
制
改
革
実
施
計
画
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
、
①
農
業
委
員
会
の
業
務
の
重
点
は
、
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
で
あ

る
こ
と
を
明
確
化
（
農
業
委
員
会
法
六
条
二
項
）、
②
地
域
の
農
業
を
リ
ー
ド
す
る
担
い
手
が
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
実
に
就
任
す
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
市
町
村
議
会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
町
村
長
の
任
命
制
に
変
更
（
同
法
八
条
～
九
条
）、
③
農
業
委
員
と
は
別
に
、

各
地
域
に
お
い
て
農
地
利
用
の
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化
を
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す
る
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地
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最
適
化
推
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を
新
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（
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一
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五
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等
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主
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七
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（
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二
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九
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）

一
九
二

の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た

（
34
）

。

右
の
ポ
イ
ン
ト
以
外
で
も
、
農
業
委
員
会
法
の
目
的
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
農
民
の
地
位
向
上
」
か
ら
「
農
業
の
健
全
な
発
展
」
へ
と
改

正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
政
府
参
考
人
で
あ
る
農
林
水
産
省
経
営
局
長
は
「
昭
和
二
十
六
年
、
農
業
委
員
会
が
で
き
た
当

時
、
農
地
解
放
の
直
後
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
や
は
り
農
民
の
地
位
が
低
か
っ
た
、
そ
れ
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
強
い

目
的
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
在
の
時
点
で
、
農
家
の
地
位
も
や
は
り
相
当
高
く
な
っ
て
い
る
、
こ
の
状
況
の

中
で
、
こ
の
書
き
ぶ
り
を
直
す
と
き
に
、
維
持
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
を
削
除
」
し
た
旨
回
答
し
て
い
る

（
35
）

。
し

か
し
、
農
業
委
員
会
が
「
農
業
者
の
代
表
と
し
て
農
業
者
自
ら
の
地
位
の
向
上
を
目
指
す
組
織
か
ら
、
国
民
経
済
的
な
観
点
で
政
策
目
的

を
実
現
す
る
た
め
の
組
織
に
変
え
ら
れ
た

（
36
）

」
と
す
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
の
①
に
つ
い
て
は
、「
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
」
が
そ
れ
ま
で
の
任
意
業
務
か
ら
必
須
業
務
へ
と
改
め
ら
れ
て

い
る
。
農
業
委
員
会
は
、
こ
の
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
を
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
協
力
し
て
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

②
の
農
業
委
員
の
選
出
方
法
の
変
更
は
、
そ
れ
ま
で
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
選
挙
委
員
と
議
会
・
農
業
団
体
の
推
薦
に
よ
る
専
任

委
員
と
い
う
二
本
立
て
か
ら
、
市
町
村
議
会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
町
村
長
の
任
命
制
へ
一
本
化
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
、
農
業
者
等

（
農
業
者
、
農
業
差
の
組
織
す
る
団
体
、
そ
の
他
の
関
係
者
）
に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
た
民
主
的
正
当
性

あ
る
い
は
代
表
制
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
同
旨
の
質
問
が
国
会
審
議
の
中
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
農
業
委
員

の
場
合
に
、
地
域
の
農
業
者
を
代
表
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
今
後
と
も
当
然
維
持
を
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
我
々
は
思
っ

て
お
り
ま
す
」
と
農
林
水
産
省
経
営
局
長
は
回
答
し
て
い
る
の
み
で
あ
る

（
38
）

。
こ
の
民
主
的
正
当
性
・
代
表
制
の
観
点
は
、
農
地
利
用
の
最

）
七
三
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
三

適
化
の
推
進
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
に
は
、
関
係
者
と
の
密
接
な

協
議
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
民
主
的
正
当
性
を
持
っ
た
委
員
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
円
滑
な
進
行
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
農
業
委
員
会
法
改
正
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
、
農
業
委
員
会
の
機
能
不
全
と
も
言
え
る
状
況
で
は
、
農
地
の
集
積
・
集

約
化
の
進
展
は
望
め
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
選
挙
に
よ
る
民
主
的
正
当
性
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
業
者
、
農
業
者
が

組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
た
上
で
、「
市
町
村
議
会
の
同
意
」
が
要
件
と
さ
れ
た
点
は
評
価
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
農
業
委
員
会
は
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
農
業
委
員
会
法
一
七
条
一
項
）。
こ
の
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
を
委
嘱
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
担
当
す
る
区
域
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

は
、
農
業
委
員
会
が
定
め
た
区
域
内
の
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
の
た
め
の
活
動
を
行
い
（
同
条
三
項
）
そ
の
活
動
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
同
条
五
項
）。
し
た
が
っ
て
、
農
業
委
員
会
の
進
め

る
農
地
利
用
の
最
適
化
は
、
機
構
と
の
連
携
の
下
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
後
述
す
る
機
構
と
の
関

係
を
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
委
員
会
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
の
役
割
分
担
は
、「
農
業
委
員
は

役
所
の
中
で
審
議
・
決
定
を
行
い
、
推
進
委
員
は
現
場
活
動
を
行
う

（
39
）

」
も
の
と
端
的
に
表
現
す
る
論
者
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」
に
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
一
五
項
目
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
お

り
（
40
）

、
農
業
委
員
会
に
関
連
し
た
も
の
は
第
一
一
項
目
か
ら
第
一
五
項
目
で
あ
る
。
そ
の
第
一
二
項
目
に
お
い
て
、「
公
共
性
の
高
い
農
地

の
集
約
や
権
利
移
動
に
関
す
る
農
業
委
員
会
の
決
定
は
、
高
い
中
立
性
と
地
域
か
ら
の
厚
い
信
頼
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
農
業
委

）
七
三
三
（
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選
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要
件
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も
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で
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の
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
の
た
め
の
活
動
を
行
い
（
同
条
三
項
）
そ
の
活
動
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
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の
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は
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一
五
項
目
の
附
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決
議
が
な
さ
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て
お

り
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に
関
連
し
た
も
の
は
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一
一
項
目
か
ら
第
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目
で
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る
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の
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目
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て
、「
公
共
性
の
高
い
農
地

の
集
約
や
権
利
移
動
に
関
す
る
農
業
委
員
会
の
決
定
は
、
高
い
中
立
性
と
地
域
か
ら
の
厚
い
信
頼
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
農
業
委

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
九
四

員
の
公
選
制
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
代
表
性
が
堅
持
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
お
い
て
、
地
域
の
代
表
性
は
農
業
委
員
の
属
性
と
し
て
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
注
目
に
値

し
よ
う
。

ま
た
、
第
一
三
項
目
に
お
い
て
、「
農
業
委
員
会
の
改
革
に
よ
り
、
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
役
割
分
担
の
明
確
化

を
図
っ
た
上
で
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
、
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
を
加
速
す
る
と
と
も
に
、
耕

作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
等
が
効
率
的
・
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
農
業
委
員
会
と

機
構
と
の
連
携
強
化
が
附
帯
決
議
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

農
業
委
員
会
法
の
改
正
に
よ
り
、
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
が
農
業
委
員
会
の
必
須
事
務
と
さ
れ
、
そ
の
上
で
農
業
委
員
会
と
機
構

と
の
連
携
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
委
員
会
に
は
、「
都
道
府
県
に
置
か
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
が
募
集
す
る
農
地
集
積

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
」
り
、
そ
の
結
果
、「
農
政
の
下
請
け
機
関
化

（
41
）

」
に
至
る
と
い
う
懸
念
に
は
十
分
注

意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

㈡

　機
構
法
改
正

機
構
法
は
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
耕
作
の
事
業
に
供
さ
れ
る
農
用
地
の
集
団
化
、
農
業
へ
の
新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す

る
者
の
参
入
の
促
進
等
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
農
業
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
（
機
構
法
一
条
）。
中
心
的
役
割
を
果
た
す
機
関
と
さ
れ
る
の
が
、
機
構
で
あ
る
。
機
構
は
、
農
用
地
の
利
用

の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
、
各
都
道
府
県

）
七
三
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
五

に
一
つ
置
か
れ
る
（
同
法
四
条
一
項
）。
機
構
の
行
う
農
地
中
間
管
理
事
業
は
、
農
用
地
の
借
受
け
・
貸
付
け
、
当
該
農
用
地
の
改
良
等
利

用
条
件
の
改
善
、
当
該
農
用
地
の
管
理
等
で
あ
る
（
同
法
二
条
三
項
・
五
項
）。
機
構
が
農
用
地
の
中
間
受
け
皿
と
し
て
、
農
用
地
の
借
受

け
・
貸
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
用
地
の
集
積
・
集
約
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
機
構
法
が
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
農
林
水
産
業
を
成
長
産
業
に
す
る
と
い
う
政
府
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
日
本
再
興
戦
略
（
平

成
二
五
年
六
月
一
四
日
閣
議
決
定（

42
））

で
は
、「
成
長
へ
の
道
筋
」
に
沿
っ
た
主
要
施
策
例
と
し
て
、「
民
間
の
力
を
最
大
限
引
き
出
す
」
の
八

項
目
中
の
一
つ
に
、「
農
林
水
産
業
を
成
長
産
業
に
す
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
解
決
の
方
向
性
と
し
て
、「
農
地
を
最
大
限
効
率

的
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
生
産
現
場
を
強
化
す
る
。
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
や
耕
作
放
棄
地
の
解
消
を
加
速
化
し
、

法
人
経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、
集
落
営
農
、
企
業
等
の
多
様
な
担
い
手
に
よ
る
農
地
の
フ
ル
活
用
、
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
を
目
指
す
。」

と
し
、
機
構
を
目
標
達
成
の
重
要
な
手
段
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る

（
43
）

。
こ
こ
で
「
担
い
手
」
と
し
て
、「
法
人
経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、

集
落
営
農
、
企
業
等
」
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

機
構
法
が
、
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
前
提
と
な
る
の
が
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
（
地
域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
で
あ
る
。
人
・
農
地
プ

ラ
ン
は
、
平
成
二
四
年
に
開
始
さ
れ
、
農
地
バ
ン
ク
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
平
成
二
六
年
に
制
定
さ
れ
た
機

構
法
の
二
六
条
に
「
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
の
設
置
等
」
と
題
さ
れ
た
規
定
が
置
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村

内
の
適
切
と
認
め
る
区
域
ご
と
に
、
当
該
区
域
に
お
け
る
農
業
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
農
業
者
、
当
該

区
域
に
お
け
る
農
業
の
将
来
の
在
り
方
及
び
そ
れ
に
向
け
た
農
地
中
間
管
理
事
業
の
利
用
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
農

業
者
そ
の
他
の
当
該
区
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
五

に
一
つ
置
か
れ
る
（
同
法
四
条
一
項
）。
機
構
の
行
う
農
地
中
間
管
理
事
業
は
、
農
用
地
の
借
受
け
・
貸
付
け
、
当
該
農
用
地
の
改
良
等
利

用
条
件
の
改
善
、
当
該
農
用
地
の
管
理
等
で
あ
る
（
同
法
二
条
三
項
・
五
項
）。
機
構
が
農
用
地
の
中
間
受
け
皿
と
し
て
、
農
用
地
の
借
受

け
・
貸
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
用
地
の
集
積
・
集
約
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
の
機
構
法
が
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
農
林
水
産
業
を
成
長
産
業
に
す
る
と
い
う
政
府
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
日
本
再
興
戦
略
（
平

成
二
五
年
六
月
一
四
日
閣
議
決
定（

42
））

で
は
、「
成
長
へ
の
道
筋
」
に
沿
っ
た
主
要
施
策
例
と
し
て
、「
民
間
の
力
を
最
大
限
引
き
出
す
」
の
八

項
目
中
の
一
つ
に
、「
農
林
水
産
業
を
成
長
産
業
に
す
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
解
決
の
方
向
性
と
し
て
、「
農
地
を
最
大
限
効
率

的
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
生
産
現
場
を
強
化
す
る
。
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
や
耕
作
放
棄
地
の
解
消
を
加
速
化
し
、

法
人
経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、
集
落
営
農
、
企
業
等
の
多
様
な
担
い
手
に
よ
る
農
地
の
フ
ル
活
用
、
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
を
目
指
す
。」

と
し
、
機
構
を
目
標
達
成
の
重
要
な
手
段
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る

（
43
）

。
こ
こ
で
「
担
い
手
」
と
し
て
、「
法
人
経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、

集
落
営
農
、
企
業
等
」
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

機
構
法
が
、
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
前
提
と
な
る
の
が
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
（
地
域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
で
あ
る
。
人
・
農
地
プ

ラ
ン
は
、
平
成
二
四
年
に
開
始
さ
れ
、
農
地
バ
ン
ク
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
平
成
二
六
年
に
制
定
さ
れ
た
機

構
法
の
二
六
条
に
「
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
の
設
置
等
」
と
題
さ
れ
た
規
定
が
置
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村

内
の
適
切
と
認
め
る
区
域
ご
と
に
、
当
該
区
域
に
お
け
る
農
業
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
農
業
者
、
当
該

区
域
に
お
け
る
農
業
の
将
来
の
在
り
方
及
び
そ
れ
に
向
け
た
農
地
中
間
管
理
事
業
の
利
用
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
農

業
者
そ
の
他
の
当
該
区
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（
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年
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一
九
六

農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
推
進
す
る
機
構
は
都
道
府
県
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
現
場
に
お
け
る
関
係
者
に
よ
る
協
議

が
出
発
点
と
な
る
。
機
構
法
の
法
律
案
に
対
し
て
衆
議
院
で
附
帯
決
議

（
44
）

が
一
五
項
目
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
項
目
で
は

「
農
地
中
間
管
理
機
構
が
十
分
に
機
能
し
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
の
成
果
を
あ
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
農
業
者
の
徹
底

し
た
話
合
い
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
作
成
及
び
そ
の
定
期
的
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
従
来
以
上
に
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。
農
地
中
間
管
理
機
構
は
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
地
域
に
重
点
を
置
く
と

と
も
に
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
内
容
を
尊
重
し
て
事
業
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
、「
地
域
に
お
け
る
農
業
者
の
徹
底
し
た
話

合
い
」
の
積
み
重
ね
が
不
可
欠
で
あ
り
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
内
容
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
七
項
目
で
は
、

「
市
町
村
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
案
の
作
成
・
提
出
等
の
協
力
を
求
め
ら
れ
る
等
農
地
中
間
管
理
事
業

の
実
施
に
当
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
い
ず
れ
の
市
町
村
に
お
い
て
も
、
地
域
の
実
情
に
即
し
つ
つ
、
農
地
の
出
し

手
・
受
け
手
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
事
業
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
市
町
村
及
び
市
町
村
相
互
の
協
力
・
連
携
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
市
町
村
は
、
農
地
の
所
在
、
所
有
者
等
の
情
報
を
把
握
し
て
い
る
農
業
委
員
会
の
意
見
聴
取
を
基
本
と
す

る
よ
う
運
用
す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
る
。
機
構
と
市
町
村
の
協
力
・
連
携
体
制
の
基
礎
と
し
て
「
農
地
の
所
在
、
所
有
者
等
の
情
報
を
把

握
し
て
い
る
農
業
委
員
会
の
意
見
聴
取
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
附
帯
決
議
で
は
あ
る
が
、
機
構
法
の
描
く
農
地
の
集
約

化
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
農
業
者
の
話
合
い
を
基
礎
に
置
き
市
町
村
が
作
成
す
る
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
重
視
さ
れ
、
市
町

村
は
農
業
委
員
会
の
意
見
聴
取
を
基
本
と
す
る
こ
と
か
ら
、
農
業
委
員
会
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
（
45
）

。時
系
列
的
に
は
、
こ
の
機
構
法
成
立
の
翌
年
に
、
す
で
に
見
た
農
業
委
員
会
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
農
業
者
の
代
表
と
い
う
農
業
委
員

）
七
三
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

一
九
七

会
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
機
構
法
制
定
時
に
そ
の
附
則
二
条
で
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
見
直

す
と
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
見
た
日
本
再
興
戦
略
は
「
一
〇
年
間
で
担
い
手
へ
の
農
地
集
約
率
八
割
」
を
目
標
に
掲
げ
て
い
た
が
、
実
際

に
は
、
機
構
法
見
直
し
時
点
で
は
、
五
五
・
二
％
に
と
ど
ま
り

（
46
）

、
必
ず
し
も
当
初
期
待
し
て
い
て
ほ
ど
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
が
進
展

し
た
と
言
え
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。

平
成
三
〇
年
一
一
月
に
、
農
林
水
産
省
は
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
五
年
後
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
を
と
り
ま
と
め
、「
農
地
バ
ン
ク

が
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
に
向
け
て
そ
の
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
市
町
村
、
農
業
委
員
会
、
Ｊ
Ａ
、

土
地
改
良
区
等
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
担
う
組
織
と
農
地
バ
ン
ク
と
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
体
制
を
構
築
す
る

（
47
）

。」
と
し
た
。

そ
し
て
、「
地
域
に
お
け
る
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
の
実
質
化
」
を
求
め
、「
地
域
の
徹
底
し
た
話
し
合
い
に
よ
り
担
い
手
へ
の
農
地

の
集
積
・
集
約
化
を
加
速
化
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
今
後
数
年
で
大
宗
の
地
域
で
人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
実
質
化
さ
せ
る
た
め
」
の
取
り
組
み

の
一
つ
と
し
て
「
話
合
い
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
積
極
的
参
加
を
促
す
こ
と
と
し
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
つ
い

て
は
、
そ
の
旨
を
法
令
で
明
確
化
す
る

（
48
）

。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
窺
わ
れ
る
の
は
、
農
業
委
員
会
法
改
正
で
は
そ
の
役
割
・
重
要

性
が
減
じ
た
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
農
業
委
員
会
が
、
今
一
度
そ
の
役
割
・
存
在
意
義
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

機
構
法
は
、
令
和
元
年
に
前
記
の
見
直
し
に
即
し
て
、
地
域
に
お
け
る
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
の
実
質
化
、
農
地
バ
ン
ク
の
仕
組

み
の
改
善
と
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
支
援
す
る
体
制
の
一
体
化
、
担
い
手
の
確
保
等
を
内
容
と
す
る
改
正
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
地
域
に
お
け
る
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
の
実
質
化
」
と
は
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
質
化
を
指
す
。
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
質
化

に
関
連
し
て
、
機
構
法
の
二
六
条
二
項
の
文
言
が
、「
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
者
を
含

め
、
幅
広
く
農
業
者
等
の
参
加
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
か
ら
、「
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
に
就

）
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三
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会
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
機
構
法
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定
時
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と
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の
集
積
・
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に
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て
そ
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来
の
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を
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す
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、
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の
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農
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、
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等
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と
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る
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築
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。
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よ
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・
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取
り
組
み

の
一
つ
と
し
て
「
話
合
い
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
積
極
的
参
加
を
促
す
こ
と
と
し
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
に
つ
い

て
は
、
そ
の
旨
を
法
令
で
明
確
化
す
る

（
48
）

。」
と
し
た
の
で
あ
る
。
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さ
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。
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、
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・
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農
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
め
、
幅
広
く
農
業
者
等
の
参
加
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議
の
参
加
者
に
対
し
、
農
地
に

関
す
る
地
図
を
活
用
し
て
、
地
域
に
お
け
る
農
業
者
の
年
齢
別
構
成
及
び
農
業
後
継
者
の
確
保
の
状
況
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す

る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
農
業
委
員
会
に
関
し
て
は
、
三
項
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、「
農
業
委
員
会

は
、
農
地
の
保
有
及
び
利
用
の
状
況
、
農
地
の
所
有
者
の
農
業
上
の
利
用
の
意
向
そ
の
他
の
農
地
の
効
率
的
な
利
用
に
資
す
る
情
報
の
提

供
、
委
員
及
び
推
進
委
員
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
推
進
委
員
を
い
う
。）
の
第
一
項
の
協
議
へ
の
出
席
そ

の
他
当
該
協
議
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。」
と
の
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る

（
49
）

。

こ
の
よ
う
に
地
域
の
合
意
形
成
に
お
い
て
、
農
業
委
員
会
の
役
割
が
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
農
業
委
員
会
法
改
正
で

は
、「
農
政
の
下
請
け
機
関
化
」
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
機
構
法
改
正
法
に
示
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の
役
割
は
、
積

極
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
農
業
委
員
会
が
地
域
の
合
意
形
成
に
お
い
て
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
推
進
役
と

し
て
の
役
割
を
今
後
と
も
重
視
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
で
あ
り
、
存
在
意

義
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
委
員
会
で
あ
る
農
業
委
員
会
の
あ
り
方
や
役
割
に
つ
い
て
は
、
農
地
利

用
の
最
適
化
の
推
進
を
め
ぐ
っ
て
近
年
い
く
つ
か
の
変
更
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
議
論
の
中
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
地
域
の
代
表
と
い

う
農
業
委
員
会
の
属
性
は
、
地
域
の
合
意
形
成
の
み
な
ら
ず
、
農
業
委
員
会
の
行
う
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
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の
で
あ
る
。
公
選
制
か
ら
市
町
村
長
に
よ
る
任
命
制
へ
と
農
業
委
員
の
選
出
方
法
は
変
更
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
再
度
検
討

を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。「
農
業
者
に
よ
る
公
選
制
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
地
域
空
間
管
理
に
お
け
る
「
農
業
者
の
自
治
」
の
制
度
的
な

担
保
を
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
50
）

。」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
選
制
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。

本
稿
で
は
、
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
農
業
委
員
会
の
役
割
を
検
討
し
て
き
た
。
農
地
の
集
積
・
集
約
化
だ
け
が
、

果
た
し
て
今
後
の
日
本
の
農
業
の
あ
り
方
と
し
て
、
ベ
ス
ト
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
委
員
会
法
が
改
正
さ
れ
た
第
一
八
九
回

国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
参
考
人
太
田
原
高
昭
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

「
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
認
識
の
根
底
に
は
、
我
が
国
の
農
業
が
零
細
で
非
効
率
で
あ
り
、
こ
れ
を
思
い
切
っ
て
大
規
模
化
し
、
企
業
化

す
る
こ
と
が
解
決
の
道
な
の
だ
か
ら
、
零
細
な
農
家
を
守
っ
て
い
る
農
協
や
農
業
委
員
会
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
比
較
し
て
零
細
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。
世
界
農
業
セ
ン
サ
ス
と
い
う
農
業
統
計
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
実
施
し
て
い
る
八
十
一
カ
国
の
農
業
経
営
規
模
を
合
算
す
る
と
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
が
七
三
％
、
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
で
八
五
％
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
で
は
実
に
九
五
％
と
な
り
ま
す
。
日
本
の
農
家
の
平
均
は
一
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
か
ら
、
こ

れ
は
世
界
標
準
規
模
で
あ
り
ま
す
。

国
連
は
、
昨
年
、
二
〇
一
四
年
を
国
際
家
族
農
業
年
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
こ
と
は
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
問
題
意
識
は
、

今
世
紀
半
ば
に
も
九
十
億
に
達
す
る
と
見
ら
れ
る
人
口
爆
発
、
こ
の
ふ
え
続
け
る
人
口
を
誰
が
養
う
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
規
模
農
業
の
生
産
力
は
限
界
に
達
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
人
口
爆
発
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
の
農
業
を
近
代
化
し
、
生
産
力
を
高
め
る
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
地
域
に
圧
倒
的
に
多
い
小
規
模
な
家
族
経
営
に
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検
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を
要
す
る
と
思
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る
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農
業
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に
よ
る
公
選
制
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
地
域
空
間
管
理
に
お
け
る
「
農
業
者
の
自
治
」
の
制
度
的
な

担
保
を
喪
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す
る
こ
と
を
意
味
す
る
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。」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
選
制
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。

本
稿
で
は
、
農
地
利
用
の
最
適
化
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
農
業
委
員
会
の
役
割
を
検
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し
て
き
た
。
農
地
の
集
積
・
集
約
化
だ
け
が
、

果
た
し
て
今
後
の
日
本
の
農
業
の
あ
り
方
と
し
て
、
ベ
ス
ト
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
委
員
会
法
が
改
正
さ
れ
た
第
一
八
九
回

国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
参
考
人
太
田
原
高
昭
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

「
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
認
識
の
根
底
に
は
、
我
が
国
の
農
業
が
零
細
で
非
効
率
で
あ
り
、
こ
れ
を
思
い
切
っ
て
大
規
模
化
し
、
企
業
化

す
る
こ
と
が
解
決
の
道
な
の
だ
か
ら
、
零
細
な
農
家
を
守
っ
て
い
る
農
協
や
農
業
委
員
会
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
比
較
し
て
零
細
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。
世
界
農
業
セ
ン
サ
ス
と
い
う
農
業
統
計
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
実
施
し
て
い
る
八
十
一
カ
国
の
農
業
経
営
規
模
を
合
算
す
る
と
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
が
七
三
％
、
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
で
八
五
％
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
で
は
実
に
九
五
％
と
な
り
ま
す
。
日
本
の
農
家
の
平
均
は
一
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
か
ら
、
こ

れ
は
世
界
標
準
規
模
で
あ
り
ま
す
。

国
連
は
、
昨
年
、
二
〇
一
四
年
を
国
際
家
族
農
業
年
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
こ
と
は
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
問
題
意
識
は
、

今
世
紀
半
ば
に
も
九
十
億
に
達
す
る
と
見
ら
れ
る
人
口
爆
発
、
こ
の
ふ
え
続
け
る
人
口
を
誰
が
養
う
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
規
模
農
業
の
生
産
力
は
限
界
に
達
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
人
口
爆
発
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
の
農
業
を
近
代
化
し
、
生
産
力
を
高
め
る
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
地
域
に
圧
倒
的
に
多
い
小
規
模
な
家
族
経
営
に

）
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
〇
〇

思
い
切
っ
た
投
資
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
国
連
決
議
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す

（
51
）

。」

農
地
を
集
積
・
集
約
化
し
て
大
規
模
に
農
業
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
一
概
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
中
山
間
地
域

で
は
、
そ
も
そ
も
農
地
の
集
約
化
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
か
ら
、
右
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
規
模
経
営

の
可
能
性
を
探
る
努
力
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
お
そ
ら
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
し
た
農
業
経
営
が
考
え
ら
れ
、

地
域
の
代
表
と
し
て
の
農
業
委
員
会
は
今
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）	

駒
林
良
則
「
自
治
体
基
本
構
造
の
法
的
議
論
に
関
す
る
覚
書
」
立
命
館
法
学
三
七
三
号
一
六
四
頁
。

（
2
）	

吉
牟
田
剛
「
行
政
委
員
会
の
設
置
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
」
季
刊
行
政
管
理
研
究
一
七
〇
号
四
八
頁
。

（
3
）	

塩
野
宏
「
行
政
委
員
会
制
度
に
つ
い
て

　
─
日
本
に
お
け
る
定
着
度
─
」
塩
野
宏
『
行
政
概
念
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
平
成
一
六
年
）
四
四
八

頁
。

（
4
）	

塩
野
、
前
掲
注（
３
）四
四
八
頁
。

（
5
）	

塩
野
、
前
掲
注（
３
）四
四
八
頁
。

（
6
）	

同
旨
、
和
田
英
夫
『
行
政
委
員
会
と
行
政
争
訟
制
度
』（
弘
文
堂
、
昭
和
六
〇
年
）
一
〇
頁
。

（
7
）	

田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法

　
中
巻

　
全
訂
第
二
版
』（
弘
文
堂
、
昭
和
五
一
年
）
五
五
頁
。

（
8
）	

政
令
諮
問
委
員
会
「
行
政
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
公
法
研
究
六
号
一
五
六
頁
。

（
9
）	

政
令
諮
問
委
員
会
、
前
掲
注（
８
）一
五
九
頁
。

（
10
）	

例
え
ば
、
田
中
二
郎
『
行
政
法
の
基
本
原
理
（
第
三
版
）』（
勁
草
書
房
、
昭
和
二
四
年
）
一
三
一
～
一
三
四
頁
。「
新
し
く
発
展
し
た
行
政
の

分
野
に
は
、
党
派
的
政
策
の
影
響
を
受
け
な
い
で
、
よ
り
広
範
な
視
野
に
お
い
て
永
続
的
な
見
地
に
立
ち
、
周
到
な
調
査
を
基
礎
と
し
て
技
術
的
・

合
理
的
な
政
策
を
樹
立
す
る
こ
と
の
望
ま
し
い
も
の
、
又
、
政
党
の
圧
力
か
ら
独
立
し
て
、
公
正
中
立
に
、
而
も
能
率
的
に
運
営
・
実
施
す
る
こ
と

）
七
七
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
一

の
必
要
な
も
の
が
少
く
な
い
。
か
よ
う
な
分
野
に
お
い
て
は
、
一
般
の
行
政
部
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た
行
政
委
員
会
を
設
け
、
こ
の
行
政
委
員
会

を
し
て
そ
の
行
政
の
管
理
に
当
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
項
の
政
治
的
中
立
性
及
び
技
術
的
専
門
性
に
注
意
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
立
法
的
機

能
及
び
司
法
的
機
能
を
も
併
せ
て
行
政
委
員
会
を
し
て
営
ま
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」「
か
よ
う
な
制
度
を
広
範
に
採
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
連
合
国
の
日
本
管
理
政
策
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
連
合
国
は
、
一
切
の
制
度
の
民
主
主
義
化
を
要
望
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し

て
行
政
機
構
の
民
主
主
義
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
に
応
え
つ
つ
、
而
も
、
政
党
の
政
治
的
支
配
か
ら
独
立
し
、
公
正
中
立
に
、

且
つ
能
率
的
に
、
行
政
の
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
先
進
民
主
主
義
国
家
に
発
達
し
た
行
政
委
員
会
制
度
を
範
と
し
て
、
こ
れ
を
と
り
い
れ
る
こ

と
が
、
妥
当
と
考
え
ら
れ
た
。
…
…
政
治
と
行
政
の
現
実
の
必
要
が
生
み
出
し
た
と
い
う
の
で
も
な
く
、
経
済
の
実
態
が
切
実
に
こ
れ
を
要
求
し
た

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
行
政
機
構
民
主
化
の
一
環
と
し
て
、
連
合
国
の
管
理
政
策
に
従
っ
て
、
主
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
模
範
と

し
て
、
こ
れ
を
生
み
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。」

鵜
飼
信
成
「
わ
が
国
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
の
概
観
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
行
政
委
員
会
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
六
年
）

三
～
五
頁
。「
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
英
米
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
発
達
の
過
程
と
は
や
や
違
つ
た
背
景
を
も
つ
て
生
ま
れ
て
き
た
。
英
米
に

お
い
て
は
、
委
員
会
行
政
を
生
み
出
し
た
も
の
は
、
社
会
経
済
生
活
の
発
展
に
伴
つ
て
、
自
由
放
任
主
義
を
基
礎
と
す
る
制
度
と
こ
れ
に
よ
る
社
会

生
活
の
侵
害
を
救
済
す
る
た
め
の
司
法
的
救
済
の
制
度
が
、
不
十
分
と
な
つ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
司
法
的
救
済
の
制
度

は
あ
ま
り
発
達
し
て
お
ら
ず
、
行
政
的
・
権
力
的
干
渉
は
き
わ
め
て
強
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
制
度
的
に
民
主
化
す
る
こ
と
が
、
行
政
委
員
会
制
度

を
採
用
す
る
ね
ら
い
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
ひ
と
り
社
会
経
済
的
な
活
動
へ
の
干
渉
の
部
門
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
の
部
門
で
、

行
政
委
員
会
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
、
民
主
化
は
完
了
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
生
み
出

し
、
行
政
委
員
会
制
は
、
過
去
の
官
僚
制
の
悪
弊
を
一
掃
す
る
万
能
薬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
行
政
委
員
会

制
と
い
つ
て
も
、
そ
の
構
成
や
手
続
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
差
異
が
あ
る
し
、
ま
た
紙
の
上
に
書
か
れ
た
制
度
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
も
、
実
態
的
な
考
察
を
し
て
み
な
け
れ
ば
、
そ
の
正
し
い
評
価
は
で
き
な
い
。」

（
11
）	

塩
野
、
前
掲
注（
３
）四
五
八
頁
。

（
12
）	

田
中
、
前
掲
注（
10
）一
三
三
頁
。

）
七
七
七
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
一

の
必
要
な
も
の
が
少
く
な
い
。
か
よ
う
な
分
野
に
お
い
て
は
、
一
般
の
行
政
部
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た
行
政
委
員
会
を
設
け
、
こ
の
行
政
委
員
会

を
し
て
そ
の
行
政
の
管
理
に
当
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
項
の
政
治
的
中
立
性
及
び
技
術
的
専
門
性
に
注
意
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
立
法
的
機

能
及
び
司
法
的
機
能
を
も
併
せ
て
行
政
委
員
会
を
し
て
営
ま
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」「
か
よ
う
な
制
度
を
広
範
に
採
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
連
合
国
の
日
本
管
理
政
策
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
連
合
国
は
、
一
切
の
制
度
の
民
主
主
義
化
を
要
望
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し

て
行
政
機
構
の
民
主
主
義
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
要
請
に
応
え
つ
つ
、
而
も
、
政
党
の
政
治
的
支
配
か
ら
独
立
し
、
公
正
中
立
に
、

且
つ
能
率
的
に
、
行
政
の
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
先
進
民
主
主
義
国
家
に
発
達
し
た
行
政
委
員
会
制
度
を
範
と
し
て
、
こ
れ
を
と
り
い
れ
る
こ

と
が
、
妥
当
と
考
え
ら
れ
た
。
…
…
政
治
と
行
政
の
現
実
の
必
要
が
生
み
出
し
た
と
い
う
の
で
も
な
く
、
経
済
の
実
態
が
切
実
に
こ
れ
を
要
求
し
た

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
行
政
機
構
民
主
化
の
一
環
と
し
て
、
連
合
国
の
管
理
政
策
に
従
っ
て
、
主
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
模
範
と

し
て
、
こ
れ
を
生
み
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。」

鵜
飼
信
成
「
わ
が
国
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
の
概
観
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
行
政
委
員
会
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
六
年
）

三
～
五
頁
。「
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
英
米
に
お
け
る
行
政
委
員
会
制
度
発
達
の
過
程
と
は
や
や
違
つ
た
背
景
を
も
つ
て
生
ま
れ
て
き
た
。
英
米
に

お
い
て
は
、
委
員
会
行
政
を
生
み
出
し
た
も
の
は
、
社
会
経
済
生
活
の
発
展
に
伴
つ
て
、
自
由
放
任
主
義
を
基
礎
と
す
る
制
度
と
こ
れ
に
よ
る
社
会

生
活
の
侵
害
を
救
済
す
る
た
め
の
司
法
的
救
済
の
制
度
が
、
不
十
分
と
な
つ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
司
法
的
救
済
の
制
度

は
あ
ま
り
発
達
し
て
お
ら
ず
、
行
政
的
・
権
力
的
干
渉
は
き
わ
め
て
強
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
制
度
的
に
民
主
化
す
る
こ
と
が
、
行
政
委
員
会
制
度

を
採
用
す
る
ね
ら
い
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
ひ
と
り
社
会
経
済
的
な
活
動
へ
の
干
渉
の
部
門
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
の
部
門
で
、

行
政
委
員
会
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
、
民
主
化
は
完
了
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
生
み
出

し
、
行
政
委
員
会
制
は
、
過
去
の
官
僚
制
の
悪
弊
を
一
掃
す
る
万
能
薬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
行
政
委
員
会

制
と
い
つ
て
も
、
そ
の
構
成
や
手
続
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
差
異
が
あ
る
し
、
ま
た
紙
の
上
に
書
か
れ
た
制
度
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
も
、
実
態
的
な
考
察
を
し
て
み
な
け
れ
ば
、
そ
の
正
し
い
評
価
は
で
き
な
い
。」

（
11
）	

塩
野
、
前
掲
注（
３
）四
五
八
頁
。

（
12
）	

田
中
、
前
掲
注（
10
）一
三
三
頁
。

）
七
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
〇
二

（
13
）	

塩
野
、
前
掲
注（
３
）四
五
九
頁
。
同
旨
、
和
田
、
前
掲
注（
６
）八
～
九
頁
。

（
14
）	

宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
〔
第
九
版
〕』（
有
斐
閣
、
令
和
三
年
）
三
二
五
頁
。

（
15
）	
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
［
第
五
版
］
行
政
組
織
法
』（
有
斐
閣
、
令
和
三
年
）
二
一
五
頁
。

（
16
）	
松
本
英
昭
『
新
版
逐
条
地
方
自
治
法
〈
第
九
次
改
訂
版
〉』（
学
陽
書
房
、
平
成
二
九
年
）
五
〇
二
頁
。

（
17
）	

松
本
、
前
掲
注（
16
）五
〇
三
頁
。

（
18
）	

松
本
、
前
掲
注（
16
）五
二
二
頁
。

（
19
）	

松
本
、
前
掲
注（
16
）五
二
三
頁
。

（
20
）	

塩
野
、
前
掲
注（
15
）二
一
六
頁
。

（
21
）	

駒
林
、
前
掲
注（
１
）一
六
七
頁
。

（
22
）	

大
山
礼
子
「
首
長
・
議
会
・
行
政
委
員
会
」
松
下
圭
一
、
西
尾
勝
、
新
藤
宗
幸
編
『
岩
波
講
座

　
自
治
体
の
構
想
４

　
機
構
』（
岩
波
書
店
、

平
成
一
四
年
）
三
〇
頁
。

（
23
）	

宇
賀
、
前
掲
注（
14
）三
二
五
頁
。

（
24
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
業
委
員
会
系
統
組
織
の
組
織･

業
務
の
概
要
」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/study/other/keiei/

kondan_kai/iinkai/pdf/2siryou21.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
25
）	

行
友
弥
「
農
業
委
員
会
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
─
「
農
地
の
番
人
」
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
─
」『
農
林
金
融
』
六
八
巻
七
号
三
六
～

三
七
頁
（https://w

w
w
.nochuri.co.jp/report/pdf/n1507re3.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
26
）	

鹿
兒
島
重
治
『
地
方
自
治
体
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
八
年
）
二
二
八
頁
。

（
27
）	

総
務
省
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
「
地
方
の
自
主
性
・
自
律
性
の
拡
大
及
び
地
方
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」（https://w

w
w
.soum

u.go.jp/

m
ain_sosiki/singi/chihou_seido/singi/pdf/N

o28_tousin_051209.pdf
）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
28
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
「
第
三
次
勧
告
」（https://w

w
w
.cao.go.jp/bunken-suishin/

doc/091007torim
atom

e01.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

）
七
七
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
三

（
29
）	

堀
千
珠
、
み
ず
ほ
リ
サ
ー
チ
第
一
一
〇
号
七
頁
（https://w

w
w
.m

izuho-ir.co.jp/publication/m
hri/research/pdf/research/r110501.

pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。
同
旨
、
西
村
尚
敏
「「
担
い
手
」
へ
の
農
地
集
積
に
よ
る
農
業
の
競
争
力
強
化
に
向
け
て

　
─
農
地
中
間
管

理
機
構
の
創
設
─
」
立
法
と
調
査
三
四
六
号
五
五
頁
。
蜂
屋
勝
弘
「
課
題
が
山
積
す
る
農
地
集
積
─
地
道
な
取
り
組
み
で
、
わ
が
国
農
業
の
構
造
に

変
化
を
─
」
日
本
総
研
リ
サ
ー
チ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
六
日
）（https://w

w
w
.jri.co.jp/M

ediaL
ibrary/file/report/

researchfocus/pdf/8404.pdf

最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
）、
は
農
家
の
高
齢
化
と
農
業
を
主
業
と
し
な
い
農
家
へ
の
農
地
の
滞
留
を
農
業
の

成
長
産
業
化
の
阻
害
要
因
と
し
て
挙
げ
る
。

（
30
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
業
改
革
に
関
す
る
意
見
」（https://w

w
w
8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/m

eeting/2013/w
g2/

nogyo/140514/item
1.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
31
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
規
制
改
革
実
施
計
画
（
平
成
二
六
年
六
月
二
四
日
閣
議
決
定
）」（https://w

w
w
8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

suishin/publication/140624/item
1.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
32
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
31
）。

（
33
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
31
）。

（
34
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
業
委
員
会
法
改
正
に
つ
い
て
」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/koukai/noui/attach/

pdf/27kaisei_nouihou-8.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
35
）	

第
一
八
九
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
五
号
（
平
成
二
七
年
六
月
九
日
）。

（
36
）	

桂
明
宏
「
農
業
委
員
会
制
度
改
革
と
今
後
の
課
題
」
農
業
法
研
究
五
一
号
五
八
～
五
九
頁
。

（
37
）	

桂
、
前
掲
注（
36
）六
二
頁
、
後
藤
智
「
自
治
体
行
政
委
員
会
、
公
共
組
合
の
変
容
と
地
方
自
治
」
晴
山
一
穂
他
編
『
官
僚
制
改
革
の
行
政
法
理

論
』（
日
本
評
論
社
、
令
和
二
年
）
二
六
五
～
二
六
七
頁
等
。

（
38
）	

農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
、
前
掲
注（
35
）。

（
39
）	

桂
、
前
掲
注（
36
）六
二
頁
。

（
40
）	

第
一
八
九
会
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
九
号
（
平
成
二
七
年
六
月
二
五
日
）。

）
七
七
三
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
三

（
29
）	

堀
千
珠
、
み
ず
ほ
リ
サ
ー
チ
第
一
一
〇
号
七
頁
（https://w

w
w
.m

izuho-ir.co.jp/publication/m
hri/research/pdf/research/r110501.

pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。
同
旨
、
西
村
尚
敏
「「
担
い
手
」
へ
の
農
地
集
積
に
よ
る
農
業
の
競
争
力
強
化
に
向
け
て

　
─
農
地
中
間
管

理
機
構
の
創
設
─
」
立
法
と
調
査
三
四
六
号
五
五
頁
。
蜂
屋
勝
弘
「
課
題
が
山
積
す
る
農
地
集
積
─
地
道
な
取
り
組
み
で
、
わ
が
国
農
業
の
構
造
に

変
化
を
─
」
日
本
総
研
リ
サ
ー
チ
・
フ
ォ
ー
カ
ス
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
六
日
）（https://w

w
w
.jri.co.jp/M

ediaL
ibrary/file/report/

researchfocus/pdf/8404.pdf

最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
）、
は
農
家
の
高
齢
化
と
農
業
を
主
業
と
し
な
い
農
家
へ
の
農
地
の
滞
留
を
農
業
の

成
長
産
業
化
の
阻
害
要
因
と
し
て
挙
げ
る
。

（
30
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
業
改
革
に
関
す
る
意
見
」（https://w

w
w
8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/m

eeting/2013/w
g2/

nogyo/140514/item
1.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
31
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
規
制
改
革
実
施
計
画
（
平
成
二
六
年
六
月
二
四
日
閣
議
決
定
）」（https://w

w
w
8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

suishin/publication/140624/item
1.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
32
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
31
）。

（
33
）	

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
31
）。

（
34
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
業
委
員
会
法
改
正
に
つ
い
て
」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/koukai/noui/attach/

pdf/27kaisei_nouihou-8.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
35
）	

第
一
八
九
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
五
号
（
平
成
二
七
年
六
月
九
日
）。

（
36
）	

桂
明
宏
「
農
業
委
員
会
制
度
改
革
と
今
後
の
課
題
」
農
業
法
研
究
五
一
号
五
八
～
五
九
頁
。

（
37
）	

桂
、
前
掲
注（
36
）六
二
頁
、
後
藤
智
「
自
治
体
行
政
委
員
会
、
公
共
組
合
の
変
容
と
地
方
自
治
」
晴
山
一
穂
他
編
『
官
僚
制
改
革
の
行
政
法
理

論
』（
日
本
評
論
社
、
令
和
二
年
）
二
六
五
～
二
六
七
頁
等
。

（
38
）	

農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
、
前
掲
注（
35
）。

（
39
）	

桂
、
前
掲
注（
36
）六
二
頁
。

（
40
）	

第
一
八
九
会
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
九
号
（
平
成
二
七
年
六
月
二
五
日
）。

）
七
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
〇
四

（
41
）	

桂
、
前
掲
注（
36
）六
四
頁
。

（
42
）	

首
相
官
邸
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
日
本
再
興
戦
略
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf

）
最
終
閲
覧
令

和
三
年
五
月
五
日
。

（
43
）	
首
相
官
邸
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
42
）八
〇
～
八
一
頁
。

○
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
等
に
よ
る
競
争
力
強
化

・
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
と
集
約
化
に
よ
り
、
農
業
構
造
の
改
革
と
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
農
地
の
中
間
的
受
け
皿

と
し
て
都
道
府
県
の
段
階
に
農
地
中
間
管
理
機
構
（
仮
称
）
を
整
備
し
、
活
用
す
る
。

具
体
的
に
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
が
地
域
内
農
地
の
相
当
部
分
を
借
り
受
け
（
準
公
有
状
態
）、
大
区
画
化
等
の
基
盤
整
備
を
行
っ
た
上

で
、
担
い
手
（
法
人
経
営
、
大
規
模
家
族
経
営
、
企
業
、
新
規
就
農
者
等
）
へ
の
農
地
集
積
・
担
い
手
ご
と
の
農
地
の
集
約
化
に
配
慮
し
て

貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
り
農
地
利
用
の
再
配
分
を
行
う
ス
キ
ー
ム
を
確
立
し
、
積
極
的
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
際
、
農
地
中
間

管
理
機
構
は
、
市
町
村
・
民
間
企
業
等
に
業
務
委
託
を
行
い
、
地
域
の
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
む
体
制
と
す
る
。

・
耕
作
放
棄
地
に
つ
い
て
は
、
耕
作
し
て
い
た
所
有
者
の
死
亡
等
に
よ
り
耕
作
放
棄
地
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
農
地
（
耕
作
放
棄
地
予
備
軍
）

も
解
消
対
策
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
耕
作
放
棄
地
の
所
有
者
に
対
し
農
地
中
間
管
理
機
構
に
貸
す
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た

り
、
所
有
者
不
明
の
耕
作
放
棄
地
に
つ
い
て
、
公
告
制
度
を
使
い
や
す
く
し
、
裁
定
に
よ
り
同
機
構
に
利
用
権
を
設
定
す
る
等
、
手
続
き
の

大
幅
な
改
善
と
簡
素
化
を
図
る
。

・
こ
れ
ら
の
措
置
と
併
せ
て
、
地
域
の
農
業
者
の
徹
底
し
た
話
合
い
に
よ
り
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
の
合
意
形
成
を
図
る
「
人
・
農
地
プ
ラ

ン
」
の
作
成
・
見
直
し
を
推
進
し
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
着
実
に
進
め
る
。

・
な
お
、
二
〇
〇
九
年
に
完
全
自
由
化
さ
れ
た
リ
ー
ス
方
式
に
よ
る
企
業
の
農
業
参
入
を
、
農
地
中
間
管
理
機
構
も
活
用
し
な
が
ら
積
極
的
に

推
進
す
る
。
ま
た
、
農
業
生
産
法
人
の
要
件
緩
和
な
ど
の
所
有
方
式
に
よ
る
企
業
の
農
業
参
入
の
更
な
る
自
由
化
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年

に
実
施
し
た
リ
ー
ス
方
式
で
の
参
入
の
完
全
自
由
化
と
農
業
生
産
法
人
の
要
件
緩
和
後
の
参
入
状
況
の
検
証
等
を
行
う
と
と
も
に
、
農
地
の

集
積
・
集
約
化
の
推
進
に
与
え
る
影
響
も
考
慮
し
つ
つ
、
検
討
す
る
。

）
七
七
三
（

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
五

・
生
産
性
向
上
に
結
び
付
く
農
地
集
積
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
都
道
府
県
等
が
行
う
大
区
画
化
等
の
農
地
整
備
や
農
業
水
利
施
設
の
整
備
を

農
地
中
間
管
理
機
構
も
活
用
し
な
が
ら
推
進
す
る
。

（
44
）	

第
一
八
五
回
国
会
閣
法
第
一
四
号
衆
議
院
附
帯
決
議
。

（
45
）	

地
域
の
合
意
形
成
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
安
藤
光
義
「
農
地
を
動
か
す
地
域
シ
ス
テ
ム
は
ど
う
変
化
し
た
か
」
農
業
と
経
済
八
七
巻
一
号

二
七
頁
。

（
46
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
地
バ
ン
ク
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
の
状
況
」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/

attach/pdf/jisseki-70.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
47
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
５
年
後
見
直
し
等
に
つ
い
て
（
取
り
ま
と
め
）」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/

koukai/kikou/attach/pdf/kikou_ichran-27.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
48
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
47
）。

（
49
）	

今
回
の
改
正
に
当
た
っ
て
も
、
衆
議
院
で
一
〇
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
項
目
で
は
、「
地
域
に
お
け
る
農
業

者
等
に
よ
る
協
議
の
場
に
お
い
て
作
成
す
る
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
、
単
に
支
援
措
置
を
活
用
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
農
業
の
将
来
像

を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
実
質
化
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
農
業
事
情
に
精
通
し
た
市
町
村
、
農
業
委
員
会
等
が
、
農
業
者
等
の
協
議
に

お
い
て
調
整
能
力
を
発
揮
し
う
る
よ
う
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
が
適
時
適
切
に
開

催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
協
議
の
場
に
地
域
の
農
業
者
は
も
と
よ
り
、
新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す
る
者
等
多
様
な
農
業
者
等
が
参
画
し
、

十
分
な
議
論
を
行
い
、
関
係
者
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
対
し
て
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。」
と

さ
れ
た
。
令
和
元
年
第
一
九
八
回
国
会
衆
議
院
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」。

（
50
）	

島
村
健
「「
農
業
委
員
会
」
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
衆
議
院
調
査
局
農
林
水
産
調
査
室
『
農
協
・
農
業
委
員
会
等
の
改
革
」
に
つ
い
て
の
学
識

経
験
者
等
の
見
解
』（https://w

w
w
.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchom

e.nsf/htm
l/rchom

e/shiryo/nousui_201503_kaikakukankeikenkaisyu.

pdf/$F
ile/nousui_201503_kaikakukankeikenkaisyu.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
51
）	

第
一
八
九
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
二
号
（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
）。

）
七
七
三
（



行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
（
髙
槗
）

二
〇
五

・
生
産
性
向
上
に
結
び
付
く
農
地
集
積
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
都
道
府
県
等
が
行
う
大
区
画
化
等
の
農
地
整
備
や
農
業
水
利
施
設
の
整
備
を

農
地
中
間
管
理
機
構
も
活
用
し
な
が
ら
推
進
す
る
。

（
44
）	
第
一
八
五
回
国
会
閣
法
第
一
四
号
衆
議
院
附
帯
決
議
。

（
45
）	
地
域
の
合
意
形
成
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
安
藤
光
義
「
農
地
を
動
か
す
地
域
シ
ス
テ
ム
は
ど
う
変
化
し
た
か
」
農
業
と
経
済
八
七
巻
一
号

二
七
頁
。

（
46
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
地
バ
ン
ク
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
の
状
況
」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/

attach/pdf/jisseki-70.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
47
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
５
年
後
見
直
し
等
に
つ
い
て
（
取
り
ま
と
め
）」（https://w

w
w
.m

aff.go.jp/j/keiei/

koukai/kikou/attach/pdf/kikou_ichran-27.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
48
）	

農
林
水
産
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
前
掲
注（
47
）。

（
49
）	

今
回
の
改
正
に
当
た
っ
て
も
、
衆
議
院
で
一
〇
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
項
目
で
は
、「
地
域
に
お
け
る
農
業

者
等
に
よ
る
協
議
の
場
に
お
い
て
作
成
す
る
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
、
単
に
支
援
措
置
を
活
用
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
農
業
の
将
来
像

を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
実
質
化
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
農
業
事
情
に
精
通
し
た
市
町
村
、
農
業
委
員
会
等
が
、
農
業
者
等
の
協
議
に

お
い
て
調
整
能
力
を
発
揮
し
う
る
よ
う
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
農
業
者
等
に
よ
る
協
議
の
場
が
適
時
適
切
に
開

催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
協
議
の
場
に
地
域
の
農
業
者
は
も
と
よ
り
、
新
た
に
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す
る
者
等
多
様
な
農
業
者
等
が
参
画
し
、

十
分
な
議
論
を
行
い
、
関
係
者
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
対
し
て
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。」
と

さ
れ
た
。
令
和
元
年
第
一
九
八
回
国
会
衆
議
院
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」。

（
50
）	

島
村
健
「「
農
業
委
員
会
」
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
衆
議
院
調
査
局
農
林
水
産
調
査
室
『
農
協
・
農
業
委
員
会
等
の
改
革
」
に
つ
い
て
の
学
識

経
験
者
等
の
見
解
』（https://w

w
w
.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchom

e.nsf/htm
l/rchom

e/shiryo/nousui_201503_kaikakukankeikenkaisyu.

pdf/$F
ile/nousui_201503_kaikakukankeikenkaisyu.pdf

）
最
終
閲
覧
令
和
三
年
五
月
五
日
。

（
51
）	

第
一
八
九
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
議
事
録
第
一
二
号
（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
）。

）
七
七
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
〇
七

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査

高

　
　畑

　
　英
一
郎

は
じ
め
に

一
．
信
教
の
自
由
と
宗
教
団
体
の
自
律
権

二
．
前
提
と
し
て
の
最
高
裁
法
理

三
．
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
最
高
裁
本
案
判
決

四
．
学
説

五
．
近
時
の
下
級
審
判
決
の
動
向

六
．
検
討

お
わ
り
に

論

　説

）
九
九
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
〇
七

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査

高

　
　畑

　
　英
一
郎

は
じ
め
に

一
．
信
教
の
自
由
と
宗
教
団
体
の
自
律
権

二
．
前
提
と
し
て
の
最
高
裁
法
理

三
．
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
最
高
裁
本
案
判
決

四
．
学
説

五
．
近
時
の
下
級
審
判
決
の
動
向

六
．
検
討

お
わ
り
に

論

　説

）
九
九
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
〇
八

は
じ
め
に

宗
教
団
体
の
内
部
的
判
断
に
対
す
る
司
法
権
の
適
用
の
問
題
は
、
一
般
に
裁
判
所
の
「
審
判
権
の
限
界

（
１
）

」
と
理
解
さ
れ
、
主
に
宗
教
団

体
の
内
部
的
な
法
的
ト
ラ
ブ
ル
の
背
景
に
信
仰
上
の
教
義
紛
争
が
あ
る
場
合
に
裁
判
所
が
本
案
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

（
２
）

。
周
知
の
と
お
り
判
例
法
理
は
、
教
義
紛
争
が
核
心
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
案
は
「
法
律
上
の

争
訟
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
却
下
判
決
を
下
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
核
心
的
前
提
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
形

式
的
に
は
事
件
・
争
訟
性
の
要
件
を
満
た
す
限
り
は
本
案
判
決
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
、
最
高
裁
の
内
外
か
ら
提
起
さ
れ
て
い

る
（
３
）

。こ
れ
に
対
し
て
本
稿
の
関
心
は
、
本
案
に
お
け
る
裁
判
所
の
具
体
的
審
査
の
あ
り
様

（
４
）

、
す
な
わ
ち
信
仰
教
義
に
関
わ
ら
ず
宗
教
団
体
内

部
に
お
け
る
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
本
案
と
し
て
扱
う
場
合
に
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
審
理
を
す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
本
案
で
の
審
理
は
、
憲
法
三
二
条
の
い
う
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
充
足
し
つ
つ
、
同
二
〇
条
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
と
宗
教
団

体
の
自
律
権
と
の
調
和
を
志
向
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
所
に
憲
法
二
〇
条
と
三
二
条
と
の
調
整
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
信
教
の
自
由
の
保
護
の
観
点
か
ら
の
望
ま
し
い
調
整
は
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
「
尊
重
」
で
あ
る
が
、
最
高
裁
の
判
例
法

理
や
学
説
は
い
ず
れ
も
宗
教
団
体
の
自
律
権
を
「
鵜
呑
み
」
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
最
低
限
の
司
法
審
査
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
た
だ
、
そ
の
審
査
に
お
け
る
密
度
に
つ
い
て
は
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
濃
淡
は
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
裁
判
所
の
「
尊

重
」
の
広
狭
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
近
時
の
下
級
審
判
決
の
中
に
は
、
高
密
度
の
審
査
を
行
う
も
の
も
少
な
く
な
く
、
そ
れ
は

宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
「
尊
重
」
と
い
う
憲
法
要
請
に
適
う
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し

）
九
四
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
〇
九

た
憲
法
上
の
「
尊
重
」
か
ら
、
と
く
に
下
級
審
判
決
の
動
向
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
信
教
の
自
由
と
宗
教
団
体
の
自
律
権

宗
教
活
動
は
個
人
で
行
う
以
上
に
集
団
で
行
う
こ
と
が
多
く
、
信
仰
を
共
有
す
る
者
ら
が
そ
の
信
じ
る
行
い
を
共
に
実
践
す
る
こ
と
で

追
求
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
的
に
行
わ
れ
る
宗
教
活
動
の
傾
向
に
着
目
す
る
な
ら
、
信
教
の
自

由
は
個
人
の
み
な
ら
ず
集
団
に
も
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
古
来
か
ら
個
人
に
完
結
し
た
宗
教
活
動
は
存
在
す
る
も
の
の
、
統

治
者
の
注
意
を
引
い
た
の
は
集
団
的
な
宗
教
活
動
で
あ
り
、
時
に
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
歴
史
的
文
脈
で
信
教
の
自
由
を

考
え
る
場
合
、
そ
れ
は
個
人
の
自
由
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
集
団
の
自
由
を
包
含
す
る
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い

（
５
）

。

信
教
の
自
由
が
集
団
的
な
宗
教
活
動
の
自
由
を
内
包
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
自
由
を
継
続
的
に
実
践
す
る
た
め
に
集
団
を
組
織
化
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
団
体
を
結
成
し
維
持
し
て
い
く
自
由
も
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
の
保
障
で

あ
る

（
６
）

。
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
に
は
、（
結
社
の
自
由
と
同
じ
く
）
結
成
解
散
の
自
由
、
加
入
脱
退
の
自
由
の
ほ
か
に
、
結
社
存
続
の
た
め

に
内
部
事
項
に
関
す
る
決
定
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
団
体
に
お
け
る
こ
の
内
部
事
項
決
定
権
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
内

容
の
信
仰
を
教
義
と
す
る
の
か
、
誰
を
宗
教
的
な
指
導
者
と
す
る
の
か
、
団
体
の
運
営
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
に
及
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
宗
教
団
体
は
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
が
そ
の
決

定
に
関
与
・
介
入
し
、
否
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
部
事
項
決
定
権
を
宗
教
団
体
の
自
律
権
と
呼
ぶ
理

由
は
そ
こ
に
あ
る
。
特
に
宗
教
指
導
者
の
選
任
と
信
者
の
破
門
と
い
っ
た
人
事
に
関
わ
る
問
題
は
、
信
仰
内
容
の
決
定
と
と
も
に
自
律
権

）
九
四
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
〇
九

た
憲
法
上
の
「
尊
重
」
か
ら
、
と
く
に
下
級
審
判
決
の
動
向
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
信
教
の
自
由
と
宗
教
団
体
の
自
律
権

宗
教
活
動
は
個
人
で
行
う
以
上
に
集
団
で
行
う
こ
と
が
多
く
、
信
仰
を
共
有
す
る
者
ら
が
そ
の
信
じ
る
行
い
を
共
に
実
践
す
る
こ
と
で

追
求
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
的
に
行
わ
れ
る
宗
教
活
動
の
傾
向
に
着
目
す
る
な
ら
、
信
教
の
自

由
は
個
人
の
み
な
ら
ず
集
団
に
も
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
古
来
か
ら
個
人
に
完
結
し
た
宗
教
活
動
は
存
在
す
る
も
の
の
、
統

治
者
の
注
意
を
引
い
た
の
は
集
団
的
な
宗
教
活
動
で
あ
り
、
時
に
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
歴
史
的
文
脈
で
信
教
の
自
由
を

考
え
る
場
合
、
そ
れ
は
個
人
の
自
由
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
集
団
の
自
由
を
包
含
す
る
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い

（
５
）

。

信
教
の
自
由
が
集
団
的
な
宗
教
活
動
の
自
由
を
内
包
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
自
由
を
継
続
的
に
実
践
す
る
た
め
に
集
団
を
組
織
化
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
団
体
を
結
成
し
維
持
し
て
い
く
自
由
も
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
の
保
障
で

あ
る

（
６
）

。
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
に
は
、（
結
社
の
自
由
と
同
じ
く
）
結
成
解
散
の
自
由
、
加
入
脱
退
の
自
由
の
ほ
か
に
、
結
社
存
続
の
た
め

に
内
部
事
項
に
関
す
る
決
定
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
団
体
に
お
け
る
こ
の
内
部
事
項
決
定
権
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
内

容
の
信
仰
を
教
義
と
す
る
の
か
、
誰
を
宗
教
的
な
指
導
者
と
す
る
の
か
、
団
体
の
運
営
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
に
及
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
宗
教
団
体
は
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
が
そ
の
決

定
に
関
与
・
介
入
し
、
否
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
部
事
項
決
定
権
を
宗
教
団
体
の
自
律
権
と
呼
ぶ
理

由
は
そ
こ
に
あ
る
。
特
に
宗
教
指
導
者
の
選
任
と
信
者
の
破
門
と
い
っ
た
人
事
に
関
わ
る
問
題
は
、
信
仰
内
容
の
決
定
と
と
も
に
自
律
権

）
九
四
三
（
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〇
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）

二
一
〇

の
核
心
部
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
当
該
宗
教
団
体
の
信
仰
す
る
教
義
の
一
貫
性
や
完
結
性
を
保
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
信
仰

の
指
導
者
や
指
導
部
に
強
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
７
）

。

こ
の
点
に
つ
き
最
高
裁
は
、
本
門
寺
事
件
判
決
に
お
い
て
「
宗
教
法
人
は
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
り
、
宗
教
活
動
は
憲
法

上
国
の
干
渉
か
ら
の
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
団
体
の
内
部
関
係
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

当
該
団
体
の
自
治
権
を
尊
重
す
べ
く
、
本
来
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
事
項
、
殊
に
宗
教
上
の
教
義
に
わ
た
る
事
項
の
ご
と
き
も

の
に
つ
い
て
は
、
国
の
機
関
で
あ
る
裁
判
所
が
こ
れ
に
立
ち
入
っ
て
実
体
的
な
審
理
、
判
断
を
施
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

（
８
）

」
と
説
示
し

た
。
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
決
定
な
ど
宗
教
団
体
の
内
部
事
項
に
は
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
自
治
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
自

治
を
国
家
機
関
は
「
尊
重
す
る
」
必
要
が
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
そ
こ
に
立
ち
入
っ
て
実
体
的
な
審
理
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
当
該
説
示

は
、
本
稿
の
示
す
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

宗
教
団
体
が
内
部
問
題
を
自
由
に
決
定
で
き
る
こ
と
と
、
そ
の
決
定
に
対
す
る
政
府
の
介
入
を
排
除
で
き
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
の
自

律
権
の
二
つ
の
側
面
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
介
入
の
排
除
権
は
、
行
政
に
よ
る
介
入
を
排
除
す
る
規
定
（
宗
教
法
人
法
八
五
条
な

ど
）
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
問
題
と
接
点
を
も
つ
宗
教
団
体
内
部
の
法
的
紛
争
に
対
す
る
司
法
権
（
裁
判
所
の
審
判
権
）
行
使
の
問
題
と
し
て

も
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宗
教
団
体
の
多
く
は
こ
ん
に
ち
法
人
格
を
取
得
し
て
い
る
。
法
人
化
は
一
般
に
財
産
管
理
や
取
引
の
安
定
に
資
す
る
と
こ
ろ
、

宗
教
団
体
の
法
人
化
は
と
く
に
宗
教
活
動
に
必
要
な
財
産
の
管
理
を
個
人
で
は
な
く
団
体
（
法
人
）
の
決
定
に
付
す
る
意
義
が
あ
り
、
財

産
面
で
の
懸
念
な
く
宗
教
活
動
を
実
践
す
る
の
に
役
立
つ
面
。
し
か
し
法
人
の
設
立
や
運
営
な
ど
は
法
律
に
基
づ
く
た
め
、
そ
こ
に
裁
判

所
の
審
判
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
は
憲
法
三
二
条
の
保
障
す
る
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
と
も
関
係
す
る

（
９
））。

宗
教
法
人
法
一
八
条
一
項

）
九
四
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
一

は
、
代
表
役
員
一
名
を
含
む
三
名
の
責
任
役
員
を
宗
教
法
人
は
置
く
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
代
表
役
員
及
び
責
任
役
員
は
宗
教
上
の
権
限

を
含
ま
な
い
と
し
て
（
同
法
六
条
）、
そ
の
地
位
が
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
宗
教
団
体
が
法
人
化
す
る
こ
と
は
、
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
で
、
宗
教
法
人
法
の
規
定
す
る
範
囲
で
裁
判
所
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
人
化
さ
れ
た
宗
教
団

体
の
財
産
管
理
権
を
も
つ
者
、
す
な
わ
ち
、
代
表
役
員
の
地
位
は
住
職
な
ど
宗
教
上
の
地
位
に
あ
る
者
が
「
充
て
職
」
と
し
て
就
任
す
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
者
に
対
す
る
人
事
的
決
定
は
宗
教
法
人
法
の
下
で
の
世
俗
的
な
決
定
な
の
か
、
あ
る
い
は
実
質
的
に
は
宗
教
的
な
決

定
な
の
か
判
然
と
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
く
、
争
い
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
代
表
役
員
の
地
位
が
当
該
宗
教
法
人
の
土
地
建
物
等
の

占
有
権
原
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
役
員
を
解
任
さ
れ
た
者
の
土
地
建
物
の
明
渡
し
を
巡
っ
て
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
純
粋
に
世
俗
的
な
地
位
で
あ
れ
ば
司
法
権
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
核
心
的
前
提
が
宗
教
紛
争
で
あ
る
場
合
に
は
異
な
る
判
断
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
．
前
提
と
し
て
の
最
高
裁
法
理

こ
う
し
た
紛
争
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
決
を
、
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
10
）

。

第
一
型
は
、
宗
教
上
の
地
位
の
存
否
そ
れ
自
体
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
は
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
ず
、
司
法
権
は
及
ば
な
い
と
す
る

も
の
で
あ
る

（
11
）

。
最
高
裁
は
銀
閣
寺
事
件
判
決
に
お
い
て
「
住
職
た
る
地
位
は
、
元
来
、
儀
式
の
執
行
、
教
義
の
宣
布
等
宗
教
的
な
活
動
に

お
け
る
主
宰
者
た
る
地
位
で
あ
っ
て
、
…
寺
の
管
理
機
関
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
…
権
利
関
係
の

確
認
を
訴
求
す
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
格
別
、
右
代
表
役
員
お
よ
び
責
任
役
員
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
の
確
認
請
求
を
す
る
と
共
に
、
こ
れ

）
九
四
九
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
一

は
、
代
表
役
員
一
名
を
含
む
三
名
の
責
任
役
員
を
宗
教
法
人
は
置
く
と
定
め
る
。
そ
し
て
、
代
表
役
員
及
び
責
任
役
員
は
宗
教
上
の
権
限

を
含
ま
な
い
と
し
て
（
同
法
六
条
）、
そ
の
地
位
が
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
宗
教
団
体
が
法
人
化
す
る
こ
と
は
、
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
で
、
宗
教
法
人
法
の
規
定
す
る
範
囲
で
裁
判
所
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
人
化
さ
れ
た
宗
教
団

体
の
財
産
管
理
権
を
も
つ
者
、
す
な
わ
ち
、
代
表
役
員
の
地
位
は
住
職
な
ど
宗
教
上
の
地
位
に
あ
る
者
が
「
充
て
職
」
と
し
て
就
任
す
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
者
に
対
す
る
人
事
的
決
定
は
宗
教
法
人
法
の
下
で
の
世
俗
的
な
決
定
な
の
か
、
あ
る
い
は
実
質
的
に
は
宗
教
的
な
決

定
な
の
か
判
然
と
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
く
、
争
い
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
代
表
役
員
の
地
位
が
当
該
宗
教
法
人
の
土
地
建
物
等
の

占
有
権
原
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
役
員
を
解
任
さ
れ
た
者
の
土
地
建
物
の
明
渡
し
を
巡
っ
て
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
純
粋
に
世
俗
的
な
地
位
で
あ
れ
ば
司
法
権
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
核
心
的
前
提
が
宗
教
紛
争
で
あ
る
場
合
に
は
異
な
る
判
断
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
．
前
提
と
し
て
の
最
高
裁
法
理

こ
う
し
た
紛
争
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
決
を
、
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
10
）

。

第
一
型
は
、
宗
教
上
の
地
位
の
存
否
そ
れ
自
体
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
は
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
ず
、
司
法
権
は
及
ば
な
い
と
す
る

も
の
で
あ
る

（
11
）

。
最
高
裁
は
銀
閣
寺
事
件
判
決
に
お
い
て
「
住
職
た
る
地
位
は
、
元
来
、
儀
式
の
執
行
、
教
義
の
宣
布
等
宗
教
的
な
活
動
に

お
け
る
主
宰
者
た
る
地
位
で
あ
っ
て
、
…
寺
の
管
理
機
関
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
…
権
利
関
係
の

確
認
を
訴
求
す
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
格
別
、
右
代
表
役
員
お
よ
び
責
任
役
員
と
し
て
の
法
律
上
の
地
位
の
確
認
請
求
を
す
る
と
共
に
、
こ
れ

）
九
四
九
（
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二
一
二

と
は
別
個
に
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
の
住
職
た
る
地
位
の
確
認
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
単
に
宗
教
上
の
地
位
の
確
認
を
求
め
る
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
権
利
関
係
の
確
認
を
求
め
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
は
、
そ
の
利
益
を
欠

く
も
の
と
し
て
却
下
を
免
れ
な
い

（
12
）

」
と
説
示
し
て
、
宗
教
上
の
地
位
の
確
認
に
対
す
る
審
判
権
を
否
定
す
る
法
理
を
提
示
し
た
。
こ
の
法

理
は
種
徳
寺
事
件
判
決

（
13
）

に
お
い
て
確
認
さ
れ
、
確
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
教
覚
寺
事
件
判
決

（
14
）

に
お
い
て
最
高
裁
は
、
宗
教

団
体
の
規
律
違
反
を
理
由
に
下
さ
れ
た
懲
戒
処
分
が
被
処
分
者
の
宗
教
活
動
を
制
限
し
、
あ
る
い
は
当
該
宗
教
団
体
内
部
に
お
け
る
宗
教

上
の
地
位
に
関
す
る
不
利
益
を
与
え
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
処
分
の
効
力
が
宗
教
団
体
内
部
に
と
ど
ま
る
場
合
、
当
該
処
分
の
効
力

に
関
す
る
紛
争
は
具
体
的
な
権
利
又
は
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
法
律
上
の
争
訟
に
は
当
た
ら
な
い
と
説
示
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
懲
戒
処
分
の
効
果
が
被
処
分
者
に
「
経
済
的
及
び
市
民
的
生
活
に
関
す
る
不
利
益
を
」
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
処
分

の
効
力
が
外
部
に
及
ば
な
い
限
り
、
法
律
上
の
争
訟
性
を
否
定
し
た
。

第
二
型
で
は
、
裁
判
所
は
、
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
請
求
の
当
否
の
判
断
の
前
提
問
題
と
し
て
、
特

定
の
人
に
つ
き
宗
教
上
の
地
位
の
存
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
地
位
の
存
否
（
選
任
な
い
し
罷
免
の
適
否
）
に
つ
い
て

司
法
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る

（
15
）

。
こ
の
立
場
を
と
る
も
の
に
、
前
掲
種
徳
寺
事
件
判
決

（
16
）

、
本
門
寺
事
件
判
決

（
17
）

、
宝
光
坊
事
件
判
決

（
18
）

、
正
福
寺

事
件
判
決

（
19
）

お
よ
び
法
布
院
事
件
判
決

（
20
）

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
法
人
の
自
治
規
範
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
同
法
人
内
の
信
者
の

地
位
を
確
定
す
る
判
断
枠
組
み
の
下
、
檀
徒
の
地
位
を
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
を
含
む
法
律
上
の
地
位
と
認
め
た
満
徳
寺

事
件
判
決

（
21
）

が
あ
る
。

第
三
型
は
、
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
な
い
し
は
法
律
関
係
の
存
否
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
で
は
あ
る
が
、
前
提
問
題
と
し
て
本
来
宗

教
団
体
が
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
宗
教
上
の
教
義
、
信
仰
な
い
し
宗
教
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
請
求
の

）
九
四
四
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
三

当
否
を
決
す
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
判
断
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
形
の
上
で
は
法
律
上
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
実
質
上
は
宗
教
上
の

教
義
の
争
い
で
あ
る
場
合
は
、
法
令
の
適
用
を
も
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
裁
判
所
の
不
干
渉
、
中
立
性
を
示
す
意
味
で

訴
え
を
却
下
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
22
）

。
こ
れ
は
板
ま
ん
だ
ら
事
件
判
決

（
23
）

に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
法
理
で
あ
り
、
そ
の
後
蓮
華
寺
事
件
判

決
（
24
）

ほ
か
多
く
の
判
決
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。

三
．
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
最
高
裁
本
案
判
決

㈠
　
こ
の
「
審
判
権
の
限
界
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
の
示
し
た
第
三
型
の
判
例
法
理
に
対
す
る
批
判
を
中
心
に
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
第
二
型
の
判
例
法
理
に
お
け
る
最
高
裁
の
具
体
的
判
断
に
焦
点
を
当
て
る
。
憲
法
は
宗
教

団
体
に
高
度
の
自
律
権
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
（
教
義
解
釈
に
関
わ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
）
内
部
事
項
に
対
す
る

判
断
を
国
家
が
「
尊
重
す
る
」
こ
と
で
示
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
教
義
解
釈
に
関
わ
ら
な
い
問
題
と
し
て
最
高
裁
が
実
際
に
宗
教
団
体
の

判
断
に
対
し
て
行
っ
た
審
査
の
手
法
は
「
尊
重
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る

（
26
）

。

最
高
裁
は
、
寺
院
が
解
任
し
た
前
住
職
に
対
し
て
そ
の
占
有
す
る
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
た
前
掲
種
徳
寺
事
件
判
決

（
27
）

に
お
い
て
、
寺
院

の
不
動
産
引
渡
等
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
前
提
問
題
と
し
て
住
職
の
地
位
の
存
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
存
否
判

断
の
内
容
が
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
る
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
選
任
な
い
し
罷
免
の
適
否
に
つ
い
て
裁
判
所
が
司
法
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
決
し
た
。
そ
し
て
、
認
定
し
た
事
実
関
係
か
ら
下
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
罷
免
処
分
に
は
手
続
的
実
体
的
な
瑕
疵

が
な
い
の
で
そ
の
有
効
性
を
認
め
た
原
審
の
判
断
を
支
持
し
た
。

）
九
四
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宗
教
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。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
一
四

ま
た
第
二
型
に
直
ち
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が

（
28
）

、
同
旨
の
結
論
に
達
す
る
も
の
と
し
て
前
掲
本
門
寺
事
件
判
決

（
29
）

が
あ
る
。
自
ら

が
代
表
役
員
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
宗
教
法
人
に
対
し
て
求
め
る
本
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
等
の
地
位
を
確

認
す
る
訴
は
法
律
上
の
争
訟
に
該
当
す
る
と
説
示
し
た
上
で
、
宗
教
法
人
の
宗
教
活
動
上
の
自
由
な
い
し
自
治
に
対
す
る
介
入
に
わ
た
ら

な
い
限
り
、
特
定
の
者
が
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
等
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
者
が
住
職
と
い
う
寺
院
規

則
に
定
め
る
宗
教
活
動
上
の
地
位
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
示
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
争

点
が
選
任
手
続
に
即
し
て
住
職
の
地
位
を
取
得
し
た
の
か
で
あ
る
点
に
鑑
み
、
選
任
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
選
任
さ
れ
た
の
か
を
審
査

す
る
手
法
を
採
用
し
、
寺
院
規
則
上
住
職
選
任
に
関
す
る
規
定
を
欠
く
場
合
に
は
条
理
に
即
し
て
判
断
す
る
と
し
て
檀
信
徒
の
総
意
で

も
っ
て
住
職
を
選
任
し
た
こ
と
は
条
理
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
原
審
の
判
決
を
支
持
し
た
。

前
掲
蓮
華
寺
事
件
判
決

（
30
）

は
、
傍
論
な
が
ら
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
等
の
地
位
の
存
否
を
審
理
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
者
の
宗
教
団

体
上
の
地
位
の
存
否
を
判
断
す
る
際
、
教
義
信
仰
に
関
わ
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
位
の
選
任
、
剥
奪
に
関
す
る
手
続
上
の
準
則
の
み

を
審
理
判
断
す
る
と
説
示
す
る
。

さ
ら
に
法
布
院
事
件
判
決

（
31
）

で
は
、
包
括
宗
教
団
体
と
の
被
包
括
関
係
の
廃
止
を
目
的
と
し
た
規
則
変
更
の
た
め
に
被
包
括
の
宗
教
法
人

の
代
表
役
員
が
包
括
宗
教
団
体
の
承
認
な
く
責
任
役
員
を
解
任
し
て
新
役
員
を
選
定
し
、
そ
の
後
の
責
任
役
員
会
で
包
括
宗
教
団
体
と
の

被
包
括
関
係
の
廃
止
に
係
る
規
則
変
更
を
議
決
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
包
括
宗
教
団
体
が
当
該
代
表
役
員
を
懲
罰
処
分
に
し
た
こ
と
に
つ

き
、
最
高
裁
は
、
被
包
括
関
係
解
消
に
お
け
る
包
括
宗
教
団
体
に
よ
る
不
利
益
取
扱
い
を
禁
止
す
る
宗
教
法
人
法
七
八
条
一
項
お
よ
び
二

項
の
適
用
を
退
け
、
被
包
括
の
宗
教
法
人
の
規
則
が
責
任
役
員
の
解
任
に
際
し
て
包
括
宗
教
団
体
の
承
認
を
求
め
て
い
る
場
合
、
包
括
宗

教
団
体
側
に
宗
教
的
自
律
権
に
基
づ
く
被
包
括
の
宗
教
法
人
の
責
任
役
員
を
選
任
す
る
権
限
が
あ
り
、
そ
の
権
限
行
使
は
結
果
と
し
て
被

）
九
四
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
五

包
括
関
係
の
廃
止
を
困
難
に
す
る
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
も
違
法
で
は
な
い
と
判
決
し
た
。
被
包
括
の
宗
教
法
人
の
規
則
に
包
括
宗

教
団
体
に
よ
る
統
括
規
定
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
最
高
裁
は
「
包
括
宗
教
団
体
の
代
表
者
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
い
か

な
る
信
仰
上
の
考
え
等
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
被
包
括
宗
教
法
人
の
責
任
役
員
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
か
は
、
当
該
規
則
等
に
特
別

の
定
め
が
あ
る
と
き
な
ど
を
除
き
、
包
括
宗
教
団
体
の
自
治
的
な
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
説
示
し
て
、
宗
教
団
体
の
宗
教
的
自

律
権
は
当
該
団
体
の
人
事
権
の
み
な
ら
ず
、
統
括
対
象
で
あ
る
被
包
括
の
宗
教
法
人
の
役
員
人
事
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
こ

の
判
決
で
最
高
裁
は
、
宗
教
法
人
法
七
八
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
適
用
を
巡
る
法
律
関
係
の
前
提
問
題
と
し
て
、
包
括
宗
教
団
体
の
被
包

括
の
宗
教
法
人
の
責
任
役
員
の
選
任
権
を
検
討
し
、
信
仰
の
共
有
な
ど
教
義
の
理
解
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
包
括
宗
教
団
体
の
判
断

を
肯
定
し
て
、
そ
の
手
続
面
に
お
け
る
適
正
さ
を
審
査
し
た
。

㈡
　
第
三
型
の
判
例
法
理
に
反
対
す
る
最
高
裁
の
少
数
意
見
の
中
に
は
、
本
案
判
決
を
下
す
た
め
に
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
を
一
定

の
条
件
の
下
で
尊
重
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

日
蓮
正
宗
小
田
原
教
会
事
件
判
決

（
32
）

味
村
治
裁
判
官
反
対
意
見
は
、
共
産
党
袴
田
事
件
判
決

（
33
）

を
引
用
し
つ
つ
「
宗
教
団
体
を
結
成
す
る
自

由
及
び
国
の
干
渉
か
ら
の
宗
教
活
動
の
自
由
は
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
宗
教
団
体
の
自
治
を
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
宗
教
団
体
の
し
た
懲
戒
処
分
の
当
否
は
、
当
該
宗
教
団
体
が
自
治
的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
別
の
事
情

の
な
い
限
り
、
右
規
範
に
照
ら
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
団
体
の
処
分
判
断
に
対
す
る
濫
用
審
査
を
可
と
す
る
見
解
を

示
す

（
34
）

。
他
方
、
同
判
決
三
好
達
裁
判
官
反
対
意
見
は
、「
裁
判
所
が
処
分
理
由
の
存
否
に
つ
い
て
日
蓮
正
宗
の
自
律
的
な
確
認
、
決
定
を
尊
重

し
、
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
を
理
由
に
さ
れ
た
処
分
が
懲
戒
権
の
濫
用
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
審
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る
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を
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提
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最
高
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は
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括
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体
の
代
表
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の
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使
す
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に
当
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り
、
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上
の
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を
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を
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し
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と
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か
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を
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き
、
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自
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る
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て
、
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権
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み
な
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ず
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統
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対
象
で
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る
被
包
括
の
宗
教
法
人
の
役
員
人
事
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
示
し
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。
ま
た
こ

の
判
決
で
最
高
裁
は
、
宗
教
法
人
法
七
八
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
適
用
を
巡
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法
律
関
係
の
前
提
問
題
と
し
て
、
包
括
宗
教
団
体
の
被
包

括
の
宗
教
法
人
の
責
任
役
員
の
選
任
権
を
検
討
し
、
信
仰
の
共
有
な
ど
教
義
の
理
解
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
包
括
宗
教
団
体
の
判
断

を
肯
定
し
て
、
そ
の
手
続
面
に
お
け
る
適
正
さ
を
審
査
し
た
。

㈡
　
第
三
型
の
判
例
法
理
に
反
対
す
る
最
高
裁
の
少
数
意
見
の
中
に
は
、
本
案
判
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を
下
す
た
め
に
宗
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体
の
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条
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る
見
解
が
あ
る
。

日
蓮
正
宗
小
田
原
教
会
事
件
判
決

（
32
）

味
村
治
裁
判
官
反
対
意
見
は
、
共
産
党
袴
田
事
件
判
決

（
33
）

を
引
用
し
つ
つ
「
宗
教
団
体
を
結
成
す
る
自

由
及
び
国
の
干
渉
か
ら
の
宗
教
活
動
の
自
由
は
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
宗
教
団
体
の
自
治
を
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
宗
教
団
体
の
し
た
懲
戒
処
分
の
当
否
は
、
当
該
宗
教
団
体
が
自
治
的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
別
の
事
情

の
な
い
限
り
、
右
規
範
に
照
ら
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
団
体
の
処
分
判
断
に
対
す
る
濫
用
審
査
を
可
と
す
る
見
解
を

示
す

（
34
）

。
他
方
、
同
判
決
三
好
達
裁
判
官
反
対
意
見
は
、「
裁
判
所
が
処
分
理
由
の
存
否
に
つ
い
て
日
蓮
正
宗
の
自
律
的
な
確
認
、
決
定
を
尊
重

し
、
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
を
理
由
に
さ
れ
た
処
分
が
懲
戒
権
の
濫
用
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
審

）
九
四
三
（
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理
、
判
断
す
る
こ
と
も
ま
た
、
教
義
な
い
し
信
仰
の
内
容
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
手
続
に
つ
い

て
の
右
準
則
の
履
践
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
審
理
、
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
裁
判
所
の
審
判
権
は
あ
く
ま
で
手

続
面
の
審
査
に
と
ど
め
る
べ
き
と
す
る
。
同
じ
見
解
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
仏
世
寺
事
件
判
決

（
35
）

元
原
利
文
裁
判
官
反
対
意
見
が
あ
る

（
36
）

。

㈢
　
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
少
数
意
見
で
示
さ
れ
た
見
解
を
含
め
、
宗
教
団
体
の
内
部
事
項
に
関
す
る
判
断
に
対
し
て
は
そ
の
判
断

を
全
面
的
に
「
尊
重
す
る
」
判
決
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
布
院
事
件
判
決
の
調
査
官
解
説
が
整
理
す
る
よ
う
に
「
手
続
上
の

準
則
に
従
っ
て

（
37
）

」
下
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
限
っ
て
審
査
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
認
定
事
実
や
手
続
上
の
準
則
か
ら
の
合
理
的
な
推

論
に
基
づ
く
判
断
を
下
す
こ
と
で
、
最
高
裁
は
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現
に
お
い
て
公
平
か
つ
中
立
な
裁
判
の
実
施
を
基
軸
に
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
宗
教
団
体
に
対
す
る
自
律
権
の
「
尊
重
」
は
後
退
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

宗
教
団
体
の
判
断
に
対
し
て
全
面
的
な
「
敬
譲

（
38
）

」
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
．
学
説

裁
判
所
の
審
判
権
が
及
ぶ
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
審
査
手
法
を
採
用
す
べ
き
か
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
学
の
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
主
要
な
議
論
を
紹
介
す
る
。

㈠
　
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
裁
判
所
の
尊
重
を
広
く
も
と
め
る
の
が
松
浦
説
で
あ
る

（
39
）

。
こ
の
説
は
、
宗
教
団
体
の
宗
教
的
人
事

権
は
宗
教
団
体
の
信
教
の
自
由
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
憲
法
二
〇
条
や
宗
教
法
人
法
の
規
定
か
ら
宗
教
団
体
は
国
家
の
干
渉

を
受
け
る
こ
と
な
く
人
事
権
そ
の
他
内
部
の
組
織
上
の
問
題
を
決
定
す
る
自
律
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
自
律
権
は
国
家
か

）
九
四
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
七

ら
の
独
立
（
独
立
的
自
律
権
）
と
国
家
か
ら
認
め
ら
れ
る
自
治

（
40
）

の
二
側
面
あ
り
、
宗
教
団
体
の
人
事
権
そ
の
他
の
決
定
権
は
前
者
に
属
し
、

宗
教
団
体
は
自
治
規
範
を
制
定
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
解
釈
・
適
用
を
な
す
権
限
を
有
す
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
審
判
権
が
及
ぶ
場
合
で
も
「
宗
教
上
の
地
位
を
有
す
る
者
の
任
免
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
独
立
的
自
律
権
が
働
く
も
の

と
し
、
任
免
の
効
力
を
主
張
す
る
者
を
し
て
、
宗
教
団
体
内
部
に
お
い
て
自
律
的
に
任
免
が
な
さ
れ
た
事
実
を
事
実
と
し
て
主
張
せ
し
め
、

外
形
的
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
そ
の
事
実
効
と
し
て
任
免
の
効
力
を
認
め
た
上
で
然
る
べ
き
裁
判
を
す
べ
き
で

あ
る
」
と
す
る

（
41
）

。
く
わ
え
て
、
こ
の
自
律
権
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
に
服
す
る

（
42
）

か
ら
、
裁
判
所
は
「
公
共
の
福
祉
」
違
反
に
関

す
る
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

（
43
）

。

㈡
　
こ
の
裁
判
所
に
よ
る
「
公
共
の
福
祉
」
適
合
性
に
関
す
る
審
査
を
比
較
的
広
義
に
理
解
す
る
の
が
、
竹
下
説
で
あ
る

（
44
）

。
ま
ず
、
一

般
的
な
私
的
団
体
の
自
律
的
判
断
の
根
拠
を
結
社
の
自
由
に
求
め

（
45
）

、
そ
れ
に
対
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
実
体
的
制
限
と
手
続
的
制
限
が
及

ぶ
と
す
る

（
46
）

。
そ
し
て
実
体
的
制
限
に
は
公
的
利
益
保
護
と
し
て
、
公
序
良
俗
・
強
行
法
規
の
禁
止
す
る
作
為
を
求
め
る
処
分
の
禁
止
と
一

般
法
秩
序
の
求
め
る
作
為
を
禁
止
す
る
処
分
の
禁
止
が
あ
り
、
私
的
利
益
保
護
と
し
て
裁
量
権
の
範
囲
の
逸
脱
禁
止
と
処
分
権
の
濫
用
の

禁
止

（
47
）

が
あ
り
、
手
続
的
制
限
と
し
て
は
、
自
治
規
範
の
遵
守
、
処
分
機
関
の
権
限
、
手
続
不
備
に
お
け
る
適
正
手
続
に
よ
る
補
充
、
適
正

な
事
実
認
定
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
団
体
内
部
の
自
律
的
処
分
の
司
法
審
査
も
、
当
事
者
の
主
張
に
現
れ
た
限
度
に
お

い
て
、
実
体
的
・
手
続
的
制
限
の
す
べ
て
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
そ
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る

（
48
）

。

㈢
　
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
の
根
拠
に
関
し
て
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
自
律
を
重
視
し
制
約
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば

受
容
す
る
と
い
う
外
形
的
な
審
査
を
行
う
点
で
共
通
す
る
と
評
さ
れ
る

（
49
）

。
こ
れ
に
対
し
て
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
に
よ
り
踏
み
込
ん
で

審
査
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
安
西
説
は
、
上
記
の
学
説
が
宗
教
団
体
内
部
で
下
さ
れ
る
判
断
を
「
生
み

）
九
四
三
（
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教
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体
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司
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の
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立
（
独
立
的
自
律
権
）
と
国
家
か
ら
認
め
ら
れ
る
自
治

（
40
）

の
二
側
面
あ
り
、
宗
教
団
体
の
人
事
権
そ
の
他
の
決
定
権
は
前
者
に
属
し
、

宗
教
団
体
は
自
治
規
範
を
制
定
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
解
釈
・
適
用
を
な
す
権
限
を
有
す
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
審
判
権
が
及
ぶ
場
合
で
も
「
宗
教
上
の
地
位
を
有
す
る
者
の
任
免
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
独
立
的
自
律
権
が
働
く
も
の

と
し
、
任
免
の
効
力
を
主
張
す
る
者
を
し
て
、
宗
教
団
体
内
部
に
お
い
て
自
律
的
に
任
免
が
な
さ
れ
た
事
実
を
事
実
と
し
て
主
張
せ
し
め
、

外
形
的
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
そ
の
事
実
効
と
し
て
任
免
の
効
力
を
認
め
た
上
で
然
る
べ
き
裁
判
を
す
べ
き
で

あ
る
」
と
す
る

（
41
）

。
く
わ
え
て
、
こ
の
自
律
権
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
に
服
す
る

（
42
）

か
ら
、
裁
判
所
は
「
公
共
の
福
祉
」
違
反
に
関

す
る
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

（
43
）

。

㈡
　
こ
の
裁
判
所
に
よ
る
「
公
共
の
福
祉
」
適
合
性
に
関
す
る
審
査
を
比
較
的
広
義
に
理
解
す
る
の
が
、
竹
下
説
で
あ
る

（
44
）

。
ま
ず
、
一

般
的
な
私
的
団
体
の
自
律
的
判
断
の
根
拠
を
結
社
の
自
由
に
求
め

（
45
）

、
そ
れ
に
対
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
実
体
的
制
限
と
手
続
的
制
限
が
及

ぶ
と
す
る

（
46
）

。
そ
し
て
実
体
的
制
限
に
は
公
的
利
益
保
護
と
し
て
、
公
序
良
俗
・
強
行
法
規
の
禁
止
す
る
作
為
を
求
め
る
処
分
の
禁
止
と
一

般
法
秩
序
の
求
め
る
作
為
を
禁
止
す
る
処
分
の
禁
止
が
あ
り
、
私
的
利
益
保
護
と
し
て
裁
量
権
の
範
囲
の
逸
脱
禁
止
と
処
分
権
の
濫
用
の

禁
止

（
47
）

が
あ
り
、
手
続
的
制
限
と
し
て
は
、
自
治
規
範
の
遵
守
、
処
分
機
関
の
権
限
、
手
続
不
備
に
お
け
る
適
正
手
続
に
よ
る
補
充
、
適
正

な
事
実
認
定
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
団
体
内
部
の
自
律
的
処
分
の
司
法
審
査
も
、
当
事
者
の
主
張
に
現
れ
た
限
度
に
お

い
て
、
実
体
的
・
手
続
的
制
限
の
す
べ
て
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
そ
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る

（
48
）

。

㈢
　
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
の
根
拠
に
関
し
て
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
自
律
を
重
視
し
制
約
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば

受
容
す
る
と
い
う
外
形
的
な
審
査
を
行
う
点
で
共
通
す
る
と
評
さ
れ
る

（
49
）

。
こ
れ
に
対
し
て
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
に
よ
り
踏
み
込
ん
で

審
査
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
安
西
説
は
、
上
記
の
学
説
が
宗
教
団
体
内
部
で
下
さ
れ
る
判
断
を
「
生
み

）
九
四
三
（
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出
し
支
え
て
い
る
」
手
続
過
程
を
見
落
と
し
て
い
る
と
の
問
題
意
識
か
ら

（
50
）

、
ま
ず
訴
訟
当
事
者
に
宗
教
問
題
の
主
張
の
提
起
を
禁
止
す
る

と
と
も
に
、
審
査
密
度
の
高
い
手
続
審
査
を
行
う
よ
う
主
張
す
る

（
51
）

。
そ
の
手
続
審
査
の
際
に
自
律
権
に
基
づ
く
処
分
が
宗
教
団
体
内
部
で

「
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ん
で
行
わ
れ
た
の
か
」「
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
尽
く
し
て
行
わ
れ
た
の
か
」
を
審
査
す
る
よ
う
求
め
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、「
多
様
な
利
害
や
価
値
を
持
つ
信
者
達
が
属
す
る
団
体
内
部
で
、
そ
の
利
害
を
調
整
す
る
た
め
の
手
続
が
公
正
に
行
わ
れ

た
の
か
ど
う
か
を
、
団
体
内
部
の
手
続
運
営
の
経
緯
に
踏
み
込
ん
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（
52
）

。

㈣
　
以
上
に
紹
介
し
た
学
説
は
、
順
に
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
司
法
審
査
の
密
度
・
程
度
が
高
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い

ず
れ
も
が
「
宗
教
団
体
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に

（
53
）

」
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
尊
重
」
の
程
度
も
広
い
も
の
で
は
な
い
。
当
該
自
律

権
が
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
き
、
そ
れ
に
対
す
る
司
法
審
査
は
可
能
な
限
り
希
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う

（
54
）

。

五
．
近
時
の
下
級
審
判
決
の
動
向

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
が
「
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
」
行
使
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
限
っ
て
審

査
し
て
き
た
。
他
方
、
以
前
か
ら
下
級
審
判
決
に
は
「
手
続
的
正
義
保
持
の
観
点
か
ら
の
み
審
判
権
を
行
使
す
る
と
い
う
限
界
を
越
え
て

本
案
の
審
理
判
断
を
す
る
例
も
い
く
つ
か
あ
る

（
55
）

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
平
成
一
五
年

（
56
）

以
降
の
下
級
審
判
決
の
動
向
を
検
討
し
、

最
高
裁
の
審
査
と
の
異
同
を
観
察
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
司
法
審
査
の
現
状
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
（
対
象

は
第
二
型

（
57
）か

つ
宗
教
団
体
の
自
律
権
の
効
力
が
争
わ
れ
た
判
決
に
限
定
す
る

（
58
））（

次
節
の
検
討
の
た
め
に
、
下
記
下
級
審
判
決
に
番
号
を
付
す
）。

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
九

被
包
括
宗
教
法
人
の
僧
籍
を
も
つ
代
表
役
員
が
、
包
括
宗
教
法
人
の
許
可
な
く
そ
の
被
包
括
宗
教
法
人
そ
の
も
の
を
第
三
者
に
売
却
し

そ
の
対
価
を
受
領
し
た
た
め
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
代
表
役
員
を
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
身
へ
の
解
任
処
分
の
無
効
確
認
お
よ
び

被
包
括
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
地
位
確
認
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
①
日
本
山
妙
法
寺
事
件
判
決

（
59
）

は
、
僧
籍
剥
奪
処
分
は
原
告
の
請

求
の
前
提
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
被
包
括
宗
教
法
人
の
売
却
に
対
す
る
処
分
で
あ
る
も
の
の
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
る
も
の
で
は

な
い
と
し
て
、
裁
判
所
の
審
判
権
を
認
め
た
。
そ
し
て
宗
教
法
人
は
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
裁
判
所
は
宗
教
団
体
の
自
治

を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
事
実
の
有
無
、
手
続
の
適
正
さ
、
裁
量
権
の
逸
脱
の
有
無
を
審
査
す
る
と

説
示
し
た
。
と
く
に
裁
量
判
断
に
対
す
る
審
査
に
お
い
て
、
第
三
者
へ
の
売
却
に
よ
る
被
包
括
関
係
の
了
解
な
き
廃
止
は
包
括
宗
教
法
人

に
と
っ
て
組
織
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
僧
籍
剥
奪
処
分
や
解
任
処
分
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
、
処
分
の
比
例
性
に
着
目
す
る

審
査
を
行
っ
た
。

②
平
成
二
二
年
大
阪
高
裁
判
決

（
60
）

は
、
建
物
明
渡
し
処
分
を
命
じ
た
宗
教
団
体
の
管
長
の
地
位
を
争
う
事
件
で
あ
り
、
当
該
建
物
の
所
有

者
（
宗
教
団
体
）
に
は
明
渡
し
に
よ
る
権
利
実
現
の
た
め
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
当
該
管
長
及
び
そ
の
後

任
者
の
下
で
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
宗
教
団
体
は
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
秩
序
が
「
宗
教
団
体
と
し
て
の

自
治
的
決
定
内
容
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
た
扱
い
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

宗
教
団
体
の
自
律
的
決
定
を
一
般
的
な
結
社
の
も
つ
自
律
権
か
ら
承
認
す
る
も
の
の
、
そ
の
決
定
を
直
ち
に
認
容
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
公
序
良
俗
違
反
や
裁
量
権
の
濫
用
、
団
体
内
の
手
続
違
反
の
有
無
な
ど
を
検
討
す
る
判
決
も
あ
る
。
宗
教
団
体
の
下
し
た
除
名
処

分
が
団
体
内
の
手
続
に
適
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
除
名
事
由
の
存
否
に
か
か
る
判
断
も
不
合
理
だ
と
し
て
処
分
の
無
効
を
信
者
が
求
め
た
③

創
価
学
会
信
者
除
名
事
件
判
決
は
、
団
体
自
治
の
尊
重
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
処
分
権
者
の
裁
量
判
断
に
お
け
る
要
素
の
取
捨
選
択
、

）
九
三
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
一
九

被
包
括
宗
教
法
人
の
僧
籍
を
も
つ
代
表
役
員
が
、
包
括
宗
教
法
人
の
許
可
な
く
そ
の
被
包
括
宗
教
法
人
そ
の
も
の
を
第
三
者
に
売
却
し

そ
の
対
価
を
受
領
し
た
た
め
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
代
表
役
員
を
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
身
へ
の
解
任
処
分
の
無
効
確
認
お
よ
び

被
包
括
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
地
位
確
認
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
①
日
本
山
妙
法
寺
事
件
判
決

（
59
）

は
、
僧
籍
剥
奪
処
分
は
原
告
の
請

求
の
前
提
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
被
包
括
宗
教
法
人
の
売
却
に
対
す
る
処
分
で
あ
る
も
の
の
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
る
も
の
で
は

な
い
と
し
て
、
裁
判
所
の
審
判
権
を
認
め
た
。
そ
し
て
宗
教
法
人
は
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
裁
判
所
は
宗
教
団
体
の
自
治

を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
処
分
事
実
の
有
無
、
手
続
の
適
正
さ
、
裁
量
権
の
逸
脱
の
有
無
を
審
査
す
る
と

説
示
し
た
。
と
く
に
裁
量
判
断
に
対
す
る
審
査
に
お
い
て
、
第
三
者
へ
の
売
却
に
よ
る
被
包
括
関
係
の
了
解
な
き
廃
止
は
包
括
宗
教
法
人

に
と
っ
て
組
織
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
僧
籍
剥
奪
処
分
や
解
任
処
分
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
、
処
分
の
比
例
性
に
着
目
す
る

審
査
を
行
っ
た
。

②
平
成
二
二
年
大
阪
高
裁
判
決

（
60
）

は
、
建
物
明
渡
し
処
分
を
命
じ
た
宗
教
団
体
の
管
長
の
地
位
を
争
う
事
件
で
あ
り
、
当
該
建
物
の
所
有

者
（
宗
教
団
体
）
に
は
明
渡
し
に
よ
る
権
利
実
現
の
た
め
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
当
該
管
長
及
び
そ
の
後

任
者
の
下
で
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
宗
教
団
体
は
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
秩
序
が
「
宗
教
団
体
と
し
て
の

自
治
的
決
定
内
容
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
た
扱
い
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

宗
教
団
体
の
自
律
的
決
定
を
一
般
的
な
結
社
の
も
つ
自
律
権
か
ら
承
認
す
る
も
の
の
、
そ
の
決
定
を
直
ち
に
認
容
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
公
序
良
俗
違
反
や
裁
量
権
の
濫
用
、
団
体
内
の
手
続
違
反
の
有
無
な
ど
を
検
討
す
る
判
決
も
あ
る
。
宗
教
団
体
の
下
し
た
除
名
処

分
が
団
体
内
の
手
続
に
適
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
除
名
事
由
の
存
否
に
か
か
る
判
断
も
不
合
理
だ
と
し
て
処
分
の
無
効
を
信
者
が
求
め
た
③

創
価
学
会
信
者
除
名
事
件
判
決
は
、
団
体
自
治
の
尊
重
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
処
分
権
者
の
裁
量
判
断
に
お
け
る
要
素
の
取
捨
選
択
、

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
二
〇

そ
の
要
素
の
分
析
・
検
討
、
こ
う
し
た
検
討
結
果
を
前
提
と
し
た
処
分
内
容
の
選
択
な
ど
の
各
判
断
の
過
程
に
著
し
く
不
合
理
な
点
が
な

い
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
処
分
の
基
礎
と
な
る
事
実
の
認
定
に
つ
き
事
実
の
捏
造
や
著
し
く
不
合
理
な
判
断
方
法
へ
の
依
拠
な
ど
、

経
験
則
や
論
理
則
か
ら
到
底
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
処
分
を
無
効
と
す
る
と
説
示
し
た
が
、
当
該
事
件
の
請
求
は
棄
却
し

た
（
61
）

。④
曹
洞
宗
懲
戒
処
分
事
件
判
決
は
、
被
包
括
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
（
住
職
）
に
対
し
て
包
括
宗
教
団
体
が
下
し
た
宗
教
活
動
に
関
す

る
懲
戒
処
分
が
、
宗
教
法
人
に
設
置
さ
れ
る
法
定
の
議
決
機
関
の
議
員
の
地
位
の
喪
失
と
い
う
効
果
を
有
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
処
分
の

有
効
性
を
争
う
事
件
で
あ
る
。
当
該
議
員
の
地
位
は
法
律
上
の
地
位
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
当
該
処
分
に
至
る
手
続
が
著
し
く
正
義
に

悖
る
場
合
や
、
処
分
の
根
拠
と
な
っ
た
重
大
な
事
実
に
誤
認
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
重
大
な
事
実
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
と
な
る
場
合
、
判

断
の
過
程
に
お
い
て
自
律
的
に
定
め
た
準
則
の
解
釈
が
恣
意
的
に
行
わ
れ
た
等
当
該
処
分
が
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
無
効
と
な
る
と
説
示
し
て
、
当
該
処
分
の
恣
意
性

を
認
定
し
て
請
求
を
認
容
し
た

（
62
）

。

宗
教
団
体
の
懲
戒
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
、
処
分
事
実
の
有
無
に
対
す
る
厳
格
な
審
査
を
行
う
判
決
も
少
な
く
な
い
。
被
包
括
宗
教

法
人
の
代
表
役
員
が
包
括
宗
教
法
人
か
ら
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
す
で
に
代
表
役
員
の
地
位
に
い
な
い
こ
と
の
確
認
を
信
者
団

体
が
求
め
た
事
件
で
あ
る
⑤
在
日
大
韓
基
督
教
会
事
件
判
決

（
63
）

は
、
処
分
の
当
否
に
つ
い
て
「
適
正
な
手
続
き
に
則
っ
て
さ
れ
た
か
否
か
に

よ
っ
て
」
判
断
す
る
が
、
処
分
事
実
に
対
す
る
事
実
上
の
根
拠
の
有
無
や
裁
量
権
の
踰
越
も
審
査
す
る
と
説
示
し
た
。
そ
し
て
処
分
を
受

け
た
代
表
役
員
の
行
為
の
処
分
該
当
性
を
極
め
て
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
当
該
処
分
の
適
法
性
を
認
定
し
た
。
ま
た
、
そ
の
自
律
的
判

断
を
尊
重
す
べ
き
と
の
宗
教
団
体
側
の
主
張
を
退
け
て
、
認
定
事
実
が
懲
戒
事
案
に
該
当
す
る
の
か
を
審
査
し
そ
の
該
当
性
を
否
定
し
て
、

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
一

処
分
を
受
け
た
原
告
の
地
位
確
認
請
求
を
認
容
し
た
⑥
大
神
神
社
事
件
判
決

（
64
）

や
、
原
告
を
破
門
に
処
し
た
宗
教
団
体
の
決
定
が
適
正
な
理

由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
処
分
を
無
効
に
し
て
原
告
の
地
位
各
請
求
を
認
容
し
た
⑦
圓
満
院
事
件
判
決
も
あ
る

（
65
）

。
こ
れ

ら
の
判
決
に
は
、
宗
教
団
体
が
認
定
し
た
事
実
に
基
づ
く
処
分
に
対
し
て
裁
判
所
が
再
検
討
を
加
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

六
．
検
討

前
述
の
本
門
寺
事
件
判
決
は
宗
教
団
体
の
内
部
関
係
に
関
し
て
、
本
来
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
事
項
、
殊
に
宗
教
上
の
教
義

に
わ
た
る
事
項
に
対
す
る
自
治
権
の
尊
重
を
説
示
し
、
法
布
院
事
件
判
決
が
包
括
関
係
に
あ
る
包
括
宗
教
団
体
が
「
被
包
括
宗
教
法
人
の

責
任
役
員
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
か
は
、
当
該
規
則
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
な
ど
を
除
き
、
包
括
宗
教
団
体
の
自
治
的
な
決

定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
宗
教
団
体
の
自
律
権
を
広
く
尊
重
す
る
理
念
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る

（
66
）

。
し
か
し
、
そ
の
理
念
は
現
実
の
判
断
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
以
上
の
検
討
を
踏

ま
え
、
本
案
審
査
を
行
っ
た
判
決
が
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
宗
教
団
体
の
判
断
に
対
す
る
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
つ
ね
に
宗
教
団
体
側
の
判
断
を
尊
重
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
」
い
る
か
否
か
に
焦
点
を
絞
っ
て
判
断
を
下
す
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
裁

判
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現
に
お
い
て
、
公
平
か
つ
中
立
な
裁
判
の
実
施
を
基
軸
に
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
検
討
し
た
下
級
審
判
決
は
最
高
裁
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
も
宗
教
団
体
の
立
場
に
寄
り
添
っ
た
の
は
、
宗
教
団
体
の
「
自
治
的
決
定
」
の
尊
重
を
説
示
し
た
判
決
②
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判

）
九
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宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
一

処
分
を
受
け
た
原
告
の
地
位
確
認
請
求
を
認
容
し
た
⑥
大
神
神
社
事
件
判
決

（
64
）

や
、
原
告
を
破
門
に
処
し
た
宗
教
団
体
の
決
定
が
適
正
な
理

由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
処
分
を
無
効
に
し
て
原
告
の
地
位
各
請
求
を
認
容
し
た
⑦
圓
満
院
事
件
判
決
も
あ
る

（
65
）

。
こ
れ

ら
の
判
決
に
は
、
宗
教
団
体
が
認
定
し
た
事
実
に
基
づ
く
処
分
に
対
し
て
裁
判
所
が
再
検
討
を
加
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

六
．
検
討

前
述
の
本
門
寺
事
件
判
決
は
宗
教
団
体
の
内
部
関
係
に
関
し
て
、
本
来
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
事
項
、
殊
に
宗
教
上
の
教
義

に
わ
た
る
事
項
に
対
す
る
自
治
権
の
尊
重
を
説
示
し
、
法
布
院
事
件
判
決
が
包
括
関
係
に
あ
る
包
括
宗
教
団
体
が
「
被
包
括
宗
教
法
人
の

責
任
役
員
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
か
は
、
当
該
規
則
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
な
ど
を
除
き
、
包
括
宗
教
団
体
の
自
治
的
な
決

定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
宗
教
団
体
の
自
律
権
を
広
く
尊
重
す
る
理
念
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る

（
66
）

。
し
か
し
、
そ
の
理
念
は
現
実
の
判
断
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
以
上
の
検
討
を
踏

ま
え
、
本
案
審
査
を
行
っ
た
判
決
が
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

上
記
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
宗
教
団
体
の
判
断
に
対
す
る
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
つ
ね
に
宗
教
団
体
側
の
判
断
を
尊
重
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
」
い
る
か
否
か
に
焦
点
を
絞
っ
て
判
断
を
下
す
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
裁

判
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現
に
お
い
て
、
公
平
か
つ
中
立
な
裁
判
の
実
施
を
基
軸
に
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
検
討
し
た
下
級
審
判
決
は
最
高
裁
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
も
宗
教
団
体
の
立
場
に
寄
り
添
っ
た
の
は
、
宗
教
団
体
の
「
自
治
的
決
定
」
の
尊
重
を
説
示
し
た
判
決
②
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
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二
二
二

決
は
、
長
年
に
わ
た
る
事
実
の
連
続
性
か
ら
そ
の
「
自
治
的
決
定
」
の
存
在
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
団
体
の
自
律
的
決
定
に

時
の
経
過
を
加
味
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
時
の
経
過
は
法
的
安
定
性
に
対
す
る
評
価
を
導
く
要
素
で
あ
る
も
の
の
、
か
か
る
認
定
は
宗

教
団
体
の
自
律
権
を
純
粋
に
尊
重
す
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い

（
67
）

。

最
高
裁
が
示
唆
す
る
よ
う
な
、
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
の
手
続
に
の
み
審
査
を
限
定
し
た
下
級
審
判
決
は
な
い
。
そ
の
懲
戒
処
分
を

下
す
際
に
し
た
宗
教
団
体
の
事
実
認
定
を
厳
格
に
再
検
討
す
る
判
決
（
判
決
⑤
～
⑦
）
や
、
処
分
を
下
す
判
断
の
過
程
に
お
け
る
不
合
理

性
の
有
無
を
検
討
す
る
判
決
（
判
決
③
④
）、
そ
し
て
懲
戒
事
由
と
懲
戒
処
分
と
の
比
例
性
に
着
目
す
る
判
決
①
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
宗
教

団
体
の
自
律
権
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
と
し
て
は
、
審
査
密
度
の
高
い
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
と
く
に
判
決
⑤
～
⑦
は
、

宗
教
団
体
の
し
た
懲
戒
事
実
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
「
適
正
な
事
実
認
定
」
の
要
請
に
適
う
も
の
と
い
え
よ
う
が
、

そ
の
厳
格
な
審
査
は
宗
教
団
体
が
自
律
的
に
行
っ
た
懲
戒
処
分
の
「
構
成
要
件
」
該
当
性
判
断
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
団
体

の
判
断
の
不
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う

（
68
）

。
こ
の
よ
う
な
厳
格
で
詳
細
な
事
実
認
定
に
対
す
る
審
査
は
、
宗
教

団
体
の
自
律
権
を
尊
重
す
る
も
の
と
評
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
審
査
密
度
の
高
い
手
法
は
、
憲
法
上
高
い
自
律
性
が
要
請
さ
れ
る
団
体
に
対
し
て
は
過
重
と
思
わ
れ
る
。
共
産
党

袴
田
事
件
最
高
裁
判
決

（
69
）

は
、「
政
党
に
対
し
て
は
、
高
度
の
自
主
性
と
自
律
性
を
与
え
て
自
主
的
に
組
織
運
営
を
な
し
う
る
自
由
を
保
障

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
前
提
に
、「
政
党
の
内
部
的
自
律
権
に
属
す
る
行
為
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
尊
重
す
べ

き
で
あ
る
か
ら
」「
政
党
が
党
員
に
対
し
て
し
た
処
分
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
限

り
、
裁
判
所
の
審
判
権
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
右
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
右
処
分
の
当
否
は
、
当
該
政
党
の
自
律
的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
右
規
範
に
照

）
九
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二
二
三

ら
し
、
右
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審
理

も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
裁
判
所
の
審
判
権
が
及
ぶ
場
合
で
も
そ
れ
を
手
続
審
査
に
限
定
す

べ
き
こ
と
を
説
示
す
る
。
国
家
に
対
し
て
高
い
独
立
性
が
求
め
ら
れ
る
弁
護
士
会
の
懲
戒
判
断
に
対
し
て
も
、
最
高
裁
は
「
弁
護
士
に
対

す
る
懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
…
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
会
の
合
理
的
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
弁
護
士

会
の
裁
量
権
の
行
使
と
し
て
の
懲
戒
処
分
は
、
全
く
事
実
の
基
礎
を
欠
く
か
、
又
は
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
き
、
裁
量
権
の
範

囲
を
超
え
又
は
裁
量
権
を
濫
用
し
て
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
違
法
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
70
）

」
と
述
べ
、
審
査
密
度
の

高
く
な
い
「
踰
越
濫
用
審
査
」
を
適
用
す
る
。
株
式
会
社
の
経
営
者
の
裁
量
判
断
に
対
し
て
も
、
子
会
社
の
株
式
取
得
に
関
す
る
経
営
判

断
に
つ
き
最
高
裁
は
「
株
式
の
評
価
額
の
ほ
か
、
取
得
の
必
要
性
、
参
加
人
の
財
務
上
の
負
担
、
株
式
の
取
得
を
円
滑
に
進
め
る
必
要
性

の
程
度
等
を
も
総
合
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
決
定
の
過
程
、
内
容
に
著
し
く
不
合
理
な
点
が
な
い
限
り
、
取
締
役
と
し

て
の
善
管
注
意
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る

（
71
）

」
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
団
体
の
判
断
に
対

す
る
審
査
方
法
と
し
て
最
高
裁
は
高
密
度
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
に
対
し
て
は
、
自
律
権
の
行
使
が
宗
教
団
体
の
定
め
る
手
続
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を

外
形
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
審
査
密
度
の
高
く
な
い
方
法
を
採
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
政
裁
量
審
査
に
見
ら
れ
る
判
断
代
置

型
審
査
や
判
断
過
程
統
制
と
い
っ
た
審
査
密
度
の
高
い
手
法
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

）
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ら
し
、
右
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審
理

も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
裁
判
所
の
審
判
権
が
及
ぶ
場
合
で
も
そ
れ
を
手
続
審
査
に
限
定
す

べ
き
こ
と
を
説
示
す
る
。
国
家
に
対
し
て
高
い
独
立
性
が
求
め
ら
れ
る
弁
護
士
会
の
懲
戒
判
断
に
対
し
て
も
、
最
高
裁
は
「
弁
護
士
に
対

す
る
懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
…
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
会
の
合
理
的
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
弁
護
士

会
の
裁
量
権
の
行
使
と
し
て
の
懲
戒
処
分
は
、
全
く
事
実
の
基
礎
を
欠
く
か
、
又
は
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
き
、
裁
量
権
の
範

囲
を
超
え
又
は
裁
量
権
を
濫
用
し
て
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
違
法
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
70
）

」
と
述
べ
、
審
査
密
度
の

高
く
な
い
「
踰
越
濫
用
審
査
」
を
適
用
す
る
。
株
式
会
社
の
経
営
者
の
裁
量
判
断
に
対
し
て
も
、
子
会
社
の
株
式
取
得
に
関
す
る
経
営
判

断
に
つ
き
最
高
裁
は
「
株
式
の
評
価
額
の
ほ
か
、
取
得
の
必
要
性
、
参
加
人
の
財
務
上
の
負
担
、
株
式
の
取
得
を
円
滑
に
進
め
る
必
要
性

の
程
度
等
を
も
総
合
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
決
定
の
過
程
、
内
容
に
著
し
く
不
合
理
な
点
が
な
い
限
り
、
取
締
役
と
し

て
の
善
管
注
意
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る

（
71
）

」
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
団
体
の
判
断
に
対

す
る
審
査
方
法
と
し
て
最
高
裁
は
高
密
度
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
宗
教
団
体
の
自
律
的
判
断
に
対
し
て
は
、
自
律
権
の
行
使
が
宗
教
団
体
の
定
め
る
手
続
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を

外
形
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
審
査
密
度
の
高
く
な
い
方
法
を
採
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
政
裁
量
審
査
に
見
ら
れ
る
判
断
代
置

型
審
査
や
判
断
過
程
統
制
と
い
っ
た
審
査
密
度
の
高
い
手
法
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

）
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お
わ
り
に

宗
教
団
体
の
自
律
的
決
定
に
対
す
る
尊
重
を
批
判
す
る
平
成
四
年
仙
台
高
裁
判
決
は
、
宗
教
団
体
の
「
自
律
結
果
を
そ
の
ま
ま
肯
認
し

て
、
宗
教
団
体
内
の
異
端
紛
争
に
つ
い
て
実
体
判
決
を
し
た
場
合
、
結
局
、
裁
判
所
は
、
宗
教
団
体
内
部
の
対
立
す
る
一
方
の
立
場
を
支

持
す
る
結
果
と
な
り
、
裁
判
所
の
宗
教
上
の
教
義
、
信
仰
に
対
す
る
不
干
渉
、
中
立
性
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
二
〇
条

…
の
趣
旨
に
悖
る
も
の
で
あ
る

（
72
）

」
と
い
う
。
そ
し
て
第
三
型
が
自
力
救
済
を
も
た
ら
す
と
の
批
判
に
対
し
て
「
こ
う
し
た
自
力
救
済
及
び

こ
れ
に
よ
る
混
乱
を
阻
止
す
る
術
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
法
人
法
八
六
条
、
八
一
条
、
そ
の
他
刑
事
処
罰
法
規
な
ど
に
よ
る

公
序
に
反
す
る
自
力
救
済
の
歯
止
め
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
政
教
一
致
の
弊
害
に
対
す
る
反
省
に
立
っ
て
裁
判
所
の

宗
教
的
中
立
性
を
保
持
す
る
こ
と
は
憲
法
が
強
く
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
宗
教
的
紛
争
の
一
方
当
事
者
に
肩
入
れ
す
る

よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
紛
争
の
解
決
は
、
当
該
宗
教
団
体
内
部
に
お
け
る
知
性
あ
る
宗
教
家
ら
の
公
序
に

悖
ら
ぬ
方
法
に
よ
る
自
治
的
解
決
に
期
待
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
民
衆
や
多
く
の
信
者
の
宗
教
的
信
頼

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
73
）

」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
裁
判
所
が
宗
教
法
人
の
自
律
的
判
断
を
追
認
す
る
こ
と
は
宗
教
的
中
立
性
に
違
反
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
追

認
を
避
け
る
た
め
に
問
題
を
裁
判
所
外
に
置
く
こ
と
は
「
英
知
」
で
あ
る
と
の
理
解
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の

「
英
知
」
は
国
民
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
の
犠
牲
の
上
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
宗
教
団
体
の
自
律
権
の
「
尊
重
」
は

憲
法
上
の
要
請
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
裁
判
所
は
そ
の
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
の
示
す
調
整
は
、
自
律
権
行
使
を
手
続

面
か
ら
審
査
す
る
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
級
審
は
審
査
密
度
が
高
い
審
査
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
宗
教
団

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
五

体
の
自
律
権
に
対
す
る
審
査
は
「
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
」
い
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
そ
の
「
尊
重
」
を
図
る
の
が
望

ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

（
1
）	

高
橋
宏
志
「
審
判
権
の
限
界
」
伊
藤
眞
ほ
か
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
頁
。

（
2
）	

例
え
ば
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
６
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
六－

一
七
七
頁
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
６
版
〕』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
二
五
一－

二
五
二
頁
、
川
嶋
四
郎
『
民
事
訴
訟
法
概
説
〔
３
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
四
一－

四
四
頁
参
照
。

（
3
）	

前
掲
註（
２
）の
論
考
、
後
掲
註（
32
）、（
35
）、（
36
）の
少
数
意
見
参
照
。

（
4
）	

安
西
明
子
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
争
点
形
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
二
頁
以
下
。

（
5
）	

こ
の
点
に
つ
き
、
佐
藤
幸
治
「
現
代
国
家
と
宗
教
団
体
」
佐
藤
幸
治
・
木
下
毅
編
『
現
代
国
家
と
宗
教
団
体
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）

三
七
頁
は
、
信
仰
は
本
来
的
な
結
社
性
を
帯
び
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
松
浦
馨
「
宗
教
団
体
の
自
律
的
結
果
承
認
の
法
理
」
三
ヶ
月
章
先
生
古
稀
祝

賀
『
民
事
手
続
法
学
の
革
新
（
中
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
五
六
頁
も
、
宗
教
団
体
の
最
大
の
価
値
の
一
つ
に
「
信
仰
の
連
帯
性
」
を
挙
げ
る
。

（
6
）	

憲
法
学
説
の
多
く
は
、
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
を
信
教
の
自
由
の
一
つ
と
理
解
し
て
い
る
。
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、

一
九
七
四
年
）
三
五
三
頁
、
佐
藤
功
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書

　
憲
法
（
上
）』〔
新
版
〕（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
三
〇
二
頁
、
芦
部
信
喜
『
憲
法

学
Ⅲ
』〔
増
補
版
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
五－

一
二
六
頁
、
奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
）
一
七
〇
頁
、
佐
藤
幸
治

『
日
本
国
憲
法
論
〔
２
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
二
五
四
頁
、
樋
口
陽
一
『
憲
法
〔
４
版
〕』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
二
二
一
頁
ほ
か

多
数
。

（
7
）	
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高
畑
英
一
郎
「
宗
教
条
項
の
原
意
を

探
る
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
二
〇－

二
（
二
〇
二
一
年
）
二
五
八－

二
五
九
頁
も
参
照
。

（
8
）	

最
一
判
昭
和
五
五･

四･

一
〇
判
時
九
七
三
号
八
七
頁
。

（
9
）	

中
野
貞
一
郎
『
民
事
訴
訟
の
論
点
Ⅰ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
四
年
）
九
頁
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
判
権
の
問
題
が
、

）
九
三
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
五

体
の
自
律
権
に
対
す
る
審
査
は
「
手
続
上
の
準
則
に
従
っ
て
」
い
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
そ
の
「
尊
重
」
を
図
る
の
が
望

ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

（
1
）	

高
橋
宏
志
「
審
判
権
の
限
界
」
伊
藤
眞
ほ
か
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
頁
。

（
2
）	

例
え
ば
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
６
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
六－

一
七
七
頁
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
６
版
〕』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
二
五
一－

二
五
二
頁
、
川
嶋
四
郎
『
民
事
訴
訟
法
概
説
〔
３
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
四
一－

四
四
頁
参
照
。

（
3
）	

前
掲
註（
２
）の
論
考
、
後
掲
註（
32
）、（
35
）、（
36
）の
少
数
意
見
参
照
。

（
4
）	

安
西
明
子
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
争
点
形
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
二
頁
以
下
。

（
5
）	

こ
の
点
に
つ
き
、
佐
藤
幸
治
「
現
代
国
家
と
宗
教
団
体
」
佐
藤
幸
治
・
木
下
毅
編
『
現
代
国
家
と
宗
教
団
体
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）

三
七
頁
は
、
信
仰
は
本
来
的
な
結
社
性
を
帯
び
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
松
浦
馨
「
宗
教
団
体
の
自
律
的
結
果
承
認
の
法
理
」
三
ヶ
月
章
先
生
古
稀
祝

賀
『
民
事
手
続
法
学
の
革
新
（
中
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
五
六
頁
も
、
宗
教
団
体
の
最
大
の
価
値
の
一
つ
に
「
信
仰
の
連
帯
性
」
を
挙
げ
る
。

（
6
）	

憲
法
学
説
の
多
く
は
、
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
を
信
教
の
自
由
の
一
つ
と
理
解
し
て
い
る
。
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、

一
九
七
四
年
）
三
五
三
頁
、
佐
藤
功
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書

　
憲
法
（
上
）』〔
新
版
〕（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
三
〇
二
頁
、
芦
部
信
喜
『
憲
法

学
Ⅲ
』〔
増
補
版
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
五－
一
二
六
頁
、
奥
平
康
弘
『
憲
法
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
）
一
七
〇
頁
、
佐
藤
幸
治

『
日
本
国
憲
法
論
〔
２
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
二
五
四
頁
、
樋
口
陽
一
『
憲
法
〔
４
版
〕』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
二
二
一
頁
ほ
か

多
数
。

（
7
）	
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高
畑
英
一
郎
「
宗
教
条
項
の
原
意
を

探
る
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
二
〇－

二
（
二
〇
二
一
年
）
二
五
八－

二
五
九
頁
も
参
照
。

（
8
）	

最
一
判
昭
和
五
五･

四･

一
〇
判
時
九
七
三
号
八
七
頁
。

（
9
）	

中
野
貞
一
郎
『
民
事
訴
訟
の
論
点
Ⅰ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
四
年
）
九
頁
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
判
権
の
問
題
が
、

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
二
六

「
紛
争
当
事
者
の
『
裁
判
の
受
け
る
権
利
』
と
『
信
教
の
自
由
』
そ
の
他
の
憲
法
価
値
の
衡
量
・
調
整
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
10
）	

坂
原
正
夫
「
判
批
」
法
学
研
究
六
六
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
四
五
頁
。
伊
藤
眞
「
判
批
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
５
版
〕（
有
斐
閣

二
〇
一
五
年
）
七
頁
も
参
照
。
こ
の
三
分
類
を
区
分
す
る
手
法
と
し
て
、
二
段
審
理
モ
デ
ル
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
新
堂
幸
司
「
審
判
権
の
限
界
」

新
堂
幸
司
編
『
講
座
民
事
訴
訟
②
訴
え
の
提
起
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
一
〇－

一
二
頁
参
照
。

（
11
）	

坂
原
・
前
掲
註（
10
）一
四
五
頁
。

（
12
）	

最
一
判
昭
和
四
四
・
七
・
一
〇
民
集
二
三
巻
八
号
一
四
二
八－

一
四
二
九
頁
。

（
13
）	

最
三
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
民
集
三
四
巻
一
号
一
頁
。

（
14
）	

最
一
判
平
成
四
・
一
・
二
三
民
集
四
六
巻
一
号
一
頁
。

（
15
）	

坂
原
・
前
掲
註（
10
）一
四
五
頁
。

こ
れ
に
つ
き
、
住
職
の
地
位
は
確
認
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
前
提
問
題
と
し
て
な
ら
判
断
し
て
よ
い
の
か
と
い
う

「
根
本
的
な
疑
問
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
（
渡
辺
康
行
ほ
か
『
憲
法
Ⅱ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
三
一
一
頁
〔
渡
辺
康
行
〕）、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
住
職
の
地
位
の
存
否
を
訴
訟
と
し
て
直
接
に
判
断
す
る
こ
と
と
、
請
求
の
当
否
の
前
提
問
題
と
し
て
の
み
こ
れ
を
判
断
す
る
場
合
と
で
は
、

自
律
権
に
対
す
る
介
入
の
程
度
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、「
一
方
で
は
、
裁
判
に
よ
る
市
民
法
的
秩
序
の
確
立
の
要
請
…
に
答
え
つ

つ
、
他
方
で
は
、
団
体
の
自
治
へ
の
介
入
を
最
小
限
度
に
止
め
る
と
い
う
、
妥
当
な
実
践
的
選
択
を
評
価
で
き
る
」（
新
堂
・
前
掲
註（
10
）二
〇－

二
一
頁
）
と
い
う
応
答
が
あ
る
。

（
16
）	

最
三
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
民
集
三
四
巻
一
号
一
頁
。

（
17
）	

最
一
判
昭
和
五
五
・
四
・
一
〇
判
時
九
七
三
号
八
五
頁
。

（
18
）	

最
三
判
平
成
一
〇
・
三
・
一
〇
判
時
一
六
八
三
号
九
五
頁
。

（
19
）	

最
二
判
平
成
一
二
・
一
・
三
一
判
時
一
七
〇
八
号
九
四
頁
。

（
20
）	

最
一
判
平
成
一
二
・
九
・
七
民
集
五
四
巻
七
号
二
三
四
九
頁
。

（
21
）	

最
三
判
平
成
七
・
七
・
一
八
民
集
四
九
巻
七
号
二
七
一
七
頁
。

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
七

（
22
）	

坂
原
・
前
掲
註（
10
）一
四
五
頁
。

（
23
）	

最
三
判
昭
和
五
六
・
四
・
七
民
集
三
五
巻
三
号
四
四
三
頁
。

（
24
）	

最
二
判
平
成
一
・
九
・
八
民
集
四
三
巻
八
号
八
八
九
頁
。

（
25
）	

白
蓮
院
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
五
・
七
・
二
〇
判
時
一
五
〇
三
号
三
頁
）、
日
蓮
正
宗
管
長
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
五
・
九
・
七
民
集

四
七
巻
七
号
四
六
六
七
頁
）、
妙
真
寺
事
件
判
決
（
最
二
判
平
成
五･

九･

一
〇
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
）、
日
蓮
正
宗
小
田
原
教
会
事
件
判
決

（
最
一
判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
）、
仏
世
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
一
一
・
九
・
二
八
判
時
一
六
八
九
号
七
八
頁
）、

常
説
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
一
四
・
一
・
二
九
判
時
一
七
七
九
号
二
八
頁
）、
大
経
寺
事
件
判
決
（
最
二
判
平
成
一
四
・
二
・
二
二
判
時

一
七
七
九
号
二
二
頁
）、
玉
龍
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
二
一･

九･

一
五
判
時
二
〇
五
八
号
六
二
頁
）。

（
26
）	

八
木
一
洋
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
二
年
度
（
下
）（
二
〇
〇
三
年
）
八
〇
六－

八
〇
八
頁
注
一
〇
参
照
。

（
27
）	

最
三
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
民
集
三
四
巻
一
号
一
頁
。

（
28
）	

種
徳
寺
事
件
判
決
で
は
、
建
物
明
渡
し
請
求
と
い
う
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
の
請
求
の
前
提
と
し
て
住
職
の
地
位
の
確
認
を
審
判
で
き
る
と

す
る
の
に
対
し
て
、
本
門
寺
事
件
判
決
で
は
、
本
山
と
の
包
括
関
係
の
維
持
を
巡
り
檀
徒
が
推
す
者
が
住
職
の
地
位
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
当
該
地
位
確
認
を
前
提
と
す
る
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
の
請
求
は
な
い
。

（
29
）	

最
一
判
昭
和
五
五
・
四
・
一
〇
判
時
九
七
三
号
八
五
頁
。

（
30
）	

最
二
判
平
成
一
・
九
・
八
民
集
四
三
巻
八
号
八
八
九
頁
。

（
31
）	

最
一
判
平
成
一
二
・
九
・
七
民
集
五
四
巻
七
号
二
三
四
九
頁
。

（
32
）	

最
一
判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
。

（
33
）	

最
三
判
昭
和
六
三
・
一
二
・
二
〇
判
時
一
三
〇
七
号
一
一
三
頁
。

（
34
）	

八
木
・
前
掲
註（
26
）八
一
二－

八
一
三
頁
注
一
四
参
照
。

（
35
）	

最
三
判
平
成
一
一
・
九
・
二
八
判
時
一
六
八
九
号
七
八
頁
。

（
36
）	

審
査
の
あ
り
様
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
宗
教
団
体
の
判
断
の
尊
重
を
本
案
判
決
の
た
め
に
主
張
す
る
個
別
意
見
と
し
て
、
白
蓮
院
事
件
判
決

）
九
三
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
七

（
22
）	

坂
原
・
前
掲
註（
10
）一
四
五
頁
。

（
23
）	

最
三
判
昭
和
五
六
・
四
・
七
民
集
三
五
巻
三
号
四
四
三
頁
。

（
24
）	
最
二
判
平
成
一
・
九
・
八
民
集
四
三
巻
八
号
八
八
九
頁
。

（
25
）	
白
蓮
院
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
五
・
七
・
二
〇
判
時
一
五
〇
三
号
三
頁
）、
日
蓮
正
宗
管
長
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
五
・
九
・
七
民
集

四
七
巻
七
号
四
六
六
七
頁
）、
妙
真
寺
事
件
判
決
（
最
二
判
平
成
五･

九･

一
〇
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
）、
日
蓮
正
宗
小
田
原
教
会
事
件
判
決

（
最
一
判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
）、
仏
世
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
一
一
・
九
・
二
八
判
時
一
六
八
九
号
七
八
頁
）、

常
説
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
一
四
・
一
・
二
九
判
時
一
七
七
九
号
二
八
頁
）、
大
経
寺
事
件
判
決
（
最
二
判
平
成
一
四
・
二
・
二
二
判
時

一
七
七
九
号
二
二
頁
）、
玉
龍
寺
事
件
判
決
（
最
三
判
平
成
二
一･

九･

一
五
判
時
二
〇
五
八
号
六
二
頁
）。

（
26
）	

八
木
一
洋
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
二
年
度
（
下
）（
二
〇
〇
三
年
）
八
〇
六－

八
〇
八
頁
注
一
〇
参
照
。

（
27
）	

最
三
判
昭
和
五
五
・
一
・
一
一
民
集
三
四
巻
一
号
一
頁
。

（
28
）	

種
徳
寺
事
件
判
決
で
は
、
建
物
明
渡
し
請
求
と
い
う
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
の
請
求
の
前
提
と
し
て
住
職
の
地
位
の
確
認
を
審
判
で
き
る
と

す
る
の
に
対
し
て
、
本
門
寺
事
件
判
決
で
は
、
本
山
と
の
包
括
関
係
の
維
持
を
巡
り
檀
徒
が
推
す
者
が
住
職
の
地
位
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
当
該
地
位
確
認
を
前
提
と
す
る
具
体
的
な
権
利
義
務
関
係
の
請
求
は
な
い
。

（
29
）	

最
一
判
昭
和
五
五
・
四
・
一
〇
判
時
九
七
三
号
八
五
頁
。

（
30
）	

最
二
判
平
成
一
・
九
・
八
民
集
四
三
巻
八
号
八
八
九
頁
。

（
31
）	

最
一
判
平
成
一
二
・
九
・
七
民
集
五
四
巻
七
号
二
三
四
九
頁
。

（
32
）	

最
一
判
平
成
五
・
一
一
・
二
五
判
時
一
五
〇
三
号
一
八
頁
。

（
33
）	

最
三
判
昭
和
六
三
・
一
二
・
二
〇
判
時
一
三
〇
七
号
一
一
三
頁
。

（
34
）	

八
木
・
前
掲
註（
26
）八
一
二－

八
一
三
頁
注
一
四
参
照
。

（
35
）	

最
三
判
平
成
一
一
・
九
・
二
八
判
時
一
六
八
九
号
七
八
頁
。

（
36
）	

審
査
の
あ
り
様
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
宗
教
団
体
の
判
断
の
尊
重
を
本
案
判
決
の
た
め
に
主
張
す
る
個
別
意
見
と
し
て
、
白
蓮
院
事
件
判
決

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
二
八

（
最
三
判
平
成
五
・
七
・
二
〇
判
時
一
五
〇
三
号
三
頁
）
佐
藤
庄
市
郎
・
大
野
正
男
裁
判
官
反
対
意
見
、
大
経
寺
事
件
判
決
（
最
二
判
平
成

一
四
・
二
・
二
二
判
時
一
七
七
九
号
二
二
頁
）
河
合
伸
一
裁
判
官
反
対
意
見
お
よ
び
亀
山
継
夫
裁
判
官
反
対
意
見
が
あ
る
。

（
37
）	
八
木
・
前
掲
註（
26
）七
九
二
頁
。
同
前
八
一
二
頁
注
八
も
参
照
。

（
38
）	
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
「
聖
職
者
」
の
人
事
に
関
す
る
宗
教
団
体
の
決
定
に
「
敬
譲
」
を
示
す
「
聖
職
者
例
外
」
法
理
を
採
用
し
て

い
る
。S

ee	H
osanna-T

abor	E
vangelical	L

utheran	C
hurch	and	S

ch.	v.	E
E
O
C
,	565	U

.S
.	171	

（2012

）;	O
ur	L

ady	of	G
uadalupe	

S
chool,	su

pra	note	7.

　「
聖
職
者
例
外
」
法
理
に
つ
い
て
の
主
な
邦
語
文
献
と
し
て
、
福
嶋
敏
明
「『
聖
職
者
例
外
』
法
理
と
ア
メ
リ
カ
連
邦
最

高
裁
（
１
）（
２
・
完
）」
神
戸
学
院
法
学
四
二
巻	

三･

四
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
六
五
頁
、
四
三
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
三
頁
、
山
口
智

『
信
仰
と
法
規
制
』（
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
学
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
高
畑
英
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
会
自
治
権
に

つ
い
て
」
宗
教
法
三
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
三
七
頁
が
あ
る
。H

osanna-T
abor

判
決
が
、
信
教
の
自
由
お
よ
び
政
教
分
離
原
則
か
ら
裁
判
所
に

要
請
さ
れ
る
教
義
判
断
の
禁
止
原
理
と
裁
判
所
の
管
轄
権
の
問
題
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
と
説
示
す
る
点
に
つ
き
、
田
中
謙
太
「
宗
教
団
体

の
内
部
紛
争
と
司
法
権
」
同
志
社
法
学
六
八
巻
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
三
七－

一
三
八
頁
参
照
。

（
39
）	

松
浦
馨
「
民
事
訴
訟
に
よ
る
司
法
審
査
の
限
界
」
竜
嵜
喜
助
先
生
還
暦
記
念
『
紛
争
処
理
と
正
義
』（
有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス
、
一
九
八
八
年
）

一
六
頁
、
三
六
頁
。
新
堂
幸
司
「
宗
教
団
体
内
部
の
紛
争
と
裁
判
所
の
審
判
権
」
新
堂
幸
司
編
著
『
特
別
講
義

　
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、

一
九
八
八
年
）
一
八
七
頁
、
新
堂
・
前
掲
註（
10
）二
二－

二
四
頁
、
新
堂
・
前
掲
註（
２
）二
五
一
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義

　
民
事
訴
訟
法

（
上
）〔
２
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
四
〇
頁
も
参
照
。

（
40
）	

松
浦
・
前
掲
註（
５
）五
頁
は
、
国
家
か
ら
認
め
ら
れ
る
自
治
と
一
般
の
私
法
上
の
団
体
の
も
つ
自
律
権
を
同
一
視
す
る
。

（
41
）	

松
浦
・
前
掲
註（
39
）三
六
頁
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
任
免
行
為
が
公
共
の
福
祉
や
公
序
良
俗
な
ど
に
は
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
無
効
を
宣
言
す
る
。

同
前
。

（
42
）	

同
前
一
六
頁
。「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
宗
教
上
の
行
為
と
世
俗
的
権
利
と
を
実
質
的
に
調
整
す
る
手
段
の
意
味
で
あ
り
、
人
権
衝
突
の
調
整

原
理
と
類
似
す
る
の
と
い
う
（
松
浦
・
前
掲
註（
５
）一
四
頁
）。
な
お
、
高
橋
和
之
『
体
系

　
憲
法
訴
訟
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
八
〇
頁
註

六
六
も
参
照
。

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
九

（
43
）	

松
浦
・
前
掲
註（
５
）一
三－

一
五
頁
。
宗
教
上
の
行
為
が
世
俗
的
領
域
に
「
は
み
出
す
」
限
り
で
「
公
共
の
福
祉
」
違
反
を
審
理
す
る
と
す
る
。

同
前
一
三
頁
。

高
橋
・
前
掲
註（
39
）三
四
〇
頁
は
、
手
続
的
瑕
疵
の
有
無
の
審
査
を
強
調
す
る
。

（
44
）	

竹
下
守
夫
「
団
体
の
自
律
的
処
分
と
裁
判
所
の
審
判
権
」
書
研
所
報
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
一－

二
九
頁
、
同
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌

一
〇
二
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
五
七－

三
五
八
頁
。
中
野
貞
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅱ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
三
三

頁
も
参
照
。

（
45
）	

結
社
の
自
由
と
私
的
団
体
の
自
律
権
に
関
し
て
は
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
）
九
九－

一
〇
〇
頁

参
照
。
部
分
社
会
論
と
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
同
前
七
八
頁
、
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
〔
５
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）

四
三
七
頁
参
照
。

（
46
）	

佐
藤
・
前
掲
註（
45
）七
九－

八
一
頁
、
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
司
法
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
七
九－

一
八
〇
頁
も
参
照
。

（
47
）	

こ
こ
で
は
行
政
訴
訟
法
三
〇
条
を
も
と
に
、
私
的
団
体
の
自
律
的
処
分
と
行
政
庁
の
自
由
裁
量
処
分
と
の
類
似
性
を
挙
げ
る
。
竹
下
・
前
掲
註

（
44
）書
研
所
報
二
四
頁
。

（
48
）	

竹
下
・
前
掲
註（
44
）民
商
三
五
九
頁
。
任
意
団
体
の
自
律
権
に
つ
き
、
除
名
処
分
を
中
心
に
実
例
を
検
討
し
た
も
の
に
、
井
上
武
史
『
結
社
の

自
由
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
四－

二
九
七
頁
が
あ
る
。

（
49
）	

安
西
・
前
掲
註（
４
）七
四－

七
五
頁
。

（
50
）	

同
前
二
四
頁
。

（
51
）	

同
前
三
三－

三
五
頁
。
同
前
七
六
頁
も
参
照
。

（
52
）	

同
前
三
五
頁
。
こ
れ
は
「
手
続
」
審
査
と
は
い
う
も
の
の
、
自
律
権
に
基
づ
く
判
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
（「
手
続
過
程
」）
を
詳
細
に
検

討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
利
害
調
整
と
い
っ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て
検
討
し
た
の
か
（
考
慮
不
尽
の
有
無
）
な
ど
を
審

査
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
裁
量
に
対
す
る
司
法
審
査
の
一
手
法
で
あ
る
判
断
過
程
審
査
と
近
似
す
る
も
の
と
み
る
こ

と
は
で
き
ま
い
か
。
行
政
裁
量
に
対
す
る
判
断
過
程
審
査
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
〔
７
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）

）
九
三
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
二
九

（
43
）	

松
浦
・
前
掲
註（
５
）一
三－

一
五
頁
。
宗
教
上
の
行
為
が
世
俗
的
領
域
に
「
は
み
出
す
」
限
り
で
「
公
共
の
福
祉
」
違
反
を
審
理
す
る
と
す
る
。

同
前
一
三
頁
。

高
橋
・
前
掲
註（
39
）三
四
〇
頁
は
、
手
続
的
瑕
疵
の
有
無
の
審
査
を
強
調
す
る
。

（
44
）	
竹
下
守
夫
「
団
体
の
自
律
的
処
分
と
裁
判
所
の
審
判
権
」
書
研
所
報
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
一－

二
九
頁
、
同
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌

一
〇
二
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
五
七－

三
五
八
頁
。
中
野
貞
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅱ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
三
三

頁
も
参
照
。

（
45
）	

結
社
の
自
由
と
私
的
団
体
の
自
律
権
に
関
し
て
は
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
）
九
九－

一
〇
〇
頁

参
照
。
部
分
社
会
論
と
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
同
前
七
八
頁
、
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
〔
５
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）

四
三
七
頁
参
照
。

（
46
）	

佐
藤
・
前
掲
註（
45
）七
九－
八
一
頁
、
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
司
法
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
七
九－

一
八
〇
頁
も
参
照
。

（
47
）	

こ
こ
で
は
行
政
訴
訟
法
三
〇
条
を
も
と
に
、
私
的
団
体
の
自
律
的
処
分
と
行
政
庁
の
自
由
裁
量
処
分
と
の
類
似
性
を
挙
げ
る
。
竹
下
・
前
掲
註

（
44
）書
研
所
報
二
四
頁
。

（
48
）	

竹
下
・
前
掲
註（
44
）民
商
三
五
九
頁
。
任
意
団
体
の
自
律
権
に
つ
き
、
除
名
処
分
を
中
心
に
実
例
を
検
討
し
た
も
の
に
、
井
上
武
史
『
結
社
の

自
由
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
四－
二
九
七
頁
が
あ
る
。

（
49
）	

安
西
・
前
掲
註（
４
）七
四－

七
五
頁
。

（
50
）	

同
前
二
四
頁
。

（
51
）	

同
前
三
三－

三
五
頁
。
同
前
七
六
頁
も
参
照
。

（
52
）	

同
前
三
五
頁
。
こ
れ
は
「
手
続
」
審
査
と
は
い
う
も
の
の
、
自
律
権
に
基
づ
く
判
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
（「
手
続
過
程
」）
を
詳
細
に
検

討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
利
害
調
整
と
い
っ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て
検
討
し
た
の
か
（
考
慮
不
尽
の
有
無
）
な
ど
を
審

査
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
裁
量
に
対
す
る
司
法
審
査
の
一
手
法
で
あ
る
判
断
過
程
審
査
と
近
似
す
る
も
の
と
み
る
こ

と
は
で
き
ま
い
か
。
行
政
裁
量
に
対
す
る
判
断
過
程
審
査
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
〔
７
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
〇

三
五
八－

三
六
〇
頁
参
照
。

（
53
）	

坂
原
正
夫
「
判
批
」
法
学
研
究
六
七
巻
一
〇
号
（
一
九
九
四
年
）
九
七
頁
。

（
54
）	
佐
藤
・
前
掲
註（
５
）四
一
頁
。

（
55
）	
高
橋
宏
志
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
〇
六
頁
。

（
56
）	

日
蓮
正
宗
に
関
す
る
「
第
二
次
訴
訟
」（
井
上
治
典
『
民
事
手
続
の
実
践
と
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
七
〇－

七
一
頁
参
照
）
の
最
高

裁
判
決
が
終
結
し
た
後
の
時
点
を
想
定
し
て
い
る
。

（
57
）	

第
一
型
に
関
す
る
事
件
と
し
て
、
宗
教
団
体
か
ら
懲
戒
解
雇
・
除
籍
さ
れ
た
者
が
信
者
と
し
て
の
地
位
確
認
と
労
働
契
約
上
の
権
利
の
確
認
と

未
払
賃
金
の
支
払
い
な
ど
を
請
求
し
た
事
件
に
お
い
て
、
信
者
と
し
て
の
地
位
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
宗
教
上
の
争
い
で
あ
り
、
懲
戒
事
に
対
す
る

判
断
も
宗
教
的
判
断
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
訴
え
を
却
下
し
た
神
靈
教
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
一
六
・
三
・
一
九	W

estlaw
Japan:	

2004W
L
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C
A
03190002

）
が
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
上
の
地
位
確
認
に
対
す
る
司
法
不
介
入
の
法
理
を
確
認
す
る
順
正
寺
事
件
判
決
（
東
京
地
判

平
成
二
六
・
一
二
・
四	L

E
X
/D

B
:	25523213

）
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
団
体
の
信
者
が
被
告
は
そ
の
僧
侶
で
は
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た

事
件
で
あ
る
が
、
東
京
地
裁
は
当
該
宗
教
団
体
の
規
則
に
基
づ
き
僧
侶
は
独
立
に
宗
教
団
体
の
財
産
的
活
動
を
行
う
権
限
を
有
し
な
い
宗
教
上
の
地

位
に
す
ぎ
な
い
と
認
定
し
、
確
認
の
対
象
と
な
る
べ
き
適
格
を
欠
く
も
の
と
判
示
し
た
。

第
三
型
の
事
件
と
し
て
訴
え
却
下
し
た
判
決
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
寺
院
名
称
の
変
更
を
求
め
た
原
告
に
対
し
て
被
告
が
原
告
代
表
者
に

は
代
表
権
限
が
な
い
と
主
張
し
た
事
件
に
お
い
て
、
平
成
二
一
年
東
京
地
裁
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
一
・
一
二
・
一
八
判
タ
一
三
二
二
号
二
五
九

頁
）
は
、
原
告
代
表
者
が
代
表
役
員
の
地
位
に
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
は
、
原
告
の
教
義
な
い
し
信
仰
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
審
理
、
判
断
す
る
こ

と
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
代
表
役
員
の
地
位
の
存
否
に
つ
い
て
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
訴
え
を
却
下
し
た
。
ま
た
、
被
包
括
宗
教

法
人
の
代
表
役
員
（
住
職
）
が
包
括
宗
教
団
体
の
下
し
た
宗
教
活
動
に
関
す
る
懲
戒
処
分
の
無
効
を
求
め
る
訴
え
を
、
具
体
的
な
権
利
又
は
法
律
関

係
に
関
す
る
紛
争
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
曹
洞
宗
懲
戒
処
分
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
九
・
一
一
・
一
六	L

E
X
/D

B
:	25550926

）
も

あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
当
該
処
分
が
後
の
法
律
上
の
地
位
の
喪
失
の
根
拠
に
な
る
と
し
て
も
、
宗
教
団
体
内
部
に
お
け
る
宗
教
上
の
地
位
に
制
限
を

加
え
る
も
の
に
と
ど
ま
る
限
り
は
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

）
九
三
三
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
三
一

（
58
）	

し
た
が
っ
て
、
僧
侶
や
禰
宜
の
労
働
者
該
当
性
お
よ
び
労
働
関
係
法
令
の
適
用
な
ど
「
世
俗
的
権
利
関
係
の
当
否
」（
山
本
和
彦
『
民
事
訴
訟

法
の
基
本
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
二
年
）
四
八
頁
）
に
関
わ
る
事
件
は
扱
わ
な
い
。
聖
職
者
の
労
働
者
該
当
性
に
関
し
て
は
、
昭
和

二
七
年
二
月
五
日
基
発
四
九
号
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
「
宗
教
法
人
又
は
宗
教
団
体
の
事
業
又
は
事
務
所
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ

い
て
」
参
照
。
判
決
と
し
て
は
、
妙
應
寺
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
二
・
三
・
二
九
労
働
判
例
一
〇
〇
八
号
二
二
頁
）、
統
一
教
会
福
岡
事
件

判
決
（
福
岡
高
判
平
成
二
七
・
三
・
三
一	W

estlaw
Japan:	2015W

L
JP

C
A
03316001

）、
住
吉
神
社
事
件
判
決
（
福
岡
地
判
平
成

二
七
・
一
一
・
一
一
判
時
二
三
一
二
号
一
一
四
頁
）、
宇
佐
神
宮
事
件
判
決
（
大
分
地
中
津
支
判
平
成
三
〇
・
二
・
一
三	L

E
X
/D

B
:	25549552

）

が
あ
る
。

他
に
本
案
審
理
を
し
た
判
決
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
出
家
会
員
の
地
位
の
確
認
訴
訟
に
関
す
る
平
成
三
〇
年
東
京
地
裁
判
決
（
東
京
地
判
平
成

三
〇
・
四
・
一
八	L

E
X
/D

B
:	25553337

）
は
、
出
家
会
員
の
地
位
は
宗
教
上
の
地
位
で
あ
る
も
の
の
、
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
ら
な
い

限
り
裁
判
所
の
審
判
権
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
出
家
会
員
は
出
家
に
当
た
っ
て
財
産
を
全
て
原
告
に
お
布
施
と
し
て
寄
付
し
宗
教
団
体
に
ほ
ぼ
全

面
的
に
依
存
し
た
環
境
か
ら
そ
の
地
位
の
喪
失
は
出
家
会
員
の
日
常
生
活
及
び
生
存
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
宗
教
団
体
の
処
分
に
は
手
続
上

の
瑕
疵
が
あ
る
と
認
め
請
求
を
容
認
し
た
。

裁
判
所
は
当
事
者
の
主
張
に
宗
教
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
法
律
上
の
争
訟
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
当
然
に
本
案
判
決
を
行
っ

て
お
り
、
建
物
等
の
明
渡
し
請
求
事
件
（
富
岡
八
幡
宮
明
渡
し
請
求
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
六
・
七
・
一
五	L

E
X
/D

B
:	25520618

））
や
、

宗
教
法
人
の
代
表
役
員
・
責
任
役
員
の
地
位
確
認
訴
訟
（
東
京
地
判
平
成
一
九
・
七
・
二
五	W

estlaw
Japan:	2007W

L
JP

C
A
07258026

、
東
京

地
判
平
成
二
〇
・
二
・
二
〇	W

estlaw
Japan:	2008W

L
JP

C
A
02208001

、
真
彰
会
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
七
・
八
・
三
一	L

E
X
/D

B
:	

25532114

）、
東
郷
神
社
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
七
・
三	L

E
X
/D

B
:	25556555

））
に
お
い
て
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
被
告
宗
教
団
体
の
下
し
た
懲
戒
解
雇
処
分
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
地
位
確
認
と
未
払
賃
金
請
求
お
よ
び
勤
務
期
間
中
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
法
律
上
の
争
訟
の
問
題
や
神
職
見
習
い
職
員
で
あ
っ
た
原
告
の
労
働
者
該
当
性
を
検
討
す
る
こ

と
な
く
そ
の
請
求
に
理
由
が
な
い
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
富
岡
八
幡
宮
解
雇
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
五
・
四
・
一
七	L

E
X
/D

B
:	

25500696

）
も
あ
る
。
第
一
型
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
事
件
で
も
、
当
事
者
の
主
張
に
宗
教
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
本
案
審
査
を
行
っ

）
九
三
九
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
三
一

（
58
）	

し
た
が
っ
て
、
僧
侶
や
禰
宜
の
労
働
者
該
当
性
お
よ
び
労
働
関
係
法
令
の
適
用
な
ど
「
世
俗
的
権
利
関
係
の
当
否
」（
山
本
和
彦
『
民
事
訴
訟

法
の
基
本
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
二
年
）
四
八
頁
）
に
関
わ
る
事
件
は
扱
わ
な
い
。
聖
職
者
の
労
働
者
該
当
性
に
関
し
て
は
、
昭
和

二
七
年
二
月
五
日
基
発
四
九
号
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
「
宗
教
法
人
又
は
宗
教
団
体
の
事
業
又
は
事
務
所
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ

い
て
」
参
照
。
判
決
と
し
て
は
、
妙
應
寺
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
二
・
三
・
二
九
労
働
判
例
一
〇
〇
八
号
二
二
頁
）、
統
一
教
会
福
岡
事
件

判
決
（
福
岡
高
判
平
成
二
七
・
三
・
三
一	W

estlaw
Japan:	2015W

L
JP

C
A
03316001

）、
住
吉
神
社
事
件
判
決
（
福
岡
地
判
平
成

二
七
・
一
一
・
一
一
判
時
二
三
一
二
号
一
一
四
頁
）、
宇
佐
神
宮
事
件
判
決
（
大
分
地
中
津
支
判
平
成
三
〇
・
二
・
一
三	L

E
X
/D

B
:	25549552

）

が
あ
る
。

他
に
本
案
審
理
を
し
た
判
決
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
出
家
会
員
の
地
位
の
確
認
訴
訟
に
関
す
る
平
成
三
〇
年
東
京
地
裁
判
決
（
東
京
地
判
平
成

三
〇
・
四
・
一
八	L

E
X
/D

B
:	25553337

）
は
、
出
家
会
員
の
地
位
は
宗
教
上
の
地
位
で
あ
る
も
の
の
、
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
ら
な
い

限
り
裁
判
所
の
審
判
権
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
出
家
会
員
は
出
家
に
当
た
っ
て
財
産
を
全
て
原
告
に
お
布
施
と
し
て
寄
付
し
宗
教
団
体
に
ほ
ぼ
全

面
的
に
依
存
し
た
環
境
か
ら
そ
の
地
位
の
喪
失
は
出
家
会
員
の
日
常
生
活
及
び
生
存
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
宗
教
団
体
の
処
分
に
は
手
続
上

の
瑕
疵
が
あ
る
と
認
め
請
求
を
容
認
し
た
。

裁
判
所
は
当
事
者
の
主
張
に
宗
教
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
法
律
上
の
争
訟
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
当
然
に
本
案
判
決
を
行
っ

て
お
り
、
建
物
等
の
明
渡
し
請
求
事
件
（
富
岡
八
幡
宮
明
渡
し
請
求
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
六
・
七
・
一
五	L

E
X
/D

B
:	25520618

））
や
、

宗
教
法
人
の
代
表
役
員
・
責
任
役
員
の
地
位
確
認
訴
訟
（
東
京
地
判
平
成
一
九
・
七
・
二
五	W

estlaw
Japan:	2007W

L
JP

C
A
07258026

、
東
京

地
判
平
成
二
〇
・
二
・
二
〇	W

estlaw
Japan:	2008W

L
JP

C
A
02208001

、
真
彰
会
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
七
・
八
・
三
一	L

E
X
/D

B
:	

25532114

）、
東
郷
神
社
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
三
〇
・
七
・
三	L

E
X
/D

B
:	25556555

））
に
お
い
て
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
被
告
宗
教
団
体
の
下
し
た
懲
戒
解
雇
処
分
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
地
位
確
認
と
未
払
賃
金
請
求
お
よ
び
勤
務
期
間
中
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
法
律
上
の
争
訟
の
問
題
や
神
職
見
習
い
職
員
で
あ
っ
た
原
告
の
労
働
者
該
当
性
を
検
討
す
る
こ

と
な
く
そ
の
請
求
に
理
由
が
な
い
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
富
岡
八
幡
宮
解
雇
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
成
二
五
・
四
・
一
七	L

E
X
/D

B
:	

25500696

）
も
あ
る
。
第
一
型
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
事
件
で
も
、
当
事
者
の
主
張
に
宗
教
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
本
案
審
査
を
行
っ

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
二

て
い
る
。
教
会
の
教
会
担
当
教
師
（
牧
師
）
で
あ
っ
た
原
告
が
当
該
教
会
の
包
括
宗
教
団
体
に
よ
り
巡
回
教
師
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
教
会
担
当
教

師
の
地
位
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
の
無
効
を
主
張
し
、
教
会
担
当
教
師
の
地
位
の
確
認
を
求
め
た
事
件
で
、
大
阪
地
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
上
の

地
位
に
関
す
る
任
免
に
関
し
て
、
そ
れ
が
団
体
内
の
手
続
に
即
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
は
当
該
任
命
が
懲
戒
処
分
に
該
当
す
る
の

か
を
判
断
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
（
フ
リ
ー
メ
ソ
ジ
ス
ト
岩
出
キ
リ
ス
ト
教
会
事
件
判
決
（
大
阪
地
判
平
成
二
九
・
七
・
二
六	L

E
X
/D

B
:	

25546755
））。

（
59
）	

東
京
地
判
平
成
一
八･

一
〇･

一
二
判
時
一
九
六
六
号
六
三
頁
。

（
60
）	

大
阪
高
判
平
成
二
二･

一･

二
八
判
タ
一
三
三
四
号
二
四
五
頁
。

（
61
）	

東
京
地
判
平
成
二
八･
一
〇･

二
七	L

E
X
/D

B
:	25537993

。

（
62
）	

東
京
地
判
平
成
二
九･
一
一･

一
六	L

E
X
/D

B
:	25550926

。

（
63
）	

東
京
地
判
平
成
三
〇･

七･
一
九	L
E
X
/D

B
:	25556558

。

（
64
）	

奈
良
地
判
令
和
一･

九･

一
二	L
E
X
/D

B
:	25564119

。

（
65
）	

大
津
地
判
令
和
一･

一
〇･

三
労
判
一
二
二
二
号
八
七
頁
。

（
66
）	

竹
下
・
前
掲
註（
44
）民
商
三
五
九
頁
は
、「
団
体
が
そ
の
内
部
秩
序
を
乱
す
構
成
員
を
懲
戒
処
分
に
付
し
、
そ
の
統
制
を
維
持
し
う
る
こ
と
は
、

自
律
権
の
本
質
的
内
容
に
属
す
る
」
と
い
う
。
川
嶋
四
郎
「『
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
』（
裁
判
所
法
三
条
一
項
）
に
つ
い
て
の
覚
書
」
同
志
社
法
学

六
七
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
五
頁
も
参
照
。

（
67
）	

垣
内
秀
介
「
判
批
」
判
タ
一
三
六
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
〇
頁
、
安
西
・
前
掲
註（
４
）六
一
頁
参
照
。

（
68
）	

し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
量
統
制
に
お
け
る
判
断
代
置
型
審
査
に
該
当
す
る
と
い
え
よ
う
か
。
宇
賀
・
前
掲
註（
52
）三
五
九
頁
参
照
。

も
っ
と
も
、
前
掲
判
決
③
（
前
掲
註（
61
））
は
裁
判
所
が
自
ら
処
分
権
者
と
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
処
分
の
基
礎
と
な
る
事
実
の
有
無
を
認
定
し
、

そ
の
認
定
判
断
を
前
提
と
し
て
い
か
な
る
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
か
を
判
断
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
と
実
際
に
さ
れ
た
処
分
を
比
較

す
る
方
法
に
よ
り
処
分
の
有
効
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
と
説
示
し
て
お
り
、
宗
教
団
体
の
し
た
事
実
認
定
や
具
体
的
処
分
の
選
択
に

つ
い
て
裁
判
所
が
判
断
代
置
型
審
査
を
行
う
こ
と
の
不
当
性
を
論
じ
て
い
る
。

）
九
三
四
（

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
三
三

（
69
）	

最
三
判
昭
和
六
三･

一
二･

二
〇
判
時
一
三
〇
七
号
一
一
三
頁
。

（
70
）	

最
一
判
平
成
一
八･

九･

一
四
判
時
一
九
五
一
号
三
九
頁
。

（
71
）	

最
一
判
平
成
二
二･

七･

一
五
判
時
二
〇
九
一
号
九
〇
頁
。

（
72
）	

仙
台
高
判
平
成
四･

四･

二
三
判
タ
七
九
八
号
一
三
〇
頁
。

（
73
）	

同
前
一
三
〇－

一
三
一
頁
。

（
後
記
：

　
故
喜
多
義
人
教
授
に
は
生
前
公
私
に
わ
た
り
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
こ
こ
に
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。）

）
九
三
三
（



宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
（
高
畑
）

二
三
三

（
69
）	

最
三
判
昭
和
六
三･

一
二･

二
〇
判
時
一
三
〇
七
号
一
一
三
頁
。

（
70
）	

最
一
判
平
成
一
八･

九･

一
四
判
時
一
九
五
一
号
三
九
頁
。

（
71
）	
最
一
判
平
成
二
二･

七･

一
五
判
時
二
〇
九
一
号
九
〇
頁
。

（
72
）	
仙
台
高
判
平
成
四･

四･

二
三
判
タ
七
九
八
号
一
三
〇
頁
。

（
73
）	

同
前
一
三
〇－

一
三
一
頁
。

（
後
記
：

　
故
喜
多
義
人
教
授
に
は
生
前
公
私
に
わ
た
り
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
こ
こ
に
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。）

）
九
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
五

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察

─
「
令
和
三
年
二
月
入
管
法
改
正
法
案
」
挫
折
の
背
景

─
瀧

　
　川

　
　修

　
　吾

一
　
問
題
の
所
在
（
共
生
社
会
の
理
想
と
難
民
認
定
率
の
低
さ
）

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
の
施
設
に
収
容
さ
れ
、
体
調
不
良
を
訴
え
て
い
た
三
〇
代
の
女
性
が
、
二
〇
二
一
年
三
月
六
日
に
死
亡
す

る
と
い
う
大
変
痛
ま
し
い
事
件
が
発
生
し
た

（
１
）

。
女
性
は
「
不
法
滞
在
」
で
昨
年
八
月
二
〇
日
か
ら
同
入
管
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
が
、

亡
く
な
る
二
日
前
に
診
察
し
た
医
師
が
「
仮
放
免
」
を
勧
め
る
報
告
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
の
最
上
級
行
政
庁
た
る
法
務

省
が
同
九
日
に
公
表
し
た
事
件
の
中
間
報
告
に
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
記
載
が
な
か
っ
た
と
い
う

（
２
）

。
そ
の
こ
と
が
関
係
者
へ
の
取
材

で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
四
月
二
三
日
の
こ
と
で
、
折
も
折
、
国
会
で
は
二
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

論

　説

）
七
六
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
五

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察

─
「
令
和
三
年
二
月
入
管
法
改
正
法
案
」
挫
折
の
背
景

─
瀧

　
　川

　
　修

　
　吾

一
　
問
題
の
所
在
（
共
生
社
会
の
理
想
と
難
民
認
定
率
の
低
さ
）

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
の
施
設
に
収
容
さ
れ
、
体
調
不
良
を
訴
え
て
い
た
三
〇
代
の
女
性
が
、
二
〇
二
一
年
三
月
六
日
に
死
亡
す

る
と
い
う
大
変
痛
ま
し
い
事
件
が
発
生
し
た

（
１
）

。
女
性
は
「
不
法
滞
在
」
で
昨
年
八
月
二
〇
日
か
ら
同
入
管
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
が
、

亡
く
な
る
二
日
前
に
診
察
し
た
医
師
が
「
仮
放
免
」
を
勧
め
る
報
告
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
轄
の
最
上
級
行
政
庁
た
る
法
務

省
が
同
九
日
に
公
表
し
た
事
件
の
中
間
報
告
に
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
記
載
が
な
か
っ
た
と
い
う

（
２
）

。
そ
の
こ
と
が
関
係
者
へ
の
取
材

で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
四
月
二
三
日
の
こ
と
で
、
折
も
折
、
国
会
で
は
二
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

論

　説

）
七
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
六

定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」（
以
下
、
同
法
は
入
管
法
と
略
記
す
る
）
が
審
議
さ
れ
て
い
た

（
３
）

。

入
管
法
改
正
案
に
反
対
す
る
動
き
は
、
こ
の
事
件
へ
の
疑
惑
が
明
る
み
に
で
る
と
一
層
の
高
ま
り
を
み
せ
た

（
４
）

。
当
時
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の

第
四
波
に
よ
う
や
く
収
束
の
兆
し
が
現
れ
る
か
と
い
う
微
妙
な
時
期
に
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
一
年
延
期
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
と
い
う
一
大
イ

ベ
ン
ト
を
七
月
二
三
日
に
迎
え
、
そ
の
実
施
に
対
す
る
反
対
論
が
勃
興
し
、
菅
義
偉
内
閣
の
支
持
率
も
、
五
月
一
〇
日
付
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論

調
査
で
は
「
支
持
」
が
三
五
％
に
対
し
「
支
持
し
な
い
」
が
四
三
％
で
、
支
持
率
の
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
た

（
５
）

。
一
時
は
強
行
採
決
を
も

辞
さ
な
い
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
与
党
と
菅
内
閣
で
あ
っ
た
が
、
同
一
八
日
改
正
法
案
の
今
国
会
で
の
成
立
を
断
念
し
た

（
６
）

。

昨
今
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
日
本
人
の
労
働
力
人
口
は
減
少
を
続
け
、
こ
れ
を
補
う
形
で
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
の
数
は
増

加
し
、
二
〇
二
〇
年
末
で
二
百
八
十
八
万
七
千
百
十
六
人
に
達
し
た

（
７
）

。
日
本
の
在
留
外
国
人
は
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
の

よ
う
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
減
少
し
た
時
期
も
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た
二
〇
二
〇
年
度
も
流
石

に
減
少
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
三
百
万
人
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る

（
８
）

。
二
〇
一
一
年
以
降
、
人
口
減
少
社
会
に
転
じ
た
日
本
で
現
在
の
産
業

規
模
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
一
方
で
日
本
側
の
国
益
に
適
う
と
同
時
に
、
他
方
で
在
留
す
る
外
国

人
に
と
っ
て
も
治
安
が
良
く
経
済
的
に
豊
か
な
社
会
で
の
就
労
は
魅
力
的
と
い
え
る

（
９
）

。
し
た
が
っ
て
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
前
提

条
件
は
、
受
入
れ
側
に
と
っ
て
も
在
留
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
関
係
調
整
さ
え
順
当
か
つ
綿
密
に
行
わ
れ
れ
ば
、

双
方
が
納
得
す
る
理
想
的
な
「
共
生
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
が
目
指
す
べ
き
持
続
可
能
で
発
展
的
な
社
会
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
が
理
想
で
あ
り
、
二
〇
一
八

）
七
六
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
七

年
七
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
で
は
、「
日
本
で
働
き
、

学
び
、
生
活
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
人
権
が
護
ら
れ
、
外
国
人
が
日
本
社
会
の
一
員
と
し

て
円
滑
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
受
入
れ
国
と
し
て
の
責
任
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
法
務

省
が
そ
の
「
司
令
塔
」
と
な
り
、
内
閣
官
房
と
共
に
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
現
在
ま
で
に
九
回
が
開
か
れ
て
い
る

（
11
）

。
ま
た
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
（
以
下
、
入
管
庁
と
略
記
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ル
ー
ル

を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
、
活
動
紹
介
の
動
画
を
公
開
し
、「
円
滑
か
つ
厳
格
な
出
入
国
審
査
」
と
「
在
留
外

国
人
の
適
正
な
管
理
と
支
援
」、「
難
民
の
認
定
」
と
い
う
基
本
職
務
に
加
え
、「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
実
現
さ
せ
る
」
こ
と
を
使
命

に
標
榜
し
、
国
民
の
理
解
に
供
し
て
い
る

（
12
）

。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
入
管
法
改
正
案
は
、
日
本
に
お
け
る
難
民
問
題
、
特
に
そ
の
認
定
数
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
統
計
上
の
事
実
が

脚
光
を
浴
び
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
確
か
に
、
昨
年
二
〇
二
〇
年
の
難
民
申
請
者
が
三
千
九
百
三
十
六
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

難
民
と
認
定
さ
れ
た
の
が
四
十
七
人
（
一
・
二
％
）
で
、「
人
道
的
な
配
慮
を
理
由
に
在
留
を
認
め
た
者
」
を
含
め
て
も
九
十
一
人

（
二
・
三
％
）
で
あ
っ
た
と
知
る
と

（
13
）

、
こ
れ
は
誰
し
も
が
直
感
的
に
少
な
い
と
感
じ
る
数
字
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
で
母
数
が
例
外
的
に
少
な
い
年
度
の
難
民
認
定
率
で
、
そ
の
前
年
の
二
〇
一
九
年
は
申
請
者
一
万
三
百
七
十
五
人
に
対
し
認
定
者

四
十
四
人
（
〇
・
四
％
）、
二
〇
一
八
年
度
は
同
じ
く
一
万
四
百
九
十
三
人
に
対
し
四
十
二
人
（
〇
・
四
％（

14
）

）
で
あ
っ
た
と
聴
か
さ
れ
る
と
直

感
は
確
信
に
近
づ
き
、
今
度
は
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
の
難
民
認
定
率
が
気
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
で
き
る
人
々
の
多
く
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、「
ド
イ
ツ
が

二
五
・
九
％
／
五
万
三
千
九
百
七
十
三
人
、
米
国
が
二
九
・
六
％
／
四
万
四
千
六
百
十
四
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
八
・
五
％
／
三
万
五
十
一
人
、

）
七
六
三
（
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瀧
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入
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入
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滑
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入
れ
国
と
し
て
の
責
任
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
法
務

省
が
そ
の
「
司
令
塔
」
と
な
り
、
内
閣
官
房
と
共
に
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
現
在
ま
で
に
九
回
が
開
か
れ
て
い
る

（
11
）

。
ま
た
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
（
以
下
、
入
管
庁
と
略
記
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ル
ー
ル

を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
、
活
動
紹
介
の
動
画
を
公
開
し
、「
円
滑
か
つ
厳
格
な
出
入
国
審
査
」
と
「
在
留
外

国
人
の
適
正
な
管
理
と
支
援
」、「
難
民
の
認
定
」
と
い
う
基
本
職
務
に
加
え
、「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
実
現
さ
せ
る
」
こ
と
を
使
命

に
標
榜
し
、
国
民
の
理
解
に
供
し
て
い
る

（
12
）

。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
入
管
法
改
正
案
は
、
日
本
に
お
け
る
難
民
問
題
、
特
に
そ
の
認
定
数
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
統
計
上
の
事
実
が

脚
光
を
浴
び
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
確
か
に
、
昨
年
二
〇
二
〇
年
の
難
民
申
請
者
が
三
千
九
百
三
十
六
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

難
民
と
認
定
さ
れ
た
の
が
四
十
七
人
（
一
・
二
％
）
で
、「
人
道
的
な
配
慮
を
理
由
に
在
留
を
認
め
た
者
」
を
含
め
て
も
九
十
一
人

（
二
・
三
％
）
で
あ
っ
た
と
知
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フ
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ス
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七
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
三
八

カ
ナ
ダ
が
五
五
・
七
％
／
二
万
七
千
百
六
十
八
人
、
英
国
が
四
六
・
二
％
／
一
万
六
千
五
百
十
六
人
」
と
、
日
本
の
「
〇
・
四
％
／
四
十
四

人
」
が
分
か
り
易
い
棒
グ
ラ
フ
で
比
較
さ
れ
、「
日
本
は
難
民
認
定
が
少
な
す
ぎ
る
」「
い
や
、
数
の
問
題
で
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
審
査
を

や
っ
た
結
果
が
少
な
い
だ
け
だ
」
と
い
う
強
烈
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
接
す
る
は
ず
で
あ
る

（
15
）

。
さ
ら
に
熱
心
な
者
は
、
こ
れ
ら
の
元
デ
ー
タ
を

提
供
し
て
い
る
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
二
〇
一
九
年
末
の
時
点
で
、
世
界

に
は
紛
争
や
迫
害
に
よ
り
故
郷
を
追
わ
れ
た
人
が
約
七
千
九
百
五
十
万
人
も
お
り
、
そ
の
う
ち
難
民
が
約
二
千
六
百
万
人
、
庇
護
を
申
請

し
て
い
る
者
が
約
四
百
二
十
万
人
も
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う

（
16
）

。

か
く
て
「
最
も
困
窮
し
て
い
る
外
国
人
」
で
あ
る
難
民
を
ほ
と
ん
ど
認
定
し
て
い
な
い
日
本
政
府
が
、
外
国
人
と
の
共
生
社
会
を
理
想

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
齟
齬
が
生
じ
、
令
和
三
年
二
月
の
入
管
法
改
正
法
案
は
挫
折
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
17
）

。
若
者
た
ち
の
感
覚
か
ら
す
れ

ば
、
外
国
人
労
働
者
は
す
で
に
日
本
の
社
会
の
そ
こ
か
し
こ
に
溢
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
難
民
に
だ
け
意
地
悪
を
せ
ず
に
受
け
入
れ
て
あ

げ
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
二
〇
二
〇
年
三
月
に
行
っ
た
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
日
本
に
外
国
人
が
増
え
る
こ
と
へ
の
賛
否
」
は
、「
一
八
～
二
九
歳
」
で
は
「
賛
成
」
が
五
〇
％
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
」
が

四
五
％
、
両
者
を
合
わ
せ
る
と
九
五
％
で
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
対
」
の
五
％
を
圧
倒
的
に
上
回
っ
た

（
18
）

。

そ
れ
で
は
、
政
府
が
め
ざ
し
て
い
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
国
民
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
理
想
的
な
も
の
な
の
か
。
こ
の
疑
問
に
結
論
を
出
す
に
は
、
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
が
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
、
推
移
し
現
状
に
至
っ
た
の
か
を
歴
史
的
に
俯
瞰
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
三
九

二
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
構
造
と
そ
の
基
本
方
針

元
来
の
日
本
は
、
四
季
の
あ
る
住
み
良
い
土
地
柄
で
は
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
荒
廃
か
ら
の
復
興
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経

る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
外
国
人
が
働
く
た
め
に
中
長
期
に
わ
た
っ
て
在
留
し
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
魅
力
的
な
姿
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
。

現
行
の
入
管
法
は
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
一
〇
月
四
日
に
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
」
に
基
づ

く
政
令
と
し
て
制
定
さ
れ
、
最
終
的
に
現
在
の
名
称
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
落
ち
着
い
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ

る
（
19
）

。
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
法
体
系
に
は
主
に
明
治
期
に
導
入
さ
れ
た
大
陸
法
系
と
、
第
二
次
大
戦
後
に
導
入
さ
れ
た
英
米
法

系
が
混
在
し
て
い
る
が
、
入
管
法
は
ま
さ
し
く
後
者
で
あ
る
。
在
留
資
格
制
度
と
い
う
と
難
解
な
印
象
を
受
け
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
い
う

「
ビ
ザ
」
が
日
本
の
「
在
留
資
格
」
と
捉
え
る
と
理
解
が
容
易
で
、
そ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
は
日
本
に
受
け
入
れ
な
い
の
が
制
度
の

基
本
設
計
と
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
こ
こ
が
一
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
が
、「
在
留
資
格
」
を
持
た
ず
、
日
本
に
住
み
た
い
と
い
う
単
純

な
動
機
に
基
づ
く
外
国
人
の
中
長
期
滞
在
、
換
言
す
れ
ば
「
移
民
」
は
認
め
な
い
方
針
が
、
現
行
の
制
度
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
は
一
貫

し
て
採
用
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る

（
21
）

。

制
度
の
詳
細
な
歴
史
は
割
愛
す
る
が
、
入
管
法
は
、
第
一
条
に
「
本
邦
に
入
国
し
、
又
は
本
邦
か
ら
出
国
す
る
全
て
の
人
の
出
入
国
及

び
本
邦
に
在
留
す
る
全
て
の
外
国
人
の
在
留
の
公
正
な
管
理
を
図
る
と
と
も
に
、
難
民
の
認
定
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
一
方
で
外
国
人
の
「
出
入
国
」
と
「
在
留
」
の
管
理
、
他
方
で
「
難
民
認
定
」
と
い
う
、
本
来
的
に
は
「
別
個
」
で
あ

り
な
が
ら
、
運
用
上
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
、
二
つ
の
行
政
行
為
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
律
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
、
す

な
わ
ち
主
権
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
る
領
域
を
有
す
る
国
家
へ
の
出
入
り
と
そ
こ
で
の
在
留
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
近
代
以
降
の
主
権

）
七
三
三
（
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入
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瀧
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さ
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さ
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。
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受
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入
れ
な
い
の
が
制
度
の

基
本
設
計
と
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
こ
こ
が
一
つ
重
要
な
ポ
イ
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が
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に
基
づ
く
外
国
人
の
中
長
期
滞
在
、
換
言
す
れ
ば
「
移
民
」
は
認
め
な
い
方
針
が
、
現
行
の
制
度
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
は
一
貫

し
て
採
用
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る

（
21
）

。

制
度
の
詳
細
な
歴
史
は
割
愛
す
る
が
、
入
管
法
は
、
第
一
条
に
「
本
邦
に
入
国
し
、
又
は
本
邦
か
ら
出
国
す
る
全
て
の
人
の
出
入
国
及

び
本
邦
に
在
留
す
る
全
て
の
外
国
人
の
在
留
の
公
正
な
管
理
を
図
る
と
と
も
に
、
難
民
の
認
定
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
一
方
で
外
国
人
の
「
出
入
国
」
と
「
在
留
」
の
管
理
、
他
方
で
「
難
民
認
定
」
と
い
う
、
本
来
的
に
は
「
別
個
」
で
あ

り
な
が
ら
、
運
用
上
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
、
二
つ
の
行
政
行
為
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
律
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
、
す

な
わ
ち
主
権
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
る
領
域
を
有
す
る
国
家
へ
の
出
入
り
と
そ
こ
で
の
在
留
を
管
理
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
近
代
以
降
の
主
権

）
七
三
三
（
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十
七
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第
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（
二
〇
二
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九
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）

二
四
〇

国
家
に
と
っ
て
そ
の
前
提
条
件
を
な
す
本
質
的
な
統
治
行
為
で
あ
り
、
む
ろ
ん
難
民
も
外
国
人
に
は
違
い
な
い
た
め
、
そ
の
受
入
れ
の
可

否
を
決
定
す
る
行
為
自
体
は
広
義
に
は
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。

し
か
し
、
後
者
す
な
わ
ち
難
民
認
定
は
、
本
質
的
に
国
家
間
の
約
束
で
あ
る
国
際
法
に
よ
り
、
難
民
に
対
す
る
一
定
の
保
護
措
置
等
が

求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
整
備
さ
れ
た
国
内
法
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る

（
22
）

。
具
体
的
に
は
、
専
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
受
け

て
一
九
五
一
年
に
国
連
で
作
成
さ
れ
た
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」
と
、
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
の
「
難
民
の
地
位
に
関

す
る
議
定
書
」（
一
九
六
七
年
発
効
）
に
、
日
本
が
一
九
八
一
年
に
加
入
し
た
こ
と
で
生
じ
た
国
際
法
上
の
関
係
で
あ
る

（
23
）

。
そ
し
て
同
年
、

こ
れ
に
合
わ
せ
て
出
入
国
管
理
令
が
改
正
さ
れ
、
入
管
法
の
目
的
に
加
わ
っ
た
の
が
難
民
認
定
と
そ
の
受
入
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
協

調
主
義
を
掲
げ
る
民
主
主
義
国
家
と
し
て
、
戦
後
か
ら
の
復
興
を
成
し
遂
げ
た
日
本
が
自
ら
負
う
た
義
務
と
い
え
る

（
24
）

。

こ
う
し
て
在
留
資
格
に
基
づ
く
出
入
国
在
留
管
理
と
、
難
民
の
条
件
に
合
致
し
さ
え
す
れ
ば
こ
れ
を
庇
護
す
る
難
民
認
定
制
度
が
一
つ

の
入
管
法
の
も
と
、
一
つ
の
行
政
組
織
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
後
者
の
影
響
で
前
者
の
受
入
れ
が
甘
く

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
制
定
当
時
の
出
入
国
管
理
令
で
は
、
第
四
条
第
一
項
に
現
行
の
在
留
資
格
を
定
め
た
規
定
が
あ
り
、
そ

の
最
後
の
第
一
六
号
は
「
前
各
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
外
、
外
務
省
令
で
特
に
定
め
る
者
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
に

よ
り
「
法
務
大
臣
（
制
定
当
時
は
入
国
管
理
庁
長
官
）
が
特
に
在
留
を
認
め
る
者
」
と
し
て
様
々
な
外
国
人
の
受
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
た

（
25
）

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
弾
力
的
な
運
用
で
は
、
来
日
す
る
外
国
人
や
こ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
企
業
に
と
っ
て
も
基
準
が
不
明
瞭
と
い

わ
ざ
る
を
得
ず
、
現
行
制
度
に
連
な
る
基
本
的
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
た
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
で
は
、
第
一
に

「
在
留
資
格
」
の
新
設
・
整
備
と
、
第
二
に
「
審
査
基
準
の
明
確
化
と
入
国
審
査
手
続
の
簡
易
・
迅
速
化
」、
そ
し
て
第
三
に
「
不
法
就
労

問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
関
係
規
定
の
整
備
」
が
目
的
と
さ
れ
た

（
26
）

。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
一

こ
の
点
は
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画

（
27
）

」
で
も
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
外
国
人
を
雇
用
し
た

い
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
要
請
が
増
す
一
方
で
、
観
光
客
等
を
偽
装
し
て
入
国
し
不
法
に
就
労
す
る
外
国
人
の
増
加
も
顕
著
な
現
象
」
で
、

「
近
隣
諸
国
と
の
間
の
所
得
格
差
等
を
反
映
し
、
就
労
の
意
思
を
隠
し
て
上
陸
審
査
を
く
ぐ
り
抜
け
不
法
就
労
す
る
外
国
人
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
不
法
就
労
目
的
で
来
日
し
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
の
数
も
こ
こ
数
年
の
間
に
急
増
」
と
い
う
状
況
が
背
景
に

あ
っ
た

（
28
）

。
戦
後
の
復
興
か
ら
急
成
長
を
遂
げ
、
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
で
あ
り
続
け
た
日
本
の
労
働
市
場

は
、
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
外
国
の
人
々
に
は
羨
望
の
的
と
な
り
、
適
正
な
管
理
を
怠
れ
ば
「
国
内
的
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
急
成
長
の
副
産
物
が
「
周
辺
諸
国
と
の
著
し
い
経
済
格

差
」
で
あ
り
、
結
論
こ
の
問
題
が
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
調
整
を
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
に
し
て
き
た
と
い
え
る
。

三
　
日
本
に
お
け
る
不
法
就
労
問
題
と
入
管
法
の
整
備

一
般
に
、
在
留
資
格
の
な
い
「
不
法
滞
在
者
」
が
就
労
を
す
れ
ば
「
不
法
就
労
」
に
は
な
る
が
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
不
法
滞
在
者

は
、
①
「
不
法
入
国
者
」
及
び
②
「
不
法
上
陸
者
」
と
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
を
超
過
し
た
③
「
不
法
残
留
者
」
に
分
類
さ
れ
る

（
29
）

。
①

と
②
は
日
本
に
入
国
す
る
前
の
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
事
後
的
に
摘
発
さ
れ
「
退
去
強
制
手
続
」
を
と
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
上
陸
許
可
を
受
け
て
在
留
を
始
め
る
「
偽
装
滞
在
者
」
も
お
り
、
許
可
を
受
け

ず
に
資
格
外
の
就
労
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
実
態
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い

（
30
）

。
入
管
庁
で
は
、
現
在
で
も
概
ね
毎
年
六
月
か
ら
の

一
ヶ
月
間
を
「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
し
、
外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
対
象
に
、
不
法
就
労
に
あ
た
る
三

つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

（
31
）

。
す
な
わ
ち
①
不
法
滞
在
者
や
被
退
去
強
制
者
が
働
く
ケ
ー
ス
、
②
入
管
庁
か
ら
働
く
許

）
七
三
七
（
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も
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て
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る
よ
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に
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外
国
人
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し
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と
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る
各
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面
か
ら
の
要
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が
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で
、
観
光
客
等
を
偽
装
し
て
入
国
し
不
法
に
就
労
す
る
外
国
人
の
増
加
も
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著
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現
象
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で
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近
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と
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が
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に
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（
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戦
後
の
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急
成
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を
遂
げ
、
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十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
で
あ
り
続
け
た
日
本
の
労
働
市
場

は
、
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
外
国
の
人
々
に
は
羨
望
の
的
と
な
り
、
適
正
な
管
理
を
怠
れ
ば
「
国
内
的
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
急
成
長
の
副
産
物
が
「
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辺
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国
と
の
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し
い
経
済
格
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が
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国
と
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及
び
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陸
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と
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可
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滞
在
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を
超
過
し
た
③
「
不
法
残
留
者
」
に
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る

（
29
）

。
①

と
②
は
日
本
に
入
国
す
る
前
の
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
事
後
的
に
摘
発
さ
れ
「
退
去
強
制
手
続
」
を
と
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
上
陸
許
可
を
受
け
て
在
留
を
始
め
る
「
偽
装
滞
在
者
」
も
お
り
、
許
可
を
受
け

ず
に
資
格
外
の
就
労
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
実
態
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い

（
30
）

。
入
管
庁
で
は
、
現
在
で
も
概
ね
毎
年
六
月
か
ら
の

一
ヶ
月
間
を
「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
し
、
外
国
人
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
対
象
に
、
不
法
就
労
に
あ
た
る
三

つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

（
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）
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す
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不
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滞
在
者
や
被
退
去
強
制
者
が
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く
ケ
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ス
、
②
入
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可
を
受
け
ず
に
働
く
ケ
ー
ス
、
③
入
管
庁
か
ら
認
め
ら
れ
た
範
囲
を
超
え
て
働
く
ケ
ー
ス
が
あ
げ
ら
れ
、「
就
労
制
限
の
有
無
」
や
「
資

格
外
活
動
許
可
」
の
欄
を
確
認
す
る
こ
と
、
在
留
カ
ー
ド
の
偽
造
を
見
破
る
具
体
的
な
方
法
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
32
）

。
現
在
に
至
っ
て

も
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
暗
い
影
を
落
と
す
不
法
就
労
問
題
と
は
過
去
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
が
目
前
に
迫
っ
た
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
の
日
本
へ
の
新
規
入
国
者
「
約
二
百
九
十
二
万
八
千
人
に
つ
い
て
在

留
資
格
別
に
見
る
と
、
観
光
等
を
目
的
と
す
る
「
短
期
滞
在
」
が
約
二
百
七
十
万
四
千
人
と
全
体
の
約
九
十
二
％
を
占
め
」
て
い
た
と
い

う
（
33
）

。
当
時
の
状
況
と
比
較
す
る
に
、
ち
ょ
う
ど
三
十
年
後
に
あ
た
る
二
〇
二
〇
年
の
新
規
入
国
者
数
は
約
三
百
五
十
八
万
人
で
そ
の
差

六
十
六
万
人
（
約
一
・
二
倍
）
で
あ
る
か
ら
、
一
見
す
る
と
そ
こ
ま
で
の
大
差
は
無
い
よ
う
に
も
み
え
る

（
34
）

。
し
か
し
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
で
入

国
者
が
一
時
的
に
激
減
し
た
数
字
で
、
過
去
最
高
を
記
録
し
た
二
〇
一
九
年
と
比
較
し
て
み
る
と
、
何
と
新
規
入
国
者
が
約
二
千
八
百

四
十
万
人
で
「
短
期
滞
在
」
が
約
二
千
七
百
八
十
一
万
人
（
九
七
・
九
％
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
飛
躍
的
な
進
歩
が
あ
っ
た
に
せ

よ
、
約
九
・
七
倍
の
増
加
率
に
は
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
入
管
行
政
の
繁
忙
な
状
況
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る

（
35
）

。

一
九
九
〇
年
に
話
を
戻
す
と
入
管
法
違
反
で
「
上
陸
拒
否
」
と
な
っ
た
外
国
人
は
、「
就
労
の
意
思
を
隠
し
短
期
滞
在
の
観
光
客
を
偽

装
す
る
等
上
陸
目
的
を
偽
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
（
同
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
不
適
合
）
が
最
多
で
、
そ
の
数
は
上
陸
拒
否
者
総
数
一

万
三
千
九
百
三
十
四
人
の
八
三
・
五
％
を
占
め
る
一
万
一
千
六
百
三
十
五
人
」
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
水
際
対
策
の
成
果
で
あ
る

（
36
）

。
他
方
、

同
年
に
「
退
去
強
制
手
続
」
を
受
け
た
外
国
人
「
三
万
六
千
二
百
六
十
四
人
」
で
み
て
も
、「「
不
法
残
留
」
が
三
万
二
千
六
百
四
十
七

人
」
と
最
も
多
く
、「
そ
の
大
半
は
「
短
期
滞
在
」
で
入
国
」
し
て
い
る

（
37
）

。
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
問
題
が
不
法
就
労
を
仲
介
す
る
ブ

ロ
ー
カ
ー
の
存
在
で
あ
る
。「
被
退
去
強
制
者
の
う
ち
調
査
対
象
と
し
た
二
万
一
千
五
百
三
十
七
人
」
の
う
ち
、「
六
八
％
が
ブ
ロ
ー
カ
ー

等
仲
介
者
の
関
与
を
認
め
て
い
る
」
と
の
こ
と
で

（
38
）

、
つ
ま
り
は
、
外
国
人
が
う
っ
か
り
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
に
な
り
不
法
就
労
を
し
て
し
ま

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
三

う
と
い
う
単
純
な
構
図
で
は
な
く
、
不
法
就
労
を
仲
介
・
斡
旋
す
る
組

織
的
な
人
身
売
買
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
次
第
で
あ
る
。

文
化
や
言
葉
の
問
題
に
由
来
す
る
の
か
、「
不
法
就
労
者
自
身
と
同
じ

国
・
出
身
地
の
者
の
仲
介
を
受
け
る
ケ
ー
ス
が
多
」
か
っ
た
よ
う
で
、

関
与
し
た
の
が
韓
国
人
と
い
う
ケ
ー
ス
が
二
千
五
百
四
十
七
人

（
一
七
・
四
％
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
一
千
六
百
五
十
九
人
（
一
一
・
三
％
）、

パ
キ
ス
タ
ン
人
が
一
千
四
百
八
十
三
人
（
一
〇
・
一
％
）
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
関
与
し
た
の
が
日
本
人
と
い
う
ケ
ー
ス
も
二
千
二
百
三
十
九
人

（
一
五
・
三
％
）
に
達
し
て
い
る

（
39
）

。

上
の
表
は
、
日
本
と
幾
つ
か
の
ア
ジ
ア
諸
国
及
び
地
域
の
豊
か
さ
を

比
較
す
る
指
標
と
し
て
作
成
し
、
参
考
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
も
加
え
、
本

稿
で
注
目
し
た
年
ご
と
の
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
抜
き
出
し
て
み

た
も
の
で
あ
る

（
40
）

。
か
つ
て
日
本
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
は
、
い

わ
ゆ
る
一
攫
千
金
を
夢
見
る
偽
装
滞
在
者
や
、
本
国
に
送
金
し
て
も
余

裕
あ
る
生
活
が
可
能
な
日
本
を
離
れ
が
た
く
な
る
者
が
現
れ
て
も
不
思

議
な
い
圧
倒
的
な
経
済
格
差
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
一
瞥
し
て
分
か

る
。

1 人当たり名目ＧＤＰ 1990 年 1993 年 2014 年 2019 年 2020 年

日　本 25,896 36,425 38,523 40,802 40,146

アメリカ 23,848 26,364 55,025 65,254 63,416

韓　国 6,610 8,886 29,253 31,846 31,497

中　国 347 521 7,694 10,243 10,484

台　湾 8,167 11,257 22,844 25,936 28,306

ベトナム 122 235 2,567 3,415 3,499

フィリピン 829 950 2,996 3,512 3,330

タイ 1,564 2,209 5,952 7,815 7,190

インドネシア 771 1,013 3,534 4,196 3,922

パキスタン 495 582 1,310 1,349 1,260

バングラデシュ 338 336 1,119 1,855 1,998

スリランカ 546 667 3,817 3,852 3,679

シンガポール 12,763 18,290 57,565 65,641 58,902

単位：ＵＳ＄／出典：ＩＭＦ統計／グローバルノート（https://www.globalnote.jp/）で作成
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
四

背
景
と
な
る
国
際
政
治
史
を
み
て
も
、
一
九
九
一
年
に
は
湾
岸
戦
争
が
発
生
し
、
憲
法
で
国
際
協
調
主
義
を
掲
げ
る
日
本
は
、
そ
の
根

幹
に
あ
る
平
和
主
義
と
の
矛
盾
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
国
際
紛
争
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
九
九
二
年
に
は
自
衛
隊
を
停
戦
監

視
の
た
め
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
派
遣
し
、
二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ン
戦
争
、
つ
い
で
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
で
も
テ
ロ
対
策
特
別
措
置

法
に
基
づ
き
自
衛
隊
を
現
地
へ
派
遣
し
た
。
と
り
わ
け
ア
フ
ガ
ン
戦
争
の
誘
因
と
な
っ
た
同
年
九
月
の
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
冷
戦
終
結
後

の
惰
眠
を
貪
る
間
も
な
く
、
戦
争
は
概
ね
遠
方
の
貧
し
く
危
険
な
紛
争
地
帯
で
起
こ
る
も
の
と
い
う
常
識
を
打
ち
破
り
、
む
し
ろ
世
界
中

の
比
較
的
恵
ま
れ
た
都
市
に
暮
ら
す
人
々
こ
そ
を
自
爆
テ
ロ
と
国
家
な
き
戦
争
へ
の
恐
怖
で
震
撼
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
も
と
、
日
本
に
お
け
る
不
法
残
留
者
の
数
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
で
約
三
十
万
人
に
達
し
て
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
が
、
以
後
は
減
少
に
転
じ
二
十
七
～
二
十
五
万
人
程
度
で
推
移
し
て
い
っ
た

（
41
）

。
具
体
的
な
取
締
体
制
を
強
化
す
べ
く
入
管
法

も
改
正
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
は
集
団
密
航
へ
の
対
策
が
新
設
さ
れ
（
第
七
四
条
～
七
四
条
の
六
）、
一
九
九
九
年
に
は
不
法
在
留
罪
が
新

設
さ
れ
（
第
七
〇
条
第
二
項
）、
さ
ら
に
退
去
強
制
さ
れ
た
者
の
上
陸
拒
否
期
間
も
一
年
か
ら
五
年
に
伸
張
さ
れ
る
な
ど
し
た
（
同
第
五
条
第

一
項
第
九
号
の
改
正

（
42
）

）。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
不
法
滞
在
者
五
年
半
減
計
画
」
に
基
づ
く
総
合
的
な
不
法
滞
在
者
対
策

の
結
果
、
約
二
十
二
万
人
い
た
不
法
残
留
者
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
時
点
で
約
十
一
万
三
千
人
と
な
り
（
四
八
・
五
％
減
少
）、
不
法

入
国
者
も
推
計
で
「
三
万
人
」
い
た
も
の
が
、「
一
万
五
千
～
二
万
三
千
人
」
に
ま
で
減
少
し
た

（
43
）

。
こ
の
施
策
は
、
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議

が
ま
と
め
た
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画
」
に
お
い
て
、
治
安
回
復
の
た
め
の
三
つ
目
の
方
針
「
国
境
を
越
え
る
脅

威
へ
の
対
応
」
と
し
て
「
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
対
策
等
の
推
進
」
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る

（
44
）

。
同
計
画
は
「
今
、
治

安
は
危
険
水
域
に
あ
る
」
と
い
う
大
変
印
象
深
い
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
外
国
人
に
よ
る
不
法
就
労
問
題
は
、
日
本
社
会
の
治

安
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
の
一
角
を
な
す
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

）
七
三
六
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
五

四
　
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
近
況
と
受
入
れ
の
サ
イ
ド
ド
ア
問
題

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
に
は
か
な
り
根
深
い
外
国
人
に
よ
る
不
法
就
労
問
題
が
あ
り
、
国
際
情
勢
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
対

応
す
べ
く
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
以
来
の
入
管
法
の
基
本
構
造
は
崩
さ
ず
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
を
追
加
的
に
組
み
込
む
こ

と
で
体
制
を
整
備
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
警
察
行
政
も
連
携
し
た
総
合
的
か
つ
積
極
的
な
対
策
に
よ
り
、
不
法
残

留
者
は
減
少
し
続
け
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
時
点
に
は
、
過
去
最
少
の
五
万
九
千
六
十
一
人
に
ま
で
減
少
し
た

（
45
）

。

こ
の
こ
と
は
前
掲
の
表
を
み
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
日
本
の
社
会
が
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
で
長
い
平
成
不
況
に
陥
っ
た
一
方
で
、

ア
ジ
ア
諸
国
が
め
ざ
ま
し
い
急
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
の
犯
罪
を
誘
発
す
る
か
の
よ
う
な
経
済
格
差
も
幾
分
か
は
是
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
数
値
は
も
と
も
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
総
人
口
で
割
っ
た
平
均
値
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ

ま
だ
個
人
で
み
れ
ば
ア
ジ
ア
に
も
貧
困
に
苦
し
み
、
日
本
で
の
就
労
を
熱
望
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
他
方
で
、
日
本
で
も

主
に
農
林
水
産
、
土
木
建
設
な
ど
の
、
俗
に
「
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
き
た
な
い
・
き
け
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
幾
つ
か
の
部
門
（
ま
た
は
そ
れ
に
限
ら

ず
）
で
は
、
社
会
の
需
要
、
換
言
す
れ
ば
せ
っ
か
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
依
然
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
が
近
年
こ

れ
ら
に
就
き
た
が
ら
な
い
た
め
、
慢
性
的
に
労
働
力
が
不
足
し
、
事
業
者
が
何
と
か
こ
れ
を
満
た
す
た
め
に
日
々
奔
走
し
て
い
る
状
況
が

あ
る
。
か
く
し
て
両
者
を
仲
立
ち
す
る
非
合
法
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
送
出
し
国
と
受
入
れ
国
の
双
方
に
は
び
こ
る
。
不
法
就
労
問
題
の
根
底

に
あ
る
こ
の
基
本
構
造
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
は
繰
り
返
さ
れ
る
定
め
に
あ
る
。

現
に
二
〇
一
五
年
以
降
、
不
法
在
留
者
数
は
六
年
連
続
で
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
人
の
移
動
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
数
値
に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
た
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
時
点
の
二
十
四
人
（
〇
・
〇
三
％
）
減
以
外
は
、
最
初
は
千
人
規
模
か
ら
二

）
七
三
三
（
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ア
ジ
ア
諸
国
が
め
ざ
ま
し
い
急
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
か
つ
て
の
犯
罪
を
誘
発
す
る
か
の
よ
う
な
経
済
格
差
も
幾
分
か
は
是
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
数
値
は
も
と
も
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
総
人
口
で
割
っ
た
平
均
値
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ

ま
だ
個
人
で
み
れ
ば
ア
ジ
ア
に
も
貧
困
に
苦
し
み
、
日
本
で
の
就
労
を
熱
望
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
他
方
で
、
日
本
で
も

主
に
農
林
水
産
、
土
木
建
設
な
ど
の
、
俗
に
「
３
Ｋ
（
き
つ
い
・
き
た
な
い
・
き
け
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
幾
つ
か
の
部
門
（
ま
た
は
そ
れ
に
限
ら

ず
）
で
は
、
社
会
の
需
要
、
換
言
す
れ
ば
せ
っ
か
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
依
然
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
が
近
年
こ

れ
ら
に
就
き
た
が
ら
な
い
た
め
、
慢
性
的
に
労
働
力
が
不
足
し
、
事
業
者
が
何
と
か
こ
れ
を
満
た
す
た
め
に
日
々
奔
走
し
て
い
る
状
況
が

あ
る
。
か
く
し
て
両
者
を
仲
立
ち
す
る
非
合
法
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
送
出
し
国
と
受
入
れ
国
の
双
方
に
は
び
こ
る
。
不
法
就
労
問
題
の
根
底

に
あ
る
こ
の
基
本
構
造
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
は
繰
り
返
さ
れ
る
定
め
に
あ
る
。

現
に
二
〇
一
五
年
以
降
、
不
法
在
留
者
数
は
六
年
連
続
で
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
人
の
移
動
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
数
値
に
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
た
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
時
点
の
二
十
四
人
（
〇
・
〇
三
％
）
減
以
外
は
、
最
初
は
千
人
規
模
か
ら
二

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
六

千
人
規
模
へ
増
え
、
一
昨
年
あ
た
り
か
ら
は
七
千
、
八
千
人
規
模
で
の
増
加
傾
向
を
み
せ
て
い
た

（
46
）

。
そ
の
結
果
、
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
の

不
法
残
留
者
は
約
八
万
三
千
人
ま
で
増
え
、
概
ね
十
年
前
の
水
準
に
逆
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
、
五
万
人
が
「
短
期
滞

在
」
か
ら
の
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
の
九
割
超
が
「
短
期
滞
在
」
で
、
不
法
滞
在
・
不
法
就

労
の
問
題
も
そ
の
多
く
は
、
性
質
上
、
認
定
が
比
較
的
容
易
に
な
さ
れ
る
こ
の
在
留
資
格
か
ら
発
生
し
て
お
り
、
三
十
年
以
上
の
時
が
経

過
し
て
も
そ
の
点
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

政
治
も
こ
の
難
題
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
だ
け
で
、
看
過
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。〝
移
民
は
受
け
入
れ
な
い
〟
と
い
う
旧
来
の
基

本
方
針
を
崩
さ
ず
、
働
き
た
い
外
国
人
と
雇
い
た
い
事
業
者
双
方
の
要
望
を
満
た
す
た
め
に
大
別
し
て
二
通
り
の
手
法
で
、
日
本
に
必
要

な
人
材
の
受
入
れ
を
試
み
て
き
た
と
い
え
る
。
高
度
人
材
一
般
と
日
系
人
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
一
つ
目
は
、
看
護
・
介
護
分
野
の

外
国
人
就
労
者
の
受
入
れ
で
、
元
々
は
「
医
療
」
の
在
留
資
格
で
、
高
度
人
材
の
看
護
師
を
条
件
付
き
で
受
け
入
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た

（
47
）

。
こ
れ
を
経
済
連
携
協
定
の
締
結
等
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
〇
〇
八
年
）
を
皮
切
り
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
同
年
）
や
ベ
ト
ナ
ム

（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
の
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
、
さ
ら
に
そ
の
候
補
者
ま
で
も
受
入
れ
可
能
に
し
た

（
48
）

。
つ
ま
り
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す

る
人
材
確
保
の
た
め
に
、
旧
来
の
受
入
れ
範
囲
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
は
当
初
「
特
定
活
動
」
と
さ
れ
た
が
、

二
〇
一
六
年
に
は
正
式
に
「
介
護
」
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
手
法
は
、
後
述
す
る
二
〇
一
八
年
の
新
方
針
に
も
受
け
継
が
れ
る
。

二
つ
目
は
、
そ
も
そ
も
の
日
本
へ
の
入
国
目
的
が
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
結
果
的
に
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
っ
て
も
原
則
は
崩
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
ド
ド
ア
ポ
リ
シ
ー
」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
手
法
で
あ
る

（
49
）

。
確
か

に
、「
教
育
」
を
受
け
る
こ
と
が
目
的
の
「
留
学
生
」
が
資
格
外
活
動
の
許
可
を
受
け
、
例
え
ば
飲
食
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
は

何
ら
問
題
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
就
労
は
実
践
的
に
語
学
力
が
身
に
付
き
、
教
育
効
果
も
あ
が
り
一
石
二
鳥
と
い
え
る
か
ら
で

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
七

あ
る
。
む
ろ
ん
一
般
的
な
日
本
人
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
社
会
人
体
験
、
あ
る
い
は
学
費
や
生
活
費
の
補
助
と
す
る
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト

は
す
る
わ
け
で
、
そ
ち
ら
が
主
に
な
っ
て
退
学
や
成
績
不
振
等
に
陥
っ
て
し
ま
う
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
こ
れ
は
社
会
人
の
一
歩
手
前

に
い
る
彼
ら
に
特
有
か
つ
不
可
避
の
現
象
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
こ
で
は
な
い
。
留
学
生
の
中
に
は
初
め
か
ら
就
労
を
目
的
と
し
て
い
な

が
ら
、
目
的
を
留
学
に
偽
装
し
て
入
国
し
、
ほ
と
ん
ど
登
校
す
ら
せ
ず
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
、
や
が
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
あ
る

（
50
）

。
問
題
と
す
べ
き
は
制
度
の
本
旨
を
ね
じ
曲
げ
て
目
的
外
に
利
用
す
る
こ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。

例
え
ば
一
九
九
三
年
に
始
ま
っ
た
「
技
能
実
習
生
制
度
」
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
い
え
る

（
51
）

。
同
制
度
の
元
来
の
目
的
は
、
こ
の
時
の
労

働
大
臣
の
国
会
答
弁
に
あ
る
よ
う
に
「
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
を
支
え
る
人
材
育
成
」
を
「
我
が
国
の
国
際
協
力
の
観
点
」
か
ら
行
お

う
と
す
る
も
の
で
、「
我
が
国
の
生
き
た
産
業
技
術
を
直
接
習
得
し
て
帰
国
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
産
業
発
展
の
中
心
に
な
」
る
人
材
を

育
て
よ
う
と
い
う
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
た

（
52
）

。
労
相
は
続
け
て
、「
た
だ
、
一
方
に
お
い
て
、
外
国
人
の
労
働
力
に
単
に
人
手
不
足
だ
か
ら

と
い
っ
て
安
易
に
依
存
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
発
言
し
、
拍
手
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る

（
53
）

。

と
こ
ろ
が
、
世
人
の
記
憶
に
も
新
し
い
よ
う
に
、
現
実
は
ま
さ
に
労
相
の
懸
念
通
り
に
単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
サ
イ
ド
ド
ア
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
同
制
度
の
も
と
で
は
人
身
売
買
ま
が
い
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
暗
躍
し
、「
使
い
捨
て
」
や
「
奴
隷
」
な
ど
と
非
難

さ
れ
る
「
搾
取
的
で
安
価
な
労
働
力
を
供
給
」
す
る
違
法
な
バ
ッ
ク
ド
ア
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
54
）

。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
の
入
管
法
改
正
で
は
「
技
能
実
習
」
を
独
立
の
在
留
資
格
に
し
た
り
（
研
修
期
間
を
廃
止
）、
実
務
研
修
を
行
う

場
合
に
は
原
則
と
し
て
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
り
（
労
働
法
に
よ
る
保
護
を
確
実
化
）、

二
〇
一
七
年
に
は
技
能
実
習
法
が
施
行
さ
れ
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
が
設
立
さ
れ
た
り
（
監
理
団
体
の
許
可
や
調
査
、
実
習
生
の
保
護
な

ど
）
と
適
正
化
が
図
ら
れ
て
き
た
が

（
55
）

、
一
度
、
深
刻
化
し
て
し
ま
っ
た
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

（
56
）

。
か
つ
て
日
本
経
済
が

）
七
三
三
（
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四
七
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般
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本
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で
あ
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て
も
、
社
会
人
体
験
、
あ
る
い
は
学
費
や
生
活
費
の
補
助
と
す
る
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト

は
す
る
わ
け
で
、
そ
ち
ら
が
主
に
な
っ
て
退
学
や
成
績
不
振
等
に
陥
っ
て
し
ま
う
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
こ
れ
は
社
会
人
の
一
歩
手
前

に
い
る
彼
ら
に
特
有
か
つ
不
可
避
の
現
象
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
こ
で
は
な
い
。
留
学
生
の
中
に
は
初
め
か
ら
就
労
を
目
的
と
し
て
い
な

が
ら
、
目
的
を
留
学
に
偽
装
し
て
入
国
し
、
ほ
と
ん
ど
登
校
す
ら
せ
ず
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
、
や
が
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
あ
る

（
50
）

。
問
題
と
す
べ
き
は
制
度
の
本
旨
を
ね
じ
曲
げ
て
目
的
外
に
利
用
す
る
こ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。

例
え
ば
一
九
九
三
年
に
始
ま
っ
た
「
技
能
実
習
生
制
度
」
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
い
え
る

（
51
）

。
同
制
度
の
元
来
の
目
的
は
、
こ
の
時
の
労

働
大
臣
の
国
会
答
弁
に
あ
る
よ
う
に
「
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
を
支
え
る
人
材
育
成
」
を
「
我
が
国
の
国
際
協
力
の
観
点
」
か
ら
行
お

う
と
す
る
も
の
で
、「
我
が
国
の
生
き
た
産
業
技
術
を
直
接
習
得
し
て
帰
国
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
産
業
発
展
の
中
心
に
な
」
る
人
材
を

育
て
よ
う
と
い
う
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
た

（
52
）

。
労
相
は
続
け
て
、「
た
だ
、
一
方
に
お
い
て
、
外
国
人
の
労
働
力
に
単
に
人
手
不
足
だ
か
ら

と
い
っ
て
安
易
に
依
存
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
発
言
し
、
拍
手
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る

（
53
）

。

と
こ
ろ
が
、
世
人
の
記
憶
に
も
新
し
い
よ
う
に
、
現
実
は
ま
さ
に
労
相
の
懸
念
通
り
に
単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
サ
イ
ド
ド
ア
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
同
制
度
の
も
と
で
は
人
身
売
買
ま
が
い
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
暗
躍
し
、「
使
い
捨
て
」
や
「
奴
隷
」
な
ど
と
非
難

さ
れ
る
「
搾
取
的
で
安
価
な
労
働
力
を
供
給
」
す
る
違
法
な
バ
ッ
ク
ド
ア
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
54
）

。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
の
入
管
法
改
正
で
は
「
技
能
実
習
」
を
独
立
の
在
留
資
格
に
し
た
り
（
研
修
期
間
を
廃
止
）、
実
務
研
修
を
行
う

場
合
に
は
原
則
と
し
て
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
り
（
労
働
法
に
よ
る
保
護
を
確
実
化
）、

二
〇
一
七
年
に
は
技
能
実
習
法
が
施
行
さ
れ
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
が
設
立
さ
れ
た
り
（
監
理
団
体
の
許
可
や
調
査
、
実
習
生
の
保
護
な

ど
）
と
適
正
化
が
図
ら
れ
て
き
た
が

（
55
）

、
一
度
、
深
刻
化
し
て
し
ま
っ
た
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

（
56
）

。
か
つ
て
日
本
経
済
が
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七
三
三
（



日
本
法
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十
七
巻
第
二
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（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
四
八

好
況
に
あ
っ
た
頃
に
は
、
た
と
え
劣
悪
な
環
境
で
も
、
そ
こ
で
働
く
外
国
人
か
ら
す
れ
ば
概
ね
納
得
の
対
価
が
得
ら
れ
た
。
し
か
し
、
人

手
不
足
と
不
況
の
二
重
苦
に
あ
え
ぐ
昨
今
の
事
業
者
に
は
そ
れ
だ
け
の
資
力
が
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
ミ
ス
マ
ッ

チ
が
生
じ
て
も
、
帰
国
を
恐
れ
る
外
国
人
側
か
ら
は
待
遇
改
善
を
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
く
失
踪
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る

（
57
）

。

そ
し
て
二
〇
一
八
年
に
は
先
述
し
た
新
方
針
と
し
て
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
が
新
設
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
人
手
不
足
の
解
消
」
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
58
）

。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て

い
た
技
能
実
習
制
度
と
も
連
携
が
図
ら
れ
、
例
え
ば
技
能
実
習
二
号
を
良
好
に
修
了
し
た
実
習
生
は
特
定
技
能
一
号
に
無
試
験
で
移
行
可

能
に
す
る
な
ど
、
事
業
者
が
大
切
に
育
て
た
実
習
生
は
、
そ
の
先
も
特
定
技
能
を
有
す
る
人
材
と
し
て
日
本
で
就
労
し
続
け
ら
れ
る
仕
組

み
も
施
行
さ
れ
、
そ
の
周
知
も
図
ら
れ
て
い
る

（
59
）

。

い
わ
ゆ
る
失
踪
実
習
生
は
、
こ
こ
数
年
全
体
の
二
％
で
推
移
し
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
新
方
針
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
一
八
年

か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
は
、
一
・
七
％
（
総
数
約
五
十
一
万
七
千
人
中
、
約
八
千
八
百
人
）
に
止
ま
り
、
僅
か
な
が
ら
減
少
に
転
じ
た

（
60
）

。

母
数
が
大
き
い
た
め
に
実
感
が
わ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
失
踪
者
が
九
千
人
近
く
い
る
と
言
い
直
せ
ば
、
そ
の
深
刻
さ
は
十
分

に
伝
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
技
能
実
習
制
度
が
本
来
の
目
的
に
添
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て
（
望
ま
れ
る
熟
議
）

以
上
、
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
ま
つ
わ
る
諸
相
を
観
て
き
た
。
本
来
、
各
節
を
一
つ
の
論
考
と
し
て
も
良
い
ほ
ど
の
テ
ー
マ
で

あ
る
が
、
詳
細
は
別
稿
を
期
す
と
し
て
、
今
回
、
現
行
の
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
を
鳥
瞰
し
た
こ
と
で
ま
ず
も
っ
て
い
え
る
こ
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
本
で
は
難
民
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
統
計
上
の
事
実
は
確
か
に
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
四
九

仮
に
こ
れ
が
低
か
っ
た
と
し
た
ら
国
内
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
難
民
で
は
な
い
者
が

容
易
に
難
民
と
認
定
さ
れ
「
定
住
者
」
の
在
留
資
格
が
取
得
で
き
る
と
な
れ
ば
、
入
管
行
政
の
存
在
意
義
は
も
は
や
消
失
す
る

（
61
）

。

い
っ
そ
日
本
の
労
働
市
場
を
世
界
に
開
放
し
「
移
民
国
家
」
に
舵
を
切
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
が

（
62
）

、
過
去
の
内
閣
府
に
よ

る
世
論
調
査
（
一
九
九
〇
年
と
二
〇
〇
〇
年
）
の
数
値
を
見
る
限
り
、「
特
に
条
件
を
つ
け
ず
に
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
就
労
を
認
め
る
」

を
支
持
す
る
者
は
一
五
～
一
六
％
に
過
ぎ
ず
、
概
ね
七
割
超
は
、
単
純
労
働
者
は
受
け
入
れ
な
い
（
一
四
～
二
一
％
）
か
、
一
定
の
条
件

や
制
限
の
も
と
で
認
め
る
（
五
七
～
五
一
％
）
を
支
持
し
て
い
る

（
63
）

。
さ
ら
に
単
純
労
働
者
を
拒
絶
す
る
意
見
の
五
～
六
割
は
「
治
安
の
悪

化
」
や
「
不
況
の
時
に
は
日
本
人
の
失
業
が
増
加
す
る
」
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
後
者
の
「
条
件
」
や
「
制
限
」
に
つ
い
て
も
五
割
弱

が
「
期
間
に
制
限
を
つ
け
、
そ
れ
以
上
の
滞
在
は
認
め
な
い
」
を
選
択
し
て
い
る

（
64
）

。

そ
こ
か
ら
二
十
年
を
経
た
今
後
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
日
本
に
必
要
な
人
材
を
入
管
法
の
秩
序
の
も
と
で
受
け
入

れ
て
い
く
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
、
す
な
わ
ち
「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
大
局
に
お

い
て
国
民
か
ら
支
持
さ
れ
て
き
た
と
評
価
し
て
良
い
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
、
例
え
ば
選
挙
の
争
点
と
し
て
外
国
人

労
働
者
の
受
入
れ
や
不
法
就
労
問
題
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
堂
々
た
る
議
論
を
一
度
も
す
る
こ
と
な
し
に
、
長
年

に
わ
た
っ
て
場
当
た
り
的
に
サ
イ
ド
ド
ア
か
ら
の
受
入
れ
や
労
働
力
の
不
足
し
た
特
定
分
野
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
を
行
っ

て
き
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
結
果
、〝
移
民
は
受
け
入
れ
な
い
〟
と
い
う
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
本
旨
が
、
い
つ
の
間
に
か
国
民

か
ら
は
見
え
づ
ら
い
不
透
明
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
難
民
制
度
を
悪
用
し
た
不
法
就
労
問
題
が
深
刻
化
す
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
一

時
的
に
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
紙
幅
の
都
合
で
触
れ
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー

）
七
三
三
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
〇

の
問
題
で
あ
る
。
日
本
に
は
過
去
「
大
東
亜
共
栄
」
と
い
う
理
想
を
掲
げ
て
挫
折
し
、
戦
争
と
力
に
よ
る
支
配
の
虚
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら

れ
た
歴
史
が
あ
る

（
65
）

。
そ
し
て
、
そ
の
一
番
の
被
害
者
と
も
い
う
べ
き
在
日
朝
鮮
人
を
道
義
上
、
大
量
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
歴

史
が
あ
る

（
66
）

。
帰
る
べ
き
故
郷
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪
わ
れ
た
数
十
万
も
の
人
々
は
、
い
わ
ば
日
本
の
帝
国
主
義
が
作
り
出
し
た
難
民

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冷
戦
下
の
紆
余
曲
折
を
経
て
日
本
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
悲
劇
は
、
戦
後
も
永
ら
く
続

い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
文
化
や
慣
習
な
ど
の
一
次
的
社
会
規
範
が
異
な
る
人
々
を
何
の
準
備
も
な
く
強
引
に
受
け
入
れ
れ
ば
、

そ
の
禍
根
は
本
人
た
ち
だ
け
で
な
く
二
世
や
三
世
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
教
訓
を
残
し
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。
日
本
の

外
国
人
政
策
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
こ
で
の
酷
い
対
応
が
原
点
と
い
え
る
が
、
未
だ
に
サ
イ
ド
ド
ア
や
バ
ッ
ク
ド
ア
か
ら
の
受

入
れ
が
横
行
し
、
外
国
人
た
ち
の
人
権
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
様
で
は
過
去
の
教
訓
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。

日
本
の
国
際
化
は
、
諸
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
戦
後
の
急
成
長
と
共
に
経
済
と
政
治
と
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
著
し
く
進
展
し
た

が
、
日
本
国
内
の
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
み
れ
ば
未
だ
そ
の
途
上
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ば
か
り
は
経
済
的
な
利
益
主
導
で
上
か
ら

強
引
に
進
め
て
良
い
問
題
で
は
な
く
、
主
権
者
た
る
国
民
の
同
意
と
理
解
と
を
俟
た
な
け
れ
ば
、
生
活
環
境
の
変
化
か
ら
国
内
に
思
わ
ぬ

軋
轢
と
不
和
と
が
生
じ
、
治
安
の
悪
化
や
社
会
の
分
断
を
招
き
か
ね
な
い
。「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
国
際
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
先

に
あ
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
の
姿
、
す
な
わ
ち
長
期
的
な
視
座
に
基
づ
い
た
外
国
人
受
入
れ
政
策
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
つ
き
、
改

め
て
国
民
の
理
解
と
同
意
を
調
達
す
べ
く
、
丁
寧
な
分
か
り
易
い
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

今
回
争
点
と
な
っ
た
「
難
民
申
請
中
の
送
還
停
止
効
」
を
、
現
状
の
無
制
限
か
ら
「
二
度
」
ま
で
に
制
限
す
る
入
管
法
改
正
案
に
つ
い

て
は
、「
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
」
に
違
反
す
る
と
い
う
反
対
論
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
案
に
は
「
難
民
の
認
定
又
は
補
完

的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
行
う
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
資
料
を
提
出
し
た
者
を
除
く
」
と
し
て
、
考
慮
す
る
に
相
当
す
る
環
境
の
変
化

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
一

が
あ
っ
た
場
合
は
「
二
回
」
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
が
き
ち
ん
と
設
け
ら
れ
て
い
る

（
67
）

。
本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
何
度
で
も
難
民
申

請
が
行
え
る
現
行
の
制
度
は
、
認
定
数
の
低
さ
だ
け
を
考
え
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
入
管
庁
の
難
民
調
査
官

の
判
定
や
、
専
門
的
見
地
か
ら
客
観
中
立
的
に
審
査
請
求
に
臨
む
難
民
審
査
参
与
員
の
面
接
を
徒
労
に
終
わ
ら
せ
、
無
意
味
化
す
る
と
批

判
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
何
度
も
審
査
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、〝
疑
わ
し
き
は
難
民
認
定
せ
ず
〟
と
い
う
姿
勢

を
助
長
し
か
ね
な
い
仕
組
み
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
通
常
の
行
政
不
服
審
査
で
は
あ
り
え
な
い
。
極
端
に
い
え
ば
無
政
府
状
態
で
あ
り
、
日

本
に
は
難
民
か
否
か
と
い
う
紛
争
を
最
終
的
か
つ
決
定
的
に
裁
定
す
る
機
関
が
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。

こ
れ
ま
で
の
状
況
を
勘
案
す
る
に
、
こ
の
仕
組
み
が
不
法
滞
在
の
手
段
と
し
て
本
格
的
に
悪
用
さ
れ
だ
し
た
ら
入
管
行
政
は
大
混
乱
に

陥
り
、
そ
も
そ
も
難
民
認
定
な
ど
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

（
68
）

。
難
民
認
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
こ
と
が
人
命
に
関
わ
る
だ
け
に
慎
重

が
期
さ
れ
、
現
状
で
も
平
均
で
半
年
か
ら
一
年
の
期
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る

（
69
）

。
そ
こ
で
、
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
、
入
管
施
設
へ
の
収

容
の
長
期
化
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
今
回
の
改
正
法
案
に
は
「
監
理
措
置
」
が
設
け
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
が

（
70
）

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
職
務
を

怠
っ
た
監
理
人
へ
の
罰
則
を
懸
念
す
る
な
ど
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
。
罰
則
の
軽
重
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

も
監
督
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
へ
の
罰
則
が
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
責
任
放
棄
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
果
て
は
不
法

滞
在
者
の
逃
亡
を
幇
助
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
す
ら
生
み
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

根
深
い
不
法
就
労
問
題
と
減
ら
な
い
不
法
在
留
者
数
を
抱
え
た
状
況
下
で
、
目
的
を
持
っ
た
外
国
人
が
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
来
日
し
、

目
的
を
果
た
し
て
帰
国
す
る
、
あ
る
い
は
目
的
が
途
中
で
変
わ
っ
た
な
ら
ば
、
適
正
な
手
続
を
経
て
在
留
を
続
け
る
と
い
っ
た
秩
序
あ
る

出
入
国
在
留
管
理
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
外
国
人
の
在
留
状
況
の
正
確
な
把
握
が
ま
ず
必
要
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
施
策
は
概

ね
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
の
入
管
法
改
正
と
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
以
降
、
日
本
で
の
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
に
さ
ま
ざ
ま
な

）
七
三
七
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
一
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）
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と
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。
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あ
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。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
二

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る

（
71
）

。
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
が
中
長
期
に
わ
た
っ
て
快

適
に
生
活
す
る
に
は
、
日
本
語
教
育
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
親
の
都
合
に
よ
り
日
本
で
の
就
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
子
ど
も
の
ケ
ア
な
ど
、

日
本
人
と
同
等
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
人
に
対
し
て
よ
り
も
手
厚
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
当
然
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
彼

ら
を
適
切
に
処
遇
す
れ
ば
、
彼
ら
は
必
ず
や
日
本
人
の
子
女
た
ち
を
国
際
人
へ
と
導
く
良
き
師
と
も
な
っ
て
く
れ
よ
う
。

在
留
外
国
人
の
負
担
軽
減
を
図
り
つ
つ
情
報
の
積
極
的
な
活
用
を
図
り
、
し
か
も
そ
の
情
報
を
常
に
最
新
か
つ
正
確
な
も
の
と
し
て
維

持
す
る
た
め
に
、
様
々
な
関
係
機
関
や
組
織
に
分
散
し
て
い
る
在
留
外
国
人
の
情
報
を
一
元
的
に
管
理
す
る
「
在
留
外
国
人
総
合
情
報
セ

ン
タ
ー
」
を
創
設
す
る
の
も
有
効
で
あ
ろ
う

（
72
）

。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
大
半
の
制
度
は
運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
我
々
を
監
視
し
強
制

す
る
管
理
社
会
の
走
狗
と
も
な
れ
ば
、
我
々
の
民
主
的
な
共
生
関
係
を
暖
か
く
見
守
り
適
正
化
す
る
利
器
に
も
な
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
ら
が
制
度
の
本
旨
に
悖
り
誤
っ
た
方
針
で
作
用
し
だ
し
た
と
き
に
こ
れ
を
制
止
し
、
適
正
化
を
要
望
で
き
る
主
権
者
た
る
国
民
の
理

解
と
同
意
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

概
ね
戦
後
日
本
の
入
管
行
政
は
、
一
方
で
職
責
上
、
経
済
的
利
益
を
優
先
し
産
業
の
振
興
を
図
る
が
ゆ
え
に
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ

に
も
積
極
的
な
経
済
産
業
省
（
旧
通
商
産
業
省
）
と
そ
の
利
益
集
団
、
他
方
で
国
内
の
労
働
条
件
維
持
を
重
視
す
る
厚
生
労
働
省
（
特
に
旧

労
働
省
）
お
よ
び
、
国
の
治
安
維
持
に
責
任
を
も
つ
が
ゆ
え
に
異
文
化
を
も
つ
外
国
人
の
流
入
に
消
極
的
な
法
務
省
と
入
管
庁
、
警
察
庁

と
そ
の
利
益
集
団
と
の
間
の
、
い
わ
ば
綱
引
き
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
意
見
を
日
本
の
人
口
減
と
少
子

高
齢
化
の
現
実
が
後
押
し
し
、
後
者
の
意
見
を
不
穏
な
国
際
情
勢
や
治
安
問
題
が
後
押
し
し
て
き
た
と
総
括
で
き
よ
う
。
結
果
、
制
度
と

し
て
は
外
国
人
の
受
入
れ
に
慎
重
な
〝
移
民
は
認
め
な
い
〟
と
い
う
後
者
の
基
本
的
構
造
を
維
持
し
つ
つ
も
、
現
実
に
は
前
者
の
要
望
お

よ
び
日
本
で
働
き
た
い
外
国
人
た
ち
の
要
望
が
勝
り
、
な
し
崩
し
的
に
在
留
外
国
人
三
百
万
人
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
三

も
っ
か
、
日
本
の
将
来
を
左
右
す
る
重
要
な
外
国
人
受
入
れ
政
策
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

幕
末
の
開
鎖
論
争
の
よ
う
な
激
し
い
討
論
す
ら
な
さ
れ
ず
、
い
つ
の
間
に
か
大
き
な
転
換
期
に
突
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
評
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
政
府
が
め
ざ
し
て
い
る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
は
、
真
に
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
理
想

的
な
も
の
な
の
か
。
今
回
の
入
管
法
改
正
法
案
の
挫
折
を
契
機
と
し
、
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
真
剣
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）	

共
同
通
信
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
二
〇
二
一
年
三
月
一
二
日
の
記
事
「
入
管
の
収
容
女
性
死
亡
、
真
相
究
明
を
～
名
古
屋
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
国
籍
」

（https://this.kiji.is/743021093742592000?c=113147194022725109

）
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
資
料
の
最
終
閲
覧
日
は
全

て
二
〇
二
一
年
七
月
六
日
と
す
る
。
ま
た
、
脚
注
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
語
句
は
全
て
Ｈ
Ｐ
と
略
記
す
る
。

（
2
）	

同
四
月
二
三
日
の
記
事
「
入
管
施
設
死
亡
、
仮
放
免
勧
め
る
報
告
～
ス
リ
ラ
ン
カ
女
性
診
察
の
医
師
」（https://this.kiji.is/758213899066

327040?c=39546741839462401

）
を
参
照
。

（
3
）	

出
入
国
在
留
管
理
庁
（
入
管
庁
）
Ｈ
Ｐ
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001341291.pdf

）
を
参

照
。
現
在
、
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
は
「
国
会
提
出
法
案
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
こ
れ
に
関
す
る
様
々
な
資
料
を
公
開
し
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
は
、

入
管
法
の
条
文
等
は
多
賀
谷
一
照
・
髙
宅
茂
『
入
管
法
大
全
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
右
の
新
旧
対
照
表

を
参
照
し
、
引
用
す
る
際
も
頁
数
は
明
記
し
な
い
（
但
し
、
解
説
部
分
は
明
示
）。

（
4
）	

「
社
説	

入
管
法
改
正
案	

強
行
採
決
は
許
さ
れ
な
い
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
四
日
朝
刊
、
一
四
面
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｈ
Ｐ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
選
挙
Ｗ
Ｅ
Ｂ
・
内
閣
支
持
率
」（http://w

w
w
.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/

）
を
参
照
。
同
調
査
に
よ
る
と
菅
内

閣
の
支
持
率
は
、
二
〇
二
〇
年
の
九
月
の
発
足
以
来
、
翌
二
〇
二
一
年
一
月
に
初
め
て
支
持
四
〇
％
・
不
支
持
四
一
％
と
初
の
逆
転
現
象
が
生
じ
、

二
月
に
は
支
持
三
八
％
・
不
支
持
四
四
％
と
更
に
政
権
へ
の
不
支
持
が
高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
月
に
は
支
持
が
不
支
持
を
三
％
上
回
っ
て
支
持

率
四
〇
％
、
更
に
四
月
に
は
支
持
四
四
％
・
不
支
持
三
八
％
に
ま
で
復
調
し
た
。
そ
こ
に
本
文
で
述
べ
た
支
持
を
八
％
も
上
回
る
不
支
持
四
三
％
が

）
七
三
三
（
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ウ
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ブ
資
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の
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覧
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は
全

て
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と
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る
。
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た
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Ｐ
と
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る
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の
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（
3
）	

出
入
国
在
留
管
理
庁
（
入
管
庁
）
Ｈ
Ｐ
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001341291.pdf

）
を
参

照
。
現
在
、
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
は
「
国
会
提
出
法
案
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
こ
れ
に
関
す
る
様
々
な
資
料
を
公
開
し
て
い
る
。
以
下
本
稿
で
は
、

入
管
法
の
条
文
等
は
多
賀
谷
一
照
・
髙
宅
茂
『
入
管
法
大
全
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
右
の
新
旧
対
照
表

を
参
照
し
、
引
用
す
る
際
も
頁
数
は
明
記
し
な
い
（
但
し
、
解
説
部
分
は
明
示
）。

（
4
）	

「
社
説	

入
管
法
改
正
案	

強
行
採
決
は
許
さ
れ
な
い
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
四
日
朝
刊
、
一
四
面
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｈ
Ｐ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
選
挙
Ｗ
Ｅ
Ｂ
・
内
閣
支
持
率
」（http://w

w
w
.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/

）
を
参
照
。
同
調
査
に
よ
る
と
菅
内

閣
の
支
持
率
は
、
二
〇
二
〇
年
の
九
月
の
発
足
以
来
、
翌
二
〇
二
一
年
一
月
に
初
め
て
支
持
四
〇
％
・
不
支
持
四
一
％
と
初
の
逆
転
現
象
が
生
じ
、

二
月
に
は
支
持
三
八
％
・
不
支
持
四
四
％
と
更
に
政
権
へ
の
不
支
持
が
高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
月
に
は
支
持
が
不
支
持
を
三
％
上
回
っ
て
支
持

率
四
〇
％
、
更
に
四
月
に
は
支
持
四
四
％
・
不
支
持
三
八
％
に
ま
で
復
調
し
た
。
そ
こ
に
本
文
で
述
べ
た
支
持
を
八
％
も
上
回
る
不
支
持
四
三
％
が

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
四

出
現
し
た
次
第
で
、
こ
れ
は
過
去
最
低
の
数
値
で
あ
っ
た
。
な
お
テ
レ
ビ
朝
日
Ｈ
Ｐ
「
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
世
論
調
査
」（https://w

w
w
.tv-

asahi.co.jp/hst/poll/graph_naikaku.htm
l

）
で
も
、
同
五
月
一
六
日
付
け
の
支
持
率
は
三
五
・
六
％
で
、
支
持
し
な
い
は
四
五
・
九
％
と
さ
れ
て

お
り
、
不
支
持
の
数
値
と
し
て
は
過
去
最
高
を
記
録
し
て
い
る
。

（
6
）	

「
支
持
率
・
選
挙
憂
い

　諦
め
た
入
管
法
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
九
日
朝
刊
、
三
面
）
を
参
照
。

（
7
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
令
和
二
年
末
現
在
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001344904.pdf

）、「【
第

１
表
】
国
籍
・
地
域
別
在
留
外
国
人
数
の
推
移
」、「【
第
１
─
１
図
】
在
留
外
国
人
数
の
推
移
（
総
数
）」
を
参
照
。
以
下
本
稿
で
は
、
縦
書
き
に
お

け
る
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
統
計
上
の
人
数
は
引
用
部
分
も
含
め
全
て
、
漢
数
字
に
万
や
千
、
百
、
十
を
挿
入
し
た
縦
書
き
表
記
に
改
め
た
。

（
8
）	

同
「
平
成
二
九
年
末
現
在
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930003615.pdf

）
を
参
照
。

（
9
）	

日
本
の
総
人
口
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
統
計
史
上
、
過
去
最
高
の
約
一
億
二
千
八
百
五
万
七
千
人
（
内
日
本
人
：
約
一
億
二
千

六
百
三
十
八
万
二
千
人
）
に
達
し
た
。
そ
の
後
は
十
年
連
続
で
減
少
し
続
け
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
日
現
在
で
約
一
億
二
千
五
百
六
十
五
万
一
千

人
（
内
日
本
人
：
約
一
億
二
千
三
百
十
五
万
五
千
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
人
口
推
計
二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）」（https://w

w
w
.

stat.go.jp/data/jinsui/2019np/pdf/gaiyou.pdf

）
ほ
か
を
参
照
。

（
10
）	

「
外
国
人
の
受
入
れ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
は
、
首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関

係
閣
僚
会
議
（
第
一
回
）
の
配
付
資
料
二
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou2.pdf

）
で
参
照
で
き
る
。

（
11
）	

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/

）
を
参

照
。

（
12
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
出
入
国
在
留
管
理
庁
紹
介
映
像
～
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
組
織
と
業
務
に
つ
い
て
～
」（https://w

w
w
.youtube.com

/

w
atch?v=ejgQ

g72C
w
Q
o

）
を
参
照
。
こ
の
他
、
同
Ｈ
Ｐ
で
は
「
外
国
人
共
生
施
策
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
、「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に

関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
の
議
事
録
や
そ
こ
で
決
ま
っ
た
施
策
、
二
〇
一
九
年
度
に
六
回
、
二
〇
二
〇
年
度
に
七
回
実
施
さ
れ
た
「『
国
民
の
声
』

を
聴
く
会
」
の
議
事
録
、「
在
留
外
国
人
に
対
す
る
基
礎
調
査
」
の
結
果
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、「
御
意
見
箱
」
も
設

け
、
世
界
一
四
の
言
語
で
こ
れ
を
作
成
で
き
る
意
見
募
集
フ
ォ
ー
ム
ま
で
設
置
し
て
い
る
。

）
七
三
六
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
五

（
13
）	

同
「
令
和
二
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001345018.pdf

）
を
参
照
。

（
14
）	

同
「
令
和
元
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930005069.pdf

）
を
参
照
。

（
15
）	

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
Ｈ
Ｐ
「
日
本
の
難
民
認
定
は
な
ぜ
少
な
い
か
？
」（https://w

w
w
.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/

）
を

参
照
。

（
16
）	

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w
.unhcr.org/jp/

）
を
参
照
。
特
に
「
数
字
で
見
る
難
民
情
勢
（
二
〇
一
九
年
）」

（https://w
w
w
.unhcr.org/jp/global_trends_2019

）
が
分
か
り
易
い
。

（
17
）	

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
Ｈ
Ｐ
「
二
〇
二
一
年
度
（
令
和
三
年
度
）
声
明	

入
管
法
改
定
案
の
取
り
下
げ
に
あ
た
り
、
改
め
て
出
入
国
管
理
や
難

民
認
定
の
根
本
的
な
見
直
し
を
訴
え
る
理
事
長
談
話
」（http://w

w
w
.kanto-ba.org/declaration/detail/r03a03.htm

l

）
に
よ
れ
ば
、「
外
国
籍

市
民
と
の
共
生
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て
も
、
基
本
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
た
根
本
的
見
直
し
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

（
18
）	

岡
田
真
理
紗
「
外
国
人
増
加
へ
の
期
待
と
不
安
～
「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
か
ら
～
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所

『
放
送
研
究
と
調
査
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）、
八
〇
頁
を
参
照
。
同
論
考
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論
調
査
部
が
同
年
三
月
一
三
日
か
ら

一
五
日
に
か
け
、
一
八
歳
以
上
の
二
千
七
百
九
十
二
人
に
対
し
、
電
話
に
よ
り
行
っ
た
調
査
（
有
効
数
千
五
百
七
十
二
人
／
五
六
・
三
％
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（
19
）	

明
石
純
一
「
現
代
日
本
の
入
管
法
制
の
展
開
―
管
理
強
化
の
経
緯
と
現
在
」（
前
掲
『
人
の
国
際
移
動
と
現
代
日
本
の
法
』）、
三
三
一
～

三
三
二
頁
、
髙
宅
茂
『
入
管
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
～
三
頁
を
参
照
。

（
20
）	

在
留
資
格
は
、
入
管
法
の
別
表
第
一
と
別
表
第
二
の
二
つ
の
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
上
欄
に
は
「
在
留
資
格
」
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
表
の
下
欄
に
は
、
別
表
第
一
で
「
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動
」、
別
表
第
二
で
「
本
邦
に
お

い
て
有
す
る
身
分
又
は
地
位
」
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
二
六
～
二
七
頁
を
参
照
。

（
21
）	

移
民
（im

m
igrant

／m
igrant

）
と
い
う
言
葉
に
厳
格
な
定
義
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、
明
石
純
一
『
入
国
管
理
政
策

「
一
九
九
〇
年
体
制
」
の
成
立
と
展
開
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
の
一
頁
に
、「
諸
外
国
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
半
ば
前
提
と

さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、「
移
民
」
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
日
本
に
、
実
態
と
し
て
す
で
に
移
民
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
五

（
13
）	

同
「
令
和
二
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001345018.pdf

）
を
参
照
。

（
14
）	

同
「
令
和
元
年
に
お
け
る
難
民
認
定
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930005069.pdf

）
を
参
照
。

（
15
）	
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
難
民
支
援
協
会
Ｈ
Ｐ
「
日
本
の
難
民
認
定
は
な
ぜ
少
な
い
か
？
」（https://w

w
w
.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/

）
を

参
照
。

（
16
）	

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w
.unhcr.org/jp/

）
を
参
照
。
特
に
「
数
字
で
見
る
難
民
情
勢
（
二
〇
一
九
年
）」

（https://w
w
w
.unhcr.org/jp/global_trends_2019

）
が
分
か
り
易
い
。

（
17
）	

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
Ｈ
Ｐ
「
二
〇
二
一
年
度
（
令
和
三
年
度
）
声
明	

入
管
法
改
定
案
の
取
り
下
げ
に
あ
た
り
、
改
め
て
出
入
国
管
理
や
難

民
認
定
の
根
本
的
な
見
直
し
を
訴
え
る
理
事
長
談
話
」（http://w

w
w
.kanto-ba.org/declaration/detail/r03a03.htm

l

）
に
よ
れ
ば
、「
外
国
籍

市
民
と
の
共
生
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て
も
、
基
本
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
た
根
本
的
見
直
し
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

（
18
）	

岡
田
真
理
紗
「
外
国
人
増
加
へ
の
期
待
と
不
安
～
「
外
国
人
と
の
共
生
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」
か
ら
～
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所

『
放
送
研
究
と
調
査
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
、
二
〇
二
〇
年
八
月
）、
八
〇
頁
を
参
照
。
同
論
考
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
世
論
調
査
部
が
同
年
三
月
一
三
日
か
ら

一
五
日
に
か
け
、
一
八
歳
以
上
の
二
千
七
百
九
十
二
人
に
対
し
、
電
話
に
よ
り
行
っ
た
調
査
（
有
効
数
千
五
百
七
十
二
人
／
五
六
・
三
％
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（
19
）	

明
石
純
一
「
現
代
日
本
の
入
管
法
制
の
展
開
―
管
理
強
化
の
経
緯
と
現
在
」（
前
掲
『
人
の
国
際
移
動
と
現
代
日
本
の
法
』）、
三
三
一
～

三
三
二
頁
、
髙
宅
茂
『
入
管
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
～
三
頁
を
参
照
。

（
20
）	

在
留
資
格
は
、
入
管
法
の
別
表
第
一
と
別
表
第
二
の
二
つ
の
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
上
欄
に
は
「
在
留
資
格
」
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
表
の
下
欄
に
は
、
別
表
第
一
で
「
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動
」、
別
表
第
二
で
「
本
邦
に
お

い
て
有
す
る
身
分
又
は
地
位
」
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
二
六
～
二
七
頁
を
参
照
。

（
21
）	

移
民
（im

m
igrant

／m
igrant

）
と
い
う
言
葉
に
厳
格
な
定
義
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、
明
石
純
一
『
入
国
管
理
政
策

「
一
九
九
〇
年
体
制
」
の
成
立
と
展
開
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
の
一
頁
に
、「
諸
外
国
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
半
ば
前
提
と

さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、「
移
民
」
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
日
本
に
、
実
態
と
し
て
す
で
に
移
民
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
六

る
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
（
詳
し
く
は
三
六
～
三
九
頁
で
解
説
）。
あ
る
い
は
吉
原
和
男
編
著
『
現
代
に
お
け
る
人
の
国
際
移
動	

ア
ジ
ア
の
な
か
の

日
本
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
の
三
頁
に
「
日
本
で
は
、
法
的
に
は
移
民
で
は
な
い
が
各
種
制
度
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
か
ら
だ

け
で
は
な
く
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
就
労
者
（
労
働
者
、
技
術
者
、
専
門
職
を
含
む
）
を
受
け
入
れ
て
い
る
し
、
南
米

に
か
つ
て
移
民
し
た
日
本
人
の
後
続
世
代
た
る
日
系
人
の
就
労
者
と
そ
の
随
伴
家
族
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
法
制

度
の
建
て
前
と
社
会
の
実
態
と
の
間
に
か
な
り
の
径
庭
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
上
林
千
恵
子
『
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
と
日
本
社

会	

技
能
実
習
制
度
の
展
開
と
ジ
レ
ン
マ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
社
会
学
的
観
点
か
ら
実
態
が
重
視
さ
れ
、「
日
本
が
移
民
政

策
と
し
て
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
た
の
は
一
九
九
〇
年
以
降
の
こ
と
」（
一
七
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）	

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
の
難
民
認
定
制
度
の
創
設
時
に
は
難
民
認
定
と
在
留
と
は
直
結
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）

年
の
法
改
正
以
降
は
、
法
務
大
臣
が
難
民
申
請
し
た
外
国
人
を
難
民
と
認
定
す
る
と
「
定
住
者
」
の
在
留
資
格
の
取
得
が
許
可
さ
れ
る
（
入
管
法
第

六
一
条
の
二
の
二
及
び
、
同
二
の
三
）。

（
23
）	

外
務
省
人
道
支
援
室
「
難
民
条
約
」（
国
内
広
報
課
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
一
～
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
同
条
約
は
重
大
な
罪
を
犯
し
た
犯
罪

者
や
「
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原
則
に
反
す
る
行
為
」
を
行
っ
た
者
に
も
適
用
さ
れ
な
い
（
同
三
七
頁
：
第
一
条
Ｆ
）。
総
じ
て
同
条
約
で
は
、
締

約
国
に
難
民
へ
の
保
護
措
置
等
を
求
め
る
だ
け
で
、
庇
護
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
お
ら
ず
、「
庇
護
権
は
依
然
と
し
て
国
際
法
上
は
国
家
の
権
利
で

あ
り
、
個
人
は
国
際
法
上
の
人
権
と
し
て
の
庇
護
権
を
有
し
な
い
」
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
（
山
本
哲
史
「
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
見
た
日
本

の
難
民
保
護
制
度
の
現
状
と
課
題
」『
移
民
政
策
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
三
二
～
三
三
頁
を
参
照
）。

（
24
）	

日
本
に
と
っ
て
戦
後
か
ら
の
復
興
が
い
つ
成
し
遂
げ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ
ろ
う
。
参
考
程
度
に
記
し
て
お
く
と
、

一
九
五
五
～
七
年
の
神
武
景
気
、
一
九
五
九
～
六
一
年
の
岩
戸
景
気
を
経
て
、
一
九
六
三
～
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
景
気
、
一
九
六
五
～
七
〇
年
の

い
ざ
な
ぎ
景
気
を
迎
え
た
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
一
九
六
八
年
に
は
西
ド
イ
ツ
を
抜
い
て
世
界
第
二
位
を
記
録
し
た
。
有
名
な
「
も
は
や
戦
後
で
は
な

い
」
の
言
葉
が
経
済
白
書
に
記
さ
れ
た
の
は
神
武
景
気
の
最
中
の
一
九
五
六
年
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
経
済
的
地
位
は
、
む
ろ
ん
二
度
の

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
（
一
九
七
三
年
・
一
九
七
八
～
九
年
）
や
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
（
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
荒
波
に
揉
ま
れ
は
し
た
が
、
二
〇
一
〇

年
に
中
国
に
抜
か
れ
て
世
界
第
三
位
と
な
る
ま
で
、
実
に
四
十
二
年
間
も
続
い
た
。

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
七

（
25
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
二
五
～
三
二
八
頁
を
参
照
。
当
時
、
外
務
省
の
外
局
で
あ
っ
た
入
国
管
理
庁
は
、
翌
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

八
月
の
行
政
機
構
改
革
に
よ
り
法
務
省
が
発
足
す
る
と
そ
の
内
部
部
局
の
入
国
管
理
局
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
に
法
務

省
の
外
局
と
さ
れ
、
現
在
の
入
管
庁
と
な
っ
た
。

（
26
）	

同
右
、
三
二
九
頁
、
髙
宅
茂
・
瀧
川
修
吾
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
九
六
～
一
〇
八
頁
を
参
照
。

な
お
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
は
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
一
六
回	

国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会	

第
二
号	

平
成
元
年
一
一
月
一
〇
日
」

の
「
〇
〇
二
・
後
藤
正
夫
」（https://kokkai.ndl.go.jp/sim

ple/detail?m
inId=111605206X

00219891110&
spkN

um
=3#s3

）
法
務
大
臣
の
発

言
か
ら
引
用
し
た
。
ち
な
み
に
明
石
・
前
掲
書
で
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
現
在
に
連
な
る
入
国
管
理
政
策
を
「
一
九
九
〇

年
体
制
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
27
）	

「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
入
管
法
第
六
一
条
の
一
〇
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
定
め
、
公
表

す
る
「
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
計
画
」
で
あ
る
（
本
稿
は
『
官
報
』
号
外
第
七
八
号
、
一
九
九
二
年

六
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
参
照
）。
こ
れ
は
平
成
元
年
の
入
管
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
規
定
（
当
時
は
、
第
六
一
条
の
九
）
で
、
第
五

次
計
画
ま
で
策
定
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
に
よ
り
、
法
務
省
が
出
入
国
に
加
え
て
「
外
国
人
の
在
留
」
の
公
正
な
管
理
を
図

る
任
務
を
負
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
に
伴
い
、
そ
の
基
本
計
画
の
名
称
も
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
改
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
公

表
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.htm
l

）。
こ
れ
ら
基
本
計
画
は
、
こ
こ
で
引
用
し
た
最
初
の
「
出

入
国
管
理
基
本
計
画
」
以
外
は
全
て
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
は
じ
め
に
」、
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
不
法
就
労
問
題
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
最
新
の
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
よ
れ
ば
、「
不
法
残
留
者
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
の
三
〇
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
」
に

転
じ
た
と
い
う
（
一
六
頁
）。
そ
の
点
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
統
計
上
の
数
字
は
バ
ブ
ル
崩
壊
直
前

の
一
九
九
〇
年
の
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
近
接
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
第
二
次
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。
そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
多
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
29
）	

入
管
法
で
は
、
外
国
人
が
日
本
の
領
域
（
領
土
・
領
海
・
領
空
）
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
入
国
」、
領
土
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
上
陸
」、
領
土

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
七

（
25
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
二
五
～
三
二
八
頁
を
参
照
。
当
時
、
外
務
省
の
外
局
で
あ
っ
た
入
国
管
理
庁
は
、
翌
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

八
月
の
行
政
機
構
改
革
に
よ
り
法
務
省
が
発
足
す
る
と
そ
の
内
部
部
局
の
入
国
管
理
局
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
に
法
務

省
の
外
局
と
さ
れ
、
現
在
の
入
管
庁
と
な
っ
た
。

（
26
）	
同
右
、
三
二
九
頁
、
髙
宅
茂
・
瀧
川
修
吾
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
九
六
～
一
〇
八
頁
を
参
照
。

な
お
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
は
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
一
六
回	

国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会	

第
二
号	

平
成
元
年
一
一
月
一
〇
日
」

の
「
〇
〇
二
・
後
藤
正
夫
」（https://kokkai.ndl.go.jp/sim
ple/detail?m

inId=111605206X
00219891110&

spkN
um

=3#s3

）
法
務
大
臣
の
発

言
か
ら
引
用
し
た
。
ち
な
み
に
明
石
・
前
掲
書
で
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
現
在
に
連
な
る
入
国
管
理
政
策
を
「
一
九
九
〇

年
体
制
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
27
）	

「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
入
管
法
第
六
一
条
の
一
〇
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
定
め
、
公
表

す
る
「
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
計
画
」
で
あ
る
（
本
稿
は
『
官
報
』
号
外
第
七
八
号
、
一
九
九
二
年

六
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
参
照
）。
こ
れ
は
平
成
元
年
の
入
管
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
規
定
（
当
時
は
、
第
六
一
条
の
九
）
で
、
第
五

次
計
画
ま
で
策
定
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
に
よ
り
、
法
務
省
が
出
入
国
に
加
え
て
「
外
国
人
の
在
留
」
の
公
正
な
管
理
を
図

る
任
務
を
負
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
に
伴
い
、
そ
の
基
本
計
画
の
名
称
も
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
改
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
公

表
さ
れ
て
い
る
（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/basic_plan.htm
l

）。
こ
れ
ら
基
本
計
画
は
、
こ
こ
で
引
用
し
た
最
初
の
「
出

入
国
管
理
基
本
計
画
」
以
外
は
全
て
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
は
じ
め
に
」、
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
不
法
就
労
問
題
」
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
最
新
の
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」
に
よ
れ
ば
、「
不
法
残
留
者
は
、
一
九
九
三
年
五
月
一
日
時
点
の
三
〇
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
」
に

転
じ
た
と
い
う
（
一
六
頁
）。
そ
の
点
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」
は
、
統
計
上
の
数
字
は
バ
ブ
ル
崩
壊
直
前

の
一
九
九
〇
年
の
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
近
接
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
第
二
次
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。
そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
多
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
29
）	

入
管
法
で
は
、
外
国
人
が
日
本
の
領
域
（
領
土
・
領
海
・
領
空
）
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
入
国
」、
領
土
に
立
ち
入
る
こ
と
を
「
上
陸
」、
領
土

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
五
八

内
に
滞
在
す
る
こ
と
を
「
在
留
」
と
表
現
し
て
い
る
。
外
国
人
の
「
入
国
」
に
つ
い
て
は
旅
券
の
所
持
な
ど
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

が
「
許
可
」
を
受
け
る
こ
と
は
求
め
て
い
な
い
。
外
国
人
の
「
上
陸
」
と
「
在
留
」
に
つ
い
て
は
「
許
可
」
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
、
現
行
法
上
は

こ
れ
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
。
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
三
～
四
頁
を
参
照
。

（
30
）	
こ
の
分
野
の
研
究
に
有
用
な
資
料
と
し
て
『
出
入
国
在
留
管
理
』
が
あ
る
（
二
〇
一
八
年
版
ま
で
の
名
称
は
『
出
入
国
管
理
』）。
入
管
庁
が
毎

年
出
す
『
入
管
白
書
』
で
、
Ｈ
Ｐ
に
は
二
〇
〇
三
年
版
（
こ
れ
以
前
は
五
年
に
一
度
刊
行
）
以
降
、
全
て
の
も
の
が
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
さ
れ
て
公
開
さ
れ
て

い
る
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/policies/policies/seisaku_index2.htm
l

）。『
二
〇
二
〇
入
管
白
書
・
目
次
』
に
よ
れ
ば
、
偽
装
滞
在
者
と

は
、「
偽
装
結
婚
、
偽
装
留
学
、
偽
装
就
労
な
ど
、
偽
変
造
文
書
や
虚
偽
文
書
を
行
使
す
る
な
ど
し
て
身
分
や
活
動
目
的
を
偽
り
、
あ
た
か
も
在
留

資
格
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
ご
と
く
偽
装
し
て
不
正
に
入
国
・
在
留
許
可
を
受
け
て
在
留
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
活
動

目
的
を
偽
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
に
有
す
る
在
留
資
格
と
は
か
け
離
れ
て
不
法
に
就
労
等
す
る
者
の
こ
と
」（
五
頁
）
で
あ
る
。

（
31
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「「
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
の
実
施
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/001349112.

pdf

）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
二
〇
二
〇
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
一
一
月
の
実
施
と
な
っ
た
。

（
32
）	

同
右
。
他
に
も
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
な
出
頭
を
促
す
た
め
に
「
出
国
命
令
制
度
」
を
設
け
（
二
〇
〇
六
年
）、
制
度
の
該
当
者
に
は
日
本
へ

の
再
入
国
禁
止
の
期
間
を
一
年
間
に
短
縮
す
る
（
退
去
強
制
手
続
の
場
合
は
最
低
で
も
五
年
間
）
な
ど
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
同
「
出
国
命
令

制
度
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/seido01.htm

l

）、
同
「
出
頭
申
告
の
ご
案
内
～
不
法
滞
在
で
悩
ん
で

い
る
外
国
人
の
方
へ
～
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/nyukan_nyukan87.htm

l

）
な
ど
を
参
照
。

（
33
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
二	

在
留
資
格
別
入
国
者
数
と
在
留
の
状
況
」、
二
頁
。

（
34
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
令
和
二
年
に
お
け
る
外
国
人
入
国
者
数
及
び
日
本
人
出
国
者
数
等
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/

content/001344525.pdf

）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
一
九
九
〇
年
（
五
二
・
六
億
人
）
か
ら
二
〇
二
〇
年
（
七
八
億
人
）
ま
で
の
地
球
人
口
の
増
加

は
約
一
・
五
倍
で
あ
る
。

（
35
）	

な
お
、
現
在
の
入
管
庁
の
定
員
は
「
法
務
省
定
員
規
則
（
平
成
一
三
年
法
務
省
令
第
一
六
号
）」
で
「
六
千
二
十
二
人
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
当
時
の
入
国
管
理
官
職
員
の
定
員
一
千
八
百
十
六
名
と
比
較
す
る
と
約
三
・
三
倍
の
増
員
で
あ
っ
た
。『
平
成
一
六
年
版
出
入
国
管
理
』

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
九

（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/content/000001937.pdf

）、
一
四
八
頁
を
参
照
。

（
36
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
五
頁
を
参
照
。

（
37
）	

同
右
。
な
お
、
入
管
法
別
表
第
一
、
三
の
表
に
あ
る
「
短
期
滞
在
」
と
は
、「
観
光
、
保
養
、
ス
ポ
ー
ツ
、
親
族
の
訪
問
、
見
学
、
講
習
又
は

会
合
へ
の
参
加
、
業
務
連
絡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
活
動
」
で
、
就
労
活
動
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
臨
時
の
報
酬
等
を
受
け
る
活

動
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
期
間
は
最
長
で
も
一
八
〇
日
と
さ
れ
、
た
と
え
一
回
の
滞
在
が
短
く
と
も
繰
り
返
し
滞
在
す
る
こ
と
で
こ
の
範
囲

を
超
え
る
場
合
も
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
前
掲
『
入
管
法
大
全	

Ⅱ
在
留
資
格
』、
二
四
二
～
二
四
三
頁
を
参
照
。

（
38
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
六
頁
を
参
照
。

（
39
）	

同
右
。
当
時
の
労
働
者
の
名
目
賃
金
を
、
日
本
を
一
〇
〇
と
し
て
指
数
で
比
較
し
て
み
る
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
約
一
・
四
で
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
約
五
・
一
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
約
二
・
九
、
タ
イ
が
約
五
・
五
、
中
国
が
一
・
五
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
人
々
に
と
っ
て
日
本

で
の
就
労
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

（
40
）	

グ
ロ
ー
バ
ル
ノ
ー
ト
（https://w

w
w
.globalnote.jp/

）
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
エ
ク
セ
ル
に
転
写
し
た
表
で
あ
る
。
表
の
下
に
も
明
記
し
た

が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
に
基
づ
く
名
目
ベ
ー
ス
の
人
口
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
、
米
ド
ル
へ
の
換
算
は
各
年
の
平
均
為
替
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
と
の
こ
と
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
個
人
所
得
の
指
標
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
の
影
響
も
受
け
る
た
め
、
厳
密

さ
を
期
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
の
数
値
は
、
香
港
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
は
全
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定

値
で
、
逆
に
二
〇
一
九
年
の
日
本
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
二
〇
一
四
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
で
あ
る
が
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、

表
に
は
明
記
し
な
か
っ
た
。

（
41
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
頁
、「
第
四
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」（
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。
な
お
不
法

残
留
者
の
ピ
ー
ク
は
、
統
計
上
「
二
十
九
万
八
千
六
百
四
十
六
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
暗
数
数
万
人
が
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

（
42
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
、
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
四
～
一
四
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
入
管
法
は
そ

の
後
も
強
化
が
図
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
退
去
拒
否
事
由
と
上
陸
拒
否
事
由
の
強
化
や
偽
装
文
書
へ
の
対
策
も
新
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
に
は
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
出
頭
を
促
し
た
り
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
出
国
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
た
り
、
上
陸
拒
否
期
間
を
十
年
に
伸
張
し
た

）
七
三
三
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
五
九

（http://w
w
w
.m

oj.go.jp/content/000001937.pdf

）、
一
四
八
頁
を
参
照
。

（
36
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
五
頁
を
参
照
。

（
37
）	
同
右
。
な
お
、
入
管
法
別
表
第
一
、
三
の
表
に
あ
る
「
短
期
滞
在
」
と
は
、「
観
光
、
保
養
、
ス
ポ
ー
ツ
、
親
族
の
訪
問
、
見
学
、
講
習
又
は

会
合
へ
の
参
加
、
業
務
連
絡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
活
動
」
で
、
就
労
活
動
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
臨
時
の
報
酬
等
を
受
け
る
活

動
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
期
間
は
最
長
で
も
一
八
〇
日
と
さ
れ
、
た
と
え
一
回
の
滞
在
が
短
く
と
も
繰
り
返
し
滞
在
す
る
こ
と
で
こ
の
範
囲

を
超
え
る
場
合
も
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
前
掲
『
入
管
法
大
全	

Ⅱ
在
留
資
格
』、
二
四
二
～
二
四
三
頁
を
参
照
。

（
38
）	

前
掲
「
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」「
Ⅰ	

外
国
人
の
入
国
・
在
留
状
況
」「
三	

入
管
法
違
反
事
件
等
の
状
況
」、
六
頁
を
参
照
。

（
39
）	

同
右
。
当
時
の
労
働
者
の
名
目
賃
金
を
、
日
本
を
一
〇
〇
と
し
て
指
数
で
比
較
し
て
み
る
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
約
一
・
四
で
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
約
五
・
一
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
約
二
・
九
、
タ
イ
が
約
五
・
五
、
中
国
が
一
・
五
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
人
々
に
と
っ
て
日
本

で
の
就
労
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

（
40
）	

グ
ロ
ー
バ
ル
ノ
ー
ト
（https://w
w
w
.globalnote.jp/

）
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
エ
ク
セ
ル
に
転
写
し
た
表
で
あ
る
。
表
の
下
に
も
明
記
し
た

が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
に
基
づ
く
名
目
ベ
ー
ス
の
人
口
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
、
米
ド
ル
へ
の
換
算
は
各
年
の
平
均
為
替
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
と
の
こ
と
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
個
人
所
得
の
指
標
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
の
影
響
も
受
け
る
た
め
、
厳
密

さ
を
期
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
の
数
値
は
、
香
港
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
は
全
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定

値
で
、
逆
に
二
〇
一
九
年
の
日
本
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
二
〇
一
四
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
で
あ
る
が
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、

表
に
は
明
記
し
な
か
っ
た
。

（
41
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
頁
、「
第
四
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
」（
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。
な
お
不
法

残
留
者
の
ピ
ー
ク
は
、
統
計
上
「
二
十
九
万
八
千
六
百
四
十
六
人
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
暗
数
数
万
人
が
い
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

（
42
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
五
～
三
三
六
頁
、
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
四
～
一
四
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
入
管
法
は
そ

の
後
も
強
化
が
図
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
退
去
拒
否
事
由
と
上
陸
拒
否
事
由
の
強
化
や
偽
装
文
書
へ
の
対
策
も
新
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
に
は
不
法
滞
在
者
の
自
主
的
出
頭
を
促
し
た
り
、
迅
速
か
つ
効
率
的
に
出
国
さ
せ
る
体
制
を
構
築
し
た
り
、
上
陸
拒
否
期
間
を
十
年
に
伸
張
し
た

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
〇

り
（
累
犯
が
無
い
者
の
み
五
年
）、
在
留
資
格
の
取
消
制
度
も
新
設
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇
五
年
に
も
い
わ
ゆ
る
人
身
取
引
議
定
書
と
密
入
国
議
定
書

に
対
応
す
る
改
正
が
、
二
〇
〇
六
年
に
も
テ
ロ
未
然
防
止
の
た
め
に
、
上
陸
申
請
時
の
個
人
識
別
情
報
の
提
供
制
度
が
新
設
さ
れ
、
退
去
強
制
事
由

の
整
備
も
な
さ
れ
た
。

（
43
）	
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
不
法
滞
在
者
五
年
半
減
計
画
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/121226_

huhoutaizai.htm
l

）
を
参
照
。

（
44
）	

金
山
泰
介
『
新
版	

警
察
行
政
概
論
』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
二
七
～
二
九
頁
、
首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め

の
行
動
計
画
」（https://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/031218keikaku.htm

l

）
を
参
照
。

（
45
）	

前
掲
「
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
」、
一
六
～
一
七
頁
、
入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
本
邦
に
お
け
る
不
法
残
留
者
数
に
つ
い
て
（
平
成
三
〇
年
一
月
一

日
現
在
）」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930003584.pdf

）、「
同
（
令
和
三
年
一
月
一
日
現
在
）」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/

content/001344148.pdf

）
を
参
照
。

（
46
）	

同
右
。
な
お
、
不
法
在
留
者
数
は
二
〇
一
五
年
が
九
百
四
十
六
人
増
、
一
六
年
が
二
千
八
百
十
一
人
増
、
一
七
年
が
二
千
四
百
五
十
二
人
増
、

一
八
年
が
一
千
二
百
二
十
八
人
増
、
一
九
年
が
七
千
六
百
六
十
九
人
増
、
二
〇
年
が
八
千
七
百
二
十
五
人
増
、
二
一
年
が
二
十
四
人
減
で
あ
る
。

（
47
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
九
二
～
一
九
三
頁
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
日
系
人
は
、
現
行
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
が
構
築
さ

れ
た
一
九
八
九
年
一
二
月
の
入
管
法
改
正
以
降
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
就
労
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

（
48
）	

同
右
、
一
九
三
～
一
九
四
頁
を
参
照
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
二
〇
一
四
年
の
「
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
」
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
事
業
の
加
速
化
や
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
伴
う
建
設
需
要
を
支
え
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
「
建
設
特
定
活

動
」
と
い
う
在
留
資
格
を
設
け
る
か
た
ち
で
も
実
践
さ
れ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局
「
外
国
人
建
設
就
労
者
受
入
事
業
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
二
〇
一
四
年
一
一
月
（https://w

w
w
.m

lit.go.jp/com
m
on/001059458.pdf

）
を
参
照
。

（
49
）	

明
石
・
前
掲
論
文
、
三
三
三
～
三
三
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
梶
田
孝
道
『
外
国
人
労
働
者
と
日
本
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
四
年
）
で

は
、「
研
修
」
や
「
興
行
」、「
留
学
生
」
な
ど
の
在
留
資
格
の
外
国
人
と
日
系
人
は
就
労
を
目
的
と
す
る
入
国
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際

は
「「
就
労
」
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と
し
て
「「
バ
ッ
ク
・
ド
ア
」
政
策
」
と
表
現
し
、
技
能
実
習
制
度
は
「
一
定
の
条
件
つ
き
と
は
い

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
一

え
通
常
の
就
労
を
認
め
て
」
い
る
た
め
「「
サ
イ
ド
・
ド
ア
」
政
策
」
と
さ
れ
て
い
る
（
四
五
頁
）。
も
ち
ろ
ん
一
見
識
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
外

国
人
に
よ
る
不
法
就
労
や
、
制
度
を
目
的
外
に
悪
用
す
る
外
国
人
受
入
れ
の
手
法
を
「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
形
容
し
た
。

（
50
）	

偽
装
留
学
生
の
防
止
は
、
当
人
の
就
学
意
欲
や
日
本
語
能
力
等
を
書
類
審
査
や
面
接
で
丁
寧
に
確
認
し
た
り
、
大
半
の
留
学
生
は
受
験
前
に
日

本
語
学
校
に
通
う
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う

に
学
ぶ
内
に
生
じ
る
当
人
の
心
の
変
化
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
完
全
を
期
す
こ
と
は
も
と
よ
り
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
別
の
視
点
で
の
合
意
形
成
が
必
要
と
い
え
る
が
、
そ
こ
で
納
得
の
い
く
説
明
を
行
う
に
は
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
へ
の
理

解
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
51
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
一
七
～
一
一
八
頁
、
一
二
八
～
一
三
一
頁
を
参
照
。
技
能
実
習
制
度
は
、
一
九
八
一
年
の
入
管

法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
研
修
制
度
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
研
修
に
よ
り
一
定
水
準
以
上
の
技
能
・
技
術
等
を
修
得
し
た
外
国
人
を
「
特
定
活
動
」
の
在

留
資
格
に
変
更
し
、
研
修
を
受
け
た
機
関
と
同
じ
機
関
で
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
技
能
・
技
術
等
を
よ
り
実
践
的
に
修
得
す
る
も
の
と
し
て
始

ま
っ
た
。
こ
れ
は
研
修
生
を
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
扱
う
企
業
と
、
他
方
で
研
修
手
当
を
事
実
上
の
報
酬
と
し
て
働
く
研
修
生
が
後
を
絶
た
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
主
な
原
因
は
、
本
来
適
正
化
を
監
督
す
る
立
場
の
監
理
団
体
が
同
時
に
実
施
主
体
に
他
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、
総
じ
て
立
場
上
優
位
な
企
業
側
に
都
合
の
良
い
運
用
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
52
）	

前
掲
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
二
三
回
国
会	

参
議
院
本
会
議	

第
二
号	

平
成
四
年
一
月
二
九
日
」
の
「
〇
一
四
・
近
藤
鉄
雄
」

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?m
inId=112315254X

00219920129&
current=7

）
を
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
技
能
実

習
法
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の
第
一
条
に
も
「
人
材
育
成
を
通
じ
た
開
発
途
上
地
域
等

へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）	

同
右
。
労
相
の
こ
う
し
た
発
言
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
に
「
人
手
不
足
」
か
ら
外
国
人
労
働
者
を
欲
す
る
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
と
、

他
方
で
単
純
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
反
対
論
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
54
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
外
国
人
労
働
力
を
ど
う
受
け
入
れ
る
べ
き
か
―
「
安
い
労
働
力
」
か
ら
「
戦
力
」
へ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
国

際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
の
記
事
「
移
住
者
の
人
権
に
関
す
る
国
連
専
門
家
、
訪
日
調
査
を
終
了
」（https://w

w
w
.unic.

）
七
三
七
（



日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
一

え
通
常
の
就
労
を
認
め
て
」
い
る
た
め
「「
サ
イ
ド
・
ド
ア
」
政
策
」
と
さ
れ
て
い
る
（
四
五
頁
）。
も
ち
ろ
ん
一
見
識
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
外

国
人
に
よ
る
不
法
就
労
や
、
制
度
を
目
的
外
に
悪
用
す
る
外
国
人
受
入
れ
の
手
法
を
「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
形
容
し
た
。

（
50
）	
偽
装
留
学
生
の
防
止
は
、
当
人
の
就
学
意
欲
や
日
本
語
能
力
等
を
書
類
審
査
や
面
接
で
丁
寧
に
確
認
し
た
り
、
大
半
の
留
学
生
は
受
験
前
に
日

本
語
学
校
に
通
う
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う

に
学
ぶ
内
に
生
じ
る
当
人
の
心
の
変
化
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
完
全
を
期
す
こ
と
は
も
と
よ
り
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
と
い
う
別
の
視
点
で
の
合
意
形
成
が
必
要
と
い
え
る
が
、
そ
こ
で
納
得
の
い
く
説
明
を
行
う
に
は
日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
へ
の
理

解
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
51
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
一
七
～
一
一
八
頁
、
一
二
八
～
一
三
一
頁
を
参
照
。
技
能
実
習
制
度
は
、
一
九
八
一
年
の
入
管

法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
研
修
制
度
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
研
修
に
よ
り
一
定
水
準
以
上
の
技
能
・
技
術
等
を
修
得
し
た
外
国
人
を
「
特
定
活
動
」
の
在

留
資
格
に
変
更
し
、
研
修
を
受
け
た
機
関
と
同
じ
機
関
で
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
そ
の
技
能
・
技
術
等
を
よ
り
実
践
的
に
修
得
す
る
も
の
と
し
て
始

ま
っ
た
。
こ
れ
は
研
修
生
を
低
賃
金
労
働
者
と
し
て
扱
う
企
業
と
、
他
方
で
研
修
手
当
を
事
実
上
の
報
酬
と
し
て
働
く
研
修
生
が
後
を
絶
た
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
主
な
原
因
は
、
本
来
適
正
化
を
監
督
す
る
立
場
の
監
理
団
体
が
同
時
に
実
施
主
体
に
他
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、
総
じ
て
立
場
上
優
位
な
企
業
側
に
都
合
の
良
い
運
用
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
52
）	

前
掲
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
「
第
一
二
三
回
国
会	

参
議
院
本
会
議	

第
二
号	

平
成
四
年
一
月
二
九
日
」
の
「
〇
一
四
・
近
藤
鉄
雄
」

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?m
inId=112315254X

00219920129&
current=7

）
を
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
技
能
実

習
法
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の
第
一
条
に
も
「
人
材
育
成
を
通
じ
た
開
発
途
上
地
域
等

へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）	

同
右
。
労
相
の
こ
う
し
た
発
言
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
に
「
人
手
不
足
」
か
ら
外
国
人
労
働
者
を
欲
す
る
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
と
、

他
方
で
単
純
労
働
者
と
し
て
外
国
人
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
反
対
論
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
54
）	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
外
国
人
労
働
力
を
ど
う
受
け
入
れ
る
べ
き
か
―
「
安
い
労
働
力
」
か
ら
「
戦
力
」
へ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
国

際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
の
記
事
「
移
住
者
の
人
権
に
関
す
る
国
連
専
門
家
、
訪
日
調
査
を
終
了
」（https://w

w
w
.unic.

）
七
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
二

or.jp/new
s_press/features_backgrounders/2805/

）、
西
村
Ｈ
Ｃ
Ｍ
事
務
所
Ｈ
Ｐ
「
技
能
実
習
生
」（https://w

w
w
.foreign-w

orkersupport.

com

）
な
ど
を
参
照
。

（
55
）	
前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
一
三
〇
～
一
三
一
頁
、
一
九
七
～
二
〇
三
頁
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
Ｈ
Ｐ
「
制
度
の
あ
ら
ま
し
」

（https://w
w
w
.otit.go.jp/

）
を
参
照
。

（
56
）	

比
較
的
最
近
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、
技
能
実
習
生
た
ち
の
酷
い
処
遇
に
関
し
て
は
、
東
京
新
聞
Ｈ
Ｐ
二
〇
二
一
年
一
月
二
三
日
の
記
事
「
寒
空

シ
ャ
ワ
ー
、〝
密
〟
な
講
習
…
ず
さ
ん
な
技
能
実
習
制
度
は｢

安
価
な
労
働
力
を
集
め
る
制
度｣

か
〈
夢
見
た
果
て
に
追
い
込
ま
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
人

㊦
〉」（https://w

w
w
.tokyo-np.co.jp/article/81622

）、「
失
踪
実
習
生
」
を
再
就
業
さ
せ
よ
う
と
い
う
取
組
み
に
つ
い
て
は
、「
失
踪
実
習
生
に

就
労
許
可
を	

村
長
の
訴
え
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
五
月
二
三
日
朝
刊
、
九
面
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
57
）	

例
え
ば
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
出
入
国
在
留
管
理
庁
・
厚
生
労
働
省
編
「
技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
（
令
和
三
年
四
月
一
日
一

部
改
正
版
）」
の
「
第
六
章	

技
能
実
習
生
の
保
護
」（https://w

w
w
.otit.go.jp/jissyu_unyou/

）
を
一
瞥
す
る
と
、
監
理
団
体
側
が
実
習
生
と
の

間
で
違
約
金
等
を
設
け
る
こ
と
や
、
旅
券
や
在
留
カ
ー
ド
を
保
管
と
称
し
て
取
り
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
禁
止
す
る
条
項
や
、
実
習
生
が
入
管

庁
長
官
や
厚
労
大
臣
に
対
す
る
申
告
権
を
有
す
る
こ
と
な
ど
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
二
九
二
～
二
九
七
頁
）。
こ
う
し
た
当
然
の
権
利
が
、
現
場
の

隅
々
に
ま
で
周
知
さ
れ
、
厳
守
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
ま
だ
暫
し
の
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
58
）	

前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
五
〇
～
三
五
五
頁
を
参
照
。

（
59
）	

佐
々
木
聖
子
「
技
能
実
習
制
度
に
お
け
る
失
踪
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/content/930004592.pdf

）
を
参

照
。
同
文
書
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
署
名
入
り
で
、
技
能
実
習
制
度
の
監
理
団
体
及
び
団
体
監
理
型
実
習
実
施
者
に
発
信
さ
れ
た
。

（
60
）	

前
掲
『
二
〇
二
〇
入
管
白
書
・
第
一
部
』「
第
四
節	

不
適
正
な
事
案
へ
の
対
処
」、
四
二
頁
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
「「
外
国
人
雇
用
状
況
」
の
届

出
状
況
ま
と
め
（
令
和
二
年
一
〇
月
末
現
在
）」（https://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/content/11655000/000729116.pdf

）
を
参
照
。

（
61
）	

天
災
や
戦
争
な
ど
か
ら
の
避
難
、
人
種
・
宗
教
・
政
治
的
意
見
な
ど
を
理
由
と
す
る
迫
害
か
ら
の
避
難
を
企
図
す
る
難
民
と
、
経
済
的
な
困
窮

の
た
め
に
住
ん
で
い
た
土
地
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
経
済
難
民
は
区
別
さ
れ
、
通
常
後
者
は
難
民
に
含
ま
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
が
気
の
毒
で
あ
る

こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
本
人
の
努
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
状
況
に
陥
っ
た
前
者
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
全
世
界
の
困
窮
者
を
救
済
で

）
七
三
三
（

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
（
瀧
川
）

二
六
三

き
な
い
以
上
、
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
線
引
き
は
必
要
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
62
）	

例
え
ば
坂
中
英
徳
は
、
入
管
行
政
の
実
務
経
験
で
得
た
知
見
か
ら
「
人
口
秩
序
の
崩
壊
」
を
訴
え
、
積
極
的
な
移
民
政
策
論
を
力
説
し
て
い
る
。

同
『
日
本
型
移
民
国
家
の
創
造
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。
他
に
も
、
毛
受
敏
浩
『
人
口
激
減	

移
民
は
必
要
で
あ
る
』（
新
潮
社
、

二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
63
）	

内
閣
府
Ｈ
Ｐ
「
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
世
論
調
査
」
図
九
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu09.gif

）

を
参
照
（
平
成
二
年
と
平
成
一
二
年
調
査
の
数
値
を
比
較
し
た
図
）。
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
調
査
は
、
管
見
の
限
り
一
九
八
八
（
昭
和

六
三
）
年
二
月
、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
一
～
一
二
月
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
二
〇
一
〇
年
七
月
、
二
〇
一
九
（
令
和

元
）
年
一
一
月
が
あ
る
が
、
別
タ
イ
ト
ル
の
調
査
に
も
関
連
す
る
質
問
が
あ
る
。
例
え
ば
一
九
八
三
年
九
～
一
〇
月
に
実
施
さ
れ
た
「
国
土
の
将
来

像
に
関
す
る
世
論
調
査
」（https://survey.gov-online.go.jp/s58/S

58-09-58-10.htm
l

）
に
は
、「
現
在
、
我
が
国
で
働
く
外
国
人
労
働
者
の
数

は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
後
二
〇
年
く
ら
い
を
考
え
…
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
」
ど
う
思
う
か
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
経
済
大
国
の
国
際
的
責
務
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
」
が
四
二
・
三
％
で
最
多
で
あ
る
が
、「
日
本
の
社
会
が
不
安
定
に
な
る
の
で
受
け
入
れ

な
い
方
が
よ
い
」
も
三
六
・
四
％
を
示
し
て
い
る
。

（
64
）	

同
右
、
図
一
〇
（https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikoku/im

ages/zu10.gif

）、
図
一
一
（https://survey.gov-online.go.jp/

h12/gaikoku/im
ages/zu11.gif

）
を
参
照
。

（
65
）	

黒
川
貢
三
郎
・
瀧
川
修
吾
『
近
代
日
本
政
治
史
Ⅱ	

大
正
・
昭
和
前
期
』（
南
窓
社
、
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。

（
66
）	

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人	

歴
史
と
現
在
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
田
中
宏
『
在
日
外
国
人	

第
三
版
～
法
の
壁
、
心
の
溝
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
戦
前
に
は
盛
期
約
二
百
三
十
万
人
に
も
達
し
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
内
、
六
十
四
万
七
千
六
人
が
日

本
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
田
中
前
掲
書
、
六
一
頁
）。

（
67
）	

入
管
法
第
六
一
条
の
二
の
六
（
同
改
正
案
第
六
一
条
の
二
の
九
第
四
項
第
一
号
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
は
、
難

民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
特
定
の
国
に
居
座
る
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
（
前
掲
「
難
民
条
約
」、
四
八
～

四
九
頁
）。
天
賦
の
も
の
と
し
て
地
球
市
民
に
完
全
な
る
移
動
の
自
由
を
保
障
せ
よ
と
い
う
議
論
と
は
、
別
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（
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〇
六
年
）
ほ
か
を
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。
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66
）	

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
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と
現
在
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
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中
宏
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在
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第
三
版
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の
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、
心
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溝
』

（
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波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
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。
戦
前
に
は
盛
期
約
二
百
三
十
万
人
に
も
達
し
て
い
た
在
日
朝
鮮
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の
内
、
六
十
四
万
七
千
六
人
が
日

本
に
残
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
田
中
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書
、
六
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）。

（
67
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法
第
六
一
条
の
二
の
六
（
同
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正
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第
六
一
条
の
二
の
九
第
四
項
第
一
号
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ノ
ン
ル
フ
ー
ル
マ
ン
の
原
則
は
、
難
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を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
特
定
の
国
に
居
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る
自
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保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
（
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「
難
民
条
約
」、
四
八
～

四
九
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）。
天
賦
の
も
の
と
し
て
地
球
市
民
に
完
全
な
る
移
動
の
自
由
を
保
障
せ
よ
と
い
う
議
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と
は
、
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次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
四

（
68
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/law
s/bill/05_00006.htm

l#m
idashi08

）
に
よ
れ
ば
、「
難
民
認
定
申
請
者
数
は
、
平
成
一
七

年
に
は
約
四
百
人
で
」
あ
っ
た
が
、「
平
成
二
二
年
に
申
請
か
ら
六
か
月
後
に
一
律
に
就
労
を
認
め
る
運
用
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
申
請
者
数
は
、
平

成
二
二
年
（
約
一
千
二
百
人
）
か
ら
平
成
二
九
年
（
約
二
万
人
弱
）
の
七
年
間
で
、
約
十
六
倍
に
増
加
し
」
た
。「
そ
こ
で
、
平
成
三
〇
年
に
、
こ

う
し
た
難
民
と
し
て
の
保
護
を
求
め
る
本
来
の
制
度
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
申
請
（
濫
用
・
誤
用
的
な
申
請
）
の
場
合
に
は
在
留
や
就
労
を
認
め
な
い

と
す
る
在
留
資
格
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
格
な
運
用
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
平
成
三
〇
年
の
申
請
者
数
（
約
一
万
人
）
は
、
平
成
二
九
年
か
ら

半
減
し
」
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
申
請
者
を
入
管
施
設
に
収
容
し
た
り
、
就
労
を
認
め
ず
に
仮
放
免
し
た
り
す
る
運
用
は
、
偽
装
滞
在
者
に
は
き
わ

め
て
有
効
な
反
面
、
公
費
で
の
生
活
費
負
担
や
失
踪
の
リ
ス
ク
を
伴
う
。
ま
た
、
真
に
庇
護
を
求
め
て
い
る
難
民
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
同
制
度
の
悪

用
は
許
し
が
た
い
妨
害
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
刻
も
早
い
改
善
が
望
ま
れ
る
。

（
69
）	

入
管
庁
Ｈ
Ｐ
「
難
民
認
定
審
査
の
処
理
期
間
の
公
表
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/isa/publications/m
aterials/nyuukokukanri	

03_00029.htm
l

）
を
参
照
。

（
70
）	

入
管
法
改
正
案
第
四
四
条
の
二
、
第
五
二
条
の
二
。

（
71
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
二
〇
八
～
二
二
六
頁
、
前
掲
『
入
管
法
概
説
』、
三
四
〇
～
三
四
一
頁
を
参
照
。

（
72
）	

前
掲
『
外
国
人
の
受
入
れ
と
日
本
社
会
』、
三
一
二
頁
を
参
照
。

）
七
三
六
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
五

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例

中
　
　
村
　
　
　
　
　
進

第
一
章

　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
欧
州
連
合
（
以
下
、
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
裁
判
管
轄
に
関
し
て
下
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所

（
１
）

の
判
決

を
、
対
象
を
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
も
の
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
、
既
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
電
子
商
取
引
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
が

（
２
）

、
本
稿

は
、
そ
こ
で
は
充
分
に
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
し
、
若
干

の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
し
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
判
例
を
含
む
欧
州
諸
国
の
判

例
を
紹
介
し
た
文
献

（
３
）

が
多
く
見
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
定
事
項
に
焦
点
を
当

論
　
説

）
七
九
三
（
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中
の
裁
判
管
轄
に
関
し
て
下
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所

（
１
）

の
判
決

を
、
対
象
を
電
子
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取
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ン
上
の
不
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行
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関
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る
も
の
に
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っ
て
紹
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す
る
こ
と
に
よ
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て
、
日
本
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へ
の
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を
得

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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は
、
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に
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に
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る
電
子
商
取
引
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
が

（
２
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、
本
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ル
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に
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る
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司
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所
の
主
要
な
判
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を
紹
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し
、
若
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の
検
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を
行
う
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の
で
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る
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最
近
、
電
子
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取
引
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上
の
不
法
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に
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て
、
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ル
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に
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Ｅ
Ｕ
判
例
を
含
む
欧
州
諸
国
の
判

例
を
紹
介
し
た
文
献

（
３
）

が
多
く
見
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
定
事
項
に
焦
点
を
当

論
　
説

）
七
九
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
六

て
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
同
規
則
中
の
裁
判
管
轄
規
定
に
沿
っ
て
紹
介
さ
れ
た
文
献
が
な
い
こ
と
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
社
会

イ
ン
フ
ラ
に
な
る
と
と
も
に
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
様
々
な
形
態
の
紛
争
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
日
々
の

技
術
進
歩
に
よ
り
、
今
後
も
新
た
な
形
の
紛
争
が
登
場
し
新
た
な
法
的
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
経

験
を
知
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
、
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
は
、
一
九
六
八
年
に
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
条
約
」（
以
下
、
条

約
（
４
））

と
し
て
成
立
し
、
そ
の
後
何
度
か
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
幅
な
改
正
に
つ
い
て
は
二
度
行
わ
れ
て
い
る

（
５
）

。
そ
の
最
初
の
も
の

は
、
新
た
に
登
場
し
後
に
急
速
な
拡
大
を
見
せ
て
い
た
電
子
商
取
引
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
行
わ
れ
た
改
正
で
、
二
〇
〇
〇
年

に
成
立
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
（
以
下
、
Ｉ
規
則

（
６
））

で
あ
る
。
更
に
、
Ｉ
規
則
の
適
用
に
関
す
る
幾
つ
か
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、

Ｅ
Ｕ
域
外
に
居
住
す
る
被
告
に
ま
で
裁
判
管
轄
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
す
る
修
正
が
二
〇
一
一
年
に
行
わ
れ

て
い
る
（
以
下
、
Ⅰ
ａ
規
則

（
７
））。

本
稿
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
判
例
は
、
主
に
Ｉ
規
則
の
解
釈
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
中

心
と
な
る
が
、
条
約
や
Ｉ
ａ
規
則
の
規
定
に
関
す
る
判
例
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
以
下
に
お
い
て
、
条
約
、
Ｉ
規
則
及
び
Ｉ
ａ
規
則
を
総

称
す
る
場
合
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
記
述
す
る
。

Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
章
四
条
（
Ｉ
規
則
で
は
第
二
章
二
条
）
以
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
一
般
管
轄
規

定
が
第
一
節
四
条
か
ら
六
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
条
か
ら
四
条
）
に
、
特
別
管
轄
規
定
が
第
二
節
七
条
か
ら
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
五
条
か
ら
七
条
）

に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
に
は
、
第
三
節
一
〇
条
（
Ｉ
規
則
で
は
八
条
）
以
下
に
保
険
事
件
の
管
轄
の
特
則
、
第
四
節
一
七
条
（
Ｉ
規

則
で
は
一
五
条
）
以
下
に
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
の
特
則
、
第
五
節
二
〇
条
（
Ｉ
規
則
で
は
一
八
条
）
以
下
に
個
別
的
労
働
契
約
事
件
の

管
轄
の
特
則
、
第
六
節
二
四
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
二
条
）
に
専
属
管
轄
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
七
節
二
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
三
条
）
以
下
に

）
七
九
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
七

管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
八
節
二
七
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
五
条
）
以
下
に
管
轄
及
び
訴
訟
要
件
の
調
査
に
関
す
る
規
定
、
第
九
節

二
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
七
条
）
以
下
に
訴
訟
係
属
及
び
関
連
手
続
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
一
〇
節
三
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
三
一
条
）
に
保
全

処
分
を
含
む
仮
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
三
六
条
以
降
は
、
承
認
・
執
行
や
和
解
、
総
則
等
の
規
定
か
ら
成
る
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
諸
規
定
が
関
わ
る
判
例
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の

統
一
的
な
解
釈
と
適
用
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
の
根
拠
と
な
る
規
定
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
電
子
商

取
引
に
関
し
て
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
、
第
三
章
に
お
い
て
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
若
干
の

判
例
、
第
四
章
に
お
い
て
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
に
限
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い

（
８
）

。

第
二
章

　
一
般
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
で
は
、
先
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
根
拠

規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
そ
の
後
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ
た
判
例
を
紹
介
す
る
。

１
．
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
釈

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
い
て
は
、
既
に
条
約
の
時
代
よ
り
、
そ
の
統
一
的
且
つ
自
律
的
な
解
釈
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
に
対
し
、
規
定
の
解
釈
権
限
を
容
認
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル

（
９
）

を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
条
約
加
盟
国
も
、「
加
入
」
条
約
と
し

て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る

（
10
）

。
一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
リ
ス
ト
条
約
発
効
に
よ
り
、「
欧
州
経
済
共
同
体
」（the E

uropean E
conom

ic 

C
om

m
unity

）
か
ら
「
欧
州
共
同
体
」（the E

uropean C
om

m
unity

）
と
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約
は
「
共
同
体
設
立
条
約
」（T

reaty 

establishing the E
uropean C

om
m

unity: T
E

C

）
と
名
称
が
変
更
さ
れ
る
に
伴
い
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
法
律
や
規
則
の

）
七
九
九
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
七

管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
八
節
二
七
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
五
条
）
以
下
に
管
轄
及
び
訴
訟
要
件
の
調
査
に
関
す
る
規
定
、
第
九
節

二
九
条
（
Ｉ
規
則
で
は
二
七
条
）
以
下
に
訴
訟
係
属
及
び
関
連
手
続
に
つ
い
て
の
規
定
、
第
一
〇
節
三
五
条
（
Ｉ
規
則
で
は
三
一
条
）
に
保
全

処
分
を
含
む
仮
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
三
六
条
以
降
は
、
承
認
・
執
行
や
和
解
、
総
則
等
の
規
定
か
ら
成
る
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
諸
規
定
が
関
わ
る
判
例
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の

統
一
的
な
解
釈
と
適
用
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
の
根
拠
と
な
る
規
定
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
電
子
商

取
引
に
関
し
て
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
、
第
三
章
に
お
い
て
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
若
干
の

判
例
、
第
四
章
に
お
い
て
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
に
限
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い

（
８
）

。

第
二
章

　
一
般
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
で
は
、
先
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
根
拠

規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
そ
の
後
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ
た
判
例
を
紹
介
す
る
。

１
．
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
と
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
解
釈

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
い
て
は
、
既
に
条
約
の
時
代
よ
り
、
そ
の
統
一
的
且
つ
自
律
的
な
解
釈
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
に
対
し
、
規
定
の
解
釈
権
限
を
容
認
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル

（
９
）

を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
条
約
加
盟
国
も
、「
加
入
」
条
約
と
し

て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る

（
10
）

。
一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
リ
ス
ト
条
約
発
効
に
よ
り
、「
欧
州
経
済
共
同
体
」（the E

uropean E
conom

ic 

C
om

m
unity

）
か
ら
「
欧
州
共
同
体
」（the E

uropean C
om

m
unity

）
と
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約
は
「
共
同
体
設
立
条
約
」（T

reaty 

establishing the E
uropean C

om
m

unity: T
E

C

）
と
名
称
が
変
更
さ
れ
る
に
伴
い
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
法
律
や
規
則
の

）
七
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
六
八

解
釈
・
有
効
性
に
つ
い
て
先
行
判
決
（prelim

inary ruling

）
の
照
会
・
請
求
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
プ
ロ
ト
コ
ル
を
必
要
と
せ
ず
、

Ｔ
Ｅ
Ｃ
の
二
三
四
条
に
基
づ
い
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

二
〇
〇
九
年
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
成
立
し
、
Ｅ
Ｃ
が
消
滅
し
Ｅ
Ｕ
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
条
約
（T

reaty on E
uropean U

nion: T
E

U （
12
））

と

Ｔ
Ｅ
Ｃ
の
改
正
が
行
わ
れ
、
Ｔ
Ｅ
Ｃ
は
「
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
」（T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion 

:T
F

E
U （

13
））

に
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
る
。
Ｔ
Ｅ
Ｕ
は
、
そ
の
最
新
版

（
14
）

に
よ
る
と
、
一
九
条
㈢
⒝
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
「
加
盟
国
の
裁

判
所
ま
た
は
審
判
の
要
請
に
応
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
の
解
釈
及
び
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
行
為
の
有
効
性
に
つ
い
て
先
行
判
決
を
下

す
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
の
二
六
七
条
は
、
そ
の
第
一
文
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る

先
行
判
決
を
下
す
管
轄
権
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
第
二
文
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
裁
判
所
又
は
審
判
に
は
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
疑

問
が
生
じ
、
判
決
を
下
す
た
め
に
そ
の
疑
問
に
関
す
る
決
定
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
判
断
を
下
す
よ
う
請
求
で
き

る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
目
的
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
る
条
約
の
統
一
的
で
自
律
的
な
解
釈
と
適
用

の
確
保
及
び
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
加
盟
国
の
国
内
裁
判
所
と
の
協
力
関
係
の
促
進
に
あ
る

（
15
）

。

以
上
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
諸
条
約
の
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
確
保
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

中
の
諸
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
先
行
判
決
を
通
じ
て
、
統
一
的
な
解
釈
と
適
用
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
管
轄
に
つ
い
て
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
構
成
国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る

者
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
籍
に
関
係
な
く
、
そ
の
構
成
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
裁
判
管
轄
シ
ス
テ

ム
の
基
礎
が
被
告
の
住
所
（dom

icile

）
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

（
16
）

。
被
告
の
住
所
を
基
礎
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
Ｉ
ａ
規
則
の
解
説
⒀

は
、「
本
規
則
に
属
す
る
手
続
と
構
成
国
の
主
権
領
域
と
の
間
に
は
、
関
連
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
管
轄
に
関
す

）
〇
〇
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
六
九

る
共
通
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
被
告
が
い
ず
れ
か
の
構
成
国
に
そ
の
住
所
を
有
す
る
と
き
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
述
べ

て
、
司
法
機
関
の
管
轄
の
自
然
な
基
礎
が
そ
の
領
域
と
の
結
び
き
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

（
17
）

。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
の
被
告

住
所
地
の
管
轄
は
、
訴
え
の
種
類
を
問
わ
ず
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
18
）

。
管
轄
原
因
の
基
礎
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
国
籍
を
犠
牲
に
し

て
住
所
に
重
き
を
置
く
の
は
、
Ｅ
Ｕ
に
限
ら
ず
最
近
の
傾
向
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る

（
19
）

。
被
告
が
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を

有
し
な
い
場
合
は
、
各
構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
は
、
自
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｉ
ａ
規
則
六
条
㈠

（
20
））。

住
所
の
決
定

に
つ
き
、
特
に
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
た
と
え
取
引
の
相
手
方
の
身
元
や
取
引
地
を
明
ら
か
に
す
る
で
き
た
と
し
て
も
、
原
告
が
相

手
方
の
住
所
地
を
決
定
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。

Ｉ
ａ
規
則
は
、
住
所
に
関
す
る
規
定
を
そ
の
六
二
条
に
置
き
、
自
然
人
に
つ
い
て
、
提
訴
さ
れ
た
裁
判
所
が
所
在
す
る
構
成
国
の
領
域

内
に
住
所
を
有
す
る
ど
う
か
は
、
自
国
法
に
よ
り
（
同
条
㈠
）、
そ
の
領
域
内
に
住
所
を
有
せ
ず
、
他
の
構
成
国
内
に
住
所
を
有
す
る
か
否

か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
他
の
構
成
国
の
法
に
よ
る
（
同
条
㈡
：
領
土
法
説
）
と
す
る
。
ま
た
、
法
人
の
住
所
に
つ
い
て

は
、
共
通
規
定
の
透
明
化
の
強
化
と
権
限
の
抵
触
を
回
避
す
る
た
め
に
六
三
条
に
自
律
的
な
概
念
を
設
け

（
22
）

、
⒜
定
款
に
よ
る
本
店
所
在
地

⒝
主
た
る
管
理
地
、
又
は
⒞
主
た
る
営
業
所
に
有
す
る
と
定
め
る
。
そ
こ
で
次
に
、
Ｉ
規
則
の
一
般
管
轄
規
則
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
住

所
の
不
明
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
紹
介
し
た
い
。

２
．
一
般
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例

被
告
の
住
所
が
不
明
な
場
合
に
お
け
る
Ｉ
規
則
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、G

 v. C
orn

eliu
s d

e V
isser

事
件

（
23
）

で
あ
る
。
本
件
は
、

原
告
（
ド
イ
ツ
）
が
許
可
を
与
え
て
い
な
い
写
真
が
被
告
所
有
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
に
掲
示
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
人

）
〇
〇
四
（
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法
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　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
七
〇

格
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
。
写
真
撮
影
の
経
緯
か
ら
、
ま
た
被
告
の
サ
イ
ト
の
ド
メ
イ
ン
名
が‘w

w
w

. 

※
※
※
※. 

de ’
で
あ
り
、
サ
イ
ト
に
関
す
る
登
録
情
報
に
は
オ
ラ
ン
ダ
国
内
の
住
所
が
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
住
所
を
有
す
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
、
送
付
し
た
郵
便
物
は
住
所
不
明
で
戻
り
、
住
民
登
録
簿
に
も
該
当
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
公

示
送
達
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
の
地
方
裁
判
所
が
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
被
告
は
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
お
い

て
Ｅ
Ｕ
領
域
内
の
住
所
を
伝
え
て
い
る
が
、
居
所
が
不
明
で
現
在
ど
こ
に
居
住
す
る
か
を
確
定
で
き
ず
、
送
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
で
も
、
Ｉ
規
則
の
適
用
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
先
行
判
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
付
託
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
被
告
の
住
所
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
、
構
成
国
が
自
国
法
に
代
え
て
Ｉ
規
則
に
よ
っ
て
確
立
さ

れ
た
統
一
的
裁
判
管
轄
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
と
い
う
本
質
的
要
求
と
、
原
告
は
提
訴
可
能
な
裁
判
所
を
容
易
に
確
認

で
き
、
被
告
も
そ
の
地
で
提
訴
さ
れ
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
内
に
所
在
す
る
者
の
法
的
保
護
を
強

化
す
る
と
い
う
Ｉ
規
則
の
目
的
と
合
致
す
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
Ｉ
規
則
四
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
六
条
㈠
）
の
「
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を

有
し
な
い
」
と
の
表
現
は
、
国
内
法
の
適
用
は
係
属
裁
判
所
が
Ｅ
Ｕ
市
民
た
る
被
告
が
Ｅ
Ｕ
領
域
外
に
住
所
を
有
す
る
確
固
た
る
証
拠
を

有
す
る
場
合
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
係
属
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
被
告
を
探
す
た

め
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
公
示
送
達
さ
れ
て
い
る
被
告
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
法
を
適
用
し
て
欠
席
に
よ
る
判
決
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る

（
24
）

。

な
お
、
被
告
が
構
成
諸
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
は
、
Ｉ
規
則
四
条
㈠
に
よ
り
、
専
属
管
轄
（
二
二
条
）
と
合
意
管
轄
（
二
三
条
）

が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
国
内
裁
判
所
が
従
来
の
規
則
を
用
い
て
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
被
告
に
対
し
て
裁
判
管
轄
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
則
の
付
属
文
書
中
に
は
、
そ
の
際
に
適
用
で
き
る
各
国
の
裁
判
管
轄
規
則
が
列
挙
さ
れ
、
そ
こ
に
は
過
剰

）
〇
〇
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
一

と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
規
則
三
五
条
㈢
（
Ｉ
ａ
規
則
は
、
四
五
条
㈢
に
同
趣
旨
の
規
定
を
置
く
）
に
よ
り
、
判
決

を
承
認
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
は
判
決
裁
判
所
の
管
轄
を
審
査
す
る
立
場
に
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
判
決
が
他
の
構
成
国
内
で
承
認
・
執

行
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
25
）

。

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
は
、
六
条
㈠
に
よ
り
、
経
済
的
弱
者
保
護
の
観
点
か
ら
消
費
者
契
約
と
個
別
的
労
働
契
約
に
関
し
て
の
み
、

被
告
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、
原
告
で
あ
る
消
費
者
と
被
用
者
は
自
身
の
住
所
地
で
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。

第
三
章

　
特
別
裁
判
管
轄
規
則
に
関
す
る
判
例

本
章
に
お
い
て
は
、
電
子
商
取
引
と
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
中
の
特
別
裁
判
管

轄
規
則
の
適
用
が
論
じ
ら
れ
た
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
し
た
い
。

１
．
Ｉ
ａ
規
則
七
条

Ｉ
ａ
規
則
七
条
（
Ｉ
規
則
五
条
）
は
、
被
告
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
追
加
的
な
接
点
を
有
す
る

よ
う
な
一
定
の
場
合
に
は
、
他
の
構
成
国
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
原
告
に
対
し
て
被
告
の
住
所
地
以
外
の
裁
判
所
へ
提

訴
す
る
選
択
権
を
認
め
る

（
26
）

。
七
条
が
掲
げ
る
追
加
的
な
接
点
に
つ
い
て
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
は
、「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
が
、
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
対
象

で
あ
る
場
合
」（
同
条
㈠
⒜
）、「
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象

で
あ
る
と
き
は
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈡
）、「
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
営

）
〇
〇
七
（
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条
）
は
、
被
告
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
追
加
的
な
接
点
を
有
す
る

よ
う
な
一
定
の
場
合
に
は
、
他
の
構
成
国
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
原
告
に
対
し
て
被
告
の
住
所
地
以
外
の
裁
判
所
へ
提

訴
す
る
選
択
権
を
認
め
る

（
26
）

。
七
条
が
掲
げ
る
追
加
的
な
接
点
に
つ
い
て
、
電
子
商
取
引
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
は
、「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
が
、
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
対
象

で
あ
る
場
合
」（
同
条
㈠
⒜
）、「
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象

で
あ
る
と
き
は
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈡
）、「
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他
の
営

）
〇
〇
七
（
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二
七
二

業
所
の
営
業
に
起
因
す
る
訴
訟
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
が
存
す
る
地
の
裁
判
所
」（
同
条
㈤
）
が
考
え
ら
れ
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
は
、
義
務
履
行
地
に
管
轄
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
義
務
履
行
地
で
あ
る
動
産
の
引
渡
し
地
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
の
地
（
若
し
く
は
そ
れ
ら
が
行
わ
れ
る
べ
き
地
）
の
決
定
を
巡
っ
て
多
く
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
が
な
さ
れ
て
い
る

（
27
）

。
義
務

履
行
地
は
、
異
な
る
合
意
が
な
い
限
り
、「
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
産
が
契
約
に
よ
り
給
付
さ
れ
た
又
は
給
付
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
構
成
国
の
地
」、「
役
務
提
供
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
契
約
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
又
は
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
構
成
国
の

地
」（
同
条
㈠
⒝
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
Ｉ
規
則
は
、
五
条
㈠
⒝
に
同
趣
旨
の
規
定
を
置
く
）。
履
行
地
の
決
定
の
問
題
は
、
た
と
え
契
約
が
オ

ン
ラ
ン
上
で
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
物
理
的
な
動
産
の
引
渡
し
を
伴
う
場
合
に
お
い
て
は
重
要
に
な
っ
て
く
る

（
28
）

。

そ
こ
で
以
下
に
、
先
ず
、
必
ず
し
も
電
子
商
取
引
の
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
履
行
地
の
解
釈
に
間
接
的
に
影
響
を
与
え
る
と
思

わ
れ
る
判
例
を
若
干
紹
介
し
た
い
。
そ
の
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
判
例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が

生
じ
て
い
た
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
不
法
行
為
事
件
の
管
轄
に
つ
い
て
定
め
る
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
Ｉ
規
則
五
条
㈢
に
置

か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
に
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

２
．
特
別
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例

（
１
）　
契
約
に
関
す
る
判
例

⑴
　
履
行
地

契
約
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
商
品
の
引
渡
し
が
複
数
の
地
で
行
わ
れ
る
場
合
は
、
履
行
地
の
決
定

が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

（
29
）

。
履
行
地
が
複
数
存
在
す
る
場
合
の
履
行
地
の
決
定
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、C

olor D
rack G

m
bH

 v. 

）
〇
〇
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
三

L
exx In

tern
ation

al V
ertriebs G

m
bH

事
件

（
30
）

で
あ
る
。
本
件
は
、
電
子
商
取
引
に
固
有
な
問
題
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

こ
で
も
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
原
告
オ
ー
ス
ト
リ
ア
企
業
と
被
告
ド
イ
ツ
企
業
と
の
間
の
売
買
契
約
の
義
務
の
履
行
を
巡
る
紛
争
で
あ
る
。
買
主
で
あ
る
原

告
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
持
つ
複
数
小
売
店
に
お
け
る
売
れ
残
り
商
品
に
つ
い
て
、
被
告
は
引
取
り
と
代
金
返
還
義
務
を
負
っ
て
い
た

が
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
一
の
構
成
国
内
で
複
数
の
引
渡
し
地
が
関
わ
る
動
産
売
買
に
も
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
一
文

が
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
請
求
が
こ
れ
ら
全
て
の
引
渡
し
に
関
す
る
場
合
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
。
従
っ
て
本
件
は
、
単
一
国
内
の
複
数
の
引
渡
し

地
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
複
数
構
成
国
内
に
お
け
る
引
渡
し
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
⒝
第
一
文
は
管
轄
の
抵
触
規
則
の
統
一
を
意
図
し
、
構
成
国
の
国
内
規
則
を
考
慮
せ
ず
、

管
轄
裁
判
所
を
直
接
的
に
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
一
構
成
国
内
に
複
数
引
渡
し
地
が
あ
る
事
案
へ
適
用
し
て
も
、
管
轄
の
予
測
可
能

性
の
確
保
、
及
び
契
約
に
関
す
る
特
別
管
轄
規
則
を
基
礎
づ
け
る
事
案
と
法
廷
地
と
の
密
接
関
連
性
と
い
う
基
本
方
針
と
も
矛
盾
し
な
い

と
述
べ
る

（
31
）

。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
全
て
の
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
主
た
る
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
あ
り
、
そ
の
地
は
経
済
的
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
何
れ
の
履
行
地
も
紛
争
の
重
要
な
要
素
（m

aterial elem
ents of 

the dispute

）
を
構
成
し
、
そ
の
地
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁
判
所
で
被
告

を
提
訴
で
き
る
と
も
判
示
す
る

（
32
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
複
数
国
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
主
た
る
履
行
地
が
請
求
の
全
体
を
審
理
す
る
た
め
の

管
轄
を
有
す
る
が
、
そ
れ
を
決
定
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
自
身
が
選
択
し
た
履
行
地
の
あ
ら
ゆ
る
地
で
請
求
を
行
う
権
利
を
有
す
る

）
〇
〇
四
（
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事
件

（
30
）

で
あ
る
。
本
件
は
、
電
子
商
取
引
に
固
有
な
問
題
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

こ
で
も
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
原
告
オ
ー
ス
ト
リ
ア
企
業
と
被
告
ド
イ
ツ
企
業
と
の
間
の
売
買
契
約
の
義
務
の
履
行
を
巡
る
紛
争
で
あ
る
。
買
主
で
あ
る
原

告
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
持
つ
複
数
小
売
店
に
お
け
る
売
れ
残
り
商
品
に
つ
い
て
、
被
告
は
引
取
り
と
代
金
返
還
義
務
を
負
っ
て
い
た

が
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
一
の
構
成
国
内
で
複
数
の
引
渡
し
地
が
関
わ
る
動
産
売
買
に
も
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
一
文

が
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
請
求
が
こ
れ
ら
全
て
の
引
渡
し
に
関
す
る
場
合
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
。
従
っ
て
本
件
は
、
単
一
国
内
の
複
数
の
引
渡
し

地
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
複
数
構
成
国
内
に
お
け
る
引
渡
し
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
⒝
第
一
文
は
管
轄
の
抵
触
規
則
の
統
一
を
意
図
し
、
構
成
国
の
国
内
規
則
を
考
慮
せ
ず
、

管
轄
裁
判
所
を
直
接
的
に
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
一
構
成
国
内
に
複
数
引
渡
し
地
が
あ
る
事
案
へ
適
用
し
て
も
、
管
轄
の
予
測
可
能

性
の
確
保
、
及
び
契
約
に
関
す
る
特
別
管
轄
規
則
を
基
礎
づ
け
る
事
案
と
法
廷
地
と
の
密
接
関
連
性
と
い
う
基
本
方
針
と
も
矛
盾
し
な
い

と
述
べ
る

（
31
）

。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
全
て
の
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
主
た
る
引
渡
し
地
の
裁

判
所
で
あ
り
、
そ
の
地
は
経
済
的
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、
何
れ
の
履
行
地
も
紛
争
の
重
要
な
要
素
（m

aterial elem
ents of 

the dispute

）
を
構
成
し
、
そ
の
地
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
引
渡
し
地
の
裁
判
所
で
被
告

を
提
訴
で
き
る
と
も
判
示
す
る

（
32
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
複
数
国
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
主
た
る
履
行
地
が
請
求
の
全
体
を
審
理
す
る
た
め
の

管
轄
を
有
す
る
が
、
そ
れ
を
決
定
で
き
な
い
と
き
は
、
原
告
は
自
身
が
選
択
し
た
履
行
地
の
あ
ら
ゆ
る
地
で
請
求
を
行
う
権
利
を
有
す
る

）
〇
〇
四
（
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こ
と
に
な
る

（
33
）

。

次
に
義
務
履
行
地
の
決
定
が
争
わ
れ
た
も
の
に
、G
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pe C
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事
件

（
34
）

が
あ
る
。
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
保
険
会
社
と
ド
イ
ツ
船
舶
所
有
者
ら
と
の
間
の
紛
争
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
港
か
ら
コ
ン
テ
ナ
船
で
ブ
ラ
ジ
ル
ま
で
輸
送
さ
れ
た
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
に
損
傷
が
発
見
さ
れ
、
原
告
保
険
会
社
が
荷
受
人
に
補

償
金
の
支
払
い
を
行
っ
た
後
に
、
荷
受
人
を
代
位
し
て
船
舶
所
有
者
ら
を
被
告
と
し
て
、
船
積
地
の
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事

件
で
あ
る
。
被
告
ら
は
、
運
送
契
約
の
義
務
履
行
地
で
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
管
轄
を
争
っ
た
。
第
一
審
と
第
二
審
に
お
い
て
管
轄
権

を
欠
く
と
の
理
由
で
敗
訴
し
た
原
告
の
上
告
を
受
け
て
、
破
棄
院
に
よ
り
、
契
約
事
件
に
関
す
る
特
別
裁
判
管
轄
を
規
定
す
る
Ｉ
ａ
規
則

七
条
㈠
⒜
（
条
約
五
条
㈠
）
の
「
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
」（place of perform

ance of the obligation in 

question

）
は
、
構
成
国
の
国
内
裁
判
所
が
そ
の
国
内
抵
触
規
則
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
準
拠
実
質
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
か
、
又
は
条
約

に
よ
り
自
律
的
に
実
際
に
履
行
が
行
わ
れ
た
若
し
く
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
地
と
解
釈
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る

（
35
）

。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
雇
用
契
約
の
場
合
を
除
き
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
意
味
に
お
け
る
履
行
地
は
、
係
属
裁
判
所
の
抵
触
規
則
に

よ
り
選
択
さ
れ
る
契
約
上
の
当
該
債
務
の
準
拠
法
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
と
す
る
従
前
の
解
釈
を
維
持
す
る

（
36
）

。
つ
ま
り
、
雇
用
契
約
に
お
け

る
労
務
提
供
地
の
よ
う
に
義
務
の
履
行
を
構
成
す
る
行
為
が
集
中
す
る
地
が
存
す
る
場
合
と
は
異
な
り

（
37
）

、
そ
の
よ
う
な
特
定
の
特
徴
の
な

い
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
の
特
定
や
履
行
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
契
約
に
基
づ
く
全
て
の
義
務
に
関
す
る
紛

争
に
つ
い
て
管
轄
を
集
中
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
適
切
で
も
な
い
と
し
て
、
契
約
準
拠
法
を
基
準
と
し
て
履
行
地
を
決
定
す
べ
き
と

判
示
す
る

（
38
）

。
そ
の
上
で
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
い
て
は
、
契
約
準
拠
法
が
一
九
八
〇
年
の
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
（
ロ
ー
マ
Ｉ

規
則
）
に
よ
り
統
一
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
管
轄
の
前
提
と
な
る
履
行
地
の
決
定
に
つ
き
係
属
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
る
リ
ス
ク

）
〇
〇
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
五

が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
39
）

。
本
判
決
に
よ
り
、
履
行
地
の
決
定
は
準
拠
法
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

か
ら
成
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
当
該
契
約
債
務
を
分
類
す
る
こ
と
、
第
二
に
ロ
ー
マ
Ｉ
規
則
を
参
照
し
そ
の
準
拠
法
が
適
用
す
る
こ
と
、

第
三
に
同
法
が
履
行
地
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る

（
40
）

。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
意
味
に
お
け
る
履
行
地
は
係
属
裁
判
所
の
抵
触
規
則
が
選
択
す
る
当
該
債
務
の
準
拠
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
も
、

同
一
契
約
か
ら
複
数
の
履
行
義
務
が
複
数
構
成
国
内
で
発
生
す
る
場
合
に
は
、
係
属
の
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
限
は
、
自
国
内
で
履
行
さ

れ
る
べ
き
義
務
に
基
づ
い
た
請
求
の
み
に
制
限
さ
れ
る
か
、
又
は
他
国
で
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
も
審
理
で
き
る
か
の
問
題
が
残

る
（
41
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
接
性
の
原
則
（principle of proxim

ity

）
に
立
つ
か
集
中
の
原
則
（principle of centralization

）
に
よ
る

か
に
依
存
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
前
者
は
、
当
該
紛
争
へ
の
近
接
性
即
ち
密
接
関
連
性
を
有
す
る
構
成
国
に
管
轄
を
付
与
す
る
考
え
で
、

そ
れ
に
依
る
と
、
構
成
国
裁
判
所
は
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
履
行
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
管
轄
を
有
す
る
。
後
者
は
、
一

つ
の
構
成
国
が
他
の
構
成
諸
国
で
発
生
し
て
い
る
関
連
の
紛
争
を
含
め
て
全
て
の
紛
争
の
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る

（
42
）

。

近
接
性
の
原
則
を
採
る
も
の
と
し
て
、
原
告
（
イ
タ
リ
ア
）
と
そ
の
代
理
商
で
あ
る
被
告
（
ベ
ル
ギ
ー
）
と
の
間
の
、
手
数
料
の
延
滞
金

と
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
の
支
払
い
に
関
す
る
紛
争
で
あ
るL

eath
ertex v. B

od
etex

事
件

（
43
）

が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規

則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
じ
契
約
か
ら
発
生
す
る
同
等
ラ
ン
ク
の
二
つ
の
義
務
に
基
い
た
訴
訟
に
お
い
て
、
国

内
裁
判
所
は
、
そ
の
所
在
地
の
抵
触
規
則
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
一
つ
が
そ
の
国
で
履
行
さ
れ
、
他
が
別
の
締
約
国
で
履
行
さ
れ
る

べ
き
場
合
、
そ
の
訴
訟
の
全
体
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
持
た
な
い
と
判
示
し
た

（
44
）

。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
履

行
地
で
あ
る
通
知
に
代
わ
る
補
償
金
支
払
い
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
は
容
認
さ
れ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
が
履
行
地
と
な
る
手
数
料
支
払

）
〇
〇
三
（
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に
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そ
の
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の
全
体
を
審
理
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る
管
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を
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な
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と
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そ
の
結
果
、
ベ
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ギ
ー
裁
判
所
に
は
、
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が
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で
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る
通
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に
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る
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八
十
七
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第
二
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（
二
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二
一
年
九
月
）

二
七
六

い
義
務
の
管
轄
権
は
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
の
見
解
に
従
え
ば
、
管
轄
の
分
割
と
そ
れ
に
よ
る
矛
盾
す
る
判
決
を
甘
受
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず

（
45
）

、
同
一
の
契
約
に
つ
き
複
数
の
裁
判
所
が
管
轄
を
持
つ
こ
と
に
な
る
事
態
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
こ
と
で
、
自
然
人
・
法
人

の
法
的
保
護
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
目
的
に
反
す
る
と
の
批
判
が
生
じ
る

（
46
）

。
こ
の
批
判
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判

所
は
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
は
認
め
な
が
ら
も
、
Ｉ
ａ
規
則
四
条
（
条
約
二
条
）
に
よ
り
、
原
告
は
常
に
、
被
告
の
住
所
地
の
裁
判
所
で

請
求
全
体
を
提
訴
す
る
選
択
権
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る

（
47
）

。
接
近
性
の
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
初

期
の
若
干
の
判
例
で
採
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
条
約
五
条
㈢
）
の
不
法
行
為
地
管
轄
の
解
釈
に
お
い
て

も
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
48
）

。

集
中
の
原
則
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
の
が
、
前
掲
のC

olor D
rack

事
件
判
決
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
に
つ
い
て
、
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
を
履
行
地
と
す
る
こ
と
で
、
欧
州
共
同
体
の

立
法
者
は
契
約
上
の
全
て
の
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
を
義
務
履
行
地
に
集
中
さ
せ
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
全
て
の
請
求
に
関
し
単
一

の
管
轄
権
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
述
べ
、
複
数
の
引
渡
地
が
あ
る
場
合
、
そ
の
履
行
地
は
契
約
と
最
密
接
関
連
性
を
有
す
る
裁
判

所
の
地
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
、
経
済
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
主
た
る
引
渡
地
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る

（
49
）

。
ま
た
、
そ
の
決
定

が
で
き
な
い
場
合
は
、
各
引
渡
地
が
紛
争
の
重
要
な
要
素
へ
の
近
接
性
と
い
う
十
分
な
密
接
関
連
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
原
告
は
自
身

が
選
択
し
た
引
渡
地
の
裁
判
所
で
提
訴
で
き
る
と
裁
定
す
る

（
50
）

。
こ
の
集
中
の
原
則
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
七
条
㈠
に
お
け

る
契
約
管
轄
を
解
釈
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
不
法
行
為
に
関
す
る
よ
り
最
近
の
判
決
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
51
）

。

⑵
　
役
務
提
供

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
が
対
象
と
す
る
役
務
提
供
の
範
囲
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
そ

）
〇
〇
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
七

の
初
期
に
は
、
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
な
ど
の
有
形
の
運
搬
装
置
上
に
記
録
さ
れ
、
箱
に
入
れ
ら
れ
て
買
主
に
提
供
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、

こ
の
場
合
、
七
条
㈠
⒝
が
対
象
と
す
る
動
産
売
買
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
買
主
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
経
由
で
直
接
的
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
購
入
す
る
方
法
で
、
こ
の
場
合
、
同
条
㈠
の
対
象
と
な
り
得
る
か
は
明
確
で
な
い
と
さ
れ
る

（
52
）

。
知

的
財
産
権
の
所
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
与
え
る
契
約
が
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
規
則
五
条
㈠

⒝
）
に
お
け
る
役
務
提
供
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
がF

alco an
d

 R
abitsch

 v. W
eller-L

in
d

h
orst

事
件

（
53
）

で
あ
る
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
所
在
の
原
告
ら
が
ド
イ
ツ
所
在
の
被
告
に
対
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ビ
デ
オ
録
画
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
の
支
払
い
請
求
と
契
約
上
に
根
拠
の
な
い
録
音
に
つ
い
て
の
著
作
権
侵
害
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
知
的

財
産
権
の
保
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
て
自
身
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
付
与
す
る
契
約
（
ラ
イ
セ
ン
ス
合
意
）
が
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
二
文
の
意
味
に
お
け
る
「
役
務
の
提
供
」（the provision of services

）
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
か
否
か
の

判
断
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
役
務
の
概
念
に
は
少
な
く
と
も
役
務
を
提
供
す
る
当
事
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
特
定
の
活
動
を
実
行
す
る
と
い

う
意
味
を
含
ま
れ
る
が
、
知
的
財
産
権
の
所
有
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
そ
の
権
利
の
利
用
権
を
付
与
す
る
契
約
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
活

動
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
推
察
で
き
な
い
と
し
、
そ
う
し
た
契
約
は
七
条
㈠
⒞
に
よ
り
同
条
㈠
⒜
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
す
る

（
54
）

。
そ
の
結

果
、
視
聴
覚
資
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
支
払
い
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
条
㈠
⒝
第
二
文
で
は
な
く
、
同
条
㈠
⒜
に
関
す
る

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
得
ら
れ
る
原
則
を
考
慮
し
て
特
別
管
轄
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
55
）

。

）
〇
〇
九
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上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
七

の
初
期
に
は
、
テ
ー
プ
や
デ
ィ
ス
ク
な
ど
の
有
形
の
運
搬
装
置
上
に
記
録
さ
れ
、
箱
に
入
れ
ら
れ
て
買
主
に
提
供
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、

こ
の
場
合
、
七
条
㈠
⒝
が
対
象
と
す
る
動
産
売
買
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
買
主
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
経
由
で
直
接
的
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
購
入
す
る
方
法
で
、
こ
の
場
合
、
同
条
㈠
の
対
象
と
な
り
得
る
か
は
明
確
で
な
い
と
さ
れ
る

（
52
）

。
知

的
財
産
権
の
所
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
与
え
る
契
約
が
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒝
（
規
則
五
条
㈠

⒝
）
に
お
け
る
役
務
提
供
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
がF

alco an
d

 R
abitsch

 v. W
eller-L

in
d

h
orst

事
件

（
53
）

で
あ
る
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
所
在
の
原
告
ら
が
ド
イ
ツ
所
在
の
被
告
に
対
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ビ
デ
オ
録
画
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
ロ

イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
の
支
払
い
請
求
と
契
約
上
に
根
拠
の
な
い
録
音
に
つ
い
て
の
著
作
権
侵
害
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
知
的

財
産
権
の
保
有
者
が
契
約
上
の
相
手
方
に
対
し
て
自
身
の
権
利
を
利
用
す
る
権
利
を
付
与
す
る
契
約
（
ラ
イ
セ
ン
ス
合
意
）
が
Ｉ
ａ
規
則
七

条
㈠
⒝
（
Ｉ
規
則
五
条
㈠
⒝
）
第
二
文
の
意
味
に
お
け
る
「
役
務
の
提
供
」（the provision of services

）
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
か
否
か
の

判
断
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
役
務
の
概
念
に
は
少
な
く
と
も
役
務
を
提
供
す
る
当
事
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
特
定
の
活
動
を
実
行
す
る
と
い

う
意
味
を
含
ま
れ
る
が
、
知
的
財
産
権
の
所
有
者
が
報
酬
と
引
換
え
に
そ
の
権
利
の
利
用
権
を
付
与
す
る
契
約
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
活

動
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
推
察
で
き
な
い
と
し
、
そ
う
し
た
契
約
は
七
条
㈠
⒞
に
よ
り
同
条
㈠
⒜
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
す
る

（
54
）

。
そ
の
結

果
、
視
聴
覚
資
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
く
支
払
い
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
条
㈠
⒝
第
二
文
で
は
な
く
、
同
条
㈠
⒜
に
関
す
る

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
得
ら
れ
る
原
則
を
考
慮
し
て
特
別
管
轄
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
55
）

。

）
〇
〇
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
七
八

（
２
）　
不
法
行
為
に
関
す
る
判
例

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
名
誉
毀
損
に
関
す
る
紛
争
と
著
作
権
や
商
標
権
侵
害
を
中
心

と
す
る
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
こ
れ
ら
の
不
法
行
為
は
、
結
果
発
生
地
が
国
境
を

越
え
て
拡
散
的
に
広
が
る
可
能
性
が
大
き
く
、
誰
で
も
が
容
易
に
被
害
者
・
加
害
者
と
な
り
得
る
だ
け
に
、
契
約
事
件
と
比
べ
て
判
例
も

少
な
く
な
い
。
な
お
、
不
法
行
為
に
関
す
る
特
別
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
規
則
は
、
Ｉ
規
則
で
は
五
条
㈢
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｉ
ａ

規
則
に
お
い
て
は
七
条
㈡
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
法
改
正
の
際
に
文
言
の
修
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

⑴
　
名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害

不
法
行
為
若
し
く
は
準
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
の
特
別
管
轄
を
定
め
る
Ｉ
ａ
規
則
は
、
七
条
㈡
に
お
い
て
、
原
告
に
損
害

発
生
地
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
地
の
裁
判
所
へ
提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
場
合
の
「
損
害
結
果
が
発
生
す
る
か
又
は
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
」（the place w

here the harm
ful event occurred or m

ay occur

）
と
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
か
又
は
被

害
の
結
果
発
生
地
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
関
す
る

判
例
を
紹
介
す
る
前
に
、
こ
の
問
題
が
争
点
と
な
っ
たB

ier B
.V

. v. M
in

es d
e P

otasse D
’A

lsace S
A

事
件

（
56
）

を
取
り
上
げ
る
。

本
件
は
、
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
塩
化
物
を
ラ
イ
ン
河
へ
投
棄
し
た
被
告
（
フ
ラ
ン
ス
）
に
対
し
、
被
害
を
受
け
た
原
告
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が

損
害
賠
償
を
求
め
て
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
条
約
五
条
㈢
）
が
特

別
管
轄
を
認
め
る
不
法
行
為
地
と
は
、
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
指
し
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
、
そ
の
何
れ
か
の
地
で

提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
双
方
を
容
認
す
る
こ
と
が
証
拠
及
び
裁
判
手
続
の
実
効
性
の
観
点
か

ら
有
用
で
あ
る
こ
と
、
加
害
行
為
地
の
み
の
優
先
は
、
一
般
管
轄
で
あ
る
被
告
住
所
地
管
轄
と
特
別
管
轄
で
あ
る
不
法
行
為
管
轄
が
多
く

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
七
九

の
場
合
で
一
致
し
、
そ
の
限
り
で
不
法
行
為
管
轄
規
定
の
有
効
性
が
失
わ
れ
、
他
方
で
、
結
果
発
生
地
の
み
の
優
先
は
、
加
害
行
為
地
と

被
告
住
所
地
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
損
害
発
生
の
原
因
に
特
に
近
接
す
る
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
、
更
に
、
多

く
の
構
成
国
に
お
け
る
国
内
の
立
法
・
判
例
法
に
お
い
て
、
そ
の
双
方
が
同
時
に
管
轄
原
因
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る

（
57
）

。

こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
行
わ
れ
た
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
に
も
適
用
で
き
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
世
界
が
関
わ
る
一
連
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
再
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

（
58
）

。

名
誉
毀
損
の
事
例
と
し
て
、
こ
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
以
前
の
オ
フ
ラ
イ
ン
で
の
事
件
で
あ
る
が
、
先
ずS

h
evill v. 

P
esse A

llian
ce S

A

事
件

（
59
）

を
紹
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
所
在
す
る
原
告
ら
が
、
被
告
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
の
新
聞
社
を
相
手
方
と
し
て
、
同
社
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
行
し
、
そ
の
大
部
分
を
同
国
内
で
頒
布
し
て
い
た
が
、
一
部
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
て
い
た
新
聞
の
記
事
に
よ
り
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
損
害
賠

償
を
求
め
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
前
掲
のB

ier B
.V

.

事
件
以
来
の
確
定
し
た
判
例
に
従
い
、
原
告
は
そ
の
選

択
に
よ
り
加
害
行
為
地
又
は
結
果
発
生
地
で
被
告
を
提
訴
で
き
る
と
し
た
上
で
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
、
加
害
行
為
地
と

は
新
聞
発
行
者
の
事
業
所
所
在
地
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
と
は
出
版
物
が
頒
布
さ
れ
た
地
で
あ
っ
て
且
つ
被
害
者
が
そ
の
地
で
知
ら
れ
て

い
る
場
合
で
あ
る
と
述
べ
る

（
60
）

。
そ
の
上
で
、
加
害
行
為
地
で
あ
る
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
の
裁
判
所
は
、
発
生
し
た
損
害
の
全
体
に
つ

い
て
の
管
轄
を
有
す
る
が
、
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
は
、
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
審
理
す
る
管
轄
し
か
持
た
な
い
と

判
示
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
行
わ
れ
た
名
誉
毀
損
を
評
価
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
発
生
す
る
被
害
範
囲
を
確
定
す
る
の
に
最
適
の
場

所
は
結
果
発
生
地
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
61
）

。
同
裁
判
所
は
ま
た
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
同
一
の
紛
争
の
様
々
な
側
面
に
つ
い
て

異
な
る
裁
判
所
が
裁
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
原
告
に
は
常
に
、
普
通
裁
判
籍
の
被
告
住
所
地
か
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
で
も
請
求
の

）
〇
四
四
（
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限
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、
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加
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、
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双
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が
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と
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の
事
例
と
し
て
、
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以
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で
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で
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先
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を
紹
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
所
在
す
る
原
告
ら
が
、
被
告
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
の
新
聞
社
を
相
手
方
と
し
て
、
同
社
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
行
し
、
そ
の
大
部
分
を
同
国
内
で
頒
布
し
て
い
た
が
、
一
部
が
イ
ン

グ
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ド
と
ウ
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に
お
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も
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さ
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新
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に
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ier B
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述
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の
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で
、
加
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で
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る
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の
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在
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は
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損
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た
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の
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面
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異
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本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
八
〇

全
部
に
つ
い
て
被
告
を
提
訴
す
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
こ
と
も
指
摘
す
る

（
62
）

。

本
件
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
新
聞
の
発
行
に
よ
る
名
誉
毀
損
事
案
に
つ
い
て
、B

ier B
.V

.

事
件
判
決
の
再
解
釈
を
行
い

（
63
）

、

原
告
は
加
害
行
為
地
と
し
て
出
版
社
の
事
業
所
所
在
地
と
、
結
果
発
生
地
と
し
て
新
聞
が
頒
布
さ
れ
た
全
て
の
構
成
国
に
お
い
て
も
被
告

を
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
の
加
害
行
為
地
で
提
訴
す
る
場
合
は
損
害
の
全
て
に
つ
い
て
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

の
、
後
者
の
結
果
発
生
地
で
提
訴
す
る
場
合
は
、
問
題
と
な
っ
た
構
成
国
内
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
提
訴
で
き
る
と
し
た
。
そ
の

た
め
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
、「
モ
ザ
イ
ク
理
論
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
オ
フ
ラ
イ
ン
の
事
案
で
あ
るS

h
evill

事
件
は
異
な
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
人
格
権
侵
害
が
争
わ
れ
た
の
が
、
次
の
併
合
審
理
のeD

ate A
d

vertisin
g G

m
bH

 v. X

事
件
とO

livier M
artin

ez, 

R
obert M

artin
ez v. M
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im

ited

事
件

（
64
）

で
あ
る
。

eD
ate

事
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
内
に
事
業
所
を
有
し
、‘w

w
w

. 

※
※
※
※.at. ’

の
ア
ド
レ
ス
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ポ
ー
タ
ル
を
運

営
し
て
い
る
被
告
が
、
そ
の
過
去
の
ニ
ュ
ー
ス
に
特
化
し
た
ペ
ー
ジ
欄
上
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
居
住
の
原
告
と
そ
の
弟
が
過
去
に
殺
人
罪

で
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
旨
の
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
に
対
し
、
記
事
に
お
い
て
実
名
を
使
用
す
る
こ
と
の
差
止
を
求
め
て
ド
イ
ツ

の
裁
判
所
で
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
管
轄
を
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
開
始
前
に
、
既
に
紛

争
の
情
報
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
一
方
のM

artin
ez

事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
俳
優
と
そ
の
父
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ド
レ
ス

‘w
w

w
. 

※
※
※
※.co.uk ’

か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
イ
ギ
リ
ス
新
聞
社
の
英
文
の
記
事
を
公
開
す
る
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
被
告
会
社
に
対
し
、
私
生
活
の
妨
害
と
肖
像
権
侵
害
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で

あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
も
被
告
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
当
該
記
事
と
肖
像
を
置
く
行
為
と
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
発
生
し
た
と
さ
れ
る
損

害
と
の
間
に
十
分
な
連
結
（connecting link

）
が
な
い
と
主
張
し
、
管
轄
を
争
っ
て
い
る
。

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
一

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、S

h
evill

事
件
判
決
の
判
断
を
確
認
し
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈢
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
「
損
害
を
も
た
ら
す

事
実
が
発
生
し
た
地
」
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
指
し
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
は
、
被
害
者
は
名
誉
毀
損

出
版
物
の
出
版
社
の
所
在
地
の
裁
判
所
又
は
出
版
物
が
頒
布
さ
れ
且
つ
被
害
者
が
自
身
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
と
主
張
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

構
成
国
内
の
裁
判
所
で
提
訴
で
き
る
が
、
前
者
の
裁
判
所
へ
の
提
訴
は
発
生
し
た
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
し
、
後
者
の
裁
判

所
へ
の
提
訴
は
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
権
を
有
す
る
と
述
べ
る

（
65
）

。
し
か
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
に
置
く
こ
と
と
、
印
刷
物
の
よ
う
な
伝
達
手
段
の
地
域
的
な
頒
布
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
オ
ン
ラ
イ

ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
世
界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が
瞬
時
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
閲
覧
は
コ
ン
テ

ン
ツ
を
置
い
た
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
に
あ
る
た
め
、
頒
布
を
基
準
と
す
る
こ
と
の
有
用
性
は
低
下
す
る
。
技
術
的
に
も
、
特
定
の
構
成

国
内
と
の
関
係
で
そ
の
頒
布
を
確
実
且
つ
正
確
に
定
量
化
し
、
専
ら
そ
の
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
を
算
定
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で

あ
る
と
は
言
え
ず
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
権
利
を
害
す
る
情
報
が
世
界
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
自
身

が
知
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
国
内
ご
と
に
自
身
の
権
利
を
分
割
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
深
刻
な
負
担
に
な
る
と

（
66
）

。
そ
の
上

で
、
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
場
合
に
つ
い
て
、S

h
evill

事
件
判
決
が
示
し
た
結
果
発
生
地
の
連
結
基
準
の
再

解
釈
を
次
の
よ
う
に
行
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
介
し
た
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
Ｅ
Ｕ
領
域
内
で
侵
害
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
発
生
し
た

全
損
害
に
つ
い
て
一
つ
の
裁
判
所
で
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に

置
か
れ
た
マ
テ
リ
ア
ル
が
個
人
の
人
格
権
に
与
え
る
影
響
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
被
害
者
の
利
益
の
中
心
（center of interest

）
の

地
の
裁
判
所
で
あ
る
。
人
が
そ
の
利
益
の
中
心
を
有
す
る
地
は
、
居
住
し
な
い
構
成
国
内
で
職
業
活
動
に
従
事
す
る
場
合
の
よ
う
な
例
外

）
〇
四
七
（
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、
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を
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ェ
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に
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と
、
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の
よ
う
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達
手
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の
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的
な
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と
は
区
別
さ
れ
る
べ
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と
し
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の
よ
う
に
述
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。
オ
ン
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上
の
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テ
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ツ
は
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中
の
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ネ
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・
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に
閲
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で
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も
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を
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に
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に
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が
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と
を
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に
、
発
生
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全
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に
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一
つ
の
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で
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を
提
起
で
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よ
う
に
修
正
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れ
な
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。
そ
の
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は
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上
に

置
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た
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ル
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個
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の
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に
与
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影
響
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も
適
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に
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で
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る
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の
利
益
の
中
心
（center of interest
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の
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の
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る
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が
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の
利
益
の
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を
有
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る
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は
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二
八
二

も
あ
る
が
、
通
常
は
そ
の
者
の
常
居
所
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
管
轄
は
、
被
告
に
と
っ
て
も
、
有
害
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
公
表
者

は
そ
れ
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
い
た
時
点
で
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
対
象
者
の
利
益
の
中
心
を
知
る
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

管
轄
規
則
の
予
見
可
能
性
と
い
う
目
的
と
合
致
す
る

（
67
）

。
結
局
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈢
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
発
生
し
た
全
て
の
損
害
に
つ

き
、
コ
ン
テ
ン
ツ
公
表
者
の
事
業
所
所
在
地
の
構
成
国
か
又
は
自
身
の
利
益
の
中
心
の
あ
る
構
成
国
の
裁
判
所
に
提
訴
で
き
る
。
被
害
者

は
ま
た
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
か
れ
て
い
る
か
又
は
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
っ
た
領
域
の
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
お

い
て
も
提
訴
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
係
争
裁
判
所
の
構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
を
有
す
る

と
（
68
）

。

eD
ate

事
件
の
判
断
は
、
基
本
的
に
はS

h
evill

事
件
の
モ
ザ
イ
ク
理
論
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
越
え
て
、
被
害
者
が

被
害
の
全
額
を
求
め
て
提
訴
で
き
る
法
域
の
数
を
明
ら
か
に
拡
大
す
る
。
即
ち
、
被
害
者
は
、
公
表
者
の
事
業
所
所
在
地
だ
け
で
な
く
被

害
者
が
利
益
の
中
心
を
持
つ
全
て
の
構
成
国
内
で
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
が
、
そ
の
他
に
有
害
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な

構
成
国
の
裁
判
所
で
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
構
成
国
内
で
被
っ
て
い
る
損
害
に
関
し
加
害
者
を
提
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
な

る
（
69
）

。
以
上
のS

h
evill

事
件
やeD

ate

事
件
は
個
人
の
人
格
権
侵
害
を
扱
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
近
時
、
法
人
の
人
格
権
侵
害
を
扱
っ

たB
olagsu
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（
70
）

に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
、

次
に
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
エ
ス
ト
ニ
ア
法
人
と
そ
の
従
業
員
で
あ
る
原
告
ら
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
業
者
団
体
で
あ
る
被
告
を
相
手
方
と
し
て
、
被
告

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
原
告
に
関
す
る
誤
っ
た
情
報
の
修
正
、
表
示
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
の
削
除
及
び
精
神
的
損
害

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
三

へ
の
補
償
を
求
め
て
エ
ス
ト
ニ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で

原
告
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
含
め
た
上
で
、
原
告
法
人
が
詐
欺
・
欺
瞞
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
、
同
サ
イ
ト
の
討
議
用
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
は
、
原
告
ら
へ
直
接
的
な
暴
力
行
為
を
要
求
す
る
も
の
が
多
数
あ
っ
た
。
原
告
ら
は
リ
ス
ト
か
ら
の
除

去
と
コ
メ
ン
ト
の
削
除
を
求
め
た
が
、
被
告
に
よ
り
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
該
情
報
と
コ
メ
ン
ト
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
書
か
れ
、

エ
ス
ト
ニ
ア
で
の
被
害
発
生
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー
ネ
で
の
取
引
高
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
被
害
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、S

h
evill

事
件
やeD

ate

事
件
な
ど
の
先
例
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う

に
判
断
す
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
申
立
て
の
場
合
、
侵
害
は
通
常
、
被
害
者
が
評
判
を
享
受
す
る
地

で
あ
る
そ
の
者
の
利
益
の
中
心
で
最
も
強
く
受
け
る
。
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
マ
テ
リ
ア
ル
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
損
害
が
最
も
顕
著
に
発
生
す
る
地
を
反
映
す
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
が
、
そ

の
者
の
権
利
に
対
す
る
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
影
響
を
評
価
す
る
最
適
な
地
と
い
え
る
。
ま
た
、
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
管
轄
の
予
見
可

能
性
と
い
う
目
的
に
も
合
致
す
る

（
71
）

。
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
被
害
が
本
質
的
に
物
質
的
な
も
の
か
非
物
質
的
か
の
問
題
と
関
係
が
な
け

れ
ば
、
適
正
な
司
法
行
政
の
利
益
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
も
の
で
、
特
段
に
原
告
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
者

が
自
然
人
か
法
人
か
は
決
定
的
で
は
な
い
。
更
に
、
法
人
の
利
益
の
中
心
は
、
そ
の
商
業
的
評
判
が
最
も
堅
固
に
確
立
さ
れ
地
で
あ
る
経

営
活
動
の
主
要
部
分
の
実
行
地
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
事
業
所
の
所
在
地
が
ど
こ
か
は
決
定
的
な
基
準
で
な
い
と
判
示
す

る
（
72
）

。以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
不
正
確
な
情
報
の
公
表
と
コ
メ
ン
ト
の
削

）
〇
四
四
（
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。
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ェ
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サ
イ
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述
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さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
該
情
報
と
コ
メ
ン
ト
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
書
か
れ
、

エ
ス
ト
ニ
ア
で
の
被
害
発
生
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー
ネ
で
の
取
引
高
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
被
害
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、S

h
evill

事
件
やeD

ate

事
件
な
ど
の
先
例
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う

に
判
断
す
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
申
立
て
の
場
合
、
侵
害
は
通
常
、
被
害
者
が
評
判
を
享
受
す
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受
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損
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に
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、
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す
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え
る
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た
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に
も
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に
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と
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が
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け

れ
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司
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で
、
特
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に
原
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を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
た
め
、
そ
の
者

が
自
然
人
か
法
人
か
は
決
定
的
で
は
な
い
。
更
に
、
法
人
の
利
益
の
中
心
は
、
そ
の
商
業
的
評
判
が
最
も
堅
固
に
確
立
さ
れ
地
で
あ
る
経

営
活
動
の
主
要
部
分
の
実
行
地
を
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し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
事
業
所
の
所
在
地
が
ど
こ
か
は
決
定
的
な
基
準
で
な
い
と
判
示
す

る
（
72
）

。以
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の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
裁
判
所
は
、
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規
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七
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は
、
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ト
上
で
の
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と
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四
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七
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第
二
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（
二
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二
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年
九
月
）

二
八
四

除
の
怠
慢
に
よ
る
人
格
権
侵
害
を
主
張
す
る
法
人
は
、
そ
の
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
構
成
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
そ
の
情
報
の
訂
正
、

コ
メ
ン
ト
の
削
除
及
び
被
っ
た
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
の
補
償
を
求
め
て
提
訴
で
き
る
。
ま
た
、
法
人
が
登
録
事
務
所
の
所
在
地
と
は
別

の
構
成
国
内
で
活
動
の
主
要
部
分
を
実
行
す
る
場
合
も
、
同
法
人
は
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
別
の
構
成
国
内
に
お
い

て
加
害
者
を
提
訴
で
き
る
と
す
る

（
73
）

。
更
に
、
オ
ン
ラ
ン
上
の
情
報
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
性
質
と
そ
れ
ら
の
頒
布
の
範
囲
が
普

遍
的
で
あ
る
点
を
考
慮
し
、
単
一
且
つ
不
可
分
で
あ
る
情
報
の
訂
正
と
コ
メ
ン
ト
の
削
除
の
申
立
て
は
、
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
の
賠
償

請
求
に
つ
き
判
断
す
る
管
轄
権
を
持
つ
裁
判
所
の
み
が
判
断
で
き
、
そ
の
管
轄
権
を
有
し
な
い
裁
判
所
は
で
き
な
い
と
も
判
示
す
る

（
74
）

。

⑵
　
知
的
財
産
権
侵
害

名
誉
毀
損
・
人
格
権
侵
害
の
場
合
と
同
様
に
、
電
子
的
手
段
を
介
し
て
行
わ
れ
る
知
的
財
産
権
の
侵
害
の
場
合
も
、
複
数
国
内
で
同
時

的
に
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
侵
害
の
地
の
決
定
が
困
難
に
な
る
。
Ｉ
ａ
規
則
は
、
知
的
財
産
権
の
登
録
と
有
効
性
に
関
す

る
紛
争
に
つ
き
、
そ
の
専
属
管
轄
を
定
め
た
第
六
節
の
二
四
条
㈣
に
別
途
規
定
を
置
く
が
、
不
法
行
為
に
関
し
て
は
明
文
規
定
を
欠
く
た

め
、
不
法
行
為
一
般
の
管
轄
規
則
で
あ
る
七
条
㈡
の
適
用
が
問
題
に
な
る

（
75
）

こ
と
か
ら
、
同
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
に
つ
い

て
、
著
作
権
侵
害
事
案
か
ら
紹
介
し
た
い
。

⒜
　
著
作
権
侵
害

先
ず
、P

eter P
in

ckn
ey v. K

D
G

 M
ed

iatech
 A

G

事
件

（
76
）

を
紹
介
す
る
。
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
原
告
が
、
被
告
オ
ー
ス

ト
リ
ア
会
社
を
相
手
方
と
し
て
、
自
身
が
提
供
し
別
の
グ
ル
ー
プ
が
レ
コ
ー
ド
化
し
て
い
た
楽
曲
に
つ
き
、
被
告
に
よ
り
無
断
で
オ
ー
ス

ト
リ
ア
国
内
に
お
い
て
Ｃ
Ｄ
に
複
製
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
販
売
さ
れ
た
と
し
て
、
著
作
権
侵
害
に
根

拠
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
当
該
Ｃ
Ｄ
は
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
の
依
頼
を
受
け
被
告
が
自
国

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
五

内
で
プ
レ
ス
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
被
害
者
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
全
て
の
構

成
国
内
で
提
訴
す
る
選
択
権
を
有
す
る
か
、
及
び
構
成
国
内
に
所
在
す
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
た
（directed at

）
こ
と
が
必
要
か
又

は
他
の
明
確
な
連
結
要
素
の
存
在
が
必
要
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
解
釈
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
不
法
行
為
の

発
生
地
の
特
定
に
お
い
て
、
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
侵
害
と
を
区
別
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①

同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
発
生
す
る
損
害
が
権
利
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
こ
と
、
②
特
定
構
成
国
内
で
被
害
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
は
、

侵
害
さ
れ
る
権
利
が
そ
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
要
件
に
服
す
こ
と
、
③
管
轄
の
付
与
は
、
十
分
な
根
拠
の
あ
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
を

判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
従
っ
て
、
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
の
侵
害
つ
い
て
は
、

eD
ate

事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
理
論
は
採
用
で
き
ず
、
権
利
の
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る

登
録
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
す
る

（
77
）

。
そ
の
上
で
、
こ
の
結
論
は
、
登
録
を
要
せ
ず
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
著
作
権
に
も
当
て

は
ま
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
活
動
が
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
て
（directed to

）
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
同
一
七
条
㈠
⒞
と

は
異
な
り
、
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
す
る
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
る
た
め
、
著
作
権
侵
害
の

場
合
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
が
原
告
の
著
作
権
を
保
護
し
、
損
害
が
そ
の
法
域
内
で
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
係
属

裁
判
所
の
管
轄
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
被
告
に

よ
る
作
品
の
複
製
物
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で
き
る
可
能
性
の
存
在
に

な
る
。
だ
が
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
保
護
は
そ
の
構
成
国
内
で
の
み
有
効
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
、
自
身
の
構

）
〇
四
三
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
五

内
で
プ
レ
ス
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
被
害
者
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
全
て
の
構

成
国
内
で
提
訴
す
る
選
択
権
を
有
す
る
か
、
及
び
構
成
国
内
に
所
在
す
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
た
（directed at

）
こ
と
が
必
要
か
又

は
他
の
明
確
な
連
結
要
素
の
存
在
が
必
要
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
の
解
釈
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
不
法
行
為
の

発
生
地
の
特
定
に
お
い
て
、
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
侵
害
と
を
区
別
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①

同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
発
生
す
る
損
害
が
権
利
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
こ
と
、
②
特
定
構
成
国
内
で
被
害
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
は
、

侵
害
さ
れ
る
権
利
が
そ
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
要
件
に
服
す
こ
と
、
③
管
轄
の
付
与
は
、
十
分
な
根
拠
の
あ
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
を

判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
従
っ
て
、
知
的
財
産
権
・
工
業
所
有
権
の
侵
害
つ
い
て
は
、

eD
ate

事
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
理
論
は
採
用
で
き
ず
、
権
利
の
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
最
適
な
地
で
あ
る

登
録
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
す
る

（
77
）

。
そ
の
上
で
、
こ
の
結
論
は
、
登
録
を
要
せ
ず
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
著
作
権
に
も
当
て

は
ま
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
は
、
活
動
が
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
て
（directed to

）
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
同
一
七
条
㈠
⒞
と

は
異
な
り
、
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
す
る
か
又
は
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
唯
一
の
要
件
で
あ
る
た
め
、
著
作
権
侵
害
の

場
合
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
が
原
告
の
著
作
権
を
保
護
し
、
損
害
が
そ
の
法
域
内
で
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
に
は
、
係
属

裁
判
所
の
管
轄
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
被
告
に

よ
る
作
品
の
複
製
物
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で
き
る
可
能
性
の
存
在
に

な
る
。
だ
が
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
保
護
は
そ
の
構
成
国
内
で
の
み
有
効
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
、
自
身
の
構

）
〇
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
八
六

成
国
内
で
発
生
し
た
被
害
の
み
を
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る

（
78
）

。
最
終
的
に
、
著
作
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
著
作
物
が
係
属
裁
判
所
の
構
成

国
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
場
合
、
七
条
㈡
に
よ
り
、
そ
の
係
属
裁
判
所
は
、
同
国
内
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
を

通
じ
て
、
別
の
構
成
国
内
の
企
業
が
支
持
材
上
（on a m

aterial support

）
に
複
製
し
た
著
作
物
を
第
三
国
内
の
企
業
が
販
売
す
る
と
き
、

著
作
者
に
よ
る
複
製
物
の
製
作
者
に
対
す
る
責
任
訴
訟
を
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
す
る

（
79
）

。

か
く
し
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
被
害
者
は
、
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
全
て
構
成
国
内
で
提

訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
構
成
国
内
に
所
在
す
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（directed at

）
か
若
し
く
は
他
の
連
結
点
が
必
要

か
と
い
う
標
的
（targeting

）
の
問
題
か
ら
論
点
を
変
更
し
、
物
質
の
形
で
存
在
し
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
販
売
さ
れ
る
媒
体
と
い
う
非
常
に

限
定
的
な
問
題
に
絞
り
判
断
を
行
う

（
80
）

。
そ
し
て
、
構
成
国
の
裁
判
所
は
、
他
の
構
成
国
内
の
事
業
者
で
且
つ
そ
の
構
成
国
の
法
域
内
か
ら

ア
ク
セ
ス
可
能
な
サ
イ
ト
上
で
販
売
さ
れ
る
作
品
の
複
製
物
を
製
作
す
る
事
業
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
当
該

国
家
内
に
お
け
る
損
害
に
関
し
て
の
み
裁
定
で
き
る
と
判
示
す
る
。
同
様
に
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
が
、
複
数
の
構
成
国
内
に
所
在
す
る

複
数
の
著
作
権
侵
害
者
が
関
わ
る
事
案
がH

i H
otel H

C
F

 S
A

R
L

 v. U
w

e S
poerin

g

事
件

（
81
）

で
あ
る
。

本
件
で
は
、
ド
イ
ツ
居
住
の
写
真
家
で
あ
る
原
告
と
フ
ラ
ン
ス
所
在
の
被
告
会
社
と
の
間
で
、
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
被
告
が
所
有

す
る
ホ
テ
ル
の
室
内
の
写
真
撮
影
を
行
い
、
被
告
は
そ
の
写
真
に
つ
い
て
広
告
用
冊
子
と
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
お
い
て
の
み
利
用
で
き
る

旨
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
合
意
に
反
し
、
写
真
が
被
告
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
も
事
業
所
を
有
す
る
ド
イ
ツ
の
出
版

社
に
譲
渡
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
室
内
装
飾
に
関
す
る
書
籍
に
利
用
さ
れ
た
た
め
、
原
告
が
そ
の
差
止
め
と
損
害
賠
償
を
求
め
て

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
提
訴
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
著
作
権
の
侵
害
に
関
し
、
複

数
の
加
害
者
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
場
合
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
の
法
域
内
に
お
い
て
は

）
〇
四
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
七

侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
管
轄
を
確
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
は
当
該
紛
争
と
損
害
の
事
実
の
発
生
地
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
と

の
間
の
密
接
関
連
性
の
存
在
に
基
づ
い
て
管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
関
連
性
の
特
定
が
被
告
の
責
任
の
判
断
に
最

適
な
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
の
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
切
に
係
属
で
き
る
唯
一
の
裁
判
所
は
、
そ
の
連
結
点
が
所
在

す
る
法
域
内
の
裁
判
所
で
あ
る
と
述
べ
る

（
82
）

。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
推
定
の
加
害
者
が
複
数
存
在
し
、
そ
の
内
の
一
人
に
つ
い
て
の

み
、
そ
の
者
が
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
法
域
内
で
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
原
因
と
な
る
事
実
が
七
条
㈡
の
意
味
で
裁
判
所
の
法
域
内
で
発
生

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
推
定
の
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
損
害
の

原
因
と
な
る
事
実
の
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
は
容
認
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る

（
83
）

。

だ
が
、
推
定
の
加
害
者
の
一
人
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

構
成
国
の
裁
判
所
に
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
か
に
つ
き
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
つ
きP

in
ckn

ey

事
件
が
係
属
裁
判
所
の
構

成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
著
作
権
侵
害
に
関
し
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
同
国
の
領
域
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み

裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で

（
84
）

、
七
条
㈡
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

構
成
国
内
の
保
護
著
作
権
の
侵
害
に
つ
き
想
定
さ
れ
る
加
害
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
想
定
加
害
者
は
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、

損
害
の
原
因
事
実
に
基
づ
く
管
轄
の
確
立
は
容
認
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
に
お
い
て
損
害
発
生
の
可
能
性
が
存
す

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
七
条
㈡
に
よ
り
管
轄
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
係
属
裁
判
所
は
、
そ
の

構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と

（
85
）

。
こ
の
判
断
の
意
図
は
、
非
居
住
の
共
同
侵
害

者
に
よ
る
行
為
の
地
で
も
現
実
の
損
害
発
生
地
で
も
な
い
構
成
国
に
お
け
る
訴
訟
を
回
避
し
て
、
侵
害
者
が
そ
の
国
で
行
為
を
行
っ
て
い

）
〇
四
九
（
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侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
管
轄
を
確
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
は
当
該
紛
争
と
損
害
の
事
実
の
発
生
地
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
と

の
間
の
密
接
関
連
性
の
存
在
に
基
づ
い
て
管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
関
連
性
の
特
定
が
被
告
の
責
任
の
判
断
に
最

適
な
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
の
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
切
に
係
属
で
き
る
唯
一
の
裁
判
所
は
、
そ
の
連
結
点
が
所
在

す
る
法
域
内
の
裁
判
所
で
あ
る
と
述
べ
る

（
82
）

。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
推
定
の
加
害
者
が
複
数
存
在
し
、
そ
の
内
の
一
人
に
つ
い
て
の

み
、
そ
の
者
が
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
法
域
内
で
提
訴
さ
れ
る
場
合
、
原
因
と
な
る
事
実
が
七
条
㈡
の
意
味
で
裁
判
所
の
法
域
内
で
発
生

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
推
定
の
加
害
者
の
一
人
に
つ
き
、
損
害
の

原
因
と
な
る
事
実
の
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
は
容
認
さ
れ
な
い
と
判
示
す
る

（
83
）

。

だ
が
、
推
定
の
加
害
者
の
一
人
が
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
で
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に

構
成
国
の
裁
判
所
に
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
か
に
つ
き
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
つ
きP
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ckn

ey

事
件
が
係
属
裁
判
所
の
構

成
国
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
著
作
権
侵
害
に
関
し
、
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
同
国
の
領
域
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み

裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で

（
84
）

、
七
条
㈡
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

構
成
国
内
の
保
護
著
作
権
の
侵
害
に
つ
き
想
定
さ
れ
る
加
害
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
想
定
加
害
者
は
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、

損
害
の
原
因
事
実
に
基
づ
く
管
轄
の
確
立
は
容
認
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
係
属
裁
判
所
の
法
域
内
に
お
い
て
損
害
発
生
の
可
能
性
が
存
す

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
七
条
㈡
に
よ
り
管
轄
が
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
係
属
裁
判
所
は
、
そ
の

構
成
国
の
領
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
裁
定
す
る
管
轄
を
有
す
る
と

（
85
）

。
こ
の
判
断
の
意
図
は
、
非
居
住
の
共
同
侵
害

者
に
よ
る
行
為
の
地
で
も
現
実
の
損
害
発
生
地
で
も
な
い
構
成
国
に
お
け
る
訴
訟
を
回
避
し
て
、
侵
害
者
が
そ
の
国
で
行
為
を
行
っ
て
い

）
〇
四
九
（
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な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
損
害
が
発
生
す
る
構
成
国
へ
の
提
訴
を
容
認
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る

（
86
）

。
こ
のH
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事
件

（
87
）

で

あ
る
。

本
件
は
、
プ
ロ
の
建
築
写
真
家
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
居
住
の
原
告
が
撮
影
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
建
築
家
Ａ
の
建
築
物
の
写
真
が
ド

イ
ツ
の
被
告
会
社
に
よ
り
無
断
使
用
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
Ａ
は
被
告
が
企
画
し
た
会
議
内
で
Ａ
自
身
の
建
築
物
の
解
説
の
た
め
に
、
原

告
の
許
可
を
得
て
写
真
を
使
用
し
て
い
た
が
、
後
に
、
被
告
が
原
告
と
Ａ
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
そ
の
写
真
を
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
に
掲
載
し
、
閲
覧
と
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
な
状
態
に
置
い
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
提
訴
に

及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
写
真
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
著
作
権
侵
害
の
申
立
て
に
つ

き
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
著
作
権
の
権
利
者
の
居
住
地
国
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
以
外
の
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ

ン
名
で
管
理
さ
れ
る
場
合
に
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
、
侵
害
者
の
所
在
地
の
構
成
国
の
み
に
管
轄
を
認
め
る
か
、
又

は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
向
け
ら
れ
て
い
る
構
成
国
に
も
容
認
す
る
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
例
に
よ
り
、
七
条
㈡
に
お
い
て
不
法
行
為
に
関
し
て
管
轄
が
容
認
さ
れ
る
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生

し
た
か
又
は
発
生
す
る
危
険
が
あ
る
地
」
と
は
、
損
害
発
生
地
（
結
果
発
生
地
）
と
損
害
を
発
生
さ
せ
る
事
実
の
地
（
行
為
地
）
の
双
方
を

指
し
、
原
告
は
そ
の
選
択
に
よ
り
そ
れ
ら
の
何
れ
か
一
方
の
裁
判
所
で
被
告
を
提
訴
で
き
る
こ
と
を
確
認
し

（
88
）

、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

本
件
で
は
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
写
真
著
作
物
を
利
用
可
能
な
状
態
に
置
い
た
こ
と
に
よ
る
侵
害

の
場
合
に
お
け
る
、
結
果
発
生
地
と
行
為
地
の
決
定
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
先
ず
行
為
地
の
決
定
に
つ
い
て
、
損

害
発
生
の
原
因
と
な
る
事
実
は
、
被
告
が
原
告
の
許
諾
を
得
な
い
で
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
写
真
を
置
い
た
行
為
で
あ
り
、

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
八
九

侵
害
を
構
成
す
る
可
能
性
の
あ
る
作
為
又
は
不
作
為
は
被
告
の
本
拠
地
の
み
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
地
は
、
被
告
が
写
真

を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
置
く
こ
と
を
決
定
し
且
つ
実
行
し
た
地
で
あ
る
か
ら
と
結
論
づ
け
る

（
89
）

。
結
局
、
原
告
の
構
成
国
の
係
属
裁
判
所
に
対

し
、
侵
害
行
為
の
実
行
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
を
付
与
で
き
な
い
た
め
、
次
に
裁
判
所
は
、
結
果
発
生
地
と
し
て
の
係
属
裁
判
所

の
管
轄
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
へ
と
進
む
。

こ
の
点
に
つ
き
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、P

in
ckn

ey

事
件
に
お
い
て
既
に
、
著
作
権
侵
害
の
場
合
、
七
条
㈡
の
意
味
に
お
け
る
特
定
構

成
国
内
の
損
害
発
生
の
成
立
に
は
、
同
構
成
国
内
で
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
確
認
す
る
。
ま
た
、
被
告
に
よ
る
、
自

己
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
ド
イ
ツ
固
有
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名‘.de ’

を
使
用
す
る
も
の
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
向
け
ら
れ
ず
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
で
は
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
と
の
主
張
に
対
し
て
も
、P

in
ckn

ey

事
件
に
従
い
、
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
に
関

す
る
Ｉ
ａ
規
則
一
七
条
㈠
⒞
と
は
異
な
り
、
七
条
㈡
は
当
該
活
動
が
構
成
国
に
「
向
け
ら
れ
て
」（directed to

）
い
る
こ
と
を
要
件
と
し

な
い
た
め
、
損
害
の
発
生
・
見
込
み
は
、
係
属
構
成
国
か
ら
被
告
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
原
告
が
権
利
を
持
つ
写
真
へ
の
ア
ク
セ
ス

可
能
性
で
良
い
と
述
べ
る
。
最
終
的
に
、
七
条
㈡
に
よ
り
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
に
お
け
る
保
護
著
作
権
の
侵
害
の
場
合
、
裁
判
所
は
、

損
害
発
生
地
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
そ
の
法
域
内
よ
り
ア
ク
セ
ス
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
著
作
物
が
置
か
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

賠
償
請
求
を
審
理
す
る
管
轄
を
有
し
、
そ
の
場
合
は
、
構
成
国
内
で
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
判
断
で
き
る
と
判
示
す
る

（
90
）

。
し
か

し
、
こ
の
裁
判
所
の
判
断
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
強
い
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

本
件
の
法
務
官
は
、
損
害
が
非
局
在
化
さ
れ
て
（delocalised

）
い
る
本
件
にP

in
ckn

ey

事
件
判
決
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
実
行

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
裁
判
所
の
判
断
に
反
対
す
る

（
91
）

。
両
事
件
は
同
様
に
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
が
、
Ｃ
Ｄ

の
複
製
と
オ
ン
ラ
イ
ン
市
場
で
の
販
売
と
い
う
金
銭
的
報
酬
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
案
で
、
損
害
発
生
地
を
確
定
で
き
る

）
〇
四
四
（
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求
を
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す
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を
有
し
、
そ
の
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合
は
、
構
成
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内
で
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生
し
た
損
害
に
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い
て
の
み
判
断
で
き
る
と
判
示
す
る

（
90
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。
し
か

し
、
こ
の
裁
判
所
の
判
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に
対
し
、
次
の
よ
う
な
強
い
異
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が
出
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は
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が
非
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在
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る
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を
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用
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と
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も
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実
行

で
き
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い
可
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性
が
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る
と
し
、
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の
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に
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る
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に
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四
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八
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（
二
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二
一
年
九
月
）

二
九
〇

P
in

ckn
ey

事
件
と
は
異
な
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
ア
ク
セ

ス
の
可
能
性
だ
け
で
は
損
害
発
生
地
の
確
定
が
困
難
で
あ
り
、
報
酬
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
な
く
、
事
業
の
一
部
と
し
て
の
公
衆
へ

の
通
信
行
為
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
管
轄
が
容
認
さ
れ
て
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
原
告
著
作
権
に
対
す
る
侵

害
は
な
い
、
或
い
は
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
も
損
害
の
程
度
は
低
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
か
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
損
害
の
地
域
的
な
分
割
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
、
被
っ
た
損
害
の
全
体
に
つ
い
て
原
告
に
補
償
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、

P
in

ckn
ey

事
件
の
判
例
法
と
は
矛
盾
す
る
と

（
92
）

。
そ
こ
で
、
七
条
㈡
の
運
用
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
に
よ
り
損
害
が
非

局
在
化
さ
れ
る
場
合
、
損
害
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
発
生
地
の
基
準
を
排
除
し
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
出
来
事
の
発
生
地
国
の
裁
判
所

に
の
み
管
轄
を
制
限
す
べ
き
と
提
案
さ
れ
る

（
93
）

。

⒝
　
商
標
権
侵
害

W
in

tersteiger A
G

 v. P
rod

u
cts 4U

 S
on

d
erm

asch
in

en
bau

 G
m

bH

事
件

（
94
）

で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
商
標
権
侵
害
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
拠
点
を
置
く
、
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
具
の
製
造
・
販
売
を
行
う
会
社
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
商
標
で
あ
る‘W

intersteiger ’

の
所
有
権
者
で
あ
る
。
他
方
、
被
告
は
、
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
具
の
修
理
・
修
繕
道
具
の
開

発
及
び
販
売
を
行
う
ド
イ
ツ
法
人
で
あ
る
が
、
原
告
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
用
具
の
た
め
の
付
属
品
を
、
原
告
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く

「W
itersteiger

付
属
品
」（W

intersteiger-Z
ubehör

）
の
名
で
製
造
・
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
被
告
は
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
以
降
、

‘G
oogle Internet ’

上
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
広
告
シ
ス
テ
ム
に
キ
ー
ワ
ー
ド
（A

dW
ord

）
と
し
て‘W

intersteiger ’

の

登
録
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
登
録
の
保
有
は
、G

oogle

ド
イ
ツ
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.de ’

に
限
ら
れ
、
ユ
ー
ザ
が
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て‘W

intersteiger ’
を
入
力
す
る
と
、
検
索
結
果
の
最
初
に
原
告
の
ウ
ェ

）
〇
四
四
（

イ
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二
九
一

ブ
サ
イ
ト
へ
リ
ン
ク
さ
れ
た
が
、
同
時
に
広
告
欄
が
現
れ
、
被
告
の
広
告
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、G

oogle

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.at ’

に
お
い
て
は
、‘W

intersteiger ’

を
検
索
し
て
も
被
告
の
広
告
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
、‘google.de ’

上
に
被
告
が
広
告
を
置
く
こ
と
に
よ
り
原
告
が
有
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
標
権

を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
差
し
止
め
を
求
め
て
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、‘google.de ’

は
専
ら
ド
イ
ツ
国
内
の
ユ
ー
ザ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
広
告
は
ド
イ
ツ
国
内
の
消
費
者
の
み
を
視
野

に
入
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
裁
判
所
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
様
々
な
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
お
い
て
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
権
に
関
し
、
他
の
構
成
国
に
所
在

す
る
者
に
よ
り
そ
の
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡

（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
に
基
づ
く
管
轄
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、eD

ate

事
件
に
お
い
て
七
条
㈡
の
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
危
険
が
あ
る

地
」
の
表
現
は
、
損
害
発
生
地
と
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
の
双
方
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
損
害
発
生
地
に
つ
い

て
検
討
し
、eD

ate

事
件
で
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
全
て
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
人
格
権
侵
害
の
文
脈
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
件
の
よ
う
な
保
護
が
登
録
さ
れ
る
構
成
国
内
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
知
的
財
産
権
侵
害
に
は
適
用
で
き

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
95
）

。
そ
の
上
で
、
自
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
の
侵
害
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
の
は
、
当
該
商
標
の
登
録
の
構

成
国
で
あ
り
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
権
利
所
有
者
に
発
生
し
た
全
損
害
を
判
定
し
、
全
侵
害
の
停
止
の
申
立
て
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す

る
と
す
る
と
し
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ

ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
の
訴
訟
は
、
当
該
商
標
の
登
録
構
成
国
の
裁
判

）
〇
四
七
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
一

ブ
サ
イ
ト
へ
リ
ン
ク
さ
れ
た
が
、
同
時
に
広
告
欄
が
現
れ
、
被
告
の
広
告
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、G

oogle

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト‘google.at ’

に
お
い
て
は
、‘W

intersteiger ’

を
検
索
し
て
も
被
告
の
広
告
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
、‘google.de ’

上
に
被
告
が
広
告
を
置
く
こ
と
に
よ
り
原
告
が
有
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
標
権

を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
差
し
止
め
を
求
め
て
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、‘google.de ’

は
専
ら
ド
イ
ツ
国
内
の
ユ
ー
ザ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
広
告
は
ド
イ
ツ
国
内
の
消
費
者
の
み
を
視
野

に
入
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
裁
判
所
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
様
々
な
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
お
い
て
、
係
属
裁
判
所
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
権
に
関
し
、
他
の
構
成
国
に
所
在

す
る
者
に
よ
り
そ
の
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
が
主
張
さ
れ
る
場
合
の
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡

（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
に
基
づ
く
管
轄
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
先
ず
、eD
ate

事
件
に
お
い
て
七
条
㈡
の
「
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
危
険
が
あ
る

地
」
の
表
現
は
、
損
害
発
生
地
と
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
の
双
方
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
損
害
発
生
地
に
つ
い

て
検
討
し
、eD

ate

事
件
で
示
さ
れ
た
被
害
者
の
利
益
の
中
心
の
基
準
は
、
全
て
の
構
成
国
内
で
保
護
さ
れ
る
人
格
権
侵
害
の
文
脈
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
件
の
よ
う
な
保
護
が
登
録
さ
れ
る
構
成
国
内
の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
る
知
的
財
産
権
侵
害
に
は
適
用
で
き

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
95
）

。
そ
の
上
で
、
自
国
内
で
保
護
さ
れ
る
商
標
の
侵
害
を
最
も
適
切
に
評
価
で
き
る
の
は
、
当
該
商
標
の
登
録
の
構

成
国
で
あ
り
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
権
利
所
有
者
に
発
生
し
た
全
損
害
を
判
定
し
、
全
侵
害
の
停
止
の
申
立
て
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す

る
と
す
る
と
し
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ

ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
侵
害
の
訴
訟
は
、
当
該
商
標
の
登
録
構
成
国
の
裁
判

）
〇
四
七
（
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七
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一
年
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月
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二
九
二

所
に
提
起
で
き
る
と
結
論
づ
け
る

（
96
）

。
続
い
て
裁
判
所
は
、
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

検
索
エ
ン
ジ
ン
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
の
使
用
に
よ
る
侵
害
訴
訟
の
場
合
、
重
要
な
要
因
は
、
広
告
自
体
の
表
示

（display
）
で
は
な
く
、
制
作
さ
れ
た
広
告
を
表
示
す
る
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
広
告
主
に
よ
る
起
動
（activation

）
に
あ
る
。
商
標

を
業
と
し
て
（in the course of trade

）
利
用
す
る
者
は
、
検
索
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で
は
な
く
、
商
標
と
同
一
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
択

す
る
広
告
主
で
あ
り
、
商
標
法
違
反
の
可
能
性
が
発
生
す
る
事
実
は
、
自
身
の
商
取
引
の
た
め
に
検
索
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
広
告
主
の

行
為
の
中
に
あ
る
。
従
っ
て
、
損
害
の
原
因
事
実
の
発
生
地
は
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
管
理
者
が
所
有
す
る
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
で
は
な
く
、

広
告
の
表
示
プ
ロ
セ
ス
の
起
動
を
決
定
し
た
広
告
主
の
事
業
所
の
地
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
侵
害
訴
訟
は
、
広
告
主
の
事
業
所
の
あ
る
構
成

国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
提
訴
で
き
る

（
97
）

。
そ
し
て
最
終
的
に
、
七
条
㈡
は
、
あ
る
構
成
国
の
登
録
商
標
を
別
の
構
成
国
の
国
別
ト
ッ
プ
レ

ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
商
標
と
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
る
侵
害
の
訴
訟
の
場
合
、
商
標
登
録
の
構
成
国
の
裁
判
所
か
又
は
広
告
主
の
事
業
所
の
地
の
構
成
国
の
裁
判
所
で
提
起
で
き
る
と
い
う

意
味
で
解
釈
さ
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
98
）

。

⒞
　
デ
ー
タ

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
利
用
が
争
わ
れ
た
の
がF

ootball D
ataco L

td
 an

d
 O

th
ers v. S

portrad
ar G

m
bH

 

an
d

 O
th

er

事
件

（
99
）

で
あ
る
。
原
告
ら
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
の
企
画
に
責
任
を
有
し
、
イ

ギ
リ
ス
法
に
基
づ
い
て
、「
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
イ
ブ
」（F

ootball L
ive

）
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
対
す
る
「
固
有
の
権
利
」（sui generis

）
を
有
す

る
と
主
張
す
る
。‘F

ootball L
ive ’

は
、
進
行
中
の
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
関
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
が
集
積
さ
れ
た
も
の
で
、
デ
ー
タ
の
収

集
・
検
証
に
は
相
当
な
投
資
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
編
集
に
も
ス
キ
ル
・
知
的
入
力
作
業
な
ど
が
求
め
れ
ら
れ
て
い
る
。
被
告
ら
は
、
特
に

）
〇
四
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
三

イ
ギ
リ
ス
の
試
合
の
結
果
や
統
計
を
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（‘betradar.com

’

）
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
す
る‘S

port L
ive 

D
ate ’

と
称
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ド
イ
ツ
の
会
社
と
そ
の
ス
イ
ス
の
親
会
社
で
あ
る
。
被
告
ら
の
顧
客
は
賭
博
会
社
で
、
イ
ギ
リ
ス
で

設
立
さ
れ
た
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
の
市
場
を
標
的
と
し
て
賭
博
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
会
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
賭
博
会
社
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
は
、‘betradar.com

’

へ
の
リ
ン
ク
が
含
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が‘L

ive S
core ’

の
選
択
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、

‘F
ootball L

ive ’

の
デ
ー
タ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
原
告
ら
は
、
被
告
ら
が‘F

ootball L
ive ’

の
デ
ー
タ
を
複
製
し
、
そ
れ
を

‘L
ive S

core ’

を
ク
リ
ッ
ク
し
た
イ
ギ
リ
ス
内
の
大
衆
に
送
信
し
た
こ
と
に
よ
り
自
身
の
固
有
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ

の
損
害
に
対
す
る
補
償
を
求
め
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、
送
信
行
為
は
デ
ー
タ
の
送
信
地
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令96/6

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
き
固
有
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
デ
ー
タ
を
Ａ
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
に
あ
る
当
事
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
構
成

国
（
イ
ギ
リ
ス
）
内
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
デ
ー
タ
が
ユ
ー
ザ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
送
信
・
保
存
・
表
示
さ
れ
る
場

合
、
デ
ー
タ
の
送
信
行
為
は
、「
引
用
」（extraction

）
又
は
「
再
利
用
」（re-utilisation

）
行
為
を
構
成
す
る
か
に
つ
き
、
及
び
そ
れ
が

肯
定
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
送
信
行
為
は
、
①
Ａ
構
成
国
の
み
、
②
Ｂ
構
成
国
の
み
、
又
は
③
Ａ
構
成
国
と
Ｂ
構
成
国
の
双
方
に

お
い
て
発
生
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

地
の
裁
判
所
に
特
別
管
轄
を
認
め
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
送
信
行
為
の
場
所
の
決
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と

し
て

（
100
）

、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

）
〇
四
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
三

イ
ギ
リ
ス
の
試
合
の
結
果
や
統
計
を
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（‘betradar.com

’

）
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
す
る‘S

port L
ive 

D
ate ’

と
称
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ド
イ
ツ
の
会
社
と
そ
の
ス
イ
ス
の
親
会
社
で
あ
る
。
被
告
ら
の
顧
客
は
賭
博
会
社
で
、
イ
ギ
リ
ス
で

設
立
さ
れ
た
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
の
市
場
を
標
的
と
し
て
賭
博
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
会
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
賭
博
会
社
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
は
、‘betradar.com

’

へ
の
リ
ン
ク
が
含
ま
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が‘L

ive S
core ’

の
選
択
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、

‘F
ootball L

ive ’
の
デ
ー
タ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
原
告
ら
は
、
被
告
ら
が‘F

ootball L
ive ’

の
デ
ー
タ
を
複
製
し
、
そ
れ
を

‘L
ive S

core ’

を
ク
リ
ッ
ク
し
た
イ
ギ
リ
ス
内
の
大
衆
に
送
信
し
た
こ
と
に
よ
り
自
身
の
固
有
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ

の
損
害
に
対
す
る
補
償
を
求
め
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
が
、
送
信
行
為
は
デ
ー
タ
の
送
信
地
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
を
争
っ
た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
法
的
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令96/6

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
き
固
有
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
デ
ー
タ
を
Ａ
構
成
国
（
ド
イ
ツ
）
に
あ
る
当
事
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
構
成

国
（
イ
ギ
リ
ス
）
内
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
デ
ー
タ
が
ユ
ー
ザ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
送
信
・
保
存
・
表
示
さ
れ
る
場

合
、
デ
ー
タ
の
送
信
行
為
は
、「
引
用
」（extraction
）
又
は
「
再
利
用
」（re-utilisation

）
行
為
を
構
成
す
る
か
に
つ
き
、
及
び
そ
れ
が

肯
定
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
送
信
行
為
は
、
①
Ａ
構
成
国
の
み
、
②
Ｂ
構
成
国
の
み
、
又
は
③
Ａ
構
成
国
と
Ｂ
構
成
国
の
双
方
に

お
い
て
発
生
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
（
Ｉ
規
則
五
条
㈢
）
は
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
が
発
生
し
た
か
、
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

地
の
裁
判
所
に
特
別
管
轄
を
認
め
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
送
信
行
為
の
場
所
の
決
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
管
轄
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と

し
て

（
100
）

、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

）
〇
四
四
（
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二
九
四

先
ず
、
管
理
者
の
意
図
と
は
無
関
係
に
世
界
中
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ユ
ー
ザ
が
瞬
時
に
閲
覧
で
き
る
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
コ
ン

テ
ン
ツ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
（
偏
在
的
）
な
性
質
を
考
慮
す
る
と
、
単
に
デ
ー
タ
を
含
む
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
特
定
国
家
の
領
域
内
か
ら
ア
ク
セ

ス
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
管
理
者
が
再
利
用
行
為
を
実
行
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ

り
、
被
告
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
ー
バ
ー
上
の
デ
ー
タ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
さ
れ
て
い

る
事
実
だ
け
で
は
、
再
利
用
行
為
が
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
実
行
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
101
）

。
代
わ
り
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
の

特
定
に
は
、
行
為
の
実
行
側
が
送
信
を
受
け
る
構
成
国
の
領
域
内
の
者
を
標
的
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
証
拠
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
被
告
ら
が
そ
の
サ
ー
バ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
イ
ギ
リ
ス
の
賭
博
会
社
に
付
与
し
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
ユ
ー
ザ
が
母
国

語
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
況
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
公
衆
を
標
的
に
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
存
在
す
る

場
合
、
再
利
用
行
為
は
、
デ
ー
タ
を
受
信
す
る
ユ
ー
ザ
の
地
で
あ
る
Ｂ
構
成
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
に
所
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
判

示
す
る

（
102
）

。
一
方
、
被
告
ら
が
主
張
す
る
、
再
利
用
行
為
は
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
サ
ー
バ
ー
が
所
在
す
る
構
成
国
内
に
あ
る
と
の
主
張
に
つ

い
て
は
、
サ
ー
バ
ー
の
場
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
特
定
の
構
成
国
の
公
衆
を
標
的
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
オ
ン
ラ

イ
ン
上
で
再
利
用
を
行
う
管
理
者
が
サ
ー
バ
ー
を
そ
の
構
成
国
の
領
域
外
に
置
く
こ
と
で
同
国
法
の
適
用
の
回
避
が
可
能
に
な
る
こ
と
な

ど
を
理
由
に
、
拒
否
す
る

（
103
）

。

第
四
章

　
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例

本
章
に
お
い
て
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
に
よ
る
契
約
と
同
様
に
電
子
商
取
引
契
約
に
お
い
て
も
、
法
廷
地
を
選
択
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い

る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
管
轄
合
意
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
た
い
。
Ｉ
ａ
規
則
は
、
そ
の
第
二
章
「
管
轄
」
に
第
七
節

）
〇
四
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
五

「
管
轄
合
意
」
を
設
け
、
二
五
条
に
お
い
て
、
一
定
の
方
式
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
る
管
轄
に
関
す
る
合
意
を
容
認
す
る
規
定
を
置
く
。

同
条
は
Ｉ
規
則
二
三
条
を
修
正
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
人
が
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
限

り
、
構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
で
は
、
当
事
者
の
住
所
に
か
か
わ
ら
ず
、

構
成
国
の
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
で
き
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
企
業
間
の
及

び
企
業
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
企
業
と
日
本
の
消
費
者
と
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
管

轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
104
）

。
最
初
に
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
締
結
さ
れ
て
い
た
管
轄
合
意
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
非
常
に
議

論
を
呼
ん
だE

rich
 G

asser G
m

bH
 v. M

IS
A

T
 S

rl

事
件

（
105
）

か
ら
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
登
録
事
務
所
を
有
す
る
原
告
と
イ
タ
リ
ア
所
在
の
会
社
で
原
告
か
ら
子
供
服
を
購
入
し
て
い
た
被
告
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
。
被
告
が
、
原
告
を
相
手
方
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
契
約
上
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
契
約
終
了
の
確
認
と

費
用
の
未
返
還
に
よ
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
を
受
け
、
逆
に
原
告
が
、
被
告
を
相

手
方
と
し
て
、
未
払
い
金
の
支
払
い
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所

が
契
約
の
履
行
地
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
原
告
か
ら
被
告
に
送
ら
れ
た
請
求
書
の
全
て
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄

合
意
条
項
が
あ
り
、
条
約
一
七
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
に
相
当
す
る
）
に
よ
り
合
意
は
容
認
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
管
轄

の
一
般
規
定
で
あ
る
条
約
二
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
）
に
よ
り
、
管
轄
は
被
告
の
所
在
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
と
し
、
同
一
の
ビ
ジ

ネ
ス
に
関
す
る
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
が
既
に
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
で
開
始
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所

は
、
一
七
条
に
基
づ
く
管
轄
合
意
に
よ
り
後
訴
の
裁
判
所
に
専
属
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、
条
約
二
一
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
九
条
に
相
当
す

る
）
の
意
味
に
お
い
て
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所
の
管
轄
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
二
一
条
に
従
い
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所

）
〇
四
三
（



イ
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上
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裁
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管
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合
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を
設
け
、
二
五
条
に
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い
て
、
一
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の
方
式
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締
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管
轄
に
関
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容
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す
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。

同
条
は
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規
則
二
三
条
を
修
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た
も
の
で
、
そ
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で
は
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
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が
構
成
国
の
領
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内
に
住
所
を
有
す
る
場
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に
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成
国
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裁
判
所
の
管
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を
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す
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と
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五
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当
事
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に
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成
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判
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の
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を
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て
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に
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を
有
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な
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企
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間
の
及
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企
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と
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の
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の
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、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
企
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と
日
本
の
消
費
者
と
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
の
裁
判
所
に
管

轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
104
）

。
最
初
に
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
締
結
さ
れ
て
い
た
管
轄
合
意
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
非
常
に
議
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を
呼
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だE

rich
 G
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（
105
）

か
ら
紹
介
し
た
い
。

本
件
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
登
録
事
務
所
を
有
す
る
原
告
と
イ
タ
リ
ア
所
在
の
会
社
で
原
告
か
ら
子
供
服
を
購
入
し
て
い
た
被
告
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
。
被
告
が
、
原
告
を
相
手
方
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
契
約
上
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
契
約
終
了
の
確
認
と

費
用
の
未
返
還
に
よ
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
こ
と
を
受
け
、
逆
に
原
告
が
、
被
告
を
相

手
方
と
し
て
、
未
払
い
金
の
支
払
い
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所

が
契
約
の
履
行
地
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
原
告
か
ら
被
告
に
送
ら
れ
た
請
求
書
の
全
て
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄

合
意
条
項
が
あ
り
、
条
約
一
七
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
に
相
当
す
る
）
に
よ
り
合
意
は
容
認
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
管
轄

の
一
般
規
定
で
あ
る
条
約
二
条
㈠
（
Ｉ
ａ
規
則
四
条
㈠
）
に
よ
り
、
管
轄
は
被
告
の
所
在
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
と
し
、
同
一
の
ビ
ジ

ネ
ス
に
関
す
る
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
が
既
に
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
で
開
始
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所

は
、
一
七
条
に
基
づ
く
管
轄
合
意
に
よ
り
後
訴
の
裁
判
所
に
専
属
管
轄
が
付
与
さ
れ
る
場
合
、
条
約
二
一
条
（
Ｉ
ａ
規
則
二
九
条
に
相
当
す

る
）
の
意
味
に
お
い
て
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所
の
管
轄
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
又
は
二
一
条
に
従
い
、
先
訴
の
係
属
裁
判
所

）
〇
四
三
（
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六

の
管
轄
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
手
続
を
中
止
し
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
た
と
き
は
訴
え
を
却
下
す
る
こ
と
に
な
る
か
な
ど
が
付
託
さ
れ
て
い
る

（
106
）

。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
二
一
条
の
表
現
な
ど
を
根
拠
に
、
後
訴
の
係
属
裁
判
所
は
先
訴
の
係
属
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
し
な
い
こ
と

を
宣
言
す
る
ま
で
は
、
訴
訟
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た

（
107
）

。
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
、
多
く
の
批
判
が
集

ま
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
管
轄
の
判
断
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
数
年
を
要
す
る
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
シ
ス
テ
ム
の
非
効
率
性
を
利
用
し
、
イ
タ

リ
ア
の
裁
判
手
続
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
で
、
数
年
間
、
他
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
で
裁
判
手
続
か
ら
の
事
実
上
の
免
除
を
獲
得
す
る
「
イ
タ
リ

ア
の
魚
雷
」（Italian T

orpedoes

）
現
象
が
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る

（
108
）

。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
〇
年
の
委
員
会
に
よ
る
提
案
（P

roposal

）

の
三
二
条
㈡
に
お
い
て
改
正
案
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
修
正
さ
れ

（
109
）

、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
は
、
弱
者
が
関
わ
る
保
険
契
約
事
件
、
消

費
者
契
約
事
件
及
び
労
働
契
約
事
件
の
場
合
を
除
き
、
合
意
で
指
定
さ
れ
た
構
成
国
の
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
を
有
し
な
い
と
宣
言
す
る
ま

で
は
、
他
の
構
成
国
の
裁
判
所
は
手
続
き
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
に
な
る
（
三
一
条
㈡
）。

裁
判
管
轄
に
関
す
る
合
意
条
項
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
締
結
さ
れ
る
契
約
の
場
合
、
通
常
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
上
に
契
約
内

容
が
提
示
さ
れ
る
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
（click-w

rap
）
契
約
中
に
一
条
項
と
し
て
含
ま
れ
、
買
主
に
よ
る
承
認
ボ
タ
ン
の
ク
リ
ッ
ク
よ
っ
て

そ
の
契
約
内
容
が
承
認
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
買
主
に
は
、
個
々
の
条
項
の
内
容
に
つ
い
て
交
渉
で
き
な
い
た
め
、
内
容
全
体
に
つ
い

て
同
意
す
る
か
又
は
拒
否
す
る
か
の
選
択
し
か
残
さ
れ
て
な
い
。
こ
の
ク
リ
ッ
ク
ラ
ッ
プ
契
約
中
の
管
轄
合
意
条
項
に
つ
き
、
そ
の
方
式

上
の
有
効
性
に
関
し
て
争
わ
れ
た
の
が
、Jaou

ad
 E

l M
ajd

ou
b v. C

arsO
n

T
h

eW
eb.D

eu
tsch

lan
d

 G
m

bH

事
件

（
110
）

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
事
業
所
を
有
す
る
自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
る
原
告
は
、
ド
イ
ツ
に
登
録
事
務
所
の
あ
る
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
自
動

車
の
購
入
を
決
定
し
た
。
後
に
そ
れ
が
被
告
に
よ
り
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
同
自
動
車
の
所
有
権
の
移
転
命
令
を
求
め

て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
原
告
は
、
契
約
の
相
手
方
は
ド
イ
ツ
に
事
業
所
を
有
す
る
被
告
で
あ
っ
て
、
ベ
ル

）
〇
四
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
七

ギ
ー
の
事
業
所
を
有
す
る
被
告
の
親
会
社
で
は
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
主
張
し
た
。
一
方
、
被
告
は
、
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
に
関
す
る
一
般
取
引
条
件
中
に
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
に
管
轄
を
付
与
す
る
合
意
が
あ
る
と
し

て
、
ド
イ
ツ
の
管
轄
を
争
っ
た
。
そ
の
合
意
条
項
に
つ
い
て
原
告
は
、
被
告
の
一
般
的
取
引
条
件
を
含
む
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
自
動
的
に
は

開
か
れ
ず
、「
こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
せ
よ
」
の
指
示
が
付
さ
れ
る
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
（click w

rapping

）、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
繋
げ

る
必
要
の
あ
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
ａ
規
則
二
五
条
㈡
（
Ｉ
規
則
二
三
条
㈡
）
が
管
轄
合
意
に
つ
い
て
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に

つ
い
て
も
書
面
に
よ
る
方
式
と
見
な
す
の
は
、
一
般
条
件
を
含
む
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
自
動
的
に
開
か
れ
る
形
式
の
も
の
の
み
で
あ
る
と
反
論

し
た
。
そ
の
た
め
、click w

rapping

が
二
五
条
㈡
の
意
味
に
お
け
る
永
続
的
な
記
録
を
提
供
で
き
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
に
関
す

る
要
件
を
満
た
す
か
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
二
五
条
㈡
の
解
釈
に
お
い
て
、
電
子
的
手
段
で
締
結
さ
れ
た
管
轄
合
意
を
含
むclick w

rapping

に
よ
る
売
買

契
約
の
一
般
条
件
の
容
認
の
方
法
つ
い
て
、
そ
れ
が
契
約
条
件
の
テ
キ
ス
ト
を
契
約
締
結
前
に
印
刷
又
は
保
存
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
場
合
は
、
同
規
定
の
意
味
に
お
け
る
合
意
の
永
続
的
な
記
録
を
提
供
す
る
電
子
的
手
段
に
よ
る
通
信
を
構
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
111
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
同
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
よ
る
真
の
同
意
の
確
保
が
二
五
条
㈠
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る

と
こ
ろ
、
原
告
は
被
告
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
当
該
の
一
般
条
件
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、
二
五
条
㈡
は

管
轄
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
特
に
永
続
的
記
録
の
提
供
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
一
般
条
件
の
テ
キ
ス
ト
の
永

続
的
記
録
が
買
主
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
の
ク
リ
ッ
ク
の
前
で
あ
る
か
後
か
は
関
係
が
な
く
、
証
拠
の
観
点
か
ら
、
契
約
前
に
情
報
の
保
存
と

印
刷
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る

（
112
）

。

本
判
決
は
、
Ｂ
２
Ｂ
取
引
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
管
轄
合
意
を
含
む
一
般
取
引
条
件
が‘click-w

rapping ’

方
式
で
締
結
さ
れ
る

）
〇
四
九
（
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す
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管
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。
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ェ
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ェ
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の
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れ
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ボ
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（click w
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が
管
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い
て
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に
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に
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と
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の
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般
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を
含
む
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
自
動
的
に
開
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れ
る
形
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の
も
の
の
み
で
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る
と
反
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そ
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た
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、click w
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五
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の
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司
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締
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管
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合
意
を
含
むclick w
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に
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の
一
般
条
件
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容
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の
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そ
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が
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約
条
件
の
テ
キ
ス
ト
を
契
約
締
結
前
に
印
刷
又
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を
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す
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手
段
に
よ
る
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信
を
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成
す
る
と
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
す
る

（
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。
そ
の
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と
し
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同
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
よ
る
真
の
同
意
の
確
保
が
二
五
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の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
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こ
ろ
、
原
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は
被
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の
ウ
ェ
ブ
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ト
上
の
ボ
ッ
ク
ス
を
ク
リ
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し
、
当
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の
一
般
条
件
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、
二
五
条
㈡
は

管
轄
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
特
に
永
続
的
記
録
の
提
供
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
一
般
条
件
の
テ
キ
ス
ト
の
永

続
的
記
録
が
買
主
に
よ
る
ボ
ッ
ク
ス
の
ク
リ
ッ
ク
の
前
で
あ
る
か
後
か
は
関
係
が
な
く
、
証
拠
の
観
点
か
ら
、
契
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前
に
情
報
の
保
存
と

印
刷
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る

（
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）
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本
判
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は
、
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２
Ｂ
取
引
の
売
買
契
約
に
つ
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て
、
管
轄
合
意
を
含
む
一
般
取
引
条
件
が‘click-w

rapping ’

方
式
で
締
結
さ
れ
る

）
〇
四
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
九
八

ケ
ー
ス
を
扱
っ
た
画
期
的
な
判
断
と
評
さ
れ
、
よ
り
厳
格
な
制
限
を
設
け
る
消
費
者
契
約
と
は
異
な
り
、
永
続
的
な
手
段
で
管
轄
合
意
を

伝
達
す
る
必
要
は
な
く
、
契
約
締
結
前
に
情
報
を
保
存
及
び
印
刷
す
る
単
な
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
合
意
の
成
立
に
は
十
分
で
あ
る
と
し

た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

（
113
）

。

第
五
章

　
終
わ
り
に

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
爆
発
的
に
普
及
し
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
に
関
す
る
紛
争
が
、
国
内
的
紛
争
と
国
際
的
紛
争
と
を
問
わ
ず
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
い
国
際
裁
判
管
轄
が

争
わ
れ
る
裁
判
例
も
集
積
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
114
）

。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
特
別
な
国
際
裁
判
管
轄
規
定
は
な
く
、
オ
フ
ラ
イ
ン
で
発
生
し

た
紛
争
と
同
様
に
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
二
以
下
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
論
じ

る
際
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
の
判
断
は
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
域
内
に
法
内
容
が
異
な
る
多
く
の
構
成
国
を
抱
え
且
つ
そ

れ
ら
が
地
理
的
に
近
接
す
る
た
め
、
多
く
の
紛
争
が
発
生
す
る
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
既
に
多
種
多
様
な
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
に
関
す
る

判
例
の
集
積
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
上
ど
の
よ
う
な
形
態
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
が
発
生
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
法
理
論
が

ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
わ
が
国
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
知
る
切
っ
掛
け
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
判
例
の
紹
介
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
個
々
の
判
例
に
つ
い
て
深
く
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
っ
た
。
別
の
機
会
に
、
特
定
の
問
題
に
絞
っ
て
、
判
例
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
深
く
論
じ
て
み
た
い
。

）
〇
七
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
九

（
1
） 

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice

）
は
、
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

）
へ
と
正
式
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
、
併
せ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
称

す
る
。

（
2
） 

拙
著
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
）
一
頁
、
同
「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法

に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
二
号
（
二
〇
一
九
）
五
頁
。

（
3
） 

横
溝
大
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
」『
パ
テ
ン
ト
』
六
九
巻
一
四
号
（
二
〇
一
六
）
一
六
七
頁
、

中
村
千
里
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
多
面
的
分
析
─
Ｅ
Ｕ
及
び
ド
イ
ツ
の
議
論
の
検
討
─
（
一
）
～

（
六
）・
完
」『
法
学
論
叢
』
一
八
三
巻
四
号
（
二
〇
一
八
）
二
八
頁
、
一
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
、
一
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）

三
〇
頁
、
一
八
五
巻
三
号
（
二
〇
一
九
）
三
二
頁
、
一
八
五
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
九
一
頁
、
一
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
一
頁
、
安
達
栄
司

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
人
の
人
格
権
侵
害
事
件
と
国
際
裁
判
管
轄
─
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
に
つ
い
て
─
」『
専
修
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
4
） B

russels C
onvention on jurisdiction and the enforcem

ent of judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters of 27 S
eptem

ber 

1968, in F
rench [1972] O

J L
 299/32 and in E

nglish [1978] O
J L

 304/36.

（
5
） 

二
度
の
大
き
な
改
正
の
他
に
も
、
新
た
な
加
盟
国
と
の
加
盟
条
約
の
締
結
の
際
や
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
発
効
に
よ
り
欧
州
諸
共
同
体

（
Ｅ
Ｃ
）
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
な
り
、
法
形
式
に
つ
い
て
も
条
約
か
ら
共
同
体
派
生
法
の
一
つ
で
あ
る
規
則
と
な
っ
た
際
な
ど
に
も
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
条
約
の
規
則
化
と
そ
の
問
題
点
」『
国
際
私
法
年
報
』
三
号
（
二
〇
〇
一
）

一
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
6
） C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o 44/2001 of 22 D

ecem
ber 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of 

judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters, [2001] O
J L

 12/1.

同
規
則
を
翻
訳
し
た
も
の
に
、
中
西
康
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁

判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）44/2001

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
）」『
国
際
商
事
法

）
〇
七
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

二
九
九

（
1
） 

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of Justice

）
は
、
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

）
へ
と
正
式
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
、
併
せ
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
と
称

す
る
。

（
2
） 
拙
著
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
八
五
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
）
一
頁
、
同
「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法

に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
二
号
（
二
〇
一
九
）
五
頁
。

（
3
） 

横
溝
大
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
」『
パ
テ
ン
ト
』
六
九
巻
一
四
号
（
二
〇
一
六
）
一
六
七
頁
、

中
村
千
里
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
多
面
的
分
析
─
Ｅ
Ｕ
及
び
ド
イ
ツ
の
議
論
の
検
討
─
（
一
）
～

（
六
）・
完
」『
法
学
論
叢
』
一
八
三
巻
四
号
（
二
〇
一
八
）
二
八
頁
、
一
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
、
一
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）

三
〇
頁
、
一
八
五
巻
三
号
（
二
〇
一
九
）
三
二
頁
、
一
八
五
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
九
一
頁
、
一
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
一
頁
、
安
達
栄
司

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
人
の
人
格
権
侵
害
事
件
と
国
際
裁
判
管
轄
─
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
に
つ
い
て
─
」『
専
修
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
4
） B

russels C
onvention on jurisdiction and the enforcem

ent of judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters of 27 S
eptem

ber 

1968, in F
rench [1972] O

J L
 299/32 and in E

nglish [1978] O
J L

 304/36.

（
5
） 

二
度
の
大
き
な
改
正
の
他
に
も
、
新
た
な
加
盟
国
と
の
加
盟
条
約
の
締
結
の
際
や
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
発
効
に
よ
り
欧
州
諸
共
同
体

（
Ｅ
Ｃ
）
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
な
り
、
法
形
式
に
つ
い
て
も
条
約
か
ら
共
同
体
派
生
法
の
一
つ
で
あ
る
規
則
と
な
っ
た
際
な
ど
に
も
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
条
約
の
規
則
化
と
そ
の
問
題
点
」『
国
際
私
法
年
報
』
三
号
（
二
〇
〇
一
）

一
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
6
） C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o 44/2001 of 22 D

ecem
ber 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of 

judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters, [2001] O
J L

 12/1.

同
規
則
を
翻
訳
し
た
も
の
に
、
中
西
康
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁

判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）44/2001

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
）」『
国
際
商
事
法

）
〇
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
〇

務
』
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
）
三
一
一
頁
が
あ
る
。

（
7
） R

egulation 

（E
U

） N
o 1215/2012 of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil of 12 D

ecem
ber 2012 on jurisdiction and 

the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters 

（recast

）, [2012] O
J L

 351/1. 

同
規
則
を
訳
出
し
た

も
の
に
、
春
日
偉
知
郎
（
訳
）「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日

の
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
（
Ｅ
Ｕ
）N

r.1215/2012

規
則
」『
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
』（
法
務
資
料
四
六
四
号
、
二
〇
一
五
）
四
七
頁

が
あ
る
。
本
稿
中
の
Ｉ
ａ
規
則
の
訳
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
8
） 

本
稿
で
紹
介
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
関
す
る
判
例
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、A

ndrej S
avin, E

U
 In

tern
et L

aw
, 2

nd 

ed.

（E
dw

ard E
lgar, 2017

）, p. 73

以
下
を
中
心
に
、
更
に

H
élène van L

ith, In
tern

ation
al Ju

risd
iction

 an
d

 C
om

m
ercial 

L
itigation

 – U
n

iform
 R

u
les for C

on
tract D

ispu
tes 

（T

・M

・C

・A
sser P

ress, 2009

）, p. 29

以
下
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
9
） P

rotocol concerning the interpretation by the C
ourt of Justice of the convention of 27 S

eptem
ber 1968 on jurisdiction and 

the enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters, [1975] O

J L
 204/28. 

同
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
一
九
七
一
年
六
月
三
日
に
署

名
さ
れ
、
一
九
七
五
年
九
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
た
。

（
10
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 30.

（
11
） 

Ibid., p. 33. T
E

C

の
二
三
四
条
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
岡
村
堯
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
と
国
内
裁
判
所
の
関
係
」
同

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
）
三
四
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
12
） 

一
般
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
そ
の
後
の
改
正
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
、
ニ
ー
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
改
正
）
を
含
め
て

Ｅ
Ｕ
条
約
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｍ
．ヘ
ル
デ
ー
ゲ
ン
／
中
村
匡
志
訳
『
Ｅ
Ｕ
法
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
九
頁
脚
注（
９
）参
照
。

（
13
） C

onsolidated V
ersion of the T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion, [2016] O

J C
 202/47.

（
14
） C

onsolidated V
ersion of the T

reaty on E
uropean U

nion, [2016] O
J C

 202/13.

（
15
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 33, 

岡
村
・
前
掲
注（
11
）、
三
〇
三
頁
参
照
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、C

ase C
-125/92 M

u
lox IB

C
 L

td
 v. 

H
en

d
rick G

eels, [1993] E
C

R
 I-04075, para. 11

に
お
い
て
、
自
律
的
解
釈
の
み
が
、
条
約
の
統
一
的
な
適
用
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

）
〇
七
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
一

述
べ
る
。

（
16
） S

ee, D
an Jerker B

örje S
vantesson, P

rivate In
tern

ation
al L

aw
 an

d
 th

e In
tern

et, 2
nd ed. 

（K
luw

er L
aw

 International, 

2012

）, p. 249. 

な
お
、
Ｉ
規
則
で
は
、
第
二
条
㈠
に
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
17
） R

affaella D
i Iorio, ‘L

atest D
evelopm

ents in the E
C

J C
ase L

aw
 on Jurisdiction concerning C

onsum
er C

ontracts ’, Yearbook 

of P
rivate In

tern
ation

al L
aw

, V
olu

m
e 15 

（2013/2014

）, p. 529. 

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
の
解
説（
13
）と
同
内
容
の
説
明
が
、
Ｉ
規
則
の
解
説

（
８
）に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
。

（
18
） 

Ｉ
ａ
規
則
第
四
条
㈠
と
同
趣
旨
の
Ｉ
規
則
第
二
条
㈠
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、see, van L

ith, su
pra note, 8, p. 65. 

（
19
） D

an Jerker B
örje S

vantesson, P
rivate In

tern
ation

al L
aw

 an
d

 th
e In

tern
et, 3

rd ed. 

（K
luw

er L
aw

 International, 2016

）, p. 

426.

（
20
） 

Ｉ
規
則
で
は
、
第
四
条
㈠
に
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
21
） F

aye F
angfei W

ang, In
tern

et Ju
risd

iction
 an

d
 C

h
oice of L

aw
 – L

egal P
ractices in

 th
e E

U
, U

S
 an

d
 C

h
in

a 

（C
am

bridge, 

2010

）, p. 45.

（
22
） 

Ｉ
ａ
規
則
解
説（
15
）。

（
23
） C

ase C
-292/10, G

 v. C
orn

eliu
s d

e V
isser, E

C
L

I:E
U

:C
:2012:142.

（
24
） 

D
e V

isser 

（n. 23

）, paras 39-40, 59.

（
25
） S

avin, su
pra note 8, pp. 77-78.

（
26
） S

avin, su
pra note 8, p. 78.

（
27
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 74.

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
」（m

atters relating to contracts

）

の
解
釈
は
、
国
内
法
か
ら
独
立
し
、
自
律
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て

最
初
に
示
さ
れ
た
の
は
、
同
規
定
と
同
一
内
容
の
条
約
五
条
㈠
に
関
す
るC

ase 34/82, M
artin

 P
eters B

au
u

n
tern

eh
m

u
g G

m
bH

 v. Z
u

id
 

N
ed

erlan
d

se A
an

n
em

ers V
eren

igin
g, [1983] E

C
R

 987, para. 9

で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
は
そ
の
後
、C

ase 9/87, S
P

R
L

 A
rcad

o v. S
A
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七
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第
二
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に
ほ
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同
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C

J C
ase L
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er C

ontracts ’, Yearbook 

of P
rivate In

tern
ation

al L
aw

, V
olu

m
e 15 

（2013/2014

）, p. 529. 

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
の
解
説（
13
）と
同
内
容
の
説
明
が
、
Ｉ
規
則
の
解
説

（
８
）に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
。

（
18
） 

Ｉ
ａ
規
則
第
四
条
㈠
と
同
趣
旨
の
Ｉ
規
則
第
二
条
㈠
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、see, van L

ith, su
pra note, 8, p. 65. 

（
19
） D

an Jerker B
örje S

vantesson, P
rivate In

tern
ation
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aw
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 th
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tern
et, 3

rd ed. 

（K
luw

er L
aw

 International, 2016
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426.

（
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） 

Ｉ
規
則
で
は
、
第
四
条
㈠
に
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
21
） F

aye F
angfei W

ang, In
tern

et Ju
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iction
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d
 C

h
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 – L

egal P
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 th
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U
, U

S
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d
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h
in

a 

（C
am

bridge, 

2010

）, p. 45.

（
22
） 
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規
則
解
説（
15
）。

（
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） C

ase C
-292/10, G

 v. C
orn

eliu
s d

e V
isser, E

C
L

I:E
U

:C
:2012:142.

（
24
） 

D
e V

isser 

（n. 23

）, paras 39-40, 59.

（
25
） S

avin, su
pra note 8, pp. 77-78.

（
26
） S

avin, su
pra note 8, p. 78.

（
27
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 74.

な
お
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
⒜
の
「
契
約
又
は
契
約
に
基
づ
く
請
求
」（m

atters relating to contracts

）

の
解
釈
は
、
国
内
法
か
ら
独
立
し
、
自
律
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て

最
初
に
示
さ
れ
た
の
は
、
同
規
定
と
同
一
内
容
の
条
約
五
条
㈠
に
関
す
るC

ase 34/82, M
artin

 P
eters B

au
u

n
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eh
m

u
g G

m
bH

 v. Z
u

id
 

N
ed

erlan
d

se A
an

n
em

ers V
eren

igin
g, [1983] E

C
R
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で
あ
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た
。
こ
の
理
解
は
そ
の
後
、C

ase 9/87, S
P
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L

 A
rcad

o v. S
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）
〇
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
二

H
avilan

d
, [1988] E

C
R

 1539, para. 10

に
お
い
て
、
条
約
の
目
的
と
全
体
的
な
ス
キ
ー
ム
を
考
慮
す
る
と
、
条
約
か
ら
発
生
す
る
権
利
と
義
務

の
平
等
と
均
一
性
を
可
能
な
限
り
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
内
法
を
参
照
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

明
確
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。S

ee, van L
ith, su

pra note 8, pp. 78-79.

（
28
） W

ang, su
pra note 21, p. 48.

（
29
） S

vantesson, su
pra note 19, p. 324.

（
30
） C

ase C
-386/05, C

olor D
rack G

m
bH

 v. L
exx In

tern
ation

al V
ertriebs G

m
bH

, [2007] E
C

R
 I-03699. 

野
村
秀
敏
「
国
際
航
空
運

送
と
義
務
履
行
地
の
裁
判
籍
」
野
村
秀
敏
＝
安
達
栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）
一
六
七
頁
以
下
に

簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

（
31
） 

C
olor D

rack 

（n. 30
）, paras. 28-36.

（
32
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, para. 45.

（
33
） 

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
複
数
国
家
内
に
お
い
て
複
数
の
履
行
地
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
解
決
が
あ
り
得
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て

い
る
。C

olor D
rack 

（n. 30

）, para. 16. 
な
お
、
旅
客
運
送
に
関
す
るC

ase C
-204/08, P

eter R
eh

d
er v. A

ir B
altic C

orporation
, [2009] 

E
C

R
 I-06073, paras. 42-44

に
お
い
て
は
、
運
送
の
出
発
地
と
目
的
地
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
旅
客
は
そ
の
選
択
に
よ
り
出
発
地
か
目
的
地
の
い
ず
れ
か
で
提
訴
で
き
る
と
判
示
さ
れ
る
。P

eter 

R
eh

d
er

事
件
を
紹
介
し
た
文
献
に
、
野
村
・
前
掲
注（
30
）、
一
六
六
頁
が
あ
る
。

（
34
） C

ase C
-440/97, G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e an
d

 O
th

ers v. T
h

e M
aster of th

e vessel “S
u

h
ad

iw
arn

o P
an

jan
” an

d
 O

th
ers, [1999] 

E
C

R
 I-06307. 

本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
桑
原
康
行
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
お
け
る
義
務
履
行
地
の
決
定
方
法
」
野
村
秀
敏
＝
安
達

栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）
一
五
一
頁
が
あ
る
。

（
35
） 

本
判
決
以
前
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、「
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
」
の
意
味
を
明
白
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
本
件
の
解
釈
に
同
日
に
下
さ
れ
た
次
の
二
つ
の
判
決
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、C

ase C
-14/76, A

. D
e B

loos S
P

R
L

 

v. S
ociété en

 C
om

m
n

d
ite par A

ction
s B

ou
yer, [1976] E

C
R

 1497

で
、
同
一
の
契
約
に
つ
い
て
複
数
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
こ
と
に

）
〇
七
〇
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
三

な
る
可
能
性
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た
め
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
に
言
う
義
務
は
、
法
的
手
続
き
の
基
礎
を
形
成
す
る
契
約
上
の

義
務
で
、
原
告
の
訴
え
が
基
礎
と
し
て
い
る
契
約
上
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
と
し
た
（paras. 9, 11 and 13

）。
こ
れ
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
契
約
締
結
地
管
轄
（foru

m
 con

tractu
s

）
は
原
告
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
全
て
の
契
約
上
の
義

務
履
行
地
が
潜
在
的
な
契
約
締
結
地
管
轄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。V

an L
ith, su

pra note 8, pp. 94-95. 

今
一
つ
は
、C

ase C
ase-12/76, 

In
d

u
strie T

essili Italian
a C

om
o v. D

u
n

lop A
G

, [1976] E
C

R
 1473

で
、
同
条
の
目
的
た
め
に
適
用
さ
れ
る
義
務
の
履
行
地
は
、
自
国
の
抵

触
規
則
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
当
該
契
約
上
の
義
務
履
行
地
で
あ
る
と
判
示
し
た
（para. 13

）。T
essili

事
件
判
決

を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
長
田
真
理
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
一
号
に
基
づ
く
義
務
履
行
地
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事

訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
四
四
頁
が
あ
る
。

（
36
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, paras. 13, 32.

（
37
） 

雇
用
契
約
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
既
に
、C

ase C
-125/92, M

u
lox IB

C
 L

td
 v. H

en
d

rick G
eels, [1993] E

C
R

 I-04075

に
お

い
て
、
条
約
五
条
㈠
の
義
務
の
履
行
地
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
条
約
の
ス
キ
ー
ム
と
目
的
に
基
づ
い
て
定
め
る
統
一
的
な
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
べ
き
と
し
、
雇
用
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
労
務
提
供
す
る
労
働
者
義
務
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
（paras. 16, 20

）。
本
件

のC
IE

 G
rou

pe

事
件
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
英
国
の
両
政
府
と
委
員
会
（C

om
m

ission

）
は
、M

u
lox IB

C

事
件
で
採

用
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全
て
の
契
約
類
型
に
及
ぶ
べ
き
と
主
張
し
、
潜
在
的
訴
訟
当
事
者
ら
に
ど
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
を
予
測
し
、
法

的
確
実
性
と
平
等
な
扱
い
を
提
供
す
る
と
い
う
条
約
の
目
的
に
す
る
た
め
に
、
契
約
義
務
の
類
型
ご
と
に
又
は
少
な
く
と
も
契
約
類
型
ご
と
に
、
条

約
五
条
㈠
の
履
行
地
を
独
自
に
決
定
し
う
る
統
一
的
な
基
準
を
確
立
す
べ
き
と
し
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
両
政
府
は
、
履
行
地
の
自

律
的
な
解
釈
は
若
干
の
単
純
な
契
約
の
場
合
に
機
能
す
る
だ
け
で
、
国
際
取
引
に
お
け
る
契
約
慣
行
の
絶
え
間
な
い
進
化
と
両
立
し
な
い
と
し
て
、

判
例
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 

（n. 34

）, paras. 14-16.

（
38
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e （n. 34

）, paras. 18-19. 

（
39
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, para. 30.

（
40
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

）
〇
七
四
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
三

な
る
可
能
性
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た
め
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈠
（
条
約
五
条
㈠
）
に
言
う
義
務
は
、
法
的
手
続
き
の
基
礎
を
形
成
す
る
契
約
上
の

義
務
で
、
原
告
の
訴
え
が
基
礎
と
し
て
い
る
契
約
上
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
と
し
た
（paras. 9, 11 and 13

）。
こ
れ
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
契
約
締
結
地
管
轄
（foru

m
 con

tractu
s

）
は
原
告
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
全
て
の
契
約
上
の
義

務
履
行
地
が
潜
在
的
な
契
約
締
結
地
管
轄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。V
an L

ith, su
pra note 8, pp. 94-95. 

今
一
つ
は
、C

ase C
ase-12/76, 

In
d

u
strie T

essili Italian
a C

om
o v. D

u
n

lop A
G

, [1976] E
C

R
 1473

で
、
同
条
の
目
的
た
め
に
適
用
さ
れ
る
義
務
の
履
行
地
は
、
自
国
の
抵

触
規
則
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
当
該
契
約
上
の
義
務
履
行
地
で
あ
る
と
判
示
し
た
（para. 13

）。T
essili

事
件
判
決

を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
長
田
真
理
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
一
号
に
基
づ
く
義
務
履
行
地
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事

訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
四
四
頁
が
あ
る
。

（
36
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, paras. 13, 32.

（
37
） 

雇
用
契
約
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
既
に
、C

ase C
-125/92, M

u
lox IB

C
 L

td
 v. H

en
d

rick G
eels, [1993] E

C
R

 I-04075

に
お

い
て
、
条
約
五
条
㈠
の
義
務
の
履
行
地
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
が
条
約
の
ス
キ
ー
ム
と
目
的
に
基
づ
い
て
定
め
る
統
一
的
な
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
べ
き
と
し
、
雇
用
契
約
を
特
徴
づ
け
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
労
務
提
供
す
る
労
働
者
義
務
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
（paras. 16, 20

）。
本
件

のC
IE

 G
rou

pe

事
件
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
英
国
の
両
政
府
と
委
員
会
（C

om
m

ission

）
は
、M

u
lox IB

C

事
件
で
採

用
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全
て
の
契
約
類
型
に
及
ぶ
べ
き
と
主
張
し
、
潜
在
的
訴
訟
当
事
者
ら
に
ど
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
を
予
測
し
、
法

的
確
実
性
と
平
等
な
扱
い
を
提
供
す
る
と
い
う
条
約
の
目
的
に
す
る
た
め
に
、
契
約
義
務
の
類
型
ご
と
に
又
は
少
な
く
と
も
契
約
類
型
ご
と
に
、
条

約
五
条
㈠
の
履
行
地
を
独
自
に
決
定
し
う
る
統
一
的
な
基
準
を
確
立
す
べ
き
と
し
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
両
政
府
は
、
履
行
地
の
自

律
的
な
解
釈
は
若
干
の
単
純
な
契
約
の
場
合
に
機
能
す
る
だ
け
で
、
国
際
取
引
に
お
け
る
契
約
慣
行
の
絶
え
間
な
い
進
化
と
両
立
し
な
い
と
し
て
、

判
例
を
変
更
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
。G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 
（n. 34

）, paras. 14-16.

（
38
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e （n. 34

）, paras. 18-19. 

（
39
） 

G
IE

 G
rou

pe C
on

cord
e 

（n. 34

）, para. 30.

（
40
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

）
〇
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
四

（
41
） 

こ
の
同
一
契
約
か
ら
複
数
義
務
が
発
生
す
る
場
合
に
お
け
る
履
行
地
決
定
の
基
準
と
な
る
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
は
、G

IE
 G

rou
pe 

C
on

cord
e 

事
件
以
前
のC

ase C
-266/85, H

assan
 S

h
en

avai v. K
lau

s K
reisch

er, [1987] E
C

R
-00239

に
お
い
て
、
主
た
る
義
務

（principal obligation

）
が
基
準
と
な
る
と
判
示
さ
れ
て
い
た
（para. 19

）。
な
お
、G

IE
 G

rou
pe C

on
cord

e 

（n. 34

）, para. 24

は
、
契
約
準

拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

（
42
） Z

heng S
ophia T

ang, ‘C
lass A

ction in C
ross-B

order C
onsum

er C
ontracts ’ in: E

lectron
ic C

on
su

m
er C

on
tracts in

 th
e 

C
on

fl
ict of L

aw
s, 2

nd ed. 

（O
xford and P

ortland, O
regon, H

art P
ublishing, 2015

）, p. 287.

（
43
） C

ase C
-420/97, L

eath
ertex D

ivision
e S

in
tetici S

pA
 v. B

od
etex B

V
B

A
 [1999] E

C
R

 I-06747.

（
44
） 

L
eath

ertex （n. 43
）, paras. 39-42.

（
45
） V

an L
ith, su

pra note 8, p. 97.

（
46
） O

pinion A
dovocate G

eneral R
éger in C

ase C
-420/97 L

eath
ertex v. B

od
etex, [1999] E

C
R

 I-06747, paras. 62-63.

（
47
） 

L
eath

ertex 

（n. 43

）, para. 41. 
な
お
、
不
履
行
を
求
め
る
義
務
は
、
ど
の
地
に
お
い
て
も
一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
控
え
る
義
務
で
あ
り
、

特
定
の
地
と
結
び
付
か
な
い
と
し
て
、
管
轄
は
Ｉ
ａ
規
則
四
条
（
条
約
二
条
）
の
み
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。C

ase C
-256/00, B

esix S
A

 v. 

W
asserrein

igu
n

gsbau
 A

lfred
 K

retzsch
m

ar G
m

bH
 &

 C
o. K

G
 （W

A
B

A
G

）, P
lan

u
n

gs- u
n

d
 F

orsch
u

n
gsgesellsch

aft D
ipl. In

g. W
. 

K
retzsch

m
ar G

m
bH

 &
 C

o. K
G

（P
lagfog

）, [2002] E
C

R
 I-01699, paras. 49-50.  B

esix

判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
安
達
栄
司

「
契
約
上
の
不
作
為
義
務
違
反
と
履
行
地
裁
判
籍
」
野
村
秀
敏
＝
安
達
栄
司
編
著
『
最
新
Ｅ
Ｕ
民
事
訴
訟
法 

判
例
研
究
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
）

一
五
八
頁
が
あ
る
。

（
48
） T

ang, su
pra note 42, p. 287.

（
49
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, paras. 39-40. 

こ
れ
に
よ
り
国
内
の
係
属
裁
判
所
は
、
何
が
主
た
る
引
渡
し
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

V
an L

ith, su
pra note 8, p. 92.

（
50
） 

C
olor D

rack 

（n. 30

）, para. 42.

（
51
） T

ang, su
pra note 42, p. 287.

）
〇
七
四
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
五

（
52
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

（
53
） C

ase C
-533/07, F

alco P
rivatstiftu

n
g, T

h
om

as R
abitsch

 v. G
isela W

eller-L
in

d
h

orst, [2009] E
C

R
 I-03327.

（
54
） 

F
alco an

d
 R

abitsch 

（n. 53

）, paras. 29-40. 

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
英
国
の
各
政
府
か
ら
も
、
同
様
な
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
55
） 

F
alco an

d
 R

abitsch 

（n. 53

）, para. 57.

（
56
） C

ase 21/76, H
an

d
elskw

ekerij G
. J. B

ier B
.V

. v. M
in

es d
e P

otasse d
’A

lsace S
.A

., [1976] E
C

R
-01735. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、

既
に
多
く
の
文
献
で
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
本
善
八
「
わ
が
国
際
私
法
事
件
に
お
け
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
裁
判
管
轄
条
約
㈡
」『
同
志
社
法
学
』

二
九
巻
五
号
（
一
九
七
八
）
二
三
頁
以
下
、
木
川
裕
一
郎
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
三
号
に
よ
る
不
法
行
為
地
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石

渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
八
三
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
三
巻
四
号
三
六
頁
が
あ
る
。

（
57
） 

B
ier B

V
 

（n. 32

）, paras. 15-25.

（
58
） S

avin, su
pra note 8, p. 80.

（
59
） C

ase C
-68/93, F

ion
a S

h
evill, Ixora T

rad
in

g In
c., C

h
equ

epoin
t S

A
R

L
, C

h
equ

epoin
t In

tern
ation

al L
td

 v. P
resse A

llian
ce 

S
A

, [1995] E
C

R
 I-00415. 

本
判
決
に
つ
い
て
も
、
既
に
多
く
の
文
献
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
西
康
「
出
版
物
に
よ
る
名
誉
毀
損

事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
三
月
七
日
判
決
に
つ
い
て
」『
法
学
論
叢
』
一
四
二
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
八
）

一
八
一
頁
、
芳
賀
雅
顯
「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
教
授
古
希
記
念
論
文
集
『
Ｅ
Ｕ
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
諸
問
題
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
二
）
四
三
三
頁
、
同
「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）

九
五
頁
、
多
田
望
「
不
法
行
為
地
管
轄
」『
国
際
私
法
年
報
』
一
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
〇
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
三
巻
四
号
三
七
頁

以
下
が
あ
る
。

（
60
） 

S
h

evill （n. 59

）, paras. 24, 28-29.

（
61
） 

S
h

evill 

（n. 59

）, paras. 25, 30-31. 

従
っ
て
、
前
掲
のL

eath
ertex v. B

od
etex 

事
件
判
決
と
同
様
に
近
接
の
原
則
の
立
場
に
立
つ
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。T

ang, su
pra note 42, p.287.

（
62
） 

S
h

evill （n. 59

）, para. 32.

）
〇
七
三
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
五

（
52
） S

avin, su
pra note 8, p. 79.

（
53
） C

ase C
-533/07, F

alco P
rivatstiftu

n
g, T

h
om

as R
abitsch

 v. G
isela W

eller-L
in

d
h

orst, [2009] E
C

R
 I-03327.

（
54
） 

F
alco an

d
 R

abitsch 

（n. 53

）, paras. 29-40. 

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
英
国
の
各
政
府
か
ら
も
、
同
様
な
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
55
） 

F
alco an

d
 R

abitsch 

（n. 53

）, para. 57.

（
56
） C

ase 21/76, H
an

d
elskw

ekerij G
. J. B

ier B
.V

. v. M
in

es d
e P

otasse d
’A

lsace S
.A

., [1976] E
C

R
-01735. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、

既
に
多
く
の
文
献
で
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
本
善
八
「
わ
が
国
際
私
法
事
件
に
お
け
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
裁
判
管
轄
条
約
㈡
」『
同
志
社
法
学
』

二
九
巻
五
号
（
一
九
七
八
）
二
三
頁
以
下
、
木
川
裕
一
郎
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
三
号
に
よ
る
不
法
行
為
地
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石

渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
八
三
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
三
巻
四
号
三
六
頁
が
あ
る
。

（
57
） 

B
ier B

V
 

（n. 32

）, paras. 15-25.

（
58
） S

avin, su
pra note 8, p. 80.

（
59
） C

ase C
-68/93, F

ion
a S

h
evill, Ixora T

rad
in

g In
c., C

h
equ

epoin
t S

A
R

L
, C

h
equ

epoin
t In

tern
ation

al L
td

 v. P
resse A

llian
ce 

S
A

, [1995] E
C

R
 I-00415. 

本
判
決
に
つ
い
て
も
、
既
に
多
く
の
文
献
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
西
康
「
出
版
物
に
よ
る
名
誉
毀
損

事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
三
月
七
日
判
決
に
つ
い
て
」『
法
学
論
叢
』
一
四
二
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
八
）

一
八
一
頁
、
芳
賀
雅
顯
「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
教
授
古
希
記
念
論
文
集
『
Ｅ
Ｕ
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
諸
問
題
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
二
）
四
三
三
頁
、
同
「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）

九
五
頁
、
多
田
望
「
不
法
行
為
地
管
轄
」『
国
際
私
法
年
報
』
一
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
〇
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
三
巻
四
号
三
七
頁

以
下
が
あ
る
。

（
60
） 

S
h

evill （n. 59

）, paras. 24, 28-29.

（
61
） 

S
h

evill 

（n. 59

）, paras. 25, 30-31. 

従
っ
て
、
前
掲
のL

eath
ertex v. B

od
etex 

事
件
判
決
と
同
様
に
近
接
の
原
則
の
立
場
に
立
つ
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。T

ang, su
pra note 42, p.287.

（
62
） 

S
h

evill （n. 59

）, para. 32.

）
〇
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
六

（
63
） S

avin, su
pra note 8, p. 80.

（
64
） In joined C

ases C
-509/09 and C

-161/10, eD
ate A

d
vertisin

g G
m

bH
 v. X

 an
d

 O
livier M

artin
ez, R

obert M
artin

ez v. M
G

N
 

L
im

ited
, [2011] E

C
R

 I-10269. 

本
判
決
を
紹
介
・
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
安
達
・
前
掲
注（
３
）二
八
二
頁
、
同
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
名
誉
・
信
用
毀
損
事
件
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄－

ド
イ
ツ
判
例
の
紹
介
と
検
討
」
加
藤
哲
夫
他
編
『
現
代
民
事
手
続
の
法
理
』（
上
野
泰

男
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
）（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
）
一
八
頁
以
下
、
横
溝
・
前
掲
注（
３
）、
一
七
一
頁
、
中
村
・
前
掲
注（
３
）、
一
八
四
巻
二
号

四
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
65
） 

eD
ate 

（n. 64
）, paras. 41-43.

（
66
） 

eD
ate （n. 64

）, paras. 45-47; O
pinion of A

dvocate G
eneral C

ruz V
illalón, [2011] E

C
R

 I- 10269, para. 56.

（
67
） 

eD
ate 

（n. 64

）, paras. 48-50.

（
68
） 

eD
ate （n. 64

）, para. 52.

（
69
） S

avin, su
pra note 8, p. 81-82.

（
70
） C

ase C
-194/16, B

olagsu
pplysn

in
gen

 O
Ü

, In
grid

 Ilsjan
 v. S

ven
sk H

an
d

el A
B

, E
C

L
I:E

U
:C

:2017:766. 

本
判
決
に
つ
い
て
も
、

中
村
、
前
掲
注（
３
）、
一
八
四
巻
二
号
五
六
頁
以
下
に
紹
介
と
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
71
） 

B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, paras. 33-35.

（
72
） 

B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, paras. 37-38, 41.

（
73
） 

B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, para. 44.

（
74
） 

B
olagsu

pplysn
in

gen 

（n. 70

）, para. 48.

（
75
） P

edro de M
iguel A

sensio, C
on

fl
ict of L

aw
s an

d
 th

e In
tern

et 
（E

dw
ard E

lgar, 2020

）, para. 2.79; S
avin, su

pra note 8, p. 82.

（
76
） C

ase C
-170/12, P

eter P
in

ckn
ey v. K

D
G

 M
ed

iatech
 A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
;2013:635.

本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
に
、
横
溝
・
前
掲
注（
３
）、

一
七
二
頁
、
野
村
秀
敏
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
著
作
権
侵
害
と
国
際
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
二
巻
四
号
（
二
〇
一
四
）
六
二
六
頁

が
あ
る
。

）
〇
七
三
（

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
七

（
77
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 31-37.

（
78
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 40-45.

裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
、A

sensio, su
pra note 75, para. 4.74

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
著
作
権
侵
害
に
お
い
て
、
著
作
権
の
属
地
性
は
、
原
告
の
著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
構
成
国
に
お
い
て
の
み
損
害
発
生
地
は
確
定
さ
れ
得
る
と

す
る
結
論
へ
導
く
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
要
素
で
あ
る
と
見
る
。

（
79
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, para. 47.

（
80
） S

avin, su
pra note 8, p. 83. 

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
の
適
用
に
際
し
、「
向
け
て
い
る
」（directing

）
こ
と
は
要
求
さ
れ
な

い
と
さ
れ
た
が
、
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
を
規
定
す
る
一
七
条
㈠
⒞
の
適
用
に
お
い
て
こ
の
基
準
が
議
論
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
併
合
事
案
の

joined case C
-585/08, P

eter P
am

m
er v. R

eed
erei K

arl S
ch

lü
ter G

m
bH

 &
 C

o. K
G

, and C
-144/09, H

otel A
lpen

h
of G

esm
bH

 v. 

O
liver H

eller, [2010] E
C

R
 I-12527

が
あ
る
。

（
81
） C

ase C
-387/12, H

i H
otel H

C
F

 S
A

R
L

 v. U
w

e S
poerin

g, E
C

L
I:E

U
:C

:2014:215.

（
82
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 27-29.

（
83
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 31-32.

（
84
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 34-35, 38-39.

（
85
） 

H
i H

otel （n. 81

）, para. 40.

（
86
） S

avin, su
pra note 8, p. 84.

（
87
） C

ase C
-441/13, P

ez H
ejd

u
k v. E

n
ergieA

gen
tu

r.N
R

W
 G

m
bH

, E
C

L
I:E

U
:C

:2015:28. 

本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
横
溝
・

前
掲
注（
３
）、
一
七
二
頁
が
あ
る
。

（
88
） 

P
ez H

ejd
u

k 

（n. 87

）, para. 18.

（
89
） 

P
ez H

ejd
u

k 

（n. 88

）, paras. 24-26.

（
90
） 

P
ez H

ejd
u

k （n. 89

）, paras. 31-38.

（
91
） O

pinion of A
dvocate G

eneral C
ruz V

illalón, E
C

L
I:E

U
:C

:2014:2212, para. 41.

）
〇
七
九
（



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
（
中
村
）

三
〇
七

（
77
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 31-37.
（
78
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, paras. 40-45.

裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
、A
sensio, su

pra note 75, para. 4.74

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
著
作
権
侵
害
に
お
い
て
、
著
作
権
の
属
地
性
は
、
原
告
の
著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
構
成
国
に
お
い
て
の
み
損
害
発
生
地
は
確
定
さ
れ
得
る
と

す
る
結
論
へ
導
く
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
要
素
で
あ
る
と
見
る
。

（
79
） 

P
in

ckn
ey 

（n. 76

）, para. 47.

（
80
） S

avin, su
pra note 8, p. 83. 

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｉ
ａ
規
則
七
条
㈡
の
適
用
に
際
し
、「
向
け
て
い
る
」（directing

）
こ
と
は
要
求
さ
れ
な

い
と
さ
れ
た
が
、
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
を
規
定
す
る
一
七
条
㈠
⒞
の
適
用
に
お
い
て
こ
の
基
準
が
議
論
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
併
合
事
案
の

joined case C
-585/08, P

eter P
am

m
er v. R

eed
erei K

arl S
ch

lü
ter G

m
bH

 &
 C

o. K
G

, and C
-144/09, H

otel A
lpen

h
of G

esm
bH

 v. 

O
liver H

eller, [2010] E
C

R
 I-12527

が
あ
る
。

（
81
） C

ase C
-387/12, H

i H
otel H

C
F

 S
A

R
L

 v. U
w

e S
poerin

g, E
C

L
I:E

U
:C

:2014:215.

（
82
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 27-29.

（
83
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 31-32.

（
84
） 

H
i H

otel （n. 81

）, paras. 34-35, 38-39.

（
85
） 

H
i H

otel （n. 81

）, para. 40.

（
86
） S

avin, su
pra note 8, p. 84.

（
87
） C

ase C
-441/13, P

ez H
ejd

u
k v. E

n
ergieA

gen
tu

r.N
R

W
 G

m
bH

, E
C

L
I:E

U
:C

:2015:28. 

本
判
決
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
横
溝
・

前
掲
注（
３
）、
一
七
二
頁
が
あ
る
。

（
88
） 

P
ez H

ejd
u

k 

（n. 87

）, para. 18.

（
89
） 

P
ez H

ejd
u

k 

（n. 88

）, paras. 24-26.

（
90
） 

P
ez H

ejd
u

k （n. 89

）, paras. 31-38.

（
91
） O

pinion of A
dvocate G

eneral C
ruz V

illalón, E
C

L
I:E

U
:C

:2014:2212, para. 41.

）
〇
七
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
〇
八

（
92
） O

pinion 

（n. 91

）, paras. 39-40.
（
93
） O

pinion 

（n. 91

）, para. 41. 

な
お
、
欧
州
委
員
会
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
か
ら
も
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
94
） C

ase C
-523/10, W

in
tersteiger A

G
 v. P

rod
u

cts 4U
 S

on
d

erm
asch

in
en

bau
 G

m
bH

, E
C

L
I:E

U
:C

:2012:220. 

本
判
決
を
紹
介
し
た

文
献
と
し
て
、
横
溝
・
前
掲
注（
３
）、
一
七
一
頁
、
今
野
裕
之
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
商
標
権
侵
害
と
裁
判
管
轄
」『
国
際
商
事
法
務
』
四
九
巻

一
二
号
（
二
〇
一
二
）
一
九
二
〇
頁
が
あ
る
。

（
95
） 

W
in

tersteiger 
（n. 94

）, paras. 19, 23-25. 

ま
た
、O

pinion of A
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じ
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あ
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。
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Ｐ
Ｆ
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Ｆ
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と
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収
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Ｆ
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Ｆ
取
引
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Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制

　
　
⑴

　
規
制
の
目
的

　
　
⑵
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Ｆ
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Ｆ
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近
年
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情
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術
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ation T
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：IT

）
の
発
達
は
著
し
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
急
速
に
広

ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
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設
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
で
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引
で
あ
り
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介
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の
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ォ
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サ
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あ
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ォ
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。
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Ｔ
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設
し
た
Ｐ
Ｆ
を
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じ
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種
の
モ
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や
サ
ー
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ス
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報
な
ど
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供
す
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と
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を
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す
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け
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Ｐ
Ｆ
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Ｐ
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、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示

）
三
三
四
（
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所
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イ
ン
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ネ
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新
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ビ
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ネ
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Ｗ
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ｂ
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イ
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）
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介
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ビ
ジ
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２
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ォ
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サ
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あ
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ォ
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: 

以
下
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Ｐ
Ｆ
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３
）
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Ｉ
Ｔ
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Ｐ
Ｆ
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情
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す
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す
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latform
er

）
と
呼
ば
れ
、
日
々
、
そ
の
存
在
感
を
高
め
て
い
る

（
４
）
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Ｆ
Ａ
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m
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Ｔ
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Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
と
く
に
注
目
を
集
め
る
存
在
で
あ
る

（
５
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Ｐ
Ｆ
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６
）
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Ｆ
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）
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Ｆ
を
介
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ネ
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８
）
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９
）
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三
一
四

の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済
シ
ス
テ
ム
導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の

Ｐ
Ｆ
の
利
用
制
限
、
顧
客
情
報
・
デ
ー
タ
の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
や
課
題
が
浮
上
し
て
い
る

（
10
）

。

Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
紛
争
は
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
消
費
者
で
あ
り
、
消
費
者
紛
争
の
性
格
を
有
す
る
が
、
対
面
で
は
な
く

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
取
引
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
所
在
の
地
理
的
な
広
が
り
と
そ
れ
に
伴
う
渉
外
的
紛
争
の
増
加
、
匿
名
性
の
増
大

に
伴
う
紛
争
当
事
者
の
特
定
困
難
性
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る

（
11
）

。
人
は
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
収
益
優
先
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
り
、

ま
た
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
を
通
じ
て
、
誘
導
や
操
作
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
は
、
誹
謗
中
傷
や

偽
情
報
の
氾
濫
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
て
い
る

（
12
）

。
民
主
的
な
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
は
、
も
は
や
自
主
規
制
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
法

律
に
よ
る
規
制
や
制
度
も
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
13
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
で
は
、
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
取
引
の
透
明
性
と
公
正
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
取
引
条
件
な
ど
の

情
報
の
開
示
、
Ｐ
Ｆ
の
運
営
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
、
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
報
告
と
評
価
、
お
よ
び
評
価
結
果
の
公
表
な
ど
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
七
日
、
全
四
章
二
五
か
条
か
ら
な
る
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
、
同
年
六
月
三
日
に
公
布

さ
れ
た
（
令
和
二
年
法
律
第
三
八
号
。
令
和
三
年
二
月
一
一
日
施
行
。
以
下
、「
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
」
と
い
う

（
14
））。

こ
の
ほ
か
に
も
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を

め
ぐ
る
法
改
正
は
個
人
情
報
保
護
法
や
電
気
通
信
事
業
法
な
ど
に
も
及
び
、
公
正
取
引
員
会
に
よ
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
や
消
費
者

庁
に
よ
る
論
点
整
理
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多

面
性
市
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｐ
Ｆ
の
種
類
を
契
約
法
の
観
点
か
ら
整
理
・
分
類
し
た
う
え
で
、
Ｐ
Ｆ
の
構
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に

）
三
三
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
五

し
、
Ｐ
Ｆ
の
契
約
関
係
を
分
析
し
た

（
16
）

。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
特
徴
や

法
的
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
で
用
い
ら
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

（
17
）

。
こ
れ
ら
は
Ｐ
Ｆ
が
提
起

す
る
問
題
に
つ
い
て
の
序
論
的
な
考
察
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
論
稿
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
前
稿
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
多
角
の
視
点
か
ら
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
を
あ
ら

た
め
て
検
討
し
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
単
な
る
Ｐ
Ｆ
と
い
う
場
貸
し
の
業
者
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
ま
た
、

出
品
者
や
消
費
者
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
を
負
う
の
か
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
で

は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
当
事
者
が
自
己
の
利
益
を
実
現
す

る
た
め
に
相
手
方
と
個
別
に
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
の
契
約
関
係
に
な
い
当
事

者
間
に
も
経
済
的
目
的
が
達
成
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
契
約
法
の
基
礎
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
基
本
的
規
律
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
多
角
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す

る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
今
日
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
（
二
）、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
が
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
徴
を
有
す
る
多
面
的
な
双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
三
）。
次
に
、
近
時
、
国
会
で
制
定
さ
れ
た

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
意
義
と
内
容
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
な
ど
を
検
討
す
る
（
四
）。
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て

取
引
条
件
の
開
示
な
ど
を
伴
う
が
、
直
接
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
正
取
引
員
会
の
監
視
の
下

で
の
公
法
的
側
面
か
ら
の
規
制
で
あ
る
。
契
約
上
の
法
律
関
係
や
そ
れ
を
前
提
と
し
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
当

）
三
三
四
（
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容
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三
一
六

事
者
間
の
規
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
多
面
性
と
い
う
特
徴
に

鑑
み
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
の
私
法
上
の
規
律
や
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
政
府
が
大
枠
を
示
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
自
律
的
に
取
引
環
境
の

改
善
に
取
り
組
ん
で
行
く
形
で
の
ル
ー
ル
の
整
備
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
本
稿
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
が
多
面
的
な
契
約
の
性
質
を
も
つ
双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
法
的
地
位
を
契
約
法
的
側
面
か
ら
分
析
し
、
多
角
の
視
点
と
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
か
ら
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任
を
明
ら
か

に
す
る
（
五
）。
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
の
構
造
や
機
能
、
Ｐ
Ｆ
の
取
引
シ
ス
テ
ム
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用

者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、

具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
か
ら
退
出
さ
せ
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る

（
18
）

。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
責
任
を
、
従
来
の
合
意
中
心
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
導
く
の
が
可
能
か
ど
う
か
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
は
、
当
事
者
間
に
契
約
上
の
債
権
債
務
を
発
生
さ
せ
る
に
は
合
意
を
要
す
る
と
し
、
契

約
に
お
け
る
個
々
人
の
意
思
を
重
視
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る

（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
、
取
引
の
中
に
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
利
用
者
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
・
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
）
と
の
利
用

契
約
、
お
よ
び
、
提
供
者
・
購
入
者
間
の
売
買
な
ど
の
契
約
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数
人
の
当
事
者
間
で
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約
を
個
別
に
締
結
し
、

こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
に
契
約
関
係
に
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
一
つ
の
社
会
的
・
経
済
的
目
的
を

達
成
し
よ
う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
に
あ
っ
て
は
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
々
の
契
約
に
分
解
し
、
個
別
契
約

の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
多
角
の
視
点
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉

）
三
三
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
七

え
る
考
え
方
へ
と
意
識
を
転
換
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

（
20
）

。
こ
れ
が
、
多
角
の
視
点
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従

来
の
伝
統
的
契
約
理
論
が
説
く
意
思
中
心
の
合
意
主
義
的
な
考
え
方
と
は
そ
の
発
想
が
大
き
く
異
な
り
、「
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
」
を
促
す
契
機
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
は
多
角
の
視
点
を
要
す
る
多
数
当
事
者
の
法
律
関
係
が
一
つ
の

特
徴
と
な
っ
て
お
り

（
21
）

、
こ
れ
に
基
礎
を
置
く
同
意
理
論
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
契
約
上
の
責
任
を
考
え
る
際
の
理
論
的

根
拠
と
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
は
、
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
取
引
法
の
世
界
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
今
後
の
課

題
と
展
開
を
述
べ
て
い
る
（
六
）。
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
議
論
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と

契
約
上
の
責
任
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
多
角
の
視
点
か
ら
新
た
な
理
論
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
今
日
的
意
義

１
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
意
味
と
概
念
の
多
義
性

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
、
今
日
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
者
と
利
用
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
際
の
共
通
基
盤
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
各
様
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
明
確
な
定
義
が
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
（
22
）

。
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
も
と
で
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
日
常
用
語
と
し
て
は
、
駅
の
ホ
ー
ム
を
指
す
言
葉
（
乗
客
が
乗
り
降
り
す
る
一
段
高
く
な
っ
た
場
所
）
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
こ
か
ら
転
じ
て
、
多
様
な
製
品
の
共
通
部
分
、
あ
る
い
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
サ
ー
ビ
ス
の
土
台
と
な
る
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
・
サ

）
三
三
四
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
一
八

イ
ト
を
示
す
概
念
と
し
て
、
広
く
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
産
業
界
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
23
）

。
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の

制
定
後
は
、
Ｐ
Ｆ
の
概
念
を
同
法
二
条
一
項
で
定
義
さ
れ
た
も
の
と
同
義
で
用
い
る
も
の
が
比
較
的
多
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
取
引
な
い
し
情
報
交
換
の
場
を
提
供
す
る
役
務
で
あ
っ
て
、
多
面
性
市
場

（
異
な
る
利
用
者
を
つ
な
ぐ
）
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
（
利
用
者
の
増
加
に
伴
い
価
値
を
高
め
る
）
と
い
っ
た
特
徴
を
有
す
る
も
の
を
い
う

と
し
て
い
る

（
24
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｐ
Ｆ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
律
学
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
商
品
役

務
を
提
供
す
る
性
質
（
市
場
の
多
面
性
）
と
、
あ
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
増
加
が
別
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
便
益
を
増
加
さ
せ
る
効
果
（
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
後
者
は
ロ
ッ
ク
イ
ン
（
囲
い
込
み
）
の
誘
引
と
な
っ
て
利
用
者

の
選
択
肢
を
限
定
す
る
結
果
（
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）
を
も
た
ら
す

（
25
）

。
こ
こ
で
は
、
Ｐ
Ｆ
を
最
大
公
約
数
的
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て

提
供
さ
れ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
提
供
な
い
し
交
換
の
「
場
」
と
定
義
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い

（
26
）

。

２
　
取
引
の
「
場
」
と
し
て
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）

Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
様
々
な
財
が
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
人
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
に
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
意
義
と
し
て
は
、
第
一
に
、

Ｐ
Ｆ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
市
場
へ
の
参
入
が
容
易
に
な
る
と
と
も
に
、
多
く
の
利
用
者
が
見
込
め
る
こ
と
、
第
二
に
、
Ｐ
Ｆ
が
情
報

や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
利
用
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
、
提
供
者
・
利
用
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
一
九

通
常
、
企
業
が
情
報
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
作
業
を
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
携
帯
端
末
ま
で
多
く
の
投
資
や
開
発
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｐ
Ｆ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｆ
と
の
接
続
性
を
確
保
し
さ
え
す
れ
ば
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
だ
け
で
市

場
へ
の
参
入
が
容
易
に
可
能
と
な
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
の
出
現
の
背
景
に
あ
る
も
の

今
日
、
Ｐ
Ｆ
が
台
頭
し
て
き
た
背
景
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
潮
流
が
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
の
電
子
商
取
引
市
場
の
出
現
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

に
着
目
し
た
研
究
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る

（
27
）

。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者

に
と
っ
て
そ
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
指
し
て
い
わ
れ
る
用
語
で
あ
る

（
28
）

。

法
律
学
の
観
点
か
ら
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
性
市
場
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
二
つ
以
上
の
顧
客
グ
ル
ー
プ
（
提
供
者
側
と
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
お
互
い
に
取
引
さ
せ
な
が
ら

運
営
管
理
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
重
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、
利
用
者
間
の
交

換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お

け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
利
用
者
を
様
々

な
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
と
結
び
つ
け
、
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
評
価
・
格
付

け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
見
知
ら
ぬ
当
事
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る

（
29
）

。
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ョ
ン
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
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携
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Ｆ
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Ｐ
Ｆ
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ョ
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す
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Ｆ
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Ｆ
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台
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潮
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27
）
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
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効
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は
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サ
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サ
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28
）
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Ｐ
Ｆ
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Ｐ
Ｆ
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Ｆ
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築
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。
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Ｆ
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テ
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Ｆ
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Ｆ
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Ｆ
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仕
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Ｐ
Ｆ
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三
二
〇

三
　
Ｐ
Ｆ
取
引
が
作
り
出
す
多
面
的
双
方
向
市
場
と
契
約
関
係

１
　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
形
態

Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
で
あ
る
。
今
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
商
品
化
で
き
な
い
も
の
は
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
取
引
の
対
象
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
形
態
を
、
利
用
主
体
の
観
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
①
企
業
対
企
業
（B

 to B

）、
②
企
業
対
企

業
対
消
費
者
（B

 to B
 to C

）、
③
企
業
対
消
費
者
（B

 to C

）、
④
消
費
者
対
消
費
者
（C

 to C

）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
30
）

。
Ｐ
Ｆ
取

引
は
①
か
ら
④
に
向
か
っ
て
多
様
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
④
の
主
要
な
場
面
が
、
い
わ
ゆ
る
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ

ミ
ー
（S

haring-econom
y

）
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
個
人
が
所
有
す
る
活
用
可
能
な
資
産
や
ス
キ
ル
な
ど
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
マ
ッ
チ
ン
グ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
、
他
の
個
人
も
共
有
（
貸
借
・
売
買
・
提
供
）
し
て
い
く
新
し
い
経
済
の
動
き
で
あ
る

（
31
）

。

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
そ
の
多
く
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
仮
想
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（F

lea M
arket

）
内
で
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
用
の
ア
プ
リ
（
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
フ
リ
マ
ア
プ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
32
）

。

フ
リ
マ
ア
プ
リ
に
よ
り
、
④
の
個
人
間
マ
ッ
チ
ン
グ
（C

 to C

）
が
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
近
時
、
市
場
の
Ｐ
Ｆ
化
が
進
む
過
程
の
中
で
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
も
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
法
的

規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る

（
33
）

。

前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
広
ま
っ
た
共
用
型
経
済
で
あ
る

（
34
）

。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
一

そ
の
源
流
を
遡
れ
ば
、
古
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
々
の
共
用
地
、
共
同
の
家
・
雁
場
・
牧
草
地
に
み
ら
れ
た
。
現
代
で
は
、
公
園
、
図

書
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
財
産
な
ど
に
み
ら
れ
る

（
35
）

。
現
代
社
会
に
甦
っ
た
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
Ｐ
Ｆ
と
い
う
取
引
の
場
を
え

て
、
さ
ら
に
普
及
・
発
展
し
、
こ
れ
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

（
36
）

。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
Ｐ
Ｆ
が
取
り
扱
う
内
容
の
利
用
形
態
か
ら
、
マ
ッ
チ
ン
グ
型
と
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
区
分
さ
れ
る

（
37
）

。

マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
売
買
や
交
換
な
ど
の
取
引
が
行
わ
れ
る
形
態
で
、
Ｐ
Ｆ
は

そ
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
提
供
を
し
て
い
る
。
マ
ッ
チ
ン
グ
型
に
は
、B to C

取
引
を
内
容
と
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
な
ど
の
ほ
か
、C

 to C

取
引
を
含
む
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
目

的
と
す
る
Ｐ
Ｆ
が
含
ま
れ
る
。B

 to C

で
は
、
ア
マ
ゾ
ン
、
楽
天
、Y

ahoo！

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
、C

 to C

で
は
、
メ
ル
カ
リ
、
ラ

ク
マ
、Y

ahoo！

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
情
報
の
提
供
や
流
通
の
み
が
行
わ
れ
る
Ｐ
Ｆ
が
、
い
わ

ゆ
る
非
シ
ス
テ
ム
型
で
あ
る
。
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
掲
示
板
、
投
稿
サ
イ
ト
、
検
索
サ
イ
ト
が
典
型
で
あ
り
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
な
ど
が
、
そ

の
代
表
で
あ
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係

⑴
　
当
事
者
間
の
契
約
関
係

Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
引
形
態
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
契
約
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

（
38
）

。
Ｐ
Ｆ
事

業
者
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
契
約
上
の
責
任
を
考
え
る
う
え
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
の
関
係
当
事
者
と
契
約
関
係
の
分
析
は
重
要
で
あ
る
。

）
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四
四
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Ｐ
Ｆ
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さ
れ
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が
で
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三
二
二

ア
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用
者
間

ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用
者
間
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
・
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
）
に
利
用
契
約
が
締
結

さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
利
用
者
相
互
間
に
売
買
な
ど
の
各
種
の
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
他
人
間
の
商
行
為
の
媒
介

を
業
と
す
る
場
合
に
は
、
商
事
仲
立
人
と
し
て
商
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
（
商
法
五
四
三
条
以
下
）、
結
約
書
作
成
・
交
付
業
務
（
商
法

五
四
六
条
）
や
帳
簿
記
載
義
務
（
同
五
四
七
条
）、
報
酬
請
求
権
（
同
五
五
〇
条
）
な
ど
が
発
生
す
る
が
、
媒
介
の
対
象
は
商
行
為
に
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
商
行
為
以
外
の
他
人
間
の
法
律
行
為
を
媒
介
す
る
民
事
仲
立
人
に
つ
い
て
は
、
民
法
に
一
般
的
な
規
定
は
な
く
、

当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
規
律
に
服
す
る
の
か
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
提
供
者
・
購
入
者
間

提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、
財
貨
の
移
動
を
目
的
と
す
る
基
本
的
な
給
付
義
務
を
履
行
す
る
も
の
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
通
常
、
売
買
や
役
務
提
供
な
ど
の
契
約
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
取
引
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
介
在
す
る
も
の
の
、

形
式
的
に
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
利
用
契
約
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
当
事
者
と
な
ら
な
い
二
当
事
者
間
の
取
引
契
約
と
し

て
成
立
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

⑵
　
Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
契
約
の
特
徴

Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
役
割
次
第
に
よ
り
、
購
入
者
の
取
引
契
約
の
相
手
方
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
当
事
者
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
い
わ
ば
「
契
約
の
第
三
当
事
者
」
と
い
う
地
位
に
立
つ
こ

と
に
な
る
が
、
提
供
者
と
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
購
入
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
か
は
、
第
一
義
的
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
各
利
用

者
間
に
締
結
さ
れ
る
利
用
契
約
の
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

）
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四
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
三

さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
度
合
い
が
強
い
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
の
第
三
当
事
者
で
は
な
く
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
携
わ
る
「
直
接
の
契
約
当
事
者
」
と
い
う
地
位
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ

事
業
者
は
契
約
に
お
け
る
第
三
者
性
を
否
定
さ
れ
、
提
供
者
は
契
約
に
お
け
る
従
た
る
地
位
に
退
く
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
の
関
係
は
購

入
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
提
供
者
側
の
内
部
関
係
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
形
式
的
に
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
契
約
当
事
者
と
な
ら
な
い
供
給
者
と
需
要
者
と
の
間
の
二
当
事
者
間
契
約
と
み
ら
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
契
約
の
形
態
や
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
の
契
約
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
再
構
成
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

３
　
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
の
多
面
的
契
約
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
取
引
市
場
は
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
性
質
と
、
あ
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
増
加
が
他
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
便
益
を
増
進
さ
せ
る
効
果
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
前
者
が
市
場
の
二
面
市
場
性
な
い
し
多
面
市
場
性
で
あ
り
、
後
者
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
39
）

。

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
利
用
者
が
増
え
る
ほ
ど
、
利
用
者
に
と
っ
て
そ
の
価
値
が
高
ま
る
の
み
な
ら

ず
、
利
用
者
の
拡
大
に
よ
っ
て
利
用
者
間
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
働
く
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
存
在
す
る
市
場
で
は
、
直
線
的
な
契

約
関
係
に
な
い
者
が
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
連
結
さ
れ
て
い
る
市
場
構
造
を
生
む
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
顧
客
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
40
）

。
こ
れ

が
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
議
論
は
、
こ
の
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
か
ら
始
ま
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
41
）

。
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三
二
四

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
経
済
学
で
は
、
二
組
の
経
済
主
体
が
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
相
互
に
作
用
す
る
市
場
を
二
面
市
場
（tw

o-sided m
arkets

）

と
呼
ん
で
い
る

（
42
）

。
し
か
し
、
法
律
学
の
立
場
、
と
り
わ
け
契
約
法
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
け
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

効
果
は
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
単
独
で
、
あ
る
い
は
、
複
合
的
に
起
こ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

効
果
は
、
二
方
向
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
方
向
以
上
が
相
互
に
作
用
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引

市
場
は
多
面
性
市
場
（m

ulti-sided m
arkets

）
と
呼
ん
だ
方
が
適
切
で
あ
る

（
43
）

。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
そ
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
問
題

を
一
般
化
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
問
題
解
決
の
た
め
の
正
し
い
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
は
、
双
方
向
で
多
面
性
を
有
す
る
市
場
で
あ
り
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
も
っ
て
い
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
店
舗
は
、
一
つ
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
や
Ｐ
Ｆ
に
複
数
開
設
さ
れ
、
様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
取
扱
い
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
大
規

模
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
取
引
型
Ｐ
Ｆ
は
全
体
と
し
て
一
つ
の
市
場
、
非
取
引
型
Ｐ
Ｆ
は
複
数

の
市
場
と
い
っ
た
形
式
的
な
市
場
確
定
は
、
関
係
当
事
者
間
の
法
律
関
係
の
解
明
の
た
め
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
え
よ
う

（
44
）

。

４
　
Ｐ
Ｆ
取
引
と
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
収
集
・
利
用

Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
営
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の

閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
計
算
手
順
）
な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予

測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す
る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お

り
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
デ
ー
タ
は
、
効
率
性
の

高
い
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
や
購
買
誘
導
を
求
め
る
他
企
業
に
売
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

）
三
四
四
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デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
五

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
広
く
大
量
に
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
（
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
上
の
地
位
に
影
響
を
与
え
る

（
45
）

。

換
言
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
事
業
者
の
競
争
上
の
地
位
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
デ
ー
タ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
46
）

。
収
集

さ
れ
る
デ
ー
タ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
ま
た
、
デ
ー
タ
の
収
集
、
整
理
、
分
類
、
解
析
、
解
釈
に
用
い
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
う
ま
く
設

計
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
交
換
さ
れ
る
情
報
の
関
連
性
や
有
用
性
が
高
ま
り
、
新
し
い
価
値
が
創
出
さ
れ
る

（
47
）

。

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
も
と
で
は
、
利
用
者
の
デ
ー
タ
が
集
ま
れ
ば
集
ま
る
ほ
ど
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
利
用
者
を

集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
市
場
原
理
が
阻
害
さ
れ
、
競

争
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
最
近
で
は
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
台
頭
や
格
差
の
拡
大
を
受
け
て
、
経
済
全
体
で
寡
占
化
の
兆
し
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
議
論
が
起
き
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
に
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
市
場
に
複
数
の
Ｐ
Ｆ
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
競
争
関
係
に
あ
る
が
、
Ｐ
Ｆ
が
爆
発
的
は
破
壊
力
を
も
つ
と
、
完
全
競
争
モ
デ
ル
が
想
定
す
る
同
質
的
な
競
争
と
は
な
ら
ず
、
特
定

の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
何
ら
か
の
市
場
支
配
力
を
も
ち
や
す
い
。
最
近
の
事
案
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
同
士
の
経
営
統
合
で
、
公
正
取
引
員
会
の

審
査
対
象
と
な
っ
た
案
件
が
あ
る

（
48
）

。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
集
積
は
個
人
情
報
の
侵
害
を
生
じ
や
す
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
競
争
法
と
の
関

係
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る

（
49
）

。
利
用
者
は
自
分
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
情
報
を
誰
が
も
っ
て
い
る
か
を
知
ら
ず
、
誰
が

ど
の
よ
う
に
使
う
か
も
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
個
人
デ
ー
タ
の
不
当
な
収
集
な
ど
、
反
競
争
的
効
果
の
直
接
的
証
拠
が

あ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
独
禁
法
上
の
規
制
の
対
象
と
も
な
り
う
る

（
50
）

。
Ｐ
Ｆ
を
利
用
せ
ざ
る
を

え
な
い
個
人
の
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
に
収
集
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
透
明
性
と
公
正
性
、
お
よ

び
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
局
面
と
な
っ
て
い
る

（
51
）

。
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は
な
い

（
46
）

。
収
集

さ
れ
る
デ
ー
タ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
ま
た
、
デ
ー
タ
の
収
集
、
整
理
、
分
類
、
解
析
、
解
釈
に
用
い
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
う
ま
く
設

計
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
交
換
さ
れ
る
情
報
の
関
連
性
や
有
用
性
が
高
ま
り
、
新
し
い
価
値
が
創
出
さ
れ
る

（
47
）

。

デ
ジ
タ
ル
経
済
の
も
と
で
は
、
利
用
者
の
デ
ー
タ
が
集
ま
れ
ば
集
ま
る
ほ
ど
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
利
用
者
を

集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
市
場
原
理
が
阻
害
さ
れ
、
競

争
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
最
近
で
は
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
台
頭
や
格
差
の
拡
大
を
受
け
て
、
経
済
全
体
で
寡
占
化
の
兆
し
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
議
論
が
起
き
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
取
引
市
場
に
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
市
場
に
複
数
の
Ｐ
Ｆ
が
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
競
争
関
係
に
あ
る
が
、
Ｐ
Ｆ
が
爆
発
的
は
破
壊
力
を
も
つ
と
、
完
全
競
争
モ
デ
ル
が
想
定
す
る
同
質
的
な
競
争
と
は
な
ら
ず
、
特
定

の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
何
ら
か
の
市
場
支
配
力
を
も
ち
や
す
い
。
最
近
の
事
案
に
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
同
士
の
経
営
統
合
で
、
公
正
取
引
員
会
の

審
査
対
象
と
な
っ
た
案
件
が
あ
る

（
48
）

。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
集
積
は
個
人
情
報
の
侵
害
を
生
じ
や
す
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
競
争
法
と
の
関

係
に
つ
い
て
新
た
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る

（
49
）

。
利
用
者
は
自
分
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
情
報
を
誰
が
も
っ
て
い
る
か
を
知
ら
ず
、
誰
が

ど
の
よ
う
に
使
う
か
も
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
個
人
デ
ー
タ
の
不
当
な
収
集
な
ど
、
反
競
争
的
効
果
の
直
接
的
証
拠
が

あ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
独
禁
法
上
の
規
制
の
対
象
と
も
な
り
う
る

（
50
）

。
Ｐ
Ｆ
を
利
用
せ
ざ
る
を

え
な
い
個
人
の
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
に
収
集
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
透
明
性
と
公
正
性
、
お
よ

び
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
局
面
と
な
っ
て
い
る

（
51
）

。

）
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四
四
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三
二
六

四
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制
と
評
価

１
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
至
る
ま
で
の
経
緯

前
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
五
月
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
取
引
の
透
明
性
と
公
正
性
を
図
る
た
め
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定

さ
れ
た
。
Ｐ
Ｆ
規
制
の
主
な
項
目
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
を
義
務
づ
け
、
取
引
実
態
を
定
期
的
に
報
告
さ
せ
る
と
と
も
に
、
悪
質
な

場
合
に
は
独
禁
法
違
反
に
問
い
う
る
点
に
あ
る
。
以
下
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し

（
52
）

、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明

化
法
の
意
義
と
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う

（
53
）

。

ま
ず
、
わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
、「
高
度
通
信
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
本
部
」（
Ｉ
Ｔ
総
合
戦
略
本
部
）
の
下
に
組
織

さ
れ
た
新
戦
略
推
進
専
門
調
査
会
の
規
制
制
度
改
革
分
科
会
に
お
い
て
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
捗
な
ど
の
わ
が
国
が
直
面
す
る
課
題

解
決
に
資
す
る
情
報
通
信
技
術
の
利
活
用
の
た
め
の
制
度
整
備
を
検
討
す
る
た
め
、「
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
の
利
活
用
に
関
す
る
制

度
整
備
検
討
会
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
本
検
討
会
は
、
そ
の
後
、
七
回
の
会
合
を
経
て
、
同
年
一
二
月
に
、「
情
報
通

信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
の
利
活
用
の
利
活
用
に
関
す
る
制
度
整
備
検
討
会

　
中
間
整
理
～
制
度
整
備
の
基
本
的
な
方
向
性
～
」
を
公
表
し
た

（
54
）

。

こ
の
中
で
、
制
度
整
備
検
討
会
は
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
仲
介
機
能
」
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
Ｉ
Ｔ
利
活
用
を
行
う
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
な
事
業
運
営
の
確
保
な
ど
、
Ｐ
Ｆ
の
仲
介
機
能
に
関
す
る

ル
ー
ル
整
備
に
向
け
た
基
本
的
な
考
え
方
を
提
案
し
た
。

そ
の
後
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
が
さ
ら
に
広
ま
る
環
境
の
中
で
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
も
つ
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
は
、
市
場
の

寡
占
化
が
進
み
や
す
い
と
さ
れ
、
Ｐ
Ｆ
を
提
供
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
業
者
か
ら
様
々
な
取
引
上
の
課

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
二
七

題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た

（
55
）

。
こ
の
た
め
、
経
済
産
業
省
・
公
正
取
引
員
会
・
総
務
省
は
、
二
〇
一
八
年
、「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
取
引
環
境
整
備
に
関
す
る
検
討
会
」
を
共
同
で
立
ち
上
げ
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
取
引
環
境
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

有
識
者
を
交
え
た
調
査
・
検
討
を
進
め
た

（
56
）

。
そ
し
て
、
有
識
者
検
討
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
、
そ
れ
を
中

間
的
論
点
整
理
と
し
て
ま
と
め
た
う
え
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
関
す
る
公
平
性
確
保
の
た
め
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に

対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
」
を
策
定
し
た

（
57
）

。
こ
の
基
本
原
則
の
中
で
、
個
人
情
報
な
ど
の
デ
ー
タ
と
引
き
換
え
に

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
消
費
者
に
対
し
て
不
公
正
な
扱
い
が
あ
っ
た
場
合
に
、
独
占
禁
止
法
上
の
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
を
適
用
す
る
こ

と
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
経
済
産
業
省
で
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
、「
電
子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
」
を
定
め
た

（
58
）

。
こ
の
中
で
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
運
営
者
と
し
て
参
加
利
用
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
場
合
が
検
討
さ
れ

た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
考
え
方
は
、
ユ
ー
ザ
ー
間
取
引
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
マ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
に
つ
い
て
も
同
様

に
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
日
本
経
済
再
生
本
部
に
設
置
さ
れ
た
未
来
投
資
会
議
は
、
未
来
へ
の
投
資
の
拡
大
に
向
け
た
成
長
戦
略

と
構
造
改
革
の
加
速
化
を
図
る
た
め
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
な
ど
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
代
表
さ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
個
人
の
行
動
情
報
の
独
占
や
市
場
で
の
優
越
的
な
地
位
の
乱
用
を
防
止
す
る
た
め
の
枠

組
み
を
策
定
す
る
た
め
、
省
庁
の
垣
根
を
越
え
た
専
門
組
織
を
編
成
す
る
こ
と
を
決
議
し
た

（
59
）

。
こ
の
決
議
に
お
い
て
、
取
引
慣
行
の
透
明

性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
法
制
ま
た
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
競
争
政
策
の
調
整
な
ど
に
つ
い
て

新
し
い
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

）
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四
四
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三
二
八

ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
と
く
に
問
題
点
の
指
摘
が
多
い
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
お
よ
び
ア
プ
リ
ス
ト
ア
に
お
け
る
取
引
に
係
る
独

占
禁
止
法
・
競
争
政
策
上
問
題
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
取
引
慣
行
な
ど
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
通
信
販
売
サ
イ
ト
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
経
営
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
事
業
者
と
出
店
企
業
の
九
三
社
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
た
。
そ
の
結
果
が
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
公
正
取
引
委
員
会
よ
り
実
態
調
査
報
告
書
と
し
て
公
表
さ
れ
た

（
60
）

。
同
報
告
書
で

は
、
独
禁
法
な
ど
の
法
令
違
反
と
な
る
行
為
が
類
型
的
に
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
今
日
、
通
販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト

ア
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
は
、
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示
の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済

シ
ス
テ
ム
導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
制
限
、
顧

客
情
報
・
デ
ー
タ
の
運
営
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

前
述
の
有
識
者
検
討
会
に
お
い
て
も
、
取
引
環
境
の
透
明
性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
制
度
設
計
の
選
択
肢
に
つ
い
て
検

討
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
一
九
年
五
月
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
に
関
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
」

が
公
表
さ
れ
た

（
61
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
内
閣
に
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
評
価
や
競
争
政
策
の
規
格
・
立
案
な
ど
を
行
う
デ
ジ

タ
ル
市
場
競
争
本
部
と
そ
の
下
部
機
関
で
調
査
審
議
な
ど
を
実
施
す
る
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
競
争
会
議
お
よ
び
同

会
議
の
下
に
設
置
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
前
述
の
基
本
原
則
、
公
取
委
実
態
調
査
、
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
を
踏
ま
え
て
検
討

を
進
め
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
か
ら
翌
二
〇
二
〇
年
一
月
に
か
け
て
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
取
引
透
明
化
法
（
仮
称
）
の

方
向
性
」
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
手
続
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
取
引
透
明
化

法
（
仮
称
）」
の
概
要
が
決
定
さ
れ
た

（
62
）

。
こ
の
概
要
に
基
づ
き
、
内
閣
を
中
心
に
法
律
案
の
立
法
作
業
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
二
月
、
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三
二
九

閣
議
決
定
を
経
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
関
す
る
法
律
案
が
第
二
〇
一
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
法
律
案
は
、
衆
議
院
お

よ
び
参
議
院
の
審
議
を
経
て
、
同
年
五
月
二
七
日
、
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
と
し
て
可
決
・
成
立
し
、
同
年
六
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た

（
令
和
二
年
法
律
三
八
号
。
令
和
三
年
二
月
一
日
施
行
）。
な
お
、
本
法
の
実
施
に
係
る
政
令
・
省
令
お
よ
び
指
針
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
競
争

会
議
お
よ
び
そ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
論
を
経
て
制
定
が
進
め
ら
れ
、
本
法
の
施
行
日
と
同
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
よ
る
法
的
規
制

⑴
　
規
制
の
目
的

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
は
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
い
、
規
制
の
対
象
と
な
る
Ｐ
Ｆ
提
供

者
を
「
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
を
指
定
し
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
取
引
条
件
等
の
情
報
開
示
を

義
務
づ
け
、
特
定
Ｐ
Ｆ
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
に
つ
い
て
の
評
価
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
の
透
明
性
お
よ

び
公
正
性
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
特
定
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
通
じ
て
、
国
民
生
活
の
向
上
お
よ
び
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
条
）。
理
念
と
し
て
、
同
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
透
明

性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
国
の
関
与
や
規
制
は
必
要
最
小
限
の
も

の
と
し
て
い
る
（
同
一
七
条
）。

⑵
　
規
制
の
内
容

ア
　
ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
よ
る
と
、
Ｐ
Ｆ
は
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に

よ
り
構
築
し
た
場
」
で
あ
っ
て
、
多
数
の
者
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
商
品
、
役
務
ま
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を
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に
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び
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に
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与
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る
こ
と
を
目
的
と
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て
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る
（
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と
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て
、
同
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は
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が
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性
お
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の
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の
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の
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を
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主
的
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つ
積
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的
に
行
う
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と
を
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と
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、
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の
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や
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は
必
要
最
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限
の
も
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と
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る
（
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一
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）。

⑵
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の
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容

ア
　
ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
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る
と
、
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は
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多
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が
利
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る
こ
と
を
予
定
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電
子
計
算
機
を
用
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に

よ
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構
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し
た
場
」
で
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て
、
多
数
の
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に
イ
ン
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ネ
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ト
そ
の
他
の
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度
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信
ネ
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ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
商
品
、
役
務
ま

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
三
〇

た
は
権
利
に
係
る
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
を
常
態
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
柱
書
）。
こ
の
定
義

の
も
と
で
、
Ｐ
Ｆ
を
単
独
で
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
い
（
同
法
二
条
五
項
）、
こ
の
う
ち
、
国
民
生

活
や
経
済
へ
の
影
響
が
大
き
く
、
売
上
高
な
ど
が
一
定
規
模
あ
る
企
業
を
政
令
で
「
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
指
定
し
（
同
法
四
条
）、
同
法

の
定
め
る
開
示
規
制
な
ど
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
（
同
法
五
条
）。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
モ
ー
ル
型
ネ
ッ
ト
通
販
や
ア
プ
リ

ス
ト
ア
運
営
会
社
で
あ
る
。
政
令
に
よ
れ
ば
、
規
制
対
象
と
な
る
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
モ
ー
ル
は
年
間
売
上
総
額
が
三
〇
〇
〇
億
円
以

上
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア
は
同
二
〇
〇
〇
億
円
以
上
で
あ
る
。

イ
　
次
に
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
規
制
は
、
大
別
し
て
、
開
示
規
制
、
措
置
規
制
、
お
よ
び
監
督
規
制
の
三
つ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

開
示
規
制
と
し
て
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
し
、
取
引
の
拒
絶
（
出
品
停
止
、
ア
プ
リ
削
除
な
ど
）
を
す
る
場
合
の

判
断
基
準
や
検
索
順
位
を
決
定
す
る
基
本
的
な
要
素
な
ど
の
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
五
条
二
項
、
三
項
）。

取
引
を
全
部
拒
絶
す
る
場
合
や
取
引
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
事
前
告
知
が
必
要
で
あ
る
（
同
法
五
条
四
項
）。

本
来
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
取
引
の
自
由
が
あ
る
か
ら
、
誰
と
取
引
す
る
の
か
、
何
を
ど
う
取
引
す
る
の
か
は
自
由
で
あ
る
（
改
正
民
法

五
二
一
条
・
五
二
二
条
参
照
）。
不
適
正
な
販
売
を
行
う
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
停
止
す
る
な
ど
、
取
引

停
止
が
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
自
社
や
関
連
会
社
で
提
供
す
る
商
品
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
商
品
と
競
合
す
る
別
の
商
品
の
販
売
停
止
を
求
め
た
り
、
エ
ス
ク
ロ
ー
サ
ー
ビ
ス
（
商
品
が
問
題
な
く
届
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で

支
払
を
完
了
さ
せ
る
サ
ー
ビ
ス
）
を
提
供
す
る
必
要
性
か
ら
、
自
社
の
指
定
す
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し

か
し
、
公
正
な
取
引
で
あ
る
た
め
に
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
こ
う
し
た
措
置
や
手
段
を
用
い
る
際
に
は
合
理
的
な
理
由
や
判
断
基
準
を
示
す

必
要
が
あ
る
。
顔
が
見
え
な
い
Ｐ
Ｆ
取
引
で
は
信
用
が
第
一
で
あ
り
、
商
品
等
提
供
利
用
者
に
対
す
る
評
価
や
格
付
け
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
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三
三
一

ビ
ス
な
ど
の
販
売
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
評
価
や
格
付
け
の
算
定
方
法
や
実
際
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者

が
自
由
に
定
め
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
透
明
性
を
も
っ
た
公
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
基
準
や
理
由
な
ど
の
開
示
が
求

め
ら
れ
る
。

ウ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
取
引
先
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
予
見
可
能
性
の
向
上
や
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
止

す
る
た
め
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
取
引
条
件
を
開
示
す
る
こ
と
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
際
に
は
事
前
に
そ
の
内
容
と
理
由
を
通
知
す
る

こ
と
、
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
そ
の
判
断
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
な
ど
の
情
報
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
、

経
済
産
業
大
臣
は
開
示
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
勧
告
し
、
さ
ら
に
は
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
六
条
一
項
、

四
項
）。
ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
勧
告
の
内
容
が
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
と

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
条
二
項
、
五
項
）。
こ
れ
ら
の
勧
告
や
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
法
六
条
三
項
、
六
項
）。
こ
れ
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
商
品
等
提
供
利
用
者
や
他
の

利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）、
経
済
産
業
大
臣
は
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
指
針
を
策
定
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
概
要
、
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
、
情
報
開
示
の
状
況
、

商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
措
置
な
ど
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条

一
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
報
告
書
を
も
と
に
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
評
価
を
行
い
、
報
告
書
の
概
要
と
と
も
に
評
価
の
結
果
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
二
項
）。
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
か
、
相
互
理
解
の
た
め
に

）
三
四
四
（
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タ
ル
プ
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ォ
ー
ム
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業
者
の
法
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と
契
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上
の
責
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（
長
谷
川
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三
三
一

ビ
ス
な
ど
の
販
売
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
評
価
や
格
付
け
の
算
定
方
法
や
実
際
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者

が
自
由
に
定
め
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
透
明
性
を
も
っ
た
公
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
基
準
や
理
由
な
ど
の
開
示
が
求

め
ら
れ
る
。

ウ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
取
引
先
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
予
見
可
能
性
の
向
上
や
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
止

す
る
た
め
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
取
引
条
件
を
開
示
す
る
こ
と
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
際
に
は
事
前
に
そ
の
内
容
と
理
由
を
通
知
す
る

こ
と
、
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
そ
の
判
断
基
準
を
明
示
す
る
こ
と
な
ど
の
情
報
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
、

経
済
産
業
大
臣
は
開
示
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
勧
告
し
、
さ
ら
に
は
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
六
条
一
項
、

四
項
）。
ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
勧
告
の
内
容
が
情
報
の
電
磁
的
流
通
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
と

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
条
二
項
、
五
項
）。
こ
れ
ら
の
勧
告
や
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
法
六
条
三
項
、
六
項
）。
こ
れ
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
商
品
等
提
供
利
用
者
や
他
の

利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）、
経
済
産
業
大
臣
は
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
指
針
を
策
定
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
ま
た
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
概
要
、
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
、
情
報
開
示
の
状
況
、

商
品
等
提
供
利
用
者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
措
置
な
ど
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条

一
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
報
告
書
を
も
と
に
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
の
評
価
を
行
い
、
報
告
書
の
概
要
と
と
も
に
評
価
の
結
果
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
条
二
項
）。
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
か
、
相
互
理
解
の
た
め
に

）
三
四
四
（
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三
三
二

講
ず
べ
き
措
置
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
適
正
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
経
済
産
業
大
臣
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
〇
条
）。

エ
　
さ
ら
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
か
ら
報
告
を
求
め
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
二
条
一
項
、
二
項
）。
①
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
指
定
（
同
法
四
条
一
項
）、
お

よ
び
指
定
取
消
し
（
同
法
一
一
条
）
に
必
要
な
場
合
、
②
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
開
示
す
べ
き
事
項
を
開
示
し
て
い
な
い
た
め
、
勧
告
な
ど

を
行
う
場
合
（
同
法
六
条
一
項
、
四
項
）、
③
相
互
理
解
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
勧
告
を
行
う
場
合
（
同
法
八
条
一
項
）、
お
よ

び
、
④
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
第
一
〇
条
に
よ
る
申
し
出
を
行
っ
た
利
用
者
に
対
し
て
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
不
利

益
取
り
扱
い
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
場
合
（
同
法
一
〇
条
三
項
）
で
あ
る
。

ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
阻
害
す
る
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
が
独
占
禁
止
法
に
違
反
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
適
切
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
二
条
）。

上
記
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
三
条
）、
報
告
書
の
未
提
出
や
虚
偽
報
告
の
場
合

に
は
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
同
法
二
四
条
）
に
処
せ
ら
れ
る
。

オ
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
い
わ
ば
公
法
的
規
制
の
領
域
に
属
す
る
法
律
で
あ
る
。
そ
の
規
律
の
内
容
に
は
、
取
引
条
件
の
開
示
な

ど
、
私
法
的
側
面
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
公
正
取
引
員
会
な
ど
の
監
視
に
よ
る
公
法
的
規
制
に
あ
る
。
契
約
法
上
の
規
律
に
つ
い

て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
利
用
者
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
、
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
側
な
ど
）
と
の
間
の
契
約
、
お
よ
び
利
用
者
相
互
間
の

契
約
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

）
三
四
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
三

３
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
評
価

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
同
法
が
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う

双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
点
で
あ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
伴
う
双
方
向
市

場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
で
の
取
引
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
販
路
と
し
て
の
Ｐ
Ｆ
へ
の
依
存
度
が
増
し
、
容
易
に
他
の
チ
ャ
ネ
ル
に
ス
イ
ッ
チ

で
き
な
く
な
る
効
果
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）。
こ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
か
ら
不
当
な
申
し
出
が
あ
っ
て
も
、
商
品
等

提
供
利
用
者
は
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
し
や
す
い
。
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
内
容
が
Ｐ
Ｆ
取
引
透

明
化
法
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
規
制
が
必
要
な
の
か
と
い
う
根
拠
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
大
き
な
市
場
支
配
力
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
Ｐ
Ｆ
に
参
加
す
る
提
供
者
と
購
入
者
に
価
値
を
も
た
ら

す
こ
と
で
、
間
接
的
に
支
配
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、

利
用
者
間
の
交
換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
も
つ
価
値
の
創
造
機
能
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
営
す
る
事
業
者
に
対
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
適
正
化
法
が
示

す
よ
う
に
、
政
府
当
局
が
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影

響
を
評
価
し
、
監
視
役
で
あ
る
公
正
取
引
委
員
会
を
通
じ
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
図
り
う
る
ル
ー
ル
の
策
定
は
有

用
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
同
法
で
は
Ｐ
Ｆ
を
単
独
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
称
し
て
い
る
。
同

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
三

３
　
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
評
価

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
同
法
が
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う

双
方
向
市
場
で
あ
る
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
点
で
あ
る
（
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
二
条
一
項
一
号
・
二
号
）。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
伴
う
双
方
向
市

場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
で
の
取
引
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
販
路
と
し
て
の
Ｐ
Ｆ
へ
の
依
存
度
が
増
し
、
容
易
に
他
の
チ
ャ
ネ
ル
に
ス
イ
ッ
チ

で
き
な
く
な
る
効
果
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
）。
こ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
か
ら
不
当
な
申
し
出
が
あ
っ
て
も
、
商
品
等

提
供
利
用
者
は
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
し
や
す
い
。
Ｐ
Ｆ
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
内
容
が
Ｐ
Ｆ
取
引
透

明
化
法
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
規
制
が
必
要
な
の
か
と
い
う
根
拠
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
大
き
な
市
場
支
配
力
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
Ｐ
Ｆ
に
参
加
す
る
提
供
者
と
購
入
者
に
価
値
を
も
た
ら

す
こ
と
で
、
間
接
的
に
支
配
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
管
理
し
、

利
用
者
間
の
交
換
価
値
を
円
滑
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ

れ
が
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
価
値
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
価
値
の
連
鎖
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
も
つ
価
値
の
創
造
機
能
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
営
す
る
事
業
者
に
対
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
適
正
化
法
が
示

す
よ
う
に
、
政
府
当
局
が
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影

響
を
評
価
し
、
監
視
役
で
あ
る
公
正
取
引
委
員
会
を
通
じ
て
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
図
り
う
る
ル
ー
ル
の
策
定
は
有

用
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｐ
Ｆ
提
供
者
（
同
法
で
は
Ｐ
Ｆ
を
単
独
ま
た
は
共
同
し
て
提
供
す
る
事
業
者
を
「
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
称
し
て
い
る
。
同

）
三
四
四
（
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三
三
四

法
二
条
五
項
）
の
自
主
性
お
よ
び
自
律
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
提
供
者
（
同
法
で
は
「
商
品
等
利
用
提
供
者
」

と
い
う
。
同
法
二
条
三
項
）
や
他
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
規
制
の
主
な
項
目
は
、
取
引
条
件
な

ど
の
開
示
を
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
義
務
づ
け
、
取
引
実
態
を
定
期
的
に
報
告
さ
せ
る
と
と
も
に
、
悪
質
な
ら
ば
優
越
的
地
位
の
濫
用
な
ど

の
独
禁
法
違
反
に
も
問
い
う
る
も
の
で
あ
る
（
同
法
四
条
以
下
）。

し
か
し
、
独
占
禁
止
法
に
よ
る
取
引
の
適
正
化
は
、
通
常
、
不
公
正
な
行
為
が
行
わ
れ
た
後
の
事
後
規
制
と
な
る
こ
と
、
適
用
要
件
で

あ
る
公
正
競
争
阻
害
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
不
公
正
な
取
引
方
法
と
し
て
認
定
す
る
た
め
の
壁
が
あ
る

（
63
）

。
Ｐ
Ｆ
が
支
配
す
る
多
面
的
市
場

で
は
従
来
の
伝
統
的
な
市
場
分
析
力
を
う
ま
く
適
用
で
き
な
い
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
論
者
も
い
る

（
64
）

。

従
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
制
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。

確
か
に
、
Ｐ
Ｆ
化
さ
れ
た
市
場
に
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
市
場
に
複
数
の
Ｐ
Ｆ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
競
争
関
係
に
あ
る
が
、

Ｐ
Ｆ
に
提
供
さ
れ
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
の
内
容
は
Ｐ
Ｆ
ご
と
に
異
な
り
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、

Ｐ
Ｆ
間
の
競
争
は
完
全
で
は
な
く
、
特
定
の
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
何
ら
か
の
市
場
支
配
力
を
も
ち
や
す
い

（
65
）

。
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｆ
を
活
用
す
る
革

新
的
な
企
業
が
も
た
ら
す
生
産
性
の
向
上
は
、
経
済
の
不
均
衡
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
や
規
制
当
局
の
介
入
を
誘
う
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
適
切
に
対
処
す
る
に
は
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
の
多
面
的
性
質
性
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
そ
の
利
用
者
（
提
供
者
側
・
購
入
者
側
）
の
契
約
関
係
を
見
直
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と
私
法
上

の
責
任
を
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
進
歩
の
果
実
を
消
費
者
が
得

ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
規
制
の
方
法
お
よ
び
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
五

五
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任

１
　
単
な
る
場
貸
し
か
ら
の
脱
却

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
市
場
は
多
面
的
場
で
あ
り
、
利
用
者
間
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効

果
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
二
つ
以
上
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
と
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
、
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
取
引
を
仲
介
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
を
運
営
管
理
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
は
、
評

価
・
格
付
け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
、
こ
れ
を
信
頼
す
る
見
知
ら
ぬ
利
用
者
同
士
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
て
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
重
要
な
環
境
基
盤
を
提
供
す
る
仲
介
事
業
者
で
あ

り
、
も
は
や
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
66
）

。
実
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
も
と

に
、
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の
閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予
測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す

る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集

さ
れ
た
様
々
な
情
報
（
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
っ
て
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
に
用
い
ら
れ
た
り
、
他
に
売
却
さ
れ
る
な

ど
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
と
っ
て
富
を
生
む
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
大
規
模
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
集

権
的
に
情
報
を
握
る
と
、
個
々
の
利
用
者
は
こ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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で
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検
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明
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Ｆ
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出
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取
引
市
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は
多
面
的
場
で
あ
り
、
利
用
者
間
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効

果
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
二
つ
以
上
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
（
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
側
と
消
費
者
な
ど
の
購
入
者
側
）
を
結
び
つ
け
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
、
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
取
引
を
仲
介
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ｆ
を
運
営
管
理
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
で
は
、
評

価
・
格
付
け
と
い
っ
た
仕
組
み
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
、
こ
れ
を
信
頼
す
る
見
知
ら
ぬ
利
用
者
同
士
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
て
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
重
要
な
環
境
基
盤
を
提
供
す
る
仲
介
事
業
者
で
あ

り
、
も
は
や
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
66
）

。
実
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
を
も
と

に
、
利
用
者
の
投
稿
や
検
索
、
各
種
の
情
報
の
閲
覧
時
間
ま
で
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
デ
ー
タ
化
し
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

な
ど
を
用
い
て
人
々
の
行
動
予
測
を
行
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
業
的
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
は
利
用
者
の
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
を
識
別
す

る
ク
ッ
キ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
人
物
像
を
詳
細
に
作
り
上
げ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集

さ
れ
た
様
々
な
情
報
（
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
）
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
っ
て
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
に
用
い
ら
れ
た
り
、
他
に
売
却
さ
れ
る
な

ど
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
と
っ
て
富
を
生
む
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
大
規
模
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
集

権
的
に
情
報
を
握
る
と
、
個
々
の
利
用
者
は
こ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
勝
者
総
取
り
に
な
り
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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三
三
六

Ｐ
Ｆ
化
し
た
市
場
で
の
取
引
は
寡
占
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
と
も
い
わ
れ
る
。

２
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位

こ
の
よ
う
な
実
際
の
取
り
扱
い
を
み
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
契
約
は
、
形
式
的
に
は
、
提
供
者
と
購
入
者
と
の

間
の
二
当
事
者
間
契
約
と
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
Ｐ
Ｆ
と
い
う
取
引
の
場
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
含
む

提
供
者
・
購
入
者
間
の
三
面
契
約
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
出
品
す
る
提
供
者
と
の
間
で
は
、

仲
介
手
数
料
の
支
払
い
を
受
け
る
な
ど
、
有
料
の
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
他
方
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
購
入
者
と
の
関
係
で
は
、
通

常
、
購
入
者
か
ら
金
銭
に
よ
る
対
価
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
購
入
者
が
利
用
規
約
に
同
意
し
た
う
え
で
、
購
入
者
か
ら
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
と
と
も
に
、
購
入
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
（
価
格
比
較
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
を
無
償
で
提
供
す
る
と
い
う
戦

略
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
事
業
の
生
態
系
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
か
ら
多

様
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
え
る

（
67
）

。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
上
記
の
よ
う
な
地
位
な
い
し
立
場
に
あ
る
た
め
、
中
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
や
ア
プ
リ
販
売
ス
ト
ア
な
ど
の
大

規
模
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
圧
倒
的
な
市
場
支
配
力
を
背
景
に
、
自
ら
出
品
者
と
な
っ
て
自
社
製
品
を
売
り

つ
け
た
り
、
出
品
者
な
ど
の
中
小
企
業
に
対
し
て
不
当
に
不
利
な
契
約
の
締
結
を
強
要
し
た
り
す
る
な
ど
の
懸
念
が
も
た
れ
て
い
る
。
実

際
、
Ｐ
Ｆ
は
、
購
入
者
の
評
価
や
格
付
け
を
通
じ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
が
囲
い
込
み
の
誘
引
と
な
り
、
利
用
者
の
選
択
肢
を
制
限

す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
る
。

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
が
な
け
れ
ば
個
人
情
報
の
収
集
・
利
用
も
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
も
は
や
単
な
る

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
七

仲
介
業
者
で
は
な
く
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
の
提
供
に
携
わ
る
契
約
当
事
者
と
い
う
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法

的
地
位
を
有
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
あ
る
場
合
に
は
契
約
の
第
三
当
事
者
と
し
て
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の

程
度
や
度
合
い
が
強
い
場
合
に
は
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら

す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
一
つ
で
あ
るA

m
azon

を
例
に
と
る
と
、Am

azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
を
仲
介
し
て
行
わ
れ
る
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）⇔

消
費
者
と
の
二
当
事
者
間
契
約
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
②A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
＋
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー

ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
＝
取
引
の
相
手
方⇔

消
費
者
と
の
間
の
契
約
関
係
に
転
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
が
格
付
け
や
評
価
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
、
出
品
者
を

排
除
し
て
、
③
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）≦

A
m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）⇔

消
費
者
の
契
約
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

⑴
　
多
角
の
視
点
と
同
意
理
論

上
記
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
状
況
に
鑑
み
、
政
府
や
規
制
当
局
に
お
い
て
は
、
公
正
な
競
争
を
維
持
す
る
必
要
性
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る

（
68
）

。
前
述
の
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
こ
う
し
た
環
境
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
報
告
と
経
済
産
業

大
臣
の
評
価
を
組
み
合
わ
せ
、
契
約
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
な
ど
に
連
動
さ
せ
て
い
る
（
同
法
九
条
）。
興
味
深
い
規
制
手
法
で
あ
る
が
、

）
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三
三
七

仲
介
業
者
で
は
な
く
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
の
提
供
に
携
わ
る
契
約
当
事
者
と
い
う
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法

的
地
位
を
有
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
あ
る
場
合
に
は
契
約
の
第
三
当
事
者
と
し
て
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の

程
度
や
度
合
い
が
強
い
場
合
に
は
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら

す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
一
つ
で
あ
るA

m
azon

を
例
に
と
る
と
、Am

azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
を
仲
介
し
て
行
わ
れ
る
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）⇔
消
費
者
と
の
二
当
事
者
間
契
約
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
②A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
＋
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー

ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
＝
取
引
の
相
手
方⇔

消
費
者
と
の
間
の
契
約
関
係
に
転
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、A

m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）
が
格
付
け
や
評
価
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
、
出
品
者
を

排
除
し
て
、
③
出
店
者
（A

m
azon

マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
）≦

A
m
azon

（
Ｐ
Ｆ
事
業
者
）⇔

消
費
者
の
契
約
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。

３
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

⑴
　
多
角
の
視
点
と
同
意
理
論

上
記
の
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
取
引
の
状
況
に
鑑
み
、
政
府
や
規
制
当
局
に
お
い
て
は
、
公
正
な
競
争
を
維
持
す
る
必
要
性
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
利
用

者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う
な
Ｐ
Ｆ
の
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る

（
68
）

。
前
述
の
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
こ
う
し
た
環
境
基
盤
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
報
告
と
経
済
産
業

大
臣
の
評
価
を
組
み
合
わ
せ
、
契
約
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
な
ど
に
連
動
さ
せ
て
い
る
（
同
法
九
条
）。
興
味
深
い
規
制
手
法
で
あ
る
が
、

）
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三
三
八

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
公
法
的
見
地
か
ら
行
わ
れ
る
経
済
法
的
な
規
制
で
あ
る
。

他
方
、
私
法
的
な
見
地
か
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
し
な
が
ら
、
出
品
者
や
消
費

者
な
ど
の
利
用
者
が
参
加
す
る
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
を
適
正
か
つ
透
明
に
維
持
す
る
責
務
を
負
う
地
位
に
あ
る
契
約
当
事
者
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
地
位
を
有
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
か
ら

退
出
さ
せ
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（
69
）

。

従
来
の
伝
統
的
契
約
理
論
は
、
当
事
者
間
に
契
約
上
の
債
権
債
務
が
発
生
し
、
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
申
込
と
承
諾
と
い

う
相
対
立
す
る
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
を
要
す
る
と
し
、
契
約
に
お
け
る
個
々
人
の
意
思
を
重
視
し
て
き
た

（
70
）

。
し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
化
さ

れ
た
市
場
で
の
取
引
の
よ
う
に
、
取
引
の
中
に
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
取
引
全
体
を
包
括
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
三
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
複
数
人
の
当
事
者
間
で
、
各
当
事
者
の
固
有
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
独
立
の
当
事
者
と
し
て
契
約

を
個
別
に
締
結
し
、
こ
れ
ら
複
数
の
契
約
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
表
示
の
合
致
が
な
い
当
事
者
間
を
含
め
て
一
つ
の
社

会
的
・
経
済
的
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
取
引
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
け
る
提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、

Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
利
用
契
約
を
前
提
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
構
築
さ
れ
る
多
面
的
契
約
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
に
あ
っ
て
は
、
契
約
の
法

律
関
係
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
基
づ
く
当
事
者
間
の
合
意
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
、
実
態
に
即
し
た
適
切
な
処
理
を
導
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
々
の
契
約
に
分
解
し
、
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
多
角
の
視
点
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
必
要
で
あ
る

（
71
）

。

Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
く
は
、
購
入
者
か
ら
提
供
者
に
対
し
、
契
約
の
解
除
や
返
金
、
損
害
賠
償
と
い
っ
た
請
求
が
な
さ
れ
る

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
三
九

が
、
購
入
者
が
提
供
者
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
す
る
と
き
、B

 to C

の
取
引
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
程
度
や
度
合
い
に
も
よ
る
が
、
提
供
者
の
背
後
に
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
にB

 to C
紛
争

と
い
う
形
で
紛
争
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
維
持
管
理
に
伴
っ
て
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る

い
は
、
抑
制
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
地
位
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑵
　
同
意
理
論
に
よ
る
契
約
関
係
の
規
律

契
約
上
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
の
開
設
に
よ
り
利
用
規
則
を
定
め
、
こ
れ
に
合
意
す
る
出

品
者
や
消
費
者
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
参
加
を
許
諾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
前
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
合
意
で
は
な
く
、
合

意
事
項
に
対
す
る
全
員
の
同
意
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｆ
の
取
引
参
加
者
の
全
員
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
間
に
は

契
約
上
の
債
権
債
務
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
72
）

、

そ
の
根
拠
は
漠
然
と
し
て
い
た
。
取
引
実
態
を
踏
ま
え
た
問
題
解
決
の
法
理
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
多
角
の
視
点
に
基
づ
く
同
意
理
論

は
有
用
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。

同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
関
係
は
、
契
約
を
相
対
す
る
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
と
し
て
当
事
者
を
対

立
構
造
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
対
し
て
当
事
者
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を

規
律
す
る
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
間
に
は
合
意
事
項
に
沿
っ
た
契
約
上
の
効
力
が
生
じ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
合
意
事
項
の
確
定

に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
趣
旨
や
目
的
、

契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
、
そ
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
。
個
々
の
当
事
者
が
も
つ
合
意
の
意
思
は
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込

）
三
四
四
（
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三
三
九

が
、
購
入
者
が
提
供
者
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
す
る
と
き
、B

 to C

の
取
引
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者

の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
け
る
介
入
の
程
度
や
度
合
い
に
も
よ
る
が
、
提
供
者
の
背
後
に
い
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
購
入
者
と
の
間
にB

 to C

紛
争

と
い
う
形
で
紛
争
が
顕
在
化
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
契
約
当
事
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
の
維
持
管
理
に
伴
っ
て
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る

い
は
、
抑
制
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
地
位
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑵
　
同
意
理
論
に
よ
る
契
約
関
係
の
規
律

契
約
上
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
の
開
設
に
よ
り
利
用
規
則
を
定
め
、
こ
れ
に
合
意
す
る
出

品
者
や
消
費
者
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
の
参
加
を
許
諾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
前
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
合
意
で
は
な
く
、
合

意
事
項
に
対
す
る
全
員
の
同
意
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
Ｐ
Ｆ
の
取
引
参
加
者
の
全
員
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
の
間
に
は

契
約
上
の
債
権
債
務
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
72
）

、

そ
の
根
拠
は
漠
然
と
し
て
い
た
。
取
引
実
態
を
踏
ま
え
た
問
題
解
決
の
法
理
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
、
多
角
の
視
点
に
基
づ
く
同
意
理
論

は
有
用
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。

同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
関
係
は
、
契
約
を
相
対
す
る
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
と
し
て
当
事
者
を
対

立
構
造
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
対
し
て
当
事
者
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を

規
律
す
る
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
当
事
者
間
に
は
合
意
事
項
に
沿
っ
た
契
約
上
の
効
力
が
生
じ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
合
意
事
項
の
確
定

に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
趣
旨
や
目
的
、

契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
、
そ
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
。
個
々
の
当
事
者
が
も
つ
合
意
の
意
思
は
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込
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三
四
〇

ま
れ
、
合
意
事
項
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個
別
契
約
と
は
別
に
、
多
数
当
事
者

に
よ
る
新
た
な
契
約
関
係
を
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
個
別
契
約
と
は
別
の
効
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
取
引
の
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
当
該
取
引
に
参
加
す
る
者
が
い
る
場
合
、
同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
合
意
事
項
に
対
す
る
参
加
者

の
同
意
に
よ
り
す
べ
て
の
当
事
者
間
に
契
約
の
効
力
が
生
じ
、
契
約
は
多
数
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
と
し
て
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
な
契
約
上
の
効
果
が
規
範
的
に
創
出
さ
れ
る

（
73
）

。
従
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
や
契
約
の
趣
旨
・
目
的
な
ど

に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

⑶
　
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
契
約
上
の
責
任

多
角
の
視
点
、
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
管
理
運
用
す
る
者
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
か

ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な
い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市

場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
74
）

。

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
利
用
者
本
人
の
情
報
を
取
得
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
保
有
す
る
個
人
情
報
を
第
三

者
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
利
用
者
本
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

（
75
）

。
こ
の
よ
う
な
規
制
手
法
は
、
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
法

律
行
為
ベ
ー
ス
の
規
律
か
ら
組
織
な
い
し
ガ
バ
ナ
ン
ス
ベ
ー
ス
へ
の
規
律
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る

（
76
）

。
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
行
く
と
、
個

人
の
意
思
が
背
後
に
追
い
や
ら
れ
、
法
に
よ
る
行
動
制
御
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド
や
そ
の
手
順
を
定
め
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
の
Ｐ
Ｆ
の

）
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四
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デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
一

設
計
（
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
）
に
置
き
換
わ
る
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う

（
77
）

。

次
に
、
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
ず
る
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
多
面
的
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任

を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
負
う
契
約
上
の
責
任
を
同
意
理
論
に
よ
り
求
め
る
場
合
、
民
法
が
定
め
る
連
帯
責
任
（
改

正
民
法
四
三
六
条
以
下
）
の
考
え
方
に
従
っ
て
紛
争
の
解
決
を
導
く
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
に
伴
っ
て
利
用
者
が
被
る
損

害
に
つ
き
、
Ｐ
Ｆ
取
引
に
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
関
与
す
る
程
度
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
取
引
か
ら
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
収
受
す
る
利
益
の
割
合
に

応
じ
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
契
約
上
の
デ
ジ
タ
ル
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

（
78
）

。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の

健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
な
る

（
79
）

。

４
　
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行
わ
れ
る
市
場
で
の
取
引
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
的
な
性
質
を
も
っ
て
お

り
、
多
角
の
視
点
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
発
展
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
従
来
に
は
な
か
っ
た
方
法
に
よ
る
利
用
者
へ
の
働
き
か
け
や
個
人
情

報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
り
、
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
も
増
大
し
て
き
て
い
る

（
80
）

。
多
角
の
視
点
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論

は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
す
る
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
従
来
の
伝
統
的
契
約

理
論
と
は
異
な
る
も
の
を
規
律
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
い
て
寡
占
的
支
配
が
生
じ
や
す

）
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い
と
い
う
理
由
で
一
律
に
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
価
値
の
連
鎖
に
配
慮
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
懸
念
事
項
に

つ
い
て
は
個
別
に
検
討
を
加
え
て
行
く
視
点
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
が
作
り
出
す
取
引
世
界
の
契
約
関
係
を
実
態
に
即
し
な

が
ら
、
適
正
か
つ
透
明
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
多
角
の
視
点
は
有
用
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
同
意
理
論
は
そ
の
た
め
の
理

論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（IoT

）
と
と
も
に
、
経
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
促
進
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
様
々

な
財
を
人
と
結
び
付
け
、
あ
ら
ゆ
る
接
続
点
に
絶
え
ず
刻
々
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
可

能
と
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
多
く
の
契
約
や
取
引
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
を
介
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

に
置
き
換
え
ら
れ
、
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
契
約
、
す
な
わ
ち
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い

る
（
81
）

。
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
実
装
し
た
Ｐ
Ｆ
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
契
約
法
の
世
界
で
も
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
「
契
約
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
82
）

。
Ｐ
Ｆ
事
業

者
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に
よ
っ
て
契
約
当
事
者
が
予
期
し
た
内
容
で
な
い
も
の
が
契
約
と
し

て
実
行
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
損
害
を
被
っ
た
よ
う
な
場
合
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の

か
と
い
う
点
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
扱
う
テ
ー
マ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
問
題
点
の
指
摘
に
と

ど
め
る
こ
と
に
し
て
別
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い

（
83
）

。
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六
　
今
後
の
課
題
と
展
望

─
結
び
に
代
え
て

本
稿
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
行
わ
れ
る
市
場
で
の
取
引
に
つ
き
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
の
法
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
な
が

ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
ど
の
よ
う
な
規
律
に
服
し
、
い
か
な
る
内
容
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
検
討
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
よ
り
、
政
府
や
規
制
当
局
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
し
て
取
引
条
件
な
ど
の
開

示
や
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
透
明
性
や
公
正
性
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
公
法
的
な
規
制
で
あ
り
、
私
法
上
の
取
引
関
係
を
規
律

す
る
も
の
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
利
用
者
を
増
や
し
、
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
成
長
す
る
。
従
来
の
直
線
的
な
ビ
ジ

ネ
ス
の
よ
う
に
生
産
手
段
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
利
用
者
を
結
び
つ
け
る
手
段
に
よ
っ
て
市
場
支
配
力
を
構
築
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
政
府
が
大
枠
を
示
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
自
律
的
に
取
引

環
境
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
行
く
形
で
の
ル
ー
ル
の
整
備
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
私
法
的
な
規
律
と
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
中
心
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
的

な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
、
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う

な
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
が
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
こ
れ
を
排
除

し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
多
角
の
視
点
、
お
よ
び
こ

れ
に
基
礎
を
お
く
同
意
理
論
か
ら
十
分
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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容
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
検
討
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
制
定
に
よ
り
、
政
府
や
規
制
当
局
は
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
対
し
て
取
引
条
件
な
ど
の
開

示
や
運
用
実
態
に
関
す
る
説
明
を
求
め
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
利
用
者
の
権
利
や
利
益
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
、

Ｐ
Ｆ
取
引
の
透
明
性
や
公
正
性
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
公
法
的
な
規
制
で
あ
り
、
私
法
上
の
取
引
関
係
を
規
律

す
る
も
の
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
利
用
者
を
増
や
し
、
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
成
長
す
る
。
従
来
の
直
線
的
な
ビ
ジ

ネ
ス
の
よ
う
に
生
産
手
段
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
利
用
者
を
結
び
つ
け
る
手
段
に
よ
っ
て
市
場
支
配
力
を
構
築
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
政
府
が
大
枠
を
示
し
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
自
律
的
に
取
引

環
境
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
行
く
形
で
の
ル
ー
ル
の
整
備
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

Ｐ
Ｆ
取
引
に
関
す
る
私
法
的
な
規
律
と
し
て
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
が
Ｐ
Ｆ
事
業
者
を
中
心
に
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
的

な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
は
、
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う

な
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
が
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
こ
れ
を
排
除

し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
は
、
多
角
の
視
点
、
お
よ
び
こ

れ
に
基
礎
を
お
く
同
意
理
論
か
ら
十
分
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
四
四

Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
締
結
さ
れ
る
提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、
単
純
な
二
当
事
者
間
の
契
約
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ

事
業
者
を
含
む
多
面
的
契
約
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
特
質
に
鑑
み
る
と
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
は
、
多
角
の
視

点
に
立
っ
て
、
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
を
面
で
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
面
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
多
面
性

市
場
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
基
づ
き
、
そ
の
市
場
の
も
と
で
取
引
に
関
与
す
る
当
事
者
の
結
び
つ
き
や
間

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
の
強
弱
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
関
係
当
事
者
間
に
ど
の
よ
う
な
権
利
義
務
が
生
じ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る

（
84
）

。

具
体
的
に
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
Ｐ
Ｆ
が
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責
任

範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
体
を
補
足
し
、
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
そ
の
事
業
主
体
に
求
め
、
応
じ
な

い
場
合
に
は
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
契
約
上
の
責
任
を

負
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
取
引
紛
争
に
お
い
て
利
用
者
に
何
ら
か
の
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
こ
れ
を
管
理
運
用
す
る
Ｐ
Ｆ

事
業
者
は
、
Ｐ
Ｆ
に
関
与
す
る
程
度
と
割
合
、
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
享
受
す
る
利
益
に
応
じ
て
、
加
害
者
と
並
ん
で
賠
償
責
任
を
負
担

す
る
関
係
（
い
わ
ゆ
る
デ
ジ
タ
ル
連
帯
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の

Ｐ
Ｆ
の
健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
な
進
歩
の
果
実
を
利
用

者
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
私
法
上
の
規
律
の
方
法
や
内
容
を
、
契
約
類
型
ご
と
に
、
か
つ
、
対
象
と
な
る
目
的
物
に
即
し

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
五

な
が
ら
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｆ
に
関
す
る
議
論
は
、
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
取
引
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
市
場
を
舞

台
に
、
国
境
を
越
え
て
行
う
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
と
く
に
、
近
年
、
多
く
の
国
で
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
が
顕
著
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
一
国
だ
け
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

り
（
85
）

、
諸
外
国
の
動
向
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
86
）

。
こ
の
点
を
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
1
） 

小
田
切
宏
之
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
競
争
政
策
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
一
九
八
頁
。
日
本
に
お
け
る
情
報
化
の

進
展
と
政
策
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
つ
い
て
、
西
谷
敏
「
日
本
に
お
け
る
情
報
化
社
会
と
法
」
松
本
博
之
ほ
か
編
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
情
報
化
社

会
と
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
九
頁
以
下
。

（
2
） 

松
原
義
明
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
べ
き
か
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
3
） 

武
田
邦
宣
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
支
配
力
分
析
─
Ｓ
Ｎ
Ｓ
事
業
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
統
合
事
例
─
」
公

正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
頁
、
ロ
ー
ル
・
ク
レ
ア
・
レ
イ
エ
、
ブ
ノ
ワ
・
レ
イ
エ
／
根
来
龍
之
監
修
、
門
脇
弘
典
訳
『
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー

　
勝
利
の
法
則
』（
日
本
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
七
頁
。

（
4
） 

経
済
産
業
省
編
『
通
算
白
書
』（
勝
美
印
刷
、
二
〇
一
五
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

（
5
） 

総
務
省
編
『
令
和
元
年
版

　
情
報
通
信
白
書
』（
日
経
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
一
九
年
）
六
七
頁
は
、
主
な
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
を
、
広
告
・
検
索
、
電
子
商
取
引
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ア
プ
リ
、
端
末
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
小
売
の
四
つ
の
分
野
に
分
類
し
、
紹
介
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｆ
ビ

ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
企
業
が
本
社
を
置
く
数
を
国
別
に
み
る
と
、
中
国
が
も
っ
と
も
多
い
。
ア
レ
ッ
ク
ス
・
モ
サ
ド
＝
ニ
コ
ラ
ス
・
Ｌ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
革
命
』（
英
治
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
五
頁
以
下
、
山
谷
剛
史
「
西
側
先
進
国
と
異
な
る
価
値
観
の
新
興
国
」
出

井
伸
之
（
監
修
）『
進
化
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
七
頁
以
下
。
詳
し
く
は
、
山
崎
憲
ほ
か
『
諸
外
国
の

）
三
四
四
（
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（
6
） 
モ
サ
ド
＝
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
前
掲
注（
５
）四
九
頁
以
下
。

（
7
） 

齋
藤
浩
貴
ほ
か
『A

I

・IoT

・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
法
務
最
前
線
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
。
Ｐ
Ｆ
企
業
に
よ
っ
て
現
在
変

わ
り
つ
つ
あ
る
産
業
部
門
と
企
業
の
例
に
つ
き
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｇ
・
パ
ー
カ
ー
ほ
か
／
妹
尾
賢
一
郎
監
訳
・
渡
部
典
子
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
）・
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
頁
以
下
、
お
よ
び
、
同
書
二
二
頁
図
１
─
２
参
照
。

（
8
） O

rly L
obel, T

h
e L

aw
 of th

e P
latform

, 101 M
inn. L

. R
ev. 87, 94 

（2016

）
な
ど
。

（
9
） 

パ
ー
カ
ー
ほ
か
／
妹
尾
監
訳
・
渡
部
訳
・
前
掲
注（
７
）六
頁
、
一
〇
頁
。

（
10
） 

木
下
聡
子
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
を
め
ぐ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
と
利
用
の
実
情
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇

年
）
一
一
頁
以
下
。

（
11
） 

垣
内
秀
介
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
お
け
る
運
送
解
決
上
の
課
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
六
三
頁
以
下
、

六
五
頁
。

（
12
） 

〈
特
集
〉「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
問
題
─
プ
ロ
責
法
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
13
） 

シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
ズ
ボ
フ
「
人
々
を
監
視

　
稼
ぐ
Ｉ
Ｔ
企
業
」〈
特
集
〉「
動
揺
す
る
民
主
主
義
：
奔
流
デ
ジ
タ
ル
識
者
に
聞
く
」
二
〇
二
一
年
五

月
一
四
日
読
売
新
聞
朝
刊
。

（
14
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
内
容
に
つ
き
、
立
法
担
当
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
北
島
洋
介
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性

及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
金
法
二
一
四
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
六
頁
以
下
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
か
か
る
政
省
令
お
よ
び
指
針
の
概
要
」
金
法
二
一
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
二
頁
以

下
、
経
済
産
業
省
「
滴
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
向
け
た
論
点
」（
二
〇
二
〇
年

八
月
）。
こ
の
ほ
か
、
鹿
野
菜
穂
子
「
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
健
全
な
発
展
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
消
費
者
関
連
ル
ー
ル
の
形
成
」
現
代
消
費

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
七

者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
頁
以
下
。

（
15
） 

詳
細
は
、
板
倉
陽
一
郎
「
実
務
か
ら
み
た
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）

一
四
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
頁
─
二
八
頁
以
下
、
栗
田
昌
裕
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
個
人
情
報
の
保
護
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
四
頁
以
下
な
ど
。

（
16
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
と
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
17
） 

長
谷
川
貞
之
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
18
） 

原
田
大
樹
「
規
制
戦
略
か
ら
み
ら
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
四
二
頁
。

（
19
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
以
下
。

（
20
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
き
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
21
） 

多
角
の
視
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
条
率
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三

角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
年
）。

（
22
） 

曽
我
部
真
裕
ほ
か
『
情
報
法
概
説
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
七
五
頁
。
Ｐ
Ｆ
の
先
行
研
究
に
つ
き
、
溝
下
博
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ

ネ
ス
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
研
究
レ
ビ
ュ
ー
」
広
島
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
以
下
。
言
及
す
る
対
象
に

よ
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
が
指
し
示
す
対
象
は
異
な
る
。
林
秀
弥
「
二
面
市
場
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
：
そ
の
法
的
課
題
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
三
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
八
─
九
頁
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
定
義
を
集
め
て
整
理
し
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

（
23
） 

根
来
龍
之
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質
」
出
手
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）六
一
頁
以
下
、
七
四
頁
。

（
24
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）六
頁
、
板
倉
・
前
掲
注（
15
）一
四
頁
、
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼

（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
以
下
。

（
25
） 

栗
田
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
26
） 

マ
イ
ケ
ル
・
Ａ
・
ク
ス
マ
ノ
ほ
か
／
青
島
矢
一
監
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
は
、
Ｐ
Ｆ
を
定

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
七

者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
頁
以
下
。

（
15
） 

詳
細
は
、
板
倉
陽
一
郎
「
実
務
か
ら
み
た
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）

一
四
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
頁
─
二
八
頁
以
下
、
栗
田
昌
裕
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
個
人
情
報
の
保
護
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
四
頁
以
下
な
ど
。

（
16
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
と
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
17
） 

長
谷
川
貞
之
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
18
） 

原
田
大
樹
「
規
制
戦
略
か
ら
み
ら
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
四
二
頁
。

（
19
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
九
頁
以
下
。

（
20
） 

中
舎
寛
樹
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』
と
多
数
当
事
者
契
約
論
」
明
治
大
学
・
法
科
大
学
院
論
集
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

六
三
頁
以
下
。
同
意
理
論
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
き
、
筏
津
安
恕
『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
』（
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
21
） 

多
角
の
視
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
条
率
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三

角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
六
年
）。

（
22
） 

曽
我
部
真
裕
ほ
か
『
情
報
法
概
説
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
七
五
頁
。
Ｐ
Ｆ
の
先
行
研
究
に
つ
き
、
溝
下
博
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ

ネ
ス
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
研
究
レ
ビ
ュ
ー
」
広
島
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
以
下
。
言
及
す
る
対
象
に

よ
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
が
指
し
示
す
対
象
は
異
な
る
。
林
秀
弥
「
二
面
市
場
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
：
そ
の
法
的
課
題
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
三
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
、
八
─
九
頁
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
定
義
を
集
め
て
整
理
し
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。

（
23
） 

根
来
龍
之
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
質
」
出
手
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）六
一
頁
以
下
、
七
四
頁
。

（
24
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）六
頁
、
板
倉
・
前
掲
注（
15
）一
四
頁
、
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼

（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
以
下
。

（
25
） 

栗
田
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
26
） 

マ
イ
ケ
ル
・
Ａ
・
ク
ス
マ
ノ
ほ
か
／
青
島
矢
一
監
訳
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
七
頁
は
、
Ｐ
Ｆ
を
定

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
四
八

義
し
て
、「
共
通
の
目
的
や
同
じ
資
源
を
共
有
す
る
た
め
に
、
個
人
や
組
織
を
結
合
す
る
も
の
」
と
い
う
。
同
書
の
解
題
と
内
容
の
紹
介
と
し
て
、

根
来
龍
之
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
取
引
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
違
い

─
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
着
眼
」
書
斎

の
窓
六
七
六
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
27
） 
小
見
志
郎
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
モ
デ
ル
の
競
争
戦
略
：
事
業
創
造
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
五
頁
。
初
期
の
研

究
に
つ
き
、
小
見
・
同
書
五
─
七
頁
参
照
。

（
28
） 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
マ
カ
フ
ィ
ー
、
エ
リ
ッ
ク
・
ブ
リ
ニ
ョ
ル
フ
リ
ン
／
村
井
章
子
（
訳
）『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
経
済
学
：
機
械

は
人
と
企
業
の
未
来
を
ど
う
変
え
る
か
？
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
三
頁
。
詳
し
く
は
、Joseph F

arell and G
arth S

aloner, 

S
an

d
ard

ization
, C

om
patibility, an

d
 In

n
ovation, 16 

（1

） R
and Journal of E

conom
ics 70-83 

（1985

）; M
ichael K

atz and C
arl 

S
hapiro, N

etw
ork E

xern
alities, C

om
petion

, an
d

 C
om

patibility, 75 

（3

） A
m

erican E
conom

ic R
eview

 424-40 

（1985

） 

な
ど
。

（
29
） 

林
・
前
掲
注（
24
）五
五
頁
以
下
。

（
30
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
七
頁
以
下
。

（
31
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
九
頁
、
一
六
二
頁
以
下
。

（
32
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
六
五
頁
、
一
七
五
頁
。
な
お
、
総
務
省
編
『
平
成
29
年
版

　
情
報
通
信
白
書
』（
日
経
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
一
七

年
）
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

飯
永
大
地
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
業
者
の
情
報
取
得
義
務
と
そ
の
実
務
」
中
里
実
ほ
か
『
デ
ジ
タ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
課
税
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
頁
以
下
は
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
め
ぐ
る
法
規
制
の
現
状
に
つ
い
て
、
各
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る

法
規
制
の
概
要
を
説
明
す
る
。

（
34
） Inara S

cott &
 E

lizabethe B
row

n, R
ed

efi
n

in
g an

d
 R

egu
latin

g th
e N

ew
 S

h
arin

g E
con

om
y, 19 U

. P
a. J. B

u
s. L

. 553, 554, 

566 

（2017

）.

（
35
） M

eaghan M
urphy, C

ities as th
e O

rigin
al S

h
arin

g P
latform

: R
egu

lation
 of th

e N
ew

 S
h

arin
g E

con
om

y, 12 J. B
us. &

 

T
ech. L

. 127, 128 

（2015

）. 

詳
し
く
は
、M

olly C
ohen &

 A
run S

andararajan,S
elf-R

egu
lation

 an
d

 In
n

ovation
 in

 th
e P

eer-to-P
eer 

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
四
九

S
h

arin
g E

con
om

y, 82 U
. C

hi. L
. R

es. D
ialogue 116, 124-25 

（2015

）; S
ofia R

anchordas, D
oes S

h
arin

g M
ean

 C
arin

g: 

R
egu

lation
 In

n
ovation

 in
 th

e S
h

arin
g E

con
om

y, 16 M
inn. J. S

ci. &
 T

ech. 412, 456 

（2015

）; T
O

M
 S

L
E

E
, W

H
A

T
’S

  Y
O

U
R

S
 

IS
 M

IN
E

: A
gainst the S

haring E
conom

y, S
cribe 2017, 23

な
ど
。
最
近
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
初
期
の
も
の
と
は
異
な
り
、

Ｐ
Ｆ
を
開
設
す
る
Ｐ
Ｆ
事
業
者
が
営
業
目
的
で
利
用
の
対
価
を
収
受
し
な
が
ら
運
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
長
谷

川
・
前
掲
注（
16
）一
七
二
頁
以
下
。

（
36
） 

増
島
雅
和
ほ
か
「『
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
の
論
点
整
理
」B

usiness L
aw

 Journal 

二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
八
七
頁
以
下
。

（
37
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
六
二
頁
以
下
、
一
七
二
頁
、
一
七
七
─
一
八
〇
頁
。
岡
田
淳
ほ
か
編
著
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
務
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
林
・
前
掲
注（
24
）五
三
頁
以
下
、
五
五
頁
も
本
文
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
区
分
を
試
み
て
い
る
。

（
38
） 

す
で
に
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
四
九
頁
以
下
で
言
及
し
た
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、R

ob F
rieden, T

h
e In

tern
et of P

latform
s an

d
 

T
w

o-S
id

ed
 M

arkets: Im
plication

s for C
om

petition
 an

d
 C

on
su

m
ers, 63 V

ill. L
. R

ev. 269 

（2018

）; A
ntonio O

rti V
alejo, 

C
on

tractu
al R

elation
sh

ips in
 C

ollaborative E
con

om
y P

latform
s, 27 E

ur. R
ev. P

rivate L
. 995 

（2019

）
な
ど
。

（
39
） 

岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
36
）二
頁
。

（
40
） 

根
来
龍
之
『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
教
科
書
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
〇
頁
。

（
41
） 

ク
ス
マ
ノ
／
青
島
監
訳
・
前
掲
注（
26
）四
七
頁
。

（
42
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
二
七
頁
な
ど
。

（
43
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
二
頁
、
白
石
忠
志
「
平
成
26
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
」
公
正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
頁
以

下
、
一
五
─
一
六
頁
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁
以
下
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、D

avis S
. E

vans and R
ichard S

chm
alensee, 

M
arkets w

ith
 T

w
o-S

id
ed

 P
latform

s, available at http://ssrn.com
/abstract=1094820 

（2008

）; D
avid S

. E
vans, M

u
ltisid

ed
 

P
latform

s, D
yn

am
ic C

om
petition

 an
d

 th
e A

ssessm
en

t of M
arket P

ow
er In

tern
et-B

ased
 F

irm
s, available at https://ssrn.com

/

abstract=2746095 

（2016

）
な
ど
参
照
。

（
44
） 

土
田
和
博
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
独
占
禁
止
法
・
総
論
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
四
頁
以
下
、
五
五
─
五
六
頁
。

）
三
四
四
（
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、
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、
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八
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。
岡
田
淳
ほ
か
編
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プ
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フ
ォ
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ビ
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ス
の
法
務
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（
商
事
法
務
、
二
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〇
年
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一
二
七
頁
以
下
、
林
・
前
掲
注（
24
）五
三
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以
下
、
五
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頁
も
本
文
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
区
分
を
試
み
て
い
る
。
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す
で
に
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39
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岡
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ほ
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編
著
・
前
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頁
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40
） 

根
来
龍
之
『
プ
ラ
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の
教
科
書
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日
経
Ｂ
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、
二
〇
一
七
年
）
一
一
〇
頁
。

（
41
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ク
ス
マ
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青
島
監
訳
・
前
掲
注（
26
）四
七
頁
。
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42
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小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
二
七
頁
な
ど
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（
43
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
二
頁
、
白
石
忠
志
「
平
成
26
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
」
公
正
取
引
七
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
頁
以

下
、
一
五
─
一
六
頁
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
五
六
頁
以
下
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の
論
考
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し
て
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avis S
. E

vans and R
ichard S
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w
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id
ed
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/abstract=1094820 

（2008

）; D
avid S

. E
vans, M

u
ltisid

ed
 

P
latform

s, D
yn

am
ic C

om
petition

 an
d

 th
e A

ssessm
en

t of M
arket P

ow
er In

tern
et-B

ased
 F

irm
s, available at https://ssrn.com

/

abstract=2746095 

（2016

）
な
ど
参
照
。

（
44
） 

土
田
和
博
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
独
占
禁
止
法
・
総
論
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
四
頁
以
下
、
五
五
─
五
六
頁
。

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
〇

（
45
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
〇
頁
、
二
二
頁
。

（
46
） 

Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
新
し
い
貨
幣
で
あ
り
、
石
油
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
武
田
・
前
掲
注（
３
）二
三
頁
。

（
47
） 
國
領
二
郎
「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
時
代
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
」
出
井
（
監
修
）・
前
掲
注（
５
）二
三
七
以
下
、
西
垣
通
『
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
人
工
知
能
』〈
中
公
新
書
〉（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
頁
以
下
。

（
48
） 

伊
永
大
輔
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
同
士
の
経
営
統
合
─Z

H
D

／L
IN

E

統
合
事
例
」
ジ
ュ
リ
一
五
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
）

九
三
頁
。

（
49
） 

土
田
・
前
掲
注（
44
）五
六
頁
、
齋
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
７
）一
二
五
頁
以
下
。

（
50
） 

詳
細
は
、
土
田
・
前
掲
注（
43
）五
六
頁
。

（
51
） 

米
村
慈
人
「
個
人
情
報
の
取
得
・
第
三
者
提
供
に
関
す
る
『
同
意
』
の
私
法
的
性
質
」
河
上
正
二
・
大
澤
彩
編
『
人
間
の
尊
厳
と
法
の
役
割
─

民
法
・
消
費
者
法
を
超
え
て
─
』〈
廣
瀬
久
和
先
生
古
稀
記
念
〉（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
二
一
頁
以
下
。

（
52
） 

森
亮
二
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
責
任
と
法
規
制
の
全
体
像
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
、
一
八
頁
以
下
。

（
53
） 

本
文
中
の
説
明
は
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
14
）二
六
頁
以
下
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
14
）三
二
頁
以
下
の
ほ
か
、
岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注

（
36
）一
九
六
頁
以
下
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
54
） https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senm
on_bunka/it_rikatuyou2/dai1/sankou2.pdf

（
55
） 

例
え
ば
、
経
済
産
業
省
「
第
四
次
産
業
革
命
に
向
け
た
横
断
的
制
度
研
究
会
報
告
」（https://w

w
w

.m
eti.go.jp/com

m
ittee/kenkyukai/

sansei/daiyoji_sangyo/pdf/report01_01.pdf

）、
同
「
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
事
業
者
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
速
報
」

（https://w
w

w
.m

eti.go.jp/press/2018/11/20181105005-5.pdf
）。

（
56
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/nom

o_info_service/gigital_platform
er/index.htm

l

（
57
） https://m

eti.go.jp/press/2018/12/20181218003.htm
l

（
58
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2019/12/20191219003/20191219003-2.pdf

（
59
） http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/m
iraitoshikaigi/

）
三
四
四
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
一

（
60
） https://w

w
w

.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191031_2htm
l

（
61
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2019/05/20190521004/20190521004.htm

l

（
62
） https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/digitalm
arket/kyosokaigi/index.htm

l

（
63
） 

林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼
（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
、
五
九
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
65
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
三
頁
。

（
66
） 

曽
我
部
ほ
か
・
前
掲
注（
22
）七
四
頁
。
詳
し
く
は
、
田
村
泰
一
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
戦
略
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
分
析
視
角
─
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
端
末
を
中
心
に
─
」
早
稲
田
国
際
経
営
研
究
四
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
67
） 

エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
経
済
主
体
の
複
雑
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
デ
ー
タ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
て
い
る
。D

ata-D
riven Innovation: B

ig D
ata for G

row
th and W

ello-B
eing, 

O
E

C
D

 

（2015

）.

ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
に
つ
き
、M

a
r

t
in F

r
a

n
s

M
a

n, t
h

e n
e

w
 iC

t
 e

C
o

s
y

s
t

e
M: Im

plication for 

P
olicy and R

egulation, C
am

bridge U
niv. P

ress, 2010, p.9.

（
68
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
規
制
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
18
）三
九
頁
以
下
が
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

（
69
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
70
） 

わ
が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承
諾

と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、

契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当

事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の

客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の

意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
一

（
60
） https://w

w
w

.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191031_2htm
l

（
61
） https://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2019/05/20190521004/20190521004.htm

l
（
62
） https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/singi/digitalm
arket/kyosokaigi/index.htm

l

（
63
） 
林
秀
弥
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
の
権
利
─
競
争
法
と
「
信
頼
（trust

）」
の
観
点
か
ら
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号

（
二
〇
二
〇
年
）
五
三
頁
、
五
九
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

武
田
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
65
） 

小
田
切
・
前
掲
注（
１
）二
三
三
頁
。

（
66
） 

曽
我
部
ほ
か
・
前
掲
注（
22
）七
四
頁
。
詳
し
く
は
、
田
村
泰
一
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
戦
略
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
関
す
る
分
析
視
角
─
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
端
末
を
中
心
に
─
」
早
稲
田
国
際
経
営
研
究
四
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
67
） 

エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
経
済
主
体
の
複
雑
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
デ
ー
タ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
て
い
る
。D

ata-D
riven Innovation: B

ig D
ata for G

row
th and W

ello-B
eing, 

O
E

C
D

 

（2015

）.

ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
に
つ
き
、M

a
r

t
in F

r
a

n
s

M
a

n, t
h

e n
e

w
 iC

t
 e

C
o

s
y

s
t

e
M: Im

plication for 

P
olicy and R

egulation, C
am

bridge U
niv. P

ress, 2010, p.9.

（
68
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
規
制
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
18
）三
九
頁
以
下
が
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

（
69
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
70
） 

わ
が
国
の
契
約
理
論
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
の
下
に
、
契
約
を
相
対
立
す
る
当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
捉
え
、
契
約
当
事
者
の
申
込
と
承
諾

と
い
う
意
思
に
重
き
を
置
く
構
成
原
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
主
義
が
登
場
す
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
理
論
は
、
ま
ず
、

契
約
当
事
者
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
客
観
的
に
正
当
性
を
も
つ
合
意
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
、
し
か
る
後
に
、
当

事
者
が
そ
れ
を
承
諾
（
同
意
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の

客
観
性
な
る
も
の
が
人
間
の
自
律
性
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
至
る
時
期
に
そ
れ
が
放
逐
さ
れ
、
契
約
は
当
事
者
の

意
思
の
合
致
（
合
意
）
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
代
の
契
約
理
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
別
の
意
思
の
探
求
を
反
省
し
、
意
思
の

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
二

形
成
に
は
社
会
通
念
な
ど
が
顧
慮
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
（
い
わ
ゆ
る
契
約
の
社
会
化
）
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
九
五
頁
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）七
二
頁
以
下
。
な
お
、
な
お
、
宍
戸
常
寿
ほ
か
「
Ａ
Ｉ
と
社
会
と

法
：
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
き
る
か
？
─
契
約
と
社
会
の
未
来
：
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
論
及
ジ
ュ
リ
二
七
号

（
二
〇
一
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
（
後
に
、
有
斐
閣
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
単
行
書
と
し
て
刊
行
。
第
三
章
所
収
）
参
照
。

（
71
） 

中
舎
・
前
掲
注（
20
）六
三
頁
以
下
。
な
お
、
中
舎
寛
樹
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
合
意
論
と
多
数
当
事
者
間
契
約
論
」
伊
藤
進
先
生
傘
寿
記
念
論
文

集
『
現
代
私
法
規
律
の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
72
） 

こ
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
、
鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
一
頁
。
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
の
特
質
と
解
決
方
法
に
つ
き
、
垣
内
秀
介
「
デ
ジ
タ

ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
お
け
る
紛
争
解
決
上
の
課
題
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
六
三
頁
以
下
。
最
近
の
論
考
で
Ｐ
Ｆ
事
業

者
の
私
法
上
の
責
任
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
森
・
前
掲
注（
47
）一
四
頁
以
下
、
同
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
責
任
に
関
す
る
近
時

の
問
題
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
四
頁
以
下
、
中
田
邦
博
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
と
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
」
現
代
消
費
者
法
四
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
五
頁
以
下
、
鹿
野
菜
穂
子
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る

消
費
者
保
護
ル
ー
ル
（
上
）
─
若
干
の
各
論
的
考
察
─
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
14
）五
頁
以
下
、
田
中

志
津
子
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
）
の
責
任
」
沖
野
眞
巳
ほ
か
編
『
比
較
民
法
の
将
来
像
』〈
岡
孝
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
〉（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
四
五
七
頁
以
下
、
岡
田
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
36
）五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
が
、
多
角
の
視
点
や
こ
れ
に
基

づ
く
同
意
理
論
な
ど
の
理
論
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
73
） 

中
舎
・
前
掲
注（
20
）六
六
─
六
七
頁
、
八
七
頁
。

（
74
） 

原
田
・
前
掲
注（
18
）四
二
頁
。

（
75
） 

学
説
に
は
、
私
法
上
の
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
構
築
を
試
み
る
見
解
が
あ
る
。
米
村
・
前
掲
注（
50
）三
二
一
頁
以
下
。

（
76
） 

山
本
龍
彦
「『
完
全
自
動
意
思
決
定
』
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
情
報
通
信
製
作
研
究
三
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
四
頁
。

（
77
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
九
三
─
一
九
七
頁
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
三
頁
以
下
、
六
六
─
六
七
頁
。

（
78
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）八
八
─
九
〇
頁
。

）
三
四
三
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
三

（
79
） 

林
秀
弥
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
二
面
市
場
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
九
頁
以
下
、
六
二
頁
。

（
80
） 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
と
裁
判
例
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
八
五
頁
以
下
。

（
81
） 

Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
て
お
り
、
Ｐ
Ｆ
に
実
装
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

を
用
い
て
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
二
頁
以
下
。

（
82
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
九
頁
以
下
。

（
83
） 

人
工
行
為
者
が
惹
起
す
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
自
律
的
な
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
に
法
人
格
を
付
与
す
べ
き
か
、
本
人
と

の
間
に
、
代
理
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
の
製
作
者
や
技
術
者
に
集
団
的
責
任
が
あ
る

か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、M

a
r

k C
h

in
e

n, L
a

w
 a

n
d a

u
t

o
n

o
M

o
u

s M
a

C
h

in
e

s: t
h

e C
o-e

v
o

L
u

t
io

n o
F L

e
g

a
L 

r
e

s
p

o
n

s
ib

iL
it

y a
n

d t
e

C
h

n
o

L
o

g
y, E

lgar 2020, 13 ff.; M
ark A

. L
em

ley &
 B

ryan C
asey, R

em
ed

ies for R
obots, 86 U

. C
hi. L

. R
ev. 
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（2019

）
の
ほ
か
、
河
島
茂
生
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
著
『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
84
） 

と
り
わ
け
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
提
供
者
と
の
間
に
、
契
約
の
開
始
時
、
中
途
、
お
よ
び
終
了
時
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
生
じ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
田
和
博
「
不
当
な
取
引
制
限
の
基
本
的
論
点
と
現
代
的
論
点
」
公
正
取
引
八
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
頁

以
下
。

（
85
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
〇
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る

ル
ー
ル
形
成
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
以
下
。
な
お
、
林
英
也
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
国
際
的
ル
ー

ル
形
成
の
諸
相
─
い
わ
ゆ
る
『
一
国
二
制
度
』
問
題
と
デ
ー
タ
の
移
転
・
流
通
に
関
す
る
法
的
─
」E

xtcom

四
一
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下

参
照
。

（
86
） 

詳
し
く
は
、
藤
原
総
一
郎
ほ
か
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
（
上
）」N

B
L

1073

号
（
二
〇
一
六
年
）

一
八
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
比
較
法
的
考
察
─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に

）
三
四
四
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
（
長
谷
川
）

三
五
三

（
79
） 

林
秀
弥
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
二
面
市
場
」
法
時
九
一
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
九
頁
以
下
、
六
二
頁
。

（
80
） 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
と
裁
判
例
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）一
八
五
頁
以
下
。

（
81
） 
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
で
は
、
Ｐ
Ｆ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
さ
れ
て
お
り
、
Ｐ
Ｆ
に
実
装
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ー
ド

を
用
い
て
自
動
的
に
契
約
を
実
行
す
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
問
題
は
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）五
二
頁
以
下
。

（
82
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
17
）六
九
頁
以
下
。

（
83
） 

人
工
行
為
者
が
惹
起
す
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
自
律
的
な
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
に
法
人
格
を
付
与
す
べ
き
か
、
本
人
と

の
間
に
、
代
理
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
な
ど
の
製
作
者
や
技
術
者
に
集
団
的
責
任
が
あ
る

か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、M

a
r

k C
h

in
e

n, L
a

w
 a

n
d a

u
t

o
n

o
M

o
u

s M
a

C
h

in
e

s: t
h
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o
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u

t
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（2019

）
の
ほ
か
、
河
島
茂
生
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
福
岡
真
之
介
編
著
『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
84
） 

と
り
わ
け
、
Ｐ
Ｆ
事
業
者
と
提
供
者
と
の
間
に
、
契
約
の
開
始
時
、
中
途
、
お
よ
び
終
了
時
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
が
生
じ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
土
田
和
博
「
不
当
な
取
引
制
限
の
基
本
的
論
点
と
現
代
的
論
点
」
公
正
取
引
八
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
頁

以
下
。

（
85
） 

鹿
野
・
前
掲
注（
14
）一
〇
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る

ル
ー
ル
形
成
」
消
費
者
法
研
究
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
以
下
。
な
お
、
林
英
也
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
国
際
的
ル
ー

ル
形
成
の
諸
相
─
い
わ
ゆ
る
『
一
国
二
制
度
』
問
題
と
デ
ー
タ
の
移
転
・
流
通
に
関
す
る
法
的
─
」E

xtcom

四
一
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下

参
照
。

（
86
） 

詳
し
く
は
、
藤
原
総
一
郎
ほ
か
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
（
上
）」N

B
L

1073

号
（
二
〇
一
六
年
）

一
八
頁
以
下
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
比
較
法
的
考
察
─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
四

─
Ｅ
Ｕ
法
を
中
心
に
─
」
現
代
消
費
者
法
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
〇
頁
以
下
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
規
制
で
重
要
な
の
は
、「
Ｅ
Ｕ
消
費
者
保

護
準
則
の
実
効
性
強
化
及
び
現
代
化
に
関
す
る
指
令
（
Ｅ
Ｕ
）2019/2161

」（
以
下
、「
現
代
化
指
令
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
既
存
の

四
つ
の
指
令
が
改
正
さ
れ
、
Ｐ
Ｆ
規
制
に
関
す
る
規
定
が
消
費
者
権
利
指
令
お
よ
び
不
公
正
取
引
方
法
指
令
に
新
設
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
現

代
化
指
令
を
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
八
日
ま
で
に
国
内
法
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
Ｐ
Ｆ
取
引
の
規
制
に
関
し
て
改
革
が
進
ん
で
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
執
行
機
関
で
あ
る
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
、

二
つ
の
法
案
を
公
表
し
た
。
一
つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
案
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
案
」
で
あ
る
（
二
〇
二
〇
年
一
二

月
一
六
日
読
売
新
聞
な
ど
参
照
）。
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
案
は
、
公
平
な
競
争
条
件
を
担
保
さ
せ
る
狙
い
か
ら
、
自
社
製
品
に
よ
る
有
利
な
商
品
検
索

結
果
を
表
示
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
る
。
違
反
者
に
は
、
世
界
売
上
高
の
最
大
一
〇
％
の
制
裁
金
を
科
す
。
改
善
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
事
業
の
分
割
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
案
は
、
検
索
サ
イ
ト
や
通
販
サ
イ
ト
な
ど
を
運
営
す
る
企
業
に

対
し
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
テ
ロ
の
誘
発
な
ど
不
適
切
な
情
報
の
拡
散
防
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
偽
ブ
ラ
ン
ド
品
や
海
賊
版
な
ど
は
販
売
せ
ず
、

こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
を
削
除
す
る
な
ど
の
対
策
を
義
務
づ
け
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
行
動
や
好
み
を
分
析
し
、
ネ
ッ
ト
広
告
や
お
す
す
め
商
品
の

表
示
な
ど
に
活
用
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
計
算
手
順
）
が
広
告
表
示
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
説
明
や
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
違

反
者
に
は
、
世
界
売
上
高
の
最
大
六
％
の
制
裁
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
二
〇
二
二
年
度
中
の
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。

）
三
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
五

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益

松

　
　嶋

　
　隆

　
　弘

一
．
は
じ
め
に

先
般
、
最
高
裁
は
、
事
業
協
同
組
合
の
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
同
選
挙
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
後
任
理
事
又
は
監
事
を
選
出
す
る
後
行
の
選
挙
の
効
力
を
争
う
訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
後
行
の

選
挙
が
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益

は
消
滅
し
な
い
旨
判
示
す
る
に
至
っ
た
（
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
民
集
七
四
巻
六
号
一
五
五
七
頁
）。
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
関
連
条
文

は
、
ほ
ぼ
会
社
法
と
同
一
内
容
で
あ
る
の
で
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
射
程
は
、
広
く
株
式
会
社
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ

る
（
１
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
の
係
属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
が
す
べ
て

任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
取
締
役
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ

論
　
説

）
七
八
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
五

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益

松

　
　嶋

　
　隆

　
　弘

一
．
は
じ
め
に

先
般
、
最
高
裁
は
、
事
業
協
同
組
合
の
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
同
選
挙
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
後
任
理
事
又
は
監
事
を
選
出
す
る
後
行
の
選
挙
の
効
力
を
争
う
訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
後
行
の

選
挙
が
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益

は
消
滅
し
な
い
旨
判
示
す
る
に
至
っ
た
（
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
民
集
七
四
巻
六
号
一
五
五
七
頁
）。
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
関
連
条
文

は
、
ほ
ぼ
会
社
法
と
同
一
内
容
で
あ
る
の
で
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
射
程
は
、
広
く
株
式
会
社
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ

る
（
１
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
の
係
属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
が
す
べ
て

任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
取
締
役
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ

論
　
説

）
七
八
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
六

り
、
決
議
取
消
し
の
訴
え
は
、
訴
え
の
利
益
を
欠
く
と
す
る
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
民
集
二
四
巻
四
号
二
二
三
頁

（
２
）

は
、
そ
の
射
程
を

大
い
に
減
じ
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

筆
者
は
、
す
で
に
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
に
関
す
る
判
例
評
釈
を
公
表
し
、
そ
こ
に
お
い
て
同
判
決
の
射
程
、
前
掲
最
判
昭
和

四
五
年
四
月
二
日
と
の
関
係
等
に
つ
き
検
討
を
試
み
た
（
以
下
「
前
稿
」
と
い
う

（
３
）。）。

前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
多
く
の
評
釈
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

（
４
）

、
中
島
弘
雅
教
授
は
、
近
時
公
刊
さ
れ
た
論
説

（
５
）

に
お
い
て
、「
前
稿
」
に
お
い
て
述
べ
た
筆

者
の
見
解
に
対
し
、
賛
意
を
表
明
さ
れ
た
上
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
を
素
材
と
し
つ
つ
、
会
社
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の

概
念
把
握
に
つ
き
、
株
主
個
人
の
財
産
権
的
な
利
益
を
超
え
た
、
株
主
の
有
す
る
会
社
経
営
の
適
法
性
確
保
に
つ
い
て
の
利
益
と
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
の
ご
自
身
の
見
解
（
適
法
性
確
保
説

（
６
））

を
改
め
て
主
張
さ
れ
た
。
他
方
、
筆
者
の
「
前
稿
」
は
、
判
例
評
釈
と
い
う
性

質
上
、
当
該
事
案
に
即
し
て
の
検
討
に
留
ま
り
、
会
社
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
概
念
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
ま
で
の
立
ち
入
っ

た
考
察
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
中
島
教
授
の
論
説
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
り
、
筆
者
と
し
て
は
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
を
踏
ま

え
た
適
法
性
評
価
説
に
対
す
る
応
接
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
故
・
喜
多
義
人
教
授
の
追
悼
論
文
集
の
場
を
お
借
り
し
、
筆
者
の
立
場
か
ら
、
会
社
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利

益
の
概
念
把
握
に
つ
き
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
事
案
か
ら
離
れ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
判
例
評
釈
の
枠
組
み
を
外
し
、
中
島
教
授
か
ら
課
さ
れ
た
「
宿
題
」
に
解
答
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
経
緯
か
ら
し
て
、
本
稿
は
、
論
理
を
追
う
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
一
部
分
、
前
稿
と
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る

こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
了
承
さ
れ
た
い
。

）
七
八
八
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
七

二
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
と
判
旨

１
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
関
係

議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
関
係
と
判
旨
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
事
実
関
係
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｙ
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
事
業
協
同
組
合
で
あ
り
、
Ｘ
は
Ｙ
の
組
合
員
で
あ
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
八
年
五

月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
Ｙ
の
通
常
総
会
に
お
い
て
、
理
事
及
び
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
が
行
わ
れ
た
（
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙

①
」、
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
②
」
と
い
う
。）。

「
選
挙
①
」
で
選
出
さ
れ
た
理
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
理
事
会
が
し
た
招
集
決
定
に
基
づ
き
、
同
理
事
会
で
選
出
さ
れ
た
代
表
理
事

で
あ
る
理
事
長
が
招
集
し
て
、
平
成
三
〇
年
五
月
二
八
日
、
Ｙ
の
通
常
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
総
会
に
お
い
て
、「
選
挙
①
」

及
び
「
選
挙
②
」
で
選
出
さ
れ
た
理
事
及
び
監
事
全
員
が
任
期
の
満
了
に
よ
り
退
任
し
た
と
し
て
、
理
事
及
び
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
が

行
わ
れ
た
（
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
③
」、
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
④
」
と
い
う
。）。

Ｘ
は
、
平
成
二
八
年
八
月
一
二
日
、「
選
挙
①
」
及
び
「
選
挙
②
」
の
各
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
（
本
件
各
取
消
請
求
）、
平

成
三
〇
年
七
月
二
六
日
、「
選
挙
①
」
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
「
選
挙
③
」
及
び
「
選
挙
④
」
の
各
不

存
在
確
認
請
求
（
本
件
各
不
存
在
確
認
請
求
）
を
追
加
し
た
。

２
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
判
旨

以
上
の
事
実
に
対
し
、
原
審
（
広
島
高
裁
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
一
日
民
集
七
四
巻
六
号
一
五
八
四
頁
）
は
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二

）
七
八
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
七

二
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
と
判
旨

１
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
関
係

議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
事
実
関
係
と
判
旨
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
事
実
関
係
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｙ
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
事
業
協
同
組
合
で
あ
り
、
Ｘ
は
Ｙ
の
組
合
員
で
あ
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
八
年
五

月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
Ｙ
の
通
常
総
会
に
お
い
て
、
理
事
及
び
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
が
行
わ
れ
た
（
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙

①
」、
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
②
」
と
い
う
。）。

「
選
挙
①
」
で
選
出
さ
れ
た
理
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
理
事
会
が
し
た
招
集
決
定
に
基
づ
き
、
同
理
事
会
で
選
出
さ
れ
た
代
表
理
事

で
あ
る
理
事
長
が
招
集
し
て
、
平
成
三
〇
年
五
月
二
八
日
、
Ｙ
の
通
常
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
総
会
に
お
い
て
、「
選
挙
①
」

及
び
「
選
挙
②
」
で
選
出
さ
れ
た
理
事
及
び
監
事
全
員
が
任
期
の
満
了
に
よ
り
退
任
し
た
と
し
て
、
理
事
及
び
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
が

行
わ
れ
た
（
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
③
」、
監
事
を
選
出
す
る
選
挙
を
「
選
挙
④
」
と
い
う
。）。

Ｘ
は
、
平
成
二
八
年
八
月
一
二
日
、「
選
挙
①
」
及
び
「
選
挙
②
」
の
各
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
（
本
件
各
取
消
請
求
）、
平

成
三
〇
年
七
月
二
六
日
、「
選
挙
①
」
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
「
選
挙
③
」
及
び
「
選
挙
④
」
の
各
不

存
在
確
認
請
求
（
本
件
各
不
存
在
確
認
請
求
）
を
追
加
し
た
。

２
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
判
旨

以
上
の
事
実
に
対
し
、
原
審
（
広
島
高
裁
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
一
日
民
集
七
四
巻
六
号
一
五
八
四
頁
）
は
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二

）
七
八
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
五
八

日
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
い
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
本
件
各
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
の
利
益
は
消
滅
す
る
旨
判
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

上
告
審
た
る
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
原
審
と
は
逆
に
次
の
と
お
り
判
示
す
る
（
番
号
・
下
線
は
、
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
）。

「
①

－

ⅰ

事
業
協
同
組
合
の
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
係
属
中
に
、
後
行
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
新
た
に
理
事
又

は
監
事
が
選
出
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
理
事
を
選
出
す
る
先
行
の
選
挙
を
取
り
消
す
旨
の
判
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
先
行
の
選
挙

は
初
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

①

－

ⅱ
そ
の
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
理
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
理
事
会

が
し
た
招
集
決
定
に
基
づ
き
同
理
事
会
で
選
出
さ
れ
た
代
表
理
事
が
招
集
し
た
総
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
新
た
に
理
事
又
は
監
事
を
選
出

す
る
後
行
の
選
挙
は
、
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
（
最
高
裁
昭
和
六
〇
年
オ
第
一
五
二
九
号
平
成
二
年
四
月
一
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
四
四
巻
三
号
五
二
六
頁
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
オ

第
一
一
八
三
号
同
一
一
年
三
月
二
五
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
五
三
巻
三
号
五
八
〇
頁
参
照
）。
そ
し
て
、

②

上
記
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の

よ
う
な
形
成
の
訴
え
は
、
訴
え
提
起
後
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
取
消
し
を
求
め
る
実
益
が
な
く
な
っ
て
訴
え
の
利
益
が
消
滅
す
る
場
合
が

あ
る
も
の
の
、
上
記
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
と
併
合
さ
れ
た
訴
え
に
お
い
て
、
後
行
の
選
挙
に
つ
い
て
上
記
の
瑕
疵
が
主
張
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
理
事
を
選
出
す
る
先
行
の
選
挙
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
後
行
の
選
挙
の
効
力
の
先
決
問
題
と
な
り
、

そ
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
実
益
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
事
業
協
同
組
合
の
理
事
を
選
出
す
る
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
同
選
挙
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
後
任
理
事
又
は
監
事
を
選
出
す
る
後
行
の
選
挙
の
効
力
を
争
う
訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
上
記
特
段
の

事
情
が
な
い
限
り
、
先
行
の
選
挙
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」 ）

七
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
九

三
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
と
先
例
と
の
関
係

１
．
株
主
総
会
の
不
存
在
の
訴
え
に
関
す
る
瑕
疵
連
鎖
説
と
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日

前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
出
発
点
と
し
て
、
先
行
す
る
判
例
の
中
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
論
述
の
都
合
上
、
株
主
総
会
の
不
存
在
の
訴
え
に
関
す
る
瑕
疵
連
鎖
説
と
の
か
か
わ
り
か
ら
検
討
し
よ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
え
に
お
け
る
瑕
疵
の
連
鎖
は
、
つ
と
に
最
高
裁
判
決
の
取
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
最
判
平

成
二
年
四
月
一
七
日
民
集
四
四
巻
三
号
五
二
六
頁

（
７
）及

び
最
判
平
成
一
一
年
三
月
二
五
日
民
集
五
三
巻
三
号
五
八
〇
頁

（
８
））、

そ
れ
を
一
言
で
定
式
化
す
る

と
、「
株
主
総
会
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
以
上
、
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
取
締
役
決
議
も
不
存
在
と
な
り
、

そ
の
取
締
役
会
に
よ
り
選
定
さ
れ
る
代
表
取
締
役
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
結
果
、
代
表
取
締
役
（
と
称
す
る
者
）
に
よ
り
招
集

さ
れ
た
後
行
の
株
主
総
会
も
不
存
在
と
な
る
…
…
と
い
う
、
無
限
の
瑕
疵
の
連
鎖
が
発
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
理
解
を
瑕
疵
連
鎖
説
と
い
う
。

さ
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
前
記
判
旨
①
に
お
い
て
、
前
掲
最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
及
び
前
掲
最
判
平
成
一
一
年

三
月
二
五
日
を
引
用
し
て
い
る
。
引
用
に
直
接
関
係
す
る
部
分
は
、
判
旨
①
後
段
の
部
分
で
あ
る
（
①－

ⅱ
）。
代
表
し
て
前
掲
最
判
平
成

二
年
四
月
一
七
日
に
つ
き
み
て
み
る
に
、
最
高
裁
は
、
正
規
の
取
締
役
で
な
い
者
「
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
締
役
会
は
正
当
な
取
締
役

会
と
は
い
え
ず
、
か
つ
、
そ
の
取
締
役
会
で
選
任
（
現
・
選
定
）
さ
れ
た
代
表
取
締
役
も
正
当
に
選
任
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
…
…
…
、

株
主
総
会
招
集
権
限
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
招
集
決
定
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
代
表
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主

総
会
に
お
い
て
新
た
に
取
締
役
を
選
任
す
る
旨
の
決
議
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
決
議
は
、
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ

）
七
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
五
九

三
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
と
先
例
と
の
関
係

１
．
株
主
総
会
の
不
存
在
の
訴
え
に
関
す
る
瑕
疵
連
鎖
説
と
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日

前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
出
発
点
と
し
て
、
先
行
す
る
判
例
の
中
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
論
述
の
都
合
上
、
株
主
総
会
の
不
存
在
の
訴
え
に
関
す
る
瑕
疵
連
鎖
説
と
の
か
か
わ
り
か
ら
検
討
し
よ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
株
主
総
会
決
議
不
存
在
の
訴
え
に
お
け
る
瑕
疵
の
連
鎖
は
、
つ
と
に
最
高
裁
判
決
の
取
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
最
判
平

成
二
年
四
月
一
七
日
民
集
四
四
巻
三
号
五
二
六
頁

（
７
）及

び
最
判
平
成
一
一
年
三
月
二
五
日
民
集
五
三
巻
三
号
五
八
〇
頁

（
８
））、

そ
れ
を
一
言
で
定
式
化
す
る

と
、「
株
主
総
会
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
以
上
、
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
取
締
役
決
議
も
不
存
在
と
な
り
、

そ
の
取
締
役
会
に
よ
り
選
定
さ
れ
る
代
表
取
締
役
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
結
果
、
代
表
取
締
役
（
と
称
す
る
者
）
に
よ
り
招
集

さ
れ
た
後
行
の
株
主
総
会
も
不
存
在
と
な
る
…
…
と
い
う
、
無
限
の
瑕
疵
の
連
鎖
が
発
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
理
解
を
瑕
疵
連
鎖
説
と
い
う
。

さ
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
前
記
判
旨
①
に
お
い
て
、
前
掲
最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
及
び
前
掲
最
判
平
成
一
一
年

三
月
二
五
日
を
引
用
し
て
い
る
。
引
用
に
直
接
関
係
す
る
部
分
は
、
判
旨
①
後
段
の
部
分
で
あ
る
（
①－

ⅱ
）。
代
表
し
て
前
掲
最
判
平
成

二
年
四
月
一
七
日
に
つ
き
み
て
み
る
に
、
最
高
裁
は
、
正
規
の
取
締
役
で
な
い
者
「
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
締
役
会
は
正
当
な
取
締
役

会
と
は
い
え
ず
、
か
つ
、
そ
の
取
締
役
会
で
選
任
（
現
・
選
定
）
さ
れ
た
代
表
取
締
役
も
正
当
に
選
任
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
…
…
…
、

株
主
総
会
招
集
権
限
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
招
集
決
定
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
代
表
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主

総
会
に
お
い
て
新
た
に
取
締
役
を
選
任
す
る
旨
の
決
議
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
決
議
は
、
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
六
〇

た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
…
…
…
、
法
律
上
存
在
し
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
瑕
疵
が
継
続
す
る

限
り
、
以
後
の
株
主
総
会
に
お
い
て
新
た
に
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
す
る
。
か
か
る
判
示
は
、

そ
の
後
、
前
掲
最
判
平
成
一
一
年
三
月
二
五
日
に
お
い
て
、
先
行
決
議
の
訴
え
の
利
益
を
肯
定
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
い
た
る
。

２
．
瑕
疵
連
鎖
説
の
決
議
取
消
し
の
訴
え
へ
の
波
及
と
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
と
の
関
係

⑴
．
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
判
旨
①－

ⅰ
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
株
主
総
会
決
議
不
存
在

の
訴
え
に
関
し
て
の
前
記
の
理
が
、
事
業
協
同
組
合
の
総
会
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
も
、
妥
当
す
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

冒
頭
述
べ
た
と
お
り
、
株
主
総
会
の
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
関
し
、
最
高
裁
は
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
し
の
訴
え
の
係

属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
が
す
べ
て
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
取
締

役
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
決
議
取
消
し
の
訴
は
、
訴
え
の
利
益
を
欠
く
と
判
示
し
て
き
た
（
前

掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
）。
し
か
る
と
こ
ろ
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
判
旨
①－

ⅰ
の
部
分
に
よ
れ
ば
、
先
行
決
議
の
確

定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
瑕
疵
は
後
行
決
議
へ
と
連
鎖
す
る
こ
と
と
な
り
、
決
議
不
存
在
の
訴
え
に
関
す
る
瑕
疵
連
鎖
説
が
、
決
議
取

消
し
の
訴
え
に
お
い
て
ま
で
も
広
く
妥
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
先
行
決
議
と
後
行
決
議
の
併
合
の
可
否
が
議
論
に
な
る
の
み

な
ら
ず
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
の
妥
当
す
る
場
面
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

⑵
．
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
と
瑕
疵
連
鎖
説
を
述
べ
る
前
掲
最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
及
び
前
掲
最
判
平
成
一
一
年
三
月

二
五
日
と
の
抵
触
関
係
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
近
時
、
ロ
ッ
テ
の
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
を
巡
る
一
連
の

裁
判
例
相
互
間
の
整
合
性
を
巡
り
、
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
金
判
一
五
五
九
号
四
七
頁

（
９
）

及
び
東
京
高
判
平
成
三
〇
年
九
月
一
二
日
金
判
一
五
五
三
号
一
七

（
10
）頁
（
11
））。

）
七
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
一

前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
か
よ
う
な
折
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
前
記
の
と
お
り
、
瑕
疵
連
鎖
説
の
適
用
場
面
を
決
議
取
消
し

の
訴
え
に
ま
で
押
し
及
ぼ
し
、
結
果
と
し
て
、
事
実
上
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
適
用
さ
れ
る
領
域
を
ほ
と
ん
ど
な
く
な
ら
し

め
る
ま
で
至
っ
た
。

四
．
瑕
疵
連
鎖
説
と
訴
え
の
利
益

１
．
瑕
疵
連
鎖
説
と
実
体
関
係
的
訴
訟
要
件

筆
者
は
、「
前
稿
」
に
お
い
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
立
場
を
是
認
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
と
お
り
述
べ
、
瑕
疵
連
鎖
説

は
、
訴
え
の
利
益
と
い
う
訴
訟
要
件
の
レ
ベ
ル
と
本
案
に
関
す
る
実
体
判
断
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
、

そ
の
発
現
の
仕
方
は
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
に
お
い
て
、
瑕
疵

の
連
鎖
は
、
実
体
判
断
の
レ
ベ
ル
で
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
決
議
取
消
判
決
の
遡
及
効
は
、
当
該
判
決
が
確
定
し
て
初
め
て

生
じ
る
以
上
、
未
確
定
の
段
階
で
、
取
消
し
を
前
提
と
す
る
瑕
疵
の
連
鎖
を
議
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
決
議
取
消
判
決
は
、
対
世

効
（
会
社
法
八
三
八
条
）
を
有
し
つ
つ
、
取
消
し
の
効
力
が
既
往
に
遡
る
以
上
（
会
社
法
八
三
九
条
、
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻

五
号
五
一
七
頁

（
12
））、

法
律
関
係
の
安
定
に
対
す
る
要
請
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る

（
13
）

。
他
方
、
訴
訟
要
件
の
レ
ベ
ル
、
特
に

訴
え
の
利
益
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
前
記
の
と
お
り
、「
当
該
事
案
」
に
つ
き
、
本
案
判
決
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
・

実
効
性
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
本
案
に
関
す
る
判
断
は
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
、「
仮
に
本
案
判
決

を
下
す
と
し
た
ら
」
と
い
う
仮
定
的
な
も
の
（
本
件
に
つ
い
て
い
う
と
、「
後
行
決
議
の
存
否
を
決
す
る
た
め
に
先
行
決
議
の
効
力
の
有
無
が
先
決

問
題
と
な
る
関
係
」
に
な
る
か
否
か
）
に
留
ま
る
。
か
か
る
場
面
に
お
い
て
ま
で
、
本
案
に
お
け
る
判
断
と
同
一
な
も
の
を
要
求
す
る
と
な

）
七
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
一

前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
か
よ
う
な
折
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
前
記
の
と
お
り
、
瑕
疵
連
鎖
説
の
適
用
場
面
を
決
議
取
消
し

の
訴
え
に
ま
で
押
し
及
ぼ
し
、
結
果
と
し
て
、
事
実
上
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
適
用
さ
れ
る
領
域
を
ほ
と
ん
ど
な
く
な
ら
し

め
る
ま
で
至
っ
た
。

四
．
瑕
疵
連
鎖
説
と
訴
え
の
利
益

１
．
瑕
疵
連
鎖
説
と
実
体
関
係
的
訴
訟
要
件

筆
者
は
、「
前
稿
」
に
お
い
て
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
立
場
を
是
認
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
と
お
り
述
べ
、
瑕
疵
連
鎖
説

は
、
訴
え
の
利
益
と
い
う
訴
訟
要
件
の
レ
ベ
ル
と
本
案
に
関
す
る
実
体
判
断
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
、

そ
の
発
現
の
仕
方
は
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
に
お
い
て
、
瑕
疵

の
連
鎖
は
、
実
体
判
断
の
レ
ベ
ル
で
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
決
議
取
消
判
決
の
遡
及
効
は
、
当
該
判
決
が
確
定
し
て
初
め
て

生
じ
る
以
上
、
未
確
定
の
段
階
で
、
取
消
し
を
前
提
と
す
る
瑕
疵
の
連
鎖
を
議
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
決
議
取
消
判
決
は
、
対
世

効
（
会
社
法
八
三
八
条
）
を
有
し
つ
つ
、
取
消
し
の
効
力
が
既
往
に
遡
る
以
上
（
会
社
法
八
三
九
条
、
最
判
昭
和
五
八
年
六
月
七
日
民
集
三
七
巻

五
号
五
一
七
頁

（
12
））、

法
律
関
係
の
安
定
に
対
す
る
要
請
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る

（
13
）

。
他
方
、
訴
訟
要
件
の
レ
ベ
ル
、
特
に

訴
え
の
利
益
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
前
記
の
と
お
り
、「
当
該
事
案
」
に
つ
き
、
本
案
判
決
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
・

実
効
性
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
本
案
に
関
す
る
判
断
は
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
、「
仮
に
本
案
判
決

を
下
す
と
し
た
ら
」
と
い
う
仮
定
的
な
も
の
（
本
件
に
つ
い
て
い
う
と
、「
後
行
決
議
の
存
否
を
決
す
る
た
め
に
先
行
決
議
の
効
力
の
有
無
が
先
決

問
題
と
な
る
関
係
」
に
な
る
か
否
か
）
に
留
ま
る
。
か
か
る
場
面
に
お
い
て
ま
で
、
本
案
に
お
け
る
判
断
と
同
一
な
も
の
を
要
求
す
る
と
な

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
六
二

る
と
、
二
度
手
間
で
あ
る
ば
か
り
か
、
実
体
判
断
へ
の
入
り
口
を
不
必
要
に
狭
め
て
し
ま
う
。
訴
え
の
利
益
の
判
断
に
お
い
て
は
、
判
決

の
確
定
を
考
慮
せ
ず
に
、
遡
及
効
を
認
め
る
判
断
を
し
て
よ
い
と
考
え
る

（
14
）

。

中
島
教
授
は
、
か
か
る
私
見
に
対
し
、
訴
え
の
利
益
や
当
事
者
適
格
の
よ
う
な
訴
訟
要
件
は
、
本
案
の
審
理
と
並
行
し
て
初
め
て
そ
の

存
否
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
実
体
関
係
的
訴
訟
要
件
と
呼
ば
れ
る
と
の
注
を
付
し
た
上
で
、
賛
同
の
意
を
表
さ
れ
、

「
仮
に
取
消
判
決
が
確
定
し
た
ら
遡
及
効
に
よ
り
瑕
疵
の
連
鎖
が
生
じ
、
紛
争
の
継
続
が
予
想
さ
れ
る
点
を
考
慮
し
て
、
本
判
決
が
、
瑕

疵
連
鎖
の
可
能
性
を
認
め
て
、
訴
え
の
利
益
を
肯
定
し
た
と
考
え
る
と
、
そ
の
判
断
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、

賛
意
を
表
さ
れ
る

（
15
）

。

２
．
適
法
性
確
保
説
の
検
討

そ
こ
で
、
更
に
一
歩
検
討
を
進
め
、
適
法
性
確
保
説
に
お
け
る
よ
う
な
訴
え
の
利
益
概
念
の
再
構
成
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
い
こ
う
。
中
島
教
授
は
、
従
前
の
会
社
判
例
を
渉
猟
し
た
上
、「
最
高
裁
は
、
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
訴
訟
一
般
に
つ

き
、
一
貫
し
て
請
求
認
容
判
決
を
下
す
こ
と
に
「
実
益
」
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
訴
え
の
利
益
の
存
否
を
判
断
し
て
き
た
と

い
え
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
通
説
の
立
場
で
も
あ
る
」
と
し
て
、
か
か
る
立
場
を
「
実
益
論
」
と
名
付
け
た
上
で
、
会

社
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
つ
き
、
株
主
個
人
の
財
産
権
的
な
利
益
を
超
え
た
、
株
主
の
有
す
る
会
社
経
営
の
適
法
性
確
保
に
つ
い

て
の
利
益
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
、
株
主
総
会
決
議
訴
訟
の
本
来
的
機
能
に
最
も
適
合
し
た
解
釈
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
（
適
法
性
確
保

説
（
16
））。

そ
し
て
同
教
授
は
、
か
か
る
見
地
か
ら
、
訴
え
の
利
益
の
消
滅
を
認
め
る
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
に
反
対
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
と
逆
の
立
場
に
立
つ
前
掲
最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
を
支
持
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
他
の
代
表
的
な
手
続
法
研
究
者
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。
取
締
役
が
再
任
さ
れ
た
場
合
に
、
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
お
け
る

）
七
四
七
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
三

訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
見
解
で
著
名
な
も
の
と
し
て
、
新
堂
幸
司
教
授
の
見
解
と
梅
本
吉
彦
教
授
の
見
解
が
あ
る
。

新
堂
教
授
の
見
解
は
、
本
案
に
関
す
る
審
理
が
進
み
、
本
案
に
関
す
る
結
論
に
ま
で
至
っ
て
い
る
場
合
、
突
然
、
訴
え
の
利
益
を
持
ち

出
し
て
、
門
前
払
い
に
す
る
の
は
、
不
合
理
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
経
済
を
主
軸
と
し
た
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
っ
て
よ

い
（
17
）

。
他
方
、
梅
本
教
授
は
、
一
部
認
容
判
決
と
し
て
総
会
決
議
違
法
宣
言
判
決
を
も
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る

（
18
）

。

両
教
授
の
ご
見
解
は
、
い
ず
れ
も
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
結
論
付
け
る
点
で
、
適
法
性
維
持
説
と
共
通
す
る
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、

訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
不
都
合
を
述
べ
、
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
場
合
に
お
け
る
後
始
末
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、

訴
え
の
利
益
の
概
念
の
再
構
成
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
適
法
性
維
持
説
に
は
、
よ
り
解
釈
論
と
し
て
一
歩
踏
み
込

ん
だ
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
新
堂
教
授
は
、
体
系
書
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
、「
法
律
上
の
利
益
」
の
解
釈
に
つ
き
、
こ
れ
を
制

限
的
に
解
釈
し
な
い
よ
う
に
一
定
の
方
向
付
け
を
す
る
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
二
項
の
規
定
（
平
成
一
六
年
追
加
改
正
）
を
掲
げ
て
い
る

（
19
）

し
（
20
）

、

梅
本
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
内
在
的
に
再
構
成
す
れ
ば
、
会
社
訴
訟
に
つ
き
、「
行
政
訴
訟
」
的
に
理
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
理

解
で
き
、
そ
の
点
で
、
適
法
性
維
持
説
と
の
接
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
梅
本
教
授
が
言
わ
れ
る
総
会
決
議
違
法
宣
言

判
決
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
請
求
を
棄
却
し
つ
つ
も
処
分
の
違
法
を
述
べ
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
訴
訟
に
お
い

て
、
一
種
の
事
情
判
決
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
一
条
）
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る

（
21
）

。
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
両
説
と
も
、

ベ
ー
ス
に
は
、
行
政
法
的
な
発
想
、
す
な
わ
ち
当
該
訴
訟
を
適
法
性
確
保
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
適
法
性
確
保
説
と
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

）
七
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
三

訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
見
解
で
著
名
な
も
の
と
し
て
、
新
堂
幸
司
教
授
の
見
解
と
梅
本
吉
彦
教
授
の
見
解
が
あ
る
。

新
堂
教
授
の
見
解
は
、
本
案
に
関
す
る
審
理
が
進
み
、
本
案
に
関
す
る
結
論
に
ま
で
至
っ
て
い
る
場
合
、
突
然
、
訴
え
の
利
益
を
持
ち

出
し
て
、
門
前
払
い
に
す
る
の
は
、
不
合
理
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
経
済
を
主
軸
と
し
た
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
っ
て
よ

い
（
17
）

。
他
方
、
梅
本
教
授
は
、
一
部
認
容
判
決
と
し
て
総
会
決
議
違
法
宣
言
判
決
を
も
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る

（
18
）

。

両
教
授
の
ご
見
解
は
、
い
ず
れ
も
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
結
論
付
け
る
点
で
、
適
法
性
維
持
説
と
共
通
す
る
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、

訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
不
都
合
を
述
べ
、
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
場
合
に
お
け
る
後
始
末
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、

訴
え
の
利
益
の
概
念
の
再
構
成
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
適
法
性
維
持
説
に
は
、
よ
り
解
釈
論
と
し
て
一
歩
踏
み
込

ん
だ
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
新
堂
教
授
は
、
体
系
書
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
、「
法
律
上
の
利
益
」
の
解
釈
に
つ
き
、
こ
れ
を
制

限
的
に
解
釈
し
な
い
よ
う
に
一
定
の
方
向
付
け
を
す
る
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
二
項
の
規
定
（
平
成
一
六
年
追
加
改
正
）
を
掲
げ
て
い
る

（
19
）

し
（
20
）

、

梅
本
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
内
在
的
に
再
構
成
す
れ
ば
、
会
社
訴
訟
に
つ
き
、「
行
政
訴
訟
」
的
に
理
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
理

解
で
き
、
そ
の
点
で
、
適
法
性
維
持
説
と
の
接
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
梅
本
教
授
が
言
わ
れ
る
総
会
決
議
違
法
宣
言

判
決
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
請
求
を
棄
却
し
つ
つ
も
処
分
の
違
法
を
述
べ
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
訴
訟
に
お
い

て
、
一
種
の
事
情
判
決
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
一
条
）
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る

（
21
）

。
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
両
説
と
も
、

ベ
ー
ス
に
は
、
行
政
法
的
な
発
想
、
す
な
わ
ち
当
該
訴
訟
を
適
法
性
確
保
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
適
法
性
確
保
説
と
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
六
四

３
．
会
社
訴
訟
と
行
政
事
件
訴
訟
と
の
類
似
性

こ
こ
で
、
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
に
つ
き
一
瞥
す
る
に
、
か
つ
て
最
高
裁
は
、
公
園
使
用
不
許
可
処
分
の
取
消
し
を
求

め
る
訴
え
の
「
使
用
す
べ
き
日
」
経
過
後
に
お
け
る
判
決
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
は
、
期
日
の
経
過
に
よ
り
判
決
を
求
め
る
法
律
上
の

利
益
を
喪
失
す
る
と
し
た
事
例
（
最
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
三
日
民
集
七
巻
一
三
号
一
五
六
一
頁
）、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
創
建
二
〇

周
年
祝
賀
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
再
入
国
許
可
申
請
に
対
し
て
さ
れ
た
不
許
可
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
、
参
加

を
予
定
し
た
行
事
の
す
べ
て
が
終
了
し
た
後
約
一
か
月
を
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
判
決
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
喪
失
し

た
と
し
た
事
例
（
最
判
昭
和
四
五
年
一
〇
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
一
一
号
一
五
一
二
頁
）
等
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
と
同
様
の
思
考

に
基
づ
き
、
実
益
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
訴
え
の
利
益
の
消
滅
を
認
め
て
い
た
。

近
時
は
、
原
状
回
復
が
社
会
通
念
上
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
当
然
に
処
分
取
消
し
を
認
め
る
訴
え
の
利

益
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
最
判
平
成
四
年
一
月
二
四
日
民
集
四
六
巻
一
号
五
四
頁
は
、

町
営
の
土
地
改
良
事
業
の
工
事
等
が
完
了
し
て
原
状
回
復
が
社
会
通
念
上
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
の
施
行
の
認
可
の

取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
判
決
で
あ
る
が
、
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
帰
結
を
導
く
に
際
し
、

「
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
本
件
認
可
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
、
本
件
事
業
施
行
地
域
を
本
件
事
業
施
行
以
前
の
原
状
に
回
復
す
る

こ
と
が
、
本
件
訴
訟
係
属
中
に
本
件
事
業
計
画
に
係
る
工
事
及
び
換
地
処
分
が
す
べ
て
完
了
し
た
た
め
、
社
会
的
、
経
済
的
損
失
の
観
点

か
ら
み
て
、
社
会
通
念
上
、
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
事
情
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
一
条
の
適
用
に
関
し
て
考
慮
さ
れ

る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
て
、
本
件
認
可
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
上
告
人
の
法
律
上
の
利
益
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
」
旨
判
示
し
て
い
る
。

）
七
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
五

つ
ま
り
、
行
政
法
の
分
野
で
も
、
個
別
の
「
実
益
」
論
で
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
適
法
性
確
保
の
た
め

の
機
能
を
中
核
と
し
て
、
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
る
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

五
．
適
法
性
維
持
説
の
検
討

１
．
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
概
念
把
握
と
の
親
和
性

結
局
の
と
こ
ろ
、
適
法
説
維
持
説
は
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
概
念
把
握
と
親
和
性
を
持
っ
て
お
り
、
適
法
性
維
持
説
を

支
持
す
る
か
否
か
の
分
か
れ
目
は
、
か
か
る
親
和
性
を
ど
う
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
も

と
も
と
会
社
訴
訟
と
行
政
訴
訟
（
特
に
抗
告
訴
訟
）
と
は
、
と
も
に
対
世
効
を
有
す
る
訴
訟
と
し
て
類
似
す
る
構
造
を
有
す
る
と
こ
ろ
（
原

告
適
格
に
つ
き
、
会
社
法
八
二
八
条
二
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
、
被
告
適
格
に
つ
き
、
会
社
法
八
三
四
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
一
条
、
管
轄
に
つ

き
、
会
社
法
八
三
五
条
一
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
二
条
一
項
、
出
訴
期
間
に
つ
き
、
会
社
法
八
二
八
条
一
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
四
条
、
対
世
効
に

つ
き
、
会
社
法
八
三
八
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
二
条
等
）、
両
者
と
も
、
司
法
の
手
に
よ
り
、
違
法
な
活
動
に
よ
っ
て
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ

た
者
（
前
者
で
は
株
主
、
後
者
で
は
一
般
国
民
）
の
救
済
を
図
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
（
前
者
で
は
企
業
の
、
後
者
で
は
行
政
の
）
活
動
の
適

法
性
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
共
通
性
を
有
す
る
。
個
々
具
体
的
事
件
に
お
け
る
救
済
を
介
し
、
適
法
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
点
で
、

付
随
的
違
憲
審
査
制
に
お
け
る
憲
法
適
合
性
の
判
断
と
発
想
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
「
個
々
具
体
的
事
件
を
介
し
」
と
い

う
の
は
、
司
法
に
よ
り
統
制
を
図
る
場
合
に
お
け
る
内
在
的
制
約
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る

（
22
）

。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
具
体
的
事
件

に
お
け
る
「
救
済
を
介
し
、
適
法
性
を
確
保
」
す
る
と
い
う
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
、
片
手
落
ち
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
点
、
従
来
の
「
実
益
」
論
は
、
や
や
も
す
る
と
、
個
別
の
救
済
に
偏
重
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）

七
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
五

つ
ま
り
、
行
政
法
の
分
野
で
も
、
個
別
の
「
実
益
」
論
で
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
適
法
性
確
保
の
た
め

の
機
能
を
中
核
と
し
て
、
訴
え
の
利
益
を
判
断
す
る
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

五
．
適
法
性
維
持
説
の
検
討

１
．
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
概
念
把
握
と
の
親
和
性

結
局
の
と
こ
ろ
、
適
法
説
維
持
説
は
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
の
概
念
把
握
と
親
和
性
を
持
っ
て
お
り
、
適
法
性
維
持
説
を

支
持
す
る
か
否
か
の
分
か
れ
目
は
、
か
か
る
親
和
性
を
ど
う
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
も

と
も
と
会
社
訴
訟
と
行
政
訴
訟
（
特
に
抗
告
訴
訟
）
と
は
、
と
も
に
対
世
効
を
有
す
る
訴
訟
と
し
て
類
似
す
る
構
造
を
有
す
る
と
こ
ろ
（
原

告
適
格
に
つ
き
、
会
社
法
八
二
八
条
二
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
、
被
告
適
格
に
つ
き
、
会
社
法
八
三
四
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
一
条
、
管
轄
に
つ

き
、
会
社
法
八
三
五
条
一
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
二
条
一
項
、
出
訴
期
間
に
つ
き
、
会
社
法
八
二
八
条
一
項
、
行
政
事
件
訴
訟
法
一
四
条
、
対
世
効
に

つ
き
、
会
社
法
八
三
八
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
二
条
等
）、
両
者
と
も
、
司
法
の
手
に
よ
り
、
違
法
な
活
動
に
よ
っ
て
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ

た
者
（
前
者
で
は
株
主
、
後
者
で
は
一
般
国
民
）
の
救
済
を
図
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
（
前
者
で
は
企
業
の
、
後
者
で
は
行
政
の
）
活
動
の
適

法
性
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
共
通
性
を
有
す
る
。
個
々
具
体
的
事
件
に
お
け
る
救
済
を
介
し
、
適
法
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
点
で
、

付
随
的
違
憲
審
査
制
に
お
け
る
憲
法
適
合
性
の
判
断
と
発
想
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
「
個
々
具
体
的
事
件
を
介
し
」
と
い

う
の
は
、
司
法
に
よ
り
統
制
を
図
る
場
合
に
お
け
る
内
在
的
制
約
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る

（
22
）

。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
具
体
的
事
件

に
お
け
る
「
救
済
を
介
し
、
適
法
性
を
確
保
」
す
る
と
い
う
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
、
片
手
落
ち
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
点
、
従
来
の
「
実
益
」
論
は
、
や
や
も
す
る
と
、
個
別
の
救
済
に
偏
重
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）

七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
六
六

２
．
適
法
性
維
持
説
と
予
想
さ
れ
る
反
論

以
上
の
検
討
か
ら
、
筆
者
も
、
中
島
教
授
が
提
唱
さ
れ
た
適
法
性
維
持
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
念
の
た
め
、

次
の
二
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
前
記
の
「
事
情
判
決
的
な
解
決
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
、
議
員
定
数
の
不
均
衡
が
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
か
と
い

う
一
連
の
「
一
票
の
格
差
」
訴
訟
に
お
い
て
、
選
挙
関
係
訴
訟
に
お
い
て
事
情
判
決
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
す
る
明
文
規
定
（
公
職
選

挙
法
二
一
九
条
一
項
）
を
乗
り
越
え
て
、
広
く
事
情
判
決
の
法
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

（
23
）

。
行
政
事
件
訴
訟
法

三
一
条
の
定
め
る
事
情
判
決
の
射
程
を
超
え
た
「
事
情
判
決
の
法
理
」
は
、
法
の
一
般
原
則
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、

最
判
平
成
二
四
年
四
月
二
〇
日
民
集
六
六
巻
六
号
二
五
八
三
頁
は
、
市
が
そ
の
職
員
を
派
遣
し
又
は
退
職
の
上
在
籍
さ
せ
て
い
る
団
体
に

対
し
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
所
定
の
手
続
に
よ
ら
ず
に
上
記
職
員
の
給
与
相
当
額
の
補
助

金
又
は
委
託
料
を
支
出
し
た
こ
と
に
つ
き
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
同
判
決
に
お
け
る
千
葉
勝
美
裁
判
官
補
足
意
見
は
、

「
損
害
全
額
に
つ
い
て
個
人
責
任
を
負
わ
せ
る
場
合
を
、
故
意
に
よ
り
個
人
的
な
利
得
を
得
る
た
め
に
違
法
な
財
務
会
計
行
為
を
行
っ
た

場
合
や
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
お
よ
そ
顧
慮
し
な
い
と
い
う
無
視
（
英
米
法
で
い
う
一
種
のreckless 

disregard

の
よ
う
な
も
の
）
に
基
づ
く
行
為
を
行
っ
た
場
合
等
に
限
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の
過
失
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
違
法
宣

言
を
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
一
定
の
懲
戒
処
分
等
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
対
処
す
る
等
の
方
法
・
仕
組
み
も
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
旨
指
摘
さ
れ
る
（
下
線
は
、
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
）。
こ
の
う
ち
下
線
部
分
は
、
ま
さ
に
「
事
情
判
決
的

な
解
決
」
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
訴
え
の
利
益
が
消
滅
し
な
い
と
す
る
場
合
に
お
け
る
瑕
疵
の
連
鎖
が
も
た
ら
す
取
引
安
全
へ
の
影
響
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ

）
七
四
八
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
七

れ
は
、
既
に
決
議
不
存
在
の
訴
え
に
お
け
る
瑕
疵
連
鎖
に
つ
き
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
掲
最
判
令
和
二

年
九
月
三
日
が
、
瑕
疵
連
鎖
説
の
射
程
を
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
ま
で
押
し
及
ぼ
す
結
果
、
総
会
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
訴
え
全
般
に
つ
き

問
題
さ
れ
る
に
い
た
る
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
立
場
に
対
す
る
実
体
法
研
究
者
の
批
判
は
、
専
ら

こ
の
点
を
突
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
決
議
不
存
在
の
訴
え
が
、
実
務
上
、
比
較
的
小
規
模
の
株
式
会
社
に
お
け
る
紛
争
に
お
い
て
し
か
問

題
と
さ
れ
な
い
訴
訟
類
型
で
あ
る
の
に
比
し
、
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
か
か
る
紛
争
は
、
会
社
の
規
模
、
上
場
の
有
無
を
問
わ
ず
、
広
く

生
じ
う
る
こ
と
か
ら
、
瑕
疵
の
連
鎖
に
よ
り
生
じ
る
取
引
安
全
を
害
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
取
引
の
安
全
の
美
名
の
下
、
そ
の
よ
う
な
弊
害
の
危
険
を
根
拠
に
訴
え
の
利
益
の
消
滅
を
認
め
、
紛
争
を
「
封
じ
込

め
る
」
こ
と
が
、
長
い
目
で
見
て
企
業
統
治
の
改
善
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
最
判
昭
和

四
五
年
四
月
二
日
に
お
け
る
瑕
疵
と
さ
れ
る
も
の
は
、
原
々
審
（
福
岡
地
甘
木
支
判
昭
和
四
三
年
一
月
二
六
日
民
集
二
四
巻
四
号
二
二
八
頁
）
の

認
定
に
よ
れ
ば
、
①
．
定
時
総
会
の
招
集
が
、
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
二
九
八
条
一
項
、
四
項
）
に
反
し
、
取
締
役
会
の
決
議
な
く
し
て

行
わ
れ
た
、
②
．
定
時
総
会
の
招
集
通
知
が
、
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
二
九
九
条
一
項
）
に
反
し
、
会
日
の
わ
ず
か
四
日
前
に
発
さ
れ
た
、

③
．
原
告
が
他
の
株
主
と
と
も
に
累
積
投
票
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
奪
わ
れ

た
、
④
．
定
時
総
会
決
議
が
、
一
株
一
議
決
権
を
定
め
た
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
三
〇
八
条
一
項
本
文
）
に
反
し
、
一
人
一
票
の
投
票
に

よ
っ
て
決
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
瑕
疵
は
、
い
ず
れ
も
軽
微
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
前
記
①
．
～
④
．

は
、
対
象
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
記
①
．

～
④
．
の
瑕
疵
を
認
定
し
た
裁
判
所
の
判
断
は
、
確
定
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
、
対
象

会
社
の
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
基
準
と
し
て
活
か
す
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、

）
七
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
七

れ
は
、
既
に
決
議
不
存
在
の
訴
え
に
お
け
る
瑕
疵
連
鎖
に
つ
き
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
掲
最
判
令
和
二

年
九
月
三
日
が
、
瑕
疵
連
鎖
説
の
射
程
を
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
ま
で
押
し
及
ぼ
す
結
果
、
総
会
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
訴
え
全
般
に
つ
き

問
題
さ
れ
る
に
い
た
る
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
立
場
に
対
す
る
実
体
法
研
究
者
の
批
判
は
、
専
ら

こ
の
点
を
突
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
決
議
不
存
在
の
訴
え
が
、
実
務
上
、
比
較
的
小
規
模
の
株
式
会
社
に
お
け
る
紛
争
に
お
い
て
し
か
問

題
と
さ
れ
な
い
訴
訟
類
型
で
あ
る
の
に
比
し
、
決
議
取
消
し
の
訴
え
に
か
か
る
紛
争
は
、
会
社
の
規
模
、
上
場
の
有
無
を
問
わ
ず
、
広
く

生
じ
う
る
こ
と
か
ら
、
瑕
疵
の
連
鎖
に
よ
り
生
じ
る
取
引
安
全
を
害
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
取
引
の
安
全
の
美
名
の
下
、
そ
の
よ
う
な
弊
害
の
危
険
を
根
拠
に
訴
え
の
利
益
の
消
滅
を
認
め
、
紛
争
を
「
封
じ
込

め
る
」
こ
と
が
、
長
い
目
で
見
て
企
業
統
治
の
改
善
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
最
判
昭
和

四
五
年
四
月
二
日
に
お
け
る
瑕
疵
と
さ
れ
る
も
の
は
、
原
々
審
（
福
岡
地
甘
木
支
判
昭
和
四
三
年
一
月
二
六
日
民
集
二
四
巻
四
号
二
二
八
頁
）
の

認
定
に
よ
れ
ば
、
①
．
定
時
総
会
の
招
集
が
、
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
二
九
八
条
一
項
、
四
項
）
に
反
し
、
取
締
役
会
の
決
議
な
く
し
て

行
わ
れ
た
、
②
．
定
時
総
会
の
招
集
通
知
が
、
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
二
九
九
条
一
項
）
に
反
し
、
会
日
の
わ
ず
か
四
日
前
に
発
さ
れ
た
、

③
．
原
告
が
他
の
株
主
と
と
も
に
累
積
投
票
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
奪
わ
れ

た
、
④
．
定
時
総
会
決
議
が
、
一
株
一
議
決
権
を
定
め
た
会
社
法
の
規
定
（
会
社
法
三
〇
八
条
一
項
本
文
）
に
反
し
、
一
人
一
票
の
投
票
に

よ
っ
て
決
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
瑕
疵
は
、
い
ず
れ
も
軽
微
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
前
記
①
．
～
④
．

は
、
対
象
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
記
①
．

～
④
．
の
瑕
疵
を
認
定
し
た
裁
判
所
の
判
断
は
、
確
定
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
、
対
象

会
社
の
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
基
準
と
し
て
活
か
す
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
六
八

「
実
益
論
」
に
基
づ
く
場
合
、
前
掲
最
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
日
の
よ
う
に
訴
え
の
利
益
を
欠
く
と
し
て
、
却
下
の
訴
訟
判
決
と
な
り
、

か
か
る
基
準
の
存
在
す
ら
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
、
前
記
の
よ
う
な
「
事
情
判
決
」
的
解
釈
を
工
夫
す
る
と
い
う
道
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
述
し
た
。
も
う
一
つ
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
行
訴
訟
と
後
行
訴
訟
と
が
か
ぶ
ら
な
い
よ
う
、

先
行
訴
訟
に
つ
い
て
の
審
理
を
促
進
す
る
と
い
う
地
道
な
努
力
も
怠
っ
て
は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
か
よ
う
な
解
釈
上
、
運
用
上
の
努
力
を

積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
弊
害
を
克
服
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
現
行
の
実
務
を
所
与
の
前
提
と
し
て
、
取
引
安
全
の
名
の
下
、

株
主
総
会
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
が
果
た
す
適
法
性
確
保
の
機
能
の
芽
を
摘
ん
で
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
私
見
に
対
し
て
、
企
業
法

務
実
務
家
の
立
場
か
ら
、「
実
務
的
で
な
い
」
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
よ
う
が
、
む
し
ろ
実
務
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

六
．
結
び
に
代
え
て

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
、
同
判
決
を
根
拠
づ
け
る
た
め
訴
え
の
利
益
の
概

念
把
握
に
関
し
、
適
法
性
維
持
説
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
に
お
け
る
結
論
で
あ
る
。
な
お
、
一
点
、「
瑕
疵
が
連
鎖
す
る
場
合
に

お
け
る
先
行
訴
訟
と
後
行
訴
訟
の
併
合
の
要
否
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
時
間
・
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
他
日
の
課
題
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
鋭
意
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
追
記
）

１
．
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
石
井
記
念
証
券
研
究
振
興
財
団
令
和
二
年
度
研
究
助
成
「
相
続
法
改
正
、
民
事
執
行
法
改
正
と
商
事
法
制

へ
の
影
響
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

）
四
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
九

２
．
本
論
文
集
が
献
呈
さ
れ
る
故
・
喜
多
義
人
教
授
に
は
、
同
教
授
の
生
前
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
拙
い
原
稿
で
あ
る
が
本
稿
を
同
教

授
の
ご
霊
前
に
捧
げ
、
追
悼
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
） 

だ
か
ら
こ
そ
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
民
集
登
載
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
） 

後
藤
静
思
・
昭
四
五
最
判
解
説
（
民
）（
下
）
七
二
一
頁

（
3
） 

松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
一
二
号
七
八
頁

（
4
） 

福
島
洋
尚
「
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
し
と
瑕
疵
連
鎖
・
訴
え
の
利
益
」
金
判
一
六
〇
九
号
一
頁
、
岡
田
陽
介
・
判
批
・
法
セ
ミ
七
九
二
号

一
〇
八
頁
、
三
浦
康
平
・
判
批
・
新
判
例
解
説W

atch

商
法
一
三
八
号
一
頁
、
田
澤
元
章
・
判
批
・
法
教
四
八
四
号
一
二
九
頁
、
原
弘
明
・
判

批
・
金
判
一
六
一
〇
号
二
頁
、
越
山
和
広
・
判
批
・
法
教
四
八
五
号
一
六
〇
頁
、
小
林
俊
明
・
判
批
・
法
教
四
八
七
号
六
六
頁
等

（
5
） 

中
島
弘
雅
「
役
員
選
任
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
訴
え
の
利
益
に
つ
い
て
─
最
（
一
小
）
判
令
和
二
・
九
・
三
金
判
一
六
〇
九
号
八
頁
・
一
六
一
〇
号

四
八
頁
を
契
機
と
し
て
─
」
金
判
一
六
一
六
号
二
頁

（
6
） 

中
島
弘
雅
「
株
主
総
会
決
議
訴
訟
の
機
能
と
訴
え
の
利
益
（
一
）
─
（
三
・
完
）」
民
商
九
九
巻
四
号
四
三
九
頁
以
下
・
五
号
五
九
九
頁
以

下
・
六
号
七
八
五
頁
以
下
（
一
九
八
九
）

（
7
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
瑕
疵
の
連
鎖
（
一
）（
中
小
企
業
法
講
話
第
二
四
回
）」
税
理

六
三
巻
七
号
（
令
和
二
年
）
九
四
頁

（
8
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
瑕
疵
の
連
鎖
（
二
）（
中
小
企
業
法
講
話
第
二
五
回
）」
税
理

六
三
巻
八
号
一
七
四
頁
、
松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
判
タ
一
〇
四
八
号
一
八
〇
頁

（
9
） 

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
北
村
雅
史
・
判
批
・
法
学
教
室
四
六
八
号
一
二
九
頁
、
續
孝
史
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
一
号
七
一
頁

（
10
） 

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
受
川
環
大
・
判
批
・
リ
マ
ー
ク
ス
五
九
号
八
二
頁
、
吉
本
健
一
・
判
批
・
金
判
一
五
七
七
号
二
頁
。
本
判
決
に
つ
い

て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
八
号
九
二
頁
。
な
お
、
受
川
環
大
「
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
の
連
鎖
と
決
議
の
瑕
疵
を

）
四
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
六
九

２
．
本
論
文
集
が
献
呈
さ
れ
る
故
・
喜
多
義
人
教
授
に
は
、
同
教
授
の
生
前
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
拙
い
原
稿
で
あ
る
が
本
稿
を
同
教

授
の
ご
霊
前
に
捧
げ
、
追
悼
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
） 

だ
か
ら
こ
そ
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
は
、
民
集
登
載
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
） 

後
藤
静
思
・
昭
四
五
最
判
解
説
（
民
）（
下
）
七
二
一
頁

（
3
） 

松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
一
二
号
七
八
頁

（
4
） 

福
島
洋
尚
「
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
し
と
瑕
疵
連
鎖
・
訴
え
の
利
益
」
金
判
一
六
〇
九
号
一
頁
、
岡
田
陽
介
・
判
批
・
法
セ
ミ
七
九
二
号

一
〇
八
頁
、
三
浦
康
平
・
判
批
・
新
判
例
解
説W

atch

商
法
一
三
八
号
一
頁
、
田
澤
元
章
・
判
批
・
法
教
四
八
四
号
一
二
九
頁
、
原
弘
明
・
判

批
・
金
判
一
六
一
〇
号
二
頁
、
越
山
和
広
・
判
批
・
法
教
四
八
五
号
一
六
〇
頁
、
小
林
俊
明
・
判
批
・
法
教
四
八
七
号
六
六
頁
等

（
5
） 

中
島
弘
雅
「
役
員
選
任
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
訴
え
の
利
益
に
つ
い
て
─
最
（
一
小
）
判
令
和
二
・
九
・
三
金
判
一
六
〇
九
号
八
頁
・
一
六
一
〇
号

四
八
頁
を
契
機
と
し
て
─
」
金
判
一
六
一
六
号
二
頁

（
6
） 

中
島
弘
雅
「
株
主
総
会
決
議
訴
訟
の
機
能
と
訴
え
の
利
益
（
一
）
─
（
三
・
完
）」
民
商
九
九
巻
四
号
四
三
九
頁
以
下
・
五
号
五
九
九
頁
以

下
・
六
号
七
八
五
頁
以
下
（
一
九
八
九
）

（
7
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
瑕
疵
の
連
鎖
（
一
）（
中
小
企
業
法
講
話
第
二
四
回
）」
税
理

六
三
巻
七
号
（
令
和
二
年
）
九
四
頁

（
8
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
瑕
疵
の
連
鎖
（
二
）（
中
小
企
業
法
講
話
第
二
五
回
）」
税
理

六
三
巻
八
号
一
七
四
頁
、
松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
判
タ
一
〇
四
八
号
一
八
〇
頁

（
9
） 

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
北
村
雅
史
・
判
批
・
法
学
教
室
四
六
八
号
一
二
九
頁
、
續
孝
史
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
一
号
七
一
頁

（
10
） 

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
受
川
環
大
・
判
批
・
リ
マ
ー
ク
ス
五
九
号
八
二
頁
、
吉
本
健
一
・
判
批
・
金
判
一
五
七
七
号
二
頁
。
本
判
決
に
つ
い

て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
・
判
批
・
税
務
事
例
五
二
巻
八
号
九
二
頁
。
な
お
、
受
川
環
大
「
株
主
総
会
決
議
の
瑕
疵
の
連
鎖
と
決
議
の
瑕
疵
を

）
四
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
七
〇

争
う
訴
え
の
利
益
─
取
締
役
の
選
・
解
任
決
議
の
事
案
の
検
討
を
中
心
に
─
」
加
藤
古
稀
『
民
事
手
続
法
の
発
展
』（
令
和
二
年
）
一
一
頁
を
参
照
。

（
11
） 

前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
は
、「
株
主
総
会
決
議
取
消
し
の
訴
え
は
形
成
の
訴
え
で
あ
り
、
株
主
総
会
決
議
を
取
り
消
す
判
決
が

確
定
し
な
い
限
り
、
当
該
決
議
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
後
の
株
主
総
会
決

議
が
不
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
記
前
提
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
先
行
訴
訟
は
東
京
高
等
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
り
、
平
成
二
七

年
総
会
決
議
に
つ
い
て
確
定
し
た
決
議
取
消
判
決
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
平
成
二
七
年
総
会
決
議
が
取
り
消
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
に
本
件
総
会
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
す
る
一
方
、
前
掲
東
京
高
判
平
成
三
〇
年
九
月
一
二
日
は
、

「
先
行
す
る
役
員
選
任
又
は
解
任
決
議
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
上
記
の
よ
う
な
瑕
疵
の
継
続
を
主
張
し
て
後
行
決
議
の
不
存
在
確
認
を
求
め

る
訴
え
が
併
合
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
先
行
の
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
認
容
判
決
が
確
定
し
、
当
該
決
議
が
遡
及
的

に
効
力
を
失
え
ば
、
後
行
決
議
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
な
ど
、
後
行
決
議
の
存
否
を
決
す
る
た
め
に
先
行
決
議
の
効
力
の
有
無
が
先
決
問
題
と

な
る
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
上
記
の
理
は
同
様
に
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
し
、
前
掲
最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
及
び
前
掲
最
判
平
成

一
一
年
三
月
二
五
日
に
お
け
る
よ
う
な
瑕
疵
の
連
鎖
を
肯
定
す
る
。

（
12
） 

本
判
決
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
計
算
書
類
等
承
認
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
の
効
力
（
中
小
企
業
法
講
話
第
二
三
回
）」

税
理
六
三
巻
六
号
一
四
二
頁

（
13
） 

こ
の
こ
と
か
ら
、
遡
及
効
に
よ
り
影
響
を
被
る
第
三
者
を
保
護
す
る
べ
く
、
有
力
説
は
、
不
実
登
記
に
関
す
る
規
定
（
会
社
法
九
〇
八
条
二

項
）
や
表
見
代
表
取
締
役
（
会
社
法
三
五
四
条
）
等
の
外
観
法
理
の
規
程
を
類
推
適
用
す
べ
き
と
説
い
て
い
る
。

（
14
） 

か
よ
う
な
前
提
の
下
で
あ
れ
ば
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
は
、
前
掲
最
判
令
和
二
年
九
月
三
日
と
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
と
な
る
。

（
15
） 

中
島
・
前
掲
（
前
注（
５
））
五
頁

（
16
） 

中
島
・
前
掲
（
前
注（
５
））
二
頁

（
17
） 

新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
（
第
６
版
）』（
令
和
元
年
）
二
八
二
頁
、
同
「
株
主
総
会
決
議
の
取
消
の
訴
え
」
上
柳
克
郎
＝
鴻
常
夫
＝
竹
内
昭

夫
編
『
会
社
法
演
習
Ⅱ
』（
昭
和
五
八
年
）
八
八
頁

）
四
四
四
（

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
七
一

（
18
） 

梅
本
吉
彦
『
民
事
訴
訟
法
（
第
４
版
）』（
平
成
二
一
年
）
三
七
九
頁

（
19
） 

新
堂
・
前
掲
書
二
八
三
頁

（
20
） 

本
条
は
、
裁
判
所
を
名
指
し
し
て
、
一
定
の
条
文
に
つ
い
て
の
法
解
釈
の
あ
り
方
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
例
な
条
文
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
と
、
最
高
裁
が
、
行
政
事
件
に
お
け
る
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
個
人
の
利
益
」
を
か
な
り
広
く
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
、
本
条
が
、
か
か
る
最
高
裁
の
判
例
の
進
展
を
踏
ま
え
、
そ
の
結
果
を
ほ
ぼ
文
字
ど
お
り
に
再
確
認
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

藤
田
『［
新
版
］
行
政
法
総
論
（
下
）』（
令
和
二
年
）
七
五
頁
及
び
八
四
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
へ
の
裁
判
所
の
態

度
に
つ
い
て
は
、
滝
井
繁
男
『
最
高
裁
判
所
は
変
わ
っ
た
か

　
一
裁
判
官
の
自
己
検
証
』（
平
成
二
一
年
）
一
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
21
） 

適
法
性
維
持
説
が
、
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
な
い
も
の
と
考
え
た
場
合
に
お
け
る
本
案
判
決
に
つ
き
、
先
行
決
議
に
瑕
疵
が
存
在
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
宣
言
的
機
能
を
有
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
発
想
と
い
え
よ
う
（
中
島
・
前
掲
（
前
注（
６
）（
三
・
完
）（
民
商

九
九
巻
六
号
（
昭
和
六
四
年
））
五
九
～
六
二
頁
）。

（
22
） 

行
政
事
件
訴
訟
法
は
、
例
外
と
し
て
、
当
事
者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
否
に
関
し
な
い
訴
訟
類
型
を
客
観
訴
訟
と
し

て
法
定
し
て
い
る
。
民
衆
訴
訟
及
び
機
関
訴
訟
が
こ
れ
に
属
す
る
。
行
政
事
件
訴
訟
法
四
二
条
参
照
。

（
23
） 

一
連
の
「
一
票
の
格
差
」
問
題
に
つ
き
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
３
版
）』（
平
成
二
九
年
）
二
一
二
頁
以
下
、
福
田
博
（
聞
き
手

　
山
田
隆
司

＝
嘉
多
山
宗
）『
福
田
博
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

　「
一
票
の
格
差
」
違
憲
判
断
の
真
意
』（
平
成
二
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
泉
徳
治
『
私
の
最
高

裁
判
所
論

　
憲
法
の
求
め
る
司
法
の
役
割
』（
平
成
二
五
年
）
二
〇
七
頁
～
二
二
七
頁
、
泉
徳
治
（
聞
き
手

　
渡
辺
康
行
＝
山
元
一
＝
新
村
と
わ
）

『
一
歩
前
へ
出
る
司
法
』（
平
成
二
九
年
）
九
〇
頁
～
九
七
頁
及
び
一
七
〇
頁
～
一
九
二
頁
、
泉
徳
治
『
私
の
最
高
裁
判
所
論

　
憲
法
の
求
め
る
司
法

の
役
割
』（
平
成
二
五
年
）
二
〇
七
頁
～
二
二
七
頁

）
四
四
四
（



役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
（
松
嶋
）

三
七
一

（
18
） 

梅
本
吉
彦
『
民
事
訴
訟
法
（
第
４
版
）』（
平
成
二
一
年
）
三
七
九
頁

（
19
） 

新
堂
・
前
掲
書
二
八
三
頁

（
20
） 
本
条
は
、
裁
判
所
を
名
指
し
し
て
、
一
定
の
条
文
に
つ
い
て
の
法
解
釈
の
あ
り
方
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
例
な
条
文
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
と
、
最
高
裁
が
、
行
政
事
件
に
お
け
る
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
個
人
の
利
益
」
を
か
な
り
広
く
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
、
本
条
が
、
か
か
る
最
高
裁
の
判
例
の
進
展
を
踏
ま
え
、
そ
の
結
果
を
ほ
ぼ
文
字
ど
お
り
に
再
確
認
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

藤
田
『［
新
版
］
行
政
法
総
論
（
下
）』（
令
和
二
年
）
七
五
頁
及
び
八
四
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
平
成
一
六
年
行
政
事
件
訴
訟
法
へ
の
裁
判
所
の
態

度
に
つ
い
て
は
、
滝
井
繁
男
『
最
高
裁
判
所
は
変
わ
っ
た
か

　
一
裁
判
官
の
自
己
検
証
』（
平
成
二
一
年
）
一
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
21
） 

適
法
性
維
持
説
が
、
訴
え
の
利
益
は
消
滅
し
な
い
も
の
と
考
え
た
場
合
に
お
け
る
本
案
判
決
に
つ
き
、
先
行
決
議
に
瑕
疵
が
存
在
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
宣
言
的
機
能
を
有
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
発
想
と
い
え
よ
う
（
中
島
・
前
掲
（
前
注（
６
）（
三
・
完
）（
民
商

九
九
巻
六
号
（
昭
和
六
四
年
））
五
九
～
六
二
頁
）。

（
22
） 

行
政
事
件
訴
訟
法
は
、
例
外
と
し
て
、
当
事
者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
否
に
関
し
な
い
訴
訟
類
型
を
客
観
訴
訟
と
し

て
法
定
し
て
い
る
。
民
衆
訴
訟
及
び
機
関
訴
訟
が
こ
れ
に
属
す
る
。
行
政
事
件
訴
訟
法
四
二
条
参
照
。

（
23
） 

一
連
の
「
一
票
の
格
差
」
問
題
に
つ
き
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
３
版
）』（
平
成
二
九
年
）
二
一
二
頁
以
下
、
福
田
博
（
聞
き
手

　
山
田
隆
司

＝
嘉
多
山
宗
）『
福
田
博
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

　「
一
票
の
格
差
」
違
憲
判
断
の
真
意
』（
平
成
二
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
泉
徳
治
『
私
の
最
高

裁
判
所
論

　
憲
法
の
求
め
る
司
法
の
役
割
』（
平
成
二
五
年
）
二
〇
七
頁
～
二
二
七
頁
、
泉
徳
治
（
聞
き
手

　
渡
辺
康
行
＝
山
元
一
＝
新
村
と
わ
）

『
一
歩
前
へ
出
る
司
法
』（
平
成
二
九
年
）
九
〇
頁
～
九
七
頁
及
び
一
七
〇
頁
～
一
九
二
頁
、
泉
徳
治
『
私
の
最
高
裁
判
所
論

　
憲
法
の
求
め
る
司
法

の
役
割
』（
平
成
二
五
年
）
二
〇
七
頁
～
二
二
七
頁

）
四
四
四
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
三

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

　
問
題
の
所
在
と
意
義
、
本
稿
の
構
成

一
　
決
定
の
構
造

　
一
─
㈠

　
決
定
論
の
諸
相

　
目
的
論
的
自
然
観
、
因
果
的
決
定
論
、
機
械
的
自
然
観

　
一
─
㈡

　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

二
　
両
立
論
─
他
行
為
可
能
性
に
よ
る
帰
責

　
二
─
㈠

　
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
事
例
か
ら
見
る
他
行
為
可
能
性

　
二
─
㈡

　
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
意
志

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

　
三
─
㈠

　
行
為
者
性
と
計
画
性

論
　
説

）
五
〇
五
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
三

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

　
問
題
の
所
在
と
意
義
、
本
稿
の
構
成

一
　
決
定
の
構
造

　
一
─
㈠

　
決
定
論
の
諸
相

　
目
的
論
的
自
然
観
、
因
果
的
決
定
論
、
機
械
的
自
然
観

　
一
─
㈡

　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

二
　
両
立
論
─
他
行
為
可
能
性
に
よ
る
帰
責

　
二
─
㈠

　
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
事
例
か
ら
見
る
他
行
為
可
能
性

　
二
─
㈡

　
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
意
志

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

　
三
─
㈠

　
行
為
者
性
と
計
画
性

論
　
説

）
五
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
七
四

　
三
─
㈡

　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

お
わ
り
に

は
じ
め
に

通
常
「
法
的
責
任
」
の
語
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
や
、
不
法
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
対
応
す
る
形

で
現
れ
て
く
る
。
ま
た
一
定
の
行
為
に
対
し
て
法
的
責
任
が
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
主
体
に
よ
っ
て
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た

行
為
だ
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法
的
責
任
論
は
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
（
他
の
選
択
肢
を
取
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
そ
の
行
為
の
遂

行
を
選
択
す
る
よ
う
決
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
、
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

か
ら
そ
こ
に
自
由
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か

（
１
）

。
そ
も
そ
も
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
と
は
、
ど
の
よ
う

な
条
件
の
下
で
の
選
択
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
選
択
の
結
果
を
負
う
こ
と
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
形
式
的
に
は
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
を
し
た
結
果
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る

（
２
）

。
対
象

と
す
る
の
は
犯
罪
行
為
に
対
す
る
責
任
の
問
題
で
は
な
く
、
当
事
者
間
の
任
意
に
任
さ
れ
る
家
族
法
上
の
条
項
、
例
え
ば
選
択
的
夫
婦
別

氏
制
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

（
３
）

。
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
約
束
事
を
成
立
さ
せ
る
背
後
に
は
、
そ
の
約
束
を
結
ぶ
当
事
者
が
互
い

に
対
等
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
形
式
的
な
主
体
の
対
等
性
や
そ
の
主
体
の
自
由
意
志
は
、
自
分
で
自
由
に
選

択
し
決
断
し
た
の
だ
か
ら
そ
の
結
果
責
任
を
負
え
、
と
い
う
ア
リ
バ
イ
作
り
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
そ
こ
で
生
じ
る
結
果
の
不
平
等
性
か

）
五
〇
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
五

ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
へ
の
選
択
や
決
断
に
自
由
意
志
は
あ
る
か
、
そ
の
自
由
意
志
と
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
、「
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
」
が
極
め
て
制
限
さ
れ
た
中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

そ
も
そ
も
自
由
意
志
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
上
長
く
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存

在
と
は
別
に
こ
の
世
界
の
在
り
よ
う
が
所
定
の
方
向
に
進
む
と
す
る
決
定
論
や
、
ど
う
や
っ
て
も
宿
命
づ
け
ら
れ
た
運
命
に
導
か
れ
る
と

す
る
運
命
論
な
ど
は
、
基
本
的
に
自
由
意
志
の
存
在
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
と
そ
こ
に
法
的
責
任
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
法
は
決
定
論
や
運
命
論
と
は
親
和
性
が
低
い
。
た
だ
、
自
由
意
志
の
み
で
自
分
の
行
為
を
選
択
可
能
な
の

か
、
そ
の
選
択
は
様
々
な
他
の
可
能
性
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
る
と
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
。
私
た
ち
は
自
分

の
人
生
の
始
期
さ
え
、
自
分
で
は
選
択
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
も
し
自
由
意
志
の
存
在
だ
け
で
行
為
の
決
定
を
な
し
た
の
で

は
な
い
と
す
る
と
、
一
定
の
行
為
に
際
し
て
何
が
そ
う
す
る
よ
う
決
定
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
へ
の
責
任
─
結

果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
態
へ
の
引
き
受
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
の
所
在
と
意
義

法
規
範
は
、all or nothing

と
い
う
全
か
無
か
の
形
式
で
現
わ
さ
れ
る
の
で
、
自
由
意
志
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
ゆ
え
に
そ
こ

に
責
任
が
生
じ
る
の
か
生
じ
な
い
の
か
、
と
い
う
二
項
対
立
の
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
自
由
意
志
の
存
在
を
必
ず
し
も

前
提
と
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

民
法
七
五
〇
条
は
婚
姻
の
際
に
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
家
族
の
自
治
を
尊
重
す
る
規
定
で
、

）
五
〇
五
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
五

ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
へ
の
選
択
や
決
断
に
自
由
意
志
は
あ
る
か
、
そ
の
自
由
意
志
と
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
、「
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
」
が
極
め
て
制
限
さ
れ
た
中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

そ
も
そ
も
自
由
意
志
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
上
長
く
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存

在
と
は
別
に
こ
の
世
界
の
在
り
よ
う
が
所
定
の
方
向
に
進
む
と
す
る
決
定
論
や
、
ど
う
や
っ
て
も
宿
命
づ
け
ら
れ
た
運
命
に
導
か
れ
る
と

す
る
運
命
論
な
ど
は
、
基
本
的
に
自
由
意
志
の
存
在
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
と
そ
こ
に
法
的
責
任
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
法
は
決
定
論
や
運
命
論
と
は
親
和
性
が
低
い
。
た
だ
、
自
由
意
志
の
み
で
自
分
の
行
為
を
選
択
可
能
な
の

か
、
そ
の
選
択
は
様
々
な
他
の
可
能
性
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
る
と
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
。
私
た
ち
は
自
分

の
人
生
の
始
期
さ
え
、
自
分
で
は
選
択
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
も
し
自
由
意
志
の
存
在
だ
け
で
行
為
の
決
定
を
な
し
た
の
で

は
な
い
と
す
る
と
、
一
定
の
行
為
に
際
し
て
何
が
そ
う
す
る
よ
う
決
定
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
へ
の
責
任
─
結

果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
態
へ
の
引
き
受
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
の
所
在
と
意
義

法
規
範
は
、all or nothing

と
い
う
全
か
無
か
の
形
式
で
現
わ
さ
れ
る
の
で
、
自
由
意
志
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
ゆ
え
に
そ
こ

に
責
任
が
生
じ
る
の
か
生
じ
な
い
の
か
、
と
い
う
二
項
対
立
の
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
自
由
意
志
の
存
在
を
必
ず
し
も

前
提
と
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

民
法
七
五
〇
条
は
婚
姻
の
際
に
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
家
族
の
自
治
を
尊
重
す
る
規
定
で
、

）
五
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
七
六

ど
ち
ら
か
の
氏
を
強
制
す
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
平
等
の
要
請
に
は
適
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
か
の
姓
を
強
制
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
選
択
可
能
性
・
他
行
為
可
能
性
は
あ
り
、
主
体
間
の
自
由
な
意
志
に
よ
り
選
択
し
た
行
為
と
言
え
そ
う
だ
。
し
か
し
、
統

計
的
に
は
ラ
ン
ダ
ム
に
選
択
す
る
と
、
二
択
の
選
択
率
は
半
分
ず
つ
に
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
改
姓
し
て
い

る
（
４
）

。
こ
れ
を
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
憲
法
二
四
条
で
は
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基

づ
い
て
成
立
し
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
夫
婦
は
対
等
と
は
言
え
ず
、
諸
々
の
社

会
規
範
や
当
事
者
間
の
社
会
的
・
経
済
的
関
係
に
左
右
さ
れ
る
。
事
実
上
対
等
で
な
い
者
の
間
で
な
さ
れ
る
契
約
は
実
質
的
平
等
が
実
現

さ
れ
に
く
い
が
、「
夫
ま
た
は
妻
の
ど
ち
ら
か
の
姓
を
選
択
す
る
」
と
い
う
法
規
範
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
事
実
上
の
不
利
益
を
、
法
に

よ
っ
て
評
価
し
直
す
こ
と
は
難
し
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
で
「
無
知
と
強
制
が
あ
る
と
き
は
、
自
由
意
志
は
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
」
と
考
え
た
。
こ
こ

に
事
実
上
の
強
制
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
姓
の
変
更
に
起
因
す
る
不
利
益

を
被
る
謂
れ
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
随
意
的
行
為
と
不
随
意
的
行
為
と
を
区
別
し
、
責
任
が
生
じ
る
の
は
随
意
的
行
為

の
場
合
だ
け
と
考
え
て
い
る

（
５
）

。
自
由
意
志
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
随
意
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
が
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
規
範
の
選
択
は
本
当
に
随
意
的
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

法
規
範
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
法
的
責
任

V
erantw

ortung

と
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
法
規
範
か
ら
惹
起
さ
れ
た
不
利
益
を
伴
う
一
定

の
結
果
責
任K

onsequenzen ziehen

を
、
因
習
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
肯
定
し
続
け
る
の
は
、
あ
る
種
の
欺
瞞
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

）
五
〇
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
七

と
り
わ
け
家
族
法
領
域
に
お
い
て
行
為
主
体
同
士
が
必
ず
し
も
対
等
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
な
の

で
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
踏
み
入
ら
な
い
。
こ
こ
で
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
の
は
、
行
為
の
決
定
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
の
か
、
行
為
決
定
に
対
す
る
理
解
の
上
に
責
任
を
負
う
（
結
果
を
引
き
受
け
る
）
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
立
場
の
不
平
等
性
に
対
し
て
是
正
を
求
め
る
声
は
当
然
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
形
式
的
に
平
等

な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決
断
を
自
ら
行
う
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
的
に
は
平
等
と
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
を
阻
む
要
因
を
、
立
場
や
因
習
か
ら
で
は
な
く
、
自
由
意
志
に
よ
る
決
定
と
い
う
要
素
そ
れ
自
体
に
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の

眼
目
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成

自
由
意
志
を
め
ぐ
る
哲
学
的
見
解
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

（
６
）

。
世
界
は
決
定
論
的
な
法
則
に
支
配
さ

れ
て
い
る
の
で
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
（
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
な
い
）
と
す
る
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）、
同
じ
く
決
定
論

と
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
と
し
つ
つ
も
自
由
意
志
を
擁
護
す
る
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

（
７
）

、
そ
し
て
決
定
論
と
自
由
意
志
と
は
両

立
可
能
と
す
る
柔
ら
か
い
決
定
論
（
ソ
フ
ト
決
定
論
）
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
を
送
る
中
で
、
日
々
決
定
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人

生
を
紡
い
で
い
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
と
、
自
由
意
志
の
否
定
に
は
直
感
的
な
違
和
感
が
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
、

哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
柔
ら
か
い
決
定
論
（
両
立
論
）
の
二
つ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
が
ゆ
え
に
決
定
論
を

放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
直
感
的
に
は
正
し
そ
う
だ
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
環
境
、
脳
科
学
、

遺
伝
子
学
な
ど
の
生
物
学
的
・
社
会
的
な
要
素
が
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
知
見
を
見
な
い
こ
と
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

）
五
〇
五
（
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島
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と
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摘
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の
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踏
み
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。
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を
合
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た
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の
は
、
行
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の
決
定
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
の
か
、
行
為
決
定
に
対
す
る
理
解
の
上
に
責
任
を
負
う
（
結
果
を
引
き
受
け
る
）
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
立
場
の
不
平
等
性
に
対
し
て
是
正
を
求
め
る
声
は
当
然
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
形
式
的
に
平
等

な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決
断
を
自
ら
行
う
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
的
に
は
平
等
と
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
を
阻
む
要
因
を
、
立
場
や
因
習
か
ら
で
は
な
く
、
自
由
意
志
に
よ
る
決
定
と
い
う
要
素
そ
れ
自
体
に
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の

眼
目
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成

自
由
意
志
を
め
ぐ
る
哲
学
的
見
解
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

（
６
）

。
世
界
は
決
定
論
的
な
法
則
に
支
配
さ

れ
て
い
る
の
で
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
（
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
な
い
）
と
す
る
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）、
同
じ
く
決
定
論

と
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
と
し
つ
つ
も
自
由
意
志
を
擁
護
す
る
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

（
７
）

、
そ
し
て
決
定
論
と
自
由
意
志
と
は
両

立
可
能
と
す
る
柔
ら
か
い
決
定
論
（
ソ
フ
ト
決
定
論
）
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
を
送
る
中
で
、
日
々
決
定
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人

生
を
紡
い
で
い
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
と
、
自
由
意
志
の
否
定
に
は
直
感
的
な
違
和
感
が
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
、

哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
柔
ら
か
い
決
定
論
（
両
立
論
）
の
二
つ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
が
ゆ
え
に
決
定
論
を

放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
直
感
的
に
は
正
し
そ
う
だ
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
環
境
、
脳
科
学
、

遺
伝
子
学
な
ど
の
生
物
学
的
・
社
会
的
な
要
素
が
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
知
見
を
見
な
い
こ
と
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

）
五
〇
五
（
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三
七
八

社
会
や
環
境
上
の
要
素
を
考
慮
す
る
と
、
自
由
意
志
だ
け
で
社
会
の
あ
り
よ
う
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
支
持
す
る
こ
と
も
ま

た
困
難
に
な
る
。
ま
し
て
決
定
論
の
立
場
に
立
つ
と
、
そ
れ
は
自
由
意
志
を
否
定
す
る
の
で
、
そ
こ
に
責
任
を
問
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
の
決
定
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
自
由
意
志
の
存
在
も
同
時
に
認
め
る
両
立
論
（
柔
ら
か
い
決
定
論
）
を
取
り

入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
決
定
論
を
前
提
と
す
る
の
か
、
自
由
意
志
を
肯
定
す
る
の
か
、
そ
こ
に
お
い
て
因
果
性
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
論
点
を
見
て
い
く
。

そ
う
し
た
議
論
の
後
、
両
立
論
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
と
し
て
の
他
行
為
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
決
定
論
と
自
由
意
志
と
を
両

立
可
能
と
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
行
為
を
導
く
自
由
意
志
の
「
枝
分
か
れ
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
他
行
為
可
能
性

（alternative possibility

）
で
あ
る
。
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
行
為
を
選
択
し
た
も
の
と
し
て
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
両
立
論
に
立
ち
な
が
ら
、
他
行
為
可
能
性
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
事
実
上

選
択
不
可
能
」
な
他
行
為
可
能
性
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
選
択
不
可
能
な
他
行
為
可
能
性
を
選
択
し
え
な

か
っ
た
結
果
に
対
す
る
責
任
を
追
及
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。

事
実
上
他
行
為
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
他
行
為
不
可
能
性
原
理
か
ら
は
、
と
も
か
く
行
為
者
を
そ
の
行
為
の
起
点
と
し
て
責
任

を
負
わ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
い
る
。
行
為
と
結
果
と
の
間
に
強
い
連
関
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
定
の
行
為
に
対
し
て
所
定
の
結

果
が
生
じ
る
は
ず
な
の
で
、
そ
こ
に
結
果
を
引
き
受
け
る
道
徳
的
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
道
徳
上
の

運M
oral luck

が
示
す
通
り
、
飲
酒
運
転
を
し
な
が
ら
何
事
も
起
こ
ら
な
い
場
合
と
、
交
通
事
故
を
起
こ
す
場
合
が
あ
り
う
る
よ
う
に
、

同
じ
行
為
を
取
り
つ
つ
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
行
為
者
を
行
為
の
起
点
と
し
て
責
任
を
問
う
た
場
合
、
ど
の
よ
う

な
問
題
や
帰
結
が
考
え
ら
れ
る
か
、
最
後
に
検
討
し
て
い
く
。

）
五
一
〇
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
九

一
　
決
定
の
構
造

「
出
来
事
Ｘ
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
続
け
て
必
ず
出
来
事
Ｙ
が
生
じ
る
」
と
い
う
法
則
に
よ
っ
て
世
界
の
事
象
の
推
移
が
全
て
決
定
さ

れ
る
と
す
る
決
定
論
に
も
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
得
る
。
木
島
泰
三
に
よ
る
と
、
決
定
論
は
ま
ず
「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
「
宇

宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
８
）

。

「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
は
、
人
間
の
〇
〇
は
す
べ
て
×
×
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
間
の
能

力
や
性
格
は
、
全
て
遺
伝
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
生
物
学
的
な
遺
伝
決
定
論
や
、
意
識
的
な
自
己
は
脳
の
無
意
識
的
な
過
程
の

操
り
人
形
で
あ
る
と
い
う
神
経
科
学
を
は
じ
め
、
人
間
の
能
力
や
性
格
は
幼
少
期
の
生
育
環
境
に
よ
っ
て
全
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る

環
境
決
定
論
、
人
間
の
行
動
は
全
て
環
境
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
条
件
付
け
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
行
動
心
理
学
に
基
づ
く

決
定
論
、
人
間
の
意
識
的
な
意
志
は
す
べ
て
無
意
識
の
衝
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
主
義
的
決
定
論
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

他
方
「
宇
宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」（
因
果
的
決
定
論
、
物
理
的
決
定
論
）
は
、
宇
宙
の
出
来
事
は
、
数
学
的
に
表
現
さ
れ
る
宇
宙
の
全
て

の
状
態
と
、
そ
の
状
態
に
基
づ
い
て
そ
れ
以
後
の
状
態
を
定
め
る
自
然
法
則
（
＝
物
理
法
則
）
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。

そ
し
て
人
間
の
心
も
宇
宙
の
一
部
分
と
考
え
る
と
、「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
し
て
の
因
果
的
決
定
論
が
成
り
立
ち
、
こ
の
「
人

間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
は
、
人
間
の
行
動
や
思
考
は
全
て
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
９
）

。

し
か
し
、「
人
間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
と
、「
宇
宙
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、「
宇
宙
の
現
在

の
状
態
は
そ
れ
に
先
立
つ
状
態
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
状
態
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
プ
ラ
ス
の
前
提
に
従
え
ば
、
宇
宙
の
全

）
五
一
一
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
九

一
　
決
定
の
構
造

「
出
来
事
Ｘ
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
続
け
て
必
ず
出
来
事
Ｙ
が
生
じ
る
」
と
い
う
法
則
に
よ
っ
て
世
界
の
事
象
の
推
移
が
全
て
決
定
さ

れ
る
と
す
る
決
定
論
に
も
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
得
る
。
木
島
泰
三
に
よ
る
と
、
決
定
論
は
ま
ず
「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
「
宇

宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
８
）

。

「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
は
、
人
間
の
〇
〇
は
す
べ
て
×
×
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
間
の
能

力
や
性
格
は
、
全
て
遺
伝
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
生
物
学
的
な
遺
伝
決
定
論
や
、
意
識
的
な
自
己
は
脳
の
無
意
識
的
な
過
程
の

操
り
人
形
で
あ
る
と
い
う
神
経
科
学
を
は
じ
め
、
人
間
の
能
力
や
性
格
は
幼
少
期
の
生
育
環
境
に
よ
っ
て
全
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る

環
境
決
定
論
、
人
間
の
行
動
は
全
て
環
境
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
条
件
付
け
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
行
動
心
理
学
に
基
づ
く

決
定
論
、
人
間
の
意
識
的
な
意
志
は
す
べ
て
無
意
識
の
衝
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
主
義
的
決
定
論
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

他
方
「
宇
宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」（
因
果
的
決
定
論
、
物
理
的
決
定
論
）
は
、
宇
宙
の
出
来
事
は
、
数
学
的
に
表
現
さ
れ
る
宇
宙
の
全
て

の
状
態
と
、
そ
の
状
態
に
基
づ
い
て
そ
れ
以
後
の
状
態
を
定
め
る
自
然
法
則
（
＝
物
理
法
則
）
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。

そ
し
て
人
間
の
心
も
宇
宙
の
一
部
分
と
考
え
る
と
、「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
し
て
の
因
果
的
決
定
論
が
成
り
立
ち
、
こ
の
「
人

間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
は
、
人
間
の
行
動
や
思
考
は
全
て
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
９
）

。

し
か
し
、「
人
間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
と
、「
宇
宙
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、「
宇
宙
の
現
在

の
状
態
は
そ
れ
に
先
立
つ
状
態
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
状
態
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
プ
ラ
ス
の
前
提
に
従
え
ば
、
宇
宙
の
全

）
五
一
一
（
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（
二
〇
二
一
年
九
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三
八
〇

て
の
出
来
事
の
成
り
行
き
は
、
た
だ
一
通
り
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
自
然
の
中
で
働
く
力
と
全

て
の
物
体
の
状
態
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
分
析
で
き
る
強
力
な
知
性
が
あ
れ
ば
、「
同
一
の
方
程
式
の
も
と
に
宇
宙
の
中
の
最
も
大
き

な
物
体
の
運
動
も
、
ま
た
最
も
軽
い
原
子
の
運
動
を
も
包
摂
せ
し
め
る

（
10
）

」
こ
と
で
、
ど
ん
な
未
来
の
出
来
事
も
正
確
に
予
見
で
き
る
と
い

う
「
ラ
プ
ラ
ス
の
魔
物
」
に
何
も
か
も
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
穏
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
帰
結
が
と
り
わ
け
法
学
に
と
っ
て
不
都
合
な
の
は
、
そ
こ
に
自
由
意
志
が
介
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
因
果
的
決
定
論
に

よ
れ
ば
、
自
由
な
意
志
で
選
択
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は
選
ん
だ
以
外
の
選
択
肢
を
選
べ
な
か
っ
た
し
、
他
の
選
択
肢
を
選
ぶ

と
い
う
自
由
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
自
由
意
志
否
定
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
自
由
意
志
否
定
論
は
、
責
任
概

念
を
否
定
し
、
無
意
味
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
な
自
由
が
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
因
果
関
係
に
よ
る
結
び
つ
き
と

決
定
論
と
は
二
律
背
反
が
生
じ
る
と
し
て
い
る

（
11
）

。
こ
れ
は
決
定
論
に
立
っ
て
も
な
お
責
任
を
課
す
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
い
で
、
直
感

的
に
そ
れ
は
両
立
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
通
常
、
行
為
Ｘ
を
し
た
こ
と
へ
の
責
任
は
、
Ｘ
を
し
な
い
と
い
う
決
定
が
で
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｘ
を
な
し
た
こ
と
に
課
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
決
定
論
的
立
場
か
ら
は
、
い
か
な
る
道
徳
法
則
も
、
ま
た
道
徳
法
則
に

応
じ
た
い
か
な
る
帰
責
も
不
可
能
と
な
る
。

決
定
論
と
自
由
意
志
と
の
両
立
不
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
が
、
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）

hard determ
inism

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
決
定
論
は
こ
の
硬
い
決
定
論
で
、
決
定
論
と
、
自
由
意
志
や
自
由
意
志
に
基
づ
く

責
任
と
の
両
立
を
否
定
す
る
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
非
両
立
論incom

patibilism

の
立
場
に
立
つ
。

同
じ
非
両
立
論
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
硬
い
決
定
論
と
は
逆
の
立
場
を
と
る
非
両
立
論
が
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
考
え
方

で
あ
る
。
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
、
物
理
法
則
を
も
乗
り
越
え
る
根
源
的
な
自
由
意
志
を
肯
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
至

）
五
一
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
一

上
主
義
を
取
り
、
決
定
論
が
自
由
意
志
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
自
然
法
則
を
乗
り
越
え
る
自
由
意
志
の
存
在
を

認
め
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
の
下
で
決
定
論
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
12
）

。

最
後
に
決
定
論
と
自
由
意
志
と
が
両
立
可
能
と
み
る
両
立
論com

patibilism （
13
）

が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
決
定
論
を
認
め
て
も
、

自
由
意
志
の
存
在
と
作
用
を
断
念
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
自
由
意
志
概
念
を
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
因
果
的
決
定
論
と
衝
突
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
因
果
的
決
定
論
に
抵
触
し
な
い
「
デ
フ
レ
的
」
な
概

念
へ
と
伝
統
的
自
由
概
念
を
切
り
詰
め
て
理
解
す
る

（
14
）

。
例
え
ば
自
由
を
外
的
障
害
の
欠
如
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
に
は
自
由
自
在

に
好
き
な
欲
求
を
生
み
出
す
力
は
な
く
、
ど
ん
な
欲
求
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
（
＝
因
果
的

決
定
論
）
と
す
る
が
、
決
定
論
的
世
界
の
中
で
も
人
間
は
、
あ
る
場
合
に
は
自
分
の
欲
求
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
、
別
の
場
合
に

は
欲
求
を
外
的
な
障
害
に
阻
ま
れ
て
し
ま
う
）、
と
考
え
る
。

自
分
自
身
の
欲
求
が
思
い
通
り
達
成
で
き
る
状
態
が
「
自
由
」
で
、
そ
れ
が
阻
ま
れ
て
い
る
の
が
「
不
自
由
」
な
の
で
、
こ
う
し
て
定

義
さ
れ
た
自
由
概
念
は
、
決
定
論
的
な
世
界
の
中
で
も
存
続
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
両
立
論
に
つ
い
て
、
法
律
家
や
政
治
家

な
ど
実
務
的
な
場
面
で
人
間
に
か
か
わ
る
人
々
は
、
両
立
論
的
自
由
で
満
足
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
15
）

。
し
か
し
こ
こ
で
は

更
に
進
ん
で
、
そ
の
両
立
論
的
自
由
意
志
か
ら
帰
結
さ
れ
る
結
果
責
任
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
直
感
的
に
は
両
立
不
可

能
と
思
わ
れ
る
決
定
論
と
自
由
意
志
論
と
を
架
橋
す
る
両
立
論
か
ら
導
か
れ
る
結
果
責
任
は
、
硬
い
決
定
論
や
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
に
よ
る
責
任
概
念
と
は
異
な
る
見
方
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
決
定
論
と
自
由
意
志
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
や
、
そ
の
関
係
性
か
ら
導
か
れ
る
責
任
追
及
の
態
度
の
う
ち
、
ど
の
主
張
を

採
用
す
べ
き
か
は
今
も
議
論
の
続
く
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
ち
ど
れ
が
正
し
い
と
こ
こ
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
オ
イ
デ
ィ

）
五
一
五
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
一

上
主
義
を
取
り
、
決
定
論
が
自
由
意
志
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
自
然
法
則
を
乗
り
越
え
る
自
由
意
志
の
存
在
を

認
め
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
の
下
で
決
定
論
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
12
）

。

最
後
に
決
定
論
と
自
由
意
志
と
が
両
立
可
能
と
み
る
両
立
論com

patibilism （
13
）

が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
決
定
論
を
認
め
て
も
、

自
由
意
志
の
存
在
と
作
用
を
断
念
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
自
由
意
志
概
念
を
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
因
果
的
決
定
論
と
衝
突
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
因
果
的
決
定
論
に
抵
触
し
な
い
「
デ
フ
レ
的
」
な
概

念
へ
と
伝
統
的
自
由
概
念
を
切
り
詰
め
て
理
解
す
る

（
14
）

。
例
え
ば
自
由
を
外
的
障
害
の
欠
如
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
に
は
自
由
自
在

に
好
き
な
欲
求
を
生
み
出
す
力
は
な
く
、
ど
ん
な
欲
求
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
（
＝
因
果
的

決
定
論
）
と
す
る
が
、
決
定
論
的
世
界
の
中
で
も
人
間
は
、
あ
る
場
合
に
は
自
分
の
欲
求
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
、
別
の
場
合
に

は
欲
求
を
外
的
な
障
害
に
阻
ま
れ
て
し
ま
う
）、
と
考
え
る
。

自
分
自
身
の
欲
求
が
思
い
通
り
達
成
で
き
る
状
態
が
「
自
由
」
で
、
そ
れ
が
阻
ま
れ
て
い
る
の
が
「
不
自
由
」
な
の
で
、
こ
う
し
て
定

義
さ
れ
た
自
由
概
念
は
、
決
定
論
的
な
世
界
の
中
で
も
存
続
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
両
立
論
に
つ
い
て
、
法
律
家
や
政
治
家

な
ど
実
務
的
な
場
面
で
人
間
に
か
か
わ
る
人
々
は
、
両
立
論
的
自
由
で
満
足
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
15
）

。
し
か
し
こ
こ
で
は

更
に
進
ん
で
、
そ
の
両
立
論
的
自
由
意
志
か
ら
帰
結
さ
れ
る
結
果
責
任
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
直
感
的
に
は
両
立
不
可

能
と
思
わ
れ
る
決
定
論
と
自
由
意
志
論
と
を
架
橋
す
る
両
立
論
か
ら
導
か
れ
る
結
果
責
任
は
、
硬
い
決
定
論
や
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
に
よ
る
責
任
概
念
と
は
異
な
る
見
方
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
決
定
論
と
自
由
意
志
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
や
、
そ
の
関
係
性
か
ら
導
か
れ
る
責
任
追
及
の
態
度
の
う
ち
、
ど
の
主
張
を

採
用
す
べ
き
か
は
今
も
議
論
の
続
く
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
ち
ど
れ
が
正
し
い
と
こ
こ
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
オ
イ
デ
ィ

）
五
一
五
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三
八
二

プ
ス
王

（
16
）

の
よ
う
に
、
所
詮
何
も
か
も
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
採
用
し
た
く
な
い
と
い
う
直
感
が
あ
り
、
も
し
採
用
し
て
し

ま
う
と
法
的
責
任
は
問
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
法
的
な
責
任
概
念
を
考
え
る
う
え
で
は
、
硬
い
決
定
論
を
採
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
採
用
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
と
す
る
と
自
由
意
志
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
、
も
し
く
は
存

在
す
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
法
学
に
お
い
て
は
事
実
と
し
て
自
由
意
志
の
有
無
を
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
要
請
と
し
て
求
め
ら
れ
る
自
由
意
志
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
法
学
は
「
自
由
意
志
と
い
う
虚
構
」
構
造

に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

自
由
意
志
を
行
為
の
源
と
す
る
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
、
自
由
意
志
が
発
生
す
る
数
ミ
リ
秒
前
に
脳
が
既
に
反
応
し
て

い
る
と
い
う
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験

（
17
）

や
、
環
境
、
条
件
付
け
な
ど
と
い
っ
た
外
部
要
因
の
影
響
を
示
唆
す
る
知
見
を
取
り
入
れ
る
と
、
決
定
論

を
否
定
し
て
根
源
的
な
自
由
意
志
の
み
を
肯
定
す
る
の
も
困
難
で
あ
る
。
事
実
決
定
論
は
、
様
々
な
形
で
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
続

け
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
所
定
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
や
そ
れ
に
伴
う
責
任
と
い
っ
た
、
従
来
刑
法
領
域
で
多
く
扱
わ
れ
て
い
た
明
確
な
法

的
責
任
で
は
な
く
、
も
っ
と
曖
昧
な
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
決
定
行
為
と
そ
の
結
果
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
、
俎
上
に
載
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
一
定
の
選
択
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
を
し
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
結
果
を
負
う
、

つ
ま
り
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
を
検
討
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
決
定

論
と
自
由
意
志
の
関
係
を
直
感
的
で
は
な
い
形
で
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

）
五
一
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
三

一
─
㈠
　
決
定
論
の
諸
相

目
的
論
的
自
然
観

プ
ラ
ト
ン
・
イ
デ
ア
論
の
影
響
を
受
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
は
、
そ
の
後
の
決
定
論
を
語
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
現
世
化
す
る
形
で
、
自
然
現
象
全
般
が
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
「
目
的
」
に
関
連
し
て

説
明
で
き
る
と
す
る
目
的
論
的
自
然
観
を
示
し
て
い
る

（
18
）

。
そ
れ
は
目
的
因
、
形
相
因
、
作
用
因
、
質
量
因
か
ら
な
る
四
原
因
説
に
基
づ
く

も
の
で
、
自
然
物
に
つ
い
て
も
そ
の
「
目
的
」
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
、
説
明
は
完
結
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
自
然
運
動
も
ま
た
、
常

に
「
ど
こ
へ
」「
何
を
目
指
し
て
」
と
い
う
終
わ
り
、
つ
ま
り
目
的
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
目
的
と
い
う
終
着
点
を
問
う
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
は
、
因
果
的
決
定
論
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

因
果
的
決
定
論

ス
ト
ア
派
は
宇
宙
の
目
的
論
的
構
造
を
、
宇
宙
に
浸
透
す
る
理
性
的
な
魂
、
す
な
わ
ち
神
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。「
神
」
は
人
間
の

行
為
を
、
人
間
の
理
性
が
導
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
を
目
的
論
的
に
導
く
と
し
て
、
因
果
的
決
定
論
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
人
間
が
「
宇
宙
の
目
的
」
で
あ
り
、
他
の
事
物
は
そ
の
「
手
段
」
と
な
る
。
目
的
＝
手
段
関
係
を
神
と
人

間
へ
と
一
元
的
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
宇
宙
秩
序
の
道
具
的
な
最
善
性
・
最
適
性
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
過
去
か
ら
未
来
へ
続
く
出
来
事

の
連
鎖
の
在
り
方
は
た
だ
一
通
り
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
宇
宙
の
因
果
的
秩
序
に
基
づ
く
因
果
的
決
定
論
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
あ
た
か
も
世
界
が
「
巧
妙
に
設
計
さ
れ
た
機
械
仕
掛
け
」
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
因
果
的
決
定
論
は
、
未
来
は
過
去
に
似
る
と

い
う
自
然
の
斉
一
性
、
ど
ん
な
出
来
事
に
も
原
因
が
あ
る
と
い
う
因
果
律
、
行
為
者
を
最
初
の
原
因
と
す
る
因
果
関
係
は
あ
り
得
な
い
と

す
る
行
為
者
因
果
の
不
可
能
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る

（
19
）

。
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自
然
観

プ
ラ
ト
ン
・
イ
デ
ア
論
の
影
響
を
受
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
は
、
そ
の
後
の
決
定
論
を
語
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
現
世
化
す
る
形
で
、
自
然
現
象
全
般
が
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
「
目
的
」
に
関
連
し
て

説
明
で
き
る
と
す
る
目
的
論
的
自
然
観
を
示
し
て
い
る

（
18
）

。
そ
れ
は
目
的
因
、
形
相
因
、
作
用
因
、
質
量
因
か
ら
な
る
四
原
因
説
に
基
づ
く

も
の
で
、
自
然
物
に
つ
い
て
も
そ
の
「
目
的
」
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
、
説
明
は
完
結
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
自
然
運
動
も
ま
た
、
常

に
「
ど
こ
へ
」「
何
を
目
指
し
て
」
と
い
う
終
わ
り
、
つ
ま
り
目
的
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
目
的
と
い
う
終
着
点
を
問
う
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
は
、
因
果
的
決
定
論
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

因
果
的
決
定
論

ス
ト
ア
派
は
宇
宙
の
目
的
論
的
構
造
を
、
宇
宙
に
浸
透
す
る
理
性
的
な
魂
、
す
な
わ
ち
神
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。「
神
」
は
人
間
の

行
為
を
、
人
間
の
理
性
が
導
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
を
目
的
論
的
に
導
く
と
し
て
、
因
果
的
決
定
論
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
人
間
が
「
宇
宙
の
目
的
」
で
あ
り
、
他
の
事
物
は
そ
の
「
手
段
」
と
な
る
。
目
的
＝
手
段
関
係
を
神
と
人

間
へ
と
一
元
的
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
宇
宙
秩
序
の
道
具
的
な
最
善
性
・
最
適
性
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
過
去
か
ら
未
来
へ
続
く
出
来
事

の
連
鎖
の
在
り
方
は
た
だ
一
通
り
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
宇
宙
の
因
果
的
秩
序
に
基
づ
く
因
果
的
決
定
論
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
あ
た
か
も
世
界
が
「
巧
妙
に
設
計
さ
れ
た
機
械
仕
掛
け
」
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
因
果
的
決
定
論
は
、
未
来
は
過
去
に
似
る
と

い
う
自
然
の
斉
一
性
、
ど
ん
な
出
来
事
に
も
原
因
が
あ
る
と
い
う
因
果
律
、
行
為
者
を
最
初
の
原
因
と
す
る
因
果
関
係
は
あ
り
得
な
い
と

す
る
行
為
者
因
果
の
不
可
能
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る

（
19
）

。
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八
四

因
果
的
決
定
論
か
ら
は
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
人
々
は
自
由
意
志
が
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
点
に
つ
き
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
然
現
象
を
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
目
的
論
的
自

然
観
を
先
入
観
と
し
て
否
定
し
た
形
で
、
因
果
的
決
定
論
を
取
る
。
木
島
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
着
想
を
得
て
、
自
由
意
志
に
関
し
て
次
の
よ

う
に
提
示
し
て
い
る

（
20
）

。

①
　
人
々
は
、
自
ら
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
抱
い
て
い
る
。
人
間
も
自
然
物
の
一
つ
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
に
も
欲
求
に
も
そ
れ

を
形
成
し
た
原
因
が
あ
る
。（
つ
ま
り
人
間
の
意
志
に
対
し
て
決
定
論
が
適
用
さ
れ
る
。）
し
か
し
人
々
は
自
分
の
意
志
と
い
う
「
結
果
」
し

か
意
識
で
き
ず
、
自
分
を
そ
こ
へ
決
定
し
た
「
原
因
」
に
つ
い
て
は
無
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
の
意
志
は
何
の
原
因
も
な
し
に
、

つ
ま
り
自
分
が
自
分
の
力
だ
け
で
決
め
た
と
思
い
込
む
。
決
定
論
的
な
世
界
の
中
で
、「
自
由
意
志
」
と
い
う
錯
覚
が
生
み
出
さ
れ
る
。

②
　
人
々
が
万
事
を
な
す
の
は
目
的
の
た
め
、
つ
ま
り
自
分
が
欲
し
て
い
る
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
。
人
々
は
自

己
利
益
追
求
と
い
う
普
遍
的
な
「
目
的
」
を
抱
き
、
そ
の
目
的
を
目
指
し
て
行
動
し
て
い
る
。
人
々
は
お
互
い
の
行
為
に
つ
い
て
自
分

が
直
接
に
意
識
し
て
い
る
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
を
知
り
た
が
り
、
ま
た
そ
れ
を
告
げ
合
う
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
の
欲
求
を

形
成
し
た
原
因
に
関
し
て
は
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
聞
け
ば
満
足
し
、
さ
ら
に
は
他
人
の
内
心
も
同
じ
よ
う
な
仕
方
で

推
察
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
「
目
的
」
を
問
い
か
け
合
い
、
そ
の
答
え
を
聞
い
て
満
足
す
る
と
い
う
習
慣
を
身
に
着
け
た
人
々
が
、
こ
の
思
考
法
を
拡
張
さ

せ
た
結
果
、
目
的
と
手
段
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
自
然
を
理
解
す
る
と
い
う
迷
信
が
根
付
い
て
い
く
と
考
え
る
。
こ
こ
で
人
間
に
よ
る
目

的
の
設
定
は
自
由
意
志
に
由
来
す
る
と
い
う
錯
覚
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
由
意
志
と
い
う
錯
覚
と
目
的
論
的
自
然
観
と
が
共
犯

関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
自
由
意
志
と
目
的
論
的
自
然
観
と
い
う
先
入
観
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
超
越
論
的
人
格
神
と
い
う
迷
信
、
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三
八
五

そ
の
迷
信
を
支
え
る
難
解
な
神
学
体
系
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
支
え
合
っ
て
巨
大
な
「
構
築
物
」
を
な
し
」、「
殆
ど
の
学
問
は
、
目
的
─
手

段
関
係
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
構
築
物
を
支
え
続
け
る
役
割
し
か
持
た
な
い

（
21
）

」
こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
、
現
在

私
た
ち
が
法
的
責
任
を
問
う
構
造
へ
の
批
判
に
も
な
る
。

機
械
的
自
然
観

近
代
以
降
、
全
て
の
自
然
現
象
は
、
物
体
の
衝
突
規
則
の
よ
う
な
、
単
純
で
厳
密
な
数
理
的
に
定
式
化
で
き
る
法
則
に
従
う
も
の
と
し

て
理
解
で
き
る
と
す
る
機
械
論
的
自
然
観
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
の
目
的
論
的
自
然
観
に
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
機
械
論
的
自

然
観
を
採
用
し
、
人
間
の
身
体
を
も
一
種
の
精
巧
な
機
械
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
意
志
を
持
ち
、
自
ら
の
目
的
を
目
指
し
て

ふ
る
ま
う
人
間
の
心
に
関
し
て
は
、
機
械
論
の
適
用
を
除
外
す
る
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
機
械
論
的
自
然
観
か
ら
人
間
に
関
す
る
因
果
的

決
定
論
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
だ
け
に
別
格
の
扱
い
を
与
え
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
も
似
た
自
由
意
志
を
確
保

し
て
も
い
る
。

一
─
㈡
　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

初
期
ス
ト
ア
派
は
、「
こ
の
宇
宙
が
一
つ
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
相
互
に
結
び
付
き
、
生
じ
た
も
の
か
ら
は
す
べ
て
何
か
別
の
も

の
が
結
果
し
、
結
果
し
た
も
の
は
先
の
物
を
原
因
と
し
て
そ
れ
に
必
然
的
に
結
び
つ
く
」
と
し
て
原
因
の
無
限
後
退
と
い
う
宿
命
を
前
提

と
し
て
い
た

（
22
）

。
そ
こ
で
は
自
由
意
志
に
よ
る
責
任
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
ス
ト
ア
派
の
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
た
と
え
宿
命
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
全
て
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結
に
対
し
て
い
わ
ば
両
立
論
を
提
示
し
て
い
る

（
23
）

。

ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
「
宿
命
が
必
然
の
力
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
万
事
は
宿
命
に
よ
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
決
定
論
と
、「
心
の
自
発

）
五
一
五
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
五

そ
の
迷
信
を
支
え
る
難
解
な
神
学
体
系
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
支
え
合
っ
て
巨
大
な
「
構
築
物
」
を
な
し
」、「
殆
ど
の
学
問
は
、
目
的
─
手

段
関
係
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
構
築
物
を
支
え
続
け
る
役
割
し
か
持
た
な
い

（
21
）

」
こ
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と
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う
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摘
は
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現
在
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た
ち
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法
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う
構
造
へ
の
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な
る
。

機
械
的
自
然
観

近
代
以
降
、
全
て
の
自
然
現
象
は
、
物
体
の
衝
突
規
則
の
よ
う
な
、
単
純
で
厳
密
な
数
理
的
に
定
式
化
で
き
る
法
則
に
従
う
も
の
と
し

て
理
解
で
き
る
と
す
る
機
械
論
的
自
然
観
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
の
目
的
論
的
自
然
観
に
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
機
械
論
的
自

然
観
を
採
用
し
、
人
間
の
身
体
を
も
一
種
の
精
巧
な
機
械
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
意
志
を
持
ち
、
自
ら
の
目
的
を
目
指
し
て

ふ
る
ま
う
人
間
の
心
に
関
し
て
は
、
機
械
論
の
適
用
を
除
外
す
る
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
機
械
論
的
自
然
観
か
ら
人
間
に
関
す
る
因
果
的

決
定
論
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
だ
け
に
別
格
の
扱
い
を
与
え
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
も
似
た
自
由
意
志
を
確
保

し
て
も
い
る
。

一
─
㈡
　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

初
期
ス
ト
ア
派
は
、「
こ
の
宇
宙
が
一
つ
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
相
互
に
結
び
付
き
、
生
じ
た
も
の
か
ら
は
す
べ
て
何
か
別
の
も

の
が
結
果
し
、
結
果
し
た
も
の
は
先
の
物
を
原
因
と
し
て
そ
れ
に
必
然
的
に
結
び
つ
く
」
と
し
て
原
因
の
無
限
後
退
と
い
う
宿
命
を
前
提

と
し
て
い
た

（
22
）

。
そ
こ
で
は
自
由
意
志
に
よ
る
責
任
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
ス
ト
ア
派
の
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
た
と
え
宿
命
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
全
て
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結
に
対
し
て
い
わ
ば
両
立
論
を
提
示
し
て
い
る

（
23
）

。

ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
「
宿
命
が
必
然
の
力
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
万
事
は
宿
命
に
よ
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
決
定
論
と
、「
心
の
自
発

）
五
一
五
（
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三
八
六

的
な
動
き
は
い
か
な
る
宿
命
に
も
よ
ら
な
い
」
と
い
う
自
由
意
志
論
の
間
で
、
仲
裁
者
の
役
割
を
果
た
し
た
。
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
何

も
の
も
先
行
す
る
原
因
な
し
に
は
生
じ
な
い
が
、
同
時
に
必
然
性
を
否
認
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
円
筒
と
コ
マ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
円
筒

と
コ
マ
（
円
錐
）
は
押
し
て
弾
み
を
付
け
な
け
れ
ば
動
き
始
め
ら
れ
な
い
（
＝
先
行
す
る
原
因
が
あ
る
）
が
、
動
き
始
め
る
と
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
軌
跡
を
描
く
。
い
っ
た
ん
動
き
始
め
た
ら
、
そ
れ
自
身
の
本
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
軌
跡
を
描
く
（
＝
自
由
意
志
が
存
在
す
る
）
の

で
、
そ
れ
は
我
々
の
権
能
の
内
に
あ
る
、
と
す
る

（
24
）

。
た
だ
、「
必
然
的
で
あ
る
こ
と
は
強
制
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
自
然
本
性
の
も
の
が
、
そ
れ
以
外
の
状
況
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
状
況
に
取
り
囲
ま
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
以

外
の
仕
方
で
動
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る

（
25
）

」
と
し
て
、
他
行
為
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
有
害
な
自
然
物
や
無
益
な

自
然
物
で
あ
っ
て
も
、
最
善
の
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
の
や
む
を
得
な
い
副
産
物
・
必
要
悪
で
あ
る
と
し
て
、
各
人
の
「
分
の
中
で
生
き

る
」
こ
と
に
徳
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
当
然
、
既
存
の
制
度
を
批
判
的
に
眺
め
る
視
点
は
出
て

こ
な
い
。

こ
う
し
た
自
由
と
決
定
論
と
を
両
立
可
能
性
と
し
た
際
に
立
ち
現
れ
て
く
る
自
由
の
デ
フ
レ
的
概
念
に
対
し
、
自
由
と
は
必
然
性
を
指

す
と
し
か
理
解
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
最
高
存
在
へ
の
束
縛
こ
そ
が
真
の
意
味
の
自
由
で
あ
り
、
自
由
を
本
来
の
意
味
と
は
正
反
対
に
定

義
し
な
お
す
こ
と
で
、
両
立
論
は
自
由
と
決
定
論
の
一
致
を
強
弁
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る

（
26
）

。
し
か
し
必
然
や
運
命
へ
の
隷
属
を

「
自
由
」
と
呼
び
代
え
る
こ
と
で
、
字
面
の
上
で
だ
け
決
定
論
と
自
由
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
苦
し
紛
れ
の
言
い
逃
れ
」
と
す
る
指

摘
は
、「
自
由
意
志
に
見
せ
か
け
た
隷
属
的
決
断
」
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
責
性
を
問
う
の
に
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宿
命
や
運
命
に
関
し
て
は
、
全
て
が
運
命
で
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
普
遍
論
の
他
に
、
限
定
的
な
運
命
論
を
説
く
も
の

も
あ
る
。
こ
の
世
で
生
じ
る
出
来
事
の
う
ち
、
運
命
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
部
分
で
あ
り
、
因
果
の
「
枝
分
か
れ
」
を
自
力
で

）
五
一
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
七

作
り
出
せ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
「
枝
分
か
れ
」、
つ
ま
り
選
択
の
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
行
為

可
能
性
で
あ
る
。

二
　
両
立
論
─
他
行
為
可
能
性
に
よ
る
帰
責

従
来
、
両
立
論
・
非
両
立
論
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
自
由
の
意
味
の
核
心
は
「
他
行
為
可
能
性alternative possibility

」

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、「
そ
う
し
な
い
で
も
い
ら
れ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
」
こ
と
に
自
由

意
志
が
存
在
し
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
選
択
に
関
連
し
て
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
他
人
の
行
為
を
道
徳
的
に
評
価
し
た
り
、
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
人
が
怒
り
と
い
う
制
御
で
き

な
い
感
情
を
持
つ
の
と
同
様
に
人
間
社
会
の
根
源
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
相
互
の
道
徳
的
評
価
・
帰
責
と
い
う
実
践
は
、
我
々
の
社
会
を

今
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
枠
組
み
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
枠
組
み
は
理
論
的
改
定
や
決
断
に
よ
っ
て
変
更
で
き
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
自
由
の
問
題
を
切
り
離
し
た
両
立
論
を
展
開
し
た

（
27
）

。

他
方
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
道
徳
的
実
践
は
他
行
為
可
能
性
を
前
提
に
し
な
い
、
と
す
る
論
文
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任

（
28
）

」
を

展
開
し
た
。
こ
れ
は
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
が
あ
る
行
為
を
望
み
そ
の
通
り
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
行
為
に
対
す
る

道
徳
的
責
任
は
免
除
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、「
本
人
が
な
し
た
行
為
」
と
い
う
「
行
為
者
性
」
に
こ
そ
自
由
の
核
心
が
あ
る
、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
立
論
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

）
五
一
五
（
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。
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三
八
八

二
─
㈠
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
事
例
か
ら
見
る
他
行
為
可
能
性

一
般
に
他
行
為
可
能
性
原
理
で
は
、
あ
る
人
格
に
つ
い
て
、
そ
の
人
が
自
分
の
為
し
た
こ
と
と
し
て
道
徳
的
責
任
が
あ
る
の
は
、
そ
の

人
が
別
の
こ
と
も
な
し
え
た
場
合
の
み
と
さ
れ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
選
択
可
能
性
原
理
を
自
由
の
核
心
に
置
く
の
は
誤

り
と
考
え
、
た
と
え
別
の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
（
他
行
為
不
可
能
性
）
と
し
て
も
、
人
格
は
自
ら
の
為
し
た
こ
と
に
関
し
て
道
徳
的
責

任
を
問
わ
れ
う
る
、
と
し
た
。

同
一
の
事
情
に
よ
り
あ
る
人
格
の
行
為
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
か
つ
そ
の
行
為
が
不
可
避
に
な
る
状
況
を
考
え
て
み
る
。
例
え
ば
、
あ
る

人
格
が
何
か
を
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
る
状
況
、
催
眠
術
の
暗
示
に
よ
っ
て
行
為
を
強
い
ら
れ
て
い
る
状
況
、
何
ら
か
の
内
的
衝
動

に
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
状
況
な
ど
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
暗
黙
裡
に
脳
内
に
電
極
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
状
況
で
は
、
そ
の
人
格
が
別
の
こ
と
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
他
か
ら
の
要
因
や
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
要
因
や
事
情
が
本
人
の
行
為
を
強
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の

提
起
し
た
事
例
で
あ
る

（
29
）

。

Ｐ
は
Ｓ
か
ら
、
行
為
Ａ
を
行
わ
ね
ば
非
常
に
厳
し
い
懲
罰
を
与
え
る
、
と
脅
迫
さ
れ
（
も
し
く
は
催
眠
術
を
掛
け
ら
れ
た
、
薬
を
投
与
さ
れ

た
、
脳
と
神
経
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
操
作
さ
れ
た
、
な
ど
）、
Ｐ
は
Ａ
を
行
っ
た
。
Ｐ
は
Ａ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
か
？

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
態
度
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る

（
30
）

。

①
　
Ｐ
は
Ｓ
の
脅
し
に
屈
し
て
行
為
Ａ
を
行
っ
た
。

）
五
五
〇
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
九

こ
の
場
合
、
Ｐ
に
Ａ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
　
Ｐ
は
厳
し
い
懲
罰
を
避
け
よ
う
と
い
う
分
別
の
あ
る
人
間
で
は
な
く
（
催
眠
術
や
薬
、
脳
へ
の
介
入
が
効
果
を
持
た
ず
）、
も
と
も
と

行
為
Ａ
を
行
お
う
と
決
心
し
て
お
り
、
脅
迫
が
な
く
て
も
行
為
Ａ
を
行
っ
た
場
合
。

こ
の
場
合
、
脅
迫
は
い
か
な
る
効
力
も
持
っ
て
い
な
い
し
、
脅
迫
が
あ
っ
た
か
ら
責
任
が
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
必
ず
行
為

Ａ
を
行
お
う
と
す
る
Ｐ
か
ら
他
行
為
を
奪
っ
て
は
い
な
い
。

②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
Ａ
は
脅
迫
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
そ
の
行
為
を
遂
行
し
た
の
だ
か
ら
、
脅
迫
が
あ
っ
て
も
自
ら
の
行
為
に
関
す

る
道
徳
的
責
任
は
軽
く
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
介
入
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
Ｐ
は
Ａ
以
外
の
選
択
肢
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

Ｐ
の
道
徳
的
責
任
は
、
背
後
に
邪
悪
な
意
図
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る

の
は
、
別
の
こ
と
が
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
あ
り
（
ケ
ー
ス
②
）、
別

の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
な
い
（
ケ
ー
ス
①
）、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

現
実
に
は
、
本
人
が
何
か
を
す
る
よ
う
動
か
し
た
り
導
い
た
り
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
残
さ
れ
ず
、
本
人
が

そ
の
事
情
の
下
で
行
為
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
何
事
か
を
な
し
た
人
格
に
と
り
、
別
の

こ
と
は
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
道
徳
的
責
任
の
問
題
と
必
ず
し
も
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
、
強
制
と
道
徳
的
責
任

は
互
い
に
相
い
れ
ず
、
強
制
さ
れ
る
と
自
由
も
道
徳
的
責
任
も
奪
わ
れ
る
（
つ
ま
り
選
択
不
可
能
性
に
よ
り
、
道
徳
的
責
任
は
強
制
の
前
に
あ
っ

て
免
除
さ
れ
る
）、
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

）
五
五
一
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
九

こ
の
場
合
、
Ｐ
に
Ａ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
　
Ｐ
は
厳
し
い
懲
罰
を
避
け
よ
う
と
い
う
分
別
の
あ
る
人
間
で
は
な
く
（
催
眠
術
や
薬
、
脳
へ
の
介
入
が
効
果
を
持
た
ず
）、
も
と
も
と

行
為
Ａ
を
行
お
う
と
決
心
し
て
お
り
、
脅
迫
が
な
く
て
も
行
為
Ａ
を
行
っ
た
場
合
。

こ
の
場
合
、
脅
迫
は
い
か
な
る
効
力
も
持
っ
て
い
な
い
し
、
脅
迫
が
あ
っ
た
か
ら
責
任
が
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
必
ず
行
為

Ａ
を
行
お
う
と
す
る
Ｐ
か
ら
他
行
為
を
奪
っ
て
は
い
な
い
。

②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
Ａ
は
脅
迫
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
そ
の
行
為
を
遂
行
し
た
の
だ
か
ら
、
脅
迫
が
あ
っ
て
も
自
ら
の
行
為
に
関
す

る
道
徳
的
責
任
は
軽
く
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
介
入
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
Ｐ
は
Ａ
以
外
の
選
択
肢
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

Ｐ
の
道
徳
的
責
任
は
、
背
後
に
邪
悪
な
意
図
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る

の
は
、
別
の
こ
と
が
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
あ
り
（
ケ
ー
ス
②
）、
別

の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
な
い
（
ケ
ー
ス
①
）、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

現
実
に
は
、
本
人
が
何
か
を
す
る
よ
う
動
か
し
た
り
導
い
た
り
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
残
さ
れ
ず
、
本
人
が

そ
の
事
情
の
下
で
行
為
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
何
事
か
を
な
し
た
人
格
に
と
り
、
別
の

こ
と
は
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
道
徳
的
責
任
の
問
題
と
必
ず
し
も
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
、
強
制
と
道
徳
的
責
任

は
互
い
に
相
い
れ
ず
、
強
制
さ
れ
る
と
自
由
も
道
徳
的
責
任
も
奪
わ
れ
る
（
つ
ま
り
選
択
不
可
能
性
に
よ
り
、
道
徳
的
責
任
は
強
制
の
前
に
あ
っ

て
免
除
さ
れ
る
）、
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

）
五
五
一
（
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二
─
㈡
　
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
意
志

他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
、
行
為
者
性
に
道
徳
的
責
任
を
見
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
議
論
を
続
け
て
見
て
い
こ
う
。
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
は
「
意
志
の
自
由
と
人
格
と
い
う
概
念
」
の
中
で
、
道
徳
的
責
任
を
問
え
る
ほ
ど
十
分
な
行
為
者
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

「
人
格
性
」
を
考
え
て
い
る

（
31
）

。
人
間
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
選
好
や
目
的
に
関
し
て
、
実
際
と
は
異
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
欲
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
省
的
な
自
己
評
価
の
能
力
は
、
人
間
以
外
の
動
物
に
は
な
い
と
し
て
、
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

欲
求
を
階
層
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。

例
え
ば
、「
食
べ
放
題
の
お
店
で
思
う
存
分
食
べ
た
い
」
と
い
う
欲
求
と
、「
太
り
た
く
な
い
の
で
食
欲
を
抑
制
し
た
い
」
と
い
う
欲
求

と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
思
う
存
分
食
べ
た
い
」
と
い
う
の
は
行
為
に
対
す
る
欲
求
で
、
こ
れ
を
一
階
の
欲
求
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー

ト
は
呼
ぶ
。
行
為
に
対
す
る
欲
求
は
人
間
以
外
の
動
物
で
も
持
ち
う
る
欲
求
で
あ
る
。
他
方
、「
食
べ
た
く
は
あ
る
け
れ
ど
、
太
り
た
く

な
い
の
で
食
欲
を
抑
制
し
た
い
」
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
欲
求
の
在
り
方
に
対
す
る
欲
求
と
な
り
、
こ
れ
は
二
階
の
欲
求
と
呼
ば
れ

る
。
二
階
の
欲
求
は
人
間
だ
け
が
持
つ
欲
求
と
さ
れ
る
。
行
為
に
対
す
る
欲
求
、
つ
ま
り
一
階
の
欲
求
は
、
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
で

あ
り
、
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
生
じ
た
欲
求
に
従
っ
て
行
為
す
る

（
自
由
に
行
為
す
る
）
の
で
は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
に
従
っ
て
行
為
す
る
（
自
由
意
志
に
従
っ
て
行
為
す
る
）
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
為
し
た
こ
と
と
な
り
、「
こ
れ
は
私
の
な
し
た
行
為
だ
」
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
人
格
で
あ

る
こ
と
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
、
二
階
の
欲
求
だ
け
で
な
く
二
階
の
意
志
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
。
自
由
意
志
を
享
受
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
何
ら
か
の
二
階
（
な
い
し
は
そ
れ
よ
り
高
階
の
）
欲
求
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
自
由
意
志
を
享
受
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
欲
求
が
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
人
格
の
意
志
は
、
自
分
が
欲
し
て
い
る
意
志
を
持
つ
自
由
が
あ
る
か
ど

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
一

う
か
と
い
う
二
階
の
欲
求
を
持
ち
う
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
他
行
為
可
能
性
の
有
無
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
の
見
解
は
、
か
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
う
す
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
「
自
由
に
そ
う
し
た
」
と
は
言
え

な
い
（
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
は
な
い
）、
と
い
う
批
判
も
依
然
残
る
が
、
そ
の
点
を
更
に
考
察
す
る
た
め
に
も
、
二
階
の
意
志
を
持
つ
行

為
者
性
を
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

三
─
㈠
　
行
為
者
性
と
計
画
性

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
行
為
者
性
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
考
察
が
更
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は

行
為
者
性
に
関
し
て
、「
行
為
者
性
は
そ
の
行
為
が
私
の
欲
求
と
私
の
信
念
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に

存
し
て
お
り
、
私
以
外
の
外
か
ら
の
力
で
は
な
く
、
ま
さ
に
私
の
欲
求
と
信
念
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
行
為
が
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

は
私
の
な
し
た
行
為
と
い
え
る
」
と
捉
え
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、「
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」
を
提
示
し
て
い
る

（
32
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
行
為
者
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
の
が
計
画
性
の
概
念
で
あ
る

（
33
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
と
計
画
と
は
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
行
動
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
性
の
中
心
を

支
え
る
も
の
に
な
る
。「
論
文
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
て
今
す
ぐ
に
で
も
取
り
掛
か
り
た
い
。
し
か
し
授
業
の
準
備
も
あ
る
。
授
業
準

備
は
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
授
業
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
論
文
だ
け
に
専
念
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
計
画
を
立
て
、
今
日
は
午
前
中

に
授
業
の
準
備
を
し
て
、
午
後
か
ら
論
文
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
の
が
計
画
で
あ
り
、
行
為
を
決
定
す
る
源
に
な
る
。

）
五
五
五
（



行
為
を
選
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と
に
責
任
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う
か
と
い
う
二
階
の
欲
求
を
持
ち
う
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
他
行
為
可
能
性
の
有
無
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
の
見
解
は
、
か
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
う
す
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
「
自
由
に
そ
う
し
た
」
と
は
言
え

な
い
（
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
は
な
い
）、
と
い
う
批
判
も
依
然
残
る
が
、
そ
の
点
を
更
に
考
察
す
る
た
め
に
も
、
二
階
の
意
志
を
持
つ
行

為
者
性
を
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

三
─
㈠
　
行
為
者
性
と
計
画
性

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
行
為
者
性
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
考
察
が
更
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は

行
為
者
性
に
関
し
て
、「
行
為
者
性
は
そ
の
行
為
が
私
の
欲
求
と
私
の
信
念
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に

存
し
て
お
り
、
私
以
外
の
外
か
ら
の
力
で
は
な
く
、
ま
さ
に
私
の
欲
求
と
信
念
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
行
為
が
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

は
私
の
な
し
た
行
為
と
い
え
る
」
と
捉
え
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、「
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」
を
提
示
し
て
い
る

（
32
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
行
為
者
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
の
が
計
画
性
の
概
念
で
あ
る

（
33
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
と
計
画
と
は
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
行
動
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
性
の
中
心
を

支
え
る
も
の
に
な
る
。「
論
文
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
て
今
す
ぐ
に
で
も
取
り
掛
か
り
た
い
。
し
か
し
授
業
の
準
備
も
あ
る
。
授
業
準

備
は
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
授
業
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
論
文
だ
け
に
専
念
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
計
画
を
立
て
、
今
日
は
午
前
中

に
授
業
の
準
備
を
し
て
、
午
後
か
ら
論
文
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
の
が
計
画
で
あ
り
、
行
為
を
決
定
す
る
源
に
な
る
。

）
五
五
五
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三
九
二

通
常
、
計
画
は
、
ひ
と
ま
ず
は
立
て
た
計
画
を
再
検
討
か
つ
放
棄
し
な
い
と
い
う
合
理
的
圧
力
の
も
と
に
安
定
性
が
あ
り
、
目
的
‐
手
段

に
関
す
る
合
理
性
と
整
合
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た
時
に
、
考
慮
に
基
づ
い
た
決
定
と
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
と
が
あ
る
。
計
画
を
組
み
立
て
る
局

面
に
お
い
て
、
通
常
は
様
々
な
選
択
肢
を
め
ぐ
り
考
慮
に
基
づ
い
て
決
定
を
行
う
が
、
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
と
は
、
そ
れ
ら
の
選
択

肢
が
そ
れ
ま
で
に
立
て
て
い
た
計
画
の
構
造
に
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

①
　
計
画
を
組
み
立
て
る
局
面
で
、
あ
る
要
素
を
優
先
さ
せ
な
が
ら
考
慮
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
決
定
が
合
理
的
だ
っ
た
。

②
　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
計
画
の
途
中
ま
で
は
首
尾
よ
く
実
行
で
き
て
い
る
。

③
　
そ
の
計
画
は
整
合
性
と
一
貫
性
の
要
請
を
満
た
し
、
様
々
な
仕
方
で
安
定
し
て
い
る
。

④
　
そ
の
安
定
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
現
状
に
再
検
討
を
促
す
よ
う
な
問
題
や
「
も
つ
れ
」
が
な
い
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
と
き
に
、
計
画
は
考
慮
に
基
づ
か
ず
実
行
に
移
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
選
択
肢
は
そ
も
そ
も
因
果
論

的
に
制
約
さ
れ
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

因
果
論
的
に
考
え
る
と
、
そ
の
行
動
が
「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
常
識
的
な
評
価
形
式
に
基
づ
い

て
、
合
理
性
に
関
し
て
深
刻
な
形
で
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
為
し
て
い
る
と
き
を
指
す
。
そ
し
て
私
の
計
画
は
、
考
慮
に
基

づ
い
た
一
連
の
合
理
的
決
定
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
現
在
、
私
の
計
画
は
整
合
的
で
一
貫
性
が
あ
り
、
ま
た
理
に
か

な
っ
た
仕
方
で
安
定
し
て
い
る
。
そ
の
安
定
性
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
再
検
討
す
る
こ
と
な
く
そ
の
計
画
を
実
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
、「
理
に
か
な
う
」
因
果
を
断
ち
切
っ
て
考
慮
に
基
づ
く
決
定
を
な
す
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
極
め
て
困
難
な
循
環
を
な
し
て
い
る
。

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
三

だ
が
、
そ
の
安
定
性
が
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
う
も
の
の
、
も
う
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

状
態
も
確
実
に
存
在
す
る

（
34
）

。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
さ
え
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
へ
の
再
考
が
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。三

─
㈡
　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

主
体
的
な
「
行
為
者
性
」
と
「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
「
時
間
的
な
幅
を

持
っ
た
行
為
者
性
」
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
単
に
自
ら
の
欲
求
や
成
功
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
の
存
在
で
は
な

い
こ
と
に
は
、
多
く
の
同
意
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
一
階
・
二
階
の
欲
求
を
、
さ
ら
に
一
階
の

欲
求
を
肯
定
・
否
定
す
る
高
階
の
態
度
を
持
つ
能
力
＝
弱
い
反
省
能
力
と
、
一
階
の
欲
求
に
対
し
て
、
私
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か

決
定
す
る
能
力
＝
強
い
反
省
能
力
と
に
分
類
す
る
。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
に
関
し
て
、
反
省
的
で
な
い
人
が
計
画
的
に
行
為
す

る
こ
と
や
、
自
分
の
動
機
付
け
に
つ
い
て
反
省
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
に
自
ら
の
行
為
者

性
を
認
識
で
き
な
い
人
も
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
行
為
者
性
を
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

通
常
私
た
ち
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
、
過
去
に
行
為
し
て
お
り
、
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
も
行
為
す
る
行
為

者
と
同
一
人
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
過
去
か
ら
将
来
へ
と
続
く
同
一
性
が
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
未
来
と
の
心
理
的
な
つ
な
が
り
の
有
無
は
、
あ
る
程
度
ま
で
行
為
者
の
活
動
の
（
と
き
に
は
意
図
さ
れ
た
）
産
物
で
も
あ
る
。
つ

ま
り
行
為
者
は
、
そ
の
瞬
間
に
だ
け
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
て
い
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す

）
五
五
五
（



行
為
を
選
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し
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こ
と
に
責
任
は
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る
か
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三
九
三

だ
が
、
そ
の
安
定
性
が
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
う
も
の
の
、
も
う
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

状
態
も
確
実
に
存
在
す
る

（
34
）

。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
さ
え
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
へ
の
再
考
が
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。三

─
㈡
　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

主
体
的
な
「
行
為
者
性
」
と
「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
「
時
間
的
な
幅
を

持
っ
た
行
為
者
性
」
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
単
に
自
ら
の
欲
求
や
成
功
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
の
存
在
で
は
な

い
こ
と
に
は
、
多
く
の
同
意
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
一
階
・
二
階
の
欲
求
を
、
さ
ら
に
一
階
の

欲
求
を
肯
定
・
否
定
す
る
高
階
の
態
度
を
持
つ
能
力
＝
弱
い
反
省
能
力
と
、
一
階
の
欲
求
に
対
し
て
、
私
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か

決
定
す
る
能
力
＝
強
い
反
省
能
力
と
に
分
類
す
る
。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
に
関
し
て
、
反
省
的
で
な
い
人
が
計
画
的
に
行
為
す

る
こ
と
や
、
自
分
の
動
機
付
け
に
つ
い
て
反
省
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
に
自
ら
の
行
為
者

性
を
認
識
で
き
な
い
人
も
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
行
為
者
性
を
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

通
常
私
た
ち
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
、
過
去
に
行
為
し
て
お
り
、
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
も
行
為
す
る
行
為

者
と
同
一
人
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
過
去
か
ら
将
来
へ
と
続
く
同
一
性
が
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
未
来
と
の
心
理
的
な
つ
な
が
り
の
有
無
は
、
あ
る
程
度
ま
で
行
為
者
の
活
動
の
（
と
き
に
は
意
図
さ
れ
た
）
産
物
で
も
あ
る
。
つ

ま
り
行
為
者
は
、
そ
の
瞬
間
に
だ
け
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
て
い
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す

）
五
五
五
（
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四

る
と
い
う
の
は
、
長
期
に
わ
た
る
行
為
者
の
活
動
に
特
有
な
つ
な
が
り
を
構
成
し
、
支
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
時
間
を
通
し
た
そ
の
人
の

行
為
者
性
を
ま
と
め
上
げ
る
の
を
容
易
な
も
の
と
し
て
い
る
何
ら
か
の
態
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
求
が
支
持
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
時
間
的
な
幅
と
い
う
の
は
、
過
去
の
上
に
し
か
現
在
や
将
来
が
形
成
さ
れ
な
い
と
い
う
、
過
去
の
因
果
的
制
約
で
も
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
強
い
反
省
能
力
を
よ
り
高
階
の
方
針
と
し
て
、
自
己
統
制
的
方
針
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
人
は
、
自
分
の
も
の
と

は
思
え
な
い
よ
う
な
自
己
統
制
的
方
針
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。
特
に
権
威
は
高
階
の
態
度
に
訴
え
る
の

で
、
権
威
の
問
題
に
応
答
す
る
た
め
、
単
に
更
な
る
高
階
の
態
度
に
訴
え
る
の
で
は
、
無
限
後
退
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
無
限
後
退
を
食

い
止
め
る
た
め
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
自
己
統
制
的
方
針
に
対
す
る
満
足
の
重
要
性
を
説
く
。
あ
る
自
己
統
制
的
方
針
と
、
他
の
自
己
統
制

的
方
針
と
の
間
に
葛
藤
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
人
が
自
分
の
自
己
統
制
的
方
針
に
満
足
で
き
る
の
は
、
そ
の
方
針
が
、
そ
の

人
の
持
つ
他
の
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
を
受
け
て
い
な
い
と
き
だ
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
欲
求
と
行
為
と
の
間
が
必
ず
し
も
連
動
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
人
が
あ
る
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、

普
通
は
そ
の
欲
求
が
行
為
を
正
当
化
す
る
目
的
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

①
　
行
為
者
が
あ
る
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
人
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合

②
　
行
為
者
が
そ
の
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
欲
求
を
取
り
除
き
た
い
が
ゆ
え
の
場
合

に
は
、
欲
求
と
行
為
と
が
ば
ら
ば
ら
に
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す
る
と
は
、
行
為
者
が
そ
の

欲
求
の
然
る
べ
き
働
き
を
支
持
す
る
自
己
統
制
的
方
針
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
単
に
そ
の
欲
求
が
動
機
と
し
て
働
く
こ
と
と
は
異
な
る
と

い
う
。

選
択
可
能
性
で
は
な
く
行
為
者
性
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
考
え
方
は
、
一
見
よ
り
厳
し
い
責
任
能
力
を
求
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
五

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
や
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
考
え
る
行
為
性
は
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
を
す
る
欲
求
に
基
づ
く
の
で

は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
（
二
階
以
上
の
欲
求
）
に
従
い
、
反
省
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
極
め

て
随
意
的
な
行
為
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
随
意
的
な
二
階
の
欲
求
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
計
画
概
念
が
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
計
画
に
は

時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
行
為
者
性
の
対
象
と
な
る
欲
求
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
を
な
す
に
あ

た
っ
て
の
選
択
に
は
因
果
性
が
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
必
ず
し
も
行
為
者
性
が
求
め
る
責
任
の
余
地
は
大
き
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
論
が
射
程
に
入
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
限
定
的
意
味
に
お
け
る
自
由
意
志
に
基
づ
い
た
行
為
に
対
し
て
、
結
果
を
引

き
受
け
る
責
任
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
確
な
意
志
の
下
で
反
省
的
に
決
定
を
な
す
場
合
と
異
な
り
、
形
式
的
に
平
等
な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決

断
が
な
ぜ
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
の
答
え
が
出
た
だ
ろ
う
。
行
為
者
性
に
お
け
る
時
間
の
幅
を
考
え
る
と
、
決
断
を
下
す
に

あ
た
っ
て
も
現
状
肯
定
バ
イ
ア
ス
に
繋
が
る
因
果
的
制
約
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決
定
が
繰
り
返
さ
れ
、

そ
れ
が
、
因
果
的
制
約
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
反
省
的
に
そ
の
制
約
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
個
人
の
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
決
定
を
迫
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
規
範
の
改
変
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
結
果
に
対
す
る
責
任
は
、
個
人

に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
の
構
造
的
差
別
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。

硬
い
決
定
論
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
辿
り
な
が
ら
、
自
由
意
志
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概

）
五
五
五
（



行
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を
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三
九
五

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
や
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
考
え
る
行
為
性
は
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
を
す
る
欲
求
に
基
づ
く
の
で

は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
（
二
階
以
上
の
欲
求
）
に
従
い
、
反
省
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
極
め

て
随
意
的
な
行
為
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
随
意
的
な
二
階
の
欲
求
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
計
画
概
念
が
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
計
画
に
は

時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
行
為
者
性
の
対
象
と
な
る
欲
求
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
を
な
す
に
あ

た
っ
て
の
選
択
に
は
因
果
性
が
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
必
ず
し
も
行
為
者
性
が
求
め
る
責
任
の
余
地
は
大
き
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
論
が
射
程
に
入
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
限
定
的
意
味
に
お
け
る
自
由
意
志
に
基
づ
い
た
行
為
に
対
し
て
、
結
果
を
引

き
受
け
る
責
任
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
確
な
意
志
の
下
で
反
省
的
に
決
定
を
な
す
場
合
と
異
な
り
、
形
式
的
に
平
等
な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決

断
が
な
ぜ
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
の
答
え
が
出
た
だ
ろ
う
。
行
為
者
性
に
お
け
る
時
間
の
幅
を
考
え
る
と
、
決
断
を
下
す
に

あ
た
っ
て
も
現
状
肯
定
バ
イ
ア
ス
に
繋
が
る
因
果
的
制
約
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決
定
が
繰
り
返
さ
れ
、

そ
れ
が
、
因
果
的
制
約
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
反
省
的
に
そ
の
制
約
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
個
人
の
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
決
定
を
迫
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
規
範
の
改
変
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
結
果
に
対
す
る
責
任
は
、
個
人

に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
の
構
造
的
差
別
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。

硬
い
決
定
論
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
辿
り
な
が
ら
、
自
由
意
志
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概

）
五
五
五
（
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十
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第
二
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二
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年
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月
）

三
九
六

観
し
た
。
現
代
の
科
学
的
知
見
の
中
に
も
事
物
の
決
定
論
的
要
素
は
様
々
に
見
ら
れ
る
が
、
責
任
概
念
を
論
じ
る
に
は
自
由
意
志
の
存
在

が
不
可
欠
な
の
で
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
柔
ら
か
い
決
定
論
が
事
実
だ
か
ら
そ
れ
を
選
択
す
る
の
で
は
な

く
、
柔
ら
か
い
決
定
論
で
な
い
と
不
都
合
だ
か
ら
、
そ
れ
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
硬
い
決
定
論
を
採
用
し
な
い
と
な
る
と
、
両

立
論
も
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
も
、
い
く
ば
く
か
の
自
由
意
志
が
必
要
に
な
る
。
自
由
意
志
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
行
為
選
択
の

際
に
枝
分
か
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
所
与
に
な
る
が
、
こ
の
枝
分
か
れ
を
構
成
す
る
他
行
為
可
能
性
が
な
く
て
も
責
任
を
取
れ
る
と
い

う
見
解
は
、
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
そ
れ
が
機
能
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
行
為
者
性
に
責
任
の
源
を
求
め
て
も
、
そ
の
行
為
者
性
に
は
時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
論
的
制
約
が
あ
り
、

そ
の
枝
分
か
れ
を
霞
ま
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
行
為
者
性
の
議
論
か
ら
は
、
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
っ
て
行
為
が
正
当
化
さ
れ
満
足
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
自
己
統
制
的
方
針
さ
え
も
時
間
の
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因

果
論
的
制
約
の
下
で
な
さ
れ
た
決
定
が
、
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
と
い
う
循
環
を
取
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
意
志
の
存

在
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
両
立
論
に
よ
る
責
任
を
追
及
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
逆
説
的
に
き
わ
め
て
決
定
論
と
近
似
し
て
く
る
。

法
規
範
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
を
、
自
由
意
志
の
名
に
お
い
て
正
当
化
す
る
に
せ
よ
、

因
習
の
名
に
お
い
て
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
一
定
の
結
果
責
任
を
負
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
ど
こ
か
に
責
任
を
負
わ
せ
る
、
と
い

う
虚
構
の
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
。
自
分
の
自
由
意
志
で
行
っ
た
行
為
に
対
し
て
は
自
己
責
任
論
が
問
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
責
任
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
構
造
が
前
提
に
あ
る
。
な
ぜ
規
範
は
中
立
的
な
の
に
偏
っ
た
決
定
を
行
う
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
決
定
さ
れ
た
こ
と
の
結
果

に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
の
問
題
は
、
規
範
そ
の
も
の
に
内
在
化
さ
れ
た
構
造
的
差
別
の
問
題
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
七

（
1
） 

「
自
由
だ
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
我
々
は
責
任
者
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
事
件
の
け
じ
め
を
つ
け

る
必
要
が
あ
る
か
ら
行
為
者
を
自
由
だ
と
社
会
が
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
責
任
の
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
く
逆
に
、
因
果
論
で
責
任
概
念

を
定
立
す
る
結
果
、
論
理
的
に
要
請
さ
れ
る
社
会
的
虚
構
に
他
な
ら
な
い
。」
小
坂
井
敏
晶
『
責
任
と
い
う
虚
構
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇

年
、
二
四
五
頁
。

（
2
） 

日
本
語
で
の
「
責
任
」
概
念
は
、
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
で
は
、
拘
束
の
意
味
合
い
の
あ
るH

aft

、
罪
悪
感
の
意

味
合
い
を
持
つS

chuld

、
応
答
す
る
こ
と
に
対
応
す
るV

erantw
ortung

な
ど
の
語
は
全
て
「
責
任
」
と
さ
れ
る
。K

onsequenen ziehen

は
「
責

任
を
負
う
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
「
結
果
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
か
ら
発
生
す
る
責
任
の
概
念
で
あ
り
、
本
稿
で
検
討
す
る
の
はK

onsequenzen 

ziehen

の
意
味
で
の
責
任
で
あ
る
。

（
3
） 

こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
規
範
に

従
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
そ
の
結
果
責
任
を
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
に
求
め
る
こ
と
の
欺
瞞
性
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

平
成
二
八
年
度
の
厚
生
労
働
省
人
口
動
態
統
計
に
よ
る
と
、
平
成
二
七
年
時
点
で
全
体
の
九
六
・
〇
％
が
婚
姻
後
に
夫
の
氏
を
選
択
し
て
い
る
。

因
み
に
こ
の
割
合
は
初
婚
同
士
だ
と
九
七
・
一
％
、
再
婚
同
士
だ
と
九
一
・
〇
％
に
な
る
。

（
5
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
巻
第
一
章
。

（
6
） 

決
定
論
と
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
丹
治
信
春
監
修
『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
特
に
五
頁
以
下

の
野
矢
茂
樹
に
よ
る
序
文
。
木
島
泰
三
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
二
〇
年
。

（
7
） 

決
定
論
の
文
脈
で
は
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
の
み
表
記
さ
れ
る
が
、
社
会
科
学
の
文
脈
で
は
政
治
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
し
て
い
る
。

（
8
） 

木
島
前
掲
書
は
、
決
定
論
を
め
ぐ
る
哲
学
史
に
つ
い
て
明
確
に
整
理
を
し
て
い
る
。
本
稿
の
決
定
論
へ
の
見
方
は
木
島
の
分
類
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
。

（
9
） 

木
島
前
掲
書
八
頁
以
下
。

（
10
） 

ピ
エ
ー
ル
＝
シ
モ
ン
・
ラ
プ
ラ
ス
『
確
率
の
哲
学
的
思
考
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
。

）
五
五
五
（
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九
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（
11
） 

カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
１
』
中
山
元
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
序
文
。

（
12
） R

obert K
ane, T

h
e S

ign
ifi

can
ce of F

ree W
ill, O

xford U
niversity P

ress, 1998. P
eter van Inw

agen, T
h

e In
com

patibility of 

F
ree W

ill an
d

 D
eterm

in
ism

, P
hilosophical S

tudies 27, 1975. 

邦
訳
「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
両
立
不
可
能
性
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
13
） 
両
立
論
は
、
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）
に
対
し
て
、
柔
ら
か
い
決
定
論
、
ソ
フ
ト
決
定
論soft determ

inism

と
も
呼
ば
れ
る
。

（
14
） 

両
立
論
に
お
け
る
自
由
を
「
デ
フ
レ
的
」
と
す
る
の
は
、
木
島
に
倣
っ
た
。

（
15
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｃ
・
デ
ネ
ッ
ト
「
人
で
あ
る
こ
と
と
自
由
意
志
」
ス
キ
ナ
ー
、
デ
ネ
ッ
ト
、
リ
ベ
ッ
ト
『
自
由
意
志
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

（
16
） 

運
命
に
あ
ら
が
お
う
と
し
て
も
そ
う
で
き
な
い
運
命
が
存
在
し
、
人
の
将
来
を
決
め
る
と
い
う
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
例
は
、
厳
密
に
は
決
定
論

で
は
な
く
運
命
論
に
な
る
。
因
果
的
決
定
論
は
目
的
論
の
要
素
を
持
た
な
い
が
、
運
命
論
は
運
命
と
い
う
最
終
地
点
を
目
指
す
の
で
、
目
的
論
の
一

種
と
な
る
。

（
17
） 

自
由
意
志
、
脳
の
活
動
、
行
為
の
相
互
連
関
と
そ
の
発
生
時
間
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
が
行
っ
た
脳
科
学
実
験
。
自
由
意
志

が
行
為
の
出
発
点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
意
志
→
自
由
意
志
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
脳
の
活
動
→
行
為
と
な
る
は
ず
だ
が
、
実
験
の
結
果
、

脳
の
活
動
→
自
由
意
志
→
行
為
と
な
り
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
意
識
的
な
決
定
を
行
う
前
に
、
既
に
脳
に
無
意
識
的
な
準
備
電
位
が
表
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
。

（
18
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
。
千
葉
恵
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
自
然
観
Ⅰ
」
北
海
道
大
学
文
学
部
紀

要
四
二
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
一
月
。

（
19
） 

伊
佐
敷
隆
弘
「
因
果
と
決
定
論
」
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
、
人
文
科
学
第
二
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
頁
。

（
20
） 

木
島
前
掲
書
、
二
六
～
三
二
頁
。

（
21
） 

ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
。

（
22
） 

『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
３
』
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
〇
頁
以
下
。

（
23
） 

宿
命
論
に
対
し
て
「
無
為
の
議
論
」
を
展
開
し
、
そ
の
欠
陥
を
暴
い
て
い
る
。
無
為
の
議
論
と
は
、「
病
気
か
ら
回
復
す
る
こ
と
が
君
に
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
医
者
を
呼
ん
で
も
呼
ば
な
く
て
も
回
復
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
回
復
し
な
い
こ
と
が
君
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
医

）
五
五
〇
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
九

者
を
呼
ん
で
も
呼
ば
な
く
て
も
回
復
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
回
復
す
る
こ
と
が
君
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
回
復
し
な
い
こ
と
が
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
が
医
者
を
呼
ん
で
も
無
駄
で
あ
る
。」
こ
の
詭
弁
性
は
、「
子
供
を
持
つ
こ
と
が
宿
命
づ

け
ら
れ
て
い
る
な
ら
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
交
わ
ら
な
く
て
も
子
供
を
持
つ
の
で
、
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

（
24
） 

『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
３
』
二
七
八
頁
。

（
25
） 

前
掲
書
二
八
二
頁
。

（
26
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
両
立
論
を
誤
っ
て
捉
え
て
い
る
と
の
反
論
も
あ
る
。

（
27
） P

. F
. S

traw
son, F

reedom
 and R

esentm
ent, in F

reed
om

 an
d

 R
esen

tm
en

t an
d

 O
th

er E
ssays, R

outledge, 2008. 

邦
訳
「
自
由

と
怒
り
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
28
） H

arry G
. F

rankfurt, A
lternate P

ossibilities and M
oral R

esponsibility, in T
h

e Im
portan

ce of W
h

at W
e C

are A
bou

t; 

P
h

ilosoph
ical E

ssays, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1988. 

邦
訳
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。
こ
こ
で
は

alternative possibility

が
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
、
選
択
可
能
性
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
、
八
三
頁
以
下
。

（
30
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
こ
の
事
例
へ
の
態
度
と
し
て
三
つ
の
例
を
出
す
が
、
こ
こ
で
は
②
の
う
ち
に
二
つ
の
態
度
を
ま
と
め
て
あ
る
。

（
31
） H

arry G
. F

rankfurt, F
reedom

 of the W
ill and the C

oncept of a P
erson, in T

h
e Im

portan
ce of W

h
at W

e C
are A

bou
t; 

P
h

ilosoph
ical E

ssays, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1988. 

邦
訳
「
意
志
の
自
由
と
人
格
と
い
う
概
念
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
32
） M

ichael E
. B

ratm
an, R

eflection, P
lanning and T

em
porally E

xtended A
gency, in S

tru
ctu

res of A
gen

cy, O
xford U

niversity 

P
ress, 2007. 

邦
訳
「
反
省
・
計
画
・
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
33
） M

ichael E
. B

ratm
an, T

aking R
ights S

eriously, M
illgram

 ed., in V
arieties of P

ractical R
eason

in
g, M

IT
 P

ress, 2001. 

邦
訳

「
計
画
を
重
要
視
す
る
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
34
） 

一
定
の
行
為
が
偶
然
理
に
か
な
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
か
否
か
の
問
題
は
、
道
徳
的
な
運M

oral L
uck

の
問
題
で
も
あ
る
。
道
徳
的
運
に
つ

い
て
は
、B

ernard W
illiam

s, M
oral L

u
ck, in M

oral L
uck: P

hilosophical P
apers 1973-1980, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1981. 

）
五
五
一
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
九

者
を
呼
ん
で
も
呼
ば
な
く
て
も
回
復
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
回
復
す
る
こ
と
が
君
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
回
復
し
な
い
こ
と
が
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
が
医
者
を
呼
ん
で
も
無
駄
で
あ
る
。」
こ
の
詭
弁
性
は
、「
子
供
を
持
つ
こ
と
が
宿
命
づ

け
ら
れ
て
い
る
な
ら
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
交
わ
ら
な
く
て
も
子
供
を
持
つ
の
で
、
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

（
24
） 

『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
３
』
二
七
八
頁
。

（
25
） 

前
掲
書
二
八
二
頁
。

（
26
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
両
立
論
を
誤
っ
て
捉
え
て
い
る
と
の
反
論
も
あ
る
。

（
27
） P

. F
. S

traw
son, F

reedom
 and R

esentm
ent, in F

reed
om

 an
d

 R
esen

tm
en

t an
d

 O
th

er E
ssays, R

outledge, 2008. 

邦
訳
「
自
由

と
怒
り
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
28
） H

arry G
. F

rankfurt, A
lternate P

ossibilities and M
oral R

esponsibility, in T
h

e Im
portan

ce of W
h

at W
e C

are A
bou

t; 

P
h

ilosoph
ical E

ssays, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1988. 

邦
訳
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。
こ
こ
で
は

alternative possibility

が
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
、
選
択
可
能
性
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
、
八
三
頁
以
下
。

（
30
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
こ
の
事
例
へ
の
態
度
と
し
て
三
つ
の
例
を
出
す
が
、
こ
こ
で
は
②
の
う
ち
に
二
つ
の
態
度
を
ま
と
め
て
あ
る
。

（
31
） H

arry G
. F

rankfurt, F
reedom

 of the W
ill and the C

oncept of a P
erson, in T

h
e Im

portan
ce of W

h
at W

e C
are A

bou
t; 

P
h

ilosoph
ical E

ssays, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1988. 

邦
訳
「
意
志
の
自
由
と
人
格
と
い
う
概
念
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
32
） M

ichael E
. B

ratm
an, R

eflection, P
lanning and T

em
porally E

xtended A
gency, in S

tru
ctu

res of A
gen

cy, O
xford U

niversity 

P
ress, 2007. 

邦
訳
「
反
省
・
計
画
・
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
33
） M
ichael E

. B
ratm

an, T
aking R

ights S
eriously, M

illgram
 ed., in V

arieties of P
ractical R

eason
in

g, M
IT

 P
ress, 2001. 

邦
訳

「
計
画
を
重
要
視
す
る
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
34
） 

一
定
の
行
為
が
偶
然
理
に
か
な
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
か
否
か
の
問
題
は
、
道
徳
的
な
運M

oral L
uck

の
問
題
で
も
あ
る
。
道
徳
的
運
に
つ

い
て
は
、B

ernard W
illiam

s, M
oral L

u
ck, in M

oral L
uck: P

hilosophical P
apers 1973-1980, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1981. 

）
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
〇
〇

T
hom

as N
agel, M

oral L
u

ck, in M
oral Q

uestions, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1979. 

古
田
徹
也
「
現
代
の
英
米
圏
の
倫
理
学
に
お
け

る
運
の
問
題
」
社
会
と
倫
理
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
。

）
五
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
一

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献

─
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
手
が
か
り
に

─
渡
　
　
邉
　
　
容
一
郎

一
．
序

　
説

二
．
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
ス
デ
ン
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
論
再
考

三
．
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム

四
．
結

　
語

一
．
序

　
説

現
在
（
二
〇
二
〇
年
代
）
な
ら
び
に
戦
間
期
（
一
九
二
〇
年
代
）
に
は
三
つ
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
一
つ
目
は
、
覇
権
国
（hegem

on

）

の
相
対
的
衰
退
に
伴
う
転
換
期
な
い
し
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
を
問
わ
ず
様
々
な
極
端
主
義
・
権
威

主
義
が
抬
頭
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
戦
間
期
の
政
治
史
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
政
治
課
題
解
決
の
糸
口
に
な
る
と
言

論
　
説

）
三
三
三
（



ボ
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
〇
二

え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
保
守
党
政
治
家
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw

in

）
の
保
守
主

義
（
１
）

に
注
目
し
、
と
り
わ
け
野
党
党
首
時
代
（
一
九
二
四
年
）
の
〝
知
ら
れ
ざ
る
〟
政
治
思
想
的
側
面
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
三
つ
目
の
共
通
点
・「
社
会
の
分
断
化
」
を
克
服
す
る
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
・
保
守
主
義
史
研
究
に
お
い
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
が
関
心
の
的
と
な
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
以
外
の
歴
代
党
首
同
様
、
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
そ
の
人
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を

─
表
面
上
は

─
見
出
す
の
が
難
し
か
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
研
究
の
泰
斗
ラ
ム
ス
デ
ン
（John R

am
sden

）
も
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。「
保
守
主
義
思
想

（C
onservative thought

）
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
、
政
策
で
も
哲
学
の
強
調
で
も
な
か
っ
た
。（
中
略
）
保
守
主
義
の
思
想

に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
、
抽
象
的
な
理
論
と
か
具
体
的
な
政
策
に
関
し
て
と
い
う
よ
り
、
態
度
（attitudes

）
や
反
応

（responses

）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
２
）

」。

確
か
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
時
代
（
一
九
二
三
～
一
九
三
七
年
）
全
体
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
ラ
ム
ス
デ
ン
の
主
張
ど
お
り
で
異
論
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
・
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam

es R
am

say M
acD

onald

）
内
閣

〔
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
～
一
一
月
三
日
〕
期
の
野
党
党
首
時
代
に
関
し
て
も
、
ラ
ム
ス
デ
ン
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

か
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
最
新
の
先
行
研
究
成
果
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
対
す
る
ラ

ム
ス
デ
ン
の
所
論
を
再
検
討
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
野
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
一
九
二
四
年
に
展
開
し
た
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
三

ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」（N

ew
 C

onservatism （
３
））

と
呼
ば
れ
る
一
連
の
政
治
的
諸
言
説
（
但
し
今
回
は
代
表
的
な
演
説
の
み
）
を
分
析
し
、
そ
の
政
治

思
想
的
側
面
に
加
え
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
戦
間
期
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
ど
の
よ
う
な
点
で
貢
献
し
た
の
か
に
つ
い
て
も

解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
．
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
ス
デ
ン
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
論
再
考

㈠
　
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
め
ぐ
る
ラ
ム
ス
デ
ン
の
所
論
に
つ
い
て

上
述
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
分
析
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
し
て
、
保
守
党
政
治
家
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
に
見
ら
れ
る
「
傾
向
」
を
以
下
の
と
お
り
五
つ
指
摘
し
て
い
る

（
４
）

。

①
　「
自
ら
意
識
し
て
普
通
の
人
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
」（self-consciously ordinary

）

②
　「
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
」（m

oral

）

③
　「
非
挑
発
的
で
あ
る
こ
と
」（unprovocative

）

④
　「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
で
あ
る
こ
と
」（E

nglish

）

⑤
　「
専
門
的
で
あ
る
こ
と
」（professional

）

そ
こ
で
こ
れ
ら
五
つ
の
傾
向
な
い
し
特
徴
を
手
が
か
り
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
関
す
る
ラ
ム
ス
デ
ン
の
見
解
を
先
ず
整
理

）
三
三
三
（
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四

し
て
お
こ
う
。

①
　「
自
ら
意
識
し
て
普
通
の
人
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
」

ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
」
態

度
の
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
国
民
と
一
体
化
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
し
、
自
分
の
権
威
の
源
を
国
民
の
支
持
に
結
び
つ
け

る
タ
イ
プ
の
政
治
家
だ
っ
た
。
加
え
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
は
、
民
主
主
義
の
育
成
も
（
一
九
二
四
年
当
時
の
）
保
守
党
に
と
っ
て
大
き
な

意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
平
等
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
言
及
し
た
こ
と
は
一

切
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
５
）

。

②
　「
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
」

権
利
以
上
に
義
務
を
強
く
主
張
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
道
徳
的
側
面
は
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ラ
ム
ス

デ
ン
も
「
人
道
的
社
会
政
策
の
必
要
性
と
い
う
点
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
道
徳
的
目
標
を
示
し
た
」
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
彼
の
示
し
た
道
徳
観
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
次
章
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
道
徳
性
に
基
づ
い
て
生
じ
る
態
度
が
、
③
の
「
非
挑
発
的
で
あ
る
こ
と
」
に

な
る
と
さ
れ
る

（
６
）

。

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
五

③
　「
非
挑
発
的
で
あ
る
こ
と
」

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston C
hurchill

）
な
ど
他
の
保
守
党
指
導
者
た
ち
と
区
別
す
る
の
が
、
非
挑
発
性
と
い
う
傾
向

で
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
全
体
的
に
調
停
（conciliation

）
や
宥
和
（appeasem

ent

）
の
効
果
を
信
じ
て
い
た
の
で
、
必
然
的
に
対

決
（confrontation

）
よ
り
も
妥
協
（com

prom
ise

）
を
志
向
す
る
保
守
主
義
（
思
想
お
よ
び
戦
略
）
と
な
り
や
す
い
。

ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
以
下
の
事
実
が
指
摘
で
き
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
旧
・
自
由
党
支
持
者
や
浮
動
票
層
に

も
ア
ピ
ー
ル
し
て
保
守
党
支
持
基
盤
を
拡
大
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
。
そ
の
た
め
に
も
、
党
内
外
か
ら
穏
健
か
つ
改
革
志
向
の
党
と
し
て

認
識
さ
れ
る
必
要
性
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
。
世
界
恐
慌
以
後
の
挙
国
内
閣
（
一
種
の
大
連
立
）
に
も
適
応
で
き
た
こ
と
。
当
時
の
対
労

働
組
合
問
題
に
も
こ
の
態
度
を
適
用
し
た
結
果
、
逆
に
党
内
の
反
対
派
か
ら‘sem

i-socialist ’

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し

て
、
こ
れ
ま
で
保
守
党
を
分
裂
さ
せ
て
き
た
厄
介
な
争
点
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
選
挙
（
一
九
二
四
年
）
に
も
勝
利
で
き
た
こ

と
（
７
）

。④
　「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
で
あ
る
こ
と
」

こ
れ
は
、
③
の
非
挑
発
性
に
由
来
す
る
特
徴
と
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
保
守
党
を
「
特
定
の
有
産
階
級
」
利

益
代
表
の
党
と
し
て
で
は
な
く
、「
国
民
」
的
利
益
を
代
表
す
る
党
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
保
守
党

を
〝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〟
な
党
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
結
果
、
逆
に
、
政
敵
・
労
働
党
を
「
一
部
の
狭
い
階
級
」
利
益
に
固
執
す
る
〝
セ
ク

シ
ョ
ナ
ル
〟
な
党
と
し
て
攻
撃
す
る
口
実
ま
で
保
守
党
側
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
は
譲
歩
の
原
理
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
う
し
た
国

）
三
三
五
（
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四
〇
六

民
的
特
徴
を
共
有
す
る
の
が
保
守
主
義
の
特
徴
だ
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
説
明
し
て
い
る

（
８
）

。
ま
た
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
党
首

（
首
相
）
と
し
て
行
っ
た
演
説
な
ど
そ
の
政
治
的
諸
言
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
人
）」
志
向
は
顕
著
と
言
え
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑤
「
専
門
的
で
あ
る
こ
と
」

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
潜
む
信
条
に
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
と
い
う
よ
り
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
的
な

性
質
、
換
言
す
れ
ば
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
が
あ
る
と
ラ
ム
ス
デ
ン
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
展
開
し
た
一

連
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
は
、
旧
い
考
え
方
へ
の
拘
り
と
い
う
よ
り
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
備
わ
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
組
織
的
か
つ
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
特
徴
も
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
９
）

。

こ
の
傾
向
は
、
例
え
ば
社
会
主
義
の
抬
頭
や
労
働
党
政
権
の
誕
生
、
そ
し
て
そ
の
国
家
（
中
央
政
府
）
介
入
政
策
を
強
く
意
識
し
た
彼

の
政
治
的
諸
言
説
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
各
論
的
説
明
を
行
っ
た
う
え
で
ラ
ム
ス
デ
ン
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
や
、
そ
の
野
党
期
（
一
九
二
四
年
）
の
具
体
的

表
れ
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。

「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ト
ー
リ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（T

ory D
em

ocracy （
10
））

や
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（the 

P
roperty-ow

ning D
em

ocracy （
11
））

同
様
理
論
化
で
き
る
要
素
は
沢
山
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
元
来
理
論
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
七

政
策
に
つ
い
て
も
重
大
な
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
有
し
て
は
い
た
が
、
そ
う
し
た
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
わ
け

で
も
な
か
っ
た
。
ト
ー
リ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
同
じ
く
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ

ズ
ム
は
、
そ
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
本
能
に
、
即
ち
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
そ
の
人
に
負
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
12
）

。」

（
イ
ギ
リ
ス
）
保
守
主
義
の
基
本
的
性
格
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
政
治
思
想
面
と
り
わ
け
抽
象
的
な
理
論
面
で
の
脆
弱
性
な
い

し
体
系
性
の
欠
如
と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
ラ
ム
ス
デ
ン
の
指
摘
ど
お
り
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
、
他
の
歴
代
保
守

党
党
首
同
様
哲
学
者
・
思
想
家
タ
イ
プ
の
政
治
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
そ
う
し
た
〝
知
的
側
面
〟
か
ら
敢
え
て
距
離
を
置
く
ス
タ

イ
ル
を
好
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
純
に
そ
う
し
た
事
実
だ
け
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
理
解
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

局
面
ご
と
に
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
希
薄
さ
、
哲
学
的
理
論
的
特
徴
（
独
自
性
）

の
弱
さ
、
と
い
う
一
言
で
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
、
果
た
し
て
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
保
守
主
義
者
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
最
新
の
二
つ
の
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
、
ラ
ム
ス
デ
ン
の
古
典
的
所
論

を
再
検
討
し
な
が
ら
、
上
述
し
た
疑
問
点
を
解
き
明
か
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

㈡
　
ラ
ム
ス
デ
ン
の
所
論
を
め
ぐ
る
再
検
討

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
二
つ
の
先
行
研
究
は
、
A
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
テ
イ
ラ
ー
（A

ndrew
 T

aylor

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
主
要
演
説
分
析
」（
二
〇
一
五
年
）
と
、
B
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
文
化
を
研
究
す
る
サ
ッ
カ
レ
ー
（D

avid T
hackeray

）
お
よ
び
イ

ギ
リ
ス
現
代
史
研
究
者
ト
イ
（R

ichard T
oye

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
主
要
綱
領
に
関
す
る
研
究
」

）
三
三
五
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
〇
八

（
二
〇
二
一
年
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
比
較
的
最
近
の
研
究
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
先
行
研
究
に
基
づ
く
成
果
・
視
点
を
用
い
て
ラ
ム
ス
デ
ン
の
所
論
（
一
九
七
八
年
）
を
再
検
討
す
る
と
共
に
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
新
た
な
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

A
　
一
九
二
〇
年
代
の
主
要
演
説
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

テ
イ
ラ
ー
は
、「
現
代
保
守
党
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
大
な
三
年
間
」
に
行
わ
れ
、
し
か
も
（
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
着
、
労
働
党
の
抬

頭
、
労
使
対
立
の
激
化
な
ど
を
め
ぐ
る
）
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
思
考
や
課
題
を
カ
バ
ー
す
る
と
さ
れ
る
九
つ
の
主
要
演
説
を
分
析
し
た

（
13
）

。
か

か
る
三
年
間
と
は
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
と
第
二

次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
〔
一
九
二
四
年
一
一
月
四
日
～
一
九
二
九
年
六
月
四
日
〕
が
こ
の
時
期
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
保
守

党
➡
労
働
党
➡
保
守
党
」
と
い
う
現
代
型
政
権
交
代
の
図
式
が
初
登
場
し
た
時
期
で
も
あ
る
（
も
っ
と
も
こ
の
図
式
が
完
全
に
定
着
す
る
の
は
、

周
知
の
よ
う
に
一
九
四
五
年
の
総
選
挙
以
降
）。
し
た
が
っ
て
一
九
二
四
年
前
後
の
数
年
は
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
形
成
し
た
決
定
的
に
重

大
な
時
期

（
14
）

」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
分
析
の
結
果
テ
イ
ラ
ー
は
、
九
つ
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
で
と
り
わ
け
使
用
度
が
高
い
キ
ー
ワ
ー
ド
や
そ
の
政
治
思
想
の
基

本
、
党
と
し
て
の
戦
略
を
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
頻
繁
に
使
用
し
て
い
た
典
型
的
な
言
葉
…
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（E

ngland

）、
労
使
間
の
安
定
（P

eace in Industry

）

・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
思
考
の
基
準
と
な
る
言
葉
…
奉
仕
（S

ervice

）、
自
由
（F

reedom

）

）
三
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
九

・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
の
戦
略
と
な
る
言
葉
…
政
治
教
育
（P

olitical E
ducation

）、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
そ
の
務
め
（D

em
ocracy 

and its T
ask （

15
））

以
上
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
失
業
対
策
の
た
め
に
提
案
し
た
保
護
関
税
導
入
政
策

（
い
わ
ゆ
る
関
税
改
革
、
言
い
換
え
れ
ば
、
従
来
の
自
由
貿
易
政
策
を
放
棄
す
る
提
案
）
が
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
一
九
二
三
年
総

選
挙
敗
北

（
16
）

と
、
そ
の
後
遺
症
（
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
出
現
、
保
守
党
の
下
野
、
自
由
党
の
再
統
一
、
労
働
党
政
権
の
誕
生
）
を
克
服
す
る
た
め
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
は
党
の
方
針
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
関
税
改
革
に
代
わ
る
新
た
な
「
レ
ト

リ
ッ
ク
」（
と
そ
れ
に
基
づ
く
戦
略
）
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た

（
17
）

。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に

象
徴
さ
れ
る
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
お
よ
び
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
」
は
、

「
保
守
」
に
関
わ
る
伝
統
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
活
用
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
と
、『
課
題
』（
世
界
大
戦
➡
経
済
・
社
会
・
政
体
の
破
壊
➡
そ
の
産
物
と
し
て
の
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
労
使
対
立
、
社
会
主

義
の
抬
頭
➡
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
社
会
文
化
の
さ
ら
な
る
衰
退
）
と
『
解
決
』（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
相
互
の
敬
愛
、
社
会
秩
序
の
維
持
な
ど
）
の
二
大

要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
流
レ
ト
リ
ッ
ク
戦
略
で
決
定
的
役
割
を
果
た
す
の
が
「
日
常
的
な
決
ま
り
文
句
」（the 

com
m

onplace

）、
即
ち
「
ト
ポ
イ
」（topoi

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
例
と
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
、「
反
対
派
と
の
和
解
」「
コ
モ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
確
認
」「
政
治
的
極
端
派
の
排
除
」
を
挙
げ
て
い
る

（
18
）

。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
的
諸
言
説
で
は
、
そ
れ
ら
が
「
労
使
間
の
安

定
」
や
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」、
あ
る
い
は
「
奉
仕
」
と
い
っ
た
上
記
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
現
・
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う

し
た
ト
ポ
イ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
（
戦
略
）
と
そ
の
自
発
的
・
意
識
的
な
発
信
な
い
し
ア
ピ
ー
ル
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
ボ
ー

）
三
五
五
（
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m

onplace

）、
即
ち
「
ト
ポ
イ
」（topoi

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
例
と
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
、「
反
対
派
と
の
和
解
」「
コ
モ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
確
認
」「
政
治
的
極
端
派
の
排
除
」
を
挙
げ
て
い
る

（
18
）

。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
的
諸
言
説
で
は
、
そ
れ
ら
が
「
労
使
間
の
安

定
」
や
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」、
あ
る
い
は
「
奉
仕
」
と
い
っ
た
上
記
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
現
・
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う

し
た
ト
ポ
イ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
（
戦
略
）
と
そ
の
自
発
的
・
意
識
的
な
発
信
な
い
し
ア
ピ
ー
ル
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
ボ
ー

）
三
五
五
（
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四
一
〇

ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義

（
19
）

」
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
以
上
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
一
九
二
四
年
の
野
党
期
に
保
守
党
を
率
い
る
こ
と
と
な
っ
た
（
前

首
相
）
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
元
来
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
内
在
す
る
政
治
哲
学
を
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
性
」（E

nglishness

）
な
ど
単
純

で
分
か
り
や
す
い
『
レ
ト
リ
ッ
ク
』
で
新
時
代
に
相
応
し
く
再
利
用
も
し
く
は
〝
理
論
づ
け
〟
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
述
す
る
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」
も
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
コ
ア
と
な
る

テ
ー
マ
の
設
定
次
第
で
そ
の
出
来
具
合
い
が
左
右
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
戦
略
を
単
純
に
言
い
表
し
た
も
の

（
20
）

」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
が
政
策
で
も
哲
学
の
強
調
で
も
な
か
っ
た
と
す
る
ラ
ム
ス
デ

ン
の
主
張
に
は
、
や
や
誇
張
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

B
　
一
九
二
〇
年
代
の
主
要
文
書
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

テ
イ
ラ
ー
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
主
要
演
説
に
注
目
し
た
の
に
対
し
、
サ
ッ
カ
レ
ー
と
ト
イ
は
、
戦
間
期
（
一
九
二
〇
年
代
初
頭
）
に
保

守
党
が
公
表
し
た
党
綱
領
・
政
綱
（program

m
e

）
な
ど
文
書
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
選
挙
民
に
対

す
る
党
ま
た
は
政
府
と
し
て
の
約
束
（prom

ise

）、
即
ち
公
約
（pledge
）
が
果
た
す
役
割
と
意
義
は
無
視
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

選
挙
公
約
、
即
ち
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（m

anifesto

）
を
通
じ
て
の
ア
ピ
ー
ル
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

─
サ
ッ
カ

レ
ー
や
ト
イ
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
戦
間
期
政
治
（interw

ar politics
）
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
一
政
権

の
マ
ン
デ
ー
ト
（m

andate

）
観
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
議
員
候
補
者
個
人
で
行
う

）
三
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
一
一

従
来
的
な
選
挙
区
民
向
け
演
説
の
位
置
づ
け
が
低
下
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
戦
間
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
こ
う
し
た

変
化
に
つ
い
て
、
サ
ッ
カ
レ
ー
ら
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
各
候
補
者
の
選
挙
演
説
は
、
一
九
一
四
年
以
前
の
段
階
で
は
そ
の

形
式
も
中
身
も
極
め
て
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
以
降
徐
々
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
党
中
央
が
作
成
し
た
資

料
や
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
文
言
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

（
21
）

」。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
（
戦
間
期
）
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
は
、
各
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
基
調
を
成
す
政
治
思
想
が
、

そ
し
て
と
り
わ
け
保
守
党
で
は
そ
の
最
終
責
任
者
で
あ
る
「
党
首
」
の
政
治
哲
学
や
理
念
な
ど
が
、
以
前
に
比
べ
は
る
か
に
重
要
性
を
帯

び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
野
党
期
の
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
思
想
的
側
面
や
、
そ
の
保
守

主
義
思
想
に
対
す
る
貢
献
も
ま
た
、
こ
う
し
た
一
連
の
党
「
文
書
」
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
当
時
の
保
守
党

「
党
首
」
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
第
一
次
世
界
大
戦
は
、
配
給
制
度
や
徴
兵
制
な
ど
国
家
（
中
央
政
府
）
に
よ
る
社
会
へ
の
介
入
・
経
済
統
制
を
劇
的
に

拡
大
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
次
大
戦
直
後
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
は
、
国
債
や
膨
張
し
た
財
政
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
な
論
争
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
保
守
党
が
戦
前
の
状
態
へ
の
回
帰
を
主
張
し
て
い
た
の
に
対
し
、
労
働
党
は

国
家
に
よ
る
戦
後
社
会
再
編
を
掲
げ
な
が
ら
、
信
頼
に
足
る
統
治
政
党
で
あ
る
こ
と
も
、
同
時
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え

て
よ
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
方
が

─
そ
の
実
現
可
能
性
は
と
も
か
く

─
総
じ
て
詳
細
か
つ
充
実
し
た
内
容
に

な
っ
て
い
た

（
22
）

可
能
性
が
高
い
。

他
方
で
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
じ
て
こ
う
し
た
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
る
ス
タ
イ
ル
」
の
政
治
が
徐
々
に
増
加
し
た
結
果
、
こ
の
流
れ

と
は
逆
に
「
ア
ン
チ
・
プ
ロ
ミ
ス
」（‘anti-prom

ises ’

）
の
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
「
こ
れ
だ
け
は
確
実
に
実
行
す
る
と
い
う
類
の

）
三
五
三
（
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に
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各
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の
選
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は
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四
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以
前
の
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で
は
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の
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中
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も
極
め
て
バ
ラ
バ
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だ
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の
に
、
そ
れ
以
降
徐
々
に
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ド
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り
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党
中
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が
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に
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て
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た
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
（
戦
間
期
）
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
は
、
各
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
基
調
を
成
す
政
治
思
想
が
、

そ
し
て
と
り
わ
け
保
守
党
で
は
そ
の
最
終
責
任
者
で
あ
る
「
党
首
」
の
政
治
哲
学
や
理
念
な
ど
が
、
以
前
に
比
べ
は
る
か
に
重
要
性
を
帯

び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
野
党
期
の
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
思
想
的
側
面
や
、
そ
の
保
守

主
義
思
想
に
対
す
る
貢
献
も
ま
た
、
こ
う
し
た
一
連
の
党
「
文
書
」
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
当
時
の
保
守
党

「
党
首
」
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
第
一
次
世
界
大
戦
は
、
配
給
制
度
や
徴
兵
制
な
ど
国
家
（
中
央
政
府
）
に
よ
る
社
会
へ
の
介
入
・
経
済
統
制
を
劇
的
に

拡
大
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
次
大
戦
直
後
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
は
、
国
債
や
膨
張
し
た
財
政
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
な
論
争
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
保
守
党
が
戦
前
の
状
態
へ
の
回
帰
を
主
張
し
て
い
た
の
に
対
し
、
労
働
党
は

国
家
に
よ
る
戦
後
社
会
再
編
を
掲
げ
な
が
ら
、
信
頼
に
足
る
統
治
政
党
で
あ
る
こ
と
も
、
同
時
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え

て
よ
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
方
が

─
そ
の
実
現
可
能
性
は
と
も
か
く

─
総
じ
て
詳
細
か
つ
充
実
し
た
内
容
に

な
っ
て
い
た

（
22
）

可
能
性
が
高
い
。

他
方
で
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
じ
て
こ
う
し
た
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
る
ス
タ
イ
ル
」
の
政
治
が
徐
々
に
増
加
し
た
結
果
、
こ
の
流
れ

と
は
逆
に
「
ア
ン
チ
・
プ
ロ
ミ
ス
」（‘anti-prom

ises ’

）
の
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
「
こ
れ
だ
け
は
確
実
に
実
行
す
る
と
い
う
類
の
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約
束
は
し
な
い
、
あ
る
い
は
詳
細
な
公
約
に
束
縛
さ
れ
な
い
」
ア
プ
ロ
ー
チ
も
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
サ
ッ
カ
レ
ー
ら
は
述
べ
て

い
る
。
幅
広
い
反
・
社
会
主
義
戦
略
の
一
環
と
し
て
こ
の
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
た
の
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
直
後
の

保
守
党
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
代
表
さ
れ
る
一
部
の
政
治
家
は
選
挙
公
約
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判

し
た
り
、
詳
細
な
公
約
に
対
し
て
は
「
自
己
の
物
質
的
豊
か
さ
に
関
心
を
抱
き
、
感
情
に
左
右
さ
れ
や
す
い
新
し
い
有
権
者
を
誘
惑
す
る

賄
賂
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
懸
念
ま
で
表
明
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
、
サ
ッ
カ
レ
ー
や
ト
イ
は
説
明
す
る

（
23
）

。

と
こ
ろ
が
、
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
含
む
保
守
党
（
保
守
主
義
者
）
全
体
が
上
記
の
「
ア
ン
チ
・
プ
ロ
ミ
ス
」
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
熱

中
を
放
棄
し
た
う
え
、
労
働
党
や
自
由
党
と
同
じ
「
党
の
綱
領
に
従
っ
た
政
治
」（program

m
atic politics

）
に
切
り
替
わ
る
〝
転
機
〟
が

訪
れ
た
。
即
ち
、
政
府
労
働
党
の
社
会
改
良
プ
ラ
ン
に
対
抗
し
、
ま
た
政
権
奪
回
を
目
指
す
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
、
野
党
党
首
の
立
場
か

ら
様
々
な
演
説
や
党
政
策
文
書
刊
行
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
発
信
し
た
一
九
二
四
年
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
も
、
本
稿
で
採
り
上
げ
る
一
九
二
四
年
と
い
う
年
は
、
前
述
のprogram

m
atic politics

に
保
守
党
が
熱
中
し
始
め
た
画
期
的
な

年
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
時
代
の
保
守
党
で
、
一
九
二
四
年
頃
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
少
数
与
党
と
は
い
え
イ
ギ
リ
ス
憲

政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
が
誕
生
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
い
、
野
党
・
保
守
党
も
そ
の
支
持
基
盤
を
浮
動
票
層
や
自
由
党
支
持
者
に
ま
で

拡
大
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
点
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
先
述
し
た
「
党
の
綱
領
に
従
っ
た
政
治
」
が
保
守
党
に
お
い
て
も
何

ら
か
の
形
で
必
要
不
可
欠
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
党
の
綱
領
に
従
っ
た
政
治
」
を
実
現
し
、
あ
る
程
度

─
最

低
で
も
政
権
奪
回
を
通
じ
て

─
社
会
主
義
の
浸
透
防
止
と
国
家
構
造
の
根
本
的
転
覆
阻
止
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
保
守
党
党
首

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
、
そ
の
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
を
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
形
で
新
た
に
展
開
す
る
必

）
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五
五
（

ボ
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政
治
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想
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と
貢
献
（
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）

四
一
三

要
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
そ
の
態
度
や
反
応
が
比
較
的
分
か
り
や
す
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
政
治
家
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
〝
初
め
て
〟
労
働
党
政
権
が
誕
生
し
た
時
期
に
〝
初
め
て
〟
野
党
・
保
守
党
を
率
い
ね
ば
な
ら
な
い
環
境

だ
っ
た
た
め
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
ま
た
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
基
づ
い
た
哲
学
・
理
論
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
再
強
調
（
発
信
）
と
い
う
形
で

保
守
主
義
思
想
の
展
開
に
貢
献
し
た
（
貢
献
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
．
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム

で
は
、
あ
ら
た
め
て
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か
。
広
義
で
は
、
一
九
二
四
年
の
二
月
頃
か
ら
夏
頃
に
野
党
党
首

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
行
っ
た
演
説
を
当
時
の
新
聞
が
紹
介
す
る
た
め
便
宜
上
名
づ
け
た
〝
呼
称
〟
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
狭
義
に
お
い
て
は
、

か
か
る
一
連
の
政
治
的
諸
言
説
や
党
文
書
で
表
明
さ
れ
た
「
保
守
党
政
策
の
刷
新
、
党
路
線
の
再
検
討
」
に
関
す
る
彼
独
自
の
立
場
や
考

え
方
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
は
も
ち
ろ
ん
、
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
彼
の
貢

献
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
も
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
集
大
成
は
、
保
守
党
文
書
の
監
修
担
当
者
バ
ハ
ン
（John B

uchan

）
が
執
筆
し
た
原
稿
を

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
副
官
的
存
在
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（N

evil C
ham

berlain

）
が
ま
と
め
た
結
果
、
同
年
六
月
、L

ookin
g 

A
h

ead
: U

n
ion

ist P
rin

ciples an
d

 A
im

s

と
い
う
小
冊
子
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
二
九
日
に
実
施

さ
れ
た
一
九
二
四
年
総
選
挙
「
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。

）
三
五
三
（
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。
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
一
四

本
稿
は
、
紙
幅
の
関
係
で
、
一
九
二
四
年
上
半
期
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
主
要
演
説
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
た
代
表
的
な
政
治
言
説
に
限
定

し
、
彼
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
分
析
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、L

ookin
g A

h
ead

: U
n

ion
ist P

rin
ciples an

d
 A

im
s

の
内
容
分
析
な
ら
び
に
他
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
の
比
較
も
含
め
た
『
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
の
内
容
分
析
は
、
や
む
を
得
ず
次
の
機
会

に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

㈠
　
そ
の
背
景
と
意
義

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
総
称
さ
れ
る
一
連
の
演
説
が
戦
間
期
初
頭
（
主
と
し
て
一
九
二
四
年
上
半
期
）
に
展
開
さ
れ
た
背

景
と
し
て
、
前
述
し
た
一
九
二
三
年
総
選
挙
敗
北
後
の
党
内
〝
ガ
ス
抜
き
〟（
造
反
・
分
裂
防
止
）、
あ
る
い
は
総
選
挙
敗
北
の
結
果

一
九
二
四
年
一
月
に
誕
生
し
た
労
働
党
政
権
へ
の
危
機
感
な
い
し
対
応
と
い
う
〝
近
因
〟
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
態
度
」
や

「
反
応
」
そ
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
の
「
本
能
」
の
結
果
と
い
う
意
味
で
は
、
上
述
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
の
指
摘
ど
お
り
で
も
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
加
え
、
以
下
の
点
（
変
化
）
も
〝
遠
因
〟
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・
米
独
の
抬
頭
と
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
、
そ
し
て
国
内
の
労
使
紛
争
（
階
級
闘
争
）
の
増
加
に
伴
い
、
一
九
世
紀
以
来
の
伝
統
で
あ

る
「
イ
ギ
リ
ス
型
自
由
主
義
的
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
」（
自
由
貿
易
体
制
、
小
さ
な
政
府
な
ど
）
が
衰
退
・
弱
体
化
し
た
こ
と
。
そ
れ
に

合
わ
せ
て
「
拡
張
国
家
」（the extended state

）
が
新
た
に
登
場
し
た
こ
と
。

・
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
後
一
九
二
二
年
ま
で
保
守
党
と
の
連
立
を
維
持
し
て
き
た
自
由
党
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd 

G
eorge

）
首
相
を
中
心
に
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
も
し
く
は
ス
テ
イ
ト
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
的
手
法
（「
政
府
‐
財
界
幹
部

）
三
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
一
五

‐
労
組
代
表
」
三
者
か
ら
成
る
新
た
な
協
議
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
の
意
思
決
定
や
政
策
遂
行
）
が
設
計
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

（
24
）

。

こ
う
し
た
状
況
、
と
り
わ
け
一
九
二
二
年
ま
で
続
い
た
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
内
閣
と
そ
の
戦
後
構
想
に
対
す
る
保
守
党
内
（
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
な
ど
多
数
派
）
の
不
信
や
不
満
は
、
一
九
二
二
年
政
変
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
政
変
は
、
連
立
シ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
保
守
党

の
議
員
総
会
投
票
の
結
果
、
自
由
党
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
派
と
の
連
立
解
消
を
決
定
し
て
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
政
権
が
崩
壊
し
た
後
、

一
九
二
二
年
総
選
挙
で
与
党
・
保
守
党
が
単
独
勝
利
を
収
め
た
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
き
「
連
立
維
持
派
」
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（A

usten C
ham

berlain

）
か
ら
「
連
立
解
消
派
」
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（A

ndrew
 B

onar L
aw

）
に
リ
ー
ダ
ー
が
交
代
し
、

ボ
ナ
＝
ロ
ー
保
守
党
単
独
政
権
の
誕
生
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
無
名
の
政
治
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
蔵
相
に
抜
擢
さ
れ
た

（
次
期
党
首
候
補
の
一
人
に
昇
格
し
た
）
こ
と
も
、
同
政
変
の
意
義
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
25
）

。

そ
の
た
め
、
上
述
し
た
〝
中
道
的
な
〟
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
流
解
決
策
な
い
し
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
型
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
同
時
に
保
守
党
独
自
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
っ
た
の
が
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
考

え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
政
治
研
究
の
第
一
人
者
ミ
ド
ル
マ
ス
（K

eith M
iddlem

as

）
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
が
唱

え
た
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
労
使
間
調
和
」
策
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
ミ
ド
ル
マ
ス
は
、

ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
後
継
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
考
案
し
実
現
さ
せ
た
戦
略
と
し
て
、
以
下
の
二

つ
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
先
ず
、
当
初
敵
対
し
て
い
た
Ａ
．チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
チ
ャ
ー
チ
ル
な
ど
「
旧
・
連
立
維
持
派
」
の
保
守
党
幹
部
議
員
た
ち
を
現
執
行

）
三
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
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献
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渡
邉
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テ
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と
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述
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①
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
一
六

部
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
。

②
次
に
、
ボ
ナ
＝
ロ
ー
と
は
異
な
る
独
自
の
労
使
政
策
ア
プ
ロ
ー
チ
を
急
増
し
、
そ
れ
を
自
発
的
に
再
編
す
る
た
め
、
一
九
世
紀
の
保

守
党
政
治
家
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in D

israeli

）
の
遺
産
や
神
話
を
利
用
す
る
こ
と

（
26
）

。

こ
れ
に
加
え
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
保
守
主
義
者
が
「
反
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
」
化
し
た
背
景

に
、
い
わ
ゆ
る
「
人
民
予
算
」（
案
）（P

eople ’s B
udget （

27
））

に
象
徴
さ
れ
る
一
連
の
政
府
主
導
型
「
富
の
再
配
分
」
や
、
第
一
次
世
界
大
戦

勃
発
以
前
の
自
由
党
政
権
下
で
実
施
さ
れ
た
、
失
業
保
険
制
度
な
ど
一
群
の
集
産
主
義
的
社
会
立
法
（
社
会
改
良
）
の
制
度
化
、
こ
う
し

た
諸
政
策
の
実
現
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
従
来
の
古
典
的
で
消
極
的
な
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、

〝
積
極
的
〟
と
い
う
意
味
で
〝
新
し
い
〟
自
由
主
義
、
い
わ
ゆ
る
「
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」（N

ew
 L

iberalism

）
路
線
の
採
用
・
拡

大
と
そ
れ
に
対
す
る
危
機
感
が
、
当
然
保
守
党
側
に
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
国
家
（
中
央
政
府
）
主
導
に
よ
る
こ
う
し
た
一
連
の
政

策
は
、
普
通
の
保
守
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
「
社
会
主
義
」
的
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特
質
や
政
治
思
想
を
研
究
し
て
い
る
グ
リ
ー
ン
（E

. H
. H

. G
reen

）
は
、
第
一
次

世
界
大
戦
終
了
後
も
四
年
続
い
た
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
政
権
に
つ
い
て
、「
非
・
社
会
主
義
勢
力
」
と
「
反
・
社
会
主
義
勢
力
」
の

二
大
勢
力
を
一
つ
の
一
貫
性
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
（
選
挙
連
合
）
に
ま
と
め
る
方
策
と
位
置
づ
け
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
・
社
会
主
義
勢

力
で
あ
る
は
ず
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
保
守
主
義
者
が
「
反
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
」
路
線
に
踏
み
切
っ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
自

由
党
と
の
連
立
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
保
守
党
そ
の
も
の
を
反
・
社
会
主
義
の
大
き
な
防
波
堤
と
し
て
確
立
す
る
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
だ

と
し
て
い
る
。

）
三
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
一
七

グ
リ
ー
ン
の
研
究
に
よ
る
と
、
当
時
経
済
面
で
相
対
的
に
苦
し
い
状
況
に
あ
っ
た
中
産
階
級
は
、
保
守
党
が
掲
げ
る
「
反
・
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
連
立
」
を
支
持
し
や
す
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
九
一
四
年
の
世
界
大
戦
勃
発
以
来
イ
ン
フ
レ
が
深
刻
化
し
て
い
た
の
で
、

戦
争
に
投
資
し
な
が
ら
貯
蓄
に
も
精
励
し
て
い
た
人
び
と
に
は
不
満
が
溜
り
や
す
い
。
そ
の
う
え
、
納
税
し
て
も
そ
れ
が
低
所
得
者
向
け

福
祉
財
源
と
な
っ
て
消
え
て
い
く
現
状
は
「
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
」
と
言
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
層
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
の
「
新
し
い
」
保
守
主
義
路
線
（
反
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
、
反
・
社
会
主
義
）
支
持
を
表
明
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
三
年
以
降
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
「
新
」
党
首
率
い
る
「
新
」
保
守
党
は
、「
新
興
勢
力
」
労
働
党
に
対
抗
し
て

「
反
・
社
会
主
義
」
を
標
榜
す
る
と
同
時
に
、「（
自
由
党
に
代
わ
っ
て
）
新
た
に
」
中
産
階
級
の
利
益
も
護
る
党
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
（
28
）

。し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
変
化
や
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
、
従
来
の
保
守
主
義
思
想
に
〝
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
〟
と
い
う
形
で
貢
献
し
た
の

が
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
部
分
に
意
義
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
そ
の
概
要
と
政
治
思
想
的
特
質

さ
て
、
そ
う
し
た
背
景
を
通
じ
て
生
成
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
以
下
の
演
説
内
容
な
ど
か

ら
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
ず
そ
れ
ら
の
概
要
（
演
説
内
容
の
重
要
部
分
や
新
聞
報
道
記
事
の
抜
粋
、
あ
る
い

は
そ
れ
ら
の
要
旨
な
ど
）
を
検
討
し
た
後
、
そ
の
底
流
に
潜
む
政
治
思
想
的
特
質
に
つ
い
て

─
先
行
研
究
成
果
も
踏
ま
え
て

─
考
察
す

る
。

）
三
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
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保
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の
政
治
思
想
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面
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貢
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渡
邉
）

四
一
七

グ
リ
ー
ン
の
研
究
に
よ
る
と
、
当
時
経
済
面
で
相
対
的
に
苦
し
い
状
況
に
あ
っ
た
中
産
階
級
は
、
保
守
党
が
掲
げ
る
「
反
・
ロ
イ
ド
＝

ジ
ョ
ー
ジ
連
立
」
を
支
持
し
や
す
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
九
一
四
年
の
世
界
大
戦
勃
発
以
来
イ
ン
フ
レ
が
深
刻
化
し
て
い
た
の
で
、

戦
争
に
投
資
し
な
が
ら
貯
蓄
に
も
精
励
し
て
い
た
人
び
と
に
は
不
満
が
溜
り
や
す
い
。
そ
の
う
え
、
納
税
し
て
も
そ
れ
が
低
所
得
者
向
け

福
祉
財
源
と
な
っ
て
消
え
て
い
く
現
状
は
「
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
」
と
言
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
層
が
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
の
「
新
し
い
」
保
守
主
義
路
線
（
反
・
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
、
反
・
社
会
主
義
）
支
持
を
表
明
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
三
年
以
降
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
「
新
」
党
首
率
い
る
「
新
」
保
守
党
は
、「
新
興
勢
力
」
労
働
党
に
対
抗
し
て

「
反
・
社
会
主
義
」
を
標
榜
す
る
と
同
時
に
、「（
自
由
党
に
代
わ
っ
て
）
新
た
に
」
中
産
階
級
の
利
益
も
護
る
党
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
（
28
）

。し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
変
化
や
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
、
従
来
の
保
守
主
義
思
想
に
〝
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
〟
と
い
う
形
で
貢
献
し
た
の

が
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
保
守
主
義
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
部
分
に
意
義
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
そ
の
概
要
と
政
治
思
想
的
特
質

さ
て
、
そ
う
し
た
背
景
を
通
じ
て
生
成
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
以
下
の
演
説
内
容
な
ど
か

ら
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
ず
そ
れ
ら
の
概
要
（
演
説
内
容
の
重
要
部
分
や
新
聞
報
道
記
事
の
抜
粋
、
あ
る
い

は
そ
れ
ら
の
要
旨
な
ど
）
を
検
討
し
た
後
、
そ
の
底
流
に
潜
む
政
治
思
想
的
特
質
に
つ
い
て

─
先
行
研
究
成
果
も
踏
ま
え
て

─
考
察
す

る
。

）
三
五
五
（



日
本
法
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　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
一
八

ⓐ
　「
ホ
テ
ル
・
セ
シ
ル
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
二
月
一
一
日
）

「
今
後
、
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
敵
と
な
っ
て
い
く
の
は
、
今
や
死
に
か
け
の
自
由
党
で
は
な
い
。
目
下
大
い
に
勢
い
づ
い
た
労
働
党

だ
と
思
わ
れ
る
。
諸
君
は
、
平
静
を
装
っ
た
り
拒
絶
し
た
り
、
あ
る
い
は
坐
し
た
ま
ま
の
や
り
方
で
労
働
党
が
倒
せ
る
と
は
思
う
ま
い
。

今
こ
の
国
の
労
働
党
に
は
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
我
々
も
こ
れ
と
似
た
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
共
有
で
き
な
い
限
り
、
勝
利

を
収
め
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。（
以
下
略

（
29
））」

ラ
ム
ス
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
保
守
党
の
真
の
敵
が
自
由
党
か
ら
労
働
党
に
移
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
新
し
い
ス
タ
イ

ル
の
保
守
主
義
を
呼
び
か
け
る
主
旨
の
演
説
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
演
説
は
、「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
称
さ
れ
た

一
連
の
演
説
の
中
で
も
キ
ー
ノ
ー
ト
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
年
末
に
実
施
さ
れ
た
一
九
二
三
年
総
選
挙

─
そ
の

結
果
に
つ
い
て
は
註（
16
）を
参
照

─
敗
北
後
下
野
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
党
首
の
党
内
権
威
ま
で
復
活
し
た
印
象
を
与
え
る
内
容
で
も

あ
っ
た

（
30
）

。

ま
た
、
こ
の
演
説
が
行
わ
れ
た
会
合
の
様
子
を
報
じ
た
タ
イ
ム
ズ
紙
（T

he T
im

es

）
の
記
事
に
よ
る
と
、
同
演
説
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

・
こ
の
演
説
を
通
じ
て
、（
敗
戦
）
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
再
び
党
内
信
任
状
が
与
え
ら
れ
た
こ
と

・
党
首
と
し
て
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
立
場
が
再
確
認
さ
れ
た
の
で
、
党
内
分
裂
の
印
象
を
回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と

・
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
（
責
任
野
党
）
保
守
党
と
し
て
は
、
建
設
的
で
練
り
に
練
っ
た
、
救
済
措
置
と
し
て
の
代
替
案
を
展
開
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
こ
と

・
そ
し
て
そ
の
た
め
に
も
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
自
分
自
身
の
党
の
た
め
に
自
分
自
身
の
理
想
（ideals

）
を
党
に
深
く
刻
み
込
む
べ

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
一
九

き
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
国
の
た
め
に
も
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
た
と
全
国
民
に
向
け
て
き
ち
ん
と
証
明

す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
リ
ー
ダ
ー
の
務
め
で
も
あ
る
こ
と

（
31
）

（
傍
線
引
用
者
）

ⓑ
　「
ホ
テ
ル
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
四
月
八
日
）

「
自
由
党
の
運
命
／
非
国
教
徒
と
保
守
主
義
／
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
氏
の
忠
告
」
と
題
し
た
一
九
二
四
年
四
月
九
日
の
タ
イ
ム
ズ
紙
記
事

に
よ
る
と
、
四
月
八
日
に
上
記
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
た
非
国
教
徒
統
一
党
連
盟
（the N

on-conform
ist U

nionist L
eague

）
昼
食
会
で
の
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。

二
月
の
ホ
テ
ル
・
セ
シ
ル
演
説
で
も
触
れ
た
「
自
由
党
時
代
の
終
焉
宣
言
と
社
会
主
義
の
打
倒
」
と
い
う
共
通
目
標
を
達
成
す
る
手
段

と
し
て
、「
時
代
遅
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
固
執
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
元
来
自
由
党
支
持
者
の
多
い
非
国
教
徒
を
保
守
党
支
持
者
と

し
て
包
摂
す
る
必
要
性
」
な
ど
を
訴
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る

（
32
）

。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
訴
え
か
ら
読
み
取
れ
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守

主
義
の
二
大
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
、
①
非
国
教
徒
た
ち
に
保
守
党
支
持
を
訴
え
る
こ
と
で
「
分
断
」
よ
り
も
「
協
同
」
や
「
団
結
」
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
、
②
労
働
党
の
一
部
極
端
派
が
主
張
す
る
社
会
主
義
に

─
非
国
教
徒
た
ち
と
一
緒
に

─
断
固
異
議
申
し
立
て
を
行

う
こ
と
で
労
働
党
の
勢
い
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

は
同
演
説
に
お
い
て
、
団
結
や
包
摂
と
い
う
手
段
の
根
底
に
あ
る
理
念
な
い
し
哲
学
を
次
の
よ
う
に
披
露
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
こ
こ

に
居
ら
れ
る
全
て
の
人
が
喜
ん
で
奉
仕
で
き
る
、
そ
ん
な
基
準
に
立
脚
し
た
会
合
と
い
う
形
で
、
こ
う
し
た
昼
食
会
が
発
展
し
て
い
く
こ

と
を
望
ん
で
い
る
。
…
…
兄
弟
愛
、
友
情
、
そ
し
て
保
守
党
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
忠
勤
、
か
よ
う
な
精
神
が
そ
の
基
準
に
含
ま

れ
る
よ
う
望
む
も
の
で
あ
る

（
33
）

。」

）
三
三
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
一
九

き
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
国
の
た
め
に
も
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
た
と
全
国
民
に
向
け
て
き
ち
ん
と
証
明

す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
リ
ー
ダ
ー
の
務
め
で
も
あ
る
こ
と

（
31
）

（
傍
線
引
用
者
）

ⓑ
　「
ホ
テ
ル
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
四
月
八
日
）

「
自
由
党
の
運
命
／
非
国
教
徒
と
保
守
主
義
／
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
氏
の
忠
告
」
と
題
し
た
一
九
二
四
年
四
月
九
日
の
タ
イ
ム
ズ
紙
記
事

に
よ
る
と
、
四
月
八
日
に
上
記
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
た
非
国
教
徒
統
一
党
連
盟
（the N

on-conform
ist U

nionist L
eague

）
昼
食
会
で
の
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。

二
月
の
ホ
テ
ル
・
セ
シ
ル
演
説
で
も
触
れ
た
「
自
由
党
時
代
の
終
焉
宣
言
と
社
会
主
義
の
打
倒
」
と
い
う
共
通
目
標
を
達
成
す
る
手
段

と
し
て
、「
時
代
遅
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
固
執
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
元
来
自
由
党
支
持
者
の
多
い
非
国
教
徒
を
保
守
党
支
持
者
と

し
て
包
摂
す
る
必
要
性
」
な
ど
を
訴
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る

（
32
）

。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
訴
え
か
ら
読
み
取
れ
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守

主
義
の
二
大
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
、
①
非
国
教
徒
た
ち
に
保
守
党
支
持
を
訴
え
る
こ
と
で
「
分
断
」
よ
り
も
「
協
同
」
や
「
団
結
」
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
、
②
労
働
党
の
一
部
極
端
派
が
主
張
す
る
社
会
主
義
に

─
非
国
教
徒
た
ち
と
一
緒
に

─
断
固
異
議
申
し
立
て
を
行

う
こ
と
で
労
働
党
の
勢
い
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン

は
同
演
説
に
お
い
て
、
団
結
や
包
摂
と
い
う
手
段
の
根
底
に
あ
る
理
念
な
い
し
哲
学
を
次
の
よ
う
に
披
露
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
こ
こ

に
居
ら
れ
る
全
て
の
人
が
喜
ん
で
奉
仕
で
き
る
、
そ
ん
な
基
準
に
立
脚
し
た
会
合
と
い
う
形
で
、
こ
う
し
た
昼
食
会
が
発
展
し
て
い
く
こ

と
を
望
ん
で
い
る
。
…
…
兄
弟
愛
、
友
情
、
そ
し
て
保
守
党
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
忠
勤
、
か
よ
う
な
精
神
が
そ
の
基
準
に
含
ま

れ
る
よ
う
望
む
も
の
で
あ
る

（
33
）

。」

）
三
三
五
（
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法
学
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八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
二
〇

ⓒ
　「
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
ル
バ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
五
月
二
日
）

「
統
一
党
の
方
針
／
民
主
主
義
と
帝
国
／
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
氏
が
発
表
し
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」
と
題
し
た
一
九
二
四
年
五
月
三
日
の
タ

イ
ム
ズ
紙
記
事
に
よ
る
と
、
五
月
二
日
に
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
ル
バ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
保
守
党
新
政
策
の
表
明
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
骨
子
を
要
約
し
て
列
挙
す
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

・
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
を
尊
重
し
、
今
後
保
守
党
は
一
般
関
税
導
入
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
な
い

・
自
由
貿
易
を
維
持
し
て
い
く
と
同
時
に
、
一
般
関
税
と
異
な
る
産
業
保
護
政
策
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討
し
て
い
く

・
効
果
的
な
国
内
産
業
保
護
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
わ
が
国
民
精
神
の
団
結
が
不
可
欠
で
あ
る

（
34
）

ⓓ
　「
ジ
ュ
ニ
ア
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
リ
ー
グ
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
五
月
三
日
）

「
統
一
党
の
方
針
／
帝
国
と
社
会
福
祉
と
い
う
青
年
の
理
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
氏
の
訴
え
」
と
題
し
た
一
九
二
四
年
五
月
五

日
の
タ
イ
ム
ズ
紙
記
事
に
よ
る
と
、
五
月
三
日
に
ジ
ュ
ニ
ア
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
リ
ー
グ
（the Junior Im

perial L
eague

）
の
年
次
夕
食

会
で
行
わ
れ
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
保
守
党
党
首
に
再
任
さ
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
「
保
守

党
新
政
策
に
つ
い
て
の
再
表
明
」
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
同
演
説
は
ⓒ
の
後
篇
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の

骨
子
を
要
約
し
て
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
与
党
労
働
党
が
そ
の
政
策
を
実
行
に
移
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
は
や
は
り
社
会
主
義
政
党
な
の
で
、
今
ま
で
と
は
異
な
り
、

保
守
党
も
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

・
保
守
党
と
し
て
は
以
下
の
実
現
を
望
ん
で
い
る
。
即
ち
、

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
一

労
使
関
係
安
定
化
を
促
進
す
る
手
段
と
方
法
を
新
た
に
勧
告
す
る
こ
と

柔
軟
性
に
乏
し
い
社
会
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
徐
々
に
所
有
者
（an ow

ner

）
と
成
れ
る
よ
う
な
社
会
づ
く
り

（
35
）

ⓔ
　「
ク
イ
ー
ン
ズ
ホ
ー
ル
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
五
月
九
日
）

「
統
一
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
食
料
品
価
格
に
つ
い
て
／
政
権
復
帰
後
に
調
査
検
討
」
と
題
さ
れ
た
一
九
二
四
年
五
月
一
〇
日
の
タ
イ
ム

ズ
紙
記
事
に
よ
る
と
、
五
月
九
日
の
統
一
党
婦
人
部
会
（the W

om
en ’s U

nionist O
rganization

）
代
表
者
集
会
で
な
さ
れ
た
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
党
の
綱
領
に
従
っ
た
政
治
」
の
受
け
入
れ
表
明
と
も
言
え
る
内
容
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
改
良
や

国
家
の
役
割
に
関
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
見
解
を
示
し
た
内
容
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
骨
子
を
要
約
し
て
整
理
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
個
人
と
同
じ
で
、
国
家
で
あ
っ
て
も
際
限
な
く
金
銭
的
な
援
助
が
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
肝
に
銘
じ
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い

・
わ
が
党
は
社
会
改
良
に
も
全
面
的
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
私
と
し
て
は
皆
さ
ん
に
押
さ
え
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
社
会
改
良
以
外
に
も
、
誠
に
素
晴
ら
し
い
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

・
社
会
主
義
と
の
戦
い
に
な
っ
た
ら
綱
領
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
同
士
の
戦
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
・
社
会
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
進
歩
と
良
き
統
治
（good governm

ent

）
を
大
抵
破
滅
に
導
く
存
在
で
あ
る

・
破
壊
を
も
た
ら
す
ド
ク
ト
リ
ン
の
拡
大
に
目
下
抵
抗
し
て
い
る
偉
大
な
一
つ
の
砦
が
あ
る
。
そ
の
砦
こ
そ
保
守
お
よ
び
統
一
党
で
あ

）
三
三
三
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
一

労
使
関
係
安
定
化
を
促
進
す
る
手
段
と
方
法
を
新
た
に
勧
告
す
る
こ
と

柔
軟
性
に
乏
し
い
社
会
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
徐
々
に
所
有
者
（an ow

ner

）
と
成
れ
る
よ
う
な
社
会
づ
く
り

（
35
）

ⓔ
　「
ク
イ
ー
ン
ズ
ホ
ー
ル
で
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
」（
一
九
二
四
年
五
月
九
日
）

「
統
一
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
食
料
品
価
格
に
つ
い
て
／
政
権
復
帰
後
に
調
査
検
討
」
と
題
さ
れ
た
一
九
二
四
年
五
月
一
〇
日
の
タ
イ
ム

ズ
紙
記
事
に
よ
る
と
、
五
月
九
日
の
統
一
党
婦
人
部
会
（the W

om
en ’s U

nionist O
rganization

）
代
表
者
集
会
で
な
さ
れ
た
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
演
説
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
党
の
綱
領
に
従
っ
た
政
治
」
の
受
け
入
れ
表
明
と
も
言
え
る
内
容
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
改
良
や

国
家
の
役
割
に
関
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
見
解
を
示
し
た
内
容
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
骨
子
を
要
約
し
て
整
理
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
個
人
と
同
じ
で
、
国
家
で
あ
っ
て
も
際
限
な
く
金
銭
的
な
援
助
が
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
肝
に
銘
じ
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い

・
わ
が
党
は
社
会
改
良
に
も
全
面
的
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
私
と
し
て
は
皆
さ
ん
に
押
さ
え
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
社
会
改
良
以
外
に
も
、
誠
に
素
晴
ら
し
い
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

・
社
会
主
義
と
の
戦
い
に
な
っ
た
ら
綱
領
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
同
士
の
戦
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
・
社
会
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
進
歩
と
良
き
統
治
（good governm

ent

）
を
大
抵
破
滅
に
導
く
存
在
で
あ
る

・
破
壊
を
も
た
ら
す
ド
ク
ト
リ
ン
の
拡
大
に
目
下
抵
抗
し
て
い
る
偉
大
な
一
つ
の
砦
が
あ
る
。
そ
の
砦
こ
そ
保
守
お
よ
び
統
一
党
で
あ

）
三
三
三
（



日
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法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
二
二

り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
鮮
明
で
し
っ
か
り
と
し
た
政
策
を
国
民
に
提
示
で
き
る
党
で
も
あ
る

（
36
）

（
傍
線
引
用
者
）

最
後
に
、
以
上
の
政
治
的
諸
言
説
（
演
説
）
か
ら
見
た
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

上
記
の
各
演
説
か
ら
明
確
に
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
旧
来
型
の
「
静
観
的
で
、
対
・
自
由
党
的
な
」
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
は
異
な
る

「
新
た
な
側
面
」
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
強
調
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
今
後
自
由
党
で
は
な
く
労
働
党
や
社
会

主
義
に
対
抗
し
て
い
く
た
め
に
も
、
保
守
党
お
よ
び
保
守
主
義
に
は
従
来
以
上
に
「
積
極
的
か
つ
建
設
的
な
役
割
」
が
欠
か
せ
な
く
な
る

と
い
う
考
え
方
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
す
る
主
な
言
及
と
し
て
は
、
ⓐ
建
設
的
で
練
り
に
練
っ
た
、
救
済
措
置
と
し
て
の
代
替

案
の
展
開
、
ⓑ
元
来
自
由
党
支
持
者
の
多
い
非
国
教
徒
を
保
守
党
支
持
者
と
し
て
包
摂
す
る
必
要
性
、
ⓒ
自
由
貿
易
と
い
う
現
状
を
維
持

し
た
う
え
で
の
新
た
な
産
業
保
護
政
策
の
検
討
、
ⓓ
労
使
関
係
安
定
化
を
促
進
す
る
た
め
の
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
註（
11
）を
参
照
）

の
模
索
、
そ
し
て
ⓔ
社
会
主
義
的
で
大
規
模
な
国
家
介
入
で
は
な
く
控
え
目
な
社
会
改
良
へ
の
関
心
、
ま
た
政
府
主
導
に
よ
る
社
会
改
良

以
外
の
『
誠
に
素
晴
ら
し
い
何
か
』
に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
の
活
用
、
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
そ
う
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
〝
新
し
い
〟
政
治
思
想
的
側
面
（
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
）
を
、
大
衆

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
合
わ
せ
て
分
か
り
や
す
く
置
き
換
え
た
も
の
が
、
テ
イ
ラ
ー
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
や

「
労
使
間
の
安
定
」「
奉
仕
」
と
い
っ
た
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
ト
ポ
イ
、
即
ち
『
レ
ト
リ
ッ
ク
』
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
二
つ
は
、

分
断
や
格
差
、
階
級
対
立
を
超
越
し
た
「
国
民
的
統
一
と
団
結
」「
労
使
協
同
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
保
守
主
義
者

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
か
つ
て
の
自
由
党
や
現
在
（
一
九
二
四
年
）
の
労
働
党
に
よ
る
「
国
家
（
中
央
政
府
）
主
導
型
」
で
は

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
三

な
く
、
そ
れ
と
は
異
な
り
保
守
主
義
的
で
、
し
か
も
『
誠
に
素
晴
ら
し
い
何
か
』
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
実
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
共
通
す
る
、
換
言
す
れ
ば
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
（
既
述
の
主
要
演
説
内
容
か
ら
見
た
ニ
ュ
ー
・
コ

ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
）
の
政
治
思
想
的
側
面
全
体
を
貫
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
『
誠
に
素
晴
ら
し
い
何
か
』
と
は
、
果
た
し
て
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
前
述
の
「
奉
仕
」
と
い
う
観
念
で
表
現
し
た
道
徳
観
な
い
し
公
共
哲
学
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

因
み
に
、
既
述
の
と
お
り
テ
イ
ラ
ー
も
ま
た
、「
自
由
」
の
観
念
以
外
で
は
こ
の
「
奉
仕
」
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
思
考
の
基
準
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
四
年
に
行
っ
た
二
つ
の
演
説
の
中
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
「
奉
仕
」
の
道
徳
観
と
そ
の

重
要
性
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
少
々
長
く
な
る
が
、
以
下
の
と
お
り
引
用
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

・「
偉
大
な
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
（F

riendly S
ociety

）
運
動
の
立
場
を
努
め
て
理
解
し
よ
う
な
ど
と
野
暮
な
こ
と
は
言
う

ま
い
。
他
に
も
沢
山
あ
る
素
晴
ら
し
い
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
は
純
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
起
源
は
、
最
高
に

素
晴
ら
し
い
も
の
を
数
多
く
生
み
出
し
て
き
た
普
通
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
求
め
ら
れ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い

う
土
壌
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
激
し
く
移
ろ
い
や
す
い
今
の
世
の
中
に
お
い
て
は
、
仕
事
の
違
い
を
乗
り
越
え
人
生
の
指

針
と
な
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
の
最
も
偉
大
な
一
部
を
わ
が
国
民
に
教
え
た
り
、
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
数
多
く
の
課
題
を
学
ん
だ
り
す

る
た
め
の
、
大
い
な
る
手
段
で
あ
り
続
け
た
。（
中
略
）　
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
大
勢
の
メ
ン
バ
ー
が
積
み
立
て
て
く

）
三
三
三
（
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（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
二
四

れ
た
貯
金
額
の
お
か
げ
で
、
わ
が
国
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
社
会
活
動
が
い
か
に
実
り
多
い
形
で
利
用
さ
れ
て
き
た
か
私
も
よ
く
理
解

し
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
全
体
的
精
神
と
は
他
者
へ
の
奉
仕
（service for others

）
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
も
と
よ
り
世
界
中

で
今
必
要
と
さ
れ
る
精
神
な
の
だ
が
、（
中
略
）　
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
が
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
奉
仕
の
精
神
を
わ
が
国

民
に
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
よ
り
適
切
で
高
貴
な
も
の
に
変
え
て
い
く
と
い
う
、
我
々
に
し
か
で
き

な
い
役
割
が
果
た
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
我
々
自
身
だ
け
で
な
く
世
界
全
体
も
支
援
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

だ
。」（
一
九
二
四
年
二
月
一
八
日
、
ス
ト
ー
ポ
ー
ト
演
説

（
37
））（

傍
線
引
用
者
）

・「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
試
す
時
が
来
た
。
…
…
今
日
の
我
々
は
、
わ
が
国
に
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
で
、
お
そ
ら
く
如
何
な
る
党
も
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
素
晴
ら
し
い
機
会
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
こ
の
偉
大
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
教
育
し
て

い
く
こ
と
が
諸
君
の
義
務
で
あ
り
、
諸
君
が
率
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
義
務
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）　
私
が
見
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
る
も
の
。
そ
れ
は
統
一
党
の
人
び
と
全
員
が
生
来
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
国
民
全
体
に
対
す
る
奉
仕
の
精
神
（the spirit of 

service to the w
hole nation

）
な
の
で
あ
る

─
因
み
に
、
こ
こ
で
言
う
統
一
党
と
は
、
二
世
代
前
に
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in 

D
israeli

）
が
語
っ
た
二
つ
の
国
民
の
統
一
と
い
う
意
味
で
の
統
一
党
で
あ
る
。」（
一
九
二
四
年
一
二
月
四
日
、
ア
ル
バ
ー
ト
ホ
ー
ル
演
説

（
38
））

（
傍
線
引
用
者
）

か
か
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
か
ら
、
社
会
改
良
の
実
施
や
弱
者
救
済
あ
る
い
は
国
民
の
統
一
と
い
っ
た
課
題
を
解
決
す
る
一
手
段
と

し
て
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
「
自
由
」
か
つ
自
発
的
な
結
社
（
つ
ま
り
国
家
や
政
府
よ
り
も
社
会
や
個
人
）
と
そ

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
五

の
役
割
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
同
時
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
分
析
結
果
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
上
記
の
演
説
か
ら
、

〝
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
〟
を
軸
と
し
て
、「
奉
仕

─
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

─
教
育

─
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

─
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の

遺
産
」
と
い
う
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
政
治
思
想
な
い
し
公
共
哲
学
の
関
連
図
式
ま
で
導
き
出
せ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
演
説
も
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
、
加
え
て
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
し
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
．
結

　
語

本
稿
は
、
論
題
に
つ
い
て
の
〝
中
間
報
告
〟
的
位
置
づ
け
と
な
る
。

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
称
さ
れ
る
一
連
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
（
政
治
的
諸
言
説
）
か
ら
見
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保

守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
は
、
と
り
わ
け
そ
の
中
核
を
成
す
（
公
共
）「
奉
仕
」
の
理
念
と
関
係
の
深
い
道
徳
観
・
哲
学
を
レ
ト
リ
ッ

ク
で
表
明
し
た
部
分
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
研
究
の
第
一
人
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
（P

hillip W
illiam

son

）
は
、「
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ブ
・
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
」

（C
onservative Idealism

）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
こ
れ
を
説
明
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
社
会
改
良
に
つ
い
て
の
言
及
な
ど
も
、
統
一
党
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
中
軸
に
な
る
と
さ
れ
る

（
39
）

。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の
「
奉
仕
」
に
関

す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
階
級
闘
争
や
左
右
の
極
端
主
義
を
排
し
て
、
党
派
を
超
越
し
た
「
国
民
」
的
統
一
や
団
結
を
促
す
と
同
時
に
、
保

守
党
支
持
基
盤
拡
大
の
役
割
も
担
う
こ
と
に
な
っ
た

（
40
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
一
〇
〇
年
経
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
社
会
的
分
断
克
服
の
ヒ

）
三
三
五
（
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四
二
六

ン
ト
と
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
一
年
に
も
満
た
な
い
野
党
党
首
時
代
（
一
九
二
四
年
）
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
上
述
の

レ
ト
リ
ッ
ク
（
戦
略
）
を
通
じ
て
戦
間
期
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」
に
貢
献
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ

え
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
も
ま
た
、
文
字
ど
お
り
「
新
し
」
く
、
そ
し
て
道
徳
的
で
や
や
建
設
的
な

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
理
想
主
義
的
な
）
性
質
を
備
え
た
保
守
主
義
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
で
は
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
「
文
書
」
化
し
た
成
果
物
（L

ookin
g A

h
ead

や
党
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
）
の
内
容
面
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
都
合
上
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
一
九
二
四
年
前
後
に
行

わ
れ
た
各
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
三
党
比
較
分
析
の
必
要
性
も
残
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
に
関
す
る
今
後
の
研
究

課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

周
知
の
よ
う
に
「
保
守
主
義
」
に
は
、
人
間
の
も
つ
心
理
的
傾
向
と
し
て
の
保
守
主
義
（
自
然
的
保
守
主
義
）
と
、
保
守
党
と
い
う
政
党
の
教

義
な
い
し
信
条
を
表
す
保
守
主
義
（
政
治
的
・
近
代
的
保
守
主
義
）
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

C
f. H

ugh C
ecil, C

on
servatism

 

（L
ondon: W

illiam
 and N

orgate

） 1921. 

（
栄
田
卓
弘
訳
『
保
守
主
義
と
は
何
か
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
七
九
年
を
参
照
）。

本
稿
は
、
保
守
主
義
を
後
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」（B

aldw
in ’s C

onservatism

）
と
は
、
イ

ギ
リ
ス
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
る
一
連
の
（
レ
ト
リ
ッ
ク
も
含
め
た
）
政
治
的
言
説
と
行
為
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
具
体
的
な
戦
略
的

ア
プ
ロ
ー
チ
や
政
策
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
全
て
の
根
底
を
成
し
て
い
る
、
保
守
党
政
治
家
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
個
人
の
政
治
信
条
・
価
値
観
・
思
想
な

ど
を
指
す
。

）
三
三
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
七

（
2
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 

（L
ondon: L

ongm
an

） 1978, p. 207.

（
3
） 

こ
こ
で
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」（N

ew
 C

onservatism

即
ち
、
新
し
い
保
守
主
義
）
と
い
う
用
語
・
表
現
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
き
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
・
保
守
主
義
史
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
（T

hatcherism

）
的
な
「
新
保
守
主
義
」（N

eo 

C
onservatism

）
が
本
格
的
に
登
場
す
る
一
九
七
五
年
頃
ま
で
の
保
守
主
義
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
「
新
し
い
保
守
主
義
」（N

ew
 

C
onservatism

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
戦
後
労
働
党
と
の
「
合
意
の
政
治
」
に
基
づ
き
、
国
家
の
介
入
や
混
合
経
済
を
容

認
す
る
保
守
主
義
で
あ
る
。Cf. F

rank O
’G

orm
an, B

ritish
 C

on
servatism

　C
on

servative T
h

ou
gh

t from
 B

u
rke to T

h
atch

er 

（L
ondon: 

L
ongm

an

） 1986, pp. 47-52, pp. 194-210.

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
特
別
な
断
り
が
な
い
限
り
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
的
諸
言
説
な

ど
を
軸
と
す
る
一
九
二
四
年
当
時
の
「
新
し
い
」
保
守
主
義
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
4
） 

Ibid., p.208.

（
5
） 

Ibid., pp. 208-213.

（
6
） 

Ibid
., pp. 208-211.

（
7
） 

Ibid., p. 211.

（
8
） 

Ibid., p. 212.

（
9
） 

Ibid., p. 213.

（
10
） 

ト
ー
リ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
家
ブ
レ
ー
ク
（R

obert B
lake

）
は
、
以
下
の
と
お
り
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し

て
い
る
。
即
ち
、
労
働
者
階
級
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
構
想
さ
れ
た

─
例
え
ば
下
層
階
級
向
け
健
康
保
険
制
度
創
設
な
ど
の

─
政
策
的
側
面
、

そ
し
て
都
市
部
の
中
産
階
級
党
員
向
け
党
内
発
言
の
場
で
あ
る
党
全
国
連
合
（N

ational U
nion

）
の
民
主
化
と
い
う
党
組
織
上
の
問
題
が
そ
れ
で

あ
る
。R

obert B
lake, T

h
e C

on
servative P

arty from
 P

eel to T
h

atch
er 

（L
ondon: F

ontana P
ress

） 1985, pp. 147-148.

（
早
川
崇
訳

『
英
国
保
守
党
史
』
労
働
法
令
協
会
、
一
九
七
九
年
、
一
七
八
頁
）。

）
三
三
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
七

（
2
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 

（L
ondon: L

ongm
an

） 1978, p. 207.
（
3
） 

こ
こ
で
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」（N

ew
 C

onservatism

即
ち
、
新
し
い
保
守
主
義
）
と
い
う
用
語
・
表
現
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
き
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
・
保
守
主
義
史
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
（T

hatcherism

）
的
な
「
新
保
守
主
義
」（N

eo 

C
onservatism

）
が
本
格
的
に
登
場
す
る
一
九
七
五
年
頃
ま
で
の
保
守
主
義
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
「
新
し
い
保
守
主
義
」（N

ew
 

C
onservatism

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
戦
後
労
働
党
と
の
「
合
意
の
政
治
」
に
基
づ
き
、
国
家
の
介
入
や
混
合
経
済
を
容

認
す
る
保
守
主
義
で
あ
る
。Cf. F

rank O
’G

orm
an, B

ritish
 C

on
servatism

　C
on

servative T
h

ou
gh

t from
 B

u
rke to T

h
atch

er 

（L
ondon: 

L
ongm

an

） 1986, pp. 47-52, pp. 194-210.

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
特
別
な
断
り
が
な
い
限
り
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
的
諸
言
説
な

ど
を
軸
と
す
る
一
九
二
四
年
当
時
の
「
新
し
い
」
保
守
主
義
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
4
） 

Ibid., p.208.

（
5
） 

Ibid., pp. 208-213.

（
6
） 

Ibid
., pp. 208-211.

（
7
） 

Ibid., p. 211.

（
8
） 

Ibid., p. 212.

（
9
） 

Ibid., p. 213.

（
10
） 

ト
ー
リ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
家
ブ
レ
ー
ク
（R

obert B
lake

）
は
、
以
下
の
と
お
り
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し

て
い
る
。
即
ち
、
労
働
者
階
級
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
構
想
さ
れ
た

─
例
え
ば
下
層
階
級
向
け
健
康
保
険
制
度
創
設
な
ど
の

─
政
策
的
側
面
、

そ
し
て
都
市
部
の
中
産
階
級
党
員
向
け
党
内
発
言
の
場
で
あ
る
党
全
国
連
合
（N

ational U
nion

）
の
民
主
化
と
い
う
党
組
織
上
の
問
題
が
そ
れ
で

あ
る
。R

obert B
lake, T

h
e C

on
servative P

arty from
 P

eel to T
h

atch
er 

（L
ondon: F

ontana P
ress

） 1985, pp. 147-148.

（
早
川
崇
訳

『
英
国
保
守
党
史
』
労
働
法
令
協
会
、
一
九
七
九
年
、
一
七
八
頁
）。

）
三
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
二
八

い
ず
れ
に
し
て
も
ト
ー
リ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は

─
選
挙
対
策
上
の
必
要
性
も
当
然
伴
う
と
は
い
え

─
保
守
党
側
か
ら
民
衆
に
配
慮
し
た
り
、

民
衆
を
保
護
し
た
り
す
べ
き
と
い
う
道
徳
的
・
政
策
的
立
場
や
政
治
的
信
条
な
い
し
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
11
） 
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
「
男
女
普
通
選
挙
の
時
代
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
大
勢
の
給
与
所
得
者
が
何
ら
か
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
や
ス
テ

イ
タ
ス
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
財
産
所
有
者
が
主
体
と
な
る
た
め
、
結
果
と
し
て
民
主
政
治
も
安
定
す
る
」
と
い
う
保
守
党

側
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
示
し
た
保
守
党
政
治
家
ス
ケ
ル
ト
ン
（A

rchibald N
oel S

kelton

）
に
よ
る
と
、
そ

れ
に
よ
っ
て
資
本
家
と
労
働
者
と
の
経
済
的
溝
が
埋
ま
る
の
で
国
家
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
安
定
し
、
私
有
財
産
に
関
す
る
人
生
観
を
示
す
こ
と
も
可

能
に
な
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
ス
ケ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
社
会
主
義
下
で
は
達
成
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
給
与
所
得
者
が
財
産
所
有
者
に
な
ろ

う
と
す
る
努
力
は
保
守
主
義
に
の
み
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。N

oel S
kelton w

ith an Introduction by the R
ight H

on. S
ir R

obert 

H
orne G

. B
. E

., K
. C

., M
.P

., C
on

stru
ctive C

on
servatism

 

（E
dinburgh and L

ondon: W
illiam

 B
lackw

ood and S
ons

） 1924, pp. 16-

17, pp. 19-20, pp. 23-24.

（
12
） J. R

am
sden, op. cit., p. 207.

（
13
） A

ndrew
 T

aylor, “T
he oratory of S

tanley B
aldw

in ”, in R
ichard H

ayton and A
ndrew

 S
. C

rines 

（eds.

）, C
on

servative orators 

from
 B

ald
w

in
 to C

am
eron 

（M
anchester: M

anchester U
niversity P

ress

） 2015, p. 16.

テ
イ
ラ
ー
が
分
析
対
象
と
し
た
九
つ
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
は
以
下
の
と
お
り
。

　
・
一
九
二
四
年
五
月
六
日

　
　
　
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
王
立
協
会
演
説

　
・
一
九
二
五
年
三
月
六
日

　
　
　
庶
民
院
演
説

　
・
一
九
二
五
年
三
月
一
三
日

　
　
リ
ー
ズ
午
餐
会
ク
ラ
ブ
演
説

　
・
一
九
二
五
年
一
一
月
六
日

　
　
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
演
説

　
・
一
九
二
六
年
六
月
一
二
日

　
　
チ
ッ
プ
ナ
ム
集
会
演
説

　
・
一
九
二
六
年
六
月
一
六
日

　
　
ジ
ュ
ニ
ア
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
リ
ー
グ
演
説

）
三
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
九

　
・
一
九
二
六
年
九
月
二
七
日

　
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
コ
ッ
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
演
説

　
・
一
九
二
七
年
三
月
四
日

　
　
　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
保
守
党
協
会
演
説

　
・
一
九
二
七
年
八
月
三
日

　
　
　
オ
タ
ワ
市
カ
ナ
ダ
人
ク
ラ
ブ
演
説

Ibid., p.16

の
表
一
に
基
づ
き
筆
者
作
成
。

一
九
二
四
年
五
月
六
日
の
「
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
王
立
協
会
演
説
」
の
み
野
党
党
首
時
代
に
行
わ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

Ibid., p. 14.

一
九
二
四
年
の
意
義
に
つ
い
て
はM

artin P
ugh, T

h
e M

akin
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 1867-1939, second edition 

（O
xford: 

B
lackw

ell P
ublishers

） 1993

も
参
照
の
こ
と
。

（
15
） 

Ibid., pp. 16-17.

（
16
） 

主
要
三
党
の
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。（

　
）
内
の
数
字
は
得
票
率

　
　
定
数
六
一
五
議
席

　
　
投
票
率
七
〇
・
八
％

保
守
党

　
二
五
八
議
席
（
三
八
・
一
％
）　

　
労
働
党

　
一
九
一
議
席
（
三
〇
・
五
％
）　

　
自
由
党

　
一
五
九
議
席
（
二
九
・
六
％
）

C
f. R

oger M
ortim

ore and A
ndrew

 B
lick 

（eds.

）, B
u

tler’s B
ritish

 P
olitical F

acts 

（L
ondon: P

algrave M
acm

illan

） 2018, p. 377.

（
17
） A

. T
aylor, op. cit., p.15.

（
18
） 

Ibid., p. 23, p. 25, p. 28.

（
19
） 

Ibid., p. 29.

（
20
） 

Ibid., p. 17.

ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
テ
イ
ラ
ー
は
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
中
核
を
成
す
政
治
的
文
化
的
観
念
と
し
て
も
、「
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
ネ
ス
」
や
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
） D

avid T
hackeray and R

ichard T
oye, A

ge of P
rom

ises

　E
lectoral P

led
ges in

 T
w

en
tieth

-C
en

tu
ry B

ritain 

（O
xford: O

xford 

U
niversity P

ress

） 2021, pp. 55-56.

（
22
） 

Ibid., p. 55.

）
三
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
二
九

　
・
一
九
二
六
年
九
月
二
七
日

　
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
コ
ッ
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
演
説

　
・
一
九
二
七
年
三
月
四
日

　
　
　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
保
守
党
協
会
演
説

　
・
一
九
二
七
年
八
月
三
日

　
　
　
オ
タ
ワ
市
カ
ナ
ダ
人
ク
ラ
ブ
演
説

Ibid., p.16

の
表
一
に
基
づ
き
筆
者
作
成
。

一
九
二
四
年
五
月
六
日
の
「
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
王
立
協
会
演
説
」
の
み
野
党
党
首
時
代
に
行
わ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

Ibid., p. 14.

一
九
二
四
年
の
意
義
に
つ
い
て
はM

artin P
ugh, T

h
e M

akin
g of M

od
ern

 B
ritish

 P
olitics 1867-1939, second edition 

（O
xford: 

B
lackw

ell P
ublishers

） 1993

も
参
照
の
こ
と
。

（
15
） 

Ibid., pp. 16-17.

（
16
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ボ
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。
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独
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党
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こ
の
昼
食
会
に
同
席
し
て
い
た
Ｎ
．チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
「
最
早
無
理
だ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
今
後
も
一
つ
の
党
と
し
て
活
動
し
続
け
る
の
か
否

か
、
今
後
数
年
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
自
由
党
関
係
者
の
諸
君
は
選
択
を
迫
ら
れ
る
と
確
信
す
る
。（
中
略
）　
し
た
が
っ
て
自
由
党
員
の

諸
君
と
し
て
は
、
自
分
と
の
共
感
や
類
似
点
を
よ
り
多
く
見
出
せ
る
の
が
保
守
党
か
労
働
党
か
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
発
言
し
て
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
を
具
体
的
に
補
完
し
て
い
る
。

（
34
） 

T
h

e T
im

es, 3 M
ay 1924.

（
35
） 

T
h

e T
im

es, 5 M
ay 1924.

（
36
） 

T
h

e T
im

es, 10 M
ay 1924.

（
37
） S

tanley B
aldw

in, O
n

 E
n

glan
d

　A
n

d
 oth

er A
d

d
resses 

（L
ondon: P

hilip A
llan

） 1926, pp. 263-264.
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友
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）
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産
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同
時
進
行
で
登
場
し
て
き
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と
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れ
、
基
本
的
に
は
「
相

互
扶
助
活
動
を
中
心
と
し
、
宴
会
を
開
い
た
り
、
会
を
誇
示
す
る
行
事
を
催
し
た
り
す
る
自
発
的
結
社
」
で
あ
る
。
そ
の
機
能
面
に
お
い
て
は
「
基

金
積
立
協
会
」
と
「
収
益
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配
協
会
」
に
大
別
さ
れ
る
（
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信
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の
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「
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と
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友
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の
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史
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で
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仕
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は
、
個
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
非
・
社
会
主
義
的
な
方
法
で
調
和
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
不
平
等
と
い
う
保
守
的
な
考
え
と
、
自
由
と
い
う
民

主
的
な
概
念
を
、
両
立
可
能
に
見
せ
る
こ
と
も
可
能
な
存
在
と
さ
れ
る
。

Ibid., p.212, p. 218.
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四
五
六

「抵触法」の起源としての「都市法（条例）衝突理論」
（森論文を中心として）と EU法

渡　部　茂　己

はじめに

「抵触法（Conflict of Laws）」が存在しているということは、そもそも

「世界には多数の異なる法秩序が存在しているという多元主義的状況を

前提」（ 1 ）としていることになる。抵触法ではないが国際法もまた、異

なる法秩序である各国の国内法が多元的に存在していることを前提と

した実定法規範である。良く知られているように、国際法の歴史的基

礎となったのは世界帝国たる古代ローマの万民法（ius gentium; droit des 

gens）であるが、この万民法も同様に、各地域ごとの法が多元的に存在

していることを前提とした法である。仮に諸国内法が存在しない国際

社会（現在のような意味での主権国家が存在しないのであるから、「国際」社

会ではなく、世界社会または地球社会と呼称すべきであろうが）であれば、

国際法ではなく、（狭義の）世界法というべきである。ここでカッコ書

きで「狭義の」と記したのは、言うまでもなく、「世界法」という概念

もまた多岐にわたるからである（ 2 ）。

抵触法という概念を基礎づける都市法（条例）が立法されるようにな

るのは、12世紀前後である。12世紀においても、規模は小さく、当然、

現在より素朴な状況ではあるが、グローバリゼーションまたはミニ・

グローバリゼーションとも呼ぶべき、当時の都市国家間の交流があっ

た。また、後述のように、限定的ながら地中海を通じて、世界全体と

論　説

）
六
五
五
（
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「
抵
触
法
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の
起
源
と
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て
の
「
都
市
法
（
条
例
）
衝
突
理
論
」（
森
論
文
を
中
心
と
し
て
）
と
Ｅ
Ｕ
法
（
渡
部
）

四
五
五

の交流もあった。14世紀頃のイタリアで、法の衝突（抵触）の解決とし

て、統一法を模索するのではなく、抵触法が創始されたのは、「関連す

る複数の法秩序の中からその一つを選択して当該秩序の法にその判断

を委ねるというこの準拠法選択という非常に技術的な仕組は、各法秩
・ ・ ・

序の多様性とその独立
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・平等を尊重すべきであるという価値観に
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

基づ
いている。（傍点太字は筆者による）」（ ３ ）のである。

山内によれば、「『国際私法』に関する研究は、これまで、もっぱら

『国際私法』の枠内で自己完結的に行われ、国際私法学者以外の関心を

呼ばなかったかもしれない。しかしながら、地球全体、そして人類全

体に関わるような主題については狭い専門分野の枠を超えて（ここでは、

一方で「国際法」と「国際私法」との間で、他方で「国際政治および外交史」

と「国際私法」との間で）学際的（Interdisciplinary）対話の実現に向けた

協力が行われなければならない」（ 4 ）とされる。

1 　ローマ法と抵触法と EU 法

１-１　「自然の理性」による直接法・実質法としてのローマ法

紀元前の共和政ローマ期から 5 世紀までの帝政ローマ期にかけて、

古代ローマがヨーロッパ等の各地を征服し拡大していく過程で、多様

な法慣習を含む広範囲な領域を支配していく必要から、法源適用につ

いての法原則を定める必要があった。その原則はよく知られているが、

｢ローマ市民に対しては市民法が適用され、ローマ支配下の属州の市民

にはその地の固有法が適用された。このほか、異なる属州の市民間や

属州民とローマ市民間には万民法（droit des gens）が適用」（ 5 ）されると

いうものである。史学的表現によれば、「ローマ市民と外人間および外

人相互間の紛争に関して、万民法が形成されていった」（ 6 ）のであり、

後にそれは「都市法（条例）」制定権の法的根拠ともなった。すなわち、

14世紀末の法学者バルドゥス（Baldus de Ubaldis）によれば、「ローマの

法学者ガイウスが『自然の理性
・ ・ ・ ・ ・

』（rationaturalis）が全人類の間に制定
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

したもの
・ ・ ・ ・

と定義した（原注148）『万民法』（ius gentium）、すなわち注釈・

・

）
六
五
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の交流もあった。14世紀頃のイタリアで、法の衝突（抵触）の解決とし

て、統一法を模索するのではなく、抵触法が創始されたのは、「関連す

る複数の法秩序の中からその一つを選択して当該秩序の法にその判断

を委ねるというこの準拠法選択という非常に技術的な仕組は、各法秩
・ ・ ・

序の多様性とその独立
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・平等を尊重すべきであるという価値観に
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

基づ
いている。（傍点太字は筆者による）」（ ３ ）のである。

山内によれば、「『国際私法』に関する研究は、これまで、もっぱら

『国際私法』の枠内で自己完結的に行われ、国際私法学者以外の関心を

呼ばなかったかもしれない。しかしながら、地球全体、そして人類全

体に関わるような主題については狭い専門分野の枠を超えて（ここでは、

一方で「国際法」と「国際私法」との間で、他方で「国際政治および外交史」

と「国際私法」との間で）学際的（Interdisciplinary）対話の実現に向けた

協力が行われなければならない」（ 4 ）とされる。

1 　ローマ法と抵触法と EU 法

１-１　「自然の理性」による直接法・実質法としてのローマ法

紀元前の共和政ローマ期から 5 世紀までの帝政ローマ期にかけて、

古代ローマがヨーロッパ等の各地を征服し拡大していく過程で、多様

な法慣習を含む広範囲な領域を支配していく必要から、法源適用につ

いての法原則を定める必要があった。その原則はよく知られているが、

｢ローマ市民に対しては市民法が適用され、ローマ支配下の属州の市民

にはその地の固有法が適用された。このほか、異なる属州の市民間や

属州民とローマ市民間には万民法（droit des gens）が適用」（ 5 ）されると

いうものである。史学的表現によれば、「ローマ市民と外人間および外

人相互間の紛争に関して、万民法が形成されていった」（ 6 ）のであり、

後にそれは「都市法（条例）」制定権の法的根拠ともなった。すなわち、

14世紀末の法学者バルドゥス（Baldus de Ubaldis）によれば、「ローマの

法学者ガイウスが『自然の理性
・ ・ ・ ・ ・

』（rationaturalis）が全人類の間に制定
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

したもの
・ ・ ・ ・

と定義した（原注148）『万民法』（ius gentium）、すなわち注釈・

・
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注解学者の間で自然法（ius naturale）、神法（ius divinum）として理解さ

れていたところのものに条例制定権の法的根拠を求めたのである。（傍

点・太字は筆者による）」（ 7 ）

ところで、万民法は、複数民族が関わるときに適用される法ではあ

るが、抵触法ではなく、多民族が関わるときに適用される実質法
・ ・ ・

であ

るから、法的性質として、国際私法ではなく国際法の源となった。そ

れは「万民法」に内在する次のような特性による。すなわち、万民法

は ｢多種多様の民族、習慣、生活様式を包含する領域を維持するため

の法であり、当然普遍性が高くなり、自然法的要素が強かった」（ 8 ）た

め、このような法としての特性が、近代の国際法につながるものと

なった（ 9 ）。

１-２　ローマ法の注解による抵触法理論の誕生

ローマ法は市民法も万民法も、また、属州の市民に個別の固有法を

適用する場合も、それぞれの対象に、それぞれ決められた法規が適用

される「直接法」の体系であった。ここからはローマ法とは、主に、

6 世紀前半に法典として纏められたコルプス・ユーリス（Corpus Iuris 

Civilis）いわゆるローマ法大全（ユスティニアヌス法典）の内容のことと

する。

ローマ法自体は直接法の体系であった（10）が、ローマ法の「注解」に

よって抵触法の理論が誕生する。ローマ法には直接含まれてはいな

かった「抵触法」は、14世紀に「ローマ法の注解」を通して、バルト

ルス・デ・サクソフェラート（ラテン語表記で Bartolus de Saxoferrato、イ

タリア語表記で Bartolo da Sassoferrato）（1３1３/1３14─1３57年）によって、

「体系的に」構築されたのである。体系的に構築された、とは、「彼

（筆者注 : バルトルス）はその条例衝突理論の創設者というより、総括者

であったように思われる（原注 :「継承者 Fortsetzer」と呼ぶ学者もいる

（Gutzwiller, Geschichte, cit., p. 29）。（後略））。バルトルスの論じているほ

とんどすべての問題は、すでに彼以前の世代の法学者（フランスの法学
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者も含めて）によって個別的に論じられ、ある意味では解決を与えられ

ていた問題であったが、彼はそれらをその新鮮でするどい感覚によっ

て再構成したのである。（中略）バルトルスの真価は、個別的な問題
・ ・ ・ ・ ・ ・

に

たいして前の世代の法学者が提示していた解決方法を、彼独自の明晰

な分析の下で全体に統合してゆくことのなかに示される（後略）（傍点は

筆者による）」（11）という意味である。国際私法の歴史を詳細に研究した川

上は、「都市法の衝突の場合には、常に法廷地法によるべきものではな

く、場合の事情を考慮して、連結素に基いて準拠法を決定する必要が

ある」と既に1200年頃に論じていた、注釈学派の Magister Aldrius を

「国際私法学上の最初の問題提起とみるべきものであろう」としてい 

る（12）。

森によれば、当時の、法解釈としての営為は「形式的にはコルプ

ス・ユーリスの法文に拘束されながらも、実質的はそれから解放され、

（中略）コルプス・ユーリスの法文を時代の要請に応え得るように読み

変えていった。法学者の解釈の作業は
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

、形式的には法文の釈義では

あったが、実質的には法創造
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

であった（注 : 傍点は筆者による）」（1３）として、

「その典型的な例」としてバルトルスが構築した「国際私法理論」につ

いて論究している（14）。「国際私法」はコルプス・ユーリスが予定して

いなかったもので、「解釈」が実質的には法創造であることの代表例と

も言える（15）。

１-３　抵触法としてのEU法

現代の EU 法と各国の法体系との関係も大胆に捉えれば、ヨーロッ

パの（普遍的な）法と各国（各民族）の法という、類似の関係性にある。

この EU 法と各国の法体系についての法原則として、各国の憲法を含

む国内法全体に対する「EU 法の優位」が EU 司法裁判所の判例によっ

て確立しているが（16）、その法的意味に関して、須網は「抵触ルール」

であるという（17）。すなわち、｢EU 法秩序では設立条約等が、加盟国秩

序では憲法がそれぞれ最高規範｣ として存在し、｢両者は連邦的な階層
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者も含めて）によって個別的に論じられ、ある意味では解決を与えられ

ていた問題であったが、彼はそれらをその新鮮でするどい感覚によっ

て再構成したのである。（中略）バルトルスの真価は、個別的な問題
・ ・ ・ ・ ・ ・

に

たいして前の世代の法学者が提示していた解決方法を、彼独自の明晰

な分析の下で全体に統合してゆくことのなかに示される（後略）（傍点は

筆者による）」（11）という意味である。国際私法の歴史を詳細に研究した川

上は、「都市法の衝突の場合には、常に法廷地法によるべきものではな

く、場合の事情を考慮して、連結素に基いて準拠法を決定する必要が

ある」と既に1200年頃に論じていた、注釈学派の Magister Aldrius を

「国際私法学上の最初の問題提起とみるべきものであろう」としてい 

る（12）。

森によれば、当時の、法解釈としての営為は「形式的にはコルプ

ス・ユーリスの法文に拘束されながらも、実質的はそれから解放され、

（中略）コルプス・ユーリスの法文を時代の要請に応え得るように読み

変えていった。法学者の解釈の作業は
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

、形式的には法文の釈義では

あったが、実質的には法創造
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

であった（注 : 傍点は筆者による）」（1３）として、

「その典型的な例」としてバルトルスが構築した「国際私法理論」につ

いて論究している（14）。「国際私法」はコルプス・ユーリスが予定して

いなかったもので、「解釈」が実質的には法創造であることの代表例と

も言える（15）。

１-３　抵触法としてのEU法

現代の EU 法と各国の法体系との関係も大胆に捉えれば、ヨーロッ

パの（普遍的な）法と各国（各民族）の法という、類似の関係性にある。

この EU 法と各国の法体系についての法原則として、各国の憲法を含

む国内法全体に対する「EU 法の優位」が EU 司法裁判所の判例によっ

て確立しているが（16）、その法的意味に関して、須網は「抵触ルール」

であるという（17）。すなわち、｢EU 法秩序では設立条約等が、加盟国秩

序では憲法がそれぞれ最高規範｣ として存在し、｢両者は連邦的な階層
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構造を構成してはおらず、むしろ併存する水平的関係にある｣ ので

あって、｢EU 法の優位も、その実質は両者の抵触を解決する抵触ルー
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ル
・

であり、一方が他方に全面的に優位又は劣位することを意味しない。

（傍点は筆者による）｣。

長年 EU 法研究に携わった須網によれば、EU 法が、EU 法と各国の

法のいずれを適用するかを決める際の抵触法となっているとする。た

とえば、いわゆる国際私法としての抵触法が国内外の法を等価に扱う

原則の下、それぞれの国においてはそれぞれの国内法によって、一例

として日本の領域内では「法の適用に関する通則法（平成18年 6 月21日

法律第78号）」という日本の法によって、解決されることに対応する。

したがって、｢通常は、EU 法の優位により両者の抵触を解決するが、

EU 法秩序に正統性の欠損が生じる場合には、その優位性が否定される

可能性が生じる｣（18）ことになる。

横溝は、国家法間の水平的抵触法に加えて、三次元的抵触のイメー

ジで「国家法と地域的・国際的法規範との間や、国家法と非国家『法』

との間」の法の抵触を示唆している（19）。

抵触法の一種としての、「国際私法（private international law）」という

用語自体は比較的新しいもので、19世紀になってから用いられるよう

になる。後述するサヴィニーの少し以前に、ジョセフ・ストーリ

（Joseph Story）判事の18３4年の著書『法の抵触注解（Commentaries on 

the Conflict of Laws）』において “private international law”
（20）という用語

が使用されたことはよく知られている。

2 　中世の法学：注釈学派（glossatores）と注解学派（commentatores）

現代の「大学（university）」の基礎がイタリア・ボローニャに創設さ

れた11世紀後半から12世紀前半に、その中心的な教員として活躍した

のがイルネリウスである。イルネリウスが法実務と関わりは持ちなが

らもそれとは独立した体系的学問としての「法学」を確立したことで、

彼が研究と教育をしていたボローニャ法学校に学生が集まり、学生の

）
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団体（ギルド）と教員によって組織化され、近代的な大学（universitas）（21）

の誕生となった。

イルネリウスによって、法学は「法の学芸」（ars iuris）から自立して、

｢法の学問｣（scientia iuris）として独立し、「法解釈学（interpretatio 

iuris）」として誕生した（22）。今日でもとりわけ重みのある注目すべき一

例として、イルネリウスは、『学説彙纂』の「法は善と衡平の術なり」

の注釈として、「善と衡平」を「正義」と呼び変えることで、正義と法

を同一し、正義を法の本質とした（2３）。

中世の法学は、（近代的）大学がボローニャに創設されたときの中心

人物である「イルネリウスが創始し」（24）、アックルシウスとバルトル

スが到達点であった（25）。すなわち、｢法学は12世紀前後に誕生した注
釈学派によって基礎が築かれ、1３世紀後半に始まる注解学派によって

完成される（太字強調は筆者による）｣（26）のである。

注解学派（commentatores、後期注釈学派：postglossatores、オルレアン学

派）は ｢バルトルス学派｣ とも称される。バルトルスは、「絶対的権威

を謳われていたアックルシウスに寄りかかりつつ彼を越えようとした。

コルプス・ユーリス全体にたいする注解がバルトルスによって完成さ

れるや、彼の注解は『標準注釈』（筆者注：アックルシウスが完成させた）

と並ぶ権威を獲得する。その結果、コルプス・ユーリスを学ぶには原

典テキスト、『標準注釈』、そしてバルトルスの注解書の三種が必要と

なった」（27）とされる。バルトルスの業績は「中世ローマ法学の到達点」（28）

とされ、「バルトルスのローマ法全体にわたる注解が完成するや、ロー

マ法からすべてのものが引き出されてしまったという確信が生まれた。

彼の注解書はいわばローマ法原典の生まれ変わりであった。そのため
バルトルスの後の法学者の仕事は彼の著作の上に展開されるようにな
り、ローマ法原典テキストへの直接への照合をしだいに行わなくなっ
ていった（太字強調は筆者による）」（29）。イルネリウス、アックルシウス、

そしてバルトルスという ３ 人の天才によって、古代の高度な法を換骨

奪胎することで近代の法および法学の基礎が、ローマ法としての権威
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団体（ギルド）と教員によって組織化され、近代的な大学（universitas）（21）

の誕生となった。

イルネリウスによって、法学は「法の学芸」（ars iuris）から自立して、

｢法の学問｣（scientia iuris）として独立し、「法解釈学（interpretatio 

iuris）」として誕生した（22）。今日でもとりわけ重みのある注目すべき一

例として、イルネリウスは、『学説彙纂』の「法は善と衡平の術なり」

の注釈として、「善と衡平」を「正義」と呼び変えることで、正義と法

を同一し、正義を法の本質とした（2３）。

中世の法学は、（近代的）大学がボローニャに創設されたときの中心

人物である「イルネリウスが創始し」（24）、アックルシウスとバルトル

スが到達点であった（25）。すなわち、｢法学は12世紀前後に誕生した注
釈学派によって基礎が築かれ、1３世紀後半に始まる注解学派によって

完成される（太字強調は筆者による）｣（26）のである。

注解学派（commentatores、後期注釈学派：postglossatores、オルレアン学

派）は ｢バルトルス学派｣ とも称される。バルトルスは、「絶対的権威

を謳われていたアックルシウスに寄りかかりつつ彼を越えようとした。

コルプス・ユーリス全体にたいする注解がバルトルスによって完成さ

れるや、彼の注解は『標準注釈』（筆者注：アックルシウスが完成させた）

と並ぶ権威を獲得する。その結果、コルプス・ユーリスを学ぶには原

典テキスト、『標準注釈』、そしてバルトルスの注解書の三種が必要と

なった」（27）とされる。バルトルスの業績は「中世ローマ法学の到達点」（28）

とされ、「バルトルスのローマ法全体にわたる注解が完成するや、ロー

マ法からすべてのものが引き出されてしまったという確信が生まれた。

彼の注解書はいわばローマ法原典の生まれ変わりであった。そのため
バルトルスの後の法学者の仕事は彼の著作の上に展開されるようにな
り、ローマ法原典テキストへの直接への照合をしだいに行わなくなっ
ていった（太字強調は筆者による）」（29）。イルネリウス、アックルシウス、

そしてバルトルスという ３ 人の天才によって、古代の高度な法を換骨

奪胎することで近代の法および法学の基礎が、ローマ法としての権威
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の下に発展していくのである。

３ 　中世ヨーロッパにおける自治都市（コムーネ）と都市法（条例）

３-１　自治都市（コムーネ）の出現

12世紀頃、「聖職叙任権闘争（Investiturstreit）」（３0）などによって神聖

ローマ帝国の権力が衰退し、また、封建制度が確立するに従って、帝

国領内の北イタリアやドイツで都市間の連合組織が形成された。すな

わち、その「領土内のすべての人および物に絶対的に適用される属地

法が成立」していった（３1）。その時期に、北イタリアやドイツでは、

「各々固有の特別法」としての「都市法（statute）」をもつ「自治都市」

が現れる（３2）。中世の自治都市として、北イタリア諸都市のほか、ドイ

ツのリューベック（Lübeck）（３３）、ハンブルク（Hamburg）（３4）や、（現フラン

スの）アルザス地方のコルマール（Colmar：Kolmar）（３5）の例がある。

リューベックやハンブルクからなるハンザ同盟は、国際交通網の一環

として、19世紀のキール運河、20世紀の新キール運河の元となるアイ

ダー運河（バルト海に面したキール（Kiel）とアイダー川を繋ぎ、アイダー川

を拡張）を1784年に完成させた。

中世イタリアの自治都市コムーネ（comune）は、本浪によれば、「宗

教的、文化的、地理的、経済的、人種的、軍事的連帯感と、皇帝や領

主の支配を受けず、上位者を認めない支配地域をもつという共通性
・ ・ ・

と

同時に、それぞれの都市が個別的統治形態に起因する独自のスタ

チュータ statuta 条例をもつという均一性の中の異質性
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（傍点は筆者によ

る）」（３6）、を有している点に特徴がある。そうして、「商工業の発達に伴

う都市相互間の人々の取引や往来の激増につれて、スタチュータの適

用関係の考察の必要性を認識させる誘因となった。」（３7）

その後、北イタリアやドイツの都市間の連合組織が形成される（３8）。

よく知られているように初期の代表的なものとして、北イタリアのロ

ンバルディア都市同盟（Lega Lombarda）（1167年）がある。ロンバルディ

ア都市同盟は、ヴェローナ同盟（Lega Veronese）（３9）を受け継いで拡大し、
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イタリアでの皇帝の力を削ぐことを意図するローマ教皇アレクサンデ

ル ３ 世（在位：1159年 - 1181年）の支援により組織された（40）。その後も

ロンバルディア都市同盟は、教皇グレゴリウス 9 世（在位：1227年 - 

1241年）の支援によりフリードリヒ 2 世と対抗し、皇帝の力を減少させ

ていく。

木棚によれば、「これらの都市間の交易が活発になるにともない、都

市法の場所的抵触の問題が生じてきた。14世紀になると、この問題の

解決のための後期注釈学派（注解学派）の学者達が法規分類学説を展開

した。その最も代表的な学者がバルトルス（Bartolus,1３14-1３57）であっ

た」（41）。

３-２　「都市法（条例 :statutum/statuta）制定権」の獲得

⑴　都市法（条例）の概念
ここで、statutum, statuta の訳語としては、「都市法」と ｢条例｣ を

特に使い分けせず、原則として「都市法（条例）」と表記することにし

たい。引用および引用に基づく論述の際には、適宜、どちらか片方の

みの表記とする場合がある。概念に違いはない。それは狭義では一般

に、｢都市の立法機関である民会の議決」（42）であり、今日の日本等での

自治体（地方政府）立法の語源となった。当時用いられていた広義での

｢条例 statutum/statuta｣ は、上記狭義の意味に加えて、｢古い時代から

成長し、この時代に固定しつつあった、市民の私的関係を規律する慣

習 consuetudines｣ と、｢都市の役人および市民相互によってなされた、

都市の公的関係を規律する誓約 brevia｣ をも併せ含む概念であるとさ

れる（4３）。

⑵　裁判権の獲得
12世紀はじめに、ロンバルディア都市同盟などが都市法（条例）制定

権すなわち「立法権」を獲得するに先立って、まず、「裁判権」

（iurisdictio）を自治的に行使するようになる。
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すなわち、｢1168年のローディでの決議文によって、同盟を構成する

諸都市（socii）は、その相互の裁判権を制限し、さらにコムーネの市民

の多数によらないかぎり、皇帝への上訴の有効性を認めないことを決

定した」（44）。そのような決定が可能であったのは、「この時代には、き

わめて広範な慣習法という遺産を裁判官がその裁判活動においてすで

に十分有効に利用し得たからに他ならない」（45）。慣習法は、イタリア

では10世紀、遅くとも11世紀には成文化されるようになっていた（46）。

最古のものとされるのは「958年頃から始まったと考えられるジェノ

ヴァの慣習法」（47）で、「このような慣習法の形成過程は、都市コムーネ

形成への序曲」（48）となった。

その裁判規範としての法源のひとつとして、新たに「都市法（条例）」

が加えられたことに、「都市法（条例）制定権」（＝立法権）の大きな意

義がある。すなわち、「条例制定権（ius statuendi）が、長い間にわたっ

て事実上行使されてきた裁判権（ius iudicandi）と論理的に結合し、そし

てそれに統合されることになったのである」（49）。

⑶�　「都市法（条例）制定権（ius�statuendi）理論」�
─都市は法を制定しうるか─

12世紀から1３世紀にかけての ｢注釈｣ 学派の論理では、｢事実上は

（de facto）、それら諸都市コムーネという部分が帝国という統一体から

独立し、それ故にそれら部分の多数の法すなわち都市コムーネの法で

ある条例が存在するとしても、法律上は（de jure）、常に一つの統一体

としてのただ一つの帝国が存在するだけであり、それ故にまた帝国に

は常にただ一つの法が存在するだけなのである。」（50）というものであっ

た。

その後、1３世紀に、このような捉え方が大きく転換した。すなわち、

「帝国法＝ローマ法と都市コムーネ法＝条例との関係が、普通法（共通

法）（ius commune）と特有法（ius proprium）との対置関係において概念

されるようになった」（51）のである（両者の優先関係についての議論は「4-1　
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都市法（条例）優先理論」において後述する）。

14世紀の ｢注解｣ 学派に至ると、｢普通法─特有法の対置概念は、切

り放すことのできない五項式の関係として法理論的に明確化される｣（52）

ようになり、さらに、｢ローマ法と条例との関係を古い法（ius vetus）と

新しい法（ius novum）との関係に置きかえ｣ ることで、両者を調和させ

て、新しい法であるコムーネの都市法（条例）は「帝国の法体系内に組

み込まれ」た「法」として承認されるべきものとされた。「こうして

ローマ法と条例の五元論は止揚され、普通法理論はその完成をみるに

至る」のである（5３）。すなわち、普通法（一般法）かつ古い法たるロー

マ法と特有法（特別法）かつ新しい法である都市法（条例）として、体

系的に共存するものとなった。

ところで、その前提として、そもそも「法」として「都市法（条例）」

を立法（制定）しうることは、いかなる法的根拠によるのか、それ自体

がまず議論されなければならない。すなわち「都市は条例制定権（ius 

statuendi, potestas statuendi, potests condendi statuta）を有するか、もし有

するとすれば、それはいかなる法的根拠によるのかという都市の条例

制定権の問題」、すなわち都市法（条例）制定権理論である（54）。それは

「中世法学史におけるきわめて大きな問題」であった（55）。

＊

そもそも中世ヨーロッパの都市法（条例：スタチュータ : statutum/

statuta）｣ が、ローマ法の原典を差し置いて法としての拘束力をもつも

のとなった理論的根拠については、バルトルスは、｢学説彙纂（Digesta, 

Pandectae）｣ 第 1 巻第 ３ 章第３2文に基づいて次のように理論化している。

｢法律の効力は国民の同意に由来し、他の者の承認を必要としない。そ

れゆえ慣習は都市の国民の同意であるから、それは上位者たる皇帝の

承認を必要としない。したがって条例もまた、上位者たる皇帝の承認

を必要としない。なぜなら慣習は都市の国民の暗黙の同意であって、

条例は都市の国民の明示の同意であるから、両者はともに同意である

点で同一であり、同一の効力をもつからである｣ とする（56）。
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バルトルスは、当時のイタリアの学説と、慣行ではなく ｢国民の黙

示の意思 tacita voluntas populi｣ が慣習法の原因であるとするフランス

の学説を融合して、｢慣行および習わし｣ を慣習法の ｢遠因 causa 

remota（外在的要素、認識根拠）」とし、「黙示の同意」を ｢近因 causa 

proxima（内在的要素、存在根拠）｣ と説明した（57）。すなわち、｢慣行や習

わしといった、実際に繰り返される国民の行為は慣習法の遠因であり、

このように繰り返される行為を拘束力のあるものにしようとする国民

の黙示の同意 tacitus consensus populi が慣習法の近因である｣ と考え、

黙示の同意を慣習法の ｢真の原因｣、｢本質的要素｣ であるとした（58）。

そうすると、慣習法も ｢合意 pactum｣ も、等しく ｢同意によって成立

するから、同一の性質を持つものと考え、合意すなわち契約理論から｣、

｢慣習法理論を構築していった｣ のである（59）。さらに、｢国民が黙示の

同意または合意によって慣習法の形で不文法を創造できるとすれば、

同じように国民は明示のそれによって成文法を創造することができる｣

と理論化した（60）。

⑷�　コンスタンツの和約─神聖ローマ帝国による都市法（条例）の効
力の法的承認─

神 聖 ロ ー マ 帝 国 は、118３年 の「 コ ン ス タ ン ツ の 和 約（Pax 

Constantiae；La pace di Costanza；Peace of Constance）」により、ロンバル

ディア諸都市に対して「『都市の諸慣習 mores および諸法律 leges に

従って』裁判を行うことを承認」（61）したために、多くの各都市法（条

例）の冒頭にはコンスタンツの和約が置かれている（62）。コンスタンツ

の和約は、イタリアのすべての自治都市の基本法に位置付けられたの

である。

すなわち、｢コンスタンツの和約は、形式的には、何世紀もの間、こ

の和約に掲げられたロンバルディーア同盟諸都市と皇帝派の諸都市ば

かりでなく、これに参加しなかった他の諸都市、たとえばトスカーナ

諸都市をも含めてイタリア王国に属するすべての都市コムーネと帝国
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との間の関係を規律する基本法となっていった」（6３）。コンスタンツの

和約は、「注釈学者の手によってコルプス・ユーリスに挿入され、帝国

法として、注釈、注解の対象」となるとともに、「都市コムーネの自由

の『マグナ・カルタ』（Magna Charta）」と位置づけられるものとなった（64）。

北中部イタリア諸都市は、上述のように ｢コンスタンツの和約｣ に

より皇帝から都市法（条例）制定権を得ており、そのおよそ170年後の

1３57年には、ローマ教皇の ｢聖母教会令 Constitutiones Sanctæ Matris 

Ecclesiæ｣（Constitutions of the Holy Mother Church）によって、ローマ教

会領の中部イタリア諸都市が都市法（条例）制定権を獲得した（65）。

4  　バルトルスの都市法（条例）衝突理論─法規分類学説を
中心に─

４-１　「都市法（条例）優先理論」

都市法（条例）が法として認められるようになると、普通法たるロー

マ法と都市法（条例）のいずれの効力が優先するのか、すなわち優先性

の問題（衝突の問題）が生じる。

この問題は、論理的に、「一般法かつ前法」たるローマ法と「特別法

かつ後法」である都市法（条例）という形で整理されることになるので、

特別法は一般法に優先する（lex specialis derogat legi generali）、そして、

後法（新法）は前法（旧法）に優先する（lex posterior derogat priori）と

いう法原則により、この衝突問題の帰結は必然的に、都市法（条例）の

優先という結論に至ることになる（66）。

したがって、バルトルスが完成した「都市法（条例）優先理論」にお

いては ｢共通の法 = 普遍的な法律 = 普通法（ius commune）｣ たるローマ

市民法と ｢特有の法 = 特有法（ius proprium）｣ たる ｢都市（civitas）が制

定する条例を含む地域特別法｣ が衝突するときには、｢学説彙纂｣ 第 1

巻第 1 章第 9 文に基づいて後者が優先的に適用され、｢条例に欠缺ある

ときに、普通法が補充法として適用される｣ ことになる（67）。

上述の「都市法（条例）制定権理論」と「都市法（条例）優先理論」
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との間の関係を規律する基本法となっていった」（6３）。コンスタンツの

和約は、「注釈学者の手によってコルプス・ユーリスに挿入され、帝国

法として、注釈、注解の対象」となるとともに、「都市コムーネの自由

の『マグナ・カルタ』（Magna Charta）」と位置づけられるものとなった（64）。

北中部イタリア諸都市は、上述のように ｢コンスタンツの和約｣ に

より皇帝から都市法（条例）制定権を得ており、そのおよそ170年後の

1３57年には、ローマ教皇の ｢聖母教会令 Constitutiones Sanctæ Matris 

Ecclesiæ｣（Constitutions of the Holy Mother Church）によって、ローマ教

会領の中部イタリア諸都市が都市法（条例）制定権を獲得した（65）。

4  　バルトルスの都市法（条例）衝突理論─法規分類学説を
中心に─

４-１　「都市法（条例）優先理論」

都市法（条例）が法として認められるようになると、普通法たるロー

マ法と都市法（条例）のいずれの効力が優先するのか、すなわち優先性

の問題（衝突の問題）が生じる。

この問題は、論理的に、「一般法かつ前法」たるローマ法と「特別法

かつ後法」である都市法（条例）という形で整理されることになるので、

特別法は一般法に優先する（lex specialis derogat legi generali）、そして、

後法（新法）は前法（旧法）に優先する（lex posterior derogat priori）と

いう法原則により、この衝突問題の帰結は必然的に、都市法（条例）の

優先という結論に至ることになる（66）。

したがって、バルトルスが完成した「都市法（条例）優先理論」にお

いては ｢共通の法 = 普遍的な法律 = 普通法（ius commune）｣ たるローマ

市民法と ｢特有の法 = 特有法（ius proprium）｣ たる ｢都市（civitas）が制

定する条例を含む地域特別法｣ が衝突するときには、｢学説彙纂｣ 第 1

巻第 1 章第 9 文に基づいて後者が優先的に適用され、｢条例に欠缺ある

ときに、普通法が補充法として適用される｣ ことになる（67）。
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を踏まえて、次には、都市法（条例）同士の抵触（衝突）の問題─「条

例衝突理論」─が論じられることになる（68）。すなわち、「抵触法」の

誕生である。

これらの要点について、「バルトルス・デ・サッソフェラート『条例

衝突理論』概観」─＜中世イタリア法学 Mos Italicus ＞研究序説─」

（慶應義塾大学法学研究会『法學研究：法律・政治・社会』第55巻 ３ 号、1982年）

をはじめとする森征一氏によるバルトルス研究の精華である多数の論

稿に基づいて、以下、骨子のみ整理することしたい。森征一氏は、慶

應義塾大学法学部長・常任理事、常磐大学学長・理事長を経て、2021

年現在、全国大学実務教育協会代表理事・副会長、慶應義塾大学名誉

教授の地位にある。その間、ボローニャ大学、サンパウロ大学等で研

究および講義を行いつつ、本稿で引用しているものを含む多大な玉稿

を発表している（69）。

４-２　「都市法（条例）衝突理論」

｢中世世界の法秩序を構成する帝国と都市という上位権力と下位権力

との対立関係、いわば縦軸の関係についての問題に法理論的な解決を

与えたローマ法学者の前に立ちはだかったつぎの問題は、論理必然的

に都市と都市という対等な関係に立つ下位権力相互間の対立関係、い

わば横軸の関係の問題であった。すなわち条例制定権と条例制定権、

換言すれば、条例制定権が具現化した条例と条例との衝突の問題をい

かにして法理論的に解決すべきか、というものであった。｣（70）

この法的課題に対する中世イタリア法学者の解答こそが、｢ヨーロッ
パ近世・近代法学史の出発点として位置付けられる（太字強調は筆者に

よる）｣ べき「条例衝突理論」である（71）。このような国民相互間に生ず

る問題、すなわち、条例相互間の抵触に関する考察が、国家間の私法

の抵触を扱う今日の ｢国際私法｣ という法分野の嚆矢となったのであ

る（72）。

バルトルス（Bartolus de Saxoferrato）は、「国際私法の祖」（7３）と呼ばれ
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ている。同旨であるが木棚は「国際私法学
・
の祖（傍点は筆者による）」と

呼ぶ（74）。その内容は、｢各法規を人に関する法（人法）と物に関する法

（物法）に分類し、人法は人に付随して領域外でも適用され、物法には

属地的な効力のみを認めた。この考え方が、法規分類説（法規区別説、

条例理論、スタチュータの理論とも呼ばれる）である。｣ それは、周知のよ

うに ｢長い間、国際私法の支配的な理論であった｣（75）のである。

バルトルスの条例衝突法理論においては、後述するように、｢都市の

条例の効力はその領域内の外国人に及ぶか｣ という問題である ｢条例

の域内的効力｣ と、｢都市の条例の効力はその領域外に及ぶか｣ という

｢域外的効力｣ の 2 つの領域に分け、それぞれをさらに再分して論じて

いる（76）。

４-３　バルトルスによる抵触法の体系化の要点

バルトルスは、ユスティニアヌス法典「勅法集 Codex」冒頭の 1 、

1 、 1 法文に「帝国の支配の下にある国民はすべて
・ ・ ・ ・ ・ ・

キリスト教を信仰

すべきこと（傍点は筆者による）」とあることを法源として、「皇帝法は

帝国の国民を拘束するだけであって、外国人を拘束しえないという意

味に読み替え、それから類推して、都市条例も都市国家の国民のみを

拘束するだけであって、外国人を拘束しえないと結論した」のである（77）。

その上で、「ローマ法を条例衝突に際して適用条例の選択の基準を示

す上位法とみなし」、「具体的な問題を個別的に解決」する理論を構築

していくのである（78）。バルトルスは前述の「勅法集 Codex」 1 、 1 、

1 法文に付した注解として、次のように条例の問題を体系化した。す

なわち、「条例の問題をまず、『都市の条例の効力はその領域内の外国

人に及ぶか』および『都市の条例の効力はその領域外に及ぶか』、すな

わち条例の域内的効力および域外的効力という五つの問題に区分し、

さらに前者の問いについては契約、犯罪、遺言およびその他の事項の

五つに再分し、後者の問いについては禁止的条例、許可的条例、刑罰

的条例および刑事判決の五つに再分して、それらをさらに細分しなが
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｢域外的効力｣ の 2 つの領域に分け、それぞれをさらに再分して論じて
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４-３　バルトルスによる抵触法の体系化の要点
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すべきこと（傍点は筆者による）」とあることを法源として、「皇帝法は

帝国の国民を拘束するだけであって、外国人を拘束しえないという意

味に読み替え、それから類推して、都市条例も都市国家の国民のみを

拘束するだけであって、外国人を拘束しえないと結論した」のである（77）。

その上で、「ローマ法を条例衝突に際して適用条例の選択の基準を示

す上位法とみなし」、「具体的な問題を個別的に解決」する理論を構築

していくのである（78）。バルトルスは前述の「勅法集 Codex」 1 、 1 、

1 法文に付した注解として、次のように条例の問題を体系化した。す

なわち、「条例の問題をまず、『都市の条例の効力はその領域内の外国

人に及ぶか』および『都市の条例の効力はその領域外に及ぶか』、すな

わち条例の域内的効力および域外的効力という五つの問題に区分し、

さらに前者の問いについては契約、犯罪、遺言およびその他の事項の

五つに再分し、後者の問いについては禁止的条例、許可的条例、刑罰

的条例および刑事判決の五つに再分して、それらをさらに細分しなが
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ら、それぞれの問題を個別的に解決していき、壮大な国際私法体系の

系統樹を作り上げる」（79）。

森によれば、「条例の域内的効力および域外的効力いかん、というこ

の体系的とも思えるスコラ学の区別論に依拠した五分法の問題設定は、

バルトルス独自のものである。これによって条例衝突理論は、その統

一的・総合的な理論的指針を得た」（80）のである。具体的には以下のよ

うになる（81）。

⑴�　都市法（条例）の域内的効力
第 1 に、都市法（条例：以下、この節では、「条例」と略記する）の「域

内的効力｣ については、バルトルスはA契約 contractus に関する条例、

B犯罪 delictuim に関する条例、C遺言 testamentum に関する条例、D

契約、犯罪以外の事項、の 4 つに大別する。A契約に関する条例また

は慣習を、⑴契約の方式と⑵契約から発生する権利に関するものに分

けて、⑵については、ⅰ訴訟手続とⅱ訴訟実体に細分して論じる。

⑵�　都市法（条例）の域外的効力
第 2 に、条例の ｢域外的効力｣ については、バルトルスはA禁止的

（prohibitoria）条例、B許可的（permissiva）条例、C刑罰的（punitaria）

条例の ３ つに大別する。そして、Aの禁止的条例を、バルトルスは⑴

特定の行為の方式に関するもの、⑵物に関するもの、さらに、⑶人に

関するものに分けて、⑶人に関するもの（｢条例が人についてなんらかの

禁止をしているもの｣）を、ⅰ利益的 favorabili 条例、ⅱ不利益的 odiosa

条例に細分して、それぞれの条例の効力が域外に及ぶか否かを論じて

いる。たとえば、人に関する禁止的条例で不利益的な内容のものの効

力は、域外に及ばないことになる。

Bの許可的条例は、｢ある行為や事項について許可を与えているもの｣

で、これについては、① ｢許可された行為は、許可した者の領域外で

なされ得るか｣、と② ｢それがその領域内もしくは許可された地で、
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［有効に］なされた場合に、それは領域外でなんらかの効力を有するか｣

という論点を示した上で、それぞれに具体的なケースで詳細に議論し

ている。

たとえば、第 1 に、公証人としての行為について、第 2 に、普通法

によってすでに許可されていることで、条例が普通法における障害を

除去して許可を与える場合に、ⅰその ｢障害の除去が方式に関するも

のである場合｣（たとえば普通法で遺言のために 7 人の証人を要するとされて

いる場合に条例が 4 人でよいとする場合など）、ⅱ ｢障害の除去が、人の能

力に関するものである場合｣（たとえば普通法で相続人に指定されることが

できないとされている非嫡出子について、条例が相続人に指定され得るとする

場合など）について、さらに第 ３ に、相続財産の分配の問題について、

それぞれ前述の①と②の 2 つの論点を関連させて結論を導くのである。

第 ３ の相続財産の分配の問題については、たとえば、｢長子がすべての

財産を相続するという慣習がイギリスにあるが、ある者が、イギリス

とイタリアに財産を遺して死亡した場合に、いかなる法が支配するの

か｣（82）という問題に関して学説が対立している中で、バルトルスは、

｢『故人の財産
・ ・

は長子に帰すべきである』という文言のように、その規

定が物
・

に関するものである場合｣ と ｢『長子が
・ ・ ・

相続すべきである』とい

う文言のように、その条例もしくは慣習が人
・

に関するものである場合｣

に分けて、適用する法を区別して論じていく（8３）。

Cの刑罰的条例 statuta punitaria の効力は域外に及ぶか否かの問題

については、従来の 2 つの対立する見解の調和をはかることを意図し

て、さらに ３ つの場合に区別して議論を深める。すなわち、バルトル

スにおいては、今日の国際私法の領域を越えて、刑事法分野も含めた

体系化を図っているのである。具体的には、条例衝突理論の最後に、

｢刑事判決の域外的効力｣ という ｢国際関係の問題と密接に関連する｣

複雑な問題についても、｢人に関する刑罰｣ と ｢財産に関する刑罰｣ に

区別してそれぞれ検討を加えている（84）。

バルトルスが体系化した「法規分類学説」は、近代になってからも、
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「1756年のババリア（筆者注：バイエルン）のマックスミリアン民法典（85）、

1794年のプロシャ一般法典（86）、1811年のオーストリア一般市民法典（87）

など初期の成文法典に大きな影響を及ぼした」（88）のである。

結びにかえて

「ヨーロッパ近世・近代法学史の出発点」（89）とされる都市法（条例）

衝突理論構築の政治的・社会的背景として、各都市国家がゆるやかな

包括的権威である皇帝と教皇から自治権を得たのと方向性は逆ながら、

類似の力学とプロセスでヨーロッパ各国は EU に包括的権威を集約し

ている。いずれも社会の変革期にあって、市民の生活を守りより良い

ものとする、とりわけ経済活動をより効率的なものへと発展させる、

という明確な方向性を共通にすると言えよう。

このような「社会変動（パラダイムシフト）」の背景にあるのは、12世

紀のミニ・グローバリゼーション、今日のグローバリゼーションであ

り、それらと同時並行的に進展した文化社会変革である。ここで文化

社会変革と呼ぶのは、12世紀前後の（近代的）大学の成立と発展（学生

集団と教員集団からなる universitas/ university が11世紀末にボローニャ、12世

紀にパリやオックスフォードに誕生した）や、20～21世紀の情報通信革命

のことである。黒田は、「11世紀後半の商業や都市生活の勃興が、国家

形態を秩序付ける『法』の存在を欲し、学ぶことを必要とした」（90）と

整理し、「法学の復活は、大学の勃興によって始まる」（91）とする。情報

通信革命との関連は、後に別稿で論じたい。

ここまでで本稿の考察はひと区切りとし、「イタリア学派の理論を継

受しつつ発展させた」（92）16世紀フランスにおける抵触法の発展や、周

知のごとく今日の主流である、19世紀半ばにおけるドイツのサヴィニー

（Friedrich Carl von Savigny）による、「キリスト教およびローマ法の共通

性を有するヨーロッパ諸国による国際法的共同体を基礎として、法律

関係の本拠の法を準拠法とする普遍的な国際私法理論（法律関係本拠

説）」（9３）（94）、そして、現代アメリカにおける ｢抵触法革命（95）（96）｣ につ
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いては別稿で考察することとしたい（97）。

（ 1 ） 横溝大「グローバル化時代の抵触法」東京大学社会科学研究所『社會
科學研究』第65巻 2 号、2014年、129頁。

（ 2 ） Cf. Harold J. Berman, “World Law,” Fordham International Law 
Journal, vol.18 （1994）, pp.1616-1622. 斎藤恵彦「世界法の概念について─
田中、恒藤両博士の概念をめぐって─ Ernst Zitelmann, “Die Möglichkeit 
eines Weltrechts” （1888）100年目を記念して」『世界法年報』第 8 号、世
界法学会、1988年、 1 -15頁。

石黒は、国際私法と世界法概念の関係についての一例として、田中耕太
郎『世界法の理論』第 2 巻の国際私法に関する考察について、「その後の
わが国際私法上の通説の基本に、殆ど決定的な影響を与えたと言ってもよ
い」（石黒一憲『国際私法・第 2 版』新世社、2007年、75頁）と指摘する。

（ ３ ） 横溝、前掲「グローバル化時代の抵触法」、1３0頁。各国法秩序の本質
的平等の観念が、とりわけサヴィニー的準拠法選択の方法論を支えている
ことにつき、たとえば、石黒、前掲『国際私法・第 2 版』74頁。

（ 4 ） 山内惟介『国際私法の深化と発展』信山社、2016年、 6 頁。石黒は、
両性平等の問題等に絞られてはいるが、国際私法と憲法との関わり合いに
ついて議論されていることに触れている（石黒、同上、108頁他）。

（ 5 ） 滝沢正『フランス法』第 4 版、三省堂、2010年、21-22頁。
（ 6 ） 木棚照一「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」木棚照一・松岡博・渡辺惺

之著『国際私法概論・第 5 版』有斐閣、2007年、11頁。
（ 7 ） 森征一「中世イタリアの都市コムーネと条例制定権 （ius statuendi）

理論（ 4 ・完）」慶應義塾大学法学研究会『法學研究：法律・政治・社会』
第49巻11号、1976年、３8頁。

（ 8 ） 滝沢、前掲書、22頁。
（ 9 ） 「万民法」は、ラテン語の ius gentium をフランス語や英語で droit des 

gens, law of nations として表記するものであるが、近代に至り、それらは
「国際法」の意味で用いられるようになる。また、1789年以降、ベンサム
（Jeremy Bentham）の案出による international law が国際法を意味する用
語として広く使われるようになった（cf. Berman, supra note 2, pp.1617-
18）。柳原正治「ユース・ゲンティウム概念の変遷─ヴォルフの1729年論
文を中心として─」『国際法外交雑誌』第88巻 2 号（1989年）、185 ─ 220頁。
柳原正治『法学入門（放送大学教材）』2018年、66-67頁。

（10） 「ローマ法自体には抵触規則は稀少であった。」との表現もされる。本
浪章市「国際私法の起源から国際租税法の連結点考察までの過程」『関西
大学法学論集』第5３巻 4 - 5 号、2004年、410頁。

（11） 森征一「バルトルス・デ・サッソフェラート『条例衝突理論』概観─
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いては別稿で考察することとしたい（97）。

（ 1 ） 横溝大「グローバル化時代の抵触法」東京大学社会科学研究所『社會
科學研究』第65巻 2 号、2014年、129頁。

（ 2 ） Cf. Harold J. Berman, “World Law,” Fordham International Law 
Journal, vol.18 （1994）, pp.1616-1622. 斎藤恵彦「世界法の概念について─
田中、恒藤両博士の概念をめぐって─ Ernst Zitelmann, “Die Möglichkeit 
eines Weltrechts” （1888）100年目を記念して」『世界法年報』第 8 号、世
界法学会、1988年、 1 -15頁。

石黒は、国際私法と世界法概念の関係についての一例として、田中耕太
郎『世界法の理論』第 2 巻の国際私法に関する考察について、「その後の
わが国際私法上の通説の基本に、殆ど決定的な影響を与えたと言ってもよ
い」（石黒一憲『国際私法・第 2 版』新世社、2007年、75頁）と指摘する。

（ ３ ） 横溝、前掲「グローバル化時代の抵触法」、1３0頁。各国法秩序の本質
的平等の観念が、とりわけサヴィニー的準拠法選択の方法論を支えている
ことにつき、たとえば、石黒、前掲『国際私法・第 2 版』74頁。

（ 4 ） 山内惟介『国際私法の深化と発展』信山社、2016年、 6 頁。石黒は、
両性平等の問題等に絞られてはいるが、国際私法と憲法との関わり合いに
ついて議論されていることに触れている（石黒、同上、108頁他）。

（ 5 ） 滝沢正『フランス法』第 4 版、三省堂、2010年、21-22頁。
（ 6 ） 木棚照一「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」木棚照一・松岡博・渡辺惺

之著『国際私法概論・第 5 版』有斐閣、2007年、11頁。
（ 7 ） 森征一「中世イタリアの都市コムーネと条例制定権 （ius statuendi）

理論（ 4 ・完）」慶應義塾大学法学研究会『法學研究：法律・政治・社会』
第49巻11号、1976年、３8頁。

（ 8 ） 滝沢、前掲書、22頁。
（ 9 ） 「万民法」は、ラテン語の ius gentium をフランス語や英語で droit des 

gens, law of nations として表記するものであるが、近代に至り、それらは
「国際法」の意味で用いられるようになる。また、1789年以降、ベンサム
（Jeremy Bentham）の案出による international law が国際法を意味する用
語として広く使われるようになった（cf. Berman, supra note 2, pp.1617-
18）。柳原正治「ユース・ゲンティウム概念の変遷─ヴォルフの1729年論
文を中心として─」『国際法外交雑誌』第88巻 2 号（1989年）、185 ─ 220頁。
柳原正治『法学入門（放送大学教材）』2018年、66-67頁。

（10） 「ローマ法自体には抵触規則は稀少であった。」との表現もされる。本
浪章市「国際私法の起源から国際租税法の連結点考察までの過程」『関西
大学法学論集』第5３巻 4 - 5 号、2004年、410頁。

（11） 森征一「バルトルス・デ・サッソフェラート『条例衝突理論』概観─

）
六
五
一
（

146

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
三
八

＜中世イタリア法学 Mos Italicus＞研究序説─」、前掲『法學研究』第55
巻 ３ 号、40頁。

（12） 川上太郎「第 5 節 国際私法の歴史」国際法学会編『国際私法講座』
第 1 巻、有斐閣、195３年、9３頁。なお、本稿においては引用文中の旧字体
を新字体に置き換えている。

（1３） 森征一「バルトルスの法学観─ヨーロッパ中世法学の理解のために
─」、同上『法學研究』第70巻 ３ 号、26頁。

（14） 同上。
（15） 同上。
（16） 拙稿「立憲化の歴史的文脈─法制史としてのグローバル立憲化─」常

磐大学教職センター『教職実践研究』第 ３ 号、2019年、7３頁。
（17） 須網隆夫 ｢グローバル立憲主義とヨーロッパ法秩序の多元性─ EU の

憲法多元主義からグローバル立憲主義へ─｣『国際法外交雑誌』第11３巻 ３
号、2014年、42頁。

（18） 同上。
（19） 横溝、前掲「グローバル化時代の抵触法」、1３1頁。
（20） その後、ドイツ語の “Internationales Privatrecht”、フランス語の

“droit international privé” などに、そして日本語の「国際私法」に、直訳
された。

（21） ラテン語 universus（全体）の派生語で「共同体」の意味をもつがヨー
ロッパ中世ではギルド、組合の意味であった。大学（universitas）は「教
師と学生の共同体（universitas magistrorum et scholarium）」の短縮形で
ある。田中建彦「大学の起源と学問の自由」『長野看護大学紀要』第 7 巻、
2005年、9３-94頁。

（22） 森、前掲「バルトルスの法学観」、14頁。
（2３） 黒田加奈子「中世における正義の概念の形成─14世紀パドヴァ・コ

ムーネを中心として─」千葉大学大学院社会文化科学研究科『千葉大学社
会文化科学研究科研究プロジェクト報告集・第67巻・権力と視角表象

（Ⅲ）』2001年、３5頁。
（24） 森、前掲「バルトルスの法学観」、14頁。
（25） 同上、41頁。
（26） 同上、15頁。
（27） 同上、2３頁。
（28） 同上、41頁。
（29） 同上。
（３0） 1076年 1 月のハインリヒ 4 世による教皇グレゴリウス 7 世の廃位宣言

と、1076年 2 月の教皇によるハインリヒ 4 世の破門と王位の剥奪宣言を経
て、ザクセン公を中心にドイツ諸侯が教皇についたことによる1077年 1 月
のいわゆるカノッサの屈辱（カノッサ事件）と、その後、1122年のヴォル
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ムス協約（Wormser Konkordat）で叙任権が教皇にあることが確認された。
これらの経緯で主に教皇派であった都市に後述するボローニャ、ジェノ
ヴァ、フィレンツェが含まれる。

（３1） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、11頁。
（３2） 同上。
（３３） Die Hansestadt Lübeck（ハンザ都市リューベック）
（３4） Die Freie und Hansestadt Hamburg（自由ハンザ都市ハンブルク）
（３5） 1226年に自由都市となり、1３54年の「アルザス十都市同盟」（Décapole, 

Zehnstädtebund）に関わった。
（３6） 本浪、前掲「国際私法の起源から国際租税法の連結点考察までの過

程」、409頁。
（３7） 同上。
（３8） 「都市（国家）同盟」の発端は古代ギリシャのアンフィクティオニア

に遡る（拙著『国際機構の機能と組織─新しい世界秩序を構築するために
─』第 2 版、国際書院、1997年）。

（３9） 1164年にヴェローナ Verona、パドヴァ Padova、ヴィチェンツァ
Vicenza の ３ 都市が結成し、後にヴェネツィア（ヴェネツィア共和国
Repubblica di Venezia）が加わった。

（40） 上述各都市に加えて、クレーマ Crema、クレモナ Cremona、マント
ヴァ Mantova、ピアチェンツァ Piacenza、ベルガモ Bergamo、ブレシア
Brescia、ミラノ Milano、ジェノヴァ Genova、ボローニャ Bologna、モデ
ナ Modena、 レ ッ ジ ョ・ エ ミ リ ア Reggio nell'Emilia、 ト レ ヴ ィ ー ゾ
Treviso、ヴェルチェッリ Vercelli、ローディ Lodi、パルマ Parma、フェ
ラーラ Ferrara などである。

（41） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、11-12頁。
（42） 森征一 ｢バルトルスの慣習法理論における『同意』（序説）─イタリ

ア中世都市国家の立法主権との関連で─｣、前掲『法學研究』第67巻11号、
1994年、 2 頁。

（4３） 同上。
（44） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、47頁。
（45） 同上。
（46） 同上、57頁。
（47） 同上。参考として、森征一「V･ ピエルジォヴァンニ著『ジェノヴァ

法史講義─中世─』」、前掲『法學研究』第57巻 6 号、1984年、11３ ─ 117頁。
（48） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、57頁。
（49） 同上、48頁。
（50） 同上、３1頁。
（51） 同上。
（52） 同上、３1-３2頁。
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ムス協約（Wormser Konkordat）で叙任権が教皇にあることが確認された。
これらの経緯で主に教皇派であった都市に後述するボローニャ、ジェノ
ヴァ、フィレンツェが含まれる。

（３1） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、11頁。
（３2） 同上。
（３３） Die Hansestadt Lübeck（ハンザ都市リューベック）
（３4） Die Freie und Hansestadt Hamburg（自由ハンザ都市ハンブルク）
（３5） 1226年に自由都市となり、1３54年の「アルザス十都市同盟」（Décapole, 

Zehnstädtebund）に関わった。
（３6） 本浪、前掲「国際私法の起源から国際租税法の連結点考察までの過

程」、409頁。
（３7） 同上。
（３8） 「都市（国家）同盟」の発端は古代ギリシャのアンフィクティオニア

に遡る（拙著『国際機構の機能と組織─新しい世界秩序を構築するために
─』第 2 版、国際書院、1997年）。

（３9） 1164年にヴェローナ Verona、パドヴァ Padova、ヴィチェンツァ
Vicenza の ３ 都市が結成し、後にヴェネツィア（ヴェネツィア共和国
Repubblica di Venezia）が加わった。

（40） 上述各都市に加えて、クレーマ Crema、クレモナ Cremona、マント
ヴァ Mantova、ピアチェンツァ Piacenza、ベルガモ Bergamo、ブレシア
Brescia、ミラノ Milano、ジェノヴァ Genova、ボローニャ Bologna、モデ
ナ Modena、 レ ッ ジ ョ・ エ ミ リ ア Reggio nell'Emilia、 ト レ ヴ ィ ー ゾ
Treviso、ヴェルチェッリ Vercelli、ローディ Lodi、パルマ Parma、フェ
ラーラ Ferrara などである。

（41） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、11-12頁。
（42） 森征一 ｢バルトルスの慣習法理論における『同意』（序説）─イタリ

ア中世都市国家の立法主権との関連で─｣、前掲『法學研究』第67巻11号、
1994年、 2 頁。

（4３） 同上。
（44） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、47頁。
（45） 同上。
（46） 同上、57頁。
（47） 同上。参考として、森征一「V･ ピエルジォヴァンニ著『ジェノヴァ

法史講義─中世─』」、前掲『法學研究』第57巻 6 号、1984年、11３ ─ 117頁。
（48） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、57頁。
（49） 同上、48頁。
（50） 同上、３1頁。
（51） 同上。
（52） 同上、３1-３2頁。
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（5３） 同上、３2頁。
（54） 同上、３4頁。
（55） 同上。
（56） 森征一 ｢第10章 中世ローマ法と条例理論｣ 勝田有恒、森征一、山内

進『西洋法制史』ミネルヴァ書房、1３5頁。
（57） 森、前掲「『同意』（序説）」、12-1３頁。
（58） 同上、1３頁。
（59） 同上、1３ ─ 14頁。
（60） 同上、17頁。ここで成文法とは、条例を意味している（同頁）。
（61） 同上、 2 頁。
（62） 同上。
（6３） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、59-60頁。
（64） 同上、60頁。
（65） 森、前掲「『条例衝突理論』概観」、 2 頁。
（66） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、３３頁参照。
（67） 森、前掲 ｢第10章 中世ローマ法と条例理論｣、1３6-1３7頁。森、前掲

「『条例衝突理論』概観」、 ３ 頁。
（68） 森、前掲「条例制定権理論⑴」、３4頁。
（69） 「 森 征 一 教 授 略 歴・ 主 要 業 績 」〔https://core.ac.uk/download/pdf/ 

145778821.pdf〕（2021年 6 月24日参照）を参照。
（70） 森、前掲「『条例衝突理論』概観」、 ３ 頁。
（71） 同上。
（72） 同上、 ３ - 4 頁。森、前掲「バルトルスの法学観」、29頁。
（7３） 高杉直「第 2 章 法選択規則」、松岡博編『国際関係私法入門─国際私

法 ･ 国際民事手続法 - 国際取引法─第 ３ 版』有斐閣、2012年、29頁。
（74） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、12頁。
（75） 高杉、前掲「第 2 章 法選択規則」、29頁。
（76） 森、前掲「第10章 中世ローマ法と条例理論」、1３7頁。森、前掲「『条

例衝突理論』概観｣、14-３6頁。
（77） 森、前掲「バルトルスの法学観」、26頁。
（78） 同上、26-27頁。
（79） 同上、29頁。
（80） 森、前掲「『条例衝突理論』概観｣、14頁。
（81） 同上、14-３6頁のエッセンスを集約したものである。
（82） 同上、３３頁。
（8３） 同上、３３ ─ ３4頁。
（84） 同上、３6頁。
（85） 筆者注：Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis.
（86） 筆者注：Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten.
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（87） 筆者注：Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für Österreich.
（88） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、14頁（各法典名の原語は

筆者による注記）。
（89） 森、前掲「『条例衝突理論』概観」、 ３ 頁
（90） 黒田、前掲「中世における正義の概念の形成」、３4頁。
（91） 同上、３３頁。
（92） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、1３頁。都市部と農村部の

地方慣習法が異なっていることなどから生じた抵触の問題を解決する必要
から属地主義を緩和する Charles Dumoulin（1500-1566）と、属地主義的
傾向の強い Bertrand d’ Argentré（1519-1590）の理論が後の国際私法理論
に影響を及ぼしている（同上）。

（9３） 高杉、前掲「第 2 章 法選択規則」、29-３0頁。「法律関係本拠説は、法
規ではなく法律関係から出発する点で、法規分類説とは全く逆のアプロー
チであり、実質法と国際私法を峻別するものであった（同上）。」

（94） サヴィニーの生没年は、1779-1861年。1815年から３1年にかけて全 6
巻 か ら な る『 中 世 ロ ー マ 法 史（Geschichte des römischen Rechts im 
Mittelalter）』、1840年から49年にかけては、全 8 巻の『現代ローマ法体系

（System des heutigen römischen Rechts）』を執筆したが、49年刊行の第 8
巻の大部分は ｢法律関係に関する法規適用の場所的限界｣ とする、｢画期
的な国際私法理論を樹立（木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、15
頁。）」した。

（95） すなわち、「概念的な発想ではなく現実的な対応を求めるリーガル・
リアリズムの影響もあり、20世紀半ば、伝統的な法選択規則では、具体的
事案において妥当な結論を導くことができないとの批判が強くなった。む
しろ各事案の争点ごとに関連諸国の実質法の内容や法目的を考慮した上で
法適用の利益が最大で適切な結果を導く法を準拠法とすべきとの新たな方
法論が提唱」（同上、３1頁）されたのである。

（96） この抵触法革命は米国における契約や不法行為などの一部の分野にと
どまっているものの、「伝統的な国際私法に対する米国の抵触法革命の影
響を過少評価すべきではない」として注目されている（同上）。

このようなアメリカの抵触法革命の諸理論は、本稿の主題であったバル
トルスと通ずる面があるため、“neo-statutists” と呼ばれることがある（石
黒、前掲『国際私法・第 2 版』72頁）。

（97） 古代ローマから1980年代～2000年代の日本およびヨーロッパ諸国の国
際私法全面改正に至る「現代国際私法の歴史的位相」の全体像が、石黒、
前掲『国際私法・第 2 版』70 ─ 71頁に緻密に図解整理されている。なお、
前述の川上は、「あらゆる法部門のうちで国際私法ほど、法史の研究を必
要とするものは、おそらく少いであろう。国際私法にあっては、歴史がす
べ て で あ る と 言 わ れ る（ グ ッ ツ ヴ ィ ラ ー 原 注 1  Gutzwiller, Le 
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（87） 筆者注：Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für Österreich.
（88） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、14頁（各法典名の原語は

筆者による注記）。
（89） 森、前掲「『条例衝突理論』概観」、 ３ 頁
（90） 黒田、前掲「中世における正義の概念の形成」、３4頁。
（91） 同上、３３頁。
（92） 木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、1３頁。都市部と農村部の

地方慣習法が異なっていることなどから生じた抵触の問題を解決する必要
から属地主義を緩和する Charles Dumoulin（1500-1566）と、属地主義的
傾向の強い Bertrand d’ Argentré（1519-1590）の理論が後の国際私法理論
に影響を及ぼしている（同上）。

（9３） 高杉、前掲「第 2 章 法選択規則」、29-３0頁。「法律関係本拠説は、法
規ではなく法律関係から出発する点で、法規分類説とは全く逆のアプロー
チであり、実質法と国際私法を峻別するものであった（同上）。」

（94） サヴィニーの生没年は、1779-1861年。1815年から３1年にかけて全 6
巻 か ら な る『 中 世 ロ ー マ 法 史（Geschichte des römischen Rechts im 
Mittelalter）』、1840年から49年にかけては、全 8 巻の『現代ローマ法体系

（System des heutigen römischen Rechts）』を執筆したが、49年刊行の第 8
巻の大部分は ｢法律関係に関する法規適用の場所的限界｣ とする、｢画期
的な国際私法理論を樹立（木棚、前掲「第 ３ 章 国際私法理論の沿革」、15
頁。）」した。

（95） すなわち、「概念的な発想ではなく現実的な対応を求めるリーガル・
リアリズムの影響もあり、20世紀半ば、伝統的な法選択規則では、具体的
事案において妥当な結論を導くことができないとの批判が強くなった。む
しろ各事案の争点ごとに関連諸国の実質法の内容や法目的を考慮した上で
法適用の利益が最大で適切な結果を導く法を準拠法とすべきとの新たな方
法論が提唱」（同上、３1頁）されたのである。

（96） この抵触法革命は米国における契約や不法行為などの一部の分野にと
どまっているものの、「伝統的な国際私法に対する米国の抵触法革命の影
響を過少評価すべきではない」として注目されている（同上）。

このようなアメリカの抵触法革命の諸理論は、本稿の主題であったバル
トルスと通ずる面があるため、“neo-statutists” と呼ばれることがある（石
黒、前掲『国際私法・第 2 版』72頁）。

（97） 古代ローマから1980年代～2000年代の日本およびヨーロッパ諸国の国
際私法全面改正に至る「現代国際私法の歴史的位相」の全体像が、石黒、
前掲『国際私法・第 2 版』70 ─ 71頁に緻密に図解整理されている。なお、
前述の川上は、「あらゆる法部門のうちで国際私法ほど、法史の研究を必
要とするものは、おそらく少いであろう。国際私法にあっては、歴史がす
べ て で あ る と 言 わ れ る（ グ ッ ツ ヴ ィ ラ ー 原 注 1  Gutzwiller, Le 
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M. サンデルの「腎臓売買否認論」
についての一考察

宮　本　満　治

はじめに

2010年に NHK 教育テレビで放送された、マイケル・サンデル

（Michael J. Sandel）による「ハーバード白熱教室」は好評を博した。同

番組の監訳と解説を務めた小林正弥によれば、これにより小林自身も

含めた関係者の誰もが予想しなかったような知的大ブームが起きた

（小林 2010, p.９）。また、当該の講義をもとにサンデルが一般向けに書い

た概説書である『これからの「正義」の話をしよう』（Sandel 2010）は

ベストセラーにもなった。

こうした所謂「サンデル・ブーム」から10年余の年月が流れた。そ

の後、サンデルの主張ないし、彼のいう「共通善の政治学」はどのよ

うに受容されているのであろうか。少なくとも201８年の時点で、現代

コミュニタリアニズム（いうまでもなく、サンデルはその代表者とされる）

の大家である菊池理夫は、わが国の戦後の政治学では、「共通善の政治

学」は特定の思想家に関して以外は、ほとんど論じられることはなく、

論じられても否定的にしか論じられないという。そして、そのことも

あって「共通善の政治学」であるコミュニタリアニズムは、「正＝権利

の政治学」であるリベラリズムを批判するものとして、とりわけ保守

的ないし反動的なものであるという理解が多いということである。さ

らに、菊池によれば、このような理解は基本的には、「共通善」に対す

論　説
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る無理解や誤解から生じ、サンデルを含む現代コミュニタリアニズム

が正当に理解されない原因になっている（菊池 201８, p.5）。

筆者自身は、サンデルの主張に同調するところも数多い。しかしな

がら、菊池らの精力的な仕事にもかかわらず、サンデルの主張が「理

解されない」のは何故なのだろうか。そこには、やはり「無理解や誤

解」を生む何かがあるのではないだろうか。少なくとも、筆者は、菊

池やサンデルの諸業績を読んだ際に共感するところが多いが、それで

も疑問を覚える部分もある。それが、現代コミュニタリアニズムに対

する「無理解や誤解」につながっているのではなかろうか。このよう

な疑問の根拠を明らかにすることが本論文に取り組むことになった

きっかけである。

ところで、コミュニタリアニズムに対してもっとも痛烈な批判を浴

びせている思想潮流が、リバタリアニズム（自由尊重主義、自由至上主義、

絶対自由主義、自由原理主義）である（ 1 ）。リバタリアニズムの入門書を

著した D. ボウツ（David Boaz）によれば、リバタリアニズムとは、「各

人は、他人がもっている自分と同等の権利を尊重するかぎり、自分が

選んだ人生がどのようなものであれ、それを生きる権利をもっている」

という思想である。また、リバタリアニズムを信奉する者、つまりリ

バタリアンは、「政府が創られる以前から当然に人びとがもっている権

利」すなわち「人生、自由、そして所有財産に対する各人の権利」を

擁護する。さらに、リバタリアンの見解では、あらゆる人間関係は自

発的なものであるべきであり、法律によって禁じられるべき唯一の活

動は、強制力を行使していない他人に対して強制力を行使することと

される（Boaz 1９９８, p.2）。

リバタリアンの主張とサンデルの主張は具体的にどのようにぶつか

り合うのか。これを整理することができれば、サンデルの主張が「理

解されない」理由の一端を把握できるのではないか。そのような考え

から、本論文では、リバタリアンの主張とサンデルの主張を検討して

いくことしたい。その際、「腎臓の売買」という問題に焦点を絞り、そ
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る無理解や誤解から生じ、サンデルを含む現代コミュニタリアニズム

が正当に理解されない原因になっている（菊池 201８, p.5）。

筆者自身は、サンデルの主張に同調するところも数多い。しかしな

がら、菊池らの精力的な仕事にもかかわらず、サンデルの主張が「理

解されない」のは何故なのだろうか。そこには、やはり「無理解や誤

解」を生む何かがあるのではないだろうか。少なくとも、筆者は、菊

池やサンデルの諸業績を読んだ際に共感するところが多いが、それで

も疑問を覚える部分もある。それが、現代コミュニタリアニズムに対

する「無理解や誤解」につながっているのではなかろうか。このよう

な疑問の根拠を明らかにすることが本論文に取り組むことになった

きっかけである。

ところで、コミュニタリアニズムに対してもっとも痛烈な批判を浴

びせている思想潮流が、リバタリアニズム（自由尊重主義、自由至上主義、

絶対自由主義、自由原理主義）である（ 1 ）。リバタリアニズムの入門書を

著した D. ボウツ（David Boaz）によれば、リバタリアニズムとは、「各

人は、他人がもっている自分と同等の権利を尊重するかぎり、自分が

選んだ人生がどのようなものであれ、それを生きる権利をもっている」

という思想である。また、リバタリアニズムを信奉する者、つまりリ

バタリアンは、「政府が創られる以前から当然に人びとがもっている権

利」すなわち「人生、自由、そして所有財産に対する各人の権利」を

擁護する。さらに、リバタリアンの見解では、あらゆる人間関係は自

発的なものであるべきであり、法律によって禁じられるべき唯一の活

動は、強制力を行使していない他人に対して強制力を行使することと

される（Boaz 1９９８, p.2）。

リバタリアンの主張とサンデルの主張は具体的にどのようにぶつか

り合うのか。これを整理することができれば、サンデルの主張が「理

解されない」理由の一端を把握できるのではないか。そのような考え

から、本論文では、リバタリアンの主張とサンデルの主張を検討して

いくことしたい。その際、「腎臓の売買」という問題に焦点を絞り、そ
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れに対する両者の主張の相違を明確にすることで、サンデルの主張に

対する疑問を整理したい。ひいては、この作業により、サンデルの現

代のコミュニタリアニズムが「理解されない」理由を多少なりとも明

らかにできると考える。

次節において、リバタリアンたちが重視する自己所有権について簡

単に概観していく。

Ⅰ　自己所有権についての概観

自己所有権（self-ownership）は、概説書的には、「各個人には自らの

身体・精神に対する絶対不可侵の根本的権利が存在し、それが他のす

べての個人権の基礎である、という着想」とされる。また、これに則

れば、第一に「他者の個人権・自己所有権を侵害しない限り、個人に

は、自らの身体・精神およびその生産物に対する絶対不可侵の所有権

が認められ」、そして、第二に「『人的資源』に対する自己所有権から、

『物的資源』に対する私的所有権など、他のすべての個人権を演繹する

ことができる」ということになる（アスキュー 2000, p.6９）。

各人にとって自分自身の身体と能力は自分のものだという自己所有

権の命題は、リバタリアニズム、あるいはその自然権論的バージョン

と不可分のものといわれる。例えば、J. ロック（John Locke）は『統治

二論』において、自己所有権という言葉は使ってはいないが、「人は誰

でも、自分自身の身体
0 0

に対する所有権
0 0 0

（property）をもつ」のであり、

「これについては、自分自身以外の誰も権利をもたない」（Locke 2011, 

p.134）し、「人は自分自身の主であり、自分自身の身体とその活動およ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

び労働の所有者
0 0 0 0 0 0 0

であることによって、自分自身の中に所有権の偉大な
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基礎を持っている
0 0 0 0 0 0 0 0

」（Locke 2011, p.142）としており、自己所有権の主張

を行っている（ 2 ）。

また、R. ノージック（Robert Nozick）も「X に対する所有権という概

念の中核にあるのは、X をどうするかを決める権利、すなわち、X に

関する制約された一連の選択肢のうちどれを実現し、または試みるべ
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きかを選ぶ権利である」（Nozick 1９74, p.171）として、自己所有権という

言葉を使ってはいないが、自己所有権のテーゼをとっている。そして、

ノージックは、自分の所有する身体と能力を使って得た物は自分の物

であり、これに国家が課税することは国家による強制労働に等しいと

したのである（Nozick 1９74）。

この自己所有権という言葉が普及したのは、平等主義者であり、リ

バタリアニズムを批判した G.A. コーエン（Gerald A. Cohen）がノージッ

クの立場をこの言葉で呼んだことが一因になっている（森村 2005b, p.27）。

コーエンは、「各人は自分自身の身体と諸能力の道徳的に正当な所有者

であり、したがって
0 0 0 0 0

、各人は他者に対してそれらの諸能力を攻撃的に

用いないならば、自分が望むまま自由にそれらを使うことができる」

と自己所有権のテーゼを定義し（Cohen 1９９5, p.67）、リバタリアニズム

はこの自己所有権によって形態を規定された特定の自由を肯定してい

るとした。そして、このような自由が必然的にもたらす不平等を批判

するため、ノージックの主張の核心である自己所有権テーゼを批判的

に分析したのである（Cohen 1９９5）（ 3 ）。

ただし、肯定的にせよ否定的にせよ自己所有権が語られる場合、そ

れが自分の人身と消極的自由と活動への権利だけを意味しているのか、

あるいはそれに加えて無主物先占や市場取引による労働の産物や対価

への財産権までも含んでいるのか、曖昧なことが少なくない（森村 

2005b, p.27）。しかし、日本を代表するリバタリアンである森村進は、自

己の身体や自由への権利を「狭義の自己所有権」と呼び、そして「狭

義の自己所有権」とそこから導出される財産権とを総称して「広義の

自己所有権」と呼んでこの二つを区別する（森村 1９９5, p.1９）。そのうえ

で、森村は、「狭義の自己所有権」はほとんど絶対的な力を持っている

が、「広義の自己所有権」は重要だとはいえ、その範囲の内在的な曖昧

さと最低限の生存権の考慮とによってある程度制約されてもやむをえ

ないとした（森村 2005b, pp.27-2８）。

本論文で取り扱いたいのは、腎臓移植の問題である。その理由は、
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きかを選ぶ権利である」（Nozick 1９74, p.171）として、自己所有権という

言葉を使ってはいないが、自己所有権のテーゼをとっている。そして、

ノージックは、自分の所有する身体と能力を使って得た物は自分の物

であり、これに国家が課税することは国家による強制労働に等しいと

したのである（Nozick 1９74）。

この自己所有権という言葉が普及したのは、平等主義者であり、リ

バタリアニズムを批判した G.A. コーエン（Gerald A. Cohen）がノージッ

クの立場をこの言葉で呼んだことが一因になっている（森村 2005b, p.27）。

コーエンは、「各人は自分自身の身体と諸能力の道徳的に正当な所有者

であり、したがって
0 0 0 0 0

、各人は他者に対してそれらの諸能力を攻撃的に

用いないならば、自分が望むまま自由にそれらを使うことができる」

と自己所有権のテーゼを定義し（Cohen 1９９5, p.67）、リバタリアニズム

はこの自己所有権によって形態を規定された特定の自由を肯定してい

るとした。そして、このような自由が必然的にもたらす不平等を批判

するため、ノージックの主張の核心である自己所有権テーゼを批判的

に分析したのである（Cohen 1９９5）（ 3 ）。

ただし、肯定的にせよ否定的にせよ自己所有権が語られる場合、そ

れが自分の人身と消極的自由と活動への権利だけを意味しているのか、

あるいはそれに加えて無主物先占や市場取引による労働の産物や対価

への財産権までも含んでいるのか、曖昧なことが少なくない（森村 

2005b, p.27）。しかし、日本を代表するリバタリアンである森村進は、自

己の身体や自由への権利を「狭義の自己所有権」と呼び、そして「狭

義の自己所有権」とそこから導出される財産権とを総称して「広義の

自己所有権」と呼んでこの二つを区別する（森村 1９９5, p.1９）。そのうえ

で、森村は、「狭義の自己所有権」はほとんど絶対的な力を持っている

が、「広義の自己所有権」は重要だとはいえ、その範囲の内在的な曖昧

さと最低限の生存権の考慮とによってある程度制約されてもやむをえ

ないとした（森村 2005b, pp.27-2８）。

本論文で取り扱いたいのは、腎臓移植の問題である。その理由は、
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腎臓は、直感的に自己の身体に拘わる事柄であり、森村が絶対的だと

いう「狭義の自己所有権」に属するものと考えられ、そのうえ、人体

のなかで生命を脅かすことなく他人に譲ることが可能であり、毛髪や

血液とは違って再生できないものであるからである。よって、腎臓の

移植についての考え方を検討することで、リバタリアンとサンデルの

主張の違いが浮き彫りにされることが期待される。

Ⅱ　腎臓の売買は容認されるか否か

１　森村の「臓器売買容認論」

リバタリアンの主張する自己所有権の概念を理論的に突き詰めれば、

腎臓の売買が容認されることになる。各人が自分の身体への所有権を

持っているとすると、所有権は対象物を支配する権限だけでなく、そ

れを譲渡したり処分したりする権限も含んでいるはずだから、人は自

分の臓器を売買できる（森村 2001, p.54）ということになるからであ 

る（ 4 ）。

森村は、人は自分の身体への排他的な支配権をもっており、他人の

権利を侵害しない限りそれを自由に用いることができるとしている

（森村 1９９5, p.63）。そして、自分の臓器を売った人はその後も後悔しな

いと想定した場合、契約の履行から生ずるさまざまの利害得失に関す

る彼らの評価─それはしばしば言語化されないし、特に意識されてい

ないことさえ多い─を他の誰よりもよく知っているのは、当事者自身

であり、彼らの選択の利益を受け、コストを負うのも、彼ら自身であ

るので、臓器売買は禁止されるべきではないとする（森村 2001, pp.62-

64）（ 5 ）。

さらに、森村は自ら「日本では稀な臓器売買肯定論を提唱」（森村 

2016, p.17）したと評する論稿において、「臓器売買のどこが悪いのだろ

うか」という疑問に対する回答を示している。まず、森村は、「臓器売

買は利他的ではないからいけないのか？」という問いに答える。臓器

売買とは逆に、今日の日本では人体の一部の無償提供は禁止されてい
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ないし、献血や、骨髄や腎臓の提供はむしろ立派な行動と考えられて

いるにもかかわらず、臓器の譲渡が有償で行われるのは禁止されてい

るのはなぜか。かりに臓器移植の場合は無償の方が望ましいと認める

として、臓器を無償で提供するほうが有償で提供するよりも賞賛に値

するとはいえるかもしれない。しかし、はじめから臓器を提供しない

人と比べて、有償で提供する人が非難されるべき理由はないし、臓器

を売る人びとは対価と引き換えにではあるが、その対価以上に臓器移

植を求める人びとにとって望ましい選択肢を与えている。それゆえ、

臓器売買は批判されるべきではないと森村はいう。

次に、臓器売買の買い手や仲買人は売り手の窮状を利用して臓器を

買い取るのだから、これは「搾取」であるという、売り手の保護を理

由にした「臓器売買禁止論」に対して、森村は、臓器を売る人は売買

を強制された場合を除けば、自発的に臓器を売って利益を受けるので

あるから、これは「搾取」とはいえないという。さらに、森村によれ

ば、臓器を売ることを禁止すると、臓器を売る用意のある人の窮状を

さらに悪化させてしまう結果になってしまうので、臓器を売る行為は

非難されるべきではないということになる。

また、人体というものは通常の財産や金銭と違って何らかの仕方で

人格と密接不可分に結びついているので、そもそも交換可能な財産と

みなすことができない、言い換えれば、それを売買することは人格を

手段として用いているという、カント的な趣旨からの禁止論がある。

しかしながら、これに対して森村は、そもそも社会の中で暮らしてい

る人びとは日常的に何らかの仕方で他の人びとを手段として利用して

いるのであって、人体なり人格なりを手段として用いること自体は別

に不正なことではないとする。

さらに、臓器売買は臓器に値段をつけることによって人体を商品化

し、人体に対する社会の人びとの尊重の念を失わせる、つまり、臓器

売買は当事者本人よりも社会に及ぼす悪影響のために禁止されるべき

だという批判に対して、森村は次のように答える。すなわち、森村に
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ないし、献血や、骨髄や腎臓の提供はむしろ立派な行動と考えられて

いるにもかかわらず、臓器の譲渡が有償で行われるのは禁止されてい

るのはなぜか。かりに臓器移植の場合は無償の方が望ましいと認める

として、臓器を無償で提供するほうが有償で提供するよりも賞賛に値

するとはいえるかもしれない。しかし、はじめから臓器を提供しない

人と比べて、有償で提供する人が非難されるべき理由はないし、臓器

を売る人びとは対価と引き換えにではあるが、その対価以上に臓器移

植を求める人びとにとって望ましい選択肢を与えている。それゆえ、

臓器売買は批判されるべきではないと森村はいう。

次に、臓器売買の買い手や仲買人は売り手の窮状を利用して臓器を

買い取るのだから、これは「搾取」であるという、売り手の保護を理

由にした「臓器売買禁止論」に対して、森村は、臓器を売る人は売買

を強制された場合を除けば、自発的に臓器を売って利益を受けるので

あるから、これは「搾取」とはいえないという。さらに、森村によれ

ば、臓器を売ることを禁止すると、臓器を売る用意のある人の窮状を

さらに悪化させてしまう結果になってしまうので、臓器を売る行為は

非難されるべきではないということになる。

また、人体というものは通常の財産や金銭と違って何らかの仕方で

人格と密接不可分に結びついているので、そもそも交換可能な財産と

みなすことができない、言い換えれば、それを売買することは人格を

手段として用いているという、カント的な趣旨からの禁止論がある。

しかしながら、これに対して森村は、そもそも社会の中で暮らしてい

る人びとは日常的に何らかの仕方で他の人びとを手段として利用して

いるのであって、人体なり人格なりを手段として用いること自体は別

に不正なことではないとする。

さらに、臓器売買は臓器に値段をつけることによって人体を商品化

し、人体に対する社会の人びとの尊重の念を失わせる、つまり、臓器

売買は当事者本人よりも社会に及ぼす悪影響のために禁止されるべき

だという批判に対して、森村は次のように答える。すなわち、森村に
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よれば、誰かが自分の臓器を売って商品化したからといって、他の人

びとまでそうするように強いられるわけではないし、そもそも臓器売

買が認められるとしても、だからといって人びとは人身の完全性を軽

視するようには考えられない。そして、社会の中には自分の臓器に値

をつけて売るような人がいるということに感情を傷つけられる人がい

るかもしれないが、そのような感情の保護は法の任務と考えるべきで

はないと森村はいう（森村 2004, pp.173-17８）（ 6 ）。

このように、森村は「臓器売買容認論」を展開するのであり（ 7 ）、こ

れによれば当然、腎臓売買も許されることになる。

２　サンデルの「腎臓売買否認論」

サンデルは、リバタリアニズムについて議論するに際して、自分は

自分のものであり、国家や政治的共同体のものではないという考え方

は、なぜ他人の福利のために自分の権利を犠牲にすることが間違って

いるかということの理由を説明してくれるので、自己所有権という考

え方には魅力があるという（Sandel 2010, p.6９）。しかしながら、サンデ

ルはそれが絶対的なものではないと考えているようである。なぜなら、

その考え方を突き詰めていくと、次のような議論になるからである。

すなわち、自分は自分の命の持ち主であるから、自殺する自由もある

し、自殺を医者に手伝ってもらうことも自由であるべきだということ

になる。また、合意による食人も食べる側と食べられる側が自由意思

に基づいて合意していれば、何が悪いのかということになるのである

（Sandel 2010, pp.72-74; 小林 2010, pp.54-55）。こうした考え方から「私が私

の体の持ち主ならば、好きなように臓器を売る自由がある」という論

理についても、サンデルは批判的なようである。そして、サンデルは

「腎臓は売買されるべきだろうか」という問いにノーと答える人の論拠

に は「 公 正 の 議 論（fairness argument）」 と「 腐 敗 の 議 論（corruption 

argument）」という二通りのものがあるという。
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⑴　「公正の議論」
「公正の議論」は、貧しい人びとによる腎臓を売るという選択は、本

当は自発的なものでないかもしれないので、そうした市場は貧しい人

びとを食い物にしているとみる立場である。サンデルはいう。

公正の観点からの異論が指摘するのは、人びとが不平等な条件下

で、あるいはひどい経済的窮乏の下で何かを売買する際に生じう

る不正義である。この反論によれば、熱烈な市場主義者が提示す

るほど、市場取引はつねに自発的なものだとはかぎらない。ある

農民は飢えた家族を養うために自分の腎臓や角膜を売ることに同

意するかもしれないが、その同意は本当には自発的ではないかも

しれない。実際には、彼の置かれた窮乏状況によって不当に強制

されたのかもしれないのである。（Sandel 2013, p.111）

サンデルによれば、この「公正の議論」は、公正な背景条件のもと

でなされる同意の理念を土台にしている。市場を利用しての物の分配

に賛成する主要な論拠のひとつは、市場は選択の自由を尊重するとい

うものであり、人びとは市場のおかげで、ある価格であれやこれやの

物を売るかどうかを自分で選べるということなる。しかし、公正な観

点からの異論によれば、ひどく貧しかったり、公正な条件で交渉する

力がなかったりする人の市場における選択は必ずしも自発的なもので

はない、すなわち、そのような選択は自由なものとはいえないとサン

デルは指摘する（Sandel 2013, p.112）（ ８ ）。

⑵　「腐敗の議論」
他方の「腐敗の議論」について、サンデルは次のようにいう。

それ（腐敗という観点からの異論─筆者）が指摘するのは、市場によ

る評価や取引はある種の物や行為を堕落させる効果を持つという

ことである。この異論によれば、ある種の道徳的・市民的善は、
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⑴　「公正の議論」
「公正の議論」は、貧しい人びとによる腎臓を売るという選択は、本

当は自発的なものでないかもしれないので、そうした市場は貧しい人

びとを食い物にしているとみる立場である。サンデルはいう。

公正の観点からの異論が指摘するのは、人びとが不平等な条件下

で、あるいはひどい経済的窮乏の下で何かを売買する際に生じう

る不正義である。この反論によれば、熱烈な市場主義者が提示す

るほど、市場取引はつねに自発的なものだとはかぎらない。ある

農民は飢えた家族を養うために自分の腎臓や角膜を売ることに同

意するかもしれないが、その同意は本当には自発的ではないかも

しれない。実際には、彼の置かれた窮乏状況によって不当に強制

されたのかもしれないのである。（Sandel 2013, p.111）

サンデルによれば、この「公正の議論」は、公正な背景条件のもと

でなされる同意の理念を土台にしている。市場を利用しての物の分配

に賛成する主要な論拠のひとつは、市場は選択の自由を尊重するとい

うものであり、人びとは市場のおかげで、ある価格であれやこれやの

物を売るかどうかを自分で選べるということなる。しかし、公正な観

点からの異論によれば、ひどく貧しかったり、公正な条件で交渉する

力がなかったりする人の市場における選択は必ずしも自発的なもので

はない、すなわち、そのような選択は自由なものとはいえないとサン

デルは指摘する（Sandel 2013, p.112）（ ８ ）。

⑵　「腐敗の議論」
他方の「腐敗の議論」について、サンデルは次のようにいう。

それ（腐敗という観点からの異論─筆者）が指摘するのは、市場によ

る評価や取引はある種の物や行為を堕落させる効果を持つという

ことである。この異論によれば、ある種の道徳的・市民的善は、
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売買されると傷ついたり腐敗したりするのである（Sandel 2013, 

p.111）。

サンデルは、この点に関して、養子に出される赤ん坊の市場につい

て述べている。もしそのような市場が創設されたとすれば、子供に値

札をつけることで親の無条件の愛という規範が腐敗するし、価格差が

生じるのは避けられないため、子供の価値は人種、性別、知的将来性、

身体能力、障害、その他で決まるという考え方が強化されるという。

すなわち、腐敗という観点からの市場に対する異論によれば、市場で

の評価と取引によって堕落してしまう善があるということをサンデル

は指摘する。そして、サンデルは、腎臓売買についていえば、腎臓が

売買されるような市場は、人間を予備部品の集まりとみなすような堕

落した見方を助長するという（Sandel 2013, pp.110-111）。よって、このよ

うな「腐敗の議論」の立場から、腎臓の売買は容認されないというこ

とになるというのである。

ここで重要なのは、「公正の観点からの異論」と「腐敗という観点か

らの異論」は、市場に対する含意という点で異なっているということ

である。サンデルによれば、「公正の議論」は、不公正な取引条件が生

じるほど不平等な背景のもとで、物や行為が売買されることに反対し

ているのであって、ある物や行為が貴重であるとか、神聖であるとか、

価格がつけられないとかいった理由で、それらの市場取引に反対する

わけではない。対照的に、「腐敗の議論」は、物や行為そのものの特性

とそれらを律する規範に焦点を合わせる。権力や富の不正な格差がな

い社会においても、お金で買うべきでない事物が存在する。なぜなら、

ときとして市場価値は、大切にすべき非市場的規範を締め出してしま

うことがあるからであるとサンデルはいう（Sandel 2013, p.113）。

そして、この二つの異論のうちサンデルが重視するのが「腐敗とい

う観点からの異論」であることは明らかである。
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３　森村による批評

しかしながら、このようなサンデルの考え方は、批判にさらされる。

先にみたように、森村は、「誰かが自分の臓器を売って商品化したから

といって、他の人びとまでそうするように強いられるわけではないし、

そもそも臓器売買が認められるとしても、だからといって人びとは人

身の完全性を軽視するようには考えられない」ことを指摘している。

さらに、森村は、サンデルは市場化してはならないと考える財の多く

について、暗黙のうちにその贈与は構わないと考えているようである

が、腎臓を無償で贈与するのは構わないが有償で譲渡することがいけ

ないとすれば、その理由付けが必要であろう、という。また、森村は、

おそらくサンデルは、ある種の財は無償で贈与されるならばその本来

の価値を失わないが、有償で売買されると（＝商品化されると）堕落す

る、すなわち、その財に対する人びとの尊重の念が不当にも弱まると

考えているらしいという。そして、この主張には経験的な裏付けが必

要だが、サンデルはその主張を支持するデータをほとんど提出しない

とするのである（森村 2016, pp.９-10）（ ９ ）。

確かに、こうした森村の批評にサンデルは明確には答えていないよ

うに筆者にも思われる。ただし、サンデルは、腎臓を売ったとしても

その価値は破壊されないといっているので、腎臓に対する「人びとの

尊重の念が弱まる」と考えているわけではなさそうである（Sandel 

2013, p.110）。それでは、腎臓を無償で贈与するのは構わないが有償で譲

渡することが容認されないのはなぜか。言い換えれば、腎臓を無償で

譲渡することでは腐敗しないが、有償で譲渡すると腐敗するものとは

具体的に何か。これに対する回答のひとつをソーシャル・キャピタル

論が与えてくれるように思われるので、次節では、ソーシャル・キャ

ピタル論における腎臓の無償提供の例をみていくことにしたい。）
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身の完全性を軽視するようには考えられない」ことを指摘している。

さらに、森村は、サンデルは市場化してはならないと考える財の多く

について、暗黙のうちにその贈与は構わないと考えているようである

が、腎臓を無償で贈与するのは構わないが有償で譲渡することがいけ

ないとすれば、その理由付けが必要であろう、という。また、森村は、

おそらくサンデルは、ある種の財は無償で贈与されるならばその本来

の価値を失わないが、有償で売買されると（＝商品化されると）堕落す

る、すなわち、その財に対する人びとの尊重の念が不当にも弱まると

考えているらしいという。そして、この主張には経験的な裏付けが必

要だが、サンデルはその主張を支持するデータをほとんど提出しない

とするのである（森村 2016, pp.９-10）（ ９ ）。

確かに、こうした森村の批評にサンデルは明確には答えていないよ

うに筆者にも思われる。ただし、サンデルは、腎臓を売ったとしても

その価値は破壊されないといっているので、腎臓に対する「人びとの

尊重の念が弱まる」と考えているわけではなさそうである（Sandel 

2013, p.110）。それでは、腎臓を無償で贈与するのは構わないが有償で譲

渡することが容認されないのはなぜか。言い換えれば、腎臓を無償で

譲渡することでは腐敗しないが、有償で譲渡すると腐敗するものとは

具体的に何か。これに対する回答のひとつをソーシャル・キャピタル

論が与えてくれるように思われるので、次節では、ソーシャル・キャ

ピタル論における腎臓の無償提供の例をみていくことにしたい。）
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Ⅲ　ソーシャル・キャピタルと腎臓の無償提供

近年の社会科学一般において、注目されている概念として、「ソー

シャル・キャピタル（Social Capital、社会関係資本）」がある（菊池 2011, 

p.173）。このソーシャル・キャピタルは、その主唱者であるロバート・

パットナム（Robert D. Putnam）によれば、「調整された諸活動を促進す

ることによって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワー

クといった社会組織の諸特徴」（Putnam 1９９4, p.167）とされる。また、

このソーシャル・キャピタルは、個人の権利と社会的責任とのバラン

スの必要性を説き、道徳的秩序とコミュニティの再生（regeneration）を

強調する点で、サンデルらのコミュニタリアニズムと関連する（宮川 

2004, pp.46-4８）とされるものである（10）。

ところで、パットナムは臓器移植について、以下のような例を挙げ、

ソーシャル・キャピタルにおけるその意義を述べている。パットナム

が、著書『孤独なボウリング』において紹介するのは、アンディ・ボ

シュマが、ボウリングを通じての知り合いにすぎなかったジョン・ラ

ンバードに腎臓の提供を申し出るというエピソードである。当時、ラ

ンバードは、ミシガン大学付属病院を退職した64歳で、それまで 3 年

間腎臓移植待機リストに掲載されていた。一方、ボシュマは33歳の会

計士であったが、たまたまランバードの状態を知り、自分でも予期し

なかったことだが、自分の腎臓の片方の提供を申し出たのであった。

この件について、パットナムは、次のように述べている。

この感動的なストーリーはそれ自体として多くのことを物語るも

のであるが、『アナーバー・ニュース』におけるこのリポートに添

えられた写真から、彼らが職業や世代において異なっているのみ

ならず、ボシュマが白人でランバードがアフリカ系アメリカ人で

あることもわかる。彼らが共にボウリングをしていたということ

が、その（臓器提供を行うか否かという─筆者）違いを生み出したの
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だ。このような小さい部分においても─そしてもっと大きな部分

においても─われわれアメリカ人は、互いに再び結び付き合う必

要があるのである（Putnam 2000, p.2８）。

パットナムは、ボウリングという共通項によって培われたボシュマ

とランバートの間の社会関係資本、すなわちソーシャル・キャピタル

が他者に対する献身的な行動、ないし利他的な行動を生み出したこと

を示唆する。しかしながら、本論文の行論上、ここで重要なことは、

ボシュマが腎臓を売ったのではなく、その提供を無償で申し出たこと

である。我が国におけるソーシャル・キャピタル論者の代表者である

稲葉陽二は、その意義を以下のように述べる。

この話の本質は、ボシュマが無償の行為として腎臓の移植を申し

出たことである。無償の申し出だからこそ、社会関係資本の例な

のであって、もし、彼がランバートに金銭を要求したら、それは

社会関係資本に基づくものではなく、単なる商行為にすぎなくな

る。社会関係資本は多くの場合、利他的な行為を伴う。こうした

利他的行為は市場の中で利己的な売買の対象に変えることができ

る。しかし、ランバートとボシュマのケースは、そうではないか

ら貴重なのである。他人から行為を受けたとき、すぐに財布を取

り出してお金を支払うのでは意味がないのである。満員電車でお

年寄りに席を譲ったからといって、席を譲られたお年寄りはその

好意に対して現金を支払ったりしないし、逆に席を譲る者がすぐ

に対価を要求するのでは、かえって社会関係資本は崩壊してしま

う。（稲葉 2011, p.12）

こうして、ソーシャル・キャピタル論においては、腎臓移植という

行為を市場に内部化することは否定され、ソーシャル・キャピタル保

持という理由から、無償の腎臓提供のみが許容されることになる。
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だ。このような小さい部分においても─そしてもっと大きな部分

においても─われわれアメリカ人は、互いに再び結び付き合う必

要があるのである（Putnam 2000, p.2８）。

パットナムは、ボウリングという共通項によって培われたボシュマ

とランバートの間の社会関係資本、すなわちソーシャル・キャピタル

が他者に対する献身的な行動、ないし利他的な行動を生み出したこと

を示唆する。しかしながら、本論文の行論上、ここで重要なことは、

ボシュマが腎臓を売ったのではなく、その提供を無償で申し出たこと

である。我が国におけるソーシャル・キャピタル論者の代表者である

稲葉陽二は、その意義を以下のように述べる。

この話の本質は、ボシュマが無償の行為として腎臓の移植を申し

出たことである。無償の申し出だからこそ、社会関係資本の例な

のであって、もし、彼がランバートに金銭を要求したら、それは

社会関係資本に基づくものではなく、単なる商行為にすぎなくな

る。社会関係資本は多くの場合、利他的な行為を伴う。こうした

利他的行為は市場の中で利己的な売買の対象に変えることができ

る。しかし、ランバートとボシュマのケースは、そうではないか

ら貴重なのである。他人から行為を受けたとき、すぐに財布を取

り出してお金を支払うのでは意味がないのである。満員電車でお

年寄りに席を譲ったからといって、席を譲られたお年寄りはその

好意に対して現金を支払ったりしないし、逆に席を譲る者がすぐ

に対価を要求するのでは、かえって社会関係資本は崩壊してしま

う。（稲葉 2011, p.12）

こうして、ソーシャル・キャピタル論においては、腎臓移植という

行為を市場に内部化することは否定され、ソーシャル・キャピタル保

持という理由から、無償の腎臓提供のみが許容されることになる。
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ソーシャル・キャピタル論者は、そうした連帯感（他者への信頼）こそ

が、社会を効果的に運営していく基礎であり、ひいてはそれを再生し

ていく鍵であると考えるのである。

おそらく、サンデルが「行き過ぎた市場化」に異議を唱えるのは、

こういった点からであろう。すなわち、友情や友情を支える社会的慣

行は一定の規範、態度、美徳から構成されており、こうした慣行を商

品化すれば、こうした規範─共感、寛容、思いやり、気づかいなど─

を締め出し、市場価値で置き換えてしまう（Sandel 2013, p.107）。すなわ

ち、市場主導の社会は、利他心、寛容、連帯、市民精神といった美徳

を衰微させてしまう（Sandel 2013, p.130）。また、稲葉の言葉でいえば、

社会関係資本を崩壊させてしまうのである。

こうして、サンデルは、腎臓の売買が社会における美徳を堕落させ

ることを示唆する。以上のように考えれば、サンデルが腎臓売買に反

対する理由について一応理解できるように思われる。しかしながら、

それでもなおサンデルの主張には次にみるような疑問がある。

Ⅳ　さらに残されたサンデルへの疑問

１　社会全体における連帯性は必要か？

森村は、濃い連帯感が求められるとしても、それは共同体内部での

話であって、社会全体に求められるものではないという。たとえば、

「経済的不平等は社会内部の連帯感を損なう」というかもしれないが、

リバタリアンはそもそも相互に人間性を認め合うという、礼儀正しい

尊重以上の濃い連帯感が社会全体の中に存在しなければならないとは

考えない。こうして、「経済的に豊かな人と貧しい人の間ではライフス

タイルが異なるために連帯感が生じにくいかもしれないが、そのこと

は、異なった宗教の信者や異なった地方の住民の間で連帯感が存在し

にくいのと同様、問題ではない」ということになるのである（森村 

2001, p.124）。なぜ社会全体（たとえば国家というレベル）で濃い連帯性が

必要になるのか、そして、それは個人的道徳的なものを超えて（以下に
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みるように）たとえ強制を伴ってでも必要なものなのか、この点をより

突き詰めていかなければ、少なくともリバタリアンの納得を得られな

いように思われる。

２　自由の制限はどこまで許されるか？

サンデルが「腐敗の議論」という立場から腎臓の売買に反対してい

るとするとしても、リバタリアンの納得は得られなさそうである。森

村は、サンデルは自由（バーリンの「消極的自由」）の価値を重視してお

らず、ある財の有償取引を禁止することは、その分だけ人びとの経済

的な自由を制限することなのだが、サンデルはそのことに何の問題も

見出していないようだという（森村 2016, p.12）。こうして、サンデルの

主張は、ある種の自由を制限することを容認するものという印象をあ

たえる。

実際のところ、サンデルは、みずから目的を選択し、他人にもそう

する権利を認めるといったような「リベラルの自由」ではなく、共通

善について同胞市民と熟議し政治共同体の運命を形作る、自己統治の

共有の裏付けとなる「共和主義的な自由」を重視する。そして、「共和

主義的な自由」の概念は、リベラルのそれとは異なり、形成的政治、

つまり自己統治に必要な特性を市民のなかに培う政治を要求するとい

うのである（Sandel 2006, pp.10-11）。この「共和主義的な自由」は、所

謂「積極的自由」と考えられ、それが「消極的自由」とぶつかり合う

可能性は否めない。すなわち、サンデルのいう「共和主義的な自由」

は、リバタリアンの欲する「消極的自由」を制限するのではないかと

いう疑問は当然生まれよう。先の問題に翻っていえば、たとえ「腐敗

の議論」の立場からリバタリアン的な自由の制限が一定の程度まで認

められるとしても、それがどこまで可能なのかが明確にされなければ

ならないであろう。そうでないならば、サンデルの主張が自由を制限

することを許容するものであるという印象は、次にみていく「国家の

強制」の問題と関連して、さらに増幅されることになろう。
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みるように）たとえ強制を伴ってでも必要なものなのか、この点をより

突き詰めていかなければ、少なくともリバタリアンの納得を得られな

いように思われる。

２　自由の制限はどこまで許されるか？

サンデルが「腐敗の議論」という立場から腎臓の売買に反対してい

るとするとしても、リバタリアンの納得は得られなさそうである。森

村は、サンデルは自由（バーリンの「消極的自由」）の価値を重視してお

らず、ある財の有償取引を禁止することは、その分だけ人びとの経済

的な自由を制限することなのだが、サンデルはそのことに何の問題も

見出していないようだという（森村 2016, p.12）。こうして、サンデルの

主張は、ある種の自由を制限することを容認するものという印象をあ

たえる。

実際のところ、サンデルは、みずから目的を選択し、他人にもそう

する権利を認めるといったような「リベラルの自由」ではなく、共通

善について同胞市民と熟議し政治共同体の運命を形作る、自己統治の

共有の裏付けとなる「共和主義的な自由」を重視する。そして、「共和

主義的な自由」の概念は、リベラルのそれとは異なり、形成的政治、

つまり自己統治に必要な特性を市民のなかに培う政治を要求するとい

うのである（Sandel 2006, pp.10-11）。この「共和主義的な自由」は、所

謂「積極的自由」と考えられ、それが「消極的自由」とぶつかり合う

可能性は否めない。すなわち、サンデルのいう「共和主義的な自由」

は、リバタリアンの欲する「消極的自由」を制限するのではないかと

いう疑問は当然生まれよう。先の問題に翻っていえば、たとえ「腐敗

の議論」の立場からリバタリアン的な自由の制限が一定の程度まで認

められるとしても、それがどこまで可能なのかが明確にされなければ

ならないであろう。そうでないならば、サンデルの主張が自由を制限

することを許容するものであるという印象は、次にみていく「国家の

強制」の問題と関連して、さらに増幅されることになろう。
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３　国家の強制は何故、どの程度まで許されるか？

森村が指摘するところによれば、明白ではないがサンデルは自分の

反対する市場化＝商品化が、単に道徳的に悪いというだけでなく、公

法的に禁止され私法上無効化されるべきだと考えているようである。

また、森村は、自分の支配する財を売買する人や、売買の原則的自由

化を唱える人びとは、他人にも同様の売買をするように強いているわ

けではないし、奨励しているわけですらないのに対して、売買の禁止

を主張する人は、国家権力を用いて、他人にも自分と同じようにする

ことを強いているという。そして、そのうえで、両者は対称的ではな

く、前者は他の人びとに対して寛容であり、後者は不寛容であるとす

る（森村 2016, pp.7- ８ ）（11）。さらに、森村は、サンデルは、ある行為が

不道徳でなされるべきでないということと、それが公的に禁止される

べきだということの相違について曖昧にしているという。そして、サ

ンデルは、単に個人的な生き方についてだけでなく公共政策について

論じているのだから、自分がどちらの主張をしているのか、あるいは

両方とも主張しているのかについて、もっとはっきりさせるべきだと

して、サンデルの曖昧さを批判している（森村 2016, p.15）。つまり、腎

臓売買についていえば、それが容認されないとして、それは単に個々

人に説得されるべき事柄なのか、それとも国家によって国民に強制さ

れるべき事柄なのかが明確にされていないというわけである。

サンデルは、自らが主張する共和主義的政治について言及する際、

国家による強制という問題について、市民道徳教育という観点からで

はあるが、それには強制というリスクがつきまとうことを部分的に認

めている。サンデルは、ジャン = ジャック・ルソー（Jean-Jacques 

Rousseau）は、民主主義的共和国に必要な市民を形成しようとする際に、

全体としてのコミュニティに個人を依存させるため、その人自身の力

を否定し、人間の本性を変える必要があるとしていると述べて、国家

による人間形成の強制的な側面を指摘している。しかしながら、サン

デルは、市民教育はそれほど厳格な形をとる必要はなく、強制ではな
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く、アレクシ・ド・トクヴィル（Alexis de Tocqueville）が示唆するよう

な説得と習慣化の複雑な混合によってうまくいくという。すなわち、

サンデルによれば、ルソーの政治学が強制へと向かったのは、共通善

は単一的なものであって、争う余地はないものであるという前提のた

めであり、本来、市民性の政治経済学は、共通性だけではなく、共通

善についてよく熟議するための独立性や判断力を育むことを追求する

ものである。つまり、ルソーの単一的ビジョンとは異なり、トクヴィ

ルが描いた共和主義的政治は、合意ではなく、やかましい主張を土台

とするものであったとサンデルはいう（Sandel 2006, pp.24-26）。

人びとの主張がぶつかり合い、議論を積み重ねること自体は善いこ

とであろう。しかしながら、国家の存在を前提とした現実政治におい

て、いつまでも議論を続けて決定を先送りにするわけにもいかないの

で、ある時点において、どのような方法であれ、国家による単一の決

定がなされなければならないのではなかろうか。しかも、サンデルは

国家の中立性に反対している（Sandel, 2006）。そうであるとしたら、国

家の決定（あるいはその価値観）はそれに反対した者にも（少なくともあ

る一定期間）強制されることになるのではないだろうか。そして、実際

問題として、その決定を容易には覆すことはできないかもしれないの

で、その強制は長期間に及ぶかもしれないであろう。

サンデルは自らの主張が「自由の制限」や「国家の強制」を伴うも

のではないと仄めかしているのかもしれないが、実際には彼の主張に

は「自由の制限」や「国家の強制」といった印象がつきまとうように

思われる。「自由の制限」や「国家の強制」について、サンデルが否定

するのであれば、それを明言すべきであろう。あるいは、もしそれら

が必然のものと考えているのであれば、それらが何故、どの程度まで

許されるのかを示すべきであろう。このことを曖昧なままにしている

のであれば、サンデルの主張が腑に落ちない人も少なくないのではな

いだろうか。
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ルが描いた共和主義的政治は、合意ではなく、やかましい主張を土台

とするものであったとサンデルはいう（Sandel 2006, pp.24-26）。

人びとの主張がぶつかり合い、議論を積み重ねること自体は善いこ

とであろう。しかしながら、国家の存在を前提とした現実政治におい

て、いつまでも議論を続けて決定を先送りにするわけにもいかないの

で、ある時点において、どのような方法であれ、国家による単一の決

定がなされなければならないのではなかろうか。しかも、サンデルは

国家の中立性に反対している（Sandel, 2006）。そうであるとしたら、国

家の決定（あるいはその価値観）はそれに反対した者にも（少なくともあ

る一定期間）強制されることになるのではないだろうか。そして、実際

問題として、その決定を容易には覆すことはできないかもしれないの

で、その強制は長期間に及ぶかもしれないであろう。

サンデルは自らの主張が「自由の制限」や「国家の強制」を伴うも

のではないと仄めかしているのかもしれないが、実際には彼の主張に

は「自由の制限」や「国家の強制」といった印象がつきまとうように

思われる。「自由の制限」や「国家の強制」について、サンデルが否定

するのであれば、それを明言すべきであろう。あるいは、もしそれら

が必然のものと考えているのであれば、それらが何故、どの程度まで

許されるのかを示すべきであろう。このことを曖昧なままにしている

のであれば、サンデルの主張が腑に落ちない人も少なくないのではな

いだろうか。
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むすびにかえて

以上、サンデルの主張とそれへの批評ないし疑問を腎臓売買という

問題に焦点を当てて概観してきた。このことによって、多少なりとも

見えてきたことがある。それは、サンデルの主張につきまとう「自由

の制限」や「国家の強制」の印象は、彼の論旨の曖昧さと相まって、

読者に疑念を生むのではなかろうかということである。サンデルの主

張を突き詰めていけば、どのような結果に至るのかということがまだ

明確には示されていないように思われる。そして、それがサンデルの

主張に対する、菊池のいうところの「無理解や誤解」を生み、ひいて

は「理解されない」理由のひとつなのではなかろうか。筆者にはその

ように感じられる。

はじめに述べたように、筆者自身は、サンデルの主張に共感すると

ころが多い。「政治への参加」やそれに必要な「コミュニティとのつな

がり」、「コミュニティへの帰属意識」、「全体への関心」さらには「市

民道徳の育成」など。しかし、それらが必然的に「自由の制限」や

「国家の強制」を伴うとサンデルが考えているとすれば、それらが何故、

どの程度まで許されるのか具体的に明確化される必要がある。すなわ

ち、それらがサンデルのいう「正義」に適っていることが明確に示さ

れなければならない。当然、今後サンデルはそれをするつもりだろう

し、更なる議論が続けられるであろう。このことは、筆者も切望する

ところであるし、サンデルを含めた現代のコミュニタリアン、そして

リバタリアンも望むところだと思われる。
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（ 2 ） 森村進による以下の論評も参照。「ロックは〈各人は等しく独立に自
分の身体や生命や自由への権利を持つ〉という、今日「自己所有権（self-
ownership）と呼ばれている思想を利用して、（『統治二論』の─筆者）第
九章「所有について」では、自然の産物や土地を含む天然資源の個人によ
る占有（appropriation. 原始取得）」を正当化した。まだ誰の所有物にも
なっていない外物に自分の労働をまぜてその価値を増加させた者は、正当
にその対象を所有するというのである。かくして専有による財産権も、自
己所有権の延長として正当化された」（森村 1９９5, p.1９）。

（ 3 ） コーエンは、自己所有権テーゼと自己所有権とを概念的に区別し、前
者は誤りだが後者は否定しがたいという（Cohen 1９９5, p.20９）。そのうえ
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で、自己所有権テーゼがノージックの意図するように財や資源の再分配の
否定を含意しないと論証しようと試み、さらに（テーゼではなく）自己所
有権の直観的説得力を相対化する作業を行っている（Cohen 1９９5, pp.22９-
244）。この点については、（柏葉 2006, p.136;p.144）も参照のこと。

（ 4 ） ただし、リバタリアンと見做される論者すべてが単純に自己所有権
テーゼを受け入れて臓器売買を容認するわけではない。例えば、自由主義
思想家であり、「本邦初のリバタリアン国家論」と評される『国家民営化
論：「完全自由社会」をめざすアナルコ・キャピタリズム』を著した笠井
潔（藤森 2005, p.162）は、「自分のものは自分のものである」という自然
な所有感が普遍的な所有権であるとするのは社会を形成するうえでのひと
つのフィクションであるとし、単純に自己所有権を容認するわけではない。
しかし、仮にそう想定するならば、腎臓が失われても「人間」をやめたこ
とにはならないので、所有権の自由な行使である腎臓の売買は許されるこ
とになるという。ただし、笠井はこの「自分の身体は自分の所有物であ
る」という認識を前提にした立場は、倫理的な立場から反対されるし、再
生不能な身体の部分を切り売りしていけば、どこかで人間が人間でなくな
る線に突き当たるに違いないが、そのような線など客観的には引きようが
ないという論理としての根本的な脆弱性があることも指摘する。それでも
笠井は、日本人は生活のために腎臓を売ったインド人を倫理的に非難でき
るのか、また、飢餓感というものも相対的なものだろうから、家やバイク
を買うという飢餓感から腎臓を売る者の場合はどうなのか、という疑問を
呈する。このように考えれば、われわれが自明であると考えている権利主
体としての私、それに由来するだろう自分のものは自分のものであるとい
う自己反復的な確信もまた、たんにフィクションであるにすぎないと笠井
はいう（笠井 1９９5, pp.９4-112）。

（ 5 ） ただし、「生命を奪うようなものでない限り」という条件付きである。
森村は、契約時の当事者と、将来の当事者とは重要な意味において別人と
いえる、というのがその論拠であるとしている（森村 2001, p.55）。ちなみ
に、森村は同じ理由から「自分を奴隷として売ること」すなわち、奴隷契
約についても否定的である。「その将来の人物は、奴隷契約を結んでしまっ
たことを後悔して、重大な点で価値観が変わってしまっている可能性が
強」く、「奴隷契約は、現在の契約者とは別人になってしまった将来の当
人の基本的な自由を侵害するものだから、その禁止は正当化できる」から
である（森村 2001, pp.61-62）。ただし、自己奴隷化契約をいつでも低いコ
ストで解約可能にするならば、その結果この契約の法的拘束力はごく弱く
なるが、全く無効というわけではなくなるとして、自己奴隷化契約は難問
であることも示唆している（森村 2006, pp.463-464）。

（ 6 ） 浅野幸治による以下の論評も参照。「臓器売買容認論に対しては、臓
器の売買すなわち商品化は人間の尊厳に反するという批判がある。しかし、
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で、自己所有権テーゼがノージックの意図するように財や資源の再分配の
否定を含意しないと論証しようと試み、さらに（テーゼではなく）自己所
有権の直観的説得力を相対化する作業を行っている（Cohen 1９９5, pp.22９-
244）。この点については、（柏葉 2006, p.136;p.144）も参照のこと。

（ 4 ） ただし、リバタリアンと見做される論者すべてが単純に自己所有権
テーゼを受け入れて臓器売買を容認するわけではない。例えば、自由主義
思想家であり、「本邦初のリバタリアン国家論」と評される『国家民営化
論：「完全自由社会」をめざすアナルコ・キャピタリズム』を著した笠井
潔（藤森 2005, p.162）は、「自分のものは自分のものである」という自然
な所有感が普遍的な所有権であるとするのは社会を形成するうえでのひと
つのフィクションであるとし、単純に自己所有権を容認するわけではない。
しかし、仮にそう想定するならば、腎臓が失われても「人間」をやめたこ
とにはならないので、所有権の自由な行使である腎臓の売買は許されるこ
とになるという。ただし、笠井はこの「自分の身体は自分の所有物であ
る」という認識を前提にした立場は、倫理的な立場から反対されるし、再
生不能な身体の部分を切り売りしていけば、どこかで人間が人間でなくな
る線に突き当たるに違いないが、そのような線など客観的には引きようが
ないという論理としての根本的な脆弱性があることも指摘する。それでも
笠井は、日本人は生活のために腎臓を売ったインド人を倫理的に非難でき
るのか、また、飢餓感というものも相対的なものだろうから、家やバイク
を買うという飢餓感から腎臓を売る者の場合はどうなのか、という疑問を
呈する。このように考えれば、われわれが自明であると考えている権利主
体としての私、それに由来するだろう自分のものは自分のものであるとい
う自己反復的な確信もまた、たんにフィクションであるにすぎないと笠井
はいう（笠井 1９９5, pp.９4-112）。

（ 5 ） ただし、「生命を奪うようなものでない限り」という条件付きである。
森村は、契約時の当事者と、将来の当事者とは重要な意味において別人と
いえる、というのがその論拠であるとしている（森村 2001, p.55）。ちなみ
に、森村は同じ理由から「自分を奴隷として売ること」すなわち、奴隷契
約についても否定的である。「その将来の人物は、奴隷契約を結んでしまっ
たことを後悔して、重大な点で価値観が変わってしまっている可能性が
強」く、「奴隷契約は、現在の契約者とは別人になってしまった将来の当
人の基本的な自由を侵害するものだから、その禁止は正当化できる」から
である（森村 2001, pp.61-62）。ただし、自己奴隷化契約をいつでも低いコ
ストで解約可能にするならば、その結果この契約の法的拘束力はごく弱く
なるが、全く無効というわけではなくなるとして、自己奴隷化契約は難問
であることも示唆している（森村 2006, pp.463-464）。

（ 6 ） 浅野幸治による以下の論評も参照。「臓器売買容認論に対しては、臓
器の売買すなわち商品化は人間の尊厳に反するという批判がある。しかし、
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完全自由主義の立場からすれば、本人の意思を尊重することのほうが国
家・他人による干渉よりも人間の尊厳に適っているだろう。また森村は、
臓器売買が社会において人体に対する尊重の念を失わせるから─つまり社
会に及ぼす悪影響のために─禁止されるべきだという議論を簡単に紹介し、
反論している。その反論は、臓器売買が社会において人体に対する尊重の
念を失わせるという主張が経験的に疑わしいというものであり、私も森村
と同意見である」（浅野 2011, pp.16-17）。

（ 7 ） ただし、森村は、確かにわれわれは臓器売買に対して、その理由は何
であれ、嫌悪感を持つし、リバタリアンである自分でさえも、臓器売買は
すべきでないという強い理論以前の直観を抱いているともいう。しかしな
がら、森村が臓器売買に嫌悪感を抱くのは、彼が自分の臓器を金銭に変え
られないほど大切なものだと考えているからにすぎないのであって、臓器
を売ろうとしている人は、自分の臓器よりも対価の方が価値があると考え
るからそうするのであるとする。すなわち、森村によれば、臓器売買への
嫌悪感は自分が臓器を売ったり買ったりしない理由になるし、他人による
売買を止めさせるべく説得する理由になるかもしれないが、それを強制的
に禁止する根拠にはならないのである（森村 2001, pp.63-64）。

（ ８ ） 「臓器の無償提供を容認しておきながら、どうして臓器の有償提供を
禁止できるのか」（森村 2004, pp.1８2-1８3）という森村の問いかけに「答え
られる」とした浅野の回答は、サンデルのいうこの「公正の議論」に当た
ると考えられる。浅野によれば、森村らによるような臓器売買容認論は、
いわば理想状態における理論であり、その理論を現実の世界で適用する場
合には運用上の問題点がある。生きている人が自分の臓器を無償で提供す
る場合に一番留意する必要がある点は、臓器を提供したいという意思が自
由な、任意の意思であることである。そして、臓器を提供するという意思
が自由なものであるためには、臓器摘出・移植の事実や危険性に関して十
分な情報が提供者に与えられることは言うまでもなく、その上で提供者が
周囲の圧力から自由であることが何よりも重要である。生きている人が自
分の臓器を有償で提供する場合にも、提供しようという意思が自由なもの
でなければならないが、生存がままならないような貧困状況の中から臓器
提供の意思が生まれてくる場合、その意思は自由なものとはいえない。こ
うして、浅野は、臓器を売ろうという人は、もし生存が成り立たないよう
な経済的困窮状態になかったならば、臓器を差し出さないだろうという

（浅野 pp.6-16）。このような売買は公正なものとはいえないから、禁止さ
れうるということになろう。

（ ９ ） 森村は別のところで、人は献血や腎臓の贈与における利他心の発露に
強い価値観を見出すため、その行動を減少させかねない有償の譲渡を禁止
しようとするかもしれないが、それは売買の自由を認めない根拠としては
弱すぎると述べている。こうして、無償の譲渡を許す場合に有償の売買を
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禁止すべき、説得力ある根拠を見出すことは難しいとしている（森村 
2001, p.57）。

（10） なお、宮川公男によれば、パットナムをはじめソーシャル・キャピタ
ル論者の多くはコミュニタリアンと呼ばれることを心地よく感じていない
といわれるものの、両者の問題意識と議論の政策的含意の類似性は明らか
であるとのことである（宮川 2004, p.47）。また、菊池は、コミュニティも

「ソーシャル・キャピタル」として、政治的・経済的に評価されており、
ソーシャル・キャピタル論は現代のコミュニタリアニズムの主張と類似す
る点が多いとしている（菊池 2011, p.156）。

（11） 「自分の臓器を売ってまでして自動車を買いたいという欲求がたとえ
他人にとって不合理なものと思われたとしても、そのような生き方の多様
性を許容するのが（完全）自由主義の立場であろう」という浅野の指摘も
参照（浅野 2011, p.16）。
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禁止すべき、説得力ある根拠を見出すことは難しいとしている（森村 
2001, p.57）。

（10） なお、宮川公男によれば、パットナムをはじめソーシャル・キャピタ
ル論者の多くはコミュニタリアンと呼ばれることを心地よく感じていない
といわれるものの、両者の問題意識と議論の政策的含意の類似性は明らか
であるとのことである（宮川 2004, p.47）。また、菊池は、コミュニティも

「ソーシャル・キャピタル」として、政治的・経済的に評価されており、
ソーシャル・キャピタル論は現代のコミュニタリアニズムの主張と類似す
る点が多いとしている（菊池 2011, p.156）。

（11） 「自分の臓器を売ってまでして自動車を買いたいという欲求がたとえ
他人にとって不合理なものと思われたとしても、そのような生き方の多様
性を許容するのが（完全）自由主義の立場であろう」という浅野の指摘も
参照（浅野 2011, p.16）。
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非常事態における司法権の地位と機能
─コモンウェルス諸国におけるクーデタの判例理論から─

東　　　　　裕
目次

はじめに

1 ．クーデタと司法権の関係

⑴　クーデタと司法審査

⑵　クーデタ実行者と司法権

⑶　「暗黙の取引」の理論

2 ．判決の潮流

⑴　「危険な判決」の出現

⑵　「成功したクーデタの原理」の適用要件

⑶　判例の新傾向－ケルゼン理論の放棄

３ ．ケルゼン理論の援用または誤用

⑴　革命とクーデタ

⑵　革命の現行法への影響

4 ．フィジー判例における緊急権法理の確立

⑴　争点としての「必要性の原理」

⑵　クーデタと ３ つの判決

⑶　「必要性の原理」の適用要件の確立

おわりに

はじめに

第 2 次大戦後、植民地から独立した多くの国々が誕生した。それら

諸国においては旧宗主国の指導のもとに近代立憲主義の原理を導入し、

論　説
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人権保障、権力分立および代議制民主主義を基本とする憲法が制定さ

れた。しかしながら、周知のようにそれら諸国では、一般に近代憲法

原理に基づく国家運営が期待通り行われてきたわけではない。最近の

ミャンマーのクーデタに見られるように、しばしば憲法の定める手続

によらない力による政権交代が行われてきた。いわゆるクーデタによ

る政権奪取ないしは体制変更という現象（本稿でいう「非常事態」）であ

る。

このような現象は政治学の対象であるだけでなく憲法学の対象でも

ある。とりわけ、緊急権の濫用によるクーデタの実行にみられるよう

に、緊急権が本来行使される場である非常事態は、クーデタを企図す

る者にとってはその実行のための格好の場であり、しばしばその行為

の合法性を装うために緊急権理論が「援用」されてきた。その理論の

一つが「必要性の原理」（doctrine	of	necessity）で、コモンウェルス（英

連邦）諸国に見られる不文の緊急権法理としてしばしば法廷でも援用さ

れてきた。クーデタの実行行為やその渦中でとられた措置の合憲性・

合法性が司法の場で争われ、「必要性の原理」に照らしその行為の合憲

性・合法性が審査されてきた。

では、その際、裁判所はいかなる法に基づいて審査を行うのか、ま

たそもそもクーデタを経た裁判所がその地位を維持し機能することが

できるのか、といった問題がある。クーデタと司法審査が憲法学上の

問題となる所以である。本稿では、この問題について、ハチャード教

授（Professor	John	Hatchard）とオゴウェオ博士（Dr	Tunde	I.	Ogowewo）

のコモンウェルス諸国におけるクーデタとその判例に関する研究（ 1 ）を

手がかりとして考察を進めるものである。第一に、クーデタにおいて

司法権がその地位を維持し機能してきた理由を検討し、第六に、クー

デタをめぐる判例の発展過程を跡づける。第六に、司法権が援用して

きたケルゼン理論とその誤用について考察し、第六に、最新のクーデ

タ判例であるフィジーの ３ つの判決をもとに司法権が「必要性の原理」

の適用要件を洗練しその濫用に歯止めをかけてきたことを示す。そし
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人権保障、権力分立および代議制民主主義を基本とする憲法が制定さ

れた。しかしながら、周知のようにそれら諸国では、一般に近代憲法

原理に基づく国家運営が期待通り行われてきたわけではない。最近の

ミャンマーのクーデタに見られるように、しばしば憲法の定める手続

によらない力による政権交代が行われてきた。いわゆるクーデタによ

る政権奪取ないしは体制変更という現象（本稿でいう「非常事態」）であ

る。

このような現象は政治学の対象であるだけでなく憲法学の対象でも

ある。とりわけ、緊急権の濫用によるクーデタの実行にみられるよう

に、緊急権が本来行使される場である非常事態は、クーデタを企図す

る者にとってはその実行のための格好の場であり、しばしばその行為

の合法性を装うために緊急権理論が「援用」されてきた。その理論の

一つが「必要性の原理」（doctrine	of	necessity）で、コモンウェルス（英

連邦）諸国に見られる不文の緊急権法理としてしばしば法廷でも援用さ

れてきた。クーデタの実行行為やその渦中でとられた措置の合憲性・

合法性が司法の場で争われ、「必要性の原理」に照らしその行為の合憲

性・合法性が審査されてきた。

では、その際、裁判所はいかなる法に基づいて審査を行うのか、ま

たそもそもクーデタを経た裁判所がその地位を維持し機能することが

できるのか、といった問題がある。クーデタと司法審査が憲法学上の

問題となる所以である。本稿では、この問題について、ハチャード教

授（Professor	John	Hatchard）とオゴウェオ博士（Dr	Tunde	I.	Ogowewo）

のコモンウェルス諸国におけるクーデタとその判例に関する研究（ 1 ）を

手がかりとして考察を進めるものである。第一に、クーデタにおいて

司法権がその地位を維持し機能してきた理由を検討し、第六に、クー

デタをめぐる判例の発展過程を跡づける。第六に、司法権が援用して

きたケルゼン理論とその誤用について考察し、第六に、最新のクーデ

タ判例であるフィジーの ３ つの判決をもとに司法権が「必要性の原理」

の適用要件を洗練しその濫用に歯止めをかけてきたことを示す。そし
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て、最後に非常事態における司法権の地位と機能について整理する。

1 ．クーデタと司法権の関係

⑴　クーデタと司法審査

ハチャード教授とオゴウェオ博士の著書『民主主義諸国の違憲の政

府 転 覆 へ の 取 り 組 み 』（Tackling	the	Unconstitutional	Overthrow	of	

Democracies,	Commonwealth	Secretariat	200３）の序論の部分で、19６0年か

ら1999年の３0年間にコモンウェルス諸国54カ国のおよそ ３ 分の 1 の

国々が、少なくとも 1 回、力による政権奪取（usurpation）またはその

未遂（attempted	usurpation）を経験したことが紹介されている。うち11

カ国は、軍による文民政権の転覆で、バングラデシュ、ガンビア、ナ

イジェリア、ガーナ、グレナダ、レソト、パキスタン、セイシェル、

シエラ・レオネ、ウガンダ、そして南太平洋のフィジーである（ 2 ）。

そのような状況の中で、多くのコモンウェルス諸国の裁判官が軍事

体制の合法性（legality）の問題に取り組むようになってきた。しかるに、

コモンウェルス自身がその加盟国の中の軍事体制に目を向けてこな

かった時期が続き、1990年代でもコモンウェルスの会合に軍事政権諸

国の代表が参加していた。1991年10月のジンバブエのハラレ（Harare）

で開催された第12回コモンウェルス首脳会議で発表された「ハラレ・

コモンウェルス宣言」（Harare Commonwealth Declaration 1991）が転換

点となって、コモンウェルスも軍による違憲の政府権力奪取に目を向

けるようになった（ ３ ）。さらにその後、クーデタによって成立した軍事

政権に厳しい目を向けるようになったコモンウェルスの態度と軌を一

にするような判例が現れるようになる（ 4 ）。

クーデタが実行されたコモンウェルス諸国において、クーデタの実

行行為そのものやその渦中でとられた措置に対する司法審査が行われ

てきたのである。クーデタの渦中にあってなぜ司法権は機能するのか。

クーデタは司法権の地位と権限に影響を及ぼさないのか。憲法が破棄
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または停止された場合に司法権はその地位と権限を失い機能不能にな

らないのか。裁判所がクーデタの違憲性・合法性を審査することはい

かなる効果をもつのか。このような問題が考えられるのである。

⑵　クーデタ実行者と司法権

クーデタが発生した際、裁判官は重要なプレイヤーになるという指

摘がある（ 5 ）。クーデタの実行によって立法部と行政部は排除されるが、

司法権はその影響を受けず、その地位と機能を継続する。「六権分立は

存在せず、軍事政権と司法部の間で一つの行政部門が形成され」（ ６ ）、

司法部が事実上軍事政権と一体となって行政部門の一部として軍事政

権の行為に承認を与える機関となる場合があれば、一定の独立性を保

持したまま通常時と変わらず機能を維持する場合もある。いずれの場

合であれ、司法裁判所としての機能は維持される。その理由について

は、以下の 2 点が指摘される（ 7 ）。

第一に、クーデタが司法部によって肯定される場合、クーデタ政権

は司法部によってその正当性を付与されることになるため、クーデタ

政権は司法部を自らの正当性の獲得のために利用する。つまり、クー

デタ政権の正当性の獲得のために司法部の地位と機能が維持される。

第六に、クーデタ政権であっても、その統治にとって「法と秩序」

を維持することが不可欠であるため、司法部の地位と機能が必要とな

る。クーデタ政権の下でも、民事裁判や刑事裁判が正常に機能するこ

とによってその体制に対する国民の信頼が確保され、体制への支持が

強化される。司法裁判所が機能しない状況では、「法と秩序」を維持し、

体制への国民の支持を獲得することは不可能となるからである。

このように、クーデタ政権にとって、司法部の地位と機能を維持す

ることが、その政権の維持にとって一般に好都合であるだけでなく、

不可欠でもある。そのため、司法部門はクーデタ後もその地位と権能

を維持し続けるのである。ただし、司法部がクーデタ政権にとって不

都合な判断を下す場合、裁判官の解任と新たな裁判官の任命が行われ
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クーデタが発生した際、裁判官は重要なプレイヤーになるという指
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司法権はその影響を受けず、その地位と機能を継続する。「六権分立は
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司法部が事実上軍事政権と一体となって行政部門の一部として軍事政

権の行為に承認を与える機関となる場合があれば、一定の独立性を保

持したまま通常時と変わらず機能を維持する場合もある。いずれの場

合であれ、司法裁判所としての機能は維持される。その理由について

は、以下の 2 点が指摘される（ 7 ）。

第一に、クーデタが司法部によって肯定される場合、クーデタ政権

は司法部によってその正当性を付与されることになるため、クーデタ

政権は司法部を自らの正当性の獲得のために利用する。つまり、クー

デタ政権の正当性の獲得のために司法部の地位と機能が維持される。

第六に、クーデタ政権であっても、その統治にとって「法と秩序」

を維持することが不可欠であるため、司法部の地位と機能が必要とな

る。クーデタ政権の下でも、民事裁判や刑事裁判が正常に機能するこ

とによってその体制に対する国民の信頼が確保され、体制への支持が

強化される。司法裁判所が機能しない状況では、「法と秩序」を維持し、

体制への国民の支持を獲得することは不可能となるからである。

このように、クーデタ政権にとって、司法部の地位と機能を維持す

ることが、その政権の維持にとって一般に好都合であるだけでなく、

不可欠でもある。そのため、司法部門はクーデタ後もその地位と権能

を維持し続けるのである。ただし、司法部がクーデタ政権にとって不

都合な判断を下す場合、裁判官の解任と新たな裁判官の任命が行われ
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る。さらに、クーデタによって憲法が停止されたり廃止される場合に

は、司法部の正当性そのものが問題になるが、それでも司法部の地位

と機能が維持されることに変わりはない。コモンウェルス諸国の事例

はこのことを示している。

⑶　「暗黙の取引」の理論

クーデタ後も司法部の地位と機能が維持されるとしても、司法部が

クーデタ政権の影響を受けないわけではない。裁判官の任命権を政府

が握っているため、政権に不都合な裁判官が解任され、政権の意向を

忖度する裁判官に置き換えられることが十分に想像される。司法部の

地位と機能が維持されても、裁判官の独立が同時に維持されるとは限

らない。しかし、司法部は裁判官不在とはならずに継続してその機能

を維持する。このことを説明するのが「暗黙の取引理論」（the	implicit	

barge	theory）である（ 8 ）。この理論は、裁判官とクーデタ政権との間で

暗黙の取引が行われるとするもので、クーデタ政権はその政権を有効

と判断する裁判官をその職にとどめ、その職権の維持を保障する代わ

りに、裁判官は政権の意向を知りつつもその職にとどまるというもの

である。司法システムを維持するという目的は、クーデタ政権と裁判

官の両者にとって一致する利益となるからである。次のような事例が

その取引を示している（ 9 ）。

パキスタンでクーデタを実行したムシャラフ将軍は（General	Pervesz	

Musharraf）は、「裁判官の宣誓に関する2000年の命令」（Oath	of	Judges	

Order	2000）を制定し、裁判官に対してクーデタ政権の下であらためて

職務宣誓を行うことを要求した。この宣誓は、憲法を毀損した軍支配

を承認する緊急条項への忠誠を誓う内容のものであった。宣誓を拒否

した最高裁判所の首席裁判官とその他の1３名の裁判官は解任され、宣

誓に応じた裁判官は、その後、クーデタ体制を有効とする判決を下し

た。この取引によって、クーデタ政権は、最高法規として命令

（decrees）を布告し、裁判官はその地位を正当化できた。裁判官とクー
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デタ政権は「同盟」（alliance）関係に入り、政権側は裁判官の判決を正

当なものとするのに必要な道具を提供したのである（10）。

このような政権の正当化のために判決の中で援用された法理が「必

要性の原理」（the	necessity	doctrine）であり、それを補強したのがハン

ス・ケルゼン（Hans	Kelsen）の理論であった。そこでは、法原理として

の「必要性」（necessity）が拡大されて濫用され、ケルゼン理論は誤解

されたまま利用された（11）。裁判官は「必要性の原理」を持ち出し、政

権簒奪者のために憲法上の権力奪取を有効化し、「取引された判決」に

法的権威を付与した。クーデタを有効と判断するため、それを違憲

（unconstitutional）とするのではなく、超憲法的（extra-constitutional）な

行為であると捉え、クーデタ体制の有効性（妥当性）（validity）を確認し

た上で、その政権に制限を課す手法を採った（12）。すなわち、裁判官は

体制の有効性に影響を与えない軽微な憲法違反行為を無効とし、体制

変更そのものは有効と判断した（1３）。

権力簒奪者がその権力の座から降りたのちに、権力簒奪者の体制の

有効性の判断を求められた場合には、裁判官はその体制を有効と判断

する以外の道をとることができるはずである。ところが、そのような

場合にも裁判官は進んでクーデタ政権の合法性を問題にし、その有効

性を確認してきた。このことが「暗黙の取引」が成立している証拠と

され、しかもその取引を裁判官が自ら進んで行い、その動機は裁判官

という特権的地位の保全という保身にあるといわれる（14）。

「『暗黙の取引』の意義は、裁判官は違憲の権力簒奪者の共犯であり、

その証拠は裁判官が示した判断そのものの中にある。そしてこのよう

な裁判官が示した判断に依拠することは、クーデタの再発（cycle	of	

coup）を招く。裁判官と権力簒奪者との間の取引は、裁判官の身体や自

由に対する威迫によっておこなわれるものではなく、裁判官の特権的

地位に対する脅迫という形をとる。その結果、裁判所の判断が権力簒

奪者が望むような内容になる。つまり、クーデタ体制の有効化という

裁判所の判断そのものが、『暗黙の取引』の結果を示すものであり、こ
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デタ政権は「同盟」（alliance）関係に入り、政権側は裁判官の判決を正

当なものとするのに必要な道具を提供したのである（10）。

このような政権の正当化のために判決の中で援用された法理が「必

要性の原理」（the	necessity	doctrine）であり、それを補強したのがハン

ス・ケルゼン（Hans	Kelsen）の理論であった。そこでは、法原理として

の「必要性」（necessity）が拡大されて濫用され、ケルゼン理論は誤解

されたまま利用された（11）。裁判官は「必要性の原理」を持ち出し、政

権簒奪者のために憲法上の権力奪取を有効化し、「取引された判決」に

法的権威を付与した。クーデタを有効と判断するため、それを違憲

（unconstitutional）とするのではなく、超憲法的（extra-constitutional）な

行為であると捉え、クーデタ体制の有効性（妥当性）（validity）を確認し

た上で、その政権に制限を課す手法を採った（12）。すなわち、裁判官は

体制の有効性に影響を与えない軽微な憲法違反行為を無効とし、体制

変更そのものは有効と判断した（1３）。

権力簒奪者がその権力の座から降りたのちに、権力簒奪者の体制の

有効性の判断を求められた場合には、裁判官はその体制を有効と判断

する以外の道をとることができるはずである。ところが、そのような

場合にも裁判官は進んでクーデタ政権の合法性を問題にし、その有効

性を確認してきた。このことが「暗黙の取引」が成立している証拠と

され、しかもその取引を裁判官が自ら進んで行い、その動機は裁判官

という特権的地位の保全という保身にあるといわれる（14）。

「『暗黙の取引』の意義は、裁判官は違憲の権力簒奪者の共犯であり、

その証拠は裁判官が示した判断そのものの中にある。そしてこのよう

な裁判官が示した判断に依拠することは、クーデタの再発（cycle	of	

coup）を招く。裁判官と権力簒奪者との間の取引は、裁判官の身体や自

由に対する威迫によっておこなわれるものではなく、裁判官の特権的

地位に対する脅迫という形をとる。その結果、裁判所の判断が権力簒

奪者が望むような内容になる。つまり、クーデタ体制の有効化という

裁判所の判断そのものが、『暗黙の取引』の結果を示すものであり、こ
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れは司法の腐敗の証拠でもある」（15）といわれる。

一方、ナイジェリアでは、19６9年の「マドジンバムト対ラードナー

－バーク（madzimbamuto	v.	Lardner-Burke）事件」において、フィールド

センド判事（Justice	Fieldsend）は、次のような意見を述べている（1６）。

「裁判所は憲法によって創設された機関であるから、憲法が消滅した

か否か、また新たな憲法が成立したか否かを判断することは出来ない。

裁判所の設置根拠である憲法的・法的システムを否認することは裁判

所の権能ではない。また、裁判所自身の存在のために、新たな別の基

礎を建設し又は正当化することに自ら関与することは出来ない。裁判

官個人としては、公共善（public	good）の名の下に新体制を受け入れる

差し迫った確かな論理があるかも知れないが、憲法の基礎の上に設置

された裁判所は、その基礎の違憲の方法による打倒を法的に支持する

ことは出来ない。成文憲法に基づき創設された裁判所は、その憲法を

離れて独立して存在することはできない。裁判所の権能は、コモン・

ローに由来するものではない。それがつくられた途端につくった者を

破壊するフランケンシュタインのようなものではない。これは憲法の

最高法規性の問題である。裁判所というのは、成文憲法に基づいて設

置されたものであるから、裁判所は自らの基礎である憲法とは別の新

たな憲法を承認する権限を有しない。できることがあるとすれば、そ

のような権限を有しないと宣言することだけである。なぜなら、裁判

所の存在理由が消滅したからである。裁判所は、その存在理由がクー

デタ以前の憲法にあることを揺るぎない事実として受け入れなければ

ならない。」（17）。

裁判所の基礎は最高法規たる成文憲法にあり、旧憲法の廃止や新憲

法の成立について判断する権限をもたず、あくまでその基礎は旧憲法

にあるとする。旧憲法の廃止を裁判所が判断できないとすれば、旧憲

法がクーデタ政権によって廃止されてその基礎が失われた場合、裁判
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所自身がそのことを判断できないとしても、旧憲法によってその基礎

を与えられた裁判所はその地位と権限を失い機能を停止することにな

るはずである。しかし、実際にはその地位と権限を維持したままこの

ような見解を判決の中で述べているのである。政治権力によってその

地位と権限を奪われない限り、その法的基礎を失っても裁判所の地位

と権限に変化がなく機能し続けるという「事実」が見られる。裁判所

の基礎は政治権力によって維持され、旧憲法による基礎の継続が法的

に「擬制」されていると言うことであろうか。法理と事実との乖離が

見られ、その説明が課題として残される。

2 ．判決の潮流

⑴　「危険な判決」の出現

「クーデタが成功した場合、既成事実としての政治システムが出来、

それに社会の諸部門が受動的協力をしないことを期待するのは非現実

的である。裁判官が『暗黙の取引』に入る場合、その協力は受動的で

はなく積極的である。裁判官がクーデタ政権の行為を有効化する行為

は、クーデタの正当化に大きく貢献する」（18）。このような「暗黙の取

引」の結果として生まれた判決が「危険な判決」（dodgy	jurisprudence）

と呼ばれる。その最初の例が、パキスタンのドッソ（Dosso）事件判決

（State	v.	Dosso,	1958年）（19）で、この判決は、その後のコモンウェルス諸

国の判決に影響を与えた。

政治危機が続くパキスタンにおいて、1959年の 2 月に予定されてい

た総選挙を前に、1958年10月 7 日にイスカンダル・ミルザー（Iskander	

Mirza）大統領が憲法を破棄し、国会および州議会の解散を内容とする

布告（proclamation）を発し、戒厳（martial	 law）を宣言してアイユー

ブ・カーン（Aiyub	Khan）陸軍司令官を戒厳司令官（Chief	Martial	Law	

Administrator）に任命した。続いて大統領は「法令（効力継続）令」（Laws

（Continuance	in	Force）Oder）を制定し、すべての現行法令はその効力を
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維持し、国家は破棄された憲法にできる限り適合する形で、戒厳体制

の有する無制約の立法権によって統治されることを定めた（20）。この

クーデタの有効性が争われたのかドッソ事件である。

この事件の判決で、ムハマッド・ムニール（Muhammad	Munir）首席判

事は、ハンス・ケルゼンの『法と国家の一般理論』（21）を参照し、①

「勝利した革命」（victorious	revolution）または「成功したクーデタ」

（successful	coup	d’État）は、国際的に承認された憲法変更の法的方法で

ある、②そのような性格の変更が発生した後、国法秩序の有効性（妥当

性）（validity）は新たな法創造機関に依拠しなければならない、③もし

領土と人民が実質的に同一のままであれば、その国家は国際法上の団

体として変化なく、革命政府と新憲法は国際法上の正当な政府であり、

その国家の有効な憲法である、との判断枠組みたる理論を判決の冒頭

で示した（22）。

革命が成功し、「実効性（efficacy）のテスト」、すなわち①クーデタに

よる新政府の確立と対抗政府の不在、および②新政府の法への人々の

服従、という要件を満たせば革命は基本的な法創造事実となる。その

仮定に基づけば、「法令（効力継続）令」は、たとえ暫定的ないし不完

全であったとしても、それは新たな法秩序であり、法令の有効性（妥当

性）（validity）と判決の正しさは、同令に適合するか否かによって判断

されなければならないとして裁判の根拠となる規範がなんであるかを

示した。このように革命（＝クーデタ）が成功した場合、それが新たな

法創造事実となり、裁判所は破棄された憲法ではなく新たに創造され

た法（憲法）によって、法令の有効性を審査すると判断された（2３）。

このような理論に基づき、大統領が憲法を廃止して軍政（martial	

rule）を樹立したことに対し、最高裁判所はケルゼンの「革命の合法性

の理論（原理）」（theory	（doctrine）	of	revolutionary	 legality）を援用して、

「憲法は合法的に廃止され、新たな法秩序が誕生した」と判示し、大統

領による憲法の廃止と軍政の樹立を合法化するとともに、新体制に正

当性を付与したのである。この判決の法理は、その後コモンウェルス
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諸国の裁判所で広く援用されることになった。この原理は、「成功した

クーデタの原理」（The	“successful	coup”	doctrine）とも呼ばれ、その後ア

フリカのウガンダにおける19６2年憲法の破棄と議会停止をめぐる裁判

でこの法理が初めて適用されることになる（24）。

⑵　「成功したクーデタの原理」の適用要件

198６年のグレナダでは、ミッチェル（Mitchell）事件（Mitchell	and	

others	v.	DPP）を担当した控訴裁判所のハイネス判事（Justice	Haynes）

は、クーデタによって実効的な新憲法秩序が確立されたといえるため

の要件、すなわち「成功したクーデタ」と認定されるための「実効性

のテスト」（efficacy	test）を 4 つの要件に整理した（25）。

すなわち、①クーデタによって新政府が確固として樹立されその政

府に対抗する別の政府が存在しないこと、②新政府の法が有効であり

人々がその法の命ずるところに従うこと、③新政府の下での法の遵守

が人民の体制支持によるものであり恐怖や強制によるものではないこ

と、④体制が抑圧的で非民主的なものでないこと。

この 4 要件は、従来の「実効性のテスト」とされるものが要件の①

と②だけであったところに、新たに③と④の要件を加えたものである。

その六つは新政府への国民の自発的な支持（③）と新政府が民主的体制

であること（④）である。従来の「実効性のテスト」にない新政府の民

主的要素を要件に加えることで「成功したクーデタ」の認定要件を加

重し、ケルゼン理論の濫用に歯止めをかけたものと言えよう。こうし

て 4 要件が充足されたとき、裁判所が「成功したクーデタ」と認め、

新体制の実効性を宣言することになった。

完全かつ成功した転覆および現行憲法の廃止の場合、新たに出現し

た政府が実効支配を確立し旧体制に復帰する見込みがないとき、裁判

所はその政府を正当な（legitimate）政府と認めるべきか否かの審理を迫

られることがある（2６）。クーデタ（革命）が実行され、新体制が成立し

た後にそのクーデタの合法性が司法審査の対象となる場合、裁判所の
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判断基準として「成功したクーデタの原理」（「勝利した革命の原理」）が

採用され、この原理がコモンウェルス諸国において確立された法原理

となった。しかし、1970年代に入りこの原理が批判されるようになる（27）。

⑶　判例の新傾向－ケルゼン理論の放棄

ドッソ（Dosso）判決への批判がその母国であるパキスタンで始まっ

た。1972年 の ジ ラ ニ（Jilani） 事 件 判 決（Jilani	v.	The	Government	of	

Punjab）である。同判決の中でヤクブ・アリ（Yaqub	Ali）判事は、「法

令（効力継続）令」の有効性（validity）を支持したドッソ判決はケルゼ

ン理論の理解を誤ったものであるとして、正当性のない方法で旧秩序

を破壊したものを法創造の有効な源泉とみなすことはできないと述べ

た（28）。

ガーナでは、19６６年のクーデタの有効性（validity）を審査したサラ

（Sallah）事件（Sallah	v.	Attorney-General）の控訴裁判所判決（1970年）で、

アーチャー（Archer）判事	はガーナの裁判所では司法裁判所はフィク

ションに基づいて制定法を解釈しない、紛争当事者間の裁定にフィク

ションを適用することもないと述べ、ケルゼンの根本規範（Basic	

Norm）の援用を批判した（29）。ソワ（Sowah）判事も憲法をその文言と精

神に従って解釈することが裁判所に課せられた任務であり義務である

とし、その責任を放棄することはその義務を怠ることになるとしてケ

ルゼン理論の適用を批判した。また、アパロー（Apaloo）判事は、ガー

ナ控訴裁判所は多くの他の裁判所がしたようにケルゼン理論を判決の

ルールとして適用する誤りを犯さなかったと述べた（３0）。

以来この傾向が支配的となり、2001年のフィジー控訴裁判所におけ

るプラサッド（Prasad）事件判決に受け継がれていると指摘される（３1）。

この訴訟の中でも「成功したクーデタの原理」の適用が検討されたが、

その要件を満たさないと判断され、この原理の適用（濫用）に歯止めが

かけられている。
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３ ．ケルゼン理論の援用または誤用

ハンス・ケルゼン（Hans	Kelsen）は、その著『法と国家の一般理論』

において「国際法による法創造事実としての革命とクーデタ」の項目

を設け、革命・クーデタの結果、新政府・新憲法がつくられた場合の

新政府・新憲法の妥当性（validity）について検討している。この問題を

扱うに際し、ケルゼンの言う革命（revolution）とクーデタの概念につい

て整理しておく必要がある。

⑴　革命とクーデタ

ケルゼンの言う「革命」とは、憲法手続きによらない憲法秩序の変

更を意味し、クーデタも革命に含まれる。したがって、ケルゼンの言

う「勝利した革命」（victorious	revolution）と「成功したクーデタ」

（successful	coup	d’état）は、いずれも憲法に定める手続きによらない憲

法の廃止、および新憲法の制定という点で共通している（３2）。

この点について、スリ・ラトナパラ（Suri	Ratnapala）はその著書『法

理学』の中で、ケルゼン理論をもとに「革命」を次のように整理す	

る（３３）。それによると、革命（revolution）とは、根本規範に基づかない

方法による「法秩序の根本規範」（basic	norm	of	 legal	order）の変更を意

味し、その方法には暴力的なものと平和的な合意に基づくものとがあ

り、それを「力の行使による革命」（revolution	by	use	of	force）と「合意

による革命」（consensual	revolution）に分類する。ここで問題にするのは

前者の革命である。「力の行使による革命」では、法秩序の根本規範は

力によって置き換えられる。アメリカの独立革命、フランス革命、ロ

シア革命は、既存の根本規範が暴力によって変更された歴史上の好例

である。

法的意味での革命は、法秩序の根本規範（Basic	Norm）の変更を意味

する。そして、革命による根本規範の変化の有無を判断し承認するの

は、一般にはその国の裁判所である。その際に、裁判所が新しい現実
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を受け入れ、その出来事を新たな根本規範に基づく新たな法秩序の創

造と解釈する場合がある。その例としては、1958年パキスタンのドッ

ソ（Dosso） 事 件（The	State	v.	Dosso）、19６６年 の ウ ガ ン ダ の モ ト ブ

（Motovu）事件（Uganda	v.	Commissioner	of	Prisons;	Ex	parte	Motovu）、1989

年のレソトのマコツォ（Mokotso）事件（Mokotso	v.	HM	Moshoeshoe	Ⅱ）

などが挙げられる（３4）。これらの事例は、ケルゼン理論によって、パキ

スタン、ウガンダ、レソトの各最高裁判所が、それぞれの革命的行為

とそれに対する抵抗勢力の不在を理由に、新たな根本規範を承認した

ものである。これについては、六つの見方がある。一つは、裁判所が

一定の政治的現実の規範的意義を解釈したものであるとする見解で、

も う 一 つ は、 裁 判 所 の 判 決 自 体 が 新 た な 根 本 規 範 の 実 効 性

（effectiveness）に貢献する革命的行為であるとする見解である。この見

解は、裁判所が革命（クーデタ）に加担したとみるものである。

その後、先述した198６年のグレナダのミッチェル（Mitchell）事件

（Mitchell	v.	Director	of	Public	Prosecutions） で は、 新 政 府 の 実 効 性

（effectiveness）を新たな根本規範の成立と認める上記の ３ つの事例に対

して、さらに①その政府に対する強制や力によらない国民による新政

府の受け入れと支持の存在、および②その体制が抑圧的で非民主的な

ものでないことが必要である、との 2 つの要件を新たに付け加えた。

この 2 要件を付加したことは、実効性テスト（effectiveness	test）からの

明確な離脱と革命的変更の妨害または強化における裁判所の創造的な

役割を導入したものとスリ・ラトナパラは評価している（３5）。しかしな

がら、その後の2001年のフィジー控訴裁判所のプラサッド（Prasad）事

件判決（Republic	of	Fiji	v.	Chandrika	Prasad）は、この 2 つの要件（政府

が民主的であること・政府が抑圧的でないこと）に依拠することなく、「成

功したクーデタの法理」を採用しなかった（３６）。そのため、後述するよ

うに、この判決は従来の判例の流れを完全に断ち切った画期的なもの

と評価される。
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⑵　革命の現行法への影響

すべての革命（クーデタ）の試みが成功するわけではない。あるもの

は一時的に成功を収めその指導者が権力を奪取し、旧秩序が回復され

るまでの一定期間その権力を保持する。この場合の法的状態は、次の

4 つの場合が考えられる（３7）。①革命の試みが失敗し根本規範が変更さ

れないままの場合、②革命が進行中で抵抗勢力のためにその成否が不

確定の場合、③革命が成功した後に旧秩序が回復した場合、④革命が

成功して新体制への対抗勢力がなく新しい根本規範が確立された場合、

である。ここでは、コモンウェルス諸国の判例で特に問題となった、

④革命が成功して新体制への対抗勢力がなく新しい根本規範が確立さ

れた場合を取り上げる。

この場合、国法秩序は新たな根本規範に基づくことになるが、新し

い支配者がその国の法をすべて変えることは異例で、多くの場合、現

行法（民事法、刑事法など）は変更されないまま維持される。例外的な

事例としては、ロシア革命による私有地の国有化などの共産主義革命

の例がある。この場合、根本規範が変更されたわけであるから、もは

や旧根本規範はその源泉とならない。もし旧法に妥当性（validity）があ

る、すなわち有効であるとみなされるなら、それは新憲法がそれを命

じて明示的にまたは黙示的に妥当する法としたからであると考えられ

る。旧法（現行法）の内容は変化しないが、旧根本規範で与えられてい

た妥当性が、新根本規範によるものへと変更される（３8）。このように旧

根本規範で基礎づけられていた下位の法秩序が維持されるのは、現実

的な問題として根本規範の変更を理由に一切の国法の妥当性を奪うこ

とは重大な混乱を惹起することが明らかだからである。そのため、実

際的な便宜の点から実効性を有する法秩序は、新根本規範に反しない

限り、それによって基礎付けられたものとみなすと考えるのである。

この場合、司法権はその地位と機能に変化なく旧体制下と同様に維

持され、適用される法は旧体制下の法であっても新根本規範によって

基礎づけられ、あるいは基礎づけられたものととみなして適用される。
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⑵　革命の現行法への影響
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は一時的に成功を収めその指導者が権力を奪取し、旧秩序が回復され

るまでの一定期間その権力を保持する。この場合の法的状態は、次の

4 つの場合が考えられる（３7）。①革命の試みが失敗し根本規範が変更さ

れないままの場合、②革命が進行中で抵抗勢力のためにその成否が不

確定の場合、③革命が成功した後に旧秩序が回復した場合、④革命が

成功して新体制への対抗勢力がなく新しい根本規範が確立された場合、

である。ここでは、コモンウェルス諸国の判例で特に問題となった、

④革命が成功して新体制への対抗勢力がなく新しい根本規範が確立さ

れた場合を取り上げる。

この場合、国法秩序は新たな根本規範に基づくことになるが、新し

い支配者がその国の法をすべて変えることは異例で、多くの場合、現

行法（民事法、刑事法など）は変更されないまま維持される。例外的な

事例としては、ロシア革命による私有地の国有化などの共産主義革命

の例がある。この場合、根本規範が変更されたわけであるから、もは

や旧根本規範はその源泉とならない。もし旧法に妥当性（validity）があ

る、すなわち有効であるとみなされるなら、それは新憲法がそれを命

じて明示的にまたは黙示的に妥当する法としたからであると考えられ

る。旧法（現行法）の内容は変化しないが、旧根本規範で与えられてい

た妥当性が、新根本規範によるものへと変更される（３8）。このように旧

根本規範で基礎づけられていた下位の法秩序が維持されるのは、現実

的な問題として根本規範の変更を理由に一切の国法の妥当性を奪うこ

とは重大な混乱を惹起することが明らかだからである。そのため、実

際的な便宜の点から実効性を有する法秩序は、新根本規範に反しない

限り、それによって基礎付けられたものとみなすと考えるのである。

この場合、司法権はその地位と機能に変化なく旧体制下と同様に維

持され、適用される法は旧体制下の法であっても新根本規範によって

基礎づけられ、あるいは基礎づけられたものととみなして適用される。
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こうして新政府となった革命政府の革命進行時期に行われた行為が違

憲・違法とされることはなくなる。ケルゼンのいう「成功したクーデ

タ」または「勝利した革命」の論理が適用される場合がこれである。

コモンウェルス諸国でのケルゼン理論の適用例といわれるのがこの場

合で、のちにケルゼン理論の誤用として非難されることになった（３9）。

ケルゼンの理論によれば、「もし新政府が実効的な方法で新しい憲法

を維持できるならば、その時、この政府および憲法は、国際法に従え

ば、国の正統政府（legitimate	government）であり、妥当する憲法（valid	

constitution）である。…『勝利した革命』（victorious	revolution）および

『成功したクーデタ』（successful	coup	d’etat）は、国際法によれば、法創

造事実（law-creating	facts）だからである」（40）ということになる。しかし、

ケルゼンのこの理論は革命（クーデタ）を正当化するためのものではな

く、革命後に成立した政府および憲法の存在という事実に対する法理

論的分析の結果として導き出されたもので、その意味で革命（クーデ

タ）を正当化する理論として援用するのはその適用を誤ったものと考

えられるのである。

4 ．フィジー判例における緊急権法理の確立

⑴　争点としての「必要性の原理」

フィジーにおいては、1970年の独立以来、1987年（ 5 月・ 9 月）、2000

年、200６年の 4 回のクーデタを経験してきた。クーデタを経ても司法

権の地位と機能はなんら変化なく維持され、クーデタの中でも司法権

の独立が確保されていた。2000年と200６年には、クーデタ関連の訴訟

でクーデタ中にとられた措置の違憲性・違法性が審理された。クーデ

タ政権は裁判所の判決を原則として受け入れ、判決で示された憲法解

釈がその後の政治の流れを変えることにもなった。司法支配性

（juristocracy）ともいえる傾向がみられるほどであった（41）。

裁判で特に争いとなったのが、「必要性の原理」（doctrine	of	necessity）
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の適用の合憲性である。クーデタ実行者は、この原理をクーデタの正

当性の根拠として主張し、裁判所は政治からの独立性を維持しながら

「必要性の原理」の適用の可否を法律的に判断し、同原理の濫用に対峙

してきた。筆者はこれまで2000年 5 月の文民クーデタをめぐって争わ

れたプラサッド（Prasad）事件高裁判決（2000年11月15日）および同控訴

裁判決（2001年 ３ 月 1 日）、そして200６年のクーデタに関する「ガラセ対

バイニマラマ（Qarase	v.	Bainimarama）」事件控訴裁判所判決（2009年 4 月

9 日）の六つの判決について旧稿の中ですでに論じてきた。そのため詳

細は旧稿に譲り、判決の要点のみを示すこととする（42）。

⑵　クーデタと３つの判決

プラサッド（Prasad）事件とは、2001年 5 月にフィジーの首都スバで

発生した文民クーデタに関連して起きた混乱の中で被害を受けた原告

（Chandrika	Prasad）がフィジー共和国と法務総裁（Attorney-General）を

相手取って起こした損害賠償請求の訴訟の中で、クーデタで破棄され

た憲法の有効性等の確認を求めた事件である。2000年 5 月19日、フィ

ジー原住民系民間人が率いる武装集団が開会中の国会に乱入し、首相、

閣僚、国会議員らを議事堂内に監禁し、翌20日に原住民系の権利を強

く保障した新憲法の制定、インド系首相の解任、およびマラ大統領の

辞任を要求した。この事態に対し、①カミセセ・マラ大統領は「必要

性の原理」（doctrine	of	necessity）に基づき非常事態（state	of	emergency）

を宣言したが、事態はさらに悪化し軍が事態の収拾に乗り出した。②

バイニマラマ国軍司令官がマラ大統領から行政権を移譲され、戒厳

（martial	law）を布告した。その後、③バイニマラマは、暫定軍事政権首

長及び軍司令官として「憲法廃止と現行法の有効性を確認する命令」

（the	Constitution	Revocation	Decree	2000	and	the	Existing	Laws	Decree	2000）

を制定し、以後命令によって統治することを宣言した。その 1 ヵ月余

り後の 7 月 ３ 日、バイニマラマ暫定軍事政権首長は文民政権に権限を

移譲し1３日には首相らが解放され、文民クーデタは事件は終焉を迎え
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の適用の合憲性である。クーデタ実行者は、この原理をクーデタの正

当性の根拠として主張し、裁判所は政治からの独立性を維持しながら

「必要性の原理」の適用の可否を法律的に判断し、同原理の濫用に対峙

してきた。筆者はこれまで2000年 5 月の文民クーデタをめぐって争わ

れたプラサッド（Prasad）事件高裁判決（2000年11月15日）および同控訴

裁判決（2001年 ３ 月 1 日）、そして200６年のクーデタに関する「ガラセ対

バイニマラマ（Qarase	v.	Bainimarama）」事件控訴裁判所判決（2009年 4 月

9 日）の六つの判決について旧稿の中ですでに論じてきた。そのため詳

細は旧稿に譲り、判決の要点のみを示すこととする（42）。

⑵　クーデタと３つの判決

プラサッド（Prasad）事件とは、2001年 5 月にフィジーの首都スバで

発生した文民クーデタに関連して起きた混乱の中で被害を受けた原告

（Chandrika	Prasad）がフィジー共和国と法務総裁（Attorney-General）を

相手取って起こした損害賠償請求の訴訟の中で、クーデタで破棄され

た憲法の有効性等の確認を求めた事件である。2000年 5 月19日、フィ

ジー原住民系民間人が率いる武装集団が開会中の国会に乱入し、首相、

閣僚、国会議員らを議事堂内に監禁し、翌20日に原住民系の権利を強

く保障した新憲法の制定、インド系首相の解任、およびマラ大統領の

辞任を要求した。この事態に対し、①カミセセ・マラ大統領は「必要

性の原理」（doctrine	of	necessity）に基づき非常事態（state	of	emergency）

を宣言したが、事態はさらに悪化し軍が事態の収拾に乗り出した。②

バイニマラマ国軍司令官がマラ大統領から行政権を移譲され、戒厳

（martial	law）を布告した。その後、③バイニマラマは、暫定軍事政権首

長及び軍司令官として「憲法廃止と現行法の有効性を確認する命令」

（the	Constitution	Revocation	Decree	2000	and	the	Existing	Laws	Decree	2000）

を制定し、以後命令によって統治することを宣言した。その 1 ヵ月余

り後の 7 月 ３ 日、バイニマラマ暫定軍事政権首長は文民政権に権限を

移譲し1３日には首相らが解放され、文民クーデタは事件は終焉を迎え
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た。この事件で高裁は次のように判断を示した（4３）。

高裁判決（2000年11月15日）（44）では、①カミセセ・マラ大統領が「必

要性の原理」のもとに布告した非常事態宣言は違憲である、②暫定軍

事政権の命令による1997年憲法の破棄は違憲である、との原告の主張

に対して、同裁判所のゲイツ（Anthony	Gates）判事は、次のように判示

した（45）。①当時の状況下で行われたカミセセ・マラ大統領による非常

事態宣言は、憲法の定める条件の中で厳格に宣言されたものであり、

その結果「必要性の原理」のもとで当初から有効性が認められる。②

バイニマラマ国軍司令官・暫定軍事政権首長による1997年憲法の破棄

は、「必要性の原理」の枠内でなされたものではなく、違憲であり効力

を有しない。1997年憲法は現在もフィジーにおける最高かつ有効な法

である。

この判断に至った理由は、それぞれ次のとおりであった。①「『必要

性の原理』（doctrine	of	necessity）は、法の支配と現行憲法を維持するた

めに適用できるものであり、例えば、大統領が緊急事態（state	of	

emergency）を宣言して人質監禁の危機を解決する助けとして、夜間外

出禁止令を課し、通行の検問を行い、道路交通法令を維持しするなど

の措置をとりうる。一方、②憲法を破棄しまたは現行の憲法構造を転

覆若しくは定められた合法的な改正の道を迂回すること、現在の政府

を解任すること、憲法改正委員会を設置すること、暫定文民政府を設

置すること、議会を停会すること若しくは諸権利を制限する諸命令を

発する手段として利用することはできない」（4６）。したがって、「人質監

禁危機が解決した際には、『必要性の原理』はもはや適用できず、一時

的に停止されていた憲法は最高法規として再びその効力を回復し、如

何なる権力簒奪者に対しても憲法を維持し保護することを軍に要求す

る」（47）。

こうして、「必要性の原理」が適用できるのは「法の支配と現行の憲

法を維持するため」に限られ、「憲法を破棄し又は現行の憲法構造を転

覆若しくは定められた合法的な改正の道を迂回すること」に対しては
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適用されないことを明確にした。すなわち、判決は「必要性の原理」

は憲法保障のための緊急権法理であることを再確認し、憲法破棄や現

行の憲法秩序の破壊は侵害を正当化する法理ではないことを明示した

のである。

ゲイツ判事は、198６年のグレナダ控訴裁判所でミッチェル（Mitchell）

事件（Mitchell	and	others	v	DPP）でヘイネス判事（Justice	Haynes）が示

した「必要性の原理」の適用要件を援用し（48）、裁判所は、必要性

（necessity）の基礎のもとに行われたいかなる超憲法的行為についても、

この要件を充足する事実が存在するか否かを審理し、もし有効であれ

ばその有効性を宣言するとし（49）、クーデタ後にクーデタに際してとら

れた措置の合憲性・合法性を審査する際の基準を明確にするとともに、

その審査権が裁判所にあることを明らかにした。これは、先述した、

「③革命が成功した後に旧秩序が回復した場合」に当たる。

⑶　「必要性の原理」の適用要件の確立

高裁判決を不服とした被告側は控訴裁判所に上訴した。その中で控

訴裁（2001年 ３ 月 1 日）（50）は、高裁のゲイツ判事が示した「必要性の原

理」の適用に関する一節を引用し、「必要性の原理」の性質を次のよう

にまとめた。

すなわち、「『必要性の原理』は、成文憲法典に定められていないか、

または成文憲法上の緊急権制度（emergency	powers	machinery）が発生し

た事態に対し不十分な場合に、軍のような事実上の支配権をもつもの

に、突然発生した真の危機に対処することを可能にするものである。

『必要性の原理』によって権限を付与された憲法外の行為（extra-

constitutional	action）は、本質的に一時的な性格をもつもので、危機が

終息すると直ちにその適用は終了する」（51）。この判断は、高裁が示し

た「必要性の原理」の理解を踏襲したものであった（52）。こうして、控

訴裁判決では高裁のゲイツ判決の「必要性の原理」理解と同様の見解

に立ち、その適用される状況と限界を以下のようにより詳細かつ明確
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適用されないことを明確にした。すなわち、判決は「必要性の原理」

は憲法保障のための緊急権法理であることを再確認し、憲法破棄や現

行の憲法秩序の破壊は侵害を正当化する法理ではないことを明示した

のである。

ゲイツ判事は、198６年のグレナダ控訴裁判所でミッチェル（Mitchell）

事件（Mitchell	and	others	v	DPP）でヘイネス判事（Justice	Haynes）が示

した「必要性の原理」の適用要件を援用し（48）、裁判所は、必要性

（necessity）の基礎のもとに行われたいかなる超憲法的行為についても、

この要件を充足する事実が存在するか否かを審理し、もし有効であれ

ばその有効性を宣言するとし（49）、クーデタ後にクーデタに際してとら

れた措置の合憲性・合法性を審査する際の基準を明確にするとともに、

その審査権が裁判所にあることを明らかにした。これは、先述した、

「③革命が成功した後に旧秩序が回復した場合」に当たる。

⑶　「必要性の原理」の適用要件の確立

高裁判決を不服とした被告側は控訴裁判所に上訴した。その中で控

訴裁（2001年 ３ 月 1 日）（50）は、高裁のゲイツ判事が示した「必要性の原

理」の適用に関する一節を引用し、「必要性の原理」の性質を次のよう

にまとめた。

すなわち、「『必要性の原理』は、成文憲法典に定められていないか、

または成文憲法上の緊急権制度（emergency	powers	machinery）が発生し

た事態に対し不十分な場合に、軍のような事実上の支配権をもつもの

に、突然発生した真の危機に対処することを可能にするものである。

『必要性の原理』によって権限を付与された憲法外の行為（extra-

constitutional	action）は、本質的に一時的な性格をもつもので、危機が

終息すると直ちにその適用は終了する」（51）。この判断は、高裁が示し

た「必要性の原理」の理解を踏襲したものであった（52）。こうして、控

訴裁判決では高裁のゲイツ判決の「必要性の原理」理解と同様の見解

に立ち、その適用される状況と限界を以下のようにより詳細かつ明確
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に確定した（5３）。

①憲法に規定されていないか又は憲法上の緊急措置権（emergency	

powers）の仕組みが不十分である状況において、緊急かつ真正の危機に

対処するため、事実上の権力（de	facto	authority）に危機に対応せしめ

るものであること。

②「必要性の原理」によって権限を付与されたいかなる憲法外の行

為も一時的な性格を有するものであり、危機が終息した後はその適用

を終止する。

③「必要性の原理」は、成文憲法に恒久的な変更を加える権限を付

与するものでなく、ましてや憲法を完全に破棄する権限を付与するも

のではない。

このように「必要性の原理」は、非常事態において既存の憲法体制

を保護するための緊急権であって、憲法体制の変更を正当化する理論

ではないことをここでも明確に示した。不文の緊急権である「必要性

の原理」は、憲法に明文の緊急権規定があっても、それが不十分な場

合は、それを補完する場合にも認められることを明らかにした。こう

してこの判決は、クーデタの実行者がその正当化に援用する「必要性

の原理」に対して、その援用が正当なものであるかまたは濫用に当た

るかの判断基準を定立した。それにより「成功したクーデタの法理」

によるクーデタの一般的な正当化を回避し、「必要性の原理」と「成功

したクーデタの法理」の境界を明確に示したのである。

この事件から ６ 年後の200６年12月にまたもやクーデタが発生した。

このクーデタはバイニマラマ国軍司令官による軍事クーデタで、この

クーデタに際してとられた措置もその後の訴訟の中で裁判所の審査に

服することになった（「ガラセ対バイニマラマ事件」控訴裁判決（2009

年 4 月 9 日）（54）。控訴裁判所は、プラサッド事件高裁判決でゲイツ判事

が引用した198６年のグレナダ控訴裁判所のミッチェル（Mitchell）事件

判決（Mitchell	and	others	v.	DPP）のヘイネス判事（Justice	Haynes）の

「必要性の原理」の適用要件をここでも確認し、「成文憲法の外にある
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不文の必要性の原理は世界で広く認められている」とし、「プラサッド

事件で当裁判所が述べた『必要性の原理』を全面的に受け入れ、大統

領が憲法の条項にない行為を行う権限を認めるが、しかしそれは究極

的に憲法を回復するという目的だけに限られる」（55）と述べ、従来の判

例の見解を維持した。

以上のように、2000年代に入って発生したフィジーのクーデタ事件

とその訴訟の中で、憲法秩序を保護するために行使される緊急権とし

ての「必要性の原理」と憲法秩序を破壊した後にあらたな体制の成立

の承認に関わる「成功したクーデタの法理」の違いが明確にされた。

そして、憲法秩序を破壊する力の行使による政府または憲法の変更に

対しても裁判所はその合憲性・合法性を審査し、その場合には「必要

性の原理」の援用を認めず、違憲と判断するという慣行が成立したこ

とが確認できる。

おわりに

コモンウェルス諸国のクーデタに関する判例の発展過程の分析と考

察を通じて以下の点が明らかになったと言える。

第一に、クーデタは司法権の地位とその機能に大きな変化を及ぼさ

ないという事実とその理由が明らかになった。クーデタは立法権の機

能を停止させ行政権を簒奪しても、司法権の機能を停止させることは

ない。その理由は、クーデタ政権下であっても通常の裁判機能を維持

させることが秩序の安定に必要であり、裁判官はその地位を奪われな

いことを暗黙のうちに期待し、クーデタ実行者はその行為の正当化の

ため裁判所を利用する。そこに裁判官とクーデタ実行者との間に「暗

黙の取引」が成立する。

第六に、コモンウェルス諸国の判例の示すところは、「暗黙の取引」

を前提としていたのかも知れないが、次第にクーデタ実行者に対する

厳しい態度を示すようになり、そのような判例の積み重ねによって
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不文の必要性の原理は世界で広く認められている」とし、「プラサッド

事件で当裁判所が述べた『必要性の原理』を全面的に受け入れ、大統

領が憲法の条項にない行為を行う権限を認めるが、しかしそれは究極

的に憲法を回復するという目的だけに限られる」（55）と述べ、従来の判

例の見解を維持した。

以上のように、2000年代に入って発生したフィジーのクーデタ事件

とその訴訟の中で、憲法秩序を保護するために行使される緊急権とし

ての「必要性の原理」と憲法秩序を破壊した後にあらたな体制の成立

の承認に関わる「成功したクーデタの法理」の違いが明確にされた。

そして、憲法秩序を破壊する力の行使による政府または憲法の変更に

対しても裁判所はその合憲性・合法性を審査し、その場合には「必要

性の原理」の援用を認めず、違憲と判断するという慣行が成立したこ

とが確認できる。

おわりに

コモンウェルス諸国のクーデタに関する判例の発展過程の分析と考

察を通じて以下の点が明らかになったと言える。

第一に、クーデタは司法権の地位とその機能に大きな変化を及ぼさ

ないという事実とその理由が明らかになった。クーデタは立法権の機

能を停止させ行政権を簒奪しても、司法権の機能を停止させることは

ない。その理由は、クーデタ政権下であっても通常の裁判機能を維持

させることが秩序の安定に必要であり、裁判官はその地位を奪われな

いことを暗黙のうちに期待し、クーデタ実行者はその行為の正当化の

ため裁判所を利用する。そこに裁判官とクーデタ実行者との間に「暗

黙の取引」が成立する。

第六に、コモンウェルス諸国の判例の示すところは、「暗黙の取引」

を前提としていたのかも知れないが、次第にクーデタ実行者に対する

厳しい態度を示すようになり、そのような判例の積み重ねによって
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クーデタの違憲性・違法性を宣言するようになってきた。その背景に

は、コモンウェルスという国際社会が「ハラレ宣言」に見られるよう

に民主主義・法の支配・基本的人権の尊重という基本的価値を重視す

る姿勢を鮮明に掲げるようになり、民主主義体制を維持するために法

の支配と司法権の独立を強調するようになったことが影響を与えた。

第六に、クーデタに対する判決の変化は、クーデタ実行者が自らの

行為の正当化に利用してきた「必要性の原理」の主張に対し、裁判所

がその原理が緊急権法理であることを根拠に、憲法秩序の侵害に対し

ては「必要性の原理」の適用による正当化は不可能であることを判例

が同原理の適用要件を精緻化することで確立してきた点に端的に見る

ことができる。司法権はクーデタ政権に対峙しつつ漸次その実質的独

立を強化し、民主主義体制の破壊者に対する厳しい姿勢を判決で示し、

判例理論の形成を通じて民主主義体制の新たな破壊者の出現を抑止す

る効果を生み出してきた。

以上のような結論が得られたが、依然として考察が不十分なまま残

された理論的な問題に言及しなければならない。本文中で述べたよう

に、司法権（裁判所）の地位と権能の基礎が成文憲法にあるとすれば、

クーデタによってその憲法が廃止され、クーデタ政権の暫定統治を経

て、新体制が確立して新たな憲法が成立するまでの過程における裁判

所の存在とその権能の行使を法的にどのように説明するのかという問

題がある。クーデタ政権によって司法権が排除されないかぎり、そし

てクーデタという行為を憲法秩序の侵害であるとみなす以上、その間、

司法権はその法的基礎が継続しているものと「擬制」され、新体制の

確立と新憲法の制定による新たにその法的基礎が確立されるまで、そ

の地位と権能が維持されていると考えるほかないとおもわれる。そし

てその「擬制」を支えるのが、クーデタ政権の司法権に対する期待と

その期待に応える司法権の対応という政治の力である。これを現時点

での暫定的な結論として、さらに今後の研究課題としたい。
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注
（ 1 ）	 John	Hatchard,	Tunde	 I.	Ogowewo,	Tackling the Unconstitutional 

Overthrow of Democracies,	Commonwealth	Secretariat	200３．本書は第 2
次大戦後独立したコモンウェルス諸国における憲法に定める手続きに拠ら
ない政権奪取（クーデタ）とそれへの各国の裁判所の対応を分析して判例
理論の形成を跡づけ、クーデタに耐えうる（coup-proofing）法制度確立の
ための積極的取り組みを考察したものである。

（ 2 ）	 Ibid.,	p.7．タヤブ・マホマッド（Tayyab	Mahmud）によれば、次の1３
件の事件が挙げられている。Dosso 事件（パキスタン1958年）、Matovu 事
件（ウガンダ19６６年）、Madzimbamuto 事件（ローデシア19６8年）、Sallah
事件（ガーナ1970年）、Lakanmi 事件（ナイジェリア1970年）、Jilani 事件

（パキスタン1972年）、Liasi 事件（キプロス1975年）、Bhutto 事件（パキ
スタン1977年）、Valabhaji 事件（セイシェル1981年）、Mitchell 事件（グ
レナダ198６年）、Makotso 事件（レソト1988年）、Matanzima 事件（トラン
スカイ1988年）、Banda 事件（ボプタツワナ1989年）（Tayyab	Mahmud,	
Jurisprudence of successful Treason: Coup d’Etat & （and） Common 
Law,	Cornell	International	Law	Journal,	Volume	27,	1994．pp.49-50.）で
ある。なお、トランスカイとボプタツワナは南アフリカ共和国内の州から
独立した国家であったが、1994年に両国とも南アフリカ共和国に再統合さ
れ現在は存在しない。

（ ３ ）	 Ibid.,p.8．この宣言において、コモンウェルス諸国は、持続可能な経
済開発と並んで、基本的な政治的価値である民主主義・法の支配・基本的
人権の促進を優先することを表明した。民主主義については、国家環境を
反映した民主主義の過程と諸制度、法の支配と司法権の独立、および公平
で公正な政府がその内容として掲げられた（「同宣言」第 ６ 項）（Ibid.,	
pp.181-18３.）。

（ 4 ）	 Ibid.,	p.8.
（ 5 ）	 Ibid.,	p.14．ナイジェリア最高裁のAttorney-General of the Federation 

v Guardian Newspapers Limited判決におけるカリビ・ホワイト（Karibi-
Whyte）判事の言葉。

（ ６ ）	 Ibid.,	p.14.
（ 7 ）	 Ibid.,	p.14.
（ 8 ）	 Ibid.,	p.14.
（ 9 ）	 Ibid.,	pp.14-15.
（10）	 Ibid.,	p.15.
（11）	 Ibid.,	p.15.
（12）	 Ibid.,	p.15.
（1３）	 Ibid.,	p.1６.
（14）	 Ibid.,	p.17.

）
一
一
六
（

102



非
常
事
態
に
お
け
る
司
法
権
の
地
位
と
機
能
（
東
）

四
八
三

注
（ 1 ）	 John	Hatchard,	Tunde	 I.	Ogowewo,	Tackling the Unconstitutional 

Overthrow of Democracies,	Commonwealth	Secretariat	200３．本書は第 2
次大戦後独立したコモンウェルス諸国における憲法に定める手続きに拠ら
ない政権奪取（クーデタ）とそれへの各国の裁判所の対応を分析して判例
理論の形成を跡づけ、クーデタに耐えうる（coup-proofing）法制度確立の
ための積極的取り組みを考察したものである。

（ 2 ）	 Ibid.,	p.7．タヤブ・マホマッド（Tayyab	Mahmud）によれば、次の1３
件の事件が挙げられている。Dosso 事件（パキスタン1958年）、Matovu 事
件（ウガンダ19６６年）、Madzimbamuto 事件（ローデシア19６8年）、Sallah
事件（ガーナ1970年）、Lakanmi 事件（ナイジェリア1970年）、Jilani 事件

（パキスタン1972年）、Liasi 事件（キプロス1975年）、Bhutto 事件（パキ
スタン1977年）、Valabhaji 事件（セイシェル1981年）、Mitchell 事件（グ
レナダ198６年）、Makotso 事件（レソト1988年）、Matanzima 事件（トラン
スカイ1988年）、Banda 事件（ボプタツワナ1989年）（Tayyab	Mahmud,	
Jurisprudence of successful Treason: Coup d’Etat & （and） Common 
Law,	Cornell	International	Law	Journal,	Volume	27,	1994．pp.49-50.）で
ある。なお、トランスカイとボプタツワナは南アフリカ共和国内の州から
独立した国家であったが、1994年に両国とも南アフリカ共和国に再統合さ
れ現在は存在しない。

（ ３ ）	 Ibid.,p.8．この宣言において、コモンウェルス諸国は、持続可能な経
済開発と並んで、基本的な政治的価値である民主主義・法の支配・基本的
人権の促進を優先することを表明した。民主主義については、国家環境を
反映した民主主義の過程と諸制度、法の支配と司法権の独立、および公平
で公正な政府がその内容として掲げられた（「同宣言」第 ６ 項）（Ibid.,	
pp.181-18３.）。

（ 4 ）	 Ibid.,	p.8.
（ 5 ）	 Ibid.,	p.14．ナイジェリア最高裁のAttorney-General of the Federation 

v Guardian Newspapers Limited判決におけるカリビ・ホワイト（Karibi-
Whyte）判事の言葉。

（ ６ ）	 Ibid.,	p.14.
（ 7 ）	 Ibid.,	p.14.
（ 8 ）	 Ibid.,	p.14.
（ 9 ）	 Ibid.,	pp.14-15.
（10）	 Ibid.,	p.15.
（11）	 Ibid.,	p.15.
（12）	 Ibid.,	p.15.
（1３）	 Ibid.,	p.1６.
（14）	 Ibid.,	p.17.

）
一
一
六
（

102

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
八
二

（15）	 Ibid.,	p.17.
（1６）	 Ibid.,	pp.1６-17.	Stella	Madzimbamuto	v	Desmond	William	Lardner-

Burke	and	Frederick	Phillip	George	 [19６8]３W.L.R.1229;	 [19６9]1A.C.６45
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（and） Common Law,	Cornell	International	Law	Journal,	Volume	27,	1994,	
p.54.

（21）	 コモンウェルス諸国の裁判所で参照されているのは、次の英訳版であ
る。Hans	Kelsen,	General Theory of Law and State,	Translated	 by	
Anders	Wedberg,	 Harvard	 University	 Press,	 1945,	 The	 Lawbook	
Exchange,	Ltd..

（22）	 Ibid.,	p.18.
（2３）	 Ibid.,	p.19.
（24）	 Ibid.,	p.19.
（25）	 東裕「クーデタと緊急権─英連邦諸国の判例理論から─」「憲法研究」

第4６号、平成2６（2014）年、1６9頁。Ghai,	Y.P.	Cottrell,	J.,	Head of States 
In The Pacific: A Legal and Constitutional Analysis,	Institute	of	Pacific	
Studies,	Suva：University	of	the	South	Pacific,	1990,	p.194.

（2６）	「同論文」、同頁
（27）	「同」、170頁。
（28）	 John	Hatchard,	Tunde	 I.	Ogowewo,	Tackling the Unconstitutional 

Overthrow of Democracies,	Commonwealth	Secretariat	200３,	p.2６.
（29）	 Ibid.,	p.27.
（３0）	 Ibid.,	p.28.
（３1）	 Ibid.,	p.28.
（３2）	「ケルゼンの法学的な規定－広い意味での革命は、『ある社会の法秩序

が非合法なやり方で新秩序によって廃棄され置換される場合』の総称で…、
『法学的観点からすれば、革命の決定的な基準は、現行秩序が、この秩序
の予定しなかったやりかたで、新しい秩序によって廃止され、取って替え
られることである』ともいわれる。従って、ケルゼンは、この広い意味の
革命には、いわゆるクー・デタも含まれるとしている」（小林直樹『憲法
秩序の理論』（東京大学出版会・198６年）11６頁）。ケルゼン（尾吹善人訳）

『法と国家の一般理論』（木鐸社・1991年）20３頁。
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（３３）	「合意による革命」は、根本規範（basic	norm）の変更が平和的な合意
に基づいて行われるもので、この場合には、新しい根本規範の妥当性

（validity）は、旧根本規範に由来しない。その例としてあげられるのは、
オーストラリア憲法である。同憲法は1900年に英国議会で制定されたオー
ストラリア・コモンウェルス憲法法律（Commonwealth	of	Australia	Act	
６３&６4	VictoriaCapter	12）の一部として成立したものが、その後の独立と
ともに現在の憲法に至っていることが例に挙げられている。また、ある独
立国が既存の憲法に基づくものではない共同決定によって新憲法を採択す
る場合があり、この場合、新憲法は過去との断絶を特徴とする。その例と
して1787年にフィラデルフィアの憲法会議で採択され、諸州で承認された
アメリカ合衆国憲法がある。（Suri	Ratnapala,	Jurisprudence 3rd ed,	
Cambridge	University	Press,	2017,	pp.88-89.）

（３4）	 Suri	Ratnapala,	ibid.	pp.90-91.
（３5）	 Ibid.,	p.91.
（３６）	 Ibid.
（３7）	 Ibid.,	pp.91-92.
（３8）	 Ibid.,	p.92.
（３9）	 Suri	Ratnapala,	Jurisprudence 3rd ed,	Cambridge	University	Press,	

2017,	p.92.
（40）	 ハンス・ケルゼン（尾吹善人訳）『法と国家の一般理論』（木鐸社・1991

年）３44頁。Hans	Kelsen,	General Theory of Law and State,	Translated	by	
Anders	Wedberg,	 Harvard	 University	 Press,	 1945,	 The	 Lawbook	
Exchange,	Ltd..p.３６8.

（41）	 東裕「緊急権としての「必要性の原理」（Doctrine	of	necessity）につ
いて」「日本法学」第82巻第 ３ 号、平成28（201６）年、1６頁。

（42）	「同」、2３-24頁。
（4３）	 フィジー1997年憲法では、「高等裁判所は、この憲法の下での生じる

問題または憲法の解釈を含む問題に関する第一審裁判管轄権を有する」
（120条 2 項）と定められ、第 2 審が控訴裁判所（121条 2 項）、終審が最高
裁判所（122条 1 項）となっていた。

（44）	 事案の概要と判旨については、前掲「緊急権としての「必要性の原
理」（Doctrine	of	necessity）について」，17-20頁参照。

（45）	「 同 論 文 」、18-19頁。Prasad v Republic of Fiji	 [2000]	FJHC	121;	
Hbc0217.20001（15	November	2000）,	pp.2６-27.

（4６）	「同」、19頁。
（47）	「同」。
（48）	「同」20頁。次の 5 つの要件である。①緊急の必要性が、憲法に規定

されていない例外状況（exceptional	circumstances）の存在から発生し、
なんらかの重要な国家機能の保護または維持のために迅速な行為が行われ
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（３３）	「合意による革命」は、根本規範（basic	norm）の変更が平和的な合意
に基づいて行われるもので、この場合には、新しい根本規範の妥当性

（validity）は、旧根本規範に由来しない。その例としてあげられるのは、
オーストラリア憲法である。同憲法は1900年に英国議会で制定されたオー
ストラリア・コモンウェルス憲法法律（Commonwealth	of	Australia	Act	
６３&６4	VictoriaCapter	12）の一部として成立したものが、その後の独立と
ともに現在の憲法に至っていることが例に挙げられている。また、ある独
立国が既存の憲法に基づくものではない共同決定によって新憲法を採択す
る場合があり、この場合、新憲法は過去との断絶を特徴とする。その例と
して1787年にフィラデルフィアの憲法会議で採択され、諸州で承認された
アメリカ合衆国憲法がある。（Suri	Ratnapala,	Jurisprudence 3rd ed,	
Cambridge	University	Press,	2017,	pp.88-89.）

（３4）	 Suri	Ratnapala,	ibid.	pp.90-91.
（３5）	 Ibid.,	p.91.
（３６）	 Ibid.
（３7）	 Ibid.,	pp.91-92.
（３8）	 Ibid.,	p.92.
（３9）	 Suri	Ratnapala,	Jurisprudence 3rd ed,	Cambridge	University	Press,	

2017,	p.92.
（40）	 ハンス・ケルゼン（尾吹善人訳）『法と国家の一般理論』（木鐸社・1991

年）３44頁。Hans	Kelsen,	General Theory of Law and State,	Translated	by	
Anders	Wedberg,	 Harvard	 University	 Press,	 1945,	 The	 Lawbook	
Exchange,	Ltd..p.３６8.

（41）	 東裕「緊急権としての「必要性の原理」（Doctrine	of	necessity）につ
いて」「日本法学」第82巻第 ３ 号、平成28（201６）年、1６頁。

（42）	「同」、2３-24頁。
（4３）	 フィジー1997年憲法では、「高等裁判所は、この憲法の下での生じる

問題または憲法の解釈を含む問題に関する第一審裁判管轄権を有する」
（120条 2 項）と定められ、第 2 審が控訴裁判所（121条 2 項）、終審が最高
裁判所（122条 1 項）となっていた。

（44）	 事案の概要と判旨については、前掲「緊急権としての「必要性の原
理」（Doctrine	of	necessity）について」，17-20頁参照。

（45）	「 同 論 文 」、18-19頁。Prasad v Republic of Fiji	 [2000]	FJHC	121;	
Hbc0217.20001（15	November	2000）,	pp.2６-27.

（4６）	「同」、19頁。
（47）	「同」。
（48）	「同」20頁。次の 5 つの要件である。①緊急の必要性が、憲法に規定

されていない例外状況（exceptional	circumstances）の存在から発生し、
なんらかの重要な国家機能の保護または維持のために迅速な行為が行われ
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なければならないこと。②合理的に利用可能な他の行為がないこと。③い
かなる行為も、平和、秩序および「良い統治」（good	governance）にとっ
て合理的にみて必要なものでなければならず、必要以上の行為を行ったり
必要性を超えた立法を行ってはならない。④当該行為が、憲法で認められ
た市民の正当な権利を侵害するものであってはならない。⑤当該行為その
ものが、革命を強固にすることを唯一の効果として意図するものであって
はならない。

（49）	「同」。Prasad v Republic of Fiji	[2000]	FJHC	121;	Hbc0217.20001（15	
November	2000）,	p.18.

（50）	「同」21-2３頁。Republic of Fiji v Prasad	[2001]	FJCA	2;	Abu0078.2000s
（1	March	2001）。この判決の詳細については、東裕「クーデタと司法権─
フィジー控訴裁判所判決（01/0３/2001）の批判的検討」苫小牧駒澤大学紀
要第 ６ 号、平成1３（2001）年、参照。

（51）	 東、前掲「緊急権としての「必要性の原理」（Doctrine	of	necessity）
について」21頁。

（52）	「必要性の原理は、1997年憲法で定められた権限であろうとなかろう
と無関係に法と秩序を回復するためバイニマラマ国軍司令官にあらゆる必
要な措置をとる権限を与える。しかし、緊急性が弱まった時には、憲法の
定める状態に復帰する。…必要性の原理は、成文憲法の恒久的な変更を行
う権限を与えるものではなく、ましてやその完全な破棄を認めるものでは
ない」（東、「前掲論文」22頁）。

（5３）	 東、「同」22頁。
（54）	 東、「同」2３-24頁。200６年12月 5 日、バイニマラマ国軍司令官は、当

時のガラセ首相を追放し行政権を掌握した。同司令官は、首相の解任は大
統領権限を代行したもので、その行為は「必要性の原理」によって法的正
当化できるとして、その行為は1997年憲法の精神を蹂躙してきたガラセ政
権の腐敗を一掃するための「浄化作戦」であって、クーデタではないと主
張した。すなわち、その行為は、①大統領の権限行使が妨げられている例
外状況において、②憲法の枠内で憲法を守るために行われた行為であり、

「必要性の原理」により正当化される緊急措置権の行使にあたる、という
主張で、同司令官は、みずからを「憲法の守護者」と自認していた。この
バイニマラマ国軍司令官による一連の行為の違憲性・違法性が争われた。
原告は、クーデタによって首相の座を追われたガラセ前首相らで、被告は
バイニマラマ国軍司令官、フィジー共和国軍、フィジー共和国、暫定政権
法務総裁。争点は、大統領の首相解任大権（Prerogative）・留保権限

（Reserve	Power）の存在、および大権の妥当性、並びに「必要性の原理」
の適用の可否であった。フィジー高裁が被告側の主張を認めため原告が控
訴したところ、控訴裁判所は原告の主張を認め、バイニマラマ国軍司令官
の一連の行為を違憲・違法と判断した。
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（55）	 東、「同」24頁。

（後記）　良き同僚であり、郷里を同じくし、和歌山県立粉河高校の

後輩でもあった喜多義人教授の早逝を惜しみ、ともに酒杯を傾けた日

を懐かしく回想しつつ、衷心より冥福を祈り、ここに擱筆する。（令和

３ 年 ６ 月28日）
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（55）	 東、「同」24頁。

（後記）　良き同僚であり、郷里を同じくし、和歌山県立粉河高校の

後輩でもあった喜多義人教授の早逝を惜しみ、ともに酒杯を傾けた日

を懐かしく回想しつつ、衷心より冥福を祈り、ここに擱筆する。（令和

３ 年 ６ 月28日）
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サイバー戦時復仇の課題
─lex	lata と lex	ferenda との相克の視角から─

田　中　　　誠

はじめに

本稿は、国際的武力紛争下でサイバー技術を利用したネットワーク

上の敵対的行為として「復仇（reprisals,	représailles,	Repressalien）」が実

行された場合の課題について、国際人道法（ 1 ）における「現行法（lex	

lata）」と「あるべき法（lex	ferenda）」の相克の視角から検討することを

目的とする。以下、本論の叙述に必要な限度で、用語の定義及び議論

の射程を明確にしておきたい。

「サイバー空間（cyberspace）」とは、情報システムや情報通信ネット

ワーク等により構成され、多種多量の情報が流通するインターネット

その他の仮想的なグローバル空間である（ 2 ）。サイバー空間を取り巻く

リスクの深刻化は、誰でも参入しうる開放性、我々の社会生活がサイ

バー空間に連結された世界の中で成立している連結性、テロリスト個

人・集団がサイバー空間を用いることで大国の重要インフラにさえも

甚大な被害を与えうる非対称性、の 3 つの要素に起因する。とりわけ、

IoT（Internet	of	Things）と呼ばれる、あらゆるものがインターネットに

接続される時代では、スマートフォン、自動車、複合機などのモノや

社会インフラにもリスクが拡散しているという特徴は重要である。実

空間を主戦場と想定してきた国際人道法は、攻撃目標が目視によって

識別できるという前提の下に、軍事目標と非軍事目標を区別して軍事

論　説
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目標のみを攻撃目標としてきた。確かに、ネットワーク等により連接

している作戦部隊の指揮統制機能は軍事目標である。しかし、サイ

バー空間の連結性は、軍事目標と非軍事目標を目視によって識別する

という国際人道法の前提の再考を余儀なくさせる。

国際人道法の骨格を構成するのは、「戦地にある軍隊の傷者及び病者

の状態の改善に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 1

条約」）､「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関す

る1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 2 条約」）、「捕虜の待遇

に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 3 条約」）、「戦時

における文民の保護に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、

「第 4 条約」）、の 4 つのジュネーヴ条約（以下、「ジュネーヴ諸条約」）及び

「1949年 8 月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

護に関する追加議定書（議定書	Ｉ）」（以下、「第 1 追加議定書」）である。

ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加議定書が採択された当時、サイバー空

間は存在しなかった。しかし、たとえサイバー行動を取り扱った条約

上の明文規定がなくても、武力紛争当事者は慣習国際法によって規律

されるという理由で、国際人道法に欠缺は存在しないと言われる（ 3 ）。

これを確認したのが、1907年「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」（以下、

「ハーグ陸戦条約」）前文に規定されたマルテンス条項である。すなわち、

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締

約国ハ、其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦

者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨ

リ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スル」旨の

規定である。このマルテンス条項は、ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加

議定書に継受されている（ 4 ）。

本稿では、「サイバー技術を利用したネットワーク上の行為」を「サ

イバー行動（cyber	operations）」という。サイバー行動に適用される国

際法に関する体系的な先行研究『タリン・マニュアル2.0』によれば、

武力紛争の文脈で実施されるサイバー行動は武力紛争法に従うという
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目標のみを攻撃目標としてきた。確かに、ネットワーク等により連接

している作戦部隊の指揮統制機能は軍事目標である。しかし、サイ

バー空間の連結性は、軍事目標と非軍事目標を目視によって識別する

という国際人道法の前提の再考を余儀なくさせる。

国際人道法の骨格を構成するのは、「戦地にある軍隊の傷者及び病者

の状態の改善に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 1

条約」）､「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関す

る1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 2 条約」）、「捕虜の待遇

に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 3 条約」）、「戦時

における文民の保護に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、

「第 4 条約」）、の 4 つのジュネーヴ条約（以下、「ジュネーヴ諸条約」）及び

「1949年 8 月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

護に関する追加議定書（議定書	Ｉ）」（以下、「第 1 追加議定書」）である。

ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加議定書が採択された当時、サイバー空

間は存在しなかった。しかし、たとえサイバー行動を取り扱った条約

上の明文規定がなくても、武力紛争当事者は慣習国際法によって規律

されるという理由で、国際人道法に欠缺は存在しないと言われる（ 3 ）。

これを確認したのが、1907年「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」（以下、

「ハーグ陸戦条約」）前文に規定されたマルテンス条項である。すなわち、

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締

約国ハ、其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦

者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨ

リ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スル」旨の

規定である。このマルテンス条項は、ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加

議定書に継受されている（ 4 ）。

本稿では、「サイバー技術を利用したネットワーク上の行為」を「サ

イバー行動（cyber	operations）」という。サイバー行動に適用される国

際法に関する体系的な先行研究『タリン・マニュアル2.0』によれば、

武力紛争の文脈で実施されるサイバー行動は武力紛争法に従うという
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立場から（ 5 ）、慣習国際法を反映するマルテンス条項が機能することに

より、サイバー行動は法の空白下にないことが保証される（ 6 ）。他方で、

同書は、記述内容が「法の漸進的発展（progressive	development	of	the	

law）」を表現するものではないこと、「現行法（lex	lata）」の客観的な記

述を意図したものであって、「あるべき法（lex	ferenda）」を反映した記

述を包含するのを回避した旨明言している（ 7 ）。『タリン・マニュアル

2.0』の記述方針こそ、本稿が lex	lata と lex	ferenda を考察の視角とし

て設定した理由である。

復仇の定義について国際的合意は存在しない（ 8 ）。復仇とは、相手が

実行した犯罪行為に対する均衡のとれた反応として、犯罪の違法性が

阻却され正当なものとされるという主張で、最古の法執行手段であ	

る（ 9 ）。復仇は、平時復仇と「戦時復仇（belligerent	reprisals,	représailles	

en	temps	de	guerre）」に区別される。国連憲章の採択以前は、自己の実

力に訴えてその権利の実現を図る「自力救済（self-help）」の一手段とし

て、武力行使を伴う復仇さえ平時における法の実現手段として許容さ

れていた（平時復仇）。しかし、国連憲章 2 条 4 項によって武力行使が

禁止されたため、武力行使を伴う平時復仇は許されなくなった。1970

年友好関係原則宣言は、「国は武力の行使を伴う復仇行為を慎む義務を

負う」と明規している（第 1 原則 6 項）。沿革的に復仇に基礎を置く「対

抗措置（countermeasure）」の目的・条件等は、「国際違法行為に対する

国家責任に関する条文」（以下、「国家責任条文」）（10）の中に規定された。

国家責任条文によれば、対抗措置は違法性阻却事由に該当し（同22条）、

有責国に対して「義務の履行を促すためにのみ」とることができる

（同49条 1 項）という規定から、対抗措置が履行確保手段であることは

明らかである（11）。対抗措置により影響されない義務として、武力によ

る威嚇又は武力の行使を慎む義務（同50条 1 項⒜）、復仇を禁止する人道

的性格の義務（同⒞）が明記されたことは、対抗措置と復仇との相違を

雄弁に物語る。

復仇は、中央集権的な執行機関を有しない分権的な国際社会を背景
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として、交戦国間の利益調整の側面を有する国際人道法において、歴

史的に生成された重要な履行確保手段である。赤十字国際委員会発行

の『慣習国際法』には、復仇が許容されるための 5 つの条件が次のよ

うに規定されている（12）。

①復仇の唯一の目的は、敵を法の遵守に仕向けることである。

②	復仇の実行が許容されるのは、敵を法の尊重に仕向けるため

に利用できる他の合法的措置が存在しない場合における最後

の手段としてのみである。

③	復仇としてなされる行為は、これによって中止させようとす

る違反行為と均衡していなければならない。

④	復仇に訴える決定は、政府最高機関に委ねられなければなら

ない。

⑤	敵が法を遵守した場合、復仇は即時停止されなければならな

い。

上記 5 つの条件を整理すると、主観的正当化事由（①目的の要件）と客

観的正当化事由に大別され、さらに、客観的正当化事由は、実体的要

件（②補助性の要件、③均衡性の要件）と手続的要件（④発動要件、⑤終了

要件）に区分することができる。日本の通説では、①先行違法行為の存

在と事前通告、②補助性、③均衡性、④人道性、の 4 要件に区分され

る（13）。

実空間で成立している武力行使概念は、サイバー空間に対して適用

されるのか、同概念の外延が問題となる。この点、伝統的な「運動エ

ネルギー（kinetic）」兵器以外の道具であっても伝統的な兵器を用いた

場合と同じ結果を引き起こせば、武力行使に該当する点で研究者・実

務家の見解は一致している。本稿の検討対象である「サイバー戦時復

仇（belligerent	cyber	reprisals）」とは、「サイバー技術を利用したネット

ワーク上の戦時復仇」をいう。『タリン・マニュアル2.0』には、戦時復

仇に関する以下の 2 つの規則が規定されている（14）。
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として、交戦国間の利益調整の側面を有する国際人道法において、歴

史的に生成された重要な履行確保手段である。赤十字国際委員会発行

の『慣習国際法』には、復仇が許容されるための 5 つの条件が次のよ

うに規定されている（12）。

①復仇の唯一の目的は、敵を法の遵守に仕向けることである。

②	復仇の実行が許容されるのは、敵を法の尊重に仕向けるため

に利用できる他の合法的措置が存在しない場合における最後

の手段としてのみである。

③	復仇としてなされる行為は、これによって中止させようとす

る違反行為と均衡していなければならない。

④	復仇に訴える決定は、政府最高機関に委ねられなければなら

ない。

⑤	敵が法を遵守した場合、復仇は即時停止されなければならな

い。

上記 5 つの条件を整理すると、主観的正当化事由（①目的の要件）と客

観的正当化事由に大別され、さらに、客観的正当化事由は、実体的要

件（②補助性の要件、③均衡性の要件）と手続的要件（④発動要件、⑤終了

要件）に区分することができる。日本の通説では、①先行違法行為の存

在と事前通告、②補助性、③均衡性、④人道性、の 4 要件に区分され

る（13）。

実空間で成立している武力行使概念は、サイバー空間に対して適用

されるのか、同概念の外延が問題となる。この点、伝統的な「運動エ

ネルギー（kinetic）」兵器以外の道具であっても伝統的な兵器を用いた

場合と同じ結果を引き起こせば、武力行使に該当する点で研究者・実

務家の見解は一致している。本稿の検討対象である「サイバー戦時復

仇（belligerent	cyber	reprisals）」とは、「サイバー技術を利用したネット

ワーク上の戦時復仇」をいう。『タリン・マニュアル2.0』には、戦時復

仇に関する以下の 2 つの規則が規定されている（14）。
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規則108（戦時復仇）

次に規定する対象に対するサイバー行動による戦時復仇は禁

止される。

⒜捕虜、⒝抑留された文民、占領地域又は敵対する紛争当事者

の権力内にある文民及びその者の財産、⒞戦闘外にある者、

⒟医療要員、宗教要員、医療用施設、医療用車両、医療用装備

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格

な要件に服する（15）。

規則109（第 1 追加議定書の下での復仇）

第 1 追加議定書は、文民たる住民、個々の文民、民用物、文

化財及び礼拝所、文民たる住民の生存に不可欠な物、自然環境、

ダム、堤防及び原子力発電所を復仇によるサイバー攻撃の対象

とすることを、締約国に禁止する。

『タリン・マニュアル2.0』のサイバー戦時復仇に関する叙述には、先

に述べた「現行法（lex	lata）」、「あるべき法（lex	ferenda）」、「漸進的発

展（progressive	development）」の途上にある法（「生成途上の法」）を明確

に区別して記述するという方針が巧妙に反映されていることがわかる。

戦時復仇禁止規範の「法源（sources	of	 law）」についての認識は、規則

108と規則109では次のように異なっている。すなわち、規則108が慣習

国際法として結晶化している規則による禁止規範であるのに対して、

規則109は当事国のみが拘束される条約規則による禁止規範と考えられ

る。したがって、規則109の適用上、戦時復仇の可否は、被害国が当事

国であるか否かに依存している。

国際法は、国内法の発達した体系に基本的な要素である立法、執行、

司法の 3 つの集権的制度を欠いている。特に、国際法は国内社会のよ

うな中央集権的執行機関を有しないため、中央集権的な権力が行使す

る「執行」による担保を欠いている。国際法を「法」として認識する
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以上、「妥当性（validity）」の要素のみならず、「実効性（effectiveness）」

の要素も極めて重要である（16）。実効性は、実際に存在するとして援用

状態に適用される言葉であり（17）、「事実的強制」と言い換えられて説

明されることもある（18）。国際法の実効性を発現させるためには、原則

として個別国家の自発的履行が不可欠である。したがって、国際法で

は履行確保の問題が強く認識されることとなる（19）。この点、復仇は履

行確保手段として問題提起的な概念である。

復仇自体が歴史的に生成された制度であるため、復仇の根拠や制限

は歴史的に考察されなければならず、復仇禁止対象を拡大してきた国

際法の歴史の中で把握されなければならない。

1　国際人道法の慣習法性

⑴　lex lata と lex ferenda

慣習国際法とは、国際社会の構成員間で行われる特定の国家実行の

積み重ね（国家間の国際慣行）を基礎として形成された国際法規範であ

る。これが成立するためには、特定の事項について、大多数の国家間

において上記国際慣行が確立していること（一般慣行）、及び、大多数

の国家が上記国際慣行を法的な義務として確信していること（法的確

信）が必要である（20）。国際司法裁判所は、北海大陸棚事件で次のよう

に判示した。すなわち、法典化条約が、宣言的効果、結晶的効果（条約

の交渉、定式化、採択過程が、生成途上の慣習規則を成熟させる効果）、新慣

習法規則の生成的効果の、 3 つの態様で慣習に影響を及ぼす。未だ慣

習法となっていない条約規定が慣習法を生成するためには、⑴当該規

定が規範創造的なものであること、⑵国家実行特に特別利害関係国が

当該規定又は原則を広範に受諾していること、⑶国家実行が「法的確

信（opinio	 juris）」に基づいていることの、 3 つの条件が満たされる必

要がある（21）。なお、条約本文の採択自体が、国家実行の重要な部分で

ある以上、条約規定の慣習法への変化をもたらすに十分であると認め
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以上、「妥当性（validity）」の要素のみならず、「実効性（effectiveness）」

の要素も極めて重要である（16）。実効性は、実際に存在するとして援用

状態に適用される言葉であり（17）、「事実的強制」と言い換えられて説

明されることもある（18）。国際法の実効性を発現させるためには、原則

として個別国家の自発的履行が不可欠である。したがって、国際法で

は履行確保の問題が強く認識されることとなる（19）。この点、復仇は履

行確保手段として問題提起的な概念である。

復仇自体が歴史的に生成された制度であるため、復仇の根拠や制限

は歴史的に考察されなければならず、復仇禁止対象を拡大してきた国

際法の歴史の中で把握されなければならない。

1　国際人道法の慣習法性

⑴　lex lata と lex ferenda

慣習国際法とは、国際社会の構成員間で行われる特定の国家実行の

積み重ね（国家間の国際慣行）を基礎として形成された国際法規範であ

る。これが成立するためには、特定の事項について、大多数の国家間

において上記国際慣行が確立していること（一般慣行）、及び、大多数

の国家が上記国際慣行を法的な義務として確信していること（法的確

信）が必要である（20）。国際司法裁判所は、北海大陸棚事件で次のよう

に判示した。すなわち、法典化条約が、宣言的効果、結晶的効果（条約

の交渉、定式化、採択過程が、生成途上の慣習規則を成熟させる効果）、新慣

習法規則の生成的効果の、 3 つの態様で慣習に影響を及ぼす。未だ慣

習法となっていない条約規定が慣習法を生成するためには、⑴当該規

定が規範創造的なものであること、⑵国家実行特に特別利害関係国が

当該規定又は原則を広範に受諾していること、⑶国家実行が「法的確

信（opinio	 juris）」に基づいていることの、 3 つの条件が満たされる必

要がある（21）。なお、条約本文の採択自体が、国家実行の重要な部分で

ある以上、条約規定の慣習法への変化をもたらすに十分であると認め
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られる場合もあるとされた（22）。

現代は、慣習法の緩慢な結晶化の時代ではなく、特定の分野では、

新たな社会目的から、慣習的な介在なしに条約規則へと移行する（23）。

条約の解釈は、実効性の探究を証明し、留保の解釈で明らかにされる（24）。

現代国際社会では、現行法と現実の乖離が指摘されるため、国際法上

の欠缺が問題となる。既存国際法規（「現行法」）が国際慣習法として存

在している状況において、新しい国際法規（「あるべき法」）が多数国間

条約として成立した場合、以下のような 2 つの事例が問題提起される。

この際、国際法上の概念は、ある場合に国家の行動を正当化するイ

デオロギーとして機能し、またある場合には国家の行動を規制する拘

束的規範として機能する。戦時復仇は、このような相反する機能を有

する概念の 1 つである。

第 1 の事例では、新しい国際法規（「あるべき法」）が慣習国際法とし

て成熟される以前に、国家（Ａ）が自国利益の保護目的で行った一方的

行為を正当化する根拠として「あるべき法」（「生成途上の法」）を主張す

る場合がある（25）。Ａ国の一方的行為によって利益を侵害された国家

（Ｂ）は、既存国際法規（「現行法」）を根拠としてＡ国の行為の違法性を

主張するであろう。

第 2 の事例では、新しい国際法規（「あるべき法」）が慣習国際法とし

て成熟される以前に、国家（Ａ）が自国利益の保護目的で行った一方的

行為を正当化する根拠として既存慣習国際法（「現行法」）を主張する場

合がある（26）。Ａ国の一方的行為によって利益を侵害された国家（Ｂ）

は、新しい国際法規（「あるべき法」）を根拠としてＡ国の行為の違法性

を主張するであろう。

上記 2 つの事例に共通して AB 両国間紛争の背後にあるのは、慣習

国際法としての「現行法」と条約法としての「あるべき法」との相克

である。「あるべき法」が漸進的発展の途上にある「生成途上の法」に

とどまっている時点において、一方で、「あるべき法」に相当の規範性

の獲得が期待されているにもかかわらず、他方で、一部の国家が新し
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い法の未成立を主張している状況が、第三国にとっては「法の欠缺」

として認識される（27）。

⑵　条約規定の慣習法性

条約規定の慣習法性については、国際人道法の原則との関連で次の

ような学説がある。まず、T.Meron によれば、国際人道法における法

的確信は、「人道の原則」に由来していることが重要で、「契約は守ら

れるべきである」という拘束力に基づく他の条約とは異なり、条約の

慣習法化を促進する異質の要素があるとされる。人道原則は、「守られ

るべきである」ということが「守られている」と結合しているため、

「あるべき法（lex	ferenda）」と「現行法（lex	lata）」との一体化を意味す

る。国際人道法規範は本来、「目的論的（teleological）」な性格の規範と

して理解され、慣習法として形成されたことを積極的に肯定する基盤

を有している。法的確信の基礎には、契約的合意よりも人道原則が存

在するからである（28）。

以上のような Meron の見解より一歩進んで、H.Thirlway は端的に、

国際人道法の原則が、「一般慣習国際法」や「法の一般原則」（国際司法

裁判所規程38条）に属するというよりも、むしろ「自明の独立法源（a	

self-sufficient	source	of	 law）」とみるべきで、国家実行や法的確信の要素

の確認作業は不要であると主張する。国際人道法の原則は、慣習法の

主要部に当然に導入されている。国家が国際人道法上負う義務は、

ジュネーヴ諸条約の規定に由来するのではなく、国際人道法の一般原

則そのものに由来する。条約は、そうした既定の原則に特別の表現を

与えただけにすぎないとされる（29）。このように、国際人道法の諸規定

は、他の多数国間条約の諸規定よりも、慣習法化されたものとして受

け入れられやすいといわれている（30）。）
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い法の未成立を主張している状況が、第三国にとっては「法の欠缺」

として認識される（27）。

⑵　条約規定の慣習法性

条約規定の慣習法性については、国際人道法の原則との関連で次の

ような学説がある。まず、T.Meron によれば、国際人道法における法

的確信は、「人道の原則」に由来していることが重要で、「契約は守ら

れるべきである」という拘束力に基づく他の条約とは異なり、条約の

慣習法化を促進する異質の要素があるとされる。人道原則は、「守られ

るべきである」ということが「守られている」と結合しているため、

「あるべき法（lex	ferenda）」と「現行法（lex	lata）」との一体化を意味す

る。国際人道法規範は本来、「目的論的（teleological）」な性格の規範と

して理解され、慣習法として形成されたことを積極的に肯定する基盤

を有している。法的確信の基礎には、契約的合意よりも人道原則が存

在するからである（28）。

以上のような Meron の見解より一歩進んで、H.Thirlway は端的に、

国際人道法の原則が、「一般慣習国際法」や「法の一般原則」（国際司法

裁判所規程38条）に属するというよりも、むしろ「自明の独立法源（a	

self-sufficient	source	of	 law）」とみるべきで、国家実行や法的確信の要素

の確認作業は不要であると主張する。国際人道法の原則は、慣習法の

主要部に当然に導入されている。国家が国際人道法上負う義務は、

ジュネーヴ諸条約の規定に由来するのではなく、国際人道法の一般原

則そのものに由来する。条約は、そうした既定の原則に特別の表現を

与えただけにすぎないとされる（29）。このように、国際人道法の諸規定

は、他の多数国間条約の諸規定よりも、慣習法化されたものとして受

け入れられやすいといわれている（30）。）
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2　ジュネーヴ諸条約が規定する復仇禁止規範

⑴　ジュネーヴ諸条約の特徴

国際人道法が初めて明文で復仇を禁止したのは、捕虜に対する復仇

禁止規定（1929年「俘虜ノ待遇ニ関スルジュネーヴ条約」 2 条 3 項）であっ

たが、その履行確保手段は不十分であった。ジュネーヴ諸条約は、復

仇の許容条件を明記せずに、復仇の対象として無条件で禁止される人

及び物の類型を規定するのみであった。そもそも従来の学説や慣習は、

責任の連帯性が認められない者に対する非人道的復仇を禁止していた。

このような復仇制限の抽象的原則を具体的に復仇対象の面から明文化

したのがジュネーヴ諸条約である。さらに、復仇によって軍隊の構成

員のみならず文民にも甚大な犠牲が生じた第 2 次世界大戦の教訓に鑑

みて、ジュネーヴ諸条約は、自国の権力下にある無防備のか弱き敵犠

牲者を復仇禁止対象としたのである。ジュネーヴ諸条約は、広範囲に

わたる人及び物に対する復仇を禁止した点で、国際人道法における復

仇規制の歴史上画期的なものと評価できる。

ジュネーヴ諸条約が復仇を禁止する対象は、第 1 、第 2 、第 3 各条

約によって保護される軍隊の構成員（第 1 類型）と第 4 条約によって保

護される文民及びその財産（33条）（第 2 類型）の、 2 つに大別される。

同条約で復仇禁止対象とされる第 1 の類型は、軍隊の構成員である。

すなわち、第 1 条約によって保護される戦地にある軍隊の傷者、病者、

要員、建物又は材料（46条）､ 第 2 条約によって保護される海上にある

軍隊の傷者、病者、難船者、要員、船舶、小舟艇又は材料（47条）、第

3 条約によって保護される捕虜（13条）である。第 1 、第 2 、第 3 各条

約の起草過程で復仇禁止規定が異論もなく承認されたのは、以下のよ

うな第 2 次世界大戦の教訓に基づくものといえよう。すなわち、軍隊

の構成員の内、傷者、病者、難船者及び捕虜は一般に無防備かつ無力

である。連帯的責任を負ういわれのない先行違法行為を理由として、

このような被保護者が危害を受けるのは、人道の法則に著しく反する
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だけでなく、それによって得られる軍事的利益も少ないからである。

第 4 条約は、文民保護を直接定めた最初の条約である。文民は、「武

力紛争中交戦国領域に滞在しているか又はその権力内にある外国人」

と「交戦国領域にいるすべての人、特に自国民」に大別されるが、第

4 条約が主に取扱っているのは前者である（31）。第 4 条約によって保護

される文民及びその財産（33条）は、復仇禁止対象とされる第 2 の類型

である。第 4 条約は、紛争当事国や中立国のすべての国民を復仇の恐

怖から免れさせるものではない。すなわち、条約の規定する被保護者

以外の者、例えば、自国の権力下にない敵国民に対する復仇は禁止さ

れていない。敵国領域内にいる敵国民こそ、大戦中に無防守都市に対

する無差別爆撃等の形態で復仇が行われた際の犠牲者であった。第 4

条約の復仇禁止規定は、自国の権力下にある無防備の敵国民を保護す

ることを主眼とするもので、第 1 、第 2 、第 3 各条約における復仇禁

止規定の趣旨と基本的に同じものといえる。

従来行われていた文民に対する復仇の最も重要な部分、すなわち占

領地域住民に対する復仇について、第 4 条約がこれを禁止した意義は

大きい。ジュネーヴ諸条約は、あらゆる事情のもとでの遵守を要求す

る共通第 1 条によって、同条約によって保護される文民、傷者、病者

及び難船者、捕虜そしてあらゆる船舶、材料及び財産に対する復仇を

明確に禁止した。この点、G.I.A.D.Draper によれば、ジュネーヴ諸条

約は、国際人道法の過半数を占めているため、復仇を口実に実行され

る国際人道法違反行為の減少が期待されるという理由から、復仇禁止

規定の評価は高い（32）。これに対して、ジュネーヴ諸条約の復仇禁止規

定は、あまりにも広汎に及び、伝統的に維持されてきた交戦国の権利

を否定するものであるから、一般文民に対する復仇の全面的禁止は再

考される必要があると主張する論者もいる。例えば、A.R.Albrecht は、

占領地域の一般文民に対する復仇又は復仇の恐怖が、占領軍に敵対す

る文民に秩序を形成する不可欠の措置であるという理由から、第 4 条

約の被保護者に対する復仇禁止規定を批判する（33）。占領軍に対する広
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だけでなく、それによって得られる軍事的利益も少ないからである。

第 4 条約は、文民保護を直接定めた最初の条約である。文民は、「武

力紛争中交戦国領域に滞在しているか又はその権力内にある外国人」

と「交戦国領域にいるすべての人、特に自国民」に大別されるが、第

4 条約が主に取扱っているのは前者である（31）。第 4 条約によって保護

される文民及びその財産（33条）は、復仇禁止対象とされる第 2 の類型

である。第 4 条約は、紛争当事国や中立国のすべての国民を復仇の恐

怖から免れさせるものではない。すなわち、条約の規定する被保護者

以外の者、例えば、自国の権力下にない敵国民に対する復仇は禁止さ

れていない。敵国領域内にいる敵国民こそ、大戦中に無防守都市に対

する無差別爆撃等の形態で復仇が行われた際の犠牲者であった。第 4

条約の復仇禁止規定は、自国の権力下にある無防備の敵国民を保護す

ることを主眼とするもので、第 1 、第 2 、第 3 各条約における復仇禁

止規定の趣旨と基本的に同じものといえる。

従来行われていた文民に対する復仇の最も重要な部分、すなわち占

領地域住民に対する復仇について、第 4 条約がこれを禁止した意義は

大きい。ジュネーヴ諸条約は、あらゆる事情のもとでの遵守を要求す

る共通第 1 条によって、同条約によって保護される文民、傷者、病者

及び難船者、捕虜そしてあらゆる船舶、材料及び財産に対する復仇を

明確に禁止した。この点、G.I.A.D.Draper によれば、ジュネーヴ諸条

約は、国際人道法の過半数を占めているため、復仇を口実に実行され

る国際人道法違反行為の減少が期待されるという理由から、復仇禁止

規定の評価は高い（32）。これに対して、ジュネーヴ諸条約の復仇禁止規

定は、あまりにも広汎に及び、伝統的に維持されてきた交戦国の権利

を否定するものであるから、一般文民に対する復仇の全面的禁止は再

考される必要があると主張する論者もいる。例えば、A.R.Albrecht は、

占領地域の一般文民に対する復仇又は復仇の恐怖が、占領軍に敵対す

る文民に秩序を形成する不可欠の措置であるという理由から、第 4 条

約の被保護者に対する復仇禁止規定を批判する（33）。占領軍に対する広
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範囲の強靱な抵抗が頻発する状態では、復仇禁止規定の遵守がほとん

ど不可能となることが懸念されるからである。

以上の復仇禁止規定に対する相反する評価は、復仇それ自体に内在

する矛盾を如実に物語る。第 1 の疑問は、相手に法を遵守させるため

に、自ら法を破ることが正当化されるのかという点である。第 2 に、

復仇の向けられる対象が、先行違法行為とは無関係の第三者の場合、

相手に法を遵守させるという目的の適合性が疑われる。

⑵　ジュネーヴ諸条約の慣習法性

国際司法裁判所はニカラグア事件判決で、「国際人道法の一般原則」

の慣習法的効力、すなわち条約非加盟国に対する拘束力について次の

ように判示した（34）。

すなわち、アメリカによる国際人道法違反の問題を取り扱うにあ

たって、アメリカの多数国間条約留保との関係で、紛争当事国以外の

ジュネーヴ諸条約締約国が判決の影響を受けるのか否かを検討する必

要はないとした。アメリカの行為は国際人道法の基本原則によって判

断されうるというのが理由である。ジュネーヴ諸条約は、一方で、国

際人道法の基本原則の発展であり、他方で、そのような原則の表明で

もある。確かに、アメリカにはジュネーヴ諸条約共通第 1 条の下で同

条約を尊重し、かつ尊重を確保する義務がある。しかし、その義務は

条約それ自体のみに由来するのではなく、国際人道法の一般原則にも

由来しており、条約はそれを単に表明したに過ぎないのである。以上、

国際司法裁判所ニカラグア事件判決の要旨である。

さらに、国際司法裁判所は、「核兵器の威嚇又は使用の合法性」に関

する勧告的意見の中で、ニュルンベルグ国際軍事裁判所判決と「安保

理決議808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」に対する明白

な賛意をもって以下のように言及した（35）。

すなわち、武力紛争に適用可能な国際人道法は、人間の尊重とその

実現を保障するために基本的なものであるから、ハーグ陸戦条約、
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ジュネーヴ諸条約は多数の当事国を得ている。このような基本的な諸

規則は慣習国際法を構成するため、条約当事国であるか否かを問わず、

すべての国家によって遵守されるべきものである（79項）。「安保理決議

808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」（36）を引用して、慣習

国際法の一部となっていることを疑う余地がない国際人道法として、

ハーグ陸戦条約、1945年「国際軍事裁判所憲章」、1948年「集団殺害罪

の防止及び処罰に関する条約」、ジュネーヴ諸条約によって具体化され

た武力紛争に適用される法を列挙している（81項）。広範囲の法典化、

多数の当事国、廃棄条項の未活用という事実によって、大多数の国際

人道法が既に慣習法化されており、普遍的に承認された人道原則を反

映した条約規則の集大成を国際社会に提供してきたことを指摘してい

る（82項）。

確かに、原則としては当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、

条約の拘束性は認められない。しかし、ジュネーヴ諸条約が慣習法規

則を具体化している限りにおいて相互主義が排除され、ジュネーヴ諸

条約は、国際的武力紛争において条約非当事国に対しても適用される。

ジュネーヴ諸条約のある規定が慣習法の枠外にある場合、交戦国の中

の一国が同条約当事国でないとき、当該国家が自発的に、あるいは、

条約当事国に代わってなされた宣言に答えて、ジュネーヴ諸条約の規

定を遵守する旨の宣言をするのが一般的である。このような宣言は、

ジュネーヴ諸条約共通第 2 条 3 項によって強調されているとおり、人

道主義の諸原則を具体化しているジュネーヴ法が相互的な基盤の上に

適用されるという事実を承認するということである。人道主義の原則

を無視するいかなる交戦者が登場しようとも、人道的諸原則の尊重を

確保することは望ましいことであろう。他方で、慣習法化されていな

い条約上の義務は、相互主義の原則の基盤においてのみ遵守されると

いう事実を承認せざるを得ないのである（37）。

以上、ジュネーヴ諸条約のように慣習法化されている条約の場合、

条約当事国相互間のみならず、条約当事国と非当事国間及び非当事国
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ジュネーヴ諸条約は多数の当事国を得ている。このような基本的な諸

規則は慣習国際法を構成するため、条約当事国であるか否かを問わず、

すべての国家によって遵守されるべきものである（79項）。「安保理決議

808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」（36）を引用して、慣習

国際法の一部となっていることを疑う余地がない国際人道法として、

ハーグ陸戦条約、1945年「国際軍事裁判所憲章」、1948年「集団殺害罪

の防止及び処罰に関する条約」、ジュネーヴ諸条約によって具体化され

た武力紛争に適用される法を列挙している（81項）。広範囲の法典化、

多数の当事国、廃棄条項の未活用という事実によって、大多数の国際

人道法が既に慣習法化されており、普遍的に承認された人道原則を反

映した条約規則の集大成を国際社会に提供してきたことを指摘してい

る（82項）。

確かに、原則としては当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、

条約の拘束性は認められない。しかし、ジュネーヴ諸条約が慣習法規

則を具体化している限りにおいて相互主義が排除され、ジュネーヴ諸

条約は、国際的武力紛争において条約非当事国に対しても適用される。

ジュネーヴ諸条約のある規定が慣習法の枠外にある場合、交戦国の中

の一国が同条約当事国でないとき、当該国家が自発的に、あるいは、

条約当事国に代わってなされた宣言に答えて、ジュネーヴ諸条約の規

定を遵守する旨の宣言をするのが一般的である。このような宣言は、

ジュネーヴ諸条約共通第 2 条 3 項によって強調されているとおり、人

道主義の諸原則を具体化しているジュネーヴ法が相互的な基盤の上に

適用されるという事実を承認するということである。人道主義の原則

を無視するいかなる交戦者が登場しようとも、人道的諸原則の尊重を

確保することは望ましいことであろう。他方で、慣習法化されていな

い条約上の義務は、相互主義の原則の基盤においてのみ遵守されると

いう事実を承認せざるを得ないのである（37）。

以上、ジュネーヴ諸条約のように慣習法化されている条約の場合、

条約当事国相互間のみならず、条約当事国と非当事国間及び非当事国
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相互間でも、条約の拘束性が認められる。この場合、復仇を禁止する

規定も慣習法化されていると考えられるので、同規定は逸脱不可能な

規範とされる。他方で、復仇を禁止する第 1 追加議定書上の規定は逸

脱不可能な規範とされるのであろうか。第 1 追加議定書が慣習法化さ

れているといえるか否かが問題となる。

3　第 1 追加議定書が規定する復仇禁止規範

⑴　第 １追加議定書の特徴

第 4 条約による復仇の禁止対象は占領地域の文民に限定されていた

が、第 1 追加議定書によってその範囲は敵国の領域に存在する文民

（51条 6 項）にまで拡大された。同議定書によって復仇の禁止対象とさ

れた第 1 類型は、軍民を問わず、傷者、病者、難船者、医療要員、宗

教要員、医療組織、医療用輸送手段（20条）である。第 2 類型は、文民

たる住民又は個々の文民（51条 6 項）、民用物（52条 1 項）､ 文民たる住

民の生存に不可欠な物（54条 4 項）、危険な威力を内蔵する工作物及び

施設（56条 4 項）で、いずれも文民の保護が趣旨である。第 3 類型は、

文化財および礼拝所（53条⒞）並びに自然環境（55条 2 項）のような人

類共通の利益を保護法益とするものである。

ジュネーヴ第 4 条約の被保護者は、「紛争当事国又は占領国の権力内

にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないもの」（第 4 条）と

され、その範囲は限定的である。すなわち、自国の権力下にない敵国

民は保護されない。また、第 4 条約には、「紛争当事国の住民全体」（13

条）を一般的に保護する規定（第 2 編）が設けられているが、軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定が置かれている

わけではない。第 4 条約では、一般に戦闘に参加しないと見られる傷

病者、妊産婦、児童や文民病院の保護及び特別の保護地帯の設定につ

いて規定されているにすぎない。

これに対して、第 1 追加議定書は、自国の権力下にない敵国民をも
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含めて、第 4 条約より広い範囲の被保護者を規定している。軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定を初めてかつ詳

細に設けたのが、第 1 追加議定書51条である（38）。第 1 追加議定書が規

定する傷病者､ 難船者や衛生施設等の範囲は、ジュネーヴ諸条約のそ

れらより拡大されているし、なによりも文民たる住民又は個々の文民

に対する復仇攻撃を禁止したことは画期的である。また、生存に不可

欠な物や危険な威力を内蔵する工作物等に対する復仇を禁止した規定

も現代武力紛争の実態に照らして重要である。

確かに、第 1 追加議定書が、「紛争当事者の権力内にある者であって

諸条約又はこの議定書に基づく一層有利な待遇を受けないもの」に対

する基本的保障（75条）を初めて明示した意義は大きい。上記対象者の

範囲には、一般に、第 4 条約 4 条にいう被保護者の範囲に含まれない

者、すなわち第 4 条約の非締約国国民、及びその本国が通常の外交代

表を駐在させている間の中立国国民や共同交戦国国民が挙げられる（39）。

しかし、第 1 追加議定書による復仇禁止対象には含まれない人や物の

類型が、なお残されていることに注意しなければならない。例えば、

紛争当事者の権力内にある者でジュネーヴ諸条約又は第 1 追加議定書

に基づく一層有利な待遇の利益を受けないもの（75条）は、復仇の禁止

対象ではない。さらに、同議定書は、害敵手段に関する復仇を禁止す

る規定を含まない。

第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定として、1954年の「武力紛争の

際の文化財の保護に関する条約」（以下、「文化財保護条約」）が、「締約国

は、文化財に対し復仇手段としていかなる行為をも行なってはならな

い」（ 4 条 4 項）と規定していることにも注目したい。

⑵　慣習法性肯定論

第 1 追加議定書の適用上、当事国相互間では相互主義が機能するの

かが問題となる。ジュネーヴ諸条約では前述したとおり、戦争犠牲者

を保護することを目的とした人道的性格の義務規定について､ 相互主
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含めて、第 4 条約より広い範囲の被保護者を規定している。軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定を初めてかつ詳

細に設けたのが、第 1 追加議定書51条である（38）。第 1 追加議定書が規

定する傷病者､ 難船者や衛生施設等の範囲は、ジュネーヴ諸条約のそ

れらより拡大されているし、なによりも文民たる住民又は個々の文民

に対する復仇攻撃を禁止したことは画期的である。また、生存に不可

欠な物や危険な威力を内蔵する工作物等に対する復仇を禁止した規定

も現代武力紛争の実態に照らして重要である。

確かに、第 1 追加議定書が、「紛争当事者の権力内にある者であって

諸条約又はこの議定書に基づく一層有利な待遇を受けないもの」に対

する基本的保障（75条）を初めて明示した意義は大きい。上記対象者の

範囲には、一般に、第 4 条約 4 条にいう被保護者の範囲に含まれない

者、すなわち第 4 条約の非締約国国民、及びその本国が通常の外交代

表を駐在させている間の中立国国民や共同交戦国国民が挙げられる（39）。

しかし、第 1 追加議定書による復仇禁止対象には含まれない人や物の

類型が、なお残されていることに注意しなければならない。例えば、

紛争当事者の権力内にある者でジュネーヴ諸条約又は第 1 追加議定書

に基づく一層有利な待遇の利益を受けないもの（75条）は、復仇の禁止

対象ではない。さらに、同議定書は、害敵手段に関する復仇を禁止す

る規定を含まない。

第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定として、1954年の「武力紛争の

際の文化財の保護に関する条約」（以下、「文化財保護条約」）が、「締約国

は、文化財に対し復仇手段としていかなる行為をも行なってはならな

い」（ 4 条 4 項）と規定していることにも注目したい。

⑵　慣習法性肯定論

第 1 追加議定書の適用上、当事国相互間では相互主義が機能するの

かが問題となる。ジュネーヴ諸条約では前述したとおり、戦争犠牲者

を保護することを目的とした人道的性格の義務規定について､ 相互主
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義は排除されていると解されている。第 1 追加議定書の起草過程でも、

相互主義を法原則に位置付けることに対する疑問が示された（40）。これ

を受けて、第 1 追加議定書もその冒頭に、締約国は「すべての場合に」

同議定書を尊重することを約束する（ 1 条 1 項）として、ジュネーヴ諸

条約共通第 1 条を確認し、相互主義からの脱却を明らかにしたという

評価もある（41）。

確かに、当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、条約の拘束

性はないというのが相互主義の原則である。しかし、慣習法化されて

いる条項の範囲内では相互主義が排除され、当事国であるか否かを問

わず当該条項に拘束される。追加議定書を起草するための外交会議で

は、「相互主義的処遇という威嚇は、人道法規則に違反しようとする者

に対して効果的であろう。しかし、復仇の形式的な合法化が、その誤

用や乱用を招くであろう。」という主張が見られた（42）。このため、「文

民たる住民に対する復仇禁止規定」（51条 6 項）の慣習法性が問題となる。

この点、Kalshoven は、「第 1 追加議定書が、武力紛争に関する国際

法における変更を反映したものであることは疑いない。変更の殆どは

修正および明確化という形式により行われている。同議定書が規定す

る諸規則の多くが既存の慣習国際法の法典化であることは一般的に承

認されている。」と評価している（43）。他方で、第 1 追加議定書は、そ

の批准及び加入の進捗状況からみて、慣習法化しているというよりむ

しろ一般国際法の地位に近づいていると評価する論者もいる（44）。一般

国際法とは、国際社会全体に妥当する国際法規をいう（45）。慣習国際法

と一般国際法との関係については以下の 2 つの見解に大別される（46）。

一方で、慣習国際法が国際社会全体に適用される一般国際法の唯一の

法源であるとする見解がある。他方で、法形式の態様としての慣習と

いう面を重視すると、国際法は当然には一般国際法として妥当しない

とする見解になる。

普遍的な国際機構である国連の文書から、第 1 追加議定書の慣習国

際法性を証明する証拠を探ってみよう。1999年の国連事務総長の告示
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「国連部隊による国際人道法の遵守」（47）によれば、国連軍が復仇を行う

ことが禁止される対象として、文民又は民用物（para.5.6）、人民の文化

的又は精神的遺産である芸術的、建築的又は歴史的記念建造物、遺跡、

美術品、礼拝所並びに博物館及び図書館のような文化財（para.6.6）、食

糧、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備のような、文民たる住民

の生存に不可欠な物（para.6.7）、危険な威力を内蔵する施設、すなわち

ダム、堤防及び原子力発電所（para.6.8）傷者、病者（para.9.1）、衛生施

設、移動衛生部隊（para.9.3）、傷者又は病者の捜索、輸送又は治療に専

ら従事する衛生要員並びに宗教要員（para.9.4）、傷病者の輸送手段又は

衛生設備（para.9.5）が列挙されている。同告示は、国連軍構成員に対

する指針であるから、国際人道法を適用する裁判所に対して拘束力を

有せず、国連の公式見解と認められているわけではない。しかし、直

接的又は間接的に国連の立場を反映していると解される。告示におけ

る復仇禁止対象が、第 1 追加議定書及び文化財保護条約の諸規定から

引用されているのは、これらの復仇禁止規範が既に慣習国際法となっ

ている証拠であるともいえる。しかし、ユーゴスラヴィア紛争（1991年

-1995年）では、このような法規範の内容が必ずしも遵守されたとはい

えず、法と現実との大きな乖離が指摘されている（48）。

⑶　慣習法性否定論

「安保理決議780に基づいて設置された専門家委員会最終報告」（1994

年）では、ジュネーヴ諸条約における復仇禁止規範の慣習国際法性が

認められているのに対して、第 1 追加議定書に設けられている復仇禁

止規範については、必ずしも慣習国際法化されているわけではないこ

とが示唆されている（49）。同報告によれば、復仇が、以下のような条件

の下で適用可能な法として規定されている。すなわち、実体的要件と

しては均衡性要件（必ずしも厳格ではない）、事前手続的要件としては先

行違法行為の停止要求と敵の拒否、事後手続的要件としては違法行為

の停止に伴う復仇の即時中止措置が規定されている（64項）。復仇禁止
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「国連部隊による国際人道法の遵守」（47）によれば、国連軍が復仇を行う

ことが禁止される対象として、文民又は民用物（para.5.6）、人民の文化

的又は精神的遺産である芸術的、建築的又は歴史的記念建造物、遺跡、

美術品、礼拝所並びに博物館及び図書館のような文化財（para.6.6）、食

糧、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備のような、文民たる住民

の生存に不可欠な物（para.6.7）、危険な威力を内蔵する施設、すなわち

ダム、堤防及び原子力発電所（para.6.8）傷者、病者（para.9.1）、衛生施

設、移動衛生部隊（para.9.3）、傷者又は病者の捜索、輸送又は治療に専

ら従事する衛生要員並びに宗教要員（para.9.4）、傷病者の輸送手段又は

衛生設備（para.9.5）が列挙されている。同告示は、国連軍構成員に対

する指針であるから、国際人道法を適用する裁判所に対して拘束力を

有せず、国連の公式見解と認められているわけではない。しかし、直

接的又は間接的に国連の立場を反映していると解される。告示におけ

る復仇禁止対象が、第 1 追加議定書及び文化財保護条約の諸規定から

引用されているのは、これらの復仇禁止規範が既に慣習国際法となっ

ている証拠であるともいえる。しかし、ユーゴスラヴィア紛争（1991年

-1995年）では、このような法規範の内容が必ずしも遵守されたとはい

えず、法と現実との大きな乖離が指摘されている（48）。

⑶　慣習法性否定論

「安保理決議780に基づいて設置された専門家委員会最終報告」（1994

年）では、ジュネーヴ諸条約における復仇禁止規範の慣習国際法性が

認められているのに対して、第 1 追加議定書に設けられている復仇禁

止規範については、必ずしも慣習国際法化されているわけではないこ

とが示唆されている（49）。同報告によれば、復仇が、以下のような条件

の下で適用可能な法として規定されている。すなわち、実体的要件と

しては均衡性要件（必ずしも厳格ではない）、事前手続的要件としては先

行違法行為の停止要求と敵の拒否、事後手続的要件としては違法行為

の停止に伴う復仇の即時中止措置が規定されている（64項）。復仇禁止
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対象としては、ジュネーヴ第 1 条約46条、第 2 条約47条、第 3 条約13

条、第 4 条約33条、第 1 追加議定書44条、51条 6 項、52条 1 項、53条

ｃ項、54条 4 項、55条 2 項、56条 4 項、73条が引用されている（65項）。

非国際的武力紛争に適用される共通第 3 条と第 2 追加議定書には、復

仇禁止規定が含まれていない。ジュネーヴ諸条約と第 1 追加議定書が

適用される国際的武力紛争では、復仇が許容されるためには、ジュ

ネーヴ諸条約と第 1 追加議定書及び武力紛争に関する慣習国際法の諸

制限を条件として、専ら戦闘員又は他の軍事目標に向けられなければ

ならない。第 1 追加議定書が適用されない国際的武力紛争では、もっ

と広い範疇の人や物に復仇が向けられる可能性があるが、武力紛争に

関する慣習国際法の諸制限を条件としなければならない（66項）。

以上の最終報告を踏まえて考察すると、復仇に関する上記の許容条

件及び禁止対象が、限定列挙を意味するのか、あるいは例示列挙を意

味するものかについては、いずれとも断定できない。なお、「第 1 追加

議定書が適用されない国際的武力紛争」とは、非当事国相互間の戦闘

行為（Ａ）、及び、複数の紛争当事国の中に非当事国が含まれる場合に

おける非当事国と当事国間の戦闘行為（Ｂ）である。第 1 追加議定書に

は総加入条項が置かれていない以上、（Ｂ）の場合でも、当事国相互間

の戦闘行為に対しては同議定書が適用される。

第 1 追加議定書では、ジュネーヴ諸条約よりも復仇禁止範囲が拡大

され、特に敵の権力内にある敵の文民に対する復仇が禁止された意義

は大きい。無差別爆撃で自国内の文民居住地区が大規模に破壊された

被害国が、第 1 追加議定書当事国である場合、復仇禁止規定に拘束さ

れるため、加害国内の文民居住地区に対する攻撃という戦術で対抗す

ることができなくなり、不利な戦況を打開できなくなる。このような

軍事的必要性から、文民たる住民に対する戦時復仇禁止規範の拘束力

を排除するのが妥当であるという主張には説得力がある。

実際には、正式な留保を表明した国はなかったが、イギリスは第 1

追加議定書の批准の際、次のような特別の声明を行った。
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「1949年ジュネーヴ諸条約第 1 追加議定書51条乃至55条の義務は、イ

ギリスが関わるであろう敵対国自身が良心的に同義務を遵守すること

を基礎として受け入れられる。もし、敵対国が51条又は55条に違反し

て文民たる住民又は個々の文民若しくは民用物に対する重大かつ故意

の攻撃、若しくは53、54、55条に違反して保護対象に対する重大かつ

故意の攻撃を行うならば、敵対国の違反がなければ該当条項によって

禁止される措置を行なう権利をイギリス自身が有すると考えるだろう。

もっとも、①前記措置は、同条項下の違法行為の中止を敵対国に強制

する目的のみに必要と考えられる程度であって、②敵対国に違反行為

の中止を要求する正式の警告が無視された後においてのみ、かつ③政

府の最高中枢による意思決定の後においてのみ許容される。イギリス

が講じたいかなる措置も、その原因となった先行違法行為との均衡を

失うことはなく、1949年ジュネーヴ諸条約によって禁止されるいかな

る行為を包含することはなく、前記措置が先行違法行為の中止後に継

続することもない。イギリスは、①敵対国に発せられた前記正式の警

告、②その警告が無視されたならばその結果として講ぜられる措置、

についてこれを利益保護国に通知するものとする。」（50）

イタリアは批准の際に、「第 1 追加議定書、特に51条及び52条によっ

て課された義務に関する敵の重大かつ組織的な違反行為に対しては、

将来の違反行為を防止するために、国際法の下で許容されるあらゆる

手段をもって反応を示すつもりである。」（51）と表明した。

フランスの声明（52）及びドイツの声明（53）においても、敵の重大かつ組

織的な違反行為に対する同趣旨の反応が表明されている。上述した諸

国の見解は、声明という形式で表明されたものであって、文民たる住

民及び民用物に対する復仇を禁止した条項に関する明示的な留保では

ないが、実質的に留保と評価できる。現在までのところ、これら諸国

の声明に対して異議を申し出た国はない。さらに、アメリカが第 1 追

加議定書を批准しない理由の 1 つとして、同議定書による復仇の広範

な禁止が指摘されている（54）。アメリカは、同51条 6 項の復仇禁止規定
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「1949年ジュネーヴ諸条約第 1 追加議定書51条乃至55条の義務は、イ

ギリスが関わるであろう敵対国自身が良心的に同義務を遵守すること

を基礎として受け入れられる。もし、敵対国が51条又は55条に違反し

て文民たる住民又は個々の文民若しくは民用物に対する重大かつ故意

の攻撃、若しくは53、54、55条に違反して保護対象に対する重大かつ

故意の攻撃を行うならば、敵対国の違反がなければ該当条項によって

禁止される措置を行なう権利をイギリス自身が有すると考えるだろう。

もっとも、①前記措置は、同条項下の違法行為の中止を敵対国に強制

する目的のみに必要と考えられる程度であって、②敵対国に違反行為

の中止を要求する正式の警告が無視された後においてのみ、かつ③政

府の最高中枢による意思決定の後においてのみ許容される。イギリス

が講じたいかなる措置も、その原因となった先行違法行為との均衡を

失うことはなく、1949年ジュネーヴ諸条約によって禁止されるいかな

る行為を包含することはなく、前記措置が先行違法行為の中止後に継

続することもない。イギリスは、①敵対国に発せられた前記正式の警

告、②その警告が無視されたならばその結果として講ぜられる措置、

についてこれを利益保護国に通知するものとする。」（50）

イタリアは批准の際に、「第 1 追加議定書、特に51条及び52条によっ

て課された義務に関する敵の重大かつ組織的な違反行為に対しては、

将来の違反行為を防止するために、国際法の下で許容されるあらゆる

手段をもって反応を示すつもりである。」（51）と表明した。

フランスの声明（52）及びドイツの声明（53）においても、敵の重大かつ組

織的な違反行為に対する同趣旨の反応が表明されている。上述した諸

国の見解は、声明という形式で表明されたものであって、文民たる住

民及び民用物に対する復仇を禁止した条項に関する明示的な留保では

ないが、実質的に留保と評価できる。現在までのところ、これら諸国

の声明に対して異議を申し出た国はない。さらに、アメリカが第 1 追

加議定書を批准しない理由の 1 つとして、同議定書による復仇の広範

な禁止が指摘されている（54）。アメリカは、同51条 6 項の復仇禁止規定
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が行き過ぎであると評価している（55）。

このように、国際社会において政治的あるいは軍事的影響力のある

国家が、同51条 6 項の復仇禁止規定に関して、実質的留保を行った上

で批准していること、また、批准をすることなくこれに否定的評価を

しているという国家実行は、「文民たる住民に対する復仇禁止」規定の

慣習国際法性には疑問があることを例証するものといえる（56）。確かに、

あらゆる状況においても文民たる住民に対する復仇が禁止されるとい

う法規範について、これが既に慣習国際法として結晶化されていると

結論付けるのは困難である。しかし、少数の国家が実質的留保を行っ

た上で批准する等の限定された国家実行を根拠にして、当該復仇措置

を実施する権利が第 1 追加議定書採択以後も存在し続けていると主張

することも困難である（57）。以上のように慣習国際法性が疑問視されて

いる復仇禁止対象に関する規定として、民用物（第 1 追加議定書52条 1

項）､ 文化財および礼拝所（53条⒞）、文民たる住民の生存に不可欠な物

（54条 4 項）、自然環境に対する攻撃（55条 2 項）、危険な威力を内蔵する

工作物や施設又はそれに近接する他の軍事目標（56条 4 項）がある（58）。

4　サイバー戦時復仇の要件再考

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格な要

件に服する限り、国際人道法を執行するための伝統的方法である（59）。

一方で、連結性を特徴とするサイバー空間では、サイバー戦時復仇に

よる社会インフラに対する被害は、実空間よりも拡散する傾向がある。

例えば、通信・輸送網、金融市場、エネルギー部門などの国家の経済

インフラの一部に対するサイバー戦時復仇である。他方で、サイバー

戦時復仇の被害が人の傷害又は死亡、物の物理的な損傷又は破壊を引

き起こさない場合には、実空間よりも非人道性が軽減される傾向があ

る。回復不可能な被害を与えることを回避し得る選択肢があるため人

道上推奨される。
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サイバー戦時復仇を利用することで、敵国民の反感を買うような不

可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国際

人道法の遵守を効果的に強要させることができる（60）。サイバー戦時復

仇は、交戦国に対して合法的に対応するための柔軟な選択肢を提供す

ることができる（61）。そうであるとするならば、サイバー戦時復仇につ

いては、国際人道法の履行確保手段としての有用性を考慮すると、実

空間における戦時復仇よりも許容条件を緩和しても人道上大きな問題

が生じないのでないか、以下検討してみたい。

サイバー戦時復仇の許容条件については、これを規定した条約は存

在しないため、伝統的な戦時復仇に関する慣習国際法に委ねられてい

る。この点、サイバー戦時復仇における履行確保手段としての有用性

を考慮して、許容条件を再考する際に参考となるのが、国家責任条文

における対抗措置に関する規定である。国家責任条文が慣習国際法を

反映していると考えている多数の国家が存在するからである（62）。もっ

とも、戦時復仇が対抗措置と異なる点は、①武力紛争状態でのみ許容

されること、②先行違法行為が国際人道法違反に限られること、③軍

隊のみが実施主体であることの、 3 つである（63）。

国家責任条文によれば、対抗措置が違法性阻却事由に該当するため

には、⑴手続的要件として、①必要性の要件（52条）、⑵実質的要件と

して、②先行違法行為の要件（22条）、③目的の要件（49条 1 項 3 項）、

④均衡性の要件（51条）、⑤対抗措置を制約する要因（50条 1 項）の、す

べてを充足する必要がある。以下、サイバー戦時復仇の許容条件を再

考する際に参考となる規定を検討してみよう。

第 1 に、必要性要件（手続的要件）は、対抗措置をとる前に、違法行

為の中止や事後救済の履行を要求し（52条 1 項⒜）、対抗措置をとる決

定の通告と交渉の申し出をすることである（52条 1 項⒝）。ただし、被

害国が権利保全のために緊急的措置に訴えることが必要である場合に

は、通告及び交渉の申し出を行う前に緊急的措置をとることができる

（52条 2 項）。サイバー戦時復仇においても通告要件を省略することがで
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サイバー戦時復仇を利用することで、敵国民の反感を買うような不

可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国際

人道法の遵守を効果的に強要させることができる（60）。サイバー戦時復

仇は、交戦国に対して合法的に対応するための柔軟な選択肢を提供す

ることができる（61）。そうであるとするならば、サイバー戦時復仇につ

いては、国際人道法の履行確保手段としての有用性を考慮すると、実

空間における戦時復仇よりも許容条件を緩和しても人道上大きな問題

が生じないのでないか、以下検討してみたい。

サイバー戦時復仇の許容条件については、これを規定した条約は存

在しないため、伝統的な戦時復仇に関する慣習国際法に委ねられてい

る。この点、サイバー戦時復仇における履行確保手段としての有用性

を考慮して、許容条件を再考する際に参考となるのが、国家責任条文

における対抗措置に関する規定である。国家責任条文が慣習国際法を

反映していると考えている多数の国家が存在するからである（62）。もっ

とも、戦時復仇が対抗措置と異なる点は、①武力紛争状態でのみ許容

されること、②先行違法行為が国際人道法違反に限られること、③軍

隊のみが実施主体であることの、 3 つである（63）。

国家責任条文によれば、対抗措置が違法性阻却事由に該当するため

には、⑴手続的要件として、①必要性の要件（52条）、⑵実質的要件と

して、②先行違法行為の要件（22条）、③目的の要件（49条 1 項 3 項）、

④均衡性の要件（51条）、⑤対抗措置を制約する要因（50条 1 項）の、す

べてを充足する必要がある。以下、サイバー戦時復仇の許容条件を再

考する際に参考となる規定を検討してみよう。

第 1 に、必要性要件（手続的要件）は、対抗措置をとる前に、違法行

為の中止や事後救済の履行を要求し（52条 1 項⒜）、対抗措置をとる決

定の通告と交渉の申し出をすることである（52条 1 項⒝）。ただし、被

害国が権利保全のために緊急的措置に訴えることが必要である場合に

は、通告及び交渉の申し出を行う前に緊急的措置をとることができる

（52条 2 項）。サイバー戦時復仇においても通告要件を省略することがで
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きるかが問題となる。この点、『タリン・マニュアル2.0』では、対抗措

置手続に関する通知要件に言及されていない（64）。被害国に通知義務を

課すことは匿名性という利点を放棄することで非現実的と考えられる

からである（65）。法の実効性の観点から評価すると、攻撃開始前の事前

通知は、有責国に対応される機会を付与する可能性がある（66）。した

がって、サイバー戦時復仇の実行以前の通知を省略することができる

と解すべきである。

第 2 に、「対抗措置は、可能な限り、当該義務の履行の再開を可能に

するような方法で行わなければならない。」（49条 3 項）という規定は、

サイバー戦時復仇の許容条件を再考する際に考慮に値する。回復不可

能な被害を与えるサイバー戦時復仇は禁止されるべきである。例えば、

ダムの水門を開放して広範囲に居住地区を破壊し得る大量の水を放流

する行為、病院を停電にさせて入院患者の治療及び外来診療を不可能

にさせる行為、文民たる住民用の食料や水の供給を遠隔操作で汚染す

る行為である（67）。この点、伝統的な「運動エネルギー（kinetic）」兵器

を用いた戦時復仇よりも、サイバー戦時復仇の方が、回復不可能な被

害を与えることを回避し得る選択肢があるため人道上推奨される。

第 3 に参照すべき均衡性要件（国家責任条文51条）については、「相互

主義（reciprocity）」を意味するものではない（68）。相互主義は、一般に

複数の国家が同一又は等価の待遇を与えることを意味する。均衡性要

件は、必ずしも厳密な均衡性を要求するものではなく、明らかに不均

衡ではないことを意味するにすぎない（69）。敵の違法行為と同質の復仇

行為、いわゆる「同種復仇（reprisals	 in	kind）」のみに限定されるわけ

ではないと解されるが、攻撃の犠牲となった目標と同じ目標に対する

均衡性のある反応が、人道上最も効果的であるとともに、軍事的必要

性にも資することになると指摘されている（70）。先行違法行為がサイ

バー攻撃によるものであるか否かを問わず、サイバー戦時復仇が許容

される。確かに、サイバーシステムは相互に接続されて依存性がある

ため、サイバー戦時復仇によって生じる可能性のある結果を正確に判
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断することは困難である。適正な均衡性評価は、潜在的な結果の予見

可能性と、使用できる手段の実行可能性に依存するからである（71）。し

かし、サイバー戦では、作戦の強度、期間、効果を厳格に調整するこ

とが可能である。例えば、インフラを破壊することなく無力化するこ

とを目的としたサイバー行動は、均衡性要件を充足する観点から特に

有効である。

国内医療施設に対する爆撃を受けた被害国には、加害国に対してい

かなる形態のサイバー戦時復仇が許容されるのであろうか。被害国が

第 1 追加議定書の当事国の場合と、非当事国の場合、に大別して以下

論ずる。被害国が当事国の場合は、文民たる住民に対する復仇が禁止

されているため（同議定書51条 6 項）、被害国は加害国の当該爆撃を中止

させるため、加害国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対

して、サイバー戦時復仇を実施することができない。これに対して、

被害国が非当事国の場合は以下のように解される（72）。被害国は、加害

国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対するサイバー戦時

復仇を実施することが可能であり、復仇の後、加害国が被害国の医療

施設に対する攻撃を中止した時点で、加害国首相がサイバー攻撃の中

止を命令するならば、復仇行為は合法である。しかし、被害国が加害

国軍隊の医療用施設に対する戦時復仇の名目でサイバー攻撃を実施し

た場合、攻撃目標が復仇禁止対象であるため（第 1 条約46条）、当該サイ

バー攻撃の違法性は阻却されない。

最後に、第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定を見てみよう。文化財

保護条約 4 条 4 項について、慣習国際法として結晶化されていること

を認める見解もあるが（73）、タリンマニュアル専門家間では意見の一致

が見られないため、締約国のみが拘束される条約の規定と解されてい

る（74）。サイバー戦時復仇の例として、ダムの水門を開放して広範囲に

文化財地区を破壊し得る大量の水を放流する行為を挙げることができ

る。
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断することは困難である。適正な均衡性評価は、潜在的な結果の予見

可能性と、使用できる手段の実行可能性に依存するからである（71）。し

かし、サイバー戦では、作戦の強度、期間、効果を厳格に調整するこ

とが可能である。例えば、インフラを破壊することなく無力化するこ

とを目的としたサイバー行動は、均衡性要件を充足する観点から特に

有効である。

国内医療施設に対する爆撃を受けた被害国には、加害国に対してい

かなる形態のサイバー戦時復仇が許容されるのであろうか。被害国が

第 1 追加議定書の当事国の場合と、非当事国の場合、に大別して以下

論ずる。被害国が当事国の場合は、文民たる住民に対する復仇が禁止

されているため（同議定書51条 6 項）、被害国は加害国の当該爆撃を中止

させるため、加害国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対

して、サイバー戦時復仇を実施することができない。これに対して、

被害国が非当事国の場合は以下のように解される（72）。被害国は、加害

国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対するサイバー戦時

復仇を実施することが可能であり、復仇の後、加害国が被害国の医療

施設に対する攻撃を中止した時点で、加害国首相がサイバー攻撃の中

止を命令するならば、復仇行為は合法である。しかし、被害国が加害

国軍隊の医療用施設に対する戦時復仇の名目でサイバー攻撃を実施し

た場合、攻撃目標が復仇禁止対象であるため（第 1 条約46条）、当該サイ

バー攻撃の違法性は阻却されない。

最後に、第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定を見てみよう。文化財

保護条約 4 条 4 項について、慣習国際法として結晶化されていること

を認める見解もあるが（73）、タリンマニュアル専門家間では意見の一致

が見られないため、締約国のみが拘束される条約の規定と解されてい

る（74）。サイバー戦時復仇の例として、ダムの水門を開放して広範囲に

文化財地区を破壊し得る大量の水を放流する行為を挙げることができ

る。
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おわりに

国際的武力紛争下でサイバー戦時復仇が実行された場合の課題につ

いて、国際人道法における「現行法（lex	lata）」と「あるべき法（lex	

ferenda）」の相克の視角から検討することを目的として検討した結果、

以下の結論を得た。

国際法は、法の遵守を強制する権限をもつ機関を設けていないため、

一定の場合、国際法が、侵害者に対して報復行為をとる被害者側の権

利を認めているのは事実である。国際法の遵守を担保してきたものは

相手の違反に対する自らの違反の威嚇である。復仇は、加害国の意思

決定者に圧力を加えることにより、加害国の政策転換を引き起こすと

いう効果を期待してなされる。敵が違法行為を中止しないならば復仇

措置を講ずる旨の警告を実施したにもかかわらず、依然として違法行

為を継続する場合に初めて復仇措置が発動される。敵の違法状態が停

止したら復仇措置も直ちに終了しなければならない。

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格な要

件に服する限り、国際人道法を執行するための伝統的方法である。実

空間における伝統的な「運動エネルギー（kinetic）」兵器を用いた戦時

復仇では、回復不可能な被害を敵国に与えるのを回避するのは困難で

ある。これに対して、サイバー戦時復仇では、回復不可能な被害を回

避し得る選択肢が残されており、被害が人の傷害又は死亡に及ばない

方策、インフラの無力化にとどまり物理的な損傷又は破壊に及ばない

方策を模索することは可能である。したがって、サイバー戦時復仇は、

不可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国

際人道法の遵守を効果的に強要させることができる。国際人道法の履

行確保という観点からすると、特に、文民たる住民に対する復仇の場

合は、回復不可能な被害を回避し得る点で、実空間で実施するよりも

サイバー戦時復仇の方が人道上推奨される。

この点、文民たる住民に対する復仇を禁止する法規範（第 1 追加議定
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書51条 6 項）の慣習国際法性の評価は重要である。ジュネーヴ諸条約の

復仇禁止規範は、国際慣習法として成熟した「現行法」と認められる。

これに対して、第 1 追加議定書の復仇禁止規範は、既に慣習国際法と

して結晶化されていると結論付けるのは困難であり、「あるべき法」が

漸進的発展の途上にある「生成途上の法」にとどまっており、当事国

のみが拘束される条約規則と解されている。したがって、復仇を意図

する被害国が第 1 追加議定書の当事国であるか、非当事国であるかの

相違は重要であり、非当事国の場合のみ復仇が許容される。第 1 追加

議定書の下での復仇禁止規範は、当事国にとって国家の行動を規制す

る拘束的規範として機能するのに対して、非当事国にとっては国家の

行動を正当化するイデオロギーとして機能する。この際、サイバー戦

時復仇を実行する場合において、被害国は通告要件を省略できると解

すべきであって、有責国が国際人道法の遵守に回帰したならば、被害

国は復仇の即時中止措置を確実に実施すれば、復仇として実施された

行為の違法性は阻却される。回復不可能な被害を回避し得る点で、サ

イバー戦時復仇には履行確保手段としての有用性が認められる。

不断に変化する国際社会の要請に可能な限り対応し得るように、国

際法規範の可能な意味の限界が追求されなければならない。今後の課

題として、本稿が取り扱わなかった法分野に対しても研究対象を拡大

し、現状を反映した緻密な法理論枠組の確立を図りたいと考えている。

（ 1 ）	 武力紛争を規制する国際法は、jus ad bellum と jus in bello に大別さ
れる。jus ad bellum は、どのような場合に武力行使ができるのか、すな
わち武力行使の開始原因を判断する規則である。これに対して、jus in 
bello は、武力紛争が開始された後に武力紛争当事者の行為を規律する規
則のことで、「国際人道法」、「武力紛争法」、「戦争法」ともいう。

（ 2 ）	「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方
針」（平成26年11月25日、情報セキュリティ政策会議決定） 1 頁（https://
www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai41/pdf/houshin20141125.pdf,	 2021年
4 月30日最終閲覧）。

（ 3 ）	 坂元茂樹ほか『防衛実務国際法』（弘文堂、2021年）292,	307-308頁。
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書51条 6 項）の慣習国際法性の評価は重要である。ジュネーヴ諸条約の

復仇禁止規範は、国際慣習法として成熟した「現行法」と認められる。

これに対して、第 1 追加議定書の復仇禁止規範は、既に慣習国際法と

して結晶化されていると結論付けるのは困難であり、「あるべき法」が

漸進的発展の途上にある「生成途上の法」にとどまっており、当事国

のみが拘束される条約規則と解されている。したがって、復仇を意図

する被害国が第 1 追加議定書の当事国であるか、非当事国であるかの

相違は重要であり、非当事国の場合のみ復仇が許容される。第 1 追加

議定書の下での復仇禁止規範は、当事国にとって国家の行動を規制す

る拘束的規範として機能するのに対して、非当事国にとっては国家の

行動を正当化するイデオロギーとして機能する。この際、サイバー戦

時復仇を実行する場合において、被害国は通告要件を省略できると解

すべきであって、有責国が国際人道法の遵守に回帰したならば、被害

国は復仇の即時中止措置を確実に実施すれば、復仇として実施された

行為の違法性は阻却される。回復不可能な被害を回避し得る点で、サ

イバー戦時復仇には履行確保手段としての有用性が認められる。

不断に変化する国際社会の要請に可能な限り対応し得るように、国

際法規範の可能な意味の限界が追求されなければならない。今後の課

題として、本稿が取り扱わなかった法分野に対しても研究対象を拡大

し、現状を反映した緻密な法理論枠組の確立を図りたいと考えている。

（ 1 ）	 武力紛争を規制する国際法は、jus ad bellum と jus in bello に大別さ
れる。jus ad bellum は、どのような場合に武力行使ができるのか、すな
わち武力行使の開始原因を判断する規則である。これに対して、jus in 
bello は、武力紛争が開始された後に武力紛争当事者の行為を規律する規
則のことで、「国際人道法」、「武力紛争法」、「戦争法」ともいう。

（ 2 ）	「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方
針」（平成26年11月25日、情報セキュリティ政策会議決定） 1 頁（https://
www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai41/pdf/houshin20141125.pdf,	 2021年
4 月30日最終閲覧）。

（ 3 ）	 坂元茂樹ほか『防衛実務国際法』（弘文堂、2021年）292,	307-308頁。
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（ 4 ）	 第 1 条約63条、第2条約62条、第3条約142条、第4条約158条、第1追加
議定書1条2項。

（ 5 ）	 M.	N.	Schmitt	（ed.）,	Tallinn Manual 2.0 on the International Law 
Applicable to Cyber Operations,	2nd	ed.,	（Cambridge	University	Press,	
2017）	[hereinaftrer	Tallinn Manual 2.0],	Rule	80,	p.375.

（ 6 ）	 Ibid.,	p.378.
（ 7 ）	 Tallinn Manual 2.0,	p.3.
（ 8 ）	 J.M.	Henckaerts	 and	L.	Doswald-Beck, Customary International 

Humanitarian Law,	Vol.Ⅱ:	Practice,	Part2	（Cambridge:	Cambridge	
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性犯罪規定改正の議論に関する覚書
─暴行・脅迫要件に関する検討会の議論を振り返って─

上　野　幸　彦

Ⅰ　はじめに

性犯罪規定に関して、2017年〔平成29〕年に、「刑法の一部を改正す

る法律」（平成29年法律第72号〔同年 7 月施行〕。以下、「改正法」と略称）が

成立し、現行刑法制定当時の構成要件の内容をほぼ維持してきた第176

条以下の規定は大幅に改められた。それまで強姦罪を定めていた第177

条は、客体（被害者）の性別による限定を排除して、ジェンダーニュー

トラルを実現し、実行行為も姦淫から性交へと変更され、さらに法定

刑の下限の引上げも行われた。このほか、監護者による場合の処罰規

定（第179条）の導入や非親告罪化が図られたのである（後述Ⅱ 2 ⑶参照）。

ここに指摘した改正点については、概ね歓迎されているものの、改正

されなかった、暴行・脅迫要件の緩和ないし撤廃という点を巡って、

批判も少なくない。改正法附則第 9 条は制定後 3 年を目途とする見直

しについて定めており、法務省は、2020〔令和 2 〕年に有識者をメン

バーとする「性犯罪に関する刑事法検討会」（以下、「刑事法検討会」と略

称）を設けて改正後の見直しに係る検討作業を進めてきたが、本年 5

月に、とりまとめ報告書が公表された（後述Ⅲ 2 参照）。この報告書では、

暴行・脅迫要件の取扱いに関して、意見の一致には至らず、方向性を

示すという報告となっている。

本稿では、2017年改正に至る経緯とこれに向けて設置された「性犯

論　説
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罪の罰則に関する検討会」（以下、「罰則検討会」と略称）における暴行・

脅迫要件の取扱いを巡る議論について振り返るⅡとともに、改正後の

刑事法検討会での議論について取り上げⅢ、国際的な動向等も考慮し

ながら、立法論という観点から議論の在り方について若干のコメント

を行っておきたいⅣ。

Ⅱ　改正前における議論

１．平成２9年改正に至る経緯

現行刑法制定以来、強姦罪等の性犯罪処罰規定の構成要件はほぼそ

のままの形で維持されてきた。しかし、近年、性犯罪の実態に即して

いないとの意見も見られ、見直しの検討を要するとの認識が次第に広

まってきた。このような背景の下、2004〔平成16〕年の刑法の一部改正、

さらに2010〔平成22〕年刑法及び刑事訴訟法の一部改正に際し、罰則

の在り方について検討を促す衆参両議院の法務委員会の附帯決議が行

われたほか、2010〔平成22〕年の第 3 次男女共同参画基本計画（内閣）

の中でも罰則の在り方の検討について盛り込まれた。このような情勢

を受けて、法務省は、2014〔平成26〕年、刑事法研究者、実務家、被

害者支援団体関係者等をメンバーとする罰則検討会を省内に設置して、

本格的な検討のための議論を開始したのである（ 1 ）。

罰則検討会では、ア「第 3 次男女共同参画基本計画」（平成22年閣議決

定）（ 2 ）および男女共同参画会議・女性に対する暴力に関する専門調査会

「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策～性犯罪への対策

の推進～」（平成24年 7 月）、イ平成16年及び平成22年刑法等改正におけ

る附帯決議（ 3 ）、ウ国連の各人権委員会による性犯罪の罰則等に関する

最終見解等を参照しながら、第 1 回会議において「性犯罪の罰則の在

り方に関する論点（案）」（ 4 ）が示された。第 1 の論点として「性犯罪の

構成要件及び法定刑について」取り上げられ、具体的には、①性犯罪

の法定刑の見直し、②強姦罪の主体等の拡大、③性交類似行為に関す
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罪の罰則に関する検討会」（以下、「罰則検討会」と略称）における暴行・

脅迫要件の取扱いを巡る議論について振り返るⅡとともに、改正後の

刑事法検討会での議論について取り上げⅢ、国際的な動向等も考慮し

ながら、立法論という観点から議論の在り方について若干のコメント

を行っておきたいⅣ。

Ⅱ　改正前における議論

１．平成２9年改正に至る経緯

現行刑法制定以来、強姦罪等の性犯罪処罰規定の構成要件はほぼそ

のままの形で維持されてきた。しかし、近年、性犯罪の実態に即して

いないとの意見も見られ、見直しの検討を要するとの認識が次第に広

まってきた。このような背景の下、2004〔平成16〕年の刑法の一部改正、

さらに2010〔平成22〕年刑法及び刑事訴訟法の一部改正に際し、罰則

の在り方について検討を促す衆参両議院の法務委員会の附帯決議が行

われたほか、2010〔平成22〕年の第 3 次男女共同参画基本計画（内閣）

の中でも罰則の在り方の検討について盛り込まれた。このような情勢

を受けて、法務省は、2014〔平成26〕年、刑事法研究者、実務家、被

害者支援団体関係者等をメンバーとする罰則検討会を省内に設置して、

本格的な検討のための議論を開始したのである（ 1 ）。

罰則検討会では、ア「第 3 次男女共同参画基本計画」（平成22年閣議決

定）（ 2 ）および男女共同参画会議・女性に対する暴力に関する専門調査会

「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策～性犯罪への対策

の推進～」（平成24年 7 月）、イ平成16年及び平成22年刑法等改正におけ

る附帯決議（ 3 ）、ウ国連の各人権委員会による性犯罪の罰則等に関する

最終見解等を参照しながら、第 1 回会議において「性犯罪の罰則の在

り方に関する論点（案）」（ 4 ）が示された。第 1 の論点として「性犯罪の

構成要件及び法定刑について」取り上げられ、具体的には、①性犯罪

の法定刑の見直し、②強姦罪の主体等の拡大、③性交類似行為に関す
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る構成要件の創設、④強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和、⑤地

位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設、⑥いわゆる性交

同意年齢の引上げについて、検討項目として挙げられた。このほか、

第 2 の論点として「性犯罪を非親告罪とすることについて」、第 3 の論

点として「性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止について」指摘さ

れている。

その後、ヒアリング等を経て、第 4 回会議において検討すべき論点

につき、「性犯罪の罰則の在り方に関する論点整理（案）」（ 5 ）としてまと

められ、次のように整理された（下表）。

⒜　性犯罪を非親告罪とすることについて（第 2 ）

⒝　性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止について（第 3 ）

⒞　配偶者間における強姦罪の成立について（第 1 の 7 ）

⒟　強姦罪の主体等の拡大（第 1 の 2 ）

⒠　性交類似行為に関する構成要件の創設（第 1 の 3 ）

⒡　強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和（第 1 の 4 ）

⒢	　地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設（第 1 の 5 ）

⒣　いわゆる性交同意年齢の引上げ（第 1 の 6 ）

⒤　性犯罪の法定刑の見直し（第 1 の 1 ）

⒥　刑法における性犯罪に関する条文の位置について（第 4 ）

以上の各論点について、翌2015〔平成27〕年 1 月から個別に議論を

重ね、同年 8 月の第12回会議で検討会としての結論が得られ、「『性犯

罪の罰則に関する検討会』取りまとめ報告書」（ 6 ）として公表された。

同報告書によると、⒜非親告罪化、⒟主体等の拡大・⒠性交類似行

為・⒢地位・関係性を利用する場合に関する構成要件の見直し、⒤法

定刑の見直しという論点については積極的意見が多数を占める一方、

⒝公訴時効の撤廃・停止、⒞配偶者間における強姦罪の成立、⒡暴

行・脅迫要件の緩和、⒥条文の位置の見直しについては消極的意見の

方が多数であり、また⒣性交同意年齢の引き上げについては意見が分
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かれる状況であった。

この報告書を受けて、法務大臣は、2015〔平成27〕年10月、「罰則整

備のための要綱（骨子）」（ 7 ）をまとめ、法制審議会に諮問を行った（諮問

第101号）。

要綱（骨子）では、⑴強姦の罪等の非親告罪化（同第六）のほか、⑵

強姦の罪の改正について、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の者を相

手方として性交等（相手方の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第

三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に

相手方の陰茎を入れる行為をいう。以下同じ。）をした者は、六年以上の有

期懲役に処するものとすること。十三歳未満の者を相手方として性交

等をした者も、同様とすること。」（同第一）、また準強姦の罪につき「人

の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは

抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとするこ

と。」（同第二）や、⑶監護者であることによる影響力を利用したわいせ

つな行為又は性交等に係る罪の新設につき、「十六歳未満の者に対し、

当該十六歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用

してわいせつな行為をした者は、刑法第百七十八条の例によるものと

すること。」（同第三）等が提案された。いずれの提案も罰則検討会にお

ける多数意見を反映した内容となっている。このうち⑵について見る

と、罰則検討会において、⒟の論点に関し、強姦罪の行為者・被害者

について性差の解消が多数意見であったことを受けて、要綱（骨子）で

は、ジェンダーニュートラルな規定内容となっている。そして、⒠の

論点である実行行為に関して、肛門性交、口淫を姦淫と同等に取り扱

うべきであるとの罰則検討会の多数意見を反映させる形で、要綱（骨

子）では「性交等」の内容について提案されているのである。そして、

⒤の論点につき、罰則検討会において法定刑の下限を引き上げる方向

の意見が多数であったことに基づき、要綱（骨子）では法定刑の下限が

5 年に引き上げられた。

このように、罰則検討会における議論において多数を占めた意見に
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かれる状況であった。

この報告書を受けて、法務大臣は、2015〔平成27〕年10月、「罰則整

備のための要綱（骨子）」（ 7 ）をまとめ、法制審議会に諮問を行った（諮問

第101号）。

要綱（骨子）では、⑴強姦の罪等の非親告罪化（同第六）のほか、⑵

強姦の罪の改正について、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の者を相

手方として性交等（相手方の膣内、肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第

三者の陰茎を入れ、又は自己若しくは第三者の膣内、肛門内若しくは口腔内に

相手方の陰茎を入れる行為をいう。以下同じ。）をした者は、六年以上の有

期懲役に処するものとすること。十三歳未満の者を相手方として性交

等をした者も、同様とすること。」（同第一）、また準強姦の罪につき「人

の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは

抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとするこ

と。」（同第二）や、⑶監護者であることによる影響力を利用したわいせ

つな行為又は性交等に係る罪の新設につき、「十六歳未満の者に対し、

当該十六歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用

してわいせつな行為をした者は、刑法第百七十八条の例によるものと

すること。」（同第三）等が提案された。いずれの提案も罰則検討会にお

ける多数意見を反映した内容となっている。このうち⑵について見る

と、罰則検討会において、⒟の論点に関し、強姦罪の行為者・被害者

について性差の解消が多数意見であったことを受けて、要綱（骨子）で

は、ジェンダーニュートラルな規定内容となっている。そして、⒠の

論点である実行行為に関して、肛門性交、口淫を姦淫と同等に取り扱

うべきであるとの罰則検討会の多数意見を反映させる形で、要綱（骨

子）では「性交等」の内容について提案されているのである。そして、

⒤の論点につき、罰則検討会において法定刑の下限を引き上げる方向

の意見が多数であったことに基づき、要綱（骨子）では法定刑の下限が

5 年に引き上げられた。

このように、罰則検討会における議論において多数を占めた意見に
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したがって要綱（骨子）が準備された。このため、同検討会で多数を占

めるに至らなかった⒡強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和や⒣い

わゆる性交同意年齢の引上げについては、要綱（骨子）の条文の改正に

盛り込まれず、また⒞配偶者間における強姦罪の成立の明文化、⒝性

犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止は見送られ、⒥刑法における性

犯罪に関する条文の位置についても変更されないままとなった。

法務大臣から、上記内容の要綱（骨子）についての諮問を受けた法制

審議会は、「刑事法（性犯罪関係）部会」を設置した。同部会は2015〔平

成27〕年11月から審議を開始し、翌2016〔平成28〕年 6 月に、部会の

意見として要綱（骨子）の一部表現に修正（ 8 ）を加えた「要綱（骨子）修

正案」（ 9 ）を決定した。この部会修正案は、同年 9 月の法制審議会総会

に報告され、出席委員全員の賛成により法務大臣に答申されることに

なった（10）。法制審議会の答申に基づき、政府は刑法の一部改正案に関

する準備作業を進め、2017〔平成29〕年 3 月に「刑法の一部を改正す

る法律案」として国会に提出した。本案は両議院の審議を経て一部修

正のうえ、同年 6 月に改正法が成立した（平成29年 6 月23日法律第72号）（11）。

２．「暴行・脅迫」要件に関する議論について

⑴　罰則検討会における議論
改正法の内容を基本的に方向付けたのは、罰則検討会の報告である。

そこで、論点の一つに取り上げられていた暴行・脅迫要件の緩和・撤

廃に関するそこでの議論を振り返っておきたい。

罰則検討会では、弁護士である一部の委員および被害者支援に取り

組む臨床心理士の委員から、暴行・脅迫要件の撤廃・緩和を求める意

見が出された。その理由として、①性犯罪の本質は不同意性交に求め

ることができるのであり、不同意を処罰するとすれば、現在の規定に

定められているような暴行、脅迫、心神喪失、抗拒不能の場合に限定

するのは適切ではない、②心理学・精神医学上、犯罪の被害者が実際

に恐怖に遭遇したときに解離や麻痺という現象が生じる場合等もあり、

暴行・脅迫の要件を充足した場合に限って加害者を処罰することは、
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性犯罪の被害者にとって自己の体感（恐怖）との差が大きい、③被害者

等から撤廃・緩和を要望する声が強いのは、暴行・脅迫要件の認定が

個々の判断者に任され、その間にばらつきが生じているという事情も

あると思われ、このばらつきを解消するために何らかの基準が必要で

あるといった点が指摘された。

これに対して、多くの委員から、この論点に関し否定的ないし消極

的な意見が示された。裁判官である委員からは、最高裁の判例におい

て暴行・脅迫の要件に関して「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる

程度」（12）という解釈が採られており、この適用にあたっては、具体的

な暴行・脅迫が存したことによって抵抗が可能な状況にあったかどう

かを、具体的な事案に即して判断しており、経緯を含め様々の要素に

基づき、また被害者の心理状態に関する科学的な知見も考慮して判断

を行っていると指摘された。検察官や警察関係者の委員からも同様な

意見が聞かれた。弁護士である一部の委員からも、実務上、強姦罪に

ついてかなり広く暴行・脅迫を認める現状にあり、これがなくても抵

抗できなかった事案については抗拒不能として準強姦の成立が認めら

れていると指摘された。つまり、実務の取扱いとして、強度の暴行・

脅迫が行われない限り不処罰としているわけではなく、加害者の暴

行・脅迫の強度について、被害者の同意の有無との関係において相対

的に考えているのであり、暴行・脅迫を要件とする現行法の下でも、

具体的な事案に応じた解釈・適用が行われ、性犯罪に適切に対処して

いるという趣旨であろう。刑事法研究者の委員からも、ほぼ同様の理

解が示されている。たとえば、井田良委員は「判例実務にとり，意思

に反すること，性交について合意が否定されること，再狭義の暴行・

脅迫の存在が認定されることとはイコールと考えられていると推測」

でき、「結局，判例実務は，被害者の意思に反すること・性交に関する

合意がないことを間違いなく確信できるという事例のみについて強姦

罪を成立させようとしている」との理解を示された上で、「そのことを

前提として暴行・脅迫要件を一般的に排除すると」「それは被害者の意
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性犯罪の被害者にとって自己の体感（恐怖）との差が大きい、③被害者

等から撤廃・緩和を要望する声が強いのは、暴行・脅迫要件の認定が

個々の判断者に任され、その間にばらつきが生じているという事情も

あると思われ、このばらつきを解消するために何らかの基準が必要で

あるといった点が指摘された。

これに対して、多くの委員から、この論点に関し否定的ないし消極

的な意見が示された。裁判官である委員からは、最高裁の判例におい

て暴行・脅迫の要件に関して「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる

程度」（12）という解釈が採られており、この適用にあたっては、具体的

な暴行・脅迫が存したことによって抵抗が可能な状況にあったかどう

かを、具体的な事案に即して判断しており、経緯を含め様々の要素に

基づき、また被害者の心理状態に関する科学的な知見も考慮して判断

を行っていると指摘された。検察官や警察関係者の委員からも同様な

意見が聞かれた。弁護士である一部の委員からも、実務上、強姦罪に

ついてかなり広く暴行・脅迫を認める現状にあり、これがなくても抵

抗できなかった事案については抗拒不能として準強姦の成立が認めら

れていると指摘された。つまり、実務の取扱いとして、強度の暴行・

脅迫が行われない限り不処罰としているわけではなく、加害者の暴

行・脅迫の強度について、被害者の同意の有無との関係において相対

的に考えているのであり、暴行・脅迫を要件とする現行法の下でも、

具体的な事案に応じた解釈・適用が行われ、性犯罪に適切に対処して

いるという趣旨であろう。刑事法研究者の委員からも、ほぼ同様の理

解が示されている。たとえば、井田良委員は「判例実務にとり，意思

に反すること，性交について合意が否定されること，再狭義の暴行・

脅迫の存在が認定されることとはイコールと考えられていると推測」

でき、「結局，判例実務は，被害者の意思に反すること・性交に関する

合意がないことを間違いなく確信できるという事例のみについて強姦

罪を成立させようとしている」との理解を示された上で、「そのことを

前提として暴行・脅迫要件を一般的に排除すると」「それは被害者の意
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思に反することを間違いなく確信できないような事例を強姦として処

罰する，有罪とするということを意味することになり」、「疑わしきは

被告人の不利益にという原則を妥当させることにほかならず、認める

べきではない」と発言されている（13）。こうした発言とも関連し、暴

行・脅迫要件を撤廃した場合のデメリットについて指摘する意見も複

数の委員から示されている。とくに立証上の問題、証明困難による被

害者保護の後退などについて懸念が指摘された（14）。

以上のように、罰則検討会における議論では、暴行・脅迫要件の見

直しについて、積極的意見は少数にとどまり、この要件を維持する意

見が多数を占める結果となった（15）。

⑵　国会における審議
罰則検討会の段階で多数意見を形成できなかった論点は棚上げされ

た状態で、法務省の改正立案作業が進められた。法務省が法制審議会

に諮問した要綱（骨子）には、暴行・脅迫の要件がそのまま維持されて

いる。法制審議会に設置された刑事法（性犯罪）部会において、一部の

委員から暴行・脅迫の要件に関連して批判的な意見が表明された（16）も

のの、結局、要綱（骨子）の表現に一部修正が行われただけで、賛成多

数（賛成14名、反対 1 名）で可決された。この部会の中では、罰則検討

会で既に議論が行われ、要綱（骨子）に盛り込まれなかったという事情

もあり、暴行・脅迫の要件の問題に関して活発な議論が展開されるこ

とはなかった。部会の要綱（骨子）修正案は法制審議会総会に報告され、

全員一致の賛成により法務大臣へ答申された。

答申を受けた政府は刑法の一部改正案を作成したが、これは基本的

に罰則検討会における多数意見の主張を反映する内容となっている。

この意味で、改正法は罰則検討会の議論に沿う形で強く方向づけられ

たといえよう。改正案には、配偶者間の性犯罪成立の明文化、性交同

意年齢の引上げそして暴行・脅迫要件の見直しという実体刑法に係る

立法化が盛り込まれなかったのであるが、国会の審議の過程では、こ

れらの論点についての意見も出された（17）。とくに暴行・脅迫の要件の
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緩和・撤廃については、かねてから被害者団体等の要望が強く、改正

案の審議の中でも見直しを求める声が寄せられたのである。これに対

して、暴行・脅迫要件を維持することについて、法務省は、暴行・脅

迫が性的自由・性的自己決定権を侵害することを示す客観的な要件と

して合理性があり、その程度について、判例上、反抗を著しく困難な

らしめる程度であれば足りると解されているところ、事案に即した適

切な判断がなされている旨の説明を行っている（18）。さらに、法務省か

らは、撤廃することによって弊害が生じるおそれがあることも指摘さ

れた。すなわち、撤廃した場合には、不同意の性交が犯罪となるが、

外形的な行為がない状況で被害者が同意していなかったことの立証は

難しく、冤罪が生じるおそれもあると説明された（19）。

このように審議の過程で一部に異論も見られたものの、衆参両議院

でほぼ政府案の通り可決され、改正法が成立した。もっとも、引き続

き検討を求める意見も多かったことから、附則第 9 条の追加修正が行

われた（20）。

⑶　改正法について
平成29年改正においては、最終的に政府案を基本に改正規定が成立

した。改正法によって、強姦罪は強制性交等罪へと大幅に構成要件の

内容が改められ、客体のジェンダーニュートラル、処罰対象行為の拡

大、法定刑の下限の引上げが図られたのである。また、監護者による

場合の罰則規定の新設、非親告罪への変更等が行われた。これらの改

正点については肯定的に評価されている一方で、国会審議の過程でも、

改正法に盛り込まれなかった論点について多くの意見や異論が見られ

たことに表れているように、平成29年改正には課題も残されており（21）、

「一連の改革の第一歩」（22）とも評されている。改正法の附則第 9 条では、

「政府は，この法律の施行後 3 年を目途として，性犯罪における被害の

実情，この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し，性犯罪

に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検

討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措
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緩和・撤廃については、かねてから被害者団体等の要望が強く、改正

案の審議の中でも見直しを求める声が寄せられたのである。これに対

して、暴行・脅迫要件を維持することについて、法務省は、暴行・脅

迫が性的自由・性的自己決定権を侵害することを示す客観的な要件と

して合理性があり、その程度について、判例上、反抗を著しく困難な

らしめる程度であれば足りると解されているところ、事案に即した適

切な判断がなされている旨の説明を行っている（18）。さらに、法務省か

らは、撤廃することによって弊害が生じるおそれがあることも指摘さ

れた。すなわち、撤廃した場合には、不同意の性交が犯罪となるが、

外形的な行為がない状況で被害者が同意していなかったことの立証は

難しく、冤罪が生じるおそれもあると説明された（19）。

このように審議の過程で一部に異論も見られたものの、衆参両議院

でほぼ政府案の通り可決され、改正法が成立した。もっとも、引き続

き検討を求める意見も多かったことから、附則第 9 条の追加修正が行

われた（20）。

⑶　改正法について
平成29年改正においては、最終的に政府案を基本に改正規定が成立

した。改正法によって、強姦罪は強制性交等罪へと大幅に構成要件の

内容が改められ、客体のジェンダーニュートラル、処罰対象行為の拡

大、法定刑の下限の引上げが図られたのである。また、監護者による

場合の罰則規定の新設、非親告罪への変更等が行われた。これらの改

正点については肯定的に評価されている一方で、国会審議の過程でも、

改正法に盛り込まれなかった論点について多くの意見や異論が見られ

たことに表れているように、平成29年改正には課題も残されており（21）、

「一連の改革の第一歩」（22）とも評されている。改正法の附則第 9 条では、

「政府は，この法律の施行後 3 年を目途として，性犯罪における被害の

実情，この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し，性犯罪

に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検

討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措
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置を講ずるものとする。」と定め、さらなる検討の必要性と─立法を含

む─所要の対処について要請し、なお一層の改善と性犯罪対策の推進

を政府に促している。

Ⅲ　改正後の議論

１．法務省の対応

法務省は、2018〔平成30〕年 4 月、改正法附則第 9 条および改正に

際しての衆参両議院の法務委員会における附帯決議に沿って、幅広い

検討に資するべく性犯罪の実態に関する各種調査・研究を着実に実施

すること等を目的として、「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査

ワーキンググループ」（以下、「WG」と略称）を設置した。そして、2020

〔令和 2 〕年 3 月に WG によるヒアリングおよび各種調査研究等の結果

を取りまとめた「取りまとめ報告書」（23）が公表された。

この調査研究の成果を踏まえ、性犯罪に係る事案の実態に即した対

処を行うための刑事法に関する施策の在り方について検討を行うため、

法務大臣の指示により省内に刑事法検討会が設置され、2020〔令和 2 〕

年 6 月に第 1 回の会議が開催された。その後、十数回の会議が開かれ、

2021〔令和 3 〕年 5 月の第16回会議で、「取りまとめ報告書」がまとめ

られ、公表されるに至った。

２．刑事法検討会での論点

刑事法検討会では、各委員およびヒアリング出席者から述べられた

意見を精査したうえ、検討すべき事項として指摘されたものを抽出し

て、「検討すべき論点」（24）が整理された（下表）。

1 　刑事実体法について

⑴　現行法の運用の実情と課題（総論的事項）

⑵　暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方

⑶　地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方

⑷　いわゆる性交同意年齢の在り方
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⑸　強制性交等の罪の対象となる行為の範囲

⑹　法定刑の在り方

⑺　配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方

⑻　性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方

2 　刑事手続法について

⑴　公訴時効の在り方

⑵　起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方

⑶　いわゆるレイプシールドの在り方

⑷　司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いの在り方

上記の表にあるように、実体法に関連して、改正法で見送られた⑵

⑷⑺の各論点についてあらためて議論の俎上に載せられた。⑵につい

ては、①強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪

失・抗拒不能の要件を撤廃し、被害者が性交等に同意していないこと

を構成要件とすべきか、②強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制

性交等罪の心神喪失・抗拒不能の要件について、判例上必要とされる

「被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度」を緩和した要件とすべきか、

③強制性交等罪や準強制性交等罪の構成要件として、暴行・脅迫や心

神	喪失・抗拒不能に加えて、又はこれらに代えて、その手段や状態を

明確化して列挙すべきか、④被害者が性交等に同意していないことに

ついて、一定の行為や状態が認められる場合に被告人側に立証責任を

転換し、又はその要件の充足を推定する規定を設けるべきか、⑤行為

者が、被害者が性交等に同意していないことの認識を有しない場合に

どのように対処すべきか、という具体的な検討項目が挙げられている。

３．「暴行・脅迫」要件に関する議論

罰則検討会において性犯罪の当罰性が被害者における性交への不同

意の点に認められるとする認識については共有されていたと思われる

が、刑事法検討会においても、この点に関しては異論が見られない（25）。

また、今回は WG による裁判例や検察当局の起訴・不起訴の実例等を
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⑸　強制性交等の罪の対象となる行為の範囲

⑹　法定刑の在り方

⑺　配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方

⑻　性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方

2 　刑事手続法について

⑴　公訴時効の在り方

⑵　起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方

⑶　いわゆるレイプシールドの在り方

⑷　司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いの在り方

上記の表にあるように、実体法に関連して、改正法で見送られた⑵

⑷⑺の各論点についてあらためて議論の俎上に載せられた。⑵につい

ては、①強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪

失・抗拒不能の要件を撤廃し、被害者が性交等に同意していないこと

を構成要件とすべきか、②強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制

性交等罪の心神喪失・抗拒不能の要件について、判例上必要とされる

「被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度」を緩和した要件とすべきか、

③強制性交等罪や準強制性交等罪の構成要件として、暴行・脅迫や心

神	喪失・抗拒不能に加えて、又はこれらに代えて、その手段や状態を

明確化して列挙すべきか、④被害者が性交等に同意していないことに

ついて、一定の行為や状態が認められる場合に被告人側に立証責任を

転換し、又はその要件の充足を推定する規定を設けるべきか、⑤行為

者が、被害者が性交等に同意していないことの認識を有しない場合に

どのように対処すべきか、という具体的な検討項目が挙げられている。

３．「暴行・脅迫」要件に関する議論

罰則検討会において性犯罪の当罰性が被害者における性交への不同

意の点に認められるとする認識については共有されていたと思われる

が、刑事法検討会においても、この点に関しては異論が見られない（25）。

また、今回は WG による裁判例や検察当局の起訴・不起訴の実例等を
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含む詳細な調査もあり、裁判や検察当局による起訴・不起訴の判断等

に際し、暴行・脅迫要件の認定にばらつきが存在するという点につい

ては、委員の間でほぼ認識の共有が見られる。罰則検討会では、要件

の解釈を経て、個別の具体的事案における適切な認定判断を通じ柔軟

に適用されているとの前提的な理解が、要件自体に対する問題視を阻

む作用を果たしたように推察される。しかし、実務上の実際の運用に

おいて、まちまちと受け取ることのできる適用の実情が明らかになっ

たことにより、要件そのものの見直しに踏み込んで議論する必要があ

ることを意識させることになったといえるだろう。このような共通認

識の変化を背景に、罰則検討会では暴行・脅迫要件の維持か撤廃・緩

和かという二者択一の議論であったのに対し、刑事法検討会では、要

件に関する具体的内容の設定へとシフトしてきているのである（26）。

議論の焦点は要件の具体的内容を巡ってであり、暴行・脅迫要件を

撤廃して不同意性交とすべきであるとする意見が、弁護士である委員

の一部から主張された。「被害者に生じている法益侵害の側から性犯罪

を考えると，暴行・脅迫を手段とする行為に限定する理由はないとい

う従来とは異なる考え方に立って不同意性交を処罰するということを，

条文上明らかにする必要がある」との理由による。被害者支援にあた

る委員からもこれに賛同する意見が表明された。これに対して、不同

意のすべてを処罰することには異論や批判も多く寄せられた。法適用

上ないし認定上の問題や困難性を指摘する意見が相次いで出されたの

である。もっとも、暴行・脅迫だけでは狭いという認識をもつ委員は

少なくなく、手段についてさらに例示して列挙するという方法に反対

する意見は見られなかった（27）。

議論を踏まえて、「取りまとめ報告書」では、暴行・脅迫要件に係る

改正の要否・当否について、「安定的で適切な運用に資するような改正

であれば検討に値するという点では，おおむね異論はなかった。」と集

約しつつ、改正の内容に関する総論的議論としては、「単に被害者の

『不同意』のみを要件とすることには，処罰の対象を過不足なく捕捉す
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ることができるかという点で課題が残り，処罰範囲がより明確となる

要件を検討する必要があるという点では，おおむね異論はなかった。」

とまとめられた。そして、構成要件の明確化に関して、「行為者が用い

る手段や被害者の状態を列挙するに当たっては，全てを網羅的に列挙

することはできないから，例示列挙とせざるを得ないとの意見が述べ

られ，これに特に異論はなかった。」とした上で、具体的な例示列挙の

意見が紹介されている。

その上で、「以上の議論を踏まえると，今後の検討に当たっては，処

罰の対象とすべき意思に反する性交等を過不足なく捕捉することので

きる規定とする観点から，現行の構成要件を明確化する場合には，当

罰性があるのに処罰されない行為があるとされる原因が構成要件にあ

るか否かを見極めつつ，より安定的な運用がなされることにも資する

よう，行為者が用いる手段，被害者の状態を列挙することや，列挙さ

れた手段・状態の実質的意味を示す包括的な要件を設けることなど，

規定の在り方について更に検討がなされるべきである。その際，処罰

範囲の外延を明確にする必要があることや，現行法の暴行・脅迫や心

神喪失・抗拒不能の要件の解釈との関係，認定の難易等の実務への影

響にも留意する必要がある。」と取りまとめられた（28）。

Ⅳ　検討会における議論と立法論としての在り方について

１．検討会における刑事法研究者のスタンス

「暴行・脅迫」の要件に関しては、最高裁が「相手方の反抗を著しく

困難ならしめる程度」との解釈を示し、この基準に照らして個別の事

案について判断が行われているのであるが、実務上、被害者における

抵抗困難を判断する際の総合考慮の一要素でしかないとも分析されて

いる（29）。このため、暴行・脅迫要件は「形骸化」しているとも指摘さ

れている（30）。裁判例の中に見られるこのような運用は、個別の事案に

おける具体的妥当性の確保を目指した、実際の適用プロセスにおける
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ることができるかという点で課題が残り，処罰範囲がより明確となる

要件を検討する必要があるという点では，おおむね異論はなかった。」

とまとめられた。そして、構成要件の明確化に関して、「行為者が用い

る手段や被害者の状態を列挙するに当たっては，全てを網羅的に列挙

することはできないから，例示列挙とせざるを得ないとの意見が述べ

られ，これに特に異論はなかった。」とした上で、具体的な例示列挙の

意見が紹介されている。

その上で、「以上の議論を踏まえると，今後の検討に当たっては，処

罰の対象とすべき意思に反する性交等を過不足なく捕捉することので

きる規定とする観点から，現行の構成要件を明確化する場合には，当

罰性があるのに処罰されない行為があるとされる原因が構成要件にあ

るか否かを見極めつつ，より安定的な運用がなされることにも資する

よう，行為者が用いる手段，被害者の状態を列挙することや，列挙さ

れた手段・状態の実質的意味を示す包括的な要件を設けることなど，

規定の在り方について更に検討がなされるべきである。その際，処罰

範囲の外延を明確にする必要があることや，現行法の暴行・脅迫や心

神喪失・抗拒不能の要件の解釈との関係，認定の難易等の実務への影

響にも留意する必要がある。」と取りまとめられた（28）。

Ⅳ　検討会における議論と立法論としての在り方について

１．検討会における刑事法研究者のスタンス

「暴行・脅迫」の要件に関しては、最高裁が「相手方の反抗を著しく

困難ならしめる程度」との解釈を示し、この基準に照らして個別の事

案について判断が行われているのであるが、実務上、被害者における

抵抗困難を判断する際の総合考慮の一要素でしかないとも分析されて

いる（29）。このため、暴行・脅迫要件は「形骸化」しているとも指摘さ

れている（30）。裁判例の中に見られるこのような運用は、個別の事案に

おける具体的妥当性の確保を目指した、実際の適用プロセスにおける
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一種の法創造と理解することも可能である。裁判官や検察官等がこう

した裁判の実態に基づいて適切な解釈適用であると評価するのも自然

なことである。もっとも、この法創造は実定法規を前提としてその枠

内での適用という局面に限定されたものである。実定法規自体の改正

という次元では、当該法規に対する客観的で批判的な視点が必要と

なってくる。

罰則検討会では暴行・脅迫要件の撤廃・緩和について否定的な意見

が多数を占めた。裁判、検察の実務関係者からは、実際の具体的な事

件の解決に当たって、「暴行・脅迫」の要件について適切な（あるいは

柔軟な）解釈を通じ、当該事件に対する具体的妥当性を確保した適用が

図られているとの一般的な認識（31）に基づき、要件自体を見直す必要性

はないという趣旨の意見が示されていたのであるが、このような反応

は極めて自然である。もともと要件の見直しは、司法実務の中で問題

が認識され、この問題を解決すべく提起されたテーマではない。司法

実務の外から提起された問題である。この意味で、司法実務関係者に

とって要件を見直さなければならない理由はとくに存在しないのであ

る。実際の法システムの中で職業として実定法規の適用に携わる実務

家は、具体的に生起した事件の司法的な解決を目的として所与の法規

を運用しているのであり、当該法規の適用に当たり、とくに利用上の

支障や困難性といった実務上の課題が生じていない限り、司法システ

ムの中で、その内部（内側）から法規を取り扱う立場にあるので、司法

のプロセスを超えて、いわばその外から法規を客観的・批判的に評

価・判断するという視点をもつ機会は多くない。この意味で、実際の

事件に関して個別に柔軟な解釈適用によって処理されているとの認識

を前提とする限り、法規自体を問題視する契機は存在しないといえよ

う。

これに対して、刑事法研究者は、実定法規について客観的に考察の

対象としており、自ずから実務家とは異なった視点をもっている。に

もかかわらず、罰則検討会を構成する刑事法研究者からも実務家と共
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通する理解やそれと親近性をもつ意見が寄せられた（前述Ⅱ 2 ⑵参照）。

被害者の不同意と加害者による暴行・脅迫とをほぼイコールとみなす

見解は、行為者による暴行・脅迫の事実こそ、被害者における同意の

不存在を裏付ける状況証拠として機能している点に着目して、暴行・

脅迫要件を維持すべき必要性について説明したものであると解される。

しかし、この見方は、現在の暴行・脅迫を要件として規定している法

規の下での、現行法の解釈適用という司法プロセス内部で、事実認定

上の暴行・脅迫の機能を指摘しているのであり、実務の取扱いについ

て説明したものである。このことが直ちに要件そのものの客観的妥当

性を導き得るのかについてはさらに検討を要するであろう。また被害

者の不同意という主観的認識を推認可能とする事情として行為者によ

る暴行・脅迫の事実を理解する見方を前提にすると、同意のない性交

であることを認定するために、やはり暴行・脅迫の事実は必要である

という理解に至る。だが、立証上の問題と当罰的行為の犯罪化におけ

る要件内容の設定の問題とは、少なくとも理論的には区別して論じ得

るのである。そして、不同意と認められる場合が、暴行・脅迫の場合

に限定されるのかという問題が提起されているのであり、被害者の不

同意＝行為者の暴行・脅迫という等式の成否こそ検討されなければな

らない。このように見てくると、刑事法研究者の委員の多くも、解釈

適用の「内側」に立った意見を述べているとの印象を覚えざるを得な

い。

刑事法検討会では、暴行・脅迫要件については見直しの重要ポイン

トであり、WG の調査によって、実務上の運用においてかなりまちま

ちであることが明らかとなった。井田教授自身、暴行・脅迫イコール

不同意性交という等式自体が判例実務において必ずしも成立していな

いことを認め、立法による事態改善への試みが合理的であるとの見解（32）

を示されるに至った。このような認識の変化を反映して、刑事法検討

会は、規定自体の見直しについて積極的に議論を始めたものの、各種

の意見が示されて最終的に一致するような結論をまとめることはでき
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通する理解やそれと親近性をもつ意見が寄せられた（前述Ⅱ 2 ⑵参照）。

被害者の不同意と加害者による暴行・脅迫とをほぼイコールとみなす

見解は、行為者による暴行・脅迫の事実こそ、被害者における同意の

不存在を裏付ける状況証拠として機能している点に着目して、暴行・

脅迫要件を維持すべき必要性について説明したものであると解される。

しかし、この見方は、現在の暴行・脅迫を要件として規定している法

規の下での、現行法の解釈適用という司法プロセス内部で、事実認定

上の暴行・脅迫の機能を指摘しているのであり、実務の取扱いについ

て説明したものである。このことが直ちに要件そのものの客観的妥当

性を導き得るのかについてはさらに検討を要するであろう。また被害

者の不同意という主観的認識を推認可能とする事情として行為者によ

る暴行・脅迫の事実を理解する見方を前提にすると、同意のない性交

であることを認定するために、やはり暴行・脅迫の事実は必要である

という理解に至る。だが、立証上の問題と当罰的行為の犯罪化におけ

る要件内容の設定の問題とは、少なくとも理論的には区別して論じ得

るのである。そして、不同意と認められる場合が、暴行・脅迫の場合

に限定されるのかという問題が提起されているのであり、被害者の不

同意＝行為者の暴行・脅迫という等式の成否こそ検討されなければな

らない。このように見てくると、刑事法研究者の委員の多くも、解釈

適用の「内側」に立った意見を述べているとの印象を覚えざるを得な

い。

刑事法検討会では、暴行・脅迫要件については見直しの重要ポイン

トであり、WG の調査によって、実務上の運用においてかなりまちま

ちであることが明らかとなった。井田教授自身、暴行・脅迫イコール

不同意性交という等式自体が判例実務において必ずしも成立していな

いことを認め、立法による事態改善への試みが合理的であるとの見解（32）

を示されるに至った。このような認識の変化を反映して、刑事法検討

会は、規定自体の見直しについて積極的に議論を始めたものの、各種

の意見が示されて最終的に一致するような結論をまとめることはでき
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なかったのである。

２．立法の検討と憲法との関係について

日本国憲法は憲法を「最高法規」と位置づけ、これに反する法令等

の法的効力を否認する（憲法第98条第 1 項）とともに、この判断権を（最

高）裁判所に付与している（同81条）。最高裁によってこの法令等審査

権が行使され違憲とする判断が確定すれば、当該規定は無効化される

ことになる。司法機関による無効の宣言の効果について、当該法規そ

のものの一般的な法的効力を喪失させるものではないとしても、無効

化により当該法規定が事実上廃止されたのと同じ状態であると理解で

きるのであれば、司法による─法律等の規定を事実上失効させるとい

う意味での消極的な─法創造の一場面ということができるだろう。違

憲審査制度は、司法機関によって立法府の立法をチェックするシステ

ムであり、場合によっては国会制定法規を事実上廃止する機能も認め

られる。この点に着目すると、憲法自体が司法機関による─部分的で

はあるけれども─一種の法創造作用を実定化しているといえよう。こ

のため、憲法学では、憲法規範に照らした法令等の審査に関連して、

法規の客観的な正当性や合理性を巡る憲法審査の基準（33）について議論

されている。

数少ないものの、最高裁によって法規が違憲無効と判断された例が

ある。たとえば、刑罰法規に関しては、尊属殺人罪（刑法旧第200条）に

ついてであり、民法の規定に関していえば、非嫡出子法定相続分規定

（民法旧第900条）についてである。最高裁は、立法目的とその手段とい

う判断の枠組みの中で、前者に関しては、立法目的の合理性を肯定し

たものの、その手段としての刑罰（量）の定め方において著しく不合理

な差別が存在すると指摘して、憲法第14条違反を認め（34）、後者に関し

ては、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は

失われていると指摘し、第14条 1 項違反を認めている。最高裁は、「現

在に至るまでの間の社会の動向，我が国における家族形態の多様化や

これに伴う国民の意識の変化，諸外国の立法のすう勢及び我が国が批
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准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘，嫡出

子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化，更にはこれまでの当

審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば，家族と

いう共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたこと

は明らかであ」ると指摘し、「上記のような認識の変化に伴い，上記制

度の下で父母が婚姻関係になかったという，子にとっては自ら選択な

いし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこ

とは許されず，子を個人として尊重し，その権利を保障すべきである

という考えが確立されてきて」おり、立法府の裁量権を考慮しても嫡

出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は既に失わ

れていたと判示している（35）。

法律の制定に際し、その内容が憲法に反しないことを要する。ここ

に法律制定の限界が設定されており、憲法適合性の判断については最

高裁判所の審査に服する（36）。したがって、法令等の制定に当たっては、

憲法との整合性についてあらかじめ考慮する必要がある（37）。立法府の

裁量を逸脱・濫用する立法が許されないのはもちろんであるが、憲法

が理念とする自由・平等という普遍的な原理を指針として、そうした

価値を具現化し、促進する立法であることも要請されているというべ

きであろう（38）。最高裁は、上記引用の判例の中で、法令等の違憲審査

において、憲法の理念である個人の尊重（憲法第13条）および平等（同

第14条）の解釈に関連して、「社会の動向」、「国民の意識の変化」のほ

か、「諸外国の立法のすう勢」や「我が国が批准した条約の内容」等の

事情を考慮して判断を行っている。性犯罪の立法化を検討するうえで

も、性暴力に対する近年の国際的な取組みや各国の動向について考慮

することは有益であり、重要であると考えられる。

３．国際的動向

国際的には、ジェンダーの克服と女性の権利の尊重という課題が積

極的に取り上げられてきた。女子差別撤廃条約に基づいて設置された

女子差別撤廃委員会は、政府に対して配偶者間の強姦につき明文によ
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准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘，嫡出

子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化，更にはこれまでの当

審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば，家族と

いう共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたこと

は明らかであ」ると指摘し、「上記のような認識の変化に伴い，上記制

度の下で父母が婚姻関係になかったという，子にとっては自ら選択な

いし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこ

とは許されず，子を個人として尊重し，その権利を保障すべきである

という考えが確立されてきて」おり、立法府の裁量権を考慮しても嫡

出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は既に失わ

れていたと判示している（35）。

法律の制定に際し、その内容が憲法に反しないことを要する。ここ

に法律制定の限界が設定されており、憲法適合性の判断については最

高裁判所の審査に服する（36）。したがって、法令等の制定に当たっては、

憲法との整合性についてあらかじめ考慮する必要がある（37）。立法府の

裁量を逸脱・濫用する立法が許されないのはもちろんであるが、憲法

が理念とする自由・平等という普遍的な原理を指針として、そうした

価値を具現化し、促進する立法であることも要請されているというべ

きであろう（38）。最高裁は、上記引用の判例の中で、法令等の違憲審査

において、憲法の理念である個人の尊重（憲法第13条）および平等（同

第14条）の解釈に関連して、「社会の動向」、「国民の意識の変化」のほ

か、「諸外国の立法のすう勢」や「我が国が批准した条約の内容」等の

事情を考慮して判断を行っている。性犯罪の立法化を検討するうえで

も、性暴力に対する近年の国際的な取組みや各国の動向について考慮

することは有益であり、重要であると考えられる。

３．国際的動向

国際的には、ジェンダーの克服と女性の権利の尊重という課題が積

極的に取り上げられてきた。女子差別撤廃条約に基づいて設置された

女子差別撤廃委員会は、政府に対して配偶者間の強姦につき明文によ
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る処罰化を要請している（39）。また、欧州評議会（Council	of	Europe）（40）

は、2011年に「女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス

の防止およびこれとの戦いに関する条約」（41）（以下、「イスタンブール条

約」と略称）を採択した（2014年発効）（42）。この条約は、女子差別撤廃委

員会をはじめとする国連等の活動の成果を踏まえるとともに、欧州人

権裁判所において形成されてきた判例法を基礎として制定された（43）。

イスタンブール条約では、締約国に対して、「同意に基づかない」膣、

肛門または口への挿入行為および他の性的性質の行為の犯罪化が規定

されている（44）。これを受けて、加盟各国は刑法の見直しを進め、複数

の国で不同意性交を処罰する規定が導入されたのである（45）。ドイツも

その一つであり、イスタンブール条約の要請に対応するために、2016

年に性犯罪処罰規定の改正が行われた（46）。この改正（第50次刑法改正法

律）（47）により、従来、暴行・脅迫を手段として定めていたドイツ刑法第

177条は、性的侵害（Übergriff）、性的強要、強姦の見出しの下、「他人

の認識可能な意思」に反する性的行為を処罰する規定（48）に改められる

に至った（49）。これは、いわゆる「No	means	No」モデルを導入したも

のである（50）。第177条の基本的な構成要件の内容は不同意性交の処罰

であり、暴行や一定の脅迫が行われた場合（手段性の有無は問わない（51））

には加重構成要件（ 5 号）が適用される。

イスタンブール条約の採択とこれに伴うヨーロッパ各国の性犯罪処

罰規定の見直しの背景には、性暴力に対する見方の変化や被害者の保

護の強化等を指摘することができる。とくに、ジェンダーという視点

から、女性の権利の尊重、女性に対するエンパワメントの促進という

要請が働いている。こうした国際的な意識の変化の中で、暴行脅迫を

手段として用いることを犯罪成立の基本要件とすることが、とくに女

性の尊厳や自由が十分に尊重されず、その権利保護に欠ける面がある

という認識を広めてきたのであろう。もしそうであるとすれば、暴

行・脅迫要件の撤廃と不同意性交の犯罪化というテーマは、人権に対

する基本的な認識の変化に根差す問題でもあり、憲法上も考慮すべき
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事柄であるということができる。日本学術会議において、国際的な動

向を踏まえ、「暴行又は脅迫」「抗拒不能」といった要件を排除して、

「同意の有無」（52）を中核とする刑法改正の提言（53）を行っているのも、以

上の認識に基づいているといえよう。

４．「在るべき」立法に向けた議論

立法は、何らかの目的をもって、そしてその目的を達成する手段を

選択するという「目的─手段」思考を基本とする（54）。立法を検討する

に当たり、適切な目的（55）の設定とそれを実現する手段の合理性は最も

基本的で重要な課題である。もし、性犯罪規定を改正する目的（のな

か）に、ジェンダーの是正と性に関する尊厳の確保を含むとすれば、

日本においても、─批准していないとしても─イスタンブール条約や、

各国の改正を巡って、もっと積極的で活発な議論が必要であったので

はないだろうか（56）。

刑事法研究者の間では、強制性交等罪における暴行・脅迫要件の撤

廃につき、積極的にこれを主張する見解（57）も増えているが、慎重論も

根強く主張されている。その理由について整理すると、 2 つの観点を

区別することができる。その一つは、立法（改正）の必要性という観点

からこれを否定する見解（58）であり、もう一つが不同意性交処罰の条文

化という観点から、当罰的行為の特定ないし可罰的範囲の確定の困難

さおよびこれに基づく構成要件の不明確性を理由とする慎重論（59）であ

る。

被害者団体等からは積極的な改正が求められているのであるが、一

方で刑事法研究者に慎重論が少なくないという状況の背景に、両者間

における性被害に対する認識の隔たりが存在しているように思われる。

これを乗り越えるためには、性被害の実態を適切に把握するという作

業とそれに基づく資料が必要である。立法に当たって、その目的と手

段が重要であるが、これを検討するためには立法事実としての実態調

査とその分析・評価を欠くことができない（60）。立法について検討する

上で、どのような被害実態が存在するのかを明らかにすることは非常
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事柄であるということができる。日本学術会議において、国際的な動

向を踏まえ、「暴行又は脅迫」「抗拒不能」といった要件を排除して、

「同意の有無」（52）を中核とする刑法改正の提言（53）を行っているのも、以

上の認識に基づいているといえよう。

４．「在るべき」立法に向けた議論

立法は、何らかの目的をもって、そしてその目的を達成する手段を

選択するという「目的─手段」思考を基本とする（54）。立法を検討する

に当たり、適切な目的（55）の設定とそれを実現する手段の合理性は最も

基本的で重要な課題である。もし、性犯罪規定を改正する目的（のな

か）に、ジェンダーの是正と性に関する尊厳の確保を含むとすれば、

日本においても、─批准していないとしても─イスタンブール条約や、

各国の改正を巡って、もっと積極的で活発な議論が必要であったので

はないだろうか（56）。

刑事法研究者の間では、強制性交等罪における暴行・脅迫要件の撤

廃につき、積極的にこれを主張する見解（57）も増えているが、慎重論も

根強く主張されている。その理由について整理すると、 2 つの観点を

区別することができる。その一つは、立法（改正）の必要性という観点

からこれを否定する見解（58）であり、もう一つが不同意性交処罰の条文

化という観点から、当罰的行為の特定ないし可罰的範囲の確定の困難

さおよびこれに基づく構成要件の不明確性を理由とする慎重論（59）であ

る。

被害者団体等からは積極的な改正が求められているのであるが、一

方で刑事法研究者に慎重論が少なくないという状況の背景に、両者間

における性被害に対する認識の隔たりが存在しているように思われる。

これを乗り越えるためには、性被害の実態を適切に把握するという作

業とそれに基づく資料が必要である。立法に当たって、その目的と手

段が重要であるが、これを検討するためには立法事実としての実態調

査とその分析・評価を欠くことができない（60）。立法について検討する

上で、どのような被害実態が存在するのかを明らかにすることは非常
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に重要で、必要不可欠な作業である。この作業を通じて得られたデー

タを共有することによって、両者の間に横たわる溝を一定程度埋める

ことが期待できるのではないだろうか。実態調査 WG によって不起訴

となった事件等も調査対象として取り上げ、実務上の取扱いについて

相当程度明らかにされてきたが、さらに性被害の実態とその分析につ

いて実証的なデータの収集が必要である。立法事実を具体的に明らか

にし、データ、エビデンスに基づきつつ、立法目的および手段の合理

性について検討し、議論を重ねることが大切である。

立法に関する検討や考察は、「刑事立法の活性化」の時代といわれる

今日、なお一層刑事法研究者が取り組まねばならない分野であり、解

釈学の知見に止まらず、実証性のあるデータに基づいた合理的な議論

に積極的にコミットすることが、強く社会から期待され、求められて

いるといえよう。

（ 1 ）	 以上の経緯につき、前澤貴子「性犯罪規定に係る刑法改正法案の概
要」調査と情報（国立国会図書館）962号（2017） 1 - 2 頁。

（ 2 ）	 その第 9 分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中で、「性犯罪
への対策の推進」が掲げられ、具体的施策として「性犯罪への厳正な対処
等」において、「女性に対する性犯罪への対処のため、平成16年の刑法改
正の趣旨も踏まえ、関係諸規定を厳正に運用し、適正かつ強力な性犯罪捜
査を推進するとともに、適切な科刑の実現に努める。さらに、強姦罪の見
直し（非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等）など性
犯罪に関する罰則の在り方を検討する。」とされた。

（ 3 ）	 平成16年刑法等改正に際し、衆議院法務委員会では「性的自由の侵害
に係る罰則の在り方については，強盗罪等の法定刑の適正化を図りつつ，
それらとの権衡を考慮し，さらに検討に努めること。」、参議院法務委員会
では「性的自由の侵害に係る罰則の在り方については，被害の重大性等に
かんがみ，さらに検討すること。」を、それぞれ政府に特段の配慮を求め
る付帯決議が行われた。また、平成22年刑法等改正に当たり、衆議院法務
委員会において「性犯罪やひき逃げ事案等，人を死亡させた犯罪以外の犯
罪についても，事案の実態や犯罪被害者等を含めた国民の意識を十分に踏
まえつつ，公訴時効を含めた処罰の在り方について更に検討すること。」、
参議院法務委員会においても「性犯罪については，被害者等の声を十分に
踏まえつつ，罰則の在り方及び	公訴時効期間について更に検討するこ
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と。」を要請する附帯決議が行われた。
（ 4 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001128042.pdf（以下、Web 上のデータ

を引照している場合、最終閲覧日はすべて2021年 6 月10日である。）
（ 5 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001130483.pdf
（ 6 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001154848.pdf
（ 7 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001162242.pdf
（ 8 ）	「法制審議会第177回会議議事録」（http://www.moj.go.jp/content/	

001252017.pdf） 4 頁、 5 頁参照。
（ 9 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001185581.pdf
（10）	 加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法の一部改正に関する法制審議

会の答申」法律のひろば69巻10号（2016）50-51頁。
（11）	 改正法の概要につき、立案関係者による説明として、松井哲也・今井

將人「刑法の一部を改正する法律について」法曹時報69巻11号（2017）
211頁以下、今井將人「『刑法の一部を改正する法律』の概要」研修830号

（2017）39頁以下、加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正について」
法律のひろば70巻 8 号（2017）52頁以下、同「性犯罪に対処するための

『刑法の一部を改正する法律』の概要」刑事法ジャーナル53号（2017）73
頁以下、田野尻猛「性犯罪の罰則整備に関する刑法改正の概要」論究ジュ
リスト23号（2017）112頁以下、岡田志乃布「刑法の一部を改正する法律
について」警察学論集70巻10号（2017）67頁以下。改正法案の概要につい
ては、前澤・注（ 1 ）3 頁以下。

（12）	 最高裁昭和24年 5 月10日刑集 3 巻 6 号711頁。この定義は、小野清一
郎博士の見解に拠る（佐々木和夫「強姦罪における暴行・脅迫の程度─最
判昭和24年 5 月10日以前の学説を中心として─」町野朔ほか編『岩井宜子
先生古稀祝賀論文集　刑法・刑事政策と福祉』（2011・信山社）383頁）。

（13）	「性犯罪の罰則に関する検討会」第 6 回議事録 4 - 5 頁。この見解は、
既に、井田良「性犯罪処罰規定の改正についての覚書」慶應法学31号

（2015）51-53頁で示されており、井田教授は、立法レベルの問題ではなく、
事実認定のあり方の問題であると指摘されていた（同53頁）。意思に反す
ることと暴行・脅迫の存在をイコールとして考える点につき、科学的知見
に基づいた経験則を備えていないとする批判が加えられている（島岡まな

「性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的検討」慶應法学37号
（2017）32頁（40））。

（14）	 以 上 に つ き、 第 6 回 議 事 録 2 -11頁（http://www.moj.go.jp/
content/001138926.pdf）参照。

（15）	 各委員の意見に関する最終的な要約につき、「取りまとめ報告書」
18-20頁（http://www.moj.go.jp/content/001154850.pdf）参照。

（16）	 第 2 回議事録（http://www.moj.go.jp/content/001172417.pdf）18頁以
下参照。
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と。」を要請する附帯決議が行われた。
（ 4 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001128042.pdf（以下、Web 上のデータ

を引照している場合、最終閲覧日はすべて2021年 6 月10日である。）
（ 5 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001130483.pdf
（ 6 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001154848.pdf
（ 7 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001162242.pdf
（ 8 ）	「法制審議会第177回会議議事録」（http://www.moj.go.jp/content/	

001252017.pdf） 4 頁、 5 頁参照。
（ 9 ）	 http://www.moj.go.jp/content/001185581.pdf
（10）	 加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法の一部改正に関する法制審議

会の答申」法律のひろば69巻10号（2016）50-51頁。
（11）	 改正法の概要につき、立案関係者による説明として、松井哲也・今井

將人「刑法の一部を改正する法律について」法曹時報69巻11号（2017）
211頁以下、今井將人「『刑法の一部を改正する法律』の概要」研修830号

（2017）39頁以下、加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正について」
法律のひろば70巻 8 号（2017）52頁以下、同「性犯罪に対処するための

『刑法の一部を改正する法律』の概要」刑事法ジャーナル53号（2017）73
頁以下、田野尻猛「性犯罪の罰則整備に関する刑法改正の概要」論究ジュ
リスト23号（2017）112頁以下、岡田志乃布「刑法の一部を改正する法律
について」警察学論集70巻10号（2017）67頁以下。改正法案の概要につい
ては、前澤・注（ 1 ）3 頁以下。

（12）	 最高裁昭和24年 5 月10日刑集 3 巻 6 号711頁。この定義は、小野清一
郎博士の見解に拠る（佐々木和夫「強姦罪における暴行・脅迫の程度─最
判昭和24年 5 月10日以前の学説を中心として─」町野朔ほか編『岩井宜子
先生古稀祝賀論文集　刑法・刑事政策と福祉』（2011・信山社）383頁）。

（13）	「性犯罪の罰則に関する検討会」第 6 回議事録 4 - 5 頁。この見解は、
既に、井田良「性犯罪処罰規定の改正についての覚書」慶應法学31号

（2015）51-53頁で示されており、井田教授は、立法レベルの問題ではなく、
事実認定のあり方の問題であると指摘されていた（同53頁）。意思に反す
ることと暴行・脅迫の存在をイコールとして考える点につき、科学的知見
に基づいた経験則を備えていないとする批判が加えられている（島岡まな

「性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的検討」慶應法学37号
（2017）32頁（40））。

（14）	 以 上 に つ き、 第 6 回 議 事 録 2 -11頁（http://www.moj.go.jp/
content/001138926.pdf）参照。

（15）	 各委員の意見に関する最終的な要約につき、「取りまとめ報告書」
18-20頁（http://www.moj.go.jp/content/001154850.pdf）参照。

（16）	 第 2 回議事録（http://www.moj.go.jp/content/001172417.pdf）18頁以
下参照。
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（17）	 国会での議論については、内田亜也子「被害の実態に即した性犯罪施
策の課題⑴─平成29年刑法改正に関する国会議論─」立法と調査424号

（2020） 3 頁以下参照。
（18）	 内田・注（17）8 頁。
（19）	 内田・注（17）9 頁。
（20）	 内田・注（17）7 - 8 頁、 8 頁注11。
（21）	 角田由紀子「性犯罪法の改正」論究ジュリスト23号（2017）121頁以下、

深町晋也「性犯罪」法学教室457号（2018）113頁参照。
（22）	 辰井聡子「性犯罪に関する刑法改正」刑事法ジャーナル55号（2018）

5 頁。
（23）	 http://www.moj.go.jp/content/001323987.pdf
（24）	 http://www.moj.go.jp/content/001327158.pdf
（25）	「性犯罪に関する刑事法検討会」取りまとめ報告書 5 頁。
（26）	 井田良座長は検討会の課題を「不同意性交のいろいろな形を過不足な

く捉えて文言化した規定の提案を行うということであり，それが我々に求
められているところだと思う」と発言されている（第 8 回議事録〔http://
www.moj.go.jp/content/001338613.pdf〕 7 頁）。

（27）	 以上につき、第 8 回議事録 5 頁以下参照。
（28）	 注（25）6 -10頁。
（29）	 嶋矢貴之「性犯罪における『暴行脅迫』について」法律時報88巻11号

（2016）71頁。
（30）	 嘉門優「性犯罪規定の見直しに向けて─不同意性交等罪の導入に対す

る疑問─」立命館法学387・388号（2019）63頁。裁判例の分析として、神
山千之「合意による性交と強姦の境」刑事法ジャーナル27号（2011）53頁
以下。

（31）	 岡田・注（11）82頁参照。
（32）	 井田良「性犯罪処罰規定における暴行・脅迫要件をめぐって」法曹時

報72巻 2 号（2020）277頁。
（33）	 芦部信義（高橋和之補訂）『憲法　第 6 版』（2015・岩波書店）193頁

以下、佐藤幸治『日本国憲法論　第 2 版』（2020・成文堂）713頁以下など
参照。

（34）	 最高裁昭和48年 4 月 4 日判決（刑集27巻 3 号265頁）。
（35）	 最高裁平成25年 9 月 4 日決定（民集67巻 6 号1320頁）。
（36）	 とくに憲法の観点から、刑事立法に対する批判的な判断の枠組みを考

察する研究として、上田正樹『その行為、本当に処罰しますか　憲法的刑
事立法論序説』（2016・弘文堂）が重要である。この研究を踏まえ、性犯
罪処罰における立法の在り方について分析・検討が行われている（「性犯
罪処罰規定の見直しに関する議論について」神奈川法学53巻 2 号（2020）
87-91頁参照）。
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（37）	 西原博史「憲法構造における立法の位置と立法学の役割」西原博史編
『立法学のフロンティア 2 　立法システムの再構築』（2014・ナカニシヤ出
版）24頁。

（38）	 刑事立法の分析枠組という観点から、仲道教授は、合憲性審査を刑事
立法の外側の〈限界〉、刑法理論に基づく討議・提案を内側の〈討議の場〉
として理解する 2 段階構造を指摘されている（仲道祐樹「法益論・危害原
理・憲法判断─刑事立法の分析枠組に関する比較法的考察─」比較法学53
巻 1 号（2019）65頁）。憲法適合性を予定した立法内容のチェックとその
中での在るべき立法の検討とは区別されるべきであるけれども、後者の場
合にも刑法理論とともに憲法理論・人権論が反映されるべきであると理解
すれば、議論の実質的な内容という面では前者と後者の間に連続性を認め
ることができる。

（39）	 女子差別撤廃委員会「日本の第 7 回及び第 8 回合同定期報告に関する
最終見解」（2016年 3 月）23.（c）（https://www.gender.go.jp/international/
int_kaigi/int_teppai/pdf/CO7-8_j.pdf）

（40）	 日本はオブザーバー国である（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
ce/index.html）。なお、欧州評議会で採択された「サイバー犯罪条約」は、
日本も批准・承認しており、国内的に発効している。

（41）	 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/210

（42）	 フランス、イタリア、スペイン、スェーデン、ノルウエー、デンマー
ク、オランダ、オーストリア等をはじめ、2018年にドイツ、スイスにおい
ても発効している。（https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/210/signatures?p_auth=CX7foevq）

（43）	 今井雅子「欧州評議会『イスタンブール条約』」国際女性 No.29（2015）
84頁。条約作成の経緯につき、森秀勲「欧州評議会イスタンブール条約」
立法と調査425号（2020）31頁。

（44）	 同条約第36条の規定である。同条は次のように規定している（訳文は、
平野裕二仮訳「欧州評議会　女性に対する暴力およびドメスティック・バ
イオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約」による https://
w.atwiki.jp/childrights/pages/36.html。）
1 ．締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保する
ため、必要な立法上その他の措置をとる。
ａ	．同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または

物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。
ｂ	．人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。
ｃ	．他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわ

せること。
2 ．同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。
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（37）	 西原博史「憲法構造における立法の位置と立法学の役割」西原博史編
『立法学のフロンティア 2 　立法システムの再構築』（2014・ナカニシヤ出
版）24頁。

（38）	 刑事立法の分析枠組という観点から、仲道教授は、合憲性審査を刑事
立法の外側の〈限界〉、刑法理論に基づく討議・提案を内側の〈討議の場〉
として理解する 2 段階構造を指摘されている（仲道祐樹「法益論・危害原
理・憲法判断─刑事立法の分析枠組に関する比較法的考察─」比較法学53
巻 1 号（2019）65頁）。憲法適合性を予定した立法内容のチェックとその
中での在るべき立法の検討とは区別されるべきであるけれども、後者の場
合にも刑法理論とともに憲法理論・人権論が反映されるべきであると理解
すれば、議論の実質的な内容という面では前者と後者の間に連続性を認め
ることができる。

（39）	 女子差別撤廃委員会「日本の第 7 回及び第 8 回合同定期報告に関する
最終見解」（2016年 3 月）23.（c）（https://www.gender.go.jp/international/
int_kaigi/int_teppai/pdf/CO7-8_j.pdf）

（40）	 日本はオブザーバー国である（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/
ce/index.html）。なお、欧州評議会で採択された「サイバー犯罪条約」は、
日本も批准・承認しており、国内的に発効している。

（41）	 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/210

（42）	 フランス、イタリア、スペイン、スェーデン、ノルウエー、デンマー
ク、オランダ、オーストリア等をはじめ、2018年にドイツ、スイスにおい
ても発効している。（https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/210/signatures?p_auth=CX7foevq）

（43）	 今井雅子「欧州評議会『イスタンブール条約』」国際女性 No.29（2015）
84頁。条約作成の経緯につき、森秀勲「欧州評議会イスタンブール条約」
立法と調査425号（2020）31頁。

（44）	 同条約第36条の規定である。同条は次のように規定している（訳文は、
平野裕二仮訳「欧州評議会　女性に対する暴力およびドメスティック・バ
イオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約」による https://
w.atwiki.jp/childrights/pages/36.html。）
1 ．締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保する
ため、必要な立法上その他の措置をとる。
ａ	．同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または

物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。
ｂ	．人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。
ｃ	．他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわ

せること。
2 ．同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。
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当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される。
3 ．締約国は、 1 の規定が、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶
者またはパートナーに対して行なわれた行為にも適用されることを確保
するため、必要な立法上その他の措置をとる。

（45）	 ヨーロッパ諸国における同意のない性交に関する規定につき、小沢春
希「強制性交等罪の構成要件緩和─欧州における同意のない性交の罪─」
調査と情報（国立国会図書館）1076号（2019） 1 頁以下。さらに、各国の
性犯罪処罰規定に関する紹介・検討を行った詳細な文献として、樋口亮
介・深町晋也編『性犯罪規定の比較法研究』（2020・成文堂）がある。

（46）	 この改正につき、岡上雅美「ドイツにおける新たな性刑法の展開─暴
行・脅迫要件のない立法例に関する一考察─」高橋則夫ほか編『日髙義博
先生古稀祝賀論文集　下巻』（2018・成文堂）169頁以下（岡上教授は、ド
イツの改正に対して批判的である〔183-184頁参照〕）、嘉門優『法益論』

（2019・成文堂）202頁以下、川口浩一「強姦罪から不同意性交等罪へ─性
刑法の基本類型の比較法的考察」法政研究85巻 3 ・ 4 号（2019）1286頁以
下、樋口・深町編・注（40）338頁以下〔深町晋也〕参照。

（47）	 この刑法改正では、第177条の規定が改められたばかりでなく、第13
章に新たに第184条 i の規定が追加された。これは、セクシャル・ハラス
メント（Sexuelle	Belästigung）の処罰規定である。これにつき、井田良

「ドイツにおけるセクシャル・ハラスメント罪の新設について」比較法雑
誌53巻 1 号（2019）15頁以下、同「ドイツにおけるハラスメントの法規制」
刑事法ジャーナル60号（2019）30頁以下参照。

（48）	 改正後の第177条 1 項の規定は次の通りである（訳文は、深町・注（40）
341-342頁による）。
「他の者の認識可能な意思に反して、この者に対して性的行為を行い、

若しくは、この者に性的行為を行わせ、又は、この者に第三者に対する若
しくは第三者による性的行為を行い若しくは甘受するように決意させた者
は、 6 月以上 5 年以下の自由刑に処する。」

2 項では、被害者の脆弱性を利用する場合（たとえば、反対意思を形成
したり表明できない状況〔 1 号〕、身体的・精神的な状態に基づき意思の
形成・表明が著しく限定されている場合〔 2 号〕、驚愕の瞬間を利用する
場合〔 3 号〕、被害者に抵抗した場合に相当の害悪を生じる恐れがある状
況を利用する場合〔 4 号〕、相当の害悪を加える旨の脅迫により性的な行
為を行い、甘受することを強要した場合〔 5 号〕）について、 1 項と同様
であると規定されている。 3 項は、 1 ・ 2 項の未遂処罰の規定である。 4
項は、意思形成・表明能力の欠如が被害者の疾病・障害による場合の規定

（ 1 年以上の自由刑）である。そして、 5 項では、被害者に対して、暴行
や（身体・生命に対する現在の危険を伴う）脅迫を行う場合、被害者が保
護のない状態で行為者の影響下に委ねられた状況を利用する場合につき、
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1 年以上の自由刑が定められており、 6 項でとくに重い事案に対して 2 年
以上の自由刑と定め、特に重い事案として認められる場合として、強姦と
複数による共同犯行が明示されている。

（49）	 これは、暴行・脅迫といった手段により被害者の意思形成に影響を与
え、そのうえで被害者の同意のない性行為を必要とする「二段階モデル」
から、被害者の意思の抑圧を要求しない「一段階モデル」への転換という
ことができる（嘉門優「ドイツ刑法における『被害者の意思に反する

（gegen	den	Willen	des	Opfers）』要件の展開─ドイツ刑法177条の改正の動
きを中心に─」川端博ほか編『理論刑法学の探求 9 』（2016・成文堂）283
頁）。

（50）	 BT-Drucks . 1 8/9097 ,S . 2 2 . 	 Vg l .K i n d h ä u s e r / N e u m a n n /
Paeffgen,StGB,Bd.2,5.Aufl.,2017,S.1366〔Frommel〕.	 岡上・注（40）174頁、
樋口・深町343頁〔深町〕。

（51）	 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,a.a.O.,S.1374〔Frommel〕.
（52）	 不同意性交を処罰化する場合に、性交に対する同意とは何かという問

題も重要である。この点につき、齋藤梓・大竹裕子「当事者にとっての性
交『同意』とは─性暴力被害当事者の視点から望まない性交が発生するプ
ロセスをとらえる─」年報公共政策学（北海道大学）13号（2019）201-
202頁参照。

（53）	 日本学術会議「提言　『同意の有無』を中核に置く刑法改正に向けて
─性暴力に対する国際人権基準の反映─」（2020） 3 頁以下（http://www.
scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t298-5.pdf）。

（54）	 川㟢政司「立法における法・政策・政治の交錯とその『質』をめぐる
対応のありかた」井田良・松原芳博編『立法学のフロンティア 3 　立法実
践の変革』（2014・ナカニシヤ出版）52頁。さらに、大森政輔・鎌田薫編

『立法学講義（補遺）』（2011・商事法務） 8 -12頁。
（55）	 立法の目的には、国の政策目標やその都度その都度の個別課題の解決

を図る等、さまざまの要素が複合的に含まれ得る。刑法学の立場では、刑
法の目的と関連して、どのような法益を保護するのかという点も重要であ
る。この点に関連して、強制性交等罪（旧強姦罪）の保護法益につき、性
的自由・性的自己決定権と解するのが今日の通説であるところ、この点の
強調が一方で被害者による抵抗の存否が同意の有無と結びつけられて判断
する傾向をもたらしていると指摘されている（木村光江「強姦罪の理解の
変化─性的自由に対する罪とすることの問題性─」法曹時報55巻 9 号

（2003） 9 -10頁、同「性犯罪の法的規制と性的自由に対する罪」岩瀬徹ほ
か編『町野朔先生古稀記念　刑事法・医事法の新たな展開　上巻』（2014）
444頁、452頁）。さらに、近時、法益理解として「性的尊厳」（辰井聡子

「『自由に対する罪』の保護法益─人格に対する罪としての再構成」岩瀬徹
ほか編『町野朔先生古稀記念　刑事法・医事法の新たな展開　上巻』
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1 年以上の自由刑が定められており、 6 項でとくに重い事案に対して 2 年
以上の自由刑と定め、特に重い事案として認められる場合として、強姦と
複数による共同犯行が明示されている。

（49）	 これは、暴行・脅迫といった手段により被害者の意思形成に影響を与
え、そのうえで被害者の同意のない性行為を必要とする「二段階モデル」
から、被害者の意思の抑圧を要求しない「一段階モデル」への転換という
ことができる（嘉門優「ドイツ刑法における『被害者の意思に反する

（gegen	den	Willen	des	Opfers）』要件の展開─ドイツ刑法177条の改正の動
きを中心に─」川端博ほか編『理論刑法学の探求 9 』（2016・成文堂）283
頁）。

（50）	 BT-Drucks . 1 8/9097 ,S . 2 2 . 	 Vg l .K i n d h ä u s e r / N e u m a n n /
Paeffgen,StGB,Bd.2,5.Aufl.,2017,S.1366〔Frommel〕.	 岡上・注（40）174頁、
樋口・深町343頁〔深町〕。

（51）	 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,a.a.O.,S.1374〔Frommel〕.
（52）	 不同意性交を処罰化する場合に、性交に対する同意とは何かという問

題も重要である。この点につき、齋藤梓・大竹裕子「当事者にとっての性
交『同意』とは─性暴力被害当事者の視点から望まない性交が発生するプ
ロセスをとらえる─」年報公共政策学（北海道大学）13号（2019）201-
202頁参照。

（53）	 日本学術会議「提言　『同意の有無』を中核に置く刑法改正に向けて
─性暴力に対する国際人権基準の反映─」（2020） 3 頁以下（http://www.
scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t298-5.pdf）。

（54）	 川㟢政司「立法における法・政策・政治の交錯とその『質』をめぐる
対応のありかた」井田良・松原芳博編『立法学のフロンティア 3 　立法実
践の変革』（2014・ナカニシヤ出版）52頁。さらに、大森政輔・鎌田薫編

『立法学講義（補遺）』（2011・商事法務） 8 -12頁。
（55）	 立法の目的には、国の政策目標やその都度その都度の個別課題の解決

を図る等、さまざまの要素が複合的に含まれ得る。刑法学の立場では、刑
法の目的と関連して、どのような法益を保護するのかという点も重要であ
る。この点に関連して、強制性交等罪（旧強姦罪）の保護法益につき、性
的自由・性的自己決定権と解するのが今日の通説であるところ、この点の
強調が一方で被害者による抵抗の存否が同意の有無と結びつけられて判断
する傾向をもたらしていると指摘されている（木村光江「強姦罪の理解の
変化─性的自由に対する罪とすることの問題性─」法曹時報55巻 9 号

（2003） 9 -10頁、同「性犯罪の法的規制と性的自由に対する罪」岩瀬徹ほ
か編『町野朔先生古稀記念　刑事法・医事法の新たな展開　上巻』（2014）
444頁、452頁）。さらに、近時、法益理解として「性的尊厳」（辰井聡子

「『自由に対する罪』の保護法益─人格に対する罪としての再構成」岩瀬徹
ほか編『町野朔先生古稀記念　刑事法・医事法の新たな展開　上巻』
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（2014）425頁。なお、辰井聡子「刑法における人の『尊厳』─価値を論じ
るために」法学セミナー748号（2017）26頁、28-29頁参照）、「人格的統合
性」（和田俊憲「鉄道における強姦罪と公然性」慶應法学31号（2015）264
頁）に求める見解も有力である（このほか、「身体的内密領域」を保護の
実体とする見解として、井田良「性犯罪の保護法益をめぐって」研修806
号（2015） 8 頁）。これに対して、佐伯仁志「刑法における自由の保護」
法曹時報67巻 9 号（2015）36-37頁参照。

（56）	 もちろん、このような立法目的を設定したからと言って、直ちに不同
意性交のすべてを犯罪化すべきであるということにはならない。当罰性と
いう見地から、さらに処罰が相当な場合とそうでない場合とを区別し、刑
事規制による手段が適当であるかどうかを検討しなければならない。

（57）	 岩井宜子「性犯罪規定の見直し」神奈川法学43巻 1 号（2010）137頁、
島岡まな「強制性交等罪における暴行・脅迫要件について─性犯罪の立証
責任はだれが負うべきか─」高橋則夫ほか編『日髙義博先生古稀祝賀論文
集　下巻』（2018・成文堂）139-140頁、川口・注（45）1296頁、上田・注

（53）108-110頁など。
（58）	 嘉門・注（30）66頁、葛原力三「性形法の改正について」関西大学法学

論集70巻 2 ・ 3 号（2020）161-162頁など。
（59）	 佐久間修「いわゆる性犯罪と性暴力の罪」高橋則夫ほか編『日髙義博

先生古稀祝賀論文集　下巻』（2018・成文堂）92頁、葛原・注（52）157頁な
ど。立証上の問題を指摘するものとして、木村・注（53）「性犯罪の法的規
制と性的自由に対する罪」452頁。

（60）	 松原教授は、刑事立法における立法事実に対する関心の希薄さを指摘
されている（松原芳博「立法化の時代における刑法学」井田良・松原芳博
編『立法学のフロンティア 3 　立法実践の変革』（2014・ナカニシヤ出版）
136頁）。
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The Influence of Christian Thomasius on the 
Private Law System in Kant’s Doctrine of Right

Takashi Izumo*

1 ．Introduction

This study aims to explain the extent to which Immanuel Kant （1724–

1804） deeply understood jurisprudence by referring to several jurists 

whose works Kant privately possessed or whose names were cited in 

those works, especially the influence of Christian Thomasius （1655–1728） 

on Kant’s Doctrine of Right （in German: Rechtslehre, 1797） from a legal 

history viewpoint.

In his lecture at the University of Königsberg, Kant famously alluded 

to the fifth edition of Gottfried Achenwall’s （1719–1772） Natural Law 

（in Latin: Jus Naturae）.（ 1 ） Scholars have since compared it with the 

（＊） Associate Professor at Nihon University College of Law, Tokyo, Japan. 
This work was supported by JSPS KAKENHI Grant–in–Aid for Early–
Career Scientists Number JP20K13307. In terms of citation and abbreviation, 
this study basically follows “Hinweise für Autoren_2019” of Kant–Studien. 
<https://www.degruyter.com/journal/key/KANT/html> accessed on May 1, 
2021. The author would like to thank MARUZEN-YUSHODO Co., Ltd. 
(https://kw.maruzen.co.jp/kousei-honyaku/) for the English language 
editing.

（ 1 ） Achenwall, Gottfried: Natural Law. Edited by Kleingeld, Pauline, 
translated by Vermeulen, Corinna. London 2020, xiii. In this study, for citing 
Achenwall, each part number is given in Roman numerals and each paragraph 
number in Arabic numerals （e.g., Pars 1, §1 will be described as I1）.
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Doctrine of Right and examined their similarities or differences. For 

example, Byrd （2010） saw Achenwall’s strong influence on Kant in the 

concept of “permissive law” （in Latin: lex permissiva） because of a 

similarity in their theories.（ 2 ） Furthermore, backward reasoning has 

helped reconstruct Kant’s theory from the assumption that Achenwall 

must have influenced him; for instance, according to Byrd （2010）, “[i]f 

one combines Kant’s ideas on holding or having something as one’s own 

and Achenwall’s element of intent, one can conclude that a person can 

take an external thing and have it under her control for a period of 

time with the intent that the thing be her own.”（ 3 ）

However, in these cases, the possibility that Kant followed jurists 

other than Achenwall remains. In the latter issue of “holding” （in 

German: Detentio）, for instance, Kant may have been inspired by the 

traditional distinction between natural and civil possession in Roman 

law, as the former means physical contact with things whereas the 

latter is concerned with the intent of proprietorship according to 

medieval jurisprudence,（ 4 ） and this popular definition is consistent with 

Kant’s idea. Therefore, a similarity between Kant and Achenwall does 

not always mean that he referred to this versatile jurist.

This study mainly compares between several issues in which Kant 

disagreed with Achenwall and tests the possibility that Kant read 

（ 2 ） Byrd, B. Sharon: Intelligible possession of objects of choice. In: 
Denis, Lara （ed.）: Kant’s Metaphysics of Morals: A Critical Guide. 
Cambridge 2010, 104.

（ 3 ） Ibid., at 106.
（ 4 ） Bruns, Karl Georg: Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der 

Gegenwart. Tübingen 1848, 103–113. The interpretation of Roman law that 
civil possession relates to the intent of proprietorship is also found in 
books of famous natural theorists. E.g., see Pufendorf, Samuel von: De 
Jure Naturae et Gentium. Lund 1672, Lib. 4, Cap. 9, §6, 529f.
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Doctrine of Right and examined their similarities or differences. For 

example, Byrd （2010） saw Achenwall’s strong influence on Kant in the 

concept of “permissive law” （in Latin: lex permissiva） because of a 

similarity in their theories.（ 2 ） Furthermore, backward reasoning has 

helped reconstruct Kant’s theory from the assumption that Achenwall 

must have influenced him; for instance, according to Byrd （2010）, “[i]f 

one combines Kant’s ideas on holding or having something as one’s own 

and Achenwall’s element of intent, one can conclude that a person can 

take an external thing and have it under her control for a period of 

time with the intent that the thing be her own.”（ 3 ）

However, in these cases, the possibility that Kant followed jurists 

other than Achenwall remains. In the latter issue of “holding” （in 

German: Detentio）, for instance, Kant may have been inspired by the 

traditional distinction between natural and civil possession in Roman 

law, as the former means physical contact with things whereas the 

latter is concerned with the intent of proprietorship according to 

medieval jurisprudence,（ 4 ） and this popular definition is consistent with 

Kant’s idea. Therefore, a similarity between Kant and Achenwall does 

not always mean that he referred to this versatile jurist.

This study mainly compares between several issues in which Kant 

disagreed with Achenwall and tests the possibility that Kant read 

（ 2 ） Byrd, B. Sharon: Intelligible possession of objects of choice. In: 
Denis, Lara （ed.）: Kant’s Metaphysics of Morals: A Critical Guide. 
Cambridge 2010, 104.

（ 3 ） Ibid., at 106.
（ 4 ） Bruns, Karl Georg: Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der 

Gegenwart. Tübingen 1848, 103–113. The interpretation of Roman law that 
civil possession relates to the intent of proprietorship is also found in 
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Thomasius’s work On Ownership and Its General Nature in View of 

German Private Law （in Latin: De Dominio et Ejus Natura in Genere 

Intuitu Juris Germanici Privati, hereafter called On Ownership）,（ 5 ） which 

was published in 1721 and referenced by Achenwall in Natural Law. 

Kant plausibly knew the title at least, as this work was prominently 

cited in the fifth edition of Natural Law.（ 6 ） However, this does not prove 

that Kant thoroughly studied this work; whether Kant knew only its title 

or earnestly read it requires additional evidence. Hence, Chapter 3 of 

this study will show some proof whereas Chapter 2 will explain why 

Thomasius’s undistinguished work was cited in Natural Law. In addition, 

this study will prove that Kant widely read some legal books that he 

had in his private study, especially the work of German jurist Ludwig 

Julius Friedrich Höpfner （1743–1797）, who played an important role in 

the conception of “mine or yours”. This study concludes by explaining 

its contribution to future interdisciplinary research and showing that 

Kant studied jurisprudence more thoroughly than previously surmised.

2  ．Historical Background: Thomasius’s Life Work Institutiones 

Jurisprudentiae Germanicae

On Ownership was published in 1721 as the dissertation of Johann 

Georg Franck （details unknown）,（ 7 ） an ordinary advocate in Germany. 

（ 5 ） The author translated the dissertation into Japanese. Thomasius, 
Christian and Franck, Johann Georg: 翻訳 ゲルマン私法からみた所有とそ
の自然本性七般について . Translated by Izumo, Takashi. Nihon Hogaku 
Vol. 86, No. 4 （2021） 31–61.

（ 6 ） See the reference in Achenwall, Gottfried: Jus Naturae. 5th ed. Pars 
1. Göttingen 1763, 117. Achenwall cited the reprinted edition, which was 
published in 1730. Also see Achenwall, supra note 1, at 49.

（ 7 ） The famous theologist Johann Georg Frank （1669–1747） was probably 
a different person with the same name, as he was not a lawyer.
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As Schubart–Fikentscher （1970） pointed out,（ 8 ） dissertations in the early 

modern ages were not always written by candidates; rather, their chief 

examiners sometimes helped them directly or indirectly─a collaboration 

that academic rule today regards a dishonest act. Of course, whether a 

chief examiner helped their candidate cannot be easily verified; however, 

in the case of Franck’s dissertation, Thomasius clearly did; more precisely, 

he publicized his own views through Franck in the following process.

Thomasius planned to write a comprehensive commentary on German 

private law as his life work with the title of Institutes of German 

Jurisprudence （in Latin: Institutiones Jurisprudentiae Germanicae, 

hereafter IJG） or Institutes of German Private Jurisprudence （in Latin: 

Institutiones Jurisprudentiae Germanicae Privatae）.（ 9 ） However, this 

commentary was not published although he showed its draft to his 

doctor student Bastineller and cited part of the draft in his own book 

Foundations of Law of Nature and of Nations （in Latin: Fundamenta 

Juris Naturae et Gentium） as a note added in 1718.（10）

In 1721, Thomasius let his two candidates, Nesen and Franck, write their 

dissertations in the form of a part of that commentary. This can be seen 

in the introduction to Nesen’s dissertation On the Differences of Things 

in View of German Private Law （in Latin: De Rerum Differentiis Intuitu 

Juris Germanici Privati, hereafter it is called On the Differences of Things）; 

（ 8 ） Schubart–Fikentscher, Gertrud: Untersuchungen zur Autorschaft 
von Dissertationen im Zeitalter der Aufklärung. Berlin 1970, 32f. and 43.

（ 9 ） About this uncompleted work, see Izumo, Takashi: Die Gesetzgebungslehre 
im Bereich des Privatrechts bei Christian Thomasius. Frankfurt am 
Main 2016, 43–45.

（10） Thomasius, Christian and Bastineller, Johann Friedrich: De Usu 
Practico Accuratae Distinctionis inter Emtionem cum Pacto de 
Retrovendendo et Contractum Pignoratitium. Halle 1707, §29 （n）, 37. 
Thomasius, Christian: Fundamenta Juris Naturae et Gentium. 4th ed. 
Halle and Leipzig 1718, Lib. 2, Cap. 10, *§21, 240.
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that is, Nesen unexpectedly announced to write IJG.（11） This introduction 

cannot have been approved without Thomasius’s instruction, as it would 

be implausible that Thomasius overlooked his student’s obvious plagiarism 

of his own work. Franck’s On Ownership followed the conception of 

IJG as well and concluded by leaving the subject of possession to posterity 

as follows: “These [i.e., the discussions so far] are sufficient for the theme 

over the nature of dominion. The method of acquisition of single dominion 

[i.e., the method of acquisition when one person alone will own something 

by excluding others] is worthy of specific considerations only after the 

theme over possession and rights which are derived from it would be 

detailed. I would like to relinquish it to others’ diligence” （translated by 

the author, italics by Thomasius）.（12） Unfortunately, the third dissertation, 

about dealing with possession, was never written.

These dissertations did not take attention from other jurists, even from 

Thomasius’s own disciples.（13） Why did Achenwall suddenly cite one of 

（11） Thomasius, Christian and Nesen, Johann Conrad: De Rerum 
Differentiis Intuitu Juris Germanici Privati. Halle 1721, §1, 1. The 
author translated the dissertation into Japanese. Thomasius, Christian and 
Nesen, Johann Conrad: 翻訳 ゲルマン私法からみた物の差異について . 
Translated by Izumo, Takashi. Nihon Hogaku Vol. 86, No. 2/3 （2020） 1–35.

（12） Thomasius, Christian and Franck, Johann Georg: De Dominio et Ejus 
Natura in Genere Intuitu Juris Germanici Privati. Halle 1721, §56, 22: 
“Haec de natura dominii sufficiant. Modi acquirendi dominii singuli 
peculiares meditationes merentur, si prius de possessione et jure inde 
oriundo paulo distinctius actum fuerit, quod aliorum diligentiae relinquo.”

（13） It estranged them from Thomasius that they did not adopt his property–
law–based system, to be more precise, they followed Institutiones Justiniani 
of Roman law by placing jus personarum before jus rerum. Compare the 
sequence of themes in the following books with that of Thomasius. Gundling, 
Nicolaus Hieronymus: Ausführlicher Discours über das Natur– und Völcker–
Recht. Frankfurt and Leipzig 1734.; Heineccius, Johann Gottlieb: Elementa 
Juris Germanici. Two volumes. Halle 1736–1737.; Cocceji, Samuel von: 
Project des Corporis Juris Fridericiani. Two volumes. Halle 1749 and 1751.
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them in Natural Law? It is improbable to assume that Achenwall was 

an ardent follower of Thomasius since Achenwall did not highly regard 

him: “A different road was taken by Christian Thomasius, a fierce enemy 

of received opinions and defender of new ones who is not always consistent; 

he has offered much that had not yet been said, but it is not always better. 

It is different with Heinrich von Cocceji, who much later began to derive 

the precepts of natural law from a new source and to first establish its 

boundaries, carefully distinguishing them from the arguments of the other 

moral disciplines” （translated by Vermeulen）.（14）

Johann Heinrich Christian von Selchow （1732–1795）, a colleague of Achenwall’s 

at the University of Göttingen, seems to have played a decisive role in 

bridging the gap between Thomasius and Achenwall. Selchow collected 

books and articles on German law enthusiastically and often referred to 

Thomasius’s dissertations in his own work.（15） He became an extraordinary 

professor at the University of Göttingen in 1757 and an ordinary professor 

in 1762, while the fourth edition of Natural Law was published in 1758 

and the fifth in 1763. This means that every time Selchow was promoted, 

a new edition of Natural Law was published afterward. The Thomasian 

work was cited in the fourth edition for the first time. In the seventh 

edition, published in 1774 after Achenwall’s death in 1772, Selchow’s 

name appeared on the title page: “with a preface of Johann Heinrich 

Christian de Selchow” （in Latin: cum praefatione Ioannis Henrici Christ. De 

（14） Achenwall, supra note 1, appendix VII, at 23f.
（15） Selchow, Johann Heinrich Christian von: Institutiones Jurisprudentiae 

Germanicae. Hannover 1757, §8, at 7, §18, at 13, §33, at 23, §44, at 32, 
§50, at 38, §55, at 41, §85, at 63, §127, at 89, §203, at 128, §208, at 131, 
§210, at 133, §221f., at 140f., §252, at 157, §255., at 158., §273, at 171, 
§341, at 215, §347, at 218, §351, at 221, §353, at 222, §363, at 230, §382, 
at 242, §407, at 256, §419, at 264, §441, at 276, §465, at 291, and §484, 
at 304. The title of this book may have been inspired by Thomasius’s IJG.
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Selchow）. This implies that Selchow hid his name while helping Achenwall 

revise Natural Law from its fourth edition, and the former’s contribution 

was announced after the latter’s death.

These facts show that the reference to On Ownership in Natural 

Law seems to have been added not by Achenwall but by Selchow, or at 

least Selchow advised Achenwall to do so.

3  ．Circumstantial Evidence of Thomasius’s Influence on Kant

（1）　Previous Research

In the context of private law, one must note that Thomasius’s influence 

on Kant does not seem to be significant as those of other jurists; for 

example, Kant did not mention him in his letters but referred to Grotius, 

Pufendorf, and Wolff （Br Register, AA 13: 630, 667, 690）.（16） However, 

previous research appropriately assumed that Kant must have referred 

to Thomasius, and their similarities must have confirmed such a relationship; 

that is, an argument by Kant seems to resemble one by Thomasius. For 

example, Wilson （2006） argued that “Kant’s distinction between cosmopolitan 

philosophy and scholastic philosophy mirrors this distinction [i.e., the 

distinction between university learning and learning derived from experience] 

from Thomasius.”（17） Wilson （2006） expounded on this in Chapter 6 of 

her monograph and concluded as follows: “Rather than repeat the distinction 

made by the Wolff and Baumgarten schools, which differentiated philosophy 

as rational and empirical psychology as empirical, Kant makes the distinction 

between the interest people have in the two fields of philosophy. According 

（16） However, it should be noted that Kant did not mention Achenwall too 
（Br Register, AA 13: 603）; his letters do not show directly whose works 
he was interested in.

（17） Wilson, Holly L.: Kant’s Pragmatic Anthropology: Its Origin, 
Meaning, and Critical Significance. New York 2006, 12.
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to Kant, the distinction between critical philosophy and anthropology is 

characterized by the distinction between philosophy according to the 

Schulbegriff and philosophy according to the Weltbegriff.”（18） Wilson’s 

（2006） use of the verb “mirror” here grounds this argumentation on the 

similarity of the knowledge classification between Thomasius and Kant 

in contrast with Christian Wolff （1679–1754） and Alexander Gottlieb 

Baumgarten （1714–1762） and not on any citations or references to Thomasius 

by Kant. In another example, Byrd and Hruschka （2008） found Thomasius’ 

influence on Kant about the concept of presumption as follows: “The 

difference between the presumption of goodness or of innocence and the 

presumption of badness is that the former two presumptions, as presumptions 

of law, relate to a human being’s external actions, whereas the presumption 

of badness, as a presumption of ethics, relates to the human being’s 

attitude. Thomasius had already drawn this distinction and Kant simply 

uses it in his own work.”（19） Therefore, according to previous research, 

Thomasius’s influence on Kant can be determined even without a direct 

mention, or at least deducing influence from their similarity is allowed.

（2）　Recent Gaps and Research Methodology of this Study

However, the above method poses the risk that Kant did not really 

refer to Thomasius but rather read another jurist’s text or that he simply 

applied the common knowledge of that period. This possibility can be 

demonstrated through several examples, such as Kant’s focus on the term 

“use” for characterizing possession; that is, he defined possession as “[t]he 

subjective condition of any possible use” （translated by Gregor, MS RL  

（18） Ibid., at 111f.
（19） Byrd, B. Sharon and Hruschka, Joachim: From the State of Nature to 

the Juridical State of States. Law and Philosophy. Vol. 27, No. 6 （2008） 
599–641, 619.
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§1, AA 06: 245.11–12）.（20） Such characterization can be interpreted in three 

ways: First, Kant took inspiration from Achenwall’s Natural Law, which 

repeatedly applied the term “use” （in Latin: usus） to explain possession, 

especially in the 145th paragraph of the first volume.（21） Second, however, 

since Achenwall cited Thomasius’s On Ownership just there, Kant may 

have also read On Ownership and adopted the following explanation by 

Thomasius: “If you consider ownership, when ignoring the doctrine of 

Roman law, moreover, when ignoring various restrictions originating in 

the disposition of civil laws or consentient agreements, then proprietorship 

is the power to use （corporeal or incorporeal） things arbitrarily （in view of 

its owner） and to exclude other persons from its use （in view of them）”
（22） 

（translated by the author, italics by Thomasius）. Third, Kant may still have 

not referred to either Achenwall or Thomasius but knew that jurists 

usually mentioned the right to use when describing proprietorship or 

dominion.（23） Simply put, the term was common knowledge in those days. 

There is no decisive evidence as to the way Kant conceived to define 

possession as the subjective condition of use; hence, judging Thomasius’s 

influence on Kant here is not plausible.

For filling this gap, this study bases its comparison not only on their 

（20） Kant, Immanuel: The Metaphysics of Morals. Revised ed. Edited by 
Denis, Lara, translated by Gregor, Mary. Cambridge 2017, 41.

（21） Achenwall, supra note 1, at 51f.
（22） Thomasius et al., supra note 12, §16, at 8f.: “Si dominium consideres, 

abstrahendo a doctrina juris Romani, item a restrictionibus variis, ortis vel 
ex dispositione legum civilium vel ex pactis conventis, proprietas est 
potestas （intuitu domini） pro lubitu utendi rebus （sive corporalibus sive 
incorporalibus） et （intuitu reliquorum hominum） alios quoscunque ab eo 
usu arcendi.”

（23） The opinion that the essence of ownership is “right to use and to 
abuse” （in Latin: ius utendi et abutendi） originated in the 16th century. 
See Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht. Vol. 1. München 1985, 292.
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similarities but also on their uniqueness; in other words, the study will 

assess whether or not an opinion is unique for Kant and Thomasius. 

Certainly, this study cannot be expected to find opinions solely declared 

by them, but their uniqueness should be affirmed when the following two 

requisites are satisfied: （a） a work by Thomasius being cited by Achenwall 

（i.e., Kant certainly knew the work by reading Achenwall’s Natural Law） and 

（b） Kant adopting a theory in the work despite not being a major one 

according to works that Kant possessed in his private bookshelf （i.e., Kant 

probably noticed that such theory was not common）.（24） About On Ownership, 

the first requisite has already been satisfied as explained in Chapter 2; 

therefore, the second will be evaluated in section （3） of this chapter. 

This study will especially compare the following jurists with Thomasius 

and Kant: Ludwig Julius Friedrich Höpfner （1743–1797, German jurist）, 

Johann August Heinrich Ulrich （1746–1813, German philosopher）, Ludwig 

Heinrich von Jakob （1759–1827, German philosopher）, Gottlieb Hufeland （1760–

1817, German jurist）, and Theodor Schmalz （1760–1831, German jurist）.（25）

（24） The law books that Kant possessed are recorded by Warda, Arthur: 
Immanuel Kants Bücher. Berlin 1922, 41f.

（25） Höpfner, Ludwig Julius Friedrich: Naturrecht des einzelnen 
Menschen der Gesellschaften und der Völker. 5th ed. Gießen 1790.; 
Ulrich, Johann August Heinrich: Initia Philosophiae Iusti seu Iuris 
Naturae Socialis et Gentium. 3rd ed. Jena 1790.; Jakob, Ludwig Heinrich 
von: Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht. 1st ed. Halle 1795.; 
Hufeland, Gottlieb: Lehrsätze des Naturrechts und der damit 
verbundenen Wissenschaften. Jena 1790.; Schmalz, Theodor: Das reine 
Naturrecht. 1st ed. Königsberg 1792. The editions of these books are 
identical to those which Kant privately possessed. This study excludes 
Daniel Nettelbladt （1719–1791, German jurist） despite his outstanding 
fame, for his concept of natural law was too different to be compared with 
Kant’s, that is, Nettelbladt believed that there would be natural feudal law 
and natural ecclesiastical law. See the table of contents of Nettelbladt, 
Daniel: Anfangsgründe der natürlichen Rechtsgelehrsamkeit. Halle 1779.
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（3）　Comparison

a．Ownership–Based Private Law System
The first evidence of Thomasius’s influence on Kant by On 

Ownership is the phrase “mine or yours” （in German: Mein und Dein; 

Gregor translated it into “mine or yours” in line with the English idiom, which 

the author followed（26））. This term is unique from a legal history viewpoint, 

as other jurists normally used the term “proper” （in Latin: proprium） or 

“one’s own” （in Latin: suum） when describing a situation where something 

is a subject being owned. These two adjectives can be found in Achenwall’s 

Natural Law as well,（27） using “mine or yours” only once as follows: 

“Thus through occupancy dominion of things was introduced and first 

emerged, and hence the word THING is used specifically for that which 

is susceptible to our dominion: for the main subject in law is mine and 

yours, and hence also with respect to things, the things that are mine or 

yours”（28） （translated by Vermeulen; only the word “thine” in her translation is 

replaced with “yours” by the author for consistency with Gregor’s term）. Achenwall 

also used the phrase “one’s own thing” （in Latin: res sua） in the title of 

Volume 1, Title 5, of Natural Law, where he dealt with ownership.（29） 

In addition, the word “mine” （in Latin: meum） is not always the opposite 

of “yours” （in Latin: tuum）; for example, Ulrich combined “mine” with 

“another’s” （in Latin: alterius） as follows: “What is mine does not cease 

to be mine and cannot become another person’s, as long as I live, unless 

my will, some act, or a conflict of rights intervenes”（30） （translated by the 

（26） Kant, supra note 20, at 41.
（27） Achenwall, supra note 6, I136, at 117 （res mihi propria）; I137f., at 

118f. （res propria）; I142, at 122 （res sibi propria）.
（28） Achenwall, supra note 1, I142, at 51.
（29） See the title of “De Jure Disponendi de Re Sua” in Achenwall, supra 

note 6, Lib. 1, Sec. 2, Tit. 5, at 134.
（30） Ulrich, supra note 25, §210, at 150: “Quod meum est, citra meam 
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author）. Thus, the following question must be answered: Why did Kant 

choose the minor term “mine or yours” in the title of private law despite 

the existence of “proper” as a technical term for natural law theorists?

There are three possibilities. First, Kant read Thomasius’s dissertation 

On Ownership and adapted the distinction between mine and yours as 

the basis of private law, as Thomasius wrote, “[s]ince whole private law 

is concerned with what is mine and what is yours, and since all the 

differences between what is mine and what is yours derive from the 

ownership, we should strive diligently to give a firm foundation to the 

concept of ownership. For all the teachings of private law are either in 

view of ownership or are derived from its nature”（31） （translated by the 

author）. Second, Kant used the phrase “mine or yours” because of the 

collaboration between Höpfner, whose book Natural Law of Each Human 

Being in Societies and Nations （in German: Naturrecht des einzelnen 

Menschen der Gesellschaften und der Völker, 5th ed., 1790, hereafter called 

Naturrecht in German to avoid confusion with Achenwall’s book） was part of 

Kant’s private collection, and Karl Wilhelm Robert （1740–1803, German 

theologist and jurist）, who had a short lecture recorded on the theme of 

“mine or yours” in 1784 and was cited in Höpfner’s work.（32） Third, Kant 

voluntatem, aut factum quoddam, extra collisionem, me vivo, meum esse non 
desinit, nec alterius fieri potest.”

（31） Thomasius et al., supra note 12, §1, at 3: “Cum totum jus privatum sit 
occupatum circa meum et tuum, differentia autem omnis mei et tui ex dominio 
oriatur, opera danda est sedulo, ut in conceptu dominii solida fundamenta 
ponantur, quia omnes doctrinae juris privati vel ad dominium respiciunt, vel 
ex ejus natura derivantur.”

（32） Robert, Karl Wilhelm: D. Carl Wilhelm Robert der Rechte und der 
practischen Weltweisheit ordentlicher Lehrer zeiget die zum Gedächtniß 
der Gnädigsten Bestätigung der hiesigen Litteratur–Gesellschaft, am 1ten 
Sept. Nachmittags um 2 Uhr im philosophischen Hörsaale zu haltende 
Rede an. Vorher werden einige Gedanken über die allgemeinen Begriffe 
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was influenced by all these jurists and integrated them. This study adopts 

the third interpretation; that is, Kant adopted the ownership–based 

private law system from Thomasius where he critically reconstructed 

Robert’s definition of “mine or yours” partially based on Höpfner’s idea.

In the early modern centuries, the notion that private law should be 

based on ownership or proprietorship is not popular; rather, tort law or 

the concept of “injury” （in Latin: laedere） was used for explanation before 

property law.（33） This means that the requisite （b） is satisfied, therefore, 

vom Mein und Dein mitgetheilt. Marburg 1784. This lecture was cited in 
Höpfner, supra note 25, §37, at 32. Kant possibly knew Robert personally, 
since Robert was mentioned as an “admirer” （in German: Verehrer） of Kant 
in a letter from Johann Bering （1748–1825, German philosopher） to Kant 
in 1793 （Br, AA 11: 414.26–28; Br Register, AA 13: 671）: “Auch ist der 
ehemalige Professor Theologiae nunc Juris Robert von mir bekehrt und 
Ihr großer Verehrer”.

（33） Pufendorf, supra note 4, Vol. 3, Cap. 1, at 251ff. （tort law） and Vol. 4, 
Cap. 3, at 444ff. （property law）; Wolff, Christian: Institutiones Juris 
Naturae et Gentium. Halle 1774, §88ff., at 44ff. and §141ff., at 75ff. （tort 
law） and §183ff., at 97ff. （property law）; Achenwall, supra note 6, I96ff., 
at 81ff. （tort law being restricted to defamation） and I110ff., at 93ff. 

（property law）; Ulrich, supra note 25, §144, at 112 （tort law being 
restricted to defamation） and §153ff., at 115ff. （property law）; Jakob, 
supra note 25, §117, at 73 （tort law: “Niemand hat das Recht, den andern 
zu beleidigen”） and §237ff., at 142ff. （property law）; Hufeland, supra note 
25, §152ff., at 70ff. （tort law） and §178ff., at 84ff. （property law）. 
Schmalz placed property law before tort law. See Schmalz, supra note 25, 
§55ff., at 38ff. （property law） and §80ff, at 53ff. （tort law）. However, he 
began not with ownership but introduced the special concept of 
“modification of original rights” （in German: die Modifikation der 
Urrechte）. See Schmalz, supra note 25, §51, at 36f. By contrast with 
these authors, Höpfner showed a system like Kant’s one, that is, started 
from property right and mentioned “one’s own” （in German: das Seine）. 
See Höpfner, supra note 25, §37ff., at 32ff. From this comparison, the 
role of Höpfner can be highlighted and should be delved into in future 
research more deeply.
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one would plausibly assume that Thomasius, who, as cited above, introduced 

the distinction between mine and yours and derived ownership from it 

as the basis of private law, influenced Kant in this point.

However, a problem remains when overestimating his contribution. 

He did not explain how the term “mine or yours” should be defined; 

furthermore, he did not write the third chapter of IJG, which would 

have discussed possession in detail. According to the author’s current 

survey, Robert’s short lecture in 1784 can address this deficiency. 

Although he was cited by Höpfner, their reference relationship is 

somewhat complicated, and its chronological order can be summarized 

as follows:

・　Höpfner published the second edition of Naturrecht in 1783. It had 

no reference to Robert and only provided the following text: “A thing 

which a man can handle as he prefers by excluding others is called his 

own. Something his own is either innate [i.e., it is congenitally his own] 

or acquired [i.e., it becomes his own through an event, e.g., through a 

sale contract]. Infringement occurs when I deprive a man of his own or 

prevent him from the disposing of his own” （translated by the author）.（34）

・　Robert gave a short speech on the theme of “mine or yours” on 

September 1, 1784, in Marburg and referred to the above text.（35）

・　Höpfner published the third edition of Naturrecht in 1785 and 

（34） Höpfner, Ludwig Julius Friedrich: Naturrecht des einzelnen 
Menschen der Gesellschaften und der Völker. 2nd ed. Gießen 1783, §37, 
at 32: “Womit ein Mensch nach Gefallen, mit Auschliessung anderer, zu 
verfahren befugt ist, heist das Seine. Es ist entweder ein angebohrnes, 
oder ein erworbenes Seine. Beleidigung ist es, wann ich einen Menschen 
etwas von dem Seinigen entziehe, oder ihn in der Disposition üder das 
Seine hindere.”

（35） Robert, supra note 32, §2, at 3.
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mentioned Robert’s speech.（36） He did not clarify whether he agreed 

with Robert’s opinion, but he clearly disagreed with him in the sixth 

edition, published in 1795, through the following comment: “If it were 

possible to give real definition to what is mine and what is yours, 

then it would be of great benefit to natural law. For this definition 

would enable us to decide in each actual case whether something 

belongs to me or not. The most important disputes, such as the 

dispute concerning the reprinting of books, depend on it. But as far 

as I know, no one has yet given [the real definition], although many 

people have worked on it”（37） （translated and underlined by the author）.

（36） Höpfner, Ludwig Julius Friedrich: Naturrecht des einzelnen 
Menschen der Gesellschaften und der Völker. 3rd ed. Gießen 1785, §37, 
at 32.

（37） Höpfner, Ludwig Julius Friedrich: Naturrecht des einzelnen 
Menschen der Gesellschaften und der Völker. 6th ed. Gießen 1795, §37, 
at 47f.: “Ein großer Gewinn für das N. R. wäre es, wenn man eine 
Realdefinition für das Mein und Dein geben könnte, die uns in den Stand 
setzte, in jedem vorkommenden Falle zu entscheiden, ob etwas zum Mein 
gehöre oder nicht. Die wichtigsten Controversen, z.B. über den 
Büchernachdruck, hängen davon ab. Allein eine solche Definition hat, 
meines Wissens noch Niemand gegeben, wiewohl sich viele darum bemüht 
haben”. The word of “Realdefinition” can be compared with “Sacherklärung” 
in Kant’s Doctrine of Right （MS RL §5, AA 06: 249.03）. Besides Robert, 
Höpfner referenced four jurists as if they were involved in this problem, 
namely Heinrich Koehler （details unknown）, Johann Justin Schierschmid 

（1707–1778, German jurist）, Joachim Georg Darjes （1714–1791, German 
jurist） and Ulrich （supra note 25）. However, these four authors did not 
use the phrase of “mine or yours”. See Koehler, Heinrich: Juris Naturalis 
Ejusque Cumprimis Cogentis Methodo Systematica Propositi 
Exercitationes VII. Frankfurt am Main 1738, §747, at 146 （He used the 
terms of “suum” and “alienum”）.; Schierschmid, Johann Justin: Elementa 
Juris Naturalis Socialis et Gentium Methodo Scientifica Conscripta. 
Jena 1742, §244, at 196 （“suum”）.; Darjes, Joachim Georg: Institutiones 
Jurisprudentiae Universalis. Jena 1745, §277, at 146 （“nostrum”, 
“alienum”, and “suum alterius”）.; Ulrich, supra note 25, §1, at 3 （“meum”）.
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The reason Robert addressed this theme in his lecture and not in an 

article is unclear at this moment, but the author presumes that the 

distinction between mine and yours is important for copyright, as 

Höpfner mentioned in the above citation, and Robert would have spoken 

about it, as the title of his lecture includes “in Memory of the Most 

Gracious Confirmation of the Local Literature Society” （in German: 

zum Gedächtniß der Gnädigsten Bestätigung der hiesigen Litteratur–

Gesellschaft）.

Indeed, Robert did not discuss the idea of an ownership–based 

private law system but had a good consideration of the distinction 

between mine and yours; that is, he distinguished something physically 

mine from something judicially mine as follows: “So, I would like to 

argue as follows: The expressions ‘mine’ and ‘yours’ can be interpreted 

in two senses and it has actually become a practice to do so, that is, 

firstly, in a purely physical sense, and secondly, in a moral and juridical 

sense. For, when we use these words in the first case, we are not 

thinking about the concepts of legality and illegality, or of obligation, 

whereas we do so undeniably in the second case” （translated by the 

author）.（38） While this explanation is similar to Kant’s classification of 

possession as physical and merely judicial, it should be noted that 

Robert’s definition of something physically mine is not the same as 

Kant’s physical possession, as Robert understood it simply as one’s own 

body, activity, or power: “What is mine is that which cannot be 

（38） Robert, supra note 32, §3, at 4f.: “[S]o bemerke ich, daß man die 
Ausdrücke Mein und Dein in einem doppelten Sinne nehmen könne und 
auch würklich zu nehmen pflege; nemlich zuerst in einem blos physischen 
und zweytens in einem moralischen und juristischen Verstande. Im ersten 
Falle denket man nemlich bey dem Gebrauche dieser Wörter nicht an 
Begriffe von Recht und Unrecht oder von Verbindlichkeit, so wie man es 
im letztren Falle ganz unleugbar thut.”
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regarded as being part of another person, or as his/her activity and 

power, that is, that which cannot be another person ’s without 

contradiction” （translated by the author）.（39） Kant did not restrict the 

meaning of physical possession to one’s own body, activity, or power.（40） 

In addition, Robert’s explanation of something judicially mine is closely 

tied with the concept of “perfection” （in German: Vollkommenheit）, which 

seems to be derived from Christian Wolff’s philosophy.（41） This concept 

is beyond Kant’s philosophy, as he refused it in Critique of Practical 

Reason （KpV, AA 05: 41.02–38）. Since Kant possessed the fifth edition of 

Höpfner’s Naturrecht in his private bookshelf, one would plausibly 

believe that Kant knew Robert’s record being cited there and, while 

partially following it, mainly criticized it.

Hence, Thomasius’s, Höpfner’s and Robert’s contributions are 

complementary; specifically, the basic idea that private law is based on 

the concept of mine or yours originated from Thomasius whereas the 

concrete issues are proposed by Höpfner and discussed in detail by 

Robert.

b．Is Family Law a Part of Social Law?
Thomasius and Kant show similarities in terms of how to classify 

（39） Ibid., at 5: “Mein ist das, was ohnmöglich, das ist, ohne Wiederspruch 
[sic!], als einen Theil oder als eine Würkung und Kraft des andern 
angesehen werden kann.” The term of “contradiction” （in German: 
Widerspruch） would play an important role when comparing Robert’s 
lecture with Kant’s Doctrine of Right （MS RL §6, AA 06: 249.34–250.08）.

（40） For example, Kant regarded the having an apple in hand as physical 
possession （MS RL §4, AA 06: 247.24–248.07）. An apple is not one’s own 
body, activity, or power itself, but an external thing. Thus, Robert’s 
definition of what is physically mine does not match Kant’s one of physical 
possession.

（41） Robert, supra note 32, §5, at 8 and §8, at 10.
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laws. They are convinced of the correctness of the fundamental 

distinction between “private law” （in Latin: jus privatum, in German: 

Privatrecht） and “public law” （in Latin: jus publicum, in German: öffentliches 

Recht）, whereas some famous jurists divide laws into “natural law” （in 

Latin: jus naturae, in German: Naturrecht） and “social law” （in Latin: jus 

sociale, in German: Gesellschaftsrecht）.（42） In addition, Thomasius classified 

family law into private law as in the case of Kant; in other words, 

family law is also based on the concept of mine or yours.（43）

At first glance, the concept of social law would be introduced for 

good reason; that is, public society （i.e., state） would presume private 

community （i.e., family）, and both societies could be regulated uniformly. 

The continuity from a private to a public society apparently assumes 

that a state has been developed in stages; simply put, several families 

form a small state, as Achenwall argued: “A STATE （a republic in the 

broad sense of the word） is an unequal society of several families for the 

pursuit of external happiness” （translated by Vermeulen）.（44） Achenwall, 

Höpfner, Ulrich, Jakob, and Hufeland adopted this classification of 

family law into social law.（45） Moreover, its origin is found in earlier 

（42） Achenwall, Gottfried: Jus Naturae. 5th ed. Pars 2. Göttingen 1763, 
II1ff., at 1ff.; Höpfner, supra note 25, §137ff., at 133ff.; Ulrich, supra note 
25, §361ff., at 257ff.; Jakob, supra note 25, §481ff., at 291ff.; Hufeland, 
supra note 25, §284ff., at 132ff.; Schmalz, supra note 25, §121ff., at 76ff.

（43） Thomasius et al., supra note 11, §10 of prooemium, at 5.
（44） Achenwall, supra note 1, II86, at 135.
（45） Cf. the systematic position of the following texts. Achenwall, supra 

note 42, II78, at 61.; Höpfner, supra note 25, §152ff., at 143ff.; Ulrich, 
supra note 25, §425ff., at 303ff.; Jakob, supra note 25, §539ff., at 322ff.; 
Hufeland, supra note 25, §300ff., at 142ff. Schmalz used the term of social 
law （see supra note 42）, but it is unclear whether he regarded family to 
be regulated by it or not, since he explained only national institution. See 
Schmalz, supra note 25, §121ff., at 76ff.
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（42） Achenwall, Gottfried: Jus Naturae. 5th ed. Pars 2. Göttingen 1763, 
II1ff., at 1ff.; Höpfner, supra note 25, §137ff., at 133ff.; Ulrich, supra note 
25, §361ff., at 257ff.; Jakob, supra note 25, §481ff., at 291ff.; Hufeland, 
supra note 25, §284ff., at 132ff.; Schmalz, supra note 25, §121ff., at 76ff.

（43） Thomasius et al., supra note 11, §10 of prooemium, at 5.
（44） Achenwall, supra note 1, II86, at 135.
（45） Cf. the systematic position of the following texts. Achenwall, supra 

note 42, II78, at 61.; Höpfner, supra note 25, §152ff., at 143ff.; Ulrich, 
supra note 25, §425ff., at 303ff.; Jakob, supra note 25, §539ff., at 322ff.; 
Hufeland, supra note 25, §300ff., at 142ff. Schmalz used the term of social 
law （see supra note 42）, but it is unclear whether he regarded family to 
be regulated by it or not, since he explained only national institution. See 
Schmalz, supra note 25, §121ff., at 76ff.
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periods; for example, Pufendorf discussed property law and contract 

law from the third to the fifth volume of On the Law of Nature and of 

Nations （in Latin: De Jure Naturae et Gentium, 1672） and began discussing 

the concept of family in the sixth volume with the following introduction: 

“It follows that we must try to find out, on the one hand, the origin and 

nature of human overlordship, and, on the other hand, which rules of 

natural law and of international law are based on this overlordship” 

（translated by the author）.（46） Wolff explained family law under the concept 

of “overlordship” （in Latin: imperium） as well; that is, family law relates 

to “private overlordship” （in Latin: imperium privatum）.（47）

However, Kant criticized the other jurists, writing, “The highest 

division of natural right cannot be the division （sometimes made） into 

natural and social right; it must instead be the division into natural 

and civil right, the former of which is called private right and the 

latter public right. For a state of nature is not opposed to a social but 

to a civil condition, since there can certainly be society in a state of 

nature, but not civil society （which secures what is mine or yours by public 

laws）. This is why right in a state of nature is called private right” 

（translated by Gregor, MS RL Einleitung, AA 06: 242.12–19）.（48） Kant did not 

mention the case in which the distinction between natural and social law 

becomes inappropriate, but the community of family must be one such 

case, as this small social unit has existed even before the founding of a 

state, that is, in natural state. Therefore, the distinction between 

（46） Pufendorf, supra note 4, Lib. 6, Cap. 1, §1, at 749: “Sequitur, ut 
investigemus tum originem et naturam imperii humani, tum quae praecepta 
juris naturalis et gentium illud praesupponunt.”

（47） Wolff explained family law under the section of private imperium. See 
Wolff, supra note 33, the title of Pars 3, Sect. 1, at 509 and §854ff., at 
522ff.

（48） Kant, supra note 20, at 37.
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natural law and social law is confused, as not only civil but also natural 

state is also social state to some degree.

In addition, to verify the uniqueness of Thomasius’s and Kant’s 

opinions as required in section （2） of this chapter, it is significant to 

note that Kant could not simply follow the popular Roman jurisprudence 

despite its adoption of the distinction between private and public law. 

Ulpian, a famous jurist in ancient Rome, wrote, “There are two 

branches of legal study: public and private law. Public law is that which 

respects the establishment of the Roman commonwealth, private that 

which respects individuals’ interests, some matters being of public and 

others of private interest” （excerpted from D 1.1.1.2, translated by Watson 

et al.）.（49） In this text, Ulpian regarded private law as being concerned 

with “individuals’ interests” （in Latin: singulorum utilitas）; in other words, 

his definition was based on a utilitarian aspect. Contrarily, Kant 

sharply criticized the reference to utilities for grounding legal concepts 

（MS Einleitung II, AA 06: 215.24–216.27）. Therefore, even if Kant adhered 

to the distinction between public and private law for being more 

traditional than the one between natural and social law, he could not 

use the Roman term “private law” because of its incompatibility with 

his philosophy. This term became usable for Kant only when it was 

separated from its utilitarian character, and this separation was 

founded first by Thomasius in that dissertation.

（4）　Independency against Jurisprudence

Contrary to the above two examples, Kant’s independence against 

jurisprudence can be revealed through a comparison with Thomasius in 

the question of how to understand the concepts “in general” （in Latin: in 

（49） The Digest of Justinian. Vol. 1. Translated by Watson, Alan et al. 
Philadelphia 1998, 1.
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genere, in German: in Gattung） and “in kind” （in Latin: in specie, in German: 

der Spezies nach）. Kant defined “loan for consumption” （in Latin: mutuum, 

in German: Darlehen） as “[l]ending a thing on the condition of its being 

returned only in kind （e.g., grain for grain, or money for money）” （translated 

by Gregor, MS RL §31, AA 06: 285.20–22）.（50） On this definition, the 

academic version notes that the phrase “in kind” should have been 

replaced with “in general” （in German: dem Genus nach, Sachliche 

Erläuterungen zu 28521, AA 06: 523）. Indeed, Achenwall explained, “[a] 

contract by which a thing is promised in order to be restituted in 

general sometime is a CONSUMPTION–LOAN CONTRACT, and once the 

thing is handed over it becomes a CONSUMPTION LOAN” （translated by 

Vermeulen）.（51）

However, this doubt can be alleviated by referring to the following 

passage in Thomasius’s dissertation On the Differences of Things: 

“Furthermore, things are the same [with each other] or different [from 

each other]. In both the cases, they are so in general or in kind. 

However, it is to be noted here that ‘in kind’ means in laws something 

which philosophers usually call ‘individual’, but ‘in general’ means 

something which they usually call ‘in kind’” （translated by the author, 

italics by Thomasius）.（52） According to Thomasius, the judicial term “in 

general” can be paraphrased using “in kind” in view of philosophers; 

thus, Kant did not write incorrectly when adopting this terminology. 

Kant was allowed to use the phrase “in kind” instead of “in general” so 

（50） Kant, supra note 20, at 74.
（51） Achenwall, supra note 1, I219, at 75f. About the original text, see 

Achenwall, supra note 6, at 189.
（52） Thomasius et al., supra note 11, §33, at 12: “Sunt etiam res vel 

eaedem vel diversae. Utraeque sunt vel genere tales vel specie. Id vero 
hic notandum, quod species in jure denotet id, quod individuum appellare 
solent Philosophi, genus autem, quod hi speciem.”
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far as his Doctrine of Right was part of his philosophical book The 

Metaphysics of Morals, although the jurists whose books Kant owned 

in his private study used “in general.”（53） This switching of terms shows 

that Kant did not follow jurists unrestrainedly but rather kept his own 

discipline even when discussing jurisprudence.

4 ．Conclusion

Kant read Thomasius’s work On Ownership through Achenwall’s 

citation and adopted the idea of a “mine or yours”–based private–law 

system in his Doctrine of Right. This conception of Thomasius was not 

familiar to other jurists, such as Achenwall, especially in the aim to 

explain private law through possession and ownership. Furthermore, 

Kant seems to be involved in the real definition of “mine or yours” that 

is based not on his own original idea but on the collaboration between 

Höpfner and Robert. Robert argued, by mentioning Höpfner’s term “one’s 

own”, that something physically mine means my body, my activity, and 

my power while something judicially mine is concerned with achieving 

my own perfection, which seems derived from Wolff’s philosophy. Kant 

could not adopt Robert’s definition because of his moral philosophy; 

that is, he could not accept the concept of perfection for controlling the 

private law system. Hence, from these, it is plausible to assume that 

（53） Ulrich and Jakob also used not “in kind” but “in general” in the 
definition of mutuum. See Ulrich, supra note 25, §266, at 187.; Jakob, 
supra note 25, §376, at 225 （von derselben Gattung）. Höpfner used 
neither “Gattung” nor “Spezies” but “Art” as follows: “Fungibele Sachen 
sind die, bey welchen es mir gleichgültig ist, ob ich sie selbst oder andere 
von gleicher Art habe.” Höpfner, supra note 25, §96（1）, at 89. Hufeland 
believed that the classification of contracts is not necessary for natural 
law, and hence he did not define consumption loan. See Hufeland, supra 
note 25, §277, at 128.
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Kant’s “mine or yours”–based private law system was inspired by 

Thomasius, Höpfner, and Robert, with philosophical modifications. The 

fact that Kant kept the independence of his moral philosophy against 

jurisprudence can also be substantiated by the definition of loan for 

consumption; that is, he rejected the judicial terminology of “in general” 

and replaced it with the philosophical term “in kind.” This concludes, 

first, that Kant critically read many legal books regardless of their 

popularity, at least more than previously assumed, and, second, that 

Kant’s legal knowledge may have been underestimated. Interdisciplinary 

collaboration is expected to discover jurists and legal texts untouched 

by previous research.
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